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本
書
の
内
容

　
本
書
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
B
（
課
題
番
号
塾
。
①
さ
。
G
。
含
⑩
㎝
）
「
幕
末
期
に
お
け
る
大
坂
・
大
坂
城
の
軍
事
的
役
割
と
畿
内
・
近
国
藩
」
（
研
究
期
間
二
〇
一

四
・
四
・
一
～
二
〇
一
九
・
三
・
三
一
）
の
研
究
成
果
報
告
で
あ
る
。

　
本
研
究
は
、
幕
府
の
軍
事
拠
点
と
し
て
の
大
坂
・
大
坂
城
と
い
う
視
点
か
ら
、
幕
末
期
に
お
け
る
大
坂
と
畿
内
・
近
国
藩
の
関
係
を
分
析
し
、
幕
末
期
大
坂
論
の
構
築

を
目
指
し
た
も
の
で
、
以
下
の
四
点
を
具
体
的
な
課
題
と
し
た
。

　
（
1
）
幕
宋
期
（
天
保
年
間
か
ら
慶
応
年
間
）
に
大
坂
城
守
衛
の
任
を
負
う
定
番
・
在
番
・
加
番
を
務
め
た
播
磨
山
崎
藩
｝
万
石
本
多
家
、
但
馬
豊
岡
藩
一
万
善
〇
〇
〇
石

　
　
（
幕
末
期
）
京
極
家
、
近
江
水
口
藩
二
万
五
〇
〇
〇
石
和
藤
家
の
関
係
史
料
を
調
査
し
、
本
多
家
文
書
は
史
料
集
を
作
成
。

　
（
2
）
幕
末
新
設
の
軍
事
職
の
役
割
、
将
軍
京
坂
滞
在
時
・
長
州
戦
争
時
の
幕
府
支
配
機
構
・
広
域
支
配
の
研
究
。

　
（
3
）
大
坂
湾
海
防
に
動
員
さ
れ
た
畿
内
・
近
国
藩
の
研
究
。

　
（
4
）
西
国
諸
藩
、
と
く
に
九
州
諸
藩
の
蔵
屋
敷
を
例
に
、
西
国
藩
と
大
坂
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
。

　
史
料
調
査
・
研
究
は
（
1
）
～
（
4
）
ご
と
に
担
当
を
決
め
、
本
書
で
は
、
そ
の
成
果
を
「
畿
内
・
近
国
支
配
“
「
蔵
屋
敷
」
「
畿
内
・
近
国
藩
」
「
大
坂
湾
海
防
」
の
四
つ

に
ま
と
め
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
の
概
要
・
成
果
に
つ
い
て
は
、
本
報
告
書
所
収
の
各
論
文
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
が
、
以
下
、
各
論
文
で
は
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
点

を
中
心
に
、
成
果
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
（
1
）
に
つ
い
て
は
、
山
崎
藩
本
多
家
の
藩
政
文
書
と
豊
岡
藩
京
極
家
の
家
臣
舟
木
家
文
書
を
調
査
し
た
。
と
も
に
新
出
文
書
を
確
認
し
、
目
録
を
作
成
し
た
。

　
畿
内
・
近
国
に
は
五
万
石
以
下
の
中
小
藩
が
多
く
、
ま
と
ま
っ
た
藩
政
文
書
は
あ
ま
り
残
さ
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
、
そ
れ
ら
の
藩
政
文
書
や
藩
士
の

文
書
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
多
家
と
舟
木
家
の
文
書
は
、
そ
の
代
表
と
い
え
、
本
科
研
で
は
、
前
者
は
藩
政
日
記
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
・
翻
刻
、
新
た
に
確
認
さ
れ

た
近
世
・
近
代
文
書
の
整
理
、
後
者
は
写
真
の
撮
影
と
文
書
潤
録
を
作
成
し
、
本
書
に
は
書
簡
類
を
中
心
と
す
る
全
一
〇
〇
〇
点
の
目
録
を
掲
載
し
た
。
目
録
を
作
成
し
、

一
部
の
文
書
を
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
し
た
こ
と
で
、
今
後
の
研
究
の
基
盤
整
備
が
で
き
た
と
考
え
る
。

　
研
究
成
果
に
お
い
て
は
、
藩
政
日
記
の
史
料
と
し
て
の
性
格
、
藩
政
に
と
っ
て
加
番
を
務
め
る
こ
と
の
意
味
、
小
藩
の
政
治
的
・
軍
事
的
位
置
な
ど
、
幕
末
に
お
け
る

畿
内
・
近
国
藩
研
究
に
新
し
い
論
点
を
提
示
で
き
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
書
簡
の
分
析
に
よ
り
、
家
老
ク
ラ
ス
の
藩
士
と
儒
学
者
と
の
交
流
を
明
ら
か
に
で
き
た
。
こ
う

し
た
藩
を
越
え
た
交
流
は
山
崎
藩
の
藩
政
日
記
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
一
方
で
、
当
初
、
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
多
く
の
新
出
文
書
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
整
理
に
時
間
を

費
や
さ
れ
た
た
め
、
両
文
書
の
相
互
比
較
か
ら
幕
末
期
に
お
け
る
中
小
藩
の
藩
政
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
な
お
、
仮
目
録
で
は
あ
る
が
、
山
崎
本
多
藩
記
念
館
所
蔵
文
書
・
但
馬
豊
岡
藩
士
舟
木
家
文
書
目
録
を
掲
載
し
た
。



近
江
水
口
藩
加
藤
家
に
つ
い
て
は
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
摂
津
尼
崎
藩
の
幕
末
関
係
文
書
を
翻
刻
し
た
。
尼
崎
藩
は
大
坂
城
守
衛
に
関
わ
り
、
畿
内
・
近
国
の
幕
末

期
を
考
え
る
上
で
重
要
な
藩
で
あ
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
同
業
の
藩
政
史
料
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
科
研
で
は
、
幕
末
期
の
尼
崎
藩
政
に
お
い
て
重
要
な
位
置

を
占
め
た
服
部
元
彰
の
関
係
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
服
部
文
鷹
か
ら
「
伺
手
控
　
二
扁
を
翻
刻
し
た
。
同
史
料
は
諸
研
究
で
も
用
い
ら
れ
て
き

た
が
、
翻
刻
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
今
後
の
研
究
に
資
す
る
と
考
え
る
。

　
（
2
）
に
つ
い
て
は
、
大
坂
城
代
土
屋
遣
直
の
関
係
史
料
と
、
公
益
財
団
法
人
三
井
文
庫
所
蔵
の
将
軍
上
洛
・
在
中
時
関
係
史
料
の
調
査
を
行
っ
た
。

　
幕
末
期
に
大
坂
城
代
を
務
め
た
土
屋
寅
直
の
関
係
史
料
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
・
大
阪
市
立
中
央
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
諸
研
究
で
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
全
貌
を
把
握
し
た
上
で
の
利
用
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
本
科
研
で
は
、
幕
末
政
治
史
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
史
料
の
性
格
付
け
を
行
っ
た
。

今
後
、
こ
れ
ら
の
文
書
を
利
用
す
る
上
で
の
指
針
を
提
示
で
き
た
と
考
え
る
。

　
大
坂
城
代
の
文
書
の
検
討
が
必
要
な
よ
う
に
、
近
年
の
諸
研
究
に
学
べ
ば
、
（
2
）
の
課
題
に
取
り
組
む
上
で
、
幕
府
側
の
文
書
の
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

本
科
研
で
は
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
諸
子
留
』
よ
り
関
係
史
料
を
収
集
・
翻
刻
し
た
。
断
片
的
な
文
書
が
多
い
が
、
加
番
願
や
大
塩
の
乱
関
係
の
文
書
も
多
く
含
ま
れ
て

お
り
、
今
後
の
研
究
に
資
す
る
と
考
え
る
。

　
将
軍
上
洛
・
在
京
・
松
坂
に
関
わ
る
史
料
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
書
群
に
散
見
さ
れ
、
研
究
も
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
将
軍
が
江
戸
を
離
れ
て
在

京
・
在
坂
す
る
こ
と
に
よ
る
財
政
構
造
の
変
容
で
あ
ろ
う
。
三
井
文
庫
に
関
係
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
科
研
で
は
大
坂
を
拠
点
に
し
た
幕
府
勘
定
奉
行
・

勘
定
所
役
人
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
今
後
、
上
方
が
財
政
支
出
の
中
心
地
に
な
る
と
い
う
財
政
の
側
面
か
ら
幕
末
史
を
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
が
で

き
た
と
考
え
る
。

　
畿
内
・
近
国
で
は
個
別
領
主
支
配
に
加
え
て
、
幕
府
の
広
域
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
幕
末
期
に
お
け
る
変
容
や
、
近
代
の
行
政
へ
の

継
承
に
つ
い
て
は
、
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
科
研
で
は
、
幕
末
期
の
大
坂
町
奉
行
所
に
よ
る
医
療
行
政
、
と
く
に
種
痘
行
政
を
中
心
に
検
討
し
た
。
慶

応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
除
痘
館
公
館
化
を
画
期
と
し
て
、
大
坂
町
奉
行
所
の
種
痘
行
政
の
性
格
が
質
的
に
変
化
し
た
こ
と
、
新
し
い
医
療
行
政
を
生
み
出
す
テ
コ
と
な

っ
た
の
は
、
大
坂
町
奉
行
所
が
有
し
て
い
た
広
域
支
配
権
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
幕
末
に
お
け
る
幕
府
広
域
支
配
の
研
究
に
新
し
い
論
点
を
提
示
で
き
た
と
考
え
る
。

　
長
州
戦
争
に
関
わ
る
史
料
は
、
明
治
大
学
博
物
館
所
蔵
日
向
灘
岡
国
内
藤
家
文
書
、
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
黒
田
家
文
書
を
は
じ
め
関
係
史
料
を
収
集
し
た
が
、
具
体

的
な
研
究
に
は
取
り
組
め
な
か
っ
た
。

　
そ
の
他
、
幕
末
に
お
け
る
大
坂
城
の
位
置
に
つ
い
て
の
研
究
に
取
り
組
み
、
今
後
の
幕
末
政
治
史
研
究
が
共
有
す
べ
き
基
本
的
事
項
を
提
示
で
き
た
。

　
（
3
）
に
つ
い
て
は
、
七
万
石
の
外
様
大
名
で
あ
る
豊
後
岡
藩
の
大
坂
湾
海
防
に
つ
い
て
、
大
分
県
竹
田
市
所
蔵
の
藩
士
熊
田
文
書
の
調
査
と
、
重
要
史
料
の
翻
刻
を

行
っ
た
。
大
坂
湾
海
防
を
担
っ
て
き
た
他
の
外
様
大
名
に
比
べ
る
と
小
藩
で
あ
る
岡
藩
が
海
防
を
担
っ
た
背
景
と
し
て
、
朝
廷
と
の
関
係
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
関
係
史
料
を
翻
刻
し
た
こ
と
で
、
大
坂
湾
海
防
研
究
は
一
層
の
広
が
り
を
も
ち
、
進
展
す
る
と
考
え
る
。

鱒
n



　
大
坂
湾
海
防
研
究
で
は
、
絵
図
史
料
の
活
用
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
本
科
研
で
は
、
関
連
す
る
絵
図
史
料
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
た
。
作
成
し
た
大
坂
湾
海
防
関
係
絵

図
デ
ー
タ
は
、
今
後
の
研
究
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
大
坂
湾
海
防
研
究
を
進
め
る
上
で
、
幕
府
軍
艦
や
外
国
船
な
ど
蒸
気
船
の
燃
料
と
な
る
石
炭
の
確
保
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
科
研
で
は
、
生
野
銀
山
の
石

川
家
文
書
よ
り
高
取
山
石
炭
関
係
史
料
を
収
集
し
、
検
討
し
た
。
絵
図
と
合
わ
せ
て
、
石
炭
関
係
史
料
の
発
掘
は
、
今
後
の
重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
。

　
（
4
）
に
つ
い
て
は
、
明
治
大
学
博
物
館
内
藤
家
文
書
の
大
坂
蔵
屋
敷
関
係
文
書
を
調
査
し
、
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム
の
紙
焼
き
を
収
集
し
た
。
幕
末
期
で
は
な
い
が
、
陸

奥
磐
城
平
よ
り
臼
向
延
岡
へ
の
転
封
を
契
機
に
蔵
屋
敷
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
で
、
西
国
大
名
に
と
っ
て
の
大
坂
の
位
置
を
考
え
る
論
点

を
提
供
で
き
た
と
考
え
る
。
内
藤
家
文
書
に
は
、
国
元
と
江
戸
藩
邸
で
交
わ
さ
れ
た
御
用
状
の
記
録
が
ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
お
り
、
両
地
の
中
継
点
と
し
て
の
大
坂
の

役
割
が
知
ら
れ
る
。
江
戸
と
国
元
の
中
継
点
と
し
て
の
大
坂
は
、
播
磨
山
崎
藩
で
も
確
認
で
き
、
情
報
伝
達
が
活
発
と
な
る
幕
末
の
研
究
で
も
有
効
な
視
点
に
な
る
と
考

え
る
。

　
ま
た
『
諸
用
留
』
よ
り
大
塩
の
乱
の
鎮
圧
に
お
け
る
蔵
屋
敷
の
動
向
が
知
ら
れ
る
文
書
を
収
集
し
、
翻
刻
し
た
。
拝
領
屋
敷
で
あ
る
江
戸
の
藩
邸
が
江
戸
の
諸
門
の
警

衛
を
始
め
軍
役
を
担
う
の
に
対
し
て
、
大
坂
蔵
屋
敷
は
武
力
保
持
の
必
要
が
な
く
、
大
塩
の
乱
に
お
け
る
鎮
圧
へ
の
動
員
に
戸
惑
っ
て
い
る
こ
と
は
、
幕
末
に
お
け
る
大

坂
・
京
都
の
警
衛
・
守
衛
を
考
え
る
上
で
重
要
な
視
点
に
な
ろ
う
。

　
そ
の
他
、
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
黒
田
家
文
書
よ
り
幕
末
の
大
坂
蔵
屋
敷
関
係
文
書
を
収
集
し
た
。
京
都
警
衛
、
と
り
わ
け
親
兵
に
つ
い
て
興
味
深
い
史
料
を
収
集
で

き
た
が
、
本
科
研
で
は
活
用
で
き
な
か
っ
た
。

　
当
初
の
予
想
を
上
地
る
多
数
の
新
出
史
料
を
確
認
し
た
た
め
、
そ
の
整
理
と
個
別
研
究
に
時
間
を
費
や
し
、
幕
末
の
大
坂
論
の
構
築
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
今
後
の

研
究
の
基
盤
を
整
備
す
る
こ
と
は
で
き
た
と
考
え
る
。

　
な
お
本
科
研
は
、
以
下
の
メ
ン
バ
ー
で
進
め
た
。

研
究
代
表
者

研
究
分
担
者

研
究
協
力
者

岩
城
卓
二
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）

小
倉
　
宗
（
関
西
大
学
文
学
部
）
・
添
田
仁
（
茨
城
大
学
人
文
杜
会
科
学
部
）
・
二
野
佳
代
子
（
明
治
大
学
文
学
部
）
・
藤
本
仁
文
（
京
都
府
立
大
学
文

学
部
）
・
村
田
路
人
（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
）
・
藪
田
貫
（
関
西
大
学
）

河
野
未
央
（
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
）
・
菅
良
樹
（
忠
心
学
院
中
・
高
等
学
校
）
・
高
久
智
広
（
神
戸
市
教
育
委
員
会
）

　
研
究
会
は
、
大
坂
諸
藩
研
究
会
と
共
催
し
た
。
末
筆
な
が
ら
研
究
会
開
催
に
あ
た
っ
て
ご
協
力
い
た
だ
い
た
浅
井
中
浪
、
史
料
調
査
に
お
い
て
御
高
配
を
賜
っ
た
関

係
機
関
の
み
な
さ
ま
、
山
崎
藩
藩
政
臼
記
を
翻
刻
し
て
い
た
だ
い
た
上
原
駿
一
氏
・
佐
藤
一
希
氏
・
綱
澤
広
貴
氏
・
戸
田
靖
久
氏
・
藤
尾
隆
志
氏
に
御
礼
を
申
し
上
げ
た

い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岩
城
卓
二
）
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幕
末
の
政
局
と
大
坂
城

宮
本
裕
次

　
大
坂
城
は
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
に
幕
府
の
直
轄
と
な
り
、
翌
年
、
二
代
将
軍
徳

川
秀
忠
の
命
に
よ
っ
て
再
築
工
事
が
開
始
さ
れ
た
。
あ
わ
せ
て
在
坂
、
在
城
の
役
職
が

整
え
ら
れ
る
と
と
も
に
兵
糧
や
武
器
弾
薬
も
常
備
さ
れ
、
大
坂
城
は
幕
府
に
よ
る
西
国

支
配
の
拠
点
と
し
て
の
実
質
を
備
え
て
い
く
。
こ
う
し
た
体
制
は
以
後
の
泰
平
の
世
に

あ
っ
て
、
他
の
組
織
と
同
様
緊
張
感
を
低
下
さ
せ
、
自
己
目
的
化
の
傾
向
を
強
め
て
い

く
。
し
か
し
な
が
ら
江
戸
時
代
を
通
じ
て
幕
府
の
拠
点
だ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
城
が
幕

末
政
治
の
舞
台
に
躍
り
出
る
前
提
と
な
っ
た
。

　
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
ペ
リ
ー
来
航
と
翌
年
に
締
結
さ
れ
た
日
米
和
親
条
約
に

よ
り
、
外
交
の
唯
一
の
窓
口
と
し
て
の
長
崎
、
お
よ
び
外
交
情
報
の
中
継
拠
点
と
し
て

の
大
坂
城
の
役
割
は
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
さ
ら
に
同
七
年
（
洞
安
政
元
年
）
の

ロ
シ
ア
・
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
大
坂
・
天
保
山
沖
来
航
を
機
に
、
西
欧
諸
国
と
対
峙
し
そ

の
圧
力
か
ら
朝
廷
を
守
る
と
い
う
役
割
が
加
わ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
果
た
し
て
き
た
役
割

の
延
長
で
は
あ
る
が
、
存
在
感
と
発
言
力
を
強
め
る
西
南
雄
藩
に
対
す
る
抑
止
力
も
改

め
て
重
視
さ
れ
て
い
く
。

　
こ
う
し
た
様
々
な
要
請
が
加
わ
る
中
、
幕
末
の
大
坂
城
は
揺
れ
動
く
政
局
に
対
応
す

る
た
め
い
か
な
る
場
と
し
て
使
わ
れ
、
歴
史
の
舞
台
に
な
っ
た
か
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を

将
軍
（
十
四
代
家
茂
、
十
五
代
慶
喜
）
の
来
城
を
軸
に
素
描
す
る
。

徳
川
家
茂
の
大
坂
来
城

　
十
四
代
将
軍
徳
川
家
茂
は
、
在
職
中
に
大
き
く
わ
け
て
三
度
、
大
坂
城
に
入
っ
た
。

は
じ
め
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
で
、
将
軍
と
し
て
は
家
光
以
来
二
百
二
十
九
年
ぶ

り
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
時
の
目
的
は
上
洛
で
、
大
坂
城
滞
在
は
一
時
的
だ
っ
た
。

　
家
茂
は
三
月
四
日
に
陸
路
上
洛
し
て
二
条
城
に
入
っ
た
。
当
初
の
上
洛
目
的
は
和
平

と
の
婚
儀
に
対
す
る
天
皇
へ
の
答
礼
、
公
武
一
和
と
政
務
委
任
の
確
認
だ
っ
た
の
だ
が

、
高
ま
る
尊
王
擁
夷
運
動
の
中
、
朝
廷
は
こ
れ
を
好
機
に
発
墨
の
決
行
を
幕
府
に
迫
り

、
家
茂
は
京
都
に
と
ど
め
ら
れ
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
。
世
間
は
、
天
皇
と
将
軍
の
上
下

関
係
を
改
め
て
確
認
し
た
。

　
こ
の
間
、
｝
時
的
に
家
茂
が
京
都
を
離
れ
た
先
が
大
坂
だ
っ
た
。
城
に
入
っ
た
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
が
ね

四
月
二
十
一
呂
の
夜
。
御
座
所
は
本
丸
御
殿
の
中
の
銅
御
殿
で
あ
る
。
翌
月
十
一
貨

に
再
び
上
洛
す
る
ま
で
家
茂
は
城
内
の
櫓
を
巡
視
し
、
海
上
に
赴
い
て
大
坂
湾
の
巡
視

を
行
っ
た
。
大
坂
夏
の
陣
で
大
坂
城
が
落
城
し
た
目
に
あ
た
る
五
月
七
目
に
は
天
守
台

に
の
ぼ
り
、
側
近
と
ゆ
か
り
の
地
な
ど
を
遠
望
し
て
い
る
。
大
坂
城
は
寛
文
五
年
（
一

六
六
五
）
の
火
災
に
よ
り
天
守
を
失
っ
て
い
た
。
ま
た
同
日
、
黒
塗
騰
内
側
に
設
け
ら

れ
て
い
た
調
練
場
を
視
察
し
た
。

　
家
茂
が
江
戸
に
戻
っ
た
の
は
六
月
で
、
同
月
九
日
に
京
都
を
発
し
て
大
坂
城
に
入
り

、
十
三
目
に
海
路
江
戸
へ
向
か
っ
た
。
幕
府
の
蒸
気
船
順
動
丸
に
よ
る
数
日
の
航
海
で

あ
る
。
西
洋
式
艦
船
に
よ
っ
て
、
将
軍
が
江
戸
と
大
坂
と
い
う
幕
府
の
両
拠
点
を
、
京

都
を
経
ず
数
日
で
往
復
で
き
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
年
八
月
十
八
目

に
は
政
変
が
起
こ
り
、
朝
廷
の
尊
王
擁
夷
派
が
一
掃
さ
れ
た
。

　
次
の
来
城
は
翌
文
久
四
年
（
雛
元
治
元
年
、
一
八
六
四
）
の
｝
月
と
五
月
で
あ
る
。

一
月
八
日
に
家
茂
は
海
路
大
坂
に
到
着
し
、
入
城
の
上
、
十
四
日
に
上
洛
す
る
。
目
的

は
有
力
諸
侯
を
構
成
員
と
す
る
参
預
会
議
へ
の
支
援
だ
っ
た
が
、
参
預
会
議
は
内
部
分

3



激
す
る
。
家
茂
は
こ
れ
に
よ
り
幕
府
独
裁
に
よ
る
旧
来
型
の
体
制
強
化
を
志
向
し
、
天

皇
の
支
持
を
取
り
付
け
て
京
都
を
離
れ
、
五
月
七
日
に
大
坂
に
至
っ
た
。
そ
し
て
十
一

臼
か
ら
翌
旦
に
か
け
て
再
び
大
坂
湾
巡
視
を
し
た
の
ち
、
十
六
日
に
出
立
し
て
江
戸
へ

戻
る
。
大
坂
湾
巡
視
の
際
、
家
茂
は
勝
海
舟
の
進
言
を
入
れ
て
海
軍
の
組
織
改
革
を
許

可
し
た
。
勝
は
大
坂
城
に
お
い
て
海
軍
奉
行
に
任
命
さ
れ
大
坂
船
手
は
廃
止
さ
れ
た
。

長
州
戦
争
の
司
令
部

　
家
茂
が
江
戸
に
戻
っ
て
か
ら
二
か
月
後
の
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
七
月
、
禁
門
の

変
が
起
き
た
。
長
州
藩
は
御
所
へ
突
入
を
は
か
っ
て
会
津
藩
・
薩
摩
藩
を
は
じ
め
と
す

る
幕
府
軍
に
撃
退
さ
れ
、
孝
明
天
皇
の
怒
り
を
買
う
。
こ
れ
に
よ
り
第
一
次
長
州
戦
争

が
始
ま
っ
た
。

　
将
軍
の
指
揮
の
も
と
動
員
さ
れ
た
諸
大
名
が
朝
敵
の
大
名
を
攻
め
る
の
は
、
独
裁
強

化
を
め
ざ
す
幕
府
に
と
っ
て
絶
好
の
機
会
で
あ
る
。
し
か
し
諸
大
名
は
戦
意
に
欠
け
、

消
耗
を
か
え
り
み
ず
幕
府
へ
の
忠
節
を
競
う
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
、

体
制
づ
く
り
は
難
航
し
た
。

　
総
督
と
な
っ
た
元
尾
張
藩
主
の
徳
川
慶
勝
は
十
月
二
十
二
日
、
大
坂
城
に
諸
大
名
の

重
臣
ク
ラ
ス
を
集
め
、
軍
議
を
開
い
た
。
忘
勝
は
十
一
月
一
日
に
宿
所
の
北
御
堂
（
本

願
寺
津
村
別
院
）
か
ら
出
陣
す
る
。
し
か
し
こ
の
戦
争
は
西
郷
隆
盛
の
奔
走
に
よ
っ
て

直
接
対
決
に
至
ら
ず
、
長
州
藩
の
恭
順
と
い
う
形
で
決
着
を
み
た
。
と
も
あ
れ
大
坂
城

が
西
国
へ
の
出
撃
拠
点
と
な
り
、
総
督
が
城
内
で
将
軍
の
軍
令
を
伝
達
す
る
と
い
っ
た

場
面
が
こ
こ
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
間
も
な
く
長
州
藩
内
で
は
高
杉
晋
作
を
中
心
と
す
る
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
こ

り
、
同
藩
は
再
び
幕
府
へ
の
対
決
姿
勢
を
取
り
始
め
る
。
第
～
次
長
州
戦
争
の
収
束
を

幕
府
の
権
威
回
復
と
と
ら
え
て
い
た
幕
府
は
、
再
度
長
州
の
征
伐
を
決
断
し
、
家
茂
は

翌
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
五
月
十
六
縁
に
江
戸
を
発
ち
上
洛
し
た
。
大
坂
城
に
は
閏

五
月
二
十
五
日
に
入
る
。
目
論
見
で
は
す
み
や
か
に
勅
許
を
得
て
こ
の
城
で
指
揮
を
執

る
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
が
、
勅
許
引
き
出
し
の
難
航
や
長
州
藩
の
交
渉
引
き
延
ば
し
な

ど
に
よ
り
、
結
局
家
茂
は
翌
年
の
死
去
ま
で
大
坂
城
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

間
に
彼
は
九
月
十
五
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
、
ま
た
十
月
三
日
か
ら
翌
十
　
月
三
鐸
ま

で
大
坂
城
を
不
在
に
し
た
。
前
者
は
勅
許
を
得
る
た
め
の
上
洛
、
後
者
は
条
約
締
結
・

丘
ハ
庫
開
港
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
朝
廷
と
衝
突
し
、
将
軍
辞
表
を
出
し
て
江
戸
に
戻
ろ
う
と

し
た
た
め
で
あ
る
。

　
在
城
の
問
、
家
茂
は
精
力
的
に
戦
い
の
指
揮
を
執
る
将
軍
の
姿
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
自

軍
を
鼓
舞
し
た
。
城
内
の
視
察
の
ほ
か
、
玉
造
講
武
所
に
お
け
る
調
練
の
視
察
も
繰
り

返
し
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
戦
闘
が
慶
応
二
年
六
月
に
始
ま
っ
た
こ
ろ
に
は
体
調
が
悪

化
。
敗
報
が
次
々
に
も
た
ら
さ
れ
る
中
、
七
月
二
十
目
に
死
去
し
た
。
家
茂
は
大
坂
城

で
生
涯
を
終
え
た
唯
一
の
徳
川
将
軍
で
あ
る
。
死
は
八
月
二
十
臼
ま
で
秘
せ
ら
れ
た
。

　
こ
の
時
期
の
家
茂
の
動
静
を
伝
え
る
「
昭
徳
院
殿
御
在
坂
日
次
記
」
　
（
『
続
徳
川
実

紀
』
収
録
）
に
よ
る
と
、
彼
は
六
月
二
十
五
霞
に
大
広
間
に
出
た
の
を
最
後
に
御
座
の

問
か
ら
出
て
い
な
い
。
死
去
十
日
前
の
七
月
十
資
条
に
は
「
八
つ
半
時
過
ぎ
、
こ
の
程

の
御
様
子
、
表
御
役
人
に
も
御
案
じ
申
し
上
げ
る
べ
し
と
思
し
召
さ
れ
、
御
霞
見
え
仰

せ
付
け
ら
れ
候
間
、
寄
せ
候
賛
仰
せ
付
け
ら
る
。
御
用
掛
衆
へ
御
達
し
申
し
、
ほ
ど
な

く
御
座
所
御
二
の
間
へ
、
陸
軍
奉
行
溝
口
伊
勢
守
、
大
目
付
滝
川
播
磨
守
・
川
勝
美
作

守
、
御
勘
定
奉
行
小
笠
原
摂
津
守
、
大
坂
町
奉
行
松
平
大
隅
守
・
竹
内
臼
爵
禄
、
御
目

付
戸
川
伊
豆
守
（
以
下
目
付
八
名
略
）
、
右
召
し
出
さ
れ
、
お
目
見
え
仰
せ
付
け
ら
る

。
御
側
近
く
ま
で
罷
り
出
、
御
様
子
篤
と
拝
見
仰
せ
付
け
ら
る
。
種
々
御
沙
汰
こ
れ
あ

り
。
一
同
こ
と
の
ほ
か
有
り
難
が
り
ハ
ほ
ど
な
く
引
き
申
し
候
」
と
あ
る
。
死
去
前
日

の
十
九
尊
墨
に
は
「
人
つ
時
過
ぎ
、
伊
賀
守
殿
（
板
倉
勝
静
）
は
じ
め
御
年
寄
衆
、
若

年
寄
衆
、
御
側
衆
ま
で
残
ら
ず
御
座
所
へ
出
ら
る
。
御
人
払
御
用
こ
れ
あ
り
。
ほ
ど
な

く
引
か
れ
申
し
候
」
と
あ
る
。
二
十
目
以
降
は
見
舞
い
や
診
療
の
記
事
が
中
心
で
、
八
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月
二
十
日
の
死
去
の
公
表
で
は
本
丸
御
殿
の
「
御
料
理
之
間
」
で
死
産
し
た
と
記
さ
れ

て
い
る
が
、
七
月
十
九
日
掛
か
ら
も
実
際
は
御
座
所
（
銅
御
殿
）
だ
っ
た
可
能
性
が
高

い
。

徳
川
慶
喜
と
大
坂
城
（
宗
家
相
続
ま
で
）

　
こ
こ
で
は
彼
が
将
軍
職
を
継
承
す
る
前
、
将
軍
後
見
職
つ
い
で
禁
裏
守
衛
総
督
・
摂

海
防
衛
指
揮
を
務
め
て
い
た
頃
の
里
馬
・
下
城
を
ま
と
め
る
。

　
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
、
人
月
十
八
日
の
政
変
で
公
武
合
体
派
が
主
導
権
を
握
る

と
、
国
家
の
方
針
に
か
か
わ
る
合
議
機
関
と
し
て
「
艶
態
会
議
」
が
京
都
で
組
織
さ
れ

、
慶
喜
が
呼
び
出
さ
れ
た
。
慶
喜
は
十
一
月
二
十
一
β
、
海
路
大
坂
に
至
り
、
二
十
六

日
に
京
都
へ
向
か
っ
た
。

　
し
か
し
参
預
会
議
は
翌
元
治
元
年
（
｝
八
六
四
）
三
月
に
解
体
し
た
。
慶
喜
は
有
力

大
名
の
国
政
参
加
を
拒
絶
し
た
い
幕
府
の
意
向
に
沿
い
、
解
体
に
手
を
貸
し
て
い
る
。

同
月
慶
喜
は
将
軍
後
見
職
を
免
ぜ
ら
れ
て
禁
裏
守
衛
総
督
、
摂
海
防
御
指
揮
と
な
り
、

五
月
に
は
家
茂
と
と
も
に
来
坂
し
、
大
坂
湾
巡
見
に
も
同
行
し
た
。
十
六
日
に
は
家
茂

の
江
戸
帰
還
を
見
送
り
、
二
十
日
半
京
都
に
戻
る
。
七
月
に
起
き
た
禁
門
の
変
で
は
禁

裏
守
衛
総
督
と
し
て
幕
府
軍
を
指
揮
し
、
長
州
軍
を
撃
退
し
た
。

　
翌
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
閏
五
月
二
十
五
日
に
家
茂
が
大
坂
城
に
入
る
と
、
慶
喜

は
六
月
二
日
に
京
都
か
ら
来
坂
し
、
登
城
し
て
家
茂
に
着
工
の
挨
拶
を
し
た
。
そ
の
後

頻
繁
に
京
坂
間
を
往
来
し
、
大
坂
城
の
家
茂
と
連
携
し
て
長
州
再
征
の
勅
許
を
朝
廷
か

ら
得
る
た
め
の
運
動
を
行
う
。
し
か
し
勅
許
が
得
ら
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
将
軍
の

大
坂
滞
在
を
好
機
と
み
た
諸
外
国
が
大
坂
湾
に
来
航
し
、
兵
庫
開
港
を
求
め
て
圧
力
を

か
け
た
。
大
坂
の
幕
府
は
こ
れ
を
独
断
で
受
け
入
れ
朝
廷
と
対
立
し
て
し
ま
う
。
朝
廷

の
介
入
に
嫌
気
が
さ
し
た
家
茂
が
将
軍
辞
職
を
申
し
出
て
江
戸
に
戻
ろ
う
と
す
る
の

を
押
し
と
ど
め
、
大
坂
城
に
戻
す
役
割
を
果
た
し
た
の
は
慶
喜
だ
っ
た
。
彼
は
粘
り
強

く
朝
廷
に
説
き
、
兵
庫
開
港
の
勅
許
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
七
年
前
の
安
政
の
五
か
国

条
約
の
勅
許
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
十
二
月
に
は
十
三
臼
か
ら
二
十
二
艮
ま
で
在

坂
し
、
長
州
と
の
交
渉
に
つ
い
て
家
茂
と
協
議
を
重
ね
て
い
る
。

　
家
茂
が
翌
慶
応
二
年
七
月
二
十
日
に
死
去
す
る
前
後
に
慶
喜
は
大
坂
に
赴
い
て
お

り
、
十
七
臼
・
十
八
日
二
一
十
三
日
に
登
城
し
た
。
彼
は
家
茂
の
死
が
秘
せ
ら
れ
て
い

る
間
、
将
軍
に
か
わ
っ
て
長
州
戦
争
指
揮
の
構
え
を
見
せ
た
が
、
小
倉
口
で
の
幕
府
軍

敗
戦
の
報
を
受
け
て
戦
闘
の
中
止
を
画
策
す
る
。
そ
の
結
果
八
月
二
十
日
に
家
茂
の
死

と
慶
喜
の
宗
家
相
続
が
公
表
さ
れ
、
戦
闘
中
止
の
勅
命
が
出
さ
れ
た
。
相
続
の
場
と
な

っ
た
の
は
家
茂
が
死
去
し
た
大
坂
城
で
、
こ
の
β
慶
喜
は
京
都
か
ら
来
耕
し
て
大
坂
城

西
の
丸
の
大
坂
城
代
屋
敷
に
入
り
、
公
表
後
は
本
丸
に
移
っ
て
い
る
。
江
戸
城
で
の
方

式
に
準
じ
西
の
丸
か
ら
本
丸
へ
の
移
徒
を
大
坂
城
で
行
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
家
茂

の
遺
骸
は
翌
月
二
潤
大
坂
城
を
出
て
海
路
江
戸
へ
移
送
さ
れ
、
慶
喜
は
こ
れ
を
見
送
っ

た
あ
と
翌
五
日
に
京
都
へ
戻
っ
た
。

徳
川
慶
喜
と
大
坂
城
（
宗
家
相
続
後
）

　
慶
喜
は
宗
家
相
続
後
も
、
将
軍
職
に
就
い
た
同
年
十
二
月
五
日
以
後
も
江
戸
に
戻
っ

て
い
な
い
。
彼
の
拠
点
は
そ
れ
ま
で
と
同
様
に
京
都
で
あ
り
、
宗
家
相
続
後
は
大
坂
城

を
外
交
拠
点
と
し
た
。

　
彼
は
将
軍
職
に
つ
く
前
の
十
一
月
、
外
国
公
使
に
対
し
会
見
を
大
坂
城
で
行
う
旨
を

通
知
し
た
。
こ
れ
は
孝
明
天
皇
の
死
去
（
十
二
月
二
十
五
団
）
に
よ
り
延
期
さ
れ
た
が

、
翌
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
三
月
二
十
八
臼
か
ら
四
月
一
日
か
け
て
公
式
会
見
が
実

現
す
る
。
相
手
は
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
四
か
国
（
会
見

順
）
で
あ
る
。
慶
喜
は
外
交
上
の
元
首
で
あ
る
立
場
を
利
用
し
、
会
見
場
と
な
っ
た
本

丸
御
殿
大
広
間
に
お
い
て
兵
庫
開
港
を
自
ら
の
責
任
で
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
諸
外
国

に
明
言
し
た
。
各
国
公
使
は
慶
喜
の
指
導
力
を
高
く
評
価
す
る
。
彼
が
江
戸
城
で
は
な
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く
大
坂
城
を
会
見
場
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
西
国
雄
藩
を
制
し
つ
つ
自
身
の
め
ざ
す
積

極
的
な
開
国
に
朝
廷
を
巻
き
込
む
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
時
点
で
開
港
の

勅
許
は
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
五
月
二
十
三
日
に
勅
許
を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功

し
た
。

　
こ
の
時
期
、
慶
喜
は
親
密
だ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
公
使
の
ロ
ッ
シ
ュ
を
し
ば
し
ば
大
坂
城

に
招
い
て
会
談
し
、
彼
の
提
案
を
受
け
て
将
軍
権
力
の
強
化
を
は
か
る
改
革
に
取
り
組

ん
だ
。
こ
の
動
き
に
薩
摩
藩
を
は
じ
め
と
す
る
討
幕
派
は
強
く
反
発
し
、
実
力
行
使
に

よ
る
局
面
の
打
開
が
検
討
さ
れ
て
い
く
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
幕
府
が
大
坂
・
大
坂
城

を
拠
点
と
し
つ
つ
兵
庫
を
幕
府
主
導
で
開
港
し
、
こ
れ
に
朝
廷
が
お
墨
付
き
を
与
え
る

よ
う
な
状
態
に
な
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
動
き
を
背
景
に
慶
喜
は
、
武
力
衝
突
を
避
け
、
優
越
性
を
確
保
し
つ
つ
新

た
な
政
権
樹
立
を
主
導
す
る
見
通
し
を
も
っ
て
十
月
十
四
臼
に
大
政
奉
還
を
表
明
し

た
。
彼
は
政
権
を
投
げ
出
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
京
都
を
離
れ
て
も
い
な
い
。

　
当
時
慶
喜
の
ブ
レ
ー
ン
だ
っ
た
西
周
が
同
年
十
～
月
に
ま
と
め
た
「
議
題
草
案
」
（

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）
に
よ
る
と
門
大
君
は
行
法
の
権
の
元
首
と
立
て
、
公
府
を
大

坂
に
お
い
て
開
か
す
べ
し
。
公
府
と
官
僚
を
置
か
せ
ら
れ
、
天
下
の
大
政
を
お
こ
な
わ

せ
ら
れ
卓
立
。
右
に
つ
き
、
江
戸
は
御
領
の
政
府
と
あ
い
な
り
候
悔
津
と
あ
る
。
こ
れ

が
幕
府
主
導
で
描
か
れ
た
新
政
府
の
青
写
真
で
あ
り
、
大
坂
は
国
政
の
拠
点
、
江
戸
は

徳
川
家
の
拠
点
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

戊
辰
戦
争
と
慶
喜
の
大
坂
城
脱
出

　
武
力
討
幕
を
目
指
す
勢
力
は
、
慶
喜
の
大
政
奉
還
を
受
け
国
政
の
主
導
権
を
慶
喜
か

ら
奪
う
た
め
に
画
策
す
る
。
こ
れ
が
十
二
月
九
日
差
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
…
に
結
実
し

、
幕
府
の
廃
止
と
慶
喜
の
辞
官
納
地
が
決
定
さ
れ
た
。

　
二
条
城
に
い
た
慶
喜
は
決
定
を
受
け
て
京
都
を
退
去
し
、
十
二
月
十
一
日
の
深
夜
に

大
坂
城
に
入
っ
た
。
目
的
は
拠
点
で
あ
る
大
坂
城
か
ら
京
都
へ
圧
力
を
か
け
、
政
治
工

作
に
よ
っ
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
骨
抜
き
に
し
て
自
身
の
政
権
参
加
を
実
現
さ
せ
る
こ
と

だ
っ
た
。
十
二
月
十
六
臼
に
は
大
坂
城
に
各
国
公
使
を
呼
び
、
新
た
な
体
制
が
定
ま
る

ま
で
は
自
ら
の
責
任
で
外
交
に
当
た
る
旨
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
結
局
は
実
力
行
使

に
よ
る
京
都
奪
画
が
選
択
さ
れ
、
慶
応
四
年
（
1
一
明
治
元
年
、
一
八
六
八
）
一
月
三
日

に
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
が
勃
発
し
た
。
旧
幕
府
軍
は
こ
れ
に
敗
北
し
て
し
ま
っ
た
。

　
そ
の
後
も
次
々
と
も
た
ら
さ
れ
る
敗
報
を
大
坂
城
で
聞
い
た
慶
喜
は
、
自
軍
に
戦
闘

継
続
の
能
力
が
ま
だ
あ
り
、
大
坂
湾
の
鰯
海
権
も
握
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
月

六
目
の
深
夜
に
城
を
脱
出
し
、
海
路
江
戸
へ
向
か
っ
た
。
大
坂
城
の
放
棄
は
畿
内
と
西

国
に
お
け
る
支
配
権
の
放
棄
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
全
国
政
権
と
し
て
の
幕
府
は
滅
亡

し
た
こ
と
に
な
る
。
在
坂
の
兵
は
四
散
し
、
大
坂
城
は
｝
月
九
日
に
炎
上
し
新
政
府
軍

に
接
収
さ
れ
た
。
畿
内
以
西
の
譜
代
大
名
は
競
っ
て
新
政
府
へ
の
恭
順
を
誓
う
。
以
後

の
戊
辰
戦
争
は
政
権
争
い
で
は
な
く
、
西
の
官
軍
が
東
の
賊
軍
を
討
ち
、
徳
川
家
を
屈

服
さ
せ
る
と
い
う
構
図
で
進
行
し
た
。

　
大
坂
城
は
幕
末
の
社
会
変
動
の
中
、
国
家
の
内
政
外
交
拠
点
と
し
て
の
性
格
を
急
速

に
強
め
て
い
っ
た
。
従
来
果
た
し
て
き
た
こ
の
城
の
役
割
と
は
規
模
も
次
元
も
大
き
く

異
な
る
が
、
変
化
や
違
い
を
鮮
明
に
と
ら
え
る
た
め
に
も
、
政
治
動
向
と
の
関
連
づ
け

が
欠
か
せ
な
い
。

　
も
う
一
つ
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
時
期
の
幕
府
は
衰
退
の
道
を
ひ
た
す
ら
歩
ん
で

い
た
の
で
は
な
く
、
逡
巡
し
つ
つ
も
最
後
ま
で
近
代
国
家
へ
の
道
筋
を
つ
け
牽
引
者
に

な
る
た
め
の
自
己
変
革
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。
兵
庫
の
開
港
や
大
坂
の
下

市
は
そ
の
代
表
的
な
成
果
で
あ
り
、
こ
れ
は
新
政
府
へ
の
最
大
の
置
き
土
産
に
な
っ
た

。
こ
の
時
期
の
大
坂
城
、
あ
る
い
は
畿
内
近
国
支
配
に
つ
い
て
も
、
新
し
い
体
制
に
向

け
た
変
革
の
要
素
を
見
出
し
意
義
づ
け
て
い
く
作
業
が
な
お
一
層
必
要
と
考
え
る
。
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徳川家茂・慶喜の来坂および大坂来城

茂 篠

4月

21臼着（二条城より石湾水

ｪ洲宮経由）
Q3日～大坂湾巡見（舞子・

ﾁ太・淡路轟など）

ユ1臥孝明天星が石溝水八幡宮へ撰夷祈願に赴く。

QG日、家茂が朝廷へ嬢夷期限を5月1G日とすると回瞥する。

文久3無
i茎863）

5月 ～5臼大坂湾巡見

d臼発（京都へ）

6月 9日着（京都より）

P3幽門（海路江戸へ）

3日、家茂が参内し、江戸に戻る許可を得る。

8月 18臼、公武合体派が宮中の撰夷派を一操する（8月18日の政変）。

H月 21口幅（海路漢戸より）

Q6B発（京都へ）

12月 30日、慶轟を含めた参預会議が結成される、

絹 8日…猷海路江戸より）

KB発（京都へ） 21日、家茂が上洛し参内する。

3月 9日、参預会議が解体する．

元治元黛
i1864）

5月 7艮着（宗都より）

P1～12日　大坂湾巡見（天
ﾛ出・兵庫・堺）

?６日発（海路江戸へ）

8山地（京都より）

P1～12臼iた坂湾巡見

Q0臼京都着
14日、大坂船手が廃止される。勝海舟が軍艦奉行となる。

7月 18霞、禁門の変が濃き、京都市中大火。

Q3日、長州藩追討の　命が出される（ユ次長州「”　）

10月 15日、従蓑総督の徳掲慶勝が来坂する122自大坂城で軍議）。
11月 11日、長州藩が降伏する。　　　　　　　．
1月 2工臼’、薩長同盟が結ばれる。

翻5月
25日藩（京都より）

22艮、家茂が江戸より上洛し、参内する。

6月 在大坂城 2帰着、ii鐵

R屡・4臼・10日登城

P4目発（京都へ）

Qユ日着（京都より）

Q2臼・23臼・24日置26臼・29

冝@　L 亭

慶応死年
i1865）

7月 在大坂城 1B・媚登城
U日発（京都へ）

Q2日着（京都より）

Q6日・2四　登城
8月 在火坂城 3β・4日・7日登城

P5臼京都着
9月 15潤癸（京都へ）

Q3御着（京都より） 26日着（京都より）、登城

Q7日京都着

21日、家茂が滲内し、長州再征の勅許を得る。

沁月
3艮発（京都へ）

2日、家茂が将軍職辞表を提出し、大坂から江戸へ戻ろうとする。

四月 3日　京、より）

12月 在大坂城 鳩5着く京都より》

P4ヨ・15日唇17日・18日・20

P・滋β登城
Q2罠発（京都へ）

1月 在大坂城
2月 在大坂城
3月 在大坂城
4月 在大坂城
5月 在大坂城 14艮、大坂市中にて打ち｝わし発生する。

6月 在大坂城 7臼、幕窮と長州藩との戦閣が始まる（第2次長州戦争）。

慶応2年
i1866）

7月 20日在大坂城（没） 17日着（京都より）、登城

P8日登城、発（京都へ）

Q2日着（京都より）

Q3日登城

Q姻京都着

20臼、家茂が死去する。

8月 20日蔚（京都より〉 20日、家茂死去と、慶喜の宗家相続が公表される。

9月 3目遺骸大坂城発 5陰発（京都へ） 媚、長尺との戦馬が中止される。
…2月 5氏慶醤が征夷大将軍となる。

Q5日、孝明天皇が没する。

偏 9日、明治天皇が践綜する。

2月 5日着（京都より）

W類発（京都へ）

P9胴着（京都より）

Q1二二（京都へ）

6B・7日、慶喜が大業城にてフランス公使ロッシュと会見を行う。

Q0日、慶喜が大坂城にてロッシュと会晃を行う。

3月 22β着（京都より） 28β～4月1B、慶塞が大坂城において英・仏・閣・米各国公使と公式会

ｩを行う慶応3年
i1867） 4月 3日発（京都へ）

フ月 24臼籏（京都より）

Q5貨安治川自へ赴く

Q7銅発（京都へ）

10日、東西大坂町奉行所が統合される。

10月 14貝、慶喜が大政奉運の上表書を提出する。
12月

11賢深夜着（京都より）

7霞、兵庫開港、大坂開市。

X日、王政復古クーデターが起こされ、募府廃止が決まる。

明治弐…年

i1868）

1月

6日深覆発（海路江戸へ）

2日、慶轟が在坂の纂獣的が京都へ進霧させる。

R日、鳥羽・伏罠の戦いが始まる。幕府羅が敗北する。

劇毒＝『続徳廻案紀』4、窪穂川慶羅公伝』ほか
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大
坂
城
代
土
屋
寅
直
の
関
係
史
料

小
倉
　
宗

常
陸
国
土
浦
藩
と
譜
代
大
名
土
屋
家
．
一

　
土
浦
藩
は
、
常
陸
国
新
治
郡
土
浦
（
現
茨
城
県
土
浦
市
）
の
居
城
を
拠
点
と
し
、

新
治
・
筑
波
・
信
太
・
茨
城
の
各
郡
に
わ
た
る
城
付
地
を
中
心
に
領
有
し
た
譜
代
の

中
藩
で
あ
る
。
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
、
徳
川
家
康
の
子
結
城
秀
康
の
領
地
で
あ
っ

た
土
浦
に
、
松
平
（
藤
井
）
信
一
が
三
雲
五
〇
〇
〇
石
で
入
憂
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

そ
の
後
、
松
平
（
藤
井
）
家
か
ら
西
尾
家
・
朽
木
家
へ
と
藩
主
が
代
わ
り
、
寛
文
九

年
（
一
六
六
九
）
六
月
半
老
中
の
土
屋
数
直
が
四
万
五
〇
〇
〇
石
で
入
為
し
た
。

　
土
屋
家
は
、
も
と
甲
斐
国
武
田
家
の
家
来
で
、
初
め
て
土
屋
を
称
し
た
昌
恒
は
、

武
田
勝
頼
に
従
っ
て
討
死
し
た
と
い
う
。
そ
の
子
忠
直
は
、
家
康
に
見
出
さ
れ
て
徳

川
秀
忠
の
近
習
と
な
り
、
慶
長
七
年
、
上
総
国
久
留
里
二
万
石
の
大
名
と
な
っ
た
。

忠
直
の
次
男
数
直
は
、
徳
川
家
光
の
近
習
か
ら
小
姓
組
番
頭
を
経
て
、
寛
文
二
年
に

若
年
寄
、
同
五
年
に
老
中
へ
進
ん
だ
。
禄
高
は
、
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
の
蔵
米

五
〇
〇
俵
か
ら
寛
文
二
年
に
一
万
石
、
同
四
年
に
へ
万
五
〇
〇
〇
石
、
同
六
年
に
三

万
五
〇
〇
〇
石
と
増
加
し
、
同
九
年
、
四
万
五
〇
〇
〇
石
を
領
す
る
土
屋
家
の
初
代

土
浦
藩
主
と
な
っ
た
。

　
数
直
の
子
で
あ
る
二
代
藩
主
の
政
直
も
、
家
督
を
継
い
だ
延
宝
七
年
（
＝
ハ
七
九
）

に
幕
府
よ
り
奏
者
番
を
命
じ
ら
れ
、
貞
享
元
年
（
＝
ハ
八
四
）
に
大
坂
城
代
、
同
二

年
に
京
都
所
司
代
と
な
り
、
同
四
年
か
ら
享
保
三
年
（
一
七
｝
八
）
ま
で
の
三
〇
年

余
老
中
の
職
に
あ
っ
た
。
こ
の
間
さ
ら
に
加
増
さ
れ
、
老
中
を
退
い
た
享
保
三
年
に

は
禄
高
が
九
万
五
〇
〇
〇
石
に
の
ぼ
っ
た
。
ま
た
、
政
直
は
、
天
和
元
年
（
｝
六
八

こ
に
駿
河
国
田
中
城
受
け
取
り
の
上
使
を
命
ぜ
ら
れ
、
同
二
年
、
そ
の
ま
ま
田
中

に
転
封
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
奏
者
番
の
松
平
（
大
河
内
）
信
興
が
二
万
二

〇
〇
〇
石
で
土
浦
に
入
り
、
こ
の
地
を
四
年
半
支
配
し
た
が
、
貞
享
四
年
、
老
中
と

な
っ
た
政
直
が
六
万
化
〇
〇
〇
石
で
再
び
入
封
ず
る
。

　
以
後
も
土
屋
家
が
代
々
土
浦
藩
主
と
な
り
、
陳
直
・
篤
直
・
寿
直
・
泰
直
・
英
直

・
寛
直
・
彦
直
（
よ
し
な
お
）
・
寅
直
（
と
も
な
お
）
・
挙
直
（
し
げ
な
お
）
と
続

い
て
明
治
維
新
に
い
た
る
。
ま
た
、
有
力
な
譜
代
大
名
と
し
て
、
当
主
の
大
半
が
幕

府
の
奏
者
番
や
寺
社
奉
行
に
任
じ
ら
れ
、
一
〇
代
寅
直
は
、
嘉
永
三
～
安
政
五
年
（
一

八
五
〇
～
五
八
）
に
大
坂
城
代
も
つ
と
め
た
。

　
な
お
、
安
直
の
父
で
あ
る
九
代
常
直
は
、
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
に
六
代
水

戸
藩
主
徳
川
治
保
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
、
土
屋
家
へ
養

子
に
入
っ
て
お
り
、
九
代
水
戸
藩
主
徳
川
斉
昭
の
叔
父
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
慶

応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
寅
直
の
養
子
と
な
っ
た
＝
代
の
出
直
も
、
徳
川
斉
昭
の

子
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
後
期
以
降
の
土
浦
藩
は
、
同
じ
常
陸
国
に
所
在
す

る
と
い
う
地
理
的
な
近
さ
だ
け
で
な
く
、
藩
主
家
同
士
も
親
戚
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

水
戸
藩
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
。

　
挙
直
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
版
籍
奉
還
で
土
浦
藩
知
事
と
な
り
、
の
ち

宮
内
省
・
内
務
省
・
農
商
務
省
へ
出
仕
し
て
、
同
～
七
年
分
は
子
爵
に
叙
さ
れ
た
。

一
方
、
土
浦
藩
は
、
明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
で
土
浦
県
と
な
り
、
そ
の
後
、
新
治
県

を
経
て
岡
八
年
に
茨
城
県
へ
編
入
さ
れ
た
。
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二
　
大
坂
城
代
と
土
屋
寅
直
．
二

　
大
坂
城
代
は
、
老
中
や
京
都
所
司
代
に
次
ぐ
幕
府
の
重
職
で
、
元
和
五
年
（
～
六

一
九
）
に
幕
府
の
直
轄
地
と
な
っ
た
大
坂
へ
伏
見
城
代
の
内
藤
信
正
が
移
り
成
立
す

る
。
三
～
一
〇
万
石
の
譜
代
大
名
　
名
が
、
任
期
の
定
め
な
く
大
坂
城
中
に
居
住
．

勤
務
し
、
大
坂
に
お
け
る
幕
府
の
長
官
と
し
て
定
番
・
町
奉
行
以
下
の
番
衆
や
役
人

を
指
揮
す
る
と
と
も
に
、
大
坂
城
の
守
衛
、
大
坂
市
勢
や
上
方
の
地
域
支
配
、
西
国

諸
大
名
の
監
視
な
ど
に
あ
た
っ
た
。
城
代
の
在
任
期
間
は
、
通
常
二
～
五
年
程
度
で

あ
り
、
幕
末
ま
で
に
約
六
〇
名
が
任
じ
ら
れ
た
。

　
土
屋
寅
直
は
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
二
月
二
四
日
に
九
代
土
浦
藩
主
彦
直
の

長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
一
二
月
七
β
、
家
督
を
継
い
で

一
〇
代
藩
主
に
な
る
と
、
天
保
の
飢
笹
野
の
混
乱
に
対
処
し
、
藩
校
郁
文
館
を
新
築

し
て
教
育
制
度
を
整
備
す
る
な
ど
藩
政
を
改
革
し
た
。
同
一
四
年
一
一
月
三
〇
日
に

奏
者
番
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
正
月
二
三
賃
に
寺
社
奉
行
見
習
、
同
年
一
〇
月

一
八
日
に
寺
社
奉
行
と
な
る
。
そ
し
て
、
同
三
年
九
月
～
臼
か
ら
安
政
五
年
（
一
八

五
八
）
一
一
月
二
六
日
に
か
け
て
大
坂
城
代
を
つ
と
め
た
。

　
寅
直
は
大
坂
城
代
に
在
職
中
、
内
政
・
外
交
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
取
り

組
ん
だ
。
　
【
表
1
　
土
屋
寅
直
大
坂
城
代
在
任
中
の
主
要
事
項
】
は
、
見
直
が
城
代

と
し
て
関
わ
っ
た
主
な
事
項
に
つ
い
て
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
「
大
β
本
史
料

総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
扁
　
「
維
新
史
料
綱
要
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
用
い
、
年
（
和
暦
．

西
暦
）
、
月
、
日
、
内
容
な
ど
を
整
理
し
、
通
し
番
号
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
【
表

1
】
を
一
覧
す
る
と
、
①
ロ
シ
ア
船
の
大
坂
来
航
、
②
大
坂
湾
の
沿
岸
防
備
、
③
大

坂
の
開
港
問
題
、
④
水
戸
藩
と
の
交
流
や
戊
午
の
密
勅
、
の
四
つ
が
柱
で
あ
っ
た
こ

と
が
読
み
取
れ
る
。

　
こ
の
う
ち
①
ロ
シ
ア
船
の
大
坂
来
航
に
つ
い
て
は
、
事
氷
七
年
九
月
一
人
日
、
プ

チ
ャ
ー
チ
ン
提
督
の
率
い
る
ロ
シ
ア
軍
艦
の
デ
イ
ア
ナ
号
が
大
坂
に
到
来
し
た
こ
と

を
受
け
て
、
幕
府
は
城
代
の
寅
直
と
紀
州
藩
主
の
徳
川
慶
福
や
岸
和
田
藩
主
の
岡
部

長
楽
ら
に
出
兵
・
警
備
を
命
じ
、
翌
一
九
β
、
寅
直
と
大
坂
定
番
の
米
倉
昌
寿
．
田

沼
意
尊
、
近
隣
の
大
名
、
大
坂
蔵
屋
敷
の
諸
藩
留
守
居
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
要
衝
に

出
兵
し
て
厳
重
に
警
戒
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
月
二
四
日
に
は
、
靴
直
が
大
坂
町
奉

行
の
佐
佐
木
顕
発
・
川
村
修
就
ら
と
協
議
し
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
持
参
し
た
文
書
を

し
り
ぞ
け
、
下
田
へ
回
る
よ
う
諭
す
べ
き
旨
を
決
め
、
各
自
の
意
見
を
付
し
て
幕
府

に
上
申
し
た
。
ロ
シ
ア
船
の
大
坂
来
航
に
際
し
て
は
、
寅
直
が
江
戸
と
密
接
に
連
絡

を
と
り
な
が
ら
、
現
地
の
最
高
責
任
者
と
し
て
警
備
や
交
渉
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　
②
大
坂
湾
の
沿
岸
防
備
に
つ
い
て
は
、
嘉
永
七
年
二
月
二
六
目
、
摂
津
．
和
泉
。

播
磨
三
国
の
海
岸
防
備
に
関
す
る
意
見
を
、
安
政
二
年
九
月
＝
二
日
、
大
坂
近
海
の

測
量
に
関
す
る
調
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
寅
直
が
幕
府
に
上
申
し
た
。
さ
ら
に
、
同
三
年

七
月
一
八
日
に
は
、
安
治
・
木
津
の
両
川
口
に
砲
台
を
築
造
し
、
洋
式
の
ボ
ー
ト
ニ

○
艘
を
建
造
す
る
よ
う
幕
府
が
寅
直
に
命
じ
て
い
る
。
寅
直
が
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
来

航
以
前
よ
り
大
坂
湾
の
沿
岸
防
備
に
関
す
る
検
討
を
進
め
、
両
川
瞬
の
台
場
建
設
に

力
を
尽
く
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
③
大
坂
の
開
港
問
題
に
つ
い
て
は
、
嘉
永
七
年
一
〇
月
二
〇
目
、
三
開
港
場
以
外

に
お
け
る
外
国
船
の
碇
泊
を
禁
止
す
べ
き
旨
を
、
安
政
三
年
九
月
二
八
ほ
、
天
皇
の

い
る
京
都
に
近
い
た
め
大
坂
を
開
港
す
べ
き
で
な
い
旨
を
、
同
四
年
九
月
二
五
日
、

ア
メ
リ
カ
総
領
事
の
ハ
リ
ス
が
江
戸
に
上
っ
て
大
坂
の
開
港
を
迫
る
可
能
性
を
考
慮

し
、
開
港
を
不
可
と
す
べ
き
旨
を
、
そ
れ
ぞ
れ
寅
直
が
幕
府
に
上
申
し
て
い
る
。
ま

た
、
同
五
年
二
月
九
隅
、
寅
直
は
大
坂
町
奉
行
久
須
美
祐
鶴
の
建
議
を
ふ
ま
え
、
大

坂
と
そ
の
付
近
の
開
港
を
不
可
と
す
べ
き
旨
を
老
中
の
堀
田
正
睦
に
あ
ら
た
め
て
上
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申
し
た
。
江
戸
時
代
最
大
の
港
湾
都
市
で
あ
り
、
天
皇
・
朝
廷
の
所
在
す
る
京
都
に

近
い
大
坂
を
め
ぐ
っ
て
は
、
寅
直
（
を
は
じ
め
と
す
る
大
坂
の
幕
府
役
人
）
が
、
欧

米
諸
国
に
対
す
る
開
港
に
一
貫
し
て
反
対
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　
④
水
戸
藩
と
の
交
流
や
戊
午
の
密
勅
に
つ
い
て
は
、
安
政
五
年
正
月
こ
六
日
、
前

水
戸
藩
主
の
徳
川
斉
昭
が
城
代
の
寅
直
に
書
状
を
送
り
、
公
武
の
融
和
に
努
め
る
よ

う
願
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
年
八
月
～
○
日
に
は
、
孝
明
天
皇
か
ら
水
戸
藩
と
幕

府
に
出
さ
れ
た
懐
夷
の
実
行
を
求
め
る
勅
書
（
戊
午
の
密
勅
）
の
写
し
が
内
大
臣
の

一
条
忠
香
よ
り
城
代
の
心
底
に
伝
え
ら
れ
た
。

　
先
述
の
と
お
り
、
九
代
土
浦
藩
主
の
土
屋
彦
直
は
徳
川
治
保
の
子
で
徳
川
斉
昭
の

叔
父
、
＝
代
藩
主
の
挙
直
は
斉
昭
の
子
で
あ
り
、
江
戸
後
期
以
降
の
土
浦
藩
は
水

戸
藩
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
坂
城
代
と
い
う
京
都
に
近
い
幕
府

の
重
職
に
あ
っ
た
一
〇
代
土
浦
藩
主
の
寅
直
は
、
前
藩
主
斉
昭
が
擁
夷
を
強
く
主
張

し
た
水
戸
藩
や
、
同
藩
に
豊
平
の
実
行
を
期
待
す
る
朝
廷
の
関
係
者
と
交
流
を
も
つ

こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
安
政
五
年
四
月
壬
二
日
に
大
老
と
な
っ
た
井
伊
直
弼

の
意
向
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
寅
直
は
、
同
年
一
一
月
二
六
日
、
通
常
の
よ
う
に
京
都

所
司
代
や
老
中
へ
昇
任
す
る
こ
と
な
く
、
病
免
・
雁
之
間
詰
と
し
て
実
質
的
に
降
格

と
な
る
形
で
城
代
の
職
を
免
じ
ら
れ
た
。
な
お
、
同
七
年
三
月
三
目
、
井
伊
直
弼
は

桜
田
門
外
の
変
に
お
い
て
水
戸
藩
の
浪
士
ら
に
殺
害
さ
れ
た
が
、
の
ち
の
元
治
元
年

（一

ｪ
六
四
）
九
月
一
〇
日
、
寅
直
は
、
寺
社
奉
行
に
再
び
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
幕
末
・
維
新
の
激
動
を
乗
り
こ
え
、
明
治
二
八
年
掛
　
八
九
五
）
一
一
月
三

〇
β
に
七
六
歳
で
死
去
し
た
。

三
　
土
浦
藩
士
大
久
保
要
．
三

　
土
浦
藩
士
の
大
久
保
家
は
、
祖
の
親
信
が
小
田
原
の
後
北
条
家
に
従
い
、
親
家
の

と
き
水
野
長
寛
に
仕
え
た
と
い
う
。
そ
の
子
満
親
（
延
宝
元
年
〔
一
六
七
三
〕
没
）

が
土
屋
数
直
に
召
し
出
さ
れ
る
と
、
禄
高
三
〇
〇
石
で
代
々
土
屋
家
に
仕
え
て
い
る
。

そ
の
後
の
当
主
は
、
親
安
一
親
筆
－
親
次
一
親
善
一
親
修
（
脩
）
1
親
仁
－
親
春
－
親

正
－
申
文
と
続
く
が
、
親
安
（
元
文
五
年
〔
一
七
四
〇
〕
没
）
が
用
人
・
番
頭
・
家

老
を
歴
任
し
た
の
を
筆
頭
に
、
大
久
保
家
に
は
藩
の
用
人
を
つ
と
め
た
者
が
多
い
。

な
か
で
も
幕
末
に
活
躍
し
た
親
春
（
要
）
は
有
名
で
あ
る
。

　
大
久
保
親
近
は
、
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
六
月
一
〇
日
に
生
塵
の
長
男
と
し

て
土
浦
に
生
ま
れ
た
。
通
称
は
要
（
以
下
、
要
に
表
記
を
統
一
）
。
文
政
元
年
（
一

八
㎝
八
）
に
中
小
性
と
し
て
出
仕
し
、
の
ち
江
戸
へ
遊
学
し
た
。
帰
藩
後
、
馬
廻
り

・
目
付
役
・
町
奉
行
な
ど
を
経
て
藩
の
要
路
に
加
わ
る
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
、

藩
校
郁
文
館
の
新
築
に
尽
力
し
て
館
頭
（
お
よ
び
兵
学
教
授
）
と
な
り
、
藩
士
の
教

育
に
あ
た
っ
た
。
同
九
年
、
土
屋
寅
直
が
藩
主
に
就
任
す
る
と
、
農
村
の
復
興
や
藩

士
の
教
育
、
軍
制
の
整
備
な
ど
藩
政
の
改
革
を
推
進
し
、
寅
直
の
側
近
と
し
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
た
。

　
嘉
永
三
年
（
｝
八
五
〇
）
、
寅
直
が
大
坂
城
代
に
任
じ
ら
れ
る
と
、
要
は
そ
の
公

用
人
と
し
て
藩
主
を
補
佐
し
、
諸
藩
と
の
交
渉
や
大
坂
湾
の
沿
岸
防
備
な
ど
、
多
様

な
課
題
に
向
き
合
っ
た
。
同
七
年
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
率
い
る
ロ
シ
ア
軍
艦
が
来
航

し
た
際
に
は
、
こ
れ
と
の
折
衝
に
当
た
り
、
大
坂
を
退
去
さ
せ
て
い
る
。

　
ま
た
、
要
は
、
嘉
永
元
～
二
年
に
水
戸
藩
と
幕
府
の
間
を
仲
介
し
、
前
水
戸
藩
主

徳
川
斉
昭
の
冤
罪
を
す
す
ぐ
よ
う
支
援
し
た
。
さ
ら
に
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）

に
は
、
戊
午
の
密
勅
を
水
戸
藩
へ
降
下
さ
せ
る
運
動
に
も
関
与
し
て
い
る
。
【
表
1
】

に
参
考
と
し
て
掲
げ
た
が
、
勅
書
に
先
立
つ
同
年
五
月
六
日
、
要
は
、
ひ
そ
か
に
大
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坂
を
訪
れ
た
公
家
の
大
原
重
徳
と
面
会
し
、
公
武
合
体
と
擁
夷
の
策
を
斉
昭
に
間
う

た
め
江
戸
へ
赴
く
べ
き
か
と
の
相
談
に
応
じ
て
い
る
（
そ
の
際
、
要
は
不
可
で
あ
る

旨
を
答
え
た
）
。

　
か
ね
て
よ
り
水
戸
藩
や
朝
廷
の
関
係
者
と
交
わ
り
、
戊
午
の
密
勅
を
は
じ
め
と
す

る
尊
王
（
勤
皇
）
・
擁
夷
の
運
動
に
関
わ
っ
た
要
は
、
井
伊
直
弼
の
主
導
す
る
幕
府

か
ら
疑
念
を
も
た
れ
る
。
安
政
六
年
一
〇
月
二
七
目
、
安
政
の
大
獄
の
な
か
で
永
押

込
の
処
分
が
下
さ
れ
、
同
年
一
二
月
＝
二
目
、
土
浦
の
獄
舎
に
お
い
て
六
二
歳
で
死

去
し
た
。
な
お
、
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
に
は
従
四
位
が
追
贈
さ
れ
て
い
る
。

四
　
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
」
．
帥
・

　
国
文
学
研
究
資
料
館
（
旧
史
料
館
）
所
蔵
の
門
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
扁
は
、

土
浦
藩
主
の
土
屋
家
に
伝
来
し
た
史
料
群
で
あ
る
。
江
戸
後
期
の
も
の
を
中
心
に
、

寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
か
ら
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
に
わ
た
る
四
六
八
○
点
の

史
料
を
収
録
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
東
京
の
土
屋
家
屋
敷
に
伝
え
ら
れ
た
文
書
や
記
録

が
昭
和
五
年
に
土
浦
の
同
家
屋
敷
内
に
新
設
さ
れ
た
宝
物
庫
へ
移
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
主
体
は
土
屋
家
の
（
大
名
）
家
文
書
で
あ
り
、
土
浦
藩
の
藩
庁
文
書
（
藩
政
史

料
）
は
少
な
い
。

　
土
屋
家
文
書
は
、
①
幕
府
へ
の
勤
役
関
係
（
参
勤
交
代
・
国
役
金
・
祝
儀
言
上
な

ど
）
、
②
幕
府
の
役
職
関
係
（
「
御
役
儀
」
）
、
③
土
浦
藩
の
藩
政
関
係
、
④
土
屋

家
の
家
関
係
、
の
大
き
く
四
つ
に
分
か
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
土
屋
家
は
有
力
な

譜
代
大
名
と
し
て
、
奏
者
番
や
寺
社
奉
行
に
し
ば
し
ば
任
じ
ら
れ
、
大
坂
城
代
・
京

都
所
司
代
・
老
中
な
ど
の
重
職
を
命
じ
ら
れ
た
当
主
も
い
る
こ
と
か
ら
、
②
「
御
役

儀
」
に
は
、
奏
者
番
や
寺
社
奉
行
に
在
任
し
た
藩
主
の
職
務
欝
記
を
は
じ
め
、
幕
府

の
役
職
に
関
す
る
史
料
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
②
「
御
役
儀
」

の
う
ち
「
大
坂
城
代
」
の
項
目
に
分
類
さ
れ
る
史
料
の
大
部
分
は
、
～
○
代
藩
主
の

寅
直
時
代
の
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
土
屋
家
文
書
の
一
部
は
、
同
じ
土
浦
の
宝
物
庫
に
架
蔵
さ
れ
て
い
た
土
浦

藩
士
の
大
久
保
家
文
書
（
「
常
陸
国
土
浦
大
久
保
家
文
書
」
）
と
の
間
で
混
入
・
錯

乱
が
み
ら
れ
る
。
土
屋
家
文
書
に
含
ま
れ
る
大
久
保
家
文
書
は
、
汎
愛
が
大
坂
城
代

在
任
中
に
公
用
人
を
つ
と
め
た
要
（
小
春
）
に
関
す
る
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
幕
末

の
政
治
情
勢
や
異
国
船
の
渡
来
、
大
坂
湾
の
沿
岸
防
備
策
な
ど
を
記
し
た
史
料
が
存

在
す
る
。
～
方
、
大
久
保
家
文
書
で
も
、
要
に
関
す
る
も
の
を
集
め
た
「
親
春
（
要
）

関
係
」
の
う
ち
「
大
坂
城
代
公
用
人
中
記
録
」
の
項
目
に
は
、
寅
直
の
城
代
在
任
中

に
関
す
る
史
料
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
来
土
屋
家
文
書
に
含
ま
れ
て
い

た
と
推
定
さ
れ
る
寅
直
の
大
坂
城
代
在
職
に
関
す
る
記
録
の
～
部
が
、
現
在
、
大
阪

市
立
中
央
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
諸
史
料
は
、
相
互
に
深
く
関
連
し

て
お
り
、
一
体
と
し
て
把
握
・
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
さ
て
、
　
【
表
2
　
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
の
大
坂
城
代
土
屋
寅
直
関
係
史
料
】

は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
が
所
蔵
す
る
大
坂
城
代
土
屋
硬
直
関
係
の
史
料
に
つ
い
て
、

『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第
十
五
集
』
の
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
目
録
」
「
土

屋
家
家
中
大
久
保
家
文
書
扁
、
お
よ
び
同
書
・
収
蔵
歴
史
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
の
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
」
　
「
常
陸
国
土
浦
大
久
保
家
文
書
」
に
掲
載
さ

れ
た
情
報
を
も
と
に
、
史
料
群
の
名
称
（
土
屋
家
文
書
ま
た
は
大
久
保
家
文
書
）
、

そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
群
に
お
い
て
分
類
（
の
う
え
上
・
中
・
下
の
三
段
に
階
層
化
）
さ

れ
た
各
項
目
、
各
項
目
に
収
め
ら
れ
た
史
料
の
点
数
な
ど
を
整
理
し
、
通
し
番
号
を

付
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
【
表
2
】
に
よ
る
と
、
史
料
群
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
」
に
お
け
る
大
坂
城

代
土
屋
寅
直
関
係
の
史
料
は
、
　
「
御
役
儀
扁
一
「
大
坂
城
代
」
に
属
す
る
項
目
の
う
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ち
「
転
任
」
の
三
点
、
　
「
勤
遺
詠
書
類
（
寅
直
）
」
の
一
四
点
、
　
「
外
国
事
情
」
の

七
点
、
　
「
異
国
船
渡
来
一
件
・
海
防
」
の
三
〇
点
、
　
「
大
坂
湾
開
港
・
警
備
一
件
」

の
三
〇
点
、
　
「
大
坂
湾
・
川
口
絵
図
」
の
一
八
点
と
、
　
「
御
役
儀
」
一
門
大
坂
城
代

以
後
公
用
人
記
録
」
に
属
す
る
項
目
の
う
ち
「
嘉
永
六
年
」
の
一
〇
点
、
　
「
安
政
元

年
」
の
一
七
点
、
　
門
安
政
二
年
」
の
五
点
、
　
「
安
政
四
年
」
の
二
点
、
　
「
安
政
五
年
偏

の
四
点
、
な
ど
が
あ
る
。

　
ま
た
、
　
門
表
1
】
で
み
た
よ
う
に
、
寅
直
が
城
代
在
任
中
に
関
わ
っ
た
主
な
事
項

と
し
て
は
、
①
ロ
シ
ア
船
の
大
坂
来
航
、
②
大
坂
湾
の
沿
岸
防
備
、
③
大
坂
の
開
港

問
題
、
④
水
戸
藩
と
の
交
流
や
戊
午
の
密
勅
、
の
四
つ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
　
【
表

2
】
に
整
理
し
た
土
屋
家
文
書
の
な
か
か
ら
、
四
つ
の
事
項
に
関
す
る
具
体
的
な
史

料
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
と
、
①
で
は
、
嘉
永
七
年
（
一
A
五
四
）
一
〇
月
四
目
、
安

治
川
沖
に
渡
来
し
た
ロ
シ
ア
船
を
退
去
さ
せ
て
下
田
沖
へ
向
か
わ
せ
る
よ
う
老
中
が

城
代
の
寅
直
に
指
示
し
た
文
書
の
写
し
（
「
安
治
川
沖
江
渡
来
魯
西
亜
船
掃
墨
取
計

方
二
付
老
中
御
書
影
写
〔
下
田
沖
江
可
黒
羽
越
ご
〔
大
坂
湾
開
港
・
警
備
一
件
〕
）
、

②
で
は
、
嘉
永
七
年
、
大
坂
近
海
に
異
国
船
が
渡
来
し
た
際
の
防
備
に
つ
い
て
、
大

坂
町
奉
行
の
石
谷
高
僧
と
佐
々
木
顕
発
が
城
代
寅
直
に
提
出
し
た
上
申
書
と
、
そ
れ

へ
の
対
応
に
つ
い
て
寅
直
が
老
中
に
提
出
し
た
伺
書
（
「
大
坂
表
近
海
異
国
船
渡
来

之
節
節
禦
心
意
儀
面
付
相
伺
候
書
付
、
附
大
坂
町
奉
行
差
出
進
達
控
」
　
〔
大
坂
湾
開

港
・
警
備
一
件
〕
）
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
一
〇
月
二
八
日
、
木
津
・
安
治
の

両
川
口
に
お
け
る
台
場
の
改
築
に
つ
い
て
、
大
坂
町
奉
行
の
佐
々
木
顕
発
と
久
須
美

祐
篤
が
寅
直
に
提
出
し
た
伺
書
の
写
し
と
台
場
の
絵
図
（
「
木
津
川
安
治
川
海
魚
御

台
場
模
様
替
之
儀
二
付
伺
書
影
写
、
附
御
台
場
絵
図
」
〔
大
坂
湾
開
港
・
警
備
一
件
〕
）
、

③
で
は
、
安
政
五
年
二
月
、
ア
メ
リ
カ
が
要
求
す
る
大
坂
の
開
港
に
つ
い
て
、
大
坂

町
奉
行
の
久
須
美
祐
篤
が
城
代
の
産
直
に
提
出
し
た
意
見
書
（
「
亜
墨
利
加
官
吏
申

立
之
内
大
坂
表
開
港
古
儀
買
付
愚
見
之
趣
申
上
候
書
付
」
　
〔
大
坂
湾
開
港
・
警
備
一

件
〕
）
、
④
で
は
、
安
政
五
年
三
月
、
京
都
周
辺
の
政
治
情
勢
に
つ
い
て
、
寅
直
が

前
水
戸
藩
主
徳
川
斉
昭
に
あ
て
た
書
状
の
下
書
（
「
土
屋
寅
直
書
状
下
書
〔
京
辺
情

勢
〕
」
　
〔
外
團
事
情
〕
）
、
な
ど
が
あ
る
。

五
　
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
「
常
陸
国
土
浦
大
久
保
家
文
書
」
オ

　
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
の
「
常
陸
国
土
浦
大
久
保
家
文
書
（
土
屋
家
家
中
大
久

保
家
文
書
）
」
は
、
土
浦
藩
士
（
土
屋
家
家
中
）
の
大
久
保
家
に
伝
来
し
た
史
料
群

で
あ
る
。
江
戸
後
期
以
降
の
親
修
（
脩
）
一
親
仁
一
晩
春
－
親
正
に
関
す
る
も
の
を
中

心
に
、
貞
享
三
年
（
一
六
人
六
）
よ
り
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
に
わ
た
る
一
五

八
点
の
史
料
を
収
録
す
る
。

　
本
文
書
は
、
大
久
保
家
に
伝
わ
っ
た
史
料
の
う
ち
土
浦
の
土
屋
家
宝
物
庫
に
移
し

て
あ
っ
た
も
の
と
、
東
京
の
大
久
保
家
で
そ
の
ま
ま
保
管
さ
れ
た
も
の
と
の
二
つ
か

ら
な
る
。
宝
物
庫
に
移
さ
れ
た
大
久
保
家
文
書
は
、
同
じ
宝
物
庫
に
保
管
さ
れ
て
い

た
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
」
と
の
間
で
混
入
・
錯
乱
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、
大

久
保
家
文
書
の
う
ち
土
屋
家
文
書
の
一
部
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
史
料
は
、
現
在
、

土
屋
家
文
書
に
戻
さ
れ
て
い
る
が
、
土
屋
家
文
書
の
う
ち
大
久
保
家
文
書
の
一
部
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
史
料
は
、
そ
の
ま
ま
土
屋
家
文
書
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。

　
大
久
保
家
文
書
は
、
①
土
浦
藩
の
役
職
関
係
、
②
明
治
維
新
期
の
公
職
関
係
、
③

大
久
保
家
の
家
関
係
、
の
大
き
く
三
つ
に
分
か
れ
る
。
こ
の
う
ち
③
に
は
、
要
（
親

春
）
に
関
す
る
も
の
を
分
類
し
た
「
親
春
（
要
）
関
係
」
の
項
目
が
あ
り
、
幕
末
の

国
内
政
局
や
外
交
事
情
を
記
し
た
文
書
・
記
録
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
　
「
親
筆
（
要
）

関
係
」
で
は
、
一
〇
代
藩
主
寅
直
の
大
坂
城
代
在
任
中
に
要
が
そ
の
公
用
人
を
つ
と

め
た
際
の
史
料
を
集
め
た
「
大
坂
城
代
公
用
人
中
記
録
偏
の
項
目
と
、
そ
の
前
後
を
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含
め
た
時
期
に
関
す
る
史
料
を
集
め
た
「
国
事
鞍
掌
中
書
類
」
の
項
目
が
あ
る
。
【
表

2
】
を
み
る
と
、
　
「
常
陸
国
土
浦
大
久
保
家
文
書
扁
の
門
親
春
（
要
）
関
係
」
に
属

す
る
項
目
の
う
ち
「
大
坂
城
代
公
用
人
中
記
録
」
に
三
五
点
、
　
「
国
事
鞍
掌
中
書
類
」

に
二
七
点
の
史
料
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
両
者
は
、
互
い
に
関
連
す
る
と
と
も
に
、

土
屋
家
文
書
の
門
大
坂
城
代
」
や
「
大
坂
城
代
以
後
公
用
人
記
録
」
の
項
目
に
分
類

さ
れ
た
史
料
と
も
関
連
・
補
完
す
る
も
の
が
多
い
。

　
さ
ら
に
、
　
【
表
2
】
に
整
理
し
た
大
久
保
家
文
書
の
な
か
か
ら
、
　
【
表
1
】
に
み

ら
れ
た
寅
直
の
城
代
在
任
中
の
主
要
事
項
に
関
す
る
具
体
的
な
史
料
を
あ
げ
る
と
、

②
大
坂
湾
の
沿
岸
防
備
で
は
、
　
（
年
未
詳
）
七
月
四
目
、
大
坂
湾
岸
の
警
備
に
つ
い

て
、
老
中
が
城
代
の
寅
直
に
指
示
し
た
文
書
の
写
し
（
「
老
中
御
書
試
写
〔
大
坂
海

岸
筋
警
衛
〕
扁
　
〔
大
坂
城
代
公
用
人
中
記
録
〕
）
、
④
水
戸
藩
と
の
交
流
や
戊
午
の

密
勅
で
は
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
八
月
二
一
目
、
勅
書
の
前
後
に
お
け
る
京
都

の
政
治
情
勢
に
つ
い
て
、
水
戸
藩
士
の
鵜
飼
吉
左
衛
門
が
大
久
保
要
に
送
っ
た
書
状

の
写
し
（
「
鵜
飼
吉
左
衛
門
書
状
写
〔
勅
謎
前
後
京
都
事
情
〕
扁
　
〔
国
事
鞍
掌
中
書

類
〕
）
、
な
ど
が
あ
る
。

六
　
大
阪
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
の
大
坂
城
代
土
屋
寅
直
関
係
史
料
三

　
大
阪
市
立
中
央
図
書
館
は
、
土
屋
回
避
が
大
坂
城
代
を
つ
と
め
る
嘉
永
三
～
安
政

五
年
（
一
八
五
〇
～
五
八
）
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
記
録
＝
二
冊
を
所
蔵
し
て
い
る
。

そ
の
内
訳
は
、
①
門
御
先
用
日
次
」
（
嘉
永
三
年
一
〇
月
～
同
四
年
正
月
）
一
冊
、

②
「
大
坂
御
城
代
被
仰
付
江
戸
出
立
迄
之
覚
書
」
（
嘉
永
三
年
＝
月
～
同
四
年
正

月
）
～
冊
、
③
「
御
用
留
」
（
嘉
永
四
年
二
月
～
安
政
四
年
～
二
月
）
＝
冊
、
の

計
一
三
冊
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
墓
銘
が
城
代
に
就
任
・
在
勤
し
た
状
況
や
職
務
の
内

容
が
明
ら
か
と
な
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
「
常

陸
国
土
浦
土
屋
右
文
書
」
に
収
め
ら
れ
る
歴
代
藩
主
の
職
務
警
察
は
、
遣
直
が
城
代

に
在
任
し
た
時
期
を
欠
く
た
め
、
本
史
料
は
、
そ
の
部
分
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
①
「
御
先
用
日
次
」
一
冊
は
、
野
高
宏
之
氏
が
『
大
坂
御
城
代
公
用
人
諸

事
留
書
（
下
）
』
　
（
大
阪
市
史
史
料
第
三
十
九
輯
）
に
翻
刻
・
解
説
し
、
こ
れ
を
作

成
し
た
の
は
公
用
人
の
大
久
保
要
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ら
＝
二
冊
に
つ
い
て
、
史
料
名
、
請
求
番
号
、
対
象
と
す
る
時
期
、

丁
数
、
法
性
、
破
損
の
状
況
、
形
式
・
内
容
な
ど
を
整
理
し
、
通
し
番
号
を
付
す
と
、

【
表
3
　
大
阪
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
の
大
坂
城
代
土
屋
寅
直
関
係
史
料
】
の
よ
う

に
な
る
。
　
【
表
3
】
は
、
　
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第
十
五
集
』
の
「
常
陸
国
土

浦
土
屋
家
文
書
目
録
解
題
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
大
阪
市
立
図
書
館
所
蔵
　
大
坂
城
代

土
屋
氏
御
用
留
一
覧
」
　
（
古
西
義
麿
氏
の
調
査
に
よ
る
）
と
、
国
文
学
研
究
資
料
館

・
収
蔵
歴
史
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
デ
…
タ
ベ
ー
ス
門
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
（
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
収
集
）
」
の
情
報
に
、
筆
者
が
調
査
・
確
認
し
た
内
容
を
加
え
た
も
の

で
あ
る
。
　
（
門
大
坂
」
で
な
く
門
大
阪
扁
と
す
る
）
史
料
名
は
、
大
阪
市
立
中
央
図

書
館
の
表
記
に
従
っ
た
。

　
【
表
3
】
の
う
ち
史
料
名
は
、
3
～
1
3
が
い
ず
れ
も
「
（
大
阪
城
代
土
屋
氏
）

御
用
留
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
1
は
「
（
大
阪
城
代
土
屋
氏
）
御
先
用
目
次
偏
、
2

は
「
大
阪
御
城
代
被
仰
付
江
戸
出
立
迄
之
覚
書
」
と
あ
る
。
ま
た
、
丁
数
は
、
2
～

1
3
が
三
七
三
～
六
〇
〇
丁
（
厚
さ
約
六
～
九
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る
一

方
、
1
が
七
六
丁
（
厚
さ
約
　
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る
。
名
称
や
分
量
の

面
か
ら
は
、
1
、
2
、
3
～
1
3
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
内
容
・
性
格
を
も
つ
史
料

で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
つ
ぎ
に
、
対
象
と
さ
れ
た
時
期
を
み
る
と
、
い
ず
れ
も
三
～
四
か
月
程
度
の
期
間

で
あ
る
（
嘉
永
五
年
置
閏
二
月
、
同
七
年
に
閏
七
月
、
安
政
四
年
に
閏
五
月
が
あ
る
）
。
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三
～
四
か
月
の
記
録
で
あ
っ
て
も
、
1
以
外
は
、
三
七
三
～
六
〇
〇
丁
に
わ
た
る
大

部
の
冊
子
と
な
っ
て
お
り
、
半
年
や
一
年
と
い
っ
た
、
よ
り
長
い
期
間
の
分
を
一
冊

に
綴
じ
る
こ
と
は
、
物
理
的
に
難
し
い
状
況
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
寅
直
が
城
代
に
在

任
し
た
嘉
永
三
年
九
月
～
安
政
五
年
二
月
の
う
ち
、
嘉
永
四
年
掛
～
～
二
月
、
岡

五
年
六
月
～
一
二
月
、
同
六
年
正
～
四
月
、
同
七
年
（
一
一
月
二
七
日
、
安
政
に
改

元
）
正
～
一
二
月
、
安
政
二
年
四
～
七
月
、
同
年
一
一
～
一
二
月
、
同
三
年
五
～
一

二
月
、
同
四
年
四
～
九
月
、
同
心
年
正
～
～
一
月
置
部
分
が
欠
落
し
て
お
り
、
　
＝
二

冊
の
記
録
は
、
八
年
余
の
在
任
期
間
の
半
分
強
を
カ
バ
ー
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か

し
、
す
で
に
翻
刻
・
紹
介
さ
れ
た
一
を
除
く
2
～
1
3
の
女
工
も
、
幕
末
に
お
け
る

国
内
外
の
重
要
問
題
に
対
処
し
た
大
坂
城
代
の
正
式
か
つ
詳
細
な
記
録
で
あ
り
、
そ

の
史
料
的
な
価
値
は
き
わ
め
て
高
い
。

　
法
量
は
、
い
ず
れ
も
二
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
～
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、

タ
テ
・
ヨ
コ
の
大
き
さ
が
同
じ
冊
子
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
2
～
1
3
は
、

筆
跡
や
料
紙
・
装
丁
も
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
1
～
1
3
の
い
ず
れ
に
も

「
土
浦
記
録
方
」
の
印
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
　
（
幕
末
・
維
新
期

の
）
土
浦
藩
に
お
け
る
文
書
管
理
部
局
の
「
記
録
方
」
が
、
公
的
な
職
務
記
録
と
し

て
作
成
・
筆
写
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
2
の
小
口
に
は
、
朱
筆
で
「
坤
」

と
あ
る
。

　
破
損
の
状
況
で
は
、
1
は
若
干
少
な
い
が
、
い
ず
れ
の
記
録
も
あ
る
程
度
の
虫
損

が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
6
・
8
・
1
3
の
よ
う
に
、
表
紙
が
失
わ
れ
た
も
の
も
一

部
あ
る
。
た
だ
し
、
水
損
や
腐
敗
に
よ
っ
て
開
披
で
き
な
い
部
分
や
、
丁
の
大
半
に

お
い
て
文
宇
が
読
め
な
い
著
し
い
虫
損
な
ど
は
あ
ま
り
な
く
、
お
お
む
ね
良
好
な
保

存
状
態
で
あ
る
。

　
形
式
・
内
容
に
つ
い
て
み
る
と
、
2
は
、
藩
主
寅
直
が
大
坂
城
代
に
任
命
さ
れ
、

江
戸
を
出
発
す
る
ま
で
の
時
期
に
や
り
と
り
さ
れ
た
文
書
、
3
～
1
3
は
、
寅
直
が

城
代
と
し
て
大
坂
に
在
勤
中
に
や
り
と
り
さ
れ
た
文
書
を
そ
れ
ぞ
れ
書
き
留
め
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
2
～
1
3
は
、
い
ず
れ
も
美
し
い
御
家
流
の
書
体
で
記
さ
れ
た

清
書
本
で
、
多
数
の
文
書
を
収
録
し
た
大
部
の
史
料
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
文
書
の

留
帳
で
あ
る
が
、
日
付
や
文
書
の
発
給
過
程
、
儀
礼
な
ど
に
関
す
る
記
載
も
若
干
み

ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
！
は
、
藩
主
に
先
立
っ
て
（
「
御
先
用
」
と
し
て
）
任
地
へ
赴

き
、
前
任
者
か
ら
の
引
き
継
ぎ
を
受
け
つ
つ
、
中
直
の
大
坂
入
り
に
そ
な
え
た
家
来

（
公
用
人
）
が
、
各
種
の
業
務
や
儀
礼
な
ど
を
「
日
次
」
の
形
式
で
箇
条
書
き
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
2
～
1
3
の
よ
う
な
藩
主
の
視
点
で
作
成
さ
れ
た
幕
府
役
人
の
職

務
記
録
と
い
う
よ
り
は
、
藩
主
の
も
と
で
幕
府
関
係
の
業
務
に
従
事
す
る
家
来
の
視

点
で
作
成
さ
れ
た
土
浦
藩
内
の
記
録
と
評
価
し
う
る
。
さ
ら
に
、
美
し
い
御
家
流
で

書
か
れ
た
史
料
で
な
く
、
丁
数
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
な
ど
、
他
の
一
二
冊
と
は
性

格
が
異
な
る
。

　
な
お
、
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
」
の
う
ち
「
御
役

儀
」
1
「
大
坂
城
代
」
一
「
勤
方
例
書
」
の
項
農
に
は
、
寅
直
以
前
に
大
坂
城
代
を

つ
と
め
た
諸
藩
の
作
成
す
る
各
種
の
先
例
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、

歴
代
城
代
（
文
化
元
年
2
八
〇
四
〕
就
任
の
阿
部
正
由
、
同
一
二
年
就
任
の
松
平

輝
延
、
天
保
二
年
〔
一
八
三
一
〕
就
任
の
松
平
信
順
）
の
家
来
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
「
御
先
用
日
次
」
と
題
す
る
帳
面
が
三
冊
あ
る
。
大
阪
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
の

一
も
、
近
い
形
式
や
内
容
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
作
成
さ
れ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
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丘
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
霞
録
解
題
扁
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第
十
五
集
』

史
料
館
、
一
九
六
九
年
。
国
文
学
研
究
資
料
館
・
史
料
情
報
共
有
化
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
1
扁
。
岩
崎
宏
之
「
土
浦
藩
」
木
村
　
礎
・
藤
野
　
保

・
村
上
　
直
編
『
藩
史
大
事
典
　
第
2
巻
　
関
東
編
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
九
年
。

高
柳
光
寿
ほ
か
編
集
顧
問
『
新
訂
寛
政
重
縫
諸
家
譜
　
第
二
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
六
四
年
、
　
　
八
三
～
一
九
二
頁
。
雨
谷
　
昭
「
土
浦
藩
」
　
「
土
屋
氏
」
　
「
土
屋

政
直
」
　
『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
。
瀬
谷
義
彦
「
土
浦
藩
」
　
『
日
本
大
百
科
全

書
』
小
学
館
。

滋
一
内
田
九
州
男
「
徳
川
時
代
の
大
坂
城
一
将
軍
の
城
1
」
『
大
阪
城
ガ
イ
ド
』
保
育

社
、
　
一
九
八
三
年
。
藤
井
譲
治
門
幕
府
領
と
大
名
領
漏
　
『
大
阪
府
史
　
第
五
巻
』
大

阪
府
、
～
九
八
五
年
。
野
高
宏
之
「
解
説
」
大
阪
市
史
編
纂
所
編
『
大
坂
御
城
代
公

用
人
諸
事
留
書
（
下
）
』
　
（
大
阪
市
史
史
料
第
三
十
九
輯
）
大
阪
市
史
料
調
査
会
、

一
九
九
四
年
。
小
倉
　
宗
「
江
戸
幕
府
上
方
軍
事
機
構
の
構
造
と
特
質
」
　
『
差
構
史

研
究
』
五
九
五
号
、
二
〇
一
二
年
。
小
倉
「
「
御
黒
印
長
持
有
之
候
御
書
付
写
」
1

江
戸
時
代
前
半
期
の
大
坂
に
お
け
る
幕
府
の
軍
事
機
構
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
と
分

析
一
扁
　
『
名
城
法
学
』
第
六
七
巻
第
二
号
、
二
〇
～
七
年
。
前
掲
「
常
陸
国
土
浦
土

屋
家
文
書
目
録
解
題
」
。
前
掲
岩
崎
「
土
浦
藩
」
。
　
「
土
屋
寅
直
」
　
『
霞
本
人
名
大

辞
典
』
講
談
社
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
「
大
目
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
…
ス
」
「
近

世
編
年
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
　
「
維
新
史
料
綱
要
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
　
「
近
世
史
編
纂
支
援

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
。

滋
江
「
土
屋
家
家
中
大
久
保
家
文
書
目
録
解
題
」
前
掲
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第

十
五
集
』
。
国
文
学
研
究
資
料
館
・
史
料
情
報
共
有
化
デ
ー
タ
ベ
…
ス
「
常
陸
国
土

浦
大
久
保
家
文
書
」
。
前
掲
岩
崎
「
土
浦
藩
」
。
前
掲
野
高
「
解
説
」
。
前
掲
「
大

目
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
～
ス
」
　
「
維
新
史
料
綱
要
デ
ー
タ
ベ
…
ス
駄
。
木
戸
濁
四

郎
「
大
久
保
要
」
　
『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
。
井
上
　
勲
「
大
久
保
要
脚
　
『
朝

日
艮
本
歴
史
人
物
事
典
』
朝
臼
新
聞
出
版
。
佐
久
間
好
雄
「
大
久
保
要
偏
　
『
賃
本
大

百
科
全
書
』
小
学
館
。
前
掲
雨
谷
「
土
浦
藩
」
。

丘
く
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
目
録
」
前
掲
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第
十
五
集
』
。

前
掲
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
目
録
解
題
」
。
前
掲
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書

1
」
。
国
文
学
研
究
資
料
館
・
史
料
情
報
共
有
化
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
常
陸
国
土
浦
土

屋
家
文
書
2
」
。
国
文
学
研
究
資
料
館
・
収
蔵
歴
史
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
扁
　
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
（
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム

収
集
）
」
。
前
掲
野
高
「
解
説
」
。

雪
「
土
屋
家
家
申
大
久
保
古
文
書
目
録
」
前
掲
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第
十
五

集
』
。
前
掲
「
土
屋
家
家
中
大
久
保
家
文
書
霞
録
解
題
」
。
前
掲
「
常
陸
国
土
浦
大

久
保
家
文
書
扁
。
国
文
学
研
究
資
料
館
・
収
蔵
歴
史
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

「
常
陸
国
土
浦
大
久
保
家
文
書
」
。

雪
一
前
掲
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
目
録
解
題
」
。
前
掲
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文

書
1
」
　
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
2
」
。
前
掲
「
常
陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
」
　
「
常

陸
国
土
浦
土
屋
家
文
書
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
収
集
）
漏
。
前
掲
野
高
「
解
説
」
。

前
掲
『
大
坂
御
城
代
公
用
人
諸
事
留
書
（
下
）
』
。

【
付
記
】

本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
史
料
の
調
査
・
閲
覧
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
文
学
研

究
資
料
館
、
大
阪
市
立
中
央
図
書
館
の
み
な
さ
ま
に
、
ま
こ
と
に
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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【表1　土屋寅直大坂城代在任中の主要事項】

和暦 西暦 月
1
ヨ 内容

大坂城代土屋寅直は、他の大名等とならんで米国国書に対する意冤を幕府に上申し
1 嘉永6 1853 8

た。

大坂城代土屋寅直は、摂津・和泉・播磨三国の海岸防禦に関する意見を幕府に上申し
2 嘉永7 1854 2 26

た。

ロシア船1隻が大坂に到来したことを受けて、幕府は大坂城代土屋垂直と紀州藩の徳
3 嘉永7 1854 9 18

川慶福や岸和姦藩の岡部長発らに出兵・警備させた。

大坂町奉行組与力応接並太短資五郎らは、ロシア船のディアナ号に良港の意図を質問

したのに対し、ロシア使節のプチャーチンは書翰の受理を求めた。
4 嘉永7 1854 9 19

大坂城代の土屋寅直と大坂定番の米倉昌寿・田沼意尊、近隣の大名・大坂蔵屋敷の諸

藩留守居らは、それぞれ要衝に出兵して厳重に警戒した。

大坂城代土屋寅直は、大坂町奉行の佐佐木顕発・川村修就等と協議し、ロシア使節の

5 嘉永7 1854 9 24 プチャーチンが持参した文書をしりぞけ、下田へ廻航するよう諭すべき旨を決め、そ

れそれの意見を付して幕府に上申した。

大坂城代土屋寅直は、3開港場以外における外国船の碇泊を禁止すべき旨を幕府に建
6 嘉永7 1854 ユ0 20

議した。

7 安政2 1855 9 13 大坂城代土屋寅直は、大坂近海の測量に関する調書を幕府に上申した。

幕府は大坂城代土屋幽谷に対し、日シア船が大坂湾に来航した際の対応が適切であっ
8 安政3 1856 1 9

たとして褒賞した。

幕府は大坂城代土屋寅直に対し、安治・木津両川口に砲台を築造し、洋式のボート2
9 安政3 1856 7 18

0艘を建造するよう命じた。

大坂城代土屋寅直は、天皇のいる京都に近いので大坂を開港すべきでない旨の意見を
10 安政3 1856 9 28

幕府に上申した。

大坂城代土屋盲信は、アメリカ総領事のハリスが江戸に上って大坂の開港を迫る可能
！1 安政4 1857 9 25

性を考慮し、前もって開港の不可を幕府に上申した。

前水戸藩主の徳潤斉昭が大坂城代土屋寅直に書状を送り、公武の融和に尽力するよう
12 安政5 1858 1 26

願った。

大坂城代土屋寅直は、大坂町奉行久須美祐鶴の建議をふまえ、大坂とその付近の開港
13 安政5 1858 2 9

を不可とすべき旨を老中の堀田正立に上申した。

（大原重徳がひそかに大坂を訪れて大坂城代土屋雨蓋の公用人大久保要と面会し、公

参考 安政5 1858 5 6 武合体と擁夷の策を前水戸藩主の徳川斉昭に問うため江戸へ赴くべきかと相談したと

ころ、大久保要は不可である旨を答えた。）

大坂城代土屋寅直は、孝明天皇から幕府と水戸藩に出された勅書の写を内大臣の一条
14 安政5 ユ858 8 10

忠臣より伝えられた。

注：東京大学史料編纂所「大巳本史料総合データベース」

ス」　「近世史編纂支援データベース」による。

「近世編年データベース」　「維新史料綱要データベ一一一一
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【表2　国文学研究資料館所蔵の大坂城代土屋寅直関係史料】

史料群 階層1 階層2 階層3 階層4 点数

転任 3

勤役中書類 寅直 ！4

大坂城代
外国事情 7

異国船渡来一件・海防 30

大坂湾開港・警備一件 30

　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
　
　
1
1
　
2
3
4
　
5
　
6
　
7
　
8
9
　
1
1

常陸国土浦土屋家文書 御役儀 大坂湾・川口絵図 18

嘉永六年 10

安政元年 17

大坂城代以後公用人記録 安政二年 5

安政四年 2

安政五年 4

常陸国土浦大久保家文書 親春（要）関係
大坂城代公用人中記録 35

2
　
　
3
「
⊥
　
　
－ 国騨映掌中書類 27

注：「常陸国土浦土屋家文書目録」　吐屋家家中大久保家文書目録」　（『史料館所蔵史料目録　第十五集』史料

館、1969年）、国文学研究資料館・収蔵歴史アーカイブズデータベース「常陸国土浦土屋家文書」　「常陸国土

浦大久保家文書」による。
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【表3 大阪市立中央図書館所蔵の大坂城代土産貧直関係史料】

史料名 錆求番号 時綴 T数 法最 磁鍋 形式・内容

「土滞記録方」の印あり。
大阪市立図謬館に所蔵される他の大坂城代土屋寅夜隠係文書警
とは筆跡や分盤、形式・内容などが異なる(美しい御家流で

言電護審j牽/9D大阪和装/210 2 3 x 1 6 
塁審かれたものではなく、摩さもそれほど大部でない)。

(大阪城代こt農民)御先用B次 喜善永3年 10 月 ~4 年正月 76 虫操少しあり。 やりとりされた文審(の写)はほとんど収録されず、尽々の
/100 (センチ)

業務や儀礼などを日次の餓条謬ぎにしたもの。
藩主の大坂城代就任に関わる業務に従害事し、議主に先だって
任地に赴いた(r先用」の)家来が今後の先例とするために
作成した藩内の職務記録。

「こt;溺記録方Jの印あり。側面には朱筆で rf申jとあり。
土産貨獲が大坂城代に任命され、江戸より赴任する時期にや

食重塁審摩/9D大阪和装/210
りとりされた文撃を蓄書き留めた史料。美しい御家流のj育審

2 大阪御城代被仰付江戸出立迄之党塁審 築永3年 11 月 ~4 年正月 474 同上 虫損あり。 本。多数の文惑が収録された大部のもの。
/100/1850 

原郎として文警の留帳であり、良次の箇条蓄きにした記録で
はないが、包付や文書撃の発給・儀礼などの経緯に隠する記毅
も若干あり。

「土浦記録方jの印あり。
大坂城代二!:g量寅直の夜勤中にやりとりされた文蓄を蓄を留め

食室長警庫/9D大飯和装/210
た史料。美しい御家流の;脅蓄本。多数の文惑が収録された大

3 (大阪城代土屋氏)御用留 嘉永 4 年 2 月 ~4 月 552 同上 向上 部のもの。
/100:86/1851-2 

原則として文警の留帳であり、日次の笛条議きにした記録で
はないが、日付や文芸撃の発給・儀礼などの経緯に関する記載
も若干あり。

4 I (大阪城代土屋氏)御用留
資重喜j牽/9D大阪和装/210

嘉永 4 年 5 月 ~8 月 380 向上 向上 同上/100:86/1851-5 

5 (大阪城代土屋氏)御用留
重量護審燦/9D大阪和装/210

警富永5年正月~関 2.Fl 458 向上 向上 向上/100:86/1852-1 

6 (大板減代土農民)御用留
食重幾康/9D大阪和装/210

議永 5 年 3 月 ~5 月 423 向上
虫損あり。

向上/100:86/1852-3 表紙欠。

7 (大阪城代土農民)御用留
食重塁審康/9D大阪和装/210

薬害永 6 年 5 .Fl ~8 .Fl 510 向上 虫損あり。 向上
/100:86/1853-5 

8 (大阪城代土産氏)御用留
食愛塁審摩/9D大阪和装/210

嘉永 6 年 9 月~ 1 2月 600 向上
虫損あり。

向上/100・86/1853-9 表紙欠。

9 (大阪城代土産氏)御用wl 資重塁審摩/9D大阪和装/210
安政 2 年正月 ~3 月 458 向上 虫擦あり。 向上/100・86/1855-1

10 (大阪城代土屋氏)御用留
言電重審燦/9D大阪和装/210

安政 2 年 8 月 ~10 月 413 同上 向上 向上/100: 86/1855-8 

11 (大阪城代土屋氏)御用留
資E重宝警j奪/9D大阪和装/210

安政 3 年IE .Fl ~4 月 586 悶上 同よ 向上/100:86/1856-1 

12 (大阪城代土屋氏)御剤留
食重警j叢/9D大阪和装/210

安政4 年IE .Fl ~3 .Fl 597 向上 向上 向上/100・86/1857-1

13 (大阪減代土屋氏)御用留
貴重審j牽/9D大阪和装/210

安政 4 年 10 .Fl ~12 月 373 向上
虫損あり。

悶上/100・86/1857-10 表紙欠。

注 r常縫医ニ1:;潜土E豊富宮文書調録解鶴J ~史料費富所蔵史料呂録 第十五集~ (史料館、 1969年}、国文学研究資料館・収蔵康史アーカイブズデータペース r常媛匿土浦土屋家文書(マイクロフィルム収集)J、
および筆者の競交による。
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『
諸
用
留
』
に
記
録
さ
れ
る
畿
内
・
近
国
支
配
お
よ
び
畿
内
・
近
国
藩
関
係
文
書

岩
城
卓
二

　
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
に
は
、
老
中
御
用
部
屋
の
記
録
と
し
て
『
諸
事
留
』
．

『
雑
留
』
・
『
諸
事
伺
之
留
』
・
『
留
帳
』
・
『
混
用
留
』
な
ど
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
老
中
御
用
部
屋
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
『
諸
事
留
』
を
収
録
す
る
『
内
閣
文
庫

所
蔵
史
籍
叢
刊
』
八
五
巻
（
馬
銭
書
院
、
　
一
九
八
八
年
）
の
解
題
に
詳
し
く
、
御
用
部

屋
で
は
諸
書
付
を
適
宜
分
類
し
、
書
名
を
異
に
し
て
保
存
し
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
『
諸
蒸
留
』
以
外
は
、
す
で
に
国
立
公
文
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お

い
て
画
像
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
大
仁
本
維
新
史
料
稿
本
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
も
の
も
あ
あ
る
。

　
内
閣
文
庫
に
は
、
表
の
通
り
享
和
三
年
（
｝
八
〇
三
）
六
月
か
ら
文
久
二
年
（
一
八

六
三
）
十
二
月
ま
で
四
七
冊
の
『
諸
用
留
』
（
請
求
番
号
二
六
四
一
〇
〇
六
八
）
が
収

蔵
さ
れ
て
い
る
。
懲
諸
御
用
留
」
と
し
て
一
ヶ
月
単
位
で
作
成
さ
れ
て
お
り
、
享
和

三
年
六
月
の
よ
う
に
一
冊
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
三
月
の
よ
う

に
三
冊
の
こ
と
も
あ
る
。
天
保
六
年
十
二
月
『
諸
用
留
』
（
五
・
六
・
七
冊
）
は
、
「
諸

願
」
「
諸
伺
」
「
諸
届
」
「
縁
組
密
画
「
御
役
御
免
願
」
「
小
普
請
入
願
偏
「
屋
鋪
相
対
替

・
場
所
引
替
願
」
「
男
子
丈
夫
届
」
「
風
雨
損
毛
届
」
「
唐
船
漂
着
届
駄
「
書
付
」
門
書

付
口
上
」
「
証
文
裏
判
」
「
廻
し
申
渡
恥
「
宅
申
渡
」
「
謁
差
出
」
「
留
書
」
門
人
止
人
通
」

「
誓
詞
」
「
頭
書
」
「
案
詞
往
返
扁
「
病
死
之
儀
書
付
」
「
年
申
見
合
」
の
二
四
の
部
に

分
け
て
諸
書
付
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
区
分
は
年
次
・
月
に
よ
っ
て
異
な
る
。

た
と
え
ば
天
保
八
年
三
月
に
は
、
こ
の
二
四
に
加
え
て
、
「
名
書
．
御
目
見
．
月
代

・
滞
府
・
御
番
入
・
御
入
人
・
歩
行
・
足
袋
・
御
城
内
杖
・
乗
輿
」
門
七
ヶ
条
」
「
触

留
」
「
覚
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
門
覚
」
は
独
立
し
た
項
目
で
は
な
く
、

「
年
中
見
合
」
に
含
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
こ
の
『
諸
用
留
』
に
は
、
幕
府
の
畿
内
・
近
国
支
配
や
畿
内
・
近
国
大
名
に
関
わ

る
諸
書
付
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
幕
府
の
畿
内
・
近
国
支
配
に
は
火
消
を
は
じ
め
畿

内
・
近
国
大
名
が
動
員
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
な
か
に
は
老
中
へ
の
届
・
伺
を
必
要

と
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
京
都
火
消
は
そ
の
～
つ
で
あ
る
し
、
幕
末
の
京
坂
警
衛
は

軍
役
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
動
員
に
は
老
中
が
関
わ
っ
た
こ
と
は
、
藤
本
仁
文
『
将

軍
権
力
と
近
世
国
家
』
（
塙
書
房
、
二
〇
～
八
年
）
に
詳
し
い
。

　
す
で
に
ほ
ぼ
同
内
容
の
別
の
文
書
が
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
『
諸
用
留
』

に
記
録
さ
れ
た
書
付
の
原
文
書
や
、
大
名
側
の
文
書
な
ど
と
あ
わ
せ
た
検
討
が
必
要

で
あ
ろ
う
が
、
畿
内
・
近
国
の
大
名
文
書
が
十
分
に
発
見
・
調
査
さ
れ
て
い
な
い
現

状
で
は
、
こ
れ
ら
諸
書
付
も
重
要
な
史
料
と
い
っ
て
よ
い
。

　
ま
た
、
大
坂
で
現
地
支
配
を
担
っ
た
大
坂
城
代
・
定
番
・
加
番
・
町
奉
行
の
権
限
、

江
戸
の
老
中
と
の
関
係
等
々
、
上
方
支
配
機
構
の
枠
組
は
近
年
、
急
速
に
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
研
究
を
進
展
さ
せ
る
上
で
も
、
諸
藩
か
ら
老
中
に
提
出
さ

れ
た
諸
書
付
が
記
録
さ
れ
る
『
諸
子
留
』
は
活
用
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

畿
内
・
近
国
支
配
を
幕
府
制
度
の
な
か
で
位
置
付
け
た
小
倉
宗
『
江
戸
幕
府
上
方
支

配
機
構
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
や
、
前
掲
藤
本
著
書
を
ふ
ま
え
る
と
、

畿
内
・
近
国
藩
関
係
文
書
は
幕
府
側
、
あ
る
い
は
老
中
を
務
め
た
家
の
文
書
群
に
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
も
示
唆
し
て
く
れ
る
。
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す
で
に
「
京
都
火
消
・
警
衛
」
に
関
わ
る
文
書
は
、
拙
稿
門
老
中
御
用
部
屋
目
黒

『
適
用
留
』
に
記
録
さ
れ
る
京
都
火
消
役
と
京
都
警
衛
に
関
わ
る
史
料
扁
（
二
〇
一

四
～
二
〇
一
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
C
）
（
研
究
代
表
者
母
利
美
和

・
研
究
課
・
題
番
号
卜
・
①
G
。
ざ
G
。
O
㎝
）
研
究
課
題
報
告
書
『
近
世
中
後
期
上
方
支
配
に
お

け
る
山
城
国
淀
藩
の
基
礎
的
研
究
』
）
で
紹
介
し
た
。

　
そ
こ
で
、
以
下
に
は
『
遵
用
留
』
に
記
録
さ
れ
る
畿
内
・
近
国
支
配
、
畿
内
・
近

国
大
名
関
係
文
書
に
つ
い
て
、
「
大
坂
城
守
衛
」
・
「
鉄
砲
製
造
・
移
動
扁
．
門
畿
内
．

近
国
藩
」
・
門
損
毛
届
」
に
分
類
し
て
翻
刻
し
た
。

　
門
大
坂
城
守
衛
扁
に
は
、
大
坂
在
番
・
加
番
を
拝
命
し
た
大
名
・
旗
本
の
出
立
伺
、

在
番
士
の
相
続
、
定
番
拝
命
後
の
拝
料
金
・
献
上
晶
に
関
わ
る
文
書
を
掲
載
し
た
。

本
書
所
収
の
拙
稿
「
播
磨
山
崎
藩
本
多
家
の
藩
政
文
書
」
で
ふ
れ
る
よ
う
に
、
本
多

忠
都
は
加
番
・
定
番
を
拝
命
し
、
そ
の
時
期
の
藩
政
日
記
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
拝
命
後
、
大
坂
入
り
す
る
前
に
国
元
に
帰
国
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ

は
藩
政
と
の
関
係
で
理
解
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
に
掲
載
し

た
文
書
は
、
い
ず
れ
も
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
拝
命
か
ら
着
任
ま
で
の
過
程
を
知
る

一
助
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
在
番
士
が
在
坂
中
に
死
去
し
た
場
合
の
手
続
き
に
つ
い
て

も
知
ら
れ
る
。

　
鉄
砲
の
製
造
地
と
し
て
、
和
泉
の
堺
や
近
江
の
国
友
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

『
諸
用
留
』
に
よ
る
と
、
大
坂
で
も
製
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、

大
名
が
海
防
や
地
域
防
衛
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
と
関
係
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
『
諸
用
留
』
に
は
鉄
砲
の
移
動
に
関
わ
る
文
書
も
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
な
か
か
ら
畿
内
・
近
国
大
名
に
関
わ
る
文
書
を
掲
載
し
た
。

　
　
「
畿
内
・
近
国
藩
」
に
は
、
岸
和
田
城
修
復
、
幕
末
期
に
お
け
る
畿
内
．
近
国
大

名
の
警
衛
に
関
わ
る
文
書
、
江
戸
藩
邸
お
よ
び
所
領
に
お
け
る
軍
事
調
練
に
関
わ
る

文
書
を
掲
載
し
た
。
こ
こ
で
は
畿
内
・
近
国
大
名
に
限
っ
た
が
、
嘉
永
七
年
（
一
八

五
四
）
正
月
の
ペ
リ
ー
来
航
直
後
の
『
公
用
留
』
（
二
四
冊
）
に
は
、
江
戸
の
藩
邸
お

よ
び
所
領
で
軍
事
調
練
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
伺
に
対
す
る
記
録
が
多
く
確
認
で

き
る
。

　
門
損
毛
書
」
に
は
、
前
掲
拙
稿
に
掲
載
で
き
な
か
っ
た
山
城
淀
藩
の
も
の
を
あ
わ

せ
て
、
畿
内
・
近
国
藩
の
所
領
損
毛
届
を
掲
載
し
た
。
『
諸
用
留
』
に
は
、
諸
藩
か

ら
の
自
盛
届
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
自
然
災
害
の
被
害
を
幕
府
に
届
け
る
こ
と
の

意
味
は
、
畿
内
・
近
国
研
究
だ
け
で
は
な
く
近
世
を
考
え
る
論
点
と
な
ろ
う
。
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凡
例

一、

j
料
の
体
裁
は
一
部
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
。

一
、
漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
宇
を
用
い
た
が
、
固
有
名
詞
な
ど
、
一
部
原
文
の

ま
ま
使
用
し
た
。

、
か
な
は
現
行
の
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
を
用
い
た
が
、
江
．
茂
・
者
な
ど
の

　
＝
部
の
助
詞
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。

一
、
合
字
は
平
仮
名
に
改
め
た
。

一
、
朱
書
は
、
『
　
』
で
示
し
た
。

一
、
読
解
上
、
疑
問
は
残
る
も
の
の
原
文
通
り
と
す
る
部
分
に
は
（
マ
マ
）
、
推
定

判
読
し
た
部
分
に
は
（
難
読
ヵ
）
を
写
本
に
付
し
た
。

、
原
文
で
訂
正
さ
れ
、
判
読
不
明
な
箇
所
は
臓
と
し
た
。

、
『
右
岡
断
』
に
つ
い
て
は
、
＊
に
そ
の
内
容
を
記
し
た
。

大
坂
城
守
衛

出
立
に
付
大
坂
在
番
永
井
直
諒
よ
り
伺

旗
本
・
直
道

　
　
門
【
柵
・
享
和
三
年
六
月
「
諸
事
留
」
】

『
松
平
丹
後
守
忌
中
罷
在
、
在
番
御
暇
未
被
下
記
三
共
定
日
出
立
之
積
可
櫓
心
得
哉
　
綱
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
同
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
市
橋
下
総
守
持
参
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
永
井
大
和
守
』

松
平
丹
後
守
、
私
当
秋
大
坂
在
番
二
付
来
月
廿
四
日
よ
り
両
組
中
段
々
出
立
、
丹
後

守
儀
同
廿
八
目
出
立
仕
候
、
然
ル
処
丹
後
守
妹
病
死
仕
、
同
五
日
迄
忌
中
罷
在
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
目
』

未
御
暇
不
被
　
　
仰
出
候
得
共
、
定
而
出
立
累
積
相
心
得
難
様
可
仕
哉
、
奉
伺
候
、

以
上

付
札

　
伺
之
通
可
被
相
心
得
候

　
　
　
六
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
井
大
和
守

　
『
伺
断
』

　
　
　
　
　
　
『
例
書
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
嗣
廓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
永
井
大
和
守
』

　
　
　
　
　
例
書

一
、
宝
永
三
戌
年
大
坂
在
番
先
登
森
川
紀
伊
守
父
同
年
六
月
七
日
病
死
仕
、
御
暇
之

　
時
節
相
障
候
二
付
、
以
後
之
例
二
も
相
成
候
間
、
可
相
成
儀
御
座
候
者
、
紀
伊
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
候
』

　
忌
明
～
同
御
暇
被
下
置
様
仕
度
段
其
節
御
用
番
大
久
保
加
賀
守
殿
江
申
上
候
処
、

　
紀
伊
守
忌
明
、
本
多
肥
後
守
拝
両
組
一
同
七
月
廿
八
β
御
暇
被
　
　
仰
出
、
即
目

　
御
奉
書
・
御
証
文
被
成
御
渡
、
翌
廿
九
日
よ
り
八
月
四
日
迄
二
追
々
出
立
仕
候

一
、
寛
保
三
亥
年
堀
式
部
少
輔
・
朽
木
和
泉
守
、
大
坂
在
番
二
付
七
月
廿
三
β
よ
り
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毅
々
出
立
可
仕
候
処
、
式
部
少
輔
伯
父
六
月
廿
一
目
病
死
仕
、
七
月
十
日
迄
忌
中

罷
在
候
、
其
節
御
暇
不
被
　
　
仰
出
候
得
共
、
定
日
出
立
之
積
相
心
得
候
様
可
仕

哉
之
段
平
用
番
土
岐
丹
後
守
殿
江
申
上
候
処
、
六
月
晦
臼
忌
　
　
御
免
三
三
三
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
翌
臨

月
代
理
、
登
　
城
仕
横
様
御
奉
書
至
来
仕
、
初
立
朔
日
御
暇
被
　
仰
臥
候

、
安
永
四
未
年
稲
葉
紀
伊
守
・
高
木
主
水
、
大
坂
在
番
二
付
七
月
廿
四
日
よ
り
段

々
出
立
可
仕
勤
皇
、
先
登
紀
伊
守
母
六
月
朔
日
病
死
仕
候
、
七
月
廿
一
霞
迄
忌
中

罷
在
候
付
、
忌
明
、
一
同
御
暇
願
等
之
儀
可
申
上
旨
御
用
番
松
平
右
京
大
夫
殿
江

主
水
正
割
窺
候
処
、
可
為
伺
之
通
旨
伺
書
江
以
御
蓋
札
被
仰
渡
、
七
月
廿
二
鐸
紀

伊
守
忌
明
二
付
御
暇
願
申
上
部
処
、
岡
廿
八
日
御
暇
被
　
仰
出
、
同
組
目
御
奉
書

・
御
証
文
被
成
御
渡
、
八
月
二
日
よ
り
同
七
日
迄
追
々
出
立
仕
候

、
三
五
翌
年
松
平
石
見
守
・
小
堀
備
監
守
、
大
坂
在
番
二
三
七
月
廿
四
日
よ
り
段

々
出
立
可
仕
処
、
石
見
守
祖
母
六
月
十
五
日
病
死
仕
、
七
月
十
五
目
忌
中
罷
在
、

其
節
御
暇
不
被
　
仰
出
候
得
共
、
定
日
出
立
之
積
相
心
得
候
様
可
仕
哉
毒
殺
御
用

番
松
平
周
防
守
殿
江
申
上
候
処
、
可
為
伺
之
通
石
鹸
御
附
説
黒
熱
渡
、
六
月
廿
九

日
忌
　
　
御
免
被
成
候
間
、
月
代
仕
、
登
　
城
仕
候
様
御
奉
書
到
来
仕
、
翌
朔
属

御
暇
被
　
仰
出
候

、
寛
政
七
卯
年
近
藤
石
見
守
・
建
部
内
匠
頭
、
大
坂
在
番
二
付
七
月
三
三
ヨ
よ
り

段
々
出
立
可
仕
処
、
内
匠
頭
養
方
伯
母
六
月
廿
一
日
病
死
仕
、
七
月
十
日
迄
忌
中

罷
在
、
其
節
御
暇
不
被
　
　
緊
緊
瓦
町
共
、
定
日
出
立
野
積
御
用
番
安
藤
対
馬
守

殿
江
申
進
駐
下
候
処
、
被
成
御
承
知
候
旨
被
仰
闘
、
六
月
晦
臼
忌
　
　
御
免
被
成

候
問
、
月
代
仕
、
登
　
城
仕
工
程
御
奉
書
至
来
仕
、
翌
朔
日
御
暇
被
仰
出
候

右
之
通
御
座
候
、
以
上

　
　
六
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
井
大
和
守

大
坂
加
番
代
に
付
常
陸
下
館
藩
主
石
川
総
管
よ
り
帰
国
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
胃
＝
冊
・
安
政
㎎
年
閨
五
月
「
潴
願
」
】

『
当
三
三
三
江
之
御
暇
初
回
三
下
一
二
処
、
大
坂
一
番
一
巡
　
仰
付
候
付
、
未
在
藤
江
罷
越
不
可

候
問
、
御
暇
被
下
職
、
在
所
薄
舞
越
、
従
計
量
大
坂
表
江
罷
登
候
様
滅
度
、
願
之
通
御
暇
被

下
置
候
者
誓
詞
之
儀
願
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
閏
五
月
三
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
金
照
式
部
持
参
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
石
用
若
狭
守
』

私
儀
王
春
在
所
江
留
意
聴
初
薦
被
下
重
書
処
、
大
坂
御
斎
酒
代
被
　
仰
西
諺
付
、

在
府
同
席
並
之
通
相
勤
継
継
候
、
然
ル
処
未
在
所
江
山
越
不
申
候
間
可
相
左
幕
御

座
候
者
以
御
盛
御
暇
被
下
痢
、
在
所
江
罷
越
仕
度
仕
、
従
彼
地
大
坂
御
表
出
罷
登

端
舟
仕
度
奉
存
候
、
願
之
通
御
平
被
下
中
候
者
誓
詞
典
儀
茂
被
　
仰
付
丘
町
置
二

様
奉
願
候
、
以
上

　
　
閏
五
月
三
瀬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
川
若
狭
守

『
同
断
、
右
類
例
書
共
出
、
即
日
持
幽
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
閾
五
月
三
揖
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箱
金
田
式
部
持
参
』

　
　
『
類
例
書
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
石
川
若
狭
守
』

　
　
　
　
類
例
書

私
儀
三
秋
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
候
、
未
在
所
脊
髄
越
不
意
候
間
、
前
々
御
暇

順
年
之
儀
二
も
御
座
候
付
、
可
相
成
儀
御
座
患
者
以
御
零
御
暇
拝
領
仕
、
在
所
江

罷
越
仕
度
仕
、
最
寄
二
も
御
座
候
問
、
従
彼
地
大
坂
表
江
罷
酒
蒸
様
仕
度
奉
存
否
、

願
一
通
御
暇
被
下
置
候
者
誓
詞
同
気
も
被
仰
付
被
下
候
蘇
鷺
醐
輯
揺
羅
）

　
　
　
四
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
垣
摂
津
守

右
之
通
弘
化
二
頃
年
四
月
十
八
日
御
用
番
之
節
御
先
手
奥
津
甚
右
衛
門
を
以
差
出

候
処
、
同
月
廿
五
日
在
所
江
之
御
暇
被
下
置
、
五
月
十
一
隅
於
評
定
所
誓
詞
被
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仰
付
候
由
二
御
座
候
、
以
上

　
　
閏
五
月
三
日

石
据
若
狭
守

大
坂
加
番
代
に
付
播
磨
安
志
藩
主
小
笠
原
貞
幹
よ
り
帰
国
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
＝
＝
冊
・
安
政
四
年
閏
五
月
「
諸
願
」
】

『
当
秋
大
坂
加
番
代
就
被
　
仰
付
候
、
御
暇
拝
領
致
し
在
所
江
罷
越
、
従
彼
地
大
坂
江
罷
登
候
様

致
し
度
、
願
一
通
御
暇
被
下
置
型
者
誓
下
之
儀
願
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
閾
五
月
三
口
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
甲
斐
庄
喜
右
衛
四
持
参
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
小
笠
原
信
濃
守
臨

私
儀
当
大
坂
御
加
番
代
就
被
　
仰
付
候
、
可
相
成
儀
御
座
候
者
以
死
馬
御
暇
拝
領

仕
、
在
所
江
罷
越
支
度
仕
、
向
寄
二
も
御
座
候
間
、
従
彼
地
大
坂
江
罷
登
候
様
仕

度
奉
存
候
、
願
之
通
御
暇
被
下
置
候
者
誓
詞
之
儀
茂
被
　
仰
付
被
下
候
様
奉
願
候
、

以
上

　
　
閾
五
月
三
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
笠
原
信
濃
守

『
同
断
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
閏
五
月
三
論
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
甲
斐
庄
喜
右
衛
門
持
参
』

　
　
『
回
書
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
小
笠
原
信
濃
守
隠

　
　
　
　
　
例
書

私
儀
三
秋
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
一
州
付
、
可
格
成
儀
御
座
実
者
以
順
序
御
暇
拝

領
仕
、
在
所
江
罷
越
支
度
仕
、
向
州
二
も
御
座
候
間
、
従
彼
地
大
坂
江
罷
登
候
様

仕
度
奉
存
候
、
願
之
通
御
暇
三
下
置
月
者
誓
詞
一
儀
一
端
　
　
仰
付
階
下
候
様
奉

願
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
勢
神
部
藩
主
本
多
忠
寛
）

　
　
二
月
十
一
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
伊
予
守

右
之
通
弘
化
四
丁
未
年
二
月
十
一
蹟
本
多
伊
予
守
在
所
江
之
御
暇
願
書
、
御
用
番

阿
部
伊
勢
守
殿
江
御
先
手
内
藤
遠
江
守
を
以
差
出
候
処
、
同
十
五
日
在
所
江
之
御

暇
被
下
置
、
同
廿
五
日
於
評
定
所
誓
詞
被
　
仰
付
候
由
御
座
候
、
以
上

　
　
閏
五
月
三
隅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
笠
原
信
濃
守

大
坂
在
番
士
相
続
に
付
大
坂
在
番
久
貝
正
典
よ
り
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
＝
螢
冊
・
弘
化
四
年
三
月
「
七
ヶ
條
」
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
廿
七
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
遠
山
安
芸
守
持
参
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
坂
在
番

　
　
　
　
跡
目
願
　
　
　
　
　
　
　
　
久
貝
因
幡
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
御
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
貝
因
幡
守
組

　
　
高
四
百
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
左
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
歳
四
十
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
子
惣
領

　
　
御
目
見
未
仕
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
精
～
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
歳
十
七

　
　
　
　
右
之
外
男
三
無
御
座
候

右
左
京
舞
去
準
縄
八
月
越
大
坂
御
番
罷
登
候
処
、
当
正
月
中
旬
よ
り
脚
気
二
而
相

勝
不
申
候
二
付
、
私
手
医
師
殿
木
椀
庵
薬
服
用
仕
、
押
而
相
勤
罷
在
候
処
、
兎
角

同
肺
胞
内
逆
上
塞
強
御
座
候
委
付
、
　
　
御
記
入
医
師
小
泉
隆
逸
・
堀
出
雲
守
手

医
師
佐
々
木
三
江
薬
二
転
養
生
仕
候
得
共
、
転
取
兼
候
二
付
、
又
候
私
手
医
師
殿

木
椀
庵
二
転
、
色
々
養
生
仕
候
得
共
、
此
節
二
至
仁
而
相
勝
不
申
、
寒
熱
往
来
、

差
込
強
、
眩
畢
征
沖
仕
、
食
事
一
向
進
無
御
座
、
追
臼
草
臥
相
増
、
病
気
段
々
三

重
候
旨
組
頭
共
申
聞
候
二
付
、
昨
十
七
目
出
雲
守
私
左
京
小
屋
江
罷
越
病
体
見
申
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候
処
、
本
服
可
三
十
無
御
座
候
、
依
之
跡
目
願
書
差
出
候
間
、
判
元
見
届
請
取
置

申
候
、
然
ル
処
左
京
儀
養
生
不
相
叶
今
晩
寅
刻
死
去
仕
候
、
左
京
願
置
候
通
実
子

惣
領
加
藤
精
一
郎
江
跡
式
無
相
違
被
下
置
候
様
仕
度
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
坂
在
番

　
　
未
三
月
十
八
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
貝
因
幡
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
廿
七
瞬
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
遠
山
安
芸
守
持
参
』

　
　
『
跡
懲
瀬
書
写
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
加
藤
左
京
』

『
右
二
通
、
廿
七
羅
出
、
翌
日
持
出
』

大
坂
在
番
士
相
続
に
付
大
岡
忠
愛
よ
り
願

跡
目
願

　
　
覚

高
二
百
五
拾
俵

御
目
見
仕
候

　
　
　
【
一
七
冊
・
嘉
永
三
年
三
月
「
七
ヶ
條
」
】

『
三
月
四
潤
』

　
『
逸
見
甲
斐
守
持
参
』

　
　
　
　
　
　
大
坂
在
番

　
　
　
　
　
　
　
　
大
岡
紀
伊
守

大
御
番

　
大
岡
紀
伊
心
組

　
　
　
河
野
鎌
三
郎

　
　
　
　
　
　
戌
歳
六
十
二

実
子
惣
領

　
　
　
河
野
鍔
之
丞

　
　
　
　
　
　
戌
歳
三
十
五

　
　
次
男

　
橋
殿
薪
番
頭
過
人

　
　
茂
八
郎
惣
領

同
屋
形
勘
定
奉
行
助

　
　
高
野
伝
之
丞
養
子

　
　
　
高
野
悦
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戌
歳
二
十
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
悦
次
郎
儀
茂
八
郎
惣
領
高
野
伝
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丞
男
子
無
爵
座
雛
門
付
、
続
者
臨
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
座
候
得
共
孫
智
養
子
仕
度
段
高
野
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
郎
相
願
候
処
、
嘉
永
三
主
年
十
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
廿
九
日
願
之
通
被
申
付
候
旨
於
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
殿
屋
形
申
渡
有
之
候
二
付
、
岡
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酉
年
四
月
十
七
臼
養
祖
父
高
野
茂
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郎
方
江
差
回
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
野
錦
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戌
歳
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
父
手
前
罷
在
候

　
　
　
右
之
外
男
子
無
御
座
候

右
鎌
三
郎
儀
去
酉
八
月
為
大
坂
御
番
罷
登
候
処
、
同
九
月
中
旬
よ
り
時
候
二
相
中

寒
熱
往
来
、
気
分
共
相
勝
不
申
候
二
付
、
米
倉
丹
後
守
手
医
師
藤
沢
元
朝
薬
服
用

仕
、
押
候
擶
相
勤
罷
在
候
処
、
兎
角
同
篇
二
付
、
　
御
城
入
医
師
小
出
立
圭
江
転
薬

仕
、
無
油
断
養
生
仕
候
処
、
岡
十
二
月
下
旬
よ
り
腹
痛
仕
、
痢
病
二
相
変
、
追
々
疲

労
相
増
、
別
而
相
勝
不
申
候
問
、
私
手
医
師
田
村
元
瑞
薬
転
療
養
仕
候
得
共
、
此
節

二
至
胸
痛
強
、
気
分
差
塞
、
食
事
一
向
進
無
御
座
、
次
男
草
臥
相
増
、
病
気
追
々
差

重
候
旨
組
頭
共
申
聞
候
帯
付
、
昨
廿
　
日
稲
葉
兵
部
少
輔
私
鎌
三
郎
小
屋
江
罷
越
、

病
躰
見
申
候
処
、
本
復
可
仕
躰
無
御
座
候
、
依
之
跡
目
願
書
差
出
候
二
付
判
元
見
届

請
取
置
申
候
、
然
ル
処
鎌
三
郎
儀
養
生
不
相
叶
、
今
晩
七
時
死
去
仕
候
、
鎌
三
郎
願

置
候
通
実
子
惣
領
河
野
鍔
之
細
江
跡
式
無
相
違
被
下
置
候
様
仕
度
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
坂
在
番

　
戌
二
月
廿
工
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
岡
紀
伊
守
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播
磨
山
崎
藩
主
本
多
忠
鄭
大
坂
定
番
関
係
諸
願
・
伺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
三
【
冊
・
安
政
四
年
関
五
月
「
瀦
願
」
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
閾
五
月
四
睡
』

　
『
御
金
拝
借
願
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
本
多
肥
後
守
』

私
儀
大
坂
玉
造
口
御
定
番
就
被
　
仰
付
候
、
家
来
土
ハ
迄
引
越
申
候
、
兼
々
手
前
不

如
意
罷
在
新
付
、
前
々
之
通
御
金
三
千
両
拝
借
仕
渡
凝
蝦
黒
影
牡
忠
粥
）

　
　
閏
五
月
四
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
肥
後
守

『
四
口
出
、
即
日
持
出
』

『
十
九
臼
左
之
例
書
共
出
、
即
臼
持
出
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
閏
五
月
十
九
臼
』

　
　
　
　
『
例
書
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
本
多
肥
後
守
』

　
　
　
　
　
一
書

田
沼
玄
三
頭
嘉
永
六
一
年
十
二
月
十
六
日
大
坂
御
定
番
結
　
仰
付
、
御
役
料
之
内

於
江
戸
表
請
取
度
旨
確
認
八
日
松
平
伊
賀
守
殿
涯
以
書
付
奉
願
候
国
処
、
願
之
通

被
　
仰
付
、
御
役
料
之
内
此
表
二
而
請
取
申
候
、
以
上

　
　
閏
五
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
肥
後
守

　
『
御
願
之
間
心
対
羽
織
出
来
巴
町
申
聞
候
書
付
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
閏
五
月
四
瞬
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
本
多
胆
後
守
』

　
　
　
　
　
口
上
覚

今
度
私
儀
大
坂
玉
造
口
御
定
番
就
被
　
仰
付
候
、
御
預
之
同
心
百
人
対
羽
織
も
出

来
過
様
御
細
工
頭
江
被
　
仰
渡
可
被
下
構
、
以
上

　
　
閏
五
月
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
肥
後
守

『
圃
断
』
　
＊
「
四
日
出
、
即
日
持
繊
」
の
こ
と

『
御
役
料
之
内
当
年
夏
之
熱
意
候
様
致
し
度
旨
願
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
閏
五
月
十
九
醸
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
本
多
肥
後
守
』

　
　
　
　
口
上
覚

私
儀
御
役
料
之
内
当
年
夏
之
分
際
相
成
儀
御
座
候
者
、
何
卒
刷
紙
表
御
渡
旗
下
候

様
仕
度
奉
存
候
、
此
段
奉
願
誓
、
以
上

　
　
閣
五
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
肥
後
守

（
老
中
・
越
後
長
岡
藩
虫
牧
野
忠
雅
力
）

相
　
　
備
前
守

本
多
肥
後
守
渡

　
　
　
　
本
多
肥
後
守

　
　
　
　
口
上
覚

私
儀
御
役
料
之
内
当
年
夏
之
分
可
相
成
儀
御
座
拙
者
何
卒
於
此
表
御
渡
靴
下
島
島

仕
度
奉
存
候
、
此
段
奉
願
候
、
以
上

　
　
閏
五
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
肥
後
守

　
　
　
付
札

　
　
　
　
　
可
為
願
之
通
候
、

『
六
月
九
潤
持
帰
臨

『
大
坂
御
定
番
被

口
上
覚

尤
御
勘
定
奉
行
可
被
書
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
三
一
罷
・
安
政
四
年
閉
五
月
『
諸
伺
」
】

仰
付
罷
登
候
二
付
増
進
四
男
・
五
錫
共
3
1
越
候
様
年
度
旨
伺
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
閏
五
月
十
二
瞬
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
本
多
罷
後
守
』
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私
儀
大
坂
御
定
番
被
　
仰
付
罷
登
候
二
付
、

奉
存
候
、
此
段
奉
伺
候
、
以
上

　
　
閏
五
月
十
二
日

『
可
為
糊
之
通
候
』

　
　
『
伺
断
、
岩
崎
秀
之
助
江
同
人
渡
之
』

妻
井
四
男
・
五
男
共
引
越
候
積
仕
度

　
　
　
　
　
　
本
多
肥
後
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
開
五
月
十
二
日
』

　
　
　
　
糀
例
書
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
本
多
肥
後
守
』

　
　
　
　
　
例
書

　
　
　
　
口
上
覚

私
儀
大
坂
御
定
番
被
　
仰
付
罷
登
候
二
付
、
妻
拝
二
男
・
娘
三
人
引
越
候
様
仕
度

奉
存
候
、
此
段
奉
伺
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
相
模
荻
野
山
寧
藩
主
大
久
保
教
孝
）

　
　
閏
正
月
二
欝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
久
保
出
雲
守

右
之
通
文
政
五
午
年
閏
正
月
二
日
御
用
番
土
井
大
炊
頭
殿
沈
以
使
者
差
出
候
処
、

可
為
伺
之
通
旨
御
附
札
相
済
候
由
御
座
候
、
以
上

　
　
閏
五
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
肥
後
守

　
『
大
坂
御
城
入
為
御
礼
差
上
物
伺
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
閏
五
月
十
二
日
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
本
多
肥
後
守
』

　
　
　
　
　
覚

　
　
　
賜
　
　
　
　
　
｝
箱

　
　
　
昆
布
　
　
　
　
一
箱

　
　
　
御
樽
　
　
　
　
一
箱

右
之
通
大
坂
御
定
番
之
者
御
城
入
為
御
礼
以
使
者
前
々
差
上
来
候
由
、
私
儀
茂
右

之
通
可
仕
候
哉
奉
伺
候
、
以
上

　
　
閏
五
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
肥
後
守

『
伺
之
通
草
有
献
上
候
脇

　
『
十
二
瞬
出
、
即
屡
持
出
、
同
断
江
同
人
渡
之
』

　
『
土
用
申
差
上
物
伺
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
閏
五
月
十
二
痙
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
本
多
胆
後
守
』

　
　
　
　
　
覚

　
　
　
芳
野
葛
　
　
　
一
箱

　
　
　
　
土
用
中

右
者
大
坂
御
定
番
先
役
之
者
差
上
来
候
由
及
承
候
、
前
々
之
通
差
上
回
申
哉
奉
伺

候
、
以
上

『
可
為
先
格
之
通
候
』

　
『
同
断
、
岡
人
江
同
人
霞
草
』

　
『
九
月
中
差
上
物
渡
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
閏
五
月
十
二
臼
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
本
多
肥
後
弓
隠

　
　
　
　
　
覚

　
　
　
栗
　
　
　
　
　
一
箱

　
　
　
　
九
月
中

右
者
大
坂
御
定
番
先
役
之
者
差
上
来
候
由
及
承
候
、
前
々
之
通
差
上
可
申
候
哉
奉

伺
候
、
以
上

　
　
閏
五
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
肥
後
守

『
可
為
先
格
之
通
候
賑

　
『
同
断
、
同
人
講
書
、
同
人
渡
之
』
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（
老
中
・
越
後
長
岡
藩
主
牧
野
忠
雅
力
）

撫
　
　
備
前
守

　
御
勘
定
奉
行
江

　
【
＝
＝
冊
・
安
政
鴎
年
三
五
月
「
書
付
口
上
」
】

（
勘
定
塞
行
・
松
平
近
直
）

松
平
河
内
守
旧

右
大
坂
江
引
越
候
二
付
願
之
通
金
三
千
両
拝
借
被

渡
候
、
返
納
之
儀
者
無
為
先
格
紅
雲
候

『
七
旨
、
持
帰
隔

大
坂
御
定
番

　
　
　
本
多
肥
後
守

仰
付
髭
問
、
得
其
意
可
被
相

大
坂
定
番
拝
借
金
返
納
に
付
近
江
三
上
藩
主
遠
藤
胤
統
家
来
よ
り
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
五
褥
・
天
保
六
年
十
二
月
門
諸
届
」
】

　
『
拝
借
金
上
納
届
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
十
二
月
島
六
一
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
遠
藤
但
馬
守
家
来
』

　
　
　
　
口
上
覚

遠
藤
但
馬
守
去
ル
轡
型
大
坂
御
定
半
被
　
仰
付
候
敷
金
三
千
両
拝
借
被
　
仰
付
、

返
納
之
儀
者
去
午
よ
り
卯
迄
拾
年
賦
之
内
当
未
上
分
三
百
両
今
日
上
納
仕
候
、
此

段
御
門
申
上
襟
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
藤
但
馬
守
家
来

　
　
十
二
月
廿
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
頼
母

『
同
断
』
　
　
『
廿
六
日
出
、
　
翌
円
［
持
賑

鉄
砲
製
造
・
移
動

鉄
砲
移
動
に
付
近
江
彦
根
藩
主
井
伊
直
亮
よ
り
裏
印
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
門
一
三
冊
・
弘
化
鶏
年
三
月
「
証
文
裏
判
」
】

、
鉄
炮

但
、

覚

ま
た
き

　
井
伊
掃
部
頭
裏
印
之
儀
申
藩
候
鉄
炮
証
文
二

　
百
目
筒
還
魂

　
六
拾
同
［
筒
士
魑
挺

　
五
拾
目
筒
壱
三

内
弐
拾
目
筒
壱
挺

　
四
匁
筒
百
五
拾
挺

　
三
匁
八
分
筒
五
挺

　
三
匁
筒
三
挺

百
六
拾
三
挺

二
者
従
近
江
国
彦
根
江
戸
屋
敷
迄
陸
地
高
下
申
候
、

様
御
裏
印
豊
成
可
被
下
候
、
以
上

課
靴
課
凱
鱗
r
覇
泄
艦
日

　
　
　
阿
部
伊
勢
守
殿

　
（
老
申
・
越
後
、
長
囲
藩
主
牧
野
忠
雅
）

　
　
　
牧
野
備
前
守
殿

　
（
老
嘩
・
丹
波
篠
山
藩
主
青
山
忠
良
）

　
　
　
青
山
下
野
守
殿

　
（
老
中
・
下
野
寧
都
宮
藩
憲
戸
田
忠
温
）

　
　
　
戸
田
山
城
守
殿

表
書
之
鉄
炮
百
六
拾
三
挺
関
所
無
相
違
可
相
通
候
、

　
　
　
山
城
印

　
　
　
下
野
印

盤
切
御
関
所
無
相
違
相
通
候

（
近
江
彦
根
藩
主
井
伊
直
亮
〉

井
伊
掃
部
七
竃
判

断
者
本
文
有
之
候
、
以
上
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伊
勢
印

備
前
印

今
切

　
関
所
書
中

　
　
　
　
　
覚

、
鉄
炮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
挺

　　

A
内
館
璽
簾

武
者
従
近
江
国
彦
根
江
戸
屋
敷
迄
陸
地
指
直
覧
候
、
今
切
御
関
所
無
相
違
相
通
候

様
御
裏
印
被
成
可
隠
江
候
、
以
上

　
弘
化
四
丁
未
年
二
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
伊
掃
芋
頭
印
判

　
　
　
四
人
殿

『
右
二
通
、
十
瞬
出
、
即
艮
持
出
、
嗣
夕
令
裏
印
持
帰
、
宅
江
留
守
居
呼
、
安
中
半
右
衛
門
平
定

　
之
丞
渡
之
』

表
書
之
鉄
炮
五
挺
関
所
無
相
違
可
相
通
候
、
断
者
本
文
有
之
候
、
以
上

　
　
　
山
城
印

　
　
　
下
野
印

　
　
　
備
前
印

　
　
　
伊
勢
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
所
番
中

鉄
砲
移
動
に
付
大
坂
在
番
安
房
館
山
藩
主
稲
葉
正
巳
よ
り
裏
印
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
＝
漏
冊
・
弘
化
四
年
三
月
「
証
文
裏
判
」
】

　
　
　
　
『
鉄
炮
証
文
裏
印
之
儀
申
闘
候
書
付
臨
　
『
三
月
廿
一
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
遠
山
安
芸
守
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
番
頭
・
遠
出
景
高
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
山
安
芸
守

二
條
在
番
稲
葉
兵
部
少
輔
今
度
於
泉
州
表
新
規
鉄
炮
拾
挺
為
馬
差
下
押
度
旨
、
依

之
今
切
御
関
所
鉄
炮
証
文
壱
通
差
下
申
候
間
進
達
仕
候
、
御
裏
書
御
印
被
成
下
候

様
仕
度
奉
還
候
旨
丘
胴
部
少
輔
よ
り
申
越
候
二
業
申
上
候
、
当
選
二
條
在
番
先
登
番

頭
森
川
紀
伊
守
持
参
仕
、
交
代
之
節
兵
部
少
輔
江
相
盛
候
儀
二
御
座
候
、
紀
伊
守

来
ル
三
九
掻
愛
許
発
足
仕
候
、
定
目
二
御
座
候
間
、
可
相
成
儀
二
御
座
候
者
右
出

立
以
前
迄
二
御
裏
書
御
印
被
成
御
渡
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、
此
段
申
上
候
、
以

上　
未
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
番

　
　
三
月
廿
一
冒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
山
安
芸
守

『
廿
百
左
之
証
文
其
出
、
即
鶏
持
出
、
同
夕
令
裏
邸
持
帰
、
宅
江
家
来
呼
、
永
田
新
助
江
喜
内

渡
之
』

　
ま
た
き

　
　
稲
葉
兵
部
少
輔
裏
印
之
儀
申
聞
候
鉄
炮
証
文

　
　
　
今
度
従
京
都
江
戸
江
差
下
申
候
鉄
炮
之
覚

、
鉄
炮
拾
挺

　
　
　
内

　
　
　
　
壱
挺
筒
長
弐
尺
三
寸
　
　
　
玉
目
三
拾
目

　
　
　
　
六
挺
筒
長
弐
尺
五
寸
　
　
　
玉
目
拾
匁

　
　
　
　
壱
挺
筒
長
三
尺
三
寸
　
　
　
玉
目
三
匁
五
分

稲
葉
兵
部
少
輔
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弐
挺
筒
長
三
尺
三
寸
　
　
　
玉
目
三
匁

右
之
鉄
炮
者
今
度
於
泉
州
新
規
為
張
差
富
麗
候
間
、
今
切
御
関
所
無
相
違
背
通

候
様
御
裏
印
申
請
度
奉
存
候
、
為
後
目
如
斯
御
座
候
、
以
上

　
弘
化
四
丁
未
年
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
葉
兵
部
少
輔
印
判

　
　
四
人
殿

裏
書
之
鉄
炮
拾
挺
関
所
無
相
違
可
相
通
候
断
者
本
文
有
之
候
、
以
上

　
　
山
城
印

　
　
下
野
印

　
　
備
前
印

　
　
伊
勢
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
所
番
中

　
備
前
守
殿

　
　
　
　
御
招
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
屋
紀
伊
守

新
規
製
造
鉄
砲
移
動
に
付
大
坂
在
番
久
貝
正
典
よ
り
伺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
四
冊
・
弘
化
四
年
五
月
「
諸
伺
」
】

『
於
大
坂
三
二
百
目
之
鉄
炮
新
規
為
張
候
而
持
ド
り
申
度
旨
伺
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
五
月
廿
八
預
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
九
鬼
式
部
少
輔
持
参
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
久
員
鶴
幡
守
』

此
度
私
儀
於
裳
許
玉
旨
百
目
之
鉄
炮
新
規
為
張
候
醐
持
下
り
申
度
奉
存
候
、
然
ル

処
是
迄
同
役
と
も
別
紙
目
方
之
鉄
炮
者
持
下
り
候
処
、
其
余
目
方
之
鉄
炮
持
下
り

候
先
例
見
当
り
不
申
候
得
共
、
紐
革
成
儀
二
御
座
候
者
右
鉄
炮
新
規
為
張
、
持
下

り
候
之
様
仕
度
奉
存
候
、
不
苦
儀
二
御
座
候
哉
此
段
御
内
慮
奉
伺
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
坂
在
番

　
　
五
月
十
五
艮

『
廿
窪
窪
左
之
別
紙
と
も
出
、

　
『
溺
紙
瞼

　
　
　
　
　
覚

天
保
十
四
年
八
月

一
、
玉
目
三
拾
目
鉄
炮
壱
挺

同
年
同
月

一
、
玉
目
三
拾
目
鉄
炮
壱
挺

一
、
玉
目
弐
拾
目
鉄
炮
壱
挺

弘
化
二
巳
年
四
月

｝
、
玉
目
五
拾
目
鉄
炮
壱
挺

一
、
玉
目
三
拾
目
鉄
炮
弐
挺

右
之
通
新
規
鉄
炮
為
張
、
年
下
申
候
、

五
月
十
五
日

久
貝
因
幡
守

即
日
御
持
出
』

　
　
　
　
『
五
月
過
八
臼
』

　
　
　
　
　
　
　
『
九
鬼
式
部
少
輔
持
参
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
久
貝
園
幡
守
』

大
坂
在
番

　
　
　
高
井
但
馬
守

大
坂
在
番

　
酒
井
隠
岐
守
組

　
　
　
服
部
又
一
郎

二
條
在
番

　
　
　
遠
山
安
芸
守

以
上

　
　
　
　
　
　
大
坂
在
番

　
　
　
　
　
　
　
　
久
貝
因
幡
守

鉄
砲
製
造
に
付
山
城
淀
藩
主
稲
葉
正
邦
家
来
よ
り
届

『
鉄
炮
二
挺
・
鉄
張
筒
玉
類
弐
百
目
、

　
　
　
　
　
覚

鉄
炮

　
但
、
鉄
弓
筒
玉
目
弐
百
目

＝
七
冊
・
嘉
永
三
年
三
月
「
諸
届
」
】

此
度
新
規
張
立
申
付
候
旨
鷹
晦

　
　
　
　
　
　
『
三
月
七
巳
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
『
稲
葉
長
門
守
家
来
』

壱
挺
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右
者
此
度
浅
草
阿
部
川
町
罷
在
候
国
友
庄
角
与
申
者
江
新
規
張
立
申
付
候
、
長
門

守
在
邑
二
子
此
段
御
届
申
上
野
、
以
上

　
　
三
月
七
碍

『
七
日
出
、
即
日
持
出
嚥

稲
葉
長
門
守
家
来

　
　
　
飯
塚
郷
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
一
七
冊
・
嘉
永
三
年
三
月
「
諸
届
」
】

『
鉄
炮
三
三
弓
張
筒
玉
目
弐
百
目
、
此
度
新
規
張
立
申
付
候
旨
属
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
七
潤
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
稲
葉
長
門
等
家
来
』

　
　
　
　
　
　
覚

鉄
炮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
融
業

　
　
但
、
鉄
張
筒
玉
目
弐
百
目

右
者
此
度
浅
草
阿
部
川
町
罷
在
候
国
友
庄
角
与
申
者
江
新
規
張
立
申
付
候
、
長
門
守

在
邑
二
付
此
段
御
届
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
葉
長
門
守
家
来

　
　
三
月
七
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
塚
郷
左
衛
門

　
『
七
冒
出
、
即
日
持
出
』

鉄
砲
製
造
に
付
摂
津
尼
崎
藩
主
松
平
忠
英
よ
り
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
一
八
冊
・
嘉
永
三
年
四
月
「
無
届
」
】

『
六
貫
冒
玉
唐
銅
筒
初
筆
寄
合
医
師
小
野
西
節
厄
介
叔
父
小
蝉
金
三
郎
江
相
頼
、
武
州
想
口

　
宿
鋳
物
師
安
次
郎
江
新
規
申
付
候
旨
届
』

　
　
　
　
覚

、
六
貫
目
玉
唐
銅
筒
　
　
　
　
　
　
　
壱
挺

、
百
五
拾
目
玉
唐
帯
鋸
　
　
　
　
　
　
壱
挺

右
之
通
此
度
寄
合
御
医
師
小
野
西
節
様
御
厄
介
御
叔
父
小
野
金
三
郎
富
江
御
頼

申
、
元
御
代
官
大
熊
善
太
郎
様
御
支
配
所
武
州
川
口
宿
鋳
物
師
安
次
郎
江
新
規
申

候
、
遠
江
守
在
邑
二
付
此
段
御
届
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
遠
江
守
家
来

　
　
四
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
見
純
輔

鉄
砲
移
動
に
付
大
和
小
泉
藩
主
片
桐
貞
照
よ
り
裏
印
願

【
一
九
冊
・
嘉
永
三
年
四
月
「
証
文
三
三
ご

　
　
　
　
　
覚

、
鉄
炮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
挺

　
　
内

　
玉
目
三
拾
目
筒
　
　
　
　
　
　
　
壱
挺

　
玉
目
拾
匁
筒
　
　
　
　
　
　
　
　
五
挺

進
者
今
度
在
所
従
大
和
国
小
泉
江
戸
屋
鋪
迄
取
寄
申
候
、
今
切
御
関
所
無
相
違
罷

通
候
様
被
成
御
裏
印
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幼
年
二
付
邸
形
相
用
候

　
嘉
永
三
庚
戌
年
四
月
四
艮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
片
桐
助
作
印

　
　
　
五
人
殿

『
右
四
臼
出
、
即
日
持
出
裏
書
令
調
邸
持
帰
、
同
夕
宅
江
留
穿
居
呼
藤
林
直
認
江
勘
三
郎
渡
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之
』

穫
認
灘
難
糎
蜘
無
相
違
可
相
酌
、

（
老
中
三
艶
顧
業
松
選
）

（　
@
　
　
和
泉
老
中
・
下
野
字
都
宮
藩
主
戸
出
忠
温
）

　
　
　
山
城

（
老
巾
・
趣
後
長
岡
藩
・
王
牧
竪
忠
雅
藩
主
）

　
　
　
備
前

（
老
中
・
備
後
顯
山
藩
主
阿
部
正
弘
）

　
　
　
伊
勢

断
者
本
文
有
之
候
、
以
上

今
切

　
関
所
番
中

鉄
砲
移
動
に
付
大
坂
鈴
木
町
代
官
竹
垣
直
道
よ
り
裏
印
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
一
九
冊
・
嘉
永
三
年
四
月
「
簸
文
裏
判
」
】

宅
拭
家
来
呼
可
渡
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
代
官

　
　
　
　
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
垣
三
右
衛
門

、
鉄
炮
八
挺

　
玉
冒
拾
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
挺

　
同
六
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
挺

　
同
三
匁
五
分
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
挺

右
三
右
衛
門
所
持
之
鉄
炮
大
坂
鈴
木
町
御
役
宅
二
差
置
候
処
、
此
度
支
配
所
場
所

替
被
　
　
仰
付
、
依
之
同
所
よ
り
右
鉄
炮
取
寄
候
二
付
、
箱
根
今
切
御
関
所
無
相

違
罷
覆
様
御
裏
印
被
成
可
被
下
候
、
剛
馳
鴛
醤
頼
方
）
印

嘉
永
三
至
高
四
月
　
　
　
（
勘
舞
猫
講
峙
礪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
須
美
佐
渡
守
居
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勘
定
奉
行
・
松
草
近
直
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勘
定
奔
緯
鞭
誼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
河
土
佐
守
居
判

　
　
　
阿
部
伊
勢
守
殿

　
　
　
牧
野
備
前
守
殿

　
　
　
戸
田
山
城
守
殿

　
　
　
松
平
和
泉
守
殿

　
　
　
松
平
伊
賀
守
殿

表
書
之
鉄
炮
八
挺
関
所
無
相
違
可
相
通
候
断
者
本
文
有
之
候
、
以
上

戌
署
伊
賀

　
　
　
　
　
和
泉

　
　
　
　
　
山
城

　
　
　
　
　
備
前

　
　
　
　
　
伊
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箱
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
所
番
中

『
右
者
四
臼
持
帰
』
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鉄
砲
移
動
に
付
和
泉
伯
太
藩
主
渡
辺
章
綱
よ
り
裏
印
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
【
九
冊
・
嘉
永
三
年
四
月
「
証
文
裏
判
」
】

渡
辺
備
中
守
裏
印
之
儀
申
聞
候
鉄
炮
証
文

　
　
　
　
覚

、
鉄
炮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
挺

　
　
内

　
　
玉
目
百
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
挺

　
　
玉
目
五
拾
目
　
　
　
　
　
　
　
壱
挺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
挺

　
　
玉
目
拾
匁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
太
）

右
者
此
度
従
和
泉
国
馬
丁
江
戸
屋
敷
迄
差
読
癖
候
、
今
夏
蔦
関
所
無
相
違
罷
斥
候

遍
羅
遷
御
裏
印
可
輩
下
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
嘉
永
三
無
戌
年
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺
備
中
守
判

　
　
五
人
殿

荊
右
廿
二
顕
出
、
即
羅
持
出
左
之
通
令
裏
書
調
印
持
帰
、
同
夕
宅
江
留
守
居
呼
福
地
銀
左
衛

　
三
江
勘
左
衛
門
三
田

表
書
之
鉄
炮
七
挺
関
所
無
相
違
可
相
通
候
、

　
　
伊
賀

　
　
和
泉

断
考
本
文
有
之
候
、
以
上

　
山
城

臼
光
江
相
越
候
付
無
加
印

　
備
前

臼
光
江
相
越
候
付
無
加
印

今
切

　
関
所
番
中

新
規
製
造
鉄
砲
移
動
に
付
大
番
頭
加
納
久
徴
よ
り
裏
印
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
二
一
冊
・
嘉
永
三
年
七
月
「
証
文
裏
判
」
】

　
『
鉄
炮
証
文
裏
印
之
儀
申
開
候
書
付
臨
　
　
　
　
　
　
　
『
七
月
十
　
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
加
納
備
中
害
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
納
備
中
守

大
坂
在
番
稲
葉
兵
部
少
輔
・
大
岡
紀
伊
守
於
大
坂
表
新
規
為
張
候
鉄
炮
今
度
差
下
申

度
旨
、
依
之
今
切
御
関
所
鉄
炮
証
文
差
下
、
御
裏
書
御
印
被
成
下
落
様
仕
度
奉
存
候

穀
従
兵
部
少
輔
・
紀
伊
守
申
越
候
間
右
証
文
進
達
仕
候
、
大
坂
在
番
帯
代
算
盤
候
先

番
頭
土
岐
丹
波
守
持
参
仕
、
交
代
之
節
兵
部
少
輔
・
紀
伊
守
江
相
細
頚
無
二
御
座
候
、

丹
波
守
来
ル
廿
二
日
愛
許
発
足
仕
候
、
定
日
御
座
候
間
可
相
成
儀
二
御
座
聾
者
右
出

立
以
前
迄
二
御
裏
書
御
印
被
成
御
渡
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、
此
段
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
番

　
　
戌
七
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
納
備
中
守

『
十
～
睡
左
之
証
文
共
出
、
即
日
持
出
、
嗣
夕
裏
書
令
調
印
持
帰
、
宅
江
兵
部
少
輔
留
守
居
呼
、

　
藤
浪
兎
宅
江
助
八
郎
渡
之
』
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鉄
砲
移
動
に
付
摂
津
高
槻
藩
主
永
井
直
輝
よ
り
裏
印
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
二
四
冊
・
嘉
永
七
年
二
月
「
証
文
裏
判
」
】

永
井
遠
江
守
裏
印
儀
申
聞
候
鉄
炮
証
文

　
　
　
　
覚

、
百
目
玉
転
銅
筒

、
八
匁
筒

、
七
匁
五
分
筒

、
六
匁
筒

、
三
匁
筒

弐
挺

壱
挺

廿
挺

拾
壱
挺

五
挺

右
者
此
度
従
摂
津
国
高
槻
江
戸
屋
鋪
迄
差
越
申
候
、

様
被
成
御
裏
印
可
被
下
候
、
以
上

　
嘉
永
七
三
寅
年
二
月
十
日

　
　
　
六
人
殿

今
切
御
関
所
無
相
違
罷
通
候

　
　
　
　
　
　
　
印

　
　
　
永
井
遠
江
守
判

鉄
砲
製
造
に
付
山
城
淀
藩
主
稲
葉
正
邦
よ
り
届
　
門
二
四
儒
・
嘉
永
七
年
二
月
「
宅
申
渡
」
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
葉
長
門
守

一
、
唐
銅
筒
壱
挺
、
但
、
三
貫
目
玉
ホ
ー
イ
ツ
ス
ル
、
右
之
通
京
都
山
豊
門
罷
在
候

　
鉄
炮
師
乾
庄
丘
ハ
衛
与
申
者
方
二
而
新
規
出
立
申
付
論
旨
届

鉄
砲
製
造
に
付
日
向
延
岡
藩
主
内
藤
正
義
よ
り
届
【
二
五
偲
・
嘉
永
七
年
三
月
「
潴
届
」
】

　
『
三
貫
揖
玉
唐
銅
筒
初
筆
三
三
州
大
坂
南
瓦
屋
町
仏
具
儘
善
兵
衛
細
工
場
鋳
立
申
付
候
旨
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
十
五
臼
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
内
藤
能
登
守
』

　
　
　
　
　
覚

一
、
三
貫
目
玉
唐
銅
筒
　
　
　
壱
挺

一
、
壱
貫
蔭
玉
唐
銅
筒
　
　
　
壱
挺

　
右
今
度
於
摂
州
大
坂
南
瓦
屋
町
仏
具
屋
善
兵
衛
細
工
場
鋳
立
申
付
候
、
此
段
御
届

　
申
上
候
、
以
上

　
　
　
二
月
十
一
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
藤
能
登
守

　
『
十
五
臼
繊
、
翌
日
持
出
』

新
規
製
造
鉄
砲
移
動
に
付
大
番
頭
大
久
保
よ
り
裏
印
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
二
五
冊
・
嘉
永
七
年
三
月
「
証
文
裏
判
」
】

　
　
　
　
　
今
度
従
京
都
江
戸
江
差
下
申
候
鉄
炮
之
覚

一
、
鉄
炮
拾
三
挺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
久
保
因
幡
町

　
　
　
内

壱
挺
筒
長
三
尺
六
寸
七
分

弐
挺
筒
長
弐
尺
三
寸
三
分

壱
挺
筒
長
弐
尺
三
寸

平
壌
著
長
弐
尺
三
寸
三
分

二
挺
懇
書
弐
尺
三
寸

五
挺
筒
長
弐
尺
弐
寸
八
分

玉
目
八
匁

玉
目
八
匁

玉
目
八
匁

玉
目
七
匁

玉
目
六
匁

玉
目
六
匁
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・
鉄
炮
壱
挺
鏑
雛
三
赦
久
難
鶏
郎

・
鉄
鍵
誰
糧
桐
組
松
平
清
藷

豪
炮
轟
雛
三
輌
組
服
部
茂
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
組
江

一
毒
誰
蠣
掘
田
野
認
り
代
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
三
江

「
鉄
炮
壱
挺
醸
駅
三
叢
話
謬
論
よ
り
代
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
三
江

・
鉄
炮
壱
挺
誰
雛
三
赫
笠
齢
岬
講
よ
り
代
々
人

　
　
　
合
七
挺

　
　
都
合
鉄
炮
弐
拾
挺

右
之
鉄
炮
者
今
度
於
城
州
・
泉
州
新
規
為
張
差
下
申
候
間
、
今
切
御
関
所
無
相
違

罷
通
候
様
御
裏
印
申
請
度
奉
存
候
、
為
後
日
如
斯
御
座
候
、
以
上
　
　
　
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
嘉
永
七
甲
寅
年
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
久
保
因
幡
守
判

　
　
　
六
人
殿

畿
内
・
近
国
藩

岸
和
田
城
修
復
に
付
和
泉
岸
和
田
藩
主
岡
部
長
和
よ
り
伺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
【
餌
冊
・
弘
化
廻
年
五
月
「
諸
伺
」
】

『
和
泉
国
岸
私
田
城
石
垣
土
居
修
補
伺
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
五
月
廿
四
揖
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
岡
部
内
膳
正
』

私
在
所
和
泉
国
岸
和
田
城
二
曲
輪
東
中
門
内
石
垣
壱
ヶ
所
・
捻
曲
輪
酉
北
之
間
石

垣
弐
箇
所
・
同
所
北
東
之
間
石
垣
壱
ヶ
所
、
孕
三
曲
輪
北
東
之
間
水
敵
之
土
居
壱

ヶ
所
・
捻
曲
輪
北
東
之
間
水
敵
之
土
居
壱
ヶ
所
崩
候
付
修
補
仕
度
、
右
弐
ヶ
所
之

土
居
堀
江
崩
込
候
付
、
凌
之
儀
絵
図
朱
印
薫
蒸
以
連
々
如
元
申
付
度
蓬
蓬
候
、
依

之
以
下
絵
図
奉
伺
候
、
宜
三
差
図
可
被
成
下
候
、
以
上

　
　
五
月
十
一
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
部
内
膳
正

『
同
瞬
左
之
絵
図
と
も
嵐
、
翌
日
持
出
、
廿
六
日
令
附
回
持
帰
、
同
夕
宅
江
留
守
居
呼
』

『
此
通
可
被
調
候
』

和
泉
国
岸
称
燭
城
絵
図

　
　
　
　
　
　
　
　
『
五
月
廿
四
臼
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
部
内
膳
正
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和
泉
大
鳥
郡
松
屋
新
田
海
岸
加
勢
に
付
河
内
狭
山
藩
主
北
条
疑
燕
よ
り
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
門
三
三
冊
・
安
政
二
年
九
月
「
諸
届
b

『
在
所
前
寄
海
岸
加
勢
三
儀
兼
而
被
　
仰
付
有
之
候
処
、
駿
府
加
番
被
　
仰
付
、
在
所
巨
人

　
少
罷
藩
候
聞
、
加
勢
之
儀
加
番
中
差
嵐
兼
候
旨
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
九
月
十
四
日
嚇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
北
条
美
濃
守
』

在
所
前
芸
泉
州
大
鳥
郡
松
屋
新
田
御
代
官
所
海
岸
御
加
勢
之
儀
兼
蒲
被
　
仰
付
御

座
候
所
、
駿
府
御
加
番
被
　
仰
付
、
高
並
之
武
器
・
人
数
召
連
候
二
付
、
在
所
表

人
悉
曇
成
候
問
右
同
所
御
加
勢
之
遷
御
加
番
中
差
出
兼
申
候
、
此
段
御
届
申
上
候
、

以
上

　
　
九
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
条
美
濃
守

摂
津
警
衛
に
三
遷
津
三
霞
藩
主
九
鬼
隆
義
家
来
よ
り
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
四
五
冊
・
文
久
二
年
十
二
月
門
諸
願
」
】

　
　
　
　
　
九
鬼
長
門
守
家
来
差
出
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
周
防
守

長
門
守
儀
兼
衙
泉
州
大
鳥
郡
警
衛
之
儀
被
　
仰
付
、
其
節
差
上
候
書
付
之
通
用
意

仕
候
、
然
ル
処
右
大
鳥
郡
警
衛
之
節
、
万
々
一
騒
立
候
得
者
在
所
江
之
通
路
相
絶

可
申
困
難
之
儀
も
可
有
御
座
哉
与
甚
心
配
仕
候
、
且
又
大
坂
考
要
枢
之
地
層
御
座

候
得
者
、
猶
更
厳
重
之
票
固
メ
可
有
御
座
付
蒲
者
、
夷
賊
難
丹
波
地
よ
り
直
二
京

都
江
出
候
事
も
不
被
図
儀
与
奉
存
候
、
長
門
守
在
所
之
儀
者
其
街
路
二
当
候
得
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
双
方
共
如
何
与
心
配
仕

其
節
二
至
り
大
鳥
郡
警
衛
労
力
合
シ
不
勢
均
小
勢
之
処
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
菟
）

候
、
依
之
摂
州
八
部
兵
庫
よ
り
北
折
壁
路
天
王
峠
、
同
州
免
原
郡
御
影
よ
り
北
折

之
路
大
利
ヶ
原
与
申
右
南
路
之
為
固
メ
、
摂
州
有
馬
郡
唐
福
、
同
州
八
部
郡
谷
上

辺
江
出
張
仕
魔
王
御
生
替
二
被
　
仰
付
樹
下
候
得
者
、
蓮
も
行
届
候
儀
者
無
御
座

磁
路
御
役
二
も
相
立
后
申
哉
与
奉
存
候
、
此
儀
者
兼
而
も
奉
願
度
罷
在
候
処
、
外

国
共
近
々
大
坂
江
入
津
上
京
之
志
御
座
候
由
風
聞
二
御
座
候
故
、
取
留
候
儀
二
者

有
御
座
間
三
州
三
共
、
不
一
敢
奉
測
候
郵
貯
門
守
在
所
表
よ
り
申
付
越
候
問
、
此

段
奉
願
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
鬼
長
門
守
家
来

　
　
十
二
月
廿
二
繭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
口
駒
三
郎

摂
津
尼
崎
藩
主
松
平
忠
栄
よ
り
調
練
伺
に
付
申
渡
【
二
四
冊
・
嘉
永
七
年
二
月
「
宅
申
渡
」
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
遠
江
守

、
在
所
摂
州
尼
崎
二
蒲
先
年
よ
り
於
領
内
歩
卒
足
並
之
駈
引
為
試
来
候
得
共
、
可

相
成
者
以
来
不
事
立
様
野
服
・
陣
羽
織
等
着
用
、
弓
・
鉄
炮
・
長
柄
・
鎗
取
交
、

旗
下
之
類
為
持
貝
・
鉦
太
鼓
之
合
図
を
以
進
退
駈
引
調
練
い
た
し
、
城
内
お
み
て

ハ
折
々
質
素
二
甲
冑
を
も
相
用
、
内
試
為
致
候
蒲
茂
不
音
入
、
井
甲
禽
根
用
人
数

駈
引
調
練
為
致
度
旨
伺
、
同
断
達
忌

門
二
四
冊
・
嘉
永
七
年
二
月
「
宅
申
出
」
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
遠
江
守

、
鉄
炮
洲
居
屋
敷
丼
本
所
新
大
橋
向
下
屋
敷
二
而
歩
卒
足
並
調
練
為
致
度
、
其
節

目
印
・
貝
・
鉦
・
太
鼓
準
用
、
折
節
ハ
着
具
を
も
為
用
事
ヶ
間
敷
無
之
様
習
練
之

儀
不
苦
哉
伺
、
同
断
達
済

幽
城
淀
藩
主
稲
葉
正
邦
よ
り
調
練
伺
に
付
申
渡
　
門
二
四
冊
・
嘉
永
七
年
二
月
「
宅
申
渡
」
】

稲
葉
長
門
守
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、
渋
谷
於
下
屋
鋪
歩
率
足
並
調
練
為
習
、
目
印
・
貝
鐘
・
太
鼓
取
交
、
空
鉄
炮
打

放
蓋
置
致
、
時
宜
寄
着
具
を
も
相
用
、
勿
論
事
ヶ
問
敷
儀
無
出
様
折
々
習
練
為
致

度
候
、
尤
右
下
屋
敷
之
儀
者
赤
坂
御
門
よ
り
道
法
三
十
町
余
有
之
候
、
且
又
三
器

音
入
之
儀
者
兼
面
伺
済
御
稽
古
仕
来
候
旨
意
、
可
為
伺
之
通
候
、
甲
冑
三
揃
下
節

者
届
可
被
申
聞
旨
達
済

【
二
四
冊
・
嘉
永
七
年
二
月
「
宅
申
渡
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
葉
長
門
守

、
在
所
山
城
国
淀
之
儀
者
海
岸
附
二
者
無
之
候
得
共
、
飛
地
領
分
泉
州
泉
郡
忠
岡

村
与
申
候
考
海
岸
附
二
も
有
之
、
若
異
國
船
相
見
候
節
者
固
人
数
差
出
候
手
当
兼

田
屋
付
置
候
三
共
、
進
退
不
行
届
之
儀
も
可
有
之
哉
心
配
い
た
し
候
、
依
之
年
中

事
立
不
申
候
様
城
内
外
広
場
二
お
み
て
野
服
・
陣
羽
織
等
着
用
、
弓
・
鉄
炮
・
長

柄
・
鎗
取
交
、
旗
印
類
為
持
、
貝
鐘
・
太
鼓
之
相
図
を
以
進
退
駈
引
調
練
三
三
、

於
城
内
者
折
々
甲
冑
を
も
相
用
内
試
為
致
度
候
、
不
苦
儀
二
候
哉
伺
済

近
江
膳
所
藩
主
本
多
康
融
よ
り
調
練
伺
に
付
申
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
二
四
冊
・
嘉
永
七
年
二
月
「
宅
申
渡
」
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
隠
岐
守

、
領
分
江
州
膳
所
之
儀
海
岸
者
無
調
候
得
喪
、
最
寄
海
岸
万
｝
異
国
船
渡
来
之
瑚

時
宜
二
寄
援
兵
杯
被
　
　
仰
付
候
儀
も
可
有
之
候
哉
、
且
又
異
変
之
節
曲
調
地
火

防
之
姿
を
以
　
　
禁
裏
守
護
之
心
得
専
二
相
心
得
候
儀
二
付
、
臨
期
之
節
進
退
調

練
不
行
届
之
儀
有
之
候
而
者
恐
入
甚
以
心
配
罷
在
候
、
依
之
可
相
成
儀
有
之
候
三

年
中
事
立
不
一
候
様
領
内
山
野
於
閑
地
時
々
野
服
・
陣
羽
織
取
交
着
用
、
貝
鉦
・

太
鼓
之
相
図
を
以
弓
・
鉄
・
長
柄
鎗
、
其
外
武
器
・
紙
玉
・
竹
刀
之
類
相
用
、
手

軽
之
籏
二
等
相
盛
人
数
駈
引
調
練
為
致
、
在
邑
之
真
面
一
ヶ
年
一
二
両
度
鹿
狩
等

之
錨
星
薬
餌
出
重
度
、
且
又
於
城
内
者
可
相
成
丈
質
素
二
甲
冑
着
用
、
行
軍
・
陣

取
等
内
試
経
堂
度
不
出
有
之
候
哉

　
但
、
城
内
閑
地
外
見
茂
無
蓋
山
野
二
蒲
駈
引
調
練
之
醐
、
甲
冑
為
相
用
候
寡
言

　
苦
有
之
候
哉

一
、
水
球
・
水
馬
三
儀
湖
水
、
三
者
川
下
与
唱
勢
多
川
筋
二
而
是
迄
稽
古
為
致
候
得

共
、
甲
冑
相
用
稽
古
為
四
一
彌
茂
不
苦
儀
二
有
之
候
哉
内
意
伺
、
内
意
之
通
相
心

得
不
苦
旨
露
頭

『
右
六
月
八
日
和
泉
殿
江
追
而
送
り
遣
』

調
練
に
付
摂
津
麻
田
藩
主
青
木
【
威
よ
り
伺

【
二
五
冊
・
嘉
永
七
年
三
月
「
諸
伺
」
】

　
飛
在
所
於
摂
津
国
記
餌
人
数
駈
引
調
練
三
訂
致
三
儀
二
三
初
筆
伺
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
二
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
青
木
甲
斐
守
』

私
在
所
於
摂
津
国
麻
田
人
数
駈
引
調
練
為
仕
度
、
依
之
領
分
山
野
之
於
閑
地
野
服

　
・
陣
羽
織
等
着
用
、
貝
・
太
鼓
・
旗
印
相
取
、
弓
・
鉄
炮
・
鎗
扇
取
交
進
退
駈
引

習
練
毒
言
度
、
且
居
所
構
内
一
軍
者
折
々
甲
冑
茂
相
用
内
試
為
仕
度
奉
存
候

一
、
三
田
古
川
端
於
居
屋
敷
、
貝
・
太
鼓
・
旗
印
相
用
、
質
素
二
歩
率
足
並
調
練
為

仕
度
奉
存
候
、
尤
貝
・
太
鼓
音
入
之
儀
者
二
三
江
済
二
而
稽
古
仕
来
占
得
共
、
不

苦
儀
御
座
候
哉
此
段
奉
伺
候
、
以
上

　
　
三
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
青
木
甲
斐
守

『
何
騎
射
射
影
之
逓
候
』

　
『
二
日
出
、
翌
環
持
出
、
六
月
十
八
絹
令
附
札
持
帰
、
宅
江
留
守
居
呼
、
宮
本
半
蔵
江
轍
渡

　
之
』
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調
練
に
付
摂
津
三
田
藩
主
九
鬼
隆
義
よ
り
伺

【
三
五
冊
・
万
延
元
年
四
月
「
潴
伺
」
】

　
　
『
在
所
摂
津
国
三
田
陣
歴
構
於
内
外
之
内
人
数
足
並
駈
引
相
試
度
、
其
節
野
服
・
陣
羽
織

　
　
等
相
用
、
暁
二
寄
甲
冑
・
旗
指
物
等
相
用
不
苦
哉
伺
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
四
月
十
二
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
九
鬼
長
門
守
』

私
在
所
摂
津
国
三
田
陣
屋
描
於
内
外
之
内
人
数
足
並
駈
引
相
試
申
度
奉
存
候
、
其

節
野
服
・
陣
羽
織
等
相
用
、
時
二
寄
着
具
、
為
稽
古
甲
冑
・
旗
指
物
・
鳴
物
を
も

相
用
申
度
、
動
転
不
苦
儀
御
座
候
哉
奉
伺
候
、
以
上

　
　
四
月
十
二
碍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
鬼
長
門
守

『
陣
屋
構
外
二
野
藤
甲
冑
嘉
島
候
儀
者
難
相
成
、
其
外
掛
之
趣
不
苦
候
』

　
　
『
十
二
霞
左
之
例
書
共
韻
、
翌
三
瞬
持
出
、
八
月
廿
四
三
令
附
札
持
帰
、
岡
夕
宅
江
留
守

　
　
居
呼
、
江
口
幸
三
郎
江
一
一
郎
渡
之
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
四
月
十
二
日
』

　
　
『
類
例
書
馳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
九
鬼
長
門
安
』

　
　
　
　
類
例
書

私
在
所
大
和
国
小
泉
陣
屋
構
於
内
外
之
内
入
数
足
並
駈
引
相
鎚
申
度
奉
存
候
、
其

節
野
服
・
陣
羽
織
等
相
用
、
時
二
寄
着
具
、
為
稽
古
甲
冑
・
旗
指
物
・
鳴
物
を
茂

相
等
三
度
、
此
毅
不
一
儀
二
御
座
候
一
畳
伺
候
、
以
上

　
　
四
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
片
桐
助
作

　
目
F
寸
i
し

　
徒
附
示

　
　
可
劇
痛
之
通
風
、
尤
構
外
エ
燕
甲
留
畳
用
候
節
可
成
丈
質
素
可
被
測
候

右
之
通
嘉
永
四
明
年
四
月
十
韓
御
用
番
松
平
和
泉
守
殿
江
差
出
候
処
、
同
月
廿
九

日
以
御
附
札
御
差
図
相
済
候
由
御
座
候
、
以
上

　
　
四
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
鬼
長
門
守

旧
三
三

播
磨
龍
野
藩
主
脇
坂
安
臥
・
安
宅
よ
り
損
毛
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
六
冊
・
天
保
六
年
十
二
月
「
風
雨
損
毛
題
」
】

　
　
『
在
所
播
州
龍
聾
井
作
州
真
壁
郡
損
毛
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
十
二
月
七
目
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
脇
坂
中
務
大
輔
』

私
在
所
播
州
龍
野
井
作
州
真
壁
郡
之
内
共
稲
作
植
附
後
雨
天
勝
二
而
虫
唾
多
、
生

立
不
宜
、
実
入
之
時
節
二
至
両
度
烈
風
雨
二
連
痛
強
、
此
節
収
納
二
至
高
七
千
六

百
A
三
石
通
斗
余
損
毛
仕
候
、
其
段
御
二
日
上
覧
、
以
上
〔
播
磨
龍
野
藩
窯
脇
坂
安
董
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脇
坂
中
務
大
輔

　
　
十
二
月
七
臼

『
頷
分
水
破
損
所
蔵
属
』

【【

ﾜ
冊
・
弘
化
四
年
八
月
「
風
雨
三
毛
届
」
】

私
領
分
播
州
龍
野
当
七
月
廿
一
二
・
廿
二
二
強
雨
降
続
、

侍
屋
敷
・
在
粒
剤
押
入
、
潰
家
有
之
、

御
座
候
、
尤
城
内
別
條
無
之
、
人
馬
怪
我
無
御
座
候
旨
申
越
候
、
猶
又
委
細
之
儀
者

相
匙
田
畑
損
毛
等
追
轟
青
膨
申
上
野
得
共
、
先
此
段
御
漏
疑
獄
献
狂
宅
〉

　
　
八
月
十
七
翼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脇
坂
淡
路
守

『
十
七
日
出
、
即
日
持
出
』

　
　
　
　
　
　
『
八
月
十
七
醸
瞼

　
　
　
　
　
　
　
　
『
脇
坂
淡
路
守
』

　
　
　
　
　
　
　
川
之
出
水
堤
切
、
家
申

田
畑
水
湛
、
橋
落
、
堰
崩
、
其
外
破
損
所
多
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摂
津
高
槻
藩
主
永
井
直
与
・
直
矢
よ
り
損
出
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
六
冊
・
天
保
六
年
十
二
月
「
風
雨
損
毛
届
昌

　
　
糧
在
所
損
毛
届
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
十
二
月
十
五
潤
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
永
井
飛
騨
守
』

私
在
所
摂
州
高
槻
嶋
上
郡
・
嶋
下
郡
・
住
吉
郡
、
丹
州
桑
田
郡
之
内
当
夏
田
方
植

付
之
頃
雨
繁
、
地
底
之
場
所
植
付
難
出
来
、
少
々
地
高
二
而
植
付
候
向
者
相
応
生

立
候
処
、
七
月
下
旬
閏
七
月
上
旬
風
強
、
痛
毛
有
之
、
其
上
八
月
二
至
冷
気
勝
二

面
実
入
不
宜
、
高
這
之
向
茂
一
躰
順
気
悪
敷
、
虫
付
株
痛
等
二
而
取
実
少
、
損
毛

高
此
節
吟
味
候
紅
灯
之
通
御
座
候

　
高
壱
万
千
五
百
石
余

　
　
　
内

　
摂
州
嶋
上
郡
之
内

　
同
国
嶋
下
郡
之
内

　
同
国
住
吉
郡
之
内

　
丹
州
桑
田
郡
之
内

右
之
段
島
々
申
上
襲
、

　
　
十
二
月
十
五
目

　
四
拾
壱
ケ
村

　
弐
拾
四
ヶ
村

　
弐
ケ
村

　
拾
五
ヶ
村

以
上

　
　
『
領
分
損
亡
届
』

私
在
所
摂
易
高
槻
領
嶋
上
郡
・
嶋
下
郡

旬
能
植
附
相
済
候
処
、
其
頃
よ
り
旱
続
、

（
摂
津
高
柵
…
藩
主
永
井
直
与
）

　
永
井
飛
騨
守

【一

鼾
禔
E
天
保
八
年
十
二
月
門
風
雨
損
毛
届
」
】

　
　
　
　
　
『
十
二
月
十
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
『
永
井
飛
騨
守
』

・
住
吉
郡
、
丹
湯
桑
田
郡
之
内
当
夏
田
方

高
田
之
分
旱
痛
多
、
八
月
中
旬
大
風
雨

有
之
、
其
後
雨
降
続
、
淀
川
筋
壱
丈
余
之
洪
水
及
度
々
、
下
田
之
向
水
煙
、
虫
楼

閣
二
蚤
取
実
少
、
損
毛
高
此
節
吟
味
仕
候
処
、
左
之
通
御
座
候

　
高
九
千
三
百
石
弓

　
　
　
内

　
　
摂
錫
嶋
上
郡
之
内

　
　
同
国
藤
下
面
喰
内

　
　
同
国
住
吉
郡
之
内

　
　
丹
刀
朋
桑
田
郡
之
内

右
之
段
御
届
申
上
候
、
以
上

　
　
十
二
月
十
霞

『
十
｝
黛
持
出
』

四
拾
壱
ケ
村

弐
拾
四
田
村

弐
ケ
村

拾
五
ヶ
村

　
　
　
（
摂
津
高
槻
藩
主
永
井
直
屋
）

　
　
　
　
永
井
飛
騨
守

【
四
七
冊
・
文
久
二
年
十
二
月
門
風
雨
薫
製
届
」
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
十
二
月
廿
一
日
』

　
　
『
領
分
損
毛
届
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鴨
永
井
飛
騨
守
』

私
在
所
摂
州
高
槻
領
嶋
上
郡
・
嶋
下
郡
・
住
吉
郡
、
丹
州
桑
田
郡
之
内
灘
夏
植
付

之
頃
漸
騰
之
、
其
後
潤
雨
有
之
候
二
付
、
乍
緩
高
低
地
所
共
植
付
出
来
候
処
、
七

月
下
旬
井
閏
八
月
下
旬
淀
川
筋
壱
丈
余
之
出
水
両
度
有
之
、
其
上
九
月
中
旬
よ
り

雨
勝
二
而
内
水
相
堪
、
地
底
之
間
水
冠
芽
出
多
有
之
、
此
節
収
納
二
至
、
吟
味
仕

候
書
損
毛
高
甘
干
通

　
　
　
　
内

　
　
摂
津
国
嶋
上
郡
之
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
拾
三
ヶ
村

　
　
野
州
嶋
下
郡
之
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
拾
七
ヶ
村

　
　
同
州
住
吉
郡
之
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
ヶ
村
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丹
州
桑
田
郡
之
内

右
之
通
御
座
候
、
此
段
御
届
申
上
候
、

　
　
十
二
月
九
臼

『
廿
一
B
嵐
、
翌
日
持
出
』

山
城
淀
藩
主
稲
葉
正
守
よ
り
損
毛
届

以
上

拾
五
ヶ
村

（
摂
津
高
槻
三
重
・
永
井
直
矢
V

　
永
井
飛
騨
守

＝
「
冊
・
天
保
八
年
十
二
月
「
鼠
雨
損
毛
届
」
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
十
二
月
十
五
β
』

　
『
領
分
損
亡
届
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
稲
葉
丹
後
守
』

私
領
分
山
城
国
・
河
内
国
・
近
江
国
・
和
泉
国
之
内
、
当
八
月
大
風
雨
二
而
川
々

出
水
仕
、
田
畑
水
入
・
水
押
・
内
水
支
二
而
損
毛
・
破
損
所
、
井
下
総
国
・
常
陸

国
．
上
野
国
之
内
同
夏
中
照
続
水
不
足
二
て
稲
毛
生
立
不
宜
損
毛
之
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
世
郡

　
　
　
　
　
　
山
城
国
　
綴
喜
郡
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紀
伊
郡

、
高
弐
千
弐
百
四
拾
壱
石
余
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
、
新
田
共

　
　
　
此
反
別
百
八
拾
九
町
壱
反
四
畝
歩
余

　
　
　
　
　
内

　
　
　
　
古
同
千
九
百
弐
拾
四
石
余

　
　
　
　
　
此
反
別
百
六
拾
町
三
反
三
畝
歩
余

　
　
　
　
高
三
百
拾
七
石
余

　
　
　
　
　
此
反
別
弐
拾
八
町
八
反
壱
畝
歩
余

　　

@　

@　

ﾍ
内
国
蒲
轡
内

、
高
九
百
五
拾
七
石
余

　
　
　
此
反
別
九
拾
五
町
七
反
四
畝
歩
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
洲
郡

田
方

畑
方

畑
方

近
江
国
　
栗
太
郡
之
内

　
　
　
　
浅
井
郡

　
、
高
弐
百
七
石
余

　
　
　
　
此
反
別
拾
五
町
歩
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
旛
郡

　
　
　
　
　
　
　
下
総
国
　
埴
生
郡
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
香
取
郡

　
、
高
千
五
百
三
三
余

　
　
　
　
此
反
別
百
六
拾
五
町
三
反
三
畝
歩
余

　
　
　
　
　
　
　
常
陸
国
真
壁
郡
之
内

、
高
百
三
拾
七
石
余

　
　
　
　
此
反
別
拾
弐
町
四
反
六
諭
歩
余

　
　
　
　
　
　
　
上
野
国
勢
多
郡
之
内

、
高
七
百
三
石
余

　
　
　
　
此
反
別
六
拾
壱
町
弐
反
歩
余

　
高
合
千
七
百
四
拾
八
三
余

　
　
　
此
反
別
五
百
三
拾
八
町
八
反
七
畝
歩
余

　
　
　
　
内

　
高
四
千
四
百
七
拾
四
石
余

　
　
　
此
反
別
四
百
拾
四
町
三
反
弐
畝
歩
余

　
高
千
弐
百
七
拾
四
石
余

　
　
　
此
反
別
百
弐
拾
四
町
五
反
五
畝
歩
余

一
　
小
橋
南
之
方
、

一
　
大
橋
芥
除
杭
弐
拾
六
本
之
内
壱
本
倒
掛
り
、

一
　
大
橋
間
小
橋
別
条
無
御
座
候

田
方

田
方

田
方

田
方

田
方

、
　
　
　
　
　
　
西
手
二
而
御
橋
少
々
浮
橋
申
候

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
本
流
出
仕
候

城
州
久
世
郡
之
内
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、
国
役
堤
山
朋
八
ケ
所

　
　
此
間
数
弐
百
九
拾
五
間

同
郡
之
内

、
国
役
堤
欠
所
弐
ヶ
所

　
　
此
間
数
百
弐
拾
間

城
州
紀
伊
郡
之
内

、
国
役
堤
切
壱
ヶ
所

　
　
此
間
数
弐
拾
六
間

同
郡
之
内

、
国
役
門
樋
壱
ヶ
所
流
出

同
郡
之
内
伏
見
往
還
堤

、
国
役
堤
欠
所
弐
ヶ
所

　
　
此
間
数
拾
五
間

城
州
久
世
郡
之
内

、
樋
損
壱
ヶ
所

城
州
綴
喜
郡
之
内

、
樋
損
壱
ヶ
所

同
郡
之
内

、
堤
切
壱
ケ
所

　
　
此
間
数
弐
拾
五
間

城
州
紀
伊
郡
之
内

、
堤
切
弐
ヶ
所

　
　
此
閥
数
五
拾
五
問
問
半

同
郡
之
内

、
堤
欠
所
拾
ヶ
所

　
　
此
間
数
百
八
間

江
州
浅
井
郡
之
内

、
潰
家
弐
間

江
州
甲
賀
郡
之
内

、
堤
切
八
ヶ
所

　
　
此
間
数
百
八
拾
七
間

同
郡
之
内

、
堤
切
所
壱
ヶ
所

　
　
此
間
数
九
拾
問

江
州
高
嶋
郡
之
内

、
堤
切
壱
ケ
所

　
　
此
間
数
拾
聞
半

泉
州
日
根
郡
之
内

、
堤
切
壱
ケ
所

　
　
此
間
数
三
拾
間

同
郡
之
内

、
蛇
簿
脳
刎
拾
五
ケ
所
流
出

泉
州
泉
郡
之
内

一
、
堤
切
四
ヶ
所

　
　
此
間
数
五
拾
三
間

同
郡
之
内

、
堤
欠
所
弐
ヶ
所

　
　
此
間
数
弐
拾
七
間

泉
州
泉
郡
之
内

、
蛇
籠
四
ヶ
所
流
出

岡
郡
之
内

一、

�
?
ヶ
所
流
出

一、

體
燗
�
V
丸
門
内
迄
水
押
入
申
候

一
、
城
内
外
高
塀
壁
所
々
損
申
候

一
、
家
中
屋
敷
井
二
長
屋
町
家
共
所
々
破
損
仕
、

一、

�
苣
l
拝
牛
馬
流
死
等
無
御
座
候

地
底
之
処
床
江
水
押
揚
申
候
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右
者
先
達
而
上
方
領
分
出
水
之
儀
御
届
申
上
置
候
、
水
引
落
候
以
後
相
総
構
処
、

田
畑
損
毛
拝
破
損
所
等
、
且
又
関
東
領
分
田
方
損
毛
書
面
之
通
御
座
候
、
此
段
御

届
申
上
候
、
以
上

　
　
十
二
月
朔
日

噛
十
五
B
出
、
翌
臼
持
韻
』

（
由
城
淀
藩
主
稲
葉
正
守
）

稲
葉
丹
後
守

【
一
瞬
冊
・
弘
化
四
年
五
月
「
風
爾
損
亡
届
」
】

　
　
腕
領
分
出
水
破
損
所
先
届
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
五
月
廿
一
竺
臼
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
稲
葉
丹
後
守
』

　
私
領
分
城
州
淀
去
月
九
日
夜
よ
り
風
雨
強
、
翌
十
日
朝
よ
り
暇
々
出
水
仕
、

　
よ
り
少
々
充
引
水
二
相
成
申
候
、
水
高
堤
切
井
所
々
破
損
等
之
覚

　
　
　
木
津
川
水
高
凡
壱
丈
壱
尺
六
寸

　
　
　
　
　
常
水
三
尺

　
　
　
　
内

　
　
　
　
　
堀
水
八
尺
六
寸

　
　
　
宇
治
川
高
凡
壱
丈
壱
尺
三
寸

　
　
　
　
　
常
水
弐
尺

　
　
　
　
内

　
　
　
　
　
増
水
九
尺
三
寸

　
　
　
桂
川
水
高
凡
壱
丈
弐
尺

　
　
　
　
　
常
水
弐
尺

　
　
　
　
内

　
　
　
　
　
増
水
壱
丈

一
、
大
橋
・
小
橋
別
条
無
御
座
候

一
、
城
内
二
之
丸
門
内
迄
水
押
入
申
候

一
、
家
申
屋
敷
井
長
屋
町
家
共
地
底
之
所
床
上
江
水
押
揚
皇
儲

城
州
久
世
郡
之
内

一、

走
�
逡
�
E
ヶ
所

同
夜

城
州
紀
伊
郡
之
内

一
、
国
役
堤
欠
所
弐
ヶ
所

同
郡
之
内
伏
見
往
還
堤

｝
、
国
役
堤
崩
四
ヶ
所

同
郡
之
内

一
、
国
役
水
刎
崩
壱
ヶ
所

城
州
久
世
郡
之
内

一
、
堤
崩
壱
ヶ
所

城
州
綴
喜
郡
之
内

一
、
溜
池
堤
欠
所
壱
ヶ
所

泉
州
泉
郡
之
内

一
、
堤
欠
所
壱
ヶ
所

皿
、
水
刎
蛇
籠
拾
壱
ヶ
所
流
出

泉
州
目
根
郡
之
内

一
、
水
刎
蛇
籠
七
ヶ
所
流
出

江
州
伊
香
郡
之
内

一
、
堤
切
壱
ケ
所

江
州
浅
井
郡
之
内

｝
、
堤
切
壱
ケ
所

同
郡
之
内

一
、
水
閏
目
壱
ケ
所
流
出

一
、
摂
州
・
河
州
之
儀
者
別
条
無
御
座
候

　
　
　
且
又
田
畑
損
毛
之
儀
者
追
而
収
納
之
上
御
届
可
申
上
候

一
、
怪
我
人
井
牛
馬
流
死
等
無
御
座
候

　
右
之
段
先
御
届
申
上
候
、
以
上
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五
月
十
　
日

『
廿
三
日
出
、
即
瞬
持
出
』

大
和
郡
山
藩
主
柳
沢
弓
庭
よ
り
損
毛
擦

稲
葉
丹
後
守

【
二
八
冊
・
安
政
七
年
正
月
「
風
雨
書
毛
届
」
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
正
月
八
日
賑

　
『
領
分
損
毛
届
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
松
平
時
之
助
』

私
領
分
和
州
・
江
州
之
内
去
八
月
十
三
罠
大
雨
洪
水
二
擶
田
畑
水
押
、
砂
入
・
水

腐
等
有
之
、
損
毛
左
之
通

、
高
四
万
五
千
七
百
九
拾
壱
石
七
斗
九
升
六
合

　
　
此
反
別
弐
千
四
百
九
捨
三
町
壱
反
九
畝
弐
拾
九
歩

　
　
　
　
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
州

　
高
三
万
七
千
三
百
三
拾
六
石
八
升
六
合

　
　
此
反
別
弐
千
百
三
拾
三
町
四
反
九
畝
弐
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
州

　
高
八
千
四
百
五
拾
五
石
七
斗
壱
升

　
　
此
反
別
三
百
五
拾
九
町
七
反
弐
拾
七
歩

右
之
通
御
座
候
、
此
段
御
届
申
上
候
、
以
上

　
　
正
月
八
冒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
時
之
助

糧
八
口
出
、
翌
瞬
持
出
』

私
領
分
泉
州
大
鳥
郡
・
泉
郡
、
河
州
古
市
郡
・
丹
北
郡
、
江
州
野
洲
郡
之
内
村
々

昨
春
植
附
以
来
、
其
後
六
月
中
旬
頃
二
至
、
冷
気
・
雨
天
勝
二
禰
八
月
中
旬
頃
よ

り
虫
附
強
儀
打
倒
、
田
畑
共
作
物
生
立
不
宜
、
昨
暮
収
納
二
至
、
四
千
弐
百
三
拾

石
雲
斗
壱
升
四
合
七
勺
損
毛
御
座
候
、
此
段
御
届
済
上
歯
、
以
上

　
　
二
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺
丹
後
守

『
十
五
臼
出
、
翌
子
持
出
』
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和
泉
伯
太
藩
主
渡
辺
章
綱
よ
り
損
毛
届

『
領
分
損
毛
届
』

【
三
〇
冊
・
安
政
七
年
二
月
「
風
雨
損
毛
届
」
】

『
二
月
十
五
臼
』

　
　
　
『
渡
辺
丹
後
守
』



表　『諸用留』

冊 年 月 地の記載 冊 什 月 地の記載

1 半和3 6 二冊之内　諸用　享和二癸亥年六月 25 嘉永7 3 諸燭　嘉永七蚤二月　二Ill｝之内

2 文政6 4 言翻」文政六　末四月『ヨ欝之内』 26

Q7

嘉永7

哩i7 5
5

諸用　塩永七寅五月　r禰之内　L

迫p　嘉永ヒ寅∬月　　憎冊之内　下3
　
　
　
4

文致7

ｶ政7 3
3

諸用　文政七申三　＝冊之内

迫p　文政七申ご　＿冊之内 28 安政7 工E 諸用　安政七申配i月　全

P
D
　
　
　
6
　
　
　
7

天保6

V保6

V保6

12

P2

P2

諸用　天保六未十＿月　三冊之内天

ﾀ出　天保六出十二月間二fii｝之内地

ｼ吝川　ヲぐ保下墨十二月　三冊之内人

29

R0

安政7

ﾀ政7 2
2

諸用　安政圏し月　二冊之内

迫p　安政七申二月　ご冊之内

31 安政4 闇5 詠出　安政四閏五刀　二1欝之内

　
　
0
8
　
　
　
Q
ゾ
　
　
一

天保8

V保8

V保8
3
3
3

諸用　天保八酉三刃　ユ冊之内天

迫p　天保八酉三刀　三期之内地

迫p　天保八酉三月置二冊之内人

32

R3

安政2

ﾀ政2 9
9

諸11」安政L卯九jj　．三1冊之内

ｾ虐「∫目　　　安蓮文二913ノもメヨ　　　　＿ごf闘｝之1ノ寸

34 万延元 3 諸御用留　万延元申三月　『乾』

II 天保8 12 無用　天保八隅十二月　三陽之暗中 35

R6

力延元

怏ъｳ 4
4

諸用　力延元申四月　二冊之内

n田　万延元申四月　二揖｝之内
9
臼
　
　
　
3
1
　
　
　
　
　
　
1

弘化4

O化4 3
3

無用　弘化閃未∬月　二冊之内

ｳ用　弘化四末ヨ1　二冊之内 37

R8

万延元

怏?兀 5
5

諸用　万延晃鋼玉月　坤

伯范p留　ガ延元申ゐ月　乾
づ
　
　
　
　
【
O
I
　
　
　
　
　
　
l

弘化4

O化4 5
5

詠出　弘化四聖∫月　コ欝之内上

迫p　弘化四聖五月　r｛冊之内ド

16 弘化4 8 尋者ヌ｛」　　　弓ムイヒニ匹i来ノkヌヨ　　　　全

39

S0

万楚常

ｯ延元 6
6

窪者用　　力延元申プ＼メ」　　諸そ卸∫月留　　　『ユ申』

�范p留　万延元中六月　『乾』

王7 嘉永3 3 諸川　蕊永胤戊コ月　一二冊之内上
弔
4
2

万延元

ﾍ延元 7
7

雑用　万延元申七月　二冊之内

ｳ用　万延元中田刀　二冊之内
8
　
　
　
　
Q
ゾ
ー
　
　
　
　
　
　
－

嘉永3

ﾃ永3 4
4

諸用　嘉永F戊子四月　弐i逆順内　『草乞』

苴c　嘉永打碑年四月　弐冊之内　　『i申』 43 文久2 10 諸用　文久二型十月

20 土柿3 6 嘉日く三三∫瓦プ、ノJ　　i者イ飼｝月」留　　二用｝之1木】　　『準乞』 44 文久2 11 諸用　文久二戊十一月『坤』

21 嘉永3 7 諸用　嘉永三戊七月　コ冊の内

2
　
　
　
　
3
2
　
　
　
　
9
自

嘉永7

ﾃ永7

1旺

｢1二

盛者用　　　蹴フ潔く一ヒ［】三ノ『｝　　　二｛H｝σ）1人」　　　＿二二

迫p　嵐永七半正月　二二｝の内　繋

45

S6

S7

文久2

ｶ久2

ｶ久2

12

P2

P2

兼用　文久二壬千年1一二月　　『三冊之内』

n田　文久二千雪年十二月　三冊之内

�p　文久㌃チ戊年十二月　ヨ冊之内

24 嘉永7 2 諸用　嘉永七甲丁年二月『坤』

備考　『　』は朱書。
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大
坂
加
番
願
に
つ
い
て

岩
城
卓
二

は
じ
め
に

　
幕
府
の
軍
事
拠
点
で
あ
る
大
坂
城
は
、
大
名
・
旗
本
が
務
め
る
城
代
、
京
橋
口
・

玉
造
口
定
番
、
大
御
番
衆
二
組
、
加
番
に
よ
っ
て
守
衛
さ
れ
て
い
た
。
一
七
世
紀
に

お
い
て
城
代
以
下
の
役
割
は
徐
々
に
制
度
化
さ
れ
て
い
き
、
一
八
世
紀
に
は
お
お
む

ね
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。

　
原
則
と
し
て
城
代
は
五
、
六
万
石
以
上
の
譜
代
大
名
、
両
定
番
は
一
～
二
万
石
の

大
名
が
就
い
た
。
と
も
に
任
期
は
決
め
ら
れ
て
い
な
い
。
大
御
番
衆
は
幕
府
大
番
組

一
二
組
の
内
二
組
が
～
年
交
替
で
在
坂
し
た
。
各
組
に
は
大
名
あ
る
い
は
旗
本
が
就

く
大
御
番
頭
が
置
か
れ
、
旗
本
が
務
め
る
組
頭
二
人
・
大
御
番
衆
慮
〇
人
を
率
い
た
。

大
御
番
衆
に
は
、
大
坂
地
付
の
与
力
・
同
心
が
加
わ
る
。
加
番
は
こ
れ
ら
を
補
強
す

る
軍
事
力
で
、
山
里
・
中
小
屋
・
青
屋
口
・
雁
木
坂
の
四
加
番
か
ら
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

　
大
坂
加
番
に
つ
い
て
は
、
松
尾
美
恵
子
の
一
連
の
研
究
が
あ
り
、
以
下
、
そ
の
成

果
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
大
坂
加
番
は
大
名
に
対
す
る
軍
役
で
あ
り
、
延
享
三
年
、
次
の
よ
う
に
選
定
基
準

が
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
山
里
は
役
高
二
万
七
千
石
で
本
窯
二
万
七
千
～
五
万

石
の
「
御
譜
代
偏
「
詰
衆
」
か
ら
、
中
小
屋
は
前
方
一
万
八
千
石
で
本
高
一
万
八
千
～

二
万
六
千
石
の
「
御
譜
代
」
「
詰
衆
」
「
詰
二
恩
」
か
ら
、
青
屋
口
は
役
高
～
万
石
で

本
高
一
万
～
一
万
七
千
石
の
「
御
譜
代
」
「
外
様
扁
「
詰
衆
参
」
か
ら
、
雁
木
坂
は
役

高
一
万
石
で
本
高
一
万
～
一
万
七
千
石
の
「
御
譜
代
」
「
外
様
」
「
詰
衆
並
」
か
ら
選

ば
れ
た
。
「
御
譜
代
」
は
幕
府
役
職
に
就
い
て
い
な
い
帝
鑑
間
の
大
名
、
「
外
様
」
は

柳
間
の
大
名
、
「
詰
衆
」
は
雁
問
の
大
名
、
門
詰
衆
並
」
は
菊
間
橡
頬
詰
の
大
名
が
相

当
す
る
。
本
高
の
規
定
は
厳
守
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
外
様
」
が
中
小
屋
加

番
を
務
め
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
「
外
様
」
は
対
象
者
数
に
比
し
て
就
任
す
る
率
は

低
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
加
番
は
、
ま
ず
奥
右
筆
が
加
番
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
大
名
を
書
き
出
し
、
そ
れ

を
も
と
に
老
中
が
評
議
し
た
う
え
で
将
軍
に
伺
い
、
そ
の
承
認
を
得
て
正
式
に
決
定

し
た
。
守
衛
役
で
あ
る
た
め
年
令
・
健
康
状
態
、
加
番
経
験
の
有
無
・
頻
度
が
選
考

を
判
断
し
た
。

　
大
坂
加
番
に
は
役
高
の
一
倍
物
成
の
合
力
米
が
支
給
（
米
・
大
豆
・
金
で
支
給
）
さ

れ
る
た
め
、
加
番
就
任
を
願
う
大
名
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
加
番
就
任
を
願
う
大
名

は
老
中
に
加
番
願
を
出
し
、
享
保
期
に
は
加
番
願
を
書
き
留
め
た
門
加
番
願
望
帳
」

が
調
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
加
番
願
を
出
し
て
お
く
と
優
先
的
に
審
議
、
選
考

さ
れ
た
が
、
出
願
者
だ
け
か
ら
選
考
す
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
と
も
考
え
ら
れ
て
い

た
。　

こ
の
加
番
願
は
財
政
難
↓
加
番
就
任
↓
合
力
米
↓
財
政
回
復
と
い
う
筋
道
で
認
め

ら
れ
て
い
る
。
大
名
は
合
力
米
を
藩
財
政
の
糧
と
み
な
し
、
財
政
窮
乏
を
理
由
に
加

番
就
任
を
願
い
出
、
幕
府
側
も
大
名
の
こ
う
し
た
意
識
・
行
為
を
疑
問
視
す
る
こ
と

な
く
受
理
し
て
い
た
。
そ
し
て
大
名
は
老
中
・
奥
右
筆
に
対
し
て
就
任
運
動
を
行
っ

た
。
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ハ
ワ
こ

　
松
尾
は
そ
の
後
、
大
坂
加
番
の
勤
務
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
平
時
の
軍

役
の
意
味
を
考
え
さ
せ
る
意
義
深
い
仕
事
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
自
治
体
史
等
で

加
番
史
料
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
大
坂
加
番
へ
の
研
究
関
心
は
低
か
っ

た
。
大
坂
加
番
に
再
び
光
を
当
て
た
の
は
大
阪
城
天
守
閣
に
よ
る
加
番
を
務
め
た
藩

の
濤
記
の
翻
刻
で
あ
り
、
加
番
と
大
坂
市
中
の
関
係
、
藩
政
と
の
連
関
、
城
代
・
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

番
等
幕
府
支
配
機
構
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
も
加
番
就
任
を
願
出
る
大
名
が
い
た
こ
と
は
確
認
さ
れ

て
お
り
、
加
番
願
は
藩
関
係
文
書
に
も
散
見
で
き
る
。
で
は
、
大
名
た
ち
が
財
政
を

補
填
す
る
手
立
て
と
し
て
軍
役
で
あ
る
加
番
を
捉
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
加
番
願
に

お
い
て
財
政
問
題
と
軍
役
負
担
は
ど
う
い
う
文
脈
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。

逼
迫
す
る
藩
財
政
を
補
填
す
る
た
め
の
役
負
担
と
し
て
の
加
番
と
い
う
理
解
が
幕
府

と
大
名
双
方
に
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
平
時
に
お
け
る
帯
磁
の
意

味
と
い
う
近
世
史
の
全
体
像
に
関
わ
る
問
題
群
と
も
つ
な
が
ろ
う
。
加
番
願
を
収
集

し
、
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
老
中
御
用
部
屋
で
記
録
さ
れ
た
『
諸
用
器
』
に
は
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
十
二

月
（
五
冊
）
・
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
九
月
（
三
三
冊
）
・
安
政
七
年
正
月
（
二
八
冊
）
の

「
諸
士
」
の
部
に
、
諸
藩
主
か
ら
老
中
に
差
し
出
さ
れ
た
大
坂
加
番
願
が
ま
と
ま
っ

て
留
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
保
六
年
十
二
月
は
一
四
件
＝
二
藩
（
史
料
番
号

1
～
1
4
、
以
下
、
史
料
番
号
の
み
を
記
す
）
、
安
政
二
年
九
月
は
三
件
三
藩
（
5
～
7
1
三
）
、

安
政
七
年
正
月
は
～
○
件
八
藩
（
1
8
～
2
7
）
の
計
二
七
件
二
四
藩
で
あ
る
。

　
以
下
、
『
諸
用
留
』
の
加
番
願
を
紹
介
し
、
い
く
つ
か
の
論
点
を
提
示
し
て
い
き
た

い
。
な
お
、
御
用
番
老
中
は
天
保
六
年
十
二
月
が
丹
後
宮
津
藩
主
本
荘
伯
誉
守
宗
発
、

安
政
二
年
九
月
が
越
後
長
岡
藩
主
牧
野
忠
雅
、
安
政
七
年
正
月
が
三
河
西
尾
藩
主
松

平
和
泉
守
乗
全
で
あ
る
。
ま
た
、
各
藩
・
藩
主
の
加
番
就
任
年
に
つ
い
て
は
、
『
徳
川

時
代
大
坂
城
関
係
史
料
集
』
第
一
号
に
掲
載
さ
れ
る
「
大
坂
加
番
大
名
一
覧
」
に
従

っ
た
。

加
番
願

　
加
番
願
は
出
羽
松
山
藩
主
酒
井
忠
方
（
1
）
の
よ
う
に
、
「
三
富
秋
大
坂
御
加
番
代
品

勤
申
度
」
と
記
さ
れ
る
「
大
坂
加
番
願
扁
と
、
大
坂
加
番
の
就
任
を
願
い
出
る
に
い

た
っ
た
讐
勝
手
向
不
如
意
」
の
現
状
、
合
力
米
に
よ
る
「
余
力
」
に
よ
っ
て
幕
府
へ

の
奉
公
を
続
け
た
い
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
る
門
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付
」
（
以
下
、

「
書
付
」
と
記
載
）
か
ら
な
る
。
こ
れ
に
、
伊
勢
菰
野
藩
主
土
方
雄
興
（
5
）
・
播
磨
安

志
藩
主
小
笠
原
貞
幹
（
2
3
）
の
よ
う
に
「
別
紙
」
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
土

方
雄
興
の
「
別
紙
」
に
は
歴
代
藩
主
の
加
番
勤
、
小
笠
原
貞
幹
の
「
別
紙
』
に
は
近

年
の
風
水
損
被
害
・
公
儀
御
奉
公
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
大
坂
加
番
願
」
・
「
書
付
」
の
差
出
人
は
藩
主
、
つ
ま
り
大
名
本
人
で
、
藩
主
の

直
書
で
願
い
出
た
か
っ
た
が
差
し
控
え
た
旨
が
記
さ
れ
る
志
摩
鳥
羽
藩
の
「
書
付
」

の
み
が
家
臣
名
で
あ
る
（
2
1
）
。
志
摩
鳥
羽
藩
主
稲
垣
長
明
は
す
で
に
弘
化
二
年
（
一
八

四
五
）
・
嘉
永
五
年
中
一
八
五
二
）
、
そ
し
て
直
近
の
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
も
大
坂

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

加
番
を
務
め
て
い
る
。
頻
繁
な
加
番
願
を
は
ば
か
り
家
臣
名
で
差
し
出
さ
れ
た
と
も

思
わ
れ
る
が
、
安
房
館
山
藩
主
稲
葉
正
巳
の
よ
う
に
、
天
保
五
年
秋
か
ら
の
加
番
を

務
め
た
直
後
、
直
書
で
加
番
を
願
い
出
て
い
る
こ
と
も
あ
る
（
6
）
。
「
御
領
分
画
儀
者

大
洋
二
臨
船
掛
長
御
場
所
故
、
異
心
之
御
手
当
も
及
無
力
候
丈
影
面
心
掛
」
る
べ
き

と
い
う
事
情
か
ら
、
藩
主
稲
葉
長
明
が
直
書
で
願
出
る
こ
と
を
控
え
た
の
で
あ
ろ
う

か
。　

出
羽
松
山
藩
主
酒
井
忠
方
の
「
大
坂
加
番
願
」
（
1
）
は
、
御
先
手
鉄
砲
頭
吉
松
庄

左
衛
門
が
持
参
し
た
こ
と
が
朱
書
き
で
記
さ
れ
て
い
る
。
御
先
手
鉄
砲
頭
に
よ
る
持

参
は
、
他
に
九
例
（
2
・
3
・
5
・
6
・
7
・
1
5
・
1
6
・
1
7
・
2
0
）
あ
る
。
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こ
れ
ら
一
〇
例
は
、
陸
奥
福
島
藩
主
板
倉
勝
頼
（
2
0
）
除
い
て
、
「
書
付
」
と
あ
わ
せ

て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
「
書
付
扁
は
出
羽
松
山
藩
主
酒
井
忠
方
で
あ
れ
ば
「
酒
井
石
見

守
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付
」
と
朱
書
き
さ
れ
、
御
先
手
鉄
砲
頭
が
持
参
し
た
旨
は
記

さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
「
大
坂
加
番
願
」
・
「
書
付
」
と
も
十
二
月
三
日
に
老
中
本

荘
感
発
に
提
出
さ
れ
、
本
荘
が
御
用
部
屋
、
あ
る
い
は
奥
右
筆
部
屋
に
持
参
し
た
と

思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
型
通
と
も
御
先
手
鉄
砲
頭
が
老
中
に
提
出
し
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。

　
こ
の
点
は
後
臼
の
検
討
に
期
し
た
い
が
、
加
番
願
に
御
先
手
鉄
砲
頭
が
関
与
し
て

い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
平
時
に
お
け
る
大
坂
加
番
の
仕
事
が
大
坂
城
に
備
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
武
器
・
武
具
の
整
備
で
あ
り
、
鉄
砲
の
磨
・
錆
田
幡
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

弘
化
二
年
に
お
い
て
、
大
坂
城
に
は
一
万
八
千
挺
も
の
鉄
砲
が
備
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
維
持
・
修
復
を
担
う
加
番
の
選
定
に
御
先
手
鉄
砲
頭
も
な
に
が
し
か
の
関
与
を

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
二
七
件
の
加
番
願
は
A
「
加
番
願
」
の
み
、
B
「
加
番
願
」
と
「
勝
手
よ
り
差
出

候
書
付
漏
、
C
「
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付
漏
の
み
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
A
・
B
・
C
の
内
訳
は
、
A
が
陸
奥
福
島
藩
主
板
倉
勝
頼
の
み
一
件
（
2
0
）
、
B
が

出
羽
松
山
藩
主
酒
井
忠
方
等
九
件
（
1
・
2
・
3
・
5
・
6
・
7
・
1
5
・
1
6
・
1
7
）
、

C
が
陸
奥
泉
藩
主
本
多
忠
知
事
一
七
件
（
4
・
8
・
9
・
1
0
・
1
1
・
1
2
・
1
3
・
1
4
・
1
8

・
1
9
・
2
1
・
2
2
・
2
3
・
2
4
・
2
5
・
2
6
・
2
7
）
で
あ
る
。
C
が
多
い
の
は
「
書
付
」
に
、

「
再
応
申
藩
候
聾
心
入
」
（
8
）
・
「
先
達
而
茂
驚
歎
漏
（
1
4
）
・
「
旧
冬
中
仕
委
細
歎
願
扁

（
2
5
）
・
「
昨
年
中
よ
り
再
三
奉
願
」
（
2
2
）
等
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
加
番
願
」

の
後
、
「
書
付
」
だ
け
が
何
度
も
提
出
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
陸
奥
福
島

藩
主
板
倉
勝
顕
は
天
保
六
年
十
二
月
七
日
に
「
加
番
願
」
と
「
書
付
」
（
3
）
、
同
月

二
十
四
目
に
は
「
書
付
」
（
1
2
）
の
み
と
、
一
ヶ
月
の
問
に
二
回
、
加
番
就
任
を
願
い

出
て
い
る
。
ま
た
、
下
総
結
城
藩
主
水
野
勝
任
は
安
政
七
年
正
月
に
二
回
「
書
付
」
（
2
2

・
2
6
）
の
み
を
提
出
し
て
い
る
。

　
天
保
六
年
十
二
月
『
諸
君
留
』
に
加
番
願
が
記
さ
れ
る
＝
二
藩
主
の
内
、
陸
奥
福

島
藩
主
板
倉
勝
顕
（
3
・
1
2
）
は
天
保
五
年
、
伊
勢
菰
野
藩
主
土
方
雄
興
（
5
）
・
下
総

結
城
藩
主
水
野
勝
進
（
1
4
）
は
天
保
六
年
に
家
督
相
続
を
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
、

陸
奥
泉
藩
主
本
多
忠
知
（
4
）
は
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
大
坂
加
番
を
務
め
た
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
老
申
・
遠
江
浜
松
藩
窯
水
野
忠
邦
）

「
其
後
茂
年
々
御
上
瓶
代
粘
膜
」
、
そ
し
て
「
当
年
茂
十
月
中
御
用
番
越
前
守
殿
江
願

書
進
達
仕
、
其
節
難
渋
之
次
第
趣
意
書
を
以
申
上
候
通
之
儀
二
蒲
誠
当
惑
難
渋
仕
候
」

と
、
聞
届
け
ら
れ
る
ま
で
何
度
も
差
出
し
て
い
る
。
四
藩
主
家
は
代
々
の
藩
主
が
大

坂
加
番
を
務
め
た
い
わ
ば
常
連
で
あ
る
。

　
家
督
相
続
直
後
に
加
番
願
を
提
出
し
た
水
野
勝
進
の
鳶
頭
愛
は
享
和
元
年
（
一
八
○

一）

A
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
、
文
化
十
二
年
、
文
政
元
年
（
～
八
一
八
）
、
文
政
五
年
、

文
政
九
年
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
と
、
寛
政
十
二
年
（
一
八
○
○
）
よ
り
天
保
六
年
（
一

八
二
三
）
ま
で
の
藩
主
在
任
二
十
四
年
間
に
六
回
も
大
坂
加
番
を
務
め
て
い
る
。
こ
の

う
ち
三
回
が
中
小
屋
加
番
、
三
回
が
青
屋
口
加
番
で
あ
っ
た
が
、
天
保
六
年
十
二
月

の
勝
進
の
「
書
付
」
で
は
中
小
屋
加
番
の
就
任
が
願
い
出
ら
れ
て
い
る
。
特
定
の
加

番
を
願
い
出
て
い
る
の
は
蟹
隈
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
小
屋
の
合
力
米
が
多
か

っ
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
お
そ
ら
く
水
野
勝
進
は
、
以
後
も
加
番
願
を
続
け
た
と
思
わ
れ
、
天
保
九
年
に
青

屋
口
加
番
に
就
い
て
い
る
。
岡
人
は
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
と
嘉
永
三
年
（
一
八
五

〇
）
に
も
加
番
に
就
任
し
た
が
、
と
も
に
青
屋
口
屋
加
番
で
あ
っ
た
。
家
督
を
継
い
だ

勝
任
も
安
政
七
年
（
～
八
六
〇
）
正
月
の
加
番
願
で
は
中
小
屋
を
願
い
出
、
同
年
と
文

久
二
年
（
一
八
六
二
）
は
中
小
屋
加
番
を
務
め
て
い
る
。

　
安
政
二
年
九
月
は
三
二
す
べ
て
、
天
保
六
年
十
二
月
は
＝
二
藩
中
野
饗
が
「
加
番

願
」
と
「
書
付
」
を
合
わ
せ
て
提
出
し
て
い
る
が
、
安
政
七
年
正
月
の
場
合
は
陸
奥

福
島
藩
主
板
倉
勝
田
以
外
は
す
べ
て
門
書
付
駄
の
み
で
、
「
猶
又
奉
歎
願
」
（
1
8
）
・
門
先

49



達
而
中
よ
り
奉
願
上
」
（
2
7
）
と
、
そ
れ
以
前
に
何
度
も
願
い
出
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

　
わ
ず
か
な
事
例
か
ら
で
は
あ
る
が
、
加
番
願
は
、
そ
の
年
の
大
坂
加
番
が
大
坂
着

任
直
後
の
九
月
頃
か
ら
、
次
の
加
番
が
決
ま
る
三
月
頃
ま
で
の
間
、
ま
ず
は
「
加
番

願
」
、
あ
る
い
は
「
加
番
王
命
に
加
え
て
「
書
付
」
が
差
し
出
さ
れ
、
そ
の
後
は
「
書

付
」
の
み
が
何
度
も
差
し
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
大
坂
加
番
を
代
々
務
め
る
家
筋
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
『
諸
用

留
』
に
記
録
さ
れ
る
加
番
願
は
そ
う
し
た
家
筋
の
藩
主
の
も
の
が
多
い
。

　
天
保
六
年
十
二
月
の
「
諸
願
」
で
確
認
で
き
る
＝
二
藩
主
の
内
、
出
羽
松
山
藩
主

酒
井
忠
方
（
1
）
が
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
に
大
坂
加
番
を
務
め
て
い
る
よ
う
に
、

七
藩
主
（
1
・
2
・
4
・
6
・
1
0
・
1
1
・
1
3
）
が
経
験
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
睦
奥
福

島
藩
主
板
倉
勝
顕
（
3
・
1
2
）
・
伊
勢
菰
野
藩
主
±
方
雄
興
（
5
）
・
三
河
挙
母
藩
主
内

藤
政
優
（
7
）
・
武
蔵
金
沢
藩
主
米
倉
昌
寿
（
8
）
・
下
総
結
城
藩
主
水
野
勝
進
（
1
4
）
の

五
藩
主
は
父
の
代
に
大
坂
加
番
を
経
験
し
て
い
る
。
一
方
、
本
人
・
父
と
も
に
経
験

が
な
い
の
は
出
羽
亀
田
藩
主
岩
城
隆
喜
（
9
）
の
み
で
、
大
坂
加
番
の
経
験
は
万
治
二

年
（
一
六
五
九
）
の
重
隆
に
ま
で
遡
る
。

　
安
政
二
年
九
月
で
は
、
三
藩
主
の
う
ち
出
羽
上
山
藩
主
松
平
信
宝
（
1
6
）
・
三
河
挙

母
藩
主
内
藤
政
文
（
1
7
）
は
経
験
者
、
上
総
館
野
藩
主
保
科
学
匠
は
軸
受
　
が
務
め
て

い
る
。

　
安
政
七
年
正
月
の
八
藩
主
の
う
ち
出
羽
上
山
藩
主
松
平
信
宝
（
8
圭
）
・
陸
奥
福
島
藩

主
板
倉
勝
顕
（
2
0
）
・
志
摩
鳥
羽
藩
主
稲
垣
長
明
（
2
1
・
2
4
）
・
播
磨
安
志
藩
主
小
笠
原

貞
幹
（
2
3
）
は
経
験
者
で
あ
る
。
ま
た
、
三
河
西
大
平
主
大
岡
忠
敬
（
1
9
）
・
下
総
結
城

藩
主
水
野
勝
任
（
2
2
・
2
6
）
・
備
中
庭
瀬
藩
主
板
倉
勝
弘
は
父
が
大
坂
加
番
を
務
め
て

い
る
。
本
人
・
父
と
も
に
未
経
験
な
の
は
上
総
佐
貫
阿
部
正
恒
（
2
5
）
の
み
で
あ
る
が
、

同
書
も
享
保
九
年
（
～
七
二
四
）
と
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
に
大
坂
加
番
を
務
め
た
経

験
は
あ
る
。
そ
し
て
、
阿
部
正
恒
も
こ
の
加
番
願
の
翌
々
年
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）

に
大
坂
加
番
を
務
め
て
い
る
。

　
大
坂
加
番
は
父
の
代
を
含
め
て
未
経
験
者
も
任
じ
ら
れ
た
が
、
上
述
の
通
り
船
用

留
三
ヵ
月
分
で
確
認
で
き
る
加
番
願
は
経
験
者
が
多
い
。
そ
し
て
天
保
六
年
十
二
月

で
は
播
磨
安
志
藩
主
小
笠
原
長
武
（
1
1
）
・
越
前
大
野
藩
主
土
井
利
忠
（
1
3
）
、
安
政
二

年
九
月
で
は
上
総
飯
野
藩
主
保
科
正
面
（
1
5
）
、
安
政
七
年
正
月
で
は
出
羽
上
山
藩
主

松
平
信
宝
（
1
8
）
・
三
河
西
大
平
藩
主
大
岡
忠
敬
（
1
9
）
・
下
総
結
城
藩
主
水
野
勝
任

（
2
2
）
が
加
番
願
を
差
し
出
し
た
翌
年
に
大
坂
加
番
を
務
め
て
い
る
。
小
笠
原
長
武
・

土
井
利
忠
は
二
回
目
、
松
平
信
越
は
六
回
目
の
務
め
で
あ
っ
た
。
　
一
方
で
、
伊
勢
菰

野
藩
土
方
家
の
よ
う
に
歴
代
の
藩
主
が
大
坂
加
番
を
務
め
た
経
験
が
あ
っ
て
も
（
5
）
、

天
保
九
年
に
土
方
雄
興
が
死
去
し
、
跡
を
継
い
だ
藩
主
が
幼
少
あ
る
い
は
病
弱
で
あ

る
と
い
う
事
情
を
抱
え
る
と
、
大
坂
加
番
を
任
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
岡
藩
の
事
情
か

ら
す
る
と
、
加
番
願
も
差
し
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
武
蔵
金
沢
藩
主
米
倉
昌
寿
（
8
）
は
天
保
七
年
に
大
坂
京
橋
口
定
番
、
出
羽
亀
田
藩

主
岩
城
隆
喜
は
弘
化
元
年
に
駿
府
加
番
を
務
め
て
い
る
。
播
磨
山
崎
藩
主
大
久
保
忠

鄭
が
大
坂
加
番
、
大
番
頭
と
し
て
大
坂
・
京
都
の
在
番
、
そ
し
て
大
坂
加
番
か
ら
大

坂
定
番
に
転
じ
て
い
る
よ
う
に
、
大
坂
加
番
の
選
任
基
準
は
各
藩
の
事
情
や
番
方
の

他
面
の
就
任
と
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

二
　
「
勝
手
向
不
如
意
」
と
加
番
拝
命

　
各
藩
主
の
「
書
付
」
は
、
松
尾
美
恵
子
が
指
摘
す
る
財
政
難
↑
加
番
就
任
↑
合
力

米
↑
財
政
豊
漁
と
い
う
筋
道
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。
各
藩
、
あ
る
い
は
藩
を
こ
え
て

蓄
積
さ
れ
た
例
書
を
参
考
に
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
門
書
付
」
か
ら

は
出
羽
松
山
藩
酒
井
忠
方
（
1
）
の
よ
う
に
、
「
勝
乎
向
不
如
意
」
「
勝
手
元
必
至
与
行
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詰
、
如
何
共
手
段
無
涯
」
に
陥
っ
た
中
小
藩
の
財
政
状
態
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
「
勝
手
向
不
如
意
」
と
な
っ
た
要
因
は
藩
領
内
を
襲
っ
た
「
比
論
凶
作
」
門
大
地
震
扁

「
洪
水
扁
（
1
）
や
「
居
城
二
・
三
ノ
曲
輪
、
其
外
土
蔵
類
・
侍
屋
敷
・
寺
院
・
町
屋

迄
多
分
焼
失
」
（
2
）
等
の
災
害
、
「
呉
服
橋
脚
屋
敷
井
下
谷
中
屋
敷
不
軌
類
焼
、
右
以

来
ハ
別
戸
物
入
相
嵩
扁
（
3
）
・
「
両
屋
敷
類
焼
二
天
家
中
一
統
手
当
等
莫
大
之
物
入
」

（
1
5
）
と
い
っ
た
江
戸
屋
敷
の
類
焼
等
々
で
あ
る
。

　
『
諸
用
留
』
に
は
「
風
雨
損
毛
届
扁
が
項
蜀
立
て
さ
れ
て
お
り
、
藩
領
内
を
襲
っ

た
災
害
に
よ
る
被
災
状
況
は
幕
府
に
届
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、
陸
奥
泉
藩
主
本
多
忠
知
（
4
）
は
天
保
六
年
閣
七
月
の
「
大
風
雨
・
出
水
二
而
田

畑
水
冠
・
思
入
、
其
外
数
ヶ
所
之
破
損
」
と
な
っ
た
奥
州
領
内
の
被
災
状
況
、
同
年

の
冷
害
に
よ
っ
て
奥
州
・
上
州
・
武
州
領
内
が
門
田
方
実
入
不
宜
一
円
不
熟
仕
、
当

秋
収
粉
糊
至
高
八
千
八
百
八
拾
五
石
帯
斗
九
升
五
合
余
損
毛
偏
と
な
っ
た
こ
と
を
老

中
に
届
け
出
て
い
る
。
「
格
別
之
損
所
茂
無
御
座
候
間
御
書
者
不
申
上
」
と
、
被
害
を

と
も
な
わ
な
か
っ
た
場
合
は
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
被
害
が
あ
っ
た

場
合
は
、
同
年
を
例
に
す
れ
ば
山
城
淀
藩
稲
葉
正
守
の
よ
う
な
大
坂
加
番
を
務
め
る

こ
と
は
な
い
知
行
高
の
藩
主
も
領
内
の
被
災
状
況
を
報
告
し
て
い
る
。
大
坂
加
番
の

選
任
に
あ
た
っ
て
、
こ
う
し
た
被
災
に
よ
る
「
勝
手
向
不
如
意
」
が
、
ど
の
程
度
考

慮
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
多
忠
知
が
加
番
願
で
こ
の
届
の
こ
と
に
触
れ
て

い
る
よ
う
に
、
幕
府
へ
の
被
災
報
告
は
大
坂
加
番
選
任
の
一
つ
の
判
断
基
準
に
な
っ

た
可
能
性
は
あ
る
。

　
「
勝
手
向
不
如
意
」
の
要
因
と
し
て
、
領
地
の
所
在
場
所
に
よ
る
不
利
を
あ
げ
る
藩

主
が
い
る
。
出
羽
上
山
藩
主
松
平
信
宝
は
、
天
保
六
年
十
二
月
に
は
「
私
八
代
以
前

越
中
守
信
通
代
迄
者
上
方
筋
・
関
八
州
之
内
二
段
領
地
拝
領
罷
在
世
間
可
也
取
続
」
い

た
こ
と
、
「
上
方
・
関
東
筋
二
引
導
候
得
者
全
物
成
半
減
之
姿
二
崩
当
未
年
迄
百
四
拾

年
来
漸
々
二
必
迫
」
し
て
い
る
こ
と
（
1
0
）
、
安
政
こ
年
九
月
に
は
「
羽
州
領
分
之
儀

者
山
間
之
土
地
二
而
常
々
米
価
昇
、
其
上
不
運
送
」
（
1
6
）
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
陸
奥

福
島
藩
主
板
倉
勝
顕
は
、
「
元
禄
十
五
年
拝
領
仕
候
奥
州
福
嶋
領
地
之
儀
半
半
石
鎌
永

之
場
所
二
葉
年
々
収
納
不
足
者
損
毛
二
不
抱
莫
大
乱
言
二
而
難
渋
仕
丁
、
寛
政
四
年
三

州
二
巴
壱
万
石
村
替
被
　
仰
付
、
右
を
以
漸
取
続
可
也
二
御
奉
公
相
勤
罷
在
候
得
共
、

前
文
二
茂
申
上
候
通
領
地
之
儀
者
三
万
石
高
並
之
収
納
二
無
御
座
難
渋
」
（
3
）
と
、
奥

州
福
島
領
の
土
地
柄
の
厳
し
さ
と
、
三
河
国
内
で
与
え
ら
れ
た
領
地
が
「
勝
手
向
不

如
意
」
を
助
け
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
要
因
が
重
な
り
合
っ
て
「
収
納
を
以
　
公
務
・
暮
方
不
行
届
」
に
な
り

「
勝
手
向
連
年
不
如
意
」
に
な
る
と
、
「
御
用
金
拝
他
念
借
財
を
以
漸
取
続
」
け
る
（
4
）

こ
と
に
な
る
が
、
「
勝
手
向
不
如
意
扁
と
な
っ
た
場
合
、
親
類
の
世
話
に
よ
っ
て
そ
れ

遭
継
球
趣
勘
獅
物
鷲
砺
で
あ
る
。
秣
躯
r
下
顎
通
従
来
難
渋
仕

候
付
蒲
者
父
仙
山
実
家
与
申
旧
縁
茂
御
座
候
付
、
松
平
三
河
守
先
代
よ
り
当
代
相
成
候

擶
も
私
勝
手
向
内
外
相
談
世
話
勝
二
罷
成
鞘
取
続
」
（
1
0
）
、
門
且
又
私
家
之
儀
者
新
規

御
取
立
之
儀
二
爾
本
家
、
尊
者
近
親
等
一
蒲
引
受
世
話
致
し
呉
忍
者
茂
無
御
座
途
方
暮

罷
在
候
」
（
1
9
）
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
を
指
す
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
藩

財
政
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
親
類
筋
の
世
話
は
検
討
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
幕
府
の
公
金
貸
付
や
拝
借
金
は
門
勝
手
向
不
如
意
扁
を
凌
ぐ
た
め
の
重

要
な
手
立
て
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
「
馬
喰
町
御
用
屋
敷
御
貸
付
金
三
千
両

拝
借
奉
呈
候
処
、
御
貸
出
二
相
成
候
御
金
無
御
座
候
得
共
、
再
三
申
立
候
次
第
茂
御

座
候
付
、
格
別
之
以
　
御
慈
許
御
金
五
百
両
拝
借
被
　
仰
付
、
勝
手
元
取
賄
迄
者
不

行
届
候
得
業
窮
民
相
救
、
差
当
危
急
之
難
場
為
相
凌
」
（
1
）
、
「
莫
大
之
拝
借
金
被

仰
付
冥
加
至
極
此
世
仕
合
奉
存
候
、
右
之
以
　
御
手
当
、
落
城
普
請
、
其
外
無
余
儀

場
所
計
可
也
二
黒
理
仕
」
（
1
3
）
、
「
拝
借
金
奉
願
上
候
処
、
出
格
上
置
　
思
召
金
千
両

拝
借
被
　
仰
付
、
夫
々
手
当
可
申
付
」
（
1
7
）
と
、
幕
府
が
「
勝
手
向
不
如
意
」
に
陥
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つ
た
中
小
藩
を
救
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
大
坂
加
番
の
就
任
は
、
一
驚
仁
恵
拝
借
金
被
　
仰
付
、
且
大
坂
御
加
番
外
被
　
仰
付
、

右
之
　
御
恩
沢
二
而
追
々
普
請
も
仕
掛
」
（
2
）
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
公
金
貸
付
・

拝
借
金
と
並
ん
で
門
勝
手
向
不
如
意
」
を
乗
り
切
る
方
策
と
な
っ
て
い
た
。
「
大
坂
御

加
番
舗
設
願
候
処
、
家
督
以
来
文
政
十
二
丑
年
初
揃
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
、
誠

以
難
有
往
々
取
凌
扁
（
1
）
、
「
私
勝
手
向
不
如
意
二
御
座
候
付
、
代
々
奉
願
大
坂
御
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
縁
俊
）

番
相
勤
、
以
御
余
沢
取
続
」
（
5
）
、
m
父
丹
後
守
文
化
之
度
願
之
通
大
坂
御
加
番
代
被

　
仰
付
、
御
軍
役
之
外
厳
敷
省
略
仕
、
以
余
分
家
中
・
領
分
手
当
申
付
、
壱
度
者
難

渋
相
凌
冥
加
至
極
扁
（
8
）
「
私
勝
手
向
極
不
如
意
二
醐
追
々
借
財
多
端
二
相
成
、
如

何
盗
難
凌
相
成
当
惑
痛
心
仕
候
、
毎
々
申
上
候
通
大
坂
御
加
番
之
　
御
階
蔀
已
二
期
相

田
、
先
代
迄
者
隔
年
二
被
　
仰
付
候
儀
も
有
之
候
程
」
（
1
8
）
、
「
私
勝
手
向
年
来
困
窮

藩
候
処
近
来
別
崩
差
迫
当
惑
仕
候
、
旧
年
も
再
応
申
上
候
爵
去
ル
寅
年
在
所
地
震
万

波
之
災
莫
大
之
物
入
必
至
難
渋
仕
候
処
、
去
ル
亡
霊
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
心
頭
有

仕
合
奉
存
候
、
右
　
御
恩
沢
を
以
急
場
之
儀
相
凌
候
扁
（
2
4
）
等
々
、
大
坂
加
番
で
凌

い
だ
経
験
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
大
坂
加
番
を
務
め
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
「
以
　
御
恩
沢
家
中
扶
助
井

主
潮
共
手
当
」
（
2
）
、
「
御
役
料
之
余
光
を
以
取
続
、
　
公
務
無
毒
、
家
中
扶
助
・
領

中
撫
育
仕
度
奉
存
候
」
（
4
）
、
「
御
余
沢
を
以
勝
手
向
取
直
之
基
二
仕
、
一
家
相
続
仕
、

困
苦
罷
在
候
距
民
共
迄
も
可
也
手
当
仕
遣
、
其
外
難
渋
之
廉
々
如
何
躰
二
も
取
計
、

往
々
御
奉
公
向
相
勤
」
（
2
7
）
と
、
大
坂
加
番
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
役
料
の
残
余
で
江

戸
城
門
番
・
露
光
祭
礼
奉
行
等
の
公
務
、
「
家
中
扶
助
」
、
「
窮
民
手
当
」
・
「
領
中
撫
育
」

に
努
め
、
「
勝
手
向
不
如
音
ぽ
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
先
祖

よ
り
持
伝
候
武
器
類
乍
不
本
意
修
復
行
届
兼
歎
言
誤
存
候
得
共
、
平
常
者
不
具
心
底
、

毎
々
御
加
番
御
役
中
手
入
手
当
等
仕
花
持
伝
」
（
1
0
）
と
、
平
時
に
お
い
て
も
加
番
の

就
任
に
よ
っ
て
武
力
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
藩
財
政
に
お
け
る
武
力
の

維
持
経
費
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
対
外
即
題
の
緊
張
が
高
ま
る
安
政
二
年
九
月
に
は
、
「
如
何
様
二
茂
取
続
、

公
務
井
海
岸
警
衛
向
、
猶
又
手
厚
二
行
届
可
申
」
（
1
5
）
、
「
以
御
恩
沢
武
器
等
連
々
取

揃
、
全
備
可
仕
扁
（
1
6
）
、
「
当
今
不
容
易
盛
時
節
二
候
得
者
聯
以
猶
予
不
相
成
上
間
、
武

備
専
要
二
心
掛
、
不
足
之
器
機
等
相
補
弥
以
公
務
大
切
暴
雨
存
、
且
家
中
扶
助
、
領
内
生

育
仕
、
当
極
難
誓
湯
度
」
（
1
7
）
と
武
備
の
充
実
の
充
て
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
加
番
願
は
選
考
の
一
つ
の
材
料
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
安
房
館
山
藩
主
稲
葉
正

巳
が
天
保
五
年
秋
か
ら
の
加
番
を
務
め
た
直
後
に
加
番
願
（
6
）
を
提
出
し
て
い
る
よ

う
に
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
は
何
度
も
加
番
願
を
出
す
こ
と
が
加
番
就
任
に
は
必
要

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
大
坂
加
番
の
就
任
は
大
坂
定
番
・
駿
府
加
番

等
と
の
関
係
性
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
各
藩
の
実
例
に
則
し
た
検
討
が
不
可
欠
で
は
あ
る
が
、
「
書
付
扁
か
ら
は
大
坂
加
番

を
務
め
る
中
小
藩
の
財
政
が
窮
乏
す
る
要
因
、
加
番
合
力
米
の
「
余
沢
」
が
公
務
目

公
儀
へ
の
奉
公
、
家
中
扶
助
、
領
内
撫
育
、
武
力
維
持
・
充
実
と
い
っ
た
幕
藩
領
主

の
責
務
を
果
た
す
た
め
の
重
要
な
財
源
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
戦
時
に
対

応
で
き
る
よ
う
支
給
さ
れ
る
合
力
米
は
、
出
羽
松
山
藩
主
酒
井
忠
方
の
「
書
付
」
の

文
言
を
借
り
る
と
、
軍
役
以
外
の
支
出
を
厳
し
く
抑
え
れ
ば
「
余
力
漏
が
で
き
る
、

つ
ま
り
平
時
に
は
十
分
な
支
給
高
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
諸
重
留
』
で
は
「
余
沢
」
と

い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
「
余
力
」
・
「
余
沢
扁
は
「
勝
手

向
不
如
意
」
に
苦
し
む
中
小
藩
に
と
っ
て
、
松
尾
美
恵
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
藩
財

政
を
再
建
す
る
手
立
て
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
『
主
用
留
』
に
記
録
さ
れ

る
諸
藩
の
門
書
付
」
か
ら
も
確
か
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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「
書
付
扁
に
お
い
て
大
名
・
藩
の
責
務
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
は
百
姓
成
立

と
家
中
扶
助
で
あ
り
、
こ
れ
に
武
力
の
維
持
や
、
幕
末
期
で
あ
れ
ば
海
防
の
た
め
の

武
備
充
実
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
加
番
願
か
ら
窺
え
る
中
小
藩
主
の
認

識
は
、
「
勝
手
向
不
如
意
」
の
た
め
こ
れ
ら
責
務
を
果
た
す
に
は
大
坂
加
番
合
力
米
の

「
余
力
」
門
余
沢
扁
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
平
時
に
お
け
る
軍
役
と

い
う
課
役
の
意
味
を
考
え
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
家
中
扶
助
は
家
中
成
立
と
善
繭
い
換
え

る
こ
と
が
で
き
、
財
政
窮
乏
に
陥
っ
た
藩
は
家
中
の
給
米
を
圧
縮
す
る
｝
方
で
、
家

中
成
立
も
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
幕
末
に
お
け
る
諸
藩
、
と
り
わ
け
中
小
藩
の
軍
事
力
と
軍
拡
を
検
討
す
る
場
合
、

藩
財
政
の
解
明
は
不
可
欠
で
あ
る
。
門
書
付
扁
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
大
名
の
責
務
を
果

た
す
た
め
の
経
費
は
藩
財
政
で
ど
の
程
度
の
割
合
を
占
め
、
推
移
し
て
い
た
の
か
を

問
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
大
坂
加
番
就
任
を
願
い
出
る
中
小
藩
に
と
っ
て
町
人
・
百
姓
に
よ
る
大
名

貸
以
外
に
、
幕
府
か
ら
の
拝
借
金
・
公
金
貸
付
が
藩
財
政
上
で
大
き
な
位
置
を
占
め

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
幕
府
か
ら
の
拝
借
金
、
公
金
貸
付
と
い
っ
た
公
儀
の
役
割

と
藩
財
政
の
関
係
は
、
中
小
藩
研
究
に
お
い
て
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
加
番
願
は
、
中
小
藩
の
藩
財
政
事
情
を
知
る
一
つ
の
手
が
か
り
に
な

る
。
「
加
番
願
」
の
収
集
と
、
そ
の
記
述
内
容
を
藩
政
史
料
等
に
即
し
て
検
討
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
大
坂
加
番
の
合
力
米
が
幕
藩
領
主
の
責
務
遂
行
を
補
完

し
て
い
た
こ
と
は
、
平
時
に
お
け
る
軍
役
の
意
味
を
考
え
さ
せ
る
と
い
う
点
で
、
近

世
の
門
平
和
」
を
問
う
と
い
う
大
き
な
問
題
群
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
松
尾
美
恵
子
門
大
坂
加
番
制
に
つ
い
て
扁
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
昭
和
四
九
年
度

　
『
研
究
紀
要
』
、
】
九
七
四
年
）
、
「
公
儀
勤
役
の
選
考
方
法
に
つ
い
て
…
大
坂
加
番

　
の
場
合
1
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
昭
和
五
〇
年
度
『
研
究
紀
要
』
、
一
九
七
六
年
）
。

（
2
）
松
尾
美
恵
子
「
大
坂
加
番
の
一
年
一
豊
城
加
番
手
控
一
」
（
『
大
阪
春
秋
』
三
四
、

　
一
九
八
二
年
）
、
「
近
世
末
期
大
坂
加
番
役
の
実
態
…
三
河
田
原
藩
を
例
に
一
」
（
徳

　
川
林
政
史
研
究
所
昭
祁
五
七
年
度
『
研
究
紀
要
』
）
。

（
3
）
徳
川
時
代
大
坂
城
関
係
史
料
集
第
～
号
『
大
坂
加
番
記
録
（
一
）
1
安
永
九
年
八

　
月
～
天
明
元
年
八
月
、
雁
木
坂
加
番
京
極
高
久
…
』
、
同
史
料
集
二
号
で
青
屋
口
加

　
番
京
極
高
久
、
六
号
で
山
里
加
番
稲
垣
長
明
、
八
号
で
青
屋
口
加
番
本
多
忠
鄭
の

　
家
臣
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
日
記
を
翻
刻
し
て
い
る
。
同
史
料
集
で
は
城
代
・
定
番

　
・
大
御
番
頭
の
日
記
も
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
近
徴
大
坂
城
研
究
に
新
し
い
局
面
を

　
開
い
た
。
こ
れ
を
う
け
、
菅
良
樹
は
、
「
最
後
の
大
坂
加
番
一
青
屋
口
加
番
・
播
磨

　
国
山
崎
藩
本
多
家
」
（
『
歴
史
と
神
戸
』
二
四
四
、
二
〇
〇
四
年
）
、
拙
稿
「
在
野

　
役
人
と
大
坂
町
人
社
会
！
大
御
番
頭
・
大
御
番
衆
・
加
番
を
中
心
に
一
（
大
阪
教
育

　
大
学
『
歴
史
研
究
』
三
九
、
二
〇
〇
二
年
、
後
に
同
『
近
世
畿
内
・
近
国
支
配
の

　
構
造
』
、
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
年
に
所
収
）
等
が
著
さ
れ
、
加
番
を
は
じ
め
城
代
・

　
定
番
の
役
割
に
つ
い
て
の
関
心
も
高
ま
て
い
っ
た
。
小
倉
宗
『
江
戸
幕
府
上
方
支

　
配
機
構
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
は
、
そ
の
到
達
点
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

　
自
治
体
史
で
は
、
『
上
山
市
史
』
上
巻
（
上
山
市
、
　
一
九
八
○
年
）
、
上
山
市
史
編

　
集
資
料
三
一
集
『
上
山
藩
大
坂
加
番
資
料
』
（
上
山
市
、
一
九
八
○
年
）
が
阜
く
に

　
大
坂
加
番
に
注
目
し
て
い
る
の
を
は
じ
め
、
大
坂
加
番
に
関
わ
る
史
料
が
掲
載
さ

　
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

（
4
）
本
稿
で
は
、
加
番
の
在
勤
に
つ
い
て
前
掲
『
徳
川
時
代
大
坂
城
関
係
史
料
集
』

　
第
～
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
門
大
坂
加
番
大
名
一
覧
」
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
加

　
番
の
担
当
箇
所
は
山
里
・
青
屋
口
・
申
小
屋
・
雁
木
坂
の
順
で
掲
載
と
さ
れ
る
が
、

　
正
し
く
は
山
里
・
中
小
屋
・
青
屋
口
・
雁
木
坂
の
順
と
訂
正
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ

　
で
は
そ
の
訂
正
に
従
っ
た
。

（
5
）
前
掲
松
尾
「
近
世
末
期
大
坂
加
番
役
の
実
態
＝
二
河
田
原
藩
を
例
に
一
」
。
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凡
例

一
、
史
料
の
体
裁
は
一
部
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
。

一
、
漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
が
、
固
有
名
詞
な
ど
、
一
部
原
文
の

ま
ま
使
用
し
た
。

、
か
な
は
現
行
の
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
を
用
い
た
が
、
江
・
茂
・
者
な
ど
の
一

部
の
助
詞
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。

、
合
字
は
平
仮
名
に
改
め
た
。

、
朱
書
は
、
『
　
』
で
示
し
た
。

、
読
解
上
、
疑
問
は
残
る
も
の
の
原
文
通
り
と
す
る
部
分
に
は
（
マ
マ
）
、
推
定
判

読
し
た
部
分
に
は
（
難
読
力
）
を
右
傍
に
付
し
た
。

、
原
文
で
訂
正
さ
れ
、
判
読
不
明
な
箇
所
は
甕
と
し
た
。

、
『
右
同
断
』
に
つ
い
て
は
、
＊
に
そ
の
内
容
を
記
し
た
。

1

天
保
六
年
十
二
月
『
諸
用
留
』
（
五
冊
）
「
諸
願
」

【
出
羽
松
山
藩
主
重
弁
忠
方
（
二
万
五
干
石
）
】

『
来
秋
大
坂
加
番
願
』

私
儀
来
申
秋
大
坂
御
加
番
代
相
勤
申
度
奉
存
候
、

被
下
候
様
奉
願
候
、
以
上

　
　
十
一
月
十
七
β

『
十
二
月
三
日
』

　
（
御
先
手
鉄
砲
頭
・
吉
松
正
達
）

　
『
蕾
松
庄
左
衛
門
持
参
』

　
　
　
　
　
『
酒
井
石
見
守
』

野
相
成
儀
御
座
候
者
被
　
仰
付

酒
井
石
見
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
老
串
・
丹
後
寓
津
藩
本
庄
宗
発
）

　
『
酒
井
石
見
守
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
薔
守
』

私
儀
追
年
勝
手
向
不
如
意
之
儀
露
量
語
語
上
置
候
儀
故
分
蒲
申
上
三
儀
二
者
無
二
座

候
得
共
、
近
年
必
至
与
差
閾
難
渋
仕
候
二
付
大
坂
御
加
番
代
奉
願
候
処
、
家
督
以

来
文
政
十
二
丑
年
初
而
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
、
誠
以
難
有
往
々
取
凌
茂
可
仕

候
処
、
去
ル
寅
年
領
分
出
羽
国
飽
海
郡
・
田
川
郡
・
村
山
郡
之
内
田
方
植
付
之
頃

よ
り
雨
降
続
、
冷
気
勝
、
稲
育
不
宜
、
一
躰
不
順
之
季
候
、
虫
付
実
法
兼
青
立
皆

無
之
場
所
有
之
、
其
上
村
山
郡
之
儀
者
大
雨
川
々
出
水
、
山
崩
、
民
家
流
出
、
水

除
堤
切
数
ヶ
所
有
之
、
上
野
国
勢
多
郡
之
儀
茂
植
付
時
分
よ
り
土
用
中
雨
天
続
、

稲
生
立
時
候
後
不
熟
二
相
成
、
半
高
余
之
損
毛
二
相
成
申
候
、
然
処
天
保
二
卯
年

桜
田
組
方
角
被
　
仰
付
、
其
後
岡
三
辰
年
六
月
二
丸
火
之
番
被
　
仰
付
、
同
年
飽

海
郡
・
田
川
郡
・
村
山
郡
・
上
州
勢
多
郡
違
作
半
高
余
之
損
毛
二
罷
成
、
去
々
巳

年
奥
羽
稀
成
凶
作
、
其
上
大
地
震
・
洪
水
二
崩
濁
畑
損
所
霧
敷
、
餓
死
人
等
茂
可
有

之
哉
与
心
痛
仕
、
馬
喰
町
御
用
屋
敷
御
貸
付
金
三
千
両
拝
借
奉
願
候
処
、
御
貸
出

二
相
成
候
御
金
無
御
座
候
得
共
、
再
三
申
立
候
次
第
茂
御
座
候
付
、
格
別
之
以

御
慈
許
御
金
五
百
両
拝
借
被
　
仰
付
、
勝
手
元
取
賄
迄
者
不
行
届
候
得
共
、
窮
民
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相
救
、
差
当
危
急
之
難
場
為
相
凌
、
偏
二
　
御
威
光
与
難
有
仕
合
奉
存
候
、
其
以

来
引
続
勝
手
元
必
至
与
行
詰
、
如
何
共
手
段
芝
之
候
処
、
去
ル
午
年
十
一
月
桜
田

組
方
角
被
　
仰
付
相
勤
申
候
、
当
未
年
亦
候
領
分
飽
海
郡
・
田
川
郡
・
村
山
郡
之

内
田
方
植
付
之
頃
よ
り
冷
気
勝
、
雨
降
続
、
稲
育
不
宜
、
不
順
之
季
候
、
虫
付
実

法
兼
候
処
、
其
後
両
度
之
大
風
二
而
稲
穂
吹
落
、
青
立
皆
無
之
揚
所
茂
有
之
、
村
山

郡
重
患
者
深
山
幽
谷
之
場
所
、
別
而
青
立
皆
無
之
場
所
多
有
之
、
上
野
国
勢
多
郡

之
儀
茂
植
付
時
分
よ
り
不
順
季
、
実
法
悪
敷
、
骨
膜
両
度
之
大
風
二
而
皆
無
同
様
之

場
所
有
之
、
一
躰
時
候
後
不
熟
二
相
成
、
高
壱
万
九
千
五
百
弐
拾
三
石
九
斗
壱
升

三
海
損
毛
二
相
成
、
不
一
方
時
節
　
公
務
之
儀
茂
墨
書
可
早
漏
与
心
痛
仕
、
家
来

共
江
差
遣
置
候
扶
持
井
手
当
日
内
よ
り
割
合
を
以
年
限
中
引
上
、
細
々
取
賄
候
得

共
、
村
方
江
手
当
不
仕
漸
騰
麿
離
散
退
転
之
窮
畏
茂
出
来
事
仕
壌
土
亦
々
馬
喰
町
御

貸
付
金
拝
借
脱
党
奉
願
置
申
候
、
前
段
申
上
得
平
々
巳
年
之
儀
者
即
成
凶
作
、
大

地
震
・
洪
水
二
擶
荒
所
・
川
欠
・
田
畑
懸
案
候
場
所
暫
時
茂
難
打
捨
置
、
早
速
普
請

取
掛
可
申
処
、
蓮
茂
難
渋
之
時
節
難
及
自
力
無
余
儀
捨
出
機
故
、
雪
解
出
水
之
度

毎
二
崩
所
・
川
豊
隆
甚
以
歎
敷
革
存
候
得
共
、
勝
手
向
必
至
与
差
詰
、
中
々
雲
際

尽
申
上
難
渋
此
節
二
迫
り
如
何
共
術
計
尽
苦
心
志
摩
壁
土
、
依
之
来
秋
大
坂
御
加

番
代
被
　
仰
付
被
下
説
候
様
仕
度
奉
願
候
、
輩
出
得
玉
器
軍
役
望
外
厳
敷
省
略
仕
、

右
書
余
力
を
以
取
続
御
奉
公
申
上
度
心
願
二
御
座
候
、
右
之
段
を
御
憐
察
被
成
下
、

理
詰
博
通
被
　
仰
付
被
下
藩
候
様
偏
二
連
願
候
、
以
上

　
　
十
一
月
十
七
欝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
石
見
守

『
右
二
通
三
茶
出
、
即
日
持
出
』

2

【
下
野
大
田
原
藩
主
大
田
原
愛
清
（

【
万

【
四
〇
〇
石
）
】

　
　
『
十
二
月
三
日
』

　
　
　
　
（
卿
先
手
鉄
砲
頭
．
沸
上
正
路
）

　
　
　
　
　
『
井
上
左
大
夫
持
参
』

『
来
秋
大
坂
加
番
願
』

私
儀
来
秋
大
坂
御
加
番
相
勤
申
度
奉
存
候
、

金
轡
奉
欝
血
、
以
上

　
　
十
一
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
『
大
田
原
飛
騨
守
』

可
相
成
書
御
座
候
者
被
　
仰
付
里
下

大
田
原
飛
騨
守

　
『
大
田
原
飛
騨
守
瓜
出
候
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
脅
守
』

年
来
勝
手
向
不
如
意
罷
在
、
領
分
百
姓
困
窮
二
醐
人
別
・
家
別
年
々
相
減
、
砥
畑

荒
所
多
分
二
相
飛
雪
間
、
如
何
様
二
軍
手
当
可
読
心
配
仕
候
処
、
去
ル
酉
年
春
居

城
二
・
三
ノ
抽
輪
、
其
外
土
蔵
類
・
侍
屋
敷
・
寺
院
・
町
屋
迄
多
分
焼
失
難
渋
至

極
隔
壁
、
其
節
以
　
御
仁
恵
拝
借
金
被
　
仰
付
、
且
大
坂
御
加
番
茂
被
　
仰
付
、

右
之
　
御
恩
沢
二
荷
追
々
普
請
も
仕
掛
、
類
焼
之
者
墨
描
少
々
宛
手
当
漫
芸
内
、
去

ル
丑
年
四
月
中
此
表
居
屋
敷
不
残
類
焼
仕
、
其
後
普
請
之
儀
茂
今
以
出
来
兼
勤
始

末
、
猶
質
感
ル
巳
年
凶
作
皆
無
同
様
之
転
作
二
三
窮
艮
共
漸
助
命
相
凌
候
始
末
、

人
別
・
家
別
猶
以
相
減
、
民
力
酒
興
、
田
畑
手
余
、
箭
所
弥
増
四
二
収
納
相
相
、

勝
手
向
者
猶
以
不
宜
、
如
何
様
共
計
方
無
之
十
方
戦
勢
罷
業
候
処
、
当
無
中
田
下

々
屋
敷
・
寺
院
井
町
屋
大
半
焼
失
仕
候
処
、
手
当
も
不
行
届
、
如
何
歎
心
配
至
極

素
槍
候
爵
、
当
年
猶
又
違
濫
七
千
石
余
損
毛
相
及
、
借
財
之
儀
者
多
分
二
相
成
、

重
々
難
渋
之
儀
無
此
上
、
如
何
様
二
も
家
中
扶
助
茂
仕
兼
、
窮
民
共
相
田
候
過
般

更
二
無
之
当
惑
至
極
仕
候
、
右
二
付
来
年
参
府
仕
候
爵
茂
　
公
務
井
家
中
扶
助
駁
雑

覚
束
恐
入
心
配
至
極
仕
候
、
依
之
可
相
成
儀
二
御
座
候
ハ
＼
大
坂
御
加
番
代
被

仰
付
被
下
置
候
者
右
以
　
御
恩
沢
家
中
扶
助
井
窮
民
共
手
当
茂
可
相
信
奉
存
羅
切
、

何
卒
格
別
之
以
　
御
仁
恵
来
秋
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
被
成
下
候
様
御
評
儀
之

程
此
段
偏
奉
願
候
、
以
上

　
　
十
一
月
廿
六
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
田
原
飛
騨
守

『
右
二
通
三
日
出
、
即
〔
口
業
出
』
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3
【
陸
奥
福
島
藩
主
板
愈
電
顕
（
三
万
石
）
】

　
『
来
秋
大
坂
加
番
願
』

私
儀
来
秋
大
坂
御
加
番
相
勤
申
度
奉
存
候
、

以
上

　
　
十
二
月
七
ヨ

『
七
声
出
、
即
潤
持
出
』

　
　
　
　
　
　
　
　
（
奥
右
筆
紐
頭
〉

　
　
　
　
　
留
置
候
　
照
中
吉
蔵

　
『
十
一
…
月
七
口
』

　
　
（
御
先
手
鉄
砲
頭
・
千
村
頼
見
）

　
　
蜘
千
村
弾
正
少
弼
持
参
縢

　
　
　
　
　
　
　
『
板
倉
刑
部
少
輔
』

可
罷
成
儀
御
座
評
者
此
段
奉
願
候
、

板
倉
刑
部
少
輔

　
『
板
倉
刑
部
少
輔
勝
手
よ
り
差
繊
候
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
著
守
』

私
勝
手
向
従
来
極
難
渋
至
極
之
儀
者
兼
々
申
上
打
通
二
言
諸
事
借
財
等
を
以
取
賄

偏
在
候
処
、
文
化
三
寅
年
呉
服
橋
居
屋
敷
井
下
谷
中
屋
敷
不
妊
類
焼
、
右
以
来
ハ

袖
幕
物
入
相
嵩
難
渋
至
極
御
座
候
、
抑
困
窮
之
次
第
者
、
元
禄
十
五
年
拝
領
仕
候

奥
州
福
嶋
領
地
之
儀
者
半
石
獣
永
之
場
所
二
而
年
々
収
納
不
足
者
繊
毛
二
不
抱
莫
大

之
儀
二
塁
難
渋
仕
候
、
寛
政
四
年
三
州
二
葡
壱
万
石
村
替
被
　
仰
付
、
右
を
以
影
取

続
可
也
二
葉
奉
公
相
勤
罷
工
候
得
共
、
前
文
二
七
申
上
候
通
領
地
之
儀
者
三
万
石
山
悶
同

並
之
収
納
二
無
御
座
難
渋
三
后
処
、
追
々
打
続
損
毛
有
之
、
其
上
天
保
元
年
猶
又

中
屋
敷
類
焼
仕
、
一
昨
巳
年
之
儀
者
奥
州
領
分
皆
無
同
様
之
凶
作
、
其
上
城
下
追

々
之
大
火
等
賦
払
更
二
手
当
茂
不
行
届
候
爵
、
私
儀
平
年
家
督
被
　
仰
付
候
後
手
重

之
御
場
所
打
重
り
相
半
襟
世
路
ハ
物
入
茂
慰
霊
必
至
難
渋
差
逼
り
、
此
節
二
至
り

候
葉
者
術
計
尽
果
聯
之
融
通
臨
席
相
整
当
身
次
第
二
成
行
、
此
通
二
王
者
自
然
　
公

務
茂
適
薬
寝
腫
之
儀
君
田
誠
碍
夜
寝
食
も
不
安
心
痛
当
惑
仕
候
、
依
而
者
何
卒
以

御
慈
悲
来
秋
大
坂
御
加
番
被
　
仰
付
被
下
置
候
得
者
、
右
余
分
を
以
公
務
者
勿
論
家

中
扶
助
等
茂
出
来
、
如
何
計
欺
　
　
御
厚
恩
之
程
難
有
仕
合
碁
戦
候
、
乍
去
家
督
後

為
差
御
奉
公
茂
不
根
勤
、
在
所
江
之
御
暇
茂
未
申
上
訴
影
野
候
茂
深
く
臨
監
入
候
三

共
、
誠
前
件
二
業
上
候
通
之
次
第
累
年
々
困
窮
桐
重
り
候
儀
二
付
、
何
卒
出
格
之

以
　
思
召
来
秋
大
坂
御
加
番
是
非
共
私
江
被
　
仰
付
被
下
置
候
様
偏
奉
願
候
、
以

上　
　
十
二
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
板
倉
刑
部
少
輔

糀
七
臼
患
、
即
B
持
出
』

4
【
陸
奥
泉
藩
主
本
多
忠
知
（
二
万
石
）
】

　
　
『
本
多
弾
正
少
弼
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
誉
守
』

　
私
儀
勝
手
向
連
年
不
如
意
二
付
大
坂
御
加
番
代
奉
願
、
十
六
ヶ
年
以
前
去
ル
文
政

　
三
辰
年
被
　
仰
付
、
無
滞
相
勤
翌
巳
年
帰
府
仕
、
右
御
役
料
之
余
光
を
以
取
続
難

　
有
仕
合
遍
路
候
、
然
処
毎
度
申
上
候
通
高
弐
万
石
之
内
在
所
奥
州
菊
多
郡
領
分
年

　
来
収
納
相
惚
居
候
上
、
損
毛
茂
打
続
、
収
納
を
以
　
公
務
．
暮
方
不
行
届
、
御
用

講
雛
鍼
無
難
灘
響
．
難
熱
論
灘
覧

　
候
通
之
儀
二
而
誠
当
惑
難
渋
忍
路
、
七
ヶ
年
以
前
去
ル
丑
年
築
地
下
屋
敷
不
残
類

　
焼
仕
候
処
、
又
候
去
二
月
大
火
之
節
同
様
類
焼
仕
、
御
番
所
勤
番
軸
受
入
用
諸
道

　
勲
等
も
不
残
焼
亡
仕
、
土
蔵
壱
ヶ
所
相
残
候
蒲
已
、
打
続
候
火
災
損
失
差
湊
、
普

　
請
之
儀
茂
中
々
以
不
行
届
、
今
二
仮
囲
蒲
已
二
仕
置
候
仕
合
、
此
上
万
一
居
屋
敷
類

　
焼
等
御
座
候
繭
厩
立
退
罷
在
候
仮
住
居
茂
無
之
漫
心
雪
止
、
然
処
去
欝
病
年
在
所
奥

　
州
弁
上
州
勢
多
郡
之
内
領
分
近
年
達
成
凶
作
、
武
州
埼
玉
郡
三
千
石
之
場
所
是
又

　
違
作
二
而
高
弐
万
石
之
内
癖
毛
者
半
高
余
二
御
座
候
得
共
、
三
ヶ
所
領
分
共
困
民
共

　
種
々
願
筋
有
之
、
不
行
届
と
て
捨
置
候
得
考
及
飢
渇
、
潰
二
相
藩
候
者
共
多
く
、

　
難
渋
之
中
種
々
才
覚
、
借
財
を
以
莫
大
之
手
当
差
遣
、
漸
為
相
半
候
仕
合
故
、

　
公
務
・
暮
方
・
家
中
扶
助
弥
以
差
詰
、
不
得
止
事
、
借
財
過
分
二
相
嵩
、
其
上
米
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助

価
格
甲
高
直
之
醐
、
家
中
扶
持
米
買
入
等
彼
是
去
々
年
中
之
収
納
皆
無
同
様
之
儀

二
相
当
り
無
此
上
当
惑
心
配
罷
在
候
、
一
躰
近
年
臨
時
入
用
茂
差
繰
極
々
差
詰
り

候
上
、
右
躰
損
毛
之
上
入
用
多
弓
懸
有
之
、
家
来
共
宛
行
茂
占
拠
連
年
借
上
翠
黛

付
置
市
上
、
不
車
止
事
猶
又
厳
敷
借
上
申
付
、
非
格
之
倹
約
山
辺
青
黛
共
、
一
躰

家
来
共
人
少
故
是
等
之
減
人
仕
候
蒲
者
公
務
井
領
中
海
岸
異
国
船
之
手
配
等
長
猶
以

不
行
届
次
第
故
、
如
何
様
二
茂
必
至
二
為
取
続
申
度
臼
夜
心
配
罷
在
候
、
去
午
年

之
儀
者
作
方
相
応
二
彌
例
年
減
石
之
外
者
収
納
御
座
候
得
共
、
麦
作
違
作
致
し
、
其

上
奥
州
領
分
村
々
之
内
四
月
頃
雨
天
勝
二
瀬
田
方
苗
腐
多
く
、
追
蒔
為
致
、
是
以

窮
民
共
不
行
届
千
旦
違
作
二
而
夫
食
差
支
、
猶
又
種
・
夫
食
共
手
当
下
ヶ
遣
候
処
、

夏
中
之
皐
二
醐
追
蒔
植
付
、
其
外
天
水
場
之
分
目
痛
不
作
も
有
之
、
窮
艮
共
内
損

相
差
、
去
々
年
中
之
凶
作
難
渋
之
上
故
、
去
午
年
種
々
願
筋
有
之
、
難
球
置
、
年

賦
納
金
等
口
々
年
延
致
し
遣
去
年
之
収
納
も
相
減
候
、
其
上
刀
心
年
之
儀
奥
州
・

武
州
・
上
州
之
内
領
分
共
田
方
植
付
も
無
難
二
崩
相
応
之
様
子
二
相
見
候
処
、
奥

州
領
分
当
閨
七
月
中
大
風
雨
・
出
水
二
而
田
畑
水
冠
・
砂
入
、
其
外
数
ヶ
下
之
破

損
等
出
来
仕
、
八
月
御
用
番
和
泉
守
殿
江
先
御
届
申
上
置
候
、
右
損
所
難
曲
置
場

所
者
普
請
取
繕
之
入
用
茂
有
之
、
武
州
・
上
州
領
分
之
方
茂
同
様
二
醐
田
畑
共
水
押

・
水
冠
候
処
、
格
別
之
損
所
茂
無
御
座
候
間
御
届
者
不
申
上
候
得
共
田
畑
共
相
痛
、

其
上
当
言
中
土
用
後
俄
二
冷
気
相
成
、
三
ヶ
所
領
分
共
田
方
実
入
不
宜
一
円
不
熟

仕
、
当
秋
諏
鯉
羅
継
粁
継
獣
拾
五
石
三
斗
九
升
喪
．
余
触
毛
相
成
、
先
月

御
用
番
加
賀
守
殿
江
御
書
申
上
置
候
、
井
皆
無
之
等
々
者
損
毛
筆
上
来
春
之
種
・

夫
食
等
手
当
差
遣
、
去
々
巳
年
之
凶
作
以
来
年
賦
納
金
等
も
村
々
不
行
届
、
無
是

非
暫
休
年
用
捨
致
し
遣
、
彼
是
御
届
申
上
置
外
打
続
収
納
相
減
、
弥
以
必
至
与
差

詰
難
渋
当
惑
至
極
御
座
候
、
是
又
前
段
之
通
大
借
返
済
方
中
々
以
不
行
届
、
此
上

　
公
務
・
暮
方
・
家
中
扶
助
引
当
無
之
、
難
立
行
、
家
来
共
一
岡
当
惑
心
痛
罷
在

候
、
依
之
何
卒
来
秋
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
子
下
置
候
様
再
応
奉
歎
願
候
、
蒙

　
仰
候
得
者
母
御
役
料
之
余
光
を
以
取
続
、
　
公
務
無
滞
、
家
中
扶
助
・
領
中
撫

育
仕
度
温
存
候
、
何
分
二
瀬
難
渋
之
程
　
御
憐
察
被
成
下
、
幾
重
羽
茂
以
御
執
成
願

之
通
被
　
仰
付
被
下
置
候
様
仕
度
伏
而
奉
願
候
、
以
上

　
　
十
二
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
弾
正
少
弼

『
九
賑
鳩
、
翌
強
持
出
輪

5

【
伊
勢
菰
野
藩
主
土
方
雄
興
（
一
万
一
千
石
）
】

　
『
来
秋
大
坂
加
番
願
』

私
儀
来
秋
大
坂
御
加
番
代
相
勤
重
度
奉
存
候
、

靴
下
候
様
弘
願
候
、
以
上

　
　
十
一
月
廿
七
二

『
十
一
日
、
左
之
別
紙
共
三
通
即
睡
持
出
』

　
　
　
留
仕
事
　
田
中
吉
蔵

　
　
『
十
二
月
十
一
鐵
』

　
　
　
（
御
先
手
鉄
砲
頭
・
羽
太
正
栄
〉

　
　
　
　
『
羽
太
左
京
持
参
』

　
　
　
　
　
　
　
　
『
土
方
主
殿
』

可
動
成
儀
二
御
座
候
三
軒
　
仰
付

土
方
主
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
十
二
月
十
一
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
羽
太
左
京
持
参
』

　
　
　
　
『
別
紙
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鴨
土
方
主
殿
』

　
　
　
大
坂
御
影
番
傘
勤
面
魂

　
　
　
　
　
　
　
（
雄
務
）
　
　
　
　
　
　
（
豊
義
）

、
私
高
祖
父
土
方
河
内
守
父
土
方
丹
後
守
、
正
徳
平
田
未
年
十
二
月
為
急
薦
被

監
置
葭

イ
ィ
4
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
豊
義
V

、
高
祖
父
土
方
河
内
守
父
土
方
丹
後
守
、
享
保
三
戊
戌
年
二
月
大
坂
御
加
番
被

印
・
寸
覧
疾

イ
ィ
イ

　
　
　
　
　
　
（
雄
切
）

、
高
祖
父
土
方
河
内
守
、
享
保
十
六
辛
亥
年
二
月
大
坂
加
番
被
　
仰
付
候

　
　
　
　
　
　
　
（
雄
房
）

、
高
祖
父
土
方
河
内
守
、
延
享
二
野
脚
高
二
月
大
坂
御
加
番
被
　
仰
世
事
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（
雄
房
）
　
－

、
高
祖
父
土
方
丹
後
寝
惚
之
、
延
享
四
丁
卯
年
二
月
大
坂
御
加
番
被
　
仰
予
選

　
　
　
　
　
　
（
雄
端
）

、
曽
祖
父
土
方
主
殿
頭
、
宝
暦
二
壬
申
年
工
月
大
坂
御
加
番
被
　
仰
付
候

　
　
　
　
　
（
雄
年
）

、
祖
父
土
方
近
江
守
、
明
和
聡
悟
辰
年
二
月
大
坂
御
加
番
被
　
仰
付
候

　
　
　
　
　
（
雄
年
）

、
祖
父
土
方
近
江
守
、
安
永
三
甲
午
年
譜
月
大
坂
御
加
番
被
　
仰
付
候

　
　
　
　
　
　
（
雄
貞
）

、
養
父
土
方
丹
後
守
儀
者
安
永
十
辛
華
年
十
月
十
一
日
大
坂
御
加
番
代
願
書
差
出

候
処
、
翌
年
死
去
仕
着
付
、
大
坂
御
加
番
代
不
被
　
仰
付
候

　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
）

右
之
懸
腕
土
方
大
和
守
家
督
後
添
蒲
大
坂
御
加
番
願
書
寛
政
九
丁
巳
年
十
一
月

　
（
美
濃
大
垣
藩
・
老
中
戸
田
氏
教
）

御
用
番
戸
田
采
女
正
殿
江
差
出
候
節
、
湿
気
通
例
小
差
出
馬
候

　
　
　
　
（
義
菌
∀

、
父
土
方
大
和
守
、
寛
政
十
　
己
未
年
二
月
、
其
後
文
化
二
乙
丑
年
二
月
両
度
大

坂
御
加
番
被
　
仰
付
候

右
之
通
御
座
候
、
以
上

　
　
十
一
月
廿
蝋
管
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
方
主
殿

　
『
土
方
主
殿
勝
手
よ
り
差
崩
候
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
習
守
』

私
勝
手
向
不
如
意
二
御
座
候
付
、
代
々
奉
願
大
坂
御
加
番
相
勤
、
以
御
余
沢
取
続

難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
共
元
来
在
所
勢
州
翌
翌
領
荒
地
多
之
場
所
一
蒲
人
別
茂
少
、

水
漉
之
雄
鶏
敷
、
殊
二
山
寄
之
地
二
而
猪
鹿
多
出
、
昼
夜
防
等
申
付
候
得
共
作
毛

ヲ
荒
、
労
以
収
納
無
難
之
年
者
無
御
座
候
、
尤
川
筋
多
、
山
川
之
儀
二
御
座
候
得
者

少
々
之
雨
天
二
軸
茂
水
勢
強
、
出
水
之
度
毎
々
押
出
、
永
荒
・
当
荒
之
場
所
茂
不
少
、

白
川
除
毎
々
破
損
所
多
、
其
節
々
修
復
申
付
候
得
共
難
及
自
力
、
無
拠
国
役
御
普

請
旧
臣
、
以
御
憐
慰
度
々
御
普
請
被
　
仰
国
難
有
仕
合
奉
存
候
、
隠
然
右
出
水
之

度
毎
二
者
差
当
候
急
破
防
方
手
当
等
之
費
莫
大
之
儀
二
擶
、
水
押
・
砂
入
・
永
荒
・

当
荒
弓
場
茂
年
々
二
相
増
、
捨
置
候
醐
者
亡
所
二
茂
相
成
、
不
三
二
事
手
当
救
米
等

申
付
、
既
当
閏
七
月
大
風
雨
二
擶
余
程
之
損
所
茂
御
座
候
付
中
々
西
行
三
生
難
渋
斥

候
、
其
上
東
海
道
四
日
市
宿
・
石
薬
師
宿
人
馬
助
郷
相
勤
候
村
方
多
、
一
同
難
渋

6
村
二
擶
人
別
少
二
御
座
候
上
、
宿
方
江
道
法
遠
、
三
、
四
里
、
或
者
村
方
二
寄
五
里

程
茂
隔
居
候
故
、
猶
墨
田
多
、
次
第
二
及
困
窮
候
儀
二
御
座
候
、
江
州
領
分
之
儀

茂
同
様
之
趣
二
師
従
来
水
払
底
、
天
水
二
道
作
付
候
地
塁
御
座
煮
付
、
等
方
多
、
無

難
成
年
茂
収
納
相
減
、
是
又
草
津
宿
助
郷
相
勤
候
得
者
、
勝
手
向
不
如
意
之
上
無
二

手
当
等
も
申
付
樹
間
、
借
財
茂
相
増
、
近
年
別
而
難
渋
仕
語
義
、
居
屋
敷
破
損
茂
其

侭
打
捨
置
候
処
、
殊
野
外
及
大
破
候
間
、
無
難
江
戸
拝
在
所
住
居
所
・
長
屋
等
建

修
復
も
仕
、
彼
是
物
入
多
、
追
々
借
財
相
思
当
時
必
至
与
差
支
、
何
程
厳
敷
省
略

申
付
候
醐
茂
入
用
多
、
旧
借
・
当
借
等
手
二
余
り
手
段
二
瀬
候
付
、
無
拠
不
蝶
理
二

茂
相
等
量
事
故
、
最
早
黒
鼠
仕
候
方
も
無
御
座
、
難
渋
至
極
当
惑
仕
、
　
公
務
茂

甚
無
覚
束
誠
以
奉
恐
入
候
、
依
之
可
相
成
儀
二
御
座
候
者
来
秋
大
坂
御
加
番
代
奉

願
候
、
以
　
御
憐
懸
願
之
通
被
　
仰
付
被
下
候
者
御
軍
役
部
外
厳
器
省
略
仕
、
以

御
余
沢
差
当
市
難
渋
相
凌
、
家
中
扶
助
・
領
分
撫
育
仕
、
取
続
御
汁
二
相
勤
申
度

此
段
奉
願
候
、
幾
重
二
茂
御
勘
弁
被
下
候
様
偏
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
十
一
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
方
主
殿

【
安
房
館
山
藩
主
稲
葉
正
巳
（
劃
㎜
万
石
）
】

　
『
来
秋
大
坂
加
番
願
駈

私
儀
来
秋
大
坂
御
加
番
代
可
相
成
儀
二
御
座
候
者
被

以
上

　
　
十
二
月
十
三
ヨ

『
士
二
二
出
、
左
之
別
紙
共
二
通
、
即
日
持
出
』

　
　
感
性
候
　
田
中
吉
蔵

『
十
二
月
十
三
臼
』

　
（
御
先
手
鉄
砲
頭
・
深
津
正
英
）

　
『
深
津
弥
七
郎
持
参
』

　
　
　
　
　
『
稲
葉
兵
部
少
輔
』

　
仰
付
被
下
候
様
目
口
候
、

稲
葉
兵
部
少
輔
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『
稲
葉
丘
ハ
部
少
輔
勝
手
よ
り
謝
罪
候
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
母
守
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
盛
〉

私
勝
手
向
之
儀
従
前
々
不
如
意
御
座
候
付
、
亡
父
播
磨
守
大
坂
加
番
相
勤
申
度
段

奉
零
墨
処
、
文
政
二
上
年
願
前
通
大
坂
御
堂
霜
被
　
仰
付
、
則
在
番
仕
置
在
候
爵
、

同
年
十
二
月
六
臼
於
堅
地
病
死
仕
候
鳥
家
来
之
者
共
御
城
中
引
払
罷
下
申
候
、
且

其
頃
者
米
価
下
落
二
弼
御
合
力
米
者
半
年
分
頂
戴
節
候
得
共
、
家
来
共
俄
之
引
払
二

而
甚
混
雑
仕
、
猶
更
借
財
茂
直
謝
難
渋
仕
絶
間
、
私
家
督
後
出
敷
倹
約
相
用
、

　
　
（
正
武
）

祖
父
播
磨
守
代
文
化
四
卯
年
十
二
月
下
七
日
近
所
よ
り
出
火
之
節
、
居
屋
鋪
・
下

屋
敷
共
類
焼
、
住
居
向
井
武
器
蔵
、
其
外
土
蔵
等
不
残
焼
失
耳
聞
付
連
々
普
請
取

掛
り
、
武
器
等
二
至
迄
文
政
二
卯
年
迄
漸
皆
出
来
仕
候
処
、
文
政
十
二
丑
年
三
月

廿
一
日
神
田
佐
久
間
町
辺
よ
り
出
火
之
節
風
烈
二
而
火
勢
強
、
又
候
居
屋
敷
・
下

屋
敷
共
一
時
二
類
焼
仕
、
武
器
蔵
・
米
蔵
、
管
外
土
蔵
、
都
合
九
箇
所
蓋
ク
焼
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
武
）

仕
候
付
、
本
所
中
屋
敷
二
少
々
住
居
向
御
座
候
問
、
祖
父
越
中
入
道
井
私
母
、
其

外
厄
介
向
不
言
同
居
仕
候
処
、
甚
以
手
狭
二
御
座
候
故
、
築
地
居
屋
敷
早
速
二
茂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
歴
）

普
請
仕
度
候
処
、
従
前
々
困
窮
御
座
候
問
出
来
仕
兼
候
付
、
長
谷
相
建
住
居
仕
候

得
共
、
天
保
三
辰
年
六
月
申
　
御
目
見
奉
願
候
間
、
漸
仮
成
二
表
向
弼
巴
普
請
仕
、

且
焼
失
仕
候
武
器
等
之
内
御
門
番
相
勤
候
節
之
武
器
識
者
不
残
新
規
申
付
候
栄
誉
、

其
余
者
中
々
行
届
不
申
、
非
常
之
備
手
薄
二
付
是
非
々
如
元
相
調
革
申
度
、
家
来

之
者
土
ハ
迄
茂
同
様
、
新
規
之
儀
御
座
候
得
考
手
当
難
行
届
、
前
書
申
上
候
通
連
年
不

如
意
罷
在
候
処
、
居
屋
敷
・
下
屋
敷
等
度
々
之
類
焼
二
而
莫
大
之
借
財
相
成
、
必

至
与
難
渋
仕
罷
在
候
処
、
去
々
八
月
朔
日
之
大
風
雨
二
而
莫
大
之
損
毛
茂
有
之
、
此

上
家
中
扶
助
無
覚
束
、
実
々
御
奉
公
向
二
茂
相
抱
候
程
之
儀
、
寝
食
茂
不
安
心
痛
至

極
当
惑
仕
候
得
共
、
　
公
辺
勤
向
者
無
一
泊
続
急
度
心
願
二
御
座
事
理
去
秋
大
坂

御
加
番
順
奉
願
候
処
、
願
之
通
被
　
仰
付
、
無
悪
相
勤
難
有
仕
合
奉
事
態
、
然
ル

処
去
春
二
月
十
日
大
火
之
瑚
又
候
居
屋
敷
不
残
類
焼
仕
候
、
前
書
奉
申
上
候
通
文

化
四
卯
年
よ
り
昨
午
年
迄
廿
人
年
之
問
居
屋
敷
三
度
類
焼
仕
、
其
上
上
総
領
分
之

　
内
治
冬
度
々
之
火
災
一
而
夫
々
手
当
差
遣
、
収
納
之
内
茂
単
方
等
有
之
重
々
難
渋
仕

　
候
、
且
当
時
居
屋
敷
・
住
居
向
普
請
茂
行
届
兼
、
長
屋
内
二
仮
住
居
仕
候
程
僻
事

　
故
、
前
書
申
上
書
武
器
等
如
元
手
当
之
儀
も
中
々
以
出
来
不
仕
癖
、
依
之
何
卒
格

　
別
之
以
　
御
願
懸
来
秋
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
候
様
仕
度
奉
願
候
、
願
之
通
被

　
　
仰
付
候
得
者
猶
又
厳
敷
省
略
仕
、
公
辺
勤
向
垂
葉
及
申
、
武
器
手
当
弁
勝
手
向
取

　
続
之
手
段
、
家
中
扶
助
、
其
外
家
作
等
茂
出
来
難
度
奉
存
候
、
此
段
幾
重
二
茂
御
憐

察
御
評
議
被
成
下
候
様
仕
度
奉
墨
痕
、
以
上

　
　
　
十
二
月
十
三
貝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
葉
丘
ハ
部
少
輔

＊
本
人
が
天
保
五
年
務
め

7

【
三
河
挙
母
藩
主
内
藤
政
優
（
二
万
石
）
】

　
『
来
秋
大
坂
加
番
願
』

私
儀
来
秋
大
坂
御
加
番
代
相
勤
申
度
奉
存
候
、

付
被
下
置
候
様
野
臥
候
、
以
上

　
　
十
二
月
十
三
日

『
十
三
臼
出
、
射
影
別
紙
共
…
一
町
、
即
口
持
出
』

　
　
　
留
置
候
　
出
中
吉
蔵

　
『
十
二
月
十
三
日
』

　
　
（
御
先
手
鉄
砲
頭
・
井
上
正
路
）

　
　
　
『
井
上
左
大
夫
持
参
』

　
　
　
　
　
　
　
『
内
藤
丹
波
守
』

副
帥
時
儀
御
座
候
者
何
卒
被
　
仰

内
藤
丹
波
守

　
『
内
藤
丹
波
守
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
押
掛
』

私
在
所
三
河
国
恥
細
帯
儀
者
矢
作
川
上
二
二
先
年
山
崩
以
来
川
底
高
相
成
、
数
度
之

洪
水
二
付
誓
願
七
城
仕
幾
程
之
場
所
二
而
人
民
困
窮
仕
、
年
々
救
手
当
撫
育
申
付

人
勢
養
候
得
共
、
自
然
与
収
納
相
減
、
毎
年
御
届
申
上
平
通
領
分
打
続
半
払
有
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
成
）

難
渋
至
極
仕
候
、
依
之
養
父
山
城
守
儀
大
坂
御
加
番
代
奉
願
、
両
度
被
　
仰
付
候
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得
共
、
折
悪
雨
湿
度
共
居
屋
敷
・
住
居
向
・
土
蔵
・
長
屋
等
迄
不
残
類
焼
仕
損
付
、

仮
成
夫
々
普
請
仕
罷
在
候
後
、
麹
町
居
屋
敷
御
用
二
年
差
上
、
三
田
壱
丁
目
江
屋

敷
地
組
下
置
候
付
、
右
同
所
江
住
居
向
坐
土
蔵
・
長
屋
等
鷹
取
崩
運
送
仕
、
仮
成

取
建
候
得
共
、
度
々
之
普
請
二
品
物
入
多
、
旧
来
不
如
意
之
勝
手
向
御
座
候
問
猶

更
差
支
心
痛
仕
候
、
其
上
山
城
守
儀
病
身
仕
付
御
奉
公
謎
謎
勤
、
無
拠
養
子
仕
隠

居
奉
願
、
私
江
願
之
通
家
督
脚
下
置
鷺
流
仕
合
奉
存
候
、
右
二
付
而
茂
格
別
之
物
入

荘
重
候
付
、
家
事
万
端
取
約
、
頻
擶
之
生
育
申
付
候
得
共
、
累
年
之
余
時
相
嵩
、

右
二
准
弥
借
財
相
増
、
必
至
之
難
渋
可
取
続
手
段
当
惑
至
極
仕
候
、
何
卒
御
回
公

爵
取
続
相
勤
、
家
申
扶
助
、
領
内
生
育
仕
、
当
血
相
凌
塗
装
奉
存
候
、
偏
二
御
憐

察
被
成
下
、
来
秋
大
坂
御
加
番
代
之
儀
以
御
仁
恵
被
　
仰
付
被
下
竪
候
様
幾
重
二

茂
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
十
二
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
藤
丹
波
守

8
【
武
蔵
金
沢
藩
主
米
倉
昌
寿
（
一
万
二
千
石
）
】

　
　
『
米
倉
丹
後
守
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
癩
菌
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
員
賢
）

　
再
応
申
上
候
茂
恐
入
奉
存
候
得
共
、
先
達
当
量
上
候
通
塁
上
祖
父
長
門
守
代
よ
り

　
荒
地
亡
所
多
分
二
諏
百
姓
共
衰
微
困
窮
仕
、
手
当
行
届
兼
、
年
増
二
損
毛
打
続
、

　
其
上
年
数
茂
無
御
座
内
度
々
之
代
替
、
勝
手
向
連
々
不
如
意
相
成
、
尤
質
素
倹
約

　
相
用
来
候
得
共
年
毎
臨
時
物
入
多
、
借
財
相
縁
困
窮
誠
以
心
痛
仕
候
、
養

　
　
（
轟
俊
）

　
父
丹
後
守
文
化
之
山
霧
直
通
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
、
御
軍
役
之
外
掻
敷
省
略

　
仕
、
以
余
分
家
中
・
領
分
手
当
申
付
、
壱
度
考
難
渋
相
凌
冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉

　
存
候
、
其
後
私
急
養
子
願
之
通
家
督
被
　
仰
付
千
尋
仕
合
奉
存
候
、
乍
去
前
後
物

　
二
番
、
且
私
儀
日
光
御
祭
礼
奉
行
三
度
相
勤
、
度
々
　
御
宮
拝
礼
仕
、
誠
以
冥
加

　
至
極
難
有
事
存
候
、
其
後
御
法
事
勤
番
相
勤
、
文
化
二
度
武
州
金
沢
私
居
所
之
内

　
焼
失
仕
多
分
之
物
入
有
之
候
、
文
政
四
巳
年
六
千
石
余
市
毛
、
同
意
酉
年
七
千
石

余
損
毛
、
　
一
昨
巳
年
六
千
石
余
損
毛
、
私
家
督
以
前
よ
り
弐
拾
四
、
五
ヶ
年
以
来

損
毛
打
続
、
都
合
三
ヶ
年
三
舞
茂
収
納
皆
無
二
相
当
仕
、
誠
必
至
与
困
窮
霞
継
、

私
儀
年
来
多
病
二
二
是
迄
遠
国
御
用
茂
畑
奉
遷
候
得
共
、
右
損
締
高
連
々
相
響
、
来

年
之
儀
面
識
以
家
来
扶
助
・
領
分
撫
育
行
届
兼
、
　
公
務
二
二
可
二
障
昔
様
心
痛
仕

候
得
共
此
上
手
段
無
御
座
歎
敷
奉
存
候
、
依
之
何
共
恐
入
奉
存
候
得
共
蓋
秋
大
坂

御
加
番
代
議
　
仰
付
門
下
置
候
様
偏
二
奉
藩
候
、
以
　
御
慈
悲
願
之
通
被
　
仰
付

被
下
置
候
者
御
軍
役
之
外
提
督
省
略
仕
、
御
奉
公
精
勤
仕
、
右
以
余
分
家
来
扶
助

　
・
領
分
撫
育
仕
度
、
且
摂
州
天
王
寺
町
鳳
林
寺
二
先
祖
之
墓
所
御
座
候
処
、
私
儀

未
墓
参
不
仕
葦
間
極
細
墓
詣
仕
度
心
願
御
座
候
、
二
郎
自
由
ヶ
間
敷
奉
存
候
得
共

何
卒
御
執
成
以
　
御
憐
慰
来
秋
大
坂
御
加
番
代
願
之
通
被
　
仰
付
被
上
置
候
様
仕

度
此
段
幾
重
二
も
奉
願
候
、
以
上

　
　
十
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
米
倉
丹
後
守

『
十
三
口
出
、
翌
日
持
出
』

9
【
出
羽
亀
田
藩
主
岩
城
隆
喜
（
二
万
石
）
】

　
　
『
岩
城
伊
予
守
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
老
田
守
』

　
私
儀
勝
手
向
不
如
意
難
渋
之
処
、
累
年
領
分
不
作
続
困
窮
難
黙
止
、
前
々
申
上
候

爵
奉
書
入
平
繍
共
大
坂
御
方
番
代
奉
願
上
古
外
注
事
無
御
座
、
無
拠
先
達
弼
茂
直
願

　
上
候
通
二
御
座
候
、
私
家
督
以
来
猶
更
不
慮
之
諸
失
墜
莫
大
二
而
非
常
之
差
支
難

　
渋
仕
候
処
、
年
々
大
雨
洪
水
・
山
崩
・
川
蝉
等
二
酉
荒
地
出
来
、
追
々
収
納
高
之

　
内
相
減
迷
惑
仕
候
、
近
年
者
別
而
過
分
之
野
毛
打
続
、
文
政
設
置
よ
り
去
午
年

　
（
僅
力
）

　
迄
□
七
ケ
年
之
内
文
政
十
一
子
息
壱
万
三
千
弐
百
石
余
、
岡
十
三
寅
年
壱
万
六
百

　
石
窟
、
天
保
三
注
置
壱
万
四
千
三
百
石
余
、
嗣
四
巳
年
壱
万
九
千
幽
百
石
余
、
同

　
五
午
年
壱
万
五
百
石
余
、
右
年
々
御
届
申
上
蜜
腺
五
ヶ
年
半
庭
造
上
之
熱
海
高
之

　
内
一
昨
巳
年
之
儀
者
古
今
養
成
凶
作
、
皆
無
同
様
二
野
領
民
夫
食
者
猶
更
、
家
中
扶
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助
茂
不
行
届
次
第
二
付
、
諸
寺
院
露
髄
附
・
御
用
金
等
迄
拝
借
仕
、
高
価
之
志
野

雑
穀
等
遠
国
よ
り
買
廻
危
急
相
救
申
候
処
、
此
節
二
至
り
右
代
金
過
分
型
置
、
其

外
旧
借
財
莫
大
之
事
藁
薦
利
金
之
手
段
物
事
古
謡
惑
仕
候
、
且
当
作
合
之
儀
夏
中
よ

り
不
順
季
候
二
士
七
月
中
迄
雨
天
続
、
其
後
大
風
熱
帯
、
田
畑
壷
口
作
毛
吹
倒
、

無
程
冷
気
二
相
成
、
山
添
谷
間
者
勿
論
稲
興
研
立
二
弼
実
入
無
之
、
皆
無
之
場
所
多

く
、
当
収
納
二
選
壱
万
五
千
弐
百
石
槍
之
損
壁
高
、
先
達
而
御
願
申
課
題
通
御
座

候
、
右
之
箔
打
続
霊
光
二
御
座
候
得
共
家
中
扶
助
盤
領
民
夫
食
不
行
届
甚
以
歎
敷

当
惑
仕
懸
、
依
之
格
別
之
以
　
御
仁
恵
来
秋
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
警
世
下
湿
度

奉
願
上
候
、
右
以
　
御
　
恩
沢
　
公
務
丼
家
中
扶
助
・
領
民
救
極
非
常
取
凌
可
仕

難
有
仕
合
奉
存
候
、
此
段
幾
重
二
丁
　
御
憐
察
之
　
御
評
議
被
成
下
候
棋
聖
願
上

裁
、
以
上

　
　
十
二
月
四
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
城
伊
予
守

『
十
九
β
出
、
羅
臼
持
出
』

10

y
出
羽
上
山
藩
主
松
平
信
宝
（
三
万
石
）
】

　
　
『
松
平
山
城
守
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付
二
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
誉
守
』

　
私
勝
手
向
累
年
不
如
意
之
儀
者
先
達
墨
譜
奉
歎
願
候
通
、
去
ル
辰
年
迄
度
々
大
坂
御

　
加
番
代
被
　
仰
総
捲
莫
大
之
以
　
御
恩
沢
可
也
御
奉
公
・
家
中
扶
助
仕
難
点
仕
合

　
並
存
候
、
其
醐
茂
申
上
背
去
々
芸
事
領
分
絶
壁
同
様
之
折
柄
、
右
以
　
御
恩
沢
飢

　
渇
相
救
候
段
別
而
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
処
一
昨
年
秋
よ
り
去
春
中
富
越
後
領
分

　
収
納
米
里
猶
又
多
分
之
他
領
米
買
入
、
最
上
川
三
拾
六
里
引
船
二
而
為
重
登
、
上
山

　
迄
陸
地
五
里
之
場
所
人
馬
之
労
を
以
取
入
、
㎝
旦
夫
食
手
当
者
仕
候
得
共
、
右
諸

　
雑
費
不
軽
儀
二
曹
座
候
而
此
節
取
続
必
至
二
生
成
、
当
畑
中
よ
り
定
府
家
来
之
者

　
多
分
在
所
引
越
等
申
付
種
々
痛
心
仕
候
処
、
又
々
当
年
も
先
達
而
御
届
申
上
高
通

　
弐
万
八
百
五
拾
九
石
余
損
毛
御
座
候
得
者
一
昨
年
以
来
之
難
渋
可
申
上
様
丁
丁
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
僻
）

殊
上
山
領
分
之
儀
者
羽
州
毒
煙
之
山
中
二
御
座
候
而
四
方
運
送
之
弁
利
樗
蒲
黒
蓋
、

｝
昨
年
通
之
凶
作
等
二
罷
成
候
評
者
夫
食
用
他
領
よ
り
引
入
早
事
更
難
相
叶
、
既

当
年
半
高
書
之
損
毛
相
成
候
得
者
明
年
之
夫
食
二
差
支
候
湖
成
、
立
面
不
融
通
之
場

所
柄
聡
智
領
民
共
之
難
渋
不
便
共
難
尽
申
骨
壷
、
右
様
凶
作
等
之
節
為
救
諸
賢
覚
悟

可
仕
筈
御
座
候
得
共
、
歯
髄
八
代
以
前
越
中
守
信
通
代
富
者
上
方
筋
・
関
八
州
之

内
二
擶
領
地
拝
領
罷
在
候
申
言
墨
取
続
、
家
来
共
手
当
行
着
筆
趣
申
伝
候
欝
乎
、

其
後
元
禄
九
年
上
山
江
得
替
被
　
仰
付
、
再
城
主
二
被
成
下
、
家
格
元
二
復
結
構

被
　
仰
警
世
段
是
迄
之
代
々
者
勿
論
於
私
難
有
仕
合
奉
存
候
、
依
之
如
何
様
二
言
遂

　
無
難
御
奉
公
可
仕
筈
肝
癌
、
在
所
之
儀
者
従
往
昔
米
価
至
擶
早
場
所
二
御
座
挙

上
、
極
縄
詰
・
打
盤
与
薬
、
殊
東
蔵
王
山
麓
之
領
分
縦
笛
座
候
問
度
々
山
崩
等
二
而

悪
水
出
、
岩
石
押
流
、
場
所
不
相
応
之
荒
所
出
来
仕
候
得
共
、
中
々
以
人
力
難
壁

儀
二
付
永
荒
・
空
地
与
罷
成
、
年
々
川
筋
相
変
弥
増
領
民
困
窮
仕
候
、
且
以
前
よ

り
同
所
物
成
平
均
三
ツ
一
、
二
分
二
相
当
仕
、
外
二
諸
運
上
物
無
御
座
候
得
者
、

上
方
・
関
東
筋
二
引
競
候
得
者
全
物
成
半
減
之
姿
二
蔀
当
未
年
迄
百
四
拾
年
来
漸
々

二
必
迫
仕
、
先
祖
利
長
・
信
一
以
来
旧
功
層
面
共
初
詣
時
家
来
共
江
差
遣
候
処
高

百
石
之
者
江
乍
不
本
意
六
、
七
人
扶
持
遣
置
候
得
者
、
男
女
共
農
家
同
様
諸
作
物
・

蚕
飼
等
二
擶
乗
取
続
堕
在
候
次
第
御
座
候
得
者
、
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
被
下
押

候
棚
乍
少
分
夫
々
手
当
等
仕
、
領
分
川
除
普
請
等
少
々
差
樽
取
繕
候
程
之
仕
合
二

罷
成
、
申
上
候
茂
甚
以
不
本
意
之
儀
重
々
奉
恐
入
込
得
共
、
中
々
凶
作
手
当
兼
崩

貯
等
仕
兼
、
無
拠
去
々
年
急
死
二
二
懸
、
前
後
打
捨
莫
大
之
入
用
を
以
廻
米
等
仕

候
得
者
猶
更
勝
手
差
湊
、
当
時
必
至
与
難
渋
仕
候
次
第
罷
成
候
、
此
段
厚
被
成
下
御

憐
察
来
秋
大
坂
御
加
番
産
立
　
仰
付
被
下
昏
怠
得
者
、
右
以
　
御
恩
思
差
続
可
也

御
奉
公
仕
、
家
中
扶
助
・
領
分
手
当
茂
可
仕
蒙
塵
有
仕
合
奉
存
候
、
何
卒
願
之
通

被
　
仰
付
被
糊
置
度
偏
奉
願
候
、
以
上

　
　
十
二
月
十
～
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
山
城
守
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『
廿
一
睡
出
、
左
之
別
紙
共
二
通
、
即
国
持
嵐
』

捌
球
審
騒
騨
駐
纏
鞭
野
臥
候
得
黙
黙
駆
縣
酷
喉
通
従
轟
渋
仕

候
付
晶
者
父
無
山
実
家
与
申
旧
縁
茂
御
座
候
付
、
松
平
三
河
守
先
代
よ
り
当
代
相
回

向
而
も
私
勝
手
向
内
外
相
談
世
話
勝
ご
罷
成
二
二
続
、
其
上
大
坂
御
加
番
代
被

羽
付
被
配
置
候
以
　
御
恩
沢
是
迄
可
也
御
奉
公
井
家
来
扶
助
仕
候
処
、
三
河
三
方

二
二
是
迄
種
々
物
入
続
御
座
町
上
、
去
年
近
火
二
而
類
焼
仕
、
莫
大
之
不
時
物
入
相

嵩
候
続
、
先
般
同
人
結
構
被
　
仰
付
候
段
門
生
茂
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
二
付
而
茂

物
入
等
御
座
候
蒲
是
迄
通
相
談
三
相
成
兼
候
毅
無
余
儀
次
第
深
察
仕
候
労
同
人
よ

り
茂
添
願
奉
申
上
候
仕
合
罷
成
候
、
右
程
二
難
渋
仕
当
付
而
者
先
祖
よ
り
持
伝
候
武

器
臨
監
不
本
意
修
復
行
届
射
影
敷
奉
存
候
得
共
、
平
常
考
不
任
心
底
、
毎
々
御
加

番
御
役
中
手
入
手
当
等
仕
漸
持
伝
候
次
第
御
座
候
得
者
、
私
取
続
、
三
者
三
等
之
手

当
心
掛
茂
仕
度
不
顧
恐
再
三
以
別
紙
奉
歎
願
候
、
去
々
年
夫
食
手
当
私
記
相
応
之

物
入
、
其
上
上
山
領
上
方
筋
・
関
東
辺
収
納
高
二
引
競
候
得
者
格
別
之
減
少
を
以

百
四
拾
年
来
漸
々
必
迫
難
渋
之
次
第
被
成
下
　
御
憐
察
、
願
四
通
被
　
仰
付
三
下

置
度
偏
奉
願
候
、
以
上

　
　
十
二
月
十
一
碍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
山
城
守

1
1
【
播
磨
安
志
藩
主
小
笠
原
長
武
（
一
万
石
）
】

　
　
『
小
笠
原
信
濃
守
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
蕎
守
』

　
私
儀
勝
手
向
累
年
難
渋
仕
、
莫
大
之
借
財
二
相
成
門
付
、
文
政
八
酉
年
大
坂
御
加

　
番
代
願
之
通
町
　
仰
付
、
以
御
余
沢
相
凌
、
御
奉
公
相
勤
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然

　
ル
処
其
後
茂
是
迄
年
々
長
芋
奉
恐
入
新
得
共
、
一
躰
領
分
播
州
宍
粟
郡
安
志
郷
村

　
凱
陣
辺
鄙
山
川
多
、
所
々
二
飛
放
、
何
事
茂
不
弁
勝
二
蔀
諸
入
用
多
分
相
懸
、
其
上

　
家
別
人
少
御
座
候
問
、
手
余
・
荒
地
等
出
来
之
折
柄
、
年
々
少
々
宛
之
損
三
等
茂

有
之
、
領
分
撫
育
等
難
行
届
心
痛
仕
候
、
然
ル
処
一
昨
年
諸
国
不
作
之
節
領
分
之

儀
者
格
別
之
儀
も
無
御
座
候
得
共
、
近
郷
物
騒
敷
、
領
分
飛
々
之
場
所
二
御
座
候

間
夫
々
江
手
当
書
駒
仕
、
莫
大
之
物
入
、
多
分
之
損
毛
同
様
劇
戦
二
而
誠
二
以
難
渋

仕
候
、
依
之
私
身
分
者
勿
論
、
供
立
月
球
も
格
外
省
略
仕
、
家
来
末
々
迄
　
同
畳

敷
倹
約
下
取
続
御
奉
公
仕
度
奉
存
候
之
処
、
去
二
月
下
屋
敷
類
焼
仕
、
母
之
住
居

向
拝
長
屋
迄
茂
焼
失
仕
極
々
難
渋
仕
深
処
、
去
九
月
ヨ
光
御
祭
礼
奉
行
被
　
仰
付
、

　
御
宮
拝
礼
仕
誠
二
一
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
処
兼
々
申
上
書
通
困
窮
之
上
入

用
等
茂
又
々
相
増
猶
更
難
渋
仕
候
、
依
嘱
可
相
成
儀
御
座
候
ハ
＼
来
秋
大
坂
御
加

番
代
被
　
仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
候
、
願
一
通
被
　
仰
付
被
下
置
贋
者
　
御
軍
役

回
外
注
敷
用
省
略
、
右
一
一
余
沢
家
中
扶
助
・
領
分
撫
育
等
も
仕
、
取
続
御
奉
公

相
三
度
奉
八
一
、
何
卒
格
別
三
皇
　
御
仁
恵
願
之
通
被
　
仰
付
図
下
候
様
奉
願
候
、

以
上

　
　
十
二
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
笠
原
信
濃
守

『
三
三
B
出
、
即
日
持
出
』

12

y
陸
奥
福
島
藩
主
板
倉
勝
顕
（
三
万
石
）
】

　
　
『
板
倉
刑
部
少
輔
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回
書
守
』

　
兼
々
申
上
置
候
通
私
勝
手
向
之
儀
者
従
来
極
難
渋
至
極
二
付
諸
事
借
財
等
を
以
漸

　
取
賄
罷
在
候
、
抑
元
禄
十
五
年
拝
領
仕
候
奥
州
福
嶋
領
知
之
儀
考
唾
石
半
永
馬
場

　
所
二
而
年
々
収
納
不
足
者
損
毛
二
不
抱
莫
大
之
儀
二
薦
難
渋
当
惑
仕
候
、
寛
政
四
年

頃
三
州
二
而
壱
万
石
村
替
被
　
仰
付
、
右
を
以
漸
是
迄
ハ
可
也
取
続
御
奉
公
相
勤
罷

　
在
候
得
共
、
前
文
二
茂
申
上
記
通
領
知
一
儀
者
参
万
石
高
並
之
収
納
無
御
座
、
数
十

　
年
来
不
一
通
難
渋
仕
候
処
、
追
々
打
続
冠
毛
、
其
上
一
昨
巳
年
之
儀
者
奥
州
一
躰

　
三
儀
二
者
候
得
共
、
私
領
知
ハ
皆
無
同
様
二
而
殊
二
城
下
追
々
之
大
火
等
二
而
更
二

　
手
当
茂
不
行
届
候
処
、
私
儀
者
去
年
家
督
被
　
仰
付
候
後
、
手
重
之
御
役
場
打
続
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相
勤
回
付
弼
ハ
種
々
物
入
差
湊
、
借
財
高
莫
大
相
嵩
、
追
々
調
達
申
付
候
者
共
茂
棺

断
必
至
万
難
渋
、
此
節
二
心
候
而
者
実
々
術
計
尽
果
、
聯
之
融
通
筋
も
相
整
準
運
次

第
二
成
行
、
此
上
者
如
何
可
相
成
哉
与
十
方
二
暮
、
唯
々
日
夜
心
痛
当
惑
仕
候
、

依
而
者
何
卒
格
別
之
以
　
思
召
、
来
秋
大
坂
御
加
番
被
　
仰
付
飛
下
置
候
得
者
右
余

分
を
以
公
務
者
勿
論
家
中
扶
助
等
茂
相
整
、
如
何
計
欺
　
御
壷
王
難
程
難
有
仕
合

奉
存
候
、
扇
情
家
督
後
為
書
御
燗
公
茂
不
相
務
、
在
所
江
之
御
暇
も
未
申
上
里
奉

願
肥
料
重
々
奉
恐
藩
候
得
共
、
誠
二
前
段
二
茂
申
上
候
通
之
仕
合
、
累
年
之
貧
困
差

渡
候
儀
幾
重
二
茂
御
憐
察
被
成
下
、
来
秋
大
坂
御
加
番
、
是
非
々
藤
江
被
　
仰
付
穿

下
置
候
様
精
々
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
十
二
月
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
板
倉
刑
部
少
輔

『
廿
四
二
出
、
即
隅
一
出
』

13

y
越
前
大
野
藩
主
土
井
利
忠
（
四
万
石
）
】

　
噛
土
井
能
登
守
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
誉
呼
臨

　
私
領
分
越
前
国
大
野
之
備
考
前
々
よ
り
申
上
候
通
山
間
而
已
之
土
地
二
日
何
方
江
も

　
回
米
等
相
成
兼
、
平
年
四
万
石
之
高
二
而
夫
米
・
小
物
成
迄
合
凡
流
数
弐
万
七
、

　
八
千
内
外
之
収
納
二
二
御
座
候
上
、
年
々
米
直
段
茂
地
払
之
儀
故
至
蒲
下
直
二
型

　
座
候
、
江
戸
表
家
中
扶
助
米
・
諸
色
共
都
擶
江
戸
買
上
二
仕
、
万
事
差
支
而
巳
多
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
利
貞
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
利
知
）

　
渋
至
極
藩
候
付
、
代
々
大
坂
御
加
番
代
奉
願
、
二
代
目
甲
斐
守
五
度
、
曽
祖
父
能
登
守

　
　
　
　
　
　
　
　
（
利
器
）

　
儀
八
ヶ
度
、
養
父
甲
斐
守
儀
茂
奉
職
候
之
通
被
　
仰
付
、
右
之
以
　
御
余
恵
取
続

　
御
奉
公
相
勤
候
処
、
全
躰
不
如
意
之
勝
手
向
故
少
茂
無
油
断
勘
略
質
素
二
相
暮
候

　
得
共
、
度
々
代
替
、
引
続
不
時
之
物
入
相
嵩
、
其
上
在
所
近
来
両
度
之
大
火
二
必

　
至
与
行
詰
当
惑
仕
候
処
、
別
段
之
以
　
御
仁
恵
莫
大
之
拝
借
金
被
　
仰
付
冥
加
至

　
極
悲
憤
仕
合
路
盤
候
、
右
之
以
　
御
手
当
、
漸
城
普
請
、
其
元
無
余
儀
場
所
計
可

　
也
二
補
理
仕
、
其
後
露
光
　
御
名
代
迄
無
滞
相
盛
事
、
全
文
政
十
三
盛
年
大
坂
御

加
番
代
被
　
仰
付
被
下
唇
候
　
御
恩
藤
阪
之
儀
与
重
々
傍
熱
仕
合
奉
存
生
、
然
処

近
年
度
々
之
洪
水
二
簡
莫
大
之
断
言
打
続
、
就
中
去
ル
巳
年
ハ
五
十
年
以
来
無
之

凶
作
二
而
漸
五
千
献
言
之
収
納
二
相
成
、
昨
豊
年
三
半
高
余
之
損
毛
二
相
成
物
処
、

追
々
御
感
申
上
候
通
又
々
当
未
五
月
十
四
閾
夜
中
よ
り
翌
十
五
臼
迄
大
風
雨
、
同

六
月
十
八
臼
朝
よ
り
翌
十
九
日
夜
中
迄
、
骨
膜
七
月
廿
一
日
掛
り
翌
廿
二
目
終
臼

大
風
七
二
御
座
難
処
、
其
節
者
別
提
腕
敷
、
　
一
腹
其
以
前
両
度
之
洪
水
二
面
所
々
及

大
破
野
付
、
難
捨
酷
寒
所
者
準
拠
種
々
差
繰
を
以
追
々
普
請
等
茂
取
掛
可
也
二
見

来
世
候
処
、
右
閏
七
月
之
大
風
雨
二
蒲
川
除
、
其
外
援
敷
損
所
有
之
、
刈
置
候
早

稲
迄
茂
流
失
仕
、
中
稲
・
晩
稲
吹
荒
、
就
中
山
畑
一
面
吹
倒
・
吹
折
竹
木
等
茂
数

多
二
擶
皆
無
之
場
所
茂
御
座
候
付
、
此
度
御
届
申
上
候
通
収
納
二
至
弐
万
千
七
百
七

拾
石
余
損
毛
御
座
候
、
前
段
申
上
候
通
近
年
凶
災
打
続
候
内
巳
・
午
・
未
三
ヶ
年

者
莫
大
之
損
毛
相
重
、
極
々
困
窮
仕
、
且
暮
痛
心
仕
候
、
毎
度
申
上
候
通
文
政
十

亥
年
城
内
櫓
・
多
門
不
残
類
焼
之
節
、
元
祖
大
炊
頭
利
勝
よ
り
譲
請
候
以
来
漸
々

調
置
候
武
器
類
悉
焼
亡
仕
候
後
以
今
一
向
調
候
手
段
も
無
御
座
、
右
類
焼
之
節
土

蔵
五
九
戸
前
・
内
籾
蔵
五
戸
前
・
米
蔵
七
戸
前
焼
失
藁
筆
、
其
後
囲
入
節
籾
迄
去

ル
巳
年
凶
作
二
付
伺
之
上
不
平
手
当
差
出
、
昨
午
年
よ
り
詰
戻
候
付
、
当
鉱
坑
茂

割
合
之
通
宝
戻
可
申
出
、
前
文
申
上
古
通
当
五
月
・
六
月
・
閏
七
月
、
三
度
之
大

風
金
船
而
莫
大
之
破
損
所
出
来
、
田
畑
不
熟
皆
無
之
場
所
茂
有
之
、
格
外
之
落
毛
高

二
相
成
候
付
尼
削
荘
川
除
土
手
切
、
其
外
大
破
難
捨
置
場
所
、
且
救
民
夫
食
等
者
何

事
を
差
置
候
目
通
夫
々
相
応
二
手
当
不
申
付
候
半
而
者
難
相
済
、
前
文
之
通
三
度
之

洪
水
二
御
座
候
得
麿
其
節
々
入
用
彼
是
莫
大
之
散
財
二
相
成
、
困
窮
弥
増
二
相
成

候
之
問
、
右
囲
戻
之
儀
茂
手
段
尽
果
当
惑
仕
壁
付
、
御
用
囲
籾
事
事
二
者
御
座
候
得

補
導
前
癌
民
之
手
当
等
必
至
与
行
詰
候
付
不
得
止
事
、
伺
之
上
去
ル
巳
年
不
残
弐

千
石
手
当
二
差
出
、
此
節
煎
飯
二
階
、
彼
是
差
支
之
儀
申
上
候
段
猶
更
重
々
奉
恐

入
候
出
歯
、
前
段
申
上
二
次
第
二
百
術
計
尽
果
候
付
、
甚
乍
自
由
当
年
詰
戻
年
延
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之
景
雲
度
御
勘
定
奉
行
江
家
来
之
者
よ
り
無
慮
相
藩
候
、
順
繰
之
始
末
二
御
座
候

故
代
々
無
油
断
質
素
二
相
暮
候
儀
者
勿
論
、
家
来
共
江
之
宛
行
等
茂
極
々
手
薄
之
儀

二
付
帳
外
之
内
職
等
勝
手
次
第
二
為
仕
、
取
続
編
已
専
二
申
付
候
次
第
二
幅
、
私

始
家
内
之
者
平
日
綿
服
着
用
仕
、
飲
食
等
茂
右
二
準
、
都
際
節
倹
相
模
申
候
、
且

江
戸
在
勤
中
伺
之
上
供
人
郵
相
減
、
年
々
旅
行
之
節
茂
同
様
供
人
減
少
召
連
、
聯

之
叢
誌
茂
雄
略
仕
候
得
共
、
代
々
不
如
意
之
上
、
元
来
在
所
運
送
不
弁
利
之
土

　
（
故
力
）

地
共
万
端
江
戸
買
上
精
嚢
処
、
近
年
者
別
醐
諸
色
高
価
二
相
成
植
付
極
論
困
窮
仕

候
、
私
家
督
後
よ
り
火
災
・
水
損
・
凶
年
打
続
、
平
常
二
而
茂
取
続
兼
候
処
、
度
々

之
天
災
二
醐
誠
難
渋
至
極
仕
候
、
前
文
之
通
破
損
場
所
如
何
様
二
神
修
復
不
申
付
候

半
面
者
難
相
熱
球
三
共
、
差
当
家
中
扶
助
・
窮
民
夫
食
之
手
当
申
付
候
上
之
儀
与
種

々
勘
弁
仕
候
処
、
代
々
之
借
財
打
嵩
、
当
時
必
至
与
差
支
、
　
公
辺
御
情
置
薬
二
蒲

拝
借
之
口
々
迄
茂
数
多
不
納
二
相
成
、
度
々
家
来
共
御
呼
出
等
有
之
、
於
私
重
々

奉
恐
入
候
間
是
非
聯
宛
茂
上
納
為
仕
候
半
附
者
不
相
済
儀
与
日
夜
当
惑
仕
候
間
、
何

卒
別
格
之
以
　
御
慈
悲
来
秋
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
被
下
置
旧
様
偏
奉
願
候
、

以
上

　
　
十
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
井
能
登
守

『
廿
五
日
出
、
翌
日
持
出
』

14

y
下
総
結
城
藩
主
水
野
勝
進
（
一
万
八
千
石
）
】

　
　
『
水
野
日
向
等
勝
手
よ
り
差
繊
候
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
誉
守
』

　
私
勝
手
向
従
前
々
不
一
通
不
如
意
御
座
候
処
、
当
年
茂
川
々
出
水
二
而
田
畑
共
水
押

　
・
砂
入
・
川
欠
等
有
之
、
甚
不
熟
仕
、
高
壱
万
三
百
八
拾
七
石
弓
之
三
毛
二
御
座

　
候
而
必
至
与
差
支
難
渋
当
惑
三
三
、
先
達
擶
茂
三
歎
申
上
候
通
領
分
荒
地
多
、
其
上

　
連
年
水
旱
三
災
二
面
従
文
化
九
申
年
昨
午
年
迄
弐
拾
三
ヶ
年
之
三
年
々
万
石
前
後

　
之
三
毛
打
続
回
付
、
暮
方
、
其
外
共
格
外
二
省
略
仕
候
得
共
収
納
二
引
合
不
申
候

付
、
無
拠
以
他
借
相
凌
候
事
故
漸
々
困
窮
弥
増
素
意
、
当
年
雲
霧
敷
損
毛
有
之
、

私
分
限
二
二
者
莫
大
之
儀
、
此
上
勤
仕
向
二
郎
相
抱
候
程
之
難
渋
二
薦
実
々
当
惑
痛
心

仕
返
、
且
又
領
分
旧
来
之
荒
地
開
発
之
儀
代
々
心
願
二
御
座
候
間
、
此
度
精
々
申

付
度
温
存
候
痴
愚
、
霧
敷
入
用
相
懸
容
易
二
難
取
懸
心
配
仕
掛
、
右
付
兼
々
奉
願

上
候
通
常
卒
来
秋
大
坂
御
加
番
忌
中
小
屋
被
　
仰
付
被
下
下
者
御
軍
役
之
皇
考
万

端
格
外
二
省
略
仕
、
霊
媒
御
余
潤
如
何
様
二
茂
取
三
豊
勤
仕
、
且
荒
地
開
発
手
当

申
付
窮
命
撫
育
仕
度
奉
存
候
、
毎
度
自
由
ヶ
問
三
儀
奉
恐
入
面
出
共
不
得
嘉
事
再

応
奉
願
盛
儀
二
御
座
候
、
何
卒
格
別
之
以
　
御
影
慰
願
之
通
学
　
仰
付
被
下
座
様

血
温
願
候
、
以
上

　
　
十
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
野
目
無
守

『
什
ユ
ハ
日
娼
、
　
羽
立
臼
持
一
繊
』

安
政
二
年
九
月
『
諸
用
留
』
（
三
三
冊
）
「
諸
願
」

15

y
上
総
飯
野
藩
主
保
科
正
益
（
二
万
石
）
】

『
来
秋
大
坂
御
加
番
願
』

私
儀
来
秋
大
坂
御
加
番
代
相
勤
三
度
自
存
候
、

下
候
様
偏
奉
一
己
、
以
上

　
　
　
　
（
奥
右
筆
組
頭
）

留
仕
候
　
　
志
賀
金
八
部

門
瀦
魁
羅
湾
頭
）

　
　
『
下
曽
根
金
三
郎
持
参
』

　
　
　
　
　
　
『
保
科
弾
正
忠
』

可
相
三
儀
御
座
候
考
被
　
仰
付
被

保
科
弾
正
忠
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保
科
弾
正
忠
勝
手
よ
り
差
出
回
書
三
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
老
中
・
越
後
、
長
岡
藩
窯
牧
野
忠
雅
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
前
守

私
儀
累
年
勝
手
向
不
如
意
御
座
一
処
、
去
ル
三
年
両
屋
敷
類
焼
二
師
家
三
一
統
手

当
等
莫
大
之
物
入
有
之
家
処
、
翌
三
年
異
国
船
渡
来
二
付
浦
賀
表
江
家
三
共
出
張
、

警
衛
向
武
備
手
当
等
多
分
之
入
用
相
嵩
、
其
上
近
年
打
続
領
分
不
作
之
上
、
先
年

両
度
御
用
二
付
村
民
被
　
仰
付
近
三
々
之
内
皆
無
同
様
之
三
毛
三
冠
有
之
必
至
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
翫
不
…
）

差
支
、
公
務
井
家
中
扶
助
茂
無
覚
束
程
二
二
図
心
痛
仕
候
、
二
二
先
代
故
旧
登
守
よ

り
就
三
無
余
儀
不
得
距
事
大
坂
御
加
番
代
相
勤
申
度
奉
歎
候
之
処
、
右
回
之
通
去

ル
未
年
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
三
下
置
旧
有
仕
合
三
三
候
、
然
ル
処
能
登
守
旧

病
気
二
胡
回
申
年
五
月
中
於
彼
地
病
死
一
項
、
其
節
及
末
期
家
来
近
江
申
三
一
者
、

病
気
直
兜
二
而
三
連
茂
存
命
三
一
三
門
束
、
御
加
番
を
も
相
勤
口
終
病
死
仕
候
而
者

口
話
　
公
辺
江
何
回
三
目
入
候
儀
奉
存
候
、
依
而
者
万
一
コ
口
一
一
擶
家
督
被
下
置

一
三
、
私
儀
旅
先
之
御
役
三
相
勤
一
匹
三
年
齢
二
も
相
成
卜
者
右
御
加
番
代
奉
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
力
）

候
而
相
勤
、
奉
報
　
御
高
恩
候
様
呉
々
茂
申
残
置
候
間
口
二
於
彼
地
病
死
仕
候
、

依
蒲
者
遠
路
御
役
先
之
儀
万
端
之
物
入
莫
大
之
失
三
相
成
、
殊
二
引
続
一
三
家
督
二

而
借
財
等
差
湊
次
第
弥
増
誠
以
難
渋
至
極
仕
候
、
且
又
去
ル
亥
年
四
月
臼
光
御
祭

礼
奉
行
被
　
仰
付
被
下
置
、
冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
処
右
御
用
等
も

数
十
年
程
藩
候
事
故
万
端
手
当
向
存
外
入
用
多
御
座
口
上
、
其
節
二
四
回
申
上
候

三
一
ル
三
年
・
三
年
・
三
年
引
続
領
分
損
毛
有
之
、
井
三
年
六
月
中
異
国
船
渡
来

二
付
擶
者
公
辺
よ
り
防
禦
筋
之
儀
追
々
被
　
仰
出
茂
有
之
、
右
二
付
領
分
上
総
国
青

木
浦
海
岸
厳
重
二
手
回
申
付
置
候
処
、
昨
寅
年
正
月
中
異
国
船
渡
来
中
右
同
浦
江

陣
場
炮
野
冊
も
取
建
、
其
後
六
月
中
異
国
船
度
々
渡
来
之
節
二
も
固
人
数
厳
重
二

差
出
、
尤
其
節
度
々
御
届
申
上
候
儀
二
御
座
候
、
且
同
年
十
一
月
可
稀
成
地
震
之

節
も
領
分
其
外
破
損
等
二
蒲
失
財
不
少
、
前
条
之
廉
々
相
嵩
莫
大
之
借
財
二
相
成
、

此
節
二
至
候
擶
者
公
務
向
拝
家
中
扶
助
茂
仕
兼
、
実
以
難
渋
至
極
心
痛
三
三
、
依
之

何
共
自
由
ヶ
間
子
器
恐
入
候
得
共
、
亡
父
能
登
回
申
置
三
儀
も
御
座
三
間
、
可
相

成
二
三
御
座
候
者
来
秋
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
被
下
置
候
様
仕
度
偏
二
三
願
候
、

左
候
ハ
＼
如
何
様
二
玉
取
続
、
公
務
井
海
岸
警
衛
向
、
猶
又
手
厚
二
行
届
回
申
与
難

有
仕
合
三
三
候
、
尤
右
異
国
船
渡
来
之
卜
者
御
加
番
代
被
　
仰
付
候
糊
茂
警
衛
二
巴

候
ハ
＼
家
来
共
江
申
付
置
候
間
聯
茂
差
支
三
無
御
座
候
、
依
之
何
卒
以
　
御
一
門

右
願
之
通
被
　
仰
付
門
下
置
候
様
御
執
成
之
程
幾
重
二
茂
奉
一
台
、
以
上

　
　
九
月
十
濤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
科
弾
正
忠

私
儀
兼
々
異
国
船
渡
来
之
節
領
分
上
総
国
周
潅
郡
青
木
浦
海
岸
江
差
出
候
人
数
兼

而
御
記
申
上
候
通
手
当
仕
備
置
、
万
一
渡
来
候
三
家
三
共
差
配
仕
、
江
戸
表
よ
り
茂

家
来
差
加
警
衛
厳
重
相
心
得
候
様
申
付
二
二
儀
二
御
座
候
、
尤
追
々
別
擶
厳
重
之

被
　
仰
三
内
御
座
候
得
一
目
三
人
数
等
も
一
廉
手
厚
二
申
付
置
候
儀
二
御
座
候
間
、

来
秋
大
坂
御
加
番
代
歯
　
仰
付
一
下
置
旧
共
聯
差
支
無
御
座
此
間
此
段
御
聞
置
、

別
紙
内
願
之
旧
刊
　
仰
付
一
下
候
弓
偏
奉
願
候
、
以
上

　
　
九
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
科
弾
正
忠

16

y
出
羽
上
山
藩
主
松
平
三
宝
（
三
万
石
）
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奥
右
筆
組
頭
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
留
仕
候
　
　
東
條
平
左
衛
門

　
　
　
　
三
秋
大
坂
加
番
願
』
　
　
　
　
『
萌
断
罪
鮮
永
谷
勝
得
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
水
谷
主
水
持
参
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
松
平
山
城
守
』

　
私
儀
来
秋
大
坂
御
加
番
代
何
卒
可
桐
葬
儀
御
座
唖
者
被
　
仰
付
被
装
置
候
様
奉
願

　
候
、
以
上

　
　
　
九
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
山
城
守

65



　
松
平
山
城
守
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
前
守

旧
勝
手
向
累
代
必
迫
難
渋
之
儀
者
毎
度
申
上
被
成
下
御
承
知
、
大
坂
御
加
番
茂
度

々
被
　
仰
付
、
鴻
大
之
　
御
恩
沢
二
砺
困
窮
相
凌
、
家
来
共
迄
扶
助
仕
兜
虫
格
別

之
　
御
仁
恵
与
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
処
兼
々
申
上
候
通
羽
州
領
分
之
儀
者
山

間
之
土
地
二
弼
常
々
米
価
昇
、
其
上
不
運
送
御
座
候
故
借
財
向
茂
跡
3
一
二
漏
已
相
成
、

新
借
相
嵩
弥
増
難
渋
、
公
務
筋
二
茂
差
支
礪
与
痛
心
仕
候
、
先
年
居
屡
敷
類
焼
仕
、

無
理
越
州
借
を
以
住
居
向
丈
可
也
補
理
仕
候
得
共
、
其
後
玄
関
・
書
院
向
普
請
手

段
之
目
当
茂
無
御
座
打
一
喫
在
候
空
晶
歎
ヶ
敷
奉
存
候
、
此
度
表
玄
関
・
書
院
向

漸
補
三
国
内
儀
全
国
加
番
之
　
御
恩
沢
与
難
有
仕
合
三
雲
候
、
当
節
海
防
之
御
手

当
向
円
熟
被
　
仰
出
候
処
、
先
年
類
焼
之
節
武
器
類
不
残
焼
亡
、
此
節
追
々
調
達

仕
度
候
三
共
～
時
之
難
及
力
甚
歎
息
深
痛
心
仕
候
、
其
上
当
領
分
当
夏
中
雨
不
足

仕
、
其
後
自
照
続
一
雨
無
之
、
田
畑
一
環
二
目
生
立
不
宜
場
所
多
有
之
、
収
納
之

上
如
何
成
行
回
申
哉
心
配
仕
候
、
是
迄
茂
数
度
打
続
　
御
加
番
雄
略
　
仰
付
被
下

置
候
得
共
、
一
事
申
上
候
之
一
一
地
回
領
地
二
崩
年
々
半
高
余
之
損
毛
御
座
天
端
者
、

願
之
通
御
加
番
被
　
仰
付
記
御
恩
沢
二
蒲
　
果
を
相
凌
候
外
他
事
無
御
座
候
、
当

年
国
府
仕
、
猶
又
寝
願
茂
奉
恐
惑
候
得
共
来
秋
大
坂
富
加
内
代
被
　
仰
付
被
下
置

候
者
右
図
御
恩
沢
武
器
等
連
々
取
揃
、
全
備
可
仕
丁
難
球
仕
合
奉
存
候
、
何
卒
厚

　
　
　
　
　
（
『
察
隔
）

被
成
下
　
御
三
慰
幾
重
二
茂
願
二
三
来
秋
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
被
下
蓄
電
奉

歎
願
候
、
以
上

　
　
九
月
十
～
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
山
城
守

17

y
三
河
挙
母
藩
主
内
藤
政
文
（
二
万
石
）
】

　
　
　
　
（
奥
右
筆
組
頭
）

留
仕
候
　
　
東
條
平
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
究
月
朧
鯉
炮
頭
）

　
　
『
来
秋
大
坂
加
番
願
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
下
手
根
金
三
郎
持
参
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
内
藤
山
城
｛
…
』

私
儀
来
秋
大
坂
御
加
番
代
相
勤
申
特
記
存
候
間
、
可
成
儀
御
座
影
回
何
卒
被

付
被
下
置
候
様
奉
願
候
、
以
上

　
　
九
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
藤
山
城
守

旧

　
内
藤
山
城
守
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
前
守

私
在
所
三
河
国
挙
母
三
儀
者
毎
度
申
上
竪
通
気
城
奉
願
此
程
之
水
難
場
所
二
而
、
城

下
町
在
共
及
困
窮
難
渋
二
陥
候
処
、
去
三
秋
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
、
当
難
三

江
難
有
仕
合
三
三
候
、
然
処
異
国
船
渡
来
二
付
面
者
追
々
被
　
仰
出
勤
御
趣
意
茂
御

座
候
付
、
勢
以
質
素
節
倹
誠
宮
相
尽
武
備
一
図
二
心
掛
罷
在
候
得
共
、
年
来
勝
手

向
不
如
意
之
上
、
去
々
丑
年
・
昨
寅
年
籔
作
二
擶
及
収
納
両
年
平
均
損
毛
高
弐
万

弐
千
六
百
四
拾
弐
石
壱
斗
八
升
余
相
成
、
私
拝
領
高
二
取
候
擬
者
莫
大
之
損
毛
相

立
不
成
一
形
影
配
仕
候
、
且
又
昨
年
十
～
二
四
目
地
震
二
擶
兼
弼
御
二
二
上
候
一
挙

母
城
内
外
家
中
・
在
町
二
部
迄
過
半
大
破
二
相
成
、
井
遠
州
領
分
者
陣
屋
始
其
外

共
別
而
潰
家
仁
多
有
之
候
獅
難
捨
置
、
早
速
補
理
可
申
附
筈
二
候
得
共
、
何
分
難

及
自
力
心
配
仕
候
付
不
得
止
事
、
御
時
節
を
も
三
顧
拝
借
金
奉
願
上
候
処
、
出
格

之
以
　
思
召
金
千
両
拝
借
被
　
仰
付
、
夫
々
手
当
可
申
付
場
二
至
誠
二
以
難
有
仕

合
奉
存
候
、
然
処
下
地
困
窮
之
上
年
々
損
毛
打
続
、
借
財
相
嵩
、
甚
心
痛
罷
在
候

処
江
去
月
十
三
日
先
御
届
申
上
候
通
、
去
々
月
廿
六
霞
夜
五
ツ
時
頃
よ
り
三
二
至

り
風
雨
甚
敷
、
翌
廿
七
欝
朝
五
時
頃
城
下
矢
作
川
上
川
筋
一
丈
四
尺
余
出
水
、
堤

下
水
吹
出
し
候
場
所
茂
有
之
、
早
々
防
留
、
無
恥
雨
止
、
水
茂
次
第
二
相
引
候
処
、

廿
八
日
雨
天
二
而
廿
九
日
朝
五
時
過
よ
り
三
又
大
雨
無
絶
間
、
川
水
壱
丈
八
尺
余
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二
及
ひ
、
水
勢
烈
敷
堤
通
処
々
危
き
場
所
手
を
尽
し
相
撃
候
折
柄
、
夜
六
時
過
水

嵩
忽
弐
丈
弐
尺
余
二
至
り
水
勢
弥
響
町
敷
相
成
、
堤
所
々
推
切
、
水
門
、
判
者
内

堤
竺
三
度
二
部
抜
、
剰
堤
整
数
ヶ
所
よ
り
盗
越
、
端
的
一
面
二
水
推
、
下
之
城
下
町

家
拝
田
畑
一
円
水
漉
り
入
、
町
方
麿
家
根
上
迄
水
附
、
田
方
者
砂
礫
大
木
流
れ
入
、
堤

通
者
昨
冬
之
地
震
二
醐
下
地
本
よ
り
相
弛
ミ
居
候
哉
、
切
所
・
欠
所
・
崩
所
二
相
成
候
外

惣
ひ
》
わ
れ
、
町
方
者
流
失
家
・
潰
家
等
も
有
之
、
且
又
北
山
手
村
方
井
設
楽
郡
之
内

領
分
村
々
茂
大
雨
二
擶
山
崩
・
欠
所
等
多
分
有
之
趣
候
得
共
、
相
要
撃
場
所
細
辛
タ
委

敷
難
相
知
候
、
敦
茂
委
細
之
儀
者
追
擶
御
届
可
申
上
旨
申
上
候
程
之
儀
、
度
々
之
災

危
二
而
殆
当
惑
諸
候
、
乍
然
旧
臓
茂
奉
還
上
橘
通
、
当
今
不
容
易
御
盆
節
二
候
得
者
聯

以
猶
予
不
相
成
磯
間
、
武
備
専
要
二
心
掛
、
不
足
之
器
機
等
相
補
弥
以
公
務
大
切
二

奉
存
、
且
家
中
扶
助
、
領
内
生
育
仕
、
謹
呈
難
相
生
度
奉
存
候
聞
、
何
卒
格
別
之
被

成
下
御
賢
察
、
是
非
々
々
来
秋
御
明
番
代
被
　
仰
付
三
下
置
候
様
奉
蒙
　
御
仁
恵

偏
二
黒
上
候
、
以
上

　
　
九
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
藤
山
城
守

『
右
弐
通
廿
七
日
出
、
即
B
持
出
』

安
政
七
年
正
月
『
諸
用
留
』
（
二
八
冊
）
「
諸
願
」

18

蜿
o
羽
上
幽
藩
主
松
平
信
宝
（
三
万
石
）
】

　
　
松
平
山
城
守
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
（
老
中
・
一
．
一
河
鱒
尾
藩
主
松
準
乗
全
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
泉
守

　
乍
恐
猶
又
奉
歎
願
候
、
私
勝
手
向
極
不
如
意
二
而
追
々
借
財
多
端
二
相
成
、
如
何

　
土
ハ
難
凌
相
成
当
惑
痛
心
仕
候
、
毎
々
申
上
候
通
大
坂
御
加
番
之
　
御
恵
擶
巴
二
醐
相

論
、
先
代
迄
者
隔
年
二
型
　
仰
付
候
儀
も
有
之
候
程
御
座
候
、
去
ル
寅
年
歳
加
番

被
　
仰
巨
霊
後
七
ヶ
年
二
も
相
成
候
間
、
此
節
之
難
渋
深
被
成
下
御
憐
察
、
何
卒

当
秋
御
加
番
代
願
感
通
被
　
仰
忌
避
下
畑
乍
恐
再
四
丁
歎
願
候
、
以
上

　
　
正
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
山
城
守

短
【
三
河
西
大
平
藩
主
大
岡
忠
敬
（
一
万
石
）
】

　
　
大
岡
越
前
響
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
泉
守

　
私
勝
手
向
従
来
不
如
意
之
処
近
年
別
擶
困
窮
相
成
、
領
分
之
儀
二
極
荒
地
故
収
納

　
高
年
々
莫
大
之
損
毛
一
蒲
家
中
之
扶
助
・
下
民
之
手
当
行
届
不
申
、
殊
　
公
務
雪
氷

　
覚
束
、
此
上
勝
手
暮
方
如
何
可
前
鑑
与
朝
暮
二
心
痛
仕
候
、
且
又
私
家
之
儀
者
新

　
規
御
取
立
之
儀
二
三
本
家
、
或
者
近
親
等
二
而
引
受
世
話
致
し
呉
候
者
茂
無
御
座
途

　
方
暮
罷
在
候
、
依
之
先
般
委
細
奉
歎
願
候
通
先
代
越
前
守
多
年
之
御
役
相
勤
、
引

　
続
死
去
仕
家
督
被
　
仰
付
難
有
仕
合
奉
存
候
、
乍
併
追
々
之
物
入
相
嵩
候
上
震
風

　
損
二
浦
今
以
住
居
向
井
家
中
長
屋
共
破
損
之
侭
二
相
成
居
候
耳
付
、
領
分
村
々
江
相

　
談
仕
聯
補
理
仕
度
候
得
共
、
是
又
年
々
之
違
作
損
毛
二
海
下
民
凌
方
出
来
兼
、
他

　
国
江
離
散
茂
仕
候
仕
合
二
付
如
何
二
茂
勘
考
尽
果
申
候
、
依
之
再
三
奉
願
候
者
何
共

　
奉
恐
入
候
得
共
当
秋
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
被
下
置
候
様
幾
重
二
も
　
御
憐
慰

　
之
程
奉
歎
願
候
、
左
候
者
右
臨
御
余
沢
を
以
　
公
務
専
一
二
心
掛
領
分
手
当
、
家

　
中
之
扶
助
者
不
及
申
、
武
器
等
二
至
迄
相
嗜
申
度
候
問
、
此
段
御
差
含
之
程
偏
二

奉
願
候
、
以
上

　
　
　
正
月
十
～
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
岡
越
前
守

『
右
二
通
十
一
日
出
、
即
日
持
出
』

20

y
陸
奥
福
島
藩
主
板
倉
勝
顕
（
三
万
石
）
】
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『
当
秋
大
坂
加
番
願
』

私
儀
鉱
油
大
坂
御
加
番
相
熱
量
度
奉
存
候
、

以
上

　
　
正
月
十
三
日

『
十
三
臼
繊
、
豊
潤
持
出
書
入
致
し
持
帰
』

　
　
　
　
　
　
　
　
（
奥
三
筆
紐
頭
）

　
　
　
　
留
仕
候
　
上
倉
彦
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
瀬
頭
）

　
職
正
月
十
三
目

　
　
　
（
御
先
手

　
　
　
『
大
久
保
喜
右
衛
門
持
参
』

　
　
　
　
　
　
　
『
板
倉
内
膳
正
』

可
罷
成
獣
二
御
座
候
考
此
段
奉
願
候
、

板
倉
内
膳
正

21

y
志
摩
鳥
羽
藩
主
稲
垣
長
明
（
三
万
石
）
】

　
　
稲
垣
僑
濃
守
家
来
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
泉
守

　
信
濃
守
野
掛
秋
大
坂
御
加
番
御
願
之
儀
考
兼
々
御
歎
願
御
書
面
之
通
二
葡
、
委
細
之

　
儀
者
御
事
長
一
々
被
仰
立
候
儀
幽
暗
恐
入
被
思
召
候
得
共
、
必
至
御
難
渋
二
付
不

　
被
得
止
事
被
気
上
度
、
～
体
御
領
分
詞
儀
者
大
洋
二
臨
船
掛
之
御
場
所
故
、
異
船

　
之
御
手
当
も
及
御
力
溢
乳
者
御
心
掛
汁
成
候
儀
門
付
蒲
者
年
々
多
分
之
御
物
入
も
有

　
之
、
且
又
去
ル
寅
年
御
在
所
地
震
動
波
二
而
御
本
城
・
櫓
・
多
門
・
二
之
丸
・
御

　
書
院
・
江
住
転
向
、
山
外
御
匙
内
外
侍
屋
敷
・
町
三
共
破
損
流
失
不
断
、
溺
死
怪

　
我
人
等
も
御
座
路
程
之
儀
、
就
中
海
岸
附
村
方
之
儀
者
民
家
流
失
皆
無
相
成
候
場

　
所
も
有
之
、
臨
御
救
方
御
修
復
向
等
莫
大
之
御
物
入
二
付
御
時
節
柄
御
拝
借
金
御

　
願
豊
成
整
粒
、
御
願
之
通
被
蒙
　
仰
誠
二
至
難
有
思
召
候
、
其
後
去
ル
巳
年
大
坂

　
御
加
番
代
と
も
被
蒙
　
樹
齢
有
思
召
候
、
右
之
以
　
御
恩
即
急
場
之
町
者
御
凌
被

　
成
候
得
共
、
不
容
易
御
物
入
二
蒲
節
々
御
取
戻
難
根
成
、
実
々
以
御
当
惑
御
心
痛

　
言
成
候
、
尤
是
迄
格
別
之
御
奉
公
も
不
断
成
御
勤
恐
入
思
召
候
処
、
昨
年
四
月
日

　
光
廿
日
　
御
名
代
被
蒙
　
仰
誠
二
以
難
有
思
召
候
、
従
来
御
難
西
之
上
前
顕
之
通

寅
年
地
震
導
波
之
災
御
物
入
莫
大
之
儀
故
何
分
年
々
跡
引
相
成
、
其
上
打
続
御
領

分
御
損
毛
、
三
二
城
下
町
家
焼
失
種
々
之
災
害
二
而
御
物
入
弥
増
之
処
、
昨
年
も

八
千
石
緑
樹
御
意
毛
有
之
、
労
以
必
至
御
難
渋
之
御
場
合
二
落
入
極
々
御
困
窮
、

今
年
順
順
取
続
如
何
様
二
も
御
手
段
無
之
、
依
之
当
秋
大
坂
御
加
番
代
何
分
二
も

被
蒙
　
仰
候
様
被
成
度
思
召
候
、
此
段
還
御
直
書
御
願
被
成
度
思
召
候
得
共
、
却

（
恐
ヵ
）

而
□
入
思
召
二
付
御
差
拍
被
成
候
、
前
條
之
趣
幾
重
二
も
厚
　
御
含
被
進
候
様
被

成
度
此
段
各
様
迄
申
上
候
様
被
仰
付
越
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
垣
信
濃
髄
様
御
家
来

　
　
正
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
仲
右
衛
門

22

蜑
ｺ
総
結
城
藩
主
水
野
勝
任
（
“
縢
万
八
千
石
）
】

　
　
水
野
日
向
上
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魏
求
点

　
私
儀
当
秋
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
被
適
適
候
様
昨
年
中
再
三
奉
願
候
節
、
委
細

　
心
願
之
趣
楽
書
取
申
上
智
通
昨
秋
両
度
之
暴
風
雨
二
脚
半
高
一
壷
損
毛
仕
候
上
、

　
城
内
住
居
向
・
士
屋
敷
・
三
之
丸
長
屋
向
・
惣
曲
輪
井
堀
柵
矢
来
等
謡
扇
潰
、
風

　
破
之
当
今
以
仮
庵
三
論
打
捨
置
候
場
所
も
有
之
、
且
累
年
永
荒
地
・
潰
地
之
巡
見

　
分
仕
取
頻
弼
關
発
之
手
段
申
付
度
奉
存
蒸
気
共
急
々
難
行
届
、
従
来
之
窮
民
近
来

　
別
而
衰
弊
仕
送
付
撫
育
方
手
当
申
付
度
心
配
仕
罷
平
心
、
天
災
与
者
乍
申
年
々
打
続

　
候
上
之
儀
、
此
節
よ
り
当
収
納
迄
之
取
偉
方
如
何
様
二
も
薄
薄
無
御
座
候
女
御
奉

　
心
向
二
も
差
支
候
程
之
難
渋
難
尽
筆
紙
、
実
々
進
退
失
途
候
之
仕
合
当
惑
仕
過
付
、

　
再
応
自
由
ヶ
問
敷
内
港
候
段
領
国
入
候
得
共
、
前
書
申
上
候
通
極
々
難
渋
之
訳
柄

　
二
も
御
座
候
間
、
格
別
之
以
　
御
調
慰
御
磁
心
三
秋
大
坂
御
達
番
代
中
小
屋
被

　
仰
付
被
下
候
様
仕
度
此
段
幾
重
二
も
御
憐
察
被
成
下
候
様
偏
二
階
願
下
、
以
上

　
　
　
正
月
十
一
日
過
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
野
臼
下
薬
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『
右
二
通
十
三
臼
出
、
翌
β
持
出
』

23

y
播
磨
安
志
藩
主
小
笠
原
貞
幹
（
一
万
石
）
】

　
　
小
笠
原
信
濃
守
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
泉
守

　
当
秋
大
坂
御
加
番
代
可
相
成
儀
二
候
者
被
　
仰
付
被
下
置
候
様
禰
冬
奉
願
、
其
節

　
委
細
申
上
候
領
分
之
儀
者
山
間
艶
紅
、
所
々
飛
離
、
無
年
貢
同
様
之
場
所
有
之
、

　
違
作
、
就
中
去
ル
丑
寅
両
年
之
儀
者
村
々
稀
成
旱
麩
二
弼
多
分
之
損
毛
剃
、
勝
手
向

　
困
窮
仕
詰
候
折
柄
、
去
ル
卯
辰
両
年
震
災
・
大
風
雨
両
度
之
災
害
引
続
、
如
何
共

　
難
行
届
唯
々
心
痛
仕
罷
在
候
処
、
不
奉
存
寄
　
禁
裏
　
御
所
方
　
御
造
営
御
用
被

　
　
仰
付
難
有
仕
合
奉
存
候
、
葛
引
至
之
場
合
二
者
御
座
候
得
土
ハ
、
重
　
御
用
筋
之

　
儀
何
事
も
捨
置
上
納
仕
、
無
滞
相
勤
冥
加
至
極
之
儀
奉
存
候
、
右
等
者
高
鷲
御
奉

　
公
筋
之
儀
奉
申
上
候
も
奉
恐
入
候
得
共
、
猶
巳
午
年
両
年
も
御
届
申
上
候
通
半
高

　
余
損
毛
仕
、
又
々
昨
未
年
も
不
季
候
二
而
実
登
悪
敷
枯
穂
勝
二
相
成
、
収
納
二
至

　
高
弐
千
九
百
八
拾
七
石
余
損
毛
二
相
成
候
所
而
已
兼
々
奉
申
上
候
、
在
所
陣
屋
向

　
之
儀
も
次
第
二
大
破
二
相
成
如
何
共
致
方
無
之
、
勝
手
向
二
更
弥
増
之
難
渋
困
難

　
差
迫
、
既
二
　
公
務
井
家
来
共
少
分
之
宛
行
向
二
も
必
至
与
差
支
、
実
二
計
策
二

　
も
尽
果
十
方
二
暮
心
痛
心
配
罷
在
候
、
何
卒
出
格
之
以
　
御
慈
悲
当
秋
大
坂
御
加

　
番
濡
濡
　
仰
付
被
下
警
標
者
無
此
上
茂
　
御
仁
重
葬
誠
二
以
難
有
仕
合
奉
存
候
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
幾
重
二
も
以
　
御
賢
慮
潮
溜
通
被
　
仰
付
被
下
書
立
様
唯
聴
骨
歎
願
候
、
以
上

　
　
　
正
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
笠
原
信
濃
守

『
十
六
臼
左
L
之
別
紙
致
ハ
山
川
、
　
…
即
鶏
持
出
』

　
　
　
　
別
紙

、
　
童
㌍
永
山
立
唄
年

、
安
政
元
寅
年

右
両
年
者
半
高
余
之
損
毛
仕
候

、
安
政
二
卯
年
十
月
震
災
二
擶
上
下
屋
敷
早
耳
同
様

、
同
年
十
一
月
妻
死
去
、
案
外
物
入
仕
候

、
同
年
十
二
月
、
　
禁
裏
　
御
所
方
御
造
営
御
用
被
　
仰
付
、

三
両
余
上
納
蘭
引

、
岡
三
慧
眼
八
月
大
風
雨
二
而
震
災
後
幅
建
物
悉
吹
倒

、
同
四
巳
年
高
四
千
八
百
八
石
三
斗
六
升
余
聴
毛
仕
候

、
同
丁
霊
年
五
千
百
拾
壱
石
壱
斗
八
升
凶
弾
毛
仕
候

、
同
年
八
月
養
母
死
去
、
存
外
之
物
入
仕
候

、
同
所
未
年
弐
千
九
百
八
拾
七
石
五
斗
六
升
余
忌
日
仕
候

右
之
通
御
座
候

金
子
千
六
百
六
拾

24

y
志
摩
鳥
羽
藩
主
稲
垣
長
明
（
三
万
石
）
】

　
　
稲
垣
信
濃
守
勝
手
よ
り
差
繊
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
泉
等

　
私
勝
手
向
年
来
困
窮
仕
候
処
近
来
別
山
野
迫
当
惑
仕
置
、
旧
年
も
再
応
申
上
骨
脂

　
去
ル
寅
年
在
所
地
震
群
波
無
識
莫
大
之
物
入
必
至
難
渋
藩
候
処
、
去
ル
巳
年
大
坂

　
御
加
番
代
被
　
仰
付
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
　
御
恩
沢
を
警
急
場
之
儀
相
番
候
得

　
共
不
容
易
物
入
二
面
実
々
以
当
惑
至
極
仕
候
、
尤
是
迄
格
別
之
御
奉
公
茂
不
相
勤
奉

　
恐
入
候
、
然
ル
処
昨
年
四
月
目
光
廿
日
　
御
名
代
被
　
仰
付
誠
二
以
難
有
仕
合
冥

　
加
至
極
奉
存
候
、
従
来
難
渋
之
上
前
顕
之
通
寅
年
之
災
急
々
取
戻
難
相
成
処
、
昨

　
年
も
八
千
石
余
之
損
毛
有
之
極
難
之
上
不
時
之
災
害
、
其
上
損
毛
打
続
労
以
必
至

　
難
渋
之
場
合
二
落
入
、
　
公
務
を
始
家
中
扶
助
、
救
罠
手
当
向
万
事
必
至
与
行
詰
、
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猶
又
領
分
海
岸
手
当
向
之
儀
年
々
多
分
之
入
用
も
有
之
、
今
年
封
事
凌
方
如
何
様

二
も
手
段
無
之
心
痛
苦
心
仕
候
、
旧
冬
委
細
下
帯
上
灘
通
難
渋
之
次
第
被
成
下

　
御
憐
察
、
出
格
之
以
　
御
仁
恵
当
秋
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
被
下
燃
無
様
奉

願
上
歯
、
右
以
　
御
恩
沢
夫
々
手
当
仕
取
続
候
様
仕
度
再
三
奉
願
候
儀
奉
恐
入
候

斗
出
今
年
痛
処
必
至
窮
迫
仕
面
付
猶
又
三
歎
願
候
、
此
段
何
卒
被
成
下
御
宝
経
回

様
一
向
奉
願
上
士
、
以
上

　
　
正
月
四
璋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
垣
信
濃
守

『
十
⊥
ハ
日
繭
山
、
　
㎜
笠
潤
持
出
』

25

y
上
総
佐
貫
藩
主
阿
部
正
恒
（
一
万
六
千
石
）
】

　
　
阿
部
膿
幡
守
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
泉
守

　
私
勝
手
向
従
来
不
如
意
御
座
候
処
此
程
二
至
必
至
与
差
支
難
渋
仕
候
、
掴
冬
申
茂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
簡
〉

　
委
細
歎
願
仕
候
通
取
凌
方
之
儀
甚
以
当
惑
心
配
仕
候
問
、
祖
父
駿
河
守
相
勤
候
以

　
来
大
坂
御
加
番
代
五
拾
ヶ
年
余
右
躰
之
御
奉
公
相
勤
不
申
、
私
儀
為
冥
加
相
勤
申

　
度
何
分
二
も
出
格
之
以
　
御
仁
恵
当
秋
大
坂
御
加
番
代
被
　
仰
付
乳
下
置
候
様
幾

　
重
二
も
奉
願
候
、
以
上

　
　
　
正
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
部
因
幡
守

『
十
七
醸
出
、
翌
B
持
出
』

26

y
下
総
結
城
藩
主
水
野
勝
任
（
一
万
八
千
石
）
】

　
　
水
野
雁
書
守
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
泉
守

　
私
儀
当
時
大
坂
御
加
番
暗
中
小
屋
被
　
仰
外
被
下
痢
候
様
昨
年
中
よ
り
再
々
奉
願

　
候
節
々
左
書
取
歎
願
幹
候
通
領
分
莫
大
之
損
毛
仕
従
来
不
如
意
御
座
候
処
、
天
災

後
年
々
損
毛
打
続
候
上
之
儀
二
面
潰
地
之
分
取
頻
開
発
仕
度
候
爵
共
、
衰
弊
仕
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

領
民
共
撫
育
方
手
段
之
殊
二
世
上
不
融
通
二
醐
、
此
節
よ
り
収
納
迄
藩
王
夕
方
術

計
無
御
座
候
段
申
上
鎌
通
之
次
第
御
座
候
而
、
御
奉
公
与
難
相
勤
下
之
難
渋
当
惑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ケ
脱
力
）

至
極
仕
候
、
家
督
後
自
由
間
塵
隠
再
応
奉
願
恐
入
墨
得
共
、
誠
不
得
止
事
極
々
難

渋
之
次
第
御
座
舌
面
、
出
格
之
以
　
　
御
難
慰
何
卒
商
秋
大
坂
御
加
番
代
中
小
屋

被
　
仰
付
被
下
置
候
様
偏
奉
願
候
、
右
願
之
通
被
　
仰
付
被
下
下
者
万
端
格
別
省

賂
仕
御
奉
公
向
精
勤
仕
、
窮
民
共
相
救
開
発
之
手
段
仕
度
奉
存
候
聞
、
此
段
御
憐

察
被
成
下
候
様
幾
重
二
も
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
正
月
十
六
β
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
野
臼
向
守

『
十
九
日
出
、
翌
霞
持
幽
』

27

y
備
中
庭
瀬
藩
主
板
倉
勝
弘
（
二
万
石
）
】

　
　
板
倉
摂
津
守
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
泉
守

　
先
達
書
中
よ
り
奉
願
上
置
候
当
秋
大
坂
御
加
番
代
之
儀
再
応
比
量
申
上
帝
段
甚
以

　
奉
恐
入
候
得
共
、
元
来
私
勝
手
向
極
々
必
至
之
難
渋
二
而
取
続
兼
候
処
、
近
年
引

　
続
数
度
之
代
替
二
而
吉
凶
打
続
、
莫
大
之
物
入
多
借
財
向
相
嵩
、
此
節
之
模
様
二
而

　
者
第
一
勤
仕
向
取
続
難
出
来
、
目
用
暮
方
聯
之
自
陣
も
差
支
実
々
以
困
窮
相
迫
候

　
仕
合
二
御
座
候
、
右
二
准
し
家
来
下
々
迄
多
年
障
壁
手
当
二
候
得
者
最
早
此
上
可

　
及
餓
渇
躰
二
罷
成
、
見
闘
難
忍
日
夜
苦
心
仕
候
、
乍
併
　
公
務
之
儀
者
如
何
様
二

　
も
相
勤
一
度
心
願
日
御
座
候
問
、
何
卒
格
別
領
国
北
斗
慰
当
曲
事
加
番
代
被
　
仰

　
付
被
曝
置
候
様
奉
歎
願
候
、
内
願
之
通
念
　
仰
付
浜
下
置
候
者
御
余
沢
を
以
勝
手
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向
取
直
之
基
二
仕
、
一
家
相
続
仕
、
困
苦
罷
在
候
臣
民
共
迄
も
可
也
手
当
仕
遣
、

其
外
難
渋
之
廉
々
如
何
躰
二
も
取
計
、
往
々
御
奉
公
向
相
勤
、
莫
大
之
　
御
仁
慈

重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、
何
分
先
達
而
中
申
上
候
通
之
儀
二
御
座
候
問
、
乍
揮
被

成
下
御
憐
察
願
之
通
被
仰
付
被
下
置
候
様
幾
重
二
も
御
執
成
之
程
偏
奉
願
上
候
、

再
応
申
上
候
段
奉
恐
入
候
得
共
前
文
之
始
末
無
拠
御
歎
申
上
候
、
以
上

　
　
正
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
板
倉
摂
津
守

『
廿
八
銅
幽
、
翌
臼
持
出
』
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三
井
文
庫
所
蔵
の
将
軍
上
洛
・
在
坂
時
関
係
史
料
に
つ
い
て

藤
　
本
　
仁

文

将
軍
上
洛
・
在
坂
と
三
井
両
替
店

　
三
井
両
替
店
は
幕
府
の
大
坂
御
金
蔵
崩
御
為
替
御
用
を
請
け
負
っ
て
御
為
替
三
井

組
を
結
び
、
そ
の
後
多
く
の
幕
府
御
用
を
請
け
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
基
本
的

概
要
に
関
し
て
は
『
三
井
事
業
史
』
　
（
1
）
に
丁
寧
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特

に
幕
末
期
に
そ
の
御
用
は
増
大
し
、
外
国
方
御
金
御
用
達
や
箱
館
産
物
会
所
の
掛
屋

御
用
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
が
、
さ
ら
に
将
軍
の
上
洛
や
長
州
征
伐
な
ど
政
治
の
中

心
が
京
都
に
移
る
に
し
た
が
い
、
京
都
で
の
財
政
支
出
の
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果

た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
情
勢
下
で
作
成
さ
れ
た
の
が
、
京
両
替
店
作
成
主
要
帳
簿
の
中
に
残

る
文
久
二
年
（
へ
八
六
二
）
・
三
年
「
前
御
上
洛
御
用
留
」
、
文
久
三
年
「
再
御
上

洛
御
用
留
駄
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
1
同
三
年
門
御
進
発
御
用
留
」
、
慶
応
三

年
「
御
上
洛
御
用
留
」
、
大
坂
両
替
店
作
成
主
要
帳
簿
類
の
中
に
残
る
文
久
三
年
－

慶
応
三
年
「
御
上
洛
御
用
留
」
な
ど
で
あ
る
（
2
）
。
こ
の
ほ
か
、
文
久
三
年
一
慶

慮
二
年
「
一
橋
様
御
用
留
」
、
文
久
三
年
一
慶
応
三
年
「
御
守
護
職
御
役
屋
舗
御
普

請
請
払
御
用
留
」
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
－
慶
応
三
年
「
八
幡
山
崎
御
関
門
御

修
築
請
払
御
用
留
」
、
慶
応
元
年
「
見
廻
組
調
達
一
件
」
な
ど
、
特
定
の
業
務
や
案

件
に
関
す
る
史
料
も
残
さ
れ
て
い
る
（
3
）
。

　
右
の
史
料
を
用
い
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、
先
述
し
た
『
三
井
事
業
史
』
の
他
に

は
、
賀
川
隆
行
「
文
久
・
慶
応
期
の
御
為
替
三
井
組
」
　
（
4
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
賀

川
氏
は
幕
末
期
に
限
ら
ず
幅
広
い
分
析
を
す
で
に
行
っ
て
い
る
が
、
特
に
当
該
論
文

で
は
幕
末
期
の
京
都
・
大
坂
に
お
け
る
幕
府
の
御
用
達
と
し
て
の
御
為
替
組
の
機
能

に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
＝
一
月
に

上
納
さ
せ
た
御
用
金
を
為
替
の
形
を
と
ら
な
い
で
現
送
し
、
さ
ら
に
文
久
三
年
一
二

月
に
江
戸
か
ら
軍
艦
で
も
っ
て
現
送
を
行
う
よ
う
に
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
上

洛
費
用
の
輸
送
の
様
相
な
ど
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
大
坂
に
お
け
る
将
軍

滞
在
に
よ
り
増
大
す
る
出
費
が
江
戸
か
ら
の
金
銀
の
現
送
で
は
追
い
つ
か
な
く
な

り
、
江
戸
か
ら
の
為
替
送
金
が
企
図
さ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
将
軍
が
大
坂
に
滞
在
す
る
と
い
う
事
態
に
な
り
、
財
政
構
造
が

従
来
と
は
大
き
く
変
わ
り
、
そ
の
激
動
す
る
政
局
の
中
で
新
た
な
役
割
を
担
う
こ
と

に
な
っ
た
御
為
替
組
に
注
目
し
た
賀
川
氏
の
研
究
視
角
・
成
果
は
、
幕
末
・
維
新
期

の
畿
内
近
国
論
を
発
展
さ
せ
て
い
く
う
え
で
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
江
戸
で
は
な

く
上
方
が
政
治
の
み
な
ら
ず
財
政
支
出
の
中
心
地
に
な
り
、
従
来
の
財
政
・
経
済
構

造
が
大
き
く
変
わ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
畿
内
近
国
地
域
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
も

た
ら
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
賀
川
氏
と
は
少
し
異
な
る
視
角
か
ら
興
味
深
い
史
料
を
紹
介
し
て
い
る
の

が
、
樋
口
知
子
「
史
料
紹
介
　
　
「
新
撰
組
金
談
一
件
」
」
　
（
5
）
で
あ
る
。
当
該
史

料
は
慶
応
二
年
の
新
撰
組
か
ら
の
借
金
の
申
し
入
れ
に
対
し
、
京
都
の
三
井
両
替
店
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が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
、
そ
の
過
程
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
樋
口
氏
は
、

三
井
両
替
店
が
新
撰
組
か
ら
金
一
〇
〇
〇
両
の
～
時
的
な
立
替
を
申
し
込
ま
れ
た

り
、
新
撰
組
の
出
入
御
用
達
と
な
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
り
し
た
過
程
を
明
ら
か
に

し
た
。
そ
の
分
析
に
際
し
て
、
慶
応
元
年
「
見
廻
組
調
達
一
件
」
と
い
う
史
料
を
用

い
て
、
幕
臣
で
構
成
さ
れ
る
見
廻
組
と
会
津
藩
主
松
平
容
保
の
京
都
守
護
職
を
後
ろ

盾
に
し
た
浪
士
組
織
で
あ
る
新
撰
組
と
の
社
会
的
評
価
の
違
い
に
注
目
し
て
、
三
井

両
替
店
の
対
応
の
違
い
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
幕
末
期
京
都
の
世
情
が
生
々
し
く

描
写
さ
れ
、
ま
た
三
井
家
が
幕
府
財
政
の
末
端
に
ま
で
そ
の
役
割
を
拡
大
さ
せ
て
い

か
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
よ
く
分
か
り
興
味
深
い
。

　
右
の
樋
口
氏
の
史
料
紹
介
も
賀
川
氏
同
様
に
、
幕
末
期
の
畿
内
近
国
論
を
発
展
さ

せ
る
と
い
う
点
で
重
要
な
視
角
・
成
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
項
で
は
、
こ
れ

ら
の
史
料
を
用
い
て
賀
川
・
樋
口
氏
と
は
異
な
る
視
角
か
ら
の
薪
し
い
論
点
に
つ
い

て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

二
　
幕
末
期
将
軍
畿
内
滞
在
態
勢
と
幕
府
勘
定
所

　
近
年
、
幕
末
維
新
期
の
畿
内
近
國
論
が
新
し
い
研
究
潮
流
を
生
み
崩
し
つ
つ
あ
り
、

特
に
『
揖
本
史
研
究
』
六
〇
三
号
に
て
「
特
集
　
畿
内
か
ら
見
た
幕
末
維
新
期
の
社

会
－
直
轄
都
心
を
中
心
に
一
」
　
（
6
）
が
組
ま
れ
、
従
来
の
研
究
が
農
村
を
中
心
と

し
た
社
会
像
を
描
い
て
き
た
の
に
対
し
、
都
市
論
か
ら
見
た
幕
末
・
維
新
期
の
位
置

付
け
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
岩
城
卓
二
氏
が
、
多
数
の
武
家
人
口
を
抱
え
る
江
戸
が
、

武
家
屋
敷
の
維
持
、
諸
物
資
・
労
働
力
の
調
達
等
の
幕
府
政
治
の
遂
行
が
可
能
と
な

る
よ
う
な
社
会
構
造
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
江
戸
研
究
の
視
角

・
成
果
を
組
み
込
み
な
が
ら
の
幕
末
政
治
史
研
究
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
7
）
。

　
岩
城
氏
が
提
起
し
た
右
の
論
点
に
関
連
し
て
、
久
住
真
也
氏
に
よ
る
「
畿
内
を
主

要
な
基
盤
と
し
た
慶
喜
政
権
は
、
家
茂
期
に
育
ま
れ
た
将
軍
畿
内
滞
在
態
勢
と
い
う

道
筋
の
延
長
上
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
（
中
略
）
江
戸
と
分
離
し
た
巨

大
な
幕
府
組
織
を
い
か
に
運
営
す
る
か
と
い
う
問
題
。
つ
ま
り
財
政
・
軍
事
・
外
交

な
ど
の
主
要
部
門
の
あ
り
方
を
、
長
期
的
な
将
軍
畿
内
滞
在
を
前
提
と
し
た
も
の
へ

と
改
変
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
　
（
8
）
と
い
う
指
摘
と
そ
の
研
究
視
角
・
成
果

が
必
要
に
な
っ
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
幕
末
政
治
史
・
国
家
史
研
究
と
社
会

構
造
・
畿
内
近
国
論
の
架
橋
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
一
事
例
と
し

て
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
か
ら
抽
出
で
き
る
幕
末
期
幕
府
勘
定
所
に
関
す
る
論
点
を

提
示
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
大
坂
町
奉
行
か
ら
在
坂
の
勘
定
奉
行
へ
の
昇
進
、
あ
る
い
は
大
坂
町
奉
行
と

勘
定
奉
行
を
兼
任
す
る
事
例
に
注
養
し
た
い
。
　
「
御
上
洛
御
用
留
駄
元
治
元
年
（
一
八

六
四
）
五
月
一
五
三
条
に
は
「
此
度
東
町
御
奉
行
（
有
馬
則
篤
）
御
勘
定
奉
行
被
蒙

仰
候
二
付
、
恐
悦
御
勤
扁
と
記
述
さ
れ
て
お
り
（
9
）
、
こ
れ
を
承
け
て
と
思
わ
れ
る

が
、
同
月
二
五
日
に
は
勘
定
奉
行
竹
内
保
徳
が
大
坂
町
奉
行
の
兼
任
を
命
じ
ら
れ
て
い

る
（
1
0
）
。
な
お
こ
の
一
連
の
人
事
は
、
同
月
一
六
日
に
将
軍
家
茂
が
大
坂
を
発
し

て
江
戸
に
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
に
発
令
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

当
該
期
の
大
坂
町
奉
行
と
勘
定
奉
行
の
職
務
・
職
権
に
連
動
性
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
、
人
員
数
の
都
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
両
職
を
兼
任
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た

り
、
さ
ら
に
言
え
ば
一
人
の
人
物
が
両
生
を
兼
任
す
る
方
が
利
点
が
あ
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
京
都
町
奉
行
と
勘
定
奉
行
を
兼
任
す
る
事
例
は
な
く
、
こ
の
点
は
幕

末
期
の
上
方
を
一
括
り
で
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
京
都
町
奉
行
と
大
坂
町
奉
行
の
相
違

点
、
さ
ら
に
は
都
市
論
と
し
て
当
時
の
京
都
と
大
坂
の
相
違
点
や
役
割
の
違
い
に
注
目

し
た
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
右
の
事
例
は
、
辞
典
類
に
掲
載
さ
れ
る
就
任
者
一
覧
表
か
ら
も
推
測
で
き
る
点
で

あ
る
が
、
　
「
御
上
洛
御
用
留
」
な
ど
の
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
か
ら
は
、
さ
ら
に
そ
の
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歴
史
的
背
景
や
当
時
の
幕
府
勘
定
所
の
機
能
に
関
す
る
解
明
の
必
要
性
を
感
じ
さ
せ

る
。
さ
ら
に
は
従
来
注
目
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
将
軍
上
洛
・
二
丁
時
の
大

坂
町
奉
行
所
の
機
能
・
役
割
に
関
し
て
分
析
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
次
の

【
史
料
i
】
は
大
坂
両
替
店
で
作
成
さ
れ
た
「
御
上
洛
御
用
留
」
慶
応
元
年
（
～
八

六
五
）
一
〇
月
の
記
述
、
　
【
史
料
2
】
は
京
都
両
替
店
で
作
成
さ
れ
た
「
御
進
発
御

用
留
」
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
一
〇
月
晦
臼
の
記
述
で
あ
る
。

【
史
料
1
】
　
（
1
1
）

一
、
十
月
十
九
臼
当
番
二
軍
、
御
城
内
江
恒
三
郎
出
勤
い
た
し
心
事

　
　
十
月
十
八
日
出
京
、
本
状
よ
り
通
達
有
之
処
、
左
二

　
　
　
　
御
役
替
有
之
候
処
、
左
之
通

御
勘
定
奉
行

御
勘
定
奉
行

大
坂
時
奉
行
兼
帯

　
　
（
中
略
）

京
都
町
奉
行

　
　
小
粟
下
総
町
様

大
坂
町
奉
行

　
井
上
主
水
正
様

、
十
月
廿
七
・
廿
八
日
当
番
二
付
、
御
城
内
江
久
治
郎
出
勤
い
た
し
候
事

　
　
　
但
、
十
月
廿
八
日
よ
り
御
城
内
御
引
払
、
明
鑑
九
日
よ
り
東
灘
奉
行
井
上
主

　
　
　
水
正
様
御
役
宅
二
而
御
勘
定
相
立
、
御
用
伺
参
上
不
仕
候
段
、
御
普
請
役
よ

　
　
　
り
被
給
餌
、
尚
亦
後
藤
太
兵
衛
様
御
旅
宿
よ
り
御
呼
出
同
様
被
仰
渡
曲
事

【
史
料
2
】
　
（
1
2
）

十
月
廿
墨
田
出
大
坂
別
紙
よ
り
爾
来
ル

一
、
御
上
洛
後
、
大
坂
御
城
内
御
勘
定
所
相
立
候
付
、
大
竹
庫
三
郎
御
内
沙
汰
有
之
、

　
　
骨
組
申
合
垂
紐
、
日
々
御
用
伺
使
出
勤
仕
候
処
、
今
朝
御
里
定
方
之
内
後
藤
太
兵

　
　
衛
士
御
旅
宿
よ
り
幾
組
御
呼
出
二
付
、
則
壱
人
罷
出
候
処
、
今
夏
よ
り
御
城
内
勘

定
所
御
引
払
相
成
、
東
町
奉
行
井
上
主
水
正
宅
二
馬
丁
勘
定
所
相
立
候
紋
付
、
御

　
　
城
内
同
様
御
用
伺
出
勤
懸
魚
段
被
仰
渡
候
、
此
段
為
御
心
得
申
入
候
、

　
【
史
料
1
】
で
は
大
坂
町
奉
行
井
上
義
斐
が
勘
定
奉
行
兼
帯
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
、

さ
ら
に
傍
線
部
か
ら
は
こ
れ
を
承
け
て
と
思
わ
れ
る
が
、
一
〇
月
二
八
日
に
大
坂
城
内

を
引
き
払
い
、
大
坂
策
町
奉
行
井
上
の
役
宅
に
「
無
勘
定
所
相
立
」
た
こ
と
が
記
述
さ

れ
て
い
る
。
大
坂
城
内
に
詰
め
て
い
た
勘
定
方
役
人
が
井
上
の
役
宅
に
移
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
【
史
料
2
】
で
は
一
〇
月
二
九
日
に
大
坂
両
替
唐
か
ら
出
さ
れ
た
書
状

が
書
き
留
め
ら
れ
て
お
り
、
将
軍
上
洛
以
後
「
大
坂
御
城
内
御
勘
定
所
相
立
漏
て
い
た

が
、
こ
れ
を
3
1
き
払
っ
て
大
坂
東
町
奉
行
井
上
の
役
宅
に
「
勘
定
所
」
を
設
置
し
た
こ

と
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、
　
【
史
料
1
】
の
記
述
内
容
と
一
致
す
る
。
以
上
の
点
か
ら
一

人
の
人
物
が
形
式
的
に
両
職
を
兼
帯
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
大
坂
城
内
に
あ
っ
た

勘
定
所
機
能
が
大
坂
町
奉
行
役
宅
内
に
移
設
さ
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
次
の
門
史
料
3
】
は
門
御
上
洛
御
用
始
」
慶
応
二
年
九
月
の
記
述
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ

同
様
の
内
容
で
あ
る
。

【
史
料
3
】
（
1
3
）

（
九
月
朔
日
）

　
　
西
町
御
奉
行
松
平
大
隅
守
恒
、
御
勘
定
所
奉
行
次
席
二
倍
仰
付
、
当
分
御
勘
定
奉

　
行
之
御
用
軸
重
当
地
取
扱
被
仰
渡
御
触
出
有
之
、

（
九
月
竪
臼
）

、
次
郎
右
衛
門
様
御
山
勤
被
遊
、
御
供
由
兵
衛
参
候
、

西
町
御
奉
行
松
平
大
隅
守
様

此
程
御
勘
定
御
奉
行
次
席
二
被
為
成
、
御
用
筋
御
取
扱
二
付
、
　
御
殿
御
勘
定
所

今
臼
よ
り
西
町
御
奉
行
所
仮
御
勘
定
所
被
遊
、
御
役
人
様
御
詰
立
山
候
二
五
（
後

　
　
略
）

　
大
坂
西
町
奉
行
松
平
信
敏
が
勘
定
奉
行
次
席
を
命
じ
ら
れ
、
西
町
奉
行
所
が
「
仮

面
勘
定
所
扁
と
さ
れ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
人
事
は
同
年
八
月
二
一
属

の
将
軍
家
茂
死
去
（
1
4
）
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
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う
に
、
一
人
の
人
物
が
大
坂
町
奉
行
と
勘
定
奉
行
を
兼
帯
し
て
い
た
と
い
う
表
面
的

な
事
実
に
終
わ
ら
せ
ず
に
、
勘
定
所
機
構
と
し
て
上
方
に
存
在
し
た
か
ら
こ
そ
、
大

坂
町
奉
行
に
よ
る
勘
定
奉
行
兼
帯
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
点
を
掘
り
下
げ
て
分
析

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
江
戸
か
ら
離
れ
た
上
方
に
具
体
的
に
ど
う
い
う
形
で
勘

定
方
役
人
が
滞
在
し
た
の
か
、
三
井
越
後
屋
ら
の
機
能
・
役
割
と
と
も
に
そ
の
具
体

像
の
解
明
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三
　
今
後
の
課
題
と
展
望

　
本
稿
で
は
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
で
あ
る
「
前
御
上
洛
御
用
留
」
、
　
「
御
進
発
御
用
留

」
な
ど
の
史
料
紹
介
を
行
い
な
が
ら
、
幕
末
期
畿
内
近
国
論
に
新
し
い
研
究
視
角
の
提

示
を
行
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
将
軍
上
洛
と
と
も
に
同
行
し
、
特
に
大
坂
を
拠
点
に
し

た
幕
府
勘
定
奉
行
・
勘
定
所
役
人
に
関
し
て
簡
単
な
論
点
提
示
を
行
っ
た
。
た
だ
彼
ら

の
任
務
・
活
動
を
支
え
た
三
井
越
後
屋
・
用
達
の
役
割
・
機
能
を
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、
近
世
社
会
に
お
け
る
経
済
的
側
面
の
中
間
支
配
機
構
の
発
達
を
念
頭
に
お
い
た

分
析
が
必
要
で
あ
る
。
以
上
の
分
析
を
進
め
る
こ
と
で
、
徳
川
政
権
の
長
期
滞
在
を
可

能
に
し
た
幕
府
官
僚
制
機
構
・
財
政
機
構
の
特
質
、
畿
内
の
社
会
構
造
の
具
体
像
に
関

す
る
解
明
が
行
わ
れ
、
臼
本
近
世
社
会
の
到
達
点
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に
重
要
な
論

点
を
提
示
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

御
用
留
」
（
同
前
二
四
〇
）
、
「
御
上
洛
御
用
留
」
（
本
二
三
七
）
。

（
3
）
二
橋
様
御
用
留
」
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
、
本
＝
二
〇
一
）
、
「
御
守
護
職
御

役
屋
舗
御
普
請
請
払
御
用
聞
」
（
同
前
、
本
曇
六
一
）
、
「
八
幡
山
崎
御
関
門
御
修
築
請

払
御
用
留
」
（
同
前
、
本
五
三
八
一
四
）
、
「
見
廻
組
調
達
一
件
」
（
同
前
、
続
一
四
三

四
）
◎

（
4
）
賀
川
隆
行
「
文
久
・
慶
応
期
の
御
為
替
三
井
組
扁
（
『
三
井
文
庫
論
叢
』
三
〇
、

一
九
九
六
）
。

（
5
）
樋
口
知
子
「
史
料
紹
介
　
新
撰
組
金
談
～
件
」
（
『
三
井
文
庫
論
叢
』
三
七
、

二
〇
〇
三
）
◎

（
6
）
『
臼
本
史
研
究
』
六
〇
三
（
日
本
史
研
究
会
、
二
〇
一
二
）
。

（
7
）
岩
城
卓
二
「
研
究
展
望
　
幕
末
期
畿
内
社
会
論
の
視
点
」
　
（
『
潤
本
史
研
究
』

山ハ

Z
三
、
　
二
〇
一
二
）
。

（
8
）
久
住
真
也
「
将
軍
畿
内
滞
在
態
勢
へ
の
道
」
　
（
同
『
長
州
戦
争
と
徳
川
将
軍
一

幕
末
期
　
畿
内
の
政
治
空
間
一
』
　
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
五
）
）
三
四
五
頁
。

（
9
）
　
門
御
上
洛
御
用
留
」
　
（
三
井
文
庫
二
三
七
）
。

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

『
維
新
史
料
綱
要
』
第
五
巻
二
七
八
頁
。

「
御
上
洛
御
用
留
」
　
（
三
井
文
庫
二
三
七
）
。

「
御
進
発
御
用
留
」
　
（
三
井
文
庫
二
三
九
）
。

「
御
上
洛
御
用
留
」
　
（
三
井
文
庫
二
三
七
）
。

『
維
新
・
更
料
綱
要
』
第
六
巻
五
九
三
頁
。
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『
三
井
事
業
史
』
本
篇
第
一
巻
（
財
団
法
人
三
井
文
庫
、
～
九
人
○
）
。

「
前
御
上
洛
御
用
留
」
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
、
本
二
三
六
）
、
「
再
御
上
洛
御

（
同
前
、
本
二
三
八
）
、
「
御
進
発
御
用
留
」
（
同
前
、
本
二
三
九
）
、
「
御
上
洛



幕
末
期
に
お
け
る
大
坂
町
奉
行
所
の
広
域
支
配
と
医
療
行
政
i
種
痘
事
業
の
検
討
か
ら
一

村
田
路
人

は
じ
め
に

　
近
世
の
上
方
人
ヵ
国
で
は
、
二
種
の
支
配
が
展
開
し
て
い
た
。
一
つ
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
領
主
に
よ
る
所
領
支
配
、
す
な
わ
ち
個
別
領
主
支
配
、
い
ま
一
つ
は
、
幕
府
ま

た
は
そ
れ
に
準
ず
る
機
関
に
よ
る
、
幕
領
・
私
領
の
別
を
問
わ
な
い
支
配
、
す
な
わ

ち
広
域
支
配
で
あ
る
。

　
広
域
支
配
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
安
岡
重
明
氏
の
非
領
国
論
提
起
（
安
岡
重
明
『
碍

本
封
建
経
済
政
策
史
論
－
経
済
統
制
と
幕
藩
体
制
一
』
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
、
の

ち
一
九
八
五
年
、
晃
洋
書
房
よ
り
増
補
新
版
）
以
来
、
こ
れ
ま
で
か
な
り
の
程
度
明

ら
か
に
さ
れ
て
き
た
が
（
藪
田
貫
「
『
摂
河
支
配
国
』
論
i
臼
本
近
世
に
お
け
る
地

域
と
構
成
一
」
　
〔
脇
田
修
編
著
『
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
分
析
』
御
茶
の
水
書
房
、

へ
九
八
○
年
、
の
ち
藪
田
『
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
研
究
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇

五
年
に
収
録
〕
、
村
田
路
人
『
近
世
広
域
支
配
の
研
究
』
大
阪
大
学
畠
総
会
、
一
九

九
五
年
、
同
「
幕
府
上
方
支
配
機
構
の
再
編
稀
　
〔
大
石
学
編
『
日
本
の
時
代
史
1
6

享
保
改
革
と
社
会
変
容
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
〕
、
岩
城
卓
二
『
近
世
畿
内

・
近
国
支
配
の
構
造
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
年
な
ど
）
、
幕
末
期
に
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
変
容
を
見
せ
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
近
代
の
行
政
に
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て

い
く
の
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
本
稿
で

は
、
幕
末
期
の
大
坂
町
奉
行
所
に
よ
る
医
療
行
政
、
具
体
的
に
は
種
痘
行
政
を
手
掛

か
り
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
幕
末
期
の
大
坂
の
種
痘
事
業
や
種
痘
行
政
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、
古
い
と

こ
ろ
で
は
松
本
端
の
手
に
な
る
「
大
阪
市
種
痘
歴
史
」
（
も
と
は
明
治
四
十
二
年
2

九
〇
九
〕
八
月
か
ら
翌
年
十
一
月
に
か
け
、
　
『
刀
圭
新
報
』
第
一
巻
第
一
号
～
第
二

巻
第
四
号
に
分
割
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
の
ち
、
有
坂
隆
道
・
古
西
義
麿
・

浅
井
允
晶
編
「
松
本
端
編
纂
『
大
阪
市
種
痘
歴
史
』
　
（
上
）
」
、
離
石
「
松
本
端
編

纂
『
大
阪
市
種
痘
歴
史
』
　
（
下
）
扁
　
〔
有
坂
隆
道
・
浅
井
允
晶
編
『
論
集
　
日
本
の

洋
学
』
1
・
嚢
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
三
年
・
｝
九
九
四
年
〕
と
し
て
新
た
に
翻

刻
さ
れ
た
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
緒
方
洪
庵
ら
と
と
も
に
種
痘
事
業
を
推
進
し
た
松

本
俊
平
の
長
男
で
、
幕
末
・
明
治
期
の
大
坂
（
大
阪
）
の
種
痘
事
業
に
関
わ
っ
た
松

本
端
（
一
八
四
九
～
一
九
一
八
）
が
大
坂
（
大
阪
）
に
お
け
る
種
痘
事
業
・
種
痘
行

政
の
展
開
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
多
数
の
関
係
史
料
も
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
近

年
の
研
究
と
し
て
は
、
古
西
義
麿
『
緒
方
洪
庵
と
大
坂
の
除
痘
館
』
　
（
東
方
出
版
、

二
〇
〇
二
年
）
や
、
浅
井
允
黒
氏
の
「
除
痘
館
体
制
の
確
立
と
種
痘
舎
稀
　
（
有
坂
隆

道
編
『
日
本
洋
学
史
の
研
究
』
W
、
創
元
社
、
一
九
八
五
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
一

連
の
研
究
が
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
大
坂
町
奉
行
所
に
よ
る
広
域
支
配
と
い
う

観
点
か
ら
の
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
大
坂
町
奉
行
は
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
に
設
置
さ
れ
、
大
坂
市
中
（
大
坂
三
郷
）

お
よ
び
摂
津
・
河
内
両
国
（
享
保
七
年
〔
一
七
二
二
〕
以
降
は
摂
津
・
河
内
・
和
泉

・
播
磨
四
ヵ
国
）
を
支
配
し
た
。
大
坂
市
中
に
対
す
る
支
配
は
、
幕
府
直
轄
都
市
大

坂
の
行
政
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
個
別
領
主
支
配
に
属
す
る
。

一
方
、
摂
河
両
国
ま
た
は
摂
河
泉
播
回
覧
国
に
対
す
る
支
配
は
、
広
域
支
配
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
。
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同
奉
行
の
広
域
支
配
権
を
法
制
的
側
面
か
ら
確
認
し
て
お
く
な
ら
ば
、
承
応
三
年

（一

Z
五
四
）
人
面
、
老
中
か
ら
大
坂
城
代
・
大
坂
定
番
に
与
え
ら
れ
た
一
一
ヵ
条

の
「
定
」
　
（
「
武
家
厳
選
録
」
四
六
号
〔
石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
第
三

武
家
厳
制
禦
・
庁
政
談
』
創
文
社
、
　
一
九
五
九
年
〕
）
の
第
七
里
門
摂
州
・
河
州
万

事
仕
置
之
儀
、
如
襲
来
曽
我
丹
波
守
・
松
平
隼
人
正
可
申
付
之
、
和
泉
臨
写
石
川
土

佐
守
可
申
付
事
」
が
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
曽
我
丹
波
守
（
古
祐
）
・
松
平
隼

人
正
（
重
次
）
は
、
と
も
に
大
坂
町
奉
行
で
あ
る
が
、
こ
の
「
万
事
仕
置
」
が
同
奉

行
の
広
域
支
配
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
テ
ー
マ
に
関
わ
っ
て
、
筆
者
は
す
で
に
「
種
痘
事
業
の
展
開
と
大
坂
町

奉
行
所
」
　
（
『
適
塾
』
四
二
号
、
二
〇
〇
九
年
＝
～
月
）
お
よ
び
「
幕
末
期
大
坂
地

域
と
洪
庵
・
適
選
一
種
痘
事
業
を
中
心
に
1
扁
　
（
『
適
塾
』
四
八
号
、
二
〇
一
五
年

一
二
月
）
を
発
表
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
一
般
向
け
の
講
演
を
原
稿
化
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
本
稿
の
論
点
は
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ご
参
照
頂
き
た
い
。

一
　
牛
痘
種
痘
法
と
そ
の
特
質

　
牛
痘
種
痘
法
は
、
一
七
九
八
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ェ
ン
ナ
ー
が
発
表
し
た
も
の
で

あ
る
（
以
下
、
日
本
に
お
い
て
牛
痘
種
痘
法
が
普
及
す
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、

緒
方
洪
庵
記
念
財
団
除
痘
館
記
念
資
料
室
編
『
緒
方
洪
庵
没
後
㎜
周
年
記
念
　
大
阪

の
除
下
館
〈
改
訂
・
増
補
第
2
版
〉
』
緒
方
洪
庵
記
念
財
団
除
当
館
記
念
資
料
室
、

二
〇
＝
二
年
、
ア
ン
・
ジ
ャ
ネ
ッ
タ
著
、
廣
川
和
花
・
木
曾
明
子
訳
『
種
痘
伝
来
一

日
本
の
〈
開
国
〉
と
知
の
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
…
ク
ー
』
岩
波
書
店
、
二
〇
＝
二
年
を
参

照
し
た
）
。
牛
は
、
人
が
か
か
る
天
然
痘
に
似
た
病
気
、
す
な
わ
ち
牛
痘
に
か
か
る

こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
牛
痘
の
ワ
ク
チ
ン
（
牛
痘
苗
）
を
人
に
接
種
す
る
こ
と
に
よ

り
免
疫
を
生
じ
さ
せ
、
天
然
痘
に
か
か
り
に
く
く
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
そ
れ
以
前
に
行
わ
れ
て
い
た
、
天
然
痘
の
ウ
イ
ル
ス
を
人
に
接
種
す
る
思
量
種
痘

法
に
較
べ
、
極
め
て
安
全
か
つ
効
果
的
で
あ
っ
た
た
め
、
急
速
に
世
界
に
広
ま
っ
た
。

　
目
本
で
は
、
後
述
の
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
ま
で
牛
痘
種
痘
が
普
及
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
知
識
は
早
く
か
ら
蘭
医
学
者
の
間
で
は
知
ら
れ
て
い
た
。
ロ

シ
ア
に
漂
流
し
て
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
帰
国
し
た
中
川
五
郎
治
が
牛
痘
種
痘

書
を
持
ち
帰
り
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
、
蛮
書
和
解
御
用
に
出
仕
し
て
い
た
馬

場
佐
十
郎
が
そ
れ
を
『
遁
花
秘
訣
』
と
名
付
け
て
翻
訳
し
て
い
る
。

　
嘉
永
二
年
六
月
、
バ
タ
ビ
ア
か
ら
長
崎
に
牛
痘
苗
が
も
た
ら
さ
れ
、
長
崎
の
子
ど

も
に
牛
痘
種
痘
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
成
功
し
、
以
後
、
こ
の
牛
痘
苗
が
各
地
に
伝

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
牛
痘
種
痘
の
具
体
的
な
手
順
は
、
①
子
ど
も
の
腕
に
牛
痘
苗
を
接
種
す
る
、
②
被

接
種
者
が
善
感
し
た
場
合
、
接
種
し
た
と
こ
ろ
が
腫
れ
て
漿
液
を
生
ず
る
が
、
こ
れ

を
採
取
し
、
他
の
子
ど
も
の
腕
に
直
接
接
種
す
る
、
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
①
②
を

繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
な
お
、
遠
隔
地
に
牛
痘
苗
を
送
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ

る
が
、
そ
の
場
合
は
、
乾
苗
（
発
痘
後
採
取
し
た
漿
液
を
乾
燥
さ
せ
た
も
の
）
や
痘

痂
（
牛
痘
苗
を
接
種
し
、
漿
液
が
生
じ
た
あ
と
、
数
冒
を
経
る
と
か
さ
ぶ
た
が
生
じ
、

剥
が
れ
落
ち
る
が
、
そ
の
か
さ
ぶ
た
の
こ
と
を
い
う
）
の
形
で
送
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
方
法
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
あ
と
の
手
順
は
①
②
の
繰
り
返
し

で
あ
っ
た
。

　
牛
痘
種
痘
法
の
基
本
が
子
ど
も
か
ら
子
ど
も
へ
と
牛
痘
苗
を
植
え
継
い
で
い
く
こ

と
で
あ
っ
た
以
上
、
絶
え
ず
被
接
種
者
と
な
る
子
ど
も
（
痘
疹
）
が
確
保
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
牛
痘
苗
の
植
え
継
ぎ
が
途
絶
え
る
こ
と
を
絶
苗
と
い
う
が
、

絶
苗
と
い
う
事
態
に
立
ち
至
る
と
、
再
び
牛
痘
苗
を
入
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。
痘
児
を
常
時
安
定
的
に
確
保
す
る
こ
と
が
種
痘
事
業
継
続
の
前
提
条
件
で
あ
っ

た
。
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二
　
大
坂
に
お
け
る
種
痘
事
業
と
除
痘
館
の
官
許

　
前
述
の
よ
う
に
、
碍
本
に
お
け
る
牛
痘
種
痘
普
及
の
起
点
は
嘉
永
二
年
（
一
八
四

九
）
六
月
で
あ
る
。
上
方
に
は
、
同
年
十
月
に
牛
痘
苗
が
伝
わ
り
、
ま
ず
京
都
で
、

次
い
で
大
坂
で
牛
痘
種
痘
事
業
（
以
下
、
牛
痘
種
痘
を
単
に
種
痘
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

る
）
が
始
ま
っ
た
。
大
坂
で
は
、
同
年
十
一
月
に
大
坂
古
手
町
に
種
痘
所
で
あ
る
除

痘
館
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
町
人
大
和
屋
伝
兵
衛
宅
を
借
り
た
も
の
で
あ
っ
た
。

設
立
の
申
心
と
な
っ
た
の
は
、
大
坂
過
書
町
の
蘭
医
学
者
で
、
蘭
学
塾
で
あ
る
適
塾

を
主
宰
し
て
い
た
緒
方
洪
庵
と
、
そ
の
同
志
数
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
牛
痘
種
痘
に

対
す
る
世
間
の
偏
見
は
強
く
、
痘
児
の
確
保
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

洪
庵
た
ち
は
大
坂
町
奉
行
所
の
支
援
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
間
の
経
緯
は
「
除

痘
館
記
録
扁
　
（
大
阪
大
学
嬉
戯
記
念
セ
ン
タ
ー
所
蔵
〔
緒
方
磯
之
家
旧
蔵
〕
。
な
お
、

緒
方
洪
庵
記
念
財
団
除
痘
館
記
念
資
料
室
編
『
緒
方
洪
庵
の
「
遠
江
館
記
録
」
を
読

み
解
く
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
に
全
文
の
写
真
と
釈
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
）

に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
除
痘
館
記
録
」
は
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
十
月
、
除
痘
館
を
古
手
町
か
ら

大
坂
尼
崎
町
一
丁
目
に
移
転
さ
せ
た
際
、
洪
庵
が
嘉
永
二
年
以
来
一
一
年
間
に
わ
た

る
種
痘
事
業
へ
の
取
り
組
み
と
そ
の
間
の
労
苦
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
り
、
大
坂
の
種

痘
事
業
の
歴
史
を
知
る
上
で
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
洪
庵
は
、
同
史
料
に
お
い
て
、

事
業
発
足
か
ら
三
～
四
年
は
な
か
な
か
世
間
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
多
額

の
米
銭
を
費
や
し
て
痘
児
確
保
に
努
め
、
　
門
辛
し
て
綿
々
其
苗
を
連
続
」
さ
せ
た
こ

と
、
そ
の
間
、
社
中
で
は
退
社
す
る
者
も
出
た
こ
と
、
し
か
し
厳
談
の
苦
労
を
思
い
、

協
力
す
る
者
も
い
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
あ
と
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
【
　
】

内
は
割
注
表
記
部
分
）
。

【
史
料
1
】

　
抑
々
此
舘
を
設
て
都
下
の
一
ヶ
所
に
定
メ
、
普
く
諸
医
を
薙
二
集
め
て
之
を
行

　
ハ
し
め
ん
と
す
る
の
趣
意
ハ
、
其
良
術
の
狸
り
に
眩
醤
の
徒
の
手
に
陥
ら
ん
こ

　
と
を
図
る
》
と
、
其
佳
苗
の
連
綿
し
て
絶
ゆ
る
こ
と
勿
ら
ん
こ
と
を
希
ふ
と
二

　
あ
り
、
洪
庵
幸
二
御
町
奉
行
井
与
力
二
十
家
多
キ
に
依
て
此
趣
意
を
以
て
内
願

　
せ
る
こ
と
数
十
黒
煙
二
及
ひ
、
又
大
和
屋
喜
兵
衛
名
前
に
て
表
向
キ
願
立
し
こ

　
と
あ
り
と
い
へ
と
も
、
其
新
奇
に
し
て
旧
例
無
之
を
以
て
官
許
を
得
か
た
く
、

　
空
話
十
年
の
星
霜
を
黒
し
内
、
安
政
五
年
戊
午
春
戸
田
伊
豆
守
殿
御
町
奉
行
之

　
節
、
撃
て
出
席
医
師
よ
り
願
書
可
差
出
旨
内
沙
汰
有
之
、
社
中
山
田
金
江
の
ミ

　
市
中
住
居
の
名
前
あ
る
を
以
て
同
人
を
願
主
と
し
書
附
差
出
せ
し
に
、
早
速
御

　
聞
済
二
相
成
、
同
年
四
月
廿
四
日
三
郷
町
中
へ
目
達
御
触
書
出
て
、
種
痘
の
害

　
な
き
こ
と
を
懇
二
被
諭
、
且
種
痘
所
ハ
古
手
町
一
ヶ
所
二
限
る
こ
と
を
許
さ
れ

　
た
り
【
願
書
及
ヒ
御
触
書
写
し
ハ
別
二
記
録
す
、
堺
の
種
痘
所
官
許
ハ
安
政
六

　
年
夏
な
り
、
江
戸
種
痘
所
ハ
万
延
元
年
七
月
二
許
さ
れ
た
り
、
故
二
種
痘
の
宮

　
許
を
得
し
ハ
大
坂
を
始
と
す
】
、
　
（
以
下
略
）

　
洪
庵
に
よ
れ
ば
、
除
痘
館
を
設
立
し
て
大
坂
市
中
唯
～
の
種
痘
所
と
し
、
市
中
各

地
の
医
師
を
集
め
て
そ
こ
で
種
痘
を
行
わ
せ
よ
う
と
し
た
そ
も
そ
も
の
趣
旨
は
、
種

痘
法
が
「
眩
鷺
の
徒
扁
　
（
こ
こ
で
は
、
医
術
を
金
儲
け
の
道
具
と
す
る
よ
う
な
者
の

こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
）
の
金
儲
け
の
手
段
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
良

質
な
牛
痘
苗
が
絶
え
る
こ
と
な
く
連
綿
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
の
二
つ

で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
し
か
し
、
除
痘
館
設
立
の
二
つ
の
目
的
は
、
一
民
間
施
設
で
あ
る
除
痘
館
の
活
動

だ
け
で
は
十
分
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
「
眩
醤
の
徒
」
が
種
痘
を
行
う
こ
と
や
、

医
師
が
そ
れ
ぞ
れ
種
痘
を
行
う
こ
と
を
完
全
に
防
ぐ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
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の
た
め
、
洪
鋳
た
ち
は
大
坂
町
奉
行
所
の
「
官
許
」
を
得
よ
う
と
し
た
。
洪
庵
は
、

医
師
と
い
う
立
場
上
、
大
坂
町
奉
行
や
同
奉
行
所
与
力
と
親
し
か
っ
た
た
め
、
そ
の

関
係
を
利
用
し
て
内
願
を
繰
り
返
し
、
ま
た
除
痘
館
の
活
動
を
財
政
面
で
支
援
し
て

い
た
町
人
大
和
屋
喜
兵
衛
の
名
で
正
式
に
願
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
牛
痘
種
痘
は

新
奇
で
先
例
が
な
い
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
　
「
空
敷
十
年
の
星
霜
を
経
」
た
が
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
春
に

転
機
が
訪
れ
る
。
大
坂
町
奉
行
所
よ
り
官
許
の
願
書
を
提
出
す
る
よ
う
内
沙
汰
が
あ

り
、
除
斎
館
社
中
の
一
人
で
あ
る
山
田
金
型
の
名
前
で
書
付
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、

早
速
許
可
が
下
り
た
。
同
年
四
月
二
十
四
日
、
大
坂
町
奉
行
は
大
坂
市
中
に
町
触
を

出
し
、
種
痘
所
は
古
手
町
の
除
早
言
一
ヵ
所
に
限
定
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

　
以
上
が
「
除
当
館
記
録
」
に
記
さ
れ
た
除
痘
館
官
許
に
至
る
経
緯
で
あ
る
が
、
文

中
に
見
え
る
山
田
金
江
が
大
坂
町
奉
行
所
に
提
出
し
た
書
付
を
合
わ
せ
検
討
す
る

と
、
官
許
を
求
め
た
洪
庵
ら
の
意
図
が
よ
り
は
つ
き
り
す
る
。
安
政
五
年
三
月
二
十

七
日
遅
で
［
堂
島
新
地
中
三
丁
目
播
磨
屋
仁
三
郎
借
家
　
医
師
山
田
金
江
」
が
年
寄

河
内
屋
彦
兵
衛
奥
印
の
も
と
、
　
門
御
奉
行
様
」
　
（
大
坂
町
奉
行
）
に
提
出
し
た
門
種

痘
に
付
御
触
渡
御
願
」
　
（
門
松
本
端
編
纂
『
大
阪
市
種
痘
歴
史
』
　
（
上
）
」
）
は
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
史
料
2
】

　
　
（
略
）

　
　
右
之
通
伝
兵
衛
方
を
種
痘
所
に
仕
業
義
は
、
不
断
人
よ
り
思
え
種
継
ぎ
賦
課
て

　
　
は
断
絶
に
及
候
事
故
、
銘
々
自
宅
に
て
懇
意
・
知
音
之
も
の
而
陸
相
弘
め
候
位

　
　
の
事
に
て
は
手
狭
に
て
、
続
苗
之
程
無
覚
束
候
に
付
、
諸
説
志
有
之
も
の
一
所

　
　
に
集
会
仕
、
銘
々
懇
意
・
知
音
之
小
児
呼
寄
相
読
候
は
ゴ
、
自
ら
手
広
に
て
痘

　
　
苗
を
失
ひ
候
患
有
之
愚
図
と
存
附
、
必
寛
種
痘
之
会
所
に
長
患
義
に
御
座
候
、

　
　
然
る
処
、
始
之
程
は
存
念
通
り
市
中
医
師
数
輩
相
集
り
、
夫
々
懇
意
煮
浸
小
児

を
呼
寄
、
種
痘
仕
候
得
共
、
或
は
仁
術
之
志
深
か
ら
ず
、
或
は
利
慾
に
迷
い
断

て
約
定
に
不
随
、
外
々
に
て
勝
手
に
相
行
智
慧
多
く
相
成
、
果
し
て
小
児
足
り

不
整
、
巳
に
絶
苗
に
及
ば
ん
と
致
候
事
数
度
有
之
候
を
、
相
残
り
候
有
志
之
者

共
種
々
苦
辛
を
尽
し
、
漸
く
細
々
連
綿
仕
候
内
、
此
節
に
至
り
其
敷
験
自
然
と

相
顕
れ
候
、
猶
近
年
は
信
仰
仕
去
て
頼
出
域
も
の
も
相
応
に
て
有
之
候
得
共
、

右
之
如
く
外
々
に
て
勝
手
に
種
痘
仕
候
に
付
て
は
、
医
師
而
已
な
ら
ず
、
或
は

薬
種
屋
之
類
、
無
学
鄙
劣
慰
者
迄
も
狸
り
に
右
之
術
を
駆
り
予
て
、
遂
に
は
診

察
を
誤
り
、
再
び
流
行
痘
に
懸
り
候
も
の
杯
有
之
由
、
実
に
人
命
に
拘
り
候
義
、

容
易
な
ら
さ
る
次
第
と
奉
存
候
、
其
上
、
是
が
為
に
世
間
の
俗
人
大
に
信
仰
を

失
ひ
、
種
痘
之
妙
効
を
疑
ひ
、
猶
予
仕
候
内
、
已
に
此
節
流
行
痘
に
て
死
去
仕

候
小
児
不
霊
候
由
三
盛
、
重
々
歎
息
仕
候
事
に
御
座
候
、
　
（
以
下
略
）

　
除
痘
館
設
立
の
二
つ
の
目
的
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
、
種
痘
法
が
「
眩
欝
の
徒
」

の
金
儲
け
の
手
段
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
牛
痘
種
痘
法
が
天

然
痘
予
防
に
顕
著
な
効
果
が
あ
る
門
良
法
」
　
（
史
料
1
）
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
効

果
が
世
間
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
今
度
は
牛
痘
種
痘
法
に
つ
い
て
の
確
か

な
技
量
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
者
が
金
儲
け
を
醸
的
に
種
痘
を
行
う
よ
う
に
な
る

の
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
史
料
2
で
は
、
か
つ
て
と
は
違
い
、
種
痘
を
望
む

者
も
相
当
の
数
に
上
っ
て
い
た
安
政
五
年
に
近
い
殺
階
で
は
、
　
「
薬
種
屋
之
類
、
無

学
鄙
劣
之
者
」
ま
で
も
種
痘
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
者

が
種
痘
を
行
え
ば
、
実
際
に
は
種
痘
が
成
功
し
て
い
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
種

痘
が
成
功
し
た
と
誤
認
し
、
そ
の
結
果
、
警
戒
心
の
緩
み
か
ら
天
然
痘
に
罹
患
す
る

こ
と
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
未
熟
な
種
痘
技
術
で
は
空
押
の
体
を
損
ね
る
こ
と
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
洪
庵
た
ち
は
、
種
痘
医
の
水
準
確
保
と
い
う
見
地
か
ら
、
種
痘
を
実
践

す
る
だ
け
で
な
く
、
種
痘
事
業
の
管
理
・
統
制
が
必
要
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
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除
痘
館
設
立
の
今
ひ
と
つ
の
目
的
で
あ
る
、
良
質
な
牛
痘
苗
が
絶
え
る
こ
と
な
く

連
綿
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
種
痘
医
が
個
別
分
散
的
に
種

痘
を
行
う
と
い
う
形
は
、
痘
児
の
安
定
的
確
保
と
い
う
点
で
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
大
坂
市
中
の
種
痘
所
を
除
痘
館
だ
け
に
限
定
し
、
組
織
的
な
痘
児
確
保
を
狙
っ

た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
史
料
2
に
あ
る
よ
う
に
、
除
痘
館
発
足
当
初
は
、
大
坂
市

中
の
医
師
が
数
人
集
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
懇
意
に
し
て
い
る
家
の
こ
ど
も
を
集
め
て

種
痘
を
実
施
し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
約
定
に
背
い
て
勝
手
に
種
痘
を
す
る
者
が
多

く
な
り
、
そ
の
結
果
、
痘
児
の
確
保
に
支
障
を
来
し
、
絶
苗
の
危
機
に
瀕
し
た
こ
と

が
数
度
あ
っ
た
と
い
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
除
痘
館
は
単
な
る
牛
痘
苗
接
種
の
場
に
と
ど

ま
ら
ず
、
種
痘
事
業
の
管
理
・
統
制
セ
ン
タ
ー
1
史
料
2
の
表
現
で
は
門
種
痘
之
会

所
扁
一
と
し
て
構
想
さ
れ
、
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
除
痘
館
で
は
分
苗

（
牛
痘
苗
の
分
与
）
を
願
う
者
に
対
し
て
正
し
い
種
痘
術
を
伝
授
し
た
上
で
分
苗
を

行
う
と
と
も
に
、
次
に
示
す
よ
う
な
種
痘
医
認
定
証
と
い
う
べ
き
文
書
（
緒
方
洪
庵

記
念
財
団
除
痘
館
記
念
資
料
室
編
『
緒
方
洪
庵
没
後
励
周
年
記
念
　
大
阪
の
暴
動
館

〈
改
訂
・
増
補
第
2
版
〉
』
掲
載
写
真
よ
り
）
を
発
行
し
て
い
る
。

【
史
料
3
】

　
　
此
度
牛
痘
種
法
皇
摂
州
住
吉
相
弘
度
旨
被
申
立
組
分
如
露
、
真
仮
監
定
之
口
訣

　
　
等
被
得
其
意
、
仁
術
之
本
意
を
守
り
、
疎
漏
無
之
様
可
被
心
得
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
坂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
除
毒
館
（
印
）

　
　
　
　
嘉
永
二
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
野
葛
民

　
　
　
　
　
己
酉
十
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晩
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
緒
方
洪
庵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
章
（
花
押
）

津
田
玄
吾
殿

堀
脩
吉
殿

掛
り

　
山
本
河
内

　
　
　
　
轍
（
花
押
）

　
こ
れ
は
、
除
痘
館
発
足
の
翌
月
に
、
摂
津
國
住
吉
で
牛
痘
種
痘
を
広
め
よ
う
と
し

た
津
田
玄
吾
・
堀
脩
吉
の
両
名
に
対
し
、
除
痘
館
の
碍
野
葛
民
・
緒
方
洪
庵
・
山
本

河
内
が
発
行
し
た
も
の
で
、
除
痘
館
が
両
名
に
伝
授
し
た
具
体
的
な
種
痘
法
（
「
真

仮
宅
定
之
蕩
心
等
」
）
に
則
っ
て
種
痘
を
行
う
こ
と
、
　
「
仁
術
之
本
意
扁
を
守
り
、

手
抜
か
り
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

　
と
は
い
え
、
種
痘
は
除
当
館
で
の
み
実
施
す
る
と
決
め
て
も
、
そ
れ
は
限
定
さ
れ

た
医
師
た
ち
の
申
し
合
わ
せ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
一
般
の
仲
間
組
織
と
は
異
な
り
、

そ
れ
に
違
反
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
医
師
仲
間
か
ら
排
除
さ
れ
た
り
、
医
師
と
し
て

の
活
動
を
停
止
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
申
し
合
わ
せ
ば
、
あ
く
ま

で
も
彼
ら
の
良
識
と
善
意
の
上
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
史
料
2
に

記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
約
定
に
違
反
す
る
医
師
が
続
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
計
画
さ
れ
た
の
が
除
痘
館
の
官
許
で
あ
っ
た
。

　
洪
庵
ら
の
願
い
が
聞
き
届
け
ら
れ
、
四
月
二
十
四
日
に
出
さ
れ
た
実
際
の
町
触

（
「
御
触
及
口
達
」
　
〔
『
大
阪
市
史
』
第
四
下
、
大
阪
市
、
一
九
一
三
年
〕
）
の
文

書
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
史
料
4
】

　
　
　
　
　
　
口
達

　
　
当
表
古
手
町
御
霊
筋
西
へ
入
大
和
屋
伝
丘
ハ
衛
居
宅
二
而
、
去
ル
酉
年
右
当
地
住

　
　
居
之
医
師
緒
方
洪
庵
・
山
閏
金
江
其
外
之
医
師
申
合
、
相
ひ
ろ
め
候
う
へ
ほ
う
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そ
う
の
義
ハ
、
た
し
か
な
る
か
き
物
も
是
あ
り
、
あ
や
し
む
へ
き
物
に
こ
れ
な

く
、
小
児
之
両
う
で
に
う
ゆ
れ
バ
、
そ
の
所
の
み
ほ
う
そ
う
を
は
っ
し
、
あ
そ

び
な
が
ら
通
例
臼
か
す
の
通
り
十
二
旨
相
思
か
せ
を
ち
、
い
か
ほ
ど
ほ
う
そ
う

は
や
り
候
て
も
う
つ
る
こ
と
な
し
、
託
せ
つ
も
つ
は
ら
ほ
う
そ
う
は
や
り
、
小

児
を
う
し
の
ふ
者
多
き
よ
し
、
む
ざ
ん
之
事
二
野
、
ふ
れ
し
ら
セ
候
問
、
銘
と

あ
や
ぶ
み
な
く
、
右
伝
兵
衛
方
へ
小
児
つ
れ
ゆ
き
、
う
へ
ほ
う
そ
う
い
た
す
へ

く
候
、
も
ち
ろ
ん
世
上
た
す
け
之
た
め
二
等
ヘ
バ
、
身
う
す
な
ん
じ
う
の
も
の

ハ
礼
物
さ
し
だ
す
に
を
よ
バ
す
、
其
余
身
元
よ
ろ
し
き
湿
気
て
も
、
礼
物
を
む

さ
ぼ
り
候
義
ハ
無
之
筈
に
候
間
、
心
持
次
第
た
る
へ
く
候
、
右
小
児
種
痘
之
義
、

野
守
施
術
も
有
之
哉
二
相
聞
覚
箔
付
、
以
来
右
記
手
町
種
痘
之
所
壱
ヶ
所
二
限

り
施
術
可
聖
霊
、
右
二
付
導
者
市
中
住
居
之
医
師
、
漢
江
之
無
差
別
、
仁
術
之

志
厚
心
得
、
一
己
之
見
識
を
不
素
立
、
懇
意
手
寄
之
小
児
ハ
右
種
痘
所
江
致
誘

引
、
施
術
い
た
し
、
自
宅
二
号
窃
二
三
施
術
候
義
訓
為
無
用
候

薄
煙
通
相
触
候
問
、
三
郷
町
中
末
こ
迄
も
不
洩
黒
髪
こ
可
申
聞
事

　
午
四
月

　
「
大
和
屋
伝
兵
衛
居
宅
」
と
は
除
痘
館
の
こ
と
で
あ
る
。
　
「
除
痘
館
記
録
」
の
記

述
通
り
、
洪
庵
や
緯
圏
金
々
ら
が
取
り
組
ん
で
い
る
種
痘
（
「
う
へ
ほ
う
そ
う
」
　
〔
種

庖
瘡
〕
）
は
安
全
で
あ
る
の
で
、
除
学
館
に
子
ど
も
を
連
れ
て
行
き
、
種
痘
を
受
け

さ
せ
る
べ
き
こ
と
が
、
町
触
に
は
異
例
と
も
い
え
る
平
仮
名
を
多
用
し
た
わ
か
り
や

す
い
文
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
岡
時
に
、
今
後
は
種
痘
を
除
痘
館
だ
け
で
行
う
よ

う
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
医
師
の
も
と
で
種
痘
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。

　
除
磨
糠
富
許
が
認
め
ら
れ
た
背
景
に
は
、
こ
の
年
の
正
月
に
江
戸
で
種
痘
所
開
設

の
許
可
が
下
り
た
こ
と
、
文
中
に
あ
る
「
此
せ
つ
も
つ
は
ら
ほ
う
そ
う
は
や
り
、
小

児
を
う
し
の
ふ
者
多
き
よ
し
」
や
、
史
料
2
の
「
此
節
流
行
痘
に
て
死
去
仕
候
小
児

不
少
候
由
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
天
然
痘
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
安
政
五
年
四
月
に
至
り
、
よ
う
や
く
大
坂
町
奉
行
所
は
洪
庵
ら
の
種

痘
事
業
の
支
援
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
町
触
に
見
る
種
痘
の
奨
励
と
種

痘
事
業
一
元
化
の
推
進
を
大
坂
町
奉
行
所
に
よ
る
種
痘
行
政
と
と
ら
え
た
場
合
、
そ

れ
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
除
痘
館
官
許
の
触
は
大
坂
市
中
に
対
し
て
の
み
触
れ
ら
れ
、
大
坂
以
外
の

地
に
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
大
坂
周
辺
農
村
で
あ
る
摂

津
国
事
下
郡
嶋
村
に
は
安
政
五
年
～
同
六
年
の
触
を
写
し
た
触
留
帳
（
茨
木
市
嶋
区

有
文
書
）
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
触
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
除
痘

館
宮
許
の
触
の
発
布
に
う
か
が
え
る
こ
の
種
痘
行
政
は
、
あ
く
ま
で
も
個
別
領
主
と

し
て
の
幕
府
が
、
そ
の
所
領
で
あ
る
大
坂
に
対
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
個
別
領

主
支
配
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
こ
の
種
痘
行
政
に
お
い
て
大
坂
町
奉
行
所
が
果
た
し
た
具
体
的
な
役
割
と

い
え
ば
、
端
的
に
い
え
ば
、
史
料
4
の
町
触
を
出
し
た
こ
と
に
と
ど
ま
る
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
大
坂
町
奉
行
所
が
、
洪
庵
た
ち
の
事
業
に
対
し
て
財
政
的
援
助
を
与

え
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
は
な
い
し
、
施
設
面
で
何
ら
か
の
手
当
を
し
た
と
い
う
こ

と
も
な
い
。
ま
た
、
こ
の
町
触
で
は
除
痘
館
以
外
の
場
所
で
の
種
痘
行
為
を
禁
じ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
違
法
で
あ
る
と
す
る
表
現
や
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
見
つ
け
た
場

合
、
逮
捕
・
吟
味
を
行
う
と
す
る
表
現
な
ど
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

今
後
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
大
坂
町
奉
行
所
は
町
触
を
出
し
た
こ
と
以

上
の
行
政
は
行
っ
て
い
な
い
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
こ
の
町
触
は
、
洪
庵
ら
有
志
に
よ
る
種
痘
事
業
の
円
滑
な
推
進
を
大

い
に
後
押
し
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
段
階
に
な

る
と
、
世
間
で
は
種
痘
に
対
す
る
偏
見
や
無
理
解
が
か
な
り
減
少
し
、
種
痘
は
天
然
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痘
の
惨
禍
か
ら
遁
れ
る
こ
と
の
で
き
る
「
青
鷺
偏
　
（
史
料
1
）
と
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
と
い
う
も
の
の
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
を
恐
れ
る
者
も
多
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
大
坂
町
奉
行
が
町
触
を
も
っ
て
公
に
種
痘
の
効
能
を
宣
言
し
た
こ
と
は
、

種
痘
に
対
す
る
正
し
い
理
解
を
広
め
る
上
で
大
き
な
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

三
　
除
痘
館
の
公
館
化
と
種
痘
行
政
の
変
化

　
前
述
の
よ
う
に
、
慧
智
館
は
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
十
月
に
古
手
町
か
ら
大
坂

尼
崎
町
一
丁
目
に
移
転
す
る
。
十
一
月
朔
日
、
大
坂
町
奉
行
所
は
町
触
（
「
御
触
及

口
達
」
）
を
出
し
て
こ
の
こ
と
を
市
中
に
知
ら
せ
た
。
町
触
で
は
、
安
政
五
年
（
一

八
五
八
）
四
月
の
除
痘
毒
官
許
町
触
（
史
料
4
）
を
掲
げ
、
今
後
は
新
た
に
種
痘
所

と
な
っ
た
尼
崎
町
一
丁
国
の
脇
屋
文
助
支
配
借
家
で
種
痘
を
受
け
る
よ
う
述
べ
た
あ

と
、
　
「
且
最
前
相
黙
認
候
趣
、
末
と
之
中
国
ハ
不
相
心
得
者
も
有
之
哉
二
相
聞
、
右

ハ
全
其
所
之
家
主
・
町
役
人
共
世
話
不
行
届
故
之
義
二
而
、
以
之
外
之
蔓
二
候
」
と

記
し
て
い
る
。
除
学
館
官
許
町
触
段
階
か
ら
一
歩
進
み
、
町
奉
行
所
は
す
べ
て
の
子

ど
も
が
種
痘
を
受
け
る
べ
き
と
の
認
識
を
前
提
に
、
種
痘
事
業
を
推
進
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
種
痘
事
業
に
お
け
る
家
主
と
町
役

人
の
責
任
を
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
除
痘
館
官
許
町
触
に
は
見
ら

れ
な
い
。

　
と
は
い
え
、
前
章
の
最
後
で
指
摘
し
た
大
坂
町
奉
行
所
の
種
痘
行
政
の
本
質
は
、

こ
の
段
階
で
も
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
依
然
と
し
て
個
別
領
主
支

配
の
枠
内
に
留
ま
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
町
触
を
出
し
た
と
い
う
行
為
に
尽

き
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
五
月
、
除
痘
館
は
公
館
、
す
な
わ
ち
幕
府

機
関
と
な
っ
た
こ
と
で
、
大
坂
町
奉
行
所
の
種
痘
行
政
は
質
的
に
変
化
す
る
。
ま
ず
、

除
函
館
公
館
化
を
触
れ
た
大
坂
町
触
を
掲
げ
よ
う
。

【
史
料
5
】

　
　
　
先
年
右
三
郷
町
中
江
度
と
触
書
差
出
候
大
坂
尼
崎
町
壱
丁
目
種
痘
所
之
義
、

　
　
　
年
来
右
場
所
江
致
出
席
候
有
志
之
医
師
共
、
繕
言
利
名
聞
等
を
離
れ
、
仁
術

　
　
　
之
志
厚
く
、
誠
実
二
施
術
致
し
候
二
付
、
小
児
流
行
痘
被
犯
、
醜
態
不
具
之

　
　
　
患
を
免
れ
、
或
者
悪
痘
之
た
め
二
天
年
を
損
し
、
命
を
諸
候
も
の
無
之
、
実

　
　
　
二
世
救
相
成
候
良
法
二
付
、
今
般
右
種
痘
所
を
公
館
二
被
仰
出
、
是
迄
出
席

　
　
　
い
た
し
候
医
師
共
学
、
其
儘
施
術
被
仰
付
幕
間
、
難
有
御
趣
意
之
程
一
説
厚

　
　
　
相
心
得
、
野
鴨
旨
い
ま
た
堅
磐
不
相
済
小
児
者
、
早
こ
右
御
場
所
江
召
連
出
、

　
　
　
種
痘
相
願
候
様
可
致
候

　
　
一
大
坂
市
中
蒔
不
雪
平
、
町
続
其
外
心
河
半
面
在
ζ
二
而
も
、
無
謂
売
薬
渡
世

　
　
　
慌
者
、
図
上
仁
術
之
志
薄
く
、
唯
利
欲
く
た
め
狸
二
張
紙
或
者
建
札
杯
致
し
、

　
　
　
伝
来
不
分
明
之
痘
苗
を
以
術
筈
、
一
己
之
決
議
二
而
遂
二
診
察
を
誤
り
、
再

　
　
　
ひ
流
行
痘
二
罹
り
候
も
の
も
有
之
哉
二
相
聞
、
以
之
外
鰐
将
之
至
二
候
、
今

　
　
　
般
右
躰
公
館
育
苗
引
直
し
相
成
下
上
者
、
以
来
他
所
お
い
て
種
痘
致
し
候
も

　
　
　
の
者
、
右
館
右
転
蛮
書
施
術
之
免
状
相
懸
候
筈
付
、
縦
令
是
迄
種
痘
所
よ
り

　
　
　
分
苗
相
請
、
種
痘
い
た
し
居
候
者
二
丁
も
、
此
度
改
而
右
館
江
入
門
い
た
し

　
　
　
免
状
請
、
右
館
之
規
則
を
急
度
相
守
、
施
術
い
た
す
へ
く
候
、
尤
遠
方
手
遠

　
　
　
之
場
所
者
、
最
寄
弁
利
之
場
所
江
、
分
苗
又
者
出
張
所
等
茂
取
建
可
相
成
候

　
　
　
間
、
此
旨
を
存
、
是
迄
一
己
二
致
種
痘
居
候
も
の
者
早
こ
相
論
、
狸
二
致
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

　
　
　
術
候
義
不
相
成
魚
、
若
以
後
心
得
違
、
相
触
渡
之
事
相
背
候
者
有
之
候
ハ
＼
、

　
　
　
急
度
可
能
沙
汰
候

　
　
　
右
之
趣
三
郷
町
中
可
触
知
も
の
也

　
　
　
　
　
卯
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
（
大
坂
町
奉
行
小
笠
原
長
功
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
向
（
岡
柴
田
剛
中
）
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前
半
で
は
、
尼
崎
町
一
丁
目
の
種
痘
所
（
除
痘
館
）
の
種
痘
事
業
を
高
く
評
価
し

た
あ
と
、
こ
の
よ
う
に
種
痘
は
門
世
救
相
成
候
良
法
」
で
あ
る
の
で
、
こ
の
ほ
ど
右

の
種
痘
所
を
公
館
と
す
る
、
施
術
を
行
う
医
師
は
こ
れ
ま
で
通
り
と
す
る
、
こ
れ
ま

で
天
然
痘
に
罹
患
し
た
こ
と
が
な
い
子
ど
も
に
は
種
痘
を
受
け
さ
せ
る
よ
う
に
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
　
門
一
大
坂
市
二
者
不
三
際
漏
以
下
の
～
つ
書
き
で
は
、
大
坂
お

よ
び
摂
河
碧
潭
四
寒
国
を
対
象
に
、
こ
の
ほ
ど
種
痘
所
が
公
館
と
な
っ
た
か
ら
に
は
、

種
痘
を
施
そ
う
と
す
る
者
は
、
種
痘
所
か
ら
牛
痘
苗
の
分
与
と
施
術
の
免
状
を
受
け

る
こ
と
を
命
じ
、
こ
れ
ま
で
種
痘
所
と
は
関
わ
り
な
く
単
独
で
種
痘
を
行
っ
て
き
た

者
は
早
々
に
そ
の
活
動
を
中
止
す
る
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
町
触
と
同
内
容
の
触
は
、
大
坂
以
外
の
地
に
も
触
れ
ら
れ
た
。
一
橋
徳
川
家

領
で
あ
っ
た
和
泉
国
泉
郡
南
王
子
村
に
触
れ
ら
れ
た
も
の
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る

（
慶
応
三
年
和
泉
国
泉
郡
南
王
子
村
「
御
触
書
写
帳
」
〔
奥
田
家
文
書
研
究
会
編
『
奥

田
家
文
書
』
第
四
巻
、
大
阪
府
同
和
事
業
促
進
協
議
会
・
大
阪
部
落
解
放
研
究
所
、

一
九
七
一
年
〕
に
よ
る
）
。

【
史
料
6
】

　
　
（
史
料
5
の
本
文
〔
「
先
年
右
三
郷
町
中
江
」
か
ら
「
急
度
可
令
沙
汰
候
」
ま
で
〕

　
　
　
と
ほ
ぼ
同
文
、
略
）

　
　
右
之
趣
触
知
せ
候
問
、
村
ζ
令
承
知
、
尤
御
料
・
社
領
・
寺
領
等
入
組
有
之
村

　
　
方
一
分
ハ
、
其
カ
所
二
不
洩
様
、
庄
屋
・
年
寄
・
寺
社
怪
漢
知
之
段
、
肩
書
令

　
　
印
形
、
郡
切
村
次
順
と
無
遅
滞
相
廻
可
申
候
、
訳
解
、
別
紙
村
名
前
書
差
添
遣

　
　
し
候
間
、
富
村
右
日
向
守
番
所
江
可
持
参
者
也

　
　
　
慶
応
三

　
　
　
　
　
卯
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
日
向
（
大
坂
町
奉
行
柴
田
剛
中
）

　
　
　
　
　
伊
勢
（
同
小
笠
原
長
功
）

　
　
な
ヵ
　

右
七
月
廿
七
日
午
中
刻
二
到
来
、
但
一
条
院
村
温
血
参
仕

　
史
料
6
の
触
は
、
郡
内
全
村
を
対
象
に
村
か
ら
村
へ
と
回
達
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る

郡
触
形
式
を
と
っ
て
い
る
（
村
田
路
人
「
近
世
の
地
域
支
配
と
触
」
　
〔
『
歴
史
評
論
』

五
八
七
、
一
九
九
九
年
三
月
〕
）
。
南
王
子
村
に
こ
の
触
を
も
た
ら
し
た
一
条
院
村

は
岸
和
田
藩
岡
部
氏
預
所
で
あ
っ
た
。
同
内
容
の
郡
触
は
、
高
槻
藩
永
井
氏
預
所
で

あ
っ
た
摂
津
雪
田
下
郡
新
在
家
村
の
慶
応
二
年
～
三
年
「
御
公
儀
様
・
御
地
頭
様
御
触

書
覚
帳
」
（
「
〈
史
料
〉
触
猛
撃
・
触
写
帳
と
万
留
書
」
　
〔
摂
津
市
総
務
部
野
史
編
さ

ん
室
編
『
新
修
摂
津
市
史
　
史
料
と
研
究
』
第
二
号
、
摂
津
市
、
二
〇
｝
六
年
三
月
〕
）

に
も
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
「
大
坂
市
中
者
不
及
申
、
町
続
其
外
国
河
泉
播
在
こ
二

而
も
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
こ
の
除
痘
館
公
館
化
の
触
は
摂
河
泉
播
四
ヵ
国
の
努
々

に
対
し
て
触
れ
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
除
黒
歯
公
館
化
の
触
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
大
坂
町
奉
行
所
の
種
痘
行
政
は

大
坂
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
か
ら
、
大
坂
も
含
め
、
そ
の
「
万
事
仕
置
」
国
で
あ

る
摂
河
泉
播
四
ヵ
国
を
対
象
と
す
る
も
の
に
変
化
し
た
。
こ
れ
は
、
同
奉
行
所
が
個

別
領
主
支
配
と
し
て
の
種
痘
行
政
だ
け
で
な
く
、
広
域
支
配
と
し
て
の
種
痘
行
政
を

も
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
摂
河
泉
播
四
ヵ
国
の
う
ち
で
あ
れ
ば
、

そ
の
地
が
誰
の
所
領
で
あ
る
か
は
関
係
な
く
、
種
痘
を
行
う
者
は
種
痘
館
（
公
館
化

に
よ
り
、
除
痘
館
は
種
痘
館
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
）
か
ら
分
苗
を
受
け
、
か
つ

施
術
の
免
状
も
得
る
必
要
が
あ
っ
た
。
摂
河
泉
播
四
ヵ
国
内
の
種
痘
医
は
、
す
べ
て

種
痘
館
の
一
元
管
理
の
も
と
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
種
痘
館
が
発
行
し
た
種
痘
医
免
状
（
大
阪
大
学
適
塾
記
念
セ
ン
タ
ー
所

蔵
）
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

【
史
料
7
】
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今
般
牛
痘
之
施
術
及
真
仮
面
定
之
口
決
等
得
心
意
候
二
部
応
分
苗
候
、
以
来
本

　
　
館
之
規
則
者
勿
論
、
仁
術
之
本
旨
相
守
、
疎
漏
無
之
様
可
相
心
得
候
、
以
上

　
　
慶
応
三
年
　
大
阪

　
　
　
卯
五
月
　
　
種
痘
館
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯉
川
信
哉
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摂
州
川
辺
郡
小
浜
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
中
良
真
方

　
牛
痘
種
痘
法
を
会
得
し
た
の
で
分
苗
す
る
こ
と
を
記
し
た
あ
と
、
今
後
は
種
痘
館

の
規
則
は
も
ち
ろ
ん
、
仁
術
の
本
旨
を
守
り
、
手
抜
か
り
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

を
命
じ
て
い
る
。
除
痘
館
時
代
の
種
痘
医
認
定
証
（
史
料
3
）
で
は
、
種
痘
を
広
め

た
い
と
申
し
立
て
ら
れ
た
の
で
分
苗
す
る
、
　
「
真
仮
監
定
之
口
訣
等
」
に
則
っ
て
種

痘
を
行
い
、
　
「
仁
術
之
本
意
」
を
守
り
、
手
抜
か
り
の
な
い
よ
う
に
心
得
ら
れ
よ
と

い
う
表
現
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
牛
痘
之
施
術
及
真
事
事
定
之
日
決
等
偏
を
会

得
し
た
の
で
分
零
す
る
、
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
発
行
主
体
が
民
間
機
関
か

ら
幕
府
機
関
に
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
書
葉
遣
い
の
変
化
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る

が
、
前
者
が
分
苗
を
受
け
た
者
が
今
後
種
痘
事
業
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
の
心
得
を

示
す
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
が
種
痘
医
と
し
て
の
資
格
を
得
た

の
で
分
苗
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

文
面
上
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
種
痘
医
認
定
の
基
本
的
姿
勢
が
異
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
と
も
あ
れ
、
大
坂
町
奉
行
の
「
万
事
仕
置
」
国
で
は
、
除
痘
毒
公
館
化
に
よ

り
、
富
に
よ
る
公
的
か
つ
直
接
的
な
種
痘
医
の
資
格
認
定
制
度
が
始
ま
っ
た
と
し
て

よ
い
。

　
ま
た
、
除
痘
館
公
館
化
を
触
れ
た
町
触
（
史
料
5
）
本
文
末
尾
の
「
若
以
後
心
得

違
、
相
等
渡
之
世
相
背
嚢
者
有
之
候
ハ
＼
、
急
度
翌
翌
沙
汰
候
一
に
も
注
目
す
る
必

要
が
あ
る
。
触
の
趣
旨
に
背
い
た
場
合
は
処
罰
を
す
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
安
政
五
年
四
月
の
除
暴
富
官
許
の
町
触
（
史
料
4
）
と
の
大
き
な

違
い
で
あ
る
。
法
令
違
反
者
に
対
し
て
実
際
に
ど
の
よ
う
な
処
罰
が
行
わ
れ
た
の
か

と
い
う
点
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
種
痘
事
業
に
対
す
る
大
坂
町
奉
行
所
の
姿
勢

が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
除
痘
館
公
館
化
に
よ
り
、
種
痘
館
が
摂
河
泉
播
四
ヵ
国
の
種
痘
行
政
を
担
う
こ
と

に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
坂
町
奉
行
所
は
種
痘
行
政
に
関
与
し
な
く
な
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
公
館
化
に
あ
た
り
、
東
西
町
奉
行
所
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
与
力
～
名
と

同
心
二
名
が
種
痘
館
掛
と
な
っ
た
（
「
松
本
端
編
纂
『
大
阪
市
種
痘
歴
史
』
（
上
）
」
）
。

こ
れ
は
除
痘
館
医
師
た
ち
の
歎
願
を
幕
府
が
受
け
入
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
以
後
、

大
坂
町
奉
行
所
と
種
痘
館
の
両
者
に
よ
っ
て
種
痘
行
政
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
除
痘
館
公
館
化
に
よ
り
大
坂
町
奉
行
所
の
種
痘
行
政
が
質
的
に
変
化
し
た

こ
と
を
見
た
。
種
痘
館
と
な
っ
て
も
、
種
痘
事
業
に
関
わ
る
経
費
を
幕
府
が
負
担
す

る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
直
轄
館
で
行
わ
れ
て
い
た
活
動
は
幕
府
の
公

的
な
活
動
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
大
坂
町
奉
行
所
と
種
痘
館
に
よ
る
種
痘

行
政
は
、
摂
男
気
播
四
ヵ
国
に
対
す
る
広
域
支
配
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
違
反
者
に
対
す
る
措
置
も
、
町
触
に
明
記
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
種
痘
館

に
よ
る
当
該
地
域
の
種
痘
医
の
＝
兀
管
理
は
飛
躍
的
に
進
ん
だ
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　
幕
末
期
に
お
け
る
大
坂
町
奉
行
所
の
種
痘
行
政
の
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
五
月
の
除
痘
館
公
館
化
を
画
期
と
し
て
、
そ
の
性
格
が
質

的
に
変
化
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
こ
と
と
思
う
。
除
痘
館
の
公
館
化
は
、
本
来
的

に
個
別
領
主
支
配
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
医
療
行
政
の
あ
り
方
を
変
え
た
も
の
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で
あ
り
、
近
代
的
な
医
療
行
政
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
新
た
な
医

療
行
政
を
生
み
出
す
テ
コ
と
な
っ
た
の
は
、
本
来
大
坂
町
奉
行
所
が
有
し
て
い
た
広

域
支
配
権
で
あ
っ
た
。

　
翌
慶
応
四
年
正
月
の
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
を
経
、
二
月
に
は
大
坂
町
奉
行
所
が
廃

止
さ
れ
る
に
至
る
。
除
痘
館
公
館
化
か
ら
わ
ず
か
九
ヵ
月
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
種
痘
館
の
活
動
は
続
き
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
四
月
に
大
阪
医
学
校
病

院
附
属
種
痘
館
と
な
っ
た
（
「
松
本
端
編
纂
『
大
阪
市
種
痘
歴
史
』
　
（
下
）
」
）
。

最
幕
末
期
に
開
始
さ
れ
た
新
た
な
種
痘
行
政
は
近
代
に
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

近
世
の
広
域
支
配
と
近
代
的
行
政
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て

い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
今
後
、
上
方
で
展
開
し
て
い
た
広
域
支
配
に
つ
い
て
、
そ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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蔵
屋
敷



内
藤
藩
の
大
坂
屋
敷
i
廷
享
四
年
の
転
封
を
基
点
に
一

日
比
佳
代
子

は
じ
め
に

　
内
藤
藩
は
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
陸
奥
国
磐
城
平
か
ら
日
向
灘
延
岡
に
転
封

を
命
じ
ら
れ
た
。
単
比
に
お
い
て
（
－
）
、
転
封
を
告
げ
ら
れ
て
か
ら
城
受
け
渡
し
を

完
了
す
る
ま
で
の
具
体
的
な
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
の
中
で
内
藤
藩
が
転
封

を
機
に
新
た
に
大
坂
屋
敷
を
持
っ
た
事
に
も
触
れ
た
。
明
暦
か
ら
延
享
期
の
大
坂
蔵

屋
敷
の
変
遷
を
分
析
し
た
森
泰
博
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
（
2
）
、
明
暦
元
年
（
一
六
五

五
）
時
点
で
大
坂
に
蔵
屋
敷
を
設
置
し
て
い
た
全
六
六
大
名
の
内
、
六
一
大
名
が
畿

内
以
西
の
大
名
で
あ
り
、
残
り
の
五
大
名
家
も
、
そ
の
内
の
三
家
は
転
封
に
よ
り
中

部
以
東
に
移
動
す
る
事
に
な
っ
た
大
名
だ
と
い
う
。
こ
の
時
点
で
九
州
の
大
名
は
八

割
近
く
が
大
坂
に
蔵
屋
敷
を
持
っ
て
お
り
、
中
部
以
東
の
大
名
の
ほ
と
ん
ど
が
大
坂

に
蔵
屋
敷
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
と
好
対
照
で
あ
る
。
そ
の
後
、
中
部
以
東

の
大
名
も
徐
々
に
大
坂
に
蔵
屋
敷
を
持
つ
様
に
な
る
が
、
内
藤
家
が
磐
城
平
か
ら
延

岡
へ
転
封
し
た
延
享
四
年
時
点
で
も
、
大
坂
に
蔵
屋
敷
を
持
つ
大
名
九
〇
家
の
内
、

中
部
以
東
の
大
名
は
一
四
家
（
一
五
％
）
、
さ
ら
に
東
北
大
名
に
限
定
す
れ
ば
二
家

の
み
（
二
％
）
で
あ
っ
た
。
磐
城
平
時
代
に
内
藤
家
が
大
坂
に
活
動
の
拠
点
を
持
っ

て
い
な
か
っ
た
の
は
、
自
然
な
事
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
大
坂
蔵
屋
敷
の
移
転
に
つ
い
て
検
討
し
た
豆
谷
浩
之
氏
は
、
蔵
屋
敷
の
流
動
性
に

注
意
を
促
し
、
大
坂
蔵
屋
敷
の
移
転
、
新
設
、
廃
止
に
際
し
て
は
、
大
名
の
領
地
が

変
動
す
る
こ
と
が
契
機
と
し
て
重
要
で
あ
る
事
を
指
摘
す
る
（
3
）
。
龍
谷
氏
は
、
内

藤
藩
の
転
封
に
伴
う
大
坂
屋
敷
の
新
設
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
り
、
そ
の
所
在
地
は
、

延
享
五
年
時
点
で
常
安
裏
町
、
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
時
点
で
小
倉
屋
仁
兵
衛
町
、

明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
時
点
で
常
安
裏
町
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
時
点
で
堂

島
五
丁
霞
、
以
後
変
化
が
な
く
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
時
点
で
も
堂
島
五
丁

目
だ
っ
た
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
臼
向
延
岡
藩
は
、
有
馬
家
↓
三
浦
家

↓
牧
野
家
↓
内
藤
家
と
藩
主
が
交
代
す
る
が
、
大
名
問
で
屋
敷
を
引
き
継
い
で
い
く

様
な
事
は
し
て
い
な
い
と
い
う
。

　
な
お
、
内
藤
家
は
転
封
を
命
じ
ら
れ
た
時
点
で
は
、
本
所
に
抱
屋
敷
を
所
持
し
て

お
り
、
園
元
か
ら
の
廻
米
を
運
び
込
む
「
本
所
御
蔵
」
と
し
て
使
用
し
て
い
た
。
延

岡
へ
の
転
封
後
は
、
江
戸
藩
邸
で
消
費
す
る
米
も
主
に
江
戸
で
購
入
し
た
た
め
、
必

要
性
が
低
く
な
り
、
安
永
八
年
に
下
総
古
河
藩
の
土
井
家
に
売
り
渡
し
て
い
る
（
4
）
。

　
こ
の
様
に
大
名
の
領
地
の
移
動
と
大
坂
屋
敷
所
持
の
問
題
が
深
く
関
わ
る
と
い
う

指
摘
が
あ
る
一
方
で
、
転
封
を
機
に
大
坂
に
屋
敷
を
持
つ
事
に
な
っ
た
藩
は
、
ど
の

よ
う
な
形
で
大
坂
に
関
わ
っ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
転
封
を
契
機
と
し
て
大
坂
屋
敷
を
持
つ
事
に
な
っ
た
藩
の
場
合
に
限
ら
ず
、

他
の
多
く
の
藩
も
含
め
、
大
坂
屋
敷
の
組
織
や
運
営
体
制
自
体
が
十
分
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
（
5
）
。
本
稿
で
は
、
藩
政
組
織
の
一
部
と
し
て
の
大
坂
屋

敷
に
注
目
す
る
と
い
う
立
場
に
立
ち
、
延
享
四
年
に
東
北
か
ら
九
州
に
転
封
し
て
、

新
た
に
大
坂
に
屋
敷
を
持
つ
事
に
な
っ
た
内
藤
藩
を
素
材
に
、
転
封
時
に
ど
の
よ
う

な
形
で
大
坂
と
か
か
わ
り
を
持
ち
始
め
る
の
か
、
転
封
後
に
内
藤
藩
の
大
坂
屋
敷
が

ど
の
よ
う
な
形
で
運
営
さ
れ
て
い
く
の
か
を
検
討
す
る
（
6
）
。
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一
章
転
封
と
大
坂

　
　
一
節
　
国
元
、
江
戸
で
の
動
き

　
延
享
四
年
三
月
十
九
臼
、
内
藤
政
樹
磐
城
平
七
万
石
、
牧
野
貞
通
日
向
国
延
岡
八

万
石
、
井
上
正
経
常
陸
国
笠
間
六
万
石
の
三
方
領
地
替
え
が
命
じ
ら
れ
、
内
藤
家
は

延
岡
へ
、
牧
野
家
は
笠
間
へ
、
井
上
家
は
磐
城
平
へ
転
封
す
る
事
に
な
っ
た
。
幕
府

か
ら
転
封
の
命
が
く
だ
る
と
、
近
国
な
ら
三
ヶ
月
、
遠
国
な
ら
四
ヶ
月
後
に
、
幕
府

の
使
者
の
も
と
で
、
照
領
主
と
新
領
主
は
、
城
の
受
け
渡
し
を
行
う
。
延
享
四
年
の

内
藤
藩
の
転
封
に
つ
い
て
、
藩
内
部
の
転
封
へ
の
対
応
を
中
心
に
、
城
受
け
渡
し
ま

で
の
流
れ
を
ま
と
め
る
と
表
一
の
様
に
な
る
（
7
）
。

　
転
封
が
命
じ
ら
れ
た
そ
の
日
か
ら
内
藤
家
は
関
係
各
所
に
使
者
を
出
し
て
い
る

が
、
上
方
関
係
で
は
、
十
九
臼
に
京
都
所
司
代
、
大
坂
城
代
、
翌
二
十
日
に
大
坂
町

奉
行
、
大
坂
御
船
奉
行
、
京
都
町
奉
行
、
伏
見
奉
行
、
堺
奉
行
、
長
崎
奉
行
、
浦
賀

奉
行
に
使
者
を
出
し
て
い
る
（
8
）
。
　
そ
し
て
、
転
封
の
命
か
ら
一
週
間
ほ
ど
後
、

三
月
二
十
六
日
付
と
二
十
七
臼
付
の
江
戸
発
磐
城
平
宛
書
状
で
は
、
大
坂
表
を
引
き

受
け
る
役
人
を
派
遣
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
早
々
に
底
入
を
大
坂
表

に
派
遣
し
、
牧
野
家
の
大
坂
留
守
居
と
万
端
を
打
ち
合
わ
せ
、
延
岡
へ
の
船
路
の
手

配
を
担
当
さ
せ
ね
ば
将
が
明
か
な
い
と
し
、
こ
の
役
は
江
戸
留
守
居
の
様
な
要
素
を

持
つ
た
め
、
そ
の
人
選
に
つ
い
て
は
門
並
留
守
居
勤
之
者
は
田
舎
右
被
遣
候
而
者
他

所
勤
相
勤
り
兼
可
申
候
」
と
す
る
（
9
）
。
　
だ
が
、
江
戸
に
は
適
任
者
が
い
な
か
っ

た
た
め
、
国
元
で
本
〆
役
を
務
め
て
い
た
加
藤
勘
兵
衛
に
、
大
坂
で
の
引
越
御
用
が

命
じ
ら
れ
た
。
二
十
九
目
の
事
で
あ
る
（
§
。
　
な
お
、
加
藤
勘
兵
衛
（
二
五
〇
石
）

に
は
、
差
添
と
し
て
斎
藤
儀
左
衛
門
（
八
○
俵
）
と
、
下
役
二
名
と
し
て
鈴
木
彌
右

衛
門
（
一
五
俵
）
と
荻
野
数
右
衛
門
（
～
五
流
二
人
扶
持
）
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
（
一
一
）
。

　
彼
ら
は
五
月
頭
に
は
江
戸
に
登
り
、
打
ち
合
わ
せ
の
後
に
大
坂
に
入
る
よ
う
に
指

示
さ
れ
て
お
り
、
四
月
二
十
九
日
に
、
家
族
と
共
に
磐
城
平
を
立
っ
て
い
る
（
一
熱
。
）
。

一
ヶ
月
の
問
に
家
財
を
ま
と
め
、
一
家
で
磐
城
平
を
旅
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

加
藤
は
こ
の
間
に
父
休
馬
が
死
亡
し
て
お
り
、
七
臼
間
の
忌
中
を
経
て
、
四
月
二
十

六
臼
に
家
督
相
続
を
命
じ
ら
れ
て
の
慌
た
だ
し
い
出
発
だ
っ
た
（
芭
。
　
転
封
の
際
、

移
動
の
費
用
は
藩
が
工
面
す
る
も
の
だ
が
、
彼
ら
も
大
坂
ま
で
の
移
動
費
用
（
「
引

料
扁
）
と
し
て
、
加
藤
が
金
五
〇
両
銭
一
八
七
文
と
御
貸
人
足
軽
一
人
中
間
二
人
、

斎
藤
が
金
二
〇
両
一
分
銭
四
〇
八
文
と
御
貸
人
足
軽
一
人
中
間
一
人
、
鈴
木
・
荻
野

が
金
一
四
両
一
分
銀
八
一
七
文
と
御
貸
し
人
中
間
一
人
を
支
給
さ
れ
て
い
る
。
加
藤

達
は
、
五
月
四
臼
に
江
戸
に
到
着
し
、
御
用
懸
頭
取
の
佐
々
木
三
郎
右
衛
門
か
ら
御

用
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ
た
。
ま
た
、
江
戸
で
は
、

大
坂
へ
の
出
発
前
に
不
時
御
用
金
と
し
て
三
百
両
も
渡
さ
れ
て
い
る
（
ε
。

　
こ
の
時
期
に
は
、
大
坂
で
関
係
を
持
つ
こ
と
に
な
る
商
人
に
つ
い
て
も
動
き
が
あ

る
。
西
尾
藩
三
浦
義
理
の
出
入
商
人
で
あ
る
大
坂
の
尾
張
屋
新
右
衛
門
か
ら
売
り
込

み
が
あ
り
、
三
浦
家
家
中
か
ら
の
取
り
持
ち
も
あ
っ
た
た
め
、
尾
張
屋
に
大
坂
御
用

向
一
式
を
請
け
お
わ
せ
、
加
藤
ら
の
宿
の
手
配
も
任
せ
る
事
に
な
っ
た
。
三
浦
家
は

幾
度
か
転
封
を
し
た
藩
で
、
元
禄
五
年
（
＝
ハ
九
二
）
か
ら
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）

は
延
岡
藩
主
で
あ
る
。
こ
の
縁
で
、
尾
張
屋
か
ら
の
売
り
込
み
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
他
、
出
入
商
人
と
し
て
代
々
関
係
の
あ
っ
た
京
都
松
屋
嘉
兵
衛
か
ら
も

売
り
込
み
が
あ
り
、
大
坂
表
出
店
に
御
蔵
本
掛
屋
を
命
じ
て
い
る
（
§
。

二
節
　
大
坂
で
の
動
き

　
加
藤
達
は
、
本
来
は
五
月
下
旬
に
大
坂
に
到
着
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
打
ち
合

わ
せ
の
た
め
江
戸
滞
在
が
長
引
き
、
五
月
二
十
七
日
に
大
坂
へ
旅
立
っ
た
（
邑
。
途

中
、
内
藤
家
中
の
移
動
で
世
話
に
な
る
と
し
て
、
蔵
宿
か
ら
大
津
宿
ま
で
の
宿
駅
の

ge



3．19 幕府から転封の命が下る。

3．20 幕府から郷村高帳作成の手旨示が出される。

3．20 江戸留守讐宇野輿太夫、御胴懸に命じられる。

3．21 圏元に転封の知らせ届く。

3．24 佐々木三郎右衛門が御用懸頭取に、杉山八兵衛が吟味方御用懸に命じられる

3月末 一と使（城受け渡し担当）、代窟（郷村受け渡し担当）、井上方受け取り方藤々、内藤家渡し方薗々が、

骼�ｯ渡し時に使用する宿の手配について、検討が始まる

明頭 家中の引越について、幕府から中山道通行が認められる。

4．4 磐城平城の．1二使は使番建部傳右三四、書院番眉三権撤衛門、延岡城の上使は使番牧野織部、小姓紐松平

｡九郎に決まる
4．7 磐城平渡し方家老を穂鷹吉兵衛、延岡受け取り方家老を内藤治部左衛門とする事を幕府に報告する。「

4月中旬 上使から、磐城平領の城愚に関する情報、絵図、延岡受け取り方役入の人員などについて提出を求めら
黷驕@　（→7月1臼には提出完了）

4．15 蔵本兵庫屋弥兵衛、岡兵帯屋治兵衛、御用庫入榔崖源兵衛に御用金を命じる。

4．ユ8 家中へ引料（藩が支給する引越の費用）が示される。

4．24 江戸の和琴平兵衛が、延岡受け取り方の留守三代に命じられる。

4月下旬 渡し方（磐城平に残り城引き渡しに立ち会う役人）、受け取り方（早めに延岡入りし城受け取りに立ち
?う役人）、御先御糊役人（早めに上塗入りし業務引継を行う役入や家中引越0）段取りなどを行う役
l）の人選が進む。

5．2 祷物廻船請負人が日本橋の井上重右衛門に決まった旨、圏光に連絡がある。

5月中旬 家中引越の通路が決まる。

5月中旬 磐城平から大坂までの道程宿害llの検討が行われる。

5月中旬 荷物の浦賀番所通船について、武輿改めへの対応を検討する。

6．2 御先御陰石入が磐城平を出立。

6．5 城受け取り渡し1三18月7日とする旨、上使から伝えられる。

6．5 幕府が郷村高帳を受領する。

6．8～15 受け取り下役人が磐城平を出立。

6．13 幕府に関所通行の家中女惣人高帳面を提娼。

6．18 受け取り方留守居代和田平兵衛が江戸を出立。

6．20頃～7月20日頃 渡し方、受け取り方、御先御用に関わらない家中が、磐城平を蹴立。

7．1 磐城平領は上知、代官預かりとなる。

7．2 新たに受け取る延岡領の領知村付帳と貝母を渡される。

7．12 幕府に浦賀番所通船鉄砲井垂に呉員数証文を提出する。

7．18 【延岡】留守居代和田、御先御用増田、延岡入り。受け取りに関わる他の内藤家家臣らも追って到着。

7月下旬 磐城平、延岡、共に両家の役人が会舎を持ち、引き継ぎを進める。

8．2 【磐城平】代密到着。

8．2 【延剛三密到着。

8．5 【磐城平】上使、磐城入。

8．7 【磐城朝孫引き渡し。代官宿にて郷村置引き渡し。

8．io 【延岡】上使、延醐の宿に入る。　（船a）遅延のため、予定より遅れる）

8．12 【延岡】城受け渡し。代三宿にて郷村孫引き渡し。

8．14 【延岡】代宮により、幕領の引き渡し。

　
問
屋
に
下
物
を
渡
し
な
が
ら
木
瞥
路
を
通
過
、
予
定

　
よ
り
遅
く
六
月
十
六
賃
に
大
坂
に
到
着
し
て
い
る
。

　
大
坂
で
の
宿
は
、
中
之
島
の
常
安
裏
町
で
、
加
藤
が

　
和
泉
屋
三
七
屋
敷
、
斎
藤
が
紙
屋
五
兵
衛
屋
敷
、
鈴

　
木
が
物
泉
屋
権
七
の
別
家
、
荻
野
が
紙
屋
五
兵
衛
の

　
別
家
で
あ
っ
た
。

　
　
加
藤
の
大
坂
到
着
は
、
牧
野
備
後
守
の
大
坂
役
人

　
で
あ
る
大
目
付
榎
並
文
右
衛
門
、
本
〆
役
林
田
孫
四

　
郎
に
伝
え
ら
れ
、
同
十
八
日
に
牧
野
方
の
屋
敷
で
面

　
談
を
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
榎
並
と
林
田
に
は
、
江

　
戸
で
指
示
を
受
け
て
い
た
通
り
に
、
　
「
諸
事
承
合
世

　
話
二
相
二
野
付
」
と
し
て
三
〇
〇
疋
を
渡
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
転
封
相
手
の
牧
野
家
以
外
で
は
、
岸
和
田
藩

　
岡
部
家
に
も
世
話
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
磐
城

　
平
藩
六
代
目
藩
主
内
藤
政
樹
の
実
の
祖
父
に
あ
た
る

　
三
代
目
藩
主
内
藤
準
準
の
娘
が
、
岸
和
田
藩
の
先
々

　
代
藩
主
岡
部
長
泰
に
嫁
い
で
い
る
縁
だ
と
考
え
ら
れ

　
る
。
既
に
岡
部
家
の
江
戸
留
守
居
を
通
じ
て
話
が
通

　
し
て
あ
り
、
加
藤
は
大
坂
到
着
後
岡
部
家
大
坂
留
守

　
居
沖
市
兵
衛
と
近
づ
き
に
な
っ
て
、
万
端
を
頼
ん
で

　
い
る
。
内
藤
家
が
大
坂
の
幕
府
役
人
や
武
士
社
会
へ

熱
接
触
す
る
過
程
で
は
、
隅
部
家
の
力
を
借
り
て
お
り
、

鋼
大
坂
城
代
阿
部
正
福
・
大
坂
響
森
川
俊
方
、
大
坂

転　
西
町
奉
行
久
松
定
郷
、
大
坂
東
町
奉
行
小
浜
丁
丁
、

ユ
表
大
坂
御
船
奉
行
奥
田
八
郎
右
衛
門
方
へ
は
沖
と
共
に
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挨
拶
に
行
き
、
大
坂
の
御
留
守
居
組
合
へ
も
沖
の
取
り
持
ち
で
加
入
し
て
い
る
。

　
大
坂
に
派
遣
さ
れ
た
役
人
の
主
た
る
御
用
は
、
ま
ず
は
内
藤
家
臣
を
滞
り
な
く
延

岡
入
り
さ
せ
る
事
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
商
人
達
の
働
き
が
重
要
に
な
る
。
大
坂
到
着

後
、
加
藤
は
松
屋
大
坂
手
代
武
右
衛
門
、
尾
張
屋
新
右
衛
門
と
面
談
を
し
、
　
「
御
引

越
御
用
之
諸
品
入
札
等
」
を
申
し
つ
け
て
い
る
。
内
藤
家
中
の
移
動
の
各
行
程
に
は

担
当
の
役
人
が
つ
き
、
大
坂
の
加
藤
と
相
談
し
な
が
ら
業
務
を
進
め
る
が
、
船
や
宿

の
実
際
の
手
配
は
商
人
が
担
っ
て
お
り
、
伏
見
か
ら
大
坂
ま
で
の
川
船
の
手
配
を
伏

見
御
船
宿
丹
波
屋
仁
兵
衛
が
、
大
坂
で
の
宿
の
手
配
を
京
屋
忠
兵
衛
・
若
松
屋
善
助

が
、
延
岡
へ
の
乗
船
の
手
配
を
細
屋
仁
兵
衛
が
担
当
す
る
事
に
な
っ
た
。
加
藤
は
、

既
に
御
用
金
と
し
て
三
〇
〇
両
を
江
戸
か
ら
持
参
し
て
い
る
が
、
こ
の
後
、
引
料
渡

金
と
し
て
さ
ら
に
八
○
○
両
が
江
戸
か
ら
大
坂
へ
送
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
必
要

額
に
は
足
り
な
い
ら
し
く
、
残
金
は
追
っ
て
送
る
と
添
え
ら
れ
て
お
り
、
家
中
の
移

動
に
関
し
て
か
な
り
の
費
用
が
か
か
っ
た
事
が
分
か
る
（
一
刈
）
。

　
続
い
て
、
七
月
に
も
な
る
と
、
大
坂
を
経
由
し
て
ゆ
く
者
達
へ
の
対
応
を
す
る
と

い
う
仕
事
が
始
ま
る
。
直
前
の
六
月
二
十
九
日
に
は
、
延
岡
領
の
大
庄
屋
吉
本
辰
右

衛
門
と
町
別
当
の
吉
田
嘉
治
郎
が
町
在
の
脳
性
と
し
て
、
加
藤
の
旅
宿
に
や
っ
て
き

て
、
御
祝
儀
と
し
て
酒
樽
と
肴
を
上
納
し
て
い
る
。
七
月
一
日
に
は
延
岡
城
の
受
取

方
留
守
居
代
和
田
平
兵
衛
が
大
坂
に
到
着
し
、
加
藤
と
諸
事
に
打
ち
合
わ
せ
を
し
た

上
で
、
延
岡
に
向
け
て
出
船
し
て
い
っ
た
。
こ
の
後
、
御
先
御
用
を
勤
め
る
内
藤
家

中
の
大
坂
到
着
が
続
き
、
城
受
け
渡
し
の
饗
応
で
使
用
す
る
道
具
な
ど
も
大
坂
で
調

達
し
て
い
る
。

　
七
月
十
三
目
、
延
岡
城
受
け
渡
し
の
上
使
が
大
坂
の
宿
に
到
着
し
、
十
五
日
に
延

岡
へ
向
か
っ
て
大
坂
を
出
船
し
た
。
上
使
の
移
動
状
況
は
城
受
け
渡
し
の
準
備
を
し

て
い
る
延
岡
の
牧
野
家
と
内
藤
家
に
と
っ
て
重
要
情
報
で
あ
り
、
こ
の
事
は
す
ぐ
に

延
岡
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
上
使
は
、
船
の
遅
延
の
た
め
予
定
よ
り
も
遅
れ
て
、
八

月
十
日
に
延
岡
の
宿
に
着
き
、
十
二
隅
に
城
の
受
け
渡
し
が
終
了
し
た
。

二
章
　
転
封
後
の
大
坂
屋
敷

　
一
節
　
大
坂
三
役
職
と
そ
の
差
し
止
め

　
転
封
後
の
内
藤
藩
は
、
大
坂
屋
敷
を
ど
の
様
に
運
営
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
本
章
で
主
要
役
職
が
ど
の
様
に
整

備
さ
れ
て
い
く
の
か
を
見
て
い
く
。
内
藤
家
伝
来
の
藩
政
文
書
の
中
に
は
、
国
元
の

役
人
の
分
限
帳
や
江
戸
屋
敷
役
人
の
分
限
帳
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
大
坂
屋
敷
の
役

人
だ
け
で
構
成
さ
れ
た
分
限
帳
は
な
い
。
内
藤
藩
の
江
戸
・
国
元
・
大
坂
に
お
け
る

支
出
内
訳
が
記
さ
れ
た
「
江
戸
延
岡
大
坂
御
地
面
～
ヶ
発
御
暮
方
銀
穀
本
番
帳
扁
（
一
。
。
）

で
、
家
臣
の
禄
の
支
給
に
関
す
る
記
載
を
確
認
し
た
。
す
る
と
、
国
元
分
の
支
出
に

は
「
延
岡
御
家
中
知
行
扶
持
切
米
谷
下
人
賦
数
、
御
出
入
被
下
宿
二
」
、
江
戸
分
の

支
出
に
は
、
　
「
御
家
中
知
行
扶
持
切
米
御
出
入
渡
方
面
三
と
の
記
載
が
あ
る
。
一

方
、
そ
れ
に
対
応
す
る
大
坂
の
記
載
は
門
御
出
入
知
行
御
扶
持
方
渡
」
と
な
っ
て
お

り
、
　
「
御
家
中
」
の
文
言
が
な
い
。
こ
の
事
か
ら
、
大
坂
の
経
費
に
家
中
藩
士
の
禄

は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
で
あ
れ
ば
、
「
延
岡
御
家
中
知
行
扶
持
切
米
」

に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
か
ら
、
大
坂
役
人
の
独
立
し
た
分
限

帳
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
だ
ろ
う
。

　
藩
全
体
の
主
要
役
職
就
任
者
を
書
き
上
げ
た
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
作
成
の
「
御

役
人
前
帳
扁
　
（
一
㊤
）
に
は
、
大
坂
と
い
う
名
称
が
付
く
役
職
と
し
て
三
つ
の
項
園
が

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
大
坂
留
守
居
、
大
坂
本
丁
役
、
大
坂
蟹
付
で
あ
る
。
そ
の
記
載

か
ら
就
任
者
と
就
任
時
期
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
二
で
あ
る
（
巻
末
に
提
示
）
。
「
御

役
人
前
帳
」
の
記
載
で
は
、
安
永
元
年
ま
で
に
は
三
役
職
が
差
し
止
め
ら
れ
、
そ
の
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後
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
大
坂
留
守
居
が
、
翌
年
に
　
　
　
　
　
　
　
　
子

大
坂
本
無
役
が
復
活
す
る
。
こ
こ
で
は
、
安
永
元
年
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
囎

を
孝
T
一
と
し
て
、
天
明
四
年
以
降
を
表
ニ
ー
二
と
し
　
　
　
　
鋤

て
作
成
し
た
。
表
二
一
一
で
は
、
転
封
業
務
を
行
っ
た
者
　
　
　
　
　
　
　
　
蛙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瞬

に
は
名
前
の
前
に
☆
を
つ
け
て
い
る
。
表
ニ
ー
一
に
登
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帰

す
る
人
物
に
つ
い
て
、
役
職
に
就
任
し
た
時
点
で
の
禄
高
　
　
　
　
　
　
　
　
繊

と
、
★
が
付
く
者
は
そ
の
仕
事
の
内
容
を
表
三
に
ま
と
め
　
　
㌦

た
（
卜
・
。
）
。
　
大
坂
屋
敷
が
動
き
出
し
た
ば
か
り
の
時
期
に
　
　
　
　
　
　
　
禄
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
れ
　

は
、
転
封
霧
を
担
っ
た
業
訓
導
に
配
置
さ
れ
る
傾
　
　
鹸

向
が
あ
る
事
が
分
か
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
鎌

天
明
期
か
ら
留
守
居
と
本
〆
方
を
勤
め
る
四
屋
に
つ
い
　
　
　
酷

で
は
ひ
と
ま
ず
お
き
、
本
節
で
は
役
職
が
全
て
亘
差
し
　
　
　
篇

止
め
と
な
る
安
永
元
年
ま
で
を
見
て
ゆ
く
。
表
二
一
一
を
　
　
　
　
　
　
　
転
傳

見
る
限
り
で
は
・
転
封
後
に
大
坂
に
三
役
職
が
置
か
れ
て
　
　
3
購

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
＊

い
る
が
、
就
任
者
が
い
な
い
時
期
も
あ
る
。
こ
の
辺
り
の

事
情
を
窺
う
た
め
、
内
藤
家
中
の
由
緒
を
書
き
上
げ
た
由
緒
書
か
ら
、
大
坂
の
三
役

職
を
勤
め
て
い
た
者
の
記
載
を
確
認
し
、
表
四
を
作
成
し
た
（
巻
末
に
提
示
）
（
“
。
一
）
。

役
職
ご
と
に
、
表
二
の
「
御
役
人
前
帳
」
の
情
報
（
網
掛
け
で
表
記
）
を
上
殺
に
記

し
、
下
段
に
由
緒
書
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
を
対
応
さ
せ
た
。
ま
た
、
大
坂
目
付
に
関

し
て
は
「
御
役
人
前
帳
」
の
関
連
記
載
を
追
加
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
。

　
転
封
の
年
、
延
享
四
年
の
段
階
で
は
、
役
職
者
と
し
て
名
前
が
上
が
る
の
は
加
藤

勘
兵
衛
だ
け
で
あ
る
。
　
門
御
役
人
前
帳
」
に
は

名前 転封関係業務
加藤勘兵衛 大坂御先御朋（一章参照） 250石

加藤善兵衛 磐城平での渡方、大御墨付 150石

村上勘助 大坂表での家中乗船嶽：話役 130石

福嶋理左衛問 宗門改役として先行して一隅入 150石

猪狩惣兵衛 100石
力四藤傳左衛門 250石

大
坂
本
〆
役

、
延
享
四
卯
五
月
延
岡
御
引
移
大
坂
御
用
相
勤
、
直
二
定
詰
、
御
留
守
居
兼
役

寛
延
語
語
三
月
大
坂
定
詰
、
問
二
巳
四
月
半
之
上
御
免

加
藤
勘
丘
ハ
衛

と
あ
る
。
延
岡
へ
の
家
中
移
動
に
つ
い
て
大
坂
御
用
を
命
じ
ら
れ
、
定
詰
と
な
り
、

大
坂
本
〆
役
、
留
守
居
兼
役
を
つ
と
め
た
と
あ
る
。
そ
の
後
、
　
「
御
役
人
前
帳
」
に

よ
れ
ば
、
翌
年
の
二
月
に
、
国
元
の
目
付
で
あ
る
「
大
目
付
役
」
が
～
人
増
員
に
な

り
、
延
享
三
年
か
ら
大
目
付
役
を
勤
め
て
い
た
加
藤
善
兵
衛
が
大
坂
詰
に
な
る
。
表

四
の
「
大
目
付
」
の
項
に
、
こ
の
情
報
を
示
し
た
。
先
述
し
た
「
御
役
人
前
帳
」
の

記
載
の
追
加
と
は
、
こ
の
部
分
を
指
す
。
延
享
五
年
（
寛
延
元
年
）
二
年
二
月
に
大

目
付
が
増
員
さ
れ
、
大
坂
定
詰
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
事
、
同
年
三
月
に
加
藤
勘
兵
衛

に
改
め
て
大
坂
定
詰
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
事
を
踏
ま
え
る
と
、
延
享
五
年
に
大
坂
屋

敷
の
役
職
が
臨
時
の
体
制
か
ら
脱
し
始
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
、
　
「
御
役
人
前
帳
」
に
は
大
申
付
の
大
坂
派
遣
に
つ
い
て
「
大
坂
詰
壱
人

ツ
＼
、
善
兵
衛
相
詰
、
後
、
村
上
勘
助
大
坂
定
御
目
付
被
　
仰
付
、
詰
相
止
」
と
記

さ
れ
て
お
り
、
寛
延
二
年
に
大
坂
目
付
が
新
設
さ
れ
、
村
上
が
そ
の
任
に
つ
く
と
、

大
撫
付
か
ら
一
名
を
大
坂
へ
派
遣
す
る
と
い
う
体
制
は
終
了
す
る
。
由
緒
書
に
よ
れ

は
、
加
藤
善
兵
衛
は
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
四
月
二
十
八
日
に
大
坂
一
年
詰
を

命
じ
ら
れ
、
そ
の
後
、
　
「
大
坂
定
詰
本
課
役
加
藤
勘
兵
衛
跡
」
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た

と
い
う
。
大
坂
目
付
に
村
上
が
就
任
し
、
加
藤
善
兵
衛
は
、
加
藤
勘
豊
田
器
械
に
置
き

換
え
と
な
っ
た
訳
で
あ
る
（
“
。
卜
。
）
。

　
役
職
と
し
て
は
三
役
職
あ
る
も
の
の
、
そ
の
後
も
、
加
藤
善
兵
衛
と
村
上
勘
助
、

村
上
勘
助
と
猪
狩
與
惣
兵
衛
、
村
上
勘
助
と
福
嶋
理
左
衛
門
、
福
嶋
理
左
衛
門
と
村

上
鵜
治
と
い
っ
た
形
で
、
実
質
二
名
が
そ
の
役
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え

て
、
大
坂
の
三
役
職
の
職
域
が
、
ど
こ
ま
で
明
確
に
設
定
さ
れ
て
い
た
の
か
は
検
討

の
余
地
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
宝
暦
一
〇
年
六
月
七
日
に
、
村
上
が
延
岡
勝
手
本
〆
役
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を
命
じ
ら
れ
延
岡
へ
移
る
と
、
大
坂
目
付
の
役
職
は
差
し
止
め
と
な
る
。
こ
の
後
、

福
嶋
理
左
衛
門
の
息
子
長
八
郎
が
御
用
を
手
伝
う
と
い
う
時
期
を
へ
て
、
加
藤
傳
左

衛
門
一
人
が
残
っ
た
二
役
を
担
う
体
制
に
な
り
、
明
和
九
（
安
永
元
）
正
月
二
臼
に

加
藤
傳
左
衛
門
が
定
府
を
命
じ
ら
れ
る
と
、
大
坂
本
円
卓
も
大
坂
留
守
居
役
も
差
し

止
め
に
な
る
。

　
こ
れ
ら
の
役
に
つ
い
て
は
、
　
「
本
〆
下
役
鈴
木
太
左
衛
門
、
御
留
守
居
役
二
方
を

も
当
分
引
受
候
様
被
仰
付
」
　
（
卜
。
ω
）
と
さ
れ
、
蜜
蝋
下
役
の
鈴
木
太
左
衛
門
が
引
き

受
け
る
事
に
な
っ
た
。
朗
緒
書
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
鈴
木
太
左
衛
門
の
大
坂
勤
め
は
、

宝
暦
八
年
二
月
の
大
坂
三
年
詰
か
ら
始
ま
り
、
翌
年
に
は
大
坂
定
詰
に
な
る
。
こ
の

時
の
禄
高
は
切
米
五
五
俵
だ
が
、
か
な
り
有
能
な
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
そ
の

後
一
〇
〇
俵
ま
で
加
増
さ
れ
、
明
和
八
年
に
は
本
陣
方
頭
取
、
吟
味
役
兼
役
と
な
り
、

　
同
九
年
正
月
に
「
大
坂
御
留
守
居
役
、
当
分
被
差
止
候
付
、
跡
御
用
向
茂
引
請
二

相
勤
旨
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
安
永
二
年
に
新
知
一
〇
〇
石
、
大
坂
吟

味
役
に
な
る
が
、
同
三
年
に
御
役
御
免
、
不
都
合
が
あ
っ
た
と
し
て
そ
の
翌
年
に
は

閉
門
に
な
っ
て
い
る
（
“
。
轟
）
。

二
節
　
大
坂
留
守
居
役
跡
御
用
の
担
い
手

　
安
永
期
以
降
、
内
藤
家
の
大
坂
屋
敷
で
は
、
大
坂
留
守
居
役
は
一
時
期
を
除
き
空

席
が
続
く
。
由
緒
書
を
素
材
に
し
て
、
鈴
木
太
左
衛
門
が
3
1
き
受
け
た
大
坂
留
守
居

役
跡
御
用
が
誰
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
の
か
を
ま
と
め
た
の
が
表
五
で
あ
る
（
巻
末

に
提
示
）
　
（
琶
。
　
鈴
木
太
左
衛
門
の
後
、
福
嶋
甚
五
左
衛
門
と
四
立
文
右
衛
門
は

大
坂
留
守
居
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
大
坂
留
守

居
は
空
席
の
ま
ま
、
前
任
者
の
御
用
向
き
を
引
き
受
け
る
と
い
う
形
で
役
職
に
つ
い

て
い
る
。
表
五
で
は
、
就
任
時
の
禄
高
、
退
任
時
の
禄
高
、
備
考
に
家
督
根
続
時
の

禄
高
も
記
し
た
。

　
鈴
木
太
左
衛
門
の
後
、
二
代
続
い
て
禄
高
一
五
〇
石
の
福
嶋
と
四
白
が
大
坂
留
守

居
に
就
い
て
お
り
、
揺
り
戻
し
が
あ
る
が
、
寛
政
九
年
（
～
七
九
七
）
以
降
に
前
任

者
の
御
用
を
引
き
受
け
る
と
い
う
形
で
役
に
つ
い
た
者
は
、
多
く
が
切
米
取
の
下
級

武
士
で
あ
る
。
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
か
ら
役
職
に
付
く
鈴
木
條
太
夫
は
一
二
〇

石
で
、
傾
向
が
異
な
る
が
、
父
親
の
條
太
夫
は
切
米
二
〇
俵
二
人
扶
持
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
て
お
り
、
も
と
も
と
は
下
級
武
士
の
家
で
あ
る
。
家
督
相
続
時
の
禄
高
、
就
任

時
の
禄
高
、
退
任
時
の
禄
高
を
見
る
と
、
父
親
の
鈴
木
條
太
夫
の
事
例
を
初
め
、
加

増
を
受
け
て
い
る
者
が
多
い
事
も
傾
向
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
。
特
に
加
増
が
著
し
い

の
が
、
父
親
の
鈴
木
條
太
夫
と
川
井
庄
太
夫
で
、
切
米
二
〇
～
三
〇
俵
ク
ラ
ス
か
ら

一
〇
〇
石
以
上
の
知
行
取
り
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
様
な
加
増
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、

こ
の
役
に
は
能
力
の
高
い
藩
士
が
配
置
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
、
禄
高
の
ば
ら
つ
き

を
み
て
も
、
能
力
重
視
の
人
選
が
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
延
享
四
年
の
転
封
を
契
機
に
大
坂
に
屋
敷
を
持
つ
事
に
な
っ
た
内

藤
藩
を
事
例
に
、
一
章
で
転
封
時
に
ど
の
よ
う
な
形
で
大
坂
と
か
か
わ
り
を
持
ち
始

め
る
の
か
を
、
二
章
で
大
坂
屋
敷
の
主
要
役
職
の
整
備
状
況
か
ら
転
封
後
に
内
藤
藩

の
大
坂
屋
敷
が
ど
の
よ
う
な
形
で
運
営
さ
れ
て
い
く
の
か
を
検
討
し
た
。

　
転
封
時
に
大
坂
に
派
遣
さ
れ
た
藩
士
の
主
な
業
務
は
、
内
藤
家
臣
を
滞
り
な
く
延

岡
入
り
さ
せ
る
事
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
転
封
の
相
手
方
で
あ
る
牧
野
家

の
大
坂
役
人
と
対
面
し
て
話
を
聞
き
情
報
を
入
手
し
、
親
類
筋
に
あ
た
る
岸
和
田
藩

岡
部
家
の
大
坂
留
守
居
役
の
仲
介
で
大
坂
留
守
居
組
合
に
加
入
し
て
い
る
事
な
ど
が
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明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
ま
た
、
転
封
後
の
大
坂
屋
敷
の
体
制
に
つ
い
て
は
、
安
永
元
年
以
前
と
以
後
で
大

き
く
体
制
が
変
わ
り
、
特
に
寛
政
九
年
以
後
は
、
多
く
の
場
合
、
下
級
藩
士
が
前
任

者
の
御
用
向
を
引
き
受
け
る
と
い
う
形
で
、
大
坂
留
守
居
役
の
代
行
を
し
て
い
る
事

が
判
明
し
た
。
組
織
の
小
さ
さ
、
大
坂
定
詰
の
少
な
さ
も
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
が
、
こ
の
時
期
の
大
坂
屋
敷
は
、
家
産
と
連
動
し
た
明
確
な
組
織
配
置
を
行
っ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
表
罫
に
見
ら
れ
る
禄
高
の
ば
ら
つ
き
、
大
幅
加
増
を
受
け
た
人

物
の
存
在
を
踏
ま
え
れ
ば
、
実
態
と
し
て
は
、
大
坂
留
守
居
役
の
代
行
者
は
よ
り
能

力
重
視
の
人
選
に
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
大
坂
屋
敷
の
主
要
役
職
に
つ
い
て
の
検
討
に
限
定
し
た
た
め
、
下
役

の
構
成
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
下
役
も
含
め
大
坂
屋
敷
の
組
織
と
業
務
の
全

体
像
を
明
ら
か
に
す
る
事
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

拙
稿
①
「
転
封
実
現
過
程
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
一
延
享
四
年
内
藤
藩
の
磐

城
平
・
延
岡
3
一
越
を
素
材
と
し
て
一
」
　
（
『
開
治
大
学
博
物
館
研
究
報
告
』

一
山
ハ
ロ
万
、
　
二
〇
一
　
一
年
）
　
。

森
泰
博
「
大
坂
蔵
屋
敷
の
変
遷
」
　
（
『
商
學
論
究
』
三
八
－
四
、
　
一
九
九
｝

年
）
、
同
「
解
説
扁
　
（
『
蔵
屋
敷
H
』
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
資
料

叢
書
、
第
二
巻
、
二
〇
〇
一
年
）
。

豆
谷
浩
之
①
「
蔵
屋
敷
の
配
置
と
移
転
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
　
（
『
大
阪

市
文
化
財
協
会
研
究
紀
要
』
四
、
二
〇
〇
一
年
目
、
岡
②
「
大
坂
蔵
屋
敷
の

所
有
と
移
転
に
関
す
る
ノ
ー
ト
一
　
（
『
大
阪
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
＝
二
、

二
〇
一
五
年
）
。

拙
稿
②
「
内
藤
家
の
江
戸
屋
敷
扁
　
（
展
示
図
録
『
藩
領
と
江
戸
藩
邸
』
明
治

（
5
）

（
6
）

AA87
V　V一

（
9
）

大
学
博
物
館
、
二
〇
一
五
年
）
。
購
入
し
た
土
井
家
の
方
は
内
藤
家
と
は
逆

の
事
情
が
あ
り
、
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
に
肥
前
・
唐
津
か
ら
下
総
古

河
に
転
封
を
し
て
い
る
。
豆
谷
氏
は
、
こ
の
転
封
に
伴
う
様
に
蔵
屋
敷
の
場

所
が
堂
島
新
地
四
丁
目
か
ら
天
満
魚
屋
町
に
移
動
し
て
い
る
事
を
指
摘
し
、

肥
前
唐
津
藩
主
時
代
ほ
ど
の
蔵
屋
敷
の
規
模
は
必
要
で
な
く
な
り
、
適
切
な

規
模
の
蔵
屋
敷
に
移
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
（
前
掲
、
豆
谷
論
文
①
）
。

土
井
家
は
、
大
坂
で
の
蔵
屋
敷
の
規
模
を
縮
小
さ
せ
る
一
方
で
、
内
藤
家
か

ら
江
戸
の
本
所
屋
敷
を
購
入
し
、
領
地
に
適
合
し
た
体
制
を
整
え
た
と
い
う

事
に
な
ろ
う
。
両
家
の
事
例
は
、
屋
敷
所
有
の
流
動
性
と
い
う
問
題
は
、
対

象
地
を
大
坂
に
限
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
江
戸
も
含
め
た
も
の
で
あ
る
事

を
示
し
て
い
る
。

森
泰
博
「
府
内
藩
大
坂
蔵
屋
敷
の
業
務
漏
　
（
『
大
阪
の
歴
史
』
二
五
、
　
一
九

八
八
年
）
、
泉
正
人
「
藩
庁
文
書
の
伝
来
秩
序
と
藩
職
制
扁
　
（
『
藩
世
界
の

意
識
と
関
係
』
岡
山
藩
研
究
会
編
、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
が
、

大
坂
屋
敷
の
職
制
を
論
じ
る
が
、
さ
ら
に
、
国
元
の
藩
政
組
織
と
の
関
係
、

職
制
の
変
化
や
ど
の
様
な
人
物
が
大
坂
屋
敷
に
配
置
さ
れ
る
の
か
等
、
明
ら

か
に
す
べ
き
課
題
は
多
い
。

な
お
、
上
田
長
生
氏
は
、
天
和
二
年
（
｝
六
八
二
）
、
越
後
大
野
の
松
平
直

明
六
万
石
が
、
赤
石
に
入
封
ず
る
際
に
大
坂
留
守
居
を
設
置
し
、
大
坂
留
守

居
は
、
着
坂
後
に
大
坂
の
幕
府
役
人
へ
挨
拶
に
出
向
い
た
事
な
ど
を
紹
介
し

て
い
る
（
「
蔵
屋
敷
扁
｛
『
大
坂
の
歴
史
』
七
｝
、
二
〇
〇
八
年
｝
よ
り
）
。

表
一
は
拙
稿
①
か
ら
作
成
。

「
奥
州
岩
城
平
日
州
延
岡
御
所
替
覚
帳
」
（
内
藤
家
文
書
丁
二
〇
－
三
＝
二
）

よ
り
。「

延
享
四
年
万
覚
帳
」
　
（
内
藤
家
文
書
丁
七
－
三
五
）
よ
り
。
よ
り
を
示
す
。
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（一

Z）
（
に
）

（一

g。

j
（H

ﾖ）

（一

?
）

（一

p）

（｝

@）

（一

ｨ）

（一

B。）

（一

?）
（
8
）

（N

黶j

「
奥
州
岩
城
ヨ
リ
β
田
面
岡
江
御
所
替
二
丁
万
留
書
」
　
（
「
内
藤
家
文
書
丁

二
〇
1
三
＝
～
）
よ
り
。
な
お
、
内
藤
藩
の
役
人
の
名
前
を
書
き
上
げ
た
「
御

役
人
前
帳
」
　
（
内
藤
家
文
書
二
⊥
一
⊥
九
二
）
に
お
い
て
、
本
〆
役
は
「
諸

役
所
江
島
対
談
諸
事
取
約
候
扁
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
か
ら
、
本
〆

役
は
、
全
体
調
整
、
取
り
ま
と
め
を
行
う
役
職
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

各
人
の
禄
高
は
門
古
由
緒
書
」
　
（
内
藤
家
文
書
丁
三
〇
－
二
）
よ
り
。

瞥
延
享
四
年
案
詞
」
　
（
内
藤
家
文
書
一
－
一
四
－
一
〇
三
）
よ
り
。
た
だ
し
、

荻
野
に
関
し
て
は
、
両
親
が
老
齢
で
、
妻
が
眼
病
だ
っ
た
た
め
、
一
人
で
江

戸
に
登
っ
て
い
る
。
こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
転
封
こ
ぼ
れ
話
鳳
（
『
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
ア
イ
ズ
』
六
八
号
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

前
掲
「
延
享
四
年
万
覚
帳
」
、
前
掲
「
延
享
四
年
案
詞
」
よ
り
。

前
掲
「
延
享
四
年
万
覚
帳
扁
よ
り
。

前
掲
「
延
享
四
年
万
覚
帳
偏
よ
り
。

本
節
の
記
載
は
、
断
ら
な
い
限
り
前
掲
「
奥
州
岩
城
平
臼
州
延
岡
御
所
替
覚

帳
」
に
よ
る
。

前
掲
「
延
享
四
年
万
覚
帳
駄
よ
り
。

明
和
五
年
作
成
ヵ
「
江
戸
延
岡
大
坂
御
地
面
一
ヶ
年
御
暮
方
銀
二
本
払
帳
扁

（
内
藤
家
文
書
丁
二
三
一
四
八
四
）
よ
り
。

前
掲
「
御
役
人
前
帳
漏
。

前
掲
「
延
享
四
年
万
覚
帳
」
、
前
掲
「
古
由
緒
書
」
よ
り
作
成
。

前
提
門
古
由
緒
書
漏
よ
り
作
成
。
本
節
で
分
析
に
用
い
た
由
緒
書
と
は
全
て

本
史
料
を
指
す
。
由
緒
書
の
就
任
・
退
任
に
関
す
る
記
載
は
、
役
職
を
命
じ

ら
れ
た
臼
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
、
大
坂
に
着
任
し
た
日
が
書
か
れ
て
い
る

も
の
、
月
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
な
ど
様
々
で
、
統
　
し
た
形
式
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
実
態
と
は
若
干
齪
酷
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る

（N

m）

（卜。

ﾖ）

（卜。

@）

（鱒

モq

j
が
、
表
四
及
び
後
に
示
す
表
五
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
史
料
上
分
か
る
範

囲
で
就
任
・
退
任
臼
を
記
入
し
た
。

村
上
勘
助
が
大
坂
留
守
居
役
に
就
任
し
た
寛
延
三
年
以
前
に
つ
い
て
、
由
緒

書
の
記
載
で
は
、
大
坂
留
守
居
役
を
誰
が
勤
め
て
い
る
の
か
を
示
す
事
が
で

き
な
い
。
　
「
御
役
人
前
帳
」
で
は
、
大
坂
本
〆
役
の
加
藤
勘
兵
衛
が
留
守
居

兼
役
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
加
藤
勘
兵
衛
の
在
任
中
は
彼
が
大
坂
留
守
居
を

勤
め
、
そ
の
後
は
、
跡
を
命
じ
ら
れ
た
加
藤
善
兵
衛
が
大
坂
留
守
居
を
勤
め

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

前
掲
「
御
役
人
前
帳
」

御
役
御
免
、
閉
門
に
つ
い
て
は
、
前
掲
門
御
役
人
前
帳
」
よ
り
。

前
提
「
古
由
緒
書
」
、
　
「
新
由
緒
書
」
　
（
内
藤
家
文
書
一
⊥
二
〇
⊥
二
）
、
　
「
由

緒
書
」
（
内
藤
家
文
書
丁
三
〇
…
四
）
よ
り
作
成
。
芳
賀
の
死
亡
年
月
は
「
天

保
年
間
大
坂
状
案
詞
」
　
（
内
藤
家
文
書
一
⊥
五
⊥
○
）
よ
り
。

本
稿
は
『
明
治
大
学
博
物
館
研
究
報
告
』
第
二
二
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
刊
）
に
発

表
し
た
論
文
に
、
若
干
の
加
筆
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
レ
イ
ア
ウ
ト

の
都
合
上
、
表
の
位
置
を
変
更
し
て
い
る
。
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就任時点で大坂で役1識を持っている場合
就任中に役職が 就｛丁：

退托舞寺

備考、

ﾆ督相続就任期悶 名前
大坂屡敷での

ｱ役職と日付
　就任時点で
ﾎめていた役職

就任時の辞令名 代わった揚合、

@役職とil付
時の

¥高
の禄高 聴の

¥高
安永1．1．1 鈴木太だ衛門 宝響8．2．】8大坂出年諾 木〆方頭取、郷吟 f大坂御留驚履役当分 安永2．i⑪．23大坂 100俵 100イイ 55俵
～安永3年 味兼役 被麗」｛二候付、跡御∫i］向 郷吟味役（罫御

茂引露1‘河翻勤」 役人前帳」よ
り）

安永3．7．23 編嶋甚、蕉嘘．三衛 宝暦IL6．II親理だ衛門 御籍．｛使役大扱定言吉郷留 15⑪イ．ジ 150石 150石
～天明

i
川
1 差合之節、東大坂御使 守羅兼帯

4．7．20 （初長八郎） 者勤、御公用共二手代
り1：il勤（留割器編嶋理！

左衛凹の息．．野）＊明和

5．3，20～安永3．7．221ま

大坂詰ではない．

ヲミ明辱．8．1 匹i犀文才丁衛門 大坂憲詰留守屠 天明5．7．11本〆 播0石 2GO石 i50石
～寛政 兼帯

寛政9．IL9 鈴木條太夫 堂暦8．12，3大坂御役所 本〆ノ∫頭取役、御 「大坂御溜守堆｝靴型公 文fヒ1．io．26大坂 100イf 120石 20俵2人扶
～文化 嫡了L晃智（大坂定言｛詰ξ御 勘定頭格、御ξ1今味 被差1k躾付、只今迄颯 木〆役、御留守 持
2．8．11 勘定人鈴本鋲次オf緯lilll 兼帯 崖文右衛門勤来候｛舞1用 腸兼帯据置
（病死） の息子）。＊安永 向之方茂弓i謝・i鋤1典

4，5．28～ヲミ轡響4．12．ヨ91ま 鞠
大坂詰ではない。

文fヒ3．2．11 秋蜘不眺衛門 亨不li2，8．1本〆ド役木役 窮力三 「人坂鱗留守居役追而 文化5，10．1郷吟 20俵4 50俵4 確認吋能
～文化 大坂．．託年詰 被　｛ド附’候迄鈴木條太 味役格 人挟 人扶持 な寛政
6．8．29（死 叢誌来鉄御∫．i…三都而li私 持 3．9，11段
亡） 江当分引請被　仰付」 階で13俵2

馳　，　　㌦　．

文化8．12．18 小野倉次郎 ．文：fヒ3．7，12ン雪く〆　ドそ斐「フ侭 1羅左 「大坂御留守居役追而 文化10．6．28本〆 30俵4 40俵4 25俵3人扶
～文政 役大坂．流寧ll昔ξ 被　置付候迄ハ振出樗 ノ∫顕取役賂、文 人扶 人扶持 持
2．4．12（死 ノi三鼎iH｝勤来旨側．i］暗黒 政】．10．8本〆方 持

ω 附当分引受被　二二」 頭取役

文政2．5．9 鈴木繰太夫 文化14，3，25大坂当分詰 大坂国分詰、　ヂ同所御 文政2．9．12木〆 120石 130石 鈴本條太
～天保5．9，i ＊文政2．2．】9～5．81まノく 留守尉役追而被　脚付 方頭取役、大坂 夫の趨．

坂詰ではない師 候迄ハ小野倉次郎勤来 当分詰据置、尉 了・、12⑪石

候御月】能都彌当分ヴi詰 12．1日目聞納、

被　仰付」 「且又大坂御留
悔＝居役御月】向都

而ヴ浸被　仰

付」、文政
・1，11，】O吟味役

格、文政7．1，io
御吟隣’三し

芙保5．9，1 芳賀‘山ノ罫モ衛門 水〆方頭取役、大坂定 40俵4 50俵4 35俵4人扶
～天保 詰、　「大坂郷留害珊役 入扶 入扶持 持
】3，3（死亡） 追而被　｛∫附陶嫉迄者鈴 符

本蝶太夫勤来候御用t前
都罰引請被　｛珂1付」

天伽3，4．13 安藤仁ノ置衛｝葦「｝ 本〆方頭敬役、大坂当 天保14．5．28大坂 63俵4 7⑪俵4 60俵4人扶
～窟永2．4．3 分詰、　「大坂碑留’1初ii｝ 定詰 人挟 人扶持 持

役追節被　鶴1付候迄芳 持

賀創【麗衛門勤ズξ御川向

都葡引請被　二三」

嘉永2．4．4 力［i藤太薦1 大坂定詰、　1．大坂御留 月人 ll人扶 9人扶持
～嘉永3，3，2 ’芋雇｝役追而被　仰if・i’候 扶持 持

迄安藤f一＝だ衛門勤来御

月．陶都上弓i受被　仰
C・1’」

嘉永3．2．18 川井庄太夫 御吟味役、大坂定詰、 嘉永3，3．21御内 35俵4 口0石 35俵4人扶
～安政 「大坂御留守居役被 月リノ兼帯 人扶 梼
2．8．14 frl附二二力11藤太郎二二 持

御∫目1∫li都蒔引受被　｛翔

tま

安政2．10．15 川澄角之丞 ヲミ保8，IL9大坂黒垂1鋤 御吟味役 「大坂御漏守屠役追額 50俵5 50俵5 23俵2人扶
～安政 定人 被　仰付繊迄川抽庄太 入扶 入扶持 持
5．4．28 夫勤来候御1事］向都深妙 持

受被　僖1｛・｝’ま

安政5．4，28 小林祐戯 本〆方頭取役、大坂定 27俵3 27俵3入扶
～ 詰、　［大坂御留守厨役 人扶 持

追耐皮　倒寸候迄月1澄 持

角之丞勤来候御用向都
揃引受被　僖】付ま

表5 安永以後の大坂屡敷役職
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11量開名 延草4 寛延1 2 31宝底1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ー ー ー 4惨
大垣

*加蘇勘 *村よ勘
(-1.20) 

留守層
兵衛(5月 助(2.20

惇代番

*加議勘
(-4月)

究極
兵衛(5月

(3月-)定 *加藤普 *村上勘
*福崎理

本〆役
-)定詰

詰 兵衛(4.18助(2.1-)
左衛門

回先師
-)定詰

(1.20-) 

合村上勘 猪狩興想 *福蝿理
大垣 村上鶴治

目付
介(4.28 兵衛(2.1 左衛門

(1月-)
-) (3.25-) 

表2-1 大坂屋敷役職 権破線の矢印は兼帯を表す。 大坂目付村上勘介の介の字は史料のまま。

役開名 l天明4 5 6 7 81寛政1 2 3 4 5 6 7 8 

丈堰
四屋文右

(8.4-)本
留守居

1.irl(8.1 
〆兼帯

ー ーー ーー ー 田 ー ー ーーー ーー ー -- ーー ーー ト ーー ーー
大極 四屋文右

本〆役 jti門(8.4

大垣
目付

表2-2 大坂屋敷役職 ホ~*車の矢印は兼帯を表す。

|控輯名 正草4 1宣延1 2 31宝暦1 2 3 4 5 6 7 8 91 

ー- ー ー ~ 
合加騒動 *村上勘

(ー1.20)

兵~衛)(5月 助~)[220 
枠代書

市町村上勧 (-1.20) 

助~)(220 

村上泊治

l遁(1役20-) 

大坂 ーー トーーーーー
留守居

*福鴫理
左衛門

本(1〆20本~世) 

101 11 12 13 1 1 21 3 

左衛門
(9.29-) 

(-制抑制相広
1 --

9 

(-11.8) 
隠居

ーー砂

10 11 12 13同和 1 2 3 

I ~福崎理
，左衛門
9.29-

(-6.7) 

ーー -ーー ーー トーーー

ヨド〆兼世

福崎長八

郎(6.11
-)手代り

4 5 6 

病死
(-2.22) 

加藤冊左

右衛門
(3.6-) 

4 5 8 

病死
(-2.22) 

病死
(-2.22) 

2砂

(-3.19) 

7 81安永1

加議ー{車-左ー
lIi門(8.7

(-1.1) 

(-1.1) 

役本〆ι~

7 8歪丞1

一4砂

加糖傭左
衛門(8.6

(-1.1) 

~ 

ャー'加巌侮一左

情i門(8.17(-1.1) 

，~S待);本〆

αコσ3 



安加直勘
+~ 

兵衛(5月
(-4月)

-)闘先
(3月-)定 *加藤普 *村よ勘

*福嶋理

闘用/11:1
I吉 兵衛(4.18介(2.1-)

左衛門

守屠聾役
-)定詰

(1.20-) 

*加藤勘
7 '  

兵衛(3月
(-4月)

-)大垣定

詰

一ー砂ヲ合加蕗普
兵冊j(4.28 (-2.21) 

大塩 ~一)年大詰塩

本〆世

*福崎理
左衛門
(1.20-) 

世田守居葦

食加一議普 ~ 
文目付 兵衛(2.12

-);大垣詰

*村よ勘
猪狩興惣 合福嶋理

介(4.28
兵衛(2.1 左衛門

村上輔;古

E~F)祖大国坂付

(3.25-) 
(1月-)

食村上勘
助(4.18 (-2.20) 

l唱~p雪)き大垣

究極

目付
猪狩与想 (-4.15) 
兵衛(2.1
『

*福崎理
左衛門 (-1.20) 

|垣(3宣2欣詰

村上蝿，台
(1.20-) 

表4安永以前の大坂屋敷役職 *破線の矢印は兼帯を、細い線の矢印は「添役」、「手代り」を表す。

ー.ーー

守居本

福蝿星八

邸~)(6革1特'-f~ 

(-6月)

(-6.7) 

加藤博左

右衛門
(3.6-) 

ー砂

繭死
(-2.22) 

m ヲド

(-3.19) 

加議博左

衛門 (2.6
-);大垣

定詰

(， ~11) 

ーシ
(8.17-) 

ヨド〆葦役
(-1.1) 

σコ
σ3 



大
塩
の
乱
の
鎮
圧
に
お
け
る
畿
内
・
近
国
藩
と
大
坂
蔵
屋
敷
の
動
員

岩
城
卓
二

は
じ
め
に

　
大
塩
の
乱
で
は
、
玉
造
口
定
番
与
力
坂
本
弦
之
助
に
代
表
さ
れ
る
大
坂
定
番
勢
や

大
坂
町
奉
行
勢
が
鎮
圧
に
尽
力
し
た
が
、
畿
内
・
近
国
藩
や
大
坂
市
中
に
所
在
し
た

諸
藩
蔵
屋
敷
も
幕
府
よ
り
要
所
警
衛
の
加
勢
が
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
鎮
圧
し
た

側
の
動
向
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
、
大
坂
玉
造
口
定
番
与
力
坂
本
筆
之
助
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

つ
い
て
一
定
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
大
塩
の
乱
の

研
究
で
は
大
塩
平
八
郎
を
は
じ
め
鎮
圧
さ
れ
た
側
へ
の
関
心
が
高
か
っ
た
こ
と
に
起

因
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
大
塩
の
乱
は
、
非
武
装
の
百
姓
一
揆
と
は
異
な
る
武
力
蜂
起
で
あ
り
、
幕
府
側
が

武
力
で
応
戦
・
鎮
圧
し
た
点
で
、
近
世
の
「
平
和
」
を
揺
る
が
す
一
大
事
で
あ
っ
た
。

大
塩
の
乱
は
、
幕
府
の
門
武
威
」
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
幕
府
の

御
威
光
に
関
わ
る
重
大
事
で
あ
っ
た
と
い
う
視
点
か
ら
、
鎮
圧
過
程
を
明
ら
か
に
し

て
く
こ
と
は
、
大
塩
の
乱
研
究
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
畿
内
・
近
国
藩
や
諸
藩
蔵
屋
敷
の
鎮
圧
へ
の
動
員
は
、
幕
府
の
畿
内
・
近
国
支
配

を
城
代
・
町
奉
行
だ
け
で
な
く
、
諸
領
主
も
含
め
た
統
合
的
支
配
と
し
て
位
置
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
べ
き
だ
と
い
う
横
田
冬
彦
の
議
論
と
も
関
わ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
天
保
八
年
三
月
の
『
諸
用
留
』
（
八
・
九
・
一
〇
冊
）
に
は
、

大
塩
の
乱
に
お
い
て
動
員
さ
れ
た
諸
藩
・
家
臣
よ
り
幕
府
へ
の
届
が
多
数
、
記
録
さ

れ
て
い
る
。

　
こ
の
届
に
は
出
兵
・
撤
兵
の
日
時
、
警
衛
場
所
、
警
衛
の
指
示
者
等
々
が
記
さ
れ

て
い
る
。
乱
が
起
こ
っ
た
天
保
期
に
は
、
摂
津
尼
崎
藩
に
よ
る
大
坂
火
消
、
山
城
淀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

藩
・
大
津
郡
山
藩
な
ど
に
よ
る
京
都
火
消
の
体
制
も
確
立
さ
れ
て
い
た
が
、
鎮
圧
や

そ
の
後
の
首
謀
者
の
探
索
、
要
所
の
警
衛
で
は
こ
の
火
消
の
体
制
が
機
能
し
て
い
る
。

ま
た
、
諸
藩
蔵
屋
敷
詰
の
家
臣
の
動
向
も
知
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
『
諸
白
留
』
に
記
録
さ
れ
る
諸
大
名
・
家
臣
よ
り
幕
府
に
出
さ

れ
た
届
を
紹
介
し
、
大
坂
市
中
の
有
事
、
大
塩
の
乱
の
諸
史
料
で
用
い
ら
れ
る
言
葉

を
借
り
る
と
「
異
変
」
に
お
け
る
畿
内
・
近
国
大
名
お
よ
び
大
坂
蔵
屋
敷
の
動
員
・

役
割
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
論
点
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。

『
諸
用
留
b
に
記
録
さ
れ
る
届

　
大
塩
の
乱
に
関
わ
る
諸
藩
よ
り
の
届
は
、
天
保
八
年
三
月
『
諸
重
留
』
の
「
届
留
」

（
史
料
番
号
1
～
3
4
）
・
「
年
中
見
合
扁
（
3
5
～
4
6
）
・
「
覚
」
（
4
7
～
9
8
）
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。

　
「
意
趣
」
は
、
諸
藩
の
届
の
内
容
を
ほ
ぼ
原
文
通
り
書
き
留
め
て
い
る
と
思
わ
れ
、

各
届
ご
と
に
朱
書
き
で
、
届
の
概
要
や
老
中
へ
の
差
出
日
な
ど
が
追
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
覚
」
は
門
門
留
」
に
留
め
ら
れ
る
よ
う
な
届
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。
二
月
二
十
一
日
付
の
摂
津
高
槻
藩
主
永
井
直
与
の
届
を
例
に
す
る
と
、
門
届
留
」

IOI



（
1
）
で
は
差
出
人
永
井
直
射
が
主
語
の
た
め
「
私
儀
京
都
警
衛
之
手
当
」
と
な
っ
て

い
る
箇
所
が
、
門
覚
」
の
記
録
（
6
5
）
で
は
、
「
私
」
が
な
く
「
京
都
警
衛
之
手
当
し
と

な
り
、
末
尾
も
「
大
炊
頭
よ
り
申
越
指
間
人
数
引
取
候
、
此
段
御
簾
申
上
平
」
（
1
）

が
、
「
大
炊
頭
よ
り
申
越
候
間
人
数
引
取
候
旨
届
」
（
6
5
）
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。

　
「
書
留
」
三
五
件
は
す
べ
て
門
覚
」
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な

違
い
は
あ
る
も
の
の
、
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
一
方
、
「
覚
」
五
二
件
の
前
半
一

八
件
（
4
7
～
6
4
）
は
「
届
留
扁
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
覚
」
に
は
「
三
瓶
」

の
よ
う
な
朱
書
に
よ
る
追
記
も
な
い
。

　
「
年
中
見
合
」
も
「
覚
扁
と
同
じ
体
裁
で
、
諸
藩
主
・
家
国
よ
り
届
が
あ
っ
た
こ

と
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
覚
」
の
前
半
一
八
件
と
同
じ
く
、
「
年
中
見

合
」
全
～
二
件
も
「
届
留
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
れ
ら
『
諸
用
留
』
に
記
さ
れ
る
諸
藩
主
・
家
臣
よ
り
の
届
か
ら
は
、
大
塩
の
乱

に
お
け
る
畿
内
・
近
国
大
名
と
大
坂
蔵
屋
敷
に
詰
め
て
い
た
諸
藩
家
臣
に
対
す
る
幕

府
か
ら
の
軍
事
動
員
に
つ
い
て
多
く
の
知
見
が
得
ら
れ
る
。

　
す
で
に
諸
藩
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
『
翌
旦
述
』
（
請
求
番

号
一
二
九
一
闘
四
）
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
塩
賊
騒
乱
記
』
（
請
求
番
号
一
六
六
一

四
九
六
）
を
は
じ
め
諸
史
料
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
、
国
立
公
文

書
館
所
蔵
『
大
坂
一
揆
諸
家
届
写
』
（
請
求
番
号
＝
ハ
六
「
四
三
八
）
は
、
大
塩
の
乱

に
関
わ
っ
て
諸
大
名
・
家
臣
よ
り
幕
府
に
出
さ
れ
た
届
が
ま
と
ま
っ
て
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
動
向
を
知
る
上
で
重
要
な
史
料
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
。

　
『
大
坂
一
揆
諸
家
届
写
』
は
『
大
阪
編
年
史
』
一
九
巻
（
大
阪
市
立
中
央
図
書
館
、

一
九
七
五
年
）
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
が
全
文
で
は
な
い
。
『
大
坂
一
揆
諸
家
遠
写
』

の
外
題
は
『
大
坂
乱
妨
届
書
　
全
』
で
、
丁
数
は
四
三
丁
。
一
丁
目
に
門
浅
草
文
庫
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
朱
印
が
押
印
さ
れ
て
い
る
。
前
半
の
三
七
丁
は
『
大
坂
一
揆
諸
家
届
写
』
、
後
半
の

六
丁
は
『
大
塩
賊
徒
風
説
記
』
で
、
末
尾
に
「
右
者
川
日
氏
蔵
也
、
嘉
永
五
壬
子
年

五
月
初
旬
言
成
」
「
七
十
五
翁
　
小
葉
研
即
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
大
坂
一
揆
諸
家
届
写
』
に
は
、
表
の
と
お
り
三
六
件
の
届
・
書
状
が
記
録
さ
れ

て
お
り
、
①
②
⑫
⑮
⑳
以
外
は
『
諸
用
留
』
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
『
諸
用
留
』
に
確
認
で
き
な
い
五
件
の
内
①
は
、
二
月
二
十
六
β
、
御
用
番
老
中

水
野
忠
邦
よ
り
「
大
坂
町
奉
行
組
与
力
大
塩
格
之
助
父
隠
居
平
八
郎
頭
取
、
与
力
・

同
心
共
、
百
姓
共
徒
党
致
し
、
火
矢
面
相
用
、
大
坂
町
中
所
々
江
火
ヲ
掛
及
乱
妨
候

二
付
、
早
々
人
数
差
出
召
包
含
申
、
仕
儀
次
第
打
払
、
切
捨
二
致
し
、
着
込
を
も
相

用
候
儀
勝
手
次
第
可
致
候
」
旨
の
沙
汰
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
二
月
二
十
八
日
に
播
磨

姫
路
藩
主
酒
井
忠
恕
・
摂
津
尼
崎
藩
主
松
平
忠
栄
・
丹
波
篠
山
藩
主
青
山
忠
良
・
大

智
郡
山
藩
主
松
平
（
柳
沢
）
保
工
・
和
泉
岸
和
田
藩
主
岡
部
長
和
が
幕
府
に
出
し
た
届

で
あ
る
。
五
藩
主
の
内
、
柳
沢
保
泰
・
岡
部
長
和
の
二
人
の
届
は
江
戸
詰
の
家
中
よ

り
幕
府
へ
届
け
ら
れ
て
い
る
。

　
天
保
八
年
二
月
の
『
諸
氏
留
』
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
三
月
の
『
諸
用
留
』

で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
こ
の
沙
汰
が
国
元
に
届
け
ら
れ
、
各
藩
が
出
兵
の
準
備
を

し
た
こ
と
は
三
月
の
『
諸
用
留
』
か
ら
知
ら
れ
る
（
9
・
1
4
・
1
6
・
1
8
・
6
3
等
）
。

　
②
は
、
差
出
人
・
宛
名
を
欠
く
が
、
文
中
に
「
私
共
井
犬
塚
太
郎
右
衛
門
早
々
出

馬
致
し
山
城
守
御
役
宅
江
罷
越
、
同
人
井
堀
伊
賀
守
申
合
、
一
揆
之
者
其
外
捕
方
手

配
等
取
立
申
」
、
「
太
郎
右
衛
門
申
合
壱
人
ツ
、
御
城
内
見
廻
之
二
相
心
得
、
代
り
々

出
馬
」
と
、
大
坂
目
付
で
あ
る
犬
塚
太
郎
右
衛
門
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る
こ
と
、

「
大
坂
御
目
付
代
中
川
町
左
衛
門
家
来
手
紙
」
の
文
書
題
が
付
さ
れ
る
⑫
の
内
容
と

翻
酷
が
な
い
こ
と
か
ら
、
大
坂
目
付
中
川
半
左
衛
門
の
書
状
と
思
わ
れ
る
。

　
大
坂
目
付
の
動
向
は
『
塩
賊
騒
乱
記
』
を
は
じ
め
諸
史
料
に
も
記
さ
れ
、
こ
の
書

状
も
幕
府
役
人
の
動
向
が
知
ら
れ
る
と
い
う
点
で
興
味
深
い
が
、
書
状
で
あ
る
こ
と

か
ら
『
畳
用
留
』
の
記
録
対
象
外
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
⑫
も
同
じ
で

あ
ろ
う
。
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⑳
は
⑭
播
磨
姫
路
藩
主
酒
井
忠
学
届
に
続
い
て
「
右
同
断
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
、

本
文
・
日
付
を
欠
く
。
⑭
は
三
月
十
九
日
、
老
中
水
野
忠
邦
の
沙
汰
に
従
い
大
坂
に

向
か
っ
た
姫
路
藩
兵
が
大
坂
東
町
奉
行
跡
部
良
弼
の
内
達
に
よ
っ
て
国
元
に
引
き
揚

げ
た
こ
と
に
関
す
る
酒
井
忠
学
の
届
で
あ
る
。
丹
波
篠
山
藩
主
青
山
忠
良
も
老
中
よ

り
出
兵
を
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
⑳
姫
路
藩
と
岡
じ
で
あ
れ
ば
途
中
で
引
き
返
し
た
か
、

あ
る
い
は
出
兵
を
見
送
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
が
、
篠
山
藩
の
動
向
に
つ
い
て
は
定
か

で
は
な
い
。
ま
た
、
青
山
忠
良
は
在
府
し
て
お
り
、
三
月
十
九
日
前
後
に
同
様
の
届

を
老
中
に
提
出
し
て
い
れ
ば
『
諸
用
留
』
に
記
載
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
確
認
で
き

な
い
。

　
⑯
は
三
月
二
十
七
目
付
大
坂
城
代
土
井
利
位
の
届
で
あ
り
、
江
戸
の
老
中
に
届
く

の
は
四
月
以
降
と
思
わ
れ
る
た
め
、
三
月
の
『
需
用
留
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い

の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
天
保
八
年
三
月
『
諸
用
留
』
に
は
、
『
大
坂
一
揆
諸
家
整
流
』
に
収
録

さ
れ
る
三
六
件
の
内
⑯
お
よ
び
書
状
を
除
い
て
、
三
月
に
老
中
に
報
告
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
届
は
す
べ
て
記
録
さ
れ
て
お
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
『
大
坂
一
揆
諸
家
届

写
』
で
は
確
認
で
き
な
い
届
も
多
い
。
こ
の
点
で
『
諸
用
留
』
に
記
録
さ
れ
る
諸
宗

は
、
各
藩
の
史
料
と
の
突
き
合
わ
せ
が
必
要
な
も
の
の
、
大
塩
の
乱
研
究
に
と
っ
て

貴
重
な
史
料
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
「
尊
慮
」
の
摂
津
高
槻
藩
主
永
井
直
与
の
二
月
二
十
｝
日
付
の
届
（
1
）
は
、
追
記

に
よ
っ
て
三
月
朔
日
に
老
中
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
時
間
差
は
藩

主
の
在
府
・
在
国
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
在
府
し
て
い
た
播
磨
姫
路
藩
主

酒
井
残
照
の
三
月
朔
神
付
の
届
（
2
）
は
、
同
日
に
老
中
に
届
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

時
間
差
か
ら
、
『
諸
用
留
』
に
届
が
留
め
ら
れ
て
い
る
畿
内
・
近
国
大
名
の
内
、
天
保

八
年
二
月
に
在
国
し
て
い
た
の
は
摂
津
高
槻
藩
主
永
井
直
与
・
大
和
郡
山
藩
主
柳
沢

保
泰
・
和
泉
岸
和
田
藩
主
岡
部
長
和
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
述
し
た
二
月
二

十
六
舞
の
老
中
水
野
忠
邦
の
沙
汰
に
お
い
て
、
柳
沢
保
泰
と
岡
部
長
和
に
は
「
様
子

二
寄
出
馬
を
も
可
被
致
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
も
、
五
藩
主
の
う
ち
両
藩
主
が
在
国

し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

二
　
畿
内
・
近
国
藩
の
動
員

1
大
坂
城
代
・
大
坂
町
奉
行
に
よ
る
動
員
命
令

①
摂
津
尼
崎
藩

　
大
塩
の
乱
勃
発
後
、
畿
内
・
近
国
藩
は
大
坂
城
代
土
井
利
位
お
よ
び
大
坂
東
町
奉

行
跡
部
良
弼
・
同
西
町
奉
行
堀
利
賢
の
命
を
う
け
て
大
坂
市
中
に
出
兵
す
る
が
、
摂

津
尼
崎
藩
の
出
兵
に
至
る
経
緯
は
他
藩
と
異
な
る
。
す
な
わ
ち
藩
の
判
断
で
、
ま
ず

火
消
と
し
て
大
坂
に
入
り
、
そ
の
火
消
が
鉄
炮
・
弓
・
具
足
で
武
装
し
、
城
代
・
町

奉
行
の
指
示
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
尼
崎
藩
主
松
平
忠
栄
の
届
（
3
8
）
に
よ
る
と
、
天
満
与
力
町
に
お
け
る
出
火
が
大
火

に
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
尼
崎
藩
は
家
臣
を
大
坂
入
り
さ
せ
て
「
御
節
際
二
相
詰
弱

め
て
い
た
と
こ
ろ
、
両
大
坂
町
奉
行
よ
り
武
装
し
た
徒
党
の
者
が
乱
暴
を
働
い
て
い

る
た
め
「
具
足
・
弓
・
鉄
炮
を
為
持
、
早
々
人
数
差
出
」
す
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。

　
通
常
に
お
い
て
も
尼
崎
藩
は
大
火
を
察
知
す
る
と
、
大
坂
市
中
に
「
火
消
御
人
数
扁

を
派
遣
し
て
い
た
。
次
の
史
料
は
、
天
保
五
年
七
月
火
災
に
お
け
る
尼
崎
藩
主
松
平

忠
栄
の
届
で
あ
る
。

昨
十
一
臼
寅
中
刻
大
坂
堂
嶋
北
中
町
よ
り
出
火
及
大
火
候
、
然
ル
所
岡
部
内
膳
芯

地
ル
七
臼
在
所
到
着
二
付
私
儀
早
速
在
所
発
足
可
傾
置
処
、
持
病
之
痔
疾
、
其
上

中
暑
罷
在
候
骨
付
暫
養
生
仕
、
少
も
快
御
座
候
ハ
＼
早
速
発
足
可
仕
旨
御
互
申
上

置
候
、
依
之
彼
世
評
人
数
斗
差
出
申
候
処
、
今
十
二
潤
辰
刻
過
火
鎮
候
男
付
人
数
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引
取
申
候
、
此
段
御
薩
申
上
候
、

　
　
七
月
十
二
目

以
上

松
平
遠
江
守

　
こ
れ
は
『
文
政
雑
記
・
天
保
雑
記
一
』
（
汲
古
書
院
、
｝
九
八
三
年
）
に
収
録
さ
れ

て
い
る
も
の
で
、
松
平
忠
栄
よ
り
幕
府
へ
の
届
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
摂
津
尼
崎
藩
と
和
泉
岸
和
田
藩
は
大
坂
城
守
衛
の
任
を
果
た
す
た
め
、
ど
ち
ら
か

の
藩
主
が
在
国
し
て
い
る
よ
う
交
互
に
参
勤
交
代
し
て
い
た
。
一
次
史
料
で
は
な
い

が
、
通
常
、
稲
泉
岸
和
碑
藩
主
が
江
戸
か
ら
戻
る
と
す
ぐ
に
在
国
し
て
い
た
尼
崎
藩

主
は
江
戸
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
病
中
の
た
め
快
復
後
に
発
足
す
る
旨
を

幕
府
に
届
け
て
い
る
こ
と
、
そ
の
た
め
こ
の
と
き
の
火
災
で
は
門
人
数
駄
だ
け
を
大

坂
に
向
か
わ
せ
た
こ
と
、
そ
の
「
人
数
」
は
鎮
火
し
た
た
め
引
き
揚
げ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

　
大
坂
城
守
衛
の
具
体
的
役
割
は
大
坂
火
消
で
あ
っ
た
が
、
一
七
世
紀
半
ば
以
降
、

岸
杓
田
藩
が
火
災
で
大
坂
入
り
し
た
こ
と
は
な
い
と
平
倉
田
藩
内
で
も
認
識
さ
れ
て

お
り
、
尼
崎
藩
の
み
が
大
坂
火
消
と
し
て
家
臣
や
百
姓
か
ら
な
る
火
消
を
大
坂
入
り

さ
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
尼
崎
藩
大
坂
火
消
の
具
体
的
あ
り
方
は
よ
く
わ
か
っ
て
お

ら
ず
、
断
片
的
な
史
料
に
よ
る
と
、
家
老
が
率
い
る
「
火
消
御
人
数
」
は
用
人
・
物

頭
・
使
番
・
普
請
奉
行
・
目
付
・
大
小
姓
・
給
人
・
徒
目
付
・
徒
士
・
小
頭
・
足
軽

・
中
間
・
大
工
等
か
ら
な
り
、
足
軽
に
は
「
火
消
道
具
足
軽
」
が
い
た
こ
と
、
「
火
消
漏

の
任
を
果
た
す
た
め
消
御
札
・
大
鋸
・
竹
階
子
を
持
参
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
わ
か

　
　
　
　
　
（
6
）

る
に
過
ぎ
な
い
。

　
こ
の
尼
崎
藩
の
「
火
消
御
人
数
」
は
火
災
場
所
で
消
火
活
動
に
あ
た
る
の
で
は
な

く
、
ま
ず
は
「
御
固
場
」
に
詰
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
御
固
場
漏
と
は
「
追
手
」

・
門
玉
遣
瞬
」
・
「
京
橋
口
漏
の
大
坂
城
三
門
前
で
あ
り
、
「
高
麗
橋
・
本
町
橋
・
八
軒

屋
、
其
外
揚
口
扁
が
「
御
固
場
」
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
大
坂
城
三
門
前
の
詰
場

所
は
決
ま
っ
て
お
り
、
追
手
は
「
御
備
ヨ
リ
ニ
、
三
丁
向
腰
掛
左
右
弓
懸
往
来
之
指

支
二
不
相
成
型
場
所
」
、
玉
造
口
は
「
御
堀
際
御
備
ヨ
リ
ニ
、
三
丁
西
」
、
京
橋
口
は

　
「
御
備
二
、
三
丁
向
芝
段
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
追
手
御
固
北
火
事
之
節
御
橋
台

南
詰
三
十
間
斗
南
へ
御
固
、
西
南
火
事
之
節
ハ
御
橋
台
三
十
間
斗
北
へ
御
固
」
と
、

消
火
活
動
よ
り
も
大
坂
城
へ
の
延
焼
を
防
ぐ
こ
と
と
、
「
御
踊
場
」
に
詰
め
大
坂
城
を

は
じ
め
要
所
を
警
衛
す
る
こ
と
が
尼
崎
藩
の
役
目
で
あ
っ
た
。
大
塩
の
乱
に
お
い
て

大
坂
入
り
し
た
尼
崎
藩
勢
が
門
御
城
際
二
相
詰
」
め
た
の
は
、
こ
う
し
た
通
常
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
＞

り
方
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
届
（
3
8
）
に
よ
る
と
、
一
番
手
が
「
御
城
際
二
相
詰
」
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
両
町
奉

行
よ
り
徒
党
が
武
装
の
上
暴
れ
て
い
る
た
め
具
足
・
弓
・
鉄
炮
で
武
装
し
た
う
え
で

の
出
兵
、
城
代
よ
り
は
「
彼
地
町
与
力
大
塩
平
八
郎
起
一
揆
及
乱
妨
」
と
具
体
的
に

事
情
が
説
明
さ
れ
て
出
兵
が
命
じ
ら
れ
た
。
加
え
て
、
城
代
よ
り
は
籠
城
に
備
え
後

詰
目
二
番
手
の
準
備
も
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
武
装
し
、
大
筒
も
持
参
し
た
二
番
手
は
、
大
坂
城
代
の
指
示
に
よ
っ
て
「
大
手
江

相
詰
扁
め
た
。
そ
し
て
、
京
橋
口
警
衛
の
応
援
、
守
口
・
吹
田
へ
の
探
索
を
担
っ
た
。

　
尼
崎
藩
の
派
兵
人
数
届
は
、
天
保
八
年
三
月
『
盗
用
留
』
「
届
留
」
の
部
（
3
4
）
、
「
年

中
見
合
」
の
部
（
4
5
）
、
「
覚
」
の
部
（
9
8
）
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
「
届
留
」
と
門
鑑
」

は
人
数
の
構
成
・
総
人
数
が
一
致
し
、
「
年
中
見
合
」
は
総
人
数
が
大
き
く
異
な
る
。

　
　
「
単
三
」
・
「
覚
」
・
「
年
中
見
合
」
何
れ
も
末
尾
の
総
人
数
は
内
訳
人
数
の
総
計
と

－
合
わ
な
い
が
、
一
番
手
に
武
具
奉
行
が
い
る
点
は
共
通
す
る
。
通
常
の
「
火
消
御
人

数
」
で
は
武
具
奉
行
は
確
認
で
き
ず
、
も
し
尼
崎
藩
の
一
番
手
に
最
初
か
ら
武
具
奉

行
が
加
わ
り
、
大
筒
も
持
参
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
尼
崎
藩
が
い
つ
天
満
与

力
町
の
火
災
を
通
常
の
火
災
と
は
違
う
「
異
変
」
と
認
識
し
た
か
に
も
関
わ
ろ
う
が
、

二
番
手
が
一
番
手
と
同
じ
く
大
坂
城
堀
際
に
詰
め
た
際
、
大
塩
平
八
郎
勢
が
武
装
し

て
い
る
こ
と
を
承
知
し
た
尼
崎
藩
は
一
番
手
と
二
番
手
の
再
編
成
を
行
い
、
一
番
手
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・
二
番
手
と
も
に
武
装
体
制
が
整
っ
た
た
め
、
人
数
構
成
に
も
変
化
が
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
『
諸
用
留
』
に
記
載
さ
れ
る
尼
崎
藩
の
入
獄
届
は
、
通
常

の
火
消
か
ら
再
編
成
後
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構
成
は
京
橋
口
警
衛
へ
の
応
援
、
徒

党
者
の
探
索
な
ど
に
よ
っ
て
B
々
、
変
化
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
撤
兵
は
大
坂
城
代
の
指
示
に
よ
り
二
月
二
十
一
日
に
二
番
手
、
二
十
二
日
に
同
工

大
坂
蔵
屋
敷
に
残
し
て
い
た
｝
番
手
が
引
き
揚
げ
て
い
る
（
4
4
）
。
ま
た
、
所
領
が
大

坂
に
近
か
っ
た
た
め
、
城
内
・
海
岸
・
領
分
境
を
警
衛
し
て
い
る
（
4
2
）
。

②
和
泉
岸
和
田
藩

　
和
泉
岸
和
田
藩
は
、
お
そ
ら
く
二
月
十
九
西
中
に
、
城
代
・
両
町
奉
行
よ
り
「
大

坂
表
火
事
二
付
防
人
数
武
器
用
意
可
差
出
扁
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
城
代
よ

り
大
塩
平
八
郎
の
一
揆
に
つ
き
後
詰
H
二
番
手
の
出
兵
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
3
5
）
。

　
二
番
手
は
城
代
よ
り
大
坂
市
中
南
に
位
置
す
る
天
王
寺
辺
り
で
の
待
機
を
命
じ
ら

れ
、
二
月
二
十
一
田
に
岸
和
田
に
引
き
揚
げ
て
い
る
。
　
一
番
手
は
大
坂
入
り
し
た
と

思
わ
れ
、
城
代
の
指
示
で
同
藩
蔵
屋
敷
で
待
機
し
た
後
、
撤
兵
し
て
い
る
（
3
6
・
3
7
）

③
摂
津
高
槻
藩

　
摂
津
高
槻
藩
は
、
二
月
十
九
三
夜
、
大
坂
城
代
よ
り
大
火
と
大
塩
平
八
郎
の
一
揆

に
つ
き
出
兵
を
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
同
点
は
京
都
警
衛
を
理
由
に
多
勢
の

出
兵
を
断
り
、
三
一
〇
翠
雲
が
出
兵
す
る
も
の
の
、
鎮
圧
さ
れ
た
た
め
城
代
の
指
示

で
引
き
返
し
て
い
る
（
i
・
6
5
）
。
高
槻
藩
が
大
坂
市
中
に
入
っ
た
と
す
る
記
録
も
あ

る
が
、
こ
の
届
で
は
途
中
で
引
き
返
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

④
大
和
郡
山
藩

　
大
和
郡
山
藩
は
、
二
月
十
九
霞
に
天
満
与
力
町
の
火
災
が
大
火
に
な
っ
た
こ
と
を

知
り
、
「
兼
擶
用
意
之
一
番
手
人
数
」
を
出
兵
し
た
。
「
兼
而
用
意
扁
の
意
味
、
お
よ

び
賢
愚
勢
が
い
つ
武
装
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
　
一
番
手
か
ら
大
坂
城
近
く
の
火

災
で
「
御
場
所
柄
大
切
之
様
子
㎏
と
の
報
を
受
け
取
っ
た
岡
藩
は
二
番
手
・
三
番
手

を
繰
り
出
し
、
大
和
と
河
内
の
国
境
に
位
置
す
る
豊
艶
で
待
機
さ
せ
た
。
そ
し
て
城

代
に
指
示
を
仰
い
だ
と
こ
ろ
、
「
出
火
而
第
二
も
無
稽
、
異
変
」
に
つ
き
弓
・
鉄
炮
等

で
武
装
の
上
、
出
兵
を
命
じ
ら
れ
、
一
番
手
・
二
番
手
は
追
手
門
北
の
堀
際
の
警
衛
、

三
番
手
は
玉
造
口
の
警
衛
…
に
つ
い
て
い
る
（
7
0
）
。
そ
し
て
、
鎮
火
・
鎮
圧
後
の
二
月

二
十
一
臼
に
は
撤
兵
を
完
了
し
て
い
る
（
6
）
。

⑤
丹
波
亀
山
藩

　
丹
波
亀
山
藩
は
大
坂
城
代
よ
り
の
高
槻
藩
へ
の
出
兵
命
令
を
知
り
、
城
代
に
指
示

を
仰
い
で
い
る
。
亀
山
藩
は
高
槻
藩
と
と
も
に
京
都
火
消
を
担
っ
て
い
た
た
め
、
出

兵
の
有
無
に
つ
い
て
伺
い
を
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
出
兵
し
た
か
は
不
明

で
あ
る
。

2
老
申
に
よ
る
出
兵
命
令

　
大
坂
の
異
変
を
知
っ
た
江
戸
で
は
、
御
用
番
老
中
水
野
忠
邦
が
播
磨
姫
路
藩
主
酒

井
忠
学
（
1
8
・
8
2
）
・
丹
波
篠
山
藩
主
青
山
忠
良
（
1
4
・
7
8
）
・
摂
津
尼
崎
藩
主
松
平
忠

栄
（
9
・
7
3
）
・
大
和
郡
山
藩
主
柳
沢
保
泰
（
6
4
）
・
和
泉
岸
和
田
藩
主
岡
部
長
和
（
1
6
・

8
0
）
に
対
し
て
、
「
於
大
坂
徒
党
之
者
乱
妨
二
及
候
付
在
所
よ
り
人
数
差
出
召
捕
可
申
」

（
1
8
）
こ
と
を
命
じ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
五
藩
主
の
内
、
柳
沢
保
泰
・
岡
部
長
和

は
在
国
中
で
あ
っ
た
た
め
「
様
子
二
寄
出
馬
」
（
1
6
）
を
指
示
さ
れ
て
い
る
。

　
播
磨
姫
路
藩
の
国
元
は
、
三
月
三
尊
に
こ
の
老
中
の
出
兵
命
令
を
受
け
取
る
と
、

同
日
に
一
番
手
、
翌
日
に
二
番
手
を
出
兵
さ
せ
た
（
1
8
・
2
5
・
8
2
）
。
し
か
し
、
静
認

が
取
戻
さ
れ
た
大
坂
に
武
装
し
た
藩
兵
が
乗
り
込
む
こ
と
を
忌
避
す
る
町
奉
行
跡
部

良
弼
の
内
達
が
届
け
ら
れ
る
と
、
　
一
番
手
は
摂
津
西
宮
、
二
番
手
は
摂
津
兵
庫
で
待

機
し
、
諸
藩
の
甲
兵
が
大
坂
窪
し
て
い
る
と
の
報
に
接
し
て
い
た
た
め
、
城
代
に
進

退
に
つ
い
て
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
静
諦
に
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
大
坂
入
り
に

及
ば
ず
と
の
言
を
得
た
た
め
引
き
揚
げ
て
い
る
。
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大
和
郡
山
藩
は
先
述
の
通
り
異
変
直
後
に
出
兵
し
て
二
月
二
十
一
日
に
は
撤
兵
し

て
い
た
が
、
老
中
の
命
を
受
け
取
る
と
、
三
月
二
日
、
再
度
、
　
一
番
手
を
暗
峠
に
出

兵
さ
せ
た
（
6
4
）
。
城
代
の
指
示
を
仰
い
だ
と
こ
ろ
「
乱
妨
之
者
共
今
以
行
衛
不
相
分

候
得
三
密
穏
有
之
候
間
人
数
勝
手
次
第
引
取
」
る
指
示
を
受
け
た
た
め
、
三
月
三
日

に
撤
兵
し
て
い
る
（
8
）
。

　
丹
波
篠
山
藩
は
三
月
三
罠
に
老
中
の
命
を
受
け
取
る
と
、
出
兵
の
用
意
を
調
え
、

城
代
に
指
示
を
仰
い
だ
（
1
4
・
7
8
）
。
一
番
手
は
出
兵
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
動

向
は
不
明
で
あ
る
。

　
摂
津
尼
崎
藩
は
、
老
中
の
命
を
受
け
取
る
と
、
城
代
に
伺
い
を
立
て
た
。
す
る
と
、

城
代
よ
り
「
騒
動
之
劒
人
数
茂
差
出
、
殊
此
節
者
追
々
相
鎮
候
事
故
最
早
人
数
差
出

候
二
者
及
不
申
」
と
の
圓
答
を
得
て
い
る
（
9
・
7
3
）
。
ま
た
、
和
泉
岸
和
田
藩
も
「
追

々
御
静
認
相
成
組
付
人
数
手
当
等
仕
置
、
土
井
大
炊
頭
下
図
次
第
可
仕
心
得
」
（
1
6
・

8
0
）
と
、
城
代
の
指
示
を
待
っ
て
い
る
。

3
京
都
所
司
代
の
命
令
に
よ
る
警
衛

　
大
塩
の
乱
の
現
場
は
大
坂
市
中
で
あ
っ
た
た
め
、
畿
内
・
近
国
藩
の
大
坂
出
兵
・

固
場
所
な
ど
は
城
代
・
町
奉
行
が
指
示
し
て
い
る
が
、
残
党
が
丹
波
山
中
に
楯
籠
も

る
と
い
う
風
聞
に
接
し
た
京
都
所
罰
代
松
平
信
順
は
、
諸
藩
に
対
し
て
出
兵
に
備
え

る
よ
う
指
示
し
た
。

　
二
月
二
十
三
日
、
丹
波
亀
山
藩
に
対
し
て
、
大
塩
残
党
が
丹
波
山
中
に
楯
籠
も
つ

た
場
合
は
京
都
東
町
奉
行
梶
野
良
材
が
出
張
る
こ
と
、
そ
の
際
の
た
め
に
出
兵
の
準

備
を
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
（
4
・
6
8
）
。
ま
た
、
梶
野
良
材
よ
り
も
、
摂
津
の
神

峰
寺
に
楯
籠
も
っ
て
い
る
と
い
う
風
聞
が
あ
り
、
急
な
出
兵
に
備
え
る
よ
う
命
じ
ら

れ
て
い
る
。

　
所
司
代
・
町
奉
行
と
も
に
、
摂
津
と
山
城
の
国
境
に
位
置
す
る
交
通
の
要
衝
で
あ

る
山
崎
へ
の
出
兵
を
想
定
し
て
い
る
。
結
局
、
出
兵
す
る
よ
う
な
事
態
は
な
く
、
三

月
三
艮
頃
に
は
出
兵
の
準
備
は
解
か
れ
て
い
る
が
（
2
8
・
9
2
）
、
山
崎
が
京
都
警
衛
上
、

枢
要
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
こ
の
残
党
の
情
報
源
は
城
代
で
あ
っ
た
が
、
出
兵
・
警
衛
の
対
象
が
丹
波
、
お
よ

び
山
城
の
山
崎
で
あ
っ
た
た
め
、
所
司
代
・
京
都
町
奉
行
管
轄
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
同
様
の
出
兵
準
備
は
摂
津
高
槻
藩
（
1
1
・
7
5
）
・
丹
波
園
部
藩
（
1
7
・
8
1
）
・
山
城

翻
心
（
5
0
）
・
大
和
郡
山
藩
（
6
3
）
・
近
江
膳
所
藩
（
2
4
・
8
8
）
に
も
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

何
れ
も
所
司
代
・
京
都
町
奉
行
に
よ
る
。
こ
れ
ら
五
藩
は
京
都
火
消
の
任
を
担
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
山
崎
の
警
衛
も
そ
の
枠
組
で
の
対
応
が
濤
論
ま
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
所
領
が
山
崎
に
近
い
高
槻
藩
に
は
城
内
手
配
と
領
分
境
の
固
め
も
命
じ

ら
れ
て
い
る
。

　
所
司
代
は
、
出
兵
に
際
し
て
「
洛
中
者
火
事
具
、
途
中
者
甲
宵
二
蒲
茂
其
様
子
次
第

武
器
取
揃
為
持
可
申
」
（
1
7
・
8
1
）
、
門
洛
中
ハ
火
事
装
束
、
野
間
者
無
差
別
相
心
得
」

（
5
0
）
、
「
途
中
火
事
具
着
用
、
其
時
之
模
様
二
彌
土
佐
守
差
図
次
第
武
具
着
用
之
積
手

当
可
致
」
（
6
3
）
と
、
洛
中
に
入
る
場
合
は
火
事
具
の
着
用
を
求
め
て
い
る
。
老
中
の

命
を
う
け
て
出
兵
し
た
播
磨
姫
路
藩
に
対
し
て
、
大
坂
町
奉
行
跡
部
良
弼
が
武
装
し

た
雑
兵
が
大
坂
に
入
る
こ
と
を
忌
避
し
た
よ
う
に
、
戦
闘
体
制
を
と
る
武
装
兵
は
静

誼
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
静
誰
が
回
復
し
た
以

上
、
市
中
に
お
い
て
武
装
兵
が
人
々
の
目
に
入
る
こ
と
は
人
心
を
乱
す
と
認
識
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

4
奈
良
奉
行
所
与
力
に
よ
る
出
兵
命
令

　
大
和
郡
山
藩
は
南
都
奉
行
所
与
力
の
求
め
に
も
応
じ
、
忍
言
に
出
兵
し
て
い
る
（
7

・
3
0
・
7
1
）
。

　
出
兵
に
至
る
経
緯
は
、
鎮
圧
後
、
大
塩
平
八
郎
等
首
謀
者
の
探
索
を
続
け
る
大
坂
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町
奉
行
所
与
力
よ
り
大
和
国
内
に
逃
げ
込
ん
だ
場
合
の
捕
縛
を
要
請
さ
れ
た
奈
良
奉

行
所
与
力
が
在
町
・
暗
峠
の
探
索
を
開
始
し
、
異
変
が
生
じ
た
場
合
は
出
兵
を
要
請

す
る
こ
と
を
大
和
郡
山
藩
に
連
絡
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
暗
峠
の
手
配
が

手
薄
な
た
め
出
内
職
を
要
請
さ
れ
、
弓
・
鉄
炮
・
長
柄
で
武
装
し
た
大
和
郡
山
藩
兵
が

出
兵
し
た
。

　
こ
の
と
き
奈
良
奉
行
の
本
多
繁
親
は
在
府
中
で
不
在
の
た
め
、

奉
行
所
の
与
力
が
行
っ
て
い
る
。

三
　
蔵
屋
敷
の
動
員

出
兵
要
請
は
奈
良

　
『
諸
用
留
』
か
ら
は
、
大
塩
の
乱
に
お
い
て
諸
藩
の
蔵
屋
敷
に
も
加
勢
が
求
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
蔵
屋
敷
の
加
勢
は
諸
史
料
か
ら
も
知
ら
れ
る
が
、
『
大

坂
｝
揆
諸
家
届
写
』
に
は
蔵
屋
敷
の
加
勢
が
知
ら
れ
る
届
は
限
ら
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
『
需
用
留
』
に
は
、
諸
藩
大
坂
蔵
屋
敷
の
動
員
が
知
ら
れ
る
届
が
多
数
、
記

録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
諸
藩
文
書
に
も
、
動
員
に
関
わ
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
日
向
延
岡
藩
内
藤
家
蔵
屋
敷
の
動
向
に
つ
い
て
明
治
大
学
博
物
館

所
蔵
長
囲
延
岡
藩
内
藤
家
文
書
を
用
い
て
述
べ
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
『
諸
用
留
』
か
ら

知
ら
れ
る
諸
藩
蔵
屋
敷
の
動
向
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

壌
日
向
延
岡
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
日
向
延
岡
藩
内
藤
家
の
天
保
八
年
『
大
坂
徒
士
目
付
所
日
記
』
に
よ
る
と
、

大
坂
蔵
屋
敷
は
、
次
の
よ
う
な
対
応
を
と
っ
て
い
る
（
＊
ミ
セ
ケ
チ
は
一
で
表
記
）
。

　
　
　
　
　
糞

二
付
同
心
両
人
・
人
足
差
遣
シ
候
処

同
藩

今
朝
五
ツ
時
評
天
満
与
力
屋
敷
よ
り
出
為
知
ヲ
折
候
二
付
、
御
館
入
与
力
有
之
候

　
　
　
　
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

、
即
刻
同
心
罷
帰
り
申
聞
候
二
者
、
北
組
町

惣
年
寄
伊
勢
村
三
左
衛
門
∵
甲
聞
候
二
者
、
今
朝
よ
り
之
出
火
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
ヨ
　
ツ
鳩
昔
黒

変
時
出
火
二
付
御
心

得
被
成
落
様
両
三
度
申
聞
候
転
付
、
懸
■
鍵
坤
粥
ボ
繕
力
屋
敷
之
模
様
為
伺
候

処
、
鎗
．
太
刀
何
碗
も
抜
身
ヲ
言
振
り
廻
シ
の
居
候
由
申
聞
候
野
付
早
々
引
取
候

段
申
聞
候
、
右
二
付
先
ツ
相
居
候
様
申
付
置
候
、
従
御
在
所
之
御
用
状
相
達
、
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ン

冒
仕
出
二
付
御
役
所
彼
是
取
込
罷
在
候
、
穰
出
来
候
二
付
御
仕
出
有
之
盛
業
、
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
く

第
二
火
勢
農
相
成
居
候
内
川
向
千
葉
出
火
ト
相
成
ル
、
焦
目
大
坂
与
力
大
塩
平
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
火

打
二
致
候
、

④
－
1

郎
．
同
苗
酪
之
助
手
勢
ひ
を
以
大
筒
江
大
矢
仕
掛
、
鴻
池
．
三
井
、
其
外
豪
家
焼

　
　
　
　
　
左
候
内
廻
状
相
廻
ル
、
左
之
通

只
今
両
御
奉
行
所
よ
り
御
差
図
御
座
候
、
右
者
今
朝
よ
り
之
変
遷
大
火
二
付
早
々

陥
泌
数
被
藷
候
樺
尤
禦
代
井
両
禦
行
所
高
被
差
出
候
様
被
仰
付
候

尤
手
向
撰
者
有
之
候
ハ
＼
打
捨
追
而
も
不
苦
候
旨
是
又
御
差
一
二
御
座
候
、
此
殺

可
得
御
意
如
此
御
座
候
、
以
上

　
　
　
二
月
十
九
目

　
　
　
　
　
諸
家
様

　
　
　
　
　
　
御
留
守
中
様

　
　
　
　
　
　
御
役
人
中
様

松
平
遠
江
守
内

　
　
稲
垣
左
近
右
衛
門

＊
ミ
セ
ケ
チ
は
一
で
表
記

右
二
付
土
井
大
炊
頭
三
輪
四
一
敷
江
芳
賀
仙
左
衛
門
．
矢
山
平
太
罷
出
候
、
仙
左

衛
門
即
刻
引
取
、

平
太
為
代
佐
藤
忠
吾
罷
出
相
詰
居
候
、
⑥
又
々
為
代
松
本
与
兵
衛

罷
出
相
回
申
候
、
翌
廿
臼
夕
七
時
頃
引
取
申
候
、
左
之
内
肥
前
平
戸
御
留
守
葉
山

盤
凶
殿
よ
り
芳
賀
氏
江
文
通
、

左
四
墨

東
御
番
所
固
メ
場
所
泊
持
旧
来
拝
見
仕
候
、
今
朝
加
勢
と
申
来
候
二
付
人
数
召
連

出
張
三
三
、
山
城
守
旧
御
合
有
之
、
厚
ク
御
挨
拶
、
直
々
御
代
官
所
西
ノ
角
焼
跡

手
薄
二
付
図
メ
候
様
御
頼
二
付
一
号
罷
在
園
、
只
今
火
勢
猶
又
強
ク
四
二
付
御
目
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快
被
成
候
ハ
、
早
々
御
出
張
被
成
度
奉
存
候
、

私
鉄
炮
五
丁
・
弓
・
具
足
相
持
磁
心
申
候
、

二
月
江
田

　
延
岡
様

　
纏
無
に
燃
者
不
見
分
御
座
候
、

右
貴
答
早
々
、
以
上

　
　
　
　
肥
前
平
戸

　
　
　
　
　
　
葉
山
佐
内

⑥
一
2

尚
々
玉
薬
、
御
番
所
よ
り
御
渡
相
成
申
候
、
以
上

⑦
麺
㌍
鮒
即
刻
芳
賀
仙
左
衛
門
、
御
勘
定
人
堤
内
治
．
一
心
弐
人
、
鉄
炮
三
遍
為
持

罷
出
坤
候
、
鮪
為
代
山
名
十
右
衛
門
、
御
勘
定
人
之
方
佐
藤
覚
治
罷
出
二
三
、
廿

～
日
■
ツ
時
■
引
取
申
候
、
廿
三
夜
四
時
過
火
鎮
申
候

去
ル
十
九
口
以
鯉
状
相
廻
ル
、
左
之
通

以
廻
状
致
啓
上
候
、
然
者
今
十
九
目
大
坂
市
中
岩
群
嚇
離
綴
薪
羅
馬
町
奉
行
組

与
力
大
塩
平
八
郎
・
同
苗
格
之
助
・
瀬
田
済
之
助
・
近
藤
梶
五
郎
・
庄
司
儀
左
衛

門
、
其
外
之
も
の
共
　
去
候
二
付
人
相
書
、
左
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
塩
平
八
郎

　
　
　
　
　
人
相
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
色

一
、
年
頃
四
十
五
六
才
　
　
　
一
、
顔
細
長
く
、
白
キ
方

　
　
　
　
　
（
中
略
）

⑧右
之
者
共
当
地
井
御
領
内
二
醐
見
合
次
第
被
益
捕
、
又
者
及
仕
儀
打
捨
有
之
候
と
も

不
二
候
間
、
早
々
御
領
内
御
吟
味
有
之
、
怪
敷
も
の
入
込
候
ハ
＼
仮
令
人
違
二
三

不
苦
心
間
召
捕
、
大
坂
町
奉
行
所
江
被
差
出
候
様
右
之
趣
朝
岡
助
之
丞
を
以
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
及

塞
出
候
、
尤
各
様
溢
者
従
拙
者
可
■
通
達
之
旨
被
　
仰
付
候
条
如
斯
御
座
候
、
即

刻
御
入
達
之
上
御
見
留
様
よ
り
御
返
却
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
遠
江
守
内

　
　
　
二
月
十
九
欝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
垣
左
近
右
衛
…
門

　
　
　
　
　
諸
家
様

　
　
　
　
　
　
御
留
守
中
江

　
天
満
与
力
屋
敷
の
出
火
を
誰
が
報
知
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
出
火
を
知
っ

た
延
岡
藩
蔵
屋
敷
は
岡
藩
の
大
坂
町
奉
行
所
館
入
与
力
に
同
心
・
人
足
を
派
遣
し
、

事
情
を
伺
っ
た
（
傍
線
①
）
。
そ
の
際
、
北
組
惣
年
寄
伊
勢
鼠
子
左
衛
門
よ
り
門
変
時

出
火
二
付
御
心
得
」
と
聞
か
さ
れ
、
人
足
が
天
満
与
力
町
に
向
か
っ
た
と
こ
ろ
鎗
・

太
刀
等
抜
き
身
を
振
り
回
し
て
い
る
者
た
ち
が
い
た
た
め
近
づ
く
こ
と
が
で
き
ず
引

き
取
っ
て
き
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
（
②
）
。

　
そ
こ
で
同
藩
蔵
屋
敷
は
ま
ず
は
待
機
し
、
国
元
へ
対
応
を
伺
う
こ
と
に
し
た
、
し

か
し
そ
の
間
に
火
勢
が
強
ま
り
大
火
と
な
り
、
こ
れ
が
大
塩
平
八
郎
な
ど
に
よ
る
鴻

池
を
は
じ
め
豪
商
へ
の
焼
討
に
起
因
す
る
こ
と
を
知
っ
た
（
③
）

　
事
の
次
第
を
掌
握
し
た
頃
、
摂
津
尼
崎
藩
大
坂
蔵
屋
敷
留
守
居
よ
り
の
廻
状
が
届

い
た
（
④
）
。
廻
状
に
は
、
「
変
時
大
火
」
に
つ
き
城
代
・
両
町
奉
行
所
に
人
数
差
し
出

す
こ
と
と
（
④
一
1
）
、
手
向
か
う
者
に
対
し
て
の
打
ち
捨
て
を
許
可
す
る
旨
（
④
1
2
）

の
町
奉
行
の
差
図
が
記
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
こ
で
同
藩
蔵
屋
敷
は
城
代
中
屋
敷
に
藩
士
を
派
遣
し
、
二
十
七
陽
ま
で
同
所
に

詰
め
た
（
⑤
）
。

　
こ
の
間
、
肥
前
平
戸
藩
蔵
屋
敷
留
守
居
葉
山
佐
内
よ
り
延
岡
藩
蔵
屋
敷
詰
芳
賀
仙

左
衛
門
に
書
状
が
届
く
（
⑥
）
。
そ
れ
は
東
町
奉
行
跡
部
良
弼
の
命
に
よ
り
、
、
工
十
目

朝
か
ら
代
荘
重
西
角
を
守
衛
し
て
い
た
が
、
火
勢
が
強
ま
っ
た
た
め
芳
賀
の
出
張
、

つ
ま
り
加
勢
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
（
⑥
一
1
）
。
そ
し
て
葉
山
な
ど
平
戸
藩
士
は

鉄
炮
・
弓
・
具
足
で
武
装
し
、
玉
薬
は
町
奉
行
所
よ
り
渡
さ
れ
て
い
た
（
⑥
一
2
）
。

二
十
日
に
は
平
戸
藩
蔵
屋
敷
に
対
し
て
守
衛
の
加
勢
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
事
態
に

な
っ
て
お
り
、
藩
兵
は
武
装
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
の
平
戸
藩
蔵
屋
敷
留
守
居
の
要
請
に
応
じ
、
延
岡
藩
は
芳
賀
等
が
鉄
炮
持
参
の

上
、
平
戸
藩
蔵
屋
敷
に
加
勢
し
た
（
⑦
）
。
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そ
し
て
、
十
九
目
中
に
首
謀
者
大
塩
平
八
郎
等
の
人
相
書
と
捕
縛
を
命
じ
る
廻
状

が
尼
崎
藩
大
坂
蔵
屋
敷
留
守
居
よ
り
諸
藩
蔵
屋
敷
に
通
達
さ
れ
て
い
る
（
⑧
）
。

2
諸
藩
蔵
屋
敷

　
日
向
延
岡
藩
や
肥
前
平
戸
藩
以
外
の
諸
藩
蔵
屋
敷
も
、
城
代
・
町
奉
行
の
差
図
に

よ
り
要
所
の
警
衛
に
あ
た
っ
た
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
播
磨
姫
路
藩
は
、
老
中
の
命
を
う
け
て
三
月
三
臼
に
国
元
よ
り

出
兵
す
る
が
、
す
で
に
大
坂
は
翁
島
を
回
復
し
て
い
た
た
め
、
大
坂
入
り
す
る
こ
と

な
く
途
中
で
引
き
返
し
て
い
る
。
一
方
、
同
藩
大
坂
蔵
屋
敷
の
藩
兵
は
乱
勃
発
直
後

よ
り
所
々
の
警
衛
に
あ
た
っ
て
い
た
（
2
2
・
8
2
）
。

　
出
兵
は
「
呼
量
奉
行
跡
部
山
城
上
様
よ
り
去
月
十
九
日
彼
地
二
差
置
候
雅
楽
頭
家

来
鴨
脚
江
御
達
」
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
町
奉
行
の
人
数
差
出
命
令
を

記
す
尼
崎
留
守
居
廻
状
の
こ
と
か
、
あ
る
い
は
町
奉
行
よ
り
直
接
の
達
を
う
け
て
も

の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
命
を
う
け
て
、
十
九
艮
は
「
火
防
人
数
」
、

大
塩
～
統
に
よ
る
一
揆
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
二
十
日
に
は
武
器
を
用
意
の
う
え

出
兵
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
甲
冑
に
火
事
羽
織
を
着
た
大
坂
蔵
屋
敷
の

家
臣
は
鉄
炮
を
持
参
の
上
、
天
満
橋
北
詰
、
二
十
二
臼
に
は
東
町
奉
行
所
庭
先
を
警

衛
し
て
い
る
。
さ
ら
に
蔵
屋
敷
を
警
衛
す
る
た
め
国
元
姫
路
よ
り
藩
士
が
到
着
し
た

こ
と
を
届
け
出
た
と
こ
ろ
、
出
雲
藩
に
替
わ
っ
て
東
町
奉
行
所
西
手
の
籾
蔵
の
警
衛

を
任
さ
れ
た
。

　
加
袈
金
沢
藩
蔵
屋
敷
は
、
「
松
平
遠
江
守
愚
論
家
来
よ
り
廻
状
を
以
両
町
御
奉
行
様

よ
り
御
差
図
之
由
二
擶
今
朝
よ
り
里
馬
大
火
二
付
即
刻
人
数
差
出
聖
歌
、
尤
御
手
代

井
両
御
奉
行
所
江
人
数
相
懸
事
様
却
来
書
付
、
即
刻
同
所
詰
合
罷
在
候
家
来
点
火
防

之
手
配
を
以
人
数
差
出
」
と
、
摂
津
尼
崎
藩
大
坂
蔵
屋
敷
留
守
居
の
廻
状
に
よ
っ
て
、

藩
士
は
城
代
・
両
町
奉
行
所
の
「
火
防
」
に
つ
い
て
い
る
（
1
0
・
7
4
）
。

　
讃
岐
高
松
藩
も
尼
崎
塩
蔵
屋
敷
留
守
居
廻
状
に
よ
っ
て
城
代
・
両
町
奉
行
の
「
差

図
」
を
知
り
、
城
代
中
屋
敷
に
藩
士
を
向
か
わ
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
（
6
2
）
、
肥

前
平
戸
藩
の
「
御
城
代
屋
敷
・
両
町
奉
行
所
三
ヶ
所
之
内
江
人
数
差
出
候
様
申
来
」

（
4
6
）
伊
予
松
山
藩
「
大
坂
天
満
与
力
町
よ
り
出
火
二
付
彼
地
屋
敷
よ
り
火
消
之
人
数

差
出
候
」
（
5
2
）
、
豊
後
岡
藩
「
御
城
代
屋
敷
井
両
町
奉
行
所
之
内
江
向
人
数
差
出
候

様
達
有
之
」
（
5
4
）
、
等
々
、
誰
か
ら
の
通
達
に
よ
っ
て
行
動
を
始
め
た
の
か
記
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
尼
崎
藩
蔵
屋
敷
留
守
居
廻
状
で
は
な
く
、
町
奉
行
か
ら
直

接
、
讐
人
数
差
出
」
し
を
求
め
ら
れ
た
藩
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
各
蔵
屋
敷
が
火
災

・
異
変
を
察
知
し
て
か
ら
市
中
各
所
の
警
衛
に
動
員
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て

は
、
旨
向
延
岡
藩
の
よ
う
に
各
藩
の
史
料
か
ら
の
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
加
賀
金
沢
藩
蔵
屋
敷
も
、
播
磨
姫
路
藩
蔵
屋
敷
と
同
じ
く
、
十
九
日
は
「
火
防
」
、

二
十
臼
は
「
飛
道
具
為
持
人
数
」
を
差
し
出
し
て
い
る
。
「
火
防
」
か
ら
弓
・
鉄
炮
へ

の
武
装
と
い
う
変
化
が
い
つ
起
こ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
飛
道
具
に
よ
る
武

装
は
東
町
奉
行
跡
部
良
弼
の
命
に
よ
る
が
、
そ
れ
は
町
奉
行
単
独
の
判
断
と
言
う
よ

り
も
城
代
の
許
可
を
得
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
飛
道
具
に
よ
っ
て
武
装
し
た
諸
藩
蔵
屋
敷
の
藩
士
は
城
代
・
両
町
奉
行
所
等
幕
府

役
所
・
屋
敷
や
市
中
要
所
の
警
衛
に
あ
た
っ
た
。
伊
予
大
洲
藩
は
天
満
橋
口
の
守
衛

（
5
6
）
、
出
雲
松
江
藩
は
東
町
奉
行
所
の
北
龍
籾
蔵
、
後
手
馬
場
・
庭
先
（
2
1
・
8
5
）
、

伊
予
松
山
藩
は
東
町
奉
行
所
牢
屋
敷
門
前
、
同
町
奉
行
役
宅
裏
手
、
大
坂
城
番
場
入

口
往
還
、
天
満
橋
等
（
5
2
）
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
蔵
屋
敷
の
藩
士
は
伊
予
大
洲
藩
「
飛
道
具
持
参
、
東
町
奉
行
所
江
相
等
采
5
6
）

の
よ
う
に
、
ま
ず
は
東
町
奉
行
所
に
集
ま
り
、
そ
の
後
、
各
所
の
警
衛
を
命
じ
ら
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
東
町
奉
行
所
は
大
川
を
挟
ん
で
天
満
与
力
町
の
対
岸
に
位
置

し
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
が
幕
府
の
指
揮
の
中
心
地
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
冬
蔦
留
』

の
記
述
か
ら
は
、
集
ま
っ
た
蔵
屋
敷
藩
兵
に
対
す
る
差
図
も
町
奉
行
跡
部
良
弼
が
行
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つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
『
浮
世
の
有
様
』
等
で
狼
狽
し
た
と
評
さ
れ
る

同
人
の
姿
と
は
異
な
る
。
大
塩
の
乱
に
お
け
る
跡
部
良
弼
の
行
動
と
役
割
に
つ
い
て

は
、
一
次
史
料
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
幕
府
へ
の
届
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
諸
藩
蔵
屋
敷
は
城
代
・
町
奉
行

の
指
図
に
従
う
だ
け
で
な
く
、
互
い
に
加
勢
を
要
請
し
、
音
入
与
力
や
出
入
商
人
の

も
と
に
出
向
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
美
作
津
山
藩
蔵
屋
敷
は
、
城
代
・

町
奉
行
の
指
図
に
従
い
藩
士
が
出
熱
川
す
る
と
と
も
に
、
「
御
館
入
山
本
三
次
郎
・
鴻
池

庄
丘
ハ
衛
…
・
紙
屋
光
宅
等
危
趣
二
付
是
又
人
数
差
出
扁
し
て
い
る
。

3
　
蔵
屋
敷
の
武
力

　
こ
の
よ
う
に
諸
藩
蔵
屋
敷
は
城
代
・
町
奉
行
の
命
を
う
け
て
要
所
の
警
衛
に
あ
た

っ
た
が
、
蔵
屋
敷
の
武
力
は
総
じ
て
手
薄
で
あ
っ
た
。

　
筑
前
福
岡
藩
蔵
屋
敷
は
町
奉
行
跡
部
良
弼
に
よ
る
町
奉
行
所
の
警
衛
命
令
に
対
し

て
、
門
同
所
江
召
置
候
家
来
ハ
非
常
之
手
当
筋
二
差
遣
置
候
儀
二
も
無
之
候
付
、
飛
道

具
等
無
之
候
間
鉄
炮
借
用
致
し
度
旨
申
勲
爵
処
、
先
鎗
持
参
罷
出
候
様
と
の
儀
偏
（
5
5
）

と
、
蔵
屋
敷
は
門
非
常
手
当
」
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
、
蔵
屋
敷
で
は
鉄
炮
・
弓
等

の
飛
道
具
を
所
持
し
て
い
な
い
こ
と
、
ゆ
え
に
出
兵
に
際
し
て
累
算
は
町
奉
行
に
鉄

炮
の
借
用
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
安
芸
広
島
藩
は
「
蔵
屋
敷
之
儀
二
蒲
鉄
炮
等
差
忙

種
申
、
人
少
扁
（
1
5
）
、
讃
岐
高
松
藩
は
「
蔵
屋
敷
之
儀
二
付
格
別
人
数
差
置
不
申
」
（
6
2
）
、

等
々
、
対
応
に
苦
慮
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
日
向
延
間
々
蔵
屋
敷
も
十
分
な
武
力
を
保
持
し
て
い
な
か
っ
た
。
　
「
東
町
御
奉
行

よ
り
諸
家
江
圃
メ
御
頼
有
之
候
由
之
処
、
大
坂
役
所
定
渡
御
鉄
炮
・
塗
弓
等
損
、
用

立
兼
」
と
武
力
の
不
十
分
さ
を
認
識
し
た
同
感
は
、
「
引
替
井
御
兵
具
頭
髪
為
御
御
登

之
儀
」
と
国
元
よ
り
大
坂
蔵
屋
敷
へ
の
武
器
移
送
を
検
討
し
、
四
匁
筒
鉄
炮
追
認
・

塗
弓
五
聖
・
御
小
姓
具
足
総
領
等
が
国
元
で
用
意
さ
れ
た
。
大
坂
蔵
屋
敷
が
現
有
す

る
鉄
炮
は
八
匁
筒
五
挺
で
あ
っ
た
が
、
国
元
で
は
用
意
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
四
匁

筒
一
〇
挺
の
内
五
挺
を
八
匁
筒
と
交
換
し
、
五
挺
を
増
強
す
る
こ
と
で
対
応
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
ま
た
塗
弓
も
三
張
が
交
換
分
、
二
張
は
増
強
分
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
延
岡
藩
は
、
先
手
一
〇
人
を
増
援
し
よ
う
と
す
る
が
、
大
塩
一
統
の
捕
縛

等
が
報
知
さ
れ
た
た
め
見
送
ら
れ
て
い
る
。

　
江
戸
屋
敷
が
拝
領
屋
敷
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
大
坂
蔵
屋
敷
は
町
人
屋
敷
の
名
義

を
借
り
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
動
員
を
か
け
ら
れ
た
諸
藩
蔵
屋
敷
が

「
非
常
之
手
当
」
を
備
え
て
い
な
い
と
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
よ
う
に
、
軍
役
に
対

応
で
き
る
よ
う
な
武
力
も
、
人
員
も
お
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
が
江
戸
屋
敷

と
の
大
き
な
違
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
こ
と
は
大
坂
城
代
・
町
奉
行
も
よ
く
承
知
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
肥
前
平
戸

藩
の
加
勢
に
対
し
て
、
町
奉
行
は
「
厚
ク
御
挨
拶
、
直
々
御
代
官
所
西
ノ
角
焼
跡
手

薄
二
枚
固
メ
候
様
御
母
」
（
前
掲
史
料
⑥
1
1
）
と
い
う
対
応
を
と
っ
て
い
る
。

四
　
畿
内
・
近
国
藩
と
蔵
屋
敷
の
武
力

　
『
諸
用
留
』
は
諸
藩
か
ら
の
幕
府
へ
の
届
で
あ
り
、
日
向
延
岡
藩
蔵
屋
敷
の
よ
う

に
諸
藩
側
の
史
料
に
基
づ
い
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

大
塩
の
乱
に
お
け
る
畿
内
・
近
國
藩
、
大
坂
蔵
屋
敷
の
動
向
に
つ
い
て
一
定
の
見
通

し
と
、
検
討
す
べ
き
課
題
の
提
示
は
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
鎮
圧
の
た
め
大
坂
市
中
に
派
兵
し
た
畿
内
・
近
国
藩
は
、
い
ず
れ
も
城
持
で
あ
っ

た
。
摂
津
尼
崎
藩
は
通
常
の
火
災
の
対
応
通
り
自
由
の
判
断
で
大
坂
入
り
し
、
大
坂

城
堀
際
に
詰
め
た
こ
と
。
大
和
郡
山
藩
も
交
通
の
要
衝
で
あ
る
暗
峠
ま
で
は
自
運
の

判
断
で
出
向
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
。
城
代
は
摂
津
尼
崎
藩
・
和
泉
岸
和
田
藩
の
大

坂
火
消
二
藩
に
加
え
て
、
京
都
火
消
を
担
う
摂
津
高
槻
藩
に
も
出
兵
を
求
め
た
こ
と
。
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高
槻
藩
は
京
都
警
衛
を
理
由
に
多
勢
の
加
勢
を
断
っ
て
い
る
こ
と
。
丹
波
山
中
と
城

州
山
崎
の
警
衛
は
京
都
所
司
代
が
丹
波
亀
山
藩
・
丹
波
園
部
藩
・
大
和
郡
山
藩
・
近

江
膳
所
藩
・
山
城
淀
藩
・
摂
津
高
槻
藩
に
命
じ
て
い
る
こ
と
。
大
坂
市
中
や
山
崎
に

お
け
る
現
場
で
は
町
奉
行
が
諸
藩
を
指
示
す
る
こ
と
。

　
こ
れ
ら
は
、
幕
府
の
畿
内
・
近
国
支
配
、
と
り
わ
け
軍
事
的
役
割
と
い
う
点
で
、

畿
内
・
近
国
藩
を
一
律
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
統
合

的
支
配
で
あ
っ
た
が
、
現
地
で
の
指
揮
系
統
は
異
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
動
員

に
あ
た
っ
て
は
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
確
定
す
る
い
わ
ゆ
る
「
支
配
国
」
の
枠
組

を
ふ
ま
え
て
い
る
と
い
う
点
で
、
「
支
配
国
」
の
意
味
も
考
え
さ
せ
て
く
れ
よ
う
。

　
｝
方
で
大
坂
に
近
接
す
る
も
の
の
、
京
都
警
衛
に
関
わ
る
摂
津
高
槻
藩
に
は
城
代

・
所
司
代
の
双
方
か
ら
出
兵
の
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
支
配
国
」
と
い
う

枠
組
だ
け
で
は
幕
府
の
畿
内
・
近
国
支
配
が
捉
え
き
れ
な
い
こ
と
も
教
え
て
く
れ
る
。

幕
府
の
畿
内
・
近
国
支
配
に
お
け
る
高
槻
藩
の
位
置
づ
け
は
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ

ろ
う
。
ま
た
暗
峠
に
出
兵
し
た
大
和
郡
山
藩
も
藩
主
在
国
中
で
あ
っ
た
た
め
の
行
動

か
は
検
討
を
要
す
る
も
の
の
、
京
都
火
消
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
畿
内
・
近
国
に

お
け
る
同
藩
の
位
置
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
。

　
城
代
・
所
司
代
が
「
支
配
国
」
の
枠
組
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
江
戸
の

老
中
は
播
磨
姫
路
藩
・
丹
波
篠
山
藩
・
摂
津
尼
崎
藩
・
大
和
郡
山
藩
・
和
泉
岸
和
田

藩
の
五
藩
に
出
兵
を
命
じ
て
い
る
。
藩
主
が
在
国
し
て
い
た
の
は
大
和
郡
山
藩
・
和

泉
岸
和
田
藩
の
二
藩
で
あ
っ
た
が
、
「
支
配
国
扁
に
関
係
な
く
、
五
藩
に
出
兵
が
命
じ

ら
れ
た
こ
と
は
江
戸
と
畿
内
・
近
国
で
は
畿
内
・
近
国
藩
に
対
す
る
認
識
が
異
な
っ

て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。

　
畿
内
・
近
国
藩
お
よ
び
大
坂
蔵
屋
敷
に
は
二
月
十
九
隅
に
「
人
数
差
出
扁
が
命
じ

ら
れ
て
い
る
が
、
当
初
は
「
火
防
駄
で
あ
り
、
そ
の
後
武
装
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う

展
開
は
、
鎮
圧
し
た
幕
府
側
か
ら
大
塩
の
乱
を
位
置
付
け
る
と
き
の
重
要
な
視
点
、

換
雷
す
れ
ば
武
力
行
使
が
い
つ
解
禁
さ
れ
た
の
か
は
大
塩
の
乱
の
位
置
づ
け
に
も
関

わ
る
重
要
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
甲
冑
之
上
江
火
事
羽
織
着
用
罷
出
」
（
2
1
）
、

「
甲
轡
之
上
火
事
羽
織
着
用
人
数
召
連
」
（
2
2
）
、
「
火
事
羽
織
下
着
込
着
人
数
差
出
」

（
3
9
）
、
そ
し
て
「
洛
中
者
火
事
具
、
途
中
者
当
用
二
崩
補
整
様
子
次
第
」
（
1
7
）
等
々
、

大
坂
城
代
・
京
都
所
司
代
と
も
に
甲
冑
の
着
用
に
は
慎
重
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
静
諦

を
取
戻
し
た
大
坂
に
武
装
兵
が
入
る
こ
と
が
忌
避
さ
れ
て
い
る
。
大
塩
の
乱
か
ら
二

七
年
後
の
禁
門
の
変
に
お
い
て
、
戦
闘
態
勢
に
入
っ
た
武
士
の
姿
に
庶
民
が
驚
い
た

よ
う
に
、
戦
闘
態
勢
を
調
え
た
武
装
兵
の
存
在
自
体
が
、
人
々
を
不
安
に
陥
れ
る
要

因
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
火
防
」
か
ら
武
装
へ
の
転
換
、
そ
し
て
武
力
蜂
起

と
な
り
、
武
力
で
対
抗
す
る
こ
と
に
な
っ
た
大
塩
の
乱
の
意
味
は
、
「
平
時
」
か
ら
「
戦

時
扁
へ
の
移
行
と
い
う
点
か
ら
も
位
置
付
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
大
塩
の
乱
は
、
畿
内
・
近
国
に
お
け
る
軍
事
指
揮
系
統
を
検
討
す
る
素
材
で
も
あ

る
。
本
稿
で
は
十
分
な
区
別
が
で
き
て
い
な
い
が
、
城
代
・
町
奉
行
の
「
達
」
に
対

し
て
畿
内
・
近
国
藩
、
蔵
屋
敷
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
、
指
揮
下
に
入
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
「
跡
部
山
城
守
様
よ
り
安
芸
守
同
所
屋
敷
江
差
置
酒
家
来
方
江
以
御
使
者

昨
今
之
変
時
好
賊
之
者
共
及
乱
妨
候
付
、
武
器
用
意
加
勢
之
薬
事
頼
被
仰
越
候
」
（
1
5

・
7
9
）
、
「
奉
行
所
御
役
宅
内
固
メ
可
申
夏
山
城
守
様
御
国
被
仰
聞
」
（
飯
・
8
5
）
、
門
御

使
者
を
以
残
党
防
衛
手
当
武
器
用
意
罷
出
護
岸
御
幣
申
来
」
（
2
2
・
8
6
）
等
々
、
町
奉

行
は
蔵
屋
敷
に
対
し
て
出
兵
を
「
頼
」
と
い
う
あ
り
方
は
、
蔵
屋
敷
の
武
力
の
意
味

を
考
え
さ
せ
よ
う
。

　
大
塩
の
乱
の
鎮
圧
で
は
、
玉
造
口
定
番
与
力
坂
本
下
之
助
に
代
表
さ
れ
る
両
定
番

の
働
き
が
大
き
か
っ
た
。
ま
た
狼
狽
し
た
と
評
さ
れ
る
東
町
奉
行
跡
部
良
弼
も
、
諸

藩
に
適
宜
指
示
を
下
し
て
い
る
。
『
諸
子
留
』
か
ら
は
、
大
坂
山
里
加
番
で
あ
る
土
井

利
忠
が
城
代
の
命
に
よ
り
京
橋
内
定
番
屋
敷
を
嘗
め
た
こ
と
（
3
・
6
7
）
、
幕
府
の
焔

硝
蔵
が
所
在
し
た
摂
津
国
豊
島
郡
長
言
寺
村
に
鉄
炮
奉
行
が
来
村
し
、
領
主
で
あ
る

！1！



上
総
飯
野
藩
の
浜
村
陣
屋
に
加
勢
を
要
請
し
た
こ
と
（
5
7
）
な
ど
も
知
ら
れ
、
鎮
圧
に

至
る
ま
で
幕
府
諸
役
人
や
諸
藩
に
さ
ま
ざ
ま
な
指
示
が
下
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。
非
常
事
態
で
は
あ
る
が
、
こ
の
指
揮
系
統
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
大
坂
に

お
け
る
幕
府
支
配
機
構
の
研
究
は
一
層
の
深
み
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
諸
藩
蔵

屋
敷
の
動
向
も
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
大
塩
の
乱
の
鎮
圧
過
程
を
考
え
る
こ
と
は
、
膨
大
か
つ
豊
か
な
蓄
積
を
持
つ
大
塩

研
究
の
主
流
か
ら
外
れ
る
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
幕
府
軍
、
畿
内
・
近
国
藩
、
蔵
屋
敷

を
動
員
し
た
武
力
発
動
と
い
う
点
で
、
大
塩
の
乱
は
「
平
和
」
な
近
世
に
お
け
る
軍

事
体
制
を
考
え
る
重
要
な
対
象
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

8
明
治
大
学
博
物
館
所
蔵
内
藤
家
文
書
「
夢
野
　
大
坂
御
徒
目
付
所
」
『
明
治
大
学

　
所
蔵
内
藤
家
文
書
今
若
』
一
九
六
五
、
請
求
番
号
・
第
一
部
｛
一
濤
記
　
六
六

　
一
三
）
。

9
同
右
、
門
天
保
年
間
大
坂
状
案
詞
」
（
請
求
番
号
・
第
一
部
一
五
大
坂
状
案
詞

　
一
〇
）
。

l12

1
松
永
友
和
「
大
塩
の
乱
後
の
坂
本
鉱
之
助
に
つ
い
て
i
〈
武
〉
〈
知
〉
〈
家
〉
の
視
点
か
ら

　
一
」
（
『
大
塩
平
八
郎
の
総
合
的
研
究
』
、
和
泉
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
。
岩
城
車
二
「
下

　
級
武
士
の
身
分
上
昇
f
大
塩
の
乱
と
能
勢
騒
動
に
お
け
る
武
功
1
」
（
『
大
塩
研

　
究
』
八
○
、
二
〇
一
九
年
掲
載
予
定
）
。

2
横
獺
冬
彦
門
『
非
領
国
』
に
お
け
る
譜
代
大
名
」
（
『
地
域
史
研
究
』
二
九
一
二
、

　
二
〇
〇
〇
年
）
。

3
『
諸
用
留
』
に
つ
い
て
は
、
本
書
所
収
の
拙
稿
「
『
諸
用
留
』
に
記
録
さ
れ
る
畿

　
内
・
近
国
支
配
お
よ
び
畿
内
・
近
国
大
名
関
係
文
書
」
で
述
べ
て
い
る
。

4
拙
著
『
近
世
畿
内
・
近
国
支
配
の
構
造
』
（
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
、
藤
本
仁

　
文
『
将
軍
権
力
と
近
世
国
家
』
（
塙
書
房
、
二
〇
一
八
年
）
。

5
浅
草
文
庫
に
つ
い
て
は
、
樋
口
秀
雄
「
浅
草
文
庫
の
創
立
と
景
況
」
（
『
参
考
書

　
誌
研
究
』
四
、
　
一
九
七
二
年
）
。

6
前
掲
4
拙
著
。

7
尼
崎
市
史
編
纂
過
程
で
収
集
さ
れ
た
「
火
消
御
人
数
行
列
数
」
・
「
追
手
・
玉
造

　
・
京
橋
御
固
の
節
御
先
手
斗
固
数
偏
。



　
　
　
凡
例

、
史
料
の
体
裁
は
一
部
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
。

、
漢
宇
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
宇
を
用
い
た
が
、
固
有
名
詞
な
ど
、
　
一
部
原
文
の

ま
ま
使
用
し
た
。

・
か
な
は
現
行
の
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
を
用
い
た
が
、
江
・
茂
・
者
な
ど
の
一

部
の
助
詞
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。

一
、
合
字
は
平
仮
名
に
改
め
た
。

一
、
朱
書
は
、
『
　
』
で
示
し
た
。

｝
、
読
解
上
、
疑
問
は
残
る
も
の
の
原
文
通
り
と
す
る
部
分
に
は
（
マ
マ
）
、
推
定
判

読
し
た
部
分
に
は
（
難
読
ヵ
）
を
右
傍
に
付
し
た
。

、
原
文
で
訂
正
さ
れ
、
判
読
不
明
な
箇
所
は
麗
と
し
た
。

、
『
右
同
断
』
に
つ
い
て
は
、
＊
に
そ
の
内
容
を
記
し
た
。

天
保
八
年
三
月
（
八
冊
）
「
届
留
」

1
【
摂
津
高
槻
藩
主
永
井
直
与
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
坂
城
代
・
下
総
古
河
藩
二
士
井
利
位
）

　
　
『
宏
月
十
九
潤
大
坂
表
出
火
、
一
揆
及
乱
妨
候
付
加
勢
人
数
可
差
出
旨
土
井
大
炊
頭
よ
り
申

　
　
　
越
、
人
数
途
中
迄
罷
越
候
無
二
付
屈
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
朔
瞬
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
永
井
飛
騨
守
』

一
、
一
昨
十
九
照
巳
刻
頃
大
坂
表
出
火
之
処
追
々
大
火
二
相
成
、
其
上
与
力
共
之
内

　
一
揆
及
乱
妨
三
二
付
武
具
着
用
、
加
勢
人
数
可
差
出
旨
同
日
夜
御
城
代
土
井
大
炊

　
頭
よ
り
申
越
三
三
、
私
儀
京
都
警
衛
之
手
当
茂
有
之
候
付
多
人
数
難
差
出
想
望
相

　
断
、
別
紙
之
通
人
数
差
出
途
中
迄
罷
越
一
処
、
火
鎮
、
徒
党
之
者
共
逃
去
候
付
人

数
繰
戻
候
様
大
炊
頭
よ
り
申
越
三
間
人
数
引
取
候
、

　
　
二
月
廿
一
臼

『
朔
日
出
、
左
之
人
数
書
共
二
通
、
翌
臼
持
出
』

『
人
数
書
』

此
段
御
届
申
上
坐
、
以
上

　
　
　
　
　
永
井
飛
騨
守

『
三
月
朔
覇
』

　
　
『
永
井
飛
騨
守
』

覚

惣
奉
行

　
　
壱
人

物
頭

　
　
弐
人

目
付

　
　
壱
人

使
番

　
　
壱
人

給
人

1！3



　
　
惣
人
数

　
　
　
三
百
拾
人

右
端
通
差
出
申
候
、
以
上

　
二
月
廿
一
目

六
人

士　
　
弐
拾
七
人

医
師

　
　
壱
人

小
役
入

　
　
拾
弐
人

足
軽

　
　
六
拾
人

2
【
播
磨
姫
路
藩
主
酒
井
忠
学
よ
り
届
】

　
　
『
此
度
於
大
坂
徒
党
之
好
賊
放
火
乱
妨
二
及
候
付
、
土
井
大
炊
頭
よ
り
彼
十
二
差
置
候
家
来

　
　
　
之
者
江
達
有
之
、
人
数
差
出
、
且
大
塩
平
八
郎
其
外
　
去
候
付
町
奉
行
よ
り
人
根
書
彬
渡
、

　
　
　
捕
方
申
渡
候
儀
二
付
属
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
槻
潤
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
酒
井
雅
楽
頭
』

一
、
此
度
於
大
坂
徒
党
之
好
賊
放
火
乱
妨
二
及
候
次
第
二
一
、
御
城
代
土
井
大
炊
頭

　
よ
り
彼
地
二
差
置
候
家
来
之
者
江
達
有
之
候
付
早
速
居
合
之
人
数
差
出
候
処
、
徒

　
党
之
筆
者
追
々
被
召
捕
候
由
二
候
得
共
、
大
塩
平
八
郎
・
大
塩
格
之
助
．
瀬
田
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
窪
）

　
之
助
・
渡
辺
良
左
衛
門
・
近
藤
梶
五
郎
・
庄
司
儀
右
衛
門
　
去
候
付
、
町
奉
行
よ

　
り
人
相
書
相
渡
、
彼
地
船
着
場
所
海
髪
敷
可
致
吟
味
、
且
仮
令
人
違
二
戸
粗
鉱
苦
候

　
問
召
捕
可
申
男
達
有
之
候
、
尤
人
相
書
量
地
よ
り
早
速
在
所
江
申
達
候
由
、
其
旨

　
浦
々
江
都
重
二
吟
味
申
付
、
臨
写
船
県
単
請
早
牛
早
速
捕
押
へ
瞥
見
申
渡
候
段
在

所
家
来
之
者
よ
り
去
月
廿
二
臼
之
β
附
二
爾
申
越
候
付
、

　
　
三
月
朔
日

『
朔
臼
出
、
翌
日
持
出
』

此
段
御
届
申
候
、
以
上

　
　
酒
井
雅
楽
頭

3
【
大
坂
山
里
加
番
・
越
前
大
野
藩
主
土
井
利
忠
よ
り
届
】

　
　
『
去
月
十
九
羅
大
坂
出
火
徒
党
相
企
候
者
茂
有
之
由
二
付
、
翌
廿
賑
京
橋
内
御
手
薄
二
付
御

　
　
　
定
番
屋
敷
周
申
渡
、
人
数
召
連
相
詰
可
申
段
土
井
大
炊
頭
よ
り
達
有
之
候
儀
二
付
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
凱
月
二
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
土
井
能
登
守
臨

一
、
　
一
昨
十
九
目
朝
大
坂
天
満
辺
よ
り
出
火
、
翌
廿
日
迄
火
鎮
不
申
、
其
上
徒
党
相

　
企
候
者
茂
有
之
候
由
二
付
、
岡
日
夕
差
懸
京
橋
内
御
手
薄
二
付
御
定
番
屋
敷
固
被

　
仰
付
、
尤
人
数
召
連
相
詰
可
申
段
土
井
大
炊
頭
よ
り
達
御
座
候
付
、
人
数
召
連
相

　
詰
申
候
、
此
段
御
届
申
上
候
、
以
上

　
　
　
二
月
廿
一
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
井
能
登
守

『
同
断
』
　
＊
コ
一
日
出
、
翌
日
持
出
偏

4
【
丹
波
亀
山
藩
主
松
平
信
豪
よ
り
届
】

　
　
『
大
坂
表
徒
党
之
者
共
丹
波
山
奥
二
立
籠
候
風
聞
有
之
候
付
、

　
　
　
様
松
平
伊
豆
守
・
梶
野
土
佐
守
よ
り
達
有
之
候
儀
二
付
届
』

武
器
人
数
用
意
い
た
し
置
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
二
二
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
松
平
紀
伊
守
』

去
月
一
三
日
所
愚
詠
松
平
伊
豆
守
殿
よ
り
家
来
三
者
腰
縄
、
今
度
大
坂
表
大
火
、

且
零
時
有
之
、
大
躰
鎮
候
得
共
徒
党
之
者
共
丹
波
山
奥
目
立
深
寝
風
聞
有
之
候
旨
、

右
御
城
代
土
井
大
炊
頭
よ
り
伊
豆
守
殿
江
申
遣
、
弥
駕
籠
候
者
猶
又
大
坂
表
よ
り

申
越
次
第
山
崎
江
京
町
奉
行
梶
野
土
佐
守
出
張
可
有
之
候
間
、
左
候
者
壱
番
手
武

器
用
意
、
由
崎
江
漉
油
可
差
出
愚
輩
汰
可
有
之
候
二
付
、
其
用
意
可
致
耳
隠
御
内

1！4



意
之
旨
公
用
人
を
以
御
達
有
之
候
、
且
又
梶
野
土
佐
守
よ
り
茂
同
封
家
来
之
者
呼

出
、
口
達
書
を
以
前
段
徒
党
及
乱
妨
候
好
賊
共
摂
州
神
峯
山
寺
二
立
籠
居
候
風
聞

有
之
、
右
辺
城
州
山
崎
辺
手
近
二
付
、
其
次
第
二
寄
奉
行
所
よ
り
達
次
第
不
時
二

人
数
差
出
可
申
越
積
致
用
意
居
候
様
所
司
代
よ
り
茂
御
達
可
有
之
哉
二
候
得
共
、

手
組
茂
可
有
之
、
黒
潮
次
第
二
寄
出
講
之
者
よ
り
申
聞
皇
考
速
二
手
配
詠
嘆
旨
達

有
之
候
、
依
之
人
数
相
揃
武
器
用
意
罷
工
心
霊
在
所
役
人
共
よ
り
申
越
候
、
此
段

以
使
者
御
惚
申
上
候
、
以
上

　
　
三
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
紀
伊
守

『
同
断
』
　
＊
「
二
戸
出
、
翌
日
逆
心
」

5
【
丹
波
亀
山
藩
主
松
平
信
豪
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
老
中
・
丹
後
宮
津
藩
主
本
庄
宗
発
）

　
　
『
松
平
紀
伊
守
勝
手
よ
り
差
出
候
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
塩
竃
』

　
去
ル
十
九
日
五
時
大
坂
天
満
与
力
町
大
塩
平
八
郎
宅
よ
り
出
火
、
追
々
及
大
火
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
摂
津
高
槻
藩
主
永
井
直
与
）

　
且
変
時
有
之
、
右
二
付
土
井
大
炊
頭
よ
り
永
井
飛
騨
守
江
甲
留
着
用
、
加
勢
人
数

　
差
出
候
様
相
達
候
趣
京
都
二
差
置
候
家
来
三
者
よ
り
申
越
候
、
不
容
易
儀
二
付
下

　
速
大
炊
頭
江
使
者
差
出
候
処
、
大
手
御
番
所
諸
役
人
具
足
着
用
二
付
差
出
三
家
来

　
之
者
茂
同
様
用
意
可
致
哉
之
旨
番
士
江
承
合
候
処
、
着
用
可
致
旨
差
四
二
付
、
則

　
相
用
雪
囲
段
在
所
役
人
共
よ
り
申
越
候
、
此
段
御
聞
置
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　
三
月
二
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
紀
伊
守

『
同
断
』
　
＊
「
二
口
出
、
翌
日
持
繊
偏

　
　
引
取
可
陰
腹
土
井
大
炊
頭
よ
り
達
有
之
、
人
数
追
々
帰
着
之
旨
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
鷺
月
三
日
隠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
松
平
甲
斐
守
』

当
十
九
β
辰
下
刻
大
坂
天
満
与
力
町
よ
り
出
火
之
親
臨
大
火
候
之
趣
口
付
、
兼
弼

用
意
之
～
番
手
人
数
差
出
候
処
、
　
御
城
近
辺
迄
出
火
、
御
場
所
柄
大
切
之
様
子

　
二
有
之
段
一
番
手
人
数
よ
り
申
越
候
付
二
番
前
人
数
差
出
、
引
続
三
番
手
人
数
倉

銀
峠
迄
差
出
置
、
使
者
を
以
翌
廿
日
朝
土
井
大
炊
頭
涯
御
用
筋
も
有
之
候
者
可
申

聞
旨
申
達
候
之
処
、
同
日
九
時
過
以
書
付
出
火
最
早
鎮
り
寄
り
二
者
相
成
候
得
共
、

折
角
心
配
人
数
差
出
候
儀
二
付
追
手
先
迄
可
差
出
旨
、
尤
江
戸
表
江
茂
言
上
可
致

段
相
達
候
、
依
之
早
々
一
番
手
・
二
番
手
人
数
追
手
先
迄
繰
込
申
候
、
尤
弓
・
鉄

炮
等
致
用
意
候
趣
茂
申
達
候
処
、
此
度
者
出
火
爾
巳
二
も
無
之
、
異
変
之
儀
二
付
弓

　
・
鉄
炮
等
早
々
繰
入
候
様
相
達
候
間
、
差
図
之
通
追
手
北
之
方
御
堀
際
固
罷
節
候
、

三
番
手
人
数
重
役
之
者
引
纏
玉
造
口
迄
拍
罷
細
江
、
同
夜
九
時
頃
大
炊
頭
家
来
之

者
場
所
江
申
聞
候
者
追
々
消
火
二
茂
及
候
得
共
夜
中
乱
吟
ハ
固
居
候
様
何
れ
明
朝
否

之
儀
可
申
達
旨
申
聞
、
同
廿
　
日
晩
七
時
過
人
数
之
内
よ
り
壱
人
差
出
驚
歎
申
越

新
付
使
番
罷
二
巴
処
、
追
々
消
火
二
二
及
、
無
二
大
雨
二
も
有
之
置
付
園
人
数
引

取
可
申
旨
相
達
候
之
間
、
廿
一
日
夜
五
半
時
頃
迄
二
人
数
追
々
致
帰
着
候
、
此
段

御
届
申
上
関
、
以
上

　
　
二
月
廿
三
重
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
甲
斐
守

『
三
臼
嵐
、
左
之
人
数
書
共
二
通
、
即
臼
御
持
鳩
駈

『
人
数
書
臨

『
三
月
三
潤
』

　
　
『
松
平
甲
斐
守
』

6

【
大
和
郡
山
藩
主
柳
沢
保
泰
よ
り
届
】

　
『
去
月
十
九
潤
大
坂
大
火
翁
付
用
意
之
人
数
差
繊
候
処
、

同
廿
一
日
及
消
火
二
茂
候
付
人
数

…
番
手

　
物
頭

壱
騎
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使
番

　
　
囲
付

　
　
注
進
役
兼

　
　
用
金
方

　
　
徒
潤
付

二
番
手

　
　
番
頭

　
　
物
頭

　
　
使
番

　
　
注
進
役
兼

　
　
用
金
方

　
　
医
者

　
　
走
目
寸

　
　
そ
　
　
　
イ

　
　
厩
小
頭

三
番
手

　
　
年
寄

　
　
物
頭

　
　
番
方
組
頭

　
　
馬
廻

　
　
大
小
姓

　
　
武
具
方

具
足
師

武
具
師

弐壱三壱弐
人人騎騎騎

壱壱壱壱弐壱壱壱
人人人人騎騎騎騎

五五壱壱壱
人人騎騎騎

三
人

壱
人

壱
人

以
上

徒
擦
付
組
頭

徒
目
付

用
金
方

中
間
小
頭

代
官
手
代

物
書

壱
人

壱
人

壱
人

壱
人

壱
人

壱
人

7
【
大
和
郡
山
一
五
万
石
余
藩
主
柳
沢
保
泰
よ
り
届
】

　
　
『
去
月
十
九
臼
大
坂
表
出
火
深
処
徒
党
及
乱
妨
候
者
有
之
、
南
都
奉
行
与
力
よ
り
家
来
江
以

　
　
　
書
取
相
達
、
倉
銀
峠
迄
人
数
差
繊
置
候
旨
屈
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
三
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
松
平
甲
斐
守
』

　
於
南
都
奉
行
所
与
力
よ
り
私
家
来
江
相
渡
候
書
取
、
左
之
通

　
　
大
坂
表
一
昨
十
九
日
よ
り
大
火
、
右
者
自
火
二
蔀
者
無
之
、
徒
党
及
乱
妨
候
も
の

　
　
有
之
哉
二
風
聞
有
之
候
得
共
取
留
候
儀
茂
無
之
処
、
昨
廿
日
夜
彼
地
与
力
よ
り

　
　
及
乱
妨
候
好
賊
大
坂
町
御
三
行
元
組
力
大
塩
平
八
郎
、
同
苗
格
之
助
、
瀬
田
済

　
　
之
助
、
同
組
岡
心
渡
辺
良
左
衛
門
・
近
藤
梶
五
郎
・
庄
鋼
義
左
衛
門
、
其
外
之

　
　
も
の
共
追
々
厳
敷
捕
方
手
配
申
付
候
処
、
多
分
　
去
候
哉
、
今
以
生
死
難
分
、

　
　
次
第
二
罐
者
当
地
江
立
入
善
哉
茂
難
斗
問
、
格
別
厚
ク
手
配
之
上
召
捕
引
渡
候
様

　
　
致
度
、
万
一
及
手
向
候
ハ
＼
其
仕
儀
次
第
打
捨
二
取
斗
候
面
も
不
苦
旨
申
越
候

　
　
問
、
和
州
在
町
厳
敷
致
手
配
、
国
境
闇
峠
辺
、
其
外
江
拙
者
共
仲
間
之
内
出
張
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居
候
、
右
者
不
容
易
異
変
之
儀
二
付
急
速
人
数
入
用
之
儀
茂
自
然
有
之
候
ハ
＼

　
出
役
先
、
又
者
御
役
所
よ
り
可
及
御
懸
合
候
間
、
及
臨
時
差
支
無
之
様
取
斗
御

　
座
候
様
致
度
、
丹
下
在
府
中
二
候
得
共
兼
崩
申
越
置
候
趣
茂
御
座
候
間
此
段
及

　
御
懸
合
置
候
、
尤
右
及
御
三
合
候
趣
者
京
都
町
奉
行
衆
江
申
達
、
在
府
丹
下
方
江

　
も
可
申
遣
儀
二
御
座
候

　
　
但
、
弓
・
鉄
炮
等
品
二
郎
借
用
之
儀
可
及
御
配
合
も
難
斗
候
問
、
此
段
も
御

　
　
承
知
置
被
下
度
候
事

　
酉

　
　
二
月
廿
一
日

　
右
之
通
誓
紙
候
、
其
後
南
都
よ
り
倉
銀
峠
江
致
出
役
居
候
者
共
人
少
二
付
、
人

　
数
差
出
置
呉
候
様
猶
又
家
来
之
者
江
申
聞
候
付
、
為
手
充
同
所
迄
弓
・
鉄
炮
・

　
長
柄
等
致
用
意
人
数
差
出
置
申
候
、
此
段
御
届
申
症
候
、
以
上

　
　
二
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
甲
斐
守

『
同
断
』
　
＊
「
三
日
出
、
左
之
人
数
書
共
二
通
、
即
日
御
持
出
」

以
上

本
宮
手
代

壱
人

8
【
大
和
郡
山
一
五
万
石
余
藩
主
柳
沢
三
三
よ
り
届
】

　
　
『
人
数
三
毛
峠
迄
差
繊
候
旨
土
井
大
炊
頭
江
山
達
置
候
処
、
先
格
二
有
之
候
問
引
取
可
申
、

　
　
　
尤
此
上
仕
儀
二
嵜
早
々
人
数
可
差
出
旨
差
図
二
付
、
追
々
人
数
致
帰
着
候
旨
猶
又
漏
隠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
九
臼
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
松
平
甲
斐
守
』

　
今
朝
申
上
候
一
番
手
人
数
倉
銀
峠
迄
差
出
候
旨
使
番
を
以
土
井
大
炊
頭
江
申
達
置

　
候
処
、
乱
妨
之
者
共
今
以
行
衛
不
相
分
候
得
心
先
穏
有
之
候
間
人
数
勝
手
次
第
引

　
取
可
申
候
、
尤
此
上
仕
儀
二
寄
早
々
人
数
可
差
出
旨
差
図
有
之
芝
付
、
今
夕
七
半

　
時
過
迄
追
々
人
数
致
帰
着
候
、
此
段
猶
又
御
届
申
上
潮
、
以
上

　
　
　
三
月
三
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
甲
斐
守

『
九
臼
繊
、
翌
日
持
出
臨

『
人
数
書
』

　
倉
根
峠
迄
差
出
置
候

物
頭

使
番

闘
付

長
柄
頭

注
進
役
兼

武
具
方

『…

�
試
O
醸
』

　
　
『
松
平
甲
斐
守
』

士　士　 一ndte　士　 士　士
Wua眉冒熔眉二人単騎騎騎騎

徒
濁
付
組
頭
壱
人

徒
目
付
　
　
壱
人

9
【
摂
津
尼
崎
四
万
石
藩
主
松
平
忠
栄
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
老
中
・
遠
江
浜
松
藩
主
水
野
忠
邦
）

　
　
『
去
月
十
九
日
大
坂
表
徒
党
之
者
騒
立
候
二
付
師
前
殿
よ
り
達
之
趣
在
所
江
申
遣
、
土
井
大

　
　
　
炊
頭
江
家
来
朝
者
楕
伺
候
処
、
最
早
人
数
差
出
候
二
者
及
不
牢
旨
大
炊
頭
申
聞
候
儀
二
付

　
　
　
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
…
二
月
九
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
松
平
遠
江
守
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
遠
江
守

　
去
月
十
九
日
大
華
表
徒
党
之
者
騒
立
候
付
、
同
廿
六
ヨ
御
用
番
水
野
越
前
殿
よ
り

　
御
達
書
之
趣
在
所
表
江
以
早
追
申
遣
、
彼
地
二
而
御
城
代
土
井
大
炊
頭
江
家
来
之
者

　
罷
出
相
伺
候
処
、
騒
動
之
醐
人
数
茂
差
出
、
殊
此
節
者
追
々
相
鎮
候
事
故
最
早
人

　
数
差
出
候
二
者
及
回
申
候
旨
大
炊
頭
申
聞
候
由
在
所
家
来
之
者
よ
り
申
越
候
付
此
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段
御
届
申
上
候
、

　
　
三
月
九
日

『
同
断
』
　
　
「
九
日
出
、

以
上翌

欝
持
出
」

松
平
遠
江
守

10

y
加
賀
金
沢
藩
主
前
田
斉
泰
家
来
本
保
平
大
夫
よ
り
届
】

　
　
『
於
大
坂
加
賀
守
蔵
屋
敷
詰
人
之
者
江
前
月
十
九
日
松
平
遠
江
守
家
来
よ
り
廻
状
を
以
両
町

　
　
　
奉
行
差
等
之
由
二
而
人
数
差
出
候
様
愚
筆
候
二
付
、
入
数
差
無
電
儀
二
付
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
十
巳
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
松
平
加
賀
守
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
家
来
』

　
於
大
坂
加
賀
守
蔵
屋
敷
詰
人
之
三
江
前
月
十
九
隅
夕
七
時
頃
松
平
遠
江
守
様
御
家

　
来
よ
り
廻
状
を
以
両
町
御
奉
行
様
よ
り
御
差
回
之
由
二
弼
今
朝
よ
り
三
時
大
火
二

　
付
即
刻
入
数
差
出
候
様
、
三
三
城
代
三
三
御
奉
行
所
江
人
数
相
図
母
様
申
測
候
付
、

　
即
刻
同
所
詰
合
罷
在
候
家
来
等
火
防
之
手
配
を
以
人
数
差
出
、
堀
伊
賀
守
様
御
三

　
図
を
請
火
防
仕
、
御
指
図
之
上
人
数
引
揚
候
処
、
翌
廿
日
夕
跡
部
山
城
守
様
よ
り

　
御
使
者
を
以
人
数
加
勢
丼
飛
道
具
等
為
持
差
出
一
様
三
越
、
飛
道
具
為
持
人
数
差

　
出
、
山
城
守
様
御
役
所
江
相
詰
、
御
三
人
様
三
三
三
図
御
門
前
相
三
三
在
、
翌
廿

　
一
臼
御
差
図
二
よ
り
同
閏
五
時
過
人
数
引
取
候
処
、
又
候
押
返
候
湖
山
城
守
様
御

　
差
図
申
来
、
引
返
、
未
引
取
不
祥
段
同
所
詰
人
家
来
之
者
よ
り
追
々
飛
脚
を
以
国

　
許
江
申
越
暗
君
加
賀
守
旅
中
よ
り
告
越
申
候
、
此
段
御
届
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
加
賀
守
内

　
　
　
三
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
保
平
大
夫

『
同
断
臨
　
　
「
十
潤
出
、
即
日
持
出
」

賛

【
摂
津
高
槻
藩
主
永
井
直
与
よ
り
届
】

『
大
坂
表
徒
党
之
者
共
丹
波
山
奥
二
立
籠
候
風
聞
有
之
候
付
、

武
器
人
数
致
用
意
置
候
様
松

　
　
平
伊
豆
守
・
梶
野
土
佐
守
よ
り
達
麿
之
候
儀
二
付
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
十
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
永
井
飛
…
騨
・
守
』

一
昨
廿
三
日
所
罰
代
松
平
伊
豆
守
殿
よ
り
家
来
之
者
被
召
呼
、
此
度
大
坂
表
大
火

変
時
有
之
、
先
鎮
り
候
得
共
徒
党
之
者
共
丹
波
山
三
江
立
籠
候
風
聞
有
之
候
付
、

殊
二
二
京
都
町
奉
行
梶
野
土
佐
守
出
張
可
有
之
、
左
頃
者
武
器
用
意
、
山
崎
江
人

数
可
差
出
旨
致
用
意
置
候
様
御
内
意
之
趣
御
達
御
座
候
、
井
同
瞬
梶
野
土
佐
守
よ

り
茂
家
来
之
者
呼
出
、
前
段
徒
党
之
者
摂
州
神
峯
由
寺
二
立
籠
居
候
風
聞
有
之
候

間
、
曝
者
城
州
山
崎
辺
手
近
二
付
其
次
第
二
寄
達
次
第
人
数
差
出
可
申
致
用
意
居

候
様
所
司
代
よ
り
茂
御
達
可
有
之
候
得
共
、
手
組
茂
可
有
之
、
其
次
第
二
寄
出
役

之
者
よ
り
申
聞
馴
者
早
速
可
致
手
配
四
達
有
之
候
、
依
之
人
数
相
揃
武
器
等
用
意

仕
置
候
、
且
右
二
付
二
者
程
近
三
儀
二
二
御
座
候
問
城
内
手
配
師
領
分
郎
等
固
手
当

厳
重
申
付
置
候
、
此
段
御
届
申
上
候
、
以
上

　
　
二
月
廿
五
碍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
井
飛
騨
守

『
同
断
』
　
＊
「
十
日
出
、
即
日
持
出
」

穏
【
大
坂
城
代
・
下
総
古
河
藩
主
土
井
利
位
よ
り
届
】

　
　
『
領
分
河
州
茨
田
郡
門
真
三
番
村
百
姓
惣
助
初
筆
大
塩
平
八
郎
江
相
回
り
候
趣
相
聞
回
付
、

　
　
　
一
通
り
相
糺
候
上
、
去
二
二
跡
部
山
城
方
江
差
嵐
候
儀
二
付
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
十
潤
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
土
井
大
炊
頭
』

　
私
儀
大
坂
御
城
代
二
付
領
知
替
被
　
仰
付
候
領
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
州
茨
田
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
門
真
三
番
村
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
郎
兵
衛
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彦
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磯
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甚
七

右
之
者
共
此
度
大
塩
平
八
郎
二
相
加
り
候
趣
相
聞
候
付
召
捕
｝
通
浮
評
影
野
、
平

八
郎
よ
り
去
月
初
旬
頃
受
施
行
候
由
、
右
恩
儀
茂
有
之
候
付
火
事
見
舞
二
罷
越
候

処
、
同
村
九
右
衛
門
与
申
者
致
差
図
葛
籠
様
之
物
荷
参
候
様
申
聞
、
違
背
い
た
し

候
得
者
打
捨
候
杯
町
ロ
ニ
居
候
者
共
申
聞
候
付
　
去
儀
難
相
成
、

参
候
得
共
、
余
り
恐
敷
様
子
二
付
思
々
二
　
帰
り
候
趣
申
聞
候
、

三
島
行
者
受
不
仁
候
得
共
九
右
衛
門
罷
出
即
知
申
聞
罷
越
候
処
、

二
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摂
州
東
成
郡

不
得
比
事
付
添

野
臥
右
衛
門
儀

前
同
様
之
申
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貝
脇
村
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
友
七

右
者
前
同
様
受
施
行
候
付
罷
出
、
葛
籠
様
之
物
持
参
候
様
名
所
不
存
血
豆
聞
転
付
、

高
麗
凶
漁
迄
荷
参
、
外
人
足
江
世
渡
　
帰
体
用
之
趣
申
聞
候

右
之
者
共
摂
州
平
野
郷
於
役
場
～
通
始
末
相
糺
候
処
、
手
限
之
吟
味
難
相
成
候
付

昨
二
β
跡
部
山
城
守
方
江
家
来
相
添
差
出
申
候
、
此
段
御
届
申
上
候
、
以
上

　
　
三
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
井
大
炊
頭

『
十
日
出
、
翌
翼
持
出
』

給
【
大
和
郡
山
一
五
万
石
余
藩
主
柳
沢
保
泰
よ
り
届
】

　
　
『
大
坂
変
時
二
付
城
州
山
崎
辺
江
人
数
差
出
候
様
根
達
候
処
、
へ
揆
之
者
悉
ク
孫
捕
之
場
二

　
　
　
者
至
り
不
二
候
得
共
、
人
数
差
出
候
二
者
不
及
旨
松
平
伊
豆
等
相
達
候
儀
二
付
届
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
十
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
松
平
甲
斐
守
』

　
昨
三
日
夕
京
都
所
謂
代
松
平
伊
豆
守
公
用
人
よ
り
京
都
私
屋
敷
二
罷
在
候
留
守
居

　
之
者
呼
出
候
醐
、
此
度
大
坂
変
時
二
付
城
州
山
崎
辺
江
人
数
差
出
候
様
内
意
先
月

　
廿
三
日
相
達
候
処
、
此
度
之
一
揆
之
者
今
以
悉
く
召
捕
之
場
二
者
至
り
不
申
候
得

　
共
、
人
数
差
出
候
二
者
不
及
旨
伊
豆
守
相
達
候
由
、
公
用
人
田
原
衛
士
申
聞
候
段

　
彼
地
留
守
居
冠
者
よ
り
申
越
候
、
此
段
御
一
斗
上
候
、
以
上

　
　
　
三
月
四
飼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
甲
斐
守

『
同
断
』
　
＊
「
十
B
出
、
翌
廻
持
出
」

糾
【
丹
波
篠
山
藩
主
膏
山
忠
良
よ
り
届
】

　
　
『
大
坂
町
奉
行
組
与
力
大
塩
格
之
助
父
隠
居
平
八
郎
頭
取
、
与
力
・
圖
心
其
井
百
姓
共
致
徒

　
　
　
党
及
乱
妨
候
付
人
数
差
出
之
儀
、
越
前
殿
よ
り
達
之
趣
在
所
江
串
遣
、
先
一
番
手
人
数
繰

　
　
　
出
、
二
番
手
人
数
等
も
夫
々
手
配
い
た
し
候
旨
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
十
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
青
山
困
幡
守
』

　
大
坂
町
奉
行
組
与
力
大
塩
格
之
助
父
隠
居
平
八
郎
頭
取
、
与
力
・
岡
聡
慧
拝
百
姓

　
共
致
徒
党
及
乱
妨
候
付
、
人
数
差
出
導
燈
先
月
廿
六
日
御
用
番
水
野
越
前
守
殿
江
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家
来
之
者
被
召
呼
以
御
書
付
被
仰
渡
候
趣
、
早
速
在
所
表
江
申
遣
候
処
、
当
月
三

日
相
達
候
付
、
即
日
使
役
之
者
在
所
表
差
立
人
数
井
武
器
等
致
用
意
追
々
繰
出
申

候
閥
、
差
図
有
之
候
様
土
井
大
炊
頭
江
申
達
、
先
一
番
手
人
数
別
紙
之
通
繰
出
、

且
二
番
手
人
数
等
も
夫
々
手
配
仕
候
段
在
所
表
よ
り
申
越
候
、
此
段
御
届
申
上
候
、

以
上

　
　
三
月
十
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
青
山
因
幡
守

『
周
断
、
左
之
人
数
書
共
二
通
、
翌
日
持
出
』
　
＊
「
十
日
出
、
翌
睡
持
出
」

『
人
数
書
』

『
三
月
十
揺
』

一
番
手
人
数

　
　
　
番
頭

　
　
　
　
　
　
一
人

　
　
　
者
頭

　
　
　
　
　
二
人

　
　
　
長
柄
奉
行

　
　
　
　
　
　
一
人

　
　
　
目
付

　
　
　
　
　
二
人

　
　
　
使
役

　
　
　
　
　
　
一
人

　
　
　
番
士

　
　
　
　
　
二
十
人

　
　
　
医
師

　
　
　
　
　
　
一
人

　
　
　
右
筆

　
　
　
　
　
　
一
人

　
　
　
兵
尊
意

『
青
由
因
幡
守
』

弓
十
五
張

鉄
炮
三
十
五
挺

長
柄
三
筋

大
筒
二
挺

　
以
上

　
　
一
人

同
下
役

　
　
二
人

諸
賄
方

　
　
一
人

同
下
役

　
　
一
人

使
徒
士

　
　
二
人

足
軽

　
　
五
十
人

同

十
人

柘
【
安
芸
広
島
藩
主
浅
野
斉
粛
家
来
中
野
竃
三
郎
よ
り
届
】

　
　
『
於
大
坂
先
月
廿
臼
丁
丁
都
山
城
守
よ
り
同
所
麗
敷
江
差
置
候
家
来
方
江
妊
賊
之
者
共
及
乱

　
　
　
妨
候
付
、
武
器
用
意
加
勢
之
儀
甲
越
候
儀
二
付
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
十
一
臼
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
松
平
安
芸
守
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
家
来
隠

　
於
大
坂
先
月
廿
日
夜
跡
部
山
城
守
様
よ
り
安
芸
守
嗣
所
屋
敷
江
差
置
候
家
来
方
江

　
以
御
使
者
昨
今
之
三
時
妊
賊
之
者
共
及
乱
妨
候
付
、
武
器
用
意
加
勢
之
儀
御
頼
被

　
仰
越
候
処
、
同
所
者
蔵
屋
敷
之
儀
二
澗
鉄
炮
等
差
置
不
申
、
人
少
之
義
二
御
座
候
得

　
共
、
急
速
之
儀
二
三
弓
取
敢
早
速
同
所
詰
家
来
伴
直
三
郎
与
申
者
着
具
用
意
仕
、

　
人
数
召
連
山
城
守
様
御
役
所
江
罷
出
候
処
、
鉄
炮
・
玉
薬
等
渡
之
上
、
依
御
差
図

　
京
橋
口
松
之
下
与
申
所
江
出
張
、
右
同
夜
よ
り
翌
廿
一
賃
朝
迄
相
固
メ
申
候
、
然
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ル
処
引
取
悉
曇
依
御
差
図
　
同
人
数
引
取
候
段
同
所
詰
役
人
共
よ
り
申
越
、
安
芸

守
承
知
仕
候
、
此
段
御
強
申
上
候
、

　
　
三
月
十
一
臼

『
同
断
』
　
＊
門
十
一
臼
出
、
即
湿
持
出
」

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
安
芸
守
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
野
富
三
郎

16

y
和
泉
岸
和
田
藩
主
岡
部
長
和
よ
り
届
】

　
　
『
大
坂
町
奉
行
組
与
力
大
塩
格
之
助
・
父
隠
居
平
八
郎
初
筆
徒
党
及
乱
妨
候
付
、
人
数
等
差

　
　
　
出
召
捕
追
申
旨
越
前
殿
よ
り
達
有
之
、
人
数
致
手
当
置
候
儀
二
付
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
十
一
潤
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
岡
部
内
膳
正
』

　
大
坂
町
奉
行
組
与
力
大
塩
格
之
助
父
隠
居
平
八
郎
頭
取
、
与
力
・
同
心
共
丼
百
姓

　
共
致
徒
党
及
乱
妨
候
二
付
早
々
人
数
差
出
召
捕
可
申
、
様
子
二
寄
出
馬
を
茂
可
仕

　
旨
先
月
廿
六
日
御
用
番
水
野
越
前
守
殿
江
家
来
命
者
被
召
呼
以
御
書
付
被
仰
渡
候

　
趣
、
今
四
丁
早
打
誉
者
到
着
奉
遷
影
響
候
、
然
処
追
々
寧
静
誰
相
書
置
付
人
楽
手

　
当
等
仕
置
、
土
井
大
炊
頭
差
図
次
第
可
仕
心
得
二
御
座
候
、
此
段
御
届
申
上
候
、

　
以
上

　
　
　
三
月
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
部
内
膳
正

『
同
断
』
　
　
「
十
一
臼
出
、
翌
日
嵐
」

17

門
丹
波
園
部
藩
主
小
出
英
発
よ
り
届
】

　
『
大
坂
表
徒
党
之
者
共
丹
波
山
奥
江
立
籠
候
風
聞
有
之
候
付
、
武
器
用
意
い
た
し
置
、
沙
汰

　
次
第
人
数
差
出
候
様
松
平
伊
豆
守
よ
り
達
有
之
候
儀
二
付
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
十
一
臼
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
小
出
信
濃
守
』

　
一
昨
廿
三
日
所
司
代
松
平
伊
豆
守
殿
よ
り
家
来
之
者
被
召
書
、
此
度
大
坂
表
大
火

変
時
有
之
、
先
鎮
候
趣
二
候
得
共
徒
党
之
者
共
丹
波
山
奥
脚
立
籠
候
風
聞
有
之
体

付
、
大
坂
御
城
代
よ
り
所
司
代
江
今
一
応
沙
汰
有
之
候
麿
京
都
町
奉
行
梶
野
土
佐

守
城
州
山
崎
表
江
出
張
可
有
之
二
付
、
左
候
者
武
器
用
意
仕
置
、
御
沙
汰
次
第
一

番
手
人
数
差
出
、
模
様
二
寄
二
番
手
・
三
番
手
序
加
勢
を
も
可
被
　
仰
付
帳
、
且

亦
洛
中
者
火
事
具
、
途
中
者
甲
留
二
面
茂
其
様
子
次
第
武
器
取
揃
為
持
可
申
候
、
出

役
之
者
手
組
茂
可
有
之
二
付
其
心
得
二
可
罷
在
旨
御
達
有
之
候
、
依
之
人
数
相
揃

武
器
等
用
意
仕
置
候
、
且
又
右
二
付
家
中
手
配
井
領
分
境
等
固
手
当
厳
重
二
申
付

置
候
、
此
段
御
民
申
上
候
、
以
上

　
　
二
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
出
信
濃
守

『
同
断
』
　
　
「
十
一
日
出
、
翌
羅
出
」

侶
【
播
磨
姫
路
藩
主
酒
井
忠
学
よ
り
届
】

　
『
大
坂
徒
党
之
者
乱
妨
二
及
候
付
、
在
所
よ
り
人
数
差
韻
召
捕
可
聖
旨
越
前
殿
よ
り
達
二
付
、

　
　
人
数
大
坂
表
江
差
立
候
旨
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
十
｝
臼
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
酒
井
雅
楽
頭
』

一
、
於
大
坂
徒
党
之
者
乱
妨
二
及
候
付
在
所
よ
り
人
数
差
出
召
捕
回
申
旨
水
野
越
前

　
守
殿
よ
り
二
月
廿
六
目
御
達
二
付
、
其
段
早
打
を
以
在
所
江
申
遣
候
処
、
去
ル
三

　
β
申
中
刻
早
打
之
者
致
到
着
候
付
別
紙
之
通
壱
番
手
人
数
同
夜
戌
中
刻
、
二
番
手

　
人
数
四
日
卯
刻
大
坂
表
江
差
立
候
旨
在
所
家
来
之
者
よ
り
申
越
候
付
此
段
御
届
申

　
候
、
以
上

　
　
　
三
月
十
一
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
雅
楽
頭

『
十
一
瞬
鳩
、
左
回
人
数
書
共
二
遡
、
翌
日
持
出
』

『
三
月
十
一
日
』
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『
人
数
書
』

　
　
　
　
　
　
　
　
『
酒
井
雅
楽
頭
』

一
番
手

　
物
頭
　
　
　
弐
騎

　
大
目
付
　
　
壱
騎

　
使
番
　
　
　
壱
騎

賜
額
奉
行
兼
露

　
　
囲
付

　
　
賄
方

　
　
貝
役

　
　
足
軽
小
頭

　
　
足
軽

　
　
　
内

　
　
　
　
弓
組

　
　
　
　
鉄
炮
組

二
番
手

　
　
家
老

　
　
番
頭

　
　
物
頭

　
　
大
目
付

　
　
使
番

　
　
旗
奉
行

　
　
長
柄
奉
行

四
人

三
人

壱
入

弐
人

五
拾
五
人

弐
拾
五
人

　
三
拾
人

オ　 ま　 オ　 オ　 　　 ナ　 ニピ

むあ　ヨゼエゼゼ
騎騎騎騎騎騎騎

繋
襟
行
兼
露

19

以
上

平
士
」

大
筒
役
代

岡
弟
子

馬
廻
り
士

外
科

躍
付

物
書

徒
士
目
付

賄
方

貝
役

太
鼓
役

番
頭
物
書

馬
乗

足
軽
小
頭

足
軽

　
内

　
　
弓
組

　
　
鉄
炮
組

【
和
泉
岸
和
田
藩
主
岡
部
長
和
よ
り
届
】

　
鴨
大
坂
表
江
人
数
差
出
之
儀
土
井
大
炊
頭
迄
相
伺
候
処
、

　
候
儀
二
付
描
』

拾
騎

弐
人

四
人

弐
拾
人

壱
人

六
人

弐
人

壱
人

四
人

壱
人

壱
人

壱
人

三
人

三
人

八
拾
五
人

弐
拾
五
人

　
六
拾
人

最
早
差
出
二
不
及
候
旨
差
図
有
之

『
三
月
十
三
日
』

　
　
『
岡
部
内
膳
正
』
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昨
四
日
届
申
聞
候
通
大
坂
表
江
人
数
差
出
之
儀
土
井
大
炊
車
輌
猶
亦
根
伺
候
処
、

追
々
御
静
誼
相
成
候
付
最
早
人
数
差
出
二
不
及
旨
、
併
異
変
息
遣
有
之
候
得
者
差

出
候
三
差
図
有
之
候
、
一
一
人
数
手
当
仕
置
候
、
此
段
縮
図
申
上
候
、
以
上

　
　
三
月
五
聖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
部
内
膳
正

『
十
三
臼
出
、
翌
臼
持
出
』

20

y
加
賀
金
沢
藩
主
前
田
三
三
家
来
竃
永
左
膳
よ
り
届
】

　
　
『
於
大
坂
跡
部
山
城
守
旧
三
図
加
賀
守
蔵
屋
敷
詰
人
家
来
三
者
又
候
押
返
一
人
数
3
1
三
六
帰

　
　
　
候
儀
二
付
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
一
二
月
十
三
揖
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
松
平
加
賀
守
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
家
来
晦

　
当
月
十
臼
御
三
申
上
候
於
大
坂
跡
部
山
城
一
様
依
一
差
図
同
所
加
賀
守
蔵
屋
敷
詰

　
人
家
来
之
者
前
月
廿
一
日
五
時
過
一
先
引
取
路
上
、
重
三
岡
崎
遷
御
縮
図
之
趣
二

　
付
又
候
押
返
御
役
宅
江
口
向
、
何
方
山
人
数
回
差
向
可
申
哉
御
差
引
御
座
候
様
申

　
上
候
処
、
三
三
門
内
二
休
一
三
罷
三
二
御
挨
拶
有
之
、
一
二
御
長
屋
続
余
所
二
相

　
相
居
候
様
重
醐
御
指
図
二
よ
り
相
相
居
申
候
処
、
追
々
諸
家
様
よ
り
御
加
勢
有
之

　
候
之
間
前
晩
よ
り
相
固
三
三
候
三
者
引
取
罷
帰
図
様
御
指
図
引
付
、
廿
一
臼
夜
六

　
時
頃
人
数
引
揚
罷
帰
三
段
岡
所
論
人
家
来
二
者
よ
り
国
元
江
注
進
申
越
候
段
重
蒲

　
国
元
よ
り
告
越
回
付
、
一
口
一
三
上
一
様
加
賀
守
申
付
一
間
、
此
段
御
届
申
上
通
、

　
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
加
賀
守
内

　
　
　
三
月
十
三
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
永
左
膳

『
同
断
』
　
＊
「
十
三
日
出
、
翌
揖
持
出
」

21

y
出
雲
松
江
藩
主
松
平
斉
斎
家
来
比
良
半
左
衛
門
よ
り
届
】

　
　
『
於
朕
叛
先
月
廿
二
日
出
羽
轡
同
所
崖
敷
二
差
置
候
家
来
江
跡
部
山
城
咋
よ
り
大
坂
市
中

　
　
　
乱
法
之
共
追
々
取
鎮
候
得
共
、
未
主
謀
二
者
不
被
召
捕
旧
聞
、
入
数
回
連
罷
出
候
様
達
有

　
　
　
之
儀
二
付
送
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
…
二
月
十
四
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
松
平
出
羽
守
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
家
来
』

　
於
大
坂
先
月
廿
二
日
出
羽
守
岡
所
屋
敷
二
差
置
候
家
来
江
跡
部
山
城
守
様
御
用
人

　
　
　
　
　
　
　
　
（
妨
V

　
よ
り
大
坂
市
中
乱
法
之
者
共
追
々
取
鎮
候
得
共
、
未
主
謀
三
者
不
一
召
捕
一
二
付

　
不
意
之
儀
茂
難
斗
候
間
同
目
三
時
頃
よ
り
人
数
召
三
三
出
、
奉
行
所
御
役
宅
内
固

　
メ
可
申
旨
山
城
守
様
御
頼
被
仰
聞
候
段
申
越
候
、
然
処
同
所
二
差
置
候
家
来
之
儀

　
者
非
常
手
当
之
筋
二
も
無
御
座
、
乍
聯
弓
・
鉄
・
長
柄
等
之
者
召
連
、
則
右
刻
限

　
よ
り
同
所
詰
家
来
大
野
丹
助
与
申
者
甲
冑
之
上
江
火
事
羽
織
着
用
罷
出
候
処
、
三

奉
行
所
出
此
手
籾
蔵
之
所
望
肇
候
間
固
メ
候
様
四
壁
駆
繍
　
緬
旗
賃
直

　
二
同
所
江
罷
越
固
メ
罷
在
候
処
、
又
々
与
力
を
以
今
晩
ハ
酒
井
雅
楽
頭
様
御
家
来

　
固
メ
茂
有
之
候
間
右
之
場
所
与
陣
替
可
致
旨
二
付
、
御
奉
行
所
後
手
馬
場
井
庭
先

　
之
町
彫
廻
江
人
数
召
連
罷
越
、
雅
楽
頭
様
御
家
来
与
陣
替
仕
終
夜
相
固
候
処
、
翌

　
廿
三
β
三
三
之
儀
ハ
際
限
茂
無
之
儀
二
候
得
門
先
今
日
切
二
甑
相
止
、
尤
未
主
謀
之

　
者
生
死
不
追
分
、
自
然
残
党
乱
入
可
有
之
茂
難
斗
候
問
、
其
節
者
又
々
出
張
三
儀

　
御
達
可
有
之
候
間
、
釘
目
者
先
引
取
候
野
山
城
守
様
被
仰
言
候
二
付
人
数
回
連
引

　
払
候
段
同
所
詰
役
人
共
よ
り
申
越
、
出
羽
守
承
知
三
三
、
此
段
御
届
申
上
候
、
以

　
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
出
羽
守
家
来

　
　
　
三
月
十
四
欝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
良
半
左
衛
門

『
十
四
臼
出
、
即
β
持
出
』
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22

y
播
磨
姫
路
藩
主
酒
井
忠
学
家
来
加
藤
黙
思
よ
り
届
】

　
喘
大
坂
市
中
放
火
乱
妨
演
者
有
之
候
付
、
町
奉
行
跡
部
山
城
守
よ
り
黒
地
差
置
候
雅
楽
頭
家
来

　
　
聾
者
江
達
有
之
、
人
数
差
出
候
儀
二
付
申
聞
候
書
付
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
十
五
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
酒
井
雅
楽
頭
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
家
来
』

　
去
ル
墨
磨
申
上
候
通
り
大
坂
市
中
放
火
乱
妨
之
者
有
之
田
虫
、
町
御
奉
行
跡
部
山

　
城
守
様
よ
り
去
月
十
九
日
彼
地
二
差
置
候
雅
楽
母
家
来
曝
者
江
御
達
有
之
、
火
防

　
人
数
差
出
、
翌
廿
日
夕
同
御
所
様
よ
り
御
使
者
を
以
残
党
防
為
手
当
武
器
用
意
罷

　
出
密
通
御
託
申
来
候
付
、
右
家
来
之
者
甲
冑
之
上
火
事
羽
織
着
用
人
数
召
連
、
鉄

　
炮
為
持
、
同
夜
中
罷
出
天
満
橋
北
詰
論
叢
、
翌
廿
一
日
引
取
候
、
弓
庭
二
日
八
時

　
頃
よ
り
又
々
御
差
図
二
摺
同
様
罷
出
東
御
奉
行
所
表
御
庭
先
相
固
居
候
処
、
在
所

　
よ
り
蔵
屋
敷
為
固
人
数
差
越
候
旨
申
述
候
処
、
早
速
右
人
数
差
出
御
岡
所
西
之
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
出
雲
松
江
藩
主
松
平
斉
斎
）

　
御
籾
蔵
相
固
候
様
御
頼
二
付
、
松
平
出
羽
守
御
人
数
与
入
代
り
右
場
所
相
固
候
雌

　
廿
三
日
朝
引
取
申
候
、
然
処
山
城
守
御
家
来
よ
り
追
々
取
重
り
畳
付
、
最
早
出
向

　
二
及
不
申
候
得
共
此
後
異
事
可
有
之
茂
難
粗
密
付
、
其
節
者
御
差
図
相
待
不
申
罷

　
出
候
様
申
来
候
旨
右
家
来
之
者
よ
り
申
越
候
、
此
段
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
雅
楽
頭
家
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
苫
蔵

『
十
五
日
出
、
翌
β
持
出
』

23

【
摂
津
高
槻
藩
主
永
井
直
与
よ
り
届
】

　
『
家
来
服
部
奥
助
次
男
服
部
末
次
郎
大
坂
町
奉
行
組
与
力
大
塩
格
之
助
父
隠
居
平
八
郎
方
江

　
学
問
為
修
行
罷
越
居
候
処
、
及
騒
動
領
導
　
帰
候
間
、
跡
部
山
城
守
江
相
誠
意
奉
行
所
江

　
差
出
候
処
、
家
来
之
者
江
預
置
候
段
申
渡
候
儀
二
付
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
n
月
十
六
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
・
氷
井
飛
騨
編
寸
』

私
家
来
在
所
二
罷
在
候
服
部
管
厚
次
男
服
部
末
次
郎
与
聾
者
当
酉
十
三
歳
罷
成
候
、

右
之
者
去
未
年
よ
り
大
坂
町
奉
行
組
与
力
大
塩
格
之
助
父
隠
居
平
八
郎
方
江
学
問

為
修
行
罷
越
居
候
処
、
去
月
十
九
日
朝
平
八
郎
居
宅
よ
り
鉄
炮
打
出
及
騒
動
候
付

同
人
宅
　
出
、
三
田
夕
親
奥
助
方
江
罷
帰
候
間
、
得
与
様
子
承
候
処
、
幼
年
之
儀

殊
之
外
恐
催
仕
候
様
子
二
擶
申
口
前
後
不
都
合
之
儀
、
尤
右
騒
動
之
趣
意
等
者
素
よ

り
存
知
不
申
候
趣
申
出
候
漁
具
、
不
容
易
及
企
候
平
八
郎
方
二
丁
在
掛
者
之
儀
二

付
、
同
月
廿
九
日
大
坂
町
奉
行
跡
部
山
城
守
江
右
末
次
郎
儀
如
何
可
軍
機
之
毅
家

来
盛
者
よ
り
相
伺
候
処
、
差
出
候
様
差
図
有
之
輿
付
、
当
月
三
霞
右
奉
行
所
江
差

出
候
処
、
一
通
尋
之
上
吟
味
玉
器
家
来
三
嶋
源
之
丞
拝
親
機
助
両
人
江
預
置
候
段

被
申
渡
候
、
依
之
在
所
表
江
一
同
引
取
罷
在
、
此
段
御
津
申
上
候
、
以
上

　
　
三
月
五
薬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
井
飛
騨
守

『
同
断
』
　
＊
「
十
六
目
出
、
即
臼
持
出
」

24

y
近
江
膳
所
藩
主
本
多
康
禎
よ
り
届
】

　
　
『
大
坂
表
一
揆
之
者
共
遮
々
召
捕
二
相
成
候
者
茂
有
之
、
先
加
勢
人
致
手
当
二
不
及
旨
松
平

　
　
　
伊
豆
守
・
梶
野
土
佐
守
よ
り
達
有
之
錠
口
付
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
皿
二
月
十
↓
ハ
臼
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
本
多
下
総
守
』

　
　
　
　
　
　
（
老
吟
・
三
河
西
尾
藩
主
松
騨
乗
寛
）

　
去
ル
七
日
助
御
用
番
和
泉
守
殿
江
御
届
申
上
候
大
坂
表
徒
党
之
者
共
丹
州
奥
山
辺

　
二
立
籠
り
候
哉
二
付
、
人
数
揃
置
候
之
様
松
平
伊
豆
守
殿
・
町
奉
行
梶
野
土
佐
守

　
よ
り
相
達
候
付
人
数
手
当
仕
置
候
処
、
其
後
追
々
一
揆
之
者
共
御
召
捕
二
相
成
獣

　
者
茂
有
之
、
未
平
常
与
申
二
者
無
御
座
候
得
共
先
加
勢
人
手
二
二
不
及
候
般
去
ル
三

　
目
伊
豆
守
殿
・
土
佐
守
よ
り
家
来
流
者
江
被
申
達
必
殺
在
所
同
氏
隼
人
正
よ
り
申

　
越
候
、
此
段
御
届
申
上
候
、
以
上

　
　
　
三
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
下
総
守

『
同
断
』
　
＊
「
十
六
日
出
、
翌
日
可
持
出
処
、
不
快
不
致
登
城
候
付
、
助
月
番
和
泉
殿
江
以
使
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25

者
引
送
り
遣
之
」

【
播
磨
姫
路
藩
主
酒
井
忠
学
よ
り
届
】

　
『
大
坂
市
中
乱
妨
之
者
為
捕
押
、
在
所
よ
り
人
数
差
立
候
処
、

　
入
湯
引
取
候
儀
二
付
漏
』

大
坂
表
静
諦
二
相
成
鶏
付
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
十
九
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
酒
井
雅
楽
頭
臨

宏
ル
十
一
田
御
届
申
候
通
大
坂
市
中
乱
妨
之
者
為
捕
押
在
所
よ
り
当
月
三
日
・
四

日
両
臼
一
二
番
手
・
二
番
手
人
数
凡
千
五
拾
六
人
差
立
候
処
、
大
坂
表
二
差
置
候

家
来
之
者
よ
り
急
便
を
以
乱
妨
之
者
相
遷
り
静
誼
二
相
成
候
付
、
人
数
差
越
候
擶

者
却
而
人
気
二
茂
相
障
り
可
申
旨
跡
部
山
城
守
よ
り
内
達
之
趣
在
所
家
来
之
者
江
申

越
候
平
準
四
β
明
石
駅
宿
陣
之
場
所
江
相
達
候
得
共
、
諸
家
よ
り
之
人
数
入
坂
之

趣
態
態
興
信
付
二
番
手
人
数
兵
庫
駅
迄
相
進
ミ
、
｛
番
手
考
西
宮
駅
二
相
拍
、
人

数
進
退
之
儀
御
城
代
土
井
大
炊
頭
江
長
骨
二
半
津
津
家
来
導
者
よ
り
様
相
伺
候
処
、

同
七
山
大
坂
表
静
譲
二
相
成
候
付
人
数
繰
込
二
不
及
、
両
駅
よ
り
引
揚
可
申
、
此

後
異
変
之
儀
茂
有
之
候
ハ
＼
早
速
人
数
差
出
可
申
旨
大
炊
頭
よ
り
差
図
有
之
馬
尾

相
傘
候
付
、
則
人
数
引
取
候
旨
在
所
家
来
之
者
よ
り
申
越
候
付
三
管
御
届
申
候
、

以
上

　
　
三
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
雅
楽
頭

『
十
九
日
出
、
翌
躍
持
出
』

26

【
武
蔵
忍
藩
主
松
平
忠
彦
よ
り
届
】

　
η
大
坂
天
満
　
御
宮
類
焼
二
付
　
神
輿
生
玉
北
向
八
幡
社
地
江

　
出
来
二
戸
還
御
之
旨
届
』

御
立
退
之
処
、
　
御
仮
殿

『
三
月
廿
一
揖
臨

　
　
『
松
平
下
総
守
』

大
坂
天
満
　
御
宮
去
月
十
九
日
類
焼
二
付
、
神
輿
生
玉
北
向
八
幡
宮
社
地
江
御
立

退
奉
　
御
遷
座
候
段
去
月
廿
九
β
御
届
申
達
候
処
、
御
境
内
二
擶
　
御
仮
殿
仕
組

致
出
来
候
付
、
当
月
五
臼
　
御
仮
殿
江
　
神
輿
無
滞
　
還
御
奉
　
御
遷
座
措
置

御
宮
附
役
人
共
よ
り
申
越
候
、
此
段
御
届
申
達
候
、
以
上

　
　
三
月
廿
一
潤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
下
総
守

『
同
断
』
　
＊
「
今
治
一
日
出
、
即
潤
持
出
」

27

y
土
佐
高
知
藩
主
山
内
豊
資
よ
り
届
】

　
　
『
大
坂
蔵
屋
敷
差
置
候
家
来
共
去
月
廿
二
日
之
影
跡
部
山
城
守
役
断
案
相
越
候
処
、
翌
朝
静

　
　
　
譲
相
成
回
付
引
取
候
旨
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
廿
二
口
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
松
平
土
佐
守
』

　
先
達
蒲
御
記
仕
候
通
大
坂
町
奉
行
跡
部
山
城
守
よ
り
加
勢
之
儀
依
頼
、
同
所
蔵
屋

　
敷
二
差
置
漁
家
来
県
武
器
等
持
参
去
月
廿
二
揖
之
夜
巡
城
守
役
宅
還
相
越
候
処
、

　
至
翌
朝
惣
分
署
単
相
成
、
家
来
共
屋
敷
江
引
取
候
段
申
越
候
付
～
応
御
届
黒
点
、

　
以
上

　
　
　
三
月
廿
二
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
土
佐
守

『
岡
断
』
　
＊
「
廿
二
潤
出
、
即
臼
持
出
」

28

【
丹
波
亀
山
藩
主
松
平
信
褻
よ
り
届
】

　
『
大
坂
表
徒
党
之
者
共
追
々
召
捕
二
欄
成
候
付
、

　
よ
り
達
有
之
候
儀
二
付
届
』

人
数
差
出
候
用
意
二
不
及
旨
松
．
平
伊
豆
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
廿
に
霞
隠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
松
平
紀
伊
守
』

去
ル
三
臼
所
司
代
松
平
伊
豆
守
殿
よ
り
家
来
之
者
被
召
呼
、
表
月
廿
三
臼
御
達
有

之
候
大
坂
表
乱
妨
之
者
共
丹
波
奥
山
二
楯
籠
候
風
聞
有
之
候
二
付
、
其
模
様
二
寄
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山
崎
表
江
梶
野
土
佐
守
出
馬
有
之
候
者
人
数
差
出
感
歎
燈
用
認
可
致
旨
御
内
意
有

之
候
処
、
右
徒
党
之
者
共
追
々
召
捕
二
相
成
鎮
候
、
乍
山
廊
常
与
申
二
者
無
之
候
得

共
最
早
右
人
数
差
出
候
用
意
二
不
及
旨
公
用
人
を
以
御
達
有
之
候
段
在
所
役
人
共

よ
り
申
越
候
、
此
段
御
届
申
上
候
、
以
上

　
　
三
月
廿
二
瞬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
紀
伊
守

『
同
断
』
　
＊
「
廿
二
日
出
、
翌
日
持
出
」

29

【
摂
津
高
槻
藩
主
永
井
直
与
よ
り
届
】

　
冊
大
坂
表
徒
党
之
者
共
追
々
召
捕
二
相
成
候
付
、

　
土
佐
守
よ
り
達
有
之
候
儀
二
付
屈
』

先
人
数
不
及
手
当
段
松
平
伊
豆
守
・
梶
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
廿
三
臼
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
永
井
飛
騨
守
』

先
達
薦
御
出
申
上
露
大
坂
表
大
火
即
時
有
之
、
先
鎮
り
候
得
共
徒
党
之
者
共
丹
波

山
奥
詰
立
籠
候
風
聞
有
之
候
付
、
人
数
・
武
器
等
転
用
意
置
母
様
松
平
伊
豆
守
殿
、

京
都
町
奉
行
梶
野
土
佐
守
よ
り
茂
達
御
座
候
間
、
人
数
手
当
仕
置
候
処
、
其
後
追

々
徒
党
之
者
共
御
召
捕
二
相
成
候
者
も
有
之
、
未
平
常
与
論
一
著
無
御
座
候
得
共
、

先
人
数
不
及
手
当
殺
昨
三
騒
伊
豆
守
殿
・
土
佐
守
よ
り
家
来
之
者
江
申
達
候
、
此

段
御
届
申
上
衿
、
以
上

　
　
三
月
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
井
飛
騨
守

『
同
断
』
　
＊
「
廿
三
臼
出
、
翌
獲
持
出
㎏

30

y
大
和
郡
山
藩
主
柳
沢
保
泰
よ
り
届
】

　
　
『
大
坂
異
変
二
付
倉
銀
峠
江
差
出
候
人
数
引
取
候
旨
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
廿
五
日
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
松
平
甲
斐
守
臨

　
先
月
廿
三
日
申
上
騰
大
坂
異
変
二
付
南
都
奉
行
所
与
力
よ
り
私
家
来
竜
王
三
惑
根

峠
江
差
出
候
人
数
、
南
都
御
番
所
よ
り
対
談
之
上
昨
九
冒
夕
八
半
時
迄
二
不
用
引

取
申
候
、
此
段
御
書
申
上
下
、
以
上

　
　
三
月
十
霞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
甲
斐
守

『
同
断
聯
　
＊
「
廿
五
日
出
、
翌
濤
持
出
偏

31

【
山
城
淀
藩
主
稲
葉
正
守
よ
り
届
】

　
『
去
月
廿
二
日
領
分
山
内
二
総
相
果
罷
在
候
瀬
田
済
之
助
、

　
五
郎
見
改
之
上
嗣
人
江
引
渡
候
旨
届
』

跡
部
山
城
守
組
同
心
中
村
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
一
二
R
月
什
【
穴
環
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
稲
葉
丹
後
守
』

去
月
廿
二
聞
領
分
河
内
国
高
安
郡
恩
地
村
山
内
二
年
頃
二
十
七
、
八
歳
位
之
男
総

相
果
罷
在
候
処
、
岡
目
昼
廻
り
之
者
見
附
候
旨
其
段
村
役
人
共
よ
り
届
出
候
付
、

見
改
之
者
差
出
候
処
、
大
坂
町
奉
行
跡
部
山
城
守
よ
り
茂
組
同
心
中
村
四
郎
五
郎

野
饗
者
罷
越
立
会
見
欝
欝
処
、
腕
先
足
裏
等
二
突
疵
、
豊
麗
面
部
膝
頭
等
二
少
々

宛
之
摺
疵
有
之
候
、
余
者
儀
御
尋
之
与
力
瀬
田
済
之
助
二
有
之
候
問
直
請
取
可
申

旨
申
聞
候
付
、
於
場
所
右
囲
郎
五
郎
江
同
廿
五
β
引
渡
候
旨
従
在
所
申
越
候
、
此

段
御
届
申
上
候
、
以
上

　
　
三
月
一
廿
山
ハ
日
↑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
笹
木
丹
波
守

『
圃
」
断
　
』
　
　
＊
　
『
才
六
臼
出
、
　
即
日
u
持
出
』

32

y
丹
後
田
辺
藩
主
牧
野
節
成
よ
り
届
】

　
　
『
丹
後
国
闘
辺
城
苓
紺
屋
町
伊
勢
屋
長
兵
衛
恋
文
凶
年
大
塩
平
八
郎
学
僕
二
参
居
、
当
時
住

　
　
　
所
不
相
知
候
得
共
不
容
易
及
企
候
平
八
仁
方
二
差
遣
置
候
乱
射
儀
二
付
届
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
廿
八
臼
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
牧
野
山
城
守
』

　
私
在
所
丹
後
国
田
辺
城
下
紺
屋
町
伊
勢
屋
長
兵
衛
与
申
者
弟
文
八
儀
大
塩
平
八
郎
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学
僕
二
参
居
候
趣
相
聞
候
二
付
、
右
長
兵
衛
相
糺
候
処
、
大
坂
本
町
橋
西
詰
南
江

入
浜
川
大
和
屋
与
兵
衛
拝
京
東
洞
院
二
条
下
ル
処
近
江
屋
喜
太
郎
世
話
二
而
平
八

郎
方
江
差
遣
候
処
、
当
時
住
所
不
相
知
候
趣
申
出
候
、
不
容
易
及
企
候
平
八
郎
方

江
差
遣
置
候
者
一
儀
二
付
此
段
御
届
申
上
候
、
以
上

　
　
三
月
廿
八
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
山
城
守

『
岡
断
』
　
＊
門
廿
八
口
出
、
翌
玉
壷
出
“
カ

33

y
阿
波
徳
島
藩
主
蜂
須
賀
斉
昌
家
来
よ
り
届
】
　
9
5

　
　
『
於
大
坂
及
乱
妨
候
者
共
領
分
淡
路
国
江
取
渡
候
風
説
二
付
、
穿
繋
方
跡
部
由
城
守
達
二
付

　
　
　
致
愈
議
候
処
、
胡
乱
な
る
者
入
込
不
申
旨
申
開
置
候
書
付
隠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
月
廿
九
潤
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
松
平
阿
波
守
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
家
来
』

　
先
達
擶
申
上
置
候
於
大
坂
及
乱
妨
候
者
共
領
分
淡
路
国
江
取
渡
候
風
説
二
付
、
穿

　
難
方
之
儀
跡
部
山
城
守
御
達
二
随
阿
波
・
淡
路
両
国
共
重
々
余
儀
仕
候
処
、
胡
乱

　
な
る
者
一
切
入
込
居
不
申
事
於
大
坂
去
七
日
山
城
守
様
御
役
宅
江
御
届
仕
候
旨
申

　
越
候
問
、
猶
又
此
段
申
上
置
候
様
阿
波
守
申
付
越
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
阿
波
守
内

　
　
三
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
山
源
兵
衛

『
岡
断
』
　
　
＊
「
廿
九
β
韻
、
即
臼
持
出
」

34

【
摂
津
尼
崎
藩
主
松
平
忠
栄
よ
り
届
】

　
『
去
月
十
九
臼
大
坂
表
出
火
輪
騒
立
二
付
差
出
候
入
数
之
儀
届
』

覚

『一

�
至
A
潤
』

　
　
『
松
平
遠
江
守
』

　
　
　
壱
学
年

　
　
　
　
　
家
老

　
　
　
　
　
　
用
人

　
　
　
　
　
　
瞬
付

　
　
　
　
　
　
物
頭

　
　
　
　
　
使
番

　
　
　
　
　
　
馬
廻

　
　
　
　
　
　
武
具
奉
行

　
　
　
　
　
　
普
請
奉
行

　
　
　
　
　
　
大
小
姓

　
　
　
　
　
　
医
師

　
　
　
　
　
　
馬
医

　
　
　
　
　
　
徒
陵
付

　
　
　
　
　
　
徒
士

　
　
　
　
　
　
帳
付

　
　
　
　
　
　
小
頭

　
　
　
　
　
　
足
軽

　
　
　
　
　
　
中
間

　
　
　
　
　
　
大
工

外
二
大
筒
之
者

　
　
　
　
　
　
大
小
姓

　
　
　
　
　
　
徒
士

　
　
　
　
　
　
小
頭

　
　
　
　
　
　
足
軽

　
　
　
　
　
　
中
間

壱
人

壱
人

壱
人

三
人

五
人

三
人

壱
人

壱
人

弐
人

壱
人

壱
人

弐
人

四
人

壱
人

四
人

八
十
人

五
百
人

十
人

五
人

九
人

壱
人

三
十
弐
人

百
廿
四
人
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弐
番
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
用
人
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
使
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軍
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
廻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
小
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
目
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帳
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
足
軽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
二
大
筒
之
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
廻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
小
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
足
軽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
間

　
　
　
　
　
　
〆
惣
人
数
千
弐
百
七
十
七
人
余

去
月
十
九
霞
大
坂
表
出
火
井
騒
立
二
付
差
出
人
数
、

之
者
よ
り
申
越
候
二
付
此
段
御
届
申
上
訴
、
以
上

壱
人

壱
人

弐
人

壱
人

弐
人

弐
人

壱
人

弐
人

十
一
人

壱
人

弐
人

三
十
五
人

二
百
十
七
人

四
人

六
人

壱
人

十
九
人

百
三
十
二
人

右
之
通
御
座
候
段
在
所
家
来

　
　
三
月
晦
目

『
同
断
』
　
＊
門
晦
瀾
出
、

翌
瞬
幕
無
」

天
保
八
年
三
月
（
一
〇
冊
）
　
「
年
中
見
合
」

松
平
遠
江
守

35

y
和
泉
岸
和
田
藩
主
岡
部
長
和
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
部
内
膳
正

　
、
今
朝
大
坂
表
火
事
二
付
防
人
数
武
器
用
意
可
差
出
旨
御
城
代
土
井
大
炊
頭
井
町

　
奉
行
跡
部
山
城
守
・
堀
伊
賀
守
よ
り
申
越
候
付
、
早
速
人
数
別
紙
之
通
差
出
申
候
、

　
然
処
又
候
彼
地
町
与
力
大
塩
平
八
郎
起
一
揆
及
乱
妨
候
付
後
攻
之
人
数
半
立
可
致

　
旨
大
炊
頭
方
よ
り
申
越
候
、
不
容
易
時
宜
二
付
先
・
二
番
手
人
数
別
紙
之
通
差
出

　
置
候
旨
届

　
　
　
別
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
番
手
人
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
頭
　
弐
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
目
付
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賄
役
者
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
科
　
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
右
以
下
小
役
人
・
足
軽
等
都
合
弐
百
人
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
、
武
器
長
持
拾
四
棟
・
琉
球
包
五
・
小
箱
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
番
手
人
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
番
頭
　
壱
人
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物
頭
　
弐
入

　
　
　
大
目
付
壱
人

　
　
　
賄
役
者
壱
人

　
　
　
士
　
　
五
拾
人
余

　
　
　
外
科
壱
人

右
以
下
小
役
人
・
足
軽
共
都
合
四
百
人
余
、
右
何
茂
火
事
具
着

用
差
出
之

　
但
、
武
器
長
持
隣
県
・
琉
球
包
拾
壱
箱
・
荷
物
十

36

y
和
泉
岸
和
田
藩
主
岡
部
長
和
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
人

　
、
一
昨
十
九
日
届
申
聞
捨
大
坂
表
火
事
二
付
弐
番
手
人
数
差
出
、
途
申
よ
り
土
井

　
大
炊
頭
迄
相
伺
候
処
天
王
寺
辺
二
而
相
招
候
様
依
差
図
場
所
見
繕
相
拍
居
候
処
、

　
今
廿
一
日
引
取
候
様
差
図
二
付
不
残
今
晩
引
取
申
候
、
且
一
番
手
人
数
者
彼
地
屋

　
敷
二
招
居
候
様
是
又
差
図
有
之
候
旨
届

37

y
和
泉
岸
和
田
藩
主
岡
部
長
和
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
人

　
、
昨
廿
一
旨
届
申
聞
候
壱
番
手
人
数
彼
地
屋
敷
二
残
置
、
半
方
引
取
候
様
昨
晩
土

　
井
大
炊
頭
出
差
図
半
方
残
置
、
則
今
日
撃
方
人
数
引
取
候
無
届

38

y
摂
津
尼
崎
藩
主
松
平
忠
栄
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
遠
江
守

　
、
去
十
九
費
卯
上
刻
大
坂
天
満
建
国
寺
裏
与
力
町
よ
り
出
火
有
之
、
及
大
火
候
付

　
早
速
彼
地
江
人
数
差
出
御
城
際
二
相
詰
候
処
、
追
々
所
々
江
火
移
り
、
何
者
共
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妨
V

　
相
知
徒
党
之
者
鉄
炮
を
打
掛
、
或
は
抜
身
・
鎗
・
長
刀
等
を
振
廻
し
及
乱
防
候
付
、

具
足
・
弓
・
鉄
炮
を
為
持
、
早
々
人
数
差
出
多
様
跡
部
山
城
守
・
堀
伊
賀
守
よ
り

相
達
申
候
、
且
与
力
大
塩
平
八
郎
及
一
揆
候
付
早
速
人
数
可
差
出
旨
猶
又
土
井
大

炊
頭
よ
り
差
図
有
之
、
万
一
手
二
及
兼
御
城
中
江
引
込
防
候
様
二
も
相
成
候
ハ
、

後
詰
之
手
当
勿
論
之
旨
相
達
候
付
、
同
夜
子
之
刻
弐
番
手
之
入
数
甲
冑
・
武
具
井

大
筒
持
参
差
出
候
処
、
大
手
江
相
詰
候
様
大
炊
頭
よ
り
相
達
候
問
、
先
手
同
様
御

零
里
子
鳩
居
置
処
、
跡
部
山
城
守
差
益
二
階
京
橋
聴
手
下
智
彼
方
江
詰
替
候
処
、
亦

々
守
口
辺
二
徒
党
之
者
集
り
居
候
二
付
彼
地
江
人
数
差
向
段
々
及
詮
儀
候
得
共
壱

人
も
無
之
、
細
々
吹
田
辺
二
相
集
候
付
直
様
駈
付
候
等
身
此
所
二
も
壱
人
も
不
相

見
候
付
京
橋
口
江
引
取
相
固
候
処
、
同
廿
一
贈
丑
上
刻
弥
鎮
火
、
徒
党
之
者
共
も

何
方
江
逃
去
候
哉
行
衛
相
知
不
申
穏
二
相
成
、
先
人
数
引
取
候
様
大
炊
頭
よ
り
差

図
二
付
二
番
手
人
数
者
引
取
、
　
一
番
手
人
数
者
大
坂
蔵
屋
敷
江
残
置
候
、
尤
乱
心
之

者
共
手
二
黒
兼
信
州
、
切
捨
斎
い
た
し
二
様
山
城
守
相
懸
候
由
在
所
家
来
聾
者
よ

り
申
越
候
旨
届

39

y
大
坂
城
代
・
下
総
古
河
藩
主
土
井
利
位
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
井
大
炊
頭

　
、
跡
部
山
城
守
組
与
力
大
塩
格
之
助
父
隠
居
大
塩
平
八
郎
・
同
組
与
力
・
同
心
五
、

　
六
人
、
外
百
姓
黒
土
徒
党
候
風
聞
二
崩
、
表
十
九
日
巳
刻
右
平
八
郎
天
満
居
宅
近

　
所
同
組
与
力
宅
江
火
を
掛
ヶ
、
其
後
棒
火
矢
・
鉄
炮
等
打
放
、
所
々
江
火
を
掛
煙

　
上
り
候
二
付
、
早
速
家
来
火
事
羽
織
下
着
込
着
人
数
差
出
、
天
満
橋
・
高
麗
橋
・

　
農
人
橋
・
本
町
橋
江
相
廻
候
内
、
徒
党
之
者
共
右
場
所
江
至
悪
立
入
　
宏
、
昨
廿
日

　
戌
中
刻
塩
素
候
付
人
数
引
取
候
旨
届
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40

y
武
蔵
忍
藩
主
松
平
忠
彦
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
下
総
守

　
、
去
ル
十
九
日
朝
六
半
時
頃
大
坂
天
満
　
御
宮
御
後
二
罷
在
候
与
力
大
塩
平
八
郎

　
於
稽
古
場
鉄
炮
・
大
筒
打
始
、
不
思
儀
之
儀
二
付
　
御
宮
附
役
人
共
平
八
郎
方
江

　
可
及
掛
合
与
申
談
室
内
、
　
御
宮
御
別
当
建
国
寺
書
院
屋
根
植
樹
、
五
寸
位
之
鉄

　
玉
落
込
瓦
打
抜
、
弁
台
所
小
庇
江
玉
落
込
墨
付
、
早
速
防
煙
候
得
共
如
何
之
訳
二

　
候
哉
相
分
り
不
纂
録
付
　
御
宮
附
役
人
之
内
組
之
者
等
量
連
右
平
八
郎
方
江
罷
越

　
候
処
、
歯
舞
方
門
戸
を
閉
一
切
人
入
不
申
事
間
、
隣
家
二
軸
在
候
与
力
共
方
量
可

　
及
掛
合
与
罷
越
候
処
、
何
れ
茂
留
守
之
野
江
付
致
方
無
之
候
処
、
弥
鉄
炮
之
音
烈

　
敷
相
成
、
　
御
宮
甚
無
心
元
候
付
引
取
候
処
、
平
八
郎
居
宅
江
火
を
掛
、
其
火
所

　
々
江
燃
移
り
、
鉄
炮
ハ
弥
頻
二
打
立
候
付
　
御
宮
　
御
神
輿
御
立
退
御
手
当
之
人

　
数
早
速
相
残
、
与
力
江
掛
合
候
獅
三
郷
火
消
を
　
御
宮
之
後
江
懸
ヶ
火
防
候
処
、
其

　
嗣
賊
塁
年
強
異
変
一
番
準
準
候
問
生
玉
北
向
八
幡
宮
之
社
地
江
　
御
神
輿
無
御
田

　
條
御
立
退
、
奉
　
御
遷
座
、
其
後
大
西
風
与
薬
成
　
御
宮
御
境
内
四
方
田
火
移
り

　
　
御
本
社
・
御
拝
殿
・
御
唐
門
等
申
之
刻
前
打
残
類
焼
い
た
し
、
　
御
本
地
堂
・

　
　
御
神
輿
庫
・
御
中
門
・
御
詰
所
・
御
仮
殿
蔵
者
不
残
、
　
御
宮
御
別
当
建
国
寺

　
・
下
総
守
屋
鋪
共
類
焼
い
た
し
候
段
　
御
宮
附
役
人
共
よ
り
申
越
候
旨
届

41

y
伊
勢
津
藩
主
藤
堂
高
湿
よ
り
届
】

、
大
坂
天
満
拝
領
屋
敷
此
度
類
焼
い
た
し
候
旨
届

藤
堂
和
泉
守

42

y
摂
津
尼
崎
藩
主
松
平
忠
栄
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
遠
江
守

　
　
去
十
九
臼
大
坂
表
騒
立
候
二
付
、
尼
崎
城
内
手
配
井
海
岸
備
領
分
境
手
配
等
い

た
し
置
候
段
在
所
家
来
之
者
よ
り
申
越
候
旨
届

43

y
土
佐
高
知
藩
主
山
内
豊
資
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
土
佐
守

　
、
去
ル
十
九
碍
大
坂
町
奉
行
組
与
力
大
塩
格
之
助
父
隠
居
平
八
郎
頭
取
、
与
力
・

　
瓢
箪
拝
百
姓
共
致
徒
党
火
矢
等
相
用
、
大
坂
町
中
所
々
江
火
を
掛
減
乱
妨
候
付
、

　
謹
厚
二
賛
跡
部
山
城
守
よ
り
鉄
炮
、
其
外
武
器
等
持
参
加
勢
密
儀
同
所
蔵
屋
敷
二

　
差
置
候
家
来
共
江
掛
合
有
之
、
夫
々
可
差
向
手
配
い
た
し
候
段
注
進
申
越
候
、
巨

　
細
之
儀
者
不
相
分
候
得
共
不
容
易
儀
門
付
一
応
相
届
候
旨
申
聞
候

娼
【
摂
津
尼
崎
藩
主
松
平
忠
栄
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
遠
江
守

　
、
去
十
九
日
大
坂
天
満
建
国
寺
裏
与
力
町
よ
り
出
火
有
之
、
井
徒
党
之
者
騒
立
候

　
付
差
出
候
人
数
之
内
一
番
手
大
坂
蔵
屋
敷
江
残
置
候
処
、
相
鎮
候
間
引
取
髄
様
土

　
井
大
炊
頭
よ
り
差
図
御
付
、
去
坐
雛
B
引
取
候
段
在
所
家
来
之
者
よ
り
申
越
候
二

　
付
届

45

y
摂
津
尼
崎
藩
主
松
平
忠
栄
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
人

　
、
去
十
九
目
大
坂
表
出
火
丼
騒
立
候
付
差
三
囲
人
数
、
左
之
通
二
有
之
候
段
在
所

　
家
来
者
よ
り
申
越
候
旨
届

壱
番
手

　
　
家
老

　
　
用
人

　
　
目
付

　
　
物
頭

　　 ナ　 ナ　 ぬ
二管鴬鴬人人人人
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使
番

　
　
武
具
奉
行

　
　
普
請
奉
行

　
　
馬
廻

　
　
大
小
姓

　
　
医
師

　
　
徒
目
付

　
　
徒
士

　
　
小
頭

　
　
足
軽

　
　
申
間

二
番
手

　
　
家
老

　
用
人
兼

　
　
目
付

　
　
物
頭

　
　
使
番

　
軍
師

　
　
馬
廻

　
　
大
小
姓

　
　
徒
目
付

　
　
徒
士

　
　
小
頭

　
　
足
軽

　
　
中
間

五
人

壱
人

壱
人

三
人

弐
人

壱
入

弐
人

十
六
人

三
人

五
十
五
人

弐
百
五
十
人

壱
人

壱弐壱
人人人

弐
人

弐
人

弐
人

四
人

二
人

三
十
五
人

弐
百
十
七
人

外
二
大
筒
之
者

〆
人
数
七
百
七
人
余

馬
廻

大
小
姓

徒
士

足
軽

中
間

七
人

七
人

六
人

十
人

五
十
人

46

y
肥
前
平
戸
藩
主
松
浦
熈
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
浦
肥
前
守

　
、
於
大
坂
翠
嵐
十
九
日
辰
刻
頃
従
天
満
辺
出
火
、
右
麿
今
度
徒
党
之
者
共
火
矢
等

　
相
用
市
中
所
々
火
を
懸
及
乱
妨
墨
付
、
御
城
代
屋
敷
・
両
町
奉
行
所
三
ヶ
所
之
内

　
江
人
数
差
出
候
様
申
来
、
依
之
十
九
日
夕
よ
り
人
数
差
出
、
翌
廿
B
昼
時
過
ま
て

　
相
詰
罷
在
候
処
、
同
目
東
町
奉
行
跡
部
山
城
守
よ
り
為
固
罷
出
候
様
差
図
有
之
、

　
甲
冑
・
弓
・
鉄
炮
用
意
い
た
し
相
詰
、
同
廿
一
田
朝
差
図
二
付
一
先
人
数
引
取
候

　
段
大
坂
蔵
屋
鋪
江
差
置
候
家
来
之
者
大
略
申
越
候
、
猶
又
委
細
相
分
候
上
可
相
届

　
候
得
共
先
届

天
保
八
年
三
月
（
【
O
冊
）
「
覚
」

47

蜚
d
磨
明
石
藩
主
松
平
斉
よ
り
韻
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
左
兵
衛
督

　
　
去
ル
十
九
日
大
坂
町
奉
行
組
与
力
大
塩
格
之
助
父
隠
居
平
八
郎
頭
取
、
与
力
・
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同
心
井
百
姓
共
致
徒
党
、
火
矢
等
塗
壁
大
坂
町
中
所
々
江
火
を
懸
章
乱
妨
候
付
、

同
所
蔵
屋
敷
二
差
置
候
家
来
人
数
引
纏
、
両
町
奉
行
江
罷
出
、
差
添
之
上
所
々
致

火
防
候
処
、
翌
廿
日
昼
九
時
過
頃
下
図
二
付
人
数
引
取
申
候
由
、
然
ル
処
同
日
夕

刻
跡
部
山
城
守
よ
り
組
同
心
を
以
右
徒
党
早
事
未
十
二
入
不
申
無
間
、
得
道
具
を

持
為
加
勢
早
々
人
数
差
出
候
様
申
越
候
付
、
則
武
器
相
用
山
城
守
役
宅
江
即
刻
人

数
猶
又
差
出
候
処
、
翌
廿
一
碍
差
図
之
上
引
取
申
候
旨
申
越
候
、
尤
無
別
条
候
得

共
武
器
等
相
用
不
容
易
儀
二
付
届

48

蜴
R
城
淀
藩
主
稲
葉
正
守
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
葉
丹
後
守

　
、
去
月
廿
三
日
京
都
町
奉
行
梶
野
土
佐
守
よ
り
彼
地
差
置
候
家
来
之
者
呼
、
此
度

　
大
坂
表
二
弼
徒
党
及
乱
妨
候
好
賊
共
摂
州
峯
山
寺
二
立
籠
居
候
風
聞
在
之
、
右
辺

　
ハ
城
州
山
崎
辺
手
近
二
付
、
其
次
第
二
寄
不
時
之
人
数
差
出
候
儀
奉
行
所
よ
り
達

　
有
之
次
第
差
出
平
様
用
意
可
致
旨
所
鋼
代
よ
り
達
も
可
有
之
候
得
共
、
手
組
も
可

　
有
之
二
付
相
達
候
趣
在
所
家
来
共
よ
り
申
越
候
付
届

49

y
近
江
膳
所
藩
主
本
多
康
禎
よ
り
届
】

、
右
同
断
、
在
所
同
氏
隼
人
正
よ
り
申
越
候
付
届

＊
「
右
同
断
」
と
は
4
4
の
こ
と
。

本
多
下
総
守

50

y
山
城
淀
藩
主
稲
葉
正
守
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
葉
丹
後
守

　
、
去
月
廿
三
日
松
平
伊
豆
守
よ
り
母
地
差
置
候
家
来
呼
、
此
度
大
坂
表
出
火
乱
妨

　
者
先
相
鎮
候
得
共
、
大
塩
平
八
郎
始
頭
立
候
者
丹
波
奥
山
江
引
籠
候
趣
相
闘
候
二

付
、
殊
二
寄
藤
野
＼
東
町
奉
行
梶
野
土
佐
守
山
芦
辺
迄
出
張
被
　
仰
付
候
趣
、
右

之
場
二
相
及
筆
者
改
無
双
相
達
旨
、
一
番
手
人
数
、
尤
武
器
用
意
、
洛
中
ハ
火
事

装
束
、
野
間
者
無
差
別
相
心
得
候
様
、
困
弊
佐
守
差
図
請
貴
様
在
所
表
江
申
遣
置

候
様
内
意
申
達
候
、
依
之
一
番
手
人
数
相
半
、
武
器
等
致
用
意
置
候
段
在
所
家
来

馴
者
よ
り
申
越
候
付
届

51

y
近
江
膳
所
藩
主
本
多
康
禎
よ
り
届
】

、
右
同
断
、
在
所
同
氏
隼
人
正
よ
り
申
越
候
付
届

＊
「
右
岡
蓋
明
は
4
6
の
こ
と

本
多
下
総
守

52

y
伊
予
松
山
藩
主
松
平
勝
善
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
隠
岐
守

　
、
去
二
月
十
九
日
辰
中
刻
頃
よ
り
大
坂
天
満
与
力
町
よ
り
出
火
裾
付
銀
地
屋
敷
よ

　
り
火
消
之
人
数
差
出
候
処
、
何
者
共
不
知
甲
冑
を
着
、
道
具
を
携
、
鉄
炮
・
火
矢

　
等
相
用
放
火
及
乱
妨
候
躰
相
見
候
趣
二
海
、
町
奉
行
跡
部
山
城
守
組
与
力
・
同
心

　
罷
越
早
々
人
数
差
出
候
様
、
尤
乱
妨
之
者
右
躰
之
儀
故
飛
道
具
相
用
、
手
甲
余
り

　
候
者
共
無
用
捨
打
捨
候
様
土
井
大
炊
頭
差
図
之
趣
を
以
申
越
候
付
、
直
二
兵
具
相

　
用
、
菓
町
奉
行
所
牢
屋
敷
門
前
相
穂
懸
内
、
戌
刻
頃
又
々
山
城
守
山
図
二
弼
役
宅

　
裏
手
江
相
詰
、
其
後
御
城
番
場
入
口
往
還
相
固
、
同
五
二
卯
此
頃
天
満
橋
江
手
勢

　
差
向
候
様
申
越
、
則
差
出
候
処
追
々
乱
妨
之
者
共
逃
去
候
付
依
差
図
人
数
引
揚
、

　
同
廿
一
目
巳
刻
頃
山
城
守
よ
り
徒
党
之
者
押
寄
候
躰
二
重
即
刻
人
数
差
出
句
様
申

　
越
、
又
候
人
数
右
役
宅
裏
手
江
相
固
候
処
、
格
別
之
儀
も
無
之
相
鎮
候
付
依
差
図

　
手
勢
引
取
候
旨
彼
地
痒
差
置
候
家
来
之
者
よ
り
申
越
候
付
届
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53

y
大
坂
城
代
・
下
総
古
河
藩
主
土
井
利
位
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
井
大
炊
頭

　
、
大
坂
御
城
代
二
三
領
知
替
被
　
仰
付
候
領
分
河
州
茨
田
郡
門
真
三
番
村
年
寄
郡

　
次
・
百
姓
九
郎
右
衛
門
儀
、
表
ル
十
九
日
当
地
出
火
一
節
二
八
人
江
組
及
騒
動
候

　
段
相
聞
候
付
、
岡
廿
目
召
捕
之
者
差
遣
候
処
何
も
宿
先
二
居
合
不
一
、
岡
廿
一
日

　
郡
次
儀
村
方
江
湖
一
円
一
回
者
、
大
塩
平
八
郎
儀
ハ
兼
而
熟
懇
候
処
表
十
八
日
同
人

　
書
籍
一
片
字
母
間
手
伝
二
参
呉
候
様
申
越
候
付
、
岡
三
昼
後
よ
り
罷
越
手
伝
致
し
、

　
三
夜
ハ
同
人
方
江
止
宿
致
し
、
翌
朝
二
相
成
同
人
部
屋
江
参
候
様
申
聞
、
罷
越
候

　
処
、
大
坂
市
中
富
家
之
者
共
焼
払
、
金
銀
奪
取
、
当
時
困
窮
之
者
共
江
潮
候
間
供

　
致
し
候
様
申
聞
、
驚
入
断
申
候
処
、
左
候
得
者
打
果
候
様
申
出
、
口
々
戸
も
〆
有

　
之
、
三
三
三
無
拠
相
従
高
麗
橋
辺
迄
附
一
一
候
三
共
、
余
り
恐
竜
候
塩
噌
有
之
候

　
間
逃
去
、
河
州
富
繊
村
辺
迄
罷
越
段
々
相
考
候
得
者
、
狼
籍
之
節
頭
立
候
杯
相
聞

　
候
二
者
先
祖
江
対
相
済
不
眠
、
殊
二
老
婆
妻
子
等
も
有
之
候
付
一
旦
悪
党
江
組
し
不

　
容
易
儀
致
し
候
殺
者
重
々
不
将
至
極
恐
夕
虹
駄
卸
、
違
背
致
し
候
得
者
打
果
候
半
弓

　
聞
候
故
、
不
得
止
事
附
添
罷
越
候
臨
監
弼
如
何
様
御
餐
被
　
仰
付
候
擶
も
申
分
も
無

　
之
儀
二
付
、
平
八
郎
江
従
候
訳
等
存
奮
戦
ヶ
領
分
摂
津
平
野
郷
役
場
江
罷
出
申
達
、

　
召
連
節
候
様
村
役
人
二
号
聞
御
町
二
面
差
出
三
二
付
、
於
同
所
一
通
り
相
糺
軽
症
前

　
同
様
申
聞
、
無
拠
附
従
候
影
取
申
立
候
得
共
、
不
一
通
及
大
事
候
儀
二
付
手
鑑
吟

　
味
詰
難
相
成
候
割
去
廿
四
日
跡
部
山
城
守
方
江
家
来
相
観
差
出
申
候
、
同
村
百
姓

　
九
郎
右
衛
門
儀
も
此
度
平
八
郎
江
相
臨
監
処
、
先
非
後
悔
致
し
自
訴
致
し
候
旨
庄

　
屋
召
連
罷
出
癖
付
、
一
通
り
直
配
置
処
是
又
手
記
之
吟
味
難
相
成
候
付
同
廿
七
日

　
山
城
仁
方
江
差
幹
候
旨
届

54

y
豊
後
岡
藩
主
中
川
久
教
家
来
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
川
修
理
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
来

　
、
於
大
坂
表
去
月
十
九
日
辰
刻
頃
天
満
辺
よ
り
出
火
之
処
、
卜
者
今
度
徒
党
記
者

　
共
火
矢
等
相
用
市
中
之
所
々
江
火
ヲ
放
掛
ヶ
及
乱
妨
候
二
付
、
御
城
代
屋
敷
井
両

　
町
奉
行
所
之
内
江
向
人
数
差
出
候
様
達
有
之
候
二
付
、
同
所
修
理
大
夫
蔵
屋
敷
江

　
罷
在
候
家
来
相
詰
居
候
者
共
召
連
、
十
九
日
夕
よ
り
御
城
代
屋
敷
江
相
詰
罷
在
候

　
処
、
翌
廿
碍
夕
差
配
二
罫
引
取
下
殺
岡
所
蔵
屋
敷
江
相
詰
居
候
家
来
之
者
よ
り
大

　
概
申
越
候
、
修
理
大
夫
在
邑
二
付
届

55

y
筑
前
福
岡
藩
主
黒
田
長
薄
家
来
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
美
濃
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
来

　
、
於
大
坂
去
月
廿
臼
従
順
部
山
城
守
美
濃
守
同
所
屋
敷
江
召
潮
候
家
来
群
薄
力
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妨
）

　
を
以
好
賊
之
者
共
凌
乱
法
、
右
之
者
共
行
衛
未
相
知
、
奉
行
所
無
人
二
醐
無
用
心

　
二
付
人
数
差
出
悪
様
、
尤
藤
縄
土
井
大
炊
頭
差
図
之
趣
達
有
之
、
然
二
同
所
江
召

　
置
候
家
来
ハ
非
常
之
手
当
筋
二
念
遣
置
候
儀
二
も
無
聴
講
付
、
飛
道
具
等
無
腰
候

　
問
鉄
炮
借
用
致
し
度
旨
申
聞
候
処
、
先
鎗
持
参
罷
出
候
様
と
の
儀
二
付
早
速
同
所

　
詰
家
来
南
部
七
郎
右
衛
門
与
記
者
人
数
召
連
罷
出
信
認
、
於
奉
行
所
鉄
炮
玉
薬
等

　
相
渡
、
依
差
図
天
満
橋
南
北
を
同
日
終
夜
相
固
候
、
同
割
一
日
晩
二
者
奉
行
所
江
罷

　
還
相
雪
濠
処
、
雪
濠
図
人
数
引
払
居
候
途
中
江
又
々
以
使
者
逆
賊
共
近
在
を
即
下

　
欺
之
様
二
相
聞
候
憾
寝
二
引
返
し
可
申
旨
申
越
候
付
、
七
郎
右
衛
門
初
一
先
屋
敷

　
江
引
取
、
奉
行
所
役
々
嗣
様
甲
冑
帯
即
刻
罷
出
昼
過
二
相
詰
居
候
処
、
昨
夜
以
来

　
相
詰
候
事
故
先
引
取
候
様
、
模
様
二
よ
り
候
爾
者
又
々
出
張
之
儀
可
申
達
由
二
付
、

　
何
も
人
数
引
取
候
段
同
所
詰
従
役
人
共
申
越
候
付
届
候
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56

y
伊
予
大
洲
藩
主
加
藤
泰
幹
家
来
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
遠
江
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
来

　
、
去
月
十
九
呂
辰
刻
頃
大
坂
天
満
辺
よ
り
出
火
、
右
者
此
度
徒
党
之
者
共
有
之
由

　
二
而
火
矢
等
相
用
市
中
所
々
江
火
を
掛
及
乱
妨
候
付
、
御
城
代
屋
敷
井
両
町
奉
行
所

　
之
内
江
人
数
差
出
候
様
申
来
候
間
、
同
所
遠
江
守
蔵
屋
敷
二
詰
合
之
家
来
共
十
九

　
日
夕
差
出
、
廿
日
飛
道
具
持
参
、
東
町
奉
行
所
涯
相
詰
候
様
猶
又
申
来
罷
越
候
処
、

　
天
満
橋
口
相
固
可
申
旨
差
図
付
同
所
二
相
詰
罷
在
、
同
夜
四
時
頃
人
数
引
取
候
旨

　
申
越
候
、
遠
江
鯉
濃
邑
二
付
届

57

y
上
総
飯
野
藩
主
保
科
正
　
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
科
弾
正
忠

｝
、
去
付
十
九
日
晩
六
時
過
よ
り
大
坂
表
出
火
圏
処
追
々
大
火
二
相
成
、
翌
廿
日
御

　
鉄
炮
奉
行
御
手
洗
伊
右
衛
門
摂
津
国
豊
嶋
郡
長
興
寺
村
御
焔
硝
蔵
為
手
当
罷
越
、

　
大
坂
町
奉
行
組
与
力
・
同
心
井
百
姓
共
致
徒
党
、
火
矢
等
相
即
同
所
町
中
所
々
江

　
　
　
　
　
　
（
妨
）

　
火
ヲ
掛
及
乱
法
候
付
、
御
焔
硝
蔵
江
為
加
勢
人
数
差
出
候
様
領
分
同
国
同
郡
浜
村

　
表
二
差
置
候
家
来
共
江
山
聞
半
間
、
即
刻
人
数
召
連
壁
出
候
処
、
同
艮
夜
分
二
相

　
成
先
引
取
、
浜
村
二
重
拍
罷
在
候
之
様
申
聞
候
段
彼
地
二
差
置
候
家
来
共
よ
り
申

　
藩
候
付
届

＊
保
科
氏
は
長
興
寺
村
の
領
主

58

y
伊
予
吉
田
藩
主
伊
達
宗
翰
家
来
よ
り
届
】

、
去
月
十
九
隅
辰
之
刻
頃
大
坂
天
満
辺
よ
り
出
火
、

　
　
　
　
　
伊
達
紀
伊
守

　
　
　
　
　
　
　
　
家
来

慰
者
此
度
徒
党
之
者
共
有
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妨
）

由
二
付
、
火
矢
等
相
用
市
中
所
々
江
火
を
能
書
乱
防
蟻
壁
、
御
城
代
屋
敷
井
両
町

奉
行
所
之
蒲
江
人
数
差
出
候
様
達
之
趣
申
来
候
間
、
同
所
紀
伊
守
蔵
屋
敷
二
詰
合

之
家
来
共
十
九
日
夕
差
出
候
処
、
翌
廿
目
朝
引
取
候
段
申
越
候
、
紀
伊
守
在
邑
二

付
届

59

y
阿
波
徳
島
藩
主
蜂
須
賀
斉
昌
家
来
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
阿
波
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
来

　
、
此
度
於
大
坂
表
及
放
火
乱
妨
候
跡
部
山
城
守
組
与
力
大
塩
格
之
助
父
平
八
郎
外

　
四
人
、
拝
名
前
不
知
徒
党
之
百
姓
・
町
人
共
行
衛
不
相
知
候
処
、
阿
波
守
領
分
淡

　
路
国
江
取
渡
候
風
説
も
有
之
候
間
、
遂
穿
盤
見
合
次
第
召
椿
事
差
出
旨
山
城
守
よ

　
り
大
坂
表
二
差
置
候
家
来
之
者
江
達
有
之
候
二
付
、
早
々
及
手
配
阿
波
・
淡
路
両

　
国
共
厳
敷
愈
儀
申
付
置
候
旨
申
聞
候

60

y
相
模
荻
野
山
嵐
藩
大
久
保
教
孝
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
久
保
出
雲
守

一
、
去
月
十
九
β
大
坂
表
所
々
出
火
之
処
次
第
及
大
火
、
翌
廿
臼
夕
刻
二
相
宗
谷
町

　
迄
焼
失
之
瑚
、
堺
奉
行
曲
渕
甲
斐
守
火
防
人
数
を
以
追
手
前
屋
敷
之
内
西
手
之
方

　
長
屋
一
棟
引
倒
、
其
外
所
々
江
燃
付
候
得
共
手
人
数
二
崩
防
留
候
段
大
坂
表
二
残
置

　
候
家
来
共
よ
り
申
越
候
付
届

＊
大
久
保
教
孝
は
、
天
保
七
年
十
一
月
ま
で
大
坂
京
橋
口
定
番

61

y
和
泉
岸
和
田
藩
主
岡
部
長
和
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
部
内
膳
正

　
　
去
月
廿
二
日
届
申
聞
候
大
坂
屋
敷
二
残
置
候
壱
番
手
薄
方
混
一
数
、
引
取
可
聴
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旨
土
井
大
炊
頭
依
嘱
図
不
純
人
数
引
取
候
旨
届

62

y
讃
岐
高
松
藩
主
松
平
頼
恕
家
来
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
讃
岐
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
来

　
、
去
二
月
十
九
日
朝
五
時
頃
大
坂
天
満
与
力
町
よ
り
出
火
之
処
、
夕
七
時
頃
今
日

　
之
変
時
大
火
糊
付
即
刻
御
城
代
・
両
町
奉
行
所
江
贈
号
差
出
候
様
、
尤
手
向
卜
者

　
有
之
候
者
打
製
革
擶
も
離
苦
卸
町
奉
行
差
図
之
旨
松
平
遠
江
守
家
来
よ
り
触
廻
状

　
有
之
、
尤
同
所
者
蔵
屋
敷
之
儀
二
野
格
別
人
数
差
置
不
善
鈴
鰍
共
早
速
役
人
共
有

　
合
之
人
数
引
纏
、
土
井
大
炊
頭
中
屋
敷
江
罷
越
候
処
、
御
城
追
手
江
罷
越
候
様
差

　
図
二
付
則
罷
越
候
処
、
下
馬
二
乗
相
姦
可
申
、
様
子
次
第
差
図
野
郎
旨
二
野
下
馬

　
脇
二
相
詰
居
り
候
、
且
右
之
趣
両
町
奉
行
所
江
も
申
入
、
井
晩
方
二
至
西
町
奉
行

　
所
危
由
二
付
人
数
引
分
指
向
、
裏
手
二
而
致
火
防
、
島
陰
追
手
相
観
江
引
取
候
、
且

　
又
長
柄
・
鉄
炮
を
も
相
廻
拓
居
候
内
、
同
廿
一
目
晩
二
至
土
井
大
炊
頭
家
来
よ
り

　
最
論
及
鎮
火
候
付
引
取
候
様
立
志
備
付
人
数
引
取
候
旨
同
所
蔵
屋
敷
詰
家
来
共
よ

　
り
申
越
候
付
届

63

y
大
和
郡
幽
藩
主
柳
沢
保
泰
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
甲
斐
守

一
、
先
月
廿
三
日
京
都
所
司
代
松
平
伊
豆
守
公
用
人
よ
り
京
都
屋
敷
二
罷
在
候
留
守

　
居
之
者
呼
出
、
此
度
変
時
二
付
　
揆
之
者
共
丹
波
奥
山
江
楯
籠
候
旨
風
聞
在
之
候

　
付
、
今
一
応
大
坂
御
城
代
よ
り
沙
汰
之
模
様
二
寄
梶
野
土
佐
守
城
州
山
崎
辺
江
出

　
張
防
候
間
、
其
辺
々
手
当
被
　
仰
付
候
付
、
先
壱
番
手
人
数
丈
ヶ
武
器
用
意
致
し
、

　
今
一
応
沙
汰
次
第
早
々
可
差
出
旨
伊
豆
守
内
意
相
達
候
、
尤
途
中
火
事
具
着
用
、

　
其
時
之
模
様
二
醐
土
佐
守
譜
図
次
第
武
具
着
用
之
積
手
当
可
致
旨
公
用
人
岡
本
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

左
衛
門
申
聞
候
段
彼
地
留
守
居
之
者
よ
り
申
越
候
二
付
、
先
壱
手
五
拾
騎
備
之
積

を
以
山
崎
辺
江
人
数
差
出
致
手
合
置
候
得
共
、
当
二
日
迄
伊
豆
守
よ
り
何
等
之
沙

汰
も
無
之
旨
届

64

y
大
和
郡
山
藩
主
柳
沢
保
泰
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
人

　
、
大
坂
町
奉
行
組
与
力
大
塩
格
之
助
父
隠
居
平
八
郎
頭
取
、
与
力
．
同
心
共
拝
百

　
姓
遭
遇
徒
党
及
乱
妨
候
付
早
々
人
数
差
出
召
捕
可
申
、
様
子
二
寄
可
致
出
馬
を
も

　
旨
先
月
廿
六
鐸
月
番
越
前
殿
よ
り
家
来
之
者
呼
以
書
付
申
渡
候
爵
、
当
二
日
置
早

　
打
之
者
到
着
、
依
之
蕊
取
敢
一
番
手
人
数
墨
銀
峠
迄
差
出
、
追
々
人
数
も
可
差
出

　
間
、
差
図
有
之
候
様
土
井
大
炊
頭
江
以
使
番
申
達
調
理
旨
届

65

y
摂
津
高
槻
藩
主
永
弁
直
与
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
井
飛
騨
守

　
、
一
昨
十
九
日
落
着
頃
大
坂
表
出
火
縄
処
追
々
大
火
二
相
成
、
其
上
与
力
共
之
内

　
一
揆
及
乱
妨
候
二
付
武
具
着
用
、
加
勢
人
数
可
差
出
旨
同
日
夜
曲
城
代
土
井
大
炊

　
頭
よ
り
申
越
候
処
、
京
都
警
衛
之
手
当
も
有
之
候
付
多
人
数
難
差
出
段
相
断
、
別

　
紙
之
通
人
数
差
出
途
中
迄
罷
越
候
処
、
火
偏
、
徒
党
之
者
共
　
去
帯
付
人
数
繰
戻

　
照
雨
大
炊
頭
よ
り
申
越
候
間
人
数
引
取
候
旨
届

　
　
　
　
　
　
別
紙

惣
奉
行

物
頭

目
付

使
番

給
人

六壱壱弐壱
人人人人人
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66

y
播
磨
姫
路
藩
主
酒
井
忠
君
よ
り
届
】

　
　
士
　
　
　
弐
拾
七
人

　
　
医
師
　
　
　
　
壱
人

　
　
小
役
　
　
　
拾
弐
人

　
　
足
軽
　
　
　
六
拾
人

惣
人
数
三
百
拾
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
雅
楽
頭

、
此
度
於
大
坂
徒
党
之
好
賊
放
火
乱
妨
二
及
候
次
第
二
付
、
御
城
代
土
井
大
炊
頭

よ
り
彼
無
二
差
置
候
家
来
之
者
江
達
有
之
肩
付
早
速
居
合
之
人
数
差
出
三
宝
、
徒

党
之
賊
者
追
々
被
風
捕
候
由
二
候
得
意
、
大
塩
平
八
郎
・
大
塩
格
之
助
・
瀬
田
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
布
）

之
助
・
渡
辺
良
左
衛
門
・
近
藤
梶
五
郎
・
庄
司
儀
右
衛
門
　
渡
瀬
付
、
町
奉
行
よ

り
人
相
書
相
渡
、
貸
地
船
着
場
所
等
善
様
可
致
吟
味
、
且
縦
令
人
違
三
絶
茂
不
様
候

問
召
捕
可
申
旨
達
有
之
候
、
尤
人
相
書
彼
地
よ
り
早
速
在
所
江
申
達
候
由
、
其
旨

浦
々
江
厳
重
二
吟
味
申
付
、
怪
敷
船
等
見
極
候
者
早
速
捕
徳
業
様
申
渡
候
段
在
所

家
来
之
者
よ
り
去
月
廿
二
飼
之
日
附
二
禰
申
越
候
旨
届

67

y
大
坂
山
里
加
番
・
越
前
大
野
藩
主
土
平
利
忠
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
井
能
登
守

　
、
一
昨
十
九
日
朝
大
坂
天
満
辺
よ
り
出
火
、
翌
廿
日
迄
火
掻
不
申
、
其
上
徒
党
相

　
企
候
者
も
有
之
由
二
付
、
鹿
妻
夕
差
掛
京
橋
内
御
手
異
本
付
御
定
番
屋
敷
固
被
仰

　
付
、
尤
人
数
召
連
相
盛
可
申
段
土
井
大
炊
頭
よ
り
達
有
之
候
付
、
人
数
召
連
相
詰

　
候
旨
届

68

y
丹
波
亀
由
藩
主
松
平
信
豪
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
紀
伊
守

　
、
表
月
廿
三
日
所
司
代
松
平
伊
豆
守
よ
り
家
来
之
者
召
呼
、
今
度
大
坂
表
大
火
、

　
且
変
時
有
之
、
大
体
取
需
給
得
共
徒
党
之
者
共
丹
波
山
奥
二
立
籠
候
風
聞
有
之
候

　
旨
、
右
御
城
代
土
井
大
炊
頭
よ
り
伊
豆
守
御
申
遣
、
弥
立
籠
候
ハ
＼
尚
又
大
坂
表

　
よ
り
申
越
次
第
山
崎
江
京
町
奉
行
梶
野
土
佐
守
出
張
可
有
之
候
間
、
左
候
ハ
＼
壱

　
番
手
武
器
用
意
、
山
崎
江
人
数
可
差
出
旨
沙
汰
可
有
之
候
付
、
其
用
意
可
庭
回
段

　
内
意
之
旨
公
用
人
を
以
達
有
之
候
、
且
又
梶
野
土
佐
守
よ
り
も
間
葎
家
来
之
者
呼

　
出
、
口
達
書
を
以
前
段
徒
党
及
乱
妨
出
組
賊
共
摂
州
神
事
山
寺
二
立
籠
居
候
風
聞

　
有
之
、
右
辺
城
州
山
崎
辺
手
近
目
付
、
其
次
第
二
寄
奉
行
所
よ
り
達
次
第
不
時
二

　
人
数
差
出
可
申
積
致
用
意
居
候
様
所
司
代
よ
り
も
達
意
有
之
哉
諸
候
得
共
、
手
組

　
も
可
有
之
、
尤
其
癖
第
二
寄
課
役
之
者
よ
り
申
聞
候
者
速
二
手
配
可
致
可
耕
有
之

　
候
、
依
之
人
数
相
揃
武
器
用
意
罷
在
候
段
在
所
役
人
共
よ
り
申
越
候
旨
届

69

y
丹
波
亀
山
藩
主
松
平
信
証
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
紀
伊
守

　
、
去
ル
十
九
目
五
時
大
坂
天
満
与
力
町
大
塩
平
八
郎
宅
よ
り
出
火
、
追
々
及
大
火
、

　
且
変
時
有
之
、
右
二
付
土
井
大
炊
頭
よ
り
永
井
飛
騨
守
江
甲
冑
着
用
加
勢
人
数
差

　
出
候
様
相
達
候
趣
京
都
二
差
置
候
家
来
之
者
よ
り
申
越
、
不
容
易
儀
二
付
早
速
大

　
炊
煙
江
使
者
差
出
候
処
、
大
手
御
三
所
諸
役
人
具
足
着
用
二
付
差
出
候
家
来
三
者

　
も
同
様
用
意
可
融
哉
之
旨
番
士
口
承
合
財
処
、
着
用
可
致
三
差
図
二
付
、
謄
写
用

　
候
段
在
所
役
人
共
よ
り
申
越
候
旨
聞
置
立
様
勝
手
よ
り
申
聞
之
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70

y
大
和
郡
山
藩
主
柳
沢
保
泰
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
甲
斐
守

　
、
当
十
九
日
辰
下
刻
大
坂
天
満
与
力
町
よ
り
出
火
之
処
及
大
火
候
趣
二
付
、
兼
而

　
用
意
之
一
番
手
人
数
差
出
候
処
、
御
城
近
辺
迄
出
火
、
御
場
所
柄
大
切
之
様
子
二

　
有
之
段
一
番
手
人
数
よ
り
申
越
候
付
二
番
手
人
数
差
出
、
引
続
三
番
手
人
数
倉
銀

　
峠
迄
差
出
置
、
使
者
を
以
翌
廿
貝
朝
土
井
大
炊
頭
御
用
筋
も
有
之
候
者
可
申
聞
旨

　
申
達
候
処
、
同
B
九
時
過
以
書
付
出
火
最
早
鎮
り
寄
二
者
相
成
候
得
共
、
折
角
心

　
配
人
数
差
出
候
儀
二
付
追
手
先
迄
可
差
出
旨
、
尤
江
戸
表
江
も
言
上
可
致
三
相
達

　
候
、
依
之
早
々
｝
番
手
・
二
番
手
人
数
追
手
先
迄
繰
込
申
候
、
尤
弓
・
鉄
炮
等
致

　
用
意
候
趣
も
申
達
候
処
、
此
度
考
出
火
擶
已
二
も
無
之
、
異
変
之
儀
二
付
弓
・
鉄
炮

　
等
早
々
繰
入
候
様
相
達
候
間
、
差
図
之
通
追
手
北
之
方
御
堀
際
固
罷
在
候
、
三
番

　
手
人
数
重
役
之
墨
引
纏
玉
造
口
迄
拍
罷
在
候
、
同
夜
九
時
頃
大
炊
頭
家
来
之
者
場

　
所
江
申
聞
候
者
追
々
消
火
二
型
及
候
得
共
夜
中
之
処
者
固
居
候
様
、
何
レ
明
朝
否
之

　
儀
可
申
達
旨
申
聞
、
岡
廿
一
目
晩
七
時
過
人
数
之
内
よ
り
壱
人
差
出
候
様
申
越
候

　
付
使
番
罷
出
候
処
、
追
々
消
火
二
茂
及
、
殊
大
雨
二
も
有
之
候
付
固
人
数
引
取
可

　
申
旨
相
達
候
問
、
廿
一
日
夜
着
半
時
頃
迄
二
人
数
追
々
致
帰
着
候
旨
届

　
　
　
　
　
　
別
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
番
手

　
　
物
頭

　
　
使
番

　
　
目
付

　
　
注
進
役
兼

　
　
用
金
方

　
　
走
目
寸

　
　
孝
　
　
　
－
葉

二
番
手

弐壱三壱弐壱
人人騎騎騎騎

　
　
番
頭

　
　
物
頭

　
　
使
番

　
　
注
進
役
兼

　
　
用
金
方

　
　
医
者

　
　
徒
目
付

　
　
厩
小
頭

三
番
手

　
　
年
寄

　
　
物
頭

　
　
番
方
組
頭

　
　
馬
廻

　
　
大
小
姓

　
　
武
具
方

　
　
具
足
師

　
　
武
具
師

壱壱壱壱弐壱壱壱
人人人人士騎騎騎

壱壱三五五壱壱壱
人人人人人事様騎

徒
目
付
組
頭
壱
人

徒
目
付

用
金
方

中
間
小
頭

代
宮
手
代

物
書

壱
人

壱
人

壱
人

壱
人

壱
人
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刀
【
大
和
郡
山
藩
主
柳
沢
保
泰
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
甲
斐
守

　
、
於
南
都
奉
行
所
与
力
よ
り
家
来
江
書
取
を
以
大
坂
表
一
昨
日
九
日
よ
り
大
火
、

　
右
者
自
火
二
唖
者
無
之
、
徒
党
及
乱
妨
候
者
有
之
哉
二
風
聞
有
之
候
得
共
取
留
候
儀

　
も
無
之
候
処
、
昨
廿
欝
夜
彼
地
与
力
よ
り
及
乱
妨
候
妊
賊
大
坂
町
奉
行
元
与
力
大

　
塩
平
八
郎
、
同
苗
格
之
助
、
瀬
田
済
之
助
、
同
組
同
心
渡
辺
良
左
衛
門
・
近
藤
梶

　
　
　
　
　
　
　
（
一
甑
ノ
）

　
五
郎
・
庄
司
儀
右
衛
門
、
其
外
之
者
共
追
々
厳
敷
捕
方
手
配
申
付
候
処
、
多
分
　

　
凶
暴
哉
、
今
以
生
死
難
分
、
次
第
二
而
者
当
地
江
立
入
候
哉
も
難
斗
間
、
格
別
厚
ク

　
手
配
之
上
召
捕
引
渡
候
異
極
度
、
万
一
及
手
向
候
ハ
＼
墨
黒
義
次
嫡
出
捨
二
取
斗

　
候
而
も
不
苦
悩
申
越
候
間
、
称
州
雄
町
舳
敷
致
手
配
、
国
境
衰
齢
辺
、
其
外
江
与

　
力
詠
仲
間
之
内
出
張
居
候
、
導
者
不
容
易
異
変
之
儀
二
付
急
速
人
数
入
用
之
儀
茂

　
自
然
有
之
候
ハ
、
出
役
先
、
又
者
御
役
所
よ
り
可
及
懸
合
候
間
、
及
臨
時
差
支
無

　
之
様
取
斗
候
様
い
た
し
度
、
丹
下
在
府
中
二
候
得
共
兼
崩
申
越
置
候
趣
も
有
之
候

　
間
此
段
及
懸
合
置
候
、
尤
右
及
懸
合
候
趣
者
京
都
町
奉
行
江
申
達
、
在
府
丹
下
方
江

　
も
可
申
遣
、
但
、
弓
・
鉄
炮
等
品
二
寄
借
用
之
儀
可
及
懸
合
も
難
斗
候
問
此
段
も

　
承
知
置
候
様
相
達
候
、
其
後
南
都
よ
り
倉
銀
峠
涯
致
出
役
居
候
者
共
人
少
二
コ
入

　
数
差
出
置
呉
候
様
、
尚
又
家
来
之
者
江
申
聞
標
付
、
為
手
宛
同
所
迄
弓
・
鉄
炮
・

　
長
柄
等
致
用
意
人
数
差
出
置
候
旨
届

別
紙

倉
根
峠
迄
差
出
置
候

物
頭
　
　
　
壱
騎

使
番
　
　
　
壱
騎

目
付
　
　
　
壱
騎

長
柄
頭
　
　
壱
騎

注
進
役
兼
　
壱
騎

武
具
方
　
　
壱
人

徒
目
付
組
頭
壱
人

徒
目
付
　
　
壱
人

代
官
手
代
　
壱
人

72

y
大
和
郡
山
藩
主
柳
沢
保
泰
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
甲
斐
守

　
、
今
朝
申
聞
候
一
番
手
人
数
倉
銀
峠
迄
差
出
候
旨
使
番
を
以
土
井
大
炊
頭
江
申
達

　
症
候
処
、
乱
妨
曲
者
爾
今
以
行
衛
不
相
分
候
得
殿
下
穏
有
之
候
間
人
数
勝
手
次
第

　
引
取
可
申
、
尤
此
上
仕
儀
二
寄
早
々
人
数
可
差
出
旨
差
図
有
之
候
付
、
今
夕
七
半

　
云
過
迄
追
々
人
数
致
帰
着
候
鳥
猶
又
届

73

y
摂
津
尼
崎
藩
圭
松
平
忠
栄
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
遠
江
守

　
、
去
月
十
九
霞
大
坂
表
徒
党
立
者
騒
立
二
付
、
同
廿
六
日
月
番
越
前
殿
よ
り
達
書

　
之
趣
在
所
表
江
以
早
追
申
遣
、
農
地
旧
幕
御
城
代
土
井
大
炊
頭
江
家
来
夏
茸
雲
出
相

　
伺
候
ハ
、
騒
動
之
瑚
人
数
茂
差
出
、
殊
此
節
者
追
々
零
墨
候
事
故
最
早
人
数
差
出

　
候
二
麿
不
及
旨
大
炊
頭
申
聞
候
由
在
所
家
来
之
者
よ
り
申
越
候
付
届

74

y
加
賀
金
沢
藩
主
前
田
斉
泰
家
来
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
加
賀
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
来

　
　
於
大
坂
加
賀
守
蔵
屋
敷
詰
人
之
者
江
前
月
十
九
臼
夕
七
時
頃
松
平
遠
江
守
家
来
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よ
り
廻
状
を
以
両
町
奉
行
よ
り
差
図
之
由
二
揃
今
朝
よ
り
変
時
大
火
二
付
即
刻
人

数
差
出
自
照
、
尤
御
話
代
拝
両
奉
行
所
江
人
数
相
向
候
様
申
冬
芽
間
、
即
刻
同
所

詰
合
罷
在
候
家
来
等
火
防
之
手
配
を
以
人
数
差
出
、
堀
伊
賀
守
愚
図
を
請
火
防
い

た
し
、
実
母
之
上
人
数
引
揚
候
処
、
翌
廿
艮
夕
跡
部
山
城
守
よ
り
使
者
を
以
人
数

加
勢
井
飛
道
具
等
慰
撫
差
出
候
様
申
越
、
飛
道
具
為
持
人
数
差
出
山
城
守
御
役
所

江
相
詰
、
同
量
依
差
図
同
所
相
懸
罷
在
、
翌
廿
一
臼
差
無
二
よ
り
同
日
五
時
過
人

数
引
取
平
芝
、
又
候
押
返
候
寺
山
城
守
差
図
鑑
来
、
引
返
、
未
引
取
不
申
段
同
所

詰
人
家
来
賢
者
よ
り
追
々
飛
脚
を
以
国
許
江
申
越
候
段
加
賀
守
旅
中
よ
り
差
磁
壁

旨
届

75

蜷
ﾛ
津
高
槻
藩
主
永
井
直
与
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
井
飛
騨
守

　
、
｝
昨
廿
三
日
所
司
代
松
平
伊
豆
守
よ
り
家
来
之
者
召
書
、
此
度
大
坂
表
大
火
変

　
時
有
之
、
先
鎮
り
候
得
共
徒
党
之
者
共
丹
波
山
奥
江
立
籠
候
風
闘
有
之
候
付
、
殊

　
二
寄
京
都
町
奉
行
梶
野
土
佐
守
出
張
可
有
之
、
左
盛
者
武
器
用
意
、
山
崎
江
人
数

　
可
差
出
旨
煮
用
意
置
候
様
内
意
之
趣
達
有
之
候
、
井
岡
碍
梶
野
土
佐
守
よ
り
も
家

　
来
盲
者
呼
出
、
前
段
徒
党
著
者
摂
州
神
峯
山
寺
二
立
籠
居
候
風
聞
書
青
墨
問
、
右

　
考
城
州
山
崎
逆
手
近
写
付
課
次
第
二
曹
達
次
第
人
数
差
出
豊
郷
用
意
致
居
候
様
所

　
司
代
よ
り
も
賢
聖
有
之
候
得
共
、
手
組
も
可
有
之
、
其
次
第
二
寄
鍋
役
越
智
よ
り

　
申
高
密
者
早
速
可
致
手
配
旨
達
有
之
候
、
依
之
人
数
相
揃
武
器
等
用
意
致
置
候
、

　
且
右
二
付
醐
者
程
近
之
儀
二
も
有
之
候
間
城
内
手
配
拝
領
分
境
等
書
手
当
厳
重
申

　
付
置
候
旨
届

76

y
大
坂
城
代
・
下
総
古
河
藩
主
土
井
利
位
よ
り
届
】

土
井
大
炊
頭

、
大
坂
御
城
代
二
付
領
知
替
被
仰
付
候
領
分
河
州
茨
田
豊
門
真
三
番
鳥
百
姓
惣
助

・
九
郎
兵
衛
・
彦
右
衛
門
・
伊
助
・
惣
七
・
惣
八
・
磯
七
・
又
右
衛
門
・
惣
兵
衛

・
庄
三
郎
・
佐
兵
衛
・
清
助
・
久
五
郎
・
徳
兵
衛
・
甚
七
、
右
之
者
共
此
度
大
塩

平
八
郎
江
相
埋
り
候
趣
相
聞
候
付
召
捕
一
通
相
糺
悪
処
、
平
八
郎
よ
り
去
月
初
旬

頃
受
施
行
鷺
沼
、
右
恩
儀
も
有
之
候
付
火
事
見
舞
二
罷
意
趣
処
、
同
村
九
右
衛
門

与
申
者
致
差
響
葛
籠
様
之
物
日
参
候
様
申
聞
、
違
背
い
た
し
候
得
者
打
捨
候
杯
町
ロ

ニ
居
候
者
共
申
聞
声
付
　
脚
立
難
相
成
、
不
得
湿
糠
付
添
参
候
得
共
、
余
り
恐
敷

様
子
二
付
思
々
二
　
帰
り
候
凝
議
聞
候
、
尤
又
右
衛
門
義
者
施
行
者
受
諾
申
出
得

共
九
右
衛
門
罷
出
候
様
申
聞
罷
越
候
処
、
前
同
様
之
申
ロ
ニ
有
之
候
、
摂
州
東
成

郡
貝
脇
村
百
姓
友
七
、
右
者
前
岡
様
施
行
受
候
付
罷
出
、
葛
籠
様
之
物
持
参
候
様

名
所
不
存
者
申
聞
候
二
付
、
高
麗
橋
辺
迄
荷
参
、
外
人
足
江
相
露
悪
帰
り
覆
践
、

右
之
者
共
摂
州
平
野
郷
於
役
場
一
通
始
末
相
糺
候
処
、
手
限
之
吟
味
難
相
成
候
付

昨
二
臼
跡
部
山
城
守
方
江
家
来
相
墨
差
出
軍
無
届

77

y
大
和
郡
山
藩
主
柳
沢
業
態
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
甲
斐
守

　
、
商
機
日
夕
京
都
所
司
代
松
平
伊
豆
守
公
用
人
よ
り
京
都
屋
鋪
二
演
説
候
留
守
居

　
之
者
呼
出
候
擶
、
此
度
大
坂
変
時
候
顎
付
城
州
山
崎
辺
江
人
数
差
出
態
様
内
意
先

　
月
面
三
日
相
達
置
処
、
此
度
之
一
揆
論
者
今
三
遍
召
捕
虫
場
一
暑
至
り
不
申
黒
円

　
共
、
人
数
差
出
候
二
者
不
及
旨
伊
豆
守
相
達
候
由
、
公
用
人
田
原
衛
士
申
聞
候
段

　
彼
地
留
守
居
之
者
よ
り
申
越
候
書
留

78

y
丹
波
篠
山
藩
主
青
山
忠
良
よ
り
届
】

、
大
坂
町
奉
行
組
与
力
大
塩
格
之
助
父
隠
居
平
八
郎
頭
取
、

　
　
青
山
因
幡
守

与
力
・
同
心
共
井
百
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姓
共
致
徒
党
及
乱
妨
候
付
、
人
数
差
出
之
儀
先
月
廿
六
濤
月
番
越
前
殿
江
家
来
之

者
召
呼
本
書
付
被
申
渡
候
趣
、
早
速
在
所
表
江
申
遣
候
処
、
当
月
三
目
相
達
候
付
、

即
日
使
役
之
者
在
所
表
差
立
人
数
拝
武
器
等
致
用
意
追
々
繰
出
候
間
、
差
図
有
之

一
様
土
井
大
炊
頭
窪
申
達
、
先
一
番
手
人
数
別
紙
憐
情
繰
出
、
且
二
番
手
人
数
等

も
夫
々
致
手
配
候
段
在
所
表
よ
り
申
越
候
旨
届

別
紙

　
　
　
一
番
手
人
数

　
　
　
　
　
番
頭

　
　
　
　
　
話
頭

　
　
　
　
　
長
柄
奉
行

　
　
　
　
　
目
付

　
　
　
　
　
使
役

　
　
　
　
　
番
士

　
　
　
　
　
医
師

　
　
　
　
　
右
筆

　
　
　
　
　
兵
野
方

　
　
　
　
　
岡
下
役

　
　
　
　
　
諸
賄
方

　
　
　
　
　
同
下
役

　
　
　
　
　
使
徒
士

辮
議
二
期
轟

長
柄
配
筋
　
　
同

大
筒
二
挺

一
人

二
人　

人

二
人一

人

二
十
人

一
人

一
人

　
人

二
人一

人
一
人

二
人

五
十
人

十
人

79

y
安
芸
広
島
藩
主
浅
野
斉
粛
家
来
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
安
芸
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
来

　
、
於
大
坂
先
月
廿
鐸
夜
跡
部
山
城
守
よ
り
安
芸
守
同
所
屋
敷
江
差
置
候
家
来
方
江

　
以
使
者
昨
今
之
変
時
妊
賊
之
者
共
及
乱
妨
候
付
、
武
器
用
意
加
勢
之
儀
頼
申
越
候

　
処
、
同
所
者
蔵
屋
敷
之
儀
二
而
鉄
炮
等
差
置
不
申
、
人
少
之
義
二
有
之
候
得
共
、
急

　
速
之
儀
二
付
不
取
敢
早
速
同
所
詰
家
来
伴
直
三
郎
与
申
者
着
具
用
意
、
人
数
召
連

　
山
城
守
御
役
所
江
罷
出
難
処
、
鉄
炮
・
玉
薬
等
渡
之
上
、
依
差
図
京
橋
口
松
之
下

　
与
申
所
江
出
張
、
右
同
夜
よ
り
翌
廿
一
臼
朝
迄
相
固
メ
候
、
然
処
引
取
候
様
依
差

　
図
…
同
人
数
引
取
候
段
同
所
下
役
人
共
よ
り
申
越
、
安
芸
守
承
知
致
候
旨
届

80

y
和
泉
岸
和
田
藩
主
岡
部
長
和
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
部
内
膳
正

　
、
大
坂
町
奉
行
組
与
力
大
塩
格
之
助
父
隠
居
平
八
郎
頭
取
、
与
力
・
岡
心
共
井
百

　
姓
共
致
徒
党
及
乱
妨
候
付
早
々
人
数
差
出
召
捕
可
申
、
様
子
二
寄
出
馬
を
も
可
致

　
旨
先
月
廿
六
β
月
番
越
前
通
江
家
来
之
者
召
呼
以
書
付
被
申
渡
候
趣
、
今
四
貝
早

　
打
之
者
到
着
得
其
意
候
、
然
処
追
々
静
誼
相
成
候
付
人
数
手
当
等
い
た
し
置
、
土

　
井
大
炊
頭
差
図
次
第
段
平
心
得
二
候
旨
届

81

y
丹
波
園
部
藩
主
小
出
英
発
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
出
信
濃
守

　
、
一
昨
廿
三
臼
所
司
代
松
平
伊
豆
守
よ
り
家
来
之
者
召
呼
、
此
度
大
坂
表
大
火
変

　
時
有
之
、
先
鎮
候
趣
二
三
得
共
徒
党
之
者
共
丹
波
山
奥
江
立
籠
候
風
闘
有
之
候
付
、

　
大
坂
御
城
代
よ
り
所
司
代
江
今
一
応
沙
汰
有
之
候
者
京
都
町
奉
行
梶
野
土
佐
守
城

140



州
山
崎
表
江
出
張
可
有
之
二
付
、
左
候
者
武
器
用
意
致
し
置
、
沙
汰
次
第
一
番
手

人
数
差
出
、
模
様
二
寄
二
番
手
・
三
番
手
加
勢
を
も
可
被
仰
付
旨
、
且
又
洛
中
者

火
事
具
、
途
中
者
甲
冑
二
而
も
其
様
子
次
第
武
器
取
揃
為
持
可
申
、
出
役
之
者
手
組

も
可
有
之
二
付
其
心
得
二
可
素
直
旨
達
有
之
候
、
依
之
人
数
相
揃
武
器
用
意
い
た

し
置
候
、
且
又
右
二
付
家
中
手
配
井
領
分
境
等
固
手
当
厳
重
二
申
付
置
候
旨
届

82

y
播
磨
姫
路
藩
主
酒
共
忠
学
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
雅
楽
頭

　
、
於
大
坂
徒
党
之
者
乱
妨
二
及
候
付
在
所
よ
り
人
数
差
出
召
捕
可
申
旨
越
前
殿
よ

　
り
二
月
廿
六
日
達
二
付
、
其
段
早
打
を
以
在
所
江
申
遣
候
処
、
去
ル
三
日
申
中
刻

　
早
打
之
者
致
到
着
候
付
別
紙
之
通
壱
番
手
人
数
、
同
夜
戌
中
刻
二
番
手
人
数
、
四

　
日
卯
刻
大
坂
表
江
差
立
候
旨
在
所
家
来
之
者
よ
り
申
越
候
付
届

別
紙

｝
番
手

　
物
頭
　
　
　
　
弐
騎

　
大
目
付
　
　
　
壱
騎

　
使
番
　
　
　
　
壱
騎

　
小
荷
駄
奉
行
兼
壱
騎

賄
奉
行

目
付

賄
方

貝
役

足
軽
小
頭

足
軽

四
人

三
人

壱
人

弐
人

五
拾
五
人

内

遍
羅
　
　
弐
拾
五
人

鉄
炮
組
　
三
拾
人

二
番
手

　
　
家
老

　
　
番
頭

　
　
物
頭

　
　
大
目
付

　
　
使
番

　
　
旗
奉
行

　
　
長
柄
奉
行

　
　
厩
小
頭

賄
奉
行

平
士

大
筒
役
代

同
弟
子

馬
廻
り
士

外
科

匿
付

物
書

徒
士
目
付

賄
方

貝
役

太
鼓
役

ナ　 ナ　 オ　 ホ　 オ　 　　 ナ　 ナ
むぽむむむニむむ人騎騎騎騎騎騎騎

小
荷
駄
奉
行
兼
壱
騎

拾
騎

弐
人

四
人

弐
拾
人

壱
人

六
人

弐
人

壱
人

四
人

壱
人

壱
入
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重
曹
物
書

馬
乗

足
軽
小
頭

足
軽

　
内

　
　
滅
罪

　
　
鉄
炮
組

壱
人

三
人

三
人

八
拾
五
人

弐
拾
五
人

六
拾
人

83

y
和
泉
岸
和
田
藩
主
岡
部
長
和
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
部
内
膳
正

　
、
昨
四
日
届
申
聞
候
通
大
坂
表
論
人
数
差
出
之
儀
土
井
大
炊
頭
迄
猶
又
相
伺
候
処
、

　
追
々
静
誼
相
成
候
付
最
早
人
数
差
出
二
不
及
、
併
異
変
之
義
有
之
撃
墜
者
差
出
候

　
様
差
図
有
之
候
、
依
之
人
数
手
当
い
た
し
置
候
泊
地

84

y
加
賀
金
沢
藩
主
前
田
斉
泰
家
来
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
加
賀
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
来

　
、
当
月
十
日
届
申
聞
候
於
大
坂
跡
部
山
城
守
依
差
図
同
所
加
賀
守
蔵
屋
敷
詰
人
数

　
家
来
之
者
前
月
廿
一
目
五
時
過
　
先
引
取
候
上
、
重
蒲
同
人
差
図
之
趣
二
付
又
候

　
押
返
御
役
鍵
田
回
向
、
何
方
白
人
数
可
差
向
哉
画
図
有
之
候
様
申
聞
候
処
、
暫
門

　
内
二
休
息
可
罷
在
旨
挨
拶
有
之
、
猶
又
長
屋
続
溜
所
二
拍
居
候
十
重
而
差
平
井
よ

　
り
拍
居
候
処
、
追
々
諸
家
よ
り
加
勢
有
之
買
薬
前
晩
よ
り
堅
固
罷
在
候
聾
者
引
取

　
罷
帰
候
様
差
図
二
三
、
廿
一
目
夜
六
時
頃
人
数
引
揚
罷
帰
候
段
同
所
詰
人
家
来
之

　
者
よ
り
国
許
江
注
進
申
越
候
段
重
而
国
元
よ
り
差
越
候
付
届

85

y
出
雲
松
江
藩
主
松
平
斉
斎
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
出
羽
守

　
、
於
大
坂
先
月
廿
二
穣
出
羽
守
同
所
屋
敷
二
差
置
候
家
来
江
跡
部
山
城
守
用
人
よ

　
り
大
坂
市
中
乱
妨
之
者
共
追
々
取
鎮
候
得
共
、
未
首
謀
之
者
不
被
召
捕
儀
二
付
不

　
意
之
儀
も
難
斗
候
間
岡
目
暮
時
頃
よ
り
人
数
召
連
罷
出
、
奉
行
所
御
役
宅
内
固
メ

　
可
申
告
山
城
守
頼
申
聞
二
段
申
越
候
、
然
処
同
所
二
差
置
候
家
来
之
儀
者
葬
常
手

　
当
之
筋
も
無
之
、
輪
蔵
弓
・
鉄
炮
・
長
柄
等
之
者
召
連
、
則
右
刻
限
よ
り
同
所
詰

　
家
来
大
野
丹
助
与
申
者
甲
冑
之
上
江
火
事
羽
織
着
用
罷
出
候
処
、
奉
行
所
後
北
手

　
籾
蔵
之
処
甚
手
薄
二
候
間
固
メ
候
様
与
力
を
以
差
審
判
付
、
直
二
同
所
江
罷
越
固

　
メ
隣
在
候
処
、
又
々
与
力
を
以
今
晩
者
酒
井
雅
楽
頭
家
来
固
メ
も
有
之
候
問
右
之

　
場
所
与
組
替
可
致
旨
二
子
、
奉
行
所
後
手
馬
場
井
庭
先
廟
所
折
南
江
人
数
召
連
糸

　
越
、
雅
楽
貸
家
来
与
斜
壁
替
終
夜
相
半
三
軍
、
翌
廿
三
臼
朝
固
之
儀
者
際
限
も
無

　
之
儀
二
候
得
者
先
今
霞
切
二
陣
重
態
、
尤
未
首
謀
王
者
生
死
不
三
分
、
自
然
残
党
乱

　
入
可
有
之
も
難
斗
候
間
、
其
節
者
又
々
出
張
之
儀
遼
可
有
之
間
今
目
者
先
引
取
候

　
様
山
城
守
申
聞
候
二
付
、
人
数
召
連
引
言
葉
毅
垂
垂
詰
役
人
共
よ
り
申
越
候
旨
届

86

y
播
磨
姫
路
藩
主
酒
井
忠
学
家
来
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
雅
楽
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
来

　
、
去
ル
朔
日
申
聞
候
通
大
坂
市
中
放
火
乱
妨
之
者
有
之
候
付
、
町
奉
行
跡
部
山
城

　
守
よ
り
去
月
十
九
日
彼
地
二
郷
置
博
雅
楽
頭
家
来
之
者
江
尾
有
之
、
火
防
人
数
差

　
出
、
翌
廿
日
夕
同
所
よ
り
使
者
を
以
残
党
防
為
手
当
武
器
用
意
罷
出
様
様
頼
申
来

　
墨
付
、
右
家
来
之
者
甲
冑
之
上
火
事
羽
織
着
用
人
数
召
連
、
鉄
炮
為
持
、
同
夜
中

　
罷
出
天
満
橋
北
詰
相
固
、
翌
廿
一
目
引
取
候
、
岡
廿
ニ
ヨ
八
時
頃
よ
り
又
々
輿
図

　
二
爾
同
様
罷
出
東
奉
行
所
表
庭
先
相
固
居
候
処
、
在
所
よ
り
蔵
屋
敷
為
固
人
数
差
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越
候
旨
申
出
候
処
、
早
速
右
人
数
差
出
同
所
西
之
方
籾
蔵
相
固
候
様
頼
二
付
、
松

平
出
羽
守
人
数
与
入
代
り
右
場
所
相
固
候
而
廿
三
ヨ
朝
引
取
申
候
、
然
処
山
城
守

家
来
よ
り
追
々
取
鎮
り
候
付
、
最
早
出
向
二
不
及
弟
宮
共
此
後
異
事
可
有
之
も
難

斗
壁
付
、
其
節
者
差
図
不
相
待
罷
出
候
様
申
来
候
旨
右
家
来
よ
り
申
越
候
段
届

87

y
摂
津
高
槻
藩
主
永
井
難
詰
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
井
飛
騨
守

　
、
家
来
在
所
二
罷
在
候
服
部
奥
助
次
男
服
部
末
次
郎
泊
客
者
当
酉
十
三
歳
罷
成
、

　
右
之
者
共
尊
志
よ
り
大
坂
町
奉
行
組
与
力
大
塩
格
之
助
父
隠
居
平
八
郎
巌
巌
学
問

　
為
修
行
罷
越
居
候
処
、
去
月
十
九
臼
朝
平
八
郎
居
宅
よ
り
鉄
炮
打
出
及
騒
動
翁
付

　
網
人
宅
描
出
、
同
日
夕
親
里
姦
謀
江
罷
帰
二
間
、
得
与
奪
子
葉
候
処
、
幼
年
之
義

　
殊
踏
外
雪
嵐
致
し
候
様
子
二
薦
申
口
前
後
継
都
合
之
義
、
尤
右
騒
動
之
趣
意
等
馬
素

　
よ
り
存
知
不
霊
候
趣
申
出
候
得
共
、
不
容
易
野
点
候
平
八
郎
方
二
罷
在
聾
者
難
儀

　
二
付
、
岡
月
廿
九
田
大
坂
町
奉
行
跡
部
山
城
守
江
右
末
次
郎
儀
如
何
興
言
哉
之
段

　
家
来
之
者
よ
り
相
伺
候
処
、
差
出
候
様
差
図
有
之
候
付
、
当
月
三
日
右
奉
行
所
江

　
差
出
候
処
、
一
通
尋
之
上
吟
味
申
家
来
三
嶋
源
之
丞
井
親
里
助
両
人
江
預
藩
候
段

　
申
渡
候
、
依
之
在
所
表
江
一
嗣
引
取
候
旨
届

88

y
近
江
膳
所
藩
主
本
多
康
禎
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
下
総
守

　
　
　
　
　
　
（
老
中
t
．
一
河
弱
尾
藩
虫
松
平
乗
寛
）

　
、
去
ル
七
碍
助
御
用
番
和
泉
守
殿
江
御
届
申
聞
候
大
坂
表
徒
党
之
者
共
丹
州
奥
山

　
辺
二
立
籠
候
哉
二
付
、
人
数
揃
置
候
様
松
平
伊
豆
守
・
町
奉
行
梶
野
土
佐
守
よ
り

　
相
達
候
付
、
人
数
手
当
致
し
置
候
処
、
其
後
追
々
一
揆
之
者
共
召
捕
二
相
成
二
者

　
も
有
之
、
未
平
常
与
申
二
者
無
之
候
得
共
先
加
勢
人
手
当
二
不
及
候
段
去
ル
三
日

　
伊
豆
守
・
土
佐
守
よ
り
家
来
之
者
江
申
達
候
欝
欝
所
同
氏
隼
人
正
よ
り
申
越
候
二

野

89

y
播
磨
姫
路
藩
主
酒
井
忠
学
家
来
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
雅
楽
頭

　
、
去
十
一
B
届
申
聞
候
通
大
坂
市
中
乱
妨
之
者
為
捕
押
在
所
よ
り
当
月
三
日
・
西

　
臼
両
臼
二
一
番
手
・
二
番
手
人
数
凡
千
五
拾
六
人
差
立
候
処
、
大
坂
表
二
差
置
候

　
家
来
之
者
よ
り
急
便
を
以
乱
妨
之
者
相
鎮
り
静
誰
二
相
成
候
付
、
人
数
差
越
候
醐

　
者
却
擶
人
気
二
審
相
障
り
可
申
旨
跡
部
山
城
守
よ
り
内
達
慈
母
在
所
家
来
葉
者
江
申

　
越
候
段
同
四
目
明
石
駅
宿
陣
之
場
所
江
相
擁
習
得
共
、
諸
家
よ
り
人
数
入
坂
之
趣

　
も
及
藩
候
付
二
番
手
人
数
兵
庫
駅
迄
相
論
、
一
番
手
者
西
宮
駅
二
相
拍
、
人
数
進

　
退
之
儀
御
城
代
土
井
大
炊
頭
江
彼
地
二
罷
在
候
家
来
愚
者
よ
り
為
相
伺
候
処
、
岡

　
七
ヨ
大
坂
表
静
諸
二
相
成
候
付
人
数
繰
込
二
不
及
、
両
駅
よ
り
引
揚
可
申
、
此
後

　
異
変
之
儀
も
有
之
候
ハ
＼
早
速
人
数
差
出
門
並
旨
大
炊
頭
よ
り
皇
図
有
之
候
段
相

　
雲
叢
付
、
則
人
数
引
取
候
旨
在
所
家
来
訳
者
よ
り
申
越
聖
旨
届

90

y
武
蔵
忍
藩
主
松
平
忠
彦
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
下
総
守

　
、
大
坂
天
満
　
御
宮
去
月
十
九
鐸
類
焼
二
付
、
神
輿
生
玉
北
向
八
幡
宮
社
地
江
御

　
立
退
奉
御
遷
座
候
段
去
月
廿
九
臼
届
申
聞
候
爵
、
境
内
二
擶
　
御
警
語
仕
組
致
出

　
来
候
付
、
当
月
五
日
　
御
修
殿
江
　
神
輿
無
滞
　
還
御
奉
　
御
遷
座
候
段
　
御
宮

　
附
役
人
共
よ
り
申
越
薄
薄
届

91

蜩
y
佐
高
知
藩
主
山
内
豊
資
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
土
佐
守

　
　
先
達
擶
塁
上
聞
上
通
大
坂
町
奉
行
跡
部
山
城
守
よ
り
加
勢
充
溢
依
頼
、
同
所
蔵

143



屋
敷
へ
差
置
候
家
来
共
武
器
等
持
参
去
月
廿
陰
雲
之
五
山
城
守
役
宅
涯
相
越
候
処
、

至
翌
朝
惣
分
静
譲
相
成
、
家
来
共
屋
敷
江
引
取
候
段
申
越
候
付
　
応
届

92

y
丹
波
亀
山
藩
主
松
平
信
豪
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
紀
伊
守

　
、
去
ル
三
目
所
司
代
松
平
伊
豆
守
よ
り
家
来
懸
者
召
呼
、
去
月
廿
三
日
達
有
之
候

　
大
坂
表
乱
妨
之
者
共
丹
波
奥
山
二
瀬
籠
候
風
聞
有
之
候
二
付
、
其
模
様
二
葉
山
崎

　
表
江
蘇
野
土
佐
守
出
馬
有
之
智
者
人
数
差
出
可
申
積
用
意
可
致
旨
内
意
有
之
細
思
、

　
右
徒
党
之
者
共
追
々
召
捕
二
相
成
鎮
候
、
乍
併
平
常
与
申
一
著
無
之
候
得
共
最
早
右

　
人
数
差
出
候
用
意
二
不
及
旨
公
用
人
を
以
達
有
之
候
段
在
所
役
人
共
よ
り
申
越
候

　
旨
届

93

y
摂
津
高
槻
藩
主
永
井
直
様
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
井
飛
騨
守

　
、
先
達
而
届
申
聞
候
大
坂
表
大
火
変
態
有
之
、
先
摩
り
候
得
共
徒
党
之
者
共
丹
波

　
山
奥
江
立
籠
候
風
聞
有
之
候
付
、
人
数
・
武
器
等
致
用
意
置
無
様
松
平
伊
豆
守
、

　
京
都
町
奉
行
梶
野
土
佐
守
よ
り
も
達
有
之
候
問
、
人
数
手
当
致
し
置
候
処
、
其
後

　
追
々
徒
党
之
者
共
召
捕
二
相
成
候
者
も
有
之
、
置
畳
常
与
申
二
者
無
智
候
得
共
、
先

　
人
数
不
及
手
当
毅
昨
三
日
伊
豆
守
・
土
佐
守
よ
り
家
来
之
者
江
申
達
候
旨
届

94

y
大
和
郡
山
藩
主
柳
沢
保
泰
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
甲
斐
守

　
、
先
月
廿
三
日
申
車
輪
大
坂
異
変
下
付
南
都
奉
行
所
与
力
よ
り
家
来
江
申
談
倉
根

　
峠
江
差
出
候
人
数
、
南
都
御
番
所
よ
り
対
談
之
上
昨
九
日
夕
八
半
時
迄
二
不
残
引

　
取
候
旨
届

95

y
山
城
淀
藩
主
稲
葉
正
守
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
葉
丹
後
守

　
、
去
月
廿
二
臼
領
分
河
内
国
高
安
郡
恩
地
村
山
内
二
年
齢
二
十
七
、
八
歳
位
之
男

　
総
相
果
罷
在
候
処
、
岡
日
昼
廻
り
之
者
見
付
再
転
其
段
村
役
人
共
よ
り
届
出
岡
付

　
見
改
之
者
差
出
候
処
、
大
坂
町
奉
行
跡
部
山
城
守
よ
り
茂
組
同
心
中
村
四
郎
五
郎

　
与
申
者
罷
王
立
会
見
改
候
処
、
腕
先
足
再
案
二
突
疵
、
其
外
面
部
膝
頭
寸
土
少
々

　
宛
鐙
摺
疵
有
之
候
、
此
様
義
御
尋
之
与
力
瀬
田
軍
之
助
二
有
之
候
聞
直
請
取
可
申

　
面
懸
聞
候
付
、
於
場
所
右
四
郎
五
郎
国
葬
廿
芋
窪
引
渡
候
旨
従
在
所
申
越
候
旨
届

96

y
丹
後
田
辺
藩
主
牧
野
焦
慮
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
山
城
守

　
、
在
所
丹
後
國
田
辺
城
下
紺
屋
町
伊
勢
屋
長
兵
衛
与
申
者
弟
文
八
義
大
塩
平
八
郎

　
学
僕
二
参
居
候
趣
相
聞
候
二
付
、
右
長
兵
衛
相
甲
骨
処
、
大
坂
本
町
橋
西
詰
南
江

　
入
浜
川
大
和
屋
与
丘
ハ
衛
井
京
東
洞
院
二
条
下
ル
処
近
江
屋
喜
太
郎
世
話
二
弼
平
八

　
郎
方
里
差
遣
候
処
、
当
時
住
所
不
相
知
候
趣
申
出
候
、
不
容
易
石
油
候
平
八
郎
方

　
江
差
遣
候
者
之
儀
二
付
届

97

y
阿
波
徳
島
藩
主
蜂
須
賀
斉
昌
家
来
よ
り
届
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
阿
波
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
来

　
、
先
達
蒲
申
聞
置
候
於
大
坂
及
乱
妨
候
者
共
領
分
淡
路
堀
江
取
渡
候
風
説
二
付
、

　
穿
盤
方
士
儀
跡
部
山
城
守
達
二
随
阿
波
・
淡
路
両
国
共
重
々
愈
儀
致
し
候
処
、
胡

　
乱
な
る
者
一
切
入
込
居
不
劇
暑
於
大
坂
去
七
碍
山
城
守
役
網
島
届
い
た
し
候
旨
届
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9
8
【
摂
津
尼
崎
藩
主
松
平
忠
栄
よ
り
届
』
】

一、

?
番
手

　
　
家
老

　
　
用
人

　
　
目
付

　
　
物
頭

　
　
使
番

　
　
馬
廻

　
　
武
具
奉
行

　
　
普
請
奉
行

　
　
大
小
姓

　
　
医
師

　
　
馬
医

　
　
徒
目
付

　
　
徒
士

　
　
帳
付

　
　
小
頭

　
　
足
軽

　
　
中
間

　
　
大
工

　
　
　
　
（
之
ヵ
）

外
二
大
筒
□
者

　
　
大
小
姓

　
　
徒
士

　
　
小
頭

　
　
足
軽

松
平
遠
江
守

十五八四壱四弐壱壱弐壱壱三五三壱壱壱
人百十人人人人人人人人人人人人人人人
　人人

五
人

九
人

壱
人

三
十
弐
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
間

　
弐
番
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
用
人
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
潤
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
使
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軍
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
廻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
小
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
目
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帳
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
足
軽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
二
大
筒
之
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
廻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
小
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
足
軽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
間

　
　
　
　
　
　
　
　
〆
惣
人
数
千
弐
酉
七
十
七
人
余

去
月
十
九
日
大
坂
表
出
火
回
騒
立
二
付
差
出
候
人
数
、

之
者
よ
り
申
越
候
旨
届

百
弐
拾
四
人

壱
人

壱弐壱
人人人

弐
人

弐
人

壱
人

弐
人

十
一
人

壱
人

弐
人

三
十
五
人

二
百
十
七
人

四
人

六
人

壱
人

十
九
人

百
三
十
二
人

右
之
通
二
候
段
在
所
家
来
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表『大坂～揆諸家届写』と『試用留』の掲載記事の対照
留
用
諸

考
備
／
所
箇
載
掲
料
号
史
番

題
表

闇
闇

28@2
1
　
1
9
　
2
1
　
2
2
　
2
9
　
2
9
　
2
8
　
2
9
　
一
　
一
　
2
3
　
2
3
　
2
　
4
　
2
8
　
5
　
5
　
7
　
6
　
1
0
　
3
　
3
　
一
　
3
　
4
　
1
1
　
3
　
1
1
　
1
2
　
4
　
2
1
　
2
7
　
1
9
　
一
　
2
7
畢
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
σ
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
9
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
巳
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
　
●
2
　
2
　
2
　
2
　
2
　
2
　
2
　
2
　
2
　
　
…
　
【
　
2
　
2
　
3
　
3
　
2
　
3
　
3
　
3
　
3
　
3
　
3
　
3
　
3
　
3
　
3
　
3
　
3
　
3
　
3
　
3
　
2
　
3
　
3
　
　
…
　
3

妨
書
三
宿

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑱
⑳
⑳
⑳
⑫
⑳
⑭
⑳
　
⑳

備考：⑬は6・70と7・71の「人数届」をあわせて記載。⑭初鹿内河内守（信政）は大目付。4・68は書状
ではないが⑭と同内容。⑳村上大和守儀雄）は大目付。⑳は謄同断」とのみ記載。
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畿
内
・
近
国
藩



播
磨
山
崎
藩
本
多
家
の
藩
政
文
書

岩
城
卓
二

調
査
の
概
要

　
本
科
研
で
は
、
公
益
財
団
法
人
山
崎
本
多
藩
記
念
館
の
全
面
的
な
協
力
を
得
て
、

八
代
藩
主
忠
鄭
が
大
坂
城
守
衛
役
を
務
め
た
時
代
の
藩
政
日
記
を
中
心
に
写
真
撮
影

・
デ
ジ
タ
ル
ー
デ
ー
タ
化
を
行
っ
た
。
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
小
林
目
出
隠
田

・
横
井
時
成
氏
を
は
じ
め
記
念
館
の
み
な
さ
ま
、
兵
庫
県
宍
粟
市
教
育
委
員
会
の
み

な
さ
ま
に
は
、
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

　
収
集
し
た
の
は
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
江
戸
・
国
元
、
天
保
六
年
大
坂
・
江
戸

・
国
元
（
大
坂
・
国
元
は
宍
粟
市
教
育
委
員
会
よ
り
撮
影
デ
ー
タ
を
提
供
）
、
天
保
七

年
江
戸
・
国
元
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
大
坂
・
江
戸
・
国
元
、
弘
化
三
年
江
戸
・

国
元
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
国
元
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
大
坂
・
江
戸
・
国
元
、

万
延
二
年
大
坂
・
江
戸
・
国
元
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
大
坂
・
江
戸
、
文
久
三
年

江
戸
・
国
元
、
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
江
戸
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
大
坂
・
国
元

の
計
二
四
冊
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
で
あ
る
。
天
保
五
年
分
以
外
は
、
一
冊
の
全
デ
ー

タ
で
あ
る
。

　
す
で
に
山
崎
藩
の
大
坂
日
記
は
、
『
徳
川
大
阪
城
関
係
史
料
集
』
三
・
四
・
七
・

八
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
五
年
中
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
忠
郷
は
天
保
六
年
に
も
大

坂
加
番
を
拝
命
し
て
お
り
、
そ
の
と
き
の
大
坂
日
記
は
表
紙
が
欠
損
し
て
い
た
た
め
、

大
坂
臼
記
と
判
断
さ
れ
ず
、
同
史
料
集
で
は
翻
刻
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
天
保
六
年
八
月
よ
り
一
年
間
の
加
番
記
録
で
あ
る
大
坂
日
記
に
つ
い
て
、
藪
田

貫
「
宍
粟
山
崎
藩
天
保
六
年
大
坂
在
番
臼
誌
（
1
）
（
2
）
」
（
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館

紀
要
『
塵
界
』
二
八
・
二
九
、
二
〇
一
七
・
一
八
年
）
が
翻
刻
し
た
（
未
完
）
。
弘
化

二
年
・
安
政
七
年
・
文
久
三
年
の
江
戸
・
國
元
日
記
に
つ
い
て
も
翻
刻
デ
ー
タ
は
作

成
し
た
が
、
一
年
分
だ
け
で
も
大
部
の
デ
ー
タ
に
な
る
た
め
、
公
開
方
法
に
つ
い
て

は
、
今
後
、
記
念
館
と
相
談
し
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

　
山
崎
本
多
藩
記
念
館
・
宍
粟
市
と
の
連
携
・
協
力
と
、
研
究
の
社
会
還
元
も
本
科

研
の
目
的
で
あ
り
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
は
、
複
製
を
作
成
の
上
、
す
べ
て
記
念
館
に

寄
贈
し
た
。
ま
た
、
宍
粟
市
の
宍
粟
学
講
座
（
二
〇
一
五
年
十
月
十
臼
・
二
〇
一
七

年
十
月
二
十
一
β
）
、
た
つ
の
市
立
龍
野
歴
史
文
化
資
料
館
の
記
念
講
演
会
二
〇
一

七
年
十
月
二
十
二
日
）
に
お
い
て
、
岩
城
卓
二
・
藪
田
貫
が
市
民
を
対
象
と
す
る
講

演
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
宍
粟
市
広
報
に
お
い
て
、
本
多
家
の
藩
政
日
記
の
歴
史
的

意
義
に
つ
い
て
解
説
し
た
。

　
記
念
館
に
は
、
藩
政
三
雲
以
外
の
文
書
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い

た
が
、
本
科
研
の
調
査
に
よ
っ
て
、
約
四
七
〇
点
の
未
整
理
文
書
が
確
認
さ
れ
た
。

確
認
は
、
二
〇
一
七
年
十
二
月
で
あ
っ
た
た
め
、
当
初
計
画
の
科
研
終
了
二
〇
一
八

年
三
月
末
ま
で
に
目
録
作
成
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
期
聞
の
延

長
申
請
を
行
っ
た
。

　
整
理
を
終
え
た
文
書
に
は
、
本
多
家
入
封
当
初
の
文
書
、
山
崎
県
関
係
文
書
、
明

治
三
〇
年
代
の
華
族
の
生
活
が
窺
え
る
文
書
等
々
、
今
後
の
山
崎
藩
・
本
多
家
研
究

に
資
す
る
も
の
が
多
い
。
目
録
は
未
完
で
あ
り
、
他
に
書
物
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、

大
半
の
文
書
は
整
理
を
終
え
た
。
ま
た
、
美
術
晶
に
つ
い
て
は
、
本
科
研
の
協
力
者

で
あ
る
大
阪
城
天
守
閣
の
宮
本
裕
次
氏
の
ご
指
導
を
賜
り
、
保
存
環
境
を
整
備
し
た
。
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一
　
山
崎
藩
本
多
家
の
藩
政
日
記

　
播
磨
国
を
治
め
た
幕
藩
領
主
は
、
幕
府
の
全
国
統
治
の
戦
略
上
、
一
七
世
紀
に
は

何
度
か
交
代
す
る
。
一
八
世
紀
に
入
っ
て
も
播
磨
國
内
で
最
大
の
所
領
高
を
有
す
る

姫
路
藩
主
は
寛
延
二
年
（
～
七
四
九
）
に
酒
井
家
が
入
封
ず
る
ま
で
交
代
す
る
し
、
御

三
卿
領
や
、
幕
閣
入
り
し
た
大
名
の
飛
び
地
領
な
ど
が
設
け
ら
れ
、
変
動
は
み
ら
れ

る
が
、
幕
政
の
安
定
と
と
も
に
次
第
に
定
着
し
て
い
っ
た
（
『
兵
庫
県
史
』
四
、
一
九

七
九
年
）
。

　
一
八
世
紀
半
ば
以
降
の
播
磨
国
に
は
、
　
一
五
万
石
の
所
領
を
有
し
た
姫
路
斗
酒
井

家
の
他
、
六
万
石
以
下
の
明
石
藩
松
平
家
（
後
に
八
万
石
）
・
龍
野
藩
脇
坂
家
（
五
万
三

〇
〇
〇
石
）
・
赤
穂
藩
森
家
（
二
万
石
）
・
及
井
濃
（
三
臼
月
）
藩
論
家
（
一
野
島
〇
〇
〇

石
）
、
そ
し
て
一
万
石
の
安
志
藩
小
笠
原
家
・
小
野
藩
一
柳
家
・
林
田
藩
建
部
家
・
三

草
藩
丹
羽
家
・
山
崎
藩
本
多
家
と
い
っ
た
諸
藩
領
が
所
在
し
た
。
国
造
が
五
〇
万
石

を
こ
え
る
大
国
と
は
い
う
も
の
の
、
た
く
さ
ん
の
中
小
藩
領
と
幕
府
領
が
所
在
す
る

播
磨
国
の
所
領
配
置
は
、
畿
内
・
近
国
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
小
藩
領
の
藩
政
や
所
領
支
配
に
関
わ
る
文
書
は
、
萩
・
岡
山
・
熊
本
な
ど

の
大
藩
に
比
べ
る
と
数
量
で
は
劣
る
も
の
の
、
一
定
数
残
さ
れ
て
お
り
、
自
治
体
史

を
は
じ
め
研
究
蓄
積
も
あ
る
。
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
に
大
和
国
か
ら
播
磨
国
に
移

り
、
宍
粟
郡
山
崎
に
陣
屋
を
構
え
、
初
代
忠
英
よ
り
九
代
忠
明
ま
で
一
万
石
を
治
め

た
山
崎
藩
本
多
家
は
、
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。

　
山
崎
藩
の
藩
政
に
つ
い
て
は
、
『
山
崎
町
史
』
（
兵
庫
県
山
崎
町
〈
現
在
は
宍
粟
市
〉
、

「
九
七
七
年
）
に
詳
し
く
、
近
年
で
は
菅
良
樹
『
近
世
京
都
・
大
坂
の
幕
府
支
配
機
構
』

（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
が
、
万
延
・
文
久
期
に
大
坂
定
番
を
務
め
た
山
崎
藩

主
本
多
忠
鄭
を
例
に
、
定
番
の
職
務
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
諸
研
究
で
主
に
利
用
さ
れ
て
き
た
の
は
、
公
益
財
団
法
人
山
崎
本
多
藩

記
念
館
所
蔵
の
資
史
料
で
あ
る
。
こ
の
資
史
料
に
つ
い
て
は
井
出
正
信
『
江
戸
の
侍

グ
ッ
ズ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
（
里
文
出
版
、
一
九
九
八
年
）
や
、
た
つ
の
市
立
龍
野
歴
史

文
化
資
料
館
二
〇
一
七
年
度
企
画
展
図
録
『
揖
保
川
流
域
の
サ
ム
ラ
イ
』
（
た
つ
の
市

立
龍
野
歴
史
文
化
資
料
館
、
二
〇
一
七
年
）
で
紹
介
さ
れ
て
き
た
が
、
文
書
類
の
な
か

で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
藩
政
日
記
で
あ
ろ
う
。
こ
の
藩
政
ヨ
記
に
つ
い
て
は
、
『
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
四
八
（
二
〇
＝
　
年
）
で
、
幕
末
期
の
藩
政
目
記
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

　
藩
政
日
記
は
、
表
1
に
示
し
た
通
り
、
「
覚
帳
」
と
名
付
け
ら
れ
、
天
明
元
年
（
一

七
八
一
）
か
ら
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
ま
で
江
戸
・
国
元
・
大
坂
で
作
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
天
保
五
年
の
江
戸
日
記
は
二
分
冊
、
他
に
年
未
詳
の
国
元
掌
記
が
一
冊
、

写
と
思
わ
れ
る
慶
応
二
年
の
大
坂
日
記
が
一
冊
の
計
七
九
冊
で
あ
る
。

　
江
戸
・
国
元
の
碍
記
は
、
　
～
年
一
冊
で
あ
る
。
た
だ
し
、
天
保
五
年
の
江
戸
日
記

の
み
二
分
冊
で
、
正
月
よ
り
七
月
で
一
冊
、
八
月
よ
り
十
二
月
ま
で
で
一
冊
と
な
っ

て
い
る
。
表
紙
に
「
天
保
五
車
年
八
月
ヨ
リ
」
と
記
さ
れ
る
後
者
は
、
一
丁
目
は
最

初
に
七
月
晦
罠
、
続
い
て
八
月
朔
日
の
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
冊
子

に
仕
立
て
る
際
、
二
分
冊
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
残
念
な
が
ら
藩
政
時
代
に
作
成
さ
れ
た
濤
記
の
す
べ
て
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
天
保
五
年
の
二
分
冊
を
あ
わ
せ
て
四
二
冊
が
残
さ
れ
る
江
戸
日
記
も
、
も
っ

と
も
古
い
天
明
元
年
以
降
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
か
ら
寛
政
十
二
年
、
文
化
元
年
（
一

八
〇
四
）
か
ら
天
保
元
年
（
～
八
三
〇
）
二
分
を
欠
き
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
か
ら
安

政
元
年
（
～
八
五
四
）
も
二
年
分
の
み
で
あ
る
。
天
明
元
年
か
ら
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）

ま
で
八
六
年
間
の
半
分
程
度
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る

　
国
元
隅
記
は
、
享
和
四
年
（
一
八
〇
四
）
以
降
、
年
未
詳
分
を
あ
わ
せ
て
三
〇
冊
が

残
さ
れ
て
い
る
。
天
保
二
年
を
は
じ
め
二
六
年
分
が
江
戸
臼
記
と
重
な
り
、
江
戸
と

国
元
の
双
方
か
ら
山
崎
藩
政
の
動
向
が
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
藩
政
研
究
に
と
っ
て
貴
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重
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
、
四
、
五
、
六
年
、
安
政
元
年
は
、

江
戸
・
国
元
の
日
記
が
と
も
に
欠
如
し
て
い
る
。
嘉
永
六
年
は
ペ
リ
ー
の
浦
賀
来
航
、

安
政
元
年
（
嘉
永
七
年
。
十
一
月
に
安
政
に
改
元
）
は
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
大
坂
湾
来
航

と
、
外
交
問
題
で
激
震
が
走
っ
た
年
次
で
あ
る
が
、
両
年
の
鴇
記
は
欠
如
し
て
い
る
。

　
江
戸
・
国
元
の
詳
記
に
は
そ
れ
ぞ
れ
通
し
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
日
記
で

あ
れ
ば
、
天
明
元
年
に
は
「
三
拾
六
扁
、
元
治
二
年
に
は
「
百
二
十
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
二
分
冊
で
あ
る
天
保
五
年
は
と
も
に
「
八
十
九
」
で
あ
る
。
通
し
番
号
は

一
年
前
対
し
て
一
番
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
目
記
は
延
享
三
年
（
一
七
四

六
）
よ
り
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
国
元
簿
記
は
、
享
和
四
年
に
「
百
」
と
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
日
記
よ
り
早
く
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
に
作
成
が
始

め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

二
　
御
用
部
屋
日
記
と
し
て
の
藩
政
日
記

　
山
崎
藩
の
藩
政
日
記
と
は
、
ど
う
い
う
文
書
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
弘
化
二
年
（
一
八

四
五
）
を
例
に
考
え
て
い
こ
う
。

　
弘
化
二
年
の
藩
主
は
本
多
忠
士
で
あ
り
、
天
保
十
四
年
五
月
か
ら
大
番
頭
に
就
任

し
て
い
た
。
弘
化
二
年
、
藩
主
忠
鄭
は
正
月
よ
り
在
江
戸
で
あ
り
、
大
坂
在
番
を
務

め
る
た
め
、
七
月
二
十
八
日
に
江
戸
を
出
立
し
、
八
月
十
三
日
に
大
坂
に
到
着
す
る
。

そ
し
て
十
六
日
、
大
坂
城
に
入
城
し
た
。
つ
ま
り
、
弘
化
二
年
の
国
元
日
記
は
、
藩

主
不
在
時
の
目
記
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
二
世
は
、
表
紙
に
「
弘
化
二
乙
職
事
正
月
よ
り
年
中
　
覚
帳
　
百
四
十
一
」

と
記
さ
れ
、
二
七
一
丁
に
わ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
総
々
の
出
来
事
が
記
載
さ
れ
る
。

弘
化
二
巴
年
正
月

一
、
量
目
、
辰
之
刻
揃
二
而
御
家
中
～
統
御
屋
鋪
屈
託
出
、
年
頭
御
祝
詞
申
上
候

一
、
川
向
小
針
忠
太
左
衛
門
・
杉
尾
仁
助
、
年
頭
選
管
祝
詞
当
役
宅
江
罷
園
圃

一
、
二
日
、
御
留
主
中
ニ
ハ
候
文
共
、
御
近
例
通
り
十
五
ツ
古
癖
に
て
百
姓
・
町

人
御
礼
有
之
、
当
役
罷
出
、
御
奉
行
出
席
、
尤
献
上
物
無
之
事

、
三
臼
、
冨
次
郎
様
鉾
御
家
中
若
手
之
面
々
、
五
ツ
時
節
に
て
鉄
炮
打
初
、
弓

射
初
、
鎗
劔
遣
初
有
之
面

一
、
御
武
器
方
よ
り
鹿
革
御
用
之
由
兼
而
申
立
有
之
、
男
心
明
後
五
ツ
時
節
二
調

川
戸
山
三
江
抜
狩
罷
越
鼻
付
、
左
之
面
々
新
御
門
揃
罷
越
訴
聖
旨
書
付
認
、
御

横
目
江
相
達
候
、
尤
雨
天
嘉
島
習
事

　
元
碍
に
幕
府
の
出
張
役
所
が
あ
る
「
川
向
扁
の
小
針
忠
太
左
衛
門
・
杉
尾
仁
助
が

年
頭
礼
の
た
め
「
当
役
」
の
屋
敷
を
訪
問
し
た
こ
と
、
二
日
の
領
内
百
姓
・
町
人
の
年

頭
礼
に
「
当
役
」
が
出
向
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
当
役
扁
と
は
家
老
の
こ

と
で
あ
り
、
家
老
が
関
わ
っ
た
諸
事
に
つ
い
て
右
筆
が
記
し
た
も
の
が
「
覚
帳
」
と

名
付
け
ら
れ
た
藩
政
臼
記
で
あ
る
。
国
元
の
家
老
は
複
数
賢
い
た
と
思
わ
れ
、
月
番

で
務
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ほ
ぼ
毎
冒
の
諸
事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
九
月
二
十
七
日
条
に
、
「
廿
四
二
之
落
、

今
朝
槍
術
為
見
分
中
御
門
下
稽
古
場
へ
罷
出
高
温
、
尤
御
横
目
茂
罷
温
帯
」
と
あ
る

よ
う
に
、
書
き
落
と
し
た
事
柄
は
後
日
に
記
さ
れ
た
。
ま
た
、
ヨ
記
の
記
載
を
担
当

す
る
右
筆
が
交
代
す
る
と
、
字
体
が
変
わ
っ
て
い
る
。

　
家
老
は
複
数
人
い
た
が
、
「
当
役
両
人
共
鳥
屋
場
壱
ケ
所
ツ
＼
拝
領
被
　
仰
付
候
段
、

御
意
上
来
候
」
（
十
月
七
十
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
弘
化
二
年
置
国
元
で
は
二
人
の
家

老
が
職
務
に
あ
た
っ
て
い
た
思
わ
れ
る
。
家
老
は
近
隣
諸
藩
の
家
老
へ
の
年
始
状
の

送
付
（
正
月
四
日
）
、
藩
主
家
族
が
暮
ら
す
西
屋
敷
へ
の
御
機
嫌
伺
い
（
三
月
十
八
日
）
、

家
祖
本
多
忠
勝
の
次
男
で
、
大
坂
冬
の
陣
で
戦
死
し
た
忠
朝
の
法
要
参
列
目
五
月
七
目
）
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な
ど
、
藩
の
代
表
と
し
て
の
職
務
を
務
め
、
領
内
村
の
山
論
で
は
奉
行
・
管
楽
な
ど

を
率
い
て
見
分
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
四
月
二
臼
）
。
ま
た
、
藩
の
学
問
所
で
講
義
を

受
講
し
た
が
（
三
月
二
十
四
日
）
、
主
た
る
職
務
は
奉
行
・
横
目
な
ど
各
役
職
か
ら
の
伺

い
へ
の
回
答
・
指
示
な
ど
で
あ
っ
た
。

　
「
山
岡
平
助
父
子
御
用
之
義
有
之
早
事
、
御
横
目
を
以
申
達
、
則
罷
出
候
二
付
、

塾
風
共
御
用
部
屋
江
呼
候
而
、
平
助
無
事
相
勤
、
伜
重
太
郎
相
募
候
側
付
、
御
仲
ヶ

間
江
被
召
出
、
御
扶
持
方
弐
人
分
帯
下
強
殺
申
達
候
漏
（
十
月
二
田
）
と
、
家
老
は
門
御

用
部
屋
扁
で
職
務
に
あ
た
っ
た
。
「
御
用
部
屋
」
は
、
元
日
に
家
中
一
統
が
集
ま
っ
た

「
御
屋
鋪
」
（
陣
屋
）
内
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
御
用
部
屋
」
は
、
江
戸
藩
邸
、
そ
し
て
藩
主
が
大
坂
に
居
る
と
き
は
大
坂
に
も

設
け
ら
れ
、
た
と
え
ば
大
坂
で
作
成
さ
れ
た
日
記
の
表
紙
に
は
「
従
弘
化
二
才
凶
年

八
月
至
三
丙
午
年
七
月
　
大
坂
御
在
番
中
覚
帳
　
表
御
用
部
屋
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

御
用
部
屋
で
は
家
老
以
外
の
重
職
も
職
務
に
あ
た
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
と

り
あ
え
ず
「
覚
帳
」
と
名
付
け
ら
れ
た
藩
政
琿
記
は
、
家
老
が
関
わ
っ
た
事
柄
を
中

心
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

　
「
御
武
器
方
」
よ
り
の
「
申
立
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
け
、
正
月
三
日
に
鹿
狩
の

実
施
を
横
目
に
「
達
」
し
て
い
る
よ
う
に
、
家
老
は
家
中
や
各
役
職
に
指
示
を
下
し

た
。
鹿
狩
に
は
家
申
の
う
ち
横
目
以
上
の
も
の
と
、
鉄
炮
・
弓
の
力
量
を
認
め
ら
れ

た
も
の
を
加
え
た
二
〇
～
三
〇
人
程
度
の
家
中
が
参
加
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は

書
付
に
認
め
ら
れ
、
家
老
の
指
示
を
う
け
た
横
目
が
参
加
者
に
通
達
し
て
い
る
。

　
家
老
が
諸
事
を
通
達
す
る
場
合
、
「
多
賀
宗
太
不
快
之
処
今
日
出
勤
に
付
、
御
用
部

屋
江
軽
爆
而
両
御
役
共
無
恥
出
精
相
勤
候
付
、
御
用
人
格
二
被
　
仰
付
、
勤
向
ハ
是

迄
之
通
り
と
申
達
候
」
（
正
月
二
十
七
日
）
と
、
一
定
の
格
式
以
上
の
家
臣
の
役
職
任

命
で
は
本
人
を
呼
び
出
し
、
直
接
、
家
老
が
通
達
し
た
が
、
多
く
の
場
合
は
鹿
狩
と

同
じ
く
、
奉
行
・
横
目
な
ど
を
介
し
て
通
達
・
指
示
さ
れ
て
い
る
。

家
老
に
は
、
次
の
よ
う
に
日
々
、
奉
行
・
横
目
な
ど
か
ら
「
申
聞
」
が
あ
っ
た
。

、
西
新
町
役
人
共
よ
り
夜
前
五
ツ
時
前
、
当
町
前
野
善
太
夫
門
口
少
し
西
之
方

二
当
オ
之
男
子
捨
置
有
之
候
二
付
、
年
寄
門
前
屋
万
助
方
里
而
大
切
二
仕
官
在

　
　
　
　
　
　
①

候
、
然
ル
処
、
門
前
村
平
兵
衛
与
申
者
右
始
末
承
り
早
速
罷
越
、
本
圃
養
育
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r

度
段
申
聞
様
二
付
、
町
役
人
共
講
談
之
上
差
遣
度
胆
願
出
候
爵
、
捨
主
精
々
致

穿
難
、
相
知
不
二
候
ハ
＼
、

行
申
聞
、
其
通
与
申
達
候
、

之
候
故
愛
略
ス

願
出
藍
通
望
之
者
平
坐
事
様
接
蝋
達
哉
之
臨
御
奉

尤
着
類
等
之
品
書
も
有
之
候
得
共
御
奉
行
方
二
有

　
図
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
門
前
村
平
兵
衛
に
捨
て
子
の
養
育
を
任
せ
る
西
新
町
の

願
い
（
①
②
）
を
う
け
た
奉
行
の
、
「
願
出
其
通
、
望
之
者
江
遣
候
様
鞍
壷
達
哉
之
旨
」

と
い
う
門
申
聞
L
（
③
）
に
対
し
て
、
二
月
十
二
日
に
家
老
が
「
其
通
与
」
奉
行
に
達

し
て
い
る
（
④
）
。

　
こ
の
捨
て
子
一
件
で
は
、
捨
て
子
が
発
見
さ
れ
た
西
新
町
の
町
年
寄
門
前
屋
万
助

が
捨
て
子
を
保
護
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
門
前
村
平
兵
衛
が
養
育
願
い
た
た
め
（
①
）
、
「
町

役
人
共
申
談
」
の
う
え
、
陣
屋
町
を
支
配
す
る
奉
行
に
「
差
遣
度
旨
願
出
」
て
い
る

（
②
）
。
そ
し
て
奉
行
は
、
捨
て
主
の
発
見
に
努
め
た
上
で
、
見
つ
か
ら
な
け
れ
ば
平

兵
衛
に
養
育
さ
せ
て
よ
い
か
と
い
う
自
ら
の
判
断
を
示
し
た
上
で
、
家
老
に
指
示
を

仰
い
で
い
る
（
③
）
。
西
新
町
の
町
役
人
の
相
談
と
、
奉
行
の
判
断
を
経
て
家
老
へ
「
申

聞
漏
と
い
う
手
順
が
ふ
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
領
内
や
家
中
で
生
じ
た
す
べ
て
の
案

件
が
家
老
に
「
申
聞
」
と
な
り
、
家
老
が
判
断
を
下
す
わ
け
で
は
な
い
。
町
村
、
そ

し
て
担
当
役
人
の
判
断
の
み
で
処
理
さ
れ
る
案
件
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
所
在
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
西
新

町
の
町
役
入
文
書
や
、
「
着
類
等
之
品
書
も
有
之
候
得
共
、
御
昼
行
方
二
有
之
候
分
目
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略
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
奉
行
の
も
と
で
作
成
さ
れ
る
文
書
に
も
経
緯
が
記
さ
れ
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。
家
老
が
関
わ
る
案
件
を
中
心
に
記
す
藩
政
叢
記
は
、
山
崎
藩
政

を
検
討
す
る
た
め
の
重
要
文
書
で
は
あ
る
が
、
当
然
、
こ
れ
だ
け
で
藩
政
の
単
体
像

を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
町
村
文
書
や
奉
行
・
横
目
な
ど
の
役
職
ご
と
に
作
成
さ

れ
て
い
た
文
書
と
連
関
さ
せ
た
研
究
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
所
在
調
査
と
保
存
が
望

ま
れ
る
。

　
捨
て
子
一
件
で
は
、
家
老
が
判
断
を
下
し
て
い
る
が
、
多
く
の
事
案
は
、
次
の
よ

う
に
奉
行
な
ど
の
「
申
聞
扁
を
、
家
老
が
「
承
届
」
こ
と
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
。

一
、
寺
町
大
丸
屋
宗
助
与
覇
者
先
年
よ
り
為
家
業
馬
差
置
、
　
　
御
用
も
相
勤

意
思
、
不
仕
合
二
而
毎
々
馬
相
果
、
引
替
　
　
等
家
内
多
二
而
必
至
と
難
渋
仕

隆
付
、
何
卒
晴
天
一
　
落
胤
嘉
力
被
成
下
御
免
嫉
ハ
、
、
右
角

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
差
　
　
障
筋
も

違
い
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
や
は
り
そ
の
後
、
そ
の
案
件
が
新
し

く
展
開
し
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
承
届
扁
と
な
っ
た
案
件
は
、
奉
行
・
横
閉
な
ど
の
「
申
聞
漏

通
り
、
日
記
の
表
記
を
借
り
る
と
「
其
通
与
申
達
」
し
た
こ
と
で
、
処
理
が
完
了
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
家
老
が
「
承
届
」
を
留
保
し
た
場
合
は
、
次
の
よ
う
に
「
承
置
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

カ
を
　
　
以
鼠
捕
求
渡
世
仕
度
旨
願
藩
候
之
段
御
奉
行
申
聞
、

無
之
二
付
承
届
候

、
岩
崎
収
碩
よ
り
私
居
屋
敷
兼
而
風
当
テ
強
、
大
風
之
節
者
甚
心
配
仕
候
、
右

二
付
曲
り
附
候
得
者
本
屋
之
強
ミ
ニ
素
量
成
義
二
付
、
先
年
奉
願
、
右
曲
り
附

候
地
向
拝
借
仕
懸
在
、
普
請
仕
度
与
心
掛
居
候
得
共
、
貧
窮
者
二
十
転
得
不
仕

候
、
然
ル
処
此
度
岡
橋
又
兵
衛
儀
、
拝
借
屋
敷
江
引
移
歯
間
、
何
卒
三
相
成
儀

二
御
座
立
者
同
人
跡
屋
敷
拝
借
仕
度
、
尤
御
用
之
愚
論
何
時
二
而
も
元
屋
敷
江

　
　
　
　
　
　
h
r
－
i
　
b
「
1

引
取
可
申
候
段
以
支
配
方
相
願
、
承
置
候

　
二
月
一
日
、
寺
町
大
丸
屋
宗
助
の
「
稽
古
角
力
扁
興
行
の
許
可
の
諾
否
に
つ
い
て

の
奉
行
か
ら
の
「
申
聞
」
（
①
）
に
対
し
て
、
家
老
が
「
差
障
筋
も
無
心
扁
に
つ
き
「
承

届
漏
（
②
）
、
つ
ま
り
承
知
し
た
こ
と
で
、
こ
の
案
件
の
処
理
は
完
了
し
て
い
る
。

　
弘
化
二
年
の
国
元
日
記
に
お
い
て
二
二
〇
例
を
数
え
る
「
承
届
」
の
案
件
は
、
「
例

年
之
通
若
手
之
者
共
獅
子
舞
前
芸
二
俄
狂
言
為
仕
度
旨
願
出
候
段
御
奉
行
申
聞
、
承

届
候
」
（
八
月
二
十
七
日
）
と
、
「
承
届
扁
で
結
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
新
し
い
展
開

は
確
認
で
き
な
い
。
数
例
で
は
あ
る
が
、
先
の
西
新
町
捨
て
子
一
件
と
同
じ
よ
う
に

「
御
奉
行
申
立
候
二
付
奏
覧
、
其
通
与
申
達
候
漏
（
正
月
十
八
日
）
と
、
「
其
通
与
申
達
」

し
た
こ
と
や
、
「
無
余
儀
趣
二
相
症
候
問
、
承
届
候
」
（
二
月
九
日
）
と
記
さ
れ
て
い
る

案
件
も
あ
る
。
こ
う
し
た
文
雷
が
右
筆
に
よ
る
違
い
で
あ
る
の
か
、
処
理
の
仕
方
の

　
図
2
に
示
し
た
よ
う
に
、
家
中
岩
崎
収
碩
が
拝
領
屋
敷
へ
の
引
越
を
支
配
方
に
願

い
出
た
こ
と
を
う
け
て
支
配
方
が
家
老
に
願
う
（
①
）
、
と
い
う
手
続
き
を
踏
ん
だ
こ

の
案
件
に
対
し
て
、
家
老
は
「
承
置
」
（
②
）
と
し
た
（
九
月
二
十
二
日
）
。
そ
れ
は
拝

領
屋
敷
に
関
わ
る
案
件
は
藩
主
の
意
向
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
、
在
坂

中
の
藩
主
青
郷
の
了
解
が
得
ら
れ
た
十
月
七
日
、
家
老
は
支
配
方
に
次
の
よ
う
に
達

し
た
。

、
岩
崎
収
碩
よ
り
居
屋
敷
兼
止
山
当
テ
強
難
渋
之
趣
に
て
、
岡
橋
又
兵
衛
轡
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阯
④
i
レ
i
「
「

敷
拝
借
仕
度
段
先
達
骨
相
願
候
旨
、
大
坂
表
江
達
　
　
御
聞
候
処
、
願
之
通
拝

　
　
　
　
　
　
　
　
r

借
酒
煮
　
　
御
聴
候
誤
写
支
配
方
申
達
候
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「
大
坂
表
芸
達
　
　
御
聞
」
（
③
）
し
た
と
こ
ろ
、
藩
主
忠
鄭
よ
り
「
願
之
通
拝
借

被
成
　
　
御
藩
候
」
（
④
）
と
、
藩
主
の
意
向
の
確
認
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、

こ
れ
が
支
配
方
か
ら
岩
崎
収
碩
に
達
せ
ら
れ
て
い
る
（
⑤
）
。

　
十
一
月
七
ヨ
に
「
岩
崎
収
碩
、
今
朝
拝
借
屋
敷
江
引
潮
候
之
段
相
碁
軽
率
、
支
配

方
申
聞
候
漏
と
、
引
越
の
完
了
が
支
配
方
か
ら
報
告
さ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
報
告
案

件
の
場
合
は
門
支
配
方
申
聞
仁
山
、
「
奉
行
申
聞
候
」
な
ど
で
結
ば
れ
、
「
承
平
」
は
付

さ
れ
て
い
な
い
。
「
申
聞
候
扁
で
結
ば
れ
て
い
る
場
合
も
「
承
届
」
と
同
じ
く
、
奉
行

・
横
目
な
ど
の
報
告
を
承
認
し
た
案
件
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
案
件
を
一
樹
届
」

二
二
〇
例
に
加
え
る
と
、
家
老
に
上
が
っ
て
く
る
案
件
の
大
半
は
「
承
寸
簡
に
相
当

す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
一
方
、
門
承
置
」
は
二
〇
例
に
止
ま
る
こ
と
か
ら
、
日
常
業
務
は
奉
行
・
横
飼
な
ど

各
役
職
に
任
さ
れ
、
家
老
は
そ
れ
を
承
認
す
る
と
い
う
の
が
、
山
崎
藩
政
の
あ
り
方

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
藩
政
日
記
の
み
で
山
崎
藩
政
を
知
る
に
は
、

各
役
職
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
文
書
の
調
査
・
研
究
が
不
可
欠
と
い
え
よ
う
。

　
家
中
や
領
民
に
奇
特
な
振
る
舞
い
が
あ
っ
た
場
合
は
、
門
御
祈
祷
御
札
差
上
候
之
趣

達
　
御
聴
十
薬
、
御
満
足
　
　
思
召
候
段
、
　
御
意
申
達
下
獄
（
二
月
十
七
霞
）
と
藩

主
に
報
告
さ
れ
、
本
人
に
御
意
が
達
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
拝
領
屋
敷

の
案
件
と
同
じ
く
、
家
中
の
養
子
縁
組
・
婚
姻
・
改
名
な
ど
は
、
藩
主
が
在
江
戸
で

あ
っ
て
も
、
「
御
暦
闘
を
聖
恩
願
候
趣
、
江
戸
表
へ
達
御
上
続
開
、
願
掛
半
被
聞

棚
曇
、
其
段
申
達
候
」
（
二
月
六
日
）
と
、
江
戸
の
藩
主
へ
報
告
さ
れ
、
意
向
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。

　
家
中
・
領
内
に
通
達
す
る
触
書
を
作
成
し
た
り
、
通
達
を
指
示
す
る
こ
と
も
家
老

の
職
務
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
「
於
江
戸
表
御
法
事
有
之
候
、
愛
元
二
而
母
御
回
向

有
之
候
転
付
、
左
之
触
書
認
、
御
横
潤
・
御
奉
行
江
相
半
候
扁
と
、
江
戸
藩
邸
か
ら

藩
主
家
の
法
要
を
知
ら
さ
れ
た
家
老
は
、
鳴
物
・
音
曲
・
殺
生
の
停
止
を
命
じ
る
触

の
作
成
に
関
わ
り
、
横
目
と
奉
行
に
通
達
を
指
示
し
て
い
る
（
二
月
十
二
碍
）
。
ま
た
、

江
戸
藩
邸
か
ら
報
知
さ
れ
た
幕
府
の
触
や
、
西
国
支
配
に
関
わ
る
大
坂
城
代
の
触
に

つ
い
て
も
「
大
坂
表
よ
り
相
廻
り
候
二
付
、
客
選
、
御
家
中
・
郷
町
筆
触
単
物
御
父

潤
・
御
奉
行
江
脚
達
候
漏
（
九
月
十
二
日
）
と
、
書
写
と
通
達
を
指
示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
で
は
家
老
が
中
心
に
な
っ
て
触
が
作
成
・
通
達
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

臨
時
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
公
儀
触
で
あ
り
、
通
常
に
お
け
る
家
中
・
領
内
へ
の
触

の
作
成
・
通
達
に
つ
い
て
、
家
老
が
ど
の
程
度
関
与
し
て
い
た
の
か
、
弘
化
二
年
の

藩
政
碍
記
か
ら
は
知
ら
れ
な
い
。
横
目
・
奉
行
な
ど
か
ら
の
「
申
聞
」
を
「
承
届
」
、

あ
る
い
は
「
承
置
」
、
藩
主
の
意
向
を
確
認
し
た
上
で
通
達
さ
れ
た
の
か
。
藩
政
の
展

開
を
知
る
う
え
で
重
要
な
触
の
作
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
今
後
の
課
題
と

な
ろ
う
。

、
御
曹
達
欝
欝
、
掴
臓
勘
定
書
差
出
導
通
、
銭
百
八
拾
三
匁
壱
分
下
り
国
益
方

よ
り
差
出
候
付
、
受
取
書
相
討
候
、
尤
右
者
御
積
金
之
三
江
入
曽
候

　
前
年
十
二
月
に
簗
運
上
銀
の
勘
定
書
が
提
出
さ
れ
、
家
老
は
そ
れ
を
一
覧
し
て
い

た
が
、
二
月
七
目
に
勘
定
書
通
り
の
運
上
銀
が
国
益
方
よ
り
差
し
出
さ
れ
た
た
め
、

家
老
は
受
取
書
を
渡
し
、
「
御
積
金
」
に
加
え
て
い
る
。
「
岡
橋
次
郎
兵
衛
方
丑
二
月

よ
り
岡
六
月
迄
御
賄
金
・
御
臨
時
金
、
同
断
寅
六
月
よ
り
卯
六
月
迄
御
賄
金
、
御
臨

時
御
役
成
・
御
縁
談
金
、
受
払
勘
定
書
替
共
是
又
都
合
三
通
、
山
岡
単
離
よ
り
差
出

候
二
付
夫
々
遂
一
覧
候
扁
（
二
月
十
七
日
）
と
、
家
老
は
、
各
役
職
か
ら
諸
勘
定
の
報

告
を
受
け
た
。
ま
た
、
「
生
田
八
十
四
郎
・
木
村
純
平
よ
り
、
卯
十
月
よ
り
辰
九
月
迄

新
御
蔵
皆
済
勘
定
書
替
壱
通
、
御
奉
行
を
以
差
出
、
右
一
覧
申
候
」
（
五
月
七
日
）
と
、

天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
十
月
か
ら
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
十
月
ま
で
の
年
貢
皆
済
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に
つ
い
て
も
奉
行
か
ら
報
告
を
受
け
て
お
り
、
家
老
が
藩
財
政
を
掌
握
し
て
い
た
こ

と
も
知
ら
れ
る
。

　
御
用
部
屋
に
お
け
る
、
主
に
は
家
老
の
職
務
に
関
わ
る
事
項
が
記
さ
れ
る
と
い
う

藩
政
日
記
の
性
格
は
、
藩
主
在
国
時
も
変
わ
ら
な
い
。

　
雁
木
坂
加
番
を
拝
命
し
、
大
坂
城
入
り
す
る
前
に
一
時
的
に
帰
国
し
た
忠
士
在
国

中
の
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
国
元
日
記
六
月
二
十
漬
に
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

林
田
御
家
中
松
本
半
蔵
、
姫
路
領
分
西
浜
二
透
写
神
吉
左
衛
門
、
広
畑
に
て
高

浜
桂
庵
、
右
三
ケ
所
江
明
貝
よ
り
出
入
、
十
日
浅
井
勇
馬
、
赤
穂
御
家
中
中
嶋

喜
伝
治
、
広
峰
山
に
て
三
豊
前
方
、
右
両
所
江
出
入
、
十
目
本
庄
権
平
、
林
田

御
家
中
石
井
庫
治
、
姫
路
御
家
中
塩
沢
甚
内
、
右
両
所
江
明
目
よ
り
出
入
、
六

日
之
御
暇
、
何
茂
用
事
相
済
候
ハ
＼
β
限
之
内
二
茂
罷
帰
申
度
論
叢
横
目
を
以

相
馬
、
群
群
候

、
片
桐
内
蔵
治
、
去
秋
八
月
江
戸
表
出
立
之
節
用
心
金
拝
借
仕
罷
帰
候
、
着
早

々
上
納
比
量
処
其
儀
無
御
座
、
此
節
玉
響
承
合
候
処
、
未
上
納
不
仕
候
旧
記
不

取
敢
上
納
仕
候
、
早
速
相
納
、
其
段
御
届
可
申
処
、
右
之
至
儀
菰
野
都
東
之
次

第
何
共
三
婆
入
候
、
出
営
差
響
罷
仁
恵
段
御
横
目
を
以
北
聞
候
二
子
、
承
置
、

夕
方
達
　
奇
聞
候
処
、
不
及
其
儀
旨
被
　
仰
出
、
其
段
以
御
横
目
申
達
候

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
藩
主
の
意
向
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
案
件
に
お
い
て
、
家

老
は
家
中
か
ら
の
「
申
闘
」
を
「
承
置
」
、
指
示
を
仰
い
だ
後
に
、
そ
れ
を
達
し
た
。

そ
れ
は
藩
主
在
国
中
も
同
じ
で
あ
り
、
横
目
の
「
差
拍
」
と
い
う
「
申
聞
」
を
家
老

は
「
承
置
」
、
遠
逝
に
「
達
　
御
触
」
し
た
と
こ
ろ
「
不
及
其
儀
旨
被
　
仰
出
」
た
の

で
、
そ
れ
を
横
目
に
「
申
達
」
し
て
い
る
。

三
　
家
中
の
動
向
と
御
用
状
の
送
受
信
記
録

奄
　　藩
　　政

　　月

　　記

　　に

　　嫉

家
中
の
領
外
へ
の
外
出
許
可
が
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い

、
小
野
嘉
織
、
平
福
二
蒲
田
住
小
十
郎
幻
影
明
日
よ
り
出
入
、
三
日
安
原
主
管
、

　
家
中
の
小
野
嘉
蔵
・
浅
井
勇
馬
・
本
庄
権
平
の
日
程
と
外
出
先
が
記
載
さ
れ
て
い

る
が
（
四
月
十
二
目
）
、
婚
姻
・
病
気
・
死
去
等
々
、
藩
政
日
記
か
ら
は
、
藩
が
家
中

の
動
向
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
倉
橋
弥
一
右
衛
門
は
、
元
締
方
の
一
人
と
し
て
藩
財
政
の
諸
事
を
任
さ
れ
て
い
た

が
、
弘
化
二
年
四
月
に
「
御
勝
手
向
御
都
合
二
寄
扁
り
江
戸
詰
を
免
じ
ら
れ
、
「
御
勝

手
之
儀
二
付
而
者
毎
度
手
軽
二
致
往
来
、
御
用
向
相
弁
候
」
よ
う
に
命
じ
ら
れ
る
（
弘

化
二
年
江
戸
長
野
・
四
月
五
臼
）
。

　
四
月
七
目
に
江
戸
を
出
立
し
、
国
元
に
向
か
う
が
、
途
中
、
大
坂
に
立
ち
寄
り
、

四
月
二
十
九
B
帰
国
す
る
。
表
2
に
示
し
た
よ
う
に
、
そ
の
後
、
同
人
は
大
坂
・
江

戸
を
行
き
来
す
る
が
、
門
弥
一
右
衛
門
方
、
御
調
二
曲
用
向
有
之
、
大
坂
表
表
ル
十
一

日
出
立
、
道
中
無
滞
今
目
被
致
着
扁
（
江
戸
日
記
・
六
月
二
十
三
日
）
、
「
弥
一
右
衛
門

方
大
坂
表
江
今
朝
被
致
出
立
扁
（
国
元
日
記
八
月
二
十
碍
）
、
門
弥
一
右
衛
門
方
、
昨
晩

着
坂
之
由
、
今
朝
被
致
御
城
入
」
（
大
坂
揖
記
八
月
二
十
三
日
）
等
々
、
そ
の
動
向
は

常
時
、
藩
に
把
握
さ
れ
、
藩
政
日
記
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
弥
一
右
衛
門
は
借
銀
の

返
済
交
渉
や
調
達
銀
の
確
保
を
担
っ
て
い
た
が
、
そ
の
役
目
を
果
た
す
た
め
江
戸
・

大
坂
・
国
元
を
動
き
回
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
家
老
で
は
判
断
で
き
ず
、
藩
主
の
意
向
確
認
が
必
要
な
案
件
も
あ
っ
た
た
め
、
燭

元
と
江
戸
で
は
、
頻
繁
に
御
用
状
が
交
わ
さ
れ
た
。
家
中
の
私
信
が
御
用
状
と
と
も
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に
運
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
藩
政
日
記
に
は
、
「
御
在
所
江
月
並
状
井
差
込
状
も
出
ス
」
（
弘
化
二
年
江
戸
日
記

・
六
月
十
一
目
）
、
「
江
戸
表
去
ル
十
一
日
出
中
差
込
状
父
母
」
（
弘
化
二
年
国
元
日
記

・
六
月
二
十
二
日
）
等
々
、
こ
の
御
用
状
の
送
受
信
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
表
3
の
と
お
り
、
国
元
と
江
戸
の
間
は
、
「
本
便
扁
・
「
差
込
状
」
、
江
戸
と
大
坂
の

問
は
こ
れ
に
加
え
「
定
便
」
が
用
い
ら
れ
、
「
御
在
所
江
御
家
中
状
取
集
、
今
目
罷
帰

候
御
中
間
江
為
持
」
（
弘
化
二
年
大
坂
賃
記
・
人
意
二
十
五
隅
）
と
、
行
き
来
す
る
家

申
・
足
軽
・
中
間
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
い
る
。
「
本
便
」
は
山
崎
藩
が
差
し
立
て
た
飛

脚
便
、
「
差
込
状
」
は
他
藩
な
ど
が
差
し
立
て
た
飛
脚
便
、
門
定
便
」
は
三
度
飛
脚
の

こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
藩
主
が
大
坂
在
番
を
務
め
る
と
、
御
用
状
の
送
受
信
が
複
雑
化
し
て
い
る
が
、
大

坂
に
蔵
屋
敷
を
構
え
な
い
山
崎
藩
に
と
っ
て
、
江
戸
と
の
間
で
定
期
飛
脚
便
が
あ
る

大
坂
に
拠
点
が
で
き
る
こ
と
は
、
御
用
状
の
送
受
信
に
と
っ
て
便
利
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

四
　
家
中
の
序
列

　
時
期
に
よ
っ
て
違
う
が
、
山
崎
藩
の
家
中
は
二
〇
〇
人
程
度
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

家
中
に
は
格
式
に
よ
る
序
列
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
藩
政
日
記
か
ら
は
、
そ
の
序

列
と
編
成
の
あ
り
方
の
　
端
が
知
ら
れ
る
。
弘
化
二
年
九
月
二
十
八
ヨ
、
財
政
難
を

理
由
に
家
中
に
対
し
て
「
半
知
借
上
」
を
申
し
付
け
る
藩
主
寒
紅
の
直
書
の
読
み
渡

し
を
例
に
し
よ
う
。

　
読
み
渡
し
の
前
日
、
家
中
一
統
の
御
屋
敷
へ
の
出
頭
が
命
じ
ら
れ
た
。

、
御
家
中
之
面
々
一
統
御
用
之
儀
有
之
候
問
、
明
廿
八
日
五
半
時
御
屋
鋪
江
津

由
出
［
候
様
可
相
沖
蓮
巳
日
、
御
惟
樵
臥
田
H
・
頭
。
支
配
へ
申
達
候

　
こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
家
中
之
面
々

目
」
・
「
頭
」
・
「
支
配
」
か
ら
達
せ
ら
れ
た
。

一
統
」
に
対
す
る
出
頭
命
令
は
「
横

、
昨
日
相
達
候
通
、
今
五
半
時
御
家
中
之
面
々
一
統
御
屋
敷
江
罷
出
射
付
、
御

伸
ヶ
間
以
上
御
玄
関
、
其
以
下
御
出
聞
江
為
相
詰
、
一
同
並
居
候
段
御
横
目
申

聞
奉
上
付
、
当
役
共
　
御
書
院
二
之
間
江
罷
出
、
彦
左
衛
門
申
達
回
者
、
此
度

大
坂
表
よ
り
　
　
御
直
書
を
以
一
同
江
被
　
仰
出
候
趣
、
則
読
渡
、
猶
当
役
よ

り
茂
左
之
趣
及
口
達
、
割
合
書
者
御
右
筆
二
為
読
聞
候
処
、
被
　
勲
爵
事
事
一

同
難
有
御
請
申
上
候
之
段
申
聞
候
二
曲
、
可
達
　
　
難
聴
旨
及
挨
拶
候

　
こ
の
命
令
を
う
け
、
二
十
八
臼
に
出
頭
し
た
家
中
一
統
は
、
「
御
仲
ヶ
問
以
上
御
玄

関
、
其
以
下
御
広
間
江
為
相
詰
」
と
、
格
式
に
応
じ
て
着
席
し
た
。
そ
し
て
陣
屋
内

の
書
院
二
之
問
に
お
い
て
「
当
役
鳳
で
あ
る
家
老
横
井
彦
左
衛
門
が
大
坂
に
居
る
藩

主
忠
鄭
の
直
書
を
読
み
渡
し
、
続
い
て
家
老
か
ら
口
達
が
あ
り
、
右
筆
が
　
二
ヶ
条

か
ら
な
る
「
割
合
書
」
拷
門
御
ケ
條
書
」
を
読
み
聞
か
せ
た
。
ま
た
、
「
右
被
　
仰
出

之
趣
、
御
足
軽
・
御
同
心
・
入
場
役
人
・
仕
込
御
大
工
・
御
中
間
共
迄
夫
々
可
相
達

旨
、
御
物
頭
・
御
奉
行
・
吟
味
通
江
申
達
候
扁
と
、
「
家
中
之
面
々
一
統
扁
で
は
な
い

足
軽
・
中
間
な
ど
を
配
下
に
も
つ
物
頭
・
奉
行
・
吟
味
役
に
対
し
て
、
配
下
へ
の
通

達
が
「
申
達
」
さ
れ
た
。

　
「
其
以
下
御
広
間
江
為
相
詰
」
の
「
其
」
は
、
目
記
の
別
の
条
に
「
御
仁
ヶ
問
以

上
之
面
々
御
玄
関
二
並
居
、
御
徒
士
以
下
御
広
間
江
晶
相
詰
」
（
七
月
二
十
七
日
）
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
「
御
徒
士
以
下
」
の
こ
と
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
「
御
法

事
二
付
御
奉
行
以
上
之
御
役
人
御
香
典
差
上
候
扁
（
二
月
十
二
日
）
、
門
中
横
目
以
上
之
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御
役
人
御
用
部
屋
江
呼
鼻
偏
（
三
月
八
日
）
と
、
家
中
に
は
い
く
つ
か
の
序
列
の
基
準

が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
弘
化
二
年
の
圏
元
日
記
か
ら
は
、
そ
の
詳
細
は
知
ら

れ
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
と
き
に
、
ど
の
序
列
が
用
い
ら
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
も
今
後
の
研
究
課
題
と
な
ろ
う
。

　
「
家
中
之
面
々
一
統
」
に
対
す
る
出
頭
命
令
が
「
横
目
」
・
門
頭
」
・
「
支
配
漏
か
ら

達
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
三
つ
の
区
分
は
家
老
か
ら
の
「
申
達
」
、
家
中
か
ら
の
願

・
届
に
際
し
て
も
適
用
さ
れ
た
。
藩
主
忠
鄭
の
大
坂
在
番
に
際
し
て
の
人
事
異
動
を

例
に
、
こ
の
区
分
を
み
て
い
こ
う
。

　
大
坂
在
番
が
決
ま
る
と
、
大
坂
詰
に
よ
っ
て
手
薄
に
な
る
江
戸
藩
邸
の
家
臣
の
補

充
、
大
坂
へ
の
派
遣
な
ど
家
中
の
異
動
が
行
わ
れ
た
。

「
申
達
」
し
て
い
る
。
「
申
達
」
の
内
容
が
、
出
府
・
大
坂
詰
と
同
じ
で
あ
っ
て
も
、

通
達
の
回
路
は
異
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
申
達
」
に
お
け
る
こ
の
違
い
は
、
家
中
か
ら
の
願
・
届
に
も
適
用
さ
れ
た
。

、
当
芸
出
府
・
出
坂
詰
被
　
仰
付
候
歯
面
面
々
血
忌
銀
拝
借
之
儀
、
御
横
目
・

支
配
方
を
以
願
出
牢
二
付
、
承
届
、
其
段
御
勘
定
頭
・
御
金
元
江
も
申
達
候

　
倉
橋
平
格
　
　
　
堀
内
孫
市

　
片
桐
三
弥
　
　
　
榎
元
縫
之
助

　
毛
利
重
助
　
　
　
尾
関
起
筆
助

　
御
坊
主
、
御
勝
手
廻
、
多
賀
半
蔵
之
外
不
残

、
毛
利
重
助
、
翌
秋
大
坂
御
在
番
難
詰
、
彼
ノ
表
二
期
大
納
戸
勤
被
　
仰
付
候
、

依
之
平
中
壱
人
分
御
加
扶
持
書
下
、
為
御
迎
出
府
被
　
仰
付
候
段
申
達
候

　
　
　
　
（
中
略
）

、
中
嶋
順
助
・
児
嶋
清
次
郎
、
当
秋
大
坂
御
在
番
回
顧
、
御
迎
出
府
被
　
仰
付

候
段
以
下
中
申
達
候

、
池
田
秋
甫
、
北
辰
出
府
御
留
守
居
詰
、
彼
ノ
表
二
二
御
酒
部
屋
代
被
　
仰
付

候
段
支
配
方
を
以
申
達
候

　
正
月
十
一
日
に
、
最
初
の
人
事
異
動
が
発
令
さ
れ
る
が
、
右
の
よ
う
に
本
人
へ
の

通
達
方
法
は
異
な
る
。

　
毛
利
重
助
は
大
坂
で
大
納
戸
へ
の
就
任
、
火
中
の
一
人
扶
持
の
加
増
、
そ
し
て
大

坂
に
向
か
う
藩
主
を
江
戸
で
出
迎
え
る
こ
と
を
藩
主
か
ら
「
被
　
仰
付
」
た
が
、
そ

の
こ
と
は
家
老
が
本
人
に
「
申
達
」
し
て
い
る
。

　
一
方
、
中
嶋
順
助
・
児
島
清
次
郎
は
門
難
中
扁
が
、
池
田
秋
甫
は
「
支
配
方
扁
が

　
正
月
二
十
二
日
、
家
老
か
ら
出
府
・
大
坂
詰
を
「
申
達
」
さ
れ
た
毛
利
重
助
は
異

動
の
必
要
経
費
と
し
て
歩
附
銀
の
拝
借
を
、
横
目
を
通
じ
て
願
い
出
た
。
倉
橋
平
格

等
六
人
が
横
目
か
ら
、
御
坊
主
・
多
賀
半
蔵
な
ど
が
支
配
方
か
ら
願
い
出
、
家
老
は

そ
れ
を
懲
承
届
」
、
勘
定
頭
・
御
金
元
に
支
払
い
を
命
じ
て
い
る
。

　
歩
附
銀
の
拝
借
を
横
目
を
通
じ
て
願
い
出
た
倉
橋
平
格
等
六
人
は
、
毛
利
重
助
と

同
じ
く
家
老
か
ら
出
府
・
大
坂
詰
を
門
申
達
偏
さ
れ
た
面
々
で
、
多
賀
半
蔵
は
「
当

秋
出
府
御
留
守
居
詰
被
　
仰
付
候
段
、
以
支
配
方
申
達
」
（
正
月
十
一
日
）
と
、
支
配

方
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
は
届
で
も
同
様
で
あ
り
、
毛
利
重
助
が
妻
の
出
産
を
届
け
た
場
合
は
横
目
が

（
十
一
月
七
碍
）
、
多
賀
半
蔵
や
池
田
秋
甫
が
家
族
の
死
去
な
ど
を
届
け
た
場
合
は
支

配
方
が
（
八
月
二
十
七
目
・
七
月
八
田
）
、
家
老
に
門
申
聞
」
て
い
る
。

　
こ
の
区
分
は
固
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
変
更
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
柳
原
逸
平
は
、
正
月
十
一
日
、
大
坂
詰
を
「
以
支
配
方
申
達
」
さ
れ
た
が
、
四
月

二
日
、
門
御
歩
行
江
御
取
立
、
是
迄
病
中
高
州
下
、
元
〆
方
掛
り
」
を
命
じ
ら
れ
た
た
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め
、
大
坂
詰
は
御
免
と
な
っ
た
。

介
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
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、
柳
原
逸
平
江
御
用
之
儀
有
之
候
、
御
用
之
向
者
御
徒
士
頭
方
よ
り
可
相
達
旨

申
達
置
候
処
、
則
罷
出
候
旨
支
配
方
申
聞
候
付
、
逸
平
儀
無
滞
相
勤
候
付
御
歩

行
戦
場
取
立
、
是
迄
之
持
高
被
曝
、
元
〆
方
掛
り
被
　
仰
付
問
何
角
承
合
相
勤

候
様
頭
割
を
以
申
達
候
、
右
二
運
営
秋
出
坂
詰
被
　
仰
付
置
候
処
、
観
法
　
御

免
候
段
茂
申
達
候

　
右
の
記
述
に
よ
る
と
、
柳
原
逸
平
の
御
用
部
屋
へ
の
出
頭
は
「
支
配
方
」
が
「
申

聞
」
、
歩
行
取
立
と
元
〆
掛
の
任
命
は
、
「
御
用
之
向
者
御
徒
士
頭
方
よ
り
可
相
達
旨

申
達
」
と
い
う
家
老
の
指
示
に
よ
っ
て
、
「
頭
中
扁
か
ら
同
人
に
「
申
達
」
さ
れ
て
い

る
。
「
支
配
方
」
に
属
し
て
い
た
豊
原
逸
平
は
、
歩
行
へ
の
取
立
と
元
〆
掛
へ
の
就
任

に
よ
っ
て
、
「
頭
中
」
の
管
轄
に
翌
旦
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
平
中
」
は
徒
士

頭
の
こ
と
で
あ
る
。

　
以
後
、
柳
原
逸
平
は
「
新
穀
上
納
二
而
御
薦
壱
石
工
斗
ツ
＼
拝
借
之
義
、
頭
中
を

以
相
願
」
（
四
月
二
十
二
日
）
、
「
小
袖
代
銀
壱
枚
被
下
候
様
仕
度
旨
、
頭
中
申
立
も
有

之
」
（
四
月
二
十
七
日
）
と
、
願
・
届
は
徒
士
頭
を
介
し
て
い
る
。
～
方
で
、
元
〆
掛

の
職
務
に
関
わ
る
案
件
は
「
柳
原
逸
平
・
重
村
宗
右
衛
門
、
亥
七
月
よ
り
子
六
月
迄

宍
粟
御
上
台
所
賄
勘
定
書
替
　
通
、
宗
右
衛
門
・
浦
上
熊
治
、
子
七
月
よ
り
丑
六
月

迄
同
断
書
替
一
通
、
何
茂
以
支
配
方
差
出
」
（
六
月
二
疑
」
）
と
、
「
支
配
方
」
を
介
し

て
い
る
。
こ
の
「
支
配
方
」
は
勘
定
頭
・
御
金
元
で
あ
ろ
う
か
。

　
柳
原
逸
平
は
歩
行
へ
の
取
立
に
よ
っ
て
、
－
格
式
で
は
徒
士
頭
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
元
〆
掛
り
と
い
う
職
務
で
は
門
支
配
方
」
に
属
し
た
。
そ
の

た
め
、
「
申
達
」
・
願
・
届
が
新
し
い
役
職
へ
の
任
命
や
家
の
相
続
な
ど
に
関
す
る
こ

と
で
あ
れ
ば
徒
士
頭
、
元
〆
掛
り
の
職
務
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
れ
ば
「
支
配
方
」
を

五
　
加
番
願

　
慶
応
二
年
の
重
複
分
と
あ
わ
せ
て
七
冊
が
残
る
大
坂
軍
記
は
、
八
代
忠
鄭
が
大
坂

城
を
守
衛
す
る
大
坂
加
番
・
大
番
頭
・
定
番
を
務
め
た
と
き
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
忠
鄭
は
大
番
頭
と
し
て
京
都
二
条
城
に
も
詰
め
た
が
、
京
都
在
番
時
代
の
B
記

は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

　
本
多
家
は
忠
鄭
時
代
の
天
保
期
以
降
、
延
べ
一
二
年
、
加
番
・
大
番
頭
・
定
番
と

し
て
、
藩
主
と
一
定
手
数
の
家
中
が
大
坂
・
京
都
に
詰
め
、
大
坂
城
を
守
衛
し
た
。

こ
の
う
ち
天
保
六
年
八
月
か
ら
七
年
八
月
の
加
番
、
弘
化
二
年
か
ら
翌
三
年
の
大
番

頭
、
最
初
の
定
番
時
代
六
年
の
う
ち
安
政
七
年
正
月
か
ら
文
久
二
年
十
二
月
ま
で
、

そ
し
て
加
番
か
ら
定
番
に
転
じ
た
慶
応
二
年
四
月
か
ら
十
工
臨
ま
で
の
臼
記
が
残
さ

れ
て
い
る
。

　
大
坂
加
番
に
つ
い
て
は
、
「
大
坂
加
番
捌
に
つ
い
て
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
昭
和
四

九
年
度
『
研
究
紀
要
』
、
一
九
七
四
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
業
績
で
注
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
諸
藩
で
作
成
さ
れ
た
加
番
時
代
の
臼
記
は
、
大
坂
城
守
衛
の
具
体
像
が

知
ら
れ
る
史
料
と
し
て
注
隅
さ
れ
て
き
た
が
、
加
番
・
定
番
・
大
御
番
頭
の
大
坂
城

守
衛
三
役
を
務
め
た
と
き
に
作
成
さ
れ
た
日
記
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
山
崎
藩

本
多
家
の
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

　
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
大
番
頭
を
例
に
す
る
と
、
大
坂
日
記
の
表
紙
に
は
「
従

弘
化
二
誌
上
年
八
月
頭
同
三
丙
午
年
七
月
　
大
坂
御
在
番
中
覚
帳
」
と
、
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
正
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
出
来
事
が
記
載
さ
れ
る
江
戸
・
国
元
の
［
口

記
と
違
い
、
加
番
・
大
番
頭
は
八
月
か
ら
　
年
間
の
勤
務
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

一
方
、
定
番
は
任
期
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
安
政
西
霞
閏
五
月
か
ら
文
久



三
年
五
月
ま
で
務
め
た
定
番
時
代
の
霞
記
は
、
た
と
え
ば
万
延
二
年
（
一
八
六
一
）
で

あ
れ
ば
、
江
戸
・
詩
序
貝
記
と
同
じ
く
、
表
紙
に
門
正
月
よ
り
年
中
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。

　
こ
れ
ら
大
坂
下
記
は
、
藪
田
貫
「
宍
粟
山
崎
藩
天
保
六
年
大
坂
在
番
日
誌
（
1
）

（
2
）
」
（
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
紀
要
『
塵
界
』
二
八
・
二
九
、
二
〇
一
七
・
一
八
年
）

が
天
保
六
一
七
年
の
加
番
（
未
完
）
、
『
徳
川
大
阪
城
関
係
史
料
集
』
（
大
阪
城
天
守
閣
）

が
大
御
番
頭
の
弘
化
二
i
三
年
（
同
史
料
集
三
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
定
番
の
万
延
元
年
（
岡

史
料
集
四
、
二
〇
〇
一
年
）
・
文
久
元
年
（
同
史
料
集
五
、
二
〇
〇
二
年
）
・
文
久
二
年

（
同
史
料
集
七
、
二
〇
〇
四
年
）
、
そ
し
て
加
番
か
ら
城
代
に
転
じ
た
慶
応
二
年
目
同
史

料
集
八
、
二
〇
〇
五
年
）
を
翻
刻
し
、
詳
細
な
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
本
多
家
は
五
代
忠
可
が
明
和
こ
年
（
一
七
六
五
）
・
同
六
年
（
｝
七
六
九
）
・
天
明
二

年
（
一
七
八
二
）
、
六
代
忠
居
が
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
・
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
・

岡
四
年
、
七
代
忠
敬
が
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
、
い
ず
れ
も
雁
木
坂
加
番
を
務
め

て
い
る
。
家
督
相
続
後
、
最
初
の
加
番
は
忠
可
が
四
年
、
十
二
が
三
年
、
忠
敬
が
八

年
、
い
ず
れ
も
二
〇
扇
面
で
務
め
て
お
り
、
山
崎
藩
本
多
家
は
加
番
の
常
連
で
あ
っ

た
。
一
人
が
複
数
回
、
あ
る
い
は
代
々
の
藩
主
が
加
番
を
拝
命
し
て
い
る
例
は
、
他

に
も
あ
る
。

　
初
代
忠
英
は
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
・
同
十
年
・
岡
十
六
年
に
京
都
在
番
、
元
禄

七
年
・
同
十
三
年
・
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
に
大
坂
在
番
、
零
歳
は
天
明
八
年
三
月

に
大
番
頭
に
任
じ
ら
れ
、
同
年
八
月
よ
り
大
坂
在
番
、
寛
政
三
年
四
月
よ
り
京
都
在

番
を
務
め
て
い
が
、
現
存
す
る
大
坂
日
記
は
何
れ
も
忠
鄭
時
代
の
も
の
で
、
欠
本
も

あ
る
が
、
大
坂
城
守
衛
役
時
代
の
江
戸
・
国
元
目
記
も
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
元
・
江
戸
を
加
え
た
藩
政
全
体
の
動
き
か
ら
、
大
名
が
大
坂

城
守
衛
役
を
務
め
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
忠
郷
が
初
め
て
大
坂
在
番
を
務
め
た
天
保
六
年
の
雁
木
坂
加
番
を
例
に
し
よ
う
。

　
こ
の
と
き
の
大
坂
霞
記
は
、
表
紙
を
欠
き
、
天
保
六
年
闘
七
月
二
六
日
の
「
遠
藤

般
右
衛
門
始
早
立
之
面
々
無
早
着
坂
い
た
し
候
扁
よ
り
は
じ
ま
る
。
忠
鄭
が
大
坂
の

本
陣
に
入
っ
た
の
は
二
九
β
。
翌
八
月
朔
ヨ
に
は
、
雁
木
坂
の
先
番
で
あ
る
安
房
館

山
藩
一
万
石
の
稲
葉
正
巳
よ
り
着
坂
の
祝
い
が
届
く
。
二
日
、
申
小
屋
加
番
の
近
江

大
溝
藩
二
万
石
分
部
光
貞
、
青
屋
口
加
番
の
越
前
敦
賀
藩
一
万
石
酒
井
忠
毘
と
忠
鄭

の
新
三
加
番
は
、
岡
じ
く
新
山
里
加
番
の
美
濃
岩
村
藩
三
万
石
松
平
乗
美
の
本
陣
に

集
ま
り
、
四
加
番
が
揃
っ
て
大
坂
城
代
土
井
利
位
や
定
番
・
町
奉
行
な
ど
へ
の
挨
拶

を
済
ま
せ
る
。
大
坂
城
入
り
す
る
の
は
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。
大
坂
二
十
は
、
そ
の

後
、
目
々
の
公
務
や
出
来
事
を
記
し
、
翌
七
年
八
月
初
め
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。
八

月
六
日
の
途
中
ま
で
で
、
最
後
の
数
日
間
分
を
欠
く
。

　
大
坂
加
番
に
は
幕
府
よ
り
合
力
（
米
・
大
豆
・
貨
幣
）
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
が
悪
化

す
る
藩
財
政
の
不
足
を
補
っ
た
た
め
、
加
番
就
任
の
資
格
を
も
つ
大
名
た
ち
が
幕
府

に
加
番
就
任
願
を
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
忠
可
は
宝
暦
十
一
年
（
｝
七
六
一
）
四
月
に
家
督
相
続
し
た
後
、
同
一
四
年
に
江
戸

の
一
橋
御
門
番
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
に
雁
木
坂
加
番
、
同
四
年
に
一
橋
御
門
番
、

同
六
年
に
雁
木
坂
加
番
、
同
九
年
に
竹
橋
御
門
番
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
竹
橋

御
門
番
、
同
七
年
に
田
安
御
門
番
、
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
竹
橋
御
門
番
、
同
二

年
に
雁
木
坂
加
番
、
同
四
年
に
田
安
平
門
番
、
同
七
年
に
馬
場
先
御
門
番
、
大
番
頭

に
任
じ
ら
れ
て
後
の
天
明
八
年
に
大
坂
在
番
、
寛
政
三
年
（
～
八
九
一
）
に
京
都
在
番

を
務
め
、
寛
政
七
年
の
大
坂
在
番
を
前
に
死
去
し
た
。
隠
居
も
同
じ
よ
う
に
、
江
戸

の
御
門
番
と
加
番
を
繰
り
返
し
、
五
年
程
度
で
再
び
加
番
を
拝
命
し
て
い
る
。

　
一
方
、
忠
敬
は
文
化
九
年
の
家
督
相
続
後
、
江
戸
の
御
門
番
を
四
回
務
め
、
相
続

か
ら
九
年
後
に
初
め
て
雁
木
坂
加
番
を
拝
命
し
た
。
そ
の
後
、
隠
居
す
る
ま
で
の
一

二
年
間
に
四
回
、
江
戸
の
御
門
番
を
務
め
る
も
の
の
、
再
び
加
番
を
拝
命
す
る
こ
と

な
く
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
隠
居
す
る
。
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忠
鄭
が
家
督
を
相
続
し
た
の
は
天
保
五
年
十
月
二
七
日
目
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
直

後
に
加
番
を
拝
命
す
る
。
こ
れ
は
、
江
戸
で
御
門
番
を
務
め
た
後
に
加
番
を
拝
命
す

る
と
い
う
先
代
ま
で
の
慣
例
と
は
異
な
る
。
当
然
、
藩
主
が
大
坂
城
入
り
す
る
直
前

の
記
事
か
ら
始
ま
る
大
坂
日
記
に
は
、
就
任
に
至
る
ま
で
の
事
情
に
つ
い
て
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。

　
江
戸
日
記
に
よ
る
と
、
家
督
相
続
直
後
の
十
一
月
二
十
三
ヨ
に
は
、
次
の
よ
う
に

江
戸
で
加
番
就
任
願
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

、
来
秋
大
坂
御
加
番
代
番
成
御
願
候
心
付
、
兼
而
御
頼
之
御
先
手
千
村
弾
正
少

弼
様
江
御
願
書
御
難
達
之
儀
、
明
日
御
用
番
水
野
越
前
守
様
御
対
客
承
候
処
、

右
之
趣
二
付
、
則
千
村
様
江
表
向
御
願
書
磯
部
斧
太
郎
持
参
、
明
朝
御
嵩
達
被

下
幽
幽
御
頼
申
込
踏
処
、
御
承
知
被
成
候
段
罷
帰
申
異
々
旨
、
御
用
人
中
被
申

聞
候、

右
二
付
、
水
野
越
前
守
様
御
勝
手
江
斧
太
郎
罷
出
御
願
可
然
旨
御
返
答
御
座

候
段
も
被
申
聞
候

　
千
村
弾
正
少
弼
頼
見
は
御
先
手
鉄
砲
頭
で
あ
り
、
こ
の
頃
、
諸
大
名
の
加
番
願
を

老
中
に
取
り
次
い
で
い
る
。

　
山
崎
藩
本
多
家
は
、
し
ば
し
ば
御
先
手
に
取
次
を
依
頼
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

正
安
御
門
番
留
役
中
の
文
化
八
年
（
一
八
二
）
に
起
こ
っ
た
不
将
者
の
御
門
通
行
で

本
多
忠
居
が
「
差
相
」
を
申
渡
さ
れ
た
際
は
、
御
先
手
神
尾
五
郎
三
郎
・
能
勢
甚
四

郎
が
名
代
、
文
化
九
年
の
里
居
隠
居
願
の
差
し
出
し
に
は
能
勢
甚
四
郎
が
関
わ
っ
て

い
る
。
千
村
岳
見
は
、
天
保
五
年
十
月
目
忠
敬
隠
居
願
の
差
し
出
し
に
も
関
わ
っ
て

い
る
。

　
右
の
史
料
に
よ
る
と
、
本
多
家
に
と
っ
て
千
村
頼
見
は
門
兼
而
御
巡
し
の
人
物
で

あ
り
、
天
保
五
年
十
一
月
目
御
用
番
老
中
で
あ
る
水
野
越
前
守
忠
邦
に
、
本
多
忠
榔

の
加
番
願
の
進
達
を
依
頼
し
た
。
千
村
毒
見
は
こ
れ
を
承
諾
す
る
と
と
も
に
、
水
野

忠
邦
御
勝
手
へ
も
願
い
出
る
こ
と
を
助
言
し
て
い
る
。

　
こ
の
加
番
願
は
、
次
の
よ
う
に
、
千
村
頼
見
よ
り
水
野
忠
邦
に
進
達
さ
れ
、
十
一

月
二
五
日
に
山
崎
藩
は
、
そ
れ
を
確
認
し
て
い
る
。

、
今
朝
御
用
番
水
野
越
前
為
様
御
蚕
客
江
来
秋
大
坂
御
加
番
御
願
書
千
村
弾
正

弼
様
を
以
御
進
達
二
付
、
今
晩
斧
太
郎
可
罷
出
処
、
差
支
二
付
御
留
守
居
代
野

村
由
郎
太
七
時
出
宅
、
右
翼
門
前
二
撫
罷
在
喫
煙
、
無
程
弾
正
少
弼
様
御
出
被

成
御
通
響
胴
付
、
御
帰
を
御
待
請
申
相
伺
候
処
、
御
進
達
無
滞
御
受
取
被
成
候

旨
被
仰
聞
候
由
、
右
二
付
御
用
番
様
・
外
御
老
中
様
方
御
勝
手
江
由
郎
太
罷
出
、

御
内
々
御
歎
書
も
差
出
候
処
、
是
又
無
滞
翼
成
御
請
取
候
爵
罷
帰
申
聞
候
旨
御

用
人
中
被
申
聞
候

　
滞
り
な
く
進
達
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
と
、
老
中
た
ち
に
讐
御
謎
々
」
を
差
し

出
し
て
い
る
。

　
本
報
告
書
所
収
の
拙
稿
門
大
坂
加
番
願
に
つ
い
て
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
大

名
が
加
番
を
願
い
出
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
私
儀
来
申
秋
大
坂
御
加
番
代
相
勤
申
度
奉

存
候
、
農
相
三
儀
御
座
候
者
被
　
仰
付
被
下
立
様
奉
願
候
」
と
記
さ
れ
た
「
加
番
願
」

と
、
財
政
難
の
経
緯
・
現
状
が
記
さ
れ
た
「
書
付
」
が
老
中
に
差
し
出
さ
れ
た
。
江

戸
鷺
記
に
記
さ
れ
る
「
御
愚
書
」
は
、
「
書
付
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
「
御
歎
書
」
は
、
翌
六
年
正
月
十
七
日
に
も
「
御
加
番
再
往
歎
書
、
御
用
番
水
野

越
前
守
様
々
外
　
御
本
薬
方
御
老
中
方
井
白
須
甲
斐
直
様
、
御
留
守
居
御
使
者
二
而

被
差
出
候
」
と
、
再
度
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。
白
須
甲
斐
守
政
徳
は
側
衆
で
あ
り
、

同
人
に
「
御
歎
書
」
が
差
し
出
さ
れ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
加
番
決
定
に
関
わ
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る
老
中
等
に
、
何
度
も
「
御
歎
書
賑
を
差
し
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

　
他
大
名
の
「
書
付
漏
に
倣
え
ば
、
山
崎
藩
の
「
御
歎
書
」
に
は
「
勝
手
向
不
如
意
」

の
様
相
が
記
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
と
の
き
の
山
崎
藩
の
「
御
歎
息
漏
は
不
明
で
あ
る
が
、
江
戸
・
國
元
日
記
に
よ

る
と
、
こ
の
時
期
の
山
崎
藩
は
深
刻
な
財
政
難
に
陥
り
、
改
革
の
最
中
で
あ
っ
た
。

　
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
門
近
郷
・
大
坂
警
語
借
財
御
仕
法
御
難
御
勝
手
向
御
改

革
扁
に
着
手
す
る
が
、
「
下
地
御
高
借
之
上
、
丑
年
江
戸
表
御
上
屋
鋪
御
壷
焼
畠
付
、

諸
御
入
用
井
御
里
請
金
大
造
之
物
入
扁
と
な
る
。
そ
の
後
「
年
増
御
借
財
相
嵩
ミ
殺

々
御
六
ヶ
敷
御
成
行
」
と
な
っ
た
た
め
、
再
び
「
御
改
革
扁
が
進
め
ら
れ
た
が
（
天
保

六
年
国
元
日
記
・
五
月
晦
日
）
、
天
保
五
年
冬
に
は
「
御
上
御
勝
手
向
必
至
与
御
差
支
」

と
な
り
、
十
二
月
に
は
「
今
暫
之
処
御
勝
手
御
六
ヶ
敷
御
難
場
如
何
体
二
駕
御
三
相

成
候
様
何
事
も
御
改
革
御
年
限
中
之
義
と
～
同
も
乍
迷
惑
相
心
得
呉
、
此
上
も
猶
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
V

外
之
事
誤
前
壷
呉
、
御
為
相
成
候
様
一
同
和
順
～
致
肝
要
二
取
計
、
御
奉
公
大
坂
二

相
働
藩
候
様
被
成
度
」
と
の
新
藩
主
喜
劇
の
御
意
が
家
中
に
達
せ
ら
れ
て
い
る
（
天
保

六
年
国
元
日
記
・
＝
｝
月
二
十
八
日
）
。
「
御
改
革
」
の
中
身
は
不
明
で
あ
る
が
、
他

藩
の
例
に
倣
え
ば
、
お
そ
ら
く
銀
鼠
に
対
し
て
返
済
猶
予
、
あ
る
い
は
返
済
免
除
を

求
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
貸
し
手
か
ら
厳
し
く
返
済
を
迫
ら
れ
、
訴
訟
に

な
る
も
の
も
あ
っ
た
。
公
金
・
名
目
金
の
証
文
上
の
借
主
は
領
民
に
な
っ
て
い
る
こ

と
も
あ
っ
た
た
め
、
領
民
が
返
済
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
か
か
る
事
態
に
、
国
元
で
は
家
中
・
三
面
に
動
揺
が
広
が
り
、
藩
主
が
「
一
同
和

順
｝
致
肝
要
」
を
達
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
忠
鄭
は
雁
木

坂
加
番
拝
命
後
、
山
崎
へ
の
帰
国
を
願
い
出
る
の
は
、
こ
う
し
た
財
政
悪
化
に
と
も

な
う
家
中
・
領
筏
の
動
揺
を
抑
え
る
こ
と
も
一
つ
の
理
由
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
山
崎
藩
の
借
財
の
全
貌
は
知
ら
れ
な
い
が
、
国
元
臼
記
の
五
月
晦
日
に
は
、
以
下

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
こ
の
時
期
、
藩
が
直
面
し
て
い
た
事
態
が
知
ら
れ
る
た
め
、

長
文
で
あ
る
が
全
文
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

、
片
桐
内
蔵
次
先
達
而
御
横
目
を
以
申
出
君
田
、
御
勝
手
向
追
々
御
高
借
相
成

居
候
所
、
昨
年
者
別
記
臨
時
御
入
用
も
相
嵩
ミ
、
旧
冬
二
至
精
黒
戸
黒
影
至
之

御
差
支
、
右
二
付
元
締
方
三
人
よ
り
御
役
人
始
御
家
中
一
岡
江
及
相
談
候
処
、

当
分
加
勢
人
数
被
　
仰
付
、
諸
方
銀
主
掛
合
向
永
納
御
扶
持
十
二
迄
御
断
二
相

廻
り
貰
、
色
々
手
段
之
上
早
春
五
二
士
女
所
、
当
正
月
廿
二
日
加
勢
之
人
数
不

残
　
御
免
、
是
迄
之
通
り
改
而
元
締
方
三
人
江
被
　
仰
付
、
其
内
兵
右
衛
門
儀

ハ
大
坂
公
金
・
名
目
金
引
請
、
私
塾
坂
中
故
交
代
被
　
仰
付
奉
畏
候
、
打
処
其

後
兵
右
衛
門
不
快
二
付
其
侭
滞
世
相
葦
葺
在
候
所
、
此
度
兵
右
衛
門
義
元
〆
方

　
御
免
、
弥
一
右
衛
門
儀
ハ
精
々
引
受
勘
定
い
た
し
候
様
被
　
仰
付
、
跡
両
役

と
も
御
用
弁
舟
木
三
左
衛
門
江
被
　
仰
付
候
段
弥
一
右
衛
門
よ
り
不
快
二
付
代

筆
を
以
申
越
候
書
状
、
張
ル
廿
四
目
大
坂
表
農
相
達
、
承
知
仕
候
、
右
二
無
芯

ハ
御
用
向
掛
合
等
書
状
二
而
申
越
候
而
も
三
左
衛
門
不
案
内
廃
罷
驚
悸
届
兼
候

儀
も
有
之
、
且
ハ
御
在
所
之
様
子
委
細
承
知
仕
度
、
勢
以
翌
廿
五
日
出
立
、
二

呂
道
中
二
而
廿
六
臼
帰
着
仕
候
処
、
清
左
衛
門
殿
二
も
御
退
役
御
願
御
差
畑
中
、

如
何
様
共
致
方
無
籍
、
併
大
坂
表
も
公
金
・
名
目
金
・
諸
口
々
六
ヶ
敷
、
別
而

信
楽
・
増
上
寺
・
東
西
御
貰
行
所
分
借
口
此
節
甚
六
ケ
敷
相
成
居
、
其
上
来
月

二
臼
助
松
屋
忠
兵
衛
江
　
公
儀
よ
り
御
願
銀
之
内
分
借
覧
口
出
訴
二
相
成
、
両

御
代
宮
・
御
奉
行
所
地
方
役
御
立
合
二
而
大
原
吉
右
衛
門
様
御
役
所
江
役
人
御

召
出
之
御
前
刀
紙
墨
来
三
密
、
此
ロ
バ
承
り
合
候
処
、
宏
量
二
寄
役
人
御
預
ケ
ニ

相
成
候
趣
も
有
之
候
由
、
其
外
翼
角
総
評
摩
可
申
上
と
愚
存
候
処
、
右
之
次
第

甚
当
惑
仕
、
猶
又
来
月
二
日
迄
ニ
ハ
是
非
出
坂
、
壱
人
宛
ハ
相
詰
居
不
影
野
而

ハ
相
済
庸
愚
、
黒
点
得
者
当
時
御
在
所
之
処
御
用
弁
三
左
衛
門
壱
人
二
相
成
、

i6！



右
二
付
独
者
口
入
入
杯
ハ
勿
論
之
儀
、
郷
町
之
者
如
何
相
成
皇
威
哉
と
　
同
人

気
不
穏
趣
も
承
知
仕
、
宴
以
御
一
大
事
之
御
場
合
、
仮
令
大
坂
表
出
役
人
余
人

江
被
　
仰
付
候
而
私
引
取
候
共
、
新
曲
謝
儀
、
是
迄
以
前
よ
り
之
手
続
等
当
時

差
掛
り
候
御
用
向
二
取
紛
承
合
も
得
不
仕
、
誠
二
不
案
内
之
儀
、
外
二
元
〆
方

被
　
仰
三
筆
共
是
藤
岡
煙
管
儀
、
万
事
取
調
向
不
行
届
二
相
成
候
而
ハ
第
一

御
損
耳
蝉
少
、
此
節
之
御
成
り
行
承
り
候
ヘ
ハ
、
近
郷
銀
主
杯
治
り
居
候
口
々

も
自
然
と
危
踏
、
追
々
所
々
よ
り
入
込
空
裡
も
、
取
留
掛
合
等
致
候
も
の
も
無

煙
空
爆
而
ハ
無
拠
出
訴
二
も
相
成
可
申
哉
と
奉
存
候
、
左
様
相
成
候
而
者
眼
前

御
差
支
相
成
候
哉
与
奉
存
候
事
乍
心
附
、
其
侭
相
勤
居
候
茂
何
事
奉
恐
入
候
、

右
之
次
第
二
而
ハ
所
詮
不
調
法
之
私
、
カ
ニ
不
及
義
、
乍
去
此
節
之
御
場
合
退

役
等
謝
儀
御
歎
申
上
候
茂
　
思
召
之
程
去
勢
入
候
問
、
何
卒
　
御
三
慰
之
上
可

相
勤
撃
退
差
図
被
成
下
下
様
御
歎
申
上
玉
段
御
横
撃
を
吉
相
願
騒
士
、
江
戸
同

役
江
も
懸
合
達
　
御
母
候
処
、
無
余
儀
趣
二
更
御
下
知
事
遊
可
被
成
　
御
聞
置

旨
被
　
仰
出
候
段
内
蔵
次
方
へ
申
遣
候
様
弥
【
右
衛
門
江
申
達
候

済
を
求
め
て
町
奉
行
所
に
出
訴
し
て
い
る
。
返
済
を
求
め
る
出
訴
が
相
次
い
だ
た
め
、

七
月
十
臼
に
は
、
「
両
御
町
二
黒
目
安
方
壱
入
曽
御
頼
二
被
成
下
事
様
二
と
兼
而
元
〆

方
よ
り
申
聞
、
御
留
守
居
よ
り
も
入
事
申
聞
、
右
出
訴
等
も
有
之
候
曲
者
、
右
目
安

方
御
頼
二
相
成
不
軍
畑
而
立
霜
野
不
都
合
之
向
も
有
之
趣
、
無
余
儀
事
相
聞
塁
間
、

承
届
候
、
右
二
付
南
御
町
二
士
蟹
聖
跡
松
田
四
郎
兵
衛
、
北
御
町
方
二
曲
奈
良
留
蔵

と
申
者
以
来
御
越
」
と
、
町
奉
行
所
役
人
を
「
御
忍
」
と
し
、
訴
訟
に
備
え
て
い
る
。

　
当
時
の
藩
財
政
は
家
老
の
武
問
清
左
衛
門
と
、
元
締
方
の
片
桐
内
蔵
次
・
倉
橋
弥

一
右
衛
門
・
浅
井
兵
右
衛
門
が
中
心
に
な
っ
て
仕
切
っ
て
い
た
。
武
間
清
左
衛
門
は

父
清
閑
斎
と
と
も
に
藩
主
卿
相
の
相
談
相
手
で
あ
り
、
財
政
だ
け
で
な
く
、
藩
政
の

中
心
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
元
締
方
三
人
の
役
目
は
、
「
諸
方
贈
主
掛
合
向
歯
三
筆
扶
持
方
等
迄
御
零
二
相
廻
り

貰
、
色
々
手
段
之
上
早
春
迄
相
防
」
と
い
っ
た
銀
主
と
の
返
済
交
渉
で
あ
っ
た
。
天

保
六
年
国
元
賃
記
に
よ
る
と
、
正
月
二
十
二
臼
、
倉
橋
弥
　
右
衛
…
門
と
浅
井
兵
右
衛

門
は
、
次
の
よ
う
な
逮
を
う
け
て
い
る
。
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元
締
方
片
桐
内
蔵
次
の
申
し
出
か
ら
は
じ
ま
る
こ
の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
の
こ
ろ

の
山
崎
藩
は
「
御
勝
手
向
追
々
御
高
憎
相
成
居
候
所
、
昨
年
者
別
而
臨
時
御
入
用
も

相
嵩
ミ
、
旧
冬
二
至
候
而
ハ
極
必
至
手
掌
差
支
」
と
、
借
財
は
膨
れ
あ
が
る
一
方
で
、

門
大
坂
表
も
公
金
・
名
目
金
・
諸
口
々
六
ヶ
敷
、
廃
嫡
信
楽
・
増
上
寺
・
東
西
御
奉

行
所
分
野
口
、
此
節
甚
六
ケ
固
相
成
居
、
其
上
来
月
二
日
助
松
屋
忠
兵
衛
江
　
公
儀

よ
り
御
願
銀
之
内
分
借
用
口
出
訴
二
相
成
、
両
御
代
宮
・
御
奉
行
所
地
方
役
御
立
合

二
而
大
原
吉
右
衛
門
様
御
役
所
江
役
人
御
召
出
之
御
盛
紙
出
来
幽
居
」
と
、
厳
し
い

事
態
に
立
ち
至
っ
て
い
た
。
門
宴
以
御
一
大
事
で
あ
っ
た
。

　
か
か
る
事
態
は
江
戸
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
天
保
六
年
の
江
戸
叢
記
に
よ
る
と
、
六

月
二
十
九
日
に
は
、
三
拾
間
堀
家
主
事
兵
衛
娘
が
山
崎
藩
へ
の
調
達
金
三
百
両
の
返

、
倉
橋
弥
一
右
衛
門
・
浅
井
早
見
江
御
勝
手
甲
介
六
ヶ
敷
御
難
場
之
処
、
乍
大

儀
是
迄
駆
通
元
〆
方
役
三
人
引
受
相
勤
蘇
蜜
様
被
　
仰
付
候
、
其
内
早
見
儀
ハ

　
　
○
公
金
・
名
日
金
等

大
坂
表
出
訴
御
引
受
二
被
仰
付
候
問
、
乍
大
儀
致
出
血
、
成
丈
ケ
切
抜
候
総
轄

　
仰
写
染
般
　
殿
様
厚
御
勘
考
之
上
、
右
二
品
申
達
宮
様
　
御
意
被
　
仰
出
候
、

御
領
中
一
体
風
儀
宜
様
御
奉
行
方
弥
一
右
衛
門
・
内
蔵
次
儀
等
と
申
談
、
墨
絵

出
精
相
勤
可
申
候
、
此
段
も
申
達
候
様
　
御
意
被
掃
出
候
、
尤
三
人
と
も
和
順

申
談
相
勤
可
申
旨
申
達
候

　
但
、
内
蔵
次
義
ハ
此
節
出
坂
中
書
付
、
引
取
置
上
可
申
達
候
事

、
弥
一
右
衛
門
・
早
見
、
是
迄
之
勘
、
定
今
暫
之
分
国
其
侭
差
置
候
様
被
　
仰
付

候
、
追
而
御
沙
汰
も
可
有
之
哉
、
先
哲
藍
革
相
心
得
、
当
年
よ
り
之
勘
定
年
々



爆
弾
怠
差
出
候
砂
被
　
仰
付
手
間
、

し
引
受
相
勤
可
申
旨
申
達
候

致
出
精
、
御
難
場
切
抜
之
処
厚
勘
弁
い
た

　
元
締
役
三
人
は
、
借
銀
の
返
済
交
渉
を
担
い
、
「
御
難
場
切
抜
」
け
の
方
策
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
元
締
方
は
「
当
年
よ
り
之
勘
定
年
々
無
解
怠
差
出
扁
し

も
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
勘
定
仕
立
扁
の
こ
と
で
あ
り
、
職
務
は
「
御
調

達
銀
取
調
扁
と
、
「
請
払
帳
面
仕
立
偏
で
あ
っ
た
。
藩
財
政
の
重
要
な
仕
事
は
、
元
締

方
三
人
に
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
こ
に
記
さ
れ
る
浅
井
早
見
と
は
兵
右
衛
門
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
人
は
公
金
・

名
目
金
の
返
済
訴
訟
の
担
当
し
、
「
成
丈
ケ
切
抜
」
け
る
こ
と
を
役
目
と
さ
れ
て
い
る
。

公
金
・
名
目
金
は
領
民
が
借
主
と
な
っ
て
お
り
、
返
済
交
渉
は
と
り
わ
け
難
し
か
っ

た
と
思
わ
れ
、
国
元
日
記
に
よ
る
と
、
こ
の
わ
ず
か
二
ヶ
月
後
の
三
月
十
八
日
、
兵

右
衛
門
は
「
思
召
有
之
、
元
〆
役
拝
御
横
目
席
共
御
免
、
壁
際
被
　
仰
付
候
間
、
急

度
相
慎
」
と
な
っ
た
。

　
兵
右
衛
門
の
退
役
・
差
控
を
う
け
て
、
倉
橋
弥
一
右
衛
門
も
差
控
を
願
い
出
る
。

こ
の
弥
一
右
衛
門
の
願
い
出
に
よ
る
と
、
当
初
、
元
締
方
は
名
聖
戦
太
夫
一
人
で
あ

り
、
文
政
十
～
年
（
一
八
二
八
）
に
は
じ
ま
る
「
御
改
革
」
も
庄
太
夫
の
発
案
で
あ
っ

た
。
弥
一
右
衛
門
は
文
政
十
年
よ
り
奉
行
職
に
あ
っ
た
が
、
十
二
年
に
元
締
方
と
の

兼
勤
を
命
じ
ら
れ
、
こ
の
「
御
改
革
」
に
関
わ
る
。
弥
一
右
衛
門
は
退
役
を
願
う
が
、

「
大
坂
銀
主
数
多
、
御
手
広
」
の
た
め
、
庄
太
夫
一
人
で
は
手
に
負
え
な
い
こ
と
を

理
由
に
、
願
い
は
退
け
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
後
元
締
方
は
増
員
さ
れ
、
弥
一
右
衛
門
も
、
大
坂
で
庄
太
夫
と
「
御
改
革
下

調
、
追
々
仕
組
」
を
考
え
、
ま
た
浅
井
兵
右
衛
門
な
ど
も
家
老
に
「
御
改
革
之
御
趣

意
扁
を
具
申
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
庄
太
夫
は
こ
れ
ら
の
具
申
を
実
現
す
る
た
め
奔

走
す
る
が
、
天
保
四
年
八
月
蟄
居
と
な
っ
た
。

　
元
締
方
の
罷
免
は
無
主
や
公
金
・
名
目
金
の
借
主
と
な
っ
て
い
る
領
民
を
動
揺
さ

せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
片
桐
内
蔵
次
の
申
し
出
に
は
、
元
締
方
の
減
員
は
「
口
入
人

杯
ハ
勿
論
之
儀
、
郷
町
之
者
如
何
相
成
候
事
哉
と
一
同
人
気
不
穏
」
を
引
き
起
こ
し
、

ま
た
元
締
方
の
交
替
は
、
「
誠
二
不
案
内
之
儀
　
万
事
取
調
向
不
行
届
二
相
成
候
而
ハ

第
一
　
御
損
毛
描
少
、
此
節
之
御
成
り
行
承
り
候
ヘ
ハ
、
近
郷
銀
主
杯
治
り
居
候
口

々
も
自
然
と
危
踏
、
追
々
所
々
よ
り
入
込
候
而
も
、
取
留
掛
合
等
致
候
も
の
も
無
御

座
候
而
ハ
無
拠
出
単
二
も
相
成
可
聾
心
」
と
、
記
さ
れ
て
い
る
。

　
忠
鄭
と
と
も
に
大
坂
入
り
す
る
家
申
に
誓
詞
へ
の
血
判
が
求
め
ら
れ
た
際
、
「
御
上

御
勝
手
向
洋
至
之
御
差
支
刺
々
、
御
加
番
被
蒙
　
仰
候
ハ
＼
御
勝
手
之
御
差
寄
セ
ニ

も
可
相
成
哉
と
之
　
思
召
王
公
先
達
而
御
願
被
成
候
縣
と
、
達
せ
ら
れ
て
い
る
が
（
天

保
六
年
国
元
碍
記
・
六
月
二
日
）
、
そ
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
財
政
事
情
が
あ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　
加
番
へ
の
合
力
が
山
崎
藩
財
政
に
及
ぼ
し
た
影
響
、
そ
し
て
借
銀
の
返
済
交
渉
の

舞
台
で
あ
る
大
坂
の
在
番
な
っ
た
こ
と
と
、
そ
の
後
の
返
済
交
渉
の
進
展
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
加
番
を
拝
命
し
た
こ
と
と
の
関
係
性
は
不

明
で
あ
る
が
、
忠
鄭
が
大
坂
入
り
し
た
直
後
の
八
月
四
日
、
西
本
願
寺
を
は
じ
め
諸

藩
の
財
政
改
革
に
関
わ
っ
た
石
田
小
右
衛
門
が
山
崎
に
入
り
、
同
人
に
よ
る
改
革
が

始
め
ら
れ
て
い
る
。

　
江
戸
日
記
に
よ
る
と
、
二
月
二
日
、
底
魚
は
加
番
を
拝
命
す
る
。
二
月
朔
碍
、
御

用
番
老
中
の
松
平
周
防
守
康
任
よ
り
老
中
連
署
奉
書
が
届
け
ら
れ
、
そ
の
請
書
が
差

し
出
さ
れ
る
と
と
と
も
に
、
「
御
頼
御
目
付
様
・
御
先
手
様
江
御
案
内
御
手
紙
駄
が
差

し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
臼
に
は
内
示
を
う
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
国
元

日
記
に
も
「
殿
様
去
ル
朔
日
御
老
中
様
御
連
名
之
御
奉
書
御
風
来
、
翌
二
目
御
登

城
被
親
等
処
、
当
事
大
坂
御
加
番
雁
木
坂
稲
葉
兵
部
少
輔
様
御
代
被
為
蒙
　
仰
望
」

と
、
記
さ
れ
て
い
る
（
二
月
十
六
臼
）
。

163



　
忠
可
・
忠
居
・
忠
敬
の
代
に
計
七
回
拝
命
し
た
雁
木
坂
加
番
の
内
五
回
は
、
在
府

中
で
あ
り
、
江
戸
か
ら
山
崎
に
帰
国
す
る
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
四
回
は
大
坂
へ
の

御
暇
を
賜
り
、
一
年
の
役
目
を
終
え
る
と
、
帰
国
す
る
こ
と
な
く
、
大
坂
よ
り
江
戸

に
向
か
っ
て
い
る
。
一
方
、
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
は
二
月
に
拝
命
す
る
と
、
在
所

へ
の
御
暇
の
後
、
七
月
に
国
元
よ
り
大
坂
入
り
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
、
許
さ
れ
て

い
る
。

　
国
元
で
加
番
を
拝
命
し
た
の
は
天
明
二
年
（
～
七
八
二
）
と
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）

で
あ
る
。
天
明
二
年
は
二
月
に
江
戸
で
拝
命
す
る
と
、
参
府
を
命
じ
ら
れ
た
た
め
、

四
月
五
β
に
江
戸
に
向
か
い
、
四
月
二
十
一
揖
江
戸
に
到
着
し
た
。
そ
し
て
、
七
月

十
一
日
、
評
定
所
で
加
番
誓
詞
を
命
じ
ら
れ
、
七
月
十
八
日
に
は
江
戸
を
発
足
し
、

二
月
八
目
、
大
坂
入
り
し
て
い
る
。
帰
国
後
、
大
坂
入
り
し
た
明
和
六
年
目
、
帰
国

前
に
江
戸
の
御
用
番
老
中
阿
部
正
右
の
屋
敷
で
誓
詞
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
「
参

考
御
事
傳
」
に
は
「
御
用
番
阿
部
伊
勢
守
正
論
」
・
「
正
倫
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が

誤
記
で
あ
ろ
う
。

　
江
戸
日
記
に
よ
る
と
、
忠
都
は
江
戸
で
拝
命
す
る
が
、
三
月
五
日
、
「
殿
様
当
秋
味

加
番
被
蒙
　
仰
候
二
付
、
早
御
暇
御
願
被
成
候
而
御
在
所
江
被
為
入
度
御
楽
に
候
、

御
願
之
通
被
　
仰
出
候
者
五
月
初
旬
御
忌
賢
弟
被
遊
　
思
召
二
曲
成
御
座
候
、
此
般

…
統
承
知
罷
在
事
様
寄
々
山
辺
通
達
旨
御
横
目
江
申
達
候
」
と
い
う
意
向
が
家
中
に

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
四
月
初
旬
よ
り
「
早
御
暇
扁
が
許
さ
れ
る
よ
う
門
兼
而
御
頼
之
御
方
様
井
井
御
相

番
様
方
江
御
相
談
」
が
な
さ
れ
、
御
用
番
老
中
に
「
御
交
代
之
御
時
節
彼
表
よ
り
御

登
坂
被
成
度
旨
之
御
願
書
・
御
例
書
」
が
差
し
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
四
月
十
八
碍

に
「
御
在
所
江
之
御
暇
」
が
許
さ
れ
、
五
月
四
目
に
江
戸
を
発
駕
し
（
写
真
一
六
八
）
、

五
月
二
十
臼
、
山
崎
に
初
国
入
り
し
て
い
る
。

　
江
戸
碍
記
に
は
、
御
先
手
鉄
砲
頭
千
村
頼
見
を
介
し
て
「
早
御
暇
」
願
を
老
中
に

差
し
出
し
た
こ
と
や
、
そ
の
こ
と
を
「
兼
而
御
頼
之
御
方
様
」
や
大
小
御
目
付
に
報

知
し
た
以
上
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
加
番
願
と
同
じ
く
、
「
兼
而
御
頼
之
方
」

の
力
が
必
要
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
忠
鄭
の
初
入
国
後
、
領
畏
に
対
し
て
褒
美
の
下
賜
や
、
身
分
上
昇
が
申
渡
さ
れ
た
。

国
元
掌
記
に
よ
る
と
、
須
賀
村
の
庄
屋
・
年
寄
、
渡
船
頭
に
は
渡
場
に
お
け
る
世
話

に
対
し
て
銀
・
鳥
目
銭
が
下
賜
さ
れ
、
川
戸
村
戸
平
次
は
「
役
方
無
滞
相
勤
、
出
入

合
取
曖
等
申
付
、
猶
重
出
坂
も
申
付
、
出
精
相
勤
青
黛
、
大
庄
屋
伜
次
席
被
　
仰
付
、

以
来
他
所
苗
字
帯
刀
　
御
免
扁
と
な
っ
た
。
他
二
人
に
も
、
戸
平
次
と
同
様
の
沙
汰

が
申
渡
さ
れ
て
い
る
（
六
月
十
七
日
）
。
ま
た
、
東
屋
庄
右
衛
門
は
、
「
御
時
借
御
取
次

元
利
御
下
ヶ
銀
等
引
残
り
壱
両
弐
百
八
拾
目
八
分
黙
り
、
繋
金
弐
拾
両
乍
恐
此
度
御

初
入
二
付
、
為
御
祝
事
献
上
支
度
旨
申
出
」
た
と
こ
ろ
、
忠
鄭
よ
り
「
奇
特
之
儀
」

と
の
御
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
奉
行
よ
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
六
月
十
七
日
）
。

　
近
郷
の
銀
主
で
あ
る
坪
坂
恵
一
郎
・
正
木
次
右
衛
門
・
馬
場
太
蔵
は
忠
鄭
と
の
御

目
見
を
許
さ
れ
、
「
我
等
勝
手
向
不
如
意
二
付
而
者
段
々
厚
預
御
世
話
大
慶
存
候
、
猶

此
上
も
宜
相
引
官
等
」
と
の
御
意
が
達
せ
ら
れ
た
（
六
月
二
十
一
日
）
。
大
坂
の
銀
主

で
あ
る
大
庭
屋
次
郎
右
衛
門
・
難
波
屋
太
助
・
大
坂
屋
吉
右
衛
門
・
助
松
屋
新
次
郎

よ
り
は
祝
義
銀
が
届
け
ら
れ
て
い
る
（
六
月
二
十
三
日
）
。

　
借
銀
の
返
済
交
渉
で
家
中
・
領
民
の
動
揺
が
広
が
る
中
、
新
藩
主
忠
鄭
の
初
入
国

は
、
領
民
・
銀
主
と
の
融
粕
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
早
御
暇
」
は
、
家

督
を
相
続
し
た
ば
か
り
で
、
国
元
山
崎
に
入
国
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
願
い
出

ら
れ
て
い
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
な
財
政
難
に
よ
る
国
元
家
中
や
領
内
銀
主
の
動
揺

を
抑
え
る
こ
と
も
理
由
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
加
番
を
拝
命
し
た
大
名
は
、
職
務
出
精
や
違
法
行
為
厳
禁
な
ど
を
誓
う
誓
詞
に
署

名
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
江
戸
臼
記
に
よ
る
と
、
帰
国
後
、
大
坂
入
り
す
る
十
二
は
、

御
用
番
老
中
の
命
に
よ
り
、
四
月
十
一
日
に
評
定
所
で
済
ま
せ
て
い
る
。
本
多
家
七
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回
の
加
番
で
は
五
回
が
評
定
所
、
二
回
が
老
中
の
屋
敷
で
あ
る
。

六
　
加
番
の
支
度

　
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
六
月
二
碍
、
大
坂
詰
と
な
る
家
中
は
、
国
元
に
お
い
て
、

大
坂
で
精
勤
す
る
こ
と
や
違
法
行
為
を
し
な
い
こ
と
な
ど
を
記
し
た
「
御
条
目
」
を

読
み
聞
か
さ
れ
た
後
、
誓
詞
に
血
判
す
る
が
、
そ
の
際
、
門
御
人
少
」
、
す
な
わ
ち
大

坂
詰
と
な
る
家
中
の
人
数
が
少
な
い
た
め
、
城
外
へ
の
供
連
れ
な
ど
で
は
「
勤
向
嵩
」

む
こ
と
が
申
渡
さ
れ
て
い
る
（
天
保
六
年
国
元
日
記
）
。
六
月
二
十
一
ヨ
に
は
、
小
頭

・
足
軽
も
誓
詞
へ
血
判
し
て
い
る
。

　
大
坂
加
番
に
つ
い
て
は
、
合
力
に
よ
る
財
政
補
填
が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
軍
役

で
あ
る
加
番
は
、
　
一
万
石
の
山
崎
町
に
と
っ
て
重
い
負
担
で
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け

江
戸
と
国
元
に
加
え
て
、
大
坂
の
計
三
ヶ
所
に
家
中
・
武
器
を
配
置
す
る
こ
と
は
難

題
で
あ
り
、
藩
政
日
記
に
よ
る
と
、
そ
の
や
り
繰
り
に
苦
慮
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

　
江
戸
日
記
に
よ
る
と
、
四
月
二
日
、
江
戸
詰
の
香
川
新
助
に
、
「
此
度
大
坂
御
加
番

被
為
蒙
　
仰
候
二
付
、
早
御
暇
激
成
御
願
、
御
在
所
江
被
導
入
候
御
含
二
而
、
御
道

中
御
人
少
二
有
之
、
兼
帯
御
用
人
中
を
以
内
々
申
聞
候
向
も
有
之
二
付
、
御
在
所
江

立
帰
御
供
被
　
仰
付
冠
註
申
達
」
が
な
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
で
は
、
帰
国
道
中
の
供

を
減
ら
し
、
国
元
で
大
坂
詰
の
家
中
を
決
定
し
よ
う
と
動
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
江

戸
に
は
家
格
に
応
じ
た
家
中
が
必
要
な
た
め
、
国
元
の
家
中
か
ら
大
坂
詰
を
選
任
し

よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
先
の
「
早
御
暇
」
願
は
、
こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
も
江
戸
詰
の
家
中
を
大
坂
詰
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
江
戸
目
論

に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
（
四
月
十
七
臼
）
。

、
遠
藤
般
右
衛
門
江
御
繰
合
二
寄
当
夏
御
登
御
道
中
御
供
、
猶
又
大
坂
表
詰
被

　
仰
付
置
候
付
、
当
表
次
郎
兵
衛
殿
壱
人
二
相
成
候
問
、
斧
太
郎
江
御
用
方
加

役
之
儀
被
　
仰
付
候
処
、
同
人
殊
之
外
御
用
多
、
其
上
御
加
番
被
蒙
　
仰
候
二

付
而
者
猶
更
御
用
多
丁
付
、
御
用
方
響
用
弁
御
調
申
上
童
而
も
相
勤
兼
可
酒
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

間
、
何
卒
右
加
役
　
御
免
被
成
下
信
実
再
応
御
横
目
を
以
至
言
、
次
郎
兵
衛
よ

り
も
斧
太
郎
加
役
　
御
免
相
願
候
二
業
而
ハ
壱
人
二
相
成
、
蓮
も
相
勤
兼
候
段

　
　
　
　
（
マ
マ
）

以
御
横
目
相
悔
候
軒
付
、
其
段
達
　
御
聴
馬
飼
、
両
人
よ
り
申
出
候
趣
無
流
儀

二
も
　
思
召
候
間
、
斧
太
郎
加
役
之
寓
意
成
　
御
免
候
、
外
二
御
幣
合
川
被
六

方
も
無
之
、
無
拠
乍
大
儀
般
右
衛
門
江
来
秋
心
当
指
詰
越
、
御
留
守
中
御
家
町

代
御
用
弁
御
用
方
兼
帯
被
　
仰
付
候
問
、
御
族
を
合
被
相
勤
候
湿
掻
　
仰
付
十

段
申
達
候
、
右
二
付
何
角
用
意
向
等
も
皇
居
、
御
遣
筋
も
可
有
之
与
　
思
召
候
、

依
之
先
臼
拝
借
被
　
仰
付
候
壱
両
弐
歩
者
其
侭
被
下
半
段
も
申
達
候

　
遠
藤
般
右
衛
門
は
江
戸
で
御
用
方
と
家
老
代
を
務
め
て
い
た
が
、
大
坂
へ
の
道
中

供
と
大
坂
詰
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
江
戸
の
御
用
方
は
岡
橋
次
郎
兵
衛
一
人
と

な
る
。
そ
こ
で
江
戸
留
守
居
の
磯
部
斧
太
郎
に
御
用
方
の
加
役
が
命
じ
ら
れ
る
が
、

斧
太
郎
は
「
殊
野
外
御
用
多
、
其
上
御
加
番
被
蒙
　
仰
候
脚
付
業
者
猶
更
御
用
多
」

を
理
由
に
、
加
役
の
御
免
を
願
い
出
た
。
事
実
、
江
戸
弔
慰
で
は
斧
太
郎
が
、
同
じ

く
加
番
を
務
め
る
大
名
の
握
当
者
と
の
交
渉
に
奔
走
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
斧
太
郎
の
加
役
御
免
願
を
う
け
、
次
郎
兵
衛
も
一
人
で
は
勤
め
ら
れ
な
い
と
申
し

出
た
。
結
果
、
遠
藤
般
右
衛
門
が
来
秋
ま
で
「
御
家
誌
代
御
用
弁
御
用
方
兼
帯
」
を

命
じ
ら
れ
た
が
、
四
月
十
八
目
に
は
こ
れ
も
見
直
さ
れ
、
般
右
衛
門
は
再
度
、
大
坂

詰
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
家
中
の
配
置
に
苦
慮
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
江
戸
臼
記
は
、
こ
の
よ
う
な
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事
態
を
門
御
人
支
」
と
記
し
て
い
る
（
四
月
十
八
日
）
。
そ
し
て
、
制
御
加
番
糊
付
而
者

猶
更
繁
多
」
と
な
っ
た
た
め
、
十
右
衛
門
・
次
郎
兵
衛
・
斧
太
郎
等
江
戸
詰
の
家
申

に
は
、
褒
美
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
（
四
月
二
十
七
日
）
。

　
繁
多
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
大
坂
詰
を
命
じ
ら
れ
た
家
中
は
、
支
度
を
調
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
江
戸
日
記
に
よ
る
と
、
大
坂
詰
と
な
る
江
戸
詰
の
家
中
に
は
、
「
先
例
も
有
之
儀
、

多
少
二
よ
ら
す
御
心
附
」
が
下
さ
れ
る
筈
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
で
は
な
く
、
国
元
で

渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
藩
財
政
も
門
加
番
御
用
意
、
御
発
駕
も
近
寄
、
御
入
用
多

御
差
支
」
の
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
用
意
等
当
所
二
而
調
置
候
ハ
＼
勝
手
二
事

相
成
候
得
共
、
融
通
も
致
兼
、
難
渋
漏
と
の
家
中
の
申
し
出
を
う
け
、
「
少
々
悪
手
者

繰
合
拝
借
」
と
な
っ
た
。
拝
借
金
は
横
目
以
上
の
四
人
が
　
両
二
分
、
仲
ヶ
問
以
上

五
人
が
一
両
で
あ
る
（
四
月
二
日
）
。

　
忠
信
が
入
国
す
る
と
、
大
坂
詰
の
家
中
に
は
支
度
金
が
渡
さ
れ
た
（
国
元
日
記
・
五

月
二
十
五
日
）
。
仲
ヶ
閥
以
上
の
二
六
人
に
は
五
両
か
ら
三
両
二
分
、
御
徒
士
目
付
以

下
の
　
九
人
に
は
二
両
二
分
か
ら
一
両
二
分
二
朱
で
あ
る
。
た
だ
し
、
御
改
革
中
に

つ
き
仲
ヶ
問
以
上
は
金
百
疋
、
御
徒
士
目
付
以
下
は
二
朱
の
減
額
と
な
っ
て
い
る
。

他
に
小
頭
・
御
足
軽
・
肝
煎
・
仕
込
・
御
大
工
杖
突
・
帳
付
御
手
廻
り
・
「
御
中
間
三

姫
も
の
迄
」
に
支
度
金
が
渡
さ
れ
て
い
る
。

　
家
中
だ
け
で
な
く
、
足
軽
・
糊
入
足
の
確
保
も
必
要
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
も
っ
ぱ

ら
国
元
で
行
わ
れ
て
お
り
、
国
元
揖
記
に
は
「
御
加
番
二
瀬
御
足
軽
不
足
之
由
、
新

規
五
人
召
抱
申
度
段
御
物
頭
重
聞
」
（
五
月
十
二
日
）
、
「
大
坂
詰
夫
人
三
十
六
人
吟
味

役
申
聞
」
（
五
月
二
十
七
）
と
い
っ
た
記
載
が
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
屋
敷
の
夫
人
足
の

不
足
も
国
元
が
手
当
て
し
た
よ
う
で
、
「
江
戸
御
留
守
為
御
手
当
夫
人
弐
拾
弐
人
吟
味

役
申
立
候
二
付
其
段
御
零
玉
江
申
達
」
（
二
月
十
七
昌
）
と
、
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
武
具
・
道
具
類
の
手
当
も
必
要
で
あ
っ
た
。
江
戸
目
記
に
よ
る
と
、
「
御
加
番
二
引

墨
之
御
用
異
物
井
回
道
中
落
板
類
取
調
、
新
規
・
色
上
物
等
品
々
漏
と
し
て
、
「
新
規

物
」
が
五
九
両
余
、
「
色
上
物
」
が
六
両
余
（
三
月
十
四
欝
）
、
「
殿
様
大
坂
表
御
持
込

之
御
召
物
類
扁
が
金
三
六
両
余
（
三
月
二
十
一
臼
）
で
調
達
さ
れ
て
い
る
。

　
国
元
で
は
、
「
大
坂
表
江
御
持
三
相
成
候
御
武
器
類
」
の
内
で
修
復
が
必
要
な
武
器

類
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
手
入
れ
で
使
用
可
能
と
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
鉄
炮
二

八
挺
は
「
大
損
シ
」
で
あ
り
、
付
属
道
具
に
も
新
規
購
入
と
判
断
さ
れ
て
い
る
も
の

も
少
な
く
な
い
（
三
月
十
七
日
）
。
ま
た
、
「
大
坂
御
加
番
丁
付
両
掛
五
荷
受
屋
上
買
上
」

（
五
月
四
日
）
、
「
大
坂
表
二
而
御
入
用
之
御
家
具
類
夫
々
取
調
」
（
五
月
七
番
）
と
い
っ

た
記
載
も
あ
り
、
青
袴
・
立
附
・
股
引
・
提
灯
等
々
は
新
規
購
入
さ
れ
て
い
る
（
五
月

二
十
七
臼
・
七
月
十
七
隅
）
。

　
大
坂
冒
記
で
は
、
こ
う
し
た
支
度
に
つ
い
て
の
記
載
は
少
な
く
、
そ
れ
ら
は
も
っ

ぱ
ら
江
戸
・
大
坂
の
藩
政
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
加
番
を
山
崎
藩
政
全
体
で
考
え

た
と
き
、
加
番
願
に
お
け
る
「
御
頼
」
へ
の
意
義
も
含
め
て
、
合
力
が
ど
れ
ほ
ど
藩

財
政
を
補
填
で
き
た
の
か
、
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

七
　
藩
政
艮
記
以
外
の
文
書

　
山
崎
本
多
藩
記
念
館
に
は
、
藩
政
日
記
以
外
の
近
世
・
近
代
文
書
も
所
蔵
し
て
い

る
。
こ
の
内
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
「
参
考
御
系
傳
」
で
あ
る
。

　
同
書
は
、
家
中
樽
井
九
右
衛
門
守
城
が
ま
と
め
た
五
巻
か
ら
な
る
本
多
家
の
家
譜

で
あ
る
。
「
総
概
」
に
よ
る
と
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
頃
に
編
纂
を
は
じ
め
、
「
御

祖
先
方
の
御
事
蹟
、
諸
書
の
中
に
て
見
当
る
ご
と
に
記
事
」
き
、
　
…
書
に
ま
と
め
た

と
い
う
。
引
用
書
物
は
、
「
林
道
春
先
生
著
述
御
家
譜
扁
・
「
寛
政
年
中
御
指
出
御
家
譜
」

・
「
弘
化
年
中
御
身
出
御
家
譜
」
・
「
本
多
家
由
来
記
」
な
ど
七
四
を
数
え
る
。
こ
れ
ら

引
用
書
物
は
、
同
じ
志
を
抱
い
て
い
た
祖
父
宗
右
衛
門
定
案
が
御
用
青
短
役
中
に
収
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嘉
し
て
い
た
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
文
例
は
門
藩
翰
譜
」
・
門
常
山
紀
談
」
な
ど
に

倣
っ
た
と
い
う
。
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
十
月
に
書
目
に
完
成
し
て
い
る
が
、
分
限

帳
に
は
、
藩
に
献
上
し
た
の
は
翌
三
年
十
二
月
十
二
臼
の
こ
と
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
参
考
御
系
傳
」
は
、
検
証
が
必
要
な
箇
所
も
あ
る
が
、
歴
代
藩
主
の
動
向
が
記

載
さ
れ
て
お
り
、
藩
政
研
究
の
基
本
史
料
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
「
分
限
帳
　
本
多

家
」
と
、
墨
書
さ
れ
た
木
箱
に
収
め
ら
れ
る
分
限
帳
も
、
基
本
史
料
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
文
書
以
外
に
も
、
後
高
の
「
山
崎
本
多
藩
記
念
館
文
書
目
録
」
の
通
り
、

約
四
七
〇
点
の
近
世
・
近
代
文
書
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、
藩
政
日
記
と
は
別

に
保
管
さ
れ
て
い
た
文
書
で
あ
り
、
別
置
1
次
は
二
〇
一
六
年
｝
○
月
、
別
置
2
次

は
二
〇
～
七
年
十
二
月
、
資
史
料
収
蔵
庫
に
お
い
て
所
在
が
確
認
さ
れ
た
。
別
置
2

次
の
内
①
は
書
類
整
理
ロ
ッ
カ
ー
、
②
は
木
箱
・
影
藤
箱
な
ど
に
収
め
ら
れ
て
い
た

も
の
で
、
保
管
場
所
ご
と
に
一
～
4
・
木
箱
に
分
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
二
〇
一
八

年
七
月
ま
で
に
整
理
で
き
た
文
書
で
、
目
録
も
未
点
検
な
ま
ま
で
は
あ
る
が
、
概
要

は
知
ら
れ
よ
う
。

　
近
世
文
書
で
は
、
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
の
郡
山
城
地
引
き
渡
し
と
宍
粟
引
越
に

関
わ
る
老
中
堀
田
正
俊
・
土
井
利
房
・
大
久
保
忠
朝
・
稲
葉
正
則
連
書
奉
書
（
別
置
2

次
②
1
一
1
）
、
延
宝
七
年
八
月
の
「
播
磨
国
宍
粟
高
帳
」
（
別
置
2
次
②
1
一
7
）
、

延
宝
七
年
九
月
の
「
宍
粟
郡
之
内
山
崎
領
内
覚
書
扁
（
別
置
2
次
②
木
箱
1
【
2
）
が

注
臼
さ
れ
る
。
寛
文
十
二
年
三
月
二
十
四
目
の
町
中
地
子
米
帳
（
別
置
2
次
②
1
【
4
）

も
入
封
に
際
し
て
新
領
主
と
な
る
本
多
家
に
渡
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
享
保
十
五

年
四
月
の
「
惣
町
中
地
子
米
帳
」
と
あ
わ
せ
て
、
陣
屋
町
山
崎
を
考
え
る
基
本
史
料

と
な
ろ
う
。

　
そ
の
他
、
「
御
裁
許
御
裏
書
絵
図
面
御
裁
許
書
請
取
帳
」
（
別
置
2
次
②
1
一
2
7
）
、

「
異
国
船
渡
来
之
節
若
殿
様
臨
時
御
出
張
御
行
粧
帳
」
（
別
置
2
次
②
3
一
1
3
）
、
門
御

在
番
御
留
守
理
非
常
之
節
若
殿
様
臨
時
御
登
城
御
行
列
下
調
帳
」
（
別
置
2
次
②
3
一

1
4
）
、
「
江
戸
詰
御
中
間
井
夫
人
足
扶
持
手
形
請
払
帳
」
（
別
置
2
次
②
4
「
！
0
）
、
「
江

戸
大
納
戸
差
引
勘
定
帳
」
（
別
置
2
次
②
4
「
1
6
）
、
「
武
旦
ハ
料
銀
納
帳
」
（
別
置
2
次

②
4
［
2
1
）
、
「
寄
元
金
銀
差
引
帳
扁
（
別
置
2
次
②
4
一
2
0
）
、
「
町
方
江
遠
野
出
候
書

痴
」
（
別
置
2
次
②
4
一
1
）
等
々
、
藩
政
研
究
に
資
す
る
文
書
が
多
い
。

　
近
代
文
書
で
は
、
別
置
2
次
①
に
明
治
三
十
年
代
の
華
族
の
生
活
に
関
わ
る
文
書

が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
家
禄
井
負
債
償
却
願
伺
立
案
」
（
別
置
2
次
②
2

一
1
）
「
山
崎
藩
　
職
員
規
則
」
（
別
置
2
次
②
2
一
2
）
、
社
寺
思
郷
取
調
書
・
人
民

之
部
取
調
書
見
・
政
事
之
部
取
調
書
三
（
別
置
2
次
②
2
一
1
5
）
、
「
藩
債
紙
幣
取
調
書
㎏

（
別
置
2
次
②
2
一
2
6
・
2
7
）
や
、
山
崎
県
に
関
わ
る
門
家
禄
井
負
債
償
却
願
伺
之
案
扁

（
別
置
2
次
②
2
一
1
）
、
「
士
族
卒
牽
制
授
産
之
方
法
負
債
消
却
之
目
途
御
事
田
草
稿
」

（
別
置
2
次
②
2
【
2
0
）
、
「
士
族
卒
禄
高
取
調
帳
」
（
別
置
2
次
②
3
一
5
）
等
々
、
廃

藩
置
県
前
後
の
様
相
が
知
ら
れ
る
文
書
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
『
山
崎
町

史
』
（
山
崎
町
、
一
九
七
七
年
）
で
活
用
さ
れ
て
い
る
文
書
も
あ
る
が
、
今
後
の
活
用

が
期
待
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
別
置
の
文
書
に
は
、
整
理
番
号
と
思
わ
れ
る
門
文
ノ
四
四
」
門
文
ノ
五
号

弐
冊
ノ
内
」
と
い
っ
た
貼
紙
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
直
接
、
文
書
に
記
載

さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
ど
の
段
階
で
付
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
文
書
保

管
の
あ
り
方
を
知
る
手
が
か
り
に
な
ろ
う
。

八
　
山
崎
藩
政
研
究
の
課
題

　
藩
政
日
記
か
ら
は
、
家
老
が
学
問
所
で
講
義
を
う
け
て
い
た
こ
と
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
「
文
」
が
奨
励
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
時
に
、
家
祖
本
多
忠
勝

の
命
癖
で
あ
る
十
月
十
八
日
に
は
、
忠
勝
の
画
像
を
掛
け
、
馬
術
・
砲
術
・
弓
術
・

鎗
術
・
剣
術
・
補
肥
が
披
露
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
「
武
」
へ
の
関
心
も
高
く
（
『
徳
川
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時
代
大
阪
城
関
係
史
料
集
』
三
、
「
解
説
」
）
、
藩
政
日
記
に
は
、
正
月
三
貝
の
鉄
砲

打
初
め
な
ど
「
武
」
に
関
わ
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。
家
中
に
は
砲
術
・
槍
術
・
劔
術

・
柔
術
の
「
世
話
」
を
務
め
る
も
の
が
い
た
こ
と
、
新
し
く
「
柔
術
世
話
扁
を
務
め

る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
に
対
し
て
「
猶
不
絶
何
茂
出
精
扁
が
「
申
達
」
さ
れ
（
五
月
二

日
）
、
「
中
御
門
下
於
稽
古
場
槍
術
致
見
分
扁
（
四
月
十
日
）
と
、
武
術
の
稽
古
場
が
設

け
ら
れ
、
家
老
が
見
分
し
て
い
た
こ
と
等
々
、
藩
を
あ
げ
て
「
武
」
が
奨
励
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
柔
術
の
免
許
を
皆
伝
さ
れ
た
足
軽
に
対
し
て
、
「
御

心
附
壱
貫
文
」
が
下
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
九
月
二
十
七
日
）
、
「
武
」
へ
の
関
心
は
、

家
中
の
面
々
で
は
な
い
足
軽
に
も
共
有
さ
れ
る
家
風
で
あ
っ
た
。

　
安
政
年
間
以
降
に
な
る
と
、
藩
政
臼
記
に
「
武
」
に
関
わ
る
記
述
が
増
え
、
た
と

え
ば
、
安
政
七
年
国
元
欝
記
に
は
、
「
配
粟
野
原
二
而
十
日
残
り
練
兵
稽
古
為
見
分
罷

越
候
処
、
天
気
も
よ
ろ
し
く
無
滞
相
済
候
、
十
日
二
鶴
翼
・
轡
月
、
今
欝
常
山
蛇
・

魚
鱗
、
都
合
四
備
共
済
並
等
も
よ
ろ
し
く
万
事
都
合
克
出
来
申
候
、
右
畢
而
於
場
所

樹
間
源
次
右
衛
門
・
樽
井
九
右
衛
門
拝
世
話
方
江
一
同
足
並
等
も
至
極
克
出
来
、
全

骨
折
出
精
故
之
儀
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
（
閏
三
月
十
三
臼
）
。

　
ま
た
、
「
嶋
田
繁
次
郎
・
笹
倉
又
兵
衛
よ
り
林
田
御
家
中
・
新
宮
御
陣
屋
江
剣
術
稽

古
罷
越
申
度
、
依
之
明
日
・
明
後
賃
、
両
日
之
御
暇
、
頭
支
配
を
以
相
図
、
承
届
候
」

（
二
月
二
日
）
と
、
近
隣
藩
へ
の
出
稽
古
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
「
姫
路
御
家
中
よ
り

六
人
劔
術
為
稽
古
相
見
江
候
給
付
、
黒
目
終
日
試
合
仕
候
」
、
「
所
々
修
業
者
毎
度
相

見
江
候
扁
と
、
近
隣
諸
藩
の
家
中
が
出
向
い
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
三
月
二
十
七

日
）
。

　
こ
う
し
た
家
風
が
長
州
戦
争
を
は
じ
め
幕
末
の
難
局
に
お
い
て
、
藩
政
を
ど
の
程

度
規
定
し
た
の
か
。
藩
政
藏
記
か
ら
家
風
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
山
崎
藩
の
幕
末
藩

政
研
究
に
は
、
新
し
い
展
開
が
期
待
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
林
田
家
中
に
剣
術
稽
古
に
出
か
け
て
い
る
よ
う
に
、
近
隣
諸
藩
士
と
の
交

流
が
盛
ん
で
、
「
稲
岡
秋
平
四
拾
歳
余
二
二
成
候
得
共
、
戸
扉
男
子
無
御
座
胚
葉
付
、

及
井
濃
御
家
中
伊
藤
瑞
泉
弟
冬
蔵
与
算
者
、
娘
と
年
茂
相
応
御
座
候
二
付
、
響
養
子

二
選
撃
高
」
（
弘
化
二
年
国
元
日
記
・
二
月
六
日
）
、
「
熱
田
大
七
郎
、
林
田
御
家
中
真

喜
田
廉
之
助
、
龍
野
御
家
中
角
田
彦
六
、
右
両
所
江
明
後
四
日
よ
り
出
入
、
囲
日
之

御
暇
、
御
横
目
を
以
相
願
」
（
弘
化
二
年
国
元
誤
記
三
月
二
臼
）
等
々
、
婚
姻
・
養
子

願
や
、
暇
願
が
頻
繁
に
出
さ
れ
て
い
る
。

　
近
隣
諸
藩
家
中
と
の
交
流
が
、
藩
政
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
。

領
外
近
郷
の
富
裕
者
が
銀
主
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
領
外
を
含
め
た
地
域
社
会
・

経
済
圏
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
で
き
た
と
き
、
山
崎
藩
の
研
究
は
、
一
万
石
小
藩

の
事
例
研
究
か
ら
大
き
く
飛
躍
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
藩
政
日
記
に
加
え
、
山
崎

本
多
藩
記
念
館
に
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
近
世
・
近
代
文
書
が

残
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
活
用
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
史
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
欠
字
は
～
宇
あ
け
、
平
出
は
二
字
あ
け
、
「
右
」
は

「
よ
り
」
に
改
め
た
。
ま
た
、
本
稿
の
一
部
は
、
拙
稿
「
山
崎
藩
本
多
家
の
藩
政
濤

記
に
つ
い
て
」
（
た
つ
の
市
立
龍
野
歴
史
文
化
資
料
館
二
〇
一
七
年
度
企
画
展
図
録
『
揖

保
川
流
域
の
サ
ム
ラ
イ
』
、
た
つ
の
市
立
龍
野
歴
史
文
化
資
料
館
、
二
〇
一
七
年
）
と

重
複
し
て
い
る
。

　
な
お
、
二
〇
一
七
年
度
・
二
〇
一
八
年
度
山
崎
本
多
藩
記
念
館
文
書
の
整
理
お
よ

び
写
真
撮
影
で
は
、
尾
崎
真
理
（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
・

高
岡
萌
（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
・
濱
田
恭
幸
（
大
阪
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
・
東
野
将
伸
（
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
・
萬
代

悠
（
大
阪
市
史
料
調
査
会
）
・
望
月
み
わ
（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
前
期
課

程
）
の
諸
氏
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
所
属
は
調
査
当
時

の
も
の
で
あ
る
。
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表1　藩政日記の所在

年　号　　　西暦 江戸 国元 大坂 大坂・京都在番
天際　羅　　　　　　　ヨ　　　1

0
031　　　　11783

S1　i1784 0
0

51　　11785　量　　　　　1

○

61　　　　11786 ○
l　　　　l

71　　　　11787 ○

8i　l1788 ○
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

兼V明8・8・17～寛政光・8・81　l　　　　l
№戟@　　　l玉789
J　　一一一弘＿＿一一一

○ i　大坂雁木拗幡　　i
一一顧鴨脚脚襯鱒轍 ●一■■一■一ロー 欄欄備備一楠一冒一 響■■騨脚鱒騨欄欄欄讐儘冒ロ■一■■■一脚轍欄一働一働一一一μ一隅口鴨騨轍轍

享和元l　　　l1801
@　2i　i18・2

○
○

塵　　　　；
31　　　　　1803 ○

、　　　　1

4i文化元i　1804 0
」

天保2i　T1831 ○ ○

31　　h832 ○ ○
匪　　　　1

41　　　　11833 ○ 0
・i　i183・ ○ ○

6i　i玉835 ○ ○
○ i天保6…　6～・…　8i

71　　　　11836 ○ ○
1　　　　大坂雁木坂加番　　　　1屡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匡

・i　i1837 ○ ○

9；　　　　11838 ○ ○
麺　　　　1

101　　　；1839 ○ ○

11i　i184・ ○ ○
1　　　　；

121　　　　　1841 ○ 0覇　　　　；

i31　　　；1842 ○ ○

14i　i184・ ○ ○
　　　　　塞P51弘化元l1844　鵬

○ 0
　　　　　　　i1845弘化21

@　3i　i1846 0
0

○
○

○
1　　ヨムイヒ2　・　8　・16～3　。　8　・12　　1

堰@大坂旙（大騒）　i
屡 學　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

41　　　　11847 ○
1　　　　　　　　　　薯

　　5i嘉永元i　1848

ﾃ永2i　　　i1849
○ ○ 1　慕永元・4　・13～2　。4　。12　　1

堰@晶晶（晶晶）　i
1 ●

31　　　　11850 0 ○
匪

1－llll 1嘉永4・8・12～5・8・15　1
堰@大號番（幡頭）　i

覇 5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

61　　　　11853
I　　　　　　　　　　I

7i安政元i　1854 i嘉永7・4・12～安政2・4・12i

安政21　i1855 0 ○ i　　　二条在番（大番頭）　　　1
1

3
；
　
　
　
　
1
1
8
5
6
　
1 ○ ○

li　illll
O
O

○
○

l　　　　　　　　　　　　　　　　　ll　　　　　　　　　　　　　　　　　ll　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　l　　　　l
U1　　　　11859　9　　　　　　　　　　1

○ ○ i鋤・・閏・～畝3・5｛
　　7i万延元11860　　　奪　　　　　　　　　　匿万延21文久元11861

○
○

○
○

○
○

l　　　　　　　　　　　　　　　　l

堰@大訟訴鼎立　　i
文久2i　i1862 ○ ○ 1　　　　　　　　　　　　　　　　　｛

戟@　　　　　　　　　　　　　　　l
3i　　　　；1863　　　　　ヨ　141元治元1

○ ○
l　　　　　　　　　　　　　　　　　ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監

1864 ○
1　　　　　　　　　　響

@　　　　1865 ○元治21慶応元1
c応2i　i1866
@　3i　i1867

○ ○
i麟2・・一麟3・8・・？i；大坂青屋日加番吟大坂京橋瞬定番18一一日騨騨騨鳳脚欄髄幽一一一一一一一日脚襯開齢”髄一一一＿＿＿一一卿囎欄需膨

備考：○が所在年。天保5年の江戸田詑は2分冊。大坂・京都在番の期間は『大坂大番配録（1）』（大阪
城天等閣、2000年3月）による。ただし、嘉永元、4、7年から1年間務めた二條・大坂在番については
臼記が残されていないため、在番期間は定例の8月交代に従った。また弘化2年大坂在番R記は7月末ま
での記載である。
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表2　弘化2年、倉橋弥一衛門の往来

江戸 大坂 山崎

… ’
…141．7、』1 4・！9

4月

… ？ 1→1 4D『Qゼ

5月
｝’111

19　　肝
E

警ぐ一一i 5、l！聲∴

F幽鮎皇」

｛

6月 1碗31 か！1．．
！

r品甲臨」　ρ　　’　博　幽H日’’”

@　　9
”吃 ﾆ

7月 70、、三3，．
や

8月
1’

　　　？．．、、

c8∵29一㍉8’・譲く一一…

．．一一→1 8・5

W・2◎　．

9月

｝

10月

…
　　伽燭
@　、？．

P1・幽・28凱ld・2ざく一一一i

「　　　　　　　　　i

A・■
ｨi　　　　ξ 10．81

｣10・23：

11月 郵嚢∵2ゴ 　11・11翫　　「置醒　　．　　　丁　　　　　「　ゴ　ゴ

∴

備考：弘化2年の江戸・大坂・国元日記により作成。8月以降、藩主は大坂城内在
住のため、たとえば「8・23←8・22」は、22日に大坂入りし、23日に大坂城入
り。
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表3　弘化2年5，月～9月、手紙のやりとり

山崎

5月1日 ①● 5月1日 8月1日 8月1日
2日 2日 2日 2日
3日 3日 3日 3日
4日 4日 4日 4日
5日 5日 5日 ⑯ 5日
6日 6日 6日 ⑳ 6日
7日 7日 7日 7日
8目 8日 8日 8日
9日 9日 9日 ⑳● 9日

10日

P1日 ②③
10日

P1日

10日

P1日
？⑳

顯

10日

P1日
12日 12日 12日 12R
13日 ① 13日 ユ3日 13日
14日 ④● 14日 14日 14日
15日 15日 15日 △ ユ5日

16日 16日 16日 ⑭ ⑳▲ 16日
17H 17日 17日 噛 17日
18日 18円 18日 q 18日
19日 19日 19日 ⑳ 19日
20日 20日 20日 20日
2ユ日 ⑤ 21日 21日 21日
22日 22日 22日 ⑳ 22日
23日 ③ 23日 23日 ⑳ 23日
24日 24日 24日 ⑳ ．⑳ 24日
25日 ② 25『 25日 働■ 25日
26日 26日 26日 愚◆▲ 26日
27日 ⑥● 27日 27日 ⑩●　． 27日
28日 ⑦ 28日 28日 魎◆ 28日
29日 29日 29日 29日
30日 4 30日 9月1日 ⑳ 9月1日

6月1日 6月1日 2日 2日
2日 2日 3日 ⑳▲ 3日日

［
［
り
0
　
4

3日

S日

4日

T日
？1 4日

T日
5日 ．⑤ 5日 6日 ◆ 6日
6日 6日 7日 7H
7日 7日 8日

．． 8H
8日 8日 9日 ⑳ 9日
9日 9日 10日 ⑯▲ 鱒 10日

10日

P1日 ⑧⑨．

⑦
⑩
継

10R
h1日

11日

P2日

⑳ ／⑰口 ll日

P2日
12日 12日 13日 ⑳▲ 13日
13日 13日 14日 纏◆ 14日
14日 14日 15日 15日
15日 15日 16日 16日
16日 16日 17日 ⑳⑳⑯ 17H
17H 17円 18日 轡◇ 18日
18日 18日 19日 ⑳▲ 19日
19日 ⑪ 19日 20日 ⑪ ⑩　△ 20日
20日 20日 21日 21日
21日 21日 22日 ⑳⑫● 22日
22日

Q3日

⑨ 22日

Q3日

23日

Q4円
？‘

23日

Q4日
24日 24日 25日 ⑬■ 25日
25日 ⑧ 25日 26R 26日
26日 ⑫● 26H 27日 27日
27日 1 27日 28日 ⑳⑳愈 28日
28日 28日 29日 29円
29日 29日 30日 30日

7月1日 ⑪ 7月1日
2日 2日

［
口
日
3
　
4

⑬
3日

S日
備考＝■本便 ●差込状　◆定便 ▲その他 ・不明

5日 5日

6日 6日

7日 7日

8日 8日
9日 ⑫ 9日

10日 工0日

11日 ⑭⑳1． ⑯■ 11日

12日 12日
13日 13日
14日 14日

15日 15日

16日 ⑬ 16日

17日 17日
18日 18日

19日 19日

20日 20日
21日 ⑰、 21日

22日 22円

23日 ⑭ 23日

24日 ⑱⑱ 24日
25日 ⑮ 25日
26日 26日
27日 27日
28日 ⑪ 28日
29日 29日
30H 30F1
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図1　西新町捨て子一件

家老

承認

　奉行
「可相達哉」

②町役人「願出」

西新町町役人

　　相談

①門前村平兵衛「申聞1

門前村平兵衛

　　養育願

　　倉
町年寄宅で保護

　　　　T

　西新町町内

　　　捨て子

図2　岩崎収碩拝領屋敷一件

大坂
藩主

家老

支配方

　　⑤支配方「申達！

岩崎収碩

拝借屋敷へ

の引越願
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山崎本多藩記念館所蔵文書自録

藩政日記

分類 表題 年号 作成者・差出 宛名 形態 点数 備 考

江戸 党帳 天明元 罷帳 1冊
表紙に「正月より年中j 、地に「天明元王l:J 「二拾六」
と記載。裏表紙は欠損。

江戸 〔党帳〕 天明 2 竪帳 1冊 表紙は然記載。地に「天明ー寅j 「二拾七Jと記載。

江戸 〔党帳〕 天明 3 竪帳 1冊 表紙は無記載。地に「天明三卯」 「三拾八j と記載。

I工戸 〔覚帳〕 天明 4 竪帳 l冊
表紙・正月前半部は欠損。 地に「天明日!I辰j 「二拾九J
と記載。

江戸 党帳 天明 5 竪帳 1附 未確認

江戸 党i緩 天明 6 竪帳 1冊
表紙に「天明六年午正月より年中」 f阻拾古」、地に

「天明六午J I阻拾ーと記載。

江戸 党帳
表紙に「天明七来年正月ヨリ J f郎拾弐j と記載。地に

天明 7 竪帳 1冊 「天明七未 j f閤拾弐j と記載。後半部欠損。綴じ修
復。

江戸 党帳 天明 8 竪帳 1附
表紙に「天明人中年正月ヨリ J I四拾コ」と記載、地に
「天明人中 J I四拾コ」と記載。蝦じ修復。

江戸 党帳 天明 9 竪1援 1冊
表紙に「天明九箇年中」 「二月寛政ト改元」 「四拾

四」、地に「寛政元首J 「凶拾閤Jと記載。

江戸 覚帳 享和元 竪帳 1冊
表紙に「享和元辛商年正月ヨリ年中j 「五拾六J、地に
「本和元商 J I五十六」と記載。

江戸 覚帳 事和 2 竪帳 1冊
表紙に「王手和一戊年正月ヨリ J 「五十七j 、地に f享和
二戊J I五十七j と記載。

江戸 党中長 亭和 3 皆様 1冊
表紙に「亭和二亥年正月ヨリ J 「五十八j 、地に「事和
コ亥J I五十八j と記載。

江戸 党帳 天保 2 思11長 1冊
表紙に「天保ー卯年正月より年中J 「八十六j 、地に
「天保一卯J I八十六Jと記載。
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〔党帳〕 天保3 竪帳 1冊
表・裏表紙J欠損。地に「天保三炭j 「八十七Jと
載。

江戸 党l援 天保4 竪帳 1冊
表紙に「天保四記年正月より年中J f八拾八」、地に
f天保四日J i 八十八Jと記載。

江戸 党帳 天保5 竪帳 1冊
表紙に「天保五午年正月ヨリ八月定J 「八十九」、地に
f天保五午 J i八十九j と記載。

党帳 天保5
表紙に「天保五午年八月ヨリ j 「八十九j 、地に「天保

程帳 1冊 五午」 「八十九j と記載。一丁目は七月の後半部と八月
朔日。十月末まで記載。

江戸 覚帳 天保 6 竪帳 1船
表紙に「天保六乙来年正月ヨリ J 「九拾J、地に「天保
六未J i九十j と記載。

I工戸1 党11援 天保 7 竪帳 1冊
表紙に「天保七丙申年正月ヨリ j 「九拾壱J、地に f天
イ呆七中J i九拾壱Jと記載。

江戸 党l援 天保8 竪1脹 1冊
表紙に「天保八丁留年正月ヨリ j 「九拾弐J、地に「天
保人間J i九十一j と記載。

江戸 党帳 天保 9 竪帳 1冊
正月前半部欠損。表紙に f天保九戊j文年正月ヨリ」 「九
拾一」、地に f天保九戊J i九十一」と記載。

江戸 党帳 天保10
表紙に「天保十己亥年正月ヨリ j 「九拾四J、地に「天

竪中長 1冊 保十亥」 「九十四j と記載。裏表紙に党l阪の綴外れと忠
われる文書が付く。

t工戸 党11長 天保11 盤帳 1百社
表紙に「天保十一子年正月より年中J 「九拾五」、地に
「天保十雀子J i九十五j と記載。

江戸 覚棋 天保12
表紙に f天保十一丑年正月ヨリ年中j 「九十口(虫

竪中長 1冊 損)J、i也に「天保十二丑」 「九十六j と記載。後半部
は欠損大。

江戸 党帳 天保13 竪帳 1冊
表紙に i[ ](虫損)十二寅年正月ヨリ年中」 f九十
七」、地に「天保十 寅J i九十七」と記載。

江戸 党帳 天保14 竪i候 1冊
表紙に「天保十四卯年正月ヨリ年中J 「九十八J、地に
「天保十四卯年J i九十八j と記載。

江戸 党帳 天保15
表紙に「天保十五甲民年正月ヨリ J i十「二九月弘化与改

竪帳 1冊 元J i九拾九j 、地に f天保十五辰 十九j と記
載。

江戸 党帳 弘イヒ2 竪中長 1冊
表紙に「弘化一乙巳年正月ヨリ J 「百J、地に「弘化二
日J i百」と記載。
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i工戸 党騒 弘化3 竪帳 1冊 |表三紙午jに「弘化ニ丙午年正月ヨリ j 一」、地に「弘化
「百一Jと記載。

江戸 党l際 弘化 5 竪l懐 1冊
表紙に「弘化五戊昨1 ヨリ J r一月嘉永与改元J、
地に「嘉永元"1ヨJ r百三」と記載。

江戸 党市長 嘉永 3 竪中長 1附|き紙に f嘉永二皮成年正月ヨリ」 「百五」、地に「嘉永
戊J ¥百五j と記載。

i工戸 党帳 安政 2 盤11長 1矧T
表紙に「安政二乙卯年正月ヨリ年中」 「百十J、地に
「安政一卯」 白百十Jと記載。

江戸 〔党帳〕 安政3 竪帳 1冊
表紙・裏表紙欠損。地に「安政三辰J 「百十一Jと記
載。

江戸 党i阪 安政4 竪中長 1冊
表紙lこ「安政四丁巳年五月ヨリ年中j 「百十二二J、地に
「安政四巴J r百拾 J と記載。

江戸 党帳 安政5 竪帳 1冊
表紙に f安政五戊午年正月より年中」 「百十三j 、地に
「安政五午 J r百拾二」と記載。

江戸 党帳 安政6 堅11妥 1 fI昔
表紙に「安政六己未年正月ヨリ年中j 「百卜臨J、l也に
「安政六未 J r百拾四j と記載。

1工戸 党11長 安政7
表紙に f安政七庚昨ifJ三正月ヨリ年中」 「百十五j 「万延

思帳 1冊 与改元j 、地に「安政七申J f万延ト改元」 f百十

五j と記載。

江戸 党I阪 万延 2
表紙に「万延こ辛商年正月ヨリ年中j f文久与改冗j

堅帳 1冊 「百十六」、地に「万延二酉J 「文久ト改元J 「百十
六Jと記載。

i工戸 党l援 文久 2 竪l援 1冊
表紙に「文久一壬戊年正月ヨリ年中J、地に「文久二
戊J ¥百十七j と記載。

江戸 党i阪 文久 3
表紙に「文久二笑亥年正月ヨリ年中J 「百拾八」、地に

竪11長 1冊 f文久三亥 」 「百十八Jと記載。表紙に党I[長の踏外れ
と思われる文書が付く。

江戸 覚帳 文久4 竪帳 1冊
表紙に f文久間甲 ヨリ年中J 「百拾九j 、地に
「文久四子 J ¥百ト九j と記載。

江戸 党1援 元治 2 竪11長 1冊
表紙に「冗泊二乙丑年正月ヨリ年中j f百ニ拾J、地に
f元治ー丑 J r百一十Jと記載。

国元 党l際 享和4
表紙に「享和四子年正月より年中」 「二月文化与改元J

竪l阪 1冊 「百」と記載。地の記載は判読不明。 8月より 12月まで
の記載。綴じ修復。
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国元 党11長 天保2 竪帳 1附
表紙に f天保一卯年正月より年仁1='J i百二十七j 、l也に
f天保一卯 J i苔廿七Jと記載。綴じ修復。

国元 党I阪 天保 3
表紙に f天保二辰年正月より 中J 「百二十八J、地に

竪l阪 1 fITt 「天保コ炭 j 「百廿八」と記載。表紙外れ。正月後半
頃まで欠損。

悶元 党帳 天保4
表紙に「天保四巴年正月より年中J、 f 、i也に

竪i恨 1 f情 「天保西日j f百廿九」と記載。表紙 f百壱」は「百一
十九j を抹消のうえ記載。

国元 党i阪 天保S 竪帳
表紙に「天保五今二年正月より年中j 、i也に

1冊
「天保五午J i百三十j と記載。

党11長 天保6 竪|阪 1間
表紙に f天保六未年正月より年中J 「百升十一J、地に
f天保六未J ia叶一」と記載。

国元 党11長 天保 7 竪i阪 11M 
表紙に「天保七市年正月より年中J i百対一J、地に
「天保七申J i百tH-=J と記載。欠損大。

関元 党l阪 天保8
表紙に「天保人間年正月より年中」 「百対1-三」、地に

竪1仮 1冊 「天保八開」 f百tl十二Jと記載。 12月後半部欠損。綴じ
修復。

国元 〔党帳〕 天保 9 提11長 1 fITt 
表紙・正月前半部欠損。地に「天保九戊J 「回itt十四Jと
記載。綴じ修復。

国元 党根 天保10 竪帳 11t時
表紙に f天保十亥/9三正月より年中」、地に「天保十亥j

ii引汁五Jと記載。

閏元 党I阪 天保 11 駐中長 1冊
表紙に f天保十一子年正月ヨリ今日1"J、地に「天保十一
子J i百升十六j と記載。

間元 党中長 天保12 盤11.授 1冊
表紙に「天保ト一週:年正月より年中J i口(虫損)コ十
七」、地に f天保十一丑J iatt十七Jと記載。

国元 党11長 天保13 竪帳 ItI甘 表紙に「天保十二寅年正月より年中J 「百三十八」、 i也
に f天保十二寅J i百俳人Jと記載。

国元 党帳 天保H 竪11長 1 fl号
表紙に f天保十四卯年正月より年中」 「百二十九j 、i也
に「天保十四卯J ia升1-:tLJと記載。

国元 党i阪 天保15 駿11長 1冊
表紙に「天保十五民年正月ヨリ年中J i十二月弘化と改
元j 、i出こ「天保十五炭J i百四十」と記載。

国元 党11長 弘化 2 竪11妥 1冊
表紙に「弘化二巳年正月より年中j 、i也に「弘化二巳」
f百間十一Jと記載。
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党!綬 弘化 3 竪中長 1冊
表紙に riJl化コ午年正月ヨリ年中j 「百聞十二」、地に
「弘化ー午J r百四十一」と記載。

i詔冗 党中長 弘イヒ4 竪l様 1冊
表紙に「弘化四来年正月ヨリ年中J f百四十二j 、地に
「弘化凹米首[[:1十一j と記載。

閤元 覚帳 弘化5 竪l阪 1冊
表紙に「弘化五中年正月ヨリ年仁ド」 「嘉永ト改元j 、地
に「嘉永元時IJ r百三j と記載。

悶元 覚i候 嘉永 3 竪帳 1冊
表紙に「嘉:永一戊年正月ヨリ年中J 「百四十六」、地に
「嘉永一成J r百四十六Jと記載。

国元 党帳 安政 2 思21阪 1冊
表紙に f安政一卯年正月ヨリ年中j 、i也に
「安政一卯J r百五十一Jと記載。

党i阪 安政3 竪11.長 1冊
表紙に「安政二辰年五月ヨリ年中J r百五十二」、地に
f安政二辰J r百五十一Jと記載。綴紐の 部を修復。

党帳 安政4 竪i綬 1冊
表紙に f安政由巳年正月より年中J r百五十三j 、地に
「安政四巳J r百五十二Jと記載。綴じ修復。

国元 党帳 安政5
表紙に「安政五午年正月より年中J 「百五十四J、地に

竪!援 1冊 f安政五午」 「百五十四Jと記載。 12月の後半部は月IJI阪
に記載し、綴紐にて括り付け。

国元 党11.長 安政6
表紙に f安政六未年正月より年中J 、i也に

竪帳 1 1m 「安政六米J 「百五十五Jと記載。 12月後半音I1欠損。綴
じ修復。

国冗 党11長 安政 7 竪帳 1冊
表紙および正月前半部欠損。 i也に「安政七申」 「百五十
六Jと記載。脇じ修復。

党l陵 万延 2
表紙に「万延二酉年正月より年中」 「百五十七」 「二月

竪帳 11陪 文久与改元」、地に「万延二酉J 「百五十七Jと記載。
綴じ修復。

医|元 党1陵 文久 3 竪帳 1冊
表紙に「文久二亥年正月より年中J r百五十九J、地に
「文久コ亥 J r百]Iト九Jと記載。

国元 〔党中長〕 (慶応 2) 緊帳 1冊
「慶応 2 正月 ~5月 J とべ される白紙(洋紙)が綴じ
られる。地に「慶応 寅」と記載。

〔党帳〕 竪i際 1冊 綴じ紐で 1冊にされているが錯簡。年次は婆検討。

大坂 〔大坂御加番中党帳〕 天保6 竪i阪 1附
表紙欠損。綴紐を修復。天保 6 ・閏 7 ・26日より向
7 . 8 ・6まで(後半欠損)。 ド
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大坂 大坂御在番中党帳 弘化 2 表御用部屋 竪帳 1冊
表紙に f従弘化二乙日年八月歪間三丙午年七月 Jと
載。

大坂 大坂御定[ ] (欠損) 安政 7 思帳 1冊
表紙一部欠損。表紙に「安政七皮 "1" 年正月より年~!一J J、
地に「安政七lej"J r万延ト改元J r大坂定表Jと記載。

大坂 大坂御定番中覚11長 万延 2 表御用部屋 罷帳 1冊
表紙に「万延ニ辛商年正月より年中J r文久与改元j 、
地に「万延一商J r文久ト改元J r大坂定表Jと記載。

大坂 大阪街i定番中党l恨 文久 2 表御用部屋 竪帳 1冊
表紙に「文久二壬戊年正月ヨリ」、 i践に「文久二j文j

「大坂定」と記載。

大坂 〔大坂加番・定番中覚i様〕 慶応 2 竪11長 1冊
「慶応二丙寅年一月」で始まる間年12月日毎日までの大妓
日記。記載が欠ける箇所が多い。綴じ修復。

大坂 〔大坂定番中党i阪〕 慶応 2
「慶応二寅年日記Jと記載される表紙が付されるが、前

盤帳 1冊 学13了は明治2年正月の諸廻状留。 14了以降は慶応2年7
月 16 白 ~12月 nro:臼までの大坂日記。

別寵1次

分 類 表題 年号 作成者・差出 宛名 形態 点数 {疏 考

1 〔参与役所等より 慶応4 竪 1冊 慶応4年正月 19日より 6月1913まで。

2 達〔倣者:前.沢井宇兵衛・行政官等より 明1合2 竪 1冊
「間廿二日」よりはじまる 明治2年正月 22日~同年3月

廻状留〕 11日まで。

3 分1浪帳 竪 1冊
表紙に貼紙「文ノ廿信号」。昭和六年一月「分限帖見出
)1関(山下勢太郎作)Jあり。

〔忠勝公江御[1付人当時相続人数・
表紙として「文ノ ー 忠勝公へ御[~;t人其他分!制緩

4 忠政公播州姫路拾五万石抑家中知 横 1冊
山崎御領分御物成高Jと記載する一紙を綴じる。

行等分限帳〕

5 広島御宿中日記
元治元・ 1

4策 1冊 11月10日よりは月 29日まで。
1 . 10より

6 
長防御出|律御供人数行列11長(山

元治元・ 9 表御用部屋拘 横 1冊
表紙に「文ノ二二Jと記載。惣人数461人。内訳老職

l崎務) よりヰ1閉まで 210人・郷夫 251人。

7 
〔諸滞家老衆大反表出頭命令

(元治元) 一紙 1通
状〕

8 
〔主主旗小町i等之|翠商業w等達

(元治元) 一紙 1泊
書〕
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9 
Ci正長ニ付本多肥後守江申渡

(元治元) 一紙 1通
状〕

10 
〔征長ニ付立花飛騨守江ゆj皮

(元治元) 一紙 1通
状〕

11 
C{正長ニ付'松平越前守江申渡

(元治元) 一紙 1通
状〕

12 〔敵地江攻寄候期日調状〕 (元治元) 一紙 1通

13 
〔毛利大鰐大夫父子始御征伐ニ付

(元治元) 一紙 1通
諸家持口江着到命令状〕

14 〔陸路芸州よ他り岩江軍園、目夫より 111口 (元治元) 一紙 1通
江攻寄候面々 付護遣状〕

15 
〔陸路芸州より岩国、夫より山口

(元治元) 一紙 1通
江;攻寄候面々他諾E宮市波状〕

16 年中行常党(吟味役方) 天保 9・4 横井二源次郎 小横 1冊

17 御留守居方心党帳 (安政 2・6) 奥御用部屋 小横 1冊
表紙に「安政一卯年六月白鳥清書役より差出預置Jと記
載。

18 日今味役方其外万事手十日 横井清兵衛 小横 1冊

19 大横目方手相 小績 1附 表紙に 1111岸蔵Jと記載。
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別寵2次①

文書ヲミf番 表 題 年号 -作成者 宛名 形態 点、数 侃i 考

会計ニ関スル緊主主書類(銀行・財
(明治30~

1 産関係の書簡、領収証、代金出納
35) 

竪 1冊 安I、紙・一紙類を綴ったもの
勘定書、薬害など)

2 
明治二十七年一月起リ 決議委其

明治37・2 本多家 竪 l冊 罫紙・一紙類を綴ったもの
他 雑 歎 本 多 家

3-1-1 〔袋〕 (ウハ書「須テ御出養生後 (明治39・
袋 l点 3-1 ~3-3紐一括、 3-1-2~3… l …7袋入り一括

世九年十月広仮払J) 10) 

〔勘定仕法書:・坂勘定書・冗受〕
3-1-2 (食料品・紙などの物品代金書き (明治39) 品翠 l帝京 罫紙使用、竪帳3附綴り

上げ、代金出納勘定など)

3-1-3 
〔領収証・党〕 (物品代金、建設

(明治39) 砂4312メ I綴 罫紙・一紙類を綴ったもの
費、税金など)

〔通帳・領収証類〕 (金銭預り通
3-1…4 帳、物品代金・利子の領収証な (明1台39) 議 1綴 通帳200・罫、紙・一紙類を綴ったもの

ど)

3-1-5 
須テ御出御入用心党(銀行よりの

(近代) 一紙 l通
出金、送金など書き上げ)

3-1-6 
記(銀行よりの引き出し金、谷村

(近代) 一紙 l通
への送金など書き上げ)

3-1-7 
〔領収証類一括〕 (物品代金、税

(明1合39) i。I奴ヨメ 1綴 罫紙・一紙類を綴ったもの
金、為替など)

明治二拾九年十月十九日以后擾元
3-1-8 取扱へ係ル仕払(元受之部、支払 (明1合39) 堅 l附 罫、紙使用

之部)

明治三十九年度金銭出納簿本
3-2 多(物品代金、税金な き上 明治39 本多 横半 l冊

げ)

明治二十九年一月起 金銭受払仕
3-3 諜簿本多(経常元受、予算な 明1台39 本多 竪 1冊 罫紙

ど)

明治二十八年 一月与利至十二月
明治38・1月~ (印 f鹿津町本多

4 会計記(各月ごとの金銭出納につ
12月 家J) 

竪i阪 I冊 「本多j 罫紙使用
き)

。∞-



明治一十七年一月二月 日計仕
明治37・1月 ~5 訳簿(御小遣、交際等工玄関別金銭 竪帳 11計 罫紙使用

出納につき)
2月

明治入三十と食六年料品 日計簿(利子など 明治36 ・ 1~明
6-1 の収 ・寺社献納金など 竪帳 i冊 罫紙使用、 6-1が6-2・6-3を挟み込み

の支出番き上げ)
治36・12

西武間資産(宍粟郡IlJll碕11庁内の鹿
(明治)年月

6-2 |津書町き宅地 加生村田地の土地面積 日米詳
一紙 1i盈 6-1が6-2・6-3を挟み込み

上げ)

東京市本郷区森)11町
山崎町本多内 浅井 一番地本多忠敬御家

6-3 郵便物受領詮
明1台36・12・ 長志、鹿津町本 扶畑谷鈴潟、東京

一紙 3通 6…lが6-2・6-3を挟み込み、印刷物
23 多、山崎町本多家 市深川区護岸町

と扶 光院、東京市下谷区
山伏町 燈明寺執毛布F

明治二 自一月五十二月 日
明治35 ・ 1~明

7 計仕誇簿(税金・給金・食料品な
治35・12

翠11長 l冊 罫紙使用
どの支出苦手き上げ)

明治参拾五年自七月ど至の十収入二月と 日

8 
計簿(銀行払出な 郵 明治35 ・ 7~明

竪11長 11滑 表紙に「弐附之内 第弐号j の記載あり
便・食料品・日F持品などの支出書 治35・12
き上げ)

明治一 白一月宝六月二冊之
明治35年1月 ~

9 内日計簿第壱号(郵便・電信料な 竪帳 1冊 罫紙使用
ど書上げにつき)

6月

明治三十四年羽計簿第壱号(銀行
10 預け金・郵便電信料など番上げに 明治34年 竪帳 l附 罫、紙イ吏用

っき)

明治二十四年自一月歪六月臼計仕

11-1 
課書第壱号弐冊;之内(山崎町村役

竪!陵 l冊 11…2はさみ込み一括、罫紙使用
場納金・県税・戸数割・赤十字年
賦金・雇人給料なと守番上げにつき

11-2 
〔書付J(金2石未納内4斗沼捨に

(年月日不詳) …紙 1通
っき)

明治二十二年 自七月
明治32・7月 ~

12 日計簿(日ごとの金銭渡し記録に 竪帳 l冊 罫紙使用、表紙に朱書き「第試続 試情ノ内j

っき)
12月

13-1 〔封筒〕 明治31• 11 封筒 l点
ウハ書「明治二十一年 十一月 奥方後御入輿諸入費
II!&J 、村高党の裏面使用、 13-2~13-3在中

」{∞
J
{



13-2 
明治一 御結婚諾入

明治31・11 努え l務長
費並御家麗修繕費記帳

13-3 
〔横中長〕 (お引き受け当日のお迎

(明治31・11) 4費税ミ lf能 年代は封筒より
え等の人員及び客人の党)

14 
明治三十年十月 日計簿(日ごと

明治30・10 竪帳 1冊 罫紙使用、表紙に朱書き「第…号二冊ノ|村j
の金銭j皮し記録につき)

明治三十年十月日計f士課簿(祭典
竪i候 1冊

罫紙使用、 15-1~15サまで「会計簿八附j の付紙がつい
15-1 料・貞吉様分山崎町役場納金・ 明治30年10月

た紐で一括
人給料な げにつき)

明治二十一年自一月 臼言十
仕諜簿(諸税・学費・営ii護費・忠

明治31年1月 ~
竪帳 l冊 窪r-紙使用15-2 禎様賄費・議員会i司費・臨時費地

所代・士族下賜金・銀行借入金な
12月

ど書上げにつき)

明治コ十一年一月輿利日計仕課簿

15-3 
(山崎町役場納諸税・忠禎}消費・

明治32年l月 竪帳 l冊 主r-紙使用
雇人給料・豊様学費・臨時費・小
間物代など語:上げにつき)

明治参拾弐年自七t場月納至諸十税二ー月日計
イj:諜簿(山崎町役 ・雇人

明治32年7月~
竪It長 1ff号 主i、紙使用、朱筆で f第壱号j と書込みあり15-4 給料・会同諸向費・神仏祭典費・

郵便費・小間物代など書上げにつ
12月

き)

明1合一 自一月至六月日計仕

15-5 
詳簿(山崎町役場納諸税・忠禎賄 明治33年1月 ~

際11長 1冊 罫紙使用、朱筆で「第を号Jと書込みあり
費・ j護人給料・交際費・術品費・ 6月
呉服費など書上げにつき)

明治参拾参年自忠七禎月賄五費十・二廃月人臼給計
仕諜簿(諸税・

明治33年7月 ~
思帳 1冊 罫、紙使用、朱筆で f第弐号j と書込みあり15-6 r~ ・交際費・神仏祭典費・営終

費・本家より廻金・呉服費な f書
12月

上げにつき)

明治一 自七月至十二月日計
仕課簿(諸税・祭典費・忠禎公賄

15-7 
費・御手元小選・諾向御会釈費・ 明治34年7月 ~

竪11長 l冊 罫紙使用、朱筆で「第奇号弐ff骨ノ内Jと書込みあり
交際費・廃人給料・備品代・呉服 12月
反物代・保存講など書上げにつ
き)

N
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明治三十六年自一月至十ニ月日計
仕誇簿(明治36年支払高・山崎町

明治36年l月~15-8 役場納諸税・祭典費・赤十字社醸 竪帳 1冊 罫紙使用
金・新器・小遣い・交際費・雇人

12月

給料・備品代など番上げにつき)

16-1 o等様〕 (近代) ~~糾:長 l点 ウハ書 f天目高象紅葉巻j 、16-2"'16-4一括

16-2 
大坪流事法目録(夜、伝の馬術につ 弘化4・丁米12一来閏岡事 久政(花

巻子 l巻 表装はずれ
き) 月吉辰 押) (印)

16-3 
大坪本流常取鞭目録(夜、伝の鞭法 寛政元己商

政明(花押) (印) 本多擢治郎 巻子 1巻
表装はずれ、継ぎはずれあり、鉛筆書き f大坪本流常叡

21ヶ条) 歳.11}l 23臼 鞭隠鯨Jの紙挟み込みあり

16-4 
大坪本流叡事法目録(夜、伝の馬術 寛政先日間

政明(花押) (印) 本多様治郎 巻子 1巻 表装はずれ、継ぎはずれあり
につき) 歳.11 .23 

17-1 
〔箪用之夜、射悶録〕 (六拾弐ヶ

天保2・仲秋日
柳瀬市郎左エ門政党

本多忠券s 巻二子 1巻 17-1 "'17-3薄様一括、継ぎ外れあり
{r条) (花押、印)

八規(天地人物法舟査誠、修学数
素行六世山鹿八郎

17-2 
十年につき)

嘉永4・晩夏 左衛門入道素*- 藤 武間淑次右衛門 巻二子 l巻 継ぎ外れあり
原高補(花押、印)

神陰i定食IJ術図録(箇条書・和歌、
秋田貢雅佼(花抑、

久須美権兵衛藤原祐熊よりの受
17-3 

授、多年の尊志により伝授のこと
慶応3・5 印)、岩寄又左衛門 忠明君 巻子 l巻 継ぎ外れあり

につき)
(花押、印)

18-1 皮開秘伝(軍事・道徳について) 天保12・2
素行六1辻山鹿素*-

武間新吾 巻子 l巻 18-1"'18-4薄様一括、継ぎ外れあり
(印)

18-2 
神陰流剣術見紙(心得の箇条書、

安政2・3・15
臣名嶋lZ9郎兵衛藤原

本忠明君 3益子 1巻 継ぎ外れあり
十悪、究理) 好間(花押、印)

18-3 
弓道諸流系閣(日本流、吉田流な

巻子 l巻 継ぎ外れあり
ど各流派系図)

大島雲王手、大島弥左

18-4 
〔初学自録〕 (数年稽古につき、

天保丑
衛門、林勘助、一代

本[ 巻子 1巻 継ぎ外れ・虫損あり
鎚合など) 自林勘助[ ] 

(花押、印)

関口弥左衛門尉・松
19-1 柔新心流免状 (年ー月日不詳) 田藤右衛門尉・岡本 l巻 継ぎ聞はずれ、 19-1"'3まで木箱に入れて一括

半太夫ほか5名

の∞
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文化5年戊炭6
関口弥左衛門尉・松

19-2 系霞i状(柔新流の系閣につき)
月吉辰

間藤右衛門尉・岡本 巻子 l巻 継ぎ目はずれ
半太夫ほカヰ名

柔新心流蔚合之次第(極意・中段 文化5年戊民7
関口弥左衛門尉・松

19-3 
など技名誉上げにつき) fJ吉辰

岡藤右衛門尉・岡本 巻子 l巻 継ぎ目はずれ
半太夫ほか5名

文政9・丙戊11
関口弥友衛門尉・松

20-1 柔心新流免状 回又之丞・宮部六右 巻子 l巻 表装はずれ、継ぎはずれあり、 20-1~20-3簿様一括
月臼

徐刊引也7名

系図状(柔新心流居合系図状につ 文政9・丙戊11
関口弥友衛門尉・松

20-2 
き) 月吉日

国又之丞・宮宮rl六布 巻子 1巻 表装紐付紙に「弐j とあり
衛門他7~

柔新心流居合次第(表・返火等の 文政9・丙戊11
関口揃左衛門尉・松

表装はずれ、継ぎはずれあり、 f柔新心流居合次第」の
20-3 

柔術詳細につき) 月日
間又之丞・宮部六右 巻子 l巻

挟み込み紙あり
:fwP号他8名

21 〔布〕 (年月臼不詳) 布 l点 武道の当て具ヵ

文政9年丙成十
松岡藤右衛門尉・不

22-1 天月寓像紅葉券(剣道の流法書ヵ) 破J官、左衛門・富和助 券子 l巻 継ぎ信はずれ、 22-1~22…2 うすようでくるんで一括
一月旦

太夫ほか5名

文化9年壬l'Iel正
不破忠左衛門・高和

22-2 天月万像紅葉巻(剣道の流法苦手ヵ) 久停・富和助太夫ほ 巻子 l巻 木箱入り(ウ 「紅葉御巻J) 
fJ 

か6名

23-1 昨1通巨録(鎌術の秘倍、系図)
文化4・10・吉 綾田儲癒俗名停兵11~r

本多敬公 巻子 1巻 23-1~23-5薄+:iR一括、継ぎ外れあり
日 益通(花押、印)

23-2 
鎌鎚指南免許開銀({立の名称な 文化6・5・ 岩岡本五郎寄通(花

本忠敬公 巻子 I巻 継ぎ、外れあり
ど) 日 NI、印)

23-3 〔巻子〕 巻子 l巻

23-4 〔巻子〕 巻予 l巻

23-5 〔券子〕 巻子 l巻 軸破損

24 [布] 年月日未詳 荷日 1点

H
V
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25-1 世八年中決算書 明治38

25…2 世八年中勘定決算 明治38

25-3 三十九年度歳入予算 (明治38)

25-4 
神仏御祭典費(霊光院・燈明寺な

(明治38)
ど)

26 
明治二十七年度決算(明治37年3

明治37
月 ~12月分)

27 
明治二十七年度 会計日記(入出 明治37 ・ 3~暁

金と明細の書きょげ) 治37・12

28 
明治二拾七年一月二月 日計簿 明治37・1月~
(日ごとの金銭j度し記録につき) 2月

29 「紐〕 年月日未詳

明治三十壱年奥利御財産収支事i仮
30 第壱号(山崎銀行株金・払込金・ 明治31年

配当金など書上げにつき)

31-1 「紙〕 年月日未詳

明治十九年御内家日計簿五月 明治19・5・1
31-2 ヨリ(薪炭費など月ごとの支出書 ~明治20・5・

き上げ) 31 

明治廿年八月ヨリ 町村地租金其
明治20・8・31

31-3 
他諾掛物金受払簿

~明治21・5・
17 

明治二十年八月ヨリ 御 内 家 御

31-4 
臨時御経済金受取支払簿(借用金 明治20 ・ 8~明
返済・呉服代などの支出者-き上 治21・3・14
げ)

明治二十年御内家 日計簿六月
明治20・6・l

31-5 
余り

~明治20・
12・31

罫紙 3枚

{一，f6i3b8x1R 1冊

一綴 lfl昔

一綴 lf附

一紙 l枚

本多氏(ド11r本
竪帳 l冊

多J) 

竪i援 1冊

五丑 l点

思i援 1冊

五丑 l点

御附主任横尾光朝 竪帳 l冊

御内家会計主任横
尾光朝

竪帳 1冊

御会計方横尾光朝 竪帳 1冊

御附主任横尾光朝 盤11長 i冊

25-1~25-4は袋一括、袋ウ rt甘八年度決算 世九年
度書予き算」、 25い 25-2は折り込み一括、 25-1は25-2の下

、罫、紙使用、綴じ外れ

25-1~25-4は袋一括、袋ウ f世八年度決算世九年
!度書予き算J、25…1・25-2は折り込み一括、 25-1は25-2の下

、罫、紙使用

25-1~25-4は袋一括、袋ウ 「世八年度決算対九年
度予算J、罫、紙使用

25-1~25-4は袋一括、袋ウ、書「徴八年度決算 世九年
度予算J、罫紙使用

「本多j 用紙使用

留、紙使用

「日計簿九*甘j 記載の下げ1t

罫紙使用

31-1で31-2~31-12を紘一括、 「日計簿第拾壱術」記載
の下げ札

31-1で31-2~31-12を紐一括、罫紙使用、虫損あり

31-1で31-2~31-12を統一括、罫紙使用

32-1で31-2~31-12を紐一括、罫、紙使用

31-1で31-2~31-12を紘一括、罫紙使用
ばコ
αコ



明治弐拾壱年一月ヨリ 日計簿 明治21・1・2
31-6 (塵拭代・臼履給料などの支出書ー ~明治22・1・ 御附主イ壬 横尾光朝 竪帳 l冊 31-1で31-2~31-12を紐一括、罫紙使用、虫損あり

き上げ) 30 

明治廿三年七月より 経費出納簿 明治23・7・12
本多家理事:岡本31-7 (鉄砲売却代などの収入と給料な ~明治23・8・ 思帳 1附 31-1で31-2~31-12を紐一括、罫紙使用、虫拐、あり

どの支出番き上げ) 30 •• 
明治弐拾三年一月ヨり 日計簿 明治23・1・1

御開会計主任横尾31-8 (見舞金・酒献納代などの支出書 ~明治23・6・ 竪i阪 l冊 31… lで31-2~31-12を紘一括、野、紙使用
き上げ) 30 

光朝

明治廿七年十一月広 日計簿第 明治27 ・11・
31-9 参書号き (御手元金・食料品など支出 1~明治27 ・ 竪11援 l附 31-1で31-2~31-12を紐一括

上げ) 12・31

明治廿九年九月ヨリ全二十年 日
i努7台29・8・31

計簿(繰越金・賄金などの収入と 32-1で31-2~31-12を紐一括、表紙に「第一号 コ十年
31-10 

食料品・日用品などの支出書き上
~明治30・8・ 本多家従代 竪中長 l冊

自一月歪八月 コ情ノ内Jの朱書きあり
げ)

31 

明治三十年七月より 追算簿(土
明治30・7・22

31-11 
地購入などの代金支払いの明細)

~明治37・1・ 竪帳 l冊 31-1で31…2~31-12を紙一括、罫紙使用
30 

明1合33・1・7
31-12 明治一 御蜜所用 β計算簿 ~明治33・ 皆様 l冊 31-1 で31-2~31-12を統一括、罫紙使用

12・1

32 
〔書上J(明治36・37年諸払金額

(近代) 盤11援 i冊 安i、紙{吏F目
の書上げにつき)

会計御引継図録(暁治37年2月十五
浅井長志(印)・武木 本多御家扶安原昭

33 銀行配当金・臼本鉄道株主配当金 明治37fJ三2月 竪中長 1冊 罫紙使用
など番上げにつき)

国久成(印) 之

34 
〔寄付J(賢物政位よりの代々の

7月 本多 御君忠居 一紙 1通
法名につき)

35 〔封僑J(ウ 「登記権利書J) (近代) 封筒 1点 封筒のみ

宍粟郡山崎町麻沢田

土地分筆届(山崎町麻j築地主本多 大正11fJ三5月6
十番地本多渉・問

龍野税務署長堀井
36 

渉の土地分筆届けにつき) 日
郡山崎町山崎二十七

安太郎
一紙 1通 土地の地閣を添付で貼り付け

番地右代人真島秀
五郎(印)

ω
∞一門



宍粟郡山崎町鹿沢田

土地合筆届 大正8・5・6
十番地本多渉宍粟 龍野税務署長堀井安

l点 龍野税務署より退震の旨の付紙あり37 
郡山崎町山崎ニ十七 太郎

仮綴

番地真島秀五郎

宍粟郡山崎町鹿湾問

38 土地変換届 大正8・5・6
十番地本多渉会郡 龍野税務署長堀井安

仮綴 l点 2通一括
r.Li崎一十七番地右代 太郎
人真島秀五郎

宍粟郡山崎町鹿湾問

39 土地変換届 大正8・5・6
十番地本多渉全郡 龍野税務署長堀井安

仮綴 1点
山崎町山崎二十七番 太郎
地右代人真島秀五郎

40 〔招待状〕 明治25・11・6 宮内大臣土方久元
揺隣国宍粟郡山寺町

色紙 3通 封筒一括、宛名は封筒より、招待状は日IJ内容
従悶位子爵本多貞吉

41 明治四十年家宝台帳 明1台40 本多家 一紙 l通 朱書き「第一一蹴j 、竪i恨の表紙カ

42 
諸願書届戸籍ニ関スル書類綴本

(近代) 思l援 1冊
多神社神号訂正高IJ苦:

43-1 
明治二十九年度ヨリ 強犠学資領

明治39 本多 竪艇 1冊 43-1 ~43-2ひとまとめ、信紙あり、朱筆 f第二口
収証附事l盛i涜往復書類本多

43-2 
図録(挺斗・昆布など婚礼にかか

明治15年7月
和泉国大鳥郡堀尾村 播磨損宍粟郡麻津町

横帳 l冊 43-1 ~43-2ひとまとめ
わる品物の誉上げにつき) 木村勝ニ郎 ヌド多忠明

44 
明治四拾年六月 親族会招集一件

明治40・6 本多家 竪市長 1冊 表紙朱築 fタトノ二号J
本多家

45 
〔書付〕 ( i刀剣預ヶ不同意ノ

(近代) 一紙 l通
件J) 

46 
緊要書類綴[ ] (書簡、 (明治29~

思帳 l冊
通知証類) 32) 

47 
〔親族・葉族会館[・爵位局等書館

(明治40)
盤帳・

8怠 枝番8点(竪I綬7冊、綴1殺り) ・紐一括
綴類一括〕 宣司:'ij王" 

〔袋〕 (ウハ書「明治二十二年十
48 ニ月 年貢米不足者借=用証会計 明治32・12 袋 L庶

取継問録J) 

49 〔番付〕 ( i御朱印之継J) 一紙 l通

ト
∞
」
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身内金御四方機支払証
但奥方様御関係11主之分者異物等ハ

(明治40'"'-' 1綴
50 奥方様御差問ニテ御命令l阪御間人 m。弐Jヌ又 袋入り

様御手許ニ在リ其余願書ハ此袋ニ
45) り

在リ 複元預り j

諸参考書類(封筒5点・領収書綴

51 
4.着物点数書上11¥長l附・封筒など

(明1台45) 用捗i子長 袋一括 l点
一括1点、貸借契約などの書類が
中心)

f書類一括〕 (登記申請書緩2
(大正8'"'-'大正 封儒一

52 点、土地変換崩綴1点、戸籍謄本1 l点
冊)

12) t吉

明治四十四年六月 渉様忠、敬様御
出向調係書類(一紙10枚、仮綴2

53 
点、封筒6点、竪桜7冊、葉書2

(明治44年) 袋一括 1点
枚、横根l冊、出向lこ関する費
用・転任者・奥様懐妊などについ
ての書類)

54 
〔番付) (襲爵御辞令・世襲財産

(年月日不詳) 一紙 1通
認可証など番付につき)

55 
明治四十四年八月一十一日櫛j出家

明治44・8・31 仮綴 3点 封筒一括
犠勘定書類

爵位局其他華族方ヨリ照会(貴族
56 院議員補欠選挙・学習院入学志望 (明治) 思11長 l冊

認可などの通知の競り)

57 
明治二十九年金禄公債当銭世襲

明治39 竪帳 1冊
財産補充願御本家々扶住復書類

58 
〔包紙J(ウハ書「明治神宮奉賛

大正5年3月 告紙 i点
公爵徳)11家連・本多家細谷鈴馬などからの苦:簡4通を紙

会ヨリ書類J) 紐で一括

宍粟郡山崎麻沢匹i十

土地変換届(山崎町麻津地主本多
番地本多渉、・同部

龍野税務署長堀井 ほかに土地変換届け2通を封筒(ウハ書「地問変換届
59 

渉の土地変換届けにつき)
大正8年5月6日 山崎町ILJ崎こ十七番

安太郎
一紙 l通

書J)に同封
i也右代人真島秀五
良1)(印)

60 第一九号付属主主記書類入 (近代) 本多
仮鍛・

11点 登記申請書など11点を封筒一括
一紙

61 地所関係書類 明治28・5
耶6以"ヌ ー・一一

20点 緩7点、一紙13通封筒一括
来氏

∞∞同



明治40・41・
62 明治四十年第九号御本家往複綴 42・43・44・ 本多家 竪11長 4冊 本家往徳綴4背骨をひも一括

45年

63 本多家往復綴
明治40・45・

岡橋 竪l援 5冊
本多家往復綴・岡橋綱用係勘定綴・金銭受払簿・領収証

大正2・3年 続・金銭受払簿など5附をひも一括

64 往復文綴 大工E14年1jJ 本多家 盤中長 1冊 朱筆で「第参号」とあり

大正六年五月・(輿ヵ)利往復
(大正6年""'10 l綴

65 文続 本多家用係(家扶鴎係書
年)

本多家用係 ~更d又ヌ
り

表紙朱筆「第査号j

筒、領収証類など)

66 往復文綴 大正10・巴 本多家用係 竪11長 l冊 朱書き「第或披j 、金銭授受及び土地関係の書類多数

昭和拾八年壱月より 本多家御家
昭和18・1・1

67 
族御生計費簿

~昭和19・8・ 用係 竪l阪 1冊 表紙に「第参与予j の朱書きあり、印刷された用紙を使用
17 

昭和拾四年壱月より 本多家御家
昭和14・1・l

68 
族御生計費簿

~昭和18・1・ 用係 竪l様 1冊 表紙に「第弐号」の朱書きあり、印刷された用紙を使用

昭和拾凹年壱月より 亀ニ掠御自
昭和14・1・l

69 
出金受払簿

~昭和19・3・ 用係 思l陵 1冊 表紙に「第弐号Jの朱書きあり、印刷された用紙を使用
2 

大正三年十月より 亀ニ様 {卸自
大正3・12・7

70 
由金受払簿 ~大正13・ 櫨元預り 竪i阪 l冊 表紙に「第壱号j の朱書きあり、印刷された用紙を使用

12・31

71 
自大正六年六月歪 秀子様御手許 大正6・6・2""'

1111崎本多家 竪帳 1冊 印制された用紙を使用
費受払簿 BjJ，平日19・4・11 

昭和六年二月より 本多家御家族
司自手口6・3・31

72 
御生計費簿

~昭和13・ 用係 竪帳 I冊 表紙に「第壱号Jの朱若手きあり、印刷された用紙を使用
12・31

自大正拾壱年度至昭和五年度 現
大正11・1・10

表紙に「第弐号Jの朱書きあり、印刷された用紙を使
73 

金受払簿
~昭和6・4・ 本 多 家用係 思1緩 l背骨

用、挟み込み2;f女あり
22 

74 現金受払簿
大正6f!三""'10年

本多家用係 竪帳 l冊 朱筆で「第壱号」とあり
度

75 
昭和七年三月改正土地台l阪 本

昭和7f!三3jJ 本多家 竪帳 l冊 表紙朱筆「第五号J
多家(土地反別・賃貸価額など)

76 道第八拾五号各種記主主入 六個 (近代) ん不介自 l点
記主主は8個、表紙・袋表紙が欠落した英和辞典が入って
いる

。∞-



77 往復文椋 昭和6年2月 本多家 患!阪 l冊

78 昭和四年六月改正 土地台帳 昭和4・6 本多家 ~帳 l冊
表紙に「新第凶号j の朱書きあり、印脱された用紙を使
用、挟み込み2枚あり

79 秀子様亀ニ様御賄内規 昭和6年2月 本多家用係 竪11長 l冊

大正四年四月 日ヨリ !日j商111存

80 
城此ニ於テ家康忠勝間公三百年祭 大正4年4sl16 本多渉様家扶御名代

竪経 1冊
名簿、地図、記念品目録などを一括、 80~81は本棚のJ二

執行書類本多渉様家扶御名代参 釘 参拝観元友哉 に置いてある。 80~144は本棚に収納。
拝擾元友哉

回十二年度出来米勘定書・明治四十四年度経費収入ノ

81 
〔明治問十一・四十鴎年勘定関係 明治43・明1台

竪帳 8冊
部・明治四十四年度支出ノ部 (3冊) ・明治閉卜四年度

書類〕 44 歳入歳出現金出納簿・明治閤十四年度歳入予算整理r:Jl-. 
明治凶十匹!年度歳出予算整理簿の8冊

目録啓上げ、支払ノ鴎(第十一項御家賃)、支払ノ五、歳
入歳出現金仮出整理簿、明治凶十五年度歳入歳出現金出

82 〔大正元年度決算報告書類〕 明治45 本多家 犠 14品;2
納簿、明治問十五年度歳入歳出繰替金整理簿、明治四十
五年度歳入予算整理簿2冊、支払ノ三、支払ノ一、支払
御園住費全、支払ノー第二款東京御仮住費、基金繰替及
戻入、臨時佑二入及戻入を紐で一括

大正一年度決算報告書類目録、御
大正3年1月/

家扶捜元友歳哉 2 
11月13日/大 一紙/

83 請、収入部 弐部ノ内一、支払ノ
lE2年1 月 ~12

(印)、用係岡橋i惟
竪11長

通、 ひも一括

一~凶 月
純(印)など 4附

84 歳入歳出予算決定綴 明治40年度起 本多家 竪帳 l冊 明治41年度歳入歳出予算案など

85 金銭米決算綴 明治40年度起 本多家 竪11妥 l冊 明治40年度・大正元年度収支決算書など

大正二年度歳出予算整理簿・歳入
86 歳出現金出納簿・歳入歳出現金補 大正2年 本多家 竪帳 4 fllt 

助簿・歳入予算整理簿

87 
支出ノ部(大正3年、年許費・教 大正3年1月25

竪帳 1冊 87~117は本棚の左側上から3段闘に収納されていた。
育費・御養費等の細目) 日 ~12月 25 日

〔支払証・領収証類〕 (寛様御上
88 京費、金三六，ニ五O、確書九 大正3年7sl 竪中長 1冊 支払証・領収証・支出品締自など一括

枚)

〔支払証・領収証類J (御後室様
大正3年8月~

89 御帰悶・秀子様御入学諸費、金一 竪11授 1冊 支払証・領収証・支出品締悶など一括

一七.六五O、確書拾六枚)
10丹

。。J
{



〔支出細目・領収証類J (秀子操
大正3f同月 ~5

竪帳 1冊 支出品細自・領収証など一括御入学・ニ光!i完御法事旅費、金七90 
月

七.五八O、確語:弐葉)

〔領収証・支払証類〕 (邸内修繕 大正3年9月16
竪帳 l冊 領収証・支払証など括91 

費、金三 .九六五、確書五枚) 日 ~12刃 26 日

〔支払証・領収証額J (一光院殿
大正3年4月 ~5

竪帳 1冊 領収証・支払証など一括92 i卸遠忌、御偽祭、金六七.六一O、
月

確書弐枚)

〔領収証・支払誌類〕 (給料、金 大正3年1月25
堅帳 1ff甘 領収証・支払証一括93 

1-0臨.五 O、確書廿六枚) 日 ~12月 3113

〔支払証・領収証類J (事務費、 大正3年1J']4日
竪帳 1冊 支払証・領収証など 括94 

金 五.二九五、碓書九拾八枚) ~12月 31 日

〔領収証・支払証・支出品!日目類〕 大正3年7月1日
竪帳 1冊 支払証・領収証・支出品締包など 括95 

(食用費下) ~12月 31 日)

〔領収証・支払証・支出細目類〕
大正3年i月13

思帳 1冊 領収証・支払証・支出品細目など一括96 (消耗品費、金六九.三O凹、確
臼 ~12 ft] 31 日

書七十五枚)

〔領収証・支払証・支出細目類〕
大正3年l月713

竪帳 l愉 領収証・支払証・支出品細目など一括(食用費上、金六九.一二97 
~6月 30 臼

確苦:百七拾七枚)

〔領収証・支払証類〕 (贈答費、 大正3年2ft]19 
竪帳 1冊 領収証・支払証など括98 

金五九. 七O、確苦:サ枚) 日 ~12 ft] 31日

〔支払証・領収証類〕 (雑貨、金 大正3年1月4日
l笠帳 l冊 領収証・支払証など括99 

五八. 間五、確書六拾枚) ~12月 31 日

〔支払証・領収証〕 (子爵議員選 大正3年1月比
竪帳 1冊100 

挙費、金 .000、確書壱葉) 日

〔領収証・支払証類〕 (納税、金 大正3年1月7日
竪l阪 I冊 領収証・支払証など括101 

[…四 五六O、確書五拾枚) ~11月 25 日

〔領収証・支払誌類J (寺院一季
大正3年7月10

竪帳 1背骨 領収証・支払証など一括御}品、金一六.八五O、確書四102 
日 ~12月 2913

枚)

〔支払証・領収証類J (神例祭
大正3年l月2日

竪l阪 I冊 領収証・支払託など一括典、金二一.八七五、確書二拾弐103 
~12月 31 日

枚)

〔支払証・領収証類J (鶴傑学
大正3年1月15

竪帳 1冊 領収証・支払証など一括費、金一二七.0八O、確書十八104 
日 ~12月 12 日

枚) 」[。-



105 
〔支払証類J(忠禎殻補助金48円 大正3年1sl31

武間J官、禎(印) 竪111長 11治 大正3年1月31日~大正3年10月25日までの支払証一括
確書・領収説12枚を一括につき) 日

〔支払証類) (/111崎裏役人手
大正3年l月31

堅帳 l冊 大正3年1月3113~大lE3年12月 25 日までの支払証一括106 33円磯舎・領収証11枚を一括につ 用係 岡橋惟純(印)
き)

民

107 
〔支払証類J(借家料金195円85銭 大正3年1sl25

家扶擾元友哉(印) 思11長 1冊 大正3年l月25日~大正3年8月25日までの支払荘一括
確書・領収証8枚を一括につき) 臼

〔支払証類J(家費ノ内亀二寛様
竪l阪 l冊 大正3年I月3日~大正3年12sl25日までの支払証一括108 御小遣金40円に関する碓苦:17枚を 大正3年1月3日 F百係 岡橋↑緩和宣

一括につき)

109 
〔支払証類J(養生費金91円13銭 大正3年1月15

竪申長 1冊 大正3年1月15日~大正3年12月31日までの支払証一括
に関する碓讃;44枚を一括につき) 日

110 
〔支払証類) (家具費金14円7銭に 大正3年2月28 南町長谷J11雑貨賠

竪帳 l附 大正3年2月初日~大正3年12月30日までの支払証一括
関する確書14枚を一括につき) 日 (印)ほか

111 
〔支払証類J(教育費金211円94銭 大正3年1月12 家扶捜本友哉(印)

思帳 l冊 大正3年l月12日~大lE3年12月31日までの支払証一括
に関する確書71枚を一括につき) 日 lまカ通

112 
支払証(金267円37銭5厘の支払証

大正4年1月413 家扶援元友哉(印) 一紙 3通 「本多用筆j 使用
につき)

113 大正二年度歳出予算整理簿 大正3年 本多家 竪11長 1冊

114 大正三年度歳入予算整理簿 大正3年 ヌド多家 竪11長 l附 114と115の簡に白紙一枚をはさみ込み

115 大正三年度歳入歳出現金出納簿 大正3年 本多家 竪申長 lfHt 

116 大正三年度歳入歳出現金補助簿 大正3年 本多家 竪i綬 1冊

大正四年度歳入歳出現金出納簿1冊、大正四年度歳出予
算整理簿lf冊、大正四年度歳入予算整理簿1冊、大正四年
度歳入歳出繰替金整浬簿l冊、収入ノ部1綴、支出ノ部1
綴、第七項消耗品費lff%、第四項1l(1i答費l稿、第二項御教

大正四年度歳入歳出現金出納簿 大正4年 本多家
竪l阪・

22冊
育費11縮、第二項御養生費l綴、第五項家具費l線、第六

117 
HizFd 又 工頁食用費I綴、第十;項雑費l綴、第九項事務費1綴、第八

項職員給料l綴、邸内修繕費l主張、第一項忠朝公二百年祭
l線、忠禎殿補助l稿、神仏祭典史，1綴、寺院二季限届l
続、納税l綴、第二項1~1I入院費 1桜、第二類予備金U~、
繰稼及借入金返却金1綴を紘一括

N

。){



明治四十年七月ヨリ大正四年十二 明治40年8月10
罫紙使用、明治40年7月~大正4年12月の収入・支出別で

118 月マデ第間二 ノ 歳入出計 日~大lE5年l 本多家 竪i燦 1冊
算書:綴 f:l1513 

作成した竪l阪を合冊

明治四十年度歳出 但自七月安十 明治40年7月5
119 二月六ヶ月 第一款経常費第一 日~明治40年 本多家 竪帳 l冊 罫紙など使用、家扶によって整理された領収書;の鍛じ

項ヨリ第十六項マデ 12月28日

明治四十年七月ヨリ 分ノ上御
明治40年7月5

120 
自白金受払簿 日~大正2年4 預り 梗元 竪帳 I冊 罫紙・会計用紙使用、亀ニ・光子・富子・寛の分

月113

121 明治四十年七月 歳入予算整理簿
明治40年7月l

本多家 竪帳 l冊
罫、紙・会計用紙使用、経常費・動産収入・株式配当金な

日 ど、インデックスを付けている

明治四十年七月 歳入歳出現金出
明治40年7f:l4 

122 
納簿 日~明治40年 本多家 思帳 l冊 会計用紙使用

12月31日

〔明治四十年度歳出 侭白七月至 明治40年8月12
123 十一月六ヶ月 第一款臨時費第 臼~明治40年 (家扶按元友哉) 竪帳 lf肝 罫紙など使用、家扶によって整理された領収書の綴じ

|一項臨時費〕 12月26日

明治臨十年八月廿六日 15間三十一 明治40年8月26
領収書・諸説:通を紙綾りで一括したもの、 (袋) 「四十

124 迄 !日盆ヨリ仕払 通注文及書出 日~明治40年8 本多 竪l阪 1附
書類 前年期未来払波文類 f:l 31日

年度前年期末払注文俊参考書」

125 明治四十年ー七月 歳出予算整理簿
明治40年7月1

本多家 竪帳 l冊
会計用紙使用、教育費・食費・事務費など、インデック

日 ス使用

明治四十一年度収入全・支出三冊

126 
ノー~三、諸物品御通、明治四十

明治41年
本多家、兵庫県山崎 竪帳、

8冊 ひも一括
一年度歳出予算整理簿・歳入予算 町内滋豊太郎 横互い帳
整理簿・歳入歳出現金出納簿

明治四十年自一月至六月 支出・
127 明治四十年度前半期収支計算書・ 明治40年 本多家 竪帳 7冊 ひも一括

月IJ途勘定など

明治凹十二年度収入ノ音11・支出ノ
部(一~二)・明治四十一年御飯米

本多家、本多家執事: 竪11長、
9 

128 炊出11長・諸物品御通・明治問歳l二出 明治42年 冊、
年度 歳入予算整理簿・歳入

など 一紙
1通

現金出納簿・歳出予算整理簿

129 
盟十年八月広 j歳出米出納明細帳 明治L10年8月~

執事 竪l阪 1冊 129"-'144本棚右側4段目に収納されていた。
執事 41年9月

の
⑦
刊



130 
明治四十年度歳入 但自七月至十 明治40念7月日

本多家 竪帳 I冊 送金証、納付証など一括
二月六ヶ月 本多家 日 ~12月初日

〔借用証書・支払証類〕 (臨時借
大正3年1月1日

131 入返戻、金一六ニ九. コ 存在
~4年l月 8 臼

竪11長 1冊 借用証書、支払証など一括
書九枚)

132 
〔領収証・支払証類〕 (給料、旅 明治41年~42

竪中長 1冊 綴り外れ
費など) 年

133 
収入ノ部(金二ノ九0-.七O 大JE3年1f3~ 

竪帳 l附 利子、賃貸料の記帳記録など一括
。、銀行株主主、利子など) 12月

明治四十二年度支出ノ部二冊
明治43年1月2

134 ノ一(消耗品費、役所費、会議費 竪帳 l冊 領収証、支払証など一括
など)

日 ~12月 9 日

〔明治四十二年度飯米関係書類〕
l綴

135 (収支勘定写、米穀御通、焚き出 明治43年 綴り
し障など)

り

136 
四十一年度 送金領収証・書留領

明治42年 本多家 綴り
l綴

収 証 綴 本 多 家 り

137 
四十三年度為稼書類(為替金額領

明1台43'Iej三 綴り
l綴

収証、郵便物受領証など) り

明治四十二年度経費 収入ノ部
138 (十五銀行株益、公債利子、預金 株益、利子の記帳記録など一括

利子など)

明治四十三年度支出ノ部二冊ノー
(第一項御手許費・第一項御教育

139 
費・第二項御養生費・第四J安神仏

明治43年 竪帳 l冊
祭典費・第五項贈答費・第六項助
成費・第七項納税など各項目ごと
の支払註につき)

明治朗十三年度支出ノ部二冊ノニ

140 
(第八項営繕費・第九項備品費・

明治43年 竪帳 l冊
第十項食用費など各項目ごとの支
払証につき)

一明款治四十二年度支出ノ部一冊(第
予備費・第二款第一項新間接

141 
費・第一項開墾費・第二項御療養

明治43年 竪帳 l冊
費・第四款第一項基金償還・第二
項!磁H
領収証につき)

唱。-



142 明治郎十コ年度歳入予算整理簿 明治43年 本多家 竪i援 1冊

143 明治四十二年度歳出予算整理簿 明治43年 本多家 竪i際 l冊

144 
明治四十三年度歳入歳出現金出納

明治43年 本多家 竪i燦 1冊
簿

別置2次②

堀田備咋1守正俊(花
〔老ヰ1奉書:) (郡山城地引波のこ

(延宝7年)9月
押房賀)守(花・忠土抑朝井)(・能花大登拘久1守)保・利加稲1-1 と、明石引渡の後山崎を波すよう 本多肥後守 一紙 l通 「文ノ四四」とあり

に)
21日

葉美濃守正則(花押)

l…2 旗・指物・大潟験・小馬験・家来
本多肥後守 竪i援 1冊

「文ノ ーJとあり、包紙(r文ノ…OJ 「旗・指物其
指物・同袖手IJ雛形 外験物雛形J)に入

1-3 旗・指物其外験物雛形 本多肥後守 竪帳 l附

あかや半兵衛、龍

1-4 ]町中i也子米之'1長 ひかへ
寛文12年3月24 野 屋 孫兵衛・ち鴎

高木七郎兵衛様 竪中長 l冊 「文ノ 弐冊ノ内」とあり
日 国 や 源右衛門、米

屋五朗大夫

村と本I筒井光治冗圃圃 15明治二丑
山 崎 村中庄屋高麗

日迫六ヶ年平均其外口米夫米糖藁

|問:又喜王十jZ郎(手(附 昨
f文ノ五六号j とあり、もともと木箱の中に入っていた

1-5 代米小物成取調御雛形]ニ依而 明治4年8月 御役所 竪帳 1冊
去ノレ庚午年御届市上候党〔各村の

~)、奥書庄 もの。

村高'1長]
(印)など

本昨月行事:亀や十友
松村五郎左衛門・倉1-6 惣町中地子米i様相 享保151'ド戊4Jl 衛門、間断卯市ヵか 思帳 l冊 f文ノ 弐冊ノ内Jとあり

しや権助など
矯弥一右衛門様

石原新左衛門印
判・設楽長兵衛

江戸御勘定衆15服部六友衛門様江 同・竹村八郎兵衛
1-7 参候目録之写四番播磨国宍粟 延宝7年8月 間・設楽七左衛門 服部六左衛門 竪'1長 l冊 「文ノー九」とあり

高帳 同・平野次郎左衛門

向・細井静右衛門

|同ゴ智正主馬問

出
⑦
同



1-8 御年居、(将軍家や大名家の年忌、党) 文化4年 奥[ ]部屋 皆様 1冊 「文ノ六四 とあり、メモ挟みこみあり

1-9 中黒御旗雛形 一紙 l通 但紙入、旗~~I黒の絵・大きさなど

1-10 来初ヵ式法(行5iIjJI慎) 一紙 1通 包紙入

1-11 在京諸侯"1"合規則大|略 横半11長 1附 「文ノ廿六j とあり

1-12 武家要鑑 横三l五I阪 1冊 内題は「武家箪婆j、 f文ノサ二号j とあり

1-13 御采幣目録 嘉永4年4月
距武間源次右衛門

竪帳 ltllt 
f文ノ廿九Jとあり、采幣概意五段、 ILI鹿高祐以来相伝

(印)義制(花押) のもの

1-14 本大豆差引目録写 横半帳 1fl甘
差f文引ノ仕入」とあり、午御物成米大豆納釘録・天保凶己

など

1-15 御問敬ヵ 横半帳 1冊 「文ノ廿七」とあり

1-16 新札引替御手当金受取11長
文久2年12月よ

横帳 1冊 「文ノ四OJ とあり
り巳7月まで

1-17 在京中日記
鹿ー応4年3月29

岩崎拘 横様 1附 「文ノ二五j とあり
臼

1-18 広I~急調街陣中 白 子11月10日 横帳 l冊 「文ノ三姐j とあり

1-19 御二神i議御祭礼着歪IJ姓名11長
文久3年10月18

横111長 1冊 「文ノ三二j とあり
悶

1-20 辛ヵ米正月より家禄階級 主幹ヵ未正月 竪帳 llllt f文ノ四五」とあり

1-21 f長P1当事之部
文化3年正月 5

横半11援 11府
f文ノ六九号」とあり、 「享和田子年記事:なし、文化ニ

民~弘化4年 ヨ王年申長面11住之」 とあり

1-22 御古事:之官1I
卒和4年~弘化

横E手帳 1冊 「文ノ六八号j とあり
2年

寛文10年~苓
「文ノ六七号j どあり、 「御家御祝儀寛文十戊年!5

1-23 御家吉凶之音1I
和元年

横半帳 i骨骨 保十八丑年迫、街Ji去毛jjF井御凶事: 寛文十j文年!5享和光商
年迫j とあり

「文ノ拾八号」とあり、信紙(上告 i旗ノ紋・幕ノ紋・

1-24 旗ノ紋・幕ノ紋・家ノ紋替紋 ヨムイ七2年 本多大和守 竪申長 lf肝
家ノ紋替紋 本多肥後守」、裏に「弘化二乙巴年四月御
書上相成{射針l紋譜入J)に入、表紙に f寛政之j支御者fJ二
相成候御紋譜尚又弘化二乙巴年iMI書上ニ相成候j とあり

hv

。一[



明治元長年十二月廿七日ヨリ 御 明治元年12月
御参政兼近習頭柴1-25 i帰京中日誌或冊ノ内御参政兼 27日~明治2年 竪11長 1冊 「文ノ二 とあり

御近習頭柴図ノj、膳 1月28日
国小膳

明治元民年十二月廿七日ヨリ 御 明治元年12月
兼街i近習頭柴回小1-26 滞京中日誌弐冊ノ内兼佐1I近習 27日~明治2年 竪帳 1冊 「文ノコ六」とあり

頭 柴問ノト膳 1月12日 m寄

御裁許御裏書:絵関商御裁許書請取 序船元回初村}庄土屋屋源i必共六街、高、
1-27 帳 字 原 村 岸 田 村 船 元 村 高 天保14年9月 役所 Iii2I様 l冊 f文ノ四二」とあり

所 村 出 石 問 屋 |所ずカ7l'同ミ誠村只づ来乙庄麗忠友衛門

1-28 察薬関安矯銘 堅~q長 1冊 「文ノ六五続」とあり

「山IIff，Jrl者」罫紙使用、 「奉伺候党J (糊付け竪!阪) ・横

(明治4年)辛
帳. r辛米十一月十五日東京へサシ出ス 113務負債

2-1 家禄井負債償却瀬侍之案 元山崎県 竪帳 3冊 償却明細書J (思i援)各1ffIt 71'袋一括、 (袋)
米11月

一月 家禄井負債:1:賞却願伺之案 元山崎県j 、袋に「文
ノ八八号」の記載あり

2-2 山崎務職員規則
明治3年3月19

(1111崎務) 竪|阪 l冊
京師弾正豪から命じられた取調の草稿、明治3年3月19日

臼 に京師へ差し出している

第一小区五十四番屋

2-3 
御隠室地所坪数六尺一分之割を以 明治5年11月15敷苓:留前従五位

竪11長 l冊 表紙に「文ノ五一Jの記載あり
取調戸長江差出候拘 日 本多忠券s持 綴 井11寺

孟

2-4 大日本一千年礼鑑
文久2年諮月吉

カo. 思l援 l冊 写しヵ、表紙に「文ノーO五号」の記載あり
日

2-5 〔達・規則写〕
(明治3年)庚

藩庁 竪中長 1冊
達書・達書55IJ冊・座席順序・家禄階級・等外ノj、吏年級に

午10月17S 関する達を務庁で書写したもの

「士族卒使了番丁小者分配金波11長J ・ 「申二月 一日
(明治4年12月 分配銭波之帳卒渡し掛」・ r1ド二月十二日 分配銭

2-6 〔分配金・分配米波帳〕 ~明治5年2 渡し掛方 怒長 4冊 渡之i娠士族渡し樹、J ・「壬中二月 御分附被下手
月) 形」と一紙数通が紙繕りで一括、括付文書2点あり、表

紙に「文ノ四八」の記載あり

2-7 旧務献金名簿 明治24年7月 献金惣代安原昭之 本多貞吉殿 竪11長 lfllt 
罫紙使用、表紙に「本多家J名で f明治二十九年一月帰
国中写之Jの記載あり

2-8 職能Ij (丸岡i知器治職制) (明治) 竪i援 l冊 表紙に「文ノ四七j の記載あり

2-9 山崎務職員規則 (年刃日未詳) 竪中長 l冊 f文ノ九回読」とあり

k

円。-



2-10 
播磨闇宍粟郡之内村I筒井新岡 i筒i阪

明治2年5月
本多肥前守家来 山

竪l阪 l冊 「文ノ五一披j とあり
(村ごとの石高番上げ) 回治大夫

播磨国宍粟郡之内神社寄附地敷地
f文ノ-0四披j とあり、朱書で「此分差出ニ不及品ニ

2-11 
高其外取調i陵

(年月日米詳) 111崎務 竪帳 1冊 付未七万五日御下ケ相願差戻し相成候也引合額田官学j

f管轄高之分ノ¥差出ニ不及{民自Jとあり

第一大区小佐i区華族
「文ノ八O慌」とあり、朱書で f六月九日東京口戸籍樹、

2-12 臆歴書 明治6年6月 妻美平町一番地 従五 堅帳 l冊 !十常リ1崎三7 明間内盃閉山之国税J 1猶又
位本多忠明

日差引候所又々差図有之差置候この持参之品多紀議
口子Jとあり

2-13 職員令 (年月日米詳) 竪i阪 l冊 f文ノ九二競」とあり

2-14 宮中最 壬申正月8日
橘実(印)・武関茂手

飾縫県御庁 竪帳 1冊} f文ノ八九競甲」とあり
木(印)

〔取諦書J(社寺市郷取調書、人
3冊とも「文ノー00続三情ノ内j とあり、包紙(ウハ書

2-15 民之部取調書二、政事之部取調書:明1合2主ド10月 111崎藩 思i援 3冊
「文ノー00続二冊 明治二己年十月中務政変革諸事調

書:差出候様被仰出其節取調差出{良書類芥心得書トル入ル
山崎務政府J)入り

2…16 〔封筒J(ウハ書「職制書一枚
(年月日未詳) 山崎務 封筒 l点 「文ノ八匹披j とあり

管轄地関l枚J) 

2-17 官民人名 (年月日米詳) 元山崎務 竪帳 1~甘 IIJJIIf~J 罫紙使用、 f文ノ九O披」とあり

2-18 来未正月典刑家禄階級 明治3今三日月 務庁民政掛 思帳 l冊 「文ノ八一暁j とあり

2-19 
宍粟郡之内三十九ヶ村仕来党11長

(年月日未詳) 竪i阪 1冊
「文ノ とあり、綴じ跨に「調奈ニ棺成候j と

(田地石i高、損壊など苦ーとげ) 付あり

2-20 
士族主与禄制授産之方法負債消却之

壬市正月5日 元山崎県 飾磨県 竪11長 l冊 f文ノ八七披」とあり
院途御f函語草稿

2-21 
〔取調書類) (務政改革取調11授な

皮午12Y3 山11符務庁 弁宮 ~I阪 2fHt 
「文ノ九七蹴J • 1文ノ四六j とあり、封街(ウハ書

ど) 11答イ|河改革取調11援 文46・文97控J)入り

f文ノ九九披」とあり、裏面に「明治一巳年十月官へ御

2-22 務席)1頃序 明治2年10月 一紙 1通
届ニ相成{反戦制ト者イササカノ千心モ有之候ニ付題号ヲ
議席l順序トナス是ヲ以テ何年十二月務士へ違ス 滞席)1慎
序一覧Jとあり

2-23 官禄年給調書; (年月日未詳) 元山崎県 竪11長 l附 「文ノ九一披Jとあり、 IIJII崎」罫、紙使用

∞。-



2-24 改正節跨(法令の書留) (年月日米詳) *究'"叉 l綴
「文ノ九五披」とあり、禄制(作成者赤穂務、宛名弁官)

を紘じ込み一括

2-25 
務知事:被蒙仰候節別紙ニ市被仰出

明治2年6月 竪l援 1冊 f文ノ八二蹴j とあり
候御達書写

2-26 滞債紙幣取調書 E定A午11月19日 山崎藩 竪i綬 l冊 鉛筆苦手きで「重複Jとあり

2-27 務僚紙幣取誠書 (年月日米詳) 111崎藩 竪帳 1冊 「文ノ九六競j とあり

〔金銀請取帳) (武具料銀差引手
明和3年2月11 横井|二彦左衛門・舟木 f文ノ七八慌Jとあり、封筒(ウハ書「寄元武具料金銀

2-28 形、武具料差引{昔、寄元金銀請取
日 二左衛門

鞍 3綴
請払帳手形明和三年丙戊一月十一日新帳へ写J)入り

帳など)

2-29 御刀箪笥入込11長写 (年月日未詳) 4黄土i土中長 l冊 「文ノニ八Jとあり

2-30 御武具井御道具類御預ケ守口帳 明治5年正月日
御同家~j，t 横井速

竪l阪 1冊 表紙に「文ノ七七号」の記載あり
水、産関平蔵

2-31 京都府下人民告論大意
明い治!fI紀1百フ元じc戊q二辰j 

竪帳 l冊 表紙に f文ノ七五号j の記載あり
生記

「山崎県j 罫紙使用、 「元山11崎県家禄波シ方嘆願書j

〔旧山崎県家禄波関係嘆願書・届 (明治5年)壬
(原本・十日・飾磨県江之分の各l附) ・ 「相ヨ三昨lニ月大

2-32 元山崎県 飾磨県御中 綴 6冊 蔵御省、江華士族卒家禄給米等調届写J ・ 「元山崎県昨辛
綴〕 1fl4年

米家禄波方嘆願書下案」が紙鮭り一括、 「此分入用之
分J記載の下札あり、表紙に「文ノ四九j の記載あり

2-33 
土地之部取調書 山崎藩拍 (元治元年~ U]Jllf奇藩) 竪申長 11形 表紙に「文ノ六O号」の記載あり
(租税・産物・土地面積) 明治元年)

2-34 
〔達〕 (山崎務知事:本多忠明の免 (明治3年)庚 山崎務知事忠明

弁官御中 一紙 1通
(但紙ウハ書き「弁宮御中 山崎務知事j 、包紙に「文

職) 午5月23日 (花押) ノ間二Jの記載あり

旧山時務士族就産会

地所献納理由 (宍粟郡山崎11庁鹿 明治 31年月
社大戊社員惣代

正五{立子爵本多貞 (包紙ウ き「畑地位御住居掴扉外四反七畝サ弐歩
2-35 

津町の畑地) 日
生田義高(印)、同

吉殻
一紙 1通

i猷納書 土族紛、代J、包紙に「文ノ五OJの記載あり
橋惟純(印) ・締本
新(印)、他 9名

2-36 
〔記〕 (松平・池田・本多の入城

(近代) 一紙 1通 留、紙使用
日)

2-37 
宗族(本多家と縁戚の諸大名の記

(近代) 一紙 2通 罫紙使用
録)

2-38 
調(本多忠禎・本多貞吉の家替相

(明治) 一紙 1通
本多忠禎は明治9年11月13臼家督相続・明治12年11月26

続・隠居日) 日隠居、本多貞吉は明治12年11月初日隠居

2-39 
〔調書〕 (本多肥前守忠明による

(明治) 一紙 1通
明治2年正月 ~3月 24 臼までの家督相続・器籍奉還瀬や指

伺いの写し) 令の写し

。σ」
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3-1 江戸在所役附党帳
主主保14年7月15

横半帳 1冊 「文ニO七続」とあり
日

3-2 一万石高出陣行軍 文化6年6月 4業中長 11府 包紙入り、包紙ウ 「一万石出陣行軍Jとあり

3-3 士族卒族俸禄 明治2年12月 政府民政局 竪帳 l冊 f文ノ九人税」とあり

3-4 官禄控年給l帳合冊 (近代) 元山崎県 竪帳 l冊 「文ノ八九披乙」とあり

士族卒禄高取調l帳 附康士卒且仕

3-5 丁小者大年寄大庄麗村々庄麗用達 主幹来9月 山崎県 大蔵省 竪帳 1冊 官等表l通はさみ込み、 「文ノ八六披j どあり

共給米取調添

3-6 当主ヨリ曾祖父法明細取調帳 庚午11月1613 山崎県 怒11長 l冊 f文ノ七九競」とあり

3-7 
鎧腹巻月間丸図説・率器製要図解・

文化元年5月
華客r~末守遇政章弼 竪中長 l冊 「文ノーO六披」とあり

附録諸家之異説 白鳥以柴(印)

忠勝武功記(肥後守従五位下本多
朱さをにて訂正あり、包紙(ウ 「忠勝武功記J)入札

包紙・巻子は封筒(ウハ書「患勝公武功記付忠真公忠、朝

3-8 
忠真公武功稜革・仁t務太輔従五位 1巻 公J)入り、封筒宛名は「千 160-8792 425 東京都新宿
下本多忠勝公武功稜革など書上 区南元町二二番地公立共済四谷ピル二階 公立学校共済
げ) 組合友の会間体傷害保険相当 行j

3-9 神社明締取調 明治4年2月 山崎務 竪l援 1冊
f文ノー0_披」とあり、朱筆で f辛来六月五日神祇官

差出引替相成候写 本紙美濃袋紘控j とあり

3…10 
殻様当夏大坂表β御帰リ之道人

卯11月 横帳 lf附 「文ノ七二披Jとあり
男IJ(行列の構成など書上げ)

3-11 務τと波高調11長 明治2年9月 算監所 横帳 l冊 「文ノ八五披Jとあり

3-12 大阪御倉邸御払諾道具11#留帳 明治4年11月 志瀬水彦量秒、三(印・)立合 永 横11長 1冊 「文ノ七六慌j とあり

3-13 
異宙船渡来之節務殻様臨時御出張

(年月日未詳) 横11長 1冊 「文ノ七回披Jとあり
御行粧i綬

3-14 
御在番御留守中非常之節若殿様臨

寅2月 横l阪 l冊 「文ノ七三競」とあり
H寺御登城御行列下調帳

3-15 lイ南キM御1切1jJ 米高Iツ御ハJ夫営持高11向監l…物様御JJ州 (年月日未詳) 封(窃 l点 鉛筆舎で「文の七二Jとあり

。。N



監物様御代御家中御先日行高御切汗、|巳年
商御扶持高共

「監物傑御代和州ニ而己之年物成目録j を綴じ込み一
括、 「文ノ七ニ競j とあり、鉛筆書きで r(正信公寛文
年間)Jとあり、 15の封筒の中身ヵ

天明八申年八月 町方江被 1fP出
4-1 イ戻書附(倹約、孝行の励行などに 天明8年8月3日 奉行 下町拾壱番組 竪帳 1冊

っき)

4-2 
映世霊神御遷宮下調帳(次第書、

明治5年4fl 横帳 1冊
行列}I調書き上げにつき)

御本家御例祭森川|証lJ御社ヨリ御
大正2年10月18

4-3 列 大正二年十月十八日映枇神社 横中長 l冊
御祭典御行列

日

明治五年昭月十五日 映世霊神御
明治5年4月15

4-4 遷宮行夢IJ帳拍(次第書、行列}I損書 横111長 l冊
き上げにつき)

日

元治元子年十一月 町方御イ土法銀
4-5 拾ヶ年下ヶ子年分取調帳御捌 元治元年12月 御・(元)締方役所 J業中長 l附

(元)締方役所

大衛将系譜全(大番頭、組頭、
4-6 与力などの系譜-人名など書き上 (近世ヵ) 盤中長 l冊

げにつき)

御家中倹約令議条文(葬儀や年始
4-7 の儀式、進上物などについての規 (近世ヵ) 怒l仮 1冊

定)

4-8 
明治四十五年二月調 刀錦武器軸

明治45年3月 本多 竪帳 lf府
井ニ諸道具類

文久2年10月17
4-9 日記抜書 本多山崎務知事忠明 日~明治2年3 本多山崎J答知事忠明 竪帳 1冊 競り外れ

月27日

嘉永二商年間四月ヨリ 江戸詰御 g~i氷子2ノキ(元間治4月

4-10 中関井夫人足扶持手形請払帳御
元)年12月17

元締方役所 横帳 l冊
元締方役所 B 

4…11 
御出陣ニ付御調達金之内十月廿五 (近世) 10月

横帳 l附
日納メ(金額・人名誉き上げ) 2513 

4-12 霜月十名五書日納き御上調達金之内 (金 (近世)箱月
横帳 1冊

額・人 げ) 15日
H
C
N
 



4-13 l御書調き達十二月 日納(金額・人名 (近世) 12月
横i阪 lf計 線り外れ

上げ) 10日

慶応二寅年十月十八日 御三神様
鹿応2生存10月18

4-14 御祭礼龍練着到綬(人名 上 横根 i冊
げ)

El 

4-15 調練器出候姓;s(人名誉き上げ)
商年(慶応2

横帳 1冊
年) 10月18日

4-16 
江戸大納戸差引勘定帳 多賀宗太 安政2~三5月~ 多賀来太・ 111}奉安

綴り
1綴

2冊を1綴り
山岸安宅 山間伊太郎 安政3年4月 宅.111岡伊太郎 り

4-17 
明治コ十年十一月 忠禎公御普請

明治30年11月
竪帳・

5冊 5情封筒入り
諸入費勘定書 横~土申長

竪l際・
7 

横半
間- 12点封笥入り、封筒上書「明治廿九年四月吉日 忠禎様

4-18 
明治廿九年四月 日 忠禎機御結

明治29年4fJ
帳・横

l競 御結婚書類入 全六月一け日武嗣義正其他武開家親戚御招
婚書類入 帳・綴

り・ キ之節諸入焚勘定書類トモ在中j
(J ・ー
来氏

4通

丑四月サ五日 15 :tム手形入(r請 宝暦7年4月的:
1綴4-19 

取申銀子之事Jなどの綴り)
臼~宝謄14年6 綴り

り
月12El 

4-20 |宝差勝引帳七丑年四万四日 寄元金銀 主j替7~三4月 25
竪i綬 1冊

日

4-21 
宝橋元年来十二月ヨリ 武具料銀

宝j替光年12月 竪l際 l冊
納帳

4-22 
|和明h武ハヰ間利八候月 榎初元友砂裁|段 石野附口初盛

明治6年8月 |候欄i<ni!・I信皐元和友哉町i品・川野IJ口 横帳 l冊
日l

4-23 
笑顔凶月 !日務ヨリ差出ニ相成候

焚酉年4月 模元友哉 横11長 1冊
坪数暁細写壊元友哉

4-24 
〔手習い〕 ( r本多肥後守との

一紙 l通
へJなど)

〔書付〕 ( r依之同姓中務大輔方
4-25 江間合イ士11佐今取調中ニ御座候苔相 (近世) 一紙 2通 同文の苦手き付け2通1まとめ

分次第有無共御届可申上候J) 

4-26 
〔監物政信より以下代々法名苦:き

(近世) 一紙 l通
上げ〕

回目幽幽-'--幽幽 一

N
O
N
 



〔系図・法名書き上げ〕 (政信よ
包紙上書(朱筆) 「享和元関年八月四日堀田摂津守様御

4-27 
り忠司まで)

来年8月 本多大和守 一紙 1通 勝手江被差出候系譜之内御悲しヲ書付控弐通之内 用紙比
通り」、包紙上書「本多大和守J

4-28 
〔臼記民rr筒〕 (献立書きとげ、法

一紙 5通 5枚の一紙一括、綴り外れ
事関係、金銭出納関係など)

願(金銭渡判取帳の見積もり金
飾品等県管下播熔国宍

4-29 4500円について証印下されたきこ 明治7年5月
粟郡第十六大区第一 飾謄県参事森岡昌

一紙 1通
とにつき)

小区山崎町三百五十 事官
二番展敷友沢治平

4-30 l書〔土き地丈量図) (番号・反別など 明治42年10月
綴り

1紘
上げにつき) 26日 り

士族卒家禄(第一等から第六等ま
4-31 での位階・官禄等書き上げにつ (明治) 一紙 1通

き)

4-32 御先手備之図(軍隊の配置閣) (近世ヵ) 一紙 l通

4-33 
〔袋〕 (上書「本多家御所有地新

袋 l点
旧地図本多家J) 

4-34 大正十三年改正鹿津町全地略関 大正13年 一紙 l点

4-35 〔目録〕 (脇指一腰・康光) 一紙 1通

4-36 〔陣小屋関係絵悶〕 天保12年8月 武間義自E 一紙 2点 2枚袋入札袋上書「陣小麗之図 試薬j 、袋破損

4-37 異国防禦出張榔人数調練備之図 嘉永3年4月 一紙 1点 3枚綴り外れ

4…38 先中後手組座備ノほJ (陣立て図) (近世) 一紙 l点

4…39 
米幣之大襲(軍配についての説明

(近世) 横半帳 l冊
書)

4-40 
嘉:永七寅年二月廿日)11戸配楽河原 嘉永7年3月20

擾元 一紙 1点
ニ問調練之節小鹿割拍(擾元拍) 日

4…41 l書B録き (貞吉様 奥方様への贈り物 (近代) 一紙 1:i昌 包紙あり、包紙上書 ii卸関録j
上げにつき)

4-42 
〔日記断簡〕 (十兄儀品のこと、下

(近世) 一紙 1通 綴り外れ
掃除の者のことなど) 的。N



4-43 
〔法事の周忌、.sJ S .法名書き上

一紙 1:i!!l 
げ〕

党(領知目録・郷村帳の差し出し
本多肥後守使者何之

4-44 
につき、拝領日などの書き上げ)

6月 誰、間道吉{主傍次右 一紙 1:if自
衛門

4-45 
〔来初式法のネし式・作法について 弘化4年12月吉

楽街兵太夫久政 一紙 li自
書き上げ〕 民牟

4-46 
〔認可状J (馬術の技法の習得と 弘化4年12月吉

来回兵太夫久政 一紙 1通
鞭巻物の相伝につき) 民

4-47 
諸家系譜差出{民党(系議差し出し

(近世) 一紙 l通
の|祭の注意点について書き上げ)

〔本多家家紋書き上げ〕 (本多出
4-48 雲守忠朝四代の家紋と替紋の模擬 一紙 1通

につき)

4-49 
〔伺い番J (寓之丞忠敬が妾腹の

7月 一 一紙 1通 |上達書有 (ぱ封朱柑ミ

者であるのかについて伺い) 之候御者:付写j

|江上被書(締) r享和元僻八月四日堀図摂津守探街嚇手
4-50 〔包紙〕 (近世) 一紙 1点 差出候御系譜之内御礼御書付控弐通之内 用紙達書

王子切 上包ミの紙j 、 「本多大和守j

4-51 
〔書付J (富之丞は妾腹の者であ

8月 一紙 l通
ることにつき)

〔書状J (此方の姓が清和源氏で
(近世)9sJ 21 寺嶋俊太夫・安東小

犠部小布衛門・横井
4-52 あり、実名は重明であることにつ 津右衛門・小野機左 一紙 1通

き)
日 源太

衛門

〔書状〕 (自身が糠姓であり、
(近世)9月22紺田安之丞・ 山太 磁部ノj、右衛門・横井

4-53 名は松平八十郎勘美であることに
日 郎右衛門 津右衛門

一紙 l通

っき)

4-54 
〔番付〕 ( r豊住姓木下泰耳!J秀

一紙 1通
口)

〔書状〕 ( I日来の家格での供廻り
4-55-1 の者のこと、倹約のため供廻りの (近世) 本多肥後守 一紙 3通 3通をひも一括

減員のことなど)

4-55-2 〔絵図J(郡役所・篠陽小学校な
(近代) 綴 1綴

ど本多邸付近の地額)

4-56 〔絵隈J(城下の地図) (年月日未詳) 一紙 l点

申

C
N



4…57 
〔書付) (鴻野新出掛屋・地所不

慶臆3年3月 一紙
明につき取識のよし)

l通

4-58 
〔包紙) (ウハ苦~ i御新関絵図

(年月日米詳) 掛屋治兵衛 包紙
入J) 

l点

4-59 
江戸屋敷図本庄ド(江戸務邸の絵

(年月白未詳) l点
図)

一紙

4-60 県庁建物図函 (年月日未詳) 一紙 1点

4…61 鹿津町全地略!現(山崎町の地図) (年月日未詳) 一紙 L長

4-62 〔絵閲) (本多邸西屋敷の地図) (年月日米詳) 一紙 1点
絵閤端に il日御図面本多文庫源図ヨリ苦:写文化九年焼失
スj とあり

4-63 〔絵臨) (住居の地図) (年月臼米詳) 一紙 1点
半分欠損、絵図端に「此分ノ¥従前之御住居近々取締候積
リー御座候為念上ケ置候IDJ とあり

4-64 県庁建物図面 (年月日米詳) 一紙 l点 虫損あり

4-65 〔絵図) (町屋・寺院周辺の地図) (年月日未詳) 一紙 1点

一 一 一一一

箱ふた裏に「党 一明石様江差出候御領分絵図本紙之相
〔木箱) U:書 f文ノ五四 とノと、 を枚、一御領分村と制札場/5制札場開数帳 壱冊、一御

粟郡ノ内山崎領内覚書、文ノ五五 制札/5他領制キu占道法問数i綬 壱 冊右 弐 冊者 絵 図面 ニ
号 間二十九ヶ村イ土来覚書、同 差添、明石江差出候帳面之如、一斉蓮寺/5被差出候寺領

木箱1-1
五六号村高帳、同五七号播磨

木箱 1点
絵国袋入 壱枚、〆右之分者明石様江差出候拘ニ候卒、

閤宍粟高帳、間五八号宍粟郡ノ 外ニー御領分訪日キLI吉本町市IJ礼法明石間数帳 壱冊、一下
内村高並新国高帳、間五九号社 タ絵井切継絵共弐枚、一懸合苦:状類{反日記1阪 を階、〆
ミ子其他調帳、問六O号 社寺土地 右号事者心得丈ヶ差添、震 天保十三寅年十二月調置 取調
取調書J) 懸り多賀宗太j 、絡の身に「当時名嶋Ii太夫・倉僑弥

一右衛門・取調掛り 多賀宗太j

延宝7年9月27
九鬼平内・中西清左

木箱1-2 宍粟郡之内山崎領内覚書 衛門・横井宗兵衛・ 竪帳 l冊 「文五四号j とあり
日

神屋ノj、右衛門

目。N



石原新左衛門印
判・設楽長兵衛印
判・竹村八郎兵衛

木箱1-3
江戸御勘定衆15服部六左衛門様江

延宝7年8月
印1ドIJ・設楽七左衛門

服部六左衛門 緊中長 1冊 「文ノ五七号Jとあり
参候目録之写播磨国宍架高帳 印半IJ.平野次郎左衛

門 印 '1~1j・締井静右
衛門 印'I'IJ・佐野主
馬肉]判

元青蓮寺領比寺村
f文ノ五九号Jとあり、 17ヶ村の社商取調i振と境内IllT数

播磨酪宍粟郡 八幡宮社高取調l阪
竪i阪 l冊

i也資米取調I!綬・播熔閏宍束郡山崎北魚町之内恵美須神社
木箱1-4 明治4年3月 年寄平十郎(印)・ 社寺御役所

高取調I!長・境内敷地高コ鹿取調I!長・境内敷地i剖助成其外ほカミ
l住屋和平(印)

取調帳・各寺の屋敷高取調艇など

一

。{

)

N

箱蓋に「明治一巳五月 宍粟郡中絵図面入 弁書類とも
11)1崎議民主主局Jの記載あり、箱蓋裏に f党 、御領分
村と制札より制札迄方位寸積I!長 壱附 、本町ftui;しょ
り村と制札迄薩段了数I!長 壱fI甘 、御領分境問方段

木箱2-1 〔木箱〕 明1台2年5月 山崎務民事局 木箱 1自主、
丁数11長壱冊一、同村と fljiJ札より他償制札迄了数寸結
1仮壱冊右為合券号苦情図面添一、下苦手絵壱枚添お
一、遠近高低広狭曲直方位了数寸積掛庄屋分間仕組師之
者山野村里数日巡迎測量之結岡二枚添右本桔岡其と
壱結之内ニ入御恭行方頭り 取調i怒り 高賀Jの記載
あり、結蓋表に「文ノ五二号問 の貼紙あり



山
崎
藩
本
多
家
の
幕
政
に
お
け
る
政
治
的
・
軍
事
的
役
割

菅
　
良
樹

は
じ
め
に

　
播
磨
国
宍
粟
郡
山
崎
藩
本
多
家
の
研
究
は
、
『
山
崎
町
史
』
や
『
兵
庫
県
史
』
に
お

い
て
、
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
に
本
多
家
は
、
初
代
忠
英
（
政
貞
）
が
大
和
郡
山

城
郭
内
よ
り
宍
粟
郡
山
崎
に
入
厳
し
、
そ
の
後
周
辺
の
安
志
小
笠
原
家
、
三
草
丹
羽

家
な
ど
の
譜
代
小
諸
侯
と
同
様
、
播
磨
の
内
陸
部
に
位
置
す
る
交
通
の
要
衝
に
定
着

し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
自
治
体
史
で
は
、
歴
代
藩
主
や
著
名

な
家
臣
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
端
緒
で
あ
る
（
ユ
）
。

　
そ
の
後
、
宮
本
裕
次
氏
の
大
坂
定
番
制
度
の
研
究
で
、
本
多
濡
鼠
が
京
橋
口
定
番

と
し
て
勤
務
し
て
い
た
際
に
、
そ
の
上
屋
敷
は
「
大
坂
の
藩
邸
扁
と
し
て
機
能
し
て

い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
（
2
）
。
ま
た
、
大
阪
城
天
守
閣
か
ら
山
崎
藩
本
多
家
の
大

坂
に
お
け
る
「
覚
帳
扁
（
藩
政
日
記
）
が
翻
刻
さ
れ
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
（
3
）
。

こ
れ
ら
は
本
多
家
当
主
や
そ
の
家
族
と
家
臣
が
大
坂
在
番
（
大
番
頭
）
、
大
坂
加
番
、

大
坂
定
番
と
し
て
在
官
し
た
な
か
で
記
録
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
近
年
で
は
、
拙
著
（
4
）
や
拙
稿
（
5
）
に
お
い
て
、
藩
主
忠
郷
が
二
度
京
橋
口
定

番
や
青
屋
口
加
番
を
勤
め
た
時
期
の
藩
主
や
当
役
（
家
老
）
を
中
心
に
そ
の
職
務
を

検
討
し
、
藩
が
西
洋
銃
陣
を
導
入
し
て
い
く
こ
と
な
ど
を
論
じ
、
ま
た
、
慶
応
三
年

（｝

l
六
七
）
に
本
多
家
が
周
旋
方
柴
田
小
誌
を
用
い
て
京
都
で
若
年
寄
の
永
井
尚

志
と
み
ら
れ
る
人
物
や
会
津
藩
公
用
方
と
交
渉
し
大
坂
か
ら
の
帰
国
を
果
た
し
て
い

た
と
し
た
。
こ
の
後
、
「
尊
王
」
を
唱
え
る
岡
山
池
田
家
が
姫
路
城
を
占
領
す
る
と
、

本
多
家
は
藩
論
を
「
佐
幕
」
で
は
な
く
「
勤
王
」
と
決
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
そ
し
て
、
今
圃
の
科
研
が
開
始
さ
れ
る
と
、
藪
田
貫
氏
に
よ
っ
て
天
保
六
年
の
本

多
家
の
「
覚
帳
」
（
大
坂
加
番
日
誌
）
が
翻
刻
さ
れ
（
6
）
、
つ
づ
い
て
、
本
多
家
当

主
と
し
て
大
和
郡
山
か
ら
播
磨
山
崎
に
入
封
ず
る
直
前
に
忠
英
が
、
将
軍
家
上
洛
時

の
宿
患
で
あ
る
水
口
城
勤
番
を
任
じ
ら
れ
て
い
た
際
の
書
状
が
幸
運
に
も
発
見
さ
れ

紹
介
さ
れ
た
（
7
）
。
本
状
は
、
山
崎
に
在
住
し
て
い
た
竹
田
屋
に
伝
来
し
た
も
の
と

み
ら
れ
、
老
中
稲
葉
正
則
が
勤
番
中
の
忠
英
に
宛
て
た
も
の
で
、
大
風
雨
で
破
損
し

た
水
口
城
を
本
多
家
が
修
復
す
る
た
め
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
こ
の
書
状

は
、
水
口
城
勤
番
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
山
崎
藩
が
成
立
し

て
く
る
時
期
に
関
す
る
き
わ
め
て
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

　
最
後
に
本
科
研
の
研
究
代
表
者
で
あ
る
岩
城
卓
二
氏
は
、
「
覚
帳
」
（
「
弘
化
二
年

国
元
ヨ
記
」
）
に
記
さ
れ
て
い
る
、
「
申
達
」
、
門
受
勲
」
、
「
承
置
」
、
「
申
聞
」
と
い
っ

た
史
料
用
語
に
注
目
し
、
家
老
が
い
か
に
し
て
門
覚
帳
扁
（
藩
政
日
記
）
を
作
成
し
、

藩
政
を
統
括
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
な
ど
を
解
析
し
た
（
8
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
は
、
自
治
体
史
で
山
崎
藩
の
概
要
が
詳
細
に
論
じ
ら

れ
、
宮
本
裕
次
氏
や
筆
者
に
よ
っ
て
大
坂
定
番
在
任
中
に
お
け
る
本
多
家
の
動
向
が

論
じ
ら
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
本
科
研
が
開
始
さ
れ
、
藪
田
貫
氏
に
よ
り
本
多
忠
英
時
代
の
水
口
城
勤

番
中
の
書
状
が
紹
介
さ
れ
、
岩
城
卓
二
氏
を
中
心
に
江
戸
、
大
坂
、
在
所
（
国
元
）

で
記
録
さ
れ
続
け
て
き
た
門
覚
帳
漏
（
藩
政
日
記
）
の
総
合
的
な
研
究
が
な
さ
れ
る
よ
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う
に
な
り
、
畿
内
近
国
小
藩
の
一
つ
で
あ
る
山
崎
藩
政
お
よ
び
藩
社
会
の
研
究
が
新

た
な
段
階
に
入
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
本
科
研
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
山
崎
藩
本
多
家
の
基
礎
研

究
と
し
て
、
～
で
歴
代
藩
主
（
当
主
）
、
二
で
安
政
期
～
慶
応
期
に
大
坂
定
番
な
ど
を

勤
め
た
忠
郷
一
家
、
三
に
お
い
て
山
崎
藩
本
多
家
の
幕
政
に
お
け
る
政
治
的
・
軍
事

的
役
割
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
論
点
を
中
心
論
述
す
る
。

　
主
な
使
用
史
料
は
、
「
参
考
御
自
伝
　
五
」
（
9
）
、
「
筆
記
抜
書
　
本
多
山
崎
藩
知

　
　
　
　
　

事
忠
明
」
（
1
）
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
稿
で
は
、
江
戸
で
記
さ
れ
た
藩
政
琿
記
（
藩
政
目
誌
）
を
「
江
戸
覚
帳
」
、

在
所
（
国
元
）
で
記
さ
れ
た
藩
政
癖
記
を
「
在
所
覚
帳
」
、
大
坂
で
記
載
さ
れ
た
藩
政

日
記
を
「
大
坂
覚
帳
」
と
便
宜
上
表
記
す
る
。

一
　
山
崎
本
多
家
の
歴
代
藩
主
（
当
主
）

　
本
節
で
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
「
参
考
御
三
伝
　
五
」
（
1
1
）
と
、
こ
の
史
料
を

も
と
に
し
た
作
成
し
た
表
1
を
用
い
て
本
多
家
歴
代
当
主
の
幕
政
に
お
け
る
政
治
的

・
軍
事
的
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

　
本
多
家
は
、
平
八
郎
家
（
中
務
大
輔
・
美
濃
守
）
、
弾
正
少
弼
家
（
能
登
守
）
、
肥

後
守
家
（
肥
前
守
・
大
和
守
）
な
ど
が
明
治
維
新
ま
で
続
き
、
相
互
に
親
類
大
名
と

し
て
交
流
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
維
新
時
に
は
、
三
河
岡
崎
、
陸
奥
泉
、
播
磨
山
崎

を
居
城
あ
る
い
は
在
所
と
し
て
い
た
。

　
表
1
の
と
お
り
、
山
崎
本
多
家
は
、
当
初
大
和
郡
山
城
の
郭
内
を
居
所
と
し
、
本

家
（
家
元
）
の
平
八
郎
家
か
ら
大
和
国
内
で
所
領
高
一
万
石
を
分
知
さ
れ
諸
侯
に
列

す
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
　
　
　
　
　
　
と
き
　
　
　
　
　
　
と
う
　
　
　
　
　
よ
し

　
歴
代
当
主
は
、
①
忠
英
（
政
貞
）
1
②
舟
方
一
③
忠
辰
一
④
忠
尭
一
⑤
忠
可
一
⑥

　
お
き
　
　
　
　
　
　
た
か
　
　
　
　
　
　
ち
か

忠
居
i
⑦
忠
敬
i
⑧
忠
鄭
i
⑨
忠
明
i
⑩
忠
禎
一
⑪
貞
吉
と
続
く
。
な
お
、
忠
明
よ

り
あ
と
は
明
治
期
以
降
の
当
主
で
あ
る
の
で
省
略
す
る
。

　
初
代
忠
英
は
、
本
多
政
勝
の
三
男
で
あ
っ
た
が
同
族
政
信
の
養
子
と
な
り
、
寛
文

二
年
（
＝
ハ
六
二
）
六
月
に
そ
の
遺
領
一
万
石
を
相
続
し
た
。

　
忠
英
は
、
家
綱
か
ら
ま
ず
大
和
国
内
に
お
い
て
へ
万
石
を
拝
領
し
、
将
軍
綱
吉
、

家
宣
、
家
継
、
吉
宗
に
仕
え
、
享
保
三
年
（
～
七
一
八
）
六
月
掛
七
二
歳
で
没
し
た
。

　
忠
英
は
、
田
安
門
番
、
馬
場
先
門
番
、
竹
橋
門
番
、
一
橋
門
番
や
大
番
頭
と
し
て

大
坂
城
や
二
条
城
に
赴
任
し
、
長
年
に
亘
り
活
動
し
て
い
た
。
そ
の
忠
英
に
お
い
て

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
宍
粟
に
入
る
直
前
に
、
先
記
の
藪
田
貫
氏
（
2
）
の
研
究
で

明
ら
か
な
よ
う
に
、
お
よ
そ
二
ヶ
月
間
水
口
城
勤
番
を
遂
行
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

天
和
二
年
（
＝
ハ
八
二
）
六
月
、
加
藤
明
友
が
近
江
水
口
を
拝
領
し
、
そ
の
後
入
城

す
る
ま
で
譜
代
の
小
諸
侯
ら
が
交
代
で
水
口
城
を
維
持
管
理
し
、
守
衛
し
て
い
た
と

推
測
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
多
家
に
お
い
て
も
他
の
当
主
に
は
水
皇
城
勤
番
は
み
ら

れ
な
か
っ
た
。

　
『
兵
庫
県
史
』
（
1
3
）
に
よ
る
と
、
天
和
二
年
（
一
六
人
二
）
二
月
本
多
政
武
（
忠

国
）
が
松
平
直
矩
に
代
わ
っ
て
姫
路
藩
主
と
し
て
所
領
高
十
五
万
石
で
入
食
し
た
。

こ
の
と
き
政
武
は
幼
少
で
あ
っ
た
た
め
忠
英
が
後
見
役
を
勤
め
た
と
い
う
。

　
そ
の
後
、
山
崎
本
多
家
の
忠
英
、
忠
良
親
子
に
と
っ
て
は
幸
運
な
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
長
男
忠
良
は
、
本
家
平
八
郎
家
の
当
主
忠
孝
が
幼
少
で
死
表
し
た
の
で
、
そ
の
相

続
が
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
忠
良
は
相
続
時
に
は
越
後
村
上
で
所
領
高
五
万
石
を

拝
領
し
た
が
、
そ
の
後
三
河
刈
谷
に
転
封
と
な
り
、
老
中
に
列
し
た
。

　
こ
の
た
め
、
忠
英
の
二
男
単
方
が
、
長
男
の
忠
良
に
か
わ
り
享
保
三
年
八
月
に
父

の
遺
領
を
相
続
し
、
将
軍
吉
宗
に
仕
え
た
。
国
方
は
一
橋
門
番
や
目
光
祭
礼
奉
行
を

勤
め
た
が
、
享
保
十
六
年
五
月
在
所
山
崎
で
帰
国
中
に
二
三
歳
の
若
さ
で
没
し
た
。

　
こ
の
若
年
で
死
去
し
た
忠
興
に
代
わ
り
忠
英
三
男
の
忠
辰
が
、
同
年
七
月
兄
の
遺
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領
を
相
続
し
、
将
軍
吉
宗
、
家
重
に
出
仕
し
た
。
庭
園
は
竹
橋
門
番
な
ど
の
江
戸
城

諸
門
番
や
碍
光
祭
礼
奉
行
代
は
勤
め
た
が
、
大
番
頭
に
は
任
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
寛

延
三
年
（
一
七
五
〇
）
十
二
月
に
四
〇
歳
で
没
し
た
。

　
つ
い
で
、
忠
辰
の
長
男
営
繕
が
同
年
十
一
月
、
そ
の
遺
領
を
相
続
し
、
将
軍
家
重
、

家
治
に
出
仕
し
た
。
忠
尭
は
、
江
戸
城
門
番
を
勤
め
て
い
た
が
、
宝
暦
十
一
年
（
一

七
六
一
）
二
月
、
二
五
歳
の
若
さ
で
没
し
た
。

　
若
年
で
死
去
し
た
忠
尭
に
代
わ
り
五
代
目
当
主
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
が
忠
可
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
る
ず
み

あ
る
。
忠
可
は
越
前
丸
岡
城
主
有
馬
祖
母
の
三
男
で
あ
っ
た
が
、
室
に
忠
尭
養
女
熊

を
迎
え
、
宝
暦
十
一
年
（
～
七
六
一
）
四
月
に
忠
尭
の
遺
領
を
相
続
し
、
将
軍
家
治
、

家
斉
に
出
仕
し
た
。

　
忠
可
は
同
年
九
月
在
所
に
帰
国
し
、
そ
の
十
月
、
家
中
に
対
し
て
自
ら
は
倹
約
す

る
が
、
借
米
を
半
分
戻
す
の
で
忠
勤
に
励
む
よ
う
訓
示
し
、
領
畏
に
は
家
業
に
励
む

よ
う
命
じ
た
。
そ
の
後
、
忠
可
は
竹
橋
門
番
、
一
橋
門
番
を
勤
め
、
大
坂
加
番
（
雁

木
坂
）
や
日
光
祭
礼
奉
行
に
任
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）

以
降
は
大
坂
城
や
二
条
城
に
大
番
頭
と
し
て
赴
任
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ず

　
忠
可
は
、
　
一
族
で
若
年
寄
、
側
用
入
、
老
中
格
へ
と
昇
進
し
た
同
族
の
輩
出
（
弾

正
少
弼
）
と
と
も
に
老
中
松
平
定
信
と
親
し
く
交
際
し
（
1
4
）
、
先
述
し
た
家
臣
や
領

内
へ
の
訓
令
発
令
を
特
記
さ
れ
る
な
ど
、
他
の
歴
代
当
主
に
較
べ
名
君
と
し
て
評
価

さ
れ
て
き
た
人
物
で
あ
る
。

　
先
代
忠
尭
の
時
代
に
、
一
族
本
多
長
門
守
忠
央
が
郡
上
一
揆
に
お
け
る
処
置
に
不

正
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
忠
簿
と
と
も
に
「
差
控
伺
扁
を
差
し
出
す
と
い
う
問
題

が
起
こ
っ
た
。
と
は
い
え
、
明
和
五
年
（
一
七
六
人
）
正
月
東
照
大
権
現
一
五
〇
年

の
大
祭
が
あ
り
、
美
作
に
配
流
中
の
忠
央
が
赦
免
さ
れ
、
忠
可
は
山
崎
よ
り
御
礼
の

書
状
を
発
信
し
た
。

　
晩
年
の
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
十
月
に
は
、
松
平
定
信
よ
り
用
人
水
野
理
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き

を
と
お
し
て
本
家
の
忠
顕
、
同
族
の
忠
簿
、
印
可
が
話
し
合
い
を
す
る
な
ど
し
て
本

多
家
一
門
が
結
束
し
て
い
く
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
お
り
、
幕
府
が
大
名
家
の
存
続
に

注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
認
識
し
う
る
重
要
な
一
事
例
で
あ
る
。

　
軍
談
は
、
右
記
の
と
お
り
、
幕
政
に
お
い
て
も
、
領
内
統
治
に
お
い
て
も
、
長
年

に
わ
た
り
活
躍
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
寛
政
六
年
閏
十
一
月
に
五
四
歳
で
没
し
た
。

　
代
わ
っ
て
、
忠
可
二
男
の
忠
居
が
寛
政
七
年
正
月
、
父
の
遺
領
を
相
続
し
、
将
軍

家
斉
に
仕
え
た
。

　
忠
居
は
、
馬
場
先
門
番
、
田
安
門
蕃
、
一
橋
門
番
を
勤
め
る
傍
ら
、
大
坂
加
番
（
雁

木
坂
）
に
三
回
任
じ
ら
れ
た
。
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
江
戸
上
屋
敷
が
焼
失
し

た
お
り
に
は
、
一
橋
門
番
が
免
除
さ
れ
て
い
る
。
忠
居
は
忠
可
の
よ
う
に
大
番
頭
に

任
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
忠
敬
は
、
老
年
に
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
体

調
が
お
も
わ
し
く
な
い
た
め
か
、
文
化
九
年
六
月
に
隠
居
を
願
い
出
て
許
可
さ
れ
て

い
た
。
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
二
月
に
四
九
歳
で
没
し
た
。

　
つ
ぎ
に
、
忠
居
長
男
の
忠
敬
が
、
文
化
九
年
（
一
八
＝
一
）
十
月
、
父
の
隠
居
に

よ
り
所
領
を
相
続
し
、
将
軍
家
斉
に
出
仕
し
た
。
忠
敬
は
、
半
蔵
口
門
番
、
竹
橋
門

番
、
田
面
門
番
を
勤
め
る
傍
ら
、
日
光
祭
礼
奉
行
や
大
坂
加
番
（
青
屋
口
）
に
任
じ

ら
れ
た
。
在
所
の
居
邸
が
焼
失
し
た
お
り
に
は
、
一
橋
門
番
を
免
除
さ
れ
て
い
た
。

長
年
出
仕
し
て
い
た
が
、
忠
敬
は
大
番
頭
に
は
任
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
忠
敬
も
、
老

年
に
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
十
月
、
勤
仕
し
が
た
い

と
し
て
弟
忠
鄭
に
家
督
を
譲
る
旨
の
願
書
を
幕
府
に
提
出
し
、
そ
れ
が
許
可
さ
れ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
、
忠
敬
は
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
五
月
ま
で
生
き
、
五
八
歳

で
没
し
た
。

　
そ
こ
で
、
八
代
目
当
主
と
な
っ
て
活
躍
し
た
の
は
忠
郡
で
あ
る
。
忠
鄭
は
、
実
は

忠
居
の
四
男
で
、
兄
忠
敬
の
養
子
と
な
り
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
十
月
、
所
領

を
相
続
し
た
。
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忠
鄭
は
、
そ
の
翌
年
大
坂
加
番
（
雁
木
坂
）
を
拝
命
し
、
そ
の
後
日
光
祭
礼
奉
行
、

一
橋
門
番
、
田
安
門
番
を
勤
め
、
天
保
十
四
年
に
は
大
番
頭
に
任
命
さ
れ
た
。

　
先
々
代
、
先
代
の
忠
敬
、
下
居
と
は
異
な
り
、
大
番
頭
に
就
任
し
、
大
坂
城
や
二

条
城
に
在
番
し
た
。
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
四
月
に
は
内
裏
炎
上
に
も
遭
遇
し
た
。

　
加
え
て
、
安
政
年
間
の
「
江
戸
覚
帳
」
や
門
在
所
覚
帳
」
に
散
見
さ
れ
る
が
、
忠

鄭
は
、
譜
代
の
小
諸
侯
の
中
で
、
西
洋
砲
術
導
入
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測

で
き
る
。
幕
府
か
ら
も
そ
の
こ
と
を
評
価
さ
れ
て
か
、
大
坂
定
番
（
京
橋
口
）
に
二

度
就
任
し
た
。
一
度
目
は
安
政
四
年
閏
五
月
～
文
久
三
年
（
～
八
六
三
）
五
月
、
二

度
目
は
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
五
月
～
翌
三
年
五
月
で
、
一
度
潤
の
在
任
中
に
は

修
好
通
商
条
約
締
結
問
題
や
大
坂
開
運
、
兵
庫
開
港
闘
題
に
関
わ
り
、
二
度
目
の
在

任
中
に
は
第
二
次
長
州
戦
争
が
始
ま
り
、
そ
の
最
中
慶
応
二
年
七
月
二
〇
日
に
将
軍

家
茂
が
大
坂
城
本
丸
で
死
去
す
る
と
い
う
最
悪
の
事
態
に
遭
遇
し
て
い
た
（
5
1
）
。

　
忠
鄭
は
、
一
度
目
の
大
坂
定
番
を
勤
め
た
後
は
、
第
一
次
長
州
戦
争
に
出
陣
を
命

じ
ら
れ
広
島
に
出
陣
し
た
。
二
度
目
の
定
番
を
勤
め
た
後
は
、
忠
魂
は
家
臣
と
と
も

に
し
ば
ら
く
大
坂
に
留
ま
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
幕
府
は
山
崎
本
多
家
を
は
じ
め
諸
侯

に
江
戸
参
府
を
促
し
て
い
た
が
、
慶
応
三
年
十
月
～
十
一
月
に
山
崎
本
多
家
の
「
願
」

が
、
よ
う
や
く
聞
き
届
け
ら
れ
、
調
薬
は
江
戸
参
府
で
は
な
く
家
臣
と
と
も
に
帰
国

す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
背
後
に
は
、
既
述
し
た
が
藩
周
旋
方
の
柴
田

小
膳
ら
が
、
慶
喜
に
信
任
さ
れ
て
い
た
若
年
寄
の
永
井
尚
志
や
幕
府
の
実
権
を
掌
握

し
て
い
た
会
津
藩
公
用
方
に
接
触
し
粘
り
強
い
交
渉
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ

う
だ
（
1
6
）
。
睡
郷
の
嫡
男
忠
明
や
二
男
忠
蕃
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
山
崎
本
多
家
の
歴
代
当
主
は
、
江
戸
城
諸
門
番
を
皮
切
り
に
、

臼
光
祭
礼
奉
行
や
同
代
に
任
じ
ら
れ
、
多
額
の
合
力
米
が
支
給
さ
れ
る
た
め
、
志
願

者
が
引
く
手
あ
ま
た
で
あ
っ
た
大
坂
加
番
に
も
就
任
し
て
い
た
（
1
7
）
。
そ
う
し
た
な

か
で
、
初
代
当
主
の
忠
英
、
五
代
当
主
の
忠
可
、
八
代
当
主
の
忠
隣
は
長
期
に
亘
り

当
主
と
し
て
活
動
し
、
加
え
て
幕
府
に
信
頼
さ
れ
る
と
、
大
番
頭
に
就
任
し
て
い
た
。

一
万
石
ク
ラ
ス
の
譜
代
の
小
諸
侯
は
、
門
大
番
頭
の
家
筋
扁
と
い
え
る
が
、
必
ず
し
も

大
番
頭
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
名
門
本
多
家
で
も

見
て
取
れ
た
。

　
江
戸
や
在
所
の
黒
質
が
火
災
で
焼
亡
す
る
と
い
う
災
難
が
藩
に
お
こ
る
と
、
必
ず

と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
江
戸
城
諸
門
番
な
ど
の
役
が
免
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
幕
政
を

考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
。

　
忠
英
は
、
藩
祖
と
し
て
山
崎
本
多
家
の
基
礎
を
築
き
、
忠
君
は
越
前
丸
岡
の
有
馬

家
か
ら
養
子
と
し
て
入
り
、
あ
る
意
味
本
多
家
中
興
の
祖
と
い
え
る
。
忠
都
は
歴
代

当
主
の
中
で
初
め
て
大
坂
定
番
に
昇
進
し
、
幕
政
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
　
忠
鄭
と
そ
の
家
族

　
本
節
に
お
い
て
は
、
「
参
考
御
系
伝
　
霊
夢
（
1
8
）
を
主
に
用
い
て
作
成
し
た
表
2

を
中
心
に
忠
鄭
一
家
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

　
室
は
肥
前
五
島
家
出
身
の
益
子
で
、
当
初
は
な
か
な
か
子
女
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た

よ
う
だ
。
一
方
妾
と
の
間
で
は
次
々
に
将
来
を
期
待
さ
れ
る
男
子
が
誕
生
し
て
い
た

こ
と
が
解
る
。
た
だ
、
長
男
寅
次
郎
と
六
男
鐡
之
丞
は
そ
れ
ぞ
れ
幼
年
で
死
去
し
て

い
る
。

　
二
男
忠
明
は
嫡
子
と
な
り
、
幕
末
維
新
の
激
動
期
に
、
父
の
忠
郷
が
大
坂
定
番
に

二
度
就
任
し
長
期
に
亘
り
赴
任
し
、
そ
の
間
第
一
次
長
州
戦
争
で
出
陣
し
な
か
な
か

帰
国
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
下
で
、
在
所
の
山
崎
に
帰
国
し
領
内
の
守
り
を
固

め
た
。

　
　
　
み
ち
ず
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
る
ず
み

　
三
男
道
純
は
、
初
名
を
忠
蕃
と
称
し
た
が
、
有
馬
日
向
守
温
純
の
養
子
と
な
り
越

前
丸
岡
五
万
石
を
相
続
し
た
。
こ
れ
は
、
五
代
忠
可
が
当
家
を
相
続
し
活
躍
し
て
以
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来
、
丸
岡
有
馬
家
と
山
崎
本
多
家
と
の
縁
が
深
ま
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
ろ
う
。

道
純
は
、
若
年
で
あ
っ
た
が
、
将
軍
家
茂
の
も
と
で
奏
者
番
、
若
年
寄
、
老
中
へ
と

昇
進
し
幕
政
の
中
枢
に
あ
っ
た
。

　
　
　
　
か
ど

　
四
男
忠
廉
は
、
美
濃
本
巣
郡
、
方
県
郡
、
席
田
郡
の
内
で
五
〇
〇
〇
石
を
所
領
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
い
た
大
身
の
旗
本
で
、
名
門
譜
代
の
戸
田
家
を
相
続
し
（
－
）
、
当
家
と
も
連
携

し
て
活
動
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
ほ
う
し
ち
ろ
う

　
五
男
鋒
七
郎
は
、
岡
崎
本
多
家
当
主
で
あ
る
忠
民
の
養
子
に
決
ま
り
、
忠
言
と
名

乗
り
本
家
（
家
元
・
平
八
郎
・
美
濃
守
・
中
務
大
輔
）
を
継
ぐ
予
定
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
相
続
前
に
没
し
た
。
鋒
七
郎
が
本
家
を
相
続
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
れ
ば
、

初
代
忠
英
の
長
男
で
あ
っ
た
忠
良
に
続
い
て
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
山
崎
本
多
家
と

し
て
も
惜
し
ま
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
鋒
七
郎
は
在
所
で
育
ち
、
万
延
元
年
（
一
人

六
〇
）
六
月
五
日
半
京
橋
口
定
番
上
屋
敷
で
久
し
ぶ
り
に
忠
言
に
対
面
し
た
。
鋒
七

郎
は
そ
の
為
し
ば
ら
く
大
坂
に
滞
在
し
、
天
保
山
な
ど
を
見
て
廻
っ
た
後
、
在
所
に

戻
っ
て
い
た
（
2
0
）
。

　
　
　
し
よ
う

　
人
溜
釧
八
郎
は
、
譜
代
の
名
家
で
あ
る
大
和
高
取
の
植
村
駿
河
守
家
を
相
続
し
家

壺
と
名
乗
る
。
九
男
栄
九
郎
は
安
政
二
年
（
　
八
五
五
）
十
月
二
賃
に
発
生
し
た
安

政
の
江
戸
地
震
に
お
い
て
倒
壊
し
た
上
屋
敷
（
日
本
橋
蛎
殻
町
）
か
ら
無
事
救
出
さ

れ
（
2
1
）
、
忠
鄭
の
定
番
在
任
中
に
は
大
坂
で
も
生
活
し
て
い
た
が
、
成
人
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
く
死
去
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
参
考
御
嵩
伝
　
五
」
（
2
）
に

は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

　
十
男
の
忠
禎
は
、
門
大
坂
覚
帳
」
で
は
重
十
郎
と
名
乗
り
、
兄
の
栄
九
郎
な
ど
幼
い

兄
弟
と
大
坂
の
上
屋
敷
で
生
活
し
て
い
た
。
重
十
郎
は
、
陸
奥
泉
の
本
多
能
登
守
家

（
弾
正
少
弼
）
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
山
崎
本
多
家
重
臣
の

武
間
家
を
相
続
し
、
さ
ら
に
忠
郷
嫡
男
の
忠
明
に
跡
継
ぎ
が
い
な
か
っ
た
た
め
そ
の

養
子
と
な
り
忠
禎
と
名
乗
り
、
山
崎
本
多
家
を
相
続
し
た
（
2
3
）
。

　
鋒
七
郎
、
釧
八
郎
、
重
十
郎
の
「
仮
養
子
願
偏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
岡
崎
本
多
家
、
高

取
植
村
家
、
泉
本
多
家
か
ら
幕
府
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
情
報
が
大

坂
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
八
月
の
こ
と
で
あ
る
（
2
4
）
。

　
忠
都
の
娘
た
ち
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
長
女
鏡
は
、
越
前
松
平
家
家
士
大
熊
家
に

嫁
い
だ
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
美
作
津
山
松
平
家
家
士
の
大
熊
家
の
間
違
い
か
も
し
れ

な
い
。
た
だ
、
現
時
点
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
の
で
保
留
に
し
た
い
。
次
女
鈴
は
、

安
政
の
江
戸
地
震
で
抱
守
と
と
も
に
倒
壊
し
た
御
殿
か
ら
救
出
さ
れ
た
が
す
で
に
絶

命
し
て
い
た
。
本
多
家
の
菩
提
寺
の
一
つ
で
あ
る
深
川
の
雲
光
院
も
被
災
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
る

鈴
の
葬
儀
を
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
（
2
5
）
。
三
女
鉱
は
、
「
参
考
瀟
瀟
伝

五
扁
（
2
6
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
表
2
に
記
さ
な
か
っ
た
が
、

忠
鄭
が
大
坂
定
番
と
し
て
在
任
中
に
下
痢
を
繰
り
返
し
た
す
え
に
、
文
久
二
年
（
一

八
六
二
）
五
月
一
七
日
、
京
橋
口
定
番
上
屋
敷
で
死
去
し
、
天
王
寺
の
一
心
寺
に
葬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ

ら
れ
て
い
る
（
2
7
）
。
四
女
勝
は
も
と
勉
と
称
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
で

あ
れ
ば
忠
鄭
の
大
坂
定
番
在
任
中
の
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
誕
生
し
て
い
た
と

み
ら
れ
、
明
治
期
に
な
っ
て
姫
路
藩
有
数
の
港
町
と
し
て
栄
え
た
飾
磨
津
の
商
家
に

嫁
い
で
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
忠
鄭
は
大
番
頭
よ
り
大
坂
定
番
と
い
う
城
代
の
補
佐
官
に
在
任

し
幕
政
の
一
翼
を
担
う
な
か
で
、
嫡
男
忠
明
は
在
所
に
帰
国
し
て
そ
れ
を
支
え
、
二

男
道
純
は
越
前
丸
岡
の
有
馬
家
を
相
続
し
て
老
中
に
ま
で
昇
進
し
幕
政
の
中
枢
で
活

動
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
鋒
七
郎
は
三
河
岡
崎
本
多
家
、
釧
八
郎
は
大
和
高
取
植
村

家
、
重
十
郎
は
泉
本
多
家
へ
の
養
子
縁
組
が
決
ま
り
、
帝
鑑
間
に
殿
席
を
有
す
る
山

崎
本
多
家
の
当
主
で
あ
る
忠
鄭
が
所
領
高
一
万
石
と
は
い
え
幕
政
に
お
い
て
重
き
を

な
し
て
い
た
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
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三
　
本
多
忠
明
の
「
臼
記
抜
書
」

　
本
節
に
お
い
て
は
、
山
崎
本
多
家
文
書
に
残
存
し
て
い
る
門
日
記
抜
書
　
本
多
山

崎
藩
知
事
忠
明
L
（
2
8
）
を
本
稿
末
尾
に
翻
刻
し
た
。
当
史
料
は
山
崎
本
多
家
八
代
忠

郷
と
九
代
忠
明
父
子
が
、
幕
末
維
新
の
激
動
期
に
、
い
か
に
幕
政
に
お
い
て
そ
の
政

治
的
・
軍
事
的
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
「
家
存
続
扁
の
た
め
ど
の
よ
う
に
動
い
て
い

た
の
か
、
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
も
の
と
考
え
全
文
翻
刻
し
た
。

　
文
久
二
年
（
【
八
六
二
）
の
段
に
よ
る
と
、
文
久
幕
政
改
革
が
実
施
さ
れ
る
も
と

で
、
諸
家
嫡
子
は
「
参
府
、
在
国
、
在
陣
勝
手
次
第
」
と
の
布
達
が
あ
っ
た
。
同
年

十
月
二
五
霞
に
山
崎
藩
で
は
、
忠
辮
は
大
番
頭
、
大
坂
定
番
と
し
て
在
所
を
二
十
ヶ

年
も
留
守
に
し
て
い
る
の
で
、
嫡
子
忠
明
を
帰
国
さ
せ
た
い
と
い
う
「
願
書
」
を
老

　
　
　
た
だ
き
よ

中
水
野
忠
精
に
提
出
し
、
そ
れ
は
問
題
な
く
許
可
さ
れ
て
い
た
。
忠
明
に
は
、
十
月

一
日
に
「
在
所
へ
の
暇
」
が
許
さ
れ
、
同
晦
日
に
江
戸
を
出
発
し
帰
国
し
て
い
た
。

　
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
段
に
よ
る
と
、
幕
府
は
方
針
を
転
換
し
在
国
申
の
嫡

子
に
対
し
て
元
の
ご
と
く
江
戸
参
府
を
命
じ
た
。
し
か
し
、
大
坂
定
番
在
任
中
の
忠

鄭
は
、
同
年
十
二
月
二
〇
碍
、
嫡
子
忠
明
の
「
在
国
願
“
を
老
中
板
倉
勝
静
に
提
出

し
た
の
で
あ
る
。

　
忠
鄭
は
、
第
一
次
長
州
戦
争
へ
の
出
陣
を
申
し
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
名
誉
で
あ
っ

た
と
振
り
返
る
が
、
こ
の
た
び
二
度
闘
の
大
坂
定
番
に
就
任
し
藩
財
政
も
困
窮
し
て

い
る
の
で
、
引
き
続
き
忠
明
を
在
所
に
お
き
「
仕
置
」
を
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
た
。

そ
れ
に
加
え
て
、
「
長
防
二
國
践
魑
上
京
モ
可
仕
杯
ト
風
聞
モ
傳
承
仕
」
と
長
州
藩
の

軍
団
が
畿
内
へ
押
し
寄
せ
る
可
能
性
が
囁
か
れ
る
も
と
で
、
「
私
共
領
地
ハ
山
陽
道
、

丹
波
路
間
道
中
間
二
相
隠
り
、
直
之
間
道
ト
悪
者
私
領
地
二
御
座
候
得
者
、
小
藩
要
路

二
相
當
候
儀
」
と
在
所
の
山
崎
は
、
長
州
藩
な
ど
の
大
藩
の
領
地
が
あ
る
西
国
に
通

じ
る
軍
事
上
の
要
衝
と
み
て
い
た
。

　
さ
ら
に
、
忠
鄭
は
「
作
州
辺
百
姓
蜂
起
仕
、
其
形
勢
余
程
甚
敷
趣
二
相
聞
、
（
中
略
）

元
来
少
人
数
之
上
、
大
坂
・
江
戸
両
所
二
分
配
仕
候
蒲
者
在
所
表
二
餓
残
之
人
数
更

田
無
御
座
、
唯
々
老
人
婦
女
子
而
磁
醸
成
」
と
述
べ
、
大
坂
と
江
戸
に
多
く
の
家
中

が
出
仕
し
、
在
所
に
残
る
家
中
の
人
数
は
少
な
く
、
し
か
も
老
人
と
婦
女
子
中
心
に

な
っ
て
お
り
、
長
州
藩
の
動
向
だ
け
で
な
く
美
作
に
お
け
る
百
姓
騒
擾
も
領
地
境
に

あ
る
た
め
心
配
し
て
い
る
と
し
た
。
忠
鄭
と
し
て
は
、
門
至
重
之
御
事
件
御
処
置
振
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ゆ
　

御
落
着
相
成
候
這
、
嫡
子
肥
前
守
出
府
延
引
被
仰
付
、
（
中
略
）
肥
前
守
儀
者
在
所
表

　
　
　
　
　
マ
　
マ
　

二
面
第
一
領
撫
憶
且
守
衛
等
量
仕
置
、
私
儀
飽
遺
御
役
儀
精
勤
相
田
度
奉
存
候
」
と

述
べ
、
長
州
を
朝
敵
と
し
て
い
る
問
題
が
片
付
く
ま
で
、
ま
た
引
算
が
大
坂
定
番
職

に
専
念
す
る
た
め
、
忠
明
は
在
所
に
差
し
置
き
領
内
の
安
定
を
図
ら
せ
た
い
と
唱
え

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
す
る
幕
府
の
回
答
は
、
作
州
辺
の
百
姓
騒
擾
が
落
ち
着
く
ま
で
は
、
忠

明
の
在
国
を
認
め
る
と
い
う
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
幕
府
と
し
て
も
藩
と
し
て
も
、
美
作
の
百
姓
騒
擾
は
看
過
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
山
崎
藩
本
多
家
は
物
価
騰
貴
の
な
か
で
の
領
内
の
仕
置
、
藩
の
財
政

困
窮
、
大
坂
定
番
職
の
続
行
を
重
く
捉
え
、
さ
ら
に
は
長
州
再
々
征
あ
る
い
は
長
州

軍
来
襲
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
の
方
が
、
難
題
で
あ
っ
た
。
と
は
い
う
も
の

の
、
そ
う
し
た
藩
の
大
き
な
不
安
要
因
は
、
幕
府
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
長
州
軍
が
播
磨
に
侵
攻
す
れ
ば
、
讐
家
存
続
」
の
危
機
に

留
ま
ら
ず
、
在
所
の
老
人
や
婦
女
子
が
見
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
最
悪
の
事
態
に
陥
る

可
能
性
す
ら
出
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
山
崎
本
多
家
は
大
坂
定
番
職
を
名
誉
と
考
え
そ
れ
に
専
念
す
る

と
伴
に
、
忠
郷
、
忠
明
親
子
は
、
一
家
が
江
戸
へ
引
き
上
げ
る
こ
と
よ
り
、
西
国
の
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軍
事
的
要
衝
で
あ
る
在
所
山
崎
の
守
衛
と
統
治
を
一
貫
し
て
重
視
し
続
け
て
い
た
の

で
あ
る
。お

わ
り
に

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
「
参
考
御
導
管
　
五
扁
を
主
な
史
料
と
し
て
用
い
、
山

崎
本
多
家
の
歴
代
当
主
が
江
戸
城
諸
門
番
、
大
坂
加
番
、
大
番
頭
と
し
て
大
坂
城
在

番
・
二
条
城
在
番
を
勤
め
、
徳
川
幕
府
直
轄
城
の
守
衛
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
、
加

え
て
、
日
光
祭
礼
奉
行
代
、
同
奉
行
を
勤
め
、
東
叡
山
供
奉
、
紅
葉
山
東
照
宮
供
奉

な
ど
に
も
従
い
徳
川
将
軍
家
を
祀
る
儀
礼
挙
行
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認

し
た
。
そ
の
な
か
で
大
番
頭
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
忠
英
、
忠
可
、
忠
鄭
と
い
っ
た

職
務
に
熟
練
し
、
且
つ
有
能
と
幕
府
に
判
断
さ
れ
た
藩
主
に
許
可
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
山
崎
藩
本
多
家
は
、
こ
れ
ら
の
役
職
や
役
務
を
勤
め
た
た
め
、
歴
代
当
主
の
帰
国

は
難
し
か
っ
た
こ
と
も
解
っ
た
。
表
1
か
ら
も
類
推
で
き
る
と
お
り
、
参
勤
交
代
と

い
う
形
で
一
年
お
き
に
在
所
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
歴
代
当
主
は
所
領
相

続
の
際
、
数
年
間
在
国
で
き
な
か
っ
た
際
に
、
幕
府
に
帰
国
を
願
い
出
て
許
可
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
山
崎
藩
本
多
家
は
、
所
領
高
一
万
石
で
は
あ
る
が
城
主
格
（
帝

鑑
問
）
で
あ
り
、
在
所
山
崎
の
藩
邸
は
城
郭
構
で
西
国
か
ら
京
や
大
坂
へ
通
じ
る
交

通
の
要
衝
で
あ
る
と
同
時
に
、
軍
事
的
要
衝
に
位
置
し
、
帰
国
も
幕
府
に
願
い
出
れ

ば
許
可
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
江
戸
定
府
に
近
い
譜
代
大
名
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
「
参
考
御
系
伝
　
五
扁
の
記
載
に
よ
る
と
、
大
坂
加
番
就
任
時
に
は
評
定
所

や
老
中
邸
で
の
誓
詞
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
再
確
認
で
き
た
。
在
国
中
に
大
坂
加

番
に
任
じ
ら
れ
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
誓
詞
を
お
こ
な
う
た
め
に
参
府
し
、
そ
れ
か
ら
大

坂
に
赴
任
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
、
誓
詞
を
終
え
て
い
た
た
め
か
、
大
坂
赴
任
前
に

在
所
で
数
ヶ
月
間
過
ご
し
て
か
ら
着
任
す
る
ケ
ー
ス
も
見
受
け
ら
れ
た
。

　
つ
ぎ
に
、
「
日
記
抜
書
　
本
多
山
崎
藩
知
事
忠
明
」
を
用
い
、
忠
鄭
、
忠
明
父
子
の

幕
府
へ
の
「
願
書
」
を
と
お
し
て
、
長
州
聞
題
が
解
決
し
た
と
は
い
え
な
い
と
い
う

緊
迫
し
た
状
況
で
、
山
崎
藩
本
多
家
は
、
「
西
国
へ
の
間
道
が
交
差
す
る
在
所
山
崎
の

統
治
と
守
衛
を
重
視
し
て
い
る
」
と
説
い
た
。
し
か
し
、
幕
府
は
山
崎
の
軍
事
的
重

要
性
を
認
識
で
き
ず
、
忠
鄭
嫡
男
の
忠
明
に
参
府
を
迫
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
後
、
慶
応
四
年
（
明
治
元
年
）
正
月
、
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
で
慶
喜
、
容
保
、

定
敬
は
大
坂
よ
り
敗
走
し
、
そ
れ
に
老
中
酒
井
忠
惇
（
姫
路
）
ら
も
従
っ
た
。
そ
れ

に
伴
い
姫
路
酒
井
家
に
お
い
て
も
佐
幕
派
が
衰
退
し
、
河
合
屏
山
ら
の
勤
皇
派
が
復

活
す
る
（
9
2
）
。

　
こ
う
し
た
な
か
で
、
忠
霊
は
藩
論
を
「
勤
王
」
と
決
し
、
忠
明
を
京
へ
上
ら
せ
、

弟
の
道
純
や
墨
型
と
連
携
し
朝
廷
に
出
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
3
0
）
。

　
徳
川
幕
閣
と
西
国
の
大
藩
の
領
土
に
隣
接
す
る
山
崎
藩
の
よ
う
な
畿
内
近
国
譜
代

藩
と
の
間
で
は
、
そ
の
情
勢
認
識
や
志
向
に
異
な
り
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

幕
府
が
倒
壊
す
る
一
因
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
欠
本
が
み
ら
れ
る
と
は
い
え
、
山
崎
藩
本
多
家
に
は
譜
代
小
藩
の
「
覚
帳
」
（
藩
政

日
記
）
が
多
数
伝
来
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
外
様
の
大
藩
で
は
よ
く
見
受
け
ら

れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
譜
代
藩
に
お
い
て
は
奇
跡
に
近
い
事
例
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
小
稿
は
山
崎
藩
の
基
礎
研
究
と
し
て
作
成
し
た
。
歴
代
当
主
や

幕
末
期
の
当
主
で
あ
っ
た
忠
言
と
そ
の
家
族
を
と
く
に
重
視
し
て
取
り
上
げ
、
譜
代

小
藩
の
政
治
的
・
軍
事
的
役
割
を
改
め
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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＿註
1（

2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

　
『
山
崎
町
史
』
（
一
九
七
七
年
）
三
〇
九
～
四
四
七
頁
。

　
『
兵
庫
県
史
』
第
4
巻
（
一
九
七
九
年
）
～
二
三
～
二
一
四
、
四
四
〇
～
四

四
二
頁
。

　
宮
本
裕
次
「
大
坂
定
番
制
の
成
立
と
展
開
」
（
『
大
阪
城
天
守
閣
紀
要
』
三
〇
、

二
〇
〇
二
年
）
。

　
『
大
坂
大
番
記
録
（
一
）
　
弘
化
二
年
八
月
～
同
三
年
七
月
　
西
大
番
頭
本

多
忠
鄭
』
（
大
阪
城
天
守
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

　
『
大
坂
定
番
記
録
（
一
）
　
万
延
元
年
一
月
～
十
二
月
　
京
橋
口
定
番
本
多

忠
郷
』
（
二
〇
〇
～
年
）
心

　
『
同
（
二
）
　
文
久
元
年
一
月
～
十
二
月
　
京
橋
口
定
番
本
多
忠
灘
』
（
大
阪

城
天
守
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
。

　
『
同
（
三
）
　
文
久
二
年
一
月
～
十
二
月
　
京
橋
口
定
番
本
多
馬
丁
』
（
大
阪

城
天
守
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
。

　
『
大
坂
定
番
記
録
　
大
坂
加
番
記
録
（
四
）
　
慶
応
二
年
三
月
～
十
二
月

青
屋
臼
加
番
・
京
橋
瞬
定
番
本
多
愚
書
』
（
大
阪
城
天
守
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
。

　
拙
著
『
近
世
京
都
・
大
坂
の
幕
府
支
配
機
構
一
所
司
代
　
城
代
　
定
番
　
町

奉
行
』
（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
第
三
章
、
第
六
章
、
第
七
章
、
第
八
章
。

　
拙
稿
「
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
畿
内
近
国
譜
代
小
藩
の
権
力
構
造
－
播
磨

国
宍
粟
郡
山
崎
藩
本
多
家
の
事
例
一
」
（
『
城
郭
研
究
室
年
報
』
二
三
、
二
〇
一

四
年
）
。

　
藪
田
貫
門
宍
粟
山
崎
天
保
六
年
大
坂
在
番
臼
誌
（
　
）
漏
（
兵
庫
県
立
歴
史
博

物
館
紀
要
『
塵
芥
』
二
八
、
二
〇
一
七
年
）
。

　
藪
田
貫
「
宍
粟
山
崎
藩
初
代
本
多
忠
英
の
水
口
城
勤
番
1
老
中
稲
葉
正
則
の

　
　
本
多
忠
英
宛
書
簡
の
紹
介
」
（
『
揖
保
川
流
域
の
サ
ム
ラ
イ
i
大
名
た
ち
の
実
像

　
　
1
』
た
つ
の
市
立
龍
野
歴
史
文
化
資
料
館
、
二
〇
一
七
年
V
。

（
8
）
　
岩
城
車
二
「
山
崎
藩
本
多
家
の
藩
政
艮
記
に
つ
い
て
」
（
『
揖
保
川
流
域
の
サ

　
　
ム
ラ
イ
ー
大
名
た
ち
の
実
像
i
』
た
つ
の
市
立
龍
野
歴
史
文
化
資
料
館
、
二
〇

　
　
一
七
年
）
。

（
9
）
　
　
「
参
考
御
系
伝
　
五
偏
（
複
写
版
）
（
公
益
財
囲
法
人
山
崎
本
多
藩
記
念
館
蔵

　
　
山
崎
藩
本
多
家
文
書
、
当
館
元
代
表
理
事
横
井
時
成
監
修
、
二
〇
＝
二
年
。
）

　
　
　
原
本
の
書
冊
は
、
本
多
忠
鄭
家
臣
樽
井
九
右
衛
門
筆
。
樽
井
は
軍
学
者
と
し

　
　
て
重
用
さ
れ
て
い
た
。

（
1
0
）
　
公
益
財
団
法
人
山
崎
本
多
藩
記
念
館
蔵
記
念
館
蔵
　
山
崎
藩
本
多
家
文
書
。

（
1
1
）
前
掲
註
（
9
）
。

（
1
2
）
　
前
掲
註
（
7
）
。

（
！
3
）
　
　
『
兵
庫
県
史
』
第
4
巻
（
～
九
七
九
年
）
二
一
四
頁
。

（
1
4
）
　
『
宇
下
一
言
・
修
行
録
』
（
岩
波
書
店
、
　
九
四
二
年
初
版
、
一
九
八
三
年
版
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ん
け
い

　
　
六
七
～
七
一
頁
。
定
信
は
刎
頸
の
交
を
成
し
て
い
た
諸
侯
と
し
て
松
平
紀
伊
守

　
　
信
道
（
丹
波
亀
山
）
、
本
多
弾
正
少
弼
忠
簿
（
陸
奥
泉
）
、
本
多
肥
後
守
忠
可
（
播

　
　
磨
山
崎
）
、
戸
田
采
女
正
氏
教
（
美
濃
大
垣
）
、
松
平
伊
豆
守
信
明
（
三
河
吉
田
）
、

　
　
堀
田
豊
前
守
正
穀
（
近
江
宮
川
）
、
加
納
備
中
守
久
周
（
伊
勢
八
田
）
、
牧
野
備

　
　
前
守
忠
精
（
越
後
長
岡
）
、
牧
野
佐
渡
守
宣
成
（
丹
後
田
辺
）
、
松
平
越
後
守
康

　
　
哉
（
美
作
津
山
）
、
奥
平
大
膳
大
夫
昌
男
（
豊
前
中
津
）
を
あ
げ
る
。
定
信
は
か

　
　
れ
ら
は
聡
明
で
、
参
会
の
際
に
は
相
互
に
馳
走
や
供
応
は
せ
ず
、
人
道
や
政
事

　
　
に
つ
い
て
膝
を
交
え
て
論
議
し
た
と
い
う
。

　
　
　
加
え
て
、
定
信
は
、
松
平
河
内
守
定
奉
（
伊
予
今
治
）
、
有
馬
佐
兵
衛
佐
轡
純

　
　
　
（
越
前
丸
岡
）
、
松
平
大
膳
亮
忠
告
（
摂
津
尼
崎
）
は
才
知
が
格
別
で
は
な
い
が

　
　
友
と
し
た
。
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定
信
は
、
忠
可
の
こ
と
を
、
「
篤
実
」
、
「
他
人
の
よ
い
話
に
涙
も
ろ
く
」
、
「
親

疎
の
別
な
く
よ
く
人
を
導
く
」
な
ど
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　
前
掲
註
（
4
）
。

　
前
掲
註
（
5
）
。

　
松
尾
美
恵
子
「
大
坂
加
番
制
に
つ
い
て
」
（
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
、

一
九
七
五
年
）
、
同
「
公
儀
勤
役
の
選
考
方
法
に
つ
い
て
1
大
坂
加
番
の
場
合
t
」

（『

ｪ
紀
要
』
、
｝
九
七
六
年
）
、
同
「
近
世
末
期
大
坂
加
番
役
の
実
態
」
（
『
同
紀

要
』
、
　
一
九
八
二
年
）
。

　
前
掲
註
（
9
）
。

　
　
「
旧
旗
下
ノ
者
本
領
安
堵
　
戸
田
銑
五
郎
」
（
『
太
政
類
典
草
稿
　
第
一
編

慶
応
三
年
～
明
治
四
年
　
第
百
八
十
四
巻
　
理
財
・
禄
制
九
』
）

請
求
番
号
　
太
草
○
○
～
八
五
｝
○
○
。
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ

ブ
を
利
用
。

　
　
「
万
延
元
年
大
坂
覚
帳
偏
公
益
財
団
法
入
山
崎
本
多
藩
記
念
館
蔵
　
山
崎
藩

本
多
家
文
書
。

　
　
「
安
政
二
年
江
戸
覚
帳
」
公
益
財
囲
法
入
山
崎
本
多
藩
記
念
館
蔵
　
山
崎
藩

本
多
家
文
書
。

　
前
掲
註
（
9
）
。

　
「
本
多
忠
明
　
養
子
願
偏
『
公
文
録
　
明
治
四
年
　
第
百
五
十
八
巻

辛
未
十
一
月
　
東
京
府
伺
華
族
　
』
請
求
番
号
　
公
0
0
六
一
〇
一
〇
〇
。

　
　
「
本
多
忠
明
嫡
子
忠
禎
　
元
服
願
」
『
同
』
。
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
を
利
用
。

　
　
「
文
久
二
年
大
坂
覚
帳
」
公
益
財
囲
法
入
山
崎
本
多
藩
記
念
館
蔵
　
山
崎
藩

本
多
家
文
書
。

　
　
　
　
　
エ

　
前
掲
註
（
2
）
。

30
v

292　82　726
v　　 v　　v　　v

　
前
掲
註
（
9
）
。

前
掲
註
（
4
2
）
。

前
掲
註
（
o
）
。

　
　
　
　
　
1

　
山
崎
隆
三
「
播
磨
の
明
治
維
新
」
（
兵
庫
県
県
政
資
料
室
『
兵
庫
の
し
お
り
』

三
、
二
〇
〇
｝
年
）
。

　
「
明
治
元
年
　
滞
京
中
日
記
　
柴
田
小
幕
扁
公
益
財
団
法
人
山
崎
本
多
藩
記

念
館
蔵
　
山
崎
藩
本
多
立
文
書
。

付
記

　
津
山
松
平
家
家
臣
大
熊
家
に
つ
い
て
は
、
津
山
市
津
山
郷
土
博
物
館
の
梶
村
明
慶

学
芸
員
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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No．1

表1．由崎本多家　歴代当主
1，忠英 　初名政貞　本多政勝三男

　従五位下肥後守　初め肥前守

　室南部大膳大失重信娘
家綱、綱吉、家宣、家継、吉宗に出仕

寛文2年（1662）6月13R

　　4年　　　　4月5臼

　　9年
　　玉1年

延宝元年（1673）

　　6年
　　7年

12月17臼
7．月27日

2月15臼
4月18日
6月　27日

　　　　　　　9月21N
元禄　 2年（1689）正月11日

年
年
年
年
年
年

4
　
7
0
3
6
7

2月21日
7月　lN

2月15日
7月　玉日

2月15日
4月

宝永　3年（｝706）7月2茎痢

　　　6年　　　9月2玉日

7年

1玉三徳　 5年（17三5）　　7月　 隻8　臼

享｛呆 2を｛三（17茎7）

　　　　　　　9月ll　ll

　　　3年　　　6月24ff

養父政信の遺民　1万石相続

　厳島院殿より大和国葛上、忍海、平群、十市、葛下

　高市郡の内　1万石の朱印を拝領
嗣安門番

馬場先門番

竹橋門番

近江水口城勤番

居所郡由城郭内へ帰国

御座之間において

　本多平八郎（忠国）　奥州福島へ転封

　本多出雲守（政利）　播磨明石へ転封

　本多肥後守（政貞・忠英）宍粟へ転封命令
　　　幕府は老中奉書を発給

幕府はi！l崎引き渡しの老中奉書を発給

二番・組大番頭

二條城在番

大坂城在番

二條城在番

大坂城在番

二條城在番　　　4／i4交代

国府

大坂城在番　　　8／17交代

本多山岳守正永邸にて老中列座

　本多忠晴（弾正少弼）、同忠英、岡忠良を招き

　本多忠孝幼年にて死面につき忠良に本家相続を命令

忠英は嫡子忠良の本家相続を喜ぶ

　家元中務大輔（平八郎）家に蜻蛉切の槍等の家宝を
　贈る

　　　　【忠良】

　　　　越後村上5万石相続
　　　　正徳元年6／1　侍従　老中並　三河刈谷入封
　　　　　　2年7／12　下総古河へ転封
一橋門番

一橋門番

吉宗より朱印拝領

江戸にて卒　72歳　浅草赤城由燈明寺葬

2！6



No．2

2．忠方　　　忠英次男

　　　　　　従五位下肥後守

　　　　　　室　増山対馬守正任娘

　　　　　蕾宗に出仕

享保3年（1718）8月18日
：享：保8年　　　 4月17ff
　　　　　　　9月15日
　　9年　　　　2月16瞬
　　H年　　　4月
　　13無三　　　　　　　4月　 13　践

　　　　　　　9月
　　15年

　　　　　　　9月　2日

　　16年　　　5月16日

父忠英の二二を二二

有徳院（吉宗）紅葉山御宮参詣供奉
在所への御暇　IO／1江戸発　玉0／161Ll崎着

山崎発　3／2江戸着　3／15参勤御礼

一橋門番

有徳院U光社参；巣鴨・千駄木周辺経営
日光山御宮参詣

一橋門番

N光祭礼奉行　9／13江戸発　9／17御祭

　　　　　　9／19帰期　　9／23御目見

山崎において発病

山崎にて卒　23歳　大雲寺葬

3．忠興　　　忠英三男　　忠方養子

　　　　　　従五位ぞ肥前守

　　　　　　室　松平能登守乗堅娘

　　　　　吉宗、家重に出仕

：享保16年（1731）　5月　28潤

　　　　　　　7月19日
　　17年　　　ll月28　ff

　　l8年　　　6月13日
　　19年　　　 5月　15臼

元文元年（1736）　6月16潤

　　4年　　　　2月12潤

　　　　　　　4月　2臼

寛保2年（1742）　6月6日
延：享：3年（1746）10月ll日

寛延犬年（1748）　6月14鴇

　　　　　　　9月2臼
　　3年　　　12月24日

御用番酒井畳用邸へ招かれ、本多忠愛同伴

仰せ付けられる

忠方遺領播磨山崎董万石を相続

竹橋門番

初．めて在所への暇　6／23江戸発　7／7山崎着

山崎発　6／1江戸着　6／H参勤御礼

半蔵口門番

一橋門番

損光祭礼奉行代　4／10御暇　4／13江戸発

　　　　　　　4／17そ岬祭　　4／19重：〔厚着

一橋門番

家重より朱印拝領

馬場先門番

H光祭礼奉行代

江戸卒　40歳　深川龍馬山雲光野葬
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4．忠尭　　忠辰長男

　　　　　従五位下大和守
　　　　　室　相良遠江守長在娘
　　　　家重、家治に出仕

寛延　3年　　　ll月26醸
宝1欝…　2年（1752）2，月　 1日

3年

4年

6年

7年

8年

11年

5，月4日

6月12臼

5月15R
6月13日
9月　2臼

6月　7ff

9月2田
9月15N

2月25日

父温血旧領播磨由崎韮万石を相続

家重・漸滅に初繭隅見

一橋門番

在所へ初の御暇　7／4江戸発　7／19由崎着

山崎発　木曽谷経由　6／2江戸着6／11参勤御礼

半面一門番

臼光祭礼奉行代

禽徳院七園忌法会；増上寺警衛

日光祭礼奉行代

若年寄本多長門守忠央

　郡上一揆の責任を問われ有罪

　忠籍（弾正少弼）、忠尭は差庶出を提出

25歳卒　深出雲光院葬

5．忠可　　初名監物　　　生国越前丸岡

　　　　　有馬ff向守孝純三男
　　　　　従Elil一位下月巴後守

　　　　　室　養父忠尭養女熊

　　　　家治、家斉に繊仕

宝1替11年（1761） 4月26臼

12年

13年

5月玉5日

8月1正潤

10月17臼

5，月17日

6月18瞬

6月20H

　　14年　　　　　 6月　18　日

明1和2年（1765）2月　4揖

　　　　　　　4月17霞
　　　　　　　7月　1日

3年

4年

8月　6H

2月　2購

一族松平乗祇と登城

　　　　遺領播磨山崎1万石を根続

唱詠に初御目見
在燐へ初の御暇　8／21江戸発　9／8［」1崎着

忠可より家中への申し渡し

　出費多く簾役も勤め難くなったが、借米の内

　半分を差し戻すので文武忠孝に励むよう指示

　自らも倹約に務める

山崎発　6／3江戸着　6／15参勤御礼

竹橋門番

有徳院十三回忌法会

　凌明院（家治）東叡由参詣供奉

一橋門番

此秋大坂加番拝命　一橋門番御免

東照宮150年祭；凌明院紅葉講参謡供奉
大坂への御暇　7／正8江戸発　8／1大坂着

8／6　雁木坂交代（松平安房）・受取

雁木坂交代（森用紀伊守俊孝）・引渡

8／18江戸着　9／1大坂加番帰参御礼

一橋門番
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明和5年

6年

7年

8年

9年

正月　19購

9月　　2fi

2月　5臼
3月　15日

7月置27ff

8月　6日

6月20日
6月14潤

安永3年（1774）6月13瞬

　　7年　　　 6月13日
天明元年（｝781）　4月18ff

　　2年　　　　2月2日

3年

年
年

4
．
7

7月頃lH

8月13H
8月　8日

10月18日

6月23N
3月io醸
4，月　2ff

7月　lN

寛政元年（1789）10月至O臼

寛政3年 2月15日

6年　　開11月晦H
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東照神150年御祭大赦
　先年美作配流中の本多忠央赦免

　　忠簿、草地へも仰せ渡される

　　山崎より御礼の呈札発信

日光祭礼奉行　9713江戸発　9／17御祭奉行

　　　　　　　9／19江戸湾　9／20御園見

此秋より大坂加番拝命

播磨より直に大坂赴任の御暇

山崎発　7／29大坂着

8／6雁木坂交代（柳沢判型）・受取

雁木坂交代（建部政賢）・引渡

8／8江戸着　9／1大坂加番帰参御礼

有徳院21回忌法会；凌明院東叡山参詣供奉

竹橋門番

竹橋門番

国安門番

竹橋門番

御用番久世廣明邸にて

此秋より大坂触番拝命

　忠可　於山碕　老中奉書披見
4／5　［！．1　1【1奇発　　　4／2至　？工戸着

大坂への御暇　7／18江戸発　8／8大坂野

外木坂交代（建綿政賢）・受取

雁木坂交代（内聞和泉守正純）・引渡

8／21江戸着　9／1大坂加番帰参御礼

本家においては、忠良の代より藩祖忠勝を

野生大明神と号し祀っている

　そこで、山崎に祉を造営し、毎年10月18臼に
　祭礼を執行し、武術調練を挙行することになる

閏安門番

馬場先門番

日光祭礼奉行　馬場先門番御免
4／13江戸多遷i　　4／17イ卸祭奉そ『i　　4／19？■戸着

4／20将軍家服喪につき御目見なし

　　老中列座のもと松平康福串渡

　　於　芙蓉間

大坂在番御暇　8／11大坂着

寛政元年1／8交代　9／1帰府

松平越中守定信

本家中務大輔忠顕の宿老服部平兵衛を呼び

松平家用人水野理兵衛より本多家親族によ

る話し合い等での結束を求める

本件は忠顕、忠簿、忠可に伝えられる

二條在番御暇　木曽路経由　4／17京都着

同4年4／17交代　5／1帰府御礼

54中卒　龍眼山雲光院葬
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6．忠居　　忠可二男

　　　　　従五位下大和守
　　　　　室　松平能登守乗蔽娘　離別

　　　　　　　堀丹波守直教養女
　　　　家斉に出仕

寛政7年

8年

10年

ll年

12年

正月22ff

6月13日
5月15臼

6月14H
2月4H

7月　1日

8月6日
8月　6H

6月14臼
享和2年（1802）6月21瞬

　　　　　　　9，月　8日

文化元年（1804）　6月21揖

文化2年

年
年3
4

5年

6年

7年

9年

8月16N
8月　6R

6．月24日

正月　11q

2月　7N
4月　17日

7月　璽臼

8月　9B

8月　9N

4月　2日

6月23日
6月14ff

文政：2年（1819）2月14臼

遺領播磨山崎玉万石を相続
在所へ初の御暇　6／22江戸発　7／7山崎着

山崎発　木目路経曲　6／2江戸着

馬場先門番

御用番松平信明邸にて

　孟秋大坂加番拝命

　参府命令の老中奉書山崎において披見
　4／5山崎癸　5／5江戸着

大坂への御暇　7／茎8江戸発　8／茎大坂着

雁木坂交代（出比丘一）・受取

雁木坂交代（永井信濃守直方）・引渡

8／18江戸着　9／1大坂加番帰参御礼

馬場先門番

割安門番

証明院殿十七回忌法会

　濡鼠院殿（家斉）東叡山参詣供奉

此秋より大坂加番拝命

7／1大坂への御暇　7／18江戸発足　8／11大坂着

雁木坂交代（京極加賀守高有）・受取

雁木坂交代（永井信濃守直方）・引渡

8／18江戸着　閏8／1大坂加番帰参御礼

一橋門番

在所居回消失

　御用番青山忠直に届　一橋門番御免

此秋より大坂加番拝命

慎徳三殿（家慶）紅葉山御宮参詣供奉

大坂への御暇

7／18江戸発足　8／4大坂着

雁木坂交代（内藤政環）・受取

雁木坂交代（新庄：越前等直：侯）・引渡

8／24江戸着　9／玉大坂加番帰参御礼

日光祭礼奉行代

田安門番

馬場先門番

老年ではないが、病弱で勤仕しがたいので
隠居を願う

下総圏本所にて卒49歳　深川龍徳山雲光院葬
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7．忠敬　　忠居長男

　　　　　従五位下肥後守
　　　　　室　本多申務大輔忠顕娘
　　　　家斉に出仕

文化9年（1812）10月18霞

　　10年　　　　4月23【ヨ

　　　　　　　6月　15N
　　ll年　　　　5月9N
　　　　　　　6月　4β
　　　　　　　9月　2羅

茎2年 4月　韮7日

　　14年　　　4月17臼
文政元年（1818）　6月4R
　　　3二三　　　　　　6月　24　臼

　　　4年　　　2月2日

5年
8月4N
8月4R

　　7年　　　　6月14日
　　9年　　　　6月14日
　　ll勾三　　　　 6．月14　El

　　l2年　　　 3月21日
天保4年（1833）　4月2β

　　5年　　　10月23β

　　　　　　　　24　R
嘉永3年（1850）5月晦日

父隠居により播磨山崎韮万石を相続

半蔵口門番

在所への御暇　8／1江戸発　8／15山崎着

山崎発　木曽路経由　5／25江戸着

半蔵口門番

E］光祭礼奉行　半蔵口門番御免
9／韮3　江戸発　　　9／17祭宇し奉そ了

9／19江戸着　9／20御潤見

東照神200年御祭執行

　文明単帯紅葉山御宮参詣供奉

文墨院殿紅葉山御宮参詣供奉

竹橋門番

閏安門番

此秋より大坂加番拝命・田安門番御免
7／1大坂への御暇御礼

7／17江戸発　7／29大坂着

青屋口加番交代（本多伊予守忠升）・受取

青屋口加番交代（水野日向守忠愛）・引渡

8／16江戸着　9／15加番帰参御礼

半蔵同門番

田安門番

閏安門番

邸類焼　田安門番御免
騰勢門番

忠敬は老年ではないが、勤仕しがたい

　弟準準に家督を譲る旨の願書を差し出す

　本多弾正少弼忠知（河内守）をとおして

　御用番松平康任に提出

早知は忠郷とともに登城、家督許可

下総本所卒　58歳

8．忠鄭　　忠居四男　　兄忠敬養子

　　　　　従五位下肥後守　初め肥前守　又大和守

　　　　　室　五嶋左衛門尉盛成妹
　　　　家　斉　、　　　家　慶　姦こ二　M：1イ1士：

天保5年
　　6年

10月27日

2月2H
播磨国山崎1万石を賜う

此秋より大坂加番拝命　4／8在所への御暇

　播磨より直に大坂赴任が許可される
　1輩】　7／26　1上i直奇発　　　8／1　ソく坂着

　8／6雁木坂交代（稲葉兵部少輔正巳）・受取
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天保7年（圭836） 8月　8葭 雁木坂交代（小笠原信濃守長武）

8／28江戸着　9／肇5大坂加番帰参御礼

9年 6月欝日 猿江材木蔵火の番

10年 3月　5潤 慎徳院殿（融点）より朱印拝領

4月　2日 潤光祭礼奉行火の番御免
4／13索工戸多§　　4／17そ卸箋ミ呼出テ

4／19雲工戸着　　　4／20そ卸罵　見

12年 3月　25日 一橋門番

14年 2月　2葭 田面門番

14年 5月15B 老中奉書到来

5／16出仕　大番頭六番組拝命　田尻門番御免

5／18二面の間にて組中引き渡し

5／29御用番水野越前守患邦邸において誓詞

弘化元年G844） 11，月　2日 本丸造営上納金仰せ付けられる

2年 7月　1潤 大坂在番：の御暇　7／28江戸発　8／13大坂着

嘉永元年（1848） 2月15β 二面在番の御暇　4／9京都着　4／12交代

2年 4月至2日 交代　5／藁帰府の御礼申上

4年 7月　1日 大坂在番の御暇　8／9大坂着

5年 8月　15日 交代　9／15千守の御礼二上

安政元年G854） 2月15鶏 二子在番の御暇　4／9京都着　4／12交代

4月　6臼 内裏炎上

今上天皇が今出川通北の御門桂宮邸へ移る

禁裏附大久保大隅守邸へ衣冠にて使者

2年 3月　6B 毒素家より朱印挿領

忠輝在番中のため丹羽長門守氏中が名代を務める
4／12交代　5ノ董5帰府御礼申上

4月27匿 吹上馬揃上覧

安政4年（1857）閏　5，月 1β 京橋口定番に任命

文久3年（1863） 5月　8日 同職を解かれ

第一次長州秘三伐出陣命令

慶応2年G866） 3月　25臼 鳥屋q加番誓詞
3／21山崎発　3／24大坂着

4月　4日 青崖口加番交代（牧野伊勢守忠泰）・受取

5月　26臼 大坂城本丸において京橋口定番に仰せ付けられる

3年 5月 京橋口定番職停止

職を解かれる

ll月 在所に帰国

備考1　　　　　　　　　　　より上記の記述は、f参考晶系伝　五」（山崎本多家文書）

　　　を参照。

　　2　　　　　　　　　　　より下記の記述は、「同」書冊には記録がないため、

　　　拙著『近世京都・大坂の幕府支配機構護（清文堂、2014年）第7章、第8章に拠る。
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表2忠螂の子女

　　　　　　　　　　　　　卒　1歳

2．忠明　　　母は妾

　　　蒔田嫡男　感鄭の所領を相続　最後の藩主
　　　ずみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しげ　　　　　　　はるずみ

3．道純　　　母は妾　初名忠興　室は温純の娘

　　　　　　　有馬日向守門純養子　越前丸岡5万石を相続

　　　　　　　　将軍家茂のもとで若年寄ついで老中に昇進
　　　かど
4。忠廉　　　母は妾　銑五郎

　　　　　　　　戸田家養子　美濃圏の内5000石を相続

5．鋒七郎　　母は妾　のち忠肇

　　　　　　　　本家本多忠民養子　閾崎本多家5万石を相続予定のところ

　　　　　　　　　　　　　　　　　慶応元年死去

6．鐵之丞　　母は五嶋網子妹
　　　弓ムイヒ2年2月251ヨ　 彗惹　2歳

7．鏡　　　　母は妾

　　　　　松平越前守慶永家士大熊伊豆守保徳妻
　　しよう

8．釧八郎　　母は妾
　　　　　大和高取植村駿河守家保養子　所領高2万5000石を根続　家壺と改名

9．栄九郎　　母は五嶋盛成妹　幼少死
玉0．鈴　　　　　母は五嶋盛成妹

　　　　　安政の大地震で上屋敷御殿が倒壊し圧死

lL忠興　　　　母は五嶋開成妹　重十郎

　　　　　本多能登守家（弾正少弼）を相続予定であったが、重臣武闇家を相続

　　　　　明治4年11月、忠明に男子がいなかったので、その養子となり山崎本多家
　　　　　を相続

12．勝（勉ヵ）　母は五嶋盛成町

　　　　　飾磨の商家に嫁ぐ

】．寅次郎　　母は妾

　　文政13年6月21日

備考1．f参考御系伝　五」（山崎藩本多家文書）を主に用い、　f大坂覚帳」（藩政ff記・山崎藩本多

　　　家文書）や田道公文書館デジタルアーカイブの記載をもとに書き加えた。

　　2．表には掲出しなかったが、f文久二年大坂覚帳まによると、文久2年5月、大坂において数

　　え年6歳で他界した娘鉱がいた。

　　3．銑五部については、「旧旗下ノ者本領安堵」『太政類典草稿第一編　慶応三年～明治四年

　　　第百八十1！U巻　理財・禄三九』　請求番号　太草OO　185100　を参照。

　　4．劃八郎については、「植村家保　本多忠鄭ノ子釧八郎ヲ養ヒテ嗣ト為サンコトヲ幕府二請

　　　フ、是ff幕府之ヲ許ス」『太政類典　第一編　慶応三年～明治四年：　第八十七巻　混法継綱

　　第二』　請求番号　太OOI87100　を参照。

　　5．忠禎については、「本多忠明養子願葺、「本多忠明嫡子忠禎元服願」『公文禄　明治四年

　　　第百五十八巻　辛未十一月　東京二日町族』　請求番号　公00610100　を参照。

　　6，華族に列した本多忠禎も病弱であったので宗族本多忠貫、親族有馬道純の立ち合いのもと、

　　　明治十二年十一月弟貞吉を養子とし相続させた。「華族本多忠禎隠居　弟貞吉へ家督被檸付

　　　ノ件」『公文禄　明治十二年　第画五十二巻　明治十二年一月～十二月』

　　請求番暦　公025861eoを参照。
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刻
に
際
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
原
史
料
に
従
っ
た
が
、
文
字
を
読
み
や
す
く

　
す
る
た
め
、
多
く
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
。

一
　
適
宜
読
点
、
並
列
点
を
施
し
た
。

一
　
接
続
詞
や
助
詞
な
ど
の
う
ち
、
左
の
文
字
は
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
し
、
文
字
を
小

　
さ
く
し
た
。

　
　
者
（
は
）
、
江
（
へ
）
、
而
（
て
）
、
ト
、
二
、
井
、
而
已
な
ど

　
　
た
だ
し
、
「
二
」
に
つ
い
て
は
、
片
仮
名
文
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、

　
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

一
　
原
文
中
の
誤
字
、
脱
字
な
ど
に
つ
い
て
は
、
正
し
い
と
思
わ
れ
る
文
字
を
、

　
（
　
）
を
右
傍
に
付
し
そ
の
中
に
記
す
か
、
（
マ
マ
）
と
注
記
し
た
。

一
　
虫
損
、
破
損
、
未
解
読
の
文
字
つ
い
て
は
、
（
　
　
）
を
右
傍
に
付
し
、
そ
の

中
に
疑
念
が
残
る
と
は
い
え
推
測
で
き
る
場
合
に
は
そ
の
文
字
を
記
し
、
併
せ
て

「
カ
」
と
い
う
文
字
も
記
入
し
た
。

　
　
な
お
、
解
読
が
で
き
な
か
っ
た
文
字
数
が
確
定
し
う
る
場
合
は
□
と
し
、
未
確

　
定
の
場
合
は
［
　
　
U
と
し
た
。

一
　
繰
り
返
し
符
号
（
踊
り
字
）
に
つ
い
て
は
、
漢
字
は
「
々
」
、
平
仮
名
は
＝
」
、

　
片
仮
名
は
門
こ
を
用
い
た
。

一
　
本
文
書
で
は
、
文
字
が
記
さ
れ
た
「
貼
紙
」
は
あ
る
が
、
「
付
紙
」
・
「
附
紙
」

は
み
ら
れ
な
い
。
後
者
は
、
本
文
書
が
「
写
し
」
で
あ
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
記
入

さ
れ
て
い
る
。

「

（
表
紙
）

臼
記
抜
書

日
記
抜
書

本
多
山
崎
藩
知
事
忠
明

本
多
山
崎
藩
知
事
忠
明

」

　
　
ロ
　
　
レ
ハ
エ
　

文
久
二
年
壬
戌
年

○
諸
家
御
嫡
子
之
分
ハ
参
府
在
国
在
邑
ト
モ
勝
手
次
第
之
布
令
ア
ル
ニ
ヨ
リ
、
在
坂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　

　
父
忠
鄭
左
之
願
書
認
メ
江
戸
閣
老
水
野
和
泉
守
邸
へ
十
月
二
十
五
日
サ
シ
出
ス

　
　
　
私
儀
天
保
十
四
年
夘
年
大
御
番
頭
被
仰
付
、
安
政
四
年
巳
年
御
定
番
被
仰
付

　
　
　
當
戌
年
這
二
十
ヶ
年
在
所
へ
罷
越
不
申
候
処
、
此
度
被
三
三
候
趣
モ
御
座
候

　
　
　
間
、
嫡
子
肥
前
守
儀
在
所
へ
差
遣
家
政
向
取
締
云
為
心
得
差
置
申
度
奉
三
田

　
　
　
間
、
御
序
之
節
御
暇
被
下
回
忌
様
仕
度
此
段
奉
三
宮
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
が
レ

　
　
　
　
　
十
月
十
七
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
肥
後
守

　
父
忠
鄭
願
之
通
、
十
月
朔
日
忠
明
在
所
ノ
暇
出
タ
リ
、
因
テ
同
月
晦
臼
江
戸
発
途
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播
州
山
崎
へ
帰
邑
ス

　
　
リ
　
ム
レ
ハ
し
ハ
　

慶
応
二
丙
寅
年

○
在
國
在
邑
嫡
子
分
掴
満
面
ク
江
戸
住
居
タ
ル
ヘ
キ
布
令
ア
リ
、
因
テ
忠
明
ニ
モ
発

　
途
ナ
ス
ヘ
キ
処
領
地
守
衛
向
歯
置
キ
難
キ
事
ア
ル
馬
齢
リ
、
在
坂
父
忠
鄭
下
之
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
が
　

　
書
海
蛇
、
家
来
之
者
二
持
タ
セ
上
京
、
同
地
滞
在
閣
老
板
倉
伊
賀
都
響
邸
へ
十
二

　
月
廿
擢
サ
シ
出
ス

　
　
　
　
　
パ
ゆ
ゆ
レ

　
　
　
嫡
子
肥
前
秘
儀
、
是
二
巴
モ
出
府
為
仕
御
用
辺
為
相
勤
山
霊
筈
二
御
座
候
之

　
　
　
処
、
一
昨
年
長
防
御
征
討
二
付
私
儀
防
州
陸
路
応
援
被
益
付
武
門
之
面
目
難

　
　
　
拝
芝
存
候
、
即
乍
少
人
数
出
張
滞
藝
仕
事
二
付
而
者
、
元
来
小
身
窮
乏
之
儀

　
　
　
内
実
領
内
モ
疲
弊
二
立
到
リ
甚
心
痛
仕
候
折
柄
、
於
江
戸
表
屋
敷
替
被
仰
付

強
仕
出
府
為
仕
御
近
地
通
行
之
醐
、
乍
恐
天
機
為
奉
伺
、
尚
又
公
方
様
御
上

洛
中
ニ
モ
被
為
在
候
御
儀
、
御
…
機
嫌
モ
為
奉
伺
度
其
趣
相
願
候
処
、
　
一
々
御

聞
済
被
成
下
難
有
仕
合
奉
存
候
、
依
而
出
立
モ
可
仕
筈
之
処
、
此
比
作
州
辺

百
姓
蜂
起
仕
、
其
形
勢
余
程
甚
敷
趣
二
相
聞
、
右
ハ
私
領
地
ト
ハ
隣
境
之
六

二
御
座
候
、
何
分
前
条
申
上
宝
通
、
元
来
少
人
数
之
上
、
大
坂
・
江
戸
両
所

二
分
労
苦
候
而
者
在
所
表
二
鯨
残
聴
人
数
五
二
無
御
座
、
唯
々
老
人
婦
女
子

而
巴
罷
成
、
浮
流
人
横
行
等
緩
急
之
節
ハ
勿
論
、
自
他
異
変
男
節
如
何
共
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
カ
　

計
相
立
不
申
、
且
物
価
騰
貴
領
民
撫
蟹
田
行
三
豊
、
離
離
心
痛
仕
候
折
柄
、

領
民
ヨ
リ
モ
其
辺
無
心
本
籍
候
趣
彼
是
哀
訴
申
出
候
、
其
情
工
何
共
難
聞
捨

進
退
苦
慮
仕
居
候
、
公
等
之
前
後
熟
考
仕
候
弼
者
、
急
速
発
途
モ
仕
兼
候
間

仰
願
ハ
、
長
防
之
御
事
件
御
処
置
振
モ
御
強
着
工
成
候
遁
、
嫡
子
肥
前
守
出

府
延
引
被
仰
付
在
所
表
二
差
置
、
乍
不
及
武
事
琢
磨
モ
為
仕
度
、
且
緩
急
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
シ
　

　
候
後
、
普
請
モ
成
就
難
仕
候
二
付
、
　
□
以
出
府
延
引
罷
成
奉
恐
入
門
、
然

　
ル
ニ
昨
年
又
々
御
暇
征
御
再
挙
晶
帯
模
様
モ
奉
伺
、
殊
二
其
比
之
御
形
勢
長

　
防
二
國
賊
鷹
上
京
モ
可
仕
杯
ト
風
聞
モ
傳
承
仕
、
元
ヨ
リ
右
様
之
儀
者
曾
而

　
無
御
座
儀
ト
奉
存
既
得
共
、
何
分
私
共
領
地
ハ
山
陽
道
、
丹
波
路
間
道
中
間

　
二
相
當
リ
、
直
之
間
道
ト
申
者
私
領
地
細
御
座
候
得
者
、
小
藩
要
路
二
相
當

候
儀
浮
説
等
承
候
弼
も
実
二
心
痛
不
少
、
尤
私
儀
撒
播
御
城
御
定
番
被
仰
付

難
有
相
勤
罷
在
候
儀
二
付
、
在
所
表
肥
前
守
へ
者
領
界
之
守
衛
向
精
々
厳
重

二
仕
、
構
モ
仕
置
可
申
旨
申
遣
候
次
第
二
御
座
候
、
然
ル
処
此
程
止
戦
御
休

兵
被
仰
出
候
趣
承
知
仕
、
最
早
追
々
御
鎮
静
御
治
平
之
期
ト
奉
恐
察
候
得
共
、

　
全
以
御
落
着
之
趣
ニ
モ
不
奉
伺
、
乍
去
此
上
出
府
延
引
仕
候
弼
ハ
重
々
恐
入

　
候
次
第
、
且
者
江
戸
表
普
請
モ
過
半
出
来
之
、
此
二
申
越
候
二
付
、
此
比
勉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
リ
こ

　
　
　
節
点
モ
他
邦
へ
罷
出
而
者
、
小
藩
之
儀
不
足
数
附
説
御
座
重
罰
共
、
自
領
中

　
　
　
ニ
モ
御
座
候
鳥
、
如
何
共
周
旋
尽
力
仕
置
奉
濡
濡
閥
、
肥
前
守
儀
者
在
所
表

　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ
　

（
付
紙
）
二
譜
第
一
領
撫
憧
且
守
衛
等
為
仕
置
、
私
儀
畦
道
御
役
儀
精
勤
相
二
度
奉

　
　
　
　
　
　
　
マ
ご

　
　
　
誠
恐
、
　
誠
憧
荒
鳥

　
　
　
　
　
　
十
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
肥
後
守

得
懇

左
ノ

附
紙
ヲ

以
指
図

相

成
タ

リ
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書
面
之
趣
者
難
相
整
儀
二
者
候
得
共
申
立
之
趣
、
無
余
儀
筋
ニ
モ

相
聞
候
間
、
作
州
辺
百
姓
蜂
起
及
鎮
静
候
道
、
當
分
之
内
肥
前
守

儀
出
府
御
猶
豫
被
成
下
候

十
二
月
廿
八
日

本
多
肥
前
守

忠
明

226

前
件
聞
届
ニ
ツ
キ
忠
明
在
所
山
崎
二
在
リ

ハ
リ
ム
た
　
　

明
治
元
戊
辰
年

○
主
上
東
京
ヨ
リ
御
帰
埜
ノ
旨
、
忠
鄭
拝
承
、
随
即
上
京
　
　
天
機
伺
奉
ル
ヘ
キ
処

　
病
癖
荏
再
心
二
任
セ
サ
ル
ニ
ヨ
リ
、
忠
明
名
代
ト
シ
テ
十
二
月
廿
四
目
発
途
ス
、

　
因
テ
京
師
詰
家
来
ノ
者
左
ノ
御
届
書
ヲ
サ
シ
出
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
カ
　

　
　
　
肥
後
守
儀
今
春
為
伺
　
　
天
機
上
京
垂
下
劒
旧
来
之
□
病
付
重
ク
、
急
速

　
　
　
快
方
ニ
モ
至
兼
候
二
付
為
療
養
奉
願
帰
邑
仕
候
、
然
ル
ニ
頃
日

弁
事
御
中

左
ノ
御
附
紙
ヲ
以
テ
御
差
図
コ
レ
ア
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
（
付
紙
）

来
ル
廿
九
日
参
　
朝
筆
致
事

○
同
月
廿
九
日
参
朝
　
天
機
伺
奉
り
畢
テ
相
擁
ヒ
　
御
所
御
亀
相
勤
ム

御
帰
賛
之
趣
承
知
仕
候
得
共
、
今
以
同
様
罷
在
候
二
付
伜
肥
前
守
差
出
シ
図

取
敢
為
奉
伺
　
　
天
機
度
偏
心
韓
衣
、
去
ル
廿
四
日
在
所
発
足
途
中
滞
モ
無

御
座
候
得
者
、
明
廿
八
賃
著
京
可
三
段
申
越
候
、
此
段
御
届
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
肥
後
守
家
来

　
　
　
十
二
月
忌
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樽
井
人
九
郎

　
　
　
　
　
　
弁
事
御
役
所

○
同
月
十
八
日
著
京
左
之
伺
書
サ
シ
出
ス

　
　
　
今
般
　
　
御
帰
賛
之
趣
承
知
仕
、
去
ル
廿
四
日
在
所
発
足
途
中
、
無
滞
今
廿

（
付
紙
）
人
日
京
着
仕
候
、
就
右
乍
恐
奉
伺
　
　
　
天
機
度
雌
羊
候
、
買
繋
執
奏
御
差

］
図
嚢
願
上
候
以
上

同
二
四
豊
年

○
正
月
二
日
参
朝
慶
賀
　
　
龍
顔
ヲ
拝
シ
奉
り
御
祝
酒
、
御
菓
子
ヲ
賜
フ

○
同
月
三
日
参
朝
、
御
料
理
経
御
末
廉
ヲ
賜
フ

○
岡
月
七
日
白
馬
節
会
参
朝
拝
見
ス

○
同
月
十
九
日
舞
　
御
覧
二
附
参
朝
、
御
廻
廊
二
於
テ
拝
見
ス
、
干
肉
弄
御
祝
酒
ヲ

賜
フ

○
同
月
二
十
艮
左
ノ
願
書
認
サ
シ
出
ス

　
　
　
旧
臓
　
　
御
帰
輩
之
趣
承
知
仕
、
父
肥
後
守
病
気
二
審
名
代
男
私
儀
早
速
上

　
　
京
町
候
処
、
奉
伺
　
　
天
機
且
順
番
等
モ
被
　
　
仰
付
難
有
仕
合
奉
存
候
、

　
　
実
者
去
春
以
来
干
父
騒
擾
之
際
、
出
兵
等
モ
奉
願
　
朝
恩
之
万
一
ヲ
モ
奉
報

　
　
度
存
念
二
御
座
候
得
共
、
何
分
小
身
微
力
如
何
共
不
任
心
慮
遺
憾
奉
存
候
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
　

　
　
追
々
以
北
御
幣
定
二
付
尚
又
今
般
　
　
御
再
幸
被
外
在
大
小
候
伯
其
他
這

　
　
東
京
へ
被
為
　
召
、
輿
論
公
儀
ヲ
以
　
　
御
国
是
可
被
建
候
二
付
四
月
中
旬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ご

（
付
紙
v
ヲ
限
り
東
京
へ
参
着
可
仕
旨
奉
畏
候
、
就
者
何
レ
ニ
東
下
仕
候
儀
二
者
御
座

］
候
志
野
何
卒
右
御
再
幸
之
節
供
奉
前
後
之
内
へ
御
漏
へ
被
成
下
乍

　
　
　
聯
小
藩
相
磨
之
人
数
相
卒
シ
御
供
仕
候
様
被
　
　
仰
重
度
只
管
奉
懇
願
候
、

　
　
　
甚
以
不
分
之
儀
御
座
候
得
共
、
前
條
宿
志
之
端
ヲ
モ
償
度
乍
恐
尺
寸
之
微
志

　
　
　
御
憐
察
被
成
下
、
願
之
通
被
呼
付
被
曝
候
得
者
、
重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、

　
　
　
以
上

正
月
二
十
濤

弁
事
御
中

左
之
御
附
紙
ヲ
以
御
下
二
相
成
タ
リ

　
　
　
　
（
付
紙
）

本
多
肥
前
守

　
　
　
忠
明

追
而
何
分
之
　
御
沙
汰
可
有
之
奇
事

○
岡
月
廿
五
日
　
御
誓
約
　
仰
付
ラ
ル
ル
ニ
ヨ
リ
参
朝
ス

○
同
月
廿
八
日
弁
事
御
役
所
へ
家
来
ノ
者
御
呼
出
シ
、
左
之
御
書
附
御
渡
相
成
タ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
肥
前
守

　
　
　
今
般
致
上
京
候
段
　
　
御
満
足
被
　
　
思
召
候
、
然
ル
処
列
藩
来
ル
四
月
中

　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
む
　

　
　
　
旬
限
東
京
□
罷
下
候
様
被
　
　
仰
出
候
二
三
、
速
二
御
暇
ヲ
可
賜
之
処
御

　
　
　
模
様
有
之
、
乍
大
儀
策
京
　
　
御
出
螢
這
滞
京
可
致
旨
、
被
　
　
仰
出
候
事

　
　
　
　
　
　
正
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
政
嘗

○
同
月
三
十
臼
御
呼
出
シ
ニ
ツ
キ
忠
朝
参
朝
ス
、
然
ル
ニ
千
種
中
将
殿
ヲ
以
、
左
ノ

　
御
書
附
御
渡
二
相
成
タ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
肥
前
守

　
　
　
父
肥
前
守
病
気
二
付
、
隠
居
篤
農
通
箪
食
、
家
督
無
相
違
其
方
へ
被
下
警
士
、

　
　
　
被
　
　
仰
出
陣
糾

明
治
二
年
率
黒
月
常
闇
論

難
有
旨
御
受
申
上
、
帰
途
千
種
殿
ヲ
始
諸
御
邸
へ
出
頭
御
礼
申
上
タ
リ

○
同
月
同
日
非
蔵
人
ロ
へ
家
来
ノ
者
御
呼
出
シ
、
左
之
御
書
付
御
渡
二
相
成
タ
リ

　
　
　
其
方
共
東
京
へ
　
　
御
出
輩
這
滞
京
被
　
　
仰
付
三
二
付
、
御
番
被
免
候
旨

御
沙
汰
候
事

但
五
霞
三
度
為
　
　
天
機
伺
参

　
　
　
正
月

朝
有
之
事

〇
二
月
十
七
日
左
ノ
願
書
認
メ
サ
シ
出
ス

　
　
　
大
政
御
一
新
二
付
、
土
地
、
人
民
奉
還
候
儀
、
四
藩
始
藩
々
ヨ
リ
建
言
之
趣
、

　
　
　
至
正
至
當
ト
奉
存
候
、
就
テ
ハ
私
モ
同
様
版
籍
返
上
仕
、
右
脚
一
轍
之

　
　
　
天
裁
奉
仰
願
候
、
此
段
宜
　
　
御
執
奏
可
被
成
下
候
、
以
上

　
　
　
　
　
二
月
十
七
隅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
肥
前
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
明

　
　
　
　
　
　
　
　
弁
事
御
中

○
同
月
廿
二
譲
非
蔵
人
ロ
へ
詰
合
、
重
臣
ノ
者
御
呼
出
シ
、
左
之
御
書
付
御
渡
シ
相
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成
タ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
肥
前
守

　
　
今
度
土
地
、
人
民
、
版
籍
奉
還
可
致
之
旨
、
及
建
言
候
条
全
ク
忠
誠
之
志
深

　
　
ク
　
　
叡
感
被
　
　
思
食
候
、
尚
東
京
　
　
御
再
幸
之
上
会
議
ヲ
経
、
公
論

　
　
ヲ
被
門
端
、
何
分
之
　
　
御
沙
汰
可
為
被
在
候
得
共
、
版
籍
之
儀
者
一
懸
取

　
　
調
可
差
出
旨
、
被
　
　
仰
出
候
事

　
　
　
　
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
政
官

0
同
月
廿
四
ヨ
軍
務
御
役
所
へ
家
来
ノ
者
御
呼
出
シ
、
左
ノ
御
書
付
御
渡
相
成
タ
リ

　
　
　
先
般
徴
兵
御
取
立
相
成
候
処
、
即
今
東
北
平
定
二
付
更
二
兵
制
御
定
之
御
詮

　
　
　
議
振
モ
被
為
在
候
、
一
ト
先
帰
休
候
様
被
　
　
仰
出
候
事

　
　
　
　
　
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
政
官

（
付
紙
）
候
二
付
、
則
滞
京
仕
居
候
、
然
ル
ニ
此
度
弥

］
留
守
之
廃
何
相
心
得
可
申
韓
何
卒
何
分
之

　
　
　
以
上

　
　
　
　
　
　
三
月
八
霞

　
　
　
　
　
　
　
　
弁
事
御
中

左
之
御
附
紙
、
以
テ
御
沙
汰
二
相
成
タ
リ

　
　
　
　
（
付
紙
）

　
　
　
　
久
々
滞
京
二
付
、
　
旦
帰
邑
之
上
、

御
発
螢
相
成
候
上
者
、
御

　
御
沙
汰
宜
奉
願
上
候
、

本
多
肥
前
守

　
　
　
　
忠
明

○
前
件
御
暇
ハ
出
語
レ
ト
モ
西
京
ヨ
リ
直
二
東
下
之
心
得
ナ
レ
ハ
滞
在
シ
、

　
四
日
左
之
伺
書
認
メ
サ
シ
出
ス

同
月
廿
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右
之
通
被
　
　
仰
出
候
間
相
達
候
事

　
　
　
　
　
二
月

○
同
月
廿
七
日
徴
兵
三
人
帰
休
ス

　
　
　
但
軍
服
且
御
金
ヲ
賜
ル

軍
務
官

〇
三
月
七
日
　
　
御
発
螢
二
付
参
朝
、
九
條
殿
門
前
二
於
テ
　
　
御
見
立
申
上
奉
ル
、

　
因
テ
同
人
欝
左
ノ
書
付
認
メ
サ
シ
出
ス

　
　
　
旧
冬
ヨ
リ
滞
京
仕
、
今
春
　
　
御
再
幸
供
奉
之
儀
、
書
取
ヲ
以
奉
願
置
候
処
、

　
　
　
願
面
へ
御
附
紙
ニ
テ
追
而
何
分
之
　
　
御
沙
汰
有
之
候
旨
　
　
仰
出
サ
レ
、

　
　
　
其
後
、
御
書
ヲ
以
御
模
様
有
之
　
　
御
出
賛
遺
滞
京
可
仕
旨
被
　
　
仰
出

（
付
紙
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
儀

］
斉
朔
日
御
當
地
輩
東
下
仕
候
隻
来
ル
廿
七
日
為
書

　
　
　
天
機
参
　
　
朝
仕
度
候
、
此
段
奉
伺
候
、
以
上

　
　
　
　
　
三
月
廿
四
濤
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
肥
前
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
明

　
　
　
　
　
　
　
　
弁
韓
御
中

斜
鼻
御
濾
紙
ヲ
以
御
沙
汰
二
相
成
タ
リ

　
　
　
　
（
付
紙
V



可
為
伺
之
通
事

○
同
月
廿
七
日
参
朝
　
天
機
伺
ヒ
奉
り
、

　
　
　
　
　
　
　
（
貼
紙
）

四
月
朔
日
西
京
発
途
東
下
ス

知
事
公
其
地
御
在
留
中
之
件
ト
ハ
、
其
地
巨
細
御
留
モ
有
之
候
事
故
、
十
分

　
ゆ
ヵ
　

口
困
テ
京
師
ヨ
リ
御
東
下
御
発
途
邉
之
処
ニ
テ
文
ヲ
留
候
、
尤
御
在
留
中

調
候
上
ハ
御
廻
シ
可
［
　
　
］

229



但
馬
豊
岡
藩
士
舟
木
家
文
書
に
つ
い
て

1

舟
木
家
文
書
調
査
の
概
要

は
じ
め
に

　
家
老
な
ど
を
歴
任
し
た
旧
豊
岡
藩
家
臣
舟
木
家
に
関
す
る
資
料
は
、
豊
岡
市
泉
町

に
住
む
舟
木
直
人
氏
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
同
家
は
長
年
、
医
院
を
開
業
さ
れ
て
お

り
、
　
「
豊
岡
の
舟
木
医
院
扁
と
い
え
ば
地
元
で
は
有
名
で
あ
っ
た
。
現
在
、
医
院
は

廃
業
さ
れ
て
い
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
、
薬
箱
が
古
文
書
収
納
箱
と
し
て
再
利
用
さ

れ
、
書
簡
が
繍
帯
で
括
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
そ
の
名
残
が
調
査
の
過
程
で
顔
を
出
す

こ
と
が
あ
っ
た
。
同
家
文
書
に
つ
い
て
は
す
で
に
『
豊
岡
市
史
』
　
（
一
九
八
一
年
）

や
『
兵
庫
県
史
』
な
ど
で
利
用
さ
れ
て
お
り
、
罫
線
の
用
紙
に
手
書
き
で
記
さ
れ
た

「
舟
木
家
（
豊
岡
藩
家
老
）
文
書
目
録
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
悉
皆
調
査
と

い
う
に
は
ほ
ど
遠
い
、
抜
き
取
り
調
査
で
あ
り
、
今
回
の
調
査
で
初
め
て
全
容
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。

　
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
科
研
学
に
よ
る
調
査
の
開
始
さ
れ
る
平
成
二
六
（
二
〇
一

四
）
年
の
～
年
前
の
二
五
年
八
月
一
＝
日
、
仲
介
の
労
を
取
ら
れ
た
豊
岡
市
出
土
文

化
財
整
理
セ
ン
タ
ー
勤
務
の
石
原
由
美
子
に
挨
拶
の
た
め
、
同
セ
ン
タ
ー
に
赴
い
た

。
セ
ン
タ
ー
の
作
業
場
に
は
、
豊
岡
市
史
編
纂
時
の
成
果
で
あ
る
「
舟
木
直
温
家
文

書
」
と
背
文
宇
の
書
か
れ
た
フ
ァ
イ
ル
四
冊
（
写
真
1
）
が
用
意
さ
れ
て
い
た
ほ
か

、
合
併
で
豊
岡
市
移
管
と
な
っ
た
出
石
町
の
島
村
家
・
西
川
家
の
蔵
書
が
広
げ
ら
れ

藪
田
　
貫

て
お
り
、
実
見
す
る
機
会
を
得
た
。
併
せ
て
科
研
費
取
得
の
暁
に
は
、

い
た
だ
き
た
い
旨
お
願
い
し
、
了
解
を
得
た
。

　
そ
し
て
科
町
費
申
請
書
採
択
の
決
定
を
受
け
た
二
六
年
九
月
六
日
、

で
あ
る
高
久
智
広
氏
を
伴
い
同
家
を
訪
問
、

も
に
調
査
の
許
可
を
得
た
。
そ
し
て
同
年
一
一

、
左
記
の
と
お
り
、
第
九
次
に
及
び
、
終
了
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
一
～
七
年
三
月
六
日
～
七
日
（
第
二
次
）
、
六
月
二
〇
日
～
一
＝
碍

　
九
月
五
日
～
六
日
（
第
四
次
）
、
一
〇
月
一
七
日
～
一
八
日

　
二
七
年
二
月
一
四
日
～
一
五
日
（
第
六
次
）
、

　
第
七
次
）
、
　
一
一
月
二
〇
日
～
二
一
臼
（
第
八
次
）
、

　
目
（
第
九
次
）

　
調
査
は
～
点
ご
と
の
目
録
作
成
と
写
真
撮
影
が
主
眼
で
あ
っ
た
が
、

家
に
赴
き
、
資
料
を
借
り
出
し
、

藁
家
の
奥
様
に
は
そ
の
都
度
、
面
倒
を
お
か
け
し
た
。

　
作
業
場
は
、

一
で
あ
っ
た
が
、

た
が
、

し
て
も
ら
う
と
い
う
お
ま
け
が
あ
っ
た
。

調
査
に
協
力

研
究
協
力
者

当
主
直
人
氏
ご
夫
妻
に
挨
拶
す
る
と
と

　
月
二
二
日
～
二
三
日
を
第
一
次
と
し

　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
次
）
、

　
　
　
　
　
（
第
五
次
）
、

二
八
年
五
月
二
八
日
～
三
〇
臼
（

　
　
　
二
九
年
一
〇
［
月
一
日
～
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毎
團
、
舟
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
作
業
後
に
返
却
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
た
が
、
舟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
心
か
ら
謝
意
を
表
し
た
い
。

　
　
　
第
1
次
か
ら
第
3
次
ま
で
は
神
西
台
に
所
在
す
る
出
土
文
化
セ
ン
タ

　
　
　
　
舟
本
邸
と
の
往
復
に
時
間
と
費
用
が
掛
か
る
と
い
う
難
点
は
あ
っ

当
時
の
セ
ン
タ
ー
長
潮
急
呈
氏
に
近
在
の
重
要
文
化
財
平
尾
家
住
宅
を
案
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
近
隣
に
は
貝
塚
の
遺
跡
が
多
く
、
か
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つ
て
は
海
面
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
。
後
田
、
舟
木
家
文
書
中
に
「
豊
岡
城
下
は

土
地
が
低
く
、
水
難
が
絶
え
な
い
」
と
い
う
史
料
を
目
に
し
て
納
得
し
た
思
い
出
が

あ
る
。
考
古
学
者
の
知
見
に
学
ぶ
い
い
機
会
で
あ
っ
た
。

　
と
は
い
え
、
作
業
場
の
抱
え
る
難
題
は
大
き
く
、
局
面
の
打
開
を
探
っ
た
が
、
幸

い
、
第
4
次
以
降
、
作
業
場
を
豊
岡
駅
近
く
の
市
民
プ
ラ
ザ
に
移
す
こ
と
で
一
挙
に

解
決
、
経
費
と
移
動
時
間
の
大
幅
な
短
縮
が
可
能
と
な
り
、
作
業
ス
ピ
…
ド
も
増
進

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
工
夫
も
含
め
、
九
次
に
わ
た
る
調
査
に
は
、
高
久
氏
を
は
じ
め
と
す
る

協
力
者
の
支
援
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
氏
名
を
列
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。

　
高
久
智
広
（
神
戸
市
立
博
物
館
）
、
仲
田
侑
加
（
総
合
研
究
大
学
院
大
学
院
生
）
、

　
古
林
小
百
合
（
大
阪
大
学
大
学
院
院
生
）
、
吉
川
潤
（
関
西
大
学
非
常
勤
講
師
）

舟
木
家
文
書
の
概
要

　
さ
て
舟
木
家
文
書
で
あ
る
が
、
大
き
な
特
徴
は
、
古
文
書
が
鎧
櫃
（
写
真
2
）
、

挟
箱
（
写
真
3
）
、
薬
箱
（
写
真
4
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
分
け
ら
れ
て
収
納
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
鎧
櫃
や
挟
箱
は
、
武
家
と
し
て
の
同
家
の
重
要

備
晶
で
あ
る
が
、
不
要
と
な
っ
た
薬
箱
と
と
も
に
収
納
箱
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
岡
家
文
書
の
原
秩
序
が
失
わ
れ
、
再
整
理
さ
れ
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
そ
の
作
業
を
行
っ
た
の
は
、
家
人
の
証
言
に
よ
れ
ば
舟
木
静
氏
で
あ
っ
た
。

同
氏
は
、
舟
木
医
院
の
二
代
目
院
長
で
あ
っ
た
が
、
調
査
中
、
箱
書
き
は
も
ち
ろ
ん

と
し
て
、
手
紙
の
釈
文
や
史
料
の
表
題
な
ど
、
氏
の
手
に
な
る
表
記
を
囲
に
す
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
と
く
に
後
述
す
る
薬
箱
の
区
分
け
・
分
類
は
、
ま
っ
た
く

同
氏
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
静
氏
の
歴
史
文
化
へ
の
造
詣
の
深
さ
が
偲
ば

れ
る
。

　
ま
ず
鎧
櫃
（
幅
三
六
・
五
、
奥
行
三
九
・
六
、
高
さ
五
一
・
○
㎝
）
に
収
納
さ
れ

た
古
文
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
2
項
で
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
同
家
と
そ
の
主
君
京
極
家
に
関
す
る
公
的
文
書
を
中
心
と
し
、
同
家
文
書
の
中

核
を
な
す
文
書
群
で
あ
る
。
文
書
点
数
一
〇
五
件
と
多
く
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
す
べ
て

横
蝿
帳
の
冊
子
で
、
内
容
も
舟
木
家
当
主
の
公
務
を
記
し
た
「
御
用
留
扁
関
係
が
多

く
、
藩
政
の
実
際
を
知
る
上
で
不
可
欠
な
史
料
群
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ま
で

も
「
豊
岡
市
史
」
、
　
「
兵
庫
県
史
」
な
ど
で
頻
繁
に
利
用
さ
れ
、
　
「
舟
木
家
文
書
」

と
い
え
ば
、
こ
の
鎧
櫃
収
納
の
文
書
を
指
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

な
お
底
部
に
は
、
薪
聞
紙
に
く
る
ま
れ
た
近
代
の
同
家
の
冠
婚
葬
祭
に
関
す
る
私
文

書
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
は
手
を
付
け
ず
、
家
人
に
報
告
す
る
に
と
ど
め
た
。

　
挟
箱
（
幅
六
一
・
二
×
奥
行
四
二
・
五
×
高
さ
四
九
・
五
㎝
）
は
、
前
に
引
き
出

し
が
二
つ
付
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
資
料
が
収
納
さ
れ
て
い
る
。
大
き
く
「
御
判
物
」
「
家

系
」
と
墨
書
さ
れ
た
貼
紙
が
据
え
ら
れ
、
中
身
を
指
示
す
る
が
、
実
際
、
舟
木
家
歴

代
当
主
に
対
す
る
判
物
（
包
紙
と
も
）
が
二
六
点
残
る
。
ま
た
主
君
京
極
家
の
家
譜

と
系
図
、
舟
木
家
の
家
譜
と
並
ん
で
、
親
類
で
あ
る
石
東
家
の
系
図
が
、
預
か
る
に

至
っ
た
経
緯
を
記
し
た
書
付
と
と
も
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
詳
細
に
つ
い

て
は
第
3
項
「
舟
木
家
の
代
々
漏
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
、

「
百
人
～
首
短
鷺
」
　
（
折
本
）
、
　
「
女
大
学
」
　
「
を
み
な
大
学
」
　
「
幼
女
教
草
」
　
（
い

ず
れ
も
写
本
）
な
ど
、
同
家
の
女
性
た
ち
の
生
育
過
程
や
教
養
を
伺
わ
せ
る
私
的
資

料
が
数
点
、
見
い
だ
さ
れ
、
悉
皆
調
査
の
醍
醐
味
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
。
家
老

ク
ラ
ス
の
武
家
に
お
け
る
私
文
書
の
在
り
方
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。
あ
わ
せ
て
豊

岡
藩
陣
屋
掛
図
・
御
城
廻
之
図
・
（
二
方
郡
絵
図
）
の
絵
図
類
と
、
但
馬
聖
人
と
し

て
知
ら
れ
る
池
田
草
庵
の
招
致
に
か
か
わ
る
「
池
田
先
生
御
待
遇
書
付
」
が
収
め
さ

れ
て
い
た
が
、
草
庵
に
つ
い
て
は
第
四
項
「
舟
木
家
当
主
と
儒
者
と
の
交
流
」
で
取
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り
上
げ
る
。

　
薬
箱
と
命
名
し
た
収
納
箱
（
幅
四
六
・
三
、
奥
行
四
〇
・
一
、
高
さ
七
六
・
○
㎝
）

に
は
前
蓋
が
付
き
、
取
り
外
す
と
一
三
の
引
眉
が
備
え
ら
れ
て
い
る
。
箱
は
、
｝
列

に
三
箱
（
幅
一
四
、
高
さ
＝
二
．
五
、
奥
行
三
八
㎝
）
、
四
列
で
一
二
最
下
段
に
一

箱
の
合
計
一
三
箱
が
備
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
表
題
が
貼
紙
で
施
さ
れ
て
い
る
。

収
納
文
書
点
数
と
と
も
に
左
記
に
記
す
。

123456789

従
諸
候
方
賜
御
書
従
諸
末
家
方
同
断

石
束
外
　
八
四
点

誕
生
・
命
名
　
六
九
点

政
治
　
二
七
点

婚
姻
　
～
五
九
点

書
画
　
三
三
点

御
書
簡
　
一
二
一
点

婚
姻
　
五
五
点

凶
四
日
　
六
六
占
恥

　
　
　
　
二
二
八
点

　
　
　
三
五
点

　
　
　
　
　
七
五
点

　
　
　
二
一
点

九
三
点

　
1
0
御
書
簡

　
1
！
詩
歌

　
1
2
学
問
武
道

　
1
3
政
治

右
の
＝
二
箱
に
収
め
ら
れ
た
文
書
点
数
は
、
約
一
〇
〇
〇
点
で
、
点
数
だ
け
で
す
れ

ば
舟
木
家
文
書
中
最
多
で
あ
る
。
　
「
御
書
簡
」
が
二
箱
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
表
題

の
中
に
も
書
状
類
が
多
数
、
収
め
ら
れ
、
文
書
点
数
を
押
し
上
げ
て
い
る
。
挟
み
箱

の
「
御
用
留
扁
な
ど
の
撮
影
と
と
も
に
、
こ
の
目
録
取
り
は
、
調
査
が
九
次
に
及
ぶ

こ
と
と
な
っ
た
大
き
な
要
因
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
空
白
で
あ
っ
た
部
分

を
埋
め
た
と
い
う
意
味
で
大
き
な
成
果
で
あ
る
。

　
書
簡
は
当
然
、
年
次
を
記
さ
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
宛
名
で
あ
る
舟

木
家
の
当
主
が
誰
の
時
の
も
の
か
は
、
差
出
人
の
特
定
と
と
も
に
今
後
の
課
題
で
あ

る
が
、
　
「
御
用
留
漏
と
合
わ
せ
て
活
用
す
る
こ
と
で
研
究
の
視
界
が
大
き
く
拓
か
れ

る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。

　
ま
た
7
や
1
0
の
「
御
書
簡
」
に
は
、
第
六
代
直
温
か
ら
江
戸
屋
敷
に
勤
め
る
第

七
代
数
馬
・
玉
城
（
直
寅
）
宛
て
た
も
の
が
含
ま
れ
、
江
戸
と
国
元
に
分
か
れ
た
藩

制
に
し
た
が
い
、
父
と
子
が
、
江
戸
と
国
元
の
間
で
相
互
に
通
信
し
合
っ
て
い
る
様

相
が
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
書
簡
か
ら
は
別
の
側
面
も
見
え
て
く
る
。
第
六
代
直
温
（
外
記
・
子
新
）
、

第
七
代
直
寅
（
老
之
助
）
、
第
八
代
直
養
（
克
己
）
に
は
、
遠
藤
白
面
・
猪
飼
敬
所

・
藤
沢
東
骸
・
池
田
草
庵
ら
儒
学
者
と
の
交
流
を
示
す
書
簡
が
複
数
存
在
し
、
彼
ら

の
文
人
と
し
て
の
一
面
や
、
同
期
の
藩
政
の
展
開
を
考
え
る
う
え
で
も
有
力
な
材
料

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
4
項
で
略
説
す
る
。

　
な
お
同
家
文
書
に
つ
て
は
、
上
記
し
た
収
納
箱
ご
と
に
｝
点
ず
つ
番
号
（
通
番
）

を
付
与
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
表
題
・
年
次
・
内
容
・
形
状
・
点
数
な
ど
を
記
録
し

た
目
録
を
エ
ク
セ
ル
で
作
成
し
た
。
調
査
者
が
分
担
し
て
作
成
し
た
た
め
に
、
不
統

一
が
目
立
つ
が
、
利
用
に
は
不
便
は
な
い
と
思
う
。

　
最
後
に
一
言
。
こ
れ
だ
け
の
公
私
に
わ
た
る
内
容
を
備
え
た
武
家
文
書
を
調
査
す

る
機
会
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
も
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
武
家
文
書
と
し
て
期

待
し
た
も
の
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
が
、
予
想
外
の
資
料
に
出
て
き
て
驚
く
こ
と
が

あ
っ
た
。
そ
の
筆
頭
は
、
挟
箱
の
底
か
ら
顔
を
出
し
た
「
女
大
学
」
で
あ
る
。
二
冊

あ
り
、
｝
つ
は
縮
緬
を
表
紙
に
張
り
付
け
た
五
行
｝
○
謡
本
、
い
ま
一
つ
は
十
二
単

の
女
性
を
内
表
紙
に
描
い
た
二
行
六
～
七
字
本
（
写
真
5
・
6
）
。
後
者
に
は
巻
頭

に
猪
子
、
末
尾
に
舟
木
き
ん
、
同
や
す
の
署
名
が
あ
る
。
猪
子
は
明
治
維
新
後
に
豊

岡
県
大
参
事
と
な
っ
た
元
藩
家
老
猪
子
清
の
可
能
性
が
あ
る
。
女
性
史
を
研
究
す
る
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2

舟
木
氏
の
代
々
　
一
挟
箱
収
蔵
古
文
書
の
分
析
を
中
心
に
i

高
久
　
智
広

は
O
め
に

一
　
疋
田
氏
の
系
譜

　
豊
岡
藩
家
臣
と
し
て
の
舟
木
氏
に
関
し
て
は
、
　
『
豊
岡
市
史
』
上
巻
玉
に
お
い
て

概
略
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
本
科
研
に
よ
り
各
代
の
判
物
類
や
先
祖
書
、
由
緒
書
等

の
調
査
も
行
い
、
新
た
に
明
ら
か
に
な
っ
た
点
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
舟
木
氏
の
歴
代

に
つ
い
て
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
な
お
、
舟
木
氏
歴
代
の
補
任
状
況
を
確
認
す
る
に
あ
た
り
、
参
照
し
た
の
は
舟
木

家
文
書
の
う
ち
挟
箱
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
文
書
群
で
あ
る
。
挟
箱
は
本
体
が
幅
三
五

・
人
×
奥
行
三
九
・
二
×
高
五
一
・
四
（
㎝
）
で
、
蓋
部
が
幅
三
六
・
四
×
奥
行
四

〇
・
○
×
高
率
・
○
（
m
C
）
、
ま
た
下
部
に
付
く
引
出
し
は
幅
二
八
・
一
×
奥
行
四

〇
・
七
×
高
＝
二
・
五
　
（
C
）
の
木
製
箱
で
あ
る
。
箱
本
体
に
は
「
御
判
物
」
　
「
家

系
」
と
記
さ
れ
た
張
り
紙
が
あ
り
、
本
体
部
分
に
は
、
舟
木
氏
歴
代
の
判
物
と
岡
家

（
前
姓
で
あ
る
疋
田
氏
に
関
係
も
含
む
）
の
系
図
類
、
ま
た
藩
主
京
極
家
や
姻
戚
関

係
に
あ
る
京
極
氏
家
中
石
束
氏
に
関
す
る
系
図
類
な
ど
が
収
納
さ
れ
て
お
り
、
本
研

究
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
調
査
で
は
、
こ
れ
ら
の
目
録
作
成
と
写
真
撮
影
を
行
っ
た
。

　
引
き
出
し
部
に
は
多
く
書
状
類
が
収
納
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
時

間
的
な
制
約
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
は
金
点
確
認
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。

今
後
、
継
続
的
な
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

　
舟
木
氏
は
古
く
は
疋
田
氏
（
本
姓
は
藤
原
氏
・
本
国
は
越
前
国
・
家
紋
は
丸
三
目

梅
鉢
）
を
称
し
た
。
　
「
藤
原
姓
疋
田
家
系
譜
一
　
（
舟
木
家
文
書
、
挟
箱
2
2
1
2
）
な

ど
疋
田
氏
時
代
の
系
譜
に
よ
れ
ば
、
疋
田
氏
は
正
虎
（
兵
庫
助
・
讃
岐
守
）
の
代
、

明
応
年
中
（
一
四
九
～
丁
一
五
〇
一
）
に
徳
川
家
康
の
高
祖
父
に
あ
た
る
松
平
長
野

に
仕
え
、
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
の
今
川
氏
親
勢
と
の
戦
い
に
も
参
戦
し
、
軍
功

を
賞
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
続
く
正
吉
（
喜
右
衛
門
・
喜
円
匙
）
は
天
文
｝

○
年
（
一
五
四
一
）
に
「
参
州
日
坂
ヒ
ヤ
ウ
ト
合
戦
」
に
お
い
て
四
十
三
歳
で
死
去

、
次
の
正
衡
（
兵
部
・
喜
左
衛
門
）
　
（
A
）
は
柴
田
勝
家
に
属
し
、
天
正
一
一
年
（

一
五
八
三
）
四
月
、
賎
ヶ
岳
の
戦
い
に
お
い
て
討
ち
死
、
正
衡
の
子
・
安
次
（
八
郎

左
衛
門
）
　
（
B
）
も
父
と
と
も
に
柴
田
勝
家
に
仕
え
た
が
、
柴
田
家
の
滅
亡
後
、
浪

人
と
な
り
、
後
に
京
極
氏
に
出
仕
し
た
と
伝
え
る
。

　
た
だ
し
、
正
課
か
ら
安
次
に
い
た
る
系
譜
に
つ
い
て
は
、
舟
木
氏
時
代
の
系
譜
で

あ
る
「
家
譜
略
記
」
　
（
舟
木
家
文
書
、
同
2
4
）
と
は
符
号
し
な
い
点
も
見
ら
れ
る
。

「
家
譜
略
記
」
に
よ
れ
ば
、
越
前
国
疋
田
庄
近
辺
で
八
千
石
を
領
し
た
疋
田
讃
岐
（

C
）
が
賎
ケ
岳
の
戦
い
で
討
ち
死
す
る
。
続
く
喜
左
衛
門
（
D
）
も
父
と
同
様
柴
田

勝
家
に
二
百
石
で
仕
え
た
が
、
柴
田
氏
が
滅
亡
し
た
た
め
、
そ
の
後
、
浪
人
し
て
一

生
を
丹
波
国
で
終
え
た
と
い
う
。
そ
の
次
代
・
八
郎
左
衛
門
（
E
）
は
京
極
高
知
に
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知
行
百
五
十
石
で
召
し
出
さ
れ
、
後
に
五
百
石
ま
で
加
増
さ
れ
た
と
す
る
。

　
出
来
事
の
経
緯
か
ら
追
う
と
、
賎
ヶ
岳
の
戦
い
で
戦
死
し
た
正
衡
（
A
）
と
讃
岐

（
C
）
が
同
一
人
物
で
あ
り
、
柴
田
家
滅
亡
後
、
京
極
家
に
お
い
て
再
び
召
し
だ
さ

れ
る
安
次
（
八
郎
左
衛
門
）
　
（
B
）
と
八
郎
左
衛
門
（
E
）
が
一
致
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
　
「
疋
田
家
系
譜
」
で
は
喜
左
衛
門
（
D
）
に
該
当
す
る
人
物
が

記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
　
『
豊
岡
市
史
』
で
は
喜
左
衛
門
に
つ
い
て
、
柴
田
家
滅
亡
後

、
遁
世
し
て
丹
波
に
赴
き
一
生
を
終
え
た
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
武
家
と
し
て
の

系
譜
で
あ
る
「
疋
田
家
系
譜
」
か
ら
は
省
か
れ
た
と
の
推
論
も
で
き
そ
う
だ
が
、
史

料
的
制
約
か
ら
こ
れ
以
上
、
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

二
　
京
極
家
家
臣
と
し
て
の
舟
木
氏

続
い
て
京
極
家
家
臣
と
し
て
の
八
郎
左
衛
門
以
降
の
舟
木
（
疋
田
）
氏
の
系
譜
に

つ
い
て
、
　
「
由
緒
書
」
　
（
舟
木
家
文
書
、
挟
箱
無
番
）
を
も
と
に
見
て
い
き
た
い
。

な
お
、
　
【
表
1
】
は
疋
田
八
郎
左
衛
門
以
降
の
、
京
極
家
当
主
と
舟
木
氏
（
疋
田
氏

）
の
対
応
関
係
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
疋
田
八
郎
左
衛
門

　
疋
田
八
郎
左
衛
門
は
「
由
緒
書
」
で
は
八
良
左
衛
門
安
久
と
見
え
る
。
彼
は
大
坂

の
陣
に
際
し
て
、
大
長
刀
を
持
参
し
、
京
極
高
知
の
下
に
参
陣
。
同
家
家
臣
に
加
え

ら
れ
、
同
陣
に
お
け
る
武
功
に
よ
り
百
石
を
賜
っ
て
い
る
（
舟
木
家
文
書
、
挟
箱
「

疋
田
家
先
祖
由
緒
空
写
」
）
。
ま
た
、
そ
の
際
に
戦
場
に
持
参
し
た
と
さ
れ
る
大
長

刀
は
以
後
も
家
宝
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
（
舟
木
家
文
書
、
挟
箱
2
3
－
2
－

2
）
。

　
主
君
で
あ
る
京
極
高
知
は
、
関
ヶ
原
戦
後
の
慶
長
五
年
（
～
六
〇
〇
）
一
一
月
、

豊
前
国
中
津
に
移
封
さ
れ
た
細
川
氏
に
か
わ
っ
て
、
丹
後
国
宮
津
藩
十
二
万
三
二
〇

〇
石
を
拝
領
し
て
国
持
大
名
と
な
る
。
元
和
元
年
（
一
六
二
二
）
に
高
知
の
死
表
に

伴
い
、
丹
後
国
は
高
知
の
三
子
（
高
広
・
宮
津
藩
七
万
八
千
二
百
石
、
高
三
・
田
辺

藩
三
万
五
千
石
、
高
通
・
峰
山
藩
～
万
三
千
石
）
に
分
割
継
承
さ
れ
る
。
こ
の
時
、

疋
田
八
郎
左
衛
門
は
高
三
に
附
属
し
、
田
辺
藩
京
極
氏
家
中
と
な
る
。
八
郎
左
衛
門

は
、
寛
永
一
二
年
（
一
六
三
五
）
に
五
十
追
加
増
さ
れ
百
五
十
石
を
知
行
、
御
馬
廻

並
に
介
せ
ら
れ
、
そ
の
後
の
加
増
に
よ
り
五
百
石
を
知
行
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
疋
田
安
政
（
舟
木
直
政
・
舟
木
氏
初
代
）

　
先
述
の
「
家
譜
略
記
偏
に
よ
れ
ば
、
八
郎
左
衛
門
に
は
四
男
四
女
が
あ
り
、
当
初

、
藩
主
京
極
高
直
に
中
小
姓
と
し
て
勤
仕
し
た
の
は
嫡
子
瀬
兵
衛
で
あ
っ
た
。
し
か

し
瀬
兵
衛
（
死
去
年
不
詳
）
及
び
二
男
平
兵
衛
（
慶
安
三
年
（
　
六
五
〇
）
死
去
）

が
早
世
し
た
た
め
、
三
男
疋
田
主
馬
之
助
安
政
が
安
久
の
家
督
を
継
い
で
い
る
。
舟

木
氏
の
姓
を
称
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
の
疋
田
主
馬
之
助
安
政
か
ら
で
あ
る
。

　
彼
は
寛
永
一
八
年
（
～
六
四
一
）
、
丹
後
田
辺
藩
主
京
極
高
直
（
京
極
高
三
の
嫡

男
・
寛
永
＝
二
年
跡
式
相
続
）
の
小
児
姓
と
な
る
。
そ
の
後
、
正
保
四
年
（
＝
ハ
四

七
）
一
一
月
三
目
に
百
三
十
石
を
賜
り
、
慶
安
元
年
一
二
月
一
〇
冒
に
三
百
七
十
石

、
翌
二
年
六
月
二
三
日
に
三
百
石
、
承
応
二
年
（
　
六
五
三
）
九
月
一
七
臼
に
二
百

石
を
そ
れ
ぞ
れ
加
増
さ
れ
都
合
千
石
を
知
行
し
、
家
老
職
を
務
め
る
に
い
た
る
。
併

せ
て
安
政
は
、
主
君
京
極
高
直
の
誰
か
ら
「
直
」
の
一
字
、
な
ら
び
に
源
氏
姓
の
佐

々
木
氏
末
流
黒
田
姓
、
家
紋
と
し
て
五
三
の
豊
富
を
賜
る
な
ど
、
主
君
の
寵
愛
を
う

け
た
家
臣
の
一
人
で
あ
っ
た
。
後
に
改
め
て
舟
木
姓
を
賜
り
、
左
京
亮
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
藩
主
と
の
関
係
も
あ
り
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
一
月

七
目
に
主
君
高
直
が
逝
去
す
る
と
、
同
月
九
日
、
直
政
は
三
十
一
歳
の
若
さ
で
他
の

数
名
と
と
も
に
こ
れ
に
殉
じ
た
。
四
代
将
軍
徳
川
家
綱
は
難
壁
の
『
武
家
諸
法
度
』
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公
布
に
併
せ
て
殉
死
の
禁
止
を
口
達
（
天
和
三
年
（
＝
ハ
八
三
）
、
五
代
将
軍
綱
吉

の
『
武
家
諸
法
度
』
で
は
殉
死
が
明
文
化
）
す
る
な
ど
、
直
政
ら
の
殉
死
は
幕
府
の

武
家
法
令
に
も
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
与
え
る
で
き
ご
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
舟
木
直
安
（
2
代
）

　
父
直
政
が
若
く
し
て
藩
主
高
直
に
殉
じ
た
こ
と
か
ら
、
嫡
子
直
安
（
幼
名
主
馬
之

助
・
左
京
）
は
七
歳
に
し
て
跡
式
を
相
続
す
る
。
彼
は
藩
主
高
紐
に
仕
え
、
寛
文
三

年
（
一
六
六
三
）
、
三
百
俵
二
十
人
扶
持
を
賜
り
、
御
馬
廻
格
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る

。
丹
後
国
田
辺
藩
京
極
家
は
三
代
高
盛
の
代
、
寛
文
八
年
に
豊
岡
に
移
封
と
な
り
、

舟
木
氏
も
豊
岡
に
移
る
こ
と
に
な
る
。

　
直
安
は
貞
享
三
年
（
～
六
八
六
）
　
一
二
月
二
五
日
、
五
〇
〇
石
を
拝
領
、
元
禄
八

年
（
一
六
九
五
）
六
月
二
五
臼
に
は
二
百
石
を
加
増
さ
れ
七
百
石
と
な
り
、
家
老
職

に
任
じ
ら
れ
る
。
彼
は
京
極
高
盛
、
高
住
の
二
代
に
仕
え
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四

）
、
老
衰
を
理
由
に
願
い
出
て
隠
居
す
る
（
五
十
九
歳
）
。
た
だ
し
こ
の
年
の
七
月

二
十
九
日
に
、
豊
岡
藩
二
代
藩
主
京
極
高
住
が
隠
居
し
家
督
を
嫡
子
高
直
に
譲
っ
て

お
り
、
直
安
の
隠
居
願
い
も
こ
れ
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
直
安
に
は

閑
料
（
隠
居
料
）
と
し
て
三
十
人
扶
持
が
与
え
ら
れ
、
享
保
一
八
年
目
一
七
三
三
）

八
月
へ
七
目
に
七
十
七
才
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。

　
直
安
に
は
他
に
、
京
極
氏
家
中
前
波
九
右
衛
門
妻
、
齋
甚
左
衛
門
（
京
極
氏
家
中

ヵ
）
妻
と
な
る
二
女
、
安
長
（
の
ち
疋
田
主
馬
）
が
あ
っ
た
。
安
長
は
は
じ
め
奏
者

番
格
に
て
児
小
性
歩
士
支
配
を
務
め
る
が
、
享
保
一
一
年
（
一
七
二
三
）
、
藩
主
家

の
無
意
天
界
に
伴
う
半
知
削
減
の
際
、
大
和
国
高
取
藩
植
村
氏
の
老
職
中
谷
清
右
衛

門
の
養
子
と
な
り
、
新
兵
衛
と
改
名
、
後
に
高
取
藩
の
逆
立
を
務
め
る
に
至
っ
て
い

る
。

　
　
　
　
舟
木
直
記
（
3
代
）

　
直
記
は
直
安
の
嫡
子
で
、
初
め
左
膳
、
部
屋
住
時
代
に
多
宮
、
家
督
相
続
後
に
左

京
、
後
年
に
な
っ
て
老
之
助
と
称
し
て
い
る
。
彼
は
正
徳
元
年
（
　
七
一
㎝
）
三
月

一
二
日
、
新
知
二
百
石
を
得
て
、
二
十
三
才
で
部
屋
住
み
の
ま
ま
加
判
列
と
な
る
。

同
四
年
七
月
二
九
日
、
父
直
安
の
隠
居
に
伴
っ
て
家
督
七
百
石
を
相
続
し
、
家
老
職

に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
享
保
＝
年
（
一
七
二
三
）
藩
主
京
極
高
寛
の
無
嗣
天
折
に

伴
う
半
知
削
減
に
伴
い
、
新
藩
主
京
極
高
永
よ
り
改
め
て
三
百
石
を
賜
っ
た
。
直
記

は
二
代
高
住
（
但
し
部
屋
住
）
、
三
代
高
趣
、
四
代
高
寛
、
五
代
高
永
の
藩
主
四
代

に
仕
え
た
が
、
こ
れ
は
三
代
・
四
代
藩
主
の
在
任
期
間
が
短
か
っ
た
こ
と
と
も
関
係

し
て
い
る
。

　
直
記
に
は
一
男
一
女
が
あ
り
、
停
安
良
（
疋
田
織
居
）
は
叔
父
で
大
和
国
高
取
藩

家
老
の
中
谷
新
兵
衛
養
子
と
な
る
も
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
九
月
二
六
日
早
世
。

一
女
も
七
歳
に
て
早
世
し
て
い
る
。

　
　
　
　
舟
木
直
儀
（
4
代
）

　
直
儀
は
門
之
助
直
記
の
嫡
子
。
は
じ
め
左
膳
、
の
ち
主
馬
、
左
京
、
外
記
を
名
乗

る
。
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
一
〇
月
二
一
日
、
一
七
歳
で
部
屋
住
み
の
ま
ま
御

物
頭
列
に
召
し
出
さ
れ
、
十
人
扶
持
を
賜
る
。
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
　
一
〇
月
二

五
臼
、
御
用
人
に
任
じ
ら
れ
、
同
三
年
二
月
一
九
日
に
五
人
扶
持
を
加
え
ら
れ
る

。
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
加
判
列
と
な
り
五
人
扶
持
を
加
え
ら
れ
、
都
合
二
十
人

扶
持
と
な
る
。
延
享
四
年
（
～
七
四
七
）
、
父
直
記
が
御
宝
め
を
受
け
た
際
、
こ
れ

に
連
座
し
、
馬
廻
上
座
に
降
格
と
な
り
、
五
人
扶
持
の
召
し
上
げ
と
差
し
控
え
を
命

じ
ら
れ
て
い
る
。
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
三
月
二
八
日
、
父
直
記
と
と
も
に
差
し

控
え
御
免
と
な
り
、
直
記
の
隠
居
に
伴
い
家
督
二
百
石
を
相
続
、
同
年
一
〇
月
一
八

日
物
頭
列
と
な
り
、
同
二
年
九
月
二
五
日
、
藩
主
高
永
の
思
し
召
し
を
も
っ
て
加
判
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列
に
帰
役
、
同
三
年
七
月
三
日
、
本
知
三
百
石
を
賜
る
。
明
和
元
年
（
千
七
百
六
十

四
）
家
老
職
に
任
じ
ら
れ
、
同
三
年
九
月
八
十
、
五
十
石
加
増
、
都
合
三
百
五
十
石

と
な
る
。
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
死
去
（
享
年
五
十
八
歳
）
。
在
勤
中
の
死
去
の

た
め
、
香
典
金
と
し
て
金
三
百
疋
を
賜
る
。

　
直
儀
に
は
直
房
の
ほ
か
、
長
子
常
五
郎
（
早
世
）
、
三
男
安
径
（
疋
田
斧
治
郎
）

が
お
り
、
常
五
郎
は
宝
暦
一
〇
年
（
～
七
六
〇
）
一
二
月
一
二
日
死
去
、
安
経
は
石

芋
源
五
兵
衛
の
名
跡
を
継
ぐ
た
め
近
習
給
人
と
し
て
召
し
だ
さ
れ
、
石
束
兵
庫
と
改

め
る
。
ま
た
四
女
が
あ
り
、
長
女
喜
尾
は
京
極
氏
家
中
猪
子
兵
助
妻
、
次
女
刀
弥
は

丹
波
国
柏
原
藩
織
田
氏
（
二
万
石
）
家
申
星
合
與
市
妻
、
三
女
八
尾
は
丹
後
国
里
山

椿
京
極
氏
（
一
万
三
千
石
）
家
中
山
中
武
次
右
衛
門
妻
、
四
女
三
奈
は
京
極
氏
家
中

猪
子
左
手
太
妻
と
な
る
。

　
　
　
　
舟
木
直
房
（
5
代
）

　
直
房
は
直
儀
の
二
男
で
、
は
じ
め
金
十
郎
、
の
ち
老
骨
助
、
左
京
、
外
記
を
名
乗

る
。
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
、
部
屋
住
み
の
ま
ま
一
五
歳
で
奏
者
番
に
召
し
出
さ

れ
、
五
人
扶
持
を
賜
る
。
安
永
五
年
（
　
七
七
六
）
一
一
月
一
＝
臼
、
十
四
歳
に
て

父
直
儀
の
跡
式
と
し
て
二
百
石
相
続
し
、
御
用
人
格
・
御
政
事
見
習
を
仰
せ
つ
か
っ

て
い
る
。
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
一
〇
月
、
御
政
事
下
士
、
同
四
年
六
月
、
加
判

列
に
任
じ
ら
れ
る
。
文
化
五
年
（
一
八
○
八
）
六
月
二
八
日
、
五
十
石
の
加
増
を
受

け
都
合
二
百
五
十
石
と
な
る
。
し
か
し
同
年
九
月
二
〇
日
に
四
十
六
歳
で
死
去
し
て

い
る
（
在
勤
中
の
死
去
に
よ
り
香
典
金
三
百
疋
を
賜
る
）
。

　
長
子
金
十
郎
は
文
化
元
年
（
　
八
〇
四
）
七
月
二
五
臼
に
早
世
し
て
い
る
。
長
女

の
佐
登
（
敏
）
は
丹
後
国
宮
津
藩
松
平
氏
（
七
万
石
）
老
臣
有
本
吉
右
衛
門
の
妻
、

次
女
保
野
は
京
極
氏
家
中
木
下
勘
兵
衛
の
妻
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
舟
木
直
温
（
6
代
）

　
直
温
は
、
直
房
二
男
で
は
じ
め
金
十
郎
、
の
ち
三
之
助
と
称
す
。
　
「
由
緒
書
扁
で

は
父
直
房
の
死
去
よ
り
、
文
化
五
年
（
一
八
○
八
）
一
一
月
～
臼
、
四
歳
に
て
奏
者

番
格
、
十
五
人
扶
持
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、
次
い
で
文
政
四
年
（
　
八
二
一
）
一
月
一

一
日
、
家
督
百
五
十
石
を
拝
領
（
十
七
歳
）
と
あ
る
が
、
　
「
舟
木
氏
系
図
」
で
は
文

政
四
年
～
月
＝
日
、
十
七
歳
に
な
っ
た
の
に
伴
い
、
家
督
百
五
十
石
を
拝
領
し
、

奏
者
番
格
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
あ
る
。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
五
月
二
二
日
、
藩
主

代
替
わ
り
に
伴
い
御
用
人
役
に
て
在
府
御
用
掛
を
務
め
る
。
同
三
年
一
月
一
　
日
、

十
石
加
増
、
御
側
申
老
・
御
勝
手
物
主
を
兼
帯
、
財
政
面
を
は
じ
め
藩
政
改
革
に
尽

力
し
、
同
八
年
一
月
一
一
臼
に
は
、
そ
の
功
を
賞
さ
れ
四
十
石
加
増
、
御
側
年
寄
役

を
拝
命
す
る
。
さ
ら
に
弘
化
工
年
（
一
八
四
五
）
一
月
一
一
目
に
は
、
藩
主
高
行
よ

り
再
び
藩
政
改
革
の
功
を
賞
さ
れ
て
五
十
石
を
加
増
（
都
合
二
百
五
十
石
）
さ
れ
、

御
側
年
寄
役
上
座
に
昇
進
。
併
せ
て
五
七
ノ
桐
紋
も
拝
領
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
嘉

永
元
年
（
一
人
四
八
）
二
月
一
九
揖
に
四
十
四
歳
で
死
去
し
て
い
る
。

　
　
　
　
舟
木
直
寅
（
7
代
）

　
　
直
寅
（
準
之
助
）
は
直
温
の
嫡
子
。
八
代
藩
主
高
行
の
代
に
お
い
て
、
御
側
年

寄
を
務
め
る
直
温
の
嫡
子
と
し
て
部
屋
住
の
ま
ま
御
側
中
老
役
・
御
物
主
兼
帯
。
嘉

永
元
年
（
～
八
四
八
）
四
月
二
日
、
家
老
職
家
督
と
し
て
百
八
十
石
拝
領
、
御
側
御

用
人
・
御
側
御
用
人
兼
帯
上
座
と
な
る
（
二
十
八
歳
）
。
同
五
年
五
月
五
臼
に
は
二

十
石
の
加
増
を
受
け
都
合
二
百
石
、
御
側
年
寄
格
に
昇
進
す
る
。
し
か
し
安
政
三
年

（一

ｪ
五
六
）
春
、
三
十
六
歳
の
時
に
突
然
難
病
を
発
し
、
分
家
糸
井
京
極
家
客
分

取
り
扱
い
の
京
極
大
学
弟
田
中
新
治
郎
正
解
の
男
子
庫
之
助
を
養
子
に
貰
い
受
け
、

多
宮
（
名
乗
り
は
直
養
）
に
改
名
さ
せ
、
嫡
子
と
す
る
。
そ
の
後
、
安
政
六
年
五
月

七
日
に
三
十
九
歳
で
死
去
し
て
い
る
。
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舟
木
8
代
　
直
養

　
直
養
（
克
巳
）
は
、
分
家
糸
井
京
極
家
客
分
取
扱
京
極
大
学
弟
田
中
正
休
の
男
子

梶
之
助
。
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
、
直
寅
養
嫡
子
と
な
る
。
安
政
七
年
一
月
二
五

日
、
十
七
歳
と
な
り
養
父
直
寅
の
跡
式
百
三
十
石
を
拝
領
、
番
頭
格
御
側
役
を
拝
命

す
る
。
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
一
月
七
日
、
江
戸
勤
番
中
に
御
側
御
用
人
役
・
表

兼
帯
。
同
年
閏
四
月
一
七
日
、
三
十
石
を
加
増
さ
れ
都
合
百
六
十
石
と
な
り
、
御
側

中
老
に
昇
進
、
御
勝
手
御
物
主
を
兼
帯
す
る
。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
一
一
月
二

二
日
、
版
籍
奉
還
に
伴
い
豊
岡
藩
権
大
参
事
に
就
任
。
同
四
年
一
二
月
、
廃
藩
置
県

に
伴
っ
て
邸
宅
を
豊
岡
県
に
貸
与
し
、
但
馬
国
城
崎
郡
戸
牧
村
の
旧
観
音
院
へ
転
居

す
る
。
後
に
邸
宅
は
県
に
売
却
。
旧
観
音
院
と
山
林
畑
は
、
旧
主
京
極
氏
よ
り
払
い

下
げ
を
う
け
る
。
岡
七
年
九
月
二
二
日
、
家
禄
を
奉
還
し
、
無
禄
士
族
と
な
る
。
そ

の
後
、
同
二
四
年
七
月
に
豊
岡
市
本
町
に
新
居
を
構
え
、
移
住
す
る
。
直
養
の
次
女

律
の
夫
舟
木
直
方
（
良
吉
）
は
舟
木
医
院
を
創
設
。
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
に
直

方
の
死
去
に
伴
い
、
直
方
の
長
女
春
野
の
夫
舟
木
直
堂
（
静
）
が
舟
木
医
院
を
継
い

で
い
る
。

1

『
豊
岡
市
史
』
上
巻
（
豊
岡
市
、
　
一
九
A
一
年
）
、
三
六
四
～
三
六
六
頁
。
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表／京極氏と舟木氏の歴代対照

藩名 京極氏 藩主在任期間 舟木氏（疋田氏） 家督期開 備考

宮津藩 慶長5α600）

（丹後鷹注） 初代 高知 ～
疋旺i 八部左衛門

123，000石 死和8（1622）8．12

限辺藩 元和8（1622）

35，000石 初代 高三 ～ 安久 寛永12（1635）

寛永13（1636）9．13 京；丹後1国を営門藩・田辺藩・峰山藩に分割相続

寛永13（1636） （瀬兵衛）

寛永18（164D 舟：直政、小児姓

ユ疏保4（1647）II．3 舟：直政、130石拝領

2代 高直 ～ ～

舟木
苑

直政
i疋田安政）

慶安元（1648）12．10 舟：直政、370石加増（500石）

慶安2（1649）6．23 ジ葺：直政、300心力r彦曽（800贋）

承応2（1653）9，17 舟＝直政、200石加増（1000石）、家老職

寛文3（1663）L7 寛文3（1663）1．9 舟：直政、藩主高直の死去に殉ずる（31歳）

3代
寛文3（1663） 寛文3（1663）

舟：直安、父直政の殉死に伴い、300俵20人扶持、

苳n廻格にて召出し（7歳）

～ 漉安

盤岡藩
高盛

寛文8（1668）5．21

33，000省 初代 ～ ～ 京：弟高門に2，GOO石分知

延宝2（1674）3．18

延宝2（1674）3．ユ8
2代

貞享3（1686）12．25 舟：直安、500石拝領（幼年にて家督相続後）

元禄8（1695）6．25 舟＝直安、200石加増（700石）、大老職。

2代 高｛主

～ （直記） （正徳元（1711））
舟：直記、新知200石を賜り、部屋住にて加判列（23
ﾎ）

正徳4（17王4）7．29 正徳4G7玉4）
舟：直安、老衰のため隠居、閑料30人扶持賜る（58
ﾎ）

正徳4（1714）7．29 蕉徳4（1714） 舟：直記、父直安の隠居に伴い家督7GO石相続

3代 高栄 ～ 直記

享保6（1721）6．13

享保6（1721）8．3 ～

4代 高寛
～

享保11（1726）9．12 享保11（1726）9ユ9
舟；直記、豊：岡藩の半知削減に伴い、再宛行として

R00石拝領

玉5，000蒼 享保H（1726）9．19 京＝高寛の無嗣天朝により半知戸畑

3代 （直安） （享保18（1733）8．17） 舟：直安、死去（77歳）

（直儀） （享保20（1735）10．21） 舟1直儀、部屡住にて10人挟持、物頭列Q7歳）

（直儀） （元文元G736）玉025） 舟：直儀、御用人

（直儀） （元文3（1738）10．19） 舟：直儀、5人扶持糠増（15人扶持）

（直儀） （寛保2（1745））
舟：直儀、5人扶持加増（20人扶持）、部屋住にて力舞

ｻ決（24歳）

（直儀〉 （延享4（玉747）9．16）
舟：直儀、父直記御餐めに連座し5人挟持召上げ
i15入扶持）、馬纒上座

5代
一4　畠　　　、

P冒】永
寛延元α748）3．28 舟：直詑、差拍御免・隠居の命、閑料5人扶持拝領

～ 寛延元（1748＞3．28 舟：直儀、差控御免、隠居家督200石相続

（寛延元（1748）3．28） 舟：直記、差控御免、依拠

寛延元（1748）10．18 舟：直儀、物頭列

寛延2（1749）9．25 舟＝直儀、加判列帰役

直儀 ～

（薩記） （寛延3（1750）） 舟：直記、思召再勤・家老職

寛延3（1750）7．3 舟：直儀、本知300石二二

4代 （寛延3（1750））
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宝暦10（1760）8．12

宝暦10（1760）10，18 ～

～ （直言己） （宝暦13（1763）4．12） 舟＝直記、死宏（75歳）

明和元（1764） 舟：直儀、家老職。

明和3（王766） 舟：直儀、50石加増（350石）、当時大老職

（直房） （明和4（1767）） 舟：直房、部屋住にて奏者番（5歳）

6代 凹露デロ
鉛煢ｪ口日

安永5（1776）10．16 舟：直儀、死去（58歳）

安永5G776）lL21
舟：直房、跡式200石相続、御用人格・御政事見習
i14歳）

天明死（1781）10 舟：直房、御政事三三

ヲξ明4（1784）6 舟：直房、加判列

寛政3G791）5．11 5代 直房

7代 高有 寛政3（1791）12沮 ～

寛政6（1794）8．9 京：大坂加番就任

文化5（1808）6，28 秀卦：蓮証房、50石力員増（250石）

～ 文化5（1808）9。20 舟：直房、船虫（46歳）

文化5（1808）1L1
舟：直温、父死去のため相続（但し幼年0）ため扶持
距^：奏者番格・15人扶持（4歳））

文教4（玉821）1」1 舟：直温、家督150着相続、奏者番格G7歳）

文政7（1824）1．ll 舟：餅盤、御側役

天保2（1831）5．10

天保2（1831）5，10

天保2（1831）5．22
舟：直漏、藩主代替りにて宛行（150石）、御用人役

ﾉて在府御用掛（27歳）

～ 面盈 ～

6代
天保3（1832）Li1

舟：直撮、10署加増（160石）、御｛llll中老・御勝手物

蛛i28歳）

8代 高行
天保8（1837）L11 舟；直灘、40石賞美加増（200石）、御側年寄（35歳）

天保9（1838） 京：伝奏役就任

天保13（玉842）8．4 京：大坂加番就任

弘化2（1845）L11 ゴ音：薩鉦温、50聡力日増（250石）、そ卸｛則餌鮮寄」二愚ξ（41歳）

弘化4（1847）9．29 （直寅） （高行公代） 舟；直寅、御棚中老・御物主兼帯

弘化4（1847）12．2

嘉永元（1848）2．19 舟：直温、死虫（49歳）

嘉永元（1848）4．2
舟：直寅、父死去に伴い家老職家督180石を相続、

苟､御用人・表御用人兼帯上座

嘉永2（1849）8 京：駿府力幡就任

嘉永4（1851）7，23
7代 直寅

京：大坂加番就任

喜永5（1852）5．5

@　　　～

舟：直寅、20石力1贈（200石）、御】側年寄

安政3（1856） 舟：薩寅、難病の為、癒養を養子とする（36歳）

9代 高厚 ～ 安政6（1859）5．7 舟：直寅、死去（39歳）

安政7（1860）L25
舟；直養、家督玉30眉相続（17歳）、御番頭格にて御

､役
慶応4（1868）1．7 舟：直養、江戸勤番中、御側用人・表兼帯

慶応4（1868）2．4 京；桂御所警衛

8代 直養 慶応4（1868）閏4．17
舟：直養、30石糠増（160石）、御前御側中老・御勝

ﾁ御物主（25歳）

明治2（1869）6．22 京：高厚、棘髪藩知事

～ 明治2（1869）1L22 舟：直養、豊岡藩権大参事

明治4（玉871）7。14 ～ 京：廃藩置県

明治7（1874）9。22 舟：家禄牽還無禄士族

※f由緒書」（舟木家文書、挟箱収蔵文書）、嫁譜略記」（同、嗣24）、舟木家文書のうち鋏箱収蔵文書、『豊岡市史』上巻（豊閥市、1981）、『藩史
大事典』第5巻近畿編（雄山閣禺版、1989）より作成。
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3

舟
木
氏
文
書
の
う
ち
鎧
櫃
収
蔵
古
文
書
に
つ
い
て

242

高
久
　
智
広

鎧
櫃
に
収
蔵
さ
れ
る
古
文
書

　
次
に
鎧
櫃
に
収
蔵
さ
れ
た
文
書
の
性
格
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
い
。
鎧
櫃
は
、

幅
三
五
・
八
×
奥
行
三
九
・
二
×
高
聴
～
・
四
（
C
）
の
蓋
（
幅
三
六
・
四
×
奥
行

四
〇
・
○
×
高
六
・
○
（
C
）
）
付
き
で
あ
る
。
鎧
櫃
に
は
総
計
百
五
件
の
文
書
が

収
納
さ
れ
て
お
り
、
本
科
研
に
お
い
て
は
全
点
に
関
す
る
仮
目
録
を
作
成
し
、
各
文

書
に
は
付
箋
に
よ
る
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。

　
鎧
櫃
の
外
側
面
に
は
「
風
呂
敷
包
、
一
　
石
束
敏
郎
遺
物
依
託
品
、
京
極
一
学
字

点
　
毎
敏
［
　
　
］
」
、
　
「
御
判
物
　
十
札
　
外
二
文
化
五
　
忌
明
帳
」
、
　
「
直

温
　
直
（
ヵ
）
　
克
巳
、
聡
代
の
諸
日
足
私
共
、
縣
庁
目
誌
　
明
治
四
年
、
　
＝
兄
極

・
十
束
、
　
一
拳
用
番
年
中
行
事
、
　
一
敏
行
病
B
記
、
葬
式
、
一
克
巳
様
葬
式
、
一
克

己
二
男
共
香
典
帳
、
　
一
千
之
の
事
記
、
　
一
直
大
葬
式
、
　
一
直
養
三
年
祭
記
、
　
一
克
己

□
記
、
融
通
講
仕
法
帳
、
　
千
之
葬
式
、
一
舟
木
［
］
」
な
ど
の
記
載
が
あ
る
三

枚
の
貼
紙
が
見
え
る
が
、
現
在
の
収
納
物
と
は
～
致
し
な
い
。
舟
木
家
文
書
に
つ
い

て
は
、
本
調
査
以
前
に
舟
木
静
氏
に
よ
る
詳
細
な
調
査
・
整
理
作
業
が
施
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
豊
岡
帯
史
編
纂
に
か
か
る
調
査
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
か

の
段
階
で
、
大
幅
な
整
理
・
入
替
が
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
で
は
鎧
櫃
に
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
文
書
が
収
納
さ
れ
て
い
る
か
だ
が
、
百
五

件
の
う
ち
九
十
一
件
が
豊
嗣
藩
及
び
京
極
氏
家
中
に
博
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
も
併
せ
て
行
っ
た
。
残
る
十
四
件
に
つ

い
て
は
明
治
二
〇
年
代
か
ら
昭
和
二
〇
年
頃
に
か
け
て
の
葬
儀
や
買
い
物
に
関
す
る

私
的
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
撮
影
対
象
か
ら
は
除
外
し
た
。

　
九
十
一
件
の
内
訳
を
み
て
み
る
と
、
　
「
修
理
大
夫
高
三
公
御
代
御
分
限
帳
」
　
（
寛

永
一
七
年
（
～
六
四
〇
）
、
鎧
櫃
O
O
囲
）
や
「
飛
源
寺
高
野
公
御
分
限
帳
」
　
（
享
和
三

年
（
一
八
〇
三
）
、
周
O
O
卜
。
－
α
）
な
ど
田
辺
藩
・
豊
岡
藩
時
代
の
分
限
帳
類
、
　
「
伊

勢
守
高
盛
公
御
代
家
中
指
物
井
馬
験
之
覚
」
　
（
年
未
詳
、
同
O
O
卜
。
－
刈
）
、
　
「
大
極
秘

　
太
鼓
之
巻
口
訣
」
　
（
天
明
四
年
半
～
七
八
四
）
、
同
O
O
ω
）
、
　
「
明
松
法
書
」
　
（
年

未
詳
、
同
O
①
⑩
）
、
　
「
劔
術
会
議
帳
」
　
（
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
、
鎧
櫃
O
弩
）
と

い
っ
た
京
極
家
の
軍
制
、
兵
法
等
に
関
す
る
も
の
、
　
「
石
束
兵
庫
宛
判
物
」
　
（
正
徳

四
年
（
一
七
　
四
）
、
同
O
鳶
）
、
　
「
石
束
宇
右
衛
門
宛
判
物
」
　
（
延
宝
二
年
（
一
六

七
四
）
、
同
O
謡
）
、
　
「
石
束
～
学
事
判
物
扁
　
（
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
、
同
O
G
。
卜
。

）
な
ど
京
極
家
の
有
力
家
臣
の
一
家
で
、
舟
木
氏
家
と
姻
戚
関
係
に
あ
る
石
束
氏
の

判
物
類
及
び
後
代
の
系
図
類
が
含
ま
れ
る
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
豊
岡
藩
政
に

関
す
る
御
用
目
記
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
期
間
は
天
保
二
年
（
一

八
三
一
）
か
ら
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
ま
で
、
八
代
藩
主
高
行
の
就
任
か
ら
九
代

藩
主
高
厚
の
代
に
か
け
て
の
二
十
五
年
間
で
あ
り
、
作
成
者
は
御
側
用
人
や
御
側
年

寄
と
し
て
藩
主
を
支
え
、
藩
政
改
革
に
携
わ
っ
た
舟
木
直
温
・
直
寅
父
子
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
幕
末
の
大
き
な
転
換
点
の
な
か
で
の
豊
岡
藩
政
の
実
態
を
知
る
う
え
で
、



不
可
欠
な
史
料
群
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

二
　
御
用
目
記
の
性
格

次
に
こ
れ
ら
御
用
日
記
類
の
性
格
に
つ
い
て

　
門
表
2
】
は
鎧
櫃
収
蔵
古
文
書
の
う
ち
、
天
保
二
年
（
一
八
三
～
）
　
「
御
要
用
日

録
」
か
ら
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
　
「
紳
」
御
用
日
記
類
に
該
当
す
る
三
十
六
点
を

表
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
鎧
櫃
収
蔵
の
御
用
β
記
類
は
、
大
き
く
分
け
て
、
①

「
御
参
勤
道
申
肝
脳
井
在
府
中
日
記
」
　
（
鎧
櫃
O
G
。
ω
）
、
　
「
大
坂
御
用
日
記
」
　
（
同
○

ミ
）
、
　
「
御
側
御
内
用
瀾
記
」
（
同
○
置
）
の
よ
う
に
特
定
の
御
用
に
つ
い
て
記
録
し

た
も
の
と
、
②
表
紙
に
「
紳
」
と
記
載
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
無
題
で
通
年
の
御
用
を

記
録
し
た
も
の
、
の
二
つ
に
大
き
く
分
類
で
き
る
。

　
【
表
3
】
は
さ
ら
に
②
の
通
年
の
御
用
臼
記
二
十
五
点
に
つ
い
て
、
各
冊
の
記
録

期
間
、
表
題
、
表
紙
記
載
、
巻
頭
・
巻
末
記
載
の
有
無
及
び
内
容
、
反
故
紙
の
利
用

状
況
等
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

直
温
期
の
通
年
御
用
日
記

　
こ
れ
を
も
と
に
、
通
年
の
御
用
日
録
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
の
か

を
み
て
い
く
。
ま
ず
通
年
の
御
用
日
記
を
書
き
始
め
る
の
は
舟
木
家
六
代
直
温
で
あ

る
。
天
保
二
年
（
一
八
三
～
）
一
月
、
豊
岡
藩
で
は
長
年
懸
案
に
な
っ
て
い
た
七
代

高
書
か
ら
八
代
高
行
へ
の
藩
主
代
替
り
を
い
よ
い
よ
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。
藩
主

襲
封
に
は
多
額
の
費
用
を
要
す
る
が
、
領
内
で
は
度
重
な
る
水
害
に
悩
ま
さ
れ
る
な

ど
財
政
状
況
は
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
財
政
状
況
の
中
で
、

直
温
は
「
御
勝
手
方
御
用
」
を
命
じ
ら
れ
、
藩
主
の
代
替
り
に
か
か
る
資
金
調
達
を

担
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
経
緯
を
「
御
要
用
臼
録
」
　
（
鎧
櫃
〇
一
一
）
に
日
々
の
記
録
と

し
て
残
し
て
い
る
。
直
温
に
よ
る
資
金
調
達
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
　
『
豊
岡
市
史
』

上
巻
－
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、
「
御
要
用
臼

録
」
の
文
末
に
「
此
度
之
始
末
、
漣
茂
言
語
筆
頭
二
詳
悉
致
候
事
能
ハ
す
、
要
文
而
耳

相
記
置
候
」
と
吐
露
す
る
よ
う
に
、
藩
の
経
常
支
出
さ
え
ま
ま
な
ら
な
い
財
政
状
況

の
な
か
で
非
常
に
困
難
を
極
め
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
翌
三
年
に
も
火
災
で
焼
失
し

た
江
戸
藩
邸
の
再
建
を
託
さ
れ
た
て
お
り
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
も
「
御
用
控
一
　
（

天
保
三
年
一
二
月
起
筆
、
同
O
這
）
に
書
き
残
し
て
い
る
。

　
直
温
が
天
保
六
年
以
降
、
通
年
の
御
用
臼
記
の
タ
イ
ト
ル
に
用
い
る
よ
う
に
な
る

「
紳
」
と
い
う
文
字
は
、
貴
人
が
礼
装
で
使
用
す
る
大
帯
を
指
し
、
　
「
紳
に
書
す
」

と
い
う
言
葉
に
は
「
備
忘
の
た
め
に
」
　
「
紳
扁
と
呼
ば
れ
る
大
帯
の
「
末
端
に
書
き

つ
け
て
お
く
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
転
じ
て
「
忘
れ
な
い
で
よ

く
覚
え
て
お
き
、
い
つ
も
手
本
と
し
て
参
考
に
す
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
2
。

　
こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
ま
ず
代
替
わ
り
に
か
か
る
難
し
い
御
用
を
経
験

す
る
中
で
、
自
ら
が
経
験
し
た
御
用
の
過
程
を
、
全
て
は
書
き
つ
く
せ
ず
と
も
、
　
「

要
文
」
だ
け
で
も
記
録
に
留
め
お
く
こ
と
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
、
さ
ら
に
多
事
多

端
な
時
代
を
迎
え
つ
つ
あ
る
中
で
、
通
年
に
わ
た
る
御
用
暇
記
を
作
成
す
る
よ
う
に

な
り
（
②
）
、
さ
ら
に
重
要
案
件
に
つ
い
て
は
、
御
用
日
記
を
別
に
作
成
し
た
の
だ

ろ
う
（
①
）
。

　
直
温
の
通
年
御
用
貝
記
で
最
も
古
い
の
は
天
保
五
年
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
日
記

の
特
徴
は
、
上
半
期
（
一
月
～
五
・
六
・
七
月
末
頃
）
と
下
半
期
（
六
・
七
・
八
月

～
一
二
月
末
）
で
分
冊
す
る
形
態
を
取
っ
て
お
り
、
表
紙
や
タ
イ
ト
ル
も
な
く
、
書

冊
冒
頭
か
ら
起
筆
し
て
い
る
。
御
用
費
記
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
「
紳
」
が
用
い
ら
れ
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て
い
る
の
は
、
天
保
六
年
上
半
期
分
が
最
初
だ
が
、
天
保
七
年
上
半
期
分
に
は
そ
れ

が
な
い
な
ど
、
後
に
比
べ
て
書
式
は
未
だ
定
型
化
し
て
い
な
い
。

　
ま
た
直
温
期
の
御
用
日
記
の
特
徴
と
し
て
、
も
う
一
つ
反
故
紙
を
再
利
用
し
て
い

る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
彼
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
弘
化
四
年
分
を
除
く
一
二
年
間
分

に
反
故
紙
を
再
利
用
し
た
冊
子
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
直
温
は
天
保
二
年
忌
藩
主
交

代
に
あ
た
り
、
財
政
再
建
を
含
む
藩
政
改
革
も
任
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
領
内
で
の

例
年
の
洪
水
被
害
や
飢
鰹
の
発
生
、
天
保
三
年
の
江
戸
藩
邸
の
焼
失
な
ど
、
多
額
の

臨
時
支
出
を
必
要
と
し
た
。
特
に
天
保
九
年
に
拝
命
し
た
駆
使
馳
走
役
に
関
し
て
は

四
千
三
百
爾
も
の
支
出
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
天
保
＝
二
年
以
降
に
は
、
幕

命
に
よ
り
但
馬
国
一
帯
の
海
岸
防
備
が
課
せ
ら
れ
る
な
ど
、
臨
時
的
な
支
出
は
嵩
み

、
財
政
再
建
は
困
難
を
極
め
た
。

　
直
温
は
、
天
保
八
年
夏
弘
化
二
年
に
藩
政
へ
の
功
労
を
賞
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
四
十

石
、
五
十
石
の
加
増
を
受
け
る
と
同
時
に
御
側
年
寄
、
御
側
年
寄
上
座
と
昇
進
を
重

ね
て
い
る
。
反
故
紙
を
再
利
用
し
た
御
用
β
記
か
ら
は
、
彼
の
藩
政
改
革
へ
む
け
た

細
部
に
わ
た
る
意
識
と
強
い
意
気
込
み
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
彼
の
御
用
日
記
に
は
役
職
の
昇
進
に
伴
う
書
式
や
記
載
内
容
の
変
化
が
確
認

で
き
る
。
彼
は
天
保
八
年
～
月
に
御
側
年
寄
に
昇
進
す
る
が
、
ま
ず
書
式
的
な
点
で

は
上
半
期
と
下
半
期
で
二
分
冊
の
形
態
を
と
っ
て
い
た
も
の
が
、
天
保
九
年
以
降
は

年
一
冊
と
な
る
。
ま
た
タ
イ
ト
ル
に
「
紳
」
を
用
い
る
こ
と
も
定
着
す
る
。
目
々
の

記
録
と
は
別
に
、
巻
頭
に
前
年
の
年
貢
収
納
や
講
銀
益
、
財
政
収
支
、
月
々
の
米
相

場
、
諸
士
人
数
、
領
内
の
家
数
・
人
数
、
家
中
役
人
の
出
張
状
況
な
ど
、
藩
政
に
関

わ
る
重
要
事
項
を
覚
書
的
に
記
載
す
る
よ
う
に
な
る
の
も
天
保
八
年
以
降
で
あ
る
。

そ
の
記
載
量
は
年
々
増
加
し
、
天
保
一
〇
年
代
以
降
は
九
～
十
頁
に
及
ぶ
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
御
側
年
寄
に
昇
進
し
た
こ
と
で
、
胃
配
り
す
べ
き

事
柄
が
藩
政
全
般
に
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
弘
化
二
年
（
～
八
四
五
）
に
御
側
年
寄
上
座
に
進
む
と
、
そ
の
巻
頭
の
覚

書
の
分
量
が
大
幅
に
減
少
す
る
。
例
え
ば
弘
化
三
年
の
御
用
日
記
で
は
、
役
人
の
他

所
出
張
、
前
年
の
払
米
代
、
一
～
六
月
の
銀
相
場
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
数
行
を
記

す
の
み
で
あ
る
。
か
わ
っ
て
巻
末
に
「
一
吉
州
勇
吉
劔
賞
美
」
、
　
「
一
足
軽
支
配
之

事
」
、
　
二
江
戸
取
替
照
準
心
立
飯
事
」
、
　
二
松
尾
尾
張
屋
返
書
重
事
」
の
よ
う

に
、
御
側
年
寄
上
座
と
し
て
贈
与
し
た
職
務
を
箇
条
書
き
す
る
よ
う
に
な
る
。
藩
士

ら
の
武
芸
精
励
に
報
ず
る
賞
美
な
ど
は
、
御
側
年
寄
期
に
は
見
ら
れ
な
い
項
目
で
あ

り
、
御
側
年
寄
と
同
上
座
の
職
掌
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
相
違
で
あ
る
。
ま
た
弘

化
四
年
に
反
故
紙
の
利
用
を
や
め
て
い
る
点
も
、
豊
岡
藩
の
財
政
状
況
を
考
え
る
上

で
注
目
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

　
直
温
は
弘
化
四
年
一
　
月
二
八
臼
ま
で
で
御
用
日
記
の
筆
を
熱
い
て
い
る
。
豊
岡

藩
で
は
同
年
九
月
二
九
貝
に
八
代
藩
主
高
行
が
死
去
し
、
同
年
＝
～
月
二
日
に
嫡
子

高
厚
が
九
代
藩
主
に
就
い
て
お
り
、
新
藩
主
の
就
任
に
あ
た
り
、
先
代
藩
主
の
御
側

年
寄
上
座
と
し
て
の
務
め
を
終
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

直
寅
期
の
通
年
御
用
秘
記

　
八
代
藩
主
高
行
の
死
去
か
ら
五
ヵ
月
後
の
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
二
月
一
九
臼

に
は
、
舟
木
直
温
も
四
十
九
歳
で
亡
く
な
り
、
そ
の
跡
を
嫡
子
潮
煮
が
継
い
で
い
る

。
彼
は
す
で
に
部
屋
住
の
ま
ま
御
側
中
老
・
御
物
主
を
兼
帯
し
て
い
た
が
、
父
の
死

去
に
伴
い
家
督
百
八
十
石
を
相
続
（
二
十
八
歳
）
、
御
側
御
用
人
・
表
御
用
人
兼
帯

上
座
と
な
る
と
同
時
に
、
父
が
記
録
し
て
い
た
御
用
臼
記
も
継
承
す
る
。
残
念
な
が

ら
家
督
相
続
し
た
嘉
永
元
年
分
と
安
政
二
年
（
一
人
五
五
）
分
を
欠
く
が
、
難
病
を

発
症
す
る
安
政
三
年
半
途
中
ま
で
七
ヵ
年
分
が
現
存
す
る
。
彼
も
御
用
日
記
の
タ
イ

ト
ル
に
「
紳
」
を
用
い
て
お
り
、
書
式
に
つ
い
て
も
父
直
温
の
も
の
と
共
通
性
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
父
代
か
ら
の
継
承
を
強
く
意
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
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こ
の
頃
、
豊
岡
藩
で
は
駿
府
加
番
（
嘉
永
二
年
八
月
～
同
三
年
八
月
）
、
大
坂
加

番
（
嘉
永
四
年
八
月
～
同
五
年
八
月
）
を
連
続
し
て
勤
め
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
御

用
日
記
の
内
容
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
全
て
の
内
容
を
通
年
の
御
用
β
記

に
網
羅
す
る
の
で
は
な
く
、
各
年
の
御
用
日
記
の
表
紙
に
「
駿
府
御
加
番
被
為
黒
蝿

候
、
以
来
御
用
留
記
有
之
」
　
（
鎧
櫃
O
ホ
）
、
　
「
九
月
二
十
五
競
争
ま
て
駿
府
御
加
番

御
用
向
留
記
有
之
」
　
（
同
O
＆
）
、
　
「
大
坂
御
加
番
被
為
蒙
鳶
色
、
已
来
之
御
用
向
留

記
有
之
」
　
（
同
O
ミ
）
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
各
加
番
御
用
に
関
す
る
「
補
記
」
が

別
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。
嘉
永
四
年
二
月
九
日
の
任
命
か
ら
大
坂
に
赴
任
す
る
七
月

ま
で
の
動
き
を
記
録
し
た
「
大
坂
御
用
目
記
扁
（
同
鼠
。
。
）
や
嘉
永
五
年
三
月
＝
一
三

以
降
、
江
戸
に
論
調
す
る
ま
で
の
経
緯
を
記
録
し
た
「
従
大
坂
御
帰
府
大
押
日
記
」

（
た
だ
し
同
O
お
「
紳
扁
と
合
冊
）
、
大
坂
加
番
先
役
や
城
代
以
下
大
坂
詰
諸
役
に
関

す
る
書
き
上
げ
（
同
O
㎝
O
、
　
「
大
坂
御
加
番
書
上
（
仮
）
」
）
は
、
大
坂
加
番
に
関
す

る
留
記
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
駿
府
加
番
に
関
す
る
留
記
は
確

認
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
大
坂
加
番
に
関
す
る
記
録
が
豊
富
に
残
る
の
は
、
当

該
御
用
に
関
す
る
「
御
周
意
向
引
受
取
計
」
　
（
「
大
坂
御
用
日
記
」
同
鼠
。
。
）
を
命
じ

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

　
た
だ
豊
岡
藩
で
は
八
代
高
行
も
、
天
保
＝
二
～
一
四
年
に
大
坂
加
番
を
務
め
て
お

り
、
先
代
直
温
が
記
し
た
御
用
陽
記
も
残
る
。
し
か
し
彼
の
御
用
日
記
に
お
い
て
は

大
坂
加
番
に
関
す
る
記
述
は
詳
し
く
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
天
保
＝
二
年
（
～
八
四

二
）
九
月
以
降
、
幕
命
に
基
づ
い
て
、
同
じ
く
家
老
職
の
谷
口
十
郎
左
衛
門
と
と
も

に
担
当
し
た
但
馬
・
丹
後
両
国
海
岸
の
防
備
強
化
策
、
お
よ
び
武
備
調
達
に
関
す
る

記
述
は
豊
富
で
あ
る
。
同
種
の
連
続
す
る
御
用
日
記
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

位
や
職
掌
、
担
当
案
件
の
違
い
に
よ
っ
て
記
述
に
濃
淡
が
生
じ
る
こ
と
が
改
め
て
確

認
し
う
る
。

　
直
達
は
嘉
永
五
年
五
月
群
議
に
御
側
年
寄
に
昇
進
し
て
お
り
、
そ
の
問
の
御
用
日

記
は
嘉
永
六
年
分
、
同
七
年
分
、
安
政
三
年
分
の
三
冊
が
現
存
す
る
。
御
側
年
寄
へ

の
昇
進
に
伴
う
書
式
上
の
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
が
、
嘉
永
六
年
の
御
用
日
記

の
表
紙
に
「
六
月
三
日
　
浦
賀
表
江
亜
米
利
加
舶
渡
来
扁
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時

期
の
外
交
・
政
治
状
況
の
変
化
が
御
用
自
記
に
も
色
濃
く
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

。
例
え
ば
、
ペ
リ
ー
来
航
後
の
嘉
永
六
年
六
月
二
六
日
、
直
言
は
「
急
御
用
向
二
付

御
在
所
表
江
立
帰
」
（
同
O
紹
）
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
御
用
向
が
海
防
に
備
え

た
武
備
調
達
や
兵
員
の
調
練
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
七
月
一
＝
七
条
に
「
西
洋
調
練
稽

古
を
於
御
門
内
相
催
」
、
七
月
二
六
目
黒
に
「
ケ
へ
ー
ル
都
合
申
談
」
な
ど
と
記
載

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
ま
た
巻
末
の
覚
書
に
、
大
坂
に
お
け
る
学
者
と

の
交
際
や
、
西
洋
式
兵
制
に
関
す
る
知
識
や
技
術
、
西
洋
式
銃
砲
調
達
な
ど
、
誌
代

の
御
用
撮
記
に
は
な
い
新
し
い
記
述
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
直
寅
期
の

御
用
臼
記
の
特
徴
で
あ
る
。

三
　
御
用
註
記
に
み
る
大
坂
加
番
と
海
防

　
本
科
研
の
主
旨
で
あ
る
「
幕
末
期
に
お
け
る
大
坂
・
大
坂
城
の
軍
事
的
役
割
と
畿

内
・
近
国
藩
」
と
い
う
観
点
か
ら
直
温
・
直
寅
の
残
し
た
御
用
日
記
を
見
た
場
合
、

注
霞
す
べ
き
は
同
憂
の
幕
末
期
を
通
じ
た
海
防
へ
の
取
り
組
み
と
大
坂
加
番
を
望
む

こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
「
大
坂
御
用
日
記
」
か
ら
嘉
永
四
年
の
大
坂
加
番
着
任
ま
で
の
経
緯
を
追
う

と
、
二
月
二
日
「
当
年
大
坂
御
加
番
水
野
岸
向
守
様
御
代
扁
、
す
な
わ
ち
青
屋
口
加

番
水
野
勝
進
（
下
総
国
結
城
藩
主
・
一
万
八
千
石
）
と
の
交
代
が
江
戸
藩
邸
に
伝
え

ら
れ
て
お
り
、
同
日
付
で
豊
岡
に
そ
の
事
を
伝
え
る
便
を
仕
立
て
て
い
る
（
豊
岡
に

は
九
蜀
着
）
。
署
内
に
お
い
て
は
、
三
月
　
日
に
「
御
用
意
向
引
受
取
計
扁
を
命
じ
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た
舟
木
直
寅
を
筆
頭
に
、
生
駒
傳
左
衛
門
（
破
損
役
）
、
高
階
司
（
御
鉄
砲
弾
）
、

古
嶋
武
輔
・
伊
藤
玉
蔵
（
御
零
役
）
に
大
坂
勤
番
が
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後

も
同
月
二
九
日
に
猪
子
宗
太
、
前
波
矩
輔
以
下
本
名
、
五
月
二
九
日
に
猪
子
里
家
太

（
旗
奉
行
）
以
下
九
名
に
大
坂
勤
番
が
命
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
六
月
工
日
、
＝
二
醸

と
大
坂
へ
従
う
人
員
が
決
め
ら
れ
て
い
く
。
最
終
的
な
加
番
体
制
は
、
雌
羊
三
十
三

名
、
小
頭
以
下
二
十
九
名
、
小
人
二
十
三
名
か
ら
な
り
、
こ
れ
に
士
列
の
家
来
・
従

者
が
加
わ
る
。
小
頭
の
う
ち
十
五
名
は
新
規
抱
入
れ
で
あ
り
、
小
人
は
領
内
で
の
徴

発
と
大
坂
市
中
で
の
雇
入
れ
に
よ
り
賄
っ
て
い
る
。
大
坂
に
持
ち
込
む
道
具
類
の
調

達
は
江
戸
と
豊
岡
で
分
担
し
て
お
り
、
御
用
濤
記
を
見
る
と
、
直
撃
が
豊
岡
に
お
い

て
道
具
類
の
修
理
・
新
調
、
荷
物
運
搬
の
た
め
の
船
便
の
手
配
、
領
内
お
よ
び
大
坂

で
の
小
人
の
徴
発
・
雇
入
れ
、
大
坂
に
お
け
る
藩
主
高
厚
出
迎
え
の
た
め
の
先
遣
の

手
配
な
ど
に
奔
走
す
る
様
子
が
伺
え
る
。

　
小
大
名
に
と
っ
て
大
坂
加
番
を
勤
め
る
こ
と
は
、
役
高
の
一
倍
物
成
の
合
力
米
を

支
給
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
財
政
面
で
魅
力
的
だ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
3
。

実
際
、
常
陸
国
下
館
藩
（
三
万
二
千
石
）
の
家
老
牧
田
家
文
書
に
よ
れ
ば
、
明
粕
八

年
（
～
七
七
一
）
頃
、
勝
手
向
き
難
渋
を
理
由
に
大
坂
加
番
就
任
を
望
ん
で
い
る
4
。

豊
岡
藩
に
お
い
て
も
、
八
十
四
両
を
超
え
る
経
費
を
費
や
し
て
大
坂
加
番
就
任
の
内

願
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
豊
岡
藩
で
は
嘉
永
三
年
の
領
内
に
お
け
る
門
前
代

未
聞
之
大
洪
水
」
に
よ
る
被
害
、
同
四
年
春
の
住
居
、
家
中
小
屋
々
、
武
器
蔵
ま
で

「
悉
皆
類
焼
」
す
る
江
戸
藩
邸
の
火
災
に
も
遭
遇
し
た
が
、
嘉
永
四
～
五
年
忌
大
坂

加
番
就
任
に
つ
い
て
は
門
大
坂
御
加
番
代
斜
影
仰
以
御
蔭
家
中
扶
助
を
も
致
遣
、
冥

加
至
極
難
場
仕
合
奉
藩
候
偏
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
「
格
別
之
以
　
御
飯
慰
来
秋
大
坂

御
製
見
繕
被
　
仰
付
被
下
置
筆
者
以
御
蔭
公
務
尚
更
聖
算
、
次
二
家
中
井
下
々
扶
助

撫
育
致
遣
、
欄
干
ハ
文
武
督
促
仕
、
士
風
復
古
、
下
々
廉
恥
之
筋
を
も
為
相
半
、
尚

又
海
防
等
之
義
も
此
上
充
分
手
当
可
仕
旨
難
有
仕
合
奉
存
候
」
と
嘉
永
六
年
の
加
番

業
革
も
願
い
出
て
い
る
（
舟
木
家
文
書
の
う
ち
薬
箱
4
－
1
7
「
家
中
損
亡
の
た
め
大

坂
加
番
拝
命
願
」
）
。
た
し
か
に
こ
の
文
面
か
ら
は
、
困
窮
す
る
藩
財
政
の
立
て
直
・

し
を
、
大
坂
加
番
拝
命
を
望
む
主
た
る
要
因
と
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
し

か
し
、
困
窮
す
る
藩
財
政
の
立
て
直
し
を
述
べ
る
こ
と
が
、
大
坂
加
番
拝
命
を
内
零

す
る
際
の
一
つ
の
定
型
句
、
す
な
わ
ち
建
前
に
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う

か
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
建
前
の
裏
に
は
大
坂
加
番
就
任
を
め
ざ
す
本
音
が
隠
さ
れ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
尚
又
海
防
等
之
義
も
此
上
充
分
手
当
可
算
」
と

い
う
部
分
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
豊
岡
藩
で
は
天
保
＝
二
年
以
降
、
久
美
浜
代
官
の
指
揮
下
で
但
馬
・
丹
後
両
国
海

岸
の
防
備
に
傾
注
し
て
い
く
。
そ
の
背
景
に
は
、
享
保
二
年
の
半
知
劇
減
に
よ
っ

て
失
っ
た
城
崎
郡
所
領
の
復
活
を
希
求
す
る
動
機
付
け
が
あ
っ
た
が
、
海
防
へ
の
取

り
組
み
を
通
じ
て
、
小
藩
な
が
ら
積
極
的
に
西
洋
の
近
代
知
識
や
制
度
、
技
術
の
導

入
を
図
り
、
独
自
の
海
防
論
を
鍛
え
て
い
く
．
。
。

　
ま
ず
異
国
船
来
航
時
の
派
兵
部
隊
の
再
編
、
自
堅
肥
の
あ
る
但
馬
国
海
岸
の
地
理

的
調
査
と
大
筒
場
の
整
備
、
国
友
彦
左
衛
門
を
招
聴
し
て
の
大
砲
鋳
造
技
術
の
導
入

と
砲
器
類
の
整
備
、
京
・
大
坂
で
の
刀
、
脇
差
、
具
足
、
馬
具
、
陣
羽
織
の
調
達
を

進
め
る
。
ま
た
天
保
一
四
年
の
御
用
目
撃
を
み
て
み
る
と
、
九
月
六
潤
条
に
田
村
源

五
右
衛
門
を
「
因
州
御
使
者
」
、
す
な
わ
ち
鳥
取
藩
に
使
者
と
し
て
遣
わ
し
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
使
者
派
遣
に
は
、
異
国
船
来
航
時
な
ど
の
非
常
時
の
連
携

を
依
頼
す
る
目
的
が
あ
っ
た
が
、
同
藩
は
他
に
も
久
美
浜
代
官
所
、
生
野
代
官
所
、

鳥
取
藩
、
峰
山
藩
、
宮
津
藩
、
出
石
藩
な
ど
周
辺
の
代
富
所
や
大
名
と
連
絡
を
取
り

、
広
域
的
な
海
防
体
翻
の
あ
り
方
も
模
索
し
て
い
た
。
さ
ら
に
文
久
三
年
の
生
野
代
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官
所
襲
撃
事
件
を
経
て
、
同
藩
は
筆
工
の
あ
る
但
馬
国
を
「
京
師
程
近
侍
国
柄
」

捉
え
、
自
判
を
京
都
守
衛
の
最
前
線
と
位
置
付
け
る
よ
う
に
な
る
6
。

と

　
ま
た
幕
府
が
対
外
情
報
の
統
制
を
行
っ
て
い
る
な
か
で
，
、
対
外
情
報
を
入
手
す

る
独
自
の
ル
ー
ト
も
構
築
し
て
い
た
。
天
保
一
三
年
の
御
用
臼
記
を
み
る
と
、
一
一

月
書
目
条
に
「
唐
舩
去
冬
春
二
懸
四
二
等
着
欄
外
委
敷
天
民
相
咄
書
記
」
、
同
月
三

潤
条
に
天
民
が
「
密
書
指
出
ス
扁
と
あ
る
よ
う
に
、
但
馬
国
出
身
で
長
崎
遊
学
の
経

験
も
あ
る
大
坂
在
住
の
儒
医
但
馬
天
民
を
通
じ
、
長
崎
由
来
の
対
外
情
報
を
内
密
に

得
て
い
る
。
舟
木
直
温
自
身
も
蘭
書
通
辞
本
を
入
手
し
、
写
本
の
作
成
を
命
じ
た
り

も
し
て
い
る
8
。

　
文
久
元
年
（
一
八
六
～
）
、
江
戸
・
大
坂
の
開
市
、
兵
庫
・
新
潟
の
開
港
延
期
交

渉
を
目
的
と
し
て
幕
府
は
遣
欧
使
節
団
を
派
遣
す
る
。
そ
の
使
節
団
に
お
い
て
豊
岡

藩
京
極
家
の
分
家
旗
本
で
霞
付
の
京
極
高
朗
は
、
正
使
・
副
使
と
と
も
に
特
命
全
権

を
担
う
監
察
使
を
務
め
て
い
る
。
高
朗
は
欧
州
に
二
人
の
従
者
を
伴
っ
た
が
、
高
朗

の
家
臣
で
彼
の
従
者
と
し
て
使
節
団
に
随
行
し
た
黒
澤
貞
観
の
渡
欧
日
記
に
「
御
用

役
は
御
本
家
様
よ
り
御
拝
借
、
岩
崎
豊
太
夫
御
召
連
に
相
成
」
9
と
あ
る
よ
う
に
、

い
ま
一
人
の
従
者
と
し
て
豊
岡
藩
士
の
岩
崎
豊
太
夫
が
渡
欧
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

一
。
。
詳
し
い
経
緯
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
同
藩
の
海
防
へ
の
取
り
組
み
や
西
洋
の
近

代
的
知
識
・
技
術
へ
の
関
心
の
高
さ
か
ら
考
え
て
、
岩
崎
の
随
行
に
は
豊
岡
藩
の
少

な
か
ら
ざ
る
要
請
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
大
坂
加
番
勤
番
以
降
の
御
用
β
記
を
見
る
と
、
継
続

し
て
但
馬
壁
土
と
の
繋
が
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
や
、
藤
澤
東
涯
、
緒
方
洪
庵
ら
学

者
や
大
坂
の
商
人
ら
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
、
ゲ
ベ
ー
ル
銃
な
ど
西
洋
式
銃
砲
の

調
達
や
西
洋
式
兵
欄
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
藩
の
老

職
の
立
場
か
ら
見
た
大
坂
加
番
像
と
い
う
限
定
は
付
く
が
、
公
儀
の
役
を
務
め
る
立

場
で
大
坂
に
駐
在
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
人
脈
や
情
報
収
集
、
物
品
調
達
上
の
メ
リ

ッ
ト
は
、
大
坂
加
番
を
勤
め
る
大
き
な
魅
力
の
一
つ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
本
科
研

で
は
他
に
も
大
坂
加
番
関
係
文
書
の
収
集
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
比
較
し
な
が

ら
、
財
政
的
側
面
だ
け
で
は
な
い
大
坂
加
番
就
任
を
望
む
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
が

今
後
、
求
め
ら
れ
る
。

　
国
際
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
、
開
国
へ
向
け
て
大
き
く
舵
を
き
っ
て
い
く
時
期
の

御
用
日
記
が
二
代
、
二
十
五
年
間
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意

義
は
大
き
い
。
今
後
、
本
格
的
な
分
析
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

－
　
『
豊
岡
市
史
』
上
巻
（
豊
闘
市
、
　
一
九
八
一
年
）
。

2
　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
～
一
巻
（
小
学
館
、
一
九
七
四
年
）
、
一
一
八
頁
。

3
松
尾
美
恵
子
門
大
坂
加
番
の
一
年
」
（
『
大
阪
春
秋
』
三
四
号
、
大
阪
春
秋
社
、
一

　
九
八
二
年
一
　
月
）
。

4
『
新
修
大
阪
市
史
　
史
料
編
』
第
六
巻
「
近
世
國
政
治
1
」
（
大
阪
市
史
編
纂
所
、

　
二
〇
〇
七
年
）
。

5
高
久
智
広
「
幕
末
期
台
場
の
研
究
状
況
と
兵
庫
県
の
台
場
」
（
兵
庫
県
教
育
委
員

　
会
編
『
兵
庫
県
の
台
場
・
砲
台
』
、
二
〇
＝
二
年
）
。

6
高
久
智
広
「
幕
末
の
海
防
関
連
遺
産
の
研
究
・
保
存
活
用
展
望
臨
（
『
幕
末
．
明
治

　
の
海
防
関
連
遺
産
群
の
調
査
研
究
』
（
兵
庫
県
歴
史
文
化
遺
産
活
用
活
性
化
実
行
委

　
員
会
、
二
〇
一
五
年
）
。

7
藤
田
覚
『
幕
藩
綱
国
家
の
政
治
史
的
研
究
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
人
七
年
）
。

24－7
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8
前
掲
注
6

9
朝
来
市
指
定
文
化
財
「
『
欧
羅
巴
航
臼
録
』
ほ
か
糸
井
京
極
家
家
臣
黒
澤
貞
備
関

　
係
資
料
」
（
朝
来
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）
の
う
ち
『
欧
羅
巴
航
目
録
』
甲
・
乙
。

－
o
神
戸
開
港
一
五
〇
年
記
念
特
別
展
図
録
『
開
国
へ
の
潮
流
－
開
港
前
夜
の
兵
庫

　
と
神
戸
一
』
（
神
戸
市
立
博
物
館
、
二
〇
一
七
年
）
。



【表21舟木家文書に含まれるの御用日記類

年代 表題
「1」ジ

作成暫 形状 法琶（縦×横） 備考

天保2．UO～閏3
御要珊臼録（御勝手方御用向拝命に［剣す
骭o緯）

01工 舟木数馬直温
奏春画格→御用人役（在
{御用掛）

横牛堀 17，0X12．5

天保3，12．6～天保4．1

御用控（天保三年展一1…．L：廻八H発足出

{、罰照年巳正月廿三目帰着そ卸用向書
L畢）

012 舟木外記（直温） 卿側申老・御勝手物主 横半帳 17，0X12．5

天保4．3．5～8，6 御側日鋼 O14 舟木外記（複眼） 御側中老・御勝乎物主 横単帳 17．OX12．5

天保5．L1～6．29 〔纏用R記｝ 016
一 御側中老・郷勝儲物主 横ユ閻獲 17．OX12．5 反故紙

天保5エ1～大晦FI ｛御用日記〕 017
一 御側中老・御勝乎物主 横半帳 17．OX12．5 反故紙

ヲミ保6．1．1～7．28 紳 Oi8 舟木外記直濠 御側中老・御勝手物註三 横構帳 17．⑪X12，5 反故紙

天保6，7ん12．30 〔御用日記｝ 019
一 御側中老・郷勝手物寵 横半帳 玉7．0×12．5 反故紙

ヲミ保7．1．15～3．24
御勝手方御用控（一月一五i＝1外記方立御

o府留守中）
020

　 御側隠田・御勝手物主 横取帳 17．0×12．5 反故紙

天保7．L1～7，晦 〔御用登記〕 021 一（舟木薩温） 御側中老・御勝手物主 横半帳 17．OX12．5 反故紙

天保7，8，1～12．29 紳 022 舟木外記（直温） 御側申老・御勝手物主 横半帳 17，0×12．5 反故紙

天保8．L三～5．28 紳 023 舟木直温 御側年寄 横半帳 17．0×12．5 反故紙

天保8．6．1～大晦日 紳 024 舟木i霞温 御側年寄 横半帳 17．0×12．5 反故紙

天保9，L1～12．30 紳（四月三ドi江戸表右帰着） 025 舟木直温 御側年寄 横乗帳 17，0×12．5 反故紙

災保9 ｝：L附御用開脚 026
一 卿側年寄 横開帳 17．0×12．5

天保9～嘉永7 〔御｝’肺記〕 027 舟木老之助（織寅） 御側年寄 横網暖 16．｝×20．7

天保10．L1～12．29 紳 028 舟木外記縫温 御側年寄 横半帳 17．0×12．5 反故紙

天保1i，L工～12．29 紳 030 舟木直温 御側年寄 横網帳 17．0×12．5 反故紙

ヲミ保12．L7～12．29 紳 032 舟木直渥 漸漸年寄 横半帳 17．0×12．5 反故紙

天保12．1～1L1 御参勤道中門記井在府ll扉日記 033 舟木外記（薩温） 御｛則年寄 横利爽 17．OX12．5 反故紙

天保13，1．1～12，29 紳 035 舟木外記画温 御側年寄 横半帳 17．0×12．5 友故紙

天保14．1～12．29 紳 036 舟木外記植温） 御側年寄 横半帳 17．OX12．5 反故紙

ヲξ保15．1～12．27 紳 037 舟木直温 側則年寄 横取帳 王7．0×12．5 反故紙

弘化2．1～12．28 紳 039 舟木藏温 御側年寄上座 横本帳 17．OX12．5 反故紙

弘化3．1．7～12．29 〔御用日記〕（丙午翻り（） 040 一（舟木直温力） （御側年寄上座） 横本帳 17．0×12．5

弘化4．1～1L28 紳（丁未春秋） 043 舟木直温 1卸側年寄上座 服毒帳 17．0×12．5

痛永L5～IL5 〔御用控〕 044 一（舟木薩寅力）
御側御用人・表御11耳人兼

ﾑ上座
横半帳 ユ6．1×20．7

嘉永2．1～大晦日 紳（駿府御加番） 045 舟木老之助値寅）
御側御用入・衷そ飼1用人兼

ﾑ上座
二半帳 16．1×2α7

嘉永3．1～大晦臼 紳（～九月＝十五日駿府郷湘番） 0窪6
舟木老之助「印」（薩

ﾐ）

御側御用人・衷御用入兼

ﾑ上座
横上帳 16．1×20．7

嘉永41～Il． 紳（大坂御加番） 047 舟木老之助値寅）
郷側御門人・表御用人兼
ﾑ」円座

横乗帳 16．1×2α7 反故紙

嘉永4．2．9～ 大坂御用日記 048 舟木老之助（薩寅）
御側御母入・表御舞1人兼

ﾑ上座
横擁乞帳 16．1×20．7

嘉永5．1～

紳（八月七日、火坂御擁番御交代候道申
蜴R、江戸勤番中御婚姻御向懸ゴi曲淵御

T色御嶽駕） 049

舟木老之助（薩寅）
御側御用人・表御用人兼
ﾑ上座嚇御｛則年寄

脚半帳 16．1×20．7

（嘉永5）3，12～ 従大坂御帰府大押臼記 舟木一寅
御側御用人・表御用人兼

ﾑ烹座→御側年寄
横木帳 16．玉X2α7

嘉永6．1～12．26

紳（四月二日御参勤御着館、六月三日
Y賀表瓶米利力購1奇渡来、六月．．二十六日

芻ﾝ所立帰の仰せ、八月八隅帰着、御
衰增E人数惣取調御用一等一粂）

G52 舟木老之助（直寅） 御イ購三五 横上帳 16．1×20．7

嘉永7．1～12．26
紳（江7鐸御落駕大垂｝｝唄記、十．．凋十一Fi

芒ﾈ御年男被仰付書記、安政改ラ粉
053 舟木老之助値寅） 御側年寄 横坐帳

（嘉永年問力）3～5
御側御内；租醤己（藩…お帰圏、世子不在二

撫ｨσ）人選及び二二所の二二『階の
055 舟木老之助値寅） 横半帳 16．互X20．7

安政3．L1～824 紳 056 舟木老之助（直寅） 御側年寄 横半帳 16．1×20，7

※豊岡藩家老舟木家文書のうち鎧簾収蔵文書より作成（史料Nαは本科石yでσ）整理番号）。
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【表3】遜隼御用日詑の表題、巻頭・巻末紀載及び反故紙の利珊状況

俘成 役職 年代
史騰
mα

表題 表紙記載 巻頭 誉末
反故紙
ﾌ手1踊

巻頭・製ξ記載の内容

天保5．Ll～6．29 016 〔御’順記〕
※表紙なし。留頭から蕉層死
冾謔閨A氾載、

●

天保5．7．1～人晦1．i 017 〔側躍日紀〕
※表紙なし。徹撰から七月朔
P．壽より記載。

●脚
1
署
章
卿
勝
霧
．
！
三

天保6．1．1～7．28 o丑8 紳 昧」の記載。 ○ ●
諸事ケ条覚書、領内家数・人数、前

Nの作柄・叡納、11fl年の財政牧支

天保6．7．29～12．30 019 〔御用口出〕 ※表紙なし、未七月より記載、， ●

天保7．L三～7．晦 021 〔徹りi旗記〕
※表紙なし。申正月光羅より

ﾙ載。
●

天保7．8．1～12．29 022 釧1 瞬1秘の紀載。 ●

天保8．L1～5．28 023 紳 「天保八1‘鷹鞄の記載。 ○ ●
領内家数・人数、前年の作嬉・紋納、

O年の財政収支

天保8．6．1～大晦口 02辱 紳 聴六局ヨジ」の、i鴛載。 ○ ●
領内家数・人数、繭年の俸柄・収納、

O年の財政奴支

天銀9．｝．1～ま2．30 025 紳
ゼ戊戌鵜の紀載。

ｦ4／3警二戸表臨監蔚
0 ●

領内家数・人数、前年の作柄・収納、

O年の財政収支

天保io．L1～三2，29 028 剥1 「天保レ己亥年まの記載。 ○ ●
領内家数・入数、前年の作柄・収納、

囈Nの財政収支薩
ロ
皿
－
　
　
噛
～

翻
篶

天保U．L1～12．29 030 紳 ξ天保．．1・…庚・自誓．1の記載。 ○ ●
領内家数・人数、前年の作納・毅納、

ｩll年の財政紋支

天保12．L7～12，29 032 紳 「天f尉一二辛丑年」の、把載⇔ ○ ●
領内家数・人数、繭年の作柄・収納、

O年の財政収支

天保13．L1～12．29 035 紳 「天保／一十丑寅年｝の紀載。 ○ ●

家中役入船燐出張覚、領内家数・入
煤Ai揮ドの作柄・載納、舞ll年の財政

緖x

天保正4．三～12．29 036 紳 ゼノミf翠」卜・簸癸巧P向三」o）占己妻達。 ○ ●

諸事ケ条覚書、家中役人他所掲張
o、領内家数・入数、毒言i年の作柄・収

[、前年の財赦収支

天保15．1～12．27 037 紳 「天保卜五甲綴年」の紀載。 ○ ●

諸事ケ条覚書、家中役入他駈出張
o、領内家数・入数、自ll年の作柄・数

[、隔年の財政収支

弘化2」～12．28 039 紳 融化謡乙巳年」の記載。 ○ ●

諸事ケ条覚書、相場益、郡内兄分、

ﾌ内家数・入数、前年の作柄・収納、
撃撃?ｌ年の財政収支

碑
織
年
1
萱
座

弘化3．L7～三2．29 040 〔御」出三i記〕

※表紙に「弱午春穐と藩主
ｮ静の読響。「紳」の紀毅な
ｵ。

○ ○ ●
家中役人健所描張覚、相場読、前年
ﾌ財政破支、備忘録（家中賞美・足
y支配渕係など）

弘化4．至～1L28 043 紳 ダ1’未春秋」の記載。 ○ ○
村月謝敷新二型の’寅地、棺制目、備

Y録（家中賞美・照洋妬1糠ど）

嘉永2．1～大晦日 045 紳

「嘉永二己錫年1旺月ヨリ」、「駿府御加番被為蒙｛∫！喉、以

?御用留謁有之まの記載。

嘉永3．旦～大晦口 046 紳

ジ嘉永臨庚戌年正月より」、f九月謡．卜五口朝まて駿府御

ﾁ番御用殉留記有之」の記
ﾚ。

○

御渡方、諸事覚警、御米各月惣〆
aA大納戸各月惣〆高、藩士人男【1照

√¥

藏
鶴
1
炎
美
留
粂
イ
護
座

三目4．1～11． 047 紳

「嘉永四辛旧年IE月より」、

u大坂御加番被為蒙仰躾、巳
?之樹凋貿詔有之まの詑載。

O ●

役人離郷の覚、諸事ケ粂覚瞥、町方’
?方宗門改（家数・人数・増減）、前

Nの作柄・収納、Illl年の財政紋支、

蜊竕ﾁ番先役と後脚

．
輩
曹
瀞
－
且
匪
増
釧

嘉永5．1～8．6 0‘19
紳・従大坂御

A府大銭壌記

「嘉永五癸チ隼正月より」、
u大坂御加累先御直向、八月．Ll．1彿交代候道中大押、江

ﾋ勤番中御土量1目御向懸無程

q晒御発駕」の記載“

○ ○

去亥年御賢覧（前年σ）作柄・1反納、

蜊竏鼾]戸道中宿駈、拝領物・貿上
纉凵A；；欝四条覚潜、御合力闘御払

ﾄ代請、御加番目付金銀払、大納戸
･、御賄二上、1吟味役仮～丸算之表、

O年の財政収支、大坂町人・学考等

ﾆの交際

嘉永6．1～12．26 052 紳

「藻永六癸丑年正．月より」、

煬雌�絜ｨ参勤御着館、
Z月嘉日　浦袈表四囲米不II

ﾁ舶渡裏、六凡二．を六口御
搶轄]立爆幽幽付f簾、二卜
ｪ口立、八月八撲　漏肴、御
衰增E御人数惣御盛調｛顔剛

恣凵E条有之3の認載。

○ ○

去．．r年御取稼備イ1モの作柄・出納、

ｬ方宗門改（家数・人数・増滅）、御

d役払、Ilfl年の作柄・収納、西洋間

ｲ達関連、支出覚

彼II

､
年
寄

薪永7．1～12．26 053 紳

「嘉永七単寅年従蕉月鷲卜
l月、1野｝ニレ八錘　江戸樹i
ｭ駕大押ロ、氾イ詑、レ．調
戟E｝コ於御繭御1年凹凹仰《・1圃

窓I、安政与改元」の証載。

○ ○

嘉永六編年御物成（前｛ドの翻心・奴

[）、前年の財政細紐、交際、蘭語・

槙w知識、海防関係、西洋の兵制用

安政3．L1～8．14 056 紳 ※記載なし。 ○ ○

籏内家数・入数、前年の作柄・収納、

O年の財政収支、家秘蒋薬調合法、

槙w知識

※賢翌＝鮒藩家老舟木家文悉のうち鎧垂概収蔵文番より作成（史料Kαは本科EJFでの整理番粉。
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4

舟
木
家
当
主
と
儒
者
と
の
交
流
一
薬
箱
収
蔵
文
書
を
中
心
に
一

　
豊
岡
藩
京
極
氏
の
下
で
家
老
を
歴
任
し
た
舟
木
家
代
々
の
な
か
で
、
傑
出
し
て
存

在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
第
六
代
舟
木
外
記
直
温
（
法
号
共
定
、
一
八
〇
五
～

四
八
）
と
雷
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
家
督
相
続
し
た
折
の
知
行
高
一
五
〇
石
を
、
御
側

年
寄
・
御
側
年
寄
上
座
を
勤
め
る
こ
と
で
二
五
〇
石
に
ま
で
加
増
さ
せ
て
い
る
。
藩

政
へ
の
貢
献
度
は
き
わ
め
て
高
い
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
家
文
書
中
に
「
行

余
輩
文
艸
堂
し
銘
入
り
の
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
に
筆
で
書
か
れ
た
「
舟
木
外
記
事

績
書
」
が
あ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
を
著
し
た
の
は
第
｝
○
代
舟
木
静
氏
で
あ
る
が
、
略
歴
に
続
け
て
事
績
を
、

財
政
整
理
、
人
材
養
成
、
救
荒
、
産
業
、
海
岸
防
備
に
分
け
て
略
述
す
る
。
な
か
で

も
注
目
す
べ
き
は
「
人
材
養
成
」
の
項
で
、
文
武
を
奨
励
せ
ん
と
し
て
ま
ず
、
心
学

道
話
の
名
家
原
田
道
立
を
招
き
、
つ
い
で
「
学
舎
ヲ
経
営
シ
誤
読
ヲ
聴
シ
藩
士
ヲ
シ

テ
学
バ
シ
メ
ン
」
と
第
八
代
藩
主
京
極
高
行
に
説
い
て
、
天
保
六
年
（
へ
八
三
五
）

稽
古
堂
を
設
立
し
、
　
「
碩
儒
」
猪
飼
敬
所
を
招
く
。
さ
ら
に
「
備
中
ノ
庶
士
扁
国
富

探
道
を
招
聰
し
、
武
芸
を
講
じ
、
砲
術
の
訓
練
に
励
ま
せ
る
。
そ
の
後
、
江
戸
で
「
紀

藩
ノ
儒
官
」
遠
藤
白
鶴
と
会
い
、
稽
古
堂
に
教
授
と
し
て
招
こ
う
と
す
る
が
、
紀
州

藩
の
許
す
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
代
わ
っ
て
白
鶴
に
乞
う
て
学
説
を
記
さ
せ
、
そ
れ
を

稽
古
堂
に
掲
げ
た
、
と
続
け
、
そ
の
人
材
養
成
の
功
は
「
節
義
ヲ
重
ン
ジ
空
論
ヲ
廃

シ
実
功
ヲ
貴
ヒ
人
輩
出
シ
王
政
維
新
ノ
際
二
至
リ
其
功
尤
モ
顕
ス
」
と
結
ぶ
。
そ
こ

藪
田
　
貫

で
例
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
浜
尾
新
・
久
保
田
譲
・
沖
野
忠
雄
ら
の
郷
土
の
偉
人
と

し
て
よ
く
知
ら
れ
た
人
た
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
原
点
が
、
舟
木
外
記
直
温
の
計
略
に

あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
末
尾
に
「
事
績
ヲ
認
メ
ル
証
拠
書
類
」
を
付
け
る
と

い
う
慎
重
さ
で
あ
る
が
、
実
際
、
同
家
文
書
中
、
と
く
に
薬
箱
に
は
、
猪
飼
敬
所
、

遠
藤
野
鶴
、
藤
沢
東
出
、
池
田
草
庵
、
猪
子
清
と
い
っ
た
学
者
の
書
状
や
、
彼
ら
の

動
静
に
触
れ
た
書
状
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
人
物
と
と
も
に
紹
介
す
る
。

　
な
お
藩
校
稽
古
堂
に
つ
い
て
は
、
　
『
豊
岡
市
史
史
料
編
上
』
　
（
平
成
二
年
刊
）
に

豊
艶
士
族
久
保
田
精
～
が
記
し
た
「
旧
豊
岡
藩
文
武
校
興
廃
始
末
」
（
「
稽
古
軍
記
」

と
題
名
を
付
す
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
天
保
四
年
、
藩
主
邸
内

で
の
設
置
・
開
堂
を
経
て
、
六
年
に
廓
内
に
新
築
さ
れ
、
五
月
五
日
、
猪
飼
高
所
を

京
都
よ
り
招
い
て
諸
勢
式
を
挙
行
。
明
治
四
年
の
廃
藩
に
従
い
閉
校
後
、
五
年
六
月

十
五
目
の
火
災
で
焼
失
し
た
。
明
治
三
年
か
ら
四
年
の
間
に
女
学
を
設
け
た
。
ま
た

稽
古
堂
は
江
戸
藩
邸
に
も
あ
り
、
文
久
二
年
十
一
月
、
藩
主
家
族
が
帰
郷
す
る
に
と

も
な
い
廃
止
さ
れ
た
、
と
あ
る
。

　
あ
わ
せ
て
『
同
史
料
編
』
に
は
、
舟
木
家
文
書
と
し
て
学
則
、
学
制
、
日
課
、
日

記
（
当
番
谷
口
）
、
藩
主
学
業
御
覧
次
第
（
天
保
七
年
）
、
池
田
草
庵
先
生
接
遇
の

諸
史
料
を
収
め
て
い
る
。

猪
飼
敬
所
　
一
七
六
一
～
一
八
四
五
、
名
は
尊
志
、
字
は
文
卿
、
通
称
安
治
郎
、
号

敬
所
、
猪
飼
は
養
家
の
姓
。
京
都
で
生
ま
れ
、
は
じ
め
石
門
心
学
を
修
め
た
が
、
の
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ち
に
儒
学
を
志
し
、
岩
垣
竜
渓
の
門
に
入
り
、
の
ち
仙
谷
候
の
招
き
に
応
じ
て
但
馬

に
遊
ぶ
。
晩
年
、
伊
勢
津
に
移
り
、
藤
堂
藩
の
賓
師
と
な
り
、
そ
の
地
で
没
し
た
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
稽
古
堂
の
開
堂
式
に
、
当
地
に
居
合
わ
せ
た
こ
と
か
ら
経
書
を

講
じ
た
ほ
か
、
学
生
に
示
し
た
「
稽
古
堂
記
」
が
残
さ
れ
て
い
る
（
『
豊
岡
市
史
』

上
巻
、
昭
和
五
六
年
、
九
二
六
頁
）
。

　
彼
の
書
面
は
、
か
な
り
の
悪
筆
で
解
読
に
苦
し
む
が
、
三
月
四
建
付
の
舟
木
外
記

宛
書
状
で
は
「
尚
々
人
臼
発
足
、
十
目
二
京
着
致
候
、
　
君
候
御
参
府
営
御
通
行
之

節
、
御
出
迎
可
申
上
存
念
二
御
座
候
処
。
九
日
之
夜
草
津
二
宿
し
、
十
日
之
朝
　
里

計
出
候
而
、
夜
前
草
津
二
　
君
候
　
御
泊
之
事
偏
と
あ
り
、
参
勤
交
代
で
出
府
す
る

豊
岡
藩
主
（
八
代
高
行
か
）
に
、
途
上
の
草
津
で
お
目
見
え
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
　
「
四
月
中
比
ニ
ハ
又
下
り
申
候
扁
と
あ
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
京
都
と
豊
岡
を

往
来
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

遠
藤
白
鶴
　
紀
州
藩
江
戸
藩
邸
の
儒
者
遠
藤
白
鶴
（
名
は
泰
通
、
号
は
鶴
洲
、
義
斎

と
も
）
の
経
歴
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
　
『
国
書
総
目
録
』
に
は
、
　
「
乞

言
私
記
扁
、
　
「
救
荒
便
覧
』
、
　
「
経
世
要
覧
」
、
　
「
志
学
問
答
」
な
ど
の
著
書
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
『
志
学
問
答
』
㎝
部
が
残
さ
れ
、
舟
木
家
の
蔵
書
印
が

捺
さ
れ
て
い
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
藤
沢
東
咳
の
賊
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
豊
岡
市
史
』
上
巻
に
よ
れ
ば
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
、
京
極
高
行
が
藩
主

の
地
位
を
継
承
し
た
折
、
江
戸
で
紀
州
藩
儒
で
あ
っ
た
遠
藤
義
斎
の
講
説
を
聞
く
機

会
が
あ
り
、
忠
孝
一
致
・
文
武
併
用
・
実
用
尊
重
の
説
に
感
じ
入
り
、
執
政
舟
木
外

記
を
登
用
し
て
藩
政
改
革
に
着
手
し
た
と
い
う
。
田
鶴
の
作
で
、
江
戸
の
稽
古
堂
に

掲
げ
ら
れ
て
い
た
扁
額
「
諸
生
に
示
す
」
が
あ
る
（
『
市
史
』
上
巻
、
九
二
五
～
九

二
六
頁
）
。

　
他
方
、
舟
木
家
に
、
つ
ぎ
の
篇
額
（
木
版
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
（
関
防
印
）

　
学
問
の
道
孝
悌
恭
譲
乃
実
行
に

　
本
き
質
直
雄
武
乃
風
を
失
は
す

　
杓
漢
乃
史
に
通
暁
し
古
典
訓
教
を

　
熟
読
し
先
哲
の
嘉
書
善
行
を
□

　
記
し
夙
興
夜
幽
し
て
文
武
忠
孝

　
乃
御
条
令
に
背
く
べ
か
ら
ず

天
保
十
五
正
陽
月

　
　
南
紀
　
白
鶴
義
斎
泰
首
書
　
　
（
印
）

　
末
尾
に
彫
物
に
し
た
経
緯
を
記
し
、
　
「
嘉
永
四
年
孟
春
豆
斎
舟
木
直
角
誌
」
と
署

名
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
書
簡
に
は
、
白
鶴
の
動
静
に
関
す
る
も
の
が
複
数
、
見
え
、

藩
政
に
と
っ
て
の
彼
の
重
要
性
が
伺
え
る
。

藤
沢
東
咳
　
一
七
九
四
～
　
八
五
一
、
名
は
暴
蔵
、
忌
詞
咳
。
讃
岐
安
原
村
生
ま
れ

で
、
申
山
城
山
の
下
で
学
ぶ
。
の
ち
狙
画
学
を
講
じ
た
東
急
は
、
文
政
八
年
（
一
八

二
五
）
、
大
坂
淡
路
町
で
泊
園
書
院
を
設
立
す
る
が
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
一

〇
月
、
大
坂
加
番
と
し
て
い
た
大
坂
城
内
に
駐
在
し
た
第
九
代
豊
岡
藩
主
京
極
高
厚

に
求
め
ら
れ
、
　
「
論
語
」
を
講
じ
て
い
る
。
こ
の
一
件
に
関
す
る
書
類
は
、
東
咳
の

側
に
「
尊
道
巻
」
と
称
す
る
巻
物
と
し
て
残
さ
れ
、
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
兵

庫
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
。
藪
田
「
泊
園
書
院
と
『
尊
道
巻
」
」
藪
田
ほ
か
編
『
泊

園
書
院
と
大
正
無
事
百
周
年
』
二
〇
～
五
年
、
関
西
大
学
出
版
部
）
。
東
前
の
進
講

を
取
り
ま
と
め
、
準
備
し
た
の
は
第
七
代
舟
木
老
之
介
直
寅
（
一
八
二
一
～
五
九
）

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
舟
木
家
文
書
中
に
、
関
連
書
簡
が
残
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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そ
の
一
つ
は
、
文
中
の
東
咳
の
年
齢
か
ら
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
と
思
わ
れ
る

も
の
。
八
月
二
七
日
の
同
日
付
の
三
通
か
ら
な
り
、
猪
子
駅
家
太
か
ら
書
面
を
も
ら

い
、
御
前
よ
り
白
銀
一
枚
を
下
さ
れ
た
の
で
、
猪
子
に
返
信
を
す
る
（
一
通
）
が
、

同
時
に
、
　
「
執
事
（
家
老
）
漏
よ
り
も
宜
し
く
執
成
し
て
ほ
し
い
と
し
て
舟
木
老
之

助
宛
て
に
認
め
（
二
通
）
、
そ
れ
に
次
の
書
面
を
付
け
て
い
る
（
三
通
）
。

　
　
畠
啓

　
爾
来
異
国
船
是
又
去
年
地
震
色
々
変
事
何
角
御
配
慮
奉
察
候
、
去
年
地
震
後
鳥
渡

　
寸
楮
呈
上
仕
候
、
相
達
候
哉
、
併
　
尊
藩
も
格
別
之
御
隙
無
御
座
支
承
籍
二
恐
悦

　
奉
存
候
、
然
処
　
御
前
少
々
御
眼
病
被
為
在
候
御
詰
、
此
節
如
何
追
臼
御
平
癒
之

　
御
様
子
二
候
哉
、
此
節
ハ
中
ノ
目
も
本
国
へ
5
1
取
り
大
坂
表
モ
眼
医
之
巧
者
無
之

　
候
、
又
外
二
良
医
御
食
被
遊
候
哉
、
何
分
ニ
モ
　
御
保
護
御
専
一
ト
等
等
候
、
色

　
々
何
事
二
取
紛
れ
御
無
音
而
已
、
何
卒
来
春
ハ
又
々
樫
原
へ
罷
出
拝
謁
仕
度
者
と

　
相
食
居
候
、
何
分
愚
生
最
早
六
十
三
老
衰
御
推
罵
声
可
下
、
併
家
母
今
年
八
十
有

　
五
生
之
慶
二
居
申
候
、
愚
生
之
幸
ハ
是
而
已
　
頓
首

　
嘉
永
四
年
の
藩
主
へ
の
出
講
以
来
、
東
電
と
直
寅
の
間
に
交
信
は
続
い
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
年
、
有
志
の
手
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
『
藤
沢
東
咳
書
簡
集
』

（
平
成
二
四
年
）
に
よ
っ
て
、
東
咳
の
側
で
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

池
田
草
庵
　
　
一
八
＝
二
～
七
八
、
名
は
緯
、
通
称
禎
蔵
、
字
は
子
敬
、
草
庵
と
号
す
。

但
馬
宿
南
村
の
生
ま
れ
。
一
時
、
僧
と
な
る
も
、
京
都
の
相
馬
九
十
の
塾
に
入
り
、

長
く
京
都
で
修
学
、
春
日
潜
庵
・
吉
村
秋
陽
、
讃
岐
多
度
津
の
林
良
斎
ら
と
交
わ
る
。

弘
化
四
年
、
三
五
歳
の
時
、
郷
里
宿
南
村
に
青
難
書
院
を
開
く
。
晩
年
の
明
治
一
〇

年
、
病
気
治
療
の
た
め
に
上
京
。
帰
国
後
、
書
院
で
没
す
。

　
京
都
修
学
中
の
天
保
一
一
年
（
｝
八
四
〇
）
、
帰
国
の
折
に
豊
岡
藩
で
講
義
す
る

ほ
か
、
文
久
二
年
に
は
練
丘
ハ
の
視
察
、
慶
応
元
年
（
あ
る
い
は
元
治
元
）
に
も
講
義

す
る
な
ど
、
豊
岡
藩
と
の
関
係
は
深
い
（
『
草
庵
先
生
と
青
黒
書
院
』
養
父
市
教
育

委
員
会
、
平
成
二
四
年
）
。

　
草
庵
に
つ
い
て
は
木
南
卓
一
『
池
田
草
庵
先
生
一
生
涯
と
そ
の
精
神
一
』
　
（
昭
和

五
一
年
）
と
い
う
良
書
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
「
豊
岡
藩
の
家
老
で
あ
っ
た
舟
木
子

新
の
招
き
で
二
十
碍
ほ
ど
豊
岡
に
滞
在
し
、
藩
士
た
ち
に
講
義
し
ま
し
た
」
と
い
う

記
述
が
あ
り
、
舟
木
家
側
に
書
状
が
残
る
の
も
自
然
な
こ
と
と
言
え
る
。

　
『
豊
岡
市
史
上
巻
』
は
、
　
「
豊
岡
藩
と
池
田
草
庵
」
の
項
を
立
て
、
豊
岡
藩
で
の

講
義
を
機
と
し
て
思
索
を
深
め
、
し
ば
ら
く
し
て
子
新
に
一
書
を
送
り
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
述
べ
た
と
い
う
。

　
　
吾
人
ま
さ
に
ま
ず
そ
の
本
領
を
立
つ
べ
し
。
人
を
愛
す
る
の
心
、
乃
ち
吾
人
の

　
　
本
領
。
自
ら
欺
か
ざ
る
は
乃
ち
本
領
を
立
つ
る
の
功
夫
。
必
ず
ま
ず
こ
の
功
夫

　
　
を
な
し
て
、
し
か
る
後
に
本
領
立
つ
。
本
領
立
ち
て
、
し
か
る
後
、
以
て
世
変

　
　
興
亡
を
閲
す
べ
き
な
り
。

　
た
だ
し
草
庵
の
書
簡
も
字
体
が
独
特
で
、
読
み
解
く
に
は
苦
労
す
る
も
の
ば
か
り

で
あ
る
。
そ
の
内
か
ら
二
月
九
日
付
で
舟
木
男
宮
（
直
寅
）
に
宛
て
た
私
信
に
は
、

弘
化
五
年
（
嘉
永
元
）
二
月
一
九
日
に
死
去
し
た
舟
木
子
新
（
第
六
代
、
直
温
）
へ

の
祭
文
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
祭

　
　
亡
友
舟
木
君
子
新
之
霊

　
　
我
与
君
交
十
年
以
相
親
如

　
　
相
哲
人
又
如
意
不
相
綴
蓋

　
　
籍
自
謂
畢
寛
是
形
　

　
　
上
之
交
也
令
君
致
尖
、
我

　
　
深
惜
君
之
才
然
　
君
之
志
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面
備
　
君
長
不
可
復
見
隠

　
　
片
腹
中
□
乃
知
先
是

　
　
十
年
之
交
織
徒
形
　
也
、
我

　
　
不
敬
欲
　
君
陣
辞
如
斯
謹
以

　
　
　
一
辮
欝
祭
　
君
之
霊
　
幽

　
　
冥
之
問
尚
　
君
之
来
享

　
　
呼
干
哀
思
　
弘
化
五
年
戊

　
　
申
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
池
田
禎
蔵
拝

　
な
お
草
庵
に
は
日
記
「
山
窓
功
課
偏
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
も
子
新
の

死
を
悼
む
記
事
が
あ
る
と
い
う
。

　
も
う
一
点
、
　
門
池
田
先
生
御
待
遇
書
付
扁
と
端
書
の
あ
る
史
料
を
紹
介
す
る
。

　
　
三
　
日

夕
方
見
歩
使
帰
次
第
、
敦
れ
モ
麻
上
下
着
用
稽
古
堂
江
出
席

　
　
但
学
校
奉
行
・
学
長
同
断

着
之
上
、
敦
れ
も
始
及
挨
拶
、
御
酒
・
御
料
理
被
差
出
相
伴

着
早
々
御
挨
拶
御
使
者
、
御
側
役
相
勤
候
事

　
　
四
　
　
目

朝
、
敦
れ
も
始
為
挨
拶
、
稽
古
堂
江
罷
越
候
事

昼
後
御
頼
御
使
者
御
側
役
ニ
テ
相
勤
候
事

九
時
よ
り
敦
れ
も
始
諸
士
一
同
登
　
館

　
　
但
敦
れ
も
井
御
側
役
麻
上
下
着
用

同
刻
過
先
生
登
　
館
被
用
量
玄
関
迄
学
長
誘
引

君
公
麻
上
下
被
為
　
召
御
使
者
之
間
御
廊
下
□
江
御
出
迎

敦
れ
も
者
御
式
台
御
取
次
一
人
下
座
敷
江
罷
出
、
御
側
役

誘
引
御
出
迎
之
処
よ
り
　
　
君
公
御
誘
引
御
書
院
二
於
而

御
対
面
、
引
き
続
き
御
炭
斗
・
御
茶
・
御
煙
草
盆
・
火
鉢
呈
出
、

畢
而
一
岡
御
退
座
二
相
成
、
敦
れ
も
罷
出
及
挨
拶

右
畢
而
暫
時
休
息
被
致
候
後
　
　
君
公
御
出
座
、
零
れ
モ

始
諸
士
一
日
御
次
江
罷
出
講
義
聴
聞

講
義
相
済
一
同
退
引
、
先
生
者
御
小
座
敷
江
誘
引
、
御
酒
被
出

御
閑
談
、
敦
れ
モ
罷
出
御
取
持

　
　
　
　
御
献
立

　
　
　
御
吸
物
　
　
硯
蓋
　
　
差
身

　
　
　
　
　
　
　
卸
　
　
叢
口

　
　
　
　
　
　
　
そ
　
　
　
月

　
　
　
御
平
　
御
汁
　
御
香
物

　
　
　
御
飯
　
御
焼
物

　
　
　
　
　
　
御
茶
　
御
菓
子

右
相
済
退
引
之
節
、
被
罷
出
上
下
ノ
如
シ

退
引
之
御
挨
拶
御
使
者
、
御
側
役
相
勤
凶
事

　
　
五
　
日

八
時
よ
り
於
稽
古
堂
講
義
有
之
、
昨
月
之
御
挨
拶
募

被
為
入
御
聴
聞
被
遊
、
敦
れ
も
始
諸
士
一
同
聴
聞
之
事

　
　
　
但
平
服

　
　
六
　
目

朝
於
稽
古
堂
講
義
有
之
、
諸
生
伺
聴
聞

八
半
時
比
よ
り
先
生
御
招
二
相
成
、
学
長
中
ノ
ロ
遺
誘
引
、

夫
よ
り
御
側
役
誘
引
、
敦
れ
モ
御
縁
側
へ
出
迎

君
公
先
月
之
通
御
出
迎
、
御
小
座
敷
異
極
誘
引
、
御
料
理
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被
差
出
、
訣
れ
も
思
為
　
召
御
取
持
致
候
事

　
　
　
但
先
生
江
御
町
物
有
之

退
引
之
節
、
被
罷
出
鼻
時
ノ
如
シ

　
　
　
七
　
日

朝
帰
村
被
心
理
時
、
御
挨
拶
労
御
暇
綿
子
使
者
有
之

何
れ
も
井
掛
御
役
人
暇
乞
二
罷
藩
候
事

　
文
面
か
ら
藩
校
稽
古
堂
で
の
草
庵
の
講
義
の
次
第
を
記
し
た
も
の
と
分
か
る
。
す

で
に
『
豊
岡
市
史
史
料
編
上
』
に
収
め
ら
れ
、
注
記
し
て
［
草
庵
が
初
め
て
稽
古
堂

に
招
か
れ
た
の
は
元
治
元
年
十
一
月
十
一
日
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
藩

主
高
厚
名
代
と
し
て
骨
筆
に
出
向
い
た
の
は
猪
子
一
新
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
元
治

二
年
、
慶
応
二
年
、
明
治
元
年
と
出
講
し
て
お
り
、
そ
の
内
の
ど
の
時
の
も
の
か
は

検
討
を
要
す
る
。

猪
子
一
新
　
一
八
三
三
～
九
四
　
名
は
一
新
、
一
清
、
清
、
通
称
左
家
母
、
字
は
子

徳
、
号
瓶
城
。
家
中
重
臣
猪
子
家
の
生
ま
れ
。
兄
佐
織
の
早
世
に
よ
り
嫡
男
と
な
り
、

父
の
死
後
、
家
督
を
継
ぎ
番
頭
格
、
の
ち
御
側
役
と
な
り
、
藩
主
高
厚
の
大
坂
城
加

番
に
随
行
（
舟
木
直
寅
も
御
用
人
と
し
て
随
行
）
。
大
坂
で
藤
沢
東
咳
、
江
戸
で
安

井
息
軒
に
入
門
。
御
用
人
、
学
校
奉
行
・
学
長
・
稽
古
堂
総
取
締
を
へ
て
中
老
。
明

治
維
新
後
は
豊
岡
県
大
参
事
を
勤
め
た
。
妹
八
百
は
、
舟
木
家
第
八
代
直
養
（
多
宮

・
克
己
）
の
妻
。

　
書
簡
の
中
に
は
、
猪
子
の
も
の
が
見
え
る
が
、
興
味
深
い
の
は
隣
藩
出
石
藩
の
島

村
繁
か
ら
舟
木
太
夫
・
猪
子
大
傳
に
宛
て
た
書
簡
（
改
行
は
原
文
通
り
で
は
な
い
）
。

一
筆
啓
上
仕
候
、
残
暑
之
節
御
座
候
処
、
　
御
両
位
陪
御
楽
亨
被
成
御
座

大
悦
之
御
義
奉
存
候
、
先
般
御
在
府
中
脳
毎
度
罷
出
御
妨
、
今
更
恐
入

候
次
第
二
奉
存
候
、
御
帰
鞍
後
早
速
御
着
二
可
申
候
ノ
処
、
彼
是
取
紛

候
内
忘
申
罷
成
、
勢
以
御
絶
音
申
上
至
大
罪
御
寛
容
奉
黙
認
、

異
舩
心
件
も
御
帰
国
後
、
甚
長
大
慰
之
至
二
御
座
候

一
伊
勢
・
近
江
等
十
三
ヶ
國
ハ
大
地
震
、
浪
速
城
ハ
石
垣
崩
レ
、
葭
光

霊
麿
ハ
損
し
一
説
紅
葉
山
ト
モ
申
ス
、
壷
鐙
ハ
次
々
二
参
り
、
復
讐
切
害

頻
二
行
れ
騒
敷
事
而
已
数
多
出
来
、
実
二
劫
醸
も
変
し
、
澆
季
ト
罷
成

候
哉
二
奉
存
候

一
近
来
ハ
他
行
も
不
仕
候
得
共
、
全
野
妙
論
奇
策
等
ハ
余
り
出
不
明
趣
承

り
申
候
、
黒
暗
利
紀
略
・
ア
メ
リ
カ
国
土
量
追
々
上
木
、
亜
墨
利
加
国

志
和
解
も
去
六
月
開
板
二
相
成
申
候
、
但
小
子
ハ
未
た
一

見
不
仕
候
、
米
利
堅
翰
墨
年
表
ハ
写
本
二
軍
行
れ
、
小
生

も
写
取
申
候

一
品
川
御
台
場
も
當
月
七
日
遁
二
仕
揚
可
申
厳
命
有
之
候
由

　
二
而
昼
夜
打
掛
り
先
御
出
来
二
相
成
申
候
由

一
筒
井
公
も
弥
応
接
懸
り
御
免
之
御
願
塾
主
由

｝
幣
藩
も
兼
々
御
内
話
申
上
下
堀
姦
太
夫
之
姦
も
多
田
弥
太

郎
よ
り
相
覆
し
、
最
初
之
模
様
二
而
ハ
弊
風
一
洗
も
堅
塁

哉
ト
相
楽
ミ
罷
在
候
庭
、
河
田
人
之
丞
密
策
頗
ル
好
曲
二

丁
候
故
、
所
詮
正
平
ニ
上
相
成
不
申
ト
被
察
申
候
、
熟
考

仕
候
二
二
十
年
内
外
二
而
ハ
中
々
藩
之
姦
風
相
変
し
候
義

有
御
座
間
敷
可
歎
事
二
奉
存
候
、
荒
木
太
夫
も
存
外
不
見

識
、
磯
野
太
夫
之
私
曲
も
粗
堀
之
前
轍
同
様
二
相
壬
申
同

一
竹
内
清
太
郎
様
箱
館
奉
行
被
　
仰
付
、
箱
館
一
圓
公
儀
之

御
支
配
二
相
成
候
而
ハ
松
前
公
ニ
ハ
一
年
十
萬
両
之
御
損
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失
二
相
成
、
甚
御
迷
惑
之
趣
御
座
候
、

御
見
舞
相
兼
申
上
候
、
恐
憧
謹
言

七
月
十
八
日

舟
木
太
夫

猪
子
太
傅

侍
史

先
者
右
之
殻
即
時

嶋
村
　
繁

　
難
し
い
言
葉
遣
い
の
混
じ
る
書
簡
だ
が
、
伊
勢
・
近
江
な
ど
の
地
震
、
箱
館
奉
行

の
再
設
な
ど
か
ら
嘉
永
七
年
（
安
政
元
、
一
八
五
四
）
の
書
簡
と
分
か
る
。

　
「
一
新
一
世
履
歴
録
」
　
（
『
豊
岡
市
史
史
料
編
上
』
）
に
よ
れ
ば
、
前
年
六
月
、

ペ
リ
ー
艦
隊
が
浦
賀
に
来
航
、
江
戸
屋
敷
に
詰
め
て
い
た
猪
子
は
八
月
、
近
海
防
衛

の
た
め
に
物
頭
と
し
て
出
張
。
同
年
正
月
、
ペ
リ
ー
が
再
び
神
奈
川
沖
に
来
航
、
そ

の
騒
動
の
な
か
四
月
二
十
八
日
、
藩
主
高
厚
は
国
許
に
向
け
出
発
、
五
月
十
五
日
に

帰
国
す
る
が
、
舟
木
靖
土
ハ
（
直
寅
）
と
猪
子
は
共
に
、
そ
の
隊
列
の
中
に
い
た
。
当

時
、
猪
子
は
二
十
二
歳
、
舟
木
は
三
十
四
歳
。
奇
し
く
も
ペ
リ
ー
が
二
月
十
日
、
久

里
浜
に
上
陸
し
た
折
の
光
景
を
、
舟
木
直
寅
が
描
い
て
い
る
（
末
尾
）
。

　
隣
藩
と
は
い
え
、
出
石
藩
内
の
政
争
が
詳
し
く
報
じ
ら
れ
て
お
り
、
差
出
人
の
嶋

村
と
舟
木
・
猪
子
の
間
に
は
、
共
通
の
政
治
信
条
が
築
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
せ
る
。
加
え
て
猪
子
清
の
実
母
は
早
く
に
亡
く
な
り
、
養
母
は
舟
木
直
温
の

養
女
と
し
て
猪
子
家
に
嫁
い
で
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
母
か
ら
生
ま
れ
た
妹
八
百
は
、

の
ち
に
直
温
の
養
子
直
養
（
克
己
）
に
嫁
し
て
い
る
。
い
わ
ば
直
温
と
清
の
時
代
に

舟
木
家
と
猪
子
家
は
親
戚
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

鱗
轟
趣
窯
譲
雛
噸
翼
嘩

　　　　　　’￥s秘，

　　　　　飼＼

　　　　　　　畷＿，藪＼麟
♂　・　　　　．，．　　　　　　　　　　　慰．　　3乾噌

騒
ヨ
　
　
蒙

尊
．
酒
遍
＼
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑

　
輝

重
三
襲

；
　
ゴ
　
r
、
；
；
裟
識
量
、
騨
コ
事
峯
茎
薮
噛
．
…
一
、
臼
・
二
歪
三
」
’
…

漏甑
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薬籍 1 従諸侯方賜御書従御末家様方向断

通番 表題 宛名 内容 [手紙醤き出し(文中一部分) ] Z出蹴 日付 儀考

1猪子j青芸書状 猪子;青より舟*'克己へ(後筆) 御護御縁談弥御取極メー十二日ニ御同伴 六月二十日

2上杉膝山番年賀状 秋月佐渡守宛 吉春之佳喜重 状 l 正月元日 包紙あり

3中山所兵衛矩縄養状 舟木外記宛 染雲拝読{土候(塁王国一統外窓防御御手当) 状 2 九月十六日 包紙あり

4出石御触之写 荒木玄蕃→御目付中 (御綿服小倉御袴務局につき) 状 1 十一月十七日

5坂部会人警状 舟木会十郎宛 其許御用人之亨IJに被仰付 状 l 折紙 二月十…日

6坂部会人書状 舟木外記宛 昨冬初而御目見惣領願被仰付 状 l 折紙 二月十九日

7尽極兵部議状 舟木老之助宛 重量様御倶~年寄被霊友 仰 状 1 折紙 五月

8示友衛門 外記宛 御慶聞出度(公儀には諸向拝借金半品棄損) 状 1 正月十一日

9イ山石遂之助家来風間番 (仙石騒動始末) 状 1 なし

10 京舎人審状 舟*'外記宛 去秋出府之後、警向も不通(何卒以ヱ街ニ両金調達) 状 1 七月九臼

11 五ミ筏万古書状 舟木外記宛 芳暴拝箆数候 状 1 皐月四臼

12 京癒三右衛門雨明書状 舟木外記宛 (拝領屋敷井娘婚姻などの用向き) 状 1 なし

13 尽極ニ右衛門書状 外記宛 (他家に借手無之時) 状 1 一部欠損 〈ムー・

14 王?，極ニ右衛門高明言書状 舟木外記宛 (鯨秦張儀かずこらひ) 状 1 一部欠損 五月十四包

15 京極万吉主害状 舟木外記宛 (御噺申上候内規醤) 状 1 四月一十一日

16 坂部会人蓄状 舟木外記宛 暑中愈々御無難 4犬 1 折紙 六月一十一日

17 示極三右衛門商禁書状 舟木外記宛 (内々御綾置申候具足之儀) 状 2 四月九日

18 京友衛門局景書状 舟 老 之助宛 (笠岡ニおいて勝手向色々世話に相成) 状 1 八月1iB

19 五ミ極2正衛門局雪量醤状 舟;;jて数篤宛 (太守様御道中無御滞御在着) 状 1 折紙 六月二日

20 五ミ極兵部品孝醤状 舟木考之助宛 改年之御苦慶不可有休期御座候 状 1 折紙 正月一十八日 2~20一括り

21 京筏左衛門品景養状 舟木老之助宛 (長途御旅行被成御供駿府表御到着) 状 1 折紙 十月二日

22 (包録) 御刀一腰 状 l なし

23 朽木伊予守護状 池田(撃魔力)先生宛 (過臼は透境御来駕厚預御教フf;:) 状 l なし

24 牧 山城守主書状 谷口十郎左衛門他宛 為箸中見廻家来π迄芳札之趣 状 1 八月一十五日

25 牧河内守番状 谷口十郎::!r:衛門他宛 為年甫之姦儀家来冗迄芳札之趣 状 1 一月一十日

26 牧山城守警状 谷口十郎友衛門他宛 為暑中見廻家来冗迄芳札之趣 状 1 八月一十五日

27 仙 讃 岐 守 番 状 谷口十郎左衛門他宛 為年頭之嘉儀家来π迄芳ヰL之越 状 1 一月七日

28 京右近将監害状 木下織衛{也宛 為年始之祝詞家来方迄:;y;し給 状 1 二月十日

29 牧河内守番状 谷口十郎左衛門他宛 為寒中見廻家来π迄芳札之越 状 1 正月一十日

30 牧 山城守主害状 舟木外記{也宛 今般在所到着串候付望在来冗迄芳札之趣 状 l 十一月五日

31 五ミ 備前守番状 舟木外記イ也宛 為年始之姦儀家来方迄芳札之趣 状 1 正月一十二日

32 牧河内守醤状 猪子伊織他宛 為寒中見廻3ii<.来冗迄芳札之趣 状 1 正月二十日

33 牧佐渡守番状 舟木外記{也宛 為寒中見廻家来冗迄芳札之趣 状 1 一月ニ日

34 牧河内守護状 猪子伊織{也宛 為年甫之嘉{義家来元迄芳札之滋 状 l 二月五日
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薬箱 1 従諸侯方賜御書従御末家様方開酷

通番 表題 宛名 内容 [手紙審き出し(文中一部分)] 形態 形状 日付 備考

35 尽 右近将室主品景醤状 木下織衛{也宛 為年始之祝詞家来方迄;:rτ之滋 状 1 正月二十八日

36 京右近将監1笥景警状 木下織衛{也宛 就暑中家来方迄;:r;:之遜 状 l 七月二十八日

37 尽能登守雨中釜状 舟木外記{也宛 為年甫之嘉{義家来方迄御状之慾 状 1 二月六日

38 イ山 讃岐守久平IJ警状 谷口十郎tr:i諮問他宛 為年頭之嘉儀家来方迄芳札之趣 状 1 正月四日

39 イぬ 讃岐守久利醤状 舟木外記イ也宛 為寒中総尋向~来方迄御宇L之趣 状 l .iE月二十七8

40 {山越前守久道警状 舟木タト記{也宛 為寒中尋向家来方迄御札之緩 状 1 正月九日 21~40一括り

41 牧河内守節成警状 猪子伊織イ也宛 為参勤在所出立申イ守家来冗迄芳札之趣 状 l 七月五日

42 {山讃妓守護状 *下織衛他宛 我等初雨夜所令到着候為祝儀家来方迄芳札之趣 状 1 五月二十二日

43 山名靭負義問釜状 谷口十郎左衛門他宛 為年甫之姦儀在所家来方迄御状之越 状 1 三月六日

44 山名靭負議問書状 谷口十郎左衛門{也宛 為年用之嘉{義在所家来方迄御状之趣 状 1 正月一十五臼

45 イ山 讃岐守番状 猪子伊織{也宛 為年頭之嘉{義家来方迄芳札之趣 状 1 正月二十五日

46 京備前守番状 舟木外記{也宛 就暑中家来方迄;:r;:之走塁 状 1 六月十一日

47 民部品塁主害状 i庖孫tr:衛門{也宛 為改暦之俊詞芳札令披路候 状 l 二月十二日

48 {山 讃岐守久利醤状 谷口十郎左衛門他宛 我等在所令到着候為祝儀家来方迄芳札之滋 状 1 五月一十一日

49 {山 議i皮守久利害状 木下織衛他宛 我等在所令到着候為祝儀家来方迄芳札之趣 状 1 五月二十一臼

50 牧山城守番状 舟木外記イ也宛 今般在所至IJ着串候イサ家来π迄芳札之滋 状 l 九月十五包

51 牧河内守節成害状 谷口十郎左衛門他宛 今般在所到着事候付家来冗迄芳札之趣 状 l 十月二十自

52 京大膳品鎮書状 舟木外記他宛 今般就家督家来方迄芳札之趣 状 l 五月 日

53 京棟ニ右衛門害状 舟木外記宛 為答中御見舞家来許迄預御状 状 l 七月十二臼

54 {山 議妓守久利害害状 木下織衛他宛 為議中毒事向家来方迄御礼之遜 状 1 七月十二日

55 f山 議妓守久利害状 谷口十郎左衛門他宛 為暑中尋向~来方迄御礼之滋 状 1 七月-8

56 牧河内守節成警状 猪子伊織イ也宛 為議中見舞家来方迄芳札之趣 状 1 七月一十日

57 山名靭負義問害状 舟木外記他宛 年下高之為祭儀家来方迄紙表之起草 状 1 二月十四日

58 山名靭負義照害状 木下織篠H也宛 為年溝之嘉儀在所家来方迄御キL之趣 状 1 二月六日

59 山名靭負義問害状 谷口十郎左衛門他宛 為年甫之嘉{義在所家来方迄御礼之越 状 1 ニ月六日

60 尽 右近料室主品景警状 谷口十郎左衛門他宛 為年始之祝詞~来方迄不之趣 状 1 四月 41~60一括り

61 尽L 上総介両備 舟木タト記{也宛 就暑中家系方迄;:rて之走塁 状 1 七月一十日

62 イ山 常之助久手IJ護状 舟木外記他宛 為年頭之築儀家来方迄御札之趣 状 1 一月一十八包

63 京 右近特霊左前去を警状 谷口十郎左衛門他宛 為年始之祝詞家来方迄;:r;:之趣 状 1 正月二十八日

64 尽 右近料室長雨景害状 舟木外記{也宛 就寒中家来方迄;:r;:之趣 状 1 正月一十八日

65 {山 讃妓守久利害状 舟*外記{也宛 為年2員之姦{義家来方迄御札之趣 状 1 正月

66 牧河内守節成蓄状 谷口十郎左衛門他宛 為寒中見廼家来方迄芳キし之趣 状 1 一月五日

67 Ji'，極左衛門局景書状 舟木タト記宛 改年之御慶目出度存{民 状 1 正月五日

68 イ山 常之劫久利護状 舟木タト記宛 為年5貝之姦{義~来方迄御札之越 状 1 五月一十八日
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薬箱 1 従諸侯方賜調書従鰐末家様方間断

通喬 表題 宛名 内容 [手紙審き出し(文中一部分)] 形態 形状 日付 備考

69 イ山 讃岐守久手IJi書状 木下織衛他宛 為年頭之姦儀家来方迄芳ヰし之趣 状 1 正月五日

70 牧 山城守節成主害状 木下織衛他宛 為芸家中見廻家来方迄芳札之滋 状 1 正月二十五日

71 京右近将銭高景養状 猪子伊織{也宛 就主豊中家来方迄示之越 状 1 折紙 二月二十九臼

72 f山讃岐守久利書状 木下織衛{也宛 為年頭之嘉儀家来方迄芳札之遮 状 1 正月六日

73 京 備官官守主害状 舟1:外記宛 就寒中御入来過分存候 状 l 正月二十五日

74 京極八之助養状 舟木外記宛 為年fiJj之御祝詞預御出恭存候 状 1 正月二十日

75 下関少進議状 舟木外記宛 (隠居覚心房之儀本殿ヨリ御尋之筋被為在倹ニ付) 状 1 折紙 十月十四日

76 下関少進法橋醤状 舟木外記宛 (内分儀本殿江もしや相知れ申候へば拙者難儀) 状 1 折紙 八月十八日

77 松山茂左衛門醤状 舟 多 宮 宛 ー改年之御吉霊童際限不可有御座候 状 1 正月三日

78 黒;翠正司書状 舟多宮宛 改造手之御吉隆際限不可有御JIg候 状 1 正月

79 示筏左衛門医主祭警状 舟木タト員己宛 (寒中御見舞$入度) 状 1 十一月十八日

80 京極飛騨守家来岩崎豊太夫願警 弁事役所宛 (本家錦太郎朝政…新ニイサ上尽イ士度) 状 1 一部虫損 九月二臼

81 巧王筏大学書状 舟木数鳥宛 (この度村山修理殿弟寿之劾婿養子仕度) 状 l 十月八巴

82 京極大学審状 舟木外記宛 (旧来は御池へ罷越永々被成候、二月五日東海道旅行) 状 1 正月二日

83 ぶ極大学芸害状 外記宛 (此方も相j前無異之{義御休意可被成候) 状 1 折紙 六月十五日

84 示極八之助養状 舟木外記宛 為年頭之御祝詞預御出恭被存{笑 状 1 正月二十九日

85 示極八之助書状 舟木外記宛 為年E員之御祝儀?頁御出君主被存候 状 1 後欠

86 尽極氏知行安堵状 今寺普泉滝 御いはい所前として以蔵納吉右会可申付候 状 1 折紙 七月二十日

87 不明 せんあん宛 たうあん様{部いはい所としてE宝石くらの中にて申し付け 状 l 折紙 七月一十日

88 (御近習番j箆匂議ほか名前委き出し) 状 l 目日欠

89 (大田原{也氏名番付) 状 1 前欠

90 寿徳斎様御室奈(包紙) 一枚

91 摂光院様御筆(包紙) 一枚

92 誌石文(示僅品有墓誌) 孝子甲斐守従五位源靭便局行護識 一枚 包紙あり

93 
百八月八巴ヨリ;お楽殿御引越ニ付諸色請払

様帳一冊 包紙あり (安永六歳)
鍍
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薬箱2 石束外

遇番 表題 日付 作成者・差出→宛名 形態 備考

1御結納御答礼御目六 なし 飛騨守様へ淡路守様より 状 1 1~5織じ

2暑中見舞い謝礼 7月138牧 山城守→舟木外記ほか 状 1 

3年予言嘉儀謝礼 2月9日 牧河内守→舟木外記ほか 状 1 

4在所到着祝儀謝礼 間4月21日 イ山 讃岐守→舟木老之助ほか 折紙 2 

5在所到宥祝儀謝礼 5月26日イ山 讃岐守→舟木老之助ほか 状 1 

6養状(藩主より中土の19I・十人扶持を賜る云々) 8月27日 藤沢東咳…→舟木老之助宛 状 1 封筒入、ペン書き表題

養状(五月十七巨城主婦菌、ニ六朝講釈、津潜ニハ儒者
6月11日 猪餌敬所→舟木外記 状 1 7 

多く云々)

8書状(去秋帰国凶粍、勢州も不作、平松氏独り苦心、歳
2月9日猪飼敬所→舟木外記 状 1 

暮祝儀御礼云々)

9害状(文武御研究なれら遠祭去々) 6月28日 猪子左家太→舟木多宮宛 状 1 猪子長兵衛・左家太・伊織書簡線

10 書状(老之助隠居・年始祝詞) 猪子左家太→舟木多宮宛 4犬 1 

11 害状(佐織諜番、風邪にて数馬小屋で世話になる云々) 4月3日 猪子友家太…→舟木外記宛 状 1 

12 害状(若殿様出府間伴僻世話になり紋服下賜) 12J=J 12日猪子左家太→舟木外記宛 状 1 

13 害状(前欠、当秋御勤御滞府立文々) 4月6日猪子左家太→舟木外記宛 状 1 

14 
害状(四月十七日文拝見、十四日江戸着、かんだんけい

なし 猪子友家太一→舟木伯母宛 状 1 
献上云々)

15 害状(数馬大丈夫、私ども滞りなく着府、後欠) 4月17自着 状 1 

16 家督格禄(家督席並知行局御定・間追加) 天保11年7月 なし 状 1 付護あり

17 害状(入牢人御仕置に付き云々) 12月日毎日 舟木外記か 状 1 付護あり

18 御条令之外開席申会心得方 (天保8年以後) 状 1 イ守護あり

19 |審状(大殿様殿様上下ニ柏狭り御互ニ心通玄々) 舟木外記か 状 1

20 (天明2~文政4年家中記事) 舟木外記か 状 1 神継はずれ

21 口上書袖控(上様御代替に付) 舟木外記か 状 1

22 部勝手方急御用(新郷料榔預之一条他) 舟木外記か 状 1

23 口上(木下多宮次第右京家血筋去々) 高年 舟木外記→品階八右衛門 状 1 付護あり

24 書状(芝居物・二万石預品などに付) 4月14日 舟木外記→猪子伊織・谷口十郎左衛門 状 1 横帳はずれ

25 人足覚 2枚 横帳はずれ

26 口上覚(御加恩、御加増の分御断り云々) 正月 舟木外記→猪子伊織 状 1 付箪あり

。。N



薬箱2 石東外

通番 表題 日付 作成者・差出→宛名 形態 備考

27 (同姓多宮呼び出し状) 12月26日 状 1

28 害状(一方郡にて才覚筋満足之由) 6月20日 甲斐→舟木主篤 状 1

29 (出石通用贋札に付、泰行所吟味願し、) 示極加賀守 状 1 「去酉9月」云々

30 奉願口上之覚(木下多's次男金弥、石東家相続に付) 暁和2年12月14日 舟木外記→猪子伊織 状 1 f御用番へ差出11柔控J (端書)

31 奉顕口上之覚(木下多宮次男金弥、石束家相続に付) 明和2年12月14日 舟木外記→猪子伊織ほか 状 1
「御用番へ羨出候控」 (端書)、

包紙とも

32 害状(石束の苗字再度相立度、 i村窓申し上げ、云々) 3F.1 15自 舟木考之助→西山久馬 状 1 付筆あり

33 口上覚(石東家相続願に付) 状 1 付護あり

34 口上覚(石東家椙続願に付) 月番猪子氏よりの口上書 状 1 「金弥事成二月願之通J (端醤)

35 口上之覚(星合与市大目付仮勤にイサ) 正月27日 舟木外記→小林丹時 状 1 付議あり

36 口上覚(木下家次男、石束家血筋に付) 状 1 付護あり

37 害状(石束家名跡再興に付常照院取り扱い玄々) 西山久馬→舟木老之助 巻1 「右京名跡一件j (端書)

38 御願申上候口上之覚(石東家名跡に付) 間11月28日 常性院より 状 1、折紙
包紙とも、 「石東第一号Jぺン書

張紙

39 害状(土田金次郎より外なくIS;々) 常性院…→舟木老之助 状 1、折紙 f石束第二号Jペン書張紙

40 口上のおぼへ(石東名跡のこと玄々) 3月13日 状 1 「石東第二号Jぺン書張紙

41 害状(御家招立のため御主君様の御子様のうち云々) 後11月27EI 状 1
「常性院殿より御合王将上候警案J

(端書)

42 書状(右京名跡前方より申し述べIS;々) 闇霜月26日 常性院→舟木老之助 状 1、折紙 「石束第五号jぺン警張紙

43 
害状(石東名跡の事、私年来のぐわんもうじようじゅ

常性院→ 状 1 「石東第六号」ペン書張紙
云々)

44 舟木静氏執筆釈文並びに封書 5点

45 舟木家諸道具改帳 文化5年12月 猪子氏・木下氏 1罰

46① 大石義雄自由壁記写 赤松鴻 1枚 99.8 x 47.5、包紙とも

46② 大石りく書簡(拓本)ならびに釈文 2枚 35.5 x 50.6 

47から66は日IJ紙

67 書状(近来摂養を専ら、寄席にて雑話を聞く云々) 1月12日東京本郷弓町猪子清→戸牧村舟木克己 状 1、封と 18.1.17 (消印東尽)

68 書状(令娘君暫時御滞留、読書習字なとや教護玄々) 4月5自 美作勝北郡安遼清風→真島郡高E村舟木克己 状 1、封と 11.2.口(消印)

69 書状(隼之助様御修行金、事之助様学業上達玄々) 2月1日東京新淡路町吉村寅太郎→戸牧村舟木克己 状 1、封と 17.10.29 (消印東京)

70 書状(為替金にて送金玄々) 2月25日吉村賞太郎→舟木老台 状 1 69の封館に入れる

-
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薬箱2 石東外

通番 表題 日付 作成者・差出→宛名 形態 備考

71 書状(卓之助様学資金郵便為替にて送る云々) 差出宛名部分欠 状 1 69の封筒に入れる

72 書状(御愛息産学修行に上示云々) 9月7日 吉村寅太郎→舟木老台 状 1 69の封筒に入れる

73 |書状(止才縁組決まり、退職の上京都へ云々) 3月98東示本郷弓町猪子清→真島郡高田舟木克己 状 1

74 害状(止才嫁取、結納遣わし近々西京へ参りヱ工々) 3月8日 猪子i青…→舟木お八重 状 1 73と問じ封筒に入る

75 舞鶴見樹寺墓地改葬委任状 昭和2年8月25自 豊岡町合資会社宝林銀行相坂→舟木 状 1 封とも

76 重要警の写(舟木良吉履歴ほか) 昭和2年2月26日 6点 舟木病院封筒に入れる

77 大阪毎日新聞切り抜き(東宮御成婚贈位者に付) 大正13年2月11日 3点 舟木病院封筒に入れる

78 京櫨品厚御訓示書写 昭和3年3月7日 豊関j議士族総代→舟木静 1点 {虫篤合邦銀行封筒に入れる

79① 書状(厳父様履置預かりに付) 豊田町平井慶次→舟木静 状 1 ①~③封とも

② 害状(舟木良吉履虚に関する資料を保管願い) 昭和2年2月26日 舟木静→平井慶次 状 1

③ 記(外記直温躍麿警なとや八件) 昭和2年2月25日 舟木静→平井慶次 状 1

80 書状(びんを格大きくしてまえかミもふくらまし云々) 母→舟木りつ 状 l

81 書状(父様兄様お帰り、お姉も悦んでいる云々) かか→おりつ 状 1 タテ9.5X ::ヨコ20.0

82 和歌(南はるる他) 状 1

83 蓄状(お帰りの都合如何、伊織様へもよろしく) 三保→縄 状 1

84 害状(君公益々御機嫌) 12月14臼 猪子清→舟木克己 状 1

N
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{薬箱】 引き出し③「誕生・命名」 自録

番号 表題 差出 宛名 年代 形状 点数 備考

初髪弟日・麻上下着、品農村多ニ郎、出生江名 金十郎など筈

七夜祝式帳(子中丑上刻誕生) 竪帳
上1十六日 文化2.9.10 1 
お七夜…誕生から数えて7日自の夜を節目に半紙に書いた赤

ちゃんの命名蓄を神棚に貼ってお披露目する。

〔状) (去人の御勝手を持たる持御替方必至と御差支成ケルガ
(近世).-. 状 11 C包紙〕 「口俸jに包まれている。2 

今ハ詮方なしとて御鉄砲を始め武器類両分御沸として)

〔害状〕 (当春は出府仕にて拝顔イ士大慶至極泰り存じ候につ 舟木外記(花
〔包紙〕 (遠践を先生へ、猪飼先生へ直温)に (3冊 1~3-2)

3-1 遠藤先生 (近世).5.29 状 1入っている。
き) 押)

稽古堂・・・天保6年

〔害状) (去年は山陰北陸東山東海大凶作にて遂に餓死之者を
舟木外記(花 *稽古堂のことについて書いているため、天保6年以降3-2 相聞こえ米価200自余りに椙成、当年も心配に栢成のことなど 老先生 (近世).-. 4民 l 

*天保7年…大凶作
|番上)

押)

41 C誉画〕 (舟木はつ草、舟木りつ母、 舟木はつ (近世).-. 状
花扇太夫…、今むらさき…、たちはな太夫…(歌舞伎事典で

1 
調べる)

51 C断簡〕 (名字) (近世).-. 状 1疋目安貞子貞

61 C状〕 (老之助) 嘉永元 6.ー 状
〔袋) I嘉永光申年六月靭品厚公於御前改号被仰付公持

1 
年十有六予サノ¥ 老之劫j

7安政五戊午年五月五日、舟木直養前髪取之 安政5.5.5 その他 1髪の毛有り

8弘化2¥巴年7月14BB.克子魁於八百出生謄之緒産髪也 弘化2.7.14 その他 1 瞬の尾、産髪入、 8~33紐一括

9舟木正路生毛、瞬ノ尾、明治25年3F.14自生、阻巻 明治25.3.4 その他 l 臓の尾入、 8~33紐一括

10 〔状〕 (金老実長) 字和3.11.15 状 118~33紐一括

11 舟木直温誕生之記 舟木静 昭和2正.吉 横帳 118~33紐一括

〔状〕 (大正7年3月12B撮之、岩崎靖手形保存) 大正7.3.12 状
〔包紙) (大正7年3月12日撮之、岩崎靖手形保存)ん手12 1 
形有の状入、 8~33紐一括

〔状〕 (大正8年2月15日生岩崎静長女・光代、日間口元年12月

30日生舟木静二男・直温、大正13年4F.16臼生舟木静長男・直 大正8.2.5~昭
状 61 C包紙〕に状6枚入、 8~33紐一括13 

光、大正9年10月9B岩鵠静二男靖光、大正11年5月24日岩崎静 和元.12.30

二女三保子、大正6年3月12B生岩崎静長男靖)

14 〔状〕 (呼名・正路、明治25年3月24臼生、長ノ年) 明治25.3.24 状 118~33紐一括

15 〔状〕 (呼名・多嘉・明治27年10月20日生) 明治27.10.20 状 118~33紐一括
一一一一一一一…

の
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【薬箱】 引き出し③「誕生・命名J 目録

番号 表題 差出 宛名 年代 形状 点数 備考

16 〔状〕 (呼名・謹、直養長女)
(近代

1犬 118~33紐一括
か?).-. 

17 〔状〕 (呼名・千之、明治25年l月22日院生出直方二男) 明治25.1.22 状 118~33紐一括

〔状〕 (霞方四男・呼名、義芳)
(近代

状 118~33紐一括18 
か?).-. 

呈上、私印弁開防 ニ類、家文・容膝、直寅、清夫)
原因維修室長

天保4.2.一 4伏 118~33紐一括19 
iEDJ iEDJ 

20 〔状〕 (割前被下霞候呼名、数馬) 舟木E気温 文政7.正 17 状
11 (封) (文政7年甲申正月 17日於御前被下重候、呼名、舟木

度温)、 8~33紐一括

21 
〔状?) (文化四了卯歳八月二日 辰之中刻誕生、胞緒生髪、

文化4.8.2 その他 118~33組一括
久女)

22 〔状〕 (舟木金十郎) (近世).-. 状 118~33紐一括

口上覚(私日乎名相改申度につき) 舟木多宮
大御目付

(近世).-. 状 1123-1 に 23♂巻き込み、 8~33紐一括23 -1 
仁科様

23-2 口上覚(私呼名相改申度につき) 舟木多宮
大御自付

(近世).5.ー 状 1123-1におそ巻き込み、 8~33*丑一括
中様

24 〔状〕 (直寅字清夫) 中間世香謹識 文政甲午・“・ m 4民 11 (袋〕 (名字、賎名内具)、 8~33紐一括

25 〔状〕 (舟木金十郎) (近世).-. 状 118~33紐一括

26 
〔状〕 (舟木金十郎様御各乗、直養帰納壌、出所 孟子など書

(近世).-. 状 118~33紐一括
上)

口上覚(私栢改申度につき) 舟木多宮
大御自陣 (近世)寅ー

状 118~33紐一括27 
中様 .28 

28 〔状〕 (文化5戊辰年29日卯之上魁誕生水姓 おてるとの) 文化5.9. 状 118~33紐一括

29 〔状)(直温、文化6歳正月良辰豊臣元起撰 iEDJ) 文化6.正.ー 状 11 (袋〕 (実名)、 8~33紐一括

30 〔状〕 (呼名、多宮) (近世).-. 状 11 (袋〕 (呼名)、 8~33紐一括

〔状〕 (呼名、左謄) (近世).-. 状 11 (袋〕 (呼名、猪子正度、舟木直j盈土贈嫡男)、 8~33紐一
31 

括

32 〔通称〕 (左繕改舟木縄、舟直温 iEDJ 「印J) 天保6.正問 状 118~33紐一括

刊
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【薬箱] i31き出し③「誕生・命名j 目録

番号 表題 差出 宛名 年代 形状 点数 備考

33 〔状〕 (直努(花押)、舟木金十郎)
舟木金十

(近世).-. 状 118~33紐一括
良日

34 七佼祝式帳 寛政11.3.23 状 11-
35 七佼祝式帳 寛政9.10.21 状 11-
36 舟木左膳出生之節取斗一件 (近世).-. 状 11 
37 〔状〕 (明治27年9月118良吉ニ男敏行) 明治27.9.11 状 1137~44包紙一括

38-1 〔状〕 (呼名春野) 明j台22.4.15 状 11-
38-2 〔状〕 (4月58春野へそのを) (近世).4.5 状 1138四 1に包み込み

39 〔状〕 (呼名春野) 明治32.3.15 状 1へその尾あり

40 
〔状〕 (文化4年夏6月1臼征夷府間(議員束謹紫彦来止と門人三上

文化4.6.1 4犬 l 
}I慎及児尾升従 玄武洞)

41 於長女出産に付到来物授 舟木 明治22.2.25 横帳 l 

42 〔状〕 (直方二女 明治34年5月9自主主 呼名富美子) 明治34.5.9 4犬 1へその尾あり

43 〔状〕 (呼名直大) 明治22.12.1 ヰ犬 1へその尾あり(明治19.12.1生)

44 〔白紙〕 (未詳) その他 11 (袋〕 fQ乎名j (37~44包紙一括)

45 文政 15壬午年5月節句舟木左膳衿而相祝候節取斗につき) 文政15.5.5 横帳 1 
46 暦年暦(大・小の月、大寒日など) (近世).-. 仮鍛 l 

47 〔状〕 (命名・隠温) 昭和2.1.5 状 11 ( (封筒〕 (昭和光年12丹羽田生、昭和2年1月5司

〔書状) (今度の倹約筋の儀全同人企故、ヶ程迄移、随分と早
〔袋〕 (舟木直温自筆御美政抄、甲斐公より外記への内用向

48 甲斐 舟木外記 (近世).2.6 状 1醤など書上)48~.まで一括
く故取直のことにつき)

〔封紙〕あり

49 〔書状〕 (罪科これある者死罪取斗方の義につき)
(近世?) • 

状 1 

〔害状〕 (追って成人之旨目出度ことにつき、家中先ツ質素の

50 
ことにつき、領中之義も弥倹約ありがたられ義のこと、家中文

(近世).6.6 状 11 (封紙〕 (外記江内用)
武之両道に一統根勤め侯につき、此度城崎之温泉廻船のよしな

どにつき)

51 
〔書状) (瑞泰寺、御殿所是までの様荒候綿不本意の義につ (近世)

状 11 (端裏書) f酉ニ月八臼伺済御内談覚」
き、京都に張け侯筒のことにつきなど雲上) 酉.2.8

由。N



【薬箱】 引き出し③「誕生・命名J 目録

番号 表題 差出 宛名 年代 形状 点数 備考

〔状〕 (御自分義、御役職御免隠居被致再顔候、右者病気無嫁
舟木老之

52 相聞候につき、何れも E相談、御内意得候所、願、之通御役職御免 (近世).-. 状 11-

許仰せ付けられ候)
助方江

53 
〔状) (救荒参考書:天保飢鐘符に粥小屋を建てた、発駕前に (天保6ヵ) • 

状 1153~55 C包紙〕 (鉛筆にて・美政談、救荒参考書)一括
窮民救済、医師4人へ薬を持たせ指遣わすことなど)

54 〔美政談写〕 (近世).-. 状 1153~55 C包紙〕 (鉛筆にて・美政談、救荒参考書)一括

55 美政談
天保13年~弘

状 1153~55 C包紙〕 (鉛筆にて・美政談、救荒参考書)一括
化2年

56 
〔口上覚) (不語法の私義結構思召され震き網役職榔冥加至極

舟木外記 猪子伊織 天保15.11.27 状 11 C端裏書〕 (御勝手方加役御免湾内願書控)
身に余る有りがたき仕合せのことにつき)

〔口上覚) (私義今般結構御加患成し下され、其の上御躍席昇
57 

進仰せ付けられ冥加至極有りがたき仕合せのことなとやにつき)
舟木外記 猪子伊織 弘化2.正.ー 状 11 C端裏書〕 (御加増御節内願書控)

〔袋) (御供立候蓑箱之義押立てられ之次第二付、智仁親王弘| 

御待代之義松永主謄ニ杷尋御系譜取調写相廻され候再写、

菊之紋(桂宮智{ニ毅王より傍来棺周期候ことなど書上) 弘イヒ4.4.ー 状
イヒ4了未年京師寓居中直温) (58-1~58揃 2)

58-1 
11 C端裳書) (常照院様)

智イニ続王(天正7年正月~寛永6年4FJ7E1)

常照院…京極高知の女で、智イニ親王に嫁ぐ。

58-2 〔系図〕 (智仁親王系悶) (近世).-. 状 1 

〔書状〕 (倹約質素相心得につき) 申斐
舟木外記 (天保4).2. 

状
11 C袋〕 (天保4年2月23日御手自被下置候 舟木外記直御)

59 由貿精神認之…議〕其の の中に〔袋〕

60 〔覚〕 (舟木外記略記) (近世).-. 状 1 

61 〔書状〕 (追啓、 4月24自三回出火などにつき) 外記 数馬 (近世).5.21 状 1 
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薬箱④ 「政治J

通番 表題 作成者/宛名 内容 点数 形状 日付

l毎月改諸侍分限帳 舟木数馬 (御中老・御用人以下、知行品と氏名、役料) 一冊 横般小

2衣類腹物覚 舟フド数馬 一冊 横i恨小

3字保十二年御行列帳 日光御社参 一冊 横帳小

4御奉公火消之時行列I援(字保六年参府の時) 舟木数馬直温 一冊 横帳小 文政八年七月

5天保ニ年御発駕御道中御休治附 一冊 横帳小

6天保十二年御城出行列帳御用主義 一冊 横帳小

7御介添{卸ロ口一条帳 一冊 模帳小

8東丹波・東海道道之記 松貫斎主人 (三月十八日発駕から四月六日江戸着) 一掃 横帳小

9嘉永田年・嘉永五年 品厚公御婚姻記上 御用懸 力日判 舟木直寅・西山実堅 一冊 横帳小

10 π治紀冗甲子季春 千代吉殻諸事覚 舟木多宮 一冊 模様小

11 (家中古見員IJ覚) [御家中廻勤ハ年始暑寒五節句斗など] 一冊 模様小 文政4年以降

12 天保二年従前之御出入之向 大谷四郎右衛門改 一冊 横帳

13 前々より出入之向 文政三年 大谷田郎右衛門改 一冊 横帳 12と紙縫り一括

14 公金出入簿 一冊 横帳

15 i;EP法制御抜御白書写 [今度家政法異IJ之別紙並i懐面玄々] 一枚 後欠 天保十一年六月

16 由緒書写・御蔵書之写 [御側御用人勝田佐次右衛門方執筆] 一枚 天保十一年六月

17 (来秋大坂御加番仰せ付けられたき願書) f私在所但馬国豊詞之義ノ¥国中第一之低所ニテ云々j 一枚

18 調達年賦議利息積立根入(包紙) 一枚

① 調達金壱口金壱百両掛人数廿人組講年賦仕法 一掃 横帳

② (五か年蹴添崩仕法頼母子金芭両) 一枚

③ (金否両無尽手IJ息積立案) 一枚

19 大坂御用書物舟木老之助(袋) 一袋

① 大坂御旅館中下宿割 [御名内舟木老之助ほか] 一枚

② 覚(大坂小人奉公伺い) 一枚 七月二日

③ 覚(宇多笠法皮・木綿看板など備品寄付) 一枚

④ 大坂御小屋割 〔舟木老之劫・猪子左家太ほか] 一枚

⑤ (大坂従者名簿) [御名内舟木老之助ほか] 一枚

⑤ 覚(黒塗御呈醤籍ほか備品書付) 一枚

⑦ 諸士組合調 [猪子友家太ほか] 一枚

③ 小頭以下人配 「二口合わせ二十一人、二口合わせニ十六人] 一枚

ト
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薬箱④ 「政治J ∞匂
N

通番 表題 作成者/宛名 内容 点数 形状 日付

⑨ (花折羽織ほか衣類寄付) 一枚

⑮ (新町大工勘助ほか名簿) 〆十二人 一枚

@ (被仰渡警)御普請奉行江 [去秋洪水臭太之損毛且御普議所格外之物入] 一枚

⑫ (鉄堂垣多七ほか名簿) 一枚

⑬ 党(御小姓具足・羽織ほか書付) 一枚

20 参州騒動(三河加茂額田郡騒動次第) [右脇坂様間柄より借用急写誤も有之由] 一枚 天保七年

21 家中往来之節被下金路料御規定 御用席写 一冊 縦帳

22 (老中土井大炊頭殿御演遼) [天保十四年十一月五B 大目付江] 一冊 縦帳

23 嘉永二年十二月二十九臼大目付より廻状写 [阿部伊勢守渡大目付江異国船渡来の節広々] 一冊 縦帳

24 (勅諭) [朕惟方今時勢夷j火怒猫獄云々] 一冊 縦帳 文久ニ年写

25 新聞雑誌第二十号 〔正月十八日宮中ニ於テ御歌初メアリ云々] 一冊 縦帳 明治壬申二月

26 猪子止才之助書状 舟木律子宛
[近畿地方ハ二回も水難、御地ハ行李巻盛にして多数者従事〕状

状 1 八月九日
1 

27 猪子止才之助書状 舟*律子宛 [千枚漬少々送呈云々]日本匿事新報原稿用紙使用 状 1 十二月十七日



薬箱⑤ 「婚娼J

通番 表題 年代 差出 宛名 形状 点数 備考

1九月廿八白御婚稽御献立 (近世ヵ) 状 1 

2おゆ代道具帳 (近世ヵ) 竪張 1 

3五月廿七日御婚議御献立 (近世ヵ) 状 1紙紐あり

4覚(御帯一筋ほか二点請取) (近世ヵ) 1気回甚布衛門 田宮国右衛門様 状 1 

前波矩輔様、谷口篠左衛門
端書き「友尽縁談之願護担也取次

5泰願口上之覚 天明6丙午.3.20 舟木左京(印) (花開) 状 1人小林丹下へ相頼倹 上包有り」と
様、ほか一名

あり

6献立明細書 一五月廿七日朝五ッ時 (近世ヵ) 状 1 

71 (献立〕 (近世ヵ) 状 1断筒

8覚(舟木外記格線醤付、御世話人御名前致承知事
(近世力)9.1 舟木織兵衛 山田治郎之(兵力)衛様 折紙 1 

ほか 5筆御取扱につき)

91 (献立〕 (近世ヵ) 状 118紙の包紙あり

10 1iEn献立 (近世ヵ) 状 1 

末姫君様御婚礼ト御結納ト(〆吉拾羽震文北

11 銀一貫七拾弐匁九分問屋、五ヶ年平均一ヶ年分銀 (近世ヵ) 状 2 

ニ百匝匁五分九康)

12 
〔害状) (老之助殿姉子同氏吉右衛門委ニ御縁組

(近世)6.19 有本助左衛門久禎(花押) 猪子左織様 折紙
及御熟談につき)

1 

13 〔柄原にて小森安之丞!s内談掛合覚書〕 (近世)1.18 小林田口 猪改之丞様、舟金十郎様 様帳 1 

14 婚譲二付到来物覚 (近世) 様帳 1添紙あり

15 〔家来より到来物覚書〕 (近世) 状 1 

16 おてつ引越之節入用擁残り (近世) 横帳 l 

17 〔とくさ木綿十五匁など諸入用覚書〕 (近世) 和田・直 舟老之助 折紙 1 

18 十一月十九日御婚躍御献立 (近世) 状 1後欠

19 
〔書状) (老之助殿御姉子拙者停吉右衛門委ニ致

(近世)5.27 有本助左衛門久禎(花押) 猪子左織様 状
御縁組度設及御相談につき)

1 

20 奉瀬口上覚 文化10酉.5.26 舟木老之助(印) (花押)
坂弥ニI.r.衛門様、端甚五兵

状 1端書き「お友再縁願書ね」
衛様

〔書状) (御会娘私婆ニ御所望にて尼しゃあ拙翁
端泉署「袋白紙封上書双方名計二

21 (近世)9.11 舟*外記 堀田平太夫様 状 1而肩書なし 状箱上書肩ニ..御家
殿江木下織衛5申霞につき)

中笠岡家中j

。。N



薬箱⑤ 「婚姻j

通番 表題 年代 差出 宛名 形 状 点数 備考

22 〔害状〕 (御縁約之義につき) (近世) 舟木外記 堀田平太夫様 状 1端袋警「答酬書案j

23 覚(代銀勘定につき 〆四拾ニ匁六分九厘) (近世)8.20 ..ハ 猪兵助様 状 1はさみこみ

24 〔代銀支払済覚書〕 (近世)酋 10.6 絹屋惣兵衛 舟木金重郎様 状 1はさみこみ

25 〔図録〕 (近世) 4犬 l端装警 fもくろく」はさみこみ

26 
出府こ付到来(鮎五・竹下源兵衛、酒一香物・出

(近世) 折紙 1 
利六左衛再ほか)

27 〔書状〕 (御縁組之義につき) (近投)11.8 舟木外記 堀田平太夫様 状
|端裳警「義白紙下封名前計上封出石

1 
御家中」

28 〔当日祝土産物など覚書〕 (近世) 状 1 

〔廻状J(拙者再縁田辺御家中浅野九馬約束廿八
次第不同佐伯孫左兵衛 包紙糊付け

29 (近世)9.25 舟外記 殿、堀江与右衛門殿ほか2 状 1包紙 f廻文舟外記刻附を以順臼
B取引即日婚姻相整につき)

5名 口口候辰刻出ス」

次第不 問猪)11儀右衛門

1包包紙紙糊「廻付状け 舟多宮」30 〔廻状〕 (禁事御用之義四ツ待出仕につき) (近世)1.10 |舟a 殿、由利五郎次右衛門殿ほ 状

か 14名

31 
〔親類覚議J(間帯万二女鉄、岡田付役吉田武威

(近世) 4犬 1前欠、後欠
妻、叔父宮津御家中河瀬勘助ほか)

32 
〔書状〕 (御間柄ニ被仰付自i:I:l度御取遺可被成に

(近世)5.22 御使者大宮嘉(ヵ)太八 状 l端裏書「丑五月廿二日使者・担
っき)

33 お鉄峯山表引越之節供立書 安永8巴亥.3.29 竪張 1 

34 〔玉城婚姻書〕 (近世) 状 l端袋蓄 f玉城婚姻蓄」

35 〔御結納覚書〕 (近世) 横帳 1当臼の動向、御結納後口上警など

36 親類縁者覚書(星合氏) (近世) 状 1 包包紙紙あ「親り類書j

〔書状〕 (祝納につき) (近世)11.14 綴田平太夫内竹内近右衛門
舟木外記様御使者田宮専治

状 1 37 
殿

38 親類審(有本氏) (近世) 有本助左衛門 横帳 1 

39 〔到来物覚書〕 (近世) 状 l 

40 
〔廻状〕口上(舟木様御婚婚姻ニ付同日人足一人

(近世)11.13 田宮専次 亀チ宇三郎兵衛殿ほか 7名 状
1 包紙糊付け

ずつ御借用につき) 包紙「廻状j

。hN



薬箱⑤ 「婚娼」

通番 表題 年代 蓋出 宛名 形状 点数 備考

41 
〔廻状) (来ル十九日縁女引取婚姻相整につき御

(近世)11.13 T号外記
次第不伺 .田町村尾市左

状 1 
時節柄之義、祝物之義につき) 衛門殿、福井庄三郎殿

42 
〔書状) (老之助妹葛勢幼少より木下家江養女可

(近世) 状
端泉書「老之助妹良勢木下家江養女

1 
数につき) 引越」

43 〔目録〕 (近世)発丑5之2 状
端裏書「発丑五月廿二日結納・呂六

1 
下書」

44 
〔養状〕 (昨日はお友事引越婚姻首尾能相整につ

(近世)6.27 有本音右衛門久重(花押) 舟木老之助様 折紙 1 
き)

45 申ノ年参拝到来物 (近世)申 横根 1紙紐一括

46 香重量附佼食到来 (近世) 撲帳 1紐はずれ、紙紐一括

47 〔奮状〕 (結納品目録相認につきほか10筆) (近世)8.1 小森安之丞唐正(花押) 角田逸八様 状 1 

48 覚(御上下壱奥、御原子壱本ほか 3筆) (近世)2.8 状 1 

49 舟木外記麻上下縫JL寸法 (近世)12 状 1端装警「上下泊」包紙一括

50 山中武次右衛門上下寸法 (近世) 状 1 

51 親類書(舟木家) (近世) 状 1通番 31に続く

52 
党(結納御祝儀物来ル十二月十西日十八日両日之

(近世)10.18 状
包紙あり

内可被成之由ほか 4~を) 1包紙「書付j

53 親族(舟木家親類書) (近世) 舟木玉城 状
包紙あり

1包紙「書附弐通J

54 親族(舟木家親類書) (近世) 舟木玉城 状 1 

55 〔舟木老之助直記来E宣誓〕 (近iit) 状 1 

56 〔舟木外記直混来歴書〕 (近世) 状 1 

57 〔親類覚書〕 (養方弟木下主篤ほか) (近世) 5 状 1 

58 
〔覚) (御中宿之義山田次郎兵衛方相頼別荘にお

(近世) 状 1断簡
いて御待請などにつき)

奉綴口上覚(京極啓之助様御沼介問中新次郎弟梶
安永4丁巴. 9. 8 

谷口十郎右衛門様，木下勘
59 

之助私養子二引取申度につき)
( r永」の学は抹消 舟木老之助(印)寅 状 l 

しである)
兵衛様

60 御婚礼御献立 (近世)11. 19 状 1後欠

61 〔包紙〕 (廻状舟木執事) (近代ヵ) 舟木執事 包紙 l包紙のみ

H
h
N
 



薬箱⑤ 「婚姻J

通番 表題 年代 差出 宛名 形状 点数 備考

〔養状〕 (愚妹引越万端不行局故祖母貴地江逗留 62包紙あり「木下勘兵衛様 策一答

62 罷越取計{土度井に老之助殿方i工{白母様御出之御積 (近世)向日 星合興市 木下勘兵衛様 状 w差合興市」

之処無其儀につき) 61~63包紙一括

〔書状〕 (愚妹縁談当秋二者号!越可申弁に上i工之

63 原井に祖母逗留参上につき親類共i工棺談仕居次 (近世)5. 19 E整合呉市 木下勘兵衛様 状 1 

第)

64 
〔害状〕 (愚妹丹木御氏江進上被仰下熟談仕度に

(近世)8. 19 主主合興市利(花押) 木下勘兵衛様 折紙 1 
っき)

党(御物成勘定雛形弁に諸勘定取百十方弁に心得に
舟木老之助様，猪子伊織 65包紙あり「雨柳兵庫方古書写」

65 
っき)

(近世)2. 25 高柳兵庫 様，舟木外記様，西山久馬 状 1165~70包紙一括

様 65端裏書あり「高柳兵庫方古議j

覚(御物成勘定雛形弁に諸勘定取計方弁に心得に
舟木老之助様，猪子伊織 66~68紙縫り一括

66 
っき)

(近世)2. 25 高柳兵庫 様，舟木外記様，西山久罵 状 1紙縫りに「卯之三月木下多宮被棺越

様 候節高柳兵庫5之来書三通j とあり

日上書之覚(禁元勝手能様こいたし江戸ニ不構取 舟木老之介様，猪子伊織

67 計方難成御請不仕につき弁に米廻し取百十方につ (近世)2. 26 高柳兵産 様，舟*外記様，西山久馬 状 l 

き) 様

〔書状) (御家御直し方之存寄多宮殿i工申会為差
舟木老之助様，猪子伊織

68 (i丘世)2. 27 高柳兵箆 様，舟木外記様，西山久馬 状 1 
受申につき)

様

口上警之覚(其π勝手能様ニいたし江戸ニ不構取 舟木老之助様，猪子伊織

69 計方難成御詰不仕につき弁に米廻し取計方につ (近世)2. 26 高柳兵庫 様，舟木外記様，西山久馬 状 1 

き) 様

〔害状) (御家御直し方之存寄多宮殿i工申含為差
舟木老之助様，猪子伊織

70 (近世)2. 27 高柳兵産 様，舟木外記様，西山久馬 状 1 
登申につき)

様

71~83布紐一括

〔害状〕 (内用御頼申所御llic意恭弁に拙家勝手{古]
(近世)12. 17 京極兵昔日 舟木老之助様 状

71封あり「舟木老之助様京極兵
71 l 

心組之次第努御挨拶申述度) 部」 71差出・宛名は端

装部分にあり

N
h
N
 



薬箱⑤ 「婚姻J

通番 表題 形状 点数 備考年代 差出 宛名

〔封) (舟木様上置取付侯番丁爪極 此
(近世) 番丁京極 舟木様 宝オ 1封のみ72 

幾重登三郎退参之節御返却)

舌代(先刻御光来恭先呈先刻之残物御笑葱ニ差進
73 (近世)正， 21 一番丁 麹国T老職 状 1 

申につき)

〔害状〕 (此節之御安否承知いたし度弁に異国船 74封あり「舟木老之助様尽極兵

74 渡来武器不手当の処御内々御談申委縮御承知被下 (近世)林銭。 18 兵部 老之助様 状 1部」 75差出・宛名は

致安心につき) 端裏部分にあり

〔醤状〕 (勝手向彼是御世話ニ根成千万恭弁に江
75封あり f舟木老之助様 当少用事

75 戸表麹町御長室敷ili辺出火之次第弁に1is蔭ニ市東馬 (近世)2， 15 京極友衛門高景(花押) 舟木老之助様人々 状 1京75極端左裏衛書門あ」り 「左衛門様御養御詰

無;滞致勤続恭につき)
済」

〔養状) (先頃内願一条につき今日中御越被下笈
76包紙あり f舟木老之助様御答 京

76 (近世)正， 21 友衛門 老之助様 状 1極左衛門」
支之有無責答可申旨宗主日)

76差出・宛名は端裏部分にあり

舌代(兼々御約束之竹の子につき明朝御出可被
(近世)3， 11 状

77~79封一指。上書「舟木様不及
77 

1貴答番丁京極 大苦し筆御用捨」成)

78 
〔害状〕 (御恋神代酒から汁差上度御出馬被下問

(近世)極， 12 友衛門 老之助機 状 1 
敷哉)

79 
舌代(今日俄ニ用事出来二而難出近日参上弁に塩

(近世)11， 23 左衛門 考之劫様 状 1 
焼ノト魚為持差上申につき)

〔書状) (少し御内談申度旦ー盃さし上度につき
(近世)極， 19 左衛門 老之助様 状

80~82封一括。上書「舟木庄之助様
80 l 

御光来可被下) 少用事京榛左衛門」

81 
〔害状〕 (過図御日出し之御内談之義二付明日箆出

(近世)12， 24 左衛門 老之助様 4犬 1181~82巻込み一括
度)

82 
追啓(兼市御頼申五拾金御差立ニキ目成千万恭につ

(近世)極， 24 左衛再 状 1 
き)

83 
〔害状) (去年中~頭品利金廿両{替用之処利分

(近世)10， 3 京極三右衛門高(花搾) 舟木外記様 状 l 
段々増上いたし甚辛労につき内密ニ而奉頼度)

84 〔包紙〕 (口上書) (近世) 包紙 1包紙のみ

の
ト

N



薬箱⑤ 「婚娼」

通番 表題 年代 差出 宛名 形状 点数 備考

85 
党(荒木信太郎・御議頭格御用人本間市左衛門ほ

(近世) 状 l後欠
か役職人名につき)

86 
〔害状) (来十九日縁女引取婚儀相整につき早朝

(近世) 状 1後欠ヵ
より御入来頼入度弁に人足弐人借用申度)

87 柏原御家中江御婚礼二付御遊中諸j弗拍) 安永6酋. 8. 19 舟越{友左衛門
横半

1 
帳

88 道具帳f口 (近世) 竪帳 l 

89 
〔覚) (有本助友衛門・有本吉右徳門役織・録尚

(近世) 状
89~90包紙一括。包紙上警「役銭警

1 
につき) 的j

90 奉瀬口上覚(養女差遣之願書雛形) (近世) 状 1 

91 〔党〕 (父舟木外記ほか親族につき) (下書) (近世) 舟木 状 l 

92 〔包紙〕 (議付弐通) (近世) 包紙 1包紙のみ

93 
奉綴口上覚(谷己十郎左衛男女向姓玉城委ニ致

天保12辛丑. 4 舟木外記印(花押)
西山久左徳門様，E9山丹右

状 1193端裏部分に河口j とあり
度) 衛門様

94 覚(箪笥ー樟ほかにつき) (近世) 状 1白紙あり

95 覚(箪笥一様ほかにつき) (近世) 状
95端袋議あり「八月二回道具選候節

1 
之手担J

96 口上之担(御結納被贈下幾久敷致祝約につき) (近世)9. 15 状 1 

97 
〔害状) (兼而棺綴置婚姻につき願之通被仰出御

(近世)11. 7 舟木外記 堀間平太夫様 状
休意司被成下)

1 

98 〔覚〕 (祖父舟木故外記ほか親族につき) (近世) 当主御家老舟木外記 状 l前欠

99 〔覚〕 (親族につき) (近世) 当主御家老舟木外記 状 1前欠

口上覚(松平伯苦言守様御家中有本劫左衛門停吉右

100 衛門女私養女二致猪子伊織委ニ指遺度につき内 (近世) 舟木外記 坂本圏右衛門様 状 1 

{弓)

101 
〔伺) (木下織衛嫡女母方j工引取号室逐而私後三菱ニ

寛政5きを丑. 11. 28 舟木タト記 状
101端裳書あり f上包二上書内{司書

l名 主主政玉突丑年J致度につき)

102 
口上覚(出石御家中堀田平太夫娘私後妻ニ致度に

(近世)9 舟木外記 坂本闘右衛門様 状
っき内伺)

1 

103 
〔害状) (舟木考之助殿御嫡子御縁結御綴之通被

(近世)6. 19 大須賀権之助衆(花押) 舟越兼介様 折紙 1 
仰蒙旨致承知につき)

]
V
ト

N



薬箱⑤ 「婚姻j

通番 表題 年代 差出 宛名 形状 点数 儲考

文書群に付けたイ守護か。私立舟*病

104 覚(文書付主主) (近代)γ.ー 一紙 1 院の処方主主用紙を使用。 104~124を

一括。

105 党(さば、・玉子代交け取りにつき) (近世)酉盆前 なさや主義助 猪子様 一紙 1 

106 党(J11之小一郎ほか銀高につき) (近世)ヘγ 一紙 1 

107 
覚(道具類愛し遣し方、弁に当日御案内の御使行

(近世)γf 一紙 1付紙5点あり。
71J供迎りほか心得方につき伺)

108 党(越前泰醤代受け取りにつき) (近世)酉.8.13 こうや義兵衛 森次小八様 一紙 1 

覚(結納、弁に婚礼当日の次第につき) (近世)丑.5.19 一紙
端薬害あり「丑五月十九日結納取其

109 1 
外取遺書付也」。

110 覚(中下たなをし代ほか焚け取りにつき) (近世)酉.7.- 升屋庄治宣言 猪子様 一紙 l 

〔書状) (御婚礼御日限御承知下され恐悦、弁に
(近世)ヘ正.17 橋本市左衛門 出手IJ六郎右衛門様 一紙

端装部分，=i白手IJ六郎右衛門様 ひ
111 1 

御取り計らい下されたき次第につき) かへ橋本市左衛門j とあり。

112 覚(庶五郎5御用遼佼る銀品につき) (近世)γf 一紙 1 

113 覚(かてう代受け取りにつき) (近世)ー.8.5 ぬし勝介(印) 佐左衛門 一紙 1 

114 覚(醤泊代交け取りにつき) (近世)ヘ3.28 i司与農喜左衛門 御用御使藤効殿 一紙 1 

115 覚(挟箱ほか代銀受け取りにつき) (近世)成.12.ー いつミや久兵衛 (EP) 営津屋庄五郎様 一紙 1 

116 〔党〕 (あか糸もミぢの方ほか代銀につき) (近世)-ff 一紙 1端装部分に「内用Jとあり。

端裳書あり「かやねたんの書付宕口

117 党(絹紅へり八寸六八ほか代銀積り (近世)-.2.5 但馬屋茂兵衛 小林丹解 一紙 1口口二而御と 3のへ被成候ノ¥，此書

付も被選口口J。

〔害状〕 (舟木様御縁談御引き移り来ル廿八日正
由利五郎右衛門様，南係又

118 午時{卸着きにつき御迎え人足随分達者の者壱人宛 (近世)-.9.23 舟木執事 一紙 1 

差し出し下さるべく)
助様，由幸IJ良助様，ほか3名

119 
〔覚) (昼休御申し付け下さるにつき其元にて御

(近世)-ff 一紙 1 
差図下さるべき次第)

120 覚(やど払いほか銀品につき) (近世)-.-.- 一紙 l 

121 覚(札壱貫五百匁五口分π利差し引きにつき) (近世)首9.13 由利五郎右衛門 舟金十郎様 一紙 1 

〔盾〕 (かやき殊の外ねたんたかく、弁にぢあか
端裏部分に「上 tt五郎」とあ

122 京へ申し遣わし、井に五郎右衛門へ去をしよげ申す (近校)γ.23 庄五郎 上 一紙 1 

頼母子残り銀につき)
り。

的

h
N



薬箱⑤ 「婚掘」

通番 表題 年代 差出 宛名 形 状 点数 備考

123 
〔書状下書J (今般婚儀棺護うにつき潤種進上御

(近世)ヘ2.13 間二子穂， 舟木外記， ほか
乗竹九郎右衛門様，同御内

一紙 I 
祝約下さるべくほか) 室様，ほか

124 覚(扇子代銀札受け取りにつき) (近世)酉.10.6 丹後や新蔵 金十郎様，御取次綴衆中 一紙 l 

文書群に付けた付主主か。私立舟木病

125 婚姻来信(文書付築) (近代)ヘ・ 一紙 1 院の処方愛用紙を使用。 125~152を

一括。

126 〔覚〕 (提重ほか代金につき) (近世)ヘヘー 一紙 1 

127 〔覚〕 (峯山IS参る使者利右衛門へ馳走の献立) (近世)ヘ3.22 一紙 1 

〔扇〕 (御尋ねの態母様子につき、井に御入用の
端裏部分に「上 今井庄五郎」と

128 銀札差し上げ申すにつき、井に五郎右衛門へ差し (近世)四 8.14 今井庄五郎 上 一紙 1 

上げ申す銀札につき)
あり。

I (願〕 (御縁女様御引き移り御B線御治定相成る

129 
につき、弁に御結納御品物御取り計らい下された

(近世)γ.15 一紙 1端裏窪あり「十五日遺ス手紙J。
く、井に愛許への御供人別差関方ほか仰せ下され

たき次第につき)

130 
〔書状J (老之助様御内伺椙済むにつき結納御引

(近世)γm 折紙 1後部欠
越取り計らい方)

131 
乍恐口上(銀札百五拾匁漸々相届く故指し上げさ

(近世)ー.8.13 由利五郎布衛門 舟金重郎様 一紙
端袋部分に「舟金重郎様 乍恐口上

せ申すにつき)
1 
由利五郎右衛門jとあり。

132 〔覚〕 (三三なあ四つう ほかにつき) 安永8己亥.10.吉 一紙
l袋函に払方支あり。反故んして利用

か。

133 
〔書状J (指し引き寄附仰せ下させられ則ち棺認

(近世)ー.9.13 崩利五郎右衛門 舟金重郎様 一紙
端裟部分に f舟金十郎様御内用答

め残り札とも指しよげ泰るにつき)
l 
自軍IJ五郎右衛門」とあり。

134 
御口上(今日御結納御白録の通り御祝進ぜらるに

(近投)ー.γ 御使者大谷喜多八 一紙 1 
っき)

135 
〔書状下書J (今般御婚姻御整いにつき御包録の

(近世)ヘ. 武次右衛門一一 一紙
裏面にも議状下書あり。反故にして

1 
通り進覧致す) 利用か。 135~137巻き込み一括。

136 
〔書状下番J (今般武次右衛門殿御婚姻御繋い大

(近世)ヘソ 一紙
袋蔚にも害状下書あり。反故にして

l 
慶御家内様へも御悦び申したく) 利用か。

m
v
h
N
 



薬箱⑤ 「婚姻j

通番 表題 年代 差出 宛名 形状 点数 備考

137 
〔書状下書〕 (今般武次右衛門方婚穫相整い大慶

(近世)--- 一紙
につき)

138 
〔覚) (奥の間御家内様御ニ入、木下様御六人ほ

(近世)γ.ー 一紙 1 
かにつき)

139 
袖招(今日は御縁女様へ御結納御自六の)iliり進ぜ

(近世)ヘ2.3 御使者舟越{友左衛門 一紙 1 
らるにつき)

140 
(養状下書) (今度妹鉄御養女御内談御瀬の通り

(近世)--- 名 名人々御中 一紙
l 端薬害あり「峯山御家中山中井*-方

仰せ出さるにつき) へ遺書状下書j。

141 〔書状下書〕 (期11染臭さに承知致すにつき) (近世)γ “ 一紙
端部分に「井水へ」とあり。 141~

144巻き込み一括。

142 〔害状下書〕 (其表様子につき安堵致す) (近世)ー. 一紙 1 

143 
〔害状下書) (今般私改名窺の通り申し付けられ

(近世)ー. 一紙 1 
大農御祝蓄毒事く存じ奉るにつき)

144 
〔蓄状下醤) (武次右衛門殿御婚礼御室護い大震霊前

(近世)γ.ー 添副副 郡一一 一紙
後彼是御取り計らい方辱く存じ奉るにつき)

145 
〔書状〕 (今般御再婚堀田平太夫娘御媒酌仕る処

(近世)-.9.11 西山拙翁貞利(花押) 舟木外記様人々御中 一紙
首尾能く御熟談に及び目出度につき)

1 

146 
〔書状) (御姉子様、同氏吉右衛門委に御縁組御

(近世)ー.6.19 有本助左衛門久禎(花押) 舟木老之助様 折紙
願の通り相;斉み目出度につき)

1 

〔害状〕 (舟木考之助殿御方へ有本助左衛門!s結

147 総別紙図録の通り相送らるにつき宜敷御取り計ら (近世)ー.6.22 大須賀権之助衆(花押) 舟越兼介様人々御中 折紙 1 

い下さるべく)

〔書状〕 (金十郎殿御妹女山中武次右衛門へ縁組

148 何角御相談は当町今市屋勘兵衛方5御問き下さる (近世)ヘ正.20ほか j度手IJ郡兵衛定光(花押)ほか 古嶋寺IJ八様ほか 一紙 1 

べくにつきほか)

149 
〔書状) (婚姻相整い御丁寧土産物等銘々差し越

(近世)-.6.27 有本助左衛門久禎(花押) 舟木老之助様 一紙 1 
され辱きにつき両種進覧致す)

150 
〔口上覚〕 (御縁女様御結納御目録の通り進ぜら

(近世)γ.ー 堀田平太夫使者竹内近右衛門 一紙 1 
るにつき)

151 〔書状〕 (おらく様御引越御婚礼につき) (近世)ー.8.朔 渡部貞光 小林御おば様，お見尾殿 一紙 1 

h
h
N
 



薬箱⑤ 「婚姻j

通番 表題 年代 差出 宛名 形状 点数 備考

〔害状〕 (舟木様御縁談御熟談成さる処御結納等

152 
は御役柄にて御願済これ無き内御請成され難くに

(近世)ー.8.19 西聖子嘉お衛門 鳥井山三郎様 一紙 l 
っき余儀無く右付札の日限に御取り極め下された

く)

153 
〔口上覚J(御結納進ぜられ大慶につき御図録の

(近世)γ.但 御使者山国靭負，同道中令本若江 一紙
端裏書あり「御結納{邸受之礼御口

l 
通り進ぜらる) よJ。

154 〔覚〕 (有本様御縁談舟木家へ御内談の次第) (近世)叫-- 一紙
端裏書あり f森様/5宮津へ文通之党

1 
内口龍平へ遣候文面之写」。

155 
〔害状J(今般御恩女様につき早速其意を得られ

(近世)-.-睡眠 舟木外記判 木下織衛様参入々御中 一紙 1端裏書あり「木下氏へ文通之担J。
者主き仕合せ)

156 〔覚〕 (日向国佐土原騒動の子総風間) (近世)白人自 一紙 1 

157 党(当日祝儀土産物、井に当日行手IJ) (近世)-.-.- 一紙 1 

158 
〔苦言状下番J(婚姻相獲うにつき両種貴意に懸け

(近世)--- 九郎右衛門様，ほか 一紙 1 
られ恭きにつき)

159 
党(結納の次第、井に祝儀物ほか取り計らい方に

(近世)-.lE.20 渡利郡兵衛 今市屋勘兵衛殿 一紙 l付紙16点あり。
っき伺)

∞ド
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薬箱⑥ 「書画J
番号 資料名 年次 添記 形態 備考

1誓詞(歌学伝授につき) 宝麿十二.六 霞浪軒春樟より飛雲軒雷翁宛 状 1

2朝鮮正使叙文正筆板行物之写 寛政四年 江州今須駅本陣某贈之 状 1 美濃国主人伊藤五郎次、戊辰6月

3釈菜式井絵図面 天保六.八.一 状2 包紙あり

4舟木無害序、坂口譲文 文久二壬成 凡士者講文不講武可乎 冊 1 無害ハ直寅カ

5会業日有感ほか七百絶句 冊 1

6雑誘十首示 五月五日 状 1 無害舟木兄次其言志之句

7軸物取謂 七月 状 1

8植木揚物する妙方 状 1

9多賀城碑文写 於赤坂駅写之 状 1

10 本朝間部狩野伝系写 状 1 雪舟伝系写とも

11 江戸甲午火事絵図 天保五年 刷物1 縦48.5x横70.5

12 武蔵大火略国 弘化=年 刷物l 26.0 x 38. 0 

13 大坂図 天保八年九月 播磨屋九兵衛 刷物1 42.5 x 54.5 

14 母木縄御手長屋(写) 天保九年 伝奏御馳走役之節 35.0 x 50.5 

15 蔽屋大略国 桃花節酔中画 39.0 x 55.0 

16 平野略図 白jJ.人Aミ'不訂ノ~ 32.5 x 88.0 

17 武家屋敷図 着彩 19.5 x 27.5 

18 井田函説略包紙とも 文政成子 紀伊仁井田好古南陽 刷物 1 130.4 x 45.0 

19 (北町奉行所与力同心番付) 28.0 x 39.0 

20 御免日光御絵図 帯封17.0x 7.5 

① 日光御山之絵図 絵図所植山弥平治 刷物 1 32.5 x 43.0 

② 日光諸所案内手引草 刷物 1 17.0x7.5 

21 讃州、|象頭山十二景之歯 金毘羅御守箱所 美玉主主 刷物 1 37.0 x 49.0 

22 改正草木撰種録 天保二年六月 田村幸郷図・五運堂蔵 刷物 1 33.5 x 47.0 

23 稲穂草木種撰男女略図 天保六年六月 播磨明石藩服部保則 刷物 1 34.0 x 46.0 

。ト
N



薬箱⑥ 「書画」 。∞
N

番号 資料名 年次 添~2 形態 備考

24 読明治詩文他 状4

25 異扱要覧 誠斎識 刷物 1 31.0 x 46.0 

26 喪中服思令 貞字三年 刷物 1 47.0 x 31.0 

27 (銃器射程距離表) 刷物 1 折本部分

28 (武装次第、付用具) 嘉永三年正月 郡上山脇正準 刷物 1 折本部分

29 (救急法) 刷物 1 折本部分

30 古刀角力銘鑑 天保十五年 江戸麻布住高山常時 刷物2 50.0 x 37.7、封とも

31 相撲番付 昭和30・31年 刷物2 52.5 x 37.0 

32 孝明天皇肖像 明治31年1月30日 神戸又新日報付録 刷物 1

33 青葉谷書院概覧 大正5年4月 青葉告書説保存会 印刷物 1

① 青葉書書院記 安政了巴 お刷写真 1

② 舟木良吉宛書状 大正5年1月 印刷物 1

その他断簡あり



薬箱⑦ 「御書簡j

通番 表題 宛名 内容 年 代 数議形式 備考2

1猪子j育委状(東京本郷弓町1T図)
舟木克己宛(但馬

一袋
国城崎郡戸牧村)

① [追々老主主奉職益々イヤニヰ目成、さま林社之義委綿糸先日:rs:々 ] 五月十八日 状 1

② [御地稀ナル洪水之趣、宝林社預金:rs:々 ] 七月七日 状 1

③ 
[止才坐業後之進退、府県之招ニ応スベシ、当地ニァ泰職ナレバ第一智見

八月二十五日 状 1
明治14年

ヲ増シ、第二社会ノ活戯ヲ見ル益有リ云々] か

④ [卓之助到着、八年を経て面会、学業之自的ノ¥産業御希望之越玄々] 九月七日

2旧記e録 一冊 模様

3猪子長兵衛書状 舟木タト記宛 [山田楽御用可然旨委細承知云々] 六月十九白 状 1 前欠

41 (笠岡表洪水被害寄付) [山王下大浪ニァ大破:rs:々 ] 状 1

5嘉永二成年大洪水書付 「愛π去一日午時前より雨天、稀代之大荒広々」 九月八日 一枚

6舟木老之助害状(大坂在番中か) お栄殿
[昨日ハ御城外之上本町卜申処之茶屋ニァ御酒たべ

十月六白 状 1
云々]

7舟木老之助害状(大坂在番中か) お栄鮫 [正味六十尽立候得ノ、愛π発足と相成玄々] 七月十七日 状 1

8摂心院様御行列書付 大坂加黍之節 一枚

91 (谷田武右衛門ら履歴) 端書[豊岡] 一枚

10 角答iifn人[12 御仕向 [西山丹右衛門方ほかニ十一口] 一枚

一枚
1~11-

11 党(祖父共より御用達書)
括(1 ) 

12 八之助警状 外記宛 [明日御祝儀並御礼二議出云々] 状 1 後欠

13 いしっか害状 おすて宛 [清もんいん様あっさの御いたみもあらせられす云々] 六丹十七日 状 1

14 (江戸勤番醤付) {去午九月六日猪子伊織鮫へ書付差出11柔箇条] 申壬十一月 一枚

15 損亡御庖 [城崎二方両郡収納九千七百六十八石六チト九合] 一枚

16 阿部伊勢守御渡 [沿海警衛手当向之義:rs:々 ] 十二月 一枚

17 大目付通達 舟木多宮宛 [明日十二尽より産被差免] 四月十一回

18 舟木外記書状 下問少進宛 [御本殿ニ御差留なられ厳しく御宅金め:rs:々 ] 十一月十一日 状 1

19 *下志馬・田村多門差紙 舟木外記宛 [御自分義不快御尋ねの御意] 九月一十五日 一枚

20 天保七年間十一年献立 一枚

21 坂本弥三左衛門差紙 舟*外記宛 [御自分義御用有り御出] 閏八月二十七 一枚

22 (金銀覚) 舟様取次衆 (普請取替銀・図州行取替銀など明細) 巴包月十五臼 一枚

-∞
N
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通番 表題 宛名 内容 年代 数盤形式 備考1

23 差紙 舟木考之助宛 [病気E語、庖願い、長々療養の思召] 一枚

24 坂本団右衛門差紙 舟木外記宛 [御自分義御用有り御出] 正月十日 一枚

25 坂本弥三左衛門差紙 舟木老之助 [御岳分議御用有り御出] 十月二十九日 一枚

26 (家老連名状) [上知一万石分預り所癒い] 一枚

27 覚 大輪平蔵 [領内苗字帯万差許に付内殿、明楽飛騨守付札] 巴十一月一十E一枚

28 弘化二年丙午九月二日御成献立 …枚

29 口上党 舟木多宮 (四月二十一日殿様登城御勤祝詞申上度) 六月二十六日 一枚

30 人別覚 (在方・町方ニニ人) 一枚

31 書状 当年の荒歳下分大二I!Iミ候次第 状 1

32 (左衛門様御年鮪御物成平均御用状等箆条) 一枚 目IJ欠

33 (外記・伊織濁醤状写留) 十一月十九日 一枚

34 舟*外記警状 猪子伊織宛 [今一廻御椴下され候関長々湯治有之z工々 ] 八月ー十日 状 1

35 (学保十一年上知物成辻) [米一万千二百七十石九斗五升見合] 一枚

36 舟木外記殿よりよ々御出金審付 [卯四月二十日~辰六月十白金百六十両] 一枚 包紙あり

37 内伺番(袋表醤) 舟木外記 一枚 包紙のみ

38 i屈喜喜兵衛・古島又平、名主総頚ら宛て通達 {当年飢縫の様子扶食手当御救筋去々] 申九月 一枚

39 口上覚 前j皮矩輔宛 [糸井御家中面談のこと] 一枚

御勝手御用之授抜警 [斎武寮建直入用・札場取立てなど]
三月十七日~

一枚40 
四月十八日

41 取次までの覚書 舟木左5ミ [三百五十石御年寄役相勤候] 三月二十日 一枚

42 谷口十郎左衛門霧状 舟木外記宛 [御手前様え内々御言書出下さるj 十一月十八日 …枚

後欠、 12

43 御側内用 「御内用書拝見、此度在京中云々j 状 1 ~42一括

(2 ) 

44 さと護状 御おば様宛
[極内々にて心やすぎ人を綴て七屋を尋ねもらい

状 1
云々]

[国?泰行所ニテお尋ねのこと、勢卵、i亀山ニ書置き文な
元禄十四年五 三枚

継ぎはが
45 石井源蔵・半蔵口上議 御家老中宛

ど] れ

鳥の子

短問(いかにさだめなき世のならはし云々) 俊兼歌「なき影と」 …枚
紙、 44~

46 
46一括

(3 ) 

一
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通番 表題 宛名 内容 年代 数議形式 備考1

47 舟木外記直儀奉札 (御穏古場・御射場取立てにつき) 五月二十九日 一枚 折り紙

47・48

主主儀詠歌(七十之賀を鶴によせて) 〔あおくそよ君かよはひは云々] 一枚
「直{義様

48 
iifn書j上

書封入

49 舟木数馬直寅養状 父上母上宛 [養源寺帰郷に付ー翰拝皇仕候"Ir々] 九月十四日 状 1

(舟木数篤直実害状) [弥左衛門着府に付尊書拝読、直記縁女引越云々] 十月十九回 状 1
継ぎはが

50 
れ

舟木玉城花押付書状 父上様 [大砲場拝{昔、去る十六日早朝より打掛云々] 四月二十二日 状 1
前欠、継

51 
ぎはがれ

52 舟木老之劾害状控 乾保亀代宛 [同苗八次郎様逝去、家督継承に付] 十二月一日 状 1

53 害状案 堀田友甫宛 [同姓老之効死去ニ付] 状 1

54 舟木数馬警状(iifn側御内用) 舟木外記宛
〔表書院などに御用の掛物、伝来の品名画など焼失

六月十九日 状 1
云々]

55 舟木考之助害状控 乾八次郎宛 [無事駿府在香、御帰路何坐拝重量仕度"Ir々] (嘉永ニ年) 状 l

舟木数篤E室寅害状 父上母上宛
[先般頼み霞きし自雀老先生筆立差物出し、別紙還り

十月二十一日 状 l
十一月七

56 
高価云々] 日着

57 舟木直寅害状 父上様
〔五万八千石の御家来故、必定人物なきにはあらず、

四月六日 ヰEムリ)z 
公の御不運]

58 舟木数篤害状 父上様
[今度の不時入用」、去年来の見込みと莫太の相違

十月二十四日 状 1
云々 」

59 舟木数馬書状 外記宛
[t世子君御風邪のあと熱透き兼、山田楽差し立て積り

六月十九日 状 l
云々]

60 舟*数篤害状 権右衛門宛 [今日吉辰お史開き婿入り祝儀整い玄々] 十月十四日 状 1

61 (舟木直賞醤状) [表稽古場暑稽古始・御部屋会読.t世子遠篤玄々j 状 l

49~62蓮

62 舟木数篤願書 [当春二十八歳ナル若輩、愚案52醤] 状 1 寅様書簡

(4) 

63 舟木多言Z克己主書状 松山茂右衛門宛 (旧冬当春何よりの品衛思投君主し) 状 1

64 舟*書状 宕崎愛太郎宛 (百行録・回天討史・六業など威主書御閏) 十二月二十日 状 1
の∞
N
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通番 表題 宛名 内容 年代 数議形式 備考1

65 (舟木多宮)害状(控) 京筏啓之助宛
[当国槌一之低所ニテ諺に八百八谷を引受{炭水下

状 1
云々]

66 (舟木多宮)害状(授) 藤村ニ左衛門宛 (家督相続の風聴) 状 1

67 舟;;jて多宮書状(控) 西求馬宛 (家督相続結繕御干し) 状 1

68 舟木多宮書状 谷口・喜喜多村宛 (寒中見舞し、) 十一月二十一 状1

69 舟*多重吉害状(控) ヱR極兵部宛 (暑中見舞い) 状1

70 舟木多宮医養書状(授) 乾雅楽之助宛 (喜良債相続の風聴) 状1

71 舟木多宮直養害状(控) 王又懐歴之助宛 (暑中見舞い) 状1

72 害状 [幕府より尚又御改革、来春之参勤ニ成云々] 状1

73 舟木克己書状 祖母様・母様 [此頃京都にて公方様も京都江御住居遊ばされ云々〕 七月念七B 状 1

74 舟木多宮醤状(控) 尽極兵庫宛 (御登用結構祝詞) 状1

75 舟木多宮・問村j原之進書状 酋久右衛門宛 (年頭祝詞) 正月二十臼 状1

舟木克己書状
祖母様・母様・や

[当月八日ニ西洋修業仰せ付けられ云々]
76~81-

76 状1
を様 括

77 舟木多宮警状(控) 永坂昇太夫宛 (暑中見舞い品々御礼) 状 1

78 舟木多宮害状(授) 永坂界太夫宛 (暑中見舞い品々御礼) 状 1

79 舟木多宮奮状(授) 藤村兵助 (御役替・加増悦び) 状 1

80 精 書 状 舟木多宮宛 「嘉定居城略記借受願い玄々」 状 1

63~81直

81 舟木多宮{可書(控) 大国付宛 (克己改名伺い) 状 1 養様番街

(5 ) 

82 猪子l際正奮状(示都ニ於テ) 舟木りつ宛 一月三十日 封1

① 月見の歌など詠主主
[寝ることは明日に延ばして天よりも白く光れる月を

状1 色紙
みるかな]

② いの子ばば 舟木おや保殿
[岡し様にでも女子出生、男子なればよかったと申し

二月十八日認 状 1
ても云々]

③ いの子ばば お八保殿
[越年のお悦び、兄さん夫婦は格別気を付、不自由な

状1
く云々]

④ いの子ばば 舟木りつ殿 [むかしから申しったへの通り馬主主の長生き玄々] 初春 状 1
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通番 表 題 宛名 内容 年代 数量形式 備考1

⑤ いの子えつ
舟木おやほ・おり

(前欠) [先月二十一日夜より絢痛み云々] 十二月十五日 状 1
つ様

83 いの子ばば ふなきおりっとの
裏書[これは病気前にお認め相成り、延引ながら差し

八月 封 1
上げ]

① 猪子順正・しつ・久尾 舟木おや保殿 [母様御存命之内今一度iifn出尽遊ばし:z:s;々 ] 六月七日 状 1

② いの子ばば おや保・おりつ鮫
[おりっとのやすやすとご平産、殊に男子まずは図出

状 1
度し]

[女子三界に家なし、よい子を持ったが親の仕合せ
③ ばばより ご両人様

云々]
状 1

④ いの子母 ふなきおやほ殿
(前欠)沖里子も昨年より越後の新潟へ夫婦連れ参り勤

一月一日 状 1
め云々

⑤ ばばより おりっとの
[気の毒や馬鹿の長生き大こまりそのよに病まであり

状 l
云々]

⑤ (表)ふな木りつ いの子御祖母宛 {御祖母様、は大伯母様とてよき方あり大仕合せ玄々} 状 1

(裳)あそぶば、ばより(八O歳) 舟木おりっとの [ば、かばかと世に住むかひはなかれども:z:s;々 ]

⑦ おい筆より差し越し候まま
[にほひなき花とばかり松が枝のみどりの上につもる 82~83-

自雪]
切紙

括 (6) 

[12!1方莫輔殿糸井へ出張、私宅へ参り段々と話し合い
*糸井陣

84 田中新次郎書状 舟木多宮宛 状 1 産分知二
云々]

二F石

85 田中書状 舟木多重吉宛 [其方様の大工又四郎糸井へ参り z工々 ] 状 l

86 田中新次郎蓄状 永坂昇太夫宛 (お役替え祝詞案文) 八月十包 状 1

87 田中父害状 舟 多 宮 宛 前欠「京極飛騨守当冬江戸表在勤、御手前御供云々] 状 l

88 問中新次郎書状 舟木多宮宛 [とうそや当年二徹入来下されたく:z:s;々 ] 九月一十五日 状 1

84~88田

89 田中父書状 舟*多官宛
[其処殿様江戸表御出府、御手前初めて御供、大小一

十月八日
中新次郎

腰進上]状 1 様書簡

(7 ) 

90 乾八次郎害状 舟;;jて老之助宛 (改年之御慶) 二月二十六日 状 1

91 乾八次郎害状 舟木外記・玉城宛 (遼境使札御礼、ご挨拶として肴一穣進覧) 十月二十八日 状 1

出∞
N
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通番 表題 宛名 内容 年代 数E整形式 備考1

[其表遂行の折使者もって克舞い、国産の子鰻進52
89~92鳥

92 乾八次郎害状 舟老之助宛 七月七百 状 1 取乾警簡
云々]

(8) 

93 舟木多宮害状 谷御伯父様
[愛冗も示坂長ナi'I之為に騒がされ不穏、殿様水練稽古

出精云々]

94 精翁書状 舟木君 (国史略拝借願いたい) 四月二十二日 状 I

95 田中不老害状 舟木様 口演(石塚様女中のこと)
閏九月二十五

状 1
5 

96 森次芳一部醤状 舟越謙ニ宛 (長病御見舞し、 七月十九日 状 l

97 精翁醤状 無害大兄 (珍醤拝読返却) 八月旬一日 4犬1

98 精翁書状 舟木君 (要用でき孟子会業休会) 十月八包 状 1

99 木下勘兵衛書状 舟木老之助宛 (御着館に付多宮出迎えに差出) 六月十臼 状 1

93~100 
100 内願書案 封のみ

一括 (9)

101 錦太郎害状 尽極千代吉宛 [毎朝書物剣術の稽古御出席玄々] 八月ニ日 状 1

102 藤村馬之助醤状 舟木多宮宛
[千代吉様御事、御発足五月七日、十七日程にて援問

四月二十五日 状 1
着云々]

103 議世話方口上 佐備孫左衛門他宛 (舟木様御発記頼母子会御出張下られたし) ニ月二十八日 状 1

104 前木みな害状 舟木一保宛 [克己様にも今度は御供御出府玄々] 二月十六日 状 1

105 田中父害状 多宮宛 (示横越前様御大病に付お尋ね) 十月十一日 状 l

106 外記害状 玉城宛 (千代蔵十七才佐十郎と改名) 正月一十一日 状 1

107 某書状 舟木多宮宛
[四方莫助大工大四郎を連れ私宅に参仏大小一腹進

九月二十二日 状 1
上云々]

101~108 

108 害状案文 主主様侍史 (結構俄役儀御祝諮) 状 l 一括

(10) 

109 堀田友商害状 舟木多宮宛 (年始御祝認) 正月十一日 状 1

110 勤役中徒ごとへ大呂付より通達 [御発駕に付道中日履いなど} 切紙

111 見山 崎 玉城 (金銭勘定) 切紙

112 舟木外記醤状 舟木数鳥宛 {佐織案外大病山本品階難治玄々] 四月一十九日 状 1
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通番 表題 宛名 内容 年代 数議形式 備考1

113 舟木外記害状 舟木玉城宛
[世子御輔導、君侯思召し宜しからず発句御師匠のみ

七月十E耳目 状 1
云々]

114 舟木外記害状 舟木数馬宛
[当時必死闘窮中借財相議み生涯頭の上る日はこれな

二月十二日
し云々 ]状 1

115 外記害状 玉城宛 [手鰐製作に付別紙の通りお届け] 十一月十七呂 切紙

116 舟木外記害状 舟木玉城宛
(前欠)[其許格別節倹ニァは災いノ冗にても相なる

五月九日 状1
ベく云々]

117 舟木外記直j亘害状 舟木玉城宛 [年始に付肴料鏡料相贈られ祝約、尚j酉の誠め他] 正月二十日 状 l

118 舟木外記害状 舟*玉城宛
前欠[涼庭方今度ソツピル十二日に一分六厘相用い

四月一十三日 状 1
云々]

109~119 

119 黒j翠新右衛門書状 舟木多宮宛 (年始御祝詞) 正月十二包 状 1 一括

(11) 

120 覚(たるや五八他) 舟木様 (受取誌各種) 15通

121 その他断街一括り

h

∞N
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通番 表題 年代 差出(作成者) 宛名 数量 形式 備考1 備考2

l御婚姻御用向手配拍へ(来ル廿六日佼八ツ出立につき) 天保3辰年9月吉辰 舟木執事 1様帳 2丁 舟木老之助の姉友の件

御婚姻諸入用雑録(六月十八日/5廿一臼迄七匁壱分ニ

2塵、山三郎宮津行往来諸入用〆、右は御再縁ニ付宮津へ
天保3辰年9月吉辰 舟木執事、麹屋山三郎 1横帳 5丁 舟木老之助の姉友の件

間合など6月から10月までの諸入用惣〆陪百廿壱匁五厘

につき)

31 (婚姻諸入用断簡〕 (近世) l折紙

〔文化九申年六月十日坂本家/5舟越を以申来候は、お友

4事家内不熟ニ付無拠及離縁候旨まわ来候、向十芭年お友再 (近世) 1横帳 4丁 舟木老之助の姉友の件

縁組取扱のことなど書上〕

5御婚礼御4惨式御高盛仕立方(御婚礼御床飾仕立につき) (近世).子9月 森一学ヵ 1竪帳 3了

御半髪御袖留御祝式誉(若殿様御振袖御椎子麻御半上下

6ニ而御祝之御間江 御出産引続調理髪之役罷出今日御額 (近世) 1竪帳 3丁

直僻袖留被遊につき)

7覚(震箪笥、長持など進物目録) (近世)2月7臼 11-紙 包紙あり

81 (害状〕 (御結納御目録之通進ょにつき) (近世)2月3日 須貝左市兵衛 舟越佐左衛門鍛 11-紙

親類蓄(父物頭海底山中井水、母同人委、祖母白付役渡

9手IJ尋兵衛母、姉老役加半日三上液兵衛妻、ほか6名書ょにつ (近世)正月 山中武右衛門 11-紙

き)

10情。 〔封筒〕梶之劫引越の番付、後改名多宮又克己 安政4年8月5日 1封筏 撮

10-1 梶之介引越ニ付到来把 安政4年8月5日 l横帳 4丁

親類審(父家老職故舟木外記、母家老職故木下織衛故
(近世) 番頭格舟木老之助 11-紙 安政頃?

「芭津へ差遣候親類書之
10-2 

l下書J娘、姉友、妹照、叔父番頭側組、ほか8名)

10-3 〔罰T方扇子・手掛蓄上) (近世) 2折紙

∞∞
N
 



薬箱⑧ 「婚姻」

通番 表題 年代 差出(作成者) 宛名 数量 形式 備考1 備考2

御次第不問
奥警に

渡辺七郎右衛門様、佐
「次第不

)¥1義右衛門様、水垣i原
同御免可

〔廻状〕 (舟木様僻初老ニ御当被為成候得共、御4惨退之
南保又布衛門、保田長

三郎様、鍋屋三お衛門
被下候廻 包紙「廻状保田長右衛

10司 4 御思召ニ而御悦と被為指延候、もし御祝物等御取扱被成 (近世)12.15 様、由手IJ老五郎様、福 11-紙
状留リ!5 門、南俊又右衛門j

候而も調受納無御座、却而御迷惑被為成につき)
右衛門

井八郎左衛門様、由利
当家へ御

六郎右衛門様、船農嘉
戻し可被

兵衛様、ほか6名
下候J

縁女続審(祖父家老浅野故五右衛門、祖母柏原御家老中

11 生駒彦左衛門娘死、父家老浅野故帯万、母古河故内蔵丞 (近世) 11-紙

娘死、兄家考浅野九鳥、ほか9名)

12 〔六月廿二日結納到来之白録〕 (近世) 11-紙

奉願口上覚(仙石道之助様出石御家中堀田平太夫と申者 口上覚の
端裏書に「天保五午年十

13 之娘私後妻ニ可致旨内約仕候不苦候者以御蔭引取婚姻相 天保5年10月 舟木外記(花押) 坂本圏右衛門様、木下緩 11-紙 一紙、挟
月縁組願書添口上書担」

幾度奉存候顧につき) み込み

14-0 〔袋〕舟木多芭直養婚捌書類入 (近世) I袋

御相談書、舟木殺より猪子殿への御相談奮すへて舟越譲

14-1 三取調掛 (9月 3 日結納進上、荷物・ ~I越などの棺談につ (近世) 11-紙 包紙あり

き)

14-2 〔九月八臼就婚姻祝物到来覚張〕 (近世)9月8日 1横根 4丁

14-3 
〔九月八日当日手続留帳) (朝5ツ終御荷物御到来、御式

(近世)9月8日 1横帳 3T 
台請取{民事、など婚礼の様子書き)

14-4 〔婚礼到来の人々書上〕 (近世)9月8日 1折紙

14-5 九月八日御婚礼御献立 (近世)9月88 11-紙

〔親類審〕 (祖父家老舟木老之劫死、祖母家老石束源五

兵衛娘死、父家老舟木外記死、母家婦、姉用人猪子兵効

15 死妻、姉織田出雲守様御内番頭星合興市妻、妹京極儀後 (近世) 11-紙

守様御内物頭山中武次右衛門妻、弟疋田.次郎、妹用人

猪子左家太妻、甥猪子権三部、ほか7名)

16 〔差出宛名誉上〕 (近世) 11-紙 前欠

。∞
N



薬箱⑧ 「婚姻j

通番 表題 年代 義出(作成者) 宛名 数量 形式 備考1 備考2

17 〔献立〕 (近世) 11-紙

18 
覚(飛騨守様j工御縁女様/5進物、成桂院様江御縁女様/5

(近世) 11-紙
進物、祝儀金、など警上)

19 御織女様御引越御行列帳 (近世) 1横帳

20 奥方様御黒披御行予IJ帳 (近世) 1横帳

「安永八

年亥三月

21-0 お鉄婚捌之節請j弗諸4砂板笛一式入是有也 安永8年3月29日 直房 1袋 廿九日引

越j とあ

21悶 1 〔献立〕 (安永8年ヵ) 1…紙

21-2 〔献立〕 (安永8年ヵ) 11-紙

22 〔進上回録〕 (近世) 11-紙

23 (進上自録〕 (近世) 11-紙

24 〔袋入の事、婚姻の諸相書上〕 (近世) l横帳 5丁

25 家督ニ付到来物 (近世) 1横帳 2丁

26 九月廿八日御婚礼御献立 (近世)9月28日 11-紙

〔書状〕 (御結納御受納被成候、御挨拶申上侯処被仰間

27 候委細之儀、村田喜三右衛門様へ御談合申上候置候網開 (近世)9月16日 酋野嘉右衛門 鳥井山三郎様 11-紙

取被下度につき)

28-0 〔包紙〕口上書拍 (近世) l包紙

28-1 〔害状〕 (極内22被仰付候等書之趣護市拝見{士につき) (近世)六月十八自 舟木玉城直寅 御父上様 11-紙 撮

28同 2 〔昼時の料理人・給仕人など人足覚書〕 (近世) 1一紙

28-3 5JIJ段御取扱之方江御内証(御結納之品御受取につき) (近世) 11-紙

28-4 
口上之拍(此度御縁組之儀過ル七日御願之通被蒙仰候{卸

(近世)9月16臼 11-紙
口上之趣承知につき)

28叫 5
〔舟木外記様御使者団富喜喜右衛門御縁女江御結納御白録

(近世)
舟木外記様御使者自宮

1…紙
祝納の害状〕 甚右衛門

28“6 〔妹今晩引越にて御世話の願書〕 (近世) 11-紙

28-7 〔斎藤甚太夫祝儀物進上の書〕 (近世)9月晦日 斎藤甚太夫 舟木外記 11-紙

。A
W
N



薬箱⑧ 「婚姻j

通番 表題 年代 差出(作成者) 宛名 数量 形式 備考1 備考2

28-8 〔浅野九馬祝儀物進上の書〕 (近世)9，F3B毎日 浅野九馬 舟木外記様 11-紙

28-9 〔九月八日夕符繕参加者谷司殿勝回殿〆廿六人覚書〕 (近世)9月8日 11-紙

28-10 
覚(堀田平太夫娘美尾28才、御都合次第幸便二被選被下

(近世)9月8臼 西山拙蘇4砂 堀忠平太夫 11-紙
候様仕度につき)

28司 11
僻再談番(未願済延引候処、昨五日縁談願通相済候ニ付

御再談書江附ヰしをiよJ、御答につき)

有本吉右衛門 久重

29 〔有本吉右衛門、吉右衛門婚姻につき祝儀軌の醤付〕 (近世)7月11日 (花押)、有本助左衛 舟木老之助様 11-紙

門久4砂(花押)

30 〔お友就再縁到来物覧議帳〕 (近世) 1横帳 3T 舟木老之助の姉友の件

31 〔婚姻ニ付到来物覚書帳〕 (近世) 1横綴 5丁

御相談番(結納の品・進上の呂程、 11月3・7・8の内号i

越、 )11船にて号|越、御連人、荷物運人足、途中中街、{在日

32 
見送之向御見附女中、皆子餅省略、御入輿の節侍上臆は

(近世) 1横綴 4丁
近親の内罷出、当自の祝儀御時節物、重キ精進日為御心

得別紙1ftnJ盟し、以上の項目御相談候間御答を仰窃かされ

たくにつき)

親類書(父家老舟木古外記、養母堀田平太夫女、家考舟

33 
木老之助、委谷口十部左衛門女、伯母松平伯脅守様僻家

(近世) 11-紙 包紙あり
老有本吉太夫妻、叔母中考木下動兵衛妻、従弟番頭猪子

左家太、ほか11名書よ)

34 家千代様御誕生御祝義物書付 宝永4年7J'l 1横帳 5丁

〔婚姻諸儀礼覚書 (14日結納、 17臼御道具調事、 18日荷

35 物運び、 19El御縁女御駕銅玄関ニテ請取など、 21臼皆子 (近世) l横帳 5T 

餅御使来事、 23日御身附女中披など番上)

36 〔御姉子様同氏吉右衛門委縁組願日十い大慶につき書状〕 (近世)5月27日 有本助左衛門久禎(花拘 舟木老之助 11-紙
同

市

山

N



薬箱⑧ 「婚姻」

通番 表題 年代 義出(作成者) 指名 数量 形式 備考1 備考2

次第不問

宵呂町油屋彦右衛門殿

廻状(来27臼問姓玉城縁女引取婚儀相撃にて、祝物之{義
ほか4名、中町近江屋幸

37 (近世)5月258 舟外記 右衛門殿ほか3名、滋茂 l一紙
ハ野菜之外昔物堅及断につき)

町橋本直右衛門殿2名、

小田井町大石豊兵衛殿

ほか1名、寺田n名

38 やりあひ(なぎなた指南書) (近世) 11-紙

39 
覚(祝儀舟木御両所様、田中様、谷口様より到来覚書に

(近世) 11-紙
っき)

40 〔昨日お友方引越にて婚姻整い大震の害状〕 (近世)6月27日
有本助左衛門久禎(花

猪子左織様 11-紙
押)

41 〔御婚礼御祝の害状〕 (近世)9月晦日
斎藤甚太夫忠利(花

舟木外記様 11-紙
押)

42 〔妹義御貰にて御挨拶申出書〕 (近世)9月14日 浅野九罵重矩(花押) 舟木外記様 11-紙

43 〔号i越にて御婚姻御整祝警〕 (近世) 11-紙

44 印象約にて銅先方へ御引越にて銀札指上につき害状〕 (近世) 由利五郎衛門 舟金重兵衛様 11-紙

45 
〔父母に孝行に法度を守りたりて箸らすして面々の家織

万治巴亥冬 頼宣公迷作 11-紙
を勤めることの心得書よ〕

46 。屈図様江舟木様15御結綿品御j度の依頼書〕 (近世) 11-紙

47 〔舟フ|て家血筋の子相談書〕 (近世)8月15日 さと 外記様 11-紙 撮影

員人容来をノ知(猪子左家太殿、谷口勝太夫殿、生駒伝

左衛門殿、木下弥八郎、間八部ほか11名、婦人客伯母君

48 木下家内壱人、問猪子家内二人、担母君谷口御家内壱人 文久3年2月初38 11-紙

ほか5名、〆25人、右容は昨秋可致之処差支ニ付当年迄

相延へ候事)

49 〔箪笥・茶箪笥など品物覚書〕 (近世)2月7日 11-紙

50 〔お鉄、お友再縁のことよろしくお伝えの手紙〕 (近世)3月108 鉄15 おふて様 11-紙

〔御荷物目録ならびに運び人足覚書〕 (7月21日御役付
(近世) 11-紙51 

覚書につき)

N

。N



薬箱⑧ 「婚嬬」

通番 表題 年代 差出(作成者) 宛名 数量 形式 備考1 備考2

52 
口上覚(私養女今日引取直ニ猪子伊織方江指遺婚姻為相

(近世)2F.115日 舟木外記 坂本圏右衛門様 11-紙
撃候以御蔭難有仕合泰存候右為御崩致{弓筈候以上)

53 
〔覚〕 (J 11輪縞、紋付綿入結城、玉紬など品物確認につ

(近世) 11-紙
き)

54 多宮御用召ニ付到来物覚 文久2年1月11E1 1横帳 5丁

55 〔御依類審〕 (近世) 11-紙

円。N



薬籍⑨ 「凶書J
H
Y
③

N
 

遇番 年次 表題 作成者 形状 点数 備考

袋一括 (Ex.78~80)

1安政6己未.5.7 靖共投殿葬送行列帳 喪 舟木直養 横綴
袋「安政6巴未.5.7 靖共君御卒去一件帳入j君ハ蘭養ノ養父

1 
ニシテ、直寅即豆斎君ナ 1)、通称老之助、帳簿多宮ノ¥後克己

と改ス

21 (安政6).5.6 
町方 廻章(老之助儀冬病気の処、今辰之下刻死去仕候、此

舟多宮 横帳
宛:佐)11義右衛門殿、同幸四期殿、松永彦右衛門殿、六方展

1 
設申入候、尤おに付音物停止につき) 茂兵衛殿他26名

3万延冗庚申.11.6 靖共院様御一周忌御法事 横根 1 袋一括 (Ex.78~80)

41 (近世ヵ).一.一 回選見樹寺御廟所略図 状 l 

5慶膝3丁卯.一.一 躍光続殿御寺詰中長 横様 1 

袋一括 (Ex.83~85)

61 (天保11) 子.3.19~20 三十三臣御怠御諸事諸御入用 横帳 1袋「天保11子年3月、摂心院様・帰令院様 三十三曲御忌往日

法事取越し次第」

7 天保11庚子.3.19~20 摂心院様・帰令税様三十三田御忌法事 横帳 1 袋一括(王x.83~85)

8文化6巴8.19 摂心院殿・帰令殿一局思取越 横帳 1 袋一括(王x.83~85)

91 (近世)午.8.20 覚(香典l匁5分、布施5匁等諸入用委主上) 号|受又右衛門 状 1 

10 (近代).-. 〔覚〕 (酒・升数及び人名書上)
横半

1 
1獲

袋一括 (Ex.88~Ex.90)

11 (明治22).一.一 〔覚〕 (人名寄上) 横帳
袋「明治22年6月23日死去、同23El午前10B寺戸蔀村住宅ヨリ

1衿葬驚林山へ1皇納、舟木克己直養妻・猪子氏通称弥{呆死去一

件芸書類J

12 明治22.6.23 供物受納帳舟木弥保婦人 横根 1 袋一括 (Ex.88~Ex.90)

13 (明治22ヵ) .…，ー 〔覚) (人名・献立番上) 横帳 1 袋一括 (Ex.88~ξx.90)

袋一括 (Ex.91~92) 

14 弘化5申.2.26 〔葬送行列娠) (弘化5申年2月26日出葬共定競殿) 横帳 1袋「弘イヒ五申春、共定君御卒去一件帳入、君ハ直寅ノ父ニシ

テ直温郎来獄斎君ナリ、通称外記、帳簿数篤ハ後改老之助j

15 (弘化5).一.一 喪中到来帳 横帳 1 

袋一括(正x.93~96)

16 (弘化3ヵ) .3.19~20 3月29El5 20 El御法事 状 1包紙「弘イヒ3丙午年10月22日摂取続様 途成競様五十回忌御法

事8.Fl22Elニ取越之次第j



薬箱⑨ 「凶書」

通番 年次 表題 作成者 形状 点数 備考

17 (弘化3ヵ).3.20 覚(線香・人名寄上)
端(峰ヵ)寺和

状 1 宛「舟木様御取次衆」、袋一括 (Ex.93~96)
右衛門

18 (近世ヵ).….一 奉願口上覚(病療法につき) 姓名詞判 状 1 袋一括 (Ex.93~96)

19 弘化3丙午.8.22
弘化3丙午年8月22臼摂取院様五十回忌、遠成続様同御取越候法 横半

l 袋一括 (Ex.93~96)
事之次第 帳

20 (明治ヵ).27.1l.一 見舞物到来授
横半

l 
阪

袋(表) 「天保15甲辰年10月6B大祖弐百二年御遠忌疋田八郎

21 天保15申辰。 10.6
天保15甲辰年10月6日大祖203年御遠怠疋自八郎左衛門安久

横帳
左衛門安久君令室谷自氏御祭礼修行記入ルJ (裏) 1"祭主

l 
君令室谷口氏 舟木外記j原 直 温 矯 玉 城j原直寅義子・内約 匹回二子若・

藤氏J

22 (近世ヵ).一.… 〔丞?碑?絵図〕 状 1 

23 天保6乙未2 天保6乙未年2月改正釈米之次第 横帳 1 

24 明治7甲成.8.13 母君1ftn葬列行列帳 舟木克己 横i限 l 

25 (近世ヵ).ー.一 〔覚〕 (品三公御二回忌につき) 状 l 

26 年末詳 〔桟林続殿葬送行列帳〕 横帳 1 

27 文化5辰.10.23 文化5辰年10月23日帰令院殿 葬送行列帳 模帳 l 

28 文政3庚辰.7.19
文政3庚辰7月19日 摂心院殿・帰令院殿十ニ回患、知玄室氏

施主舟木老之助
横半

1 
十七鴎忌 I脹

29 (近世ヵ).一.… 35日法事ニ付、到来物覚 横帳 1 

30 (近世).2.25 〔廻章〕 (舟木外記義病死につき) 舟数馬 状 1袋「田7方廻主義 舟木J

31 安政6.米.6.10 安政6年末6月10日法事法事二付到来帳 舟木 横帳 l 

32 (近世ヵ).-.ー 悔帳 状 l 

33 安永4未.9.26 長寿地殿葬式葬式到来帳 横帳 1 

文政7甲子年 長寿院殿・五十御忌、摂光説殿・五十御恵、
横半

34 文政7甲申 2.24525迄 桂帰院殿・廿五百御思、摂心院殿・帰令院殿・十七回御忌、 1 

二月廿ImB5サ五日迄御取越
帳

35 文久2壬成.4.12 傍光院澱百年御祭取斗向 横帳
1包紙 f文久2壬成四月十二日博光院様吉年之御祭御取斗向書附

入舟木j 、包紙一括EX. 1l2~ 1l3

36 天保7丙申.5.11~12 超勝院殿高年忌、容相知亥三十三年忌御法事 横帳 1 包紙一括EX. 1l2~ 1l 3

由。N



薬箱⑨ 「凶書J 。。N
通番 年次 表題 作成者 形状 点数 備考

祖母君送葬行安IJ帳(祖母君ハ舟木外記直温君ノ婦人にして明

37 明治14.5.1 治4年2月23臼美作田真島郡勝山にて死去、祖母君は出石藩垣 哀孫舟木克己 横帳 1 

i属国平大夫の女にして俗名二保と称す)

38 嘉永2巴頭.2.18519 嘉永2巴箇年2月188519日共定院様御一向忌御法事 状
1袋「共定院様七回御怠御法薬害付類入三由御忌、御一j習忌、

十三田御忌、十七臣御忌 書類入J 一括EX.115~ 1l9

39 (近世ヵ).ー.ー 到来物覚 横帳 1 

40 文久アじ辛酉初冬 思岳登様ニ百年御祭 奉 祭 直 温 横帳 l 

41 安政七庚収2.18519 安政7庚申年2月18日519日 共定続様拾ニ回忌御法事 横帳 1 

42 嘉永3庚成.2.18519 共定院様二回御忌御法事客組帳 横様 l 

43 (近世ヵ)一.ー 御寺諮帳 横様 l 

44 明治19.4.14
明治19年4fOJ 14日午前第8時 舟木主義之助死去之節 御悔苦手

横帳
袋「舟木克己直養長男明治19年4月148朝死去、時15日戸牧

l 
典受納帳 村墓所へ神葬 主義之助死去一件蓄類、父直養誌J

45 (近世)酉6.7 〔覚ヵ〕 (1嵩宝i混和尚入院など) 状 l 

46 (近世).4 覚(白銀等御寺納につき) 十郡友衛門杭筆 状 1宛:瑞宝寺御調所中

47 π文了巴5.8 中御門院御葬送御阜代 j犬 1 

48 (近世ヵ).2.24 〔覚〕 (瑞泰寺和尚・伴僧壱人・家来壱人、献立など寄上) 状 1 

49 (近世ヵ).一.一 〔覚) (人名・献立書上) 状 1 

50 (近世).2.25 〔廻主義〕 (舟木外記義病死につき) 舟数馬 ヰ犬 1 

51 (近世).2.19 僻香典党 瑞泰寺役所役僧 状 1宛:舟木御氏、帰産所役人中

52 (近世).3.6 御病中諸入用控 吉村八大夫 横帳 1宛:舟御氏様

53 (文久元商ヵ)一.6 〔覚〕 (6日昼時人名醤上) 状
1袋 f文久冗富年五月靖共院様御三屈忌御(5+を)事御取斗

向j

54 (文久光酋ヵ)一.8 〔覚〕 (8タ時人名寄上・献立書上) 状 1 

55 文久π芭夏. 文久π辛菖夏正月六日靖共院考君御音締 状 1 

56 (近世ヵ).一.一 〔覚〕 (21臼昼・タ人名誉上) 状 l 

57 安政6巴未.5.6 香典到来娠 舟木執事 横帳 l 

58 天保7丙申.5.11~
超勝続殿百年忌、容相知亥ニ十二年忌御法事祭主右執

袋 1 
斗一式舟木外記直温

59 (近世).8.18 党(銀子f笥・人名寄上) 横中長 1 

60 (近世ヵ).-.ー 〔党〕 (花餅など項目



薬箱⑮ 「御書簡」

直温様発議簡

塁審鏑 (詰0.1) 

番号 表題 年代 差出 宛名 形状 点数 備考

11 (:[書簡) (内倫;度らずに付、拠無く任せ、出石へ罷り越侯につき) (近世).9.12 タト言5 数馬鮫 状 1 

21 (議衛) C清原L中過j酋無之候様案じられのことにつき) (近世).' .29 外記 数罵様 状 1 

31 (怒箭) (御用につき御掛戦の義取調べのこと) (近世).9.10 舟木外記直;盆(花押) 舟*数馬様 状 1 端裏書~ i御内用御手ヰ壱」

41 (謬箆) (伊太手本出石52i屋、尽55通御寄せ倹ことにつき他5"喜謬上) (近世).2.15 舟木外記 馬殿 状 1端喜室長喜「返事潟J

51 (fS簡) (6・7月己来の応務根治りにつき) (近世).11.7 舟木タト記室温 舟木数馬殿 状 1端裏番「数篤鮫j

61 (怒筒) (ct冗祝儀につき) (近世).8.10 舟木タト記直温(花押) 舟木玉城殿 状 1 

71 (悉繍) (英樹院様ますます御機嫌よく恐悦候、猪又御色分之御惟子…重下
(近世)正.27 舟木外~ë'.U草混(花j甲) 木下主馬様 状 1 

されありがたきことにつき)

81 (悉状) (笈扇3朱位の物穏心得につき) (近世).5. 17 タト記 数馬最重 状 1 

91 (翠状) (1lI:美拝領物生涯のt寺前と明らしめ何分我等大丈夫にて小風邪引き申
(近世)正. 24 舟木外記直温(花;甲) 舟木玉城殿 状 l 

さずえいえい声に勤大慶致候につき)

10 〔議状)(血縁の御世話のことにつき) (近世).10.15 外記 ミE城殿 状 1 

11 〔悉状) (若殿様へ献上の品につき、帰国指行傍えのことなどにつき) (近世).3.26 舟木外記直i昆(花押) 舟木玉城殿 状 1 

12 〔悉状) (4月10目、 5Fl27B、7月14日洪水百姓稼ぎを救たくことにつき) (近世).8.5 タト~ë'. 数，¥!!;殿 状 l端E喜怒「数篤車生j

13 〔悉状) (キ自動年始金;信りなく栂祝侯ことにつき) (近世) .:iE.15 舟*タト記E室温(花押) 舟木玉i成Jill 状 1 

14 〔議状) (今吏9Fl分小選金2歩御米指立のこと他) (近注).8.18 舟木下外記直混(花押) 舟木数篤殿 状 1端ミ装警 f数馬殿J

15 止啓(直紀武鋪5米途返碕につき) (近世).4.29 外言己 数篤殿 状 1 

16 〔喜子状)(我等丹波崎御供に候っき) (近世).4.20 舟木外記直混(花押) 舟木数馬殿 状 1 

17 〔奮状) (是正7A帰国己来御改正ことにつき) (近世).5.18 (外記) (玉城殿) 状 1端畿悉「ミ玉城鮫 タト~cJ

18 止車寄付目祝に;百出しのこと) (近世)ふ6 タト言己 玉滅殿 状 1 

19 〔悉状) (4月10日・ 5月27日とも洪水につき) (近世).6.12 舟木外記E室混 舟木数潟産主 状 l端韮主主喜「数馬殿J

20 〔断簡) (御用向につき) (近世).5.28 タト;¥c 各様 状 1 

21 〔謬状) (泉坂等1人出張の関取斗御用向きのことにつき) (近世).10.20 外;¥c 十郎左衛門様 状 l 

22 〔奮状) (茂左衛門取認につき) (近投)7.17 舟木外記霞j昆(花押) 舟木数篤様 状 1 

23 〔醤状)(ご機嫌侭い) (ili:t註).6.13 舟木外;¥cU主j昆(花押) 舟木数篤様 状 1 

24 〔議状) (和田弥左衛門5Eド述べのこと) (近世).5.26 タト記 各様 状 l 

25 〔怒状) (成主奪容態委悉申上のこと) (近世).10.17 タト記 玉城殿 状 l 

26 追務(今朝竹島五左衛門官官越につき) (近世).正目4 舟木外記 舟木数馬殿 状 l 

27 〔悉状) (正月下金の内2分余相残伊織殿へ預け倹ことにつき{也謬上) (近世).3.- 舟木外記直温(花押) 舟木玉城殿 状 l 

28 〔悉状) (封書n封御内有奉指上泰りのことにつき) (近校).6.13 舟木外記E室j昆(花押) 舟木数烏様 状 1 

29 〔議状) (御供御勤番仰せくだされ候ことにつき) (近世).2.朔 甚:iEより 多宮様 状 l 

30 〔奮状)(まずは御返事まで) (近世).3.16 おか木えつ 舟木{色母様 状 1おか木えつ 克己の養女

31 〔醤状)(御祝いにつき御品沢山成りにつき) (近世) i廃弁 ニ{泉院殿、金徳院殿 状 1 

32 〔醤状) (当地F露天勝につき{也番上) (近世).9.12 舟*タト記E室温(花押) 木下主篤様、木下右衛門様 状 1端裟議 f木下様J

33 〔悉状) (松底御用向蝕御取調べいたすことにつき) (近世)疋 24 タト記 状 1 

h
o
N
 



34 〔悉状1(御許隊にて御旗の衣持方御ヰ目{等候憶につき) (近世). 
谷口十郎左衛門、猪子長兵

織田出雲守様、御家老中様 状 11'寵裟惑 f柏原書芸書室」
街、舟木外記

木下主馬元清(花;甲)、舟木タト言己
活山久右衛門様

35 〔謬状1(御3回忌御自己膳役i工取扱申付につき) (近世).8. 10 猪子長兵衛様 状 1 
箆j昆(花押)

舟木数鳥様

36 〔惑状1(蒙求小学持参につき他) (近役).4. 15 舟木外~cil室温(花押) 舟木数篤鮫 ttz 1端襲警 f数馬殿J

37 〔惑状1(商産量先生相果につき) (近役).9.16 舟木外~c 木下主篤様 ttz 1137にまきこみ

38 
〔覚1(在方小前3貿600自余他4筆議上、金300匁申年玉送者修行料など翠

(近世). 状 1137にまきこみ
よ)

39 〔断簡1(37匁直段にて3匁の御誌につき) (近役). タト員己 状 1 

40 〔醤状1(江戸表12日認候状栂在承知数し、迎人指越後っき) (近世).5.晦 舟木外言日渡;1ili(花押) 舟木数篤殿 状 l 

41 〔悉状1(白鶴先生病中につき{也) (近t!t).12.8 タト ~c 数馬数 状 1 

42 〔議状1(jffOili令延引のことにつき 7) (近世).正.9 外~~ê 数篤殿 状 l端議謬「数馬殿内局」

43 〔議状1(老先生小一時歩行むつかしいことにつき他) (近世).9.13 外記 数罵殿 状 1数馬殿

44 〔止啓) (我等仰付けられ穏勤察記椙心得につき) (近世).6.11 外記 数罵様 状 1 

45 〔護状)(桜餅指ょにつき) (近世).9.12 外記 数馬車生 状 1 

46 〔養状) (若殿様御療養笹o手抜無きこと) (近世).7.4 舟木外~c直滋(花押) 舟木数馬様 状 l端5襲警「御内用」

47 〔謬状)(馳走]買裁につき) (近世). 木下志馬様{也 状 l 

48 〔惑状) (14日大雨につき洪水他) (近世).7.18 舟木外記E室温(花押) 舟木数扇Jil.ll: 状 1 

49 〔議状) (枝子公御研究の次第委申し越されのことにつき) (近世). 数馬車没 状 1端袋三塁「数馬澱」

50 〔惑状)(論語古車IJiさ阪執綬のこと) (近世).9.16 外記 数篤殿 状 l 

51 ('1害状) (今替えの御力Oi量分御願い申上のこと) 弘イヒ2.3.… 状
1 端喜ZZ墨f十郎左衛門5被仰出申

透」

52 〔謬状)(添田儀左衛門24日申越過につき) (近世).10.25 舟木外記E室温 舟木数鳥殿 状 l端裟議「数篤殿j

53 〔長害状1(古役引5Tにて泥まみれに相成品雨天の節用意持参候にこと) (近世).4.17 タト記 i玉城殿 状 1 

54 :iE月日毎日両人決算覚(H電156匁8分4底、内訳引〆497匁7分8康) (近世).2.12 タト~ê 数馬殿 状 1 

55 〔謬状) (我等病気心痛の旨) (近世).12.15 舟木タト~cil室温(花押) 舟木数E言殿 状 1 

56 〔断簡) (病気につき他1点断簡) (近世) • 状 113~.氏1点

57 〔断簡) (てならいのことなどにつき) (近世)目 状 l 

覆i昆線発書簡(ぬ2)

番号 表題 年代 差出 宛名 形状 点数 備考

11 (言害状) (年始御祝儀君主く玄しく御挨拶成されたく甲斐入道5申し付けらる
(近世)ーヘ同 舟木タト記 蔦富夫i涜様 一紙

端菜室Z分に n喜重試競様」とあ
1 

につき)

〔謬状) (四日市の醤状一覧最早持病に相成る様の苓もこれ有る潤数、弁に 立議褒苦言あり「九月十ニ日出 向

2参窓滞り無く同慶、弁に其E守道中始終不快療養有るべく、弁に算用翠…皇室の (近世)ヘ9.12 舟木外記E室温(花押) 舟木数馬殿 一紙 1廿六日五雪 数篤殿J。

処主主後決算存外大不足右倦紡取り片付け方ほかにつき) i尼にて汚f員。

〔三塁状) (海岸見分御領中巡村の次第、井に其冗合薬方的せ彼られ勤苦言足軽
立議室震音巨分に「一 玉キ殿」とあ

3共も不案内者にて図り入り申す次第察し入る、井に日光御社参の御用窓向不 (近世)-.4.7 舟木外記室温(花搾) 舟木玉城殿 子氏 1 

行届の次第申し越され仰天、井に又兵衛言諮道断の行状ほかにつき)

∞G
N
 



〔議状) (穏変わらず勤学勉励と相察す、井に関富翁一方焔硝療袋出来無類

4の上品、井に来月分遣わし金茶代一歩指し引きいたし三歩二朱差是し立て申
(近世)ヘ10.13 舟木外記直j昆(花f甲) 舟木玉城殿 一紙 11;)議裟部分に「玉城殿jとあり。

す、弁に伊織殿5借用の三湾二分先達て申し来る惣金高にヰ臣官室め申すべき裁

伊織殿ヘネ目尋ねらるべくほかにつき)

51 (悉状) (若綴様・殿様御機嫌能御者(着)館恐悦につき) (近世)-.4.21 舟木外記E室、混(花押) 木下立三罵様 一紙 l 

61 (局) (峯山口口中5の来惑御自に懸け申すにつき) (近世)-関.20 (外記) (摘三友衛門様) 一紙

返事記入あり。端主義部分に「下 | 

11i溺三1.r.衛門様 上外記様Jと

あり。

71 (惑状) (又右衛門・長左衛門へ下金串し談じの処存外に存寄申し立て漸く
(近世)ヘ9.17 舟木外記霞温 舟木数馬殿 一紙 w嵩慈部分に「数馬殿」とあり。

五去し出し拾両二分弐朱指し立て申すほかにつき)

8資〔顔様御〕所(持若殿の様御御車自物巨御見用巳立前御下陪さ席れ様た方く御)振舞御招きの節御座敷向御床宮前りに (近世)-.-ー (杉山茂混在普門) 一紙
端譲宅喜あり「杉山茂左衛門j工文

l 
通之写J。

9追啓(我等御箆美拝領物の御礼申し上げられ心を記られる事ほかにつき) (近t!t)-・3.13 舟木外記 舟木数篤殿 一紙 1端裏部分に f数馬民主j とあり。

10 
〔翠状) (左織病勢甚だしく股肱綴心を失う心地、弁に御礼獄上物の次第承

(近世)ヘ5.27 舟木外~cil主ia 舟木数馬殿 一紙
1端E蔓議あり「六月前丹白出 十七

知ほかにつき) 日義 直産主持隠J。

〔番状) (英許持病も栂治り大島室、井に我等丹後海岸見分出張、井に大筒壱
端裏部分に f… ミ玉城澱」とあ

11 資罰玉相試す次第、弁に其き長飽符f右内彼是t世話いたしE担す処大記不利ほかに (近校)ー.5.5 舟木外記直j昆(花搾) 舟木ミE城殿 一紙 1 

っき)

12 
〔悉状) (鮫存外上品にて悦び入ワ申す、井に毛詩補伝御実上の都合、共に

(近世)ヘ正.3 舟*外記 舟木数罵殿 一紙 1前部欠。
其E午手際大分上遠大鐙ほかにつき)

〔醤状) (病気不;台の覚悟擦り在る処存外灸j合格応紙生の春を迎え申すにつ
(近世)司:iE元 舟木外記直温(花押) 舟木数馬殿，疋E日八郎殿 一紙 1端察部分に「数馬殿」とあり。13 

き)

14 
泰願口上之覚(向性外記類痕の疲につき看病として私立帰り臼数往復の外廿

(近世)γ ー 一紙 l 
臼計り御暇下し震かれたく) (下番)

〔警状) (佐藤大助師範にも仰せ付けらるべき処若綴様には流儀途いj酒井要
端喜支部分に「内用 外記様j と

15 人へ御入門につき大助表向きは御稽古御栂手{士り御内総には御師範申し上げ (近世)-.:iE.- ミ主馬 タト記様 一紙 1 

る次第内談)
あり。

追宅事(佐緩大助皆伝致し議議室者には感心の志もこれ有り御称美の御沙汰これ
(近世)ー.12.- .:E馬 外記様 一紙

端義務分に f- 内用外~c
16 1 

有りたく) 様Jとの記述あり。

17 〔綴) (御遊中御iillえの者差し出し方につき) (近世)へ11.- …紙 1前部欠。

18 御閉会条々(江戸表御発驚臼線、井に御休泊御昼休差殴方につき) (近世)-γ …紙 1 

19 
追啓(当R守御通行の節御使者松田金1.r.衛門へ御酒御吸物料金百疋御送り成さ

(近世)γ ー 乾八次郎様御用人中様 一紙 l 
るにつき)

20 
〔謬状) (殿様御病気御大故宝らせられ痛突奉る、井に御主提出用窓方、弁に

(近世)-.10.11 舟木外記直j鼠 舟木数罵殿 一紙 1端裟部分に「数馬殿」とあり。
八郎出府其慈得られず尤ほかにつき)

21 
〔醤状) (呉々も相鎮まれ放心これ無き様、井に由利良介世話にて石山丈山

(近世)ヘ閏9.14 舟木外記直温(花j甲) 舟木玉城鍛 一紙 l端察部分に「玉キ殿Jとあり。
石j留資い申したくにつき)

22 
〔悉状) (御乗出御引き請けの御方様、井に御幸子様御招きの節の御軸物叡り

(近世)ー.7.4 舟木外~c 舟木数馬様 一紙 1端翠意思分に「筏1内用Jとあり。
調べ方杉山茂左館内所持の軸物差し出しにつき主篤内談の次第)

23 〔覚) (脇坂様様御預所につき存容) (近世)-γ 外~c 一紙 1 

。。N



24 
〔悉状) (其後も存外御用多御頭会五日十日相自延びても御用捨下さるべく、

(近役)ー.4.21 舟木外記直j島 舟木数馬殿 一紙 1端察官日分に「数篤殿j とあり。
井に左織病気の次第、弁に此度京都の一挙心痛多くほかにつき)

25 〔惑状) (舟越幸蔵事我等媒釣不都合にて伊平へ申し談じにつき) (近世)ヘ11.18 タト自己 数罵殿 一紙 11'街姦部分に f数篤鍛J とあり。

26 〔議状) (御渡し金英太の大不足につき) (近世)ヘ12.8 勝E8友一兵衛，舟木タト記 由利良介様 一紙 1朱懇で訂正あり。

(近世)ヘ5.29 -27 〔謬状) (津田ti.太夫送中の次第) 外記ほか 各様 …紙 1 
6.6 

28 〔院号館) (松平因幡守様江戸御屋敷にて乾八次郎様御用人中様) (近世)-γ  乾八次郎様御用人中様 一紙 1宛名部分のみ。

〔議状) (当所御通行の節御使容にて御口上且つ御国産平緩御鰭り進ぜられ
t尚喜装部分に「乾家用人共まて此

29 (近世)-.-.- 八次郎様御用人中様 一紙 1 ブJ~来名前ニ苅文遥之t口総合三
者主く宜しく御窓得るべく老之介様5仰せ付けらるにつき)

遥j とあり。

i皇Ftt(算用向大不足遠からずには御政擦を執らるべき身分にて人E遣を失いて

30 は一大事につき衣類売り払い借金取り片付け方はま旨し留め申すも致し方無く (近世)ヘ2.17 外言日 数民殿 一紙 lI!i議E支部分に f数馬殿」とあり。

心痛ほか)

({司警控) (然宿十郎二人ふち割合不足ほか取り計らい方御相談、井に岩崎

主鈴御下E童数御附へ弥三左衛門方5祖詰めらるは不安易つ慕太夫御郡泰行手写

勤は決して相成らずほか取り計らい方、井に高阻村太郎兵へ身代取り乱し警告

渋の処居宅其の侭にて御本陣中島勤めたく十年御貸し居り家資立願い出るにつ (近世)ー 11.26 ~ー 前部欠。内用一部に伊織より外
31 タト言日 伊織様 …紙 l 

き取り計らい方、弁に御勘定へ取り調べ申し付けるべくにつき御一覧手居済み .12.16 言己への返答記述あり。

次第御返却下さるべく、井に御勝手方御用状答且つ久左衛門高a用再自白|御添

削下さるべく、弁に和田源太左衛門差し出し EH己等御廻し申すにつき、井に

御議室長残り貸付人知j謬去をしと起し方ほかにつき)

32 
〔ミ害状) (梅議院様へ星雲侮百一包差しょげ奉りたくにつき宜しく御取り渓ら

(近世)ー正.29 舟木外記 高橋禰市部様 紙
い下さるべく)

1 

〔護状) (若殿緩衝]近習鎮蒸帯御身守仰せ言宗られ珍重本望白鶴先生指図等も

33 相殺まれ精勤これ有るべく、弁に奥州中村行きも仰せ蒙られ是亦珍愛ほかに (近世)-.6.4 舟木外記直j品 舟木ミE城殿 一紙 1端裟部分に i.:Ei成殿」とあり。

っき)

追啓(ノj、森喜主少なくもニ返り位服用導要につき、弁に右源太中々上達1i緩も

34 
能く読み申す由大霊童、弁に紀州村松岡iお衛門E塁数にて打毛主につき、井に世子

(近世)ー.:iE.20 舟木外記 舟木ミE城殿 …紙
公毎草見孟子御素読!ffl，後{卸復読夕六ツ日寺 15~命考大学御復読御詩作日課の次第申

1 

し越され安心致すほかにつき)

〔議状) (持病気これ無き自安心、弁におニ保虚弱にて案じ申すにつき、井

35 に武器無尽去十日興行娠々数につき、弁に此節矢鍛工衆中取り懸かワ申すlま (近世)ー関9.13 舟木外scil室温(花押) 舟木玉城鍛 一紙 1 

かにつき)

36 
追啓(御東行道中の模様jJ~るにつき、井に主主後払い存外の大不足心痛、弁に

(近世)ヘ8.17 舟木外記 舟木数馬殿 一紙 1端袋詰担分に「数馬殿j とあり。
此節早倒見分存外号i米御損失これ有リ心痛につき)

〔警状) (会議室出総御箆菜珍室、井に其許身持ち燦まずにつき御内々御日七り

37 仰せ出され誠以って恐れ入り奉り我毒事別して迷惑心痛、井に坂田友蕊奇特の (近世)-.9.17 舟木外言日夜;lfu(花f甲) 舟木ミE城殿 一紙 11'潟議部分に「玉城殿j とあり。

至り加i普尽付本席学鎗E都市主主怒役完走帯申し付けらるほかにつき)

38 〔霧状) (道中巧王者日辺にて大地夜盗賊彩数出火もイ土り騒動の模様につき) (近世)γf 一紙 1前後部欠。

。。的



〔醤状) (御加恩一口成し下されf在日側御用人役表御用人策帯t笠子君御身守仰
I潟袈部分に f数烏殿Jとあり。

39 せ蒙られ目出度父子鴎j烹暫く中絶の処旧に復し泉下の御先祖様方恐祭主喜悦の (近世)ヘ5.21 舟木外記直j畠 舟木数馬民主 一紙 1 

i戻催すほかにつき)
自占岸氏1ヵ所あり。

40 〔悉状) (1岩君主寺和尚に箆談の慾ほかにつき) (近世)-.6.10 舟木タト言己 舟木数馬殿 一紙 1前部欠。

〔悉状) (無臭超年致されI~童、井に|日綴御前に於いて御年男仰せ付けら
(近世)ヘ正.2 舟木外記直j昆 舟木数馬殿 一紙41 

る、井に入寒後日灸致さる自大いに安心ほかにつき)
I 

42 
〔惑状) (世子公御補語李総受精勤これ有るべく、井にIBH鼠少し風邪引くほか

(近tEt)ヘ疋2 舟木外~c直j盆(花押) 舟木玉城殿 一紙 1端裏部分に「玉城殿Jとあり。
につき)

(i可) (無.lE:9IJ脱剣取り計らい方、井に大小姓は無足列の'2i'裁ほか;an教示頼
前部欠。後半部に弥ニ左衛門よ

43 
みよlず奉るにつき)

(近世)ヘ5.3 タト~c 弥三友衛門様 一紙 1りの返答、外記よりの再度の返

答の記述あり。

〔伺ミ警捜) (江戸返透明日申し渡すべき裁につき、井に下村彦惣御礼豆つ御
(近世)ヘ11.朔 前後部欠。伊織・佐次右衛門よ~ー44 普議方へ申し付け方、井に尚人指し羽伺につき、井に語。;員毛取り鍔ベ議文武 外記 各様 …紙

向き御取り稼ぎ息長ほかにつき)
11.14 りの返答の記述あり。

〔警状) (愛許別して不服;令気回焔共詩文々米価引きよがり申す、弁に白務先

45 生への兵警は田T使へ指し越す、井に其5午読言撃の模様申し越されたく、井に兵 (近世)ヘ6.24 舟木外記E主j昆(花押) 舟木玉城綴 一紙 1 

議t包惑の写し物多く御用多中弱り入り申すほかにつき)

〔醤状) (水口杯一見本土地笈しく御選法立て直し申す御方承り出したく、井

46 
に御諮の 部御催し当時町人大乱後にて取り戻し六ヶ数折柄、井に御所笥代

(近世)ヘ9.3 杉山茂左衛門去を信(花押) 舟外記様 一紙 1高官部欠。付紙1力所あり。
様御風間、弁に御勝手御必至に相成り御大名様御領中百姓町人の大家主3し抱

えられ勝手の役申し付け鐙く選法ほかにつき)

〔警状J (以つての外の徹夜喜本金く御虚主主御全快の程党束然く一同十方に主主
舟木数篤陸;青，猪子長兵衛正

47 
れ9ifj誇続様にも殊の外心痛につき)

(近世)-.9.19 方(花t甲)，酋山久左衛門直 舟木外記様，木下主篤様 一紙 l両立部欠。

潟(花搾)

〔醤状) (持病絶えて穏発さぎる由大鐙弥養生専一本所隠霊童相尋ねらる哉、

48 弁に主篤殿交代別状無く勤番数され恐悦、弁に世子公御学芸室御進益今一両年 (近世)ヘ3.12 舟木外記直温(花押) 舟木数篤殿 一紙 1端裏部分に「数馬殿」とあり。

も御通いi援lまされる節吃度御読人に椙成るべくほかにつき)

来随分 (No.3) 

番号 表題 年代 室長出 宛名 形状 点数 備考

〔惑状?) (ニ係御城内外共石場御稔崩倹、十五日頃5六日之問、雨にて

l又々諮庭崩立御i成之塀三百間.:+崩落 御所者尚更剖T人共居宅九歩通土産主大方 (近世).7.27 1状 吉右欠

破損f土候など、災害状況番上)

21 C議状) (同姓外記病気之慮、養生相E十ず死去之宣言残念につき) (近世).4.5 fZ!i山谷左衛門貞温(花搾) 舟木数，~殿 11i犬

3治〔惑仕状可〕然E言(療主主絢室菱恭申人書割候議湯に治つ穏き願)温泉へ罷越{農相獲仕、 Jlt上今一廼り号i続き湯 (近世).4.22 下郎彦三(花押) 舟克己様 1状

41 C悉状) (御前御銀痛は如何につき) ~政ι.8.27 洛 j事問威(大坂) 舟木老之助様 l状 「安政4年9月13日表」

51 C三塁状) (御子息様始御近親様江何角御穏下され度綴泰候ことにつき) (近世).11.22 椴悶平太夫為徳(花押) 舟木外記様 l状

61 C三塁街) (去年2月中為御椙談li!1li去別御調議被成廻候ことにつき) (近世).3.7 久左僚門 外~c様 1状

-
O
の



(tlf状) (今般御手前様御内々御警出壱封下され霞候問、買IJ定立申倹御1頁裁
谷口十郎左衛門正為(花

7成られべく候こと、および三・郎日前夜白ツ半頃五了自迄出火、其前夜ハ本 (近t世).2.19 舟:;1;:外記様 1状

郷壱てfel九ツ過占出火につき)
押)

81 (怒状) (改年之御言5'!l霊有るべからず昼期御H[存君事候こと) (近世).正.4
赤野正司重(花押)、黒選

舟多宮様 11i犬
新左衛門備(花押)

〔謬状つ) C也泊先生御招弁務之上此哲IJ役一部麻上下忌用御使者仰付けられ

9 御手都合ニこれあり定めて御直に仰せ付、若し行違に相成御指図ift~座後 (近世)11.11 11i犬

ハ¥お之心得を以御使者御勤之事につき)

10 〔三塁状) (渓詩?) (近世).8.1 (久保田)精… (舟木兄君) 11i犬

11 〔謬状下謬) (こまはあぶなき物ゆへおり候品ところにつき) (近t!t).12ー ちいゆ方 千代吉様j工 1状

12 〔苦言状) (明サ…呂田ツ時f，!jJ~5工出府主主べきことにつき) (近世).11.20 猪.::r政之丞 舟木金十郎鮫 1状

13 〔努状) (伯勧問答文) (返校).4.上旬 久保田橋… 舟木君 1状

14 
〔言害状) (御31立銀預り松居久お徹門へ御頼候一条につき、大津七~'@;'助のこ

(近世).6.8 秋山茂左衛門愛{言(花押) 舟タト記様 1Ii犬
とにつき、御毘見拝領のことにつき、 )11替一係数右衛門のことにつき)

15 〔惑状) (山之送用相;湾次第、坂本氏同伴のこと) (近世).1E.29 ニ好周{白老 l状

〔包紙) (舎人様御室喜 一通)

去冬於留守御預り地道着諮五十

〔護状) (かねて金子之事につき) (近世).5.14 坂郎舎人 (fP) 舟木外記様 11i伏
間不足之処、御菅議奉行5残銀

16 
物入等多知行所、一向堰等の{疹

補彼是叶わず之物入差添甚繰塁審

らず量産渋豆筏)

17 〔議状) (追草書・御在邑御遊中金のことにつき) (近世).11.12 坂本国右衛門 舟木数罵様 1状 端基主主塁「一月廿五日返事済」

舟木数馬 蓋j育、猪子長兵衛

18 〔謬状) (殿様御道中御滞なく四月朔臼御道芸官につき) (近役).6.19 正方(花押)、西山久左衛門 舟木外記様、木下主篤様 l状

貞j鼠(花押)

19 
〔惑状) (江戸表は当持穏にiif!l康俊得共、野州辺其室長之処、浮浪もの泊沼亥

(近世).11.23 永坂昇太夫 舟木多宮様 1状
E高頭様御出張にて追々打取にキ目成11柔道主につきなど{也選上)

20 
〔議状) (呉船一件のこと、伊勢近江大地震のこと、品川!御台場のことなど

(近世).7.18 嶋村繁 舟木大夫、猪子大{等 11i犬 要j設彩
につき)

21 〔翠状) (御祝御前5綴]葱賜につき礼状) (近世).8.27 藤津間産主(花押) 猪子左家太様 11i犬

22 御返答(御目録之遇、御祝遊ばされのこと) (近世). 大谷喜喜多八 1状

〔謬状) (御駕等下弥八郎、溶性続(7)様御有縁;と義仰鐙かれf長選宮、大切 西山求馬貞~ (花t甲)、木
立議選ミ謬「卯五月…十二日出六月

23 
之御品京大坂にも持出がたきことなどにつき)

(近世).5.22 
下勘兵衛元j育(花押)

舟木老之助様 11i伏 七目玉雪J

「御{自j陥~用状」

24 〔翠状) (村方へ権{督官E越仕侯ことにつき) (近世).7.10 未式部 多宮5i'. 1状

25 〔断簡) (反物) (近世) • 1状 端議tlJ:r御手呂録・金二百疋j

26 〔断簡) (丹波・福知山市中見回りのことなどにつき) (近世).7.17 (源?)ilB七郎 多'g様、舟木之父様 11i犬

27 〔護状) (御許里子州辺りの浪士騒ぎ、氏坂長州騒ぎにてなどにつき) (近世). 21i犬 2紙1点、

28 〔護状) (御刀身鍛冶出来の街、鵜川砂淡いなどにき) (近世).5.28 枚山繁之助定{言(花押) 舟老之助様 l状 端E装惑 f入用反古j

29 
(~害状) (此度猪子殿5御三害状到来、御前5拝領事H付けられ、誠に有難仕合

(近t註).8.27 藤湾問蔵(花j甲) 舟木老之助様 11i犬 21の史料と際連か
のこと)

N
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30 〔議状) (御前御際病在りのことにつき) (近世).8.27 E事j家照蔵(花?甲) 1状

31 〔謬状) (御注文の刀延引につき) (近世).5.27 品橋基之丞 舟木老之助様 111犬

32 〔怒状) (当季御見安幸いにつき) (近世).霜.13 朽木近江守 池田貞戚様 1状 喜喜;最彩

33 
〔惑状) (朱主主にて外~c様へ長兵衛5御談申霞候、尚屡忠兵衛5 カスァイフ

(近t空).4.19 木下主篤、猪子長兵衛 舟木数篤様 1状
菓子のことにつき、および上京につき)

34 〔醤状) (年始挨拶) (近世)目iE.24 木下勘兵衛冗;脅(花搾) 舟木老之助殿 l状

35 (答状) (明報朝五半時自宅へ参着致し{戻こと) (近世).12.12 堀左示 舟外記様 l状

36 〔悉状) (御地初秋之洪水のこと、木下御一男のことなどのことにつき) (近世)目隠.10 震合与一郎利光(花押) 舟木外記様 111犬

37 〔党) (幸御用向御座候につき) (近世).正.ー 西山久兵館 l状

38 〔謬状) (御祖母様始御両新類様へ箆々御頼申こと) (近役).iE.' 谷口藤太夫(花押) 舟木多宮様 111伏 前欠

39 〔断箔) (葬送のことなどにつき) (近世). 1状

40 〔主主) (外dC病気につき) (近世) 1状

41 〔断箆) (御出尽につき) (近士宮). 111犬

42 〔議状) (惑状1頁裁につき) (近世).5.7 
生駒多繕殺綴(花押)、坂

舟木外吉己殿 1状
本弥左衛門(花押)

43 〔断衡) (復l奥御用御済、金子努上など) (近世). 4状 4点巻き込み

岡田次右衛門勝(花f申)、

44 〔謬状) (うをル九月三日替吉i去につき) (議永4).2.26 森下改事武(花;甲)、;~[傍 舟越i袋三様 1状

右衛門 iE数(花押)

45 〔惑状) (長l成なる者について) (近世) 1状

46 
〔状) (江戸表/5願悉に下済候御調答のこと、御料所の石代納について、江

(近世).-. 1状 のりはずれ、端褒章子「内a用j
戸来怒のことなど)

若名 左繕殺、御部屋住にて御

47-1 〔悉状) (名改につき) (近世) *多宮 金十郎様 1状 勤のE寺・走馬殿、桂n宗管の際

左京殿、 この後・・外記鮫

47守 2 〔悉状) (進物のこと) (近世).6.11 11'伏 他断箔2点、あり、 47-1にまきこみ

48 
〔断簡翠状) (林平召i翠逗留中に手途も之有侯ハ¥其御代見物にて林:if参

(近投).-.- 星合興市 舟木外記 l状
庭致し候につき)

〔護状) (4月9臼夜半/5暴風雨示都もニ条板橋洛候位の所、丹波路間様道路

49 土を洗流し)11土器の似し、二方郡大予言れの也、丹波朝中大荒加賀越前雲監船も彩 (近世) l状 前欠・後欠

数、久美j爽御城米も1500石2綬破船につき)

端E室付言霊に「久保田精-/5舟木

克己」とある、務自省軒江戸

時代後期一明治時代の偶者。

50 〔状) (堀阪省車干先生弟子伯勧と精一問答) (近世) 1状 1808-18790 {毘馬出石i泰士。同支喜

の桜井石門につき、のちの大坂

の藤沢E華民主にまなぶ。帰港して

溶校弘道館の講師。

51 
〔惑状) (世子御入室長につき御供仰付け段々御配慮有りがたく存じ倹こと、

(近世).3.朔 久保服務ー 舟克己様 1状
先生迎えの人足のことにつきなど悉よ)

的
。
的



52 
〔悉状) (御自分儀御用之儀これ有倹問、明118御流]頁数以後残るよう申透

(近世)正.10 酋山久左衛門 舟木数馬鮫 11i犬
わしにつき)

53 
〔惑状) (御自分譲御用これ有後間、明6日4つ時御室官へ出仕これあるべく侯

(近世).4.5 堀四郎太夫 舟木数馬殿 l状
こと)

54 〔議状) (堀源寄御供につき) (近世).11.4 安途祝 舟木多寓様 11i犬

55 〔謬状) (あなた様御賑々敷御祝斗成られベく幾久隠出度怠'B候につき) (近世).2.7 中沢喜喜平次 11i犬

56 〔ミ害状) (遠j工守様へ御相談のことにつき) (近世) -- 1状

〔醤状) (冬来神戸御仕送り相談の畿などにつき) (近世).-. lH:犬
端襲警 f御請文下謬ひかへJ、

57 
後欠

58 〔謬状) (舟*多宮方江参り属候問、金1筒御渡し下さる様車真拳り候につき) (近世).8.18 田中新兵衛 11i犬

党(由T7J献金・銀9貿930匁、モE方向新・ 3貿745匁7分4屋、寺陀拝借返上・銀
(近t世)申.3.16 御勘定役共 l状

端基芝主宰「モE町献金吟味役i工号1;度
59 

800自〆141霊504匁5分4産など怒上、吟味申候、相i度申伎につき) 三塁共j

林佐次兵衛(花押)、向田次

60 〔悉状) (多宮様今般御家替相違なく仰承り候につき) (近世).4.17 右衛門(花押)、森下政平 船越議三様 1状

(花押)

〔状) (止と度月牌堂御建立罷成候につき、早速御位牌向調倹而、際限供養法
(近世).8.23 福議院俊亮(花押) 舟木外記綴 1状

端裟悉「文化4乙卯年10Fl14臼使
61 

事等栂勤、月牌議文差送り申倹など怒上) イ曽有量来ル手:j:i笠候」

62 〔惑状) (御海仰よられ御霊苅5御苦手料百疋御{等成られ倹趣につき) (近世).11.23 永坂界太夫 舟木多宮様 1Ii犬

63 〔醤状) (昨日湾ハ後程と欽まずなど) (近世).-・時 員喜志 舟木多窓様 11i汰

64 〔翠状) (今日御端泰守にて賢明院様御料前j工御代参ヰ自動{漢につき) (近世).7.6 織原 外記様 1状

65 〔醤状) (年始御祝詞につき) (近世).疋.5 舟*昇太夫惟ー(花?甲) 回中新次郊様 1状

66 〔醤状) (古年甫々御祝詞資主主得度につき) (近世).:iE.5 舟木界太夫惟一(花押) 舟*多宮 1状

67 〔翠状) (御参初之節につき) (近世).2.29 勝村喜~~力 舟*多言3様 1状

68 〔謬状) (御用向車上伎、先便EP:1を立其節認方成られ倹につき?) (近世).2.15 舟木譲二 平井甚ニ郎様 1状

〔護状J(去5白御用状同188着致し拝見俊のことにつき) (近世).4.19 
木下立~，~毛πj青(花押)、猪子

舟木数篤 1状 のりはずれ69 
長兵衛正方(花押)

70 〔惑状) (御祝儀見事之鮮魚2尾御目録之過につき) (近世).11.24 沼田平太夫(花押) 舟木タト記様 1状

71 〔惑状) (銀札不足の段につき) (近世).9.18 高司造八 金十郎様 l状

72 〔謬状) (改年の御杏慶につき) (近世)正 20 j也閃美作j青経(花押) 舟木多宮様 11i犬

〔状) (海岸非常手当などの意見遂) (近t!t).-.- 11i犬
冗は46にはさみこみ、内容が遼

73 
うため、親番として罰録作成

警鑓 (No.4) 

番号 表題 表題 日付 宛名 形態 点数 官請考

(若殿様、武ノ、りタル嵐は御好之様子は無之、発句なと、ニァ風流メキタル嵐
舟木玉城E主寅議状 Bイ寸 御父上様 状 1玉城極内用(立高察)1 

御好云々)

2追啓[者殿様御具足召初物之御式:z-;;々 ] 舟木外記三塁状 七月一十四日 数篤鮫 状 1機内用(立議議)

3追啓(船越幸j翫当年十九歳に相成り) 舟木タトac~害状 六月十一臼 数鳥殿 状 1 

41[準殺事早便ニ申入候遇、何れとも手自決せず玄々] 舟木外記三塁状 正月四日 数馬殿 状 1 

51 (六月十九日状披見、富惑の撃を、我等も大丈夫候得共{山気下シ丸楽始終相照
舟木外記議状 十一月十八日 舟木数罵Jjl;:(江戸) 状 l数馬民生(総姦)

い云々)

四
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舟木外~c醤状 七月四日 同右内様 4大 1 61 (議気見舞い返信延引に付)

十八日使披見、火筆頭巾新認、世子公補導A々) 舟木外記祭状 九 月 十 七 日 数馬殿(江戸) 状 l数馬殿(端哀)71 ( 月十五日使、

(風邪箇昔日腰気、;奈川冬木町坪井伝送局弟の診察、老先生の厚庇ーァift酒屋敷
舟木外記養状 三月十五日 数篤殿(江戸) 状 1 

8文化開け)

(六月 十一日使、七月十一B便器、其表大字井7)く淘れ者殿様半髪御術留祝
舟木づ司、記護状 十一月十四日 数篤澱(江戸) 状 1 9 

い云々)

追軍事(平伎で申入れ侯通り不自寺の入F号、壱分弐朱にて十分、部屋住みの身分
舟木外dC謬状 八月五日 数篤殿(江戸) 状 1 10 

を心得A々)

(去来申王手飢餓荒の節春以来雷気、主篤殿惹府、 =0年前の災Js又廻り来
舟木外gCf害状 九月十八日 数馬民主(江戸) 状 1数篤殿(端幾)11 

玄々)

(吉村八太夫出府に付ーさ室、当地;令気、十 日~十羽田巡在不作気配、英冗
舟木外記謬状 (酉天保八年)九月五日 数馬殿(江戸) 状 l数篤殿(端主義)12 

吉謬祝A々)

(六月一十四臼八太夫帰着、其表様子、文武出精の次第承知、日々焔硝調合角
舟木外記霞i亙謬状 八月二十七日 舟木玉城殿(江戸) 状 1 13 

筈i遭い玄々)

舟木外記惑状 七月五日 ::EJ，成殿(江戸) 状 1 14 (j毎a煙草入れ大根穣など到来に付挨拶)

(勇ましく東行自出度、近来御近習の足立儀懇ク隙に{壬せ君上之非を計候幾
舟木外記惑状 正月二十四日 舟木::E城殿(江戸) 状 l破れ有、 26と関連15 

云々)

(皐魅ながら水量産には後れ自作も窓しく、去年七月帰着以来公儀御改正、 j毎
舟木外記慈状 七月二十五日 舟木玉城澱(江戸) 状 1前欠16 

岸御手当)

(八月鼠毒にかかり綾痛・底犯を滋し、葛根湯.fli'_角・イタチ黛焼大坂より
舟木外記醤状 八月十七日 舟木玉城殿(江戸) 状 1 

17 紋寄せ玄々)

1玉城殿内用(端裏)181 (お 保盟方へ帰りたし、婦問婚姻に付いてはよほど物入り云キ) 舟木外記号警状 十月十日 舟木玉城殿(江戸) 状

追啓(尽阪御用先父替、大家の銀主ニ人調談、白鶴先生言整中感官託、当地不順
舟木外記謬状 正月二十四日 舟木玉城殿(江戸) 状 lミE城殿内用(端褒)19 

;令気A々)

(此節公儀御改革{寸而之御用向、御滅入り存外阜く大安心、実，'j'，者Bi芸者之儀
舟木外記ー書状 八月十五日 舟木玉城殿(江戸) 状 l前後欠2 0 )  

A々

(出石侯一旦鎮静桜井虫干知の取計と評判不室、其表E書家様上空日の嵐説、越前
舟木外記護状 七月十日 舟木玉城殿(江戸) 状 1ミ玉城駁(端裟)21 

退役立工々 )

(若殿様御用弁・御素読勤、二八日論五、言語求、先哲査室談議釈、カロメル・
舟木外記警状 十月十二日(1843年力) 舟木玄城民投(江戸) 状 1 22 

ソツヒ。ル~~用去々)

(草月lZ9杯、怠も時有悶杯、餅は六ツ食べ、年齢相応の気力、越前守火率と申
舟木外~C番状 五月九日 舟木玉城殿(江戸) 状 1 23 

し度々火災玄々)

(名物火災なく御仁政、 n許も美政、水戸には釣鐘で大砲製作スパフ数、一
舟木外記言書状 二月十八臼 舟木ミ玉城殿(江戸) 状 1ミE城殿(端裟)

24 方郡巡在A々)

舟木ミ王i成殿(江戸) 状 l 251(其許機己染め霞し江戸へ遼わす) 舟木外員C~書状 月九日

(長途山)11滞りなく着府珍室、遠藤老先生と寛々医会之旨承知、番小屡凶人大
舟木外記醤状 八月五日 舟木玉城産主(江戸) 状 1玉i成民主(端葵)26 混雑云々)

(御納戸席で若殿様素読・弓術御世話、御用席にて小頭以下砲術御t世話、大
舟木外記警状 lZ9月二十二日 舟木玉城殿(江戸) 状 1玉城殿(端裟)27 

坂島屋振舞玄々)

山
。
円



28 
(持病問復、鐙剣試合大震室、当地七月十八、八朔、ー十八日二度自水、丙午

舟木外8~t塁状 八月十三日 舟木:E城殿(江戸) 状 1玉城鮫(端褒)
前年党湾)

(其差是近海へ呉国船渡来、弓鉄砲奉行火砲方出張、文学は大切だが兵学一段
舟木外dC忍状 九月十七日(1845年巴年カ) 舟木玉滅殿(江戸) 状

ミ玉城京支(端姦)25と関i袋、添紙
29 1 

出精云々) あり

30 
(j帯発もはや六十日を切り、帰E堅用怒土産の注文、我等打主主出場、一度i各馬

舟*外記惑状 七月二十日 舟木玉城殿(江戸) 状 1玉城殿(端裟)
大笑い云々)

31 
(世子君、九月十一日より其許に弁当持ち通学、自分は去る二日尽阪御用相

舟木外記塁塁状 三月十八日 舟木玉城殿(江戸) 状 11:E城鮫(錦裟)
重力め云々 )

32 追啓(去年中勝手方勤め焚SEに預かり来線ニ把拝領知らせ) 舟木外記三塁状 十月七日 舟木玉城殿(江戸) 状 1ミ&:1成殿(端裟)、 14と関渓

33 
(海岸出張人別仰せ出され、郷足車主も1曽し方、文学はもちろん兵謬も研磨穎

舟木外記議状 正月二四日 舟*:E城殿(江戸) 状 1 
み入り云々)

3ヰ
世子公九月十一日より文章軌範、単え劉策、十八史絡素議、補導E重任、我等明

舟木外記謬状 正月二十五日 舟木玉城殿(江戸) 状 1玉城鮫(端袈)
年泊十二歳云々

35 
(白鶴先生主試作慈味深長、惑もよく早速較にする、出石変霊長関口切緩風説

舟木外記長害状 十二月十二日 舟木三E城鮫〈江戸) 状 1内用
紛々)

36 
(此E午積雪なく寒気も寛、十一月小i霊会、十一月下金、主主{土廻り金、若殿様

舟木外記三塁状 七月十七日 舟木玉城殿(江戸) 状 1 
盆子に進む云々)

37 
追啓(前i皮半弥前髪執り、命名綴い、え節句読司米熟故、御用多吉中世話致

舟木外記答状 十二月八日 玉城殿(江戸) 状 1 
し云々)

38 
(鵜文右衛門より持越呉侯E喜怒の率、先ごろ預かる大坂での悪説、猪飼先生

舟木外記謬状 九月十七日 玉城殿(江戸) 4犬 l 
十一月十日遼行云々)

39 蒋よ啓(戊:d:衛門所持車自物帳差立て云々) 舟木外~C怒状 十一月十一B 舟木数馬鮫(江戸) 状 1 

40 (発症爾家の治療相応、白鶴先生方出1育、五月八臼状披見玄々) 舟木タトdC亙j品E害状 七月四B 舟木玉城鮫(江戸) 状 1玉城殿(端惑)

41 (口楽童話法方の議) 舟木外記醤状 六月十五日 舟木玉城鮫(江戸) 状 1 

42 (者殿様よりおニ保に燈皐入れ下され有雲監き玄々) 舟木外言己主書状 なし 玉城殿(江戸) 状 1 

43 (吉田一学タ行、ー十日頃帰来、待係、ー十八日に罷り越し玄々) 舟木外8C~塁状 :iE月一十四日 数篤殿(江戸) 4伏 1 

44 (若殿様より下されの品、主薦方より持ち回り云々) 舟木外記直j昆謬状 十一月十日 舟木数E完敗(江戸) 状 l塚原源内連名

45 (兼ねて飛騨守様褒印にて借用の金子、出府中証券返納 η噂あり玄々) (舟木外記ミ害状) |二月九B 状 1弁上文i盈下茶

46 (鋳鑑定の依頼、一分なら十匁答礼73:々) 舟木外言己護状 なし 数篤殿(江戸) 状 1 

47 案文(伺笥老之助、去ル五月養生かなわず、際取に付玄々) なし 八月十八日 尽兵康様 状 1 

48 (越年珍重、年始の祝儀として溺子…箱) 舟*外記議状 月日 なし 状 1 

49 (前欠、焔硝灰父混なるうちに杓子にて8へ入れ潟く玄々) 二月八日~八月十四日 状 1 

50 今弁庄五郎方ニ而調物代等差引番付 正月十九日 状 1 

ほか 断簡B点 二月八臼~八月十四日 状

。
(
)
的



薬箱⑬ 「詩歌J

番号 年代 表題 差出 宛名 形状 点数 備考

〔和歌) 0誌のみあらかにおもむき給ふ主の君を供奉の仰塁走らせ絵
(近世)ー γ 縫橋拝 11-紙 彩色ありl 

ふ其途を送り奉りてほか)

21 (和歌) (落莱嵐ほか) (近世)γ.ー 11-紙

31 (覚) (遊学生新橋一謹白舟木君之下) (近世)ーヘー 11-紙

41 (覚) (朱子臼至於後来聖鍵千言万語只是欲明倫理市己) (近世) -，-，- 11-紙
朱警で返り点・送り仮名の議き込みあり。付紙4点、

あり。

51 (党) (出石福城寺正月258夜明け火災につき) (近世)-，-，- 普光 11-紙

〔和歌) (河月千とせをもかけてそ見ましさほ川のそこまでてらす
(近世)ぺ田.ー 11-紙6 

秋の夜の月ほか)

7天神勤行之次第(太宰府にての天神の秘書究ほか) (近世)巴 γ 11-紙

〔党) (重量城におはす点者碩庵宗匠無智無才にして伊福i塾大明神へ (近世)ー.卯月
少笑i翠 碩庵丈 11-紙 末尾に「長好写Jとあり。8 

奉納の率見合せたく) 初旬司

9倭;災人物山水花鳥張ゃうの次第(梅に島ひょとりほか) (近世)-γ 11-紙

10 〔党) (権中納言藤原永房歌ほか) (近世)ーヘー 11-紙

11 禁j菌数井序(歪j湯島大杯欽之倒堤転j誇醜態につき{乍禁酒歌以為戒) (近世)γ 同 11-紙

12 
党(栄昌院殿Jil1雪;京栖大姉自供料・江月;京j青愛女月供料請取謬古損

文化3，正，15 瑞泰寺倉誉(印) 舟木外記様御内御役人衆ヰコ 1ー紙
此の度改め申すにつき)

13 〔党) (春日偶成、春宵ほか漢詩) (近世)ーー.ー l折紙

14 〔党) (季冬初七日夜従浪翠到洛陽渓詩、井に和歌) (近世)ー γ 11-紙 品語んヨ立ロπ仲〈ム司。

15 
学保十四年正月サ四日公宴和歌御会始 花為佳会媒(;t:;:大医吉忠、

事保14，正，24 1横半帳
右大臣兼香ほか和歌)

16 〔和歌、井に渓詩集) (月訴時雨、月前萩ほか) (近t世)ー γ l竪帳

17-1 〔審状) (御警I頁裁{士り有り重量く御請け述べ奉りたく) (下露) (近世)γ 田 11-紙
術部分に「御請議案E菱自」とあり。 17-1~17-6、

包滑にて一括。

17-2 頼母子( 口 猪子殿ほか出金者党) (近世) -，-，- l一紙

17-3 
党(御収納米指し引き方、井に残米代銀を以て御定用を相勤め方、

(近世)寅，5，ー 1折紙
井にE草輪j去につき)

17司4
〔覚) (同十一年E日辺御仏語、同十二年宇田天皇九百年御室怠ほか

(近世)γ 同 11-紙 前後部欠。
御j去毒事御規式につき)

17-5 
〔党) (7]<.p中納言様間政格別行き届かれ文武共絶えず研究これ有

(近世)ー γ 1一紙
る越公義御安心遊ばされ御伝来の御太刀遣わさるにつき)

17-6 〔覚) (寛政九年より文政十二年迄御発駕日付につき) (近世) -，-，- 11-紙
端主義部分に f御出入町人獄上物名主江応対j とあ

18司1覚(炭ニ俵代銀自治匁八分五震受け取り申すんっき) (近世)丑，12，-鍋屋哲二郎(印) 舟様ji!p取次中様 Iー紙 18-1 ~18-11、包帯にて一括。

18-2 〔党) (御膳献立につき) (近世)ー γ 11-紙 前部欠。

ド

O
の



薬箱⑬ 「詩歌j

番号 年代 表題 差出 宛名 形状 点数 儀考

18-3 御取次衆中犠御披露献立 (近世)但 γ 11-紙 前後部欠。 18叩 2の前半部か。

18“ヰ 〔願) (御給人の家柄につき伏線無く御示教成し下されたく) (近世)ヘ2.11 11-紙 A目dリい立ロ1持ì~ム句。

18-5 
〔議状) (御役義御礼の次第否申し述べらるべく、井に給人扶持方

(近世)-.-.- 11-紙 前部欠。 18悶 5~18勾6、巻き込み一括。
笠岡詰八人七歩五腫釣合不都合にて間違いの筋と察せらるにつき)

〔議状) (其表御法制添削の箇条約後錯乱の分直し御内聴のよ弥御

18凶 5
j台定仰せ出さるにつき、井に長袴御内意を得られ指し談じの通り仰

(近世)γ ー 1一紙 後部欠。 18-5の前半官官か。
せ出さるにつき、弁に御役席隠居j宮別紙の通り御規定仰せ出さるに

っき)

18-7 〔覚) (富津表向仲人大須賀権之助、内仲人梅村衛門蔵) (近世)γ" 11-紙

18-8 
〔御用覚) (罷り下り然るべき庄五郎・涼左t諮問有り来たり道んで

(近世)γ ー
1 機半帳外

18-8~18-11、折り込み一括。
は然るべからずほかにつき) れか

18同 9寛延四半未歳十月中御用日記(表紙) 覧延4.10.- 11~帳表紙 表紙のみ。

18-10 成七月廿八臼御用覚(新)11へ送金の事ほかにつき) (近世)成 7.28
1横半帳タト

れか

18-11 〔御舟党) (議役渓尾慈左衛門ほかにつき) (近君主)ー γ
1横半綬外

れか

19 党(金壱尚一歩一朱有物ほか諸品代差し引きにつき) (近世)ー γ 1機半犠 綴じ級外れ。紙縫りにて一括。

20 
〔党) (茶ちゃ、あまつけ、たき土、うね木線、ぬりみそにつき作

(近t空)時司ー 11-紙
り方)

〔覚) (芝山兵部大輔藤原重量是ほか和歌、手係十九年正月廿四日公
苓保19.正 24

績とド帳タト
綴じ紐外れ。紙縫りにて一括。21 12 

宴和歌御会始か) れか

22 
〔覚) (朔日御礼、五B品川東海寺塔中清光i渓に於いて幽厳若手様iftn

(近世)ー γ I竪!張 22~23、折り込み一括。
向月御代香ほか七月の昔日差図方)

〔覚) (土用入前暑中等送り取り扱い方、弁に朔日御礼、五日幽厳

23 
院様iftn向月{在日代参ほか七月笈図方、弁によ々様御子兄義ほか八月差図

(近世)-.-.- l皇E帳
方、井に二日霊i務iftn符服御献上ほか九月差図方、井に歳暮迄の言語率

差図方につき)

24 古風ー十四主義 (幕末)γf 篠田東j胡 l綴 朱点E書き込みあり。

25-2~25-4を包む。包紙内側に「正月五日発J

〔包紙〕 (近世)γf 1包紙
「主主岡術家中舟*外記様惑状在中 勢:トi'I津京口

25司1
匝?猪飼良吉Jとあり。 E害状包紙を反省にして利用

か。

25同 2 〔雛形か) (紙片二十四点) (近世)γf 24 紙片 「そてJ Iすそ」などの警き込みあり。

25-3 〔花図〕 (近世)-.-.- 1ー紙

25-ヰ 〔議状) (此の八丈嶋染に致したく) (近世)-.-.- 祖母 おすまどのへ 11-紙 前部欠。

∞。的



薬箱⑬ 「詩歌J

番号 年代 表題 羨出 宛名 形状 点数 備考

26 〔和歌集) (見花忍友、洛花埋路、寄月恋ほか) (近世) -.-.ー l模様

27 
〔願) (主義或は楊弓杯無益なること御隠辰のよにて御稽古遊ばされ

(近注)-.-.- l竪帳外れ 綴じ紐外れ。
たくほか人によたる御方心得方)

28-1 〔党) (弐俵八月九Bほか八月分九月分米品につき) (近世)ーヘー l…紙 28-1~28-8、折り込み一括。

28-2 〔主害状主主控) (殿様御旧痛少し御和らぎ御受城成さるにつき) (近世)-.10.26 卯右衛門残七人 矢一兵衛殿，茎右衛門鮫 1竪犠タトれ 綴じ級外れ。 28-4~28-8 と関連か。

28-3 …イ叉泊りの主主(播什|ニ木佐兵待iほかニ人宿{土るにつき庖) (近投)ーヘー 11-紙 後部欠。

28-4 
〔翠状控) (勢州へ御代参直に莫の御地緩り越し相詰め然るべき者 (近世)-.10.23 

九右衛門残六人 奥甚右衛門鍛，宕崎重量右衛門殿 I竪帳外れ
につきほか) ~ヘ10.晦

28叩 5 〔零状案控) (御才覚金浪人中村万次郎御用立方につき) (近世)ー γ l竪仮外れ

28-6 
〔議状楽控) (車華民の族多く一向に不納{士るべく処御借り立て$す

(近世)ー 1竪帳外れ
ベくにつき)

28-7 〔覚) (御貫入物入札易き方御実上然るべくほか心得方) (近世)ー人司 l竪帳外れ

28-8 
〔覚) (札場奉行につき、弁に会処役一人宛月代り毎日椙勤めるべ

(近世)ーヘー l竪帳外れ
くほかにつき)

29 立花下車立分之党 (近世) -.-.- 1綴半帳

30 詠月前十五蓄和歌 (近在)γ 悶 童子 1 紙

31 詠七夕七首和歌 (近世)ー人ー 葉子 11-紙

32 和歌枕冨楽 :i:暦7.lE.5 小)11満為 l横半犠

33 豊岡八景(土橋の晴嵐、愛宕の娩鑓ほか和歌) (近世) -.-.- 11-紙

34 
〔覚) (大樹公御代かわり賀療の使談谷山王子朝壊明和π申秋よめ

明和3.春 11-紙 「但州石城之御家臣荒木公ヨリ 71~之議J とあり。
る歌)

35・1呈上御笑皐(包紙) (近世)自由f 1包紙 35-2~35-14を包む。

35-2 
〔和欽) (武古川のとふさなかれ間からに婦らぬひとをくミてしる

(近役)-.-.- 1短冊
かな)

〔和歌) (大塩の反逆しげるを からかせも和しし春の難波江に何
35-3 (近世)ー γ 篤粥 l短冊 35-3~35-9、折り込み一括。

つのしむや盛のむら立)

35-4 
〔和歌) (名所選手際 春もまた霞のころもほすと見るあけほの飽ぬ

(近世)ヘ 篤弼 1短冊
天の香久山)

35-5 
〔和歌) (家督し侍る臼よめる 受継し家をも身をも治むへきめく

(近詮) -.-.- 篤弼 1短冊
ミそかけよ露のことの葉)

35-6 
〔和歌) (弥生のはしめっかた嵐のいたく吹侍りけれは 聖子も山も

(近世)ー 篤弼 1短伺
いまは苦しれし世の春のはなわもの憂き雨かせの声)

35時 7
〔和歌) (甲寅初春感懐 海はあせ山もくえなんとはかりにミそら

(近世)甲寅人 大海 l短冊
なかめてけふもくらしつ)

。。の



薬箱⑪ 「詩歌J

番号 年代 表題 差出 宛名 形状 点数 備考

35四 8
〔和歌) (寄花契応 我中の契りにやせむいく春もいろ香替らぬ花

(近世)ー γ 篤弼 1短冊
のえにしを)

35-9 
(和歌) (二十七に成侍るとしの試皇室 ニ十鈴りなむと唱えて役の

(近世)ー γ 篤弼 1短俗
春をむかふ恵ミも御仏のかけ)

35-10 〔覚) (主主夏郭公表月ほか和歌) (近世)ー γ 1折紙

35-11 
〔漢詩) (春主主 主主食従是無幾日梅花零洛 苔花開 巻寒穣雪力不

(近世)ー γ l短冊
足却向黄昏作市来ほか)

35-12 
〔和歌) (π旦 ゑほふより汲やしつらん清瀧の素かれも尽ぬ今朝

(近古)ーヘー 1短冊
の若水)

35-13 ({非句) (点ゆへは和睦破れし弥生哉) (近世)ーヘー 1短冊 35司 13~35-14、折り込み一括。

35-14 〔俳句) (ート筆催者年の日長哉) (近世)ー 1短冊

。H
的



薬箱⑫ 「学問武道」

通番 表題 年代 差出 宛名 数最 形式 備考

1奥{義起講文之事(御流儀の業御相伝被成下、堅ク他
(近世・近代) 11-紙 下書き

毘他言仕間敷につき)

2而〔御拝借支仕配所稽丹古後仕度国願熊野書郡〕湊宮村白浜は不毛之土地ニ (近世)
京極甲斐守家来田村源五右

久美浜御役所 11-紙
衛門

3於武ナ1'1橘樹郡大森村高嶋流砲術ffiJ相稽古相吟?業書 (近世) 11-紙

4豊田城主代々
(近世・近代)近

11-紙 封簡入
代)

5乍恐奉吉上仕候覚(正雲寺村用菰ヨリ申者去年御料
(近世) 11-紙 断簡

所事ニ付其加銀為差上申度につき)

6控(腕橋、、柏、腰当など入念早々出来につき) 天保10 京癌甲斐寺内舟木外記 11-紙

7極秘書(砲術関係) (近世) 11-紙

81 (武家出世双六〕 (近世) 11-紙 撮影古

91覚(素槍一本御買上金弐朱御落手につき) (近世)9.23 11-紙

10 〔本朝鯨尺・本朝呉服尺など尺10種類対比表〕 宝暦12.1.5 京師谷口露九皐隼也 11-紙

表紙に「寛永年中

之以御定JL、得方窺

11 御軍役積 天保11.9 11-紙 之次第天保十一庚

子年九月記之」と

あり

12 甲曽御改ニ付書上之覚 天保11.8 11-紙

13 
〔覚書) (去秋八月四日大水につき貸米を出し候、

(近世) 11-紙
尤未年も凶作二而倉庫も乏ク米相場高騰につき)

14 〔豊岡尋常中学校新築落成ニ付御貴臨の案内状〕 明治29.6.20 豊岡町長富田仙助
豊関町有志舟木克己

11-紙
殿

-
H
m
 



薬籍⑫ 「学問武道」
N
J
[
的

通番 表題 年代 差出 宛名 数最 形式 備考

15 
〔包紙〕進上 鳥居勝品家之指物写壱枚但平山之

(近世) 小田村 舟木先生 11-紙
認候伝添置候得共毘へ兼候間見出次第二可呈候

15 〔包紙〕進上 太田道瀧入道持資四方面兜之図 (近世) 小田 舟木大先生 11-紙

文化六巴年十月写

15 
〔太田道濯入道持資四方面兜之図 正面・後面・横 文化6.10 巣次正

11-紙
巣次正

茜〕 天保6.3 小田政弥 天保六面年三月写

小田政弥

15 〔初老の外国人?絵図〕 (近世・近代) 11-紙

15 〔信玄公御居城図〕 (近世・近代) 11-紙

16 大坪流手縄 (近世・近代) 11-紙

17 
秘抄(僧位之事、京都御{立官)1慎、文化十頭年十月廿

(近世) 舟木数馬直湿 1横根
日御用番被申渡候以降の記事写などにつき)

18 〔軍陣絵図〕 (近世) 11-紙

19 廿八宿吉凶之事 (近世) 11-紙

20 武家懐鑑 (近世) 1和本

21 
起請文前書(御免許無之内他人者不申及親子兄弟他

(近世) 国富探道殿 11-紙
見他言{士問敷につき)

22 足並調練午続書 文久壬成戴9 舟木直養識 111.黄帳

23 白鹿号令 (近世) 1横鞍

24 御墓自御用勤帳 寛政6.5 舟木外記直属 1横中長

25 小銃放発中射取調帳 明治1.2.7 練兵世話方 1横帳

26 
〔箭揮、長一尺七寸筒入=寸七分羽下回寸ニ分など寸

(近世・近代) 11-紙 絵入り
法書上げ〕

27 
六11奈御殿御改革之始末於飛雲閣石田小右衛門演説之

(近世) 11-紙
聴記

28 震詩艶寄礎 (近世) 1竪張



薬箱⑫ 「学問武道j

通番 表題 年代 差出 宛名 数量 形式 備考

29 
臨時 行幸之節前駆二左之旗章ヲ相掲候保為心得の

(近代)9.16 11-紙
通達状〕

30 〔=国志覚書〕 (近世・近代) 11-紙

31 〔遠藤老先生曾の噺聞書〕 (近世・近代) 1折紙

32 〔左手手相占菌〕 (近世) 11-紙

33 鋳銃製造起請文之事(他見他吉仕関鋪につき) (近世) 11-紙

34 〔書誌自録) (近世) 11-紙

35 高字覚帳 安永8.4.29 1横帳

36 
口上覚(本井惣次郎病気之処養生不椙叶死去にて銀

(近世)8.7 河本震助 生駒伝左諾門様 11-紙
礼拝借仕度旨親類之者共5泰願相頼につき)

37 自川食求龍説 天明7 自)11従四位侍従菅原定信 11-紙

38 〔説話断簡〕 (近世・近代) 11-紙

39 
〔袋〕進上 本多宏、勝公御兜之図、間前立之圏、開

(近世) 小田 舟木先生 1袋
惣形細記、購蛤切御鎗之図

39 忠勝公御兜形相細記 (近世) 竹谷松平藩小田政弥写 11-紙

39 鹿角兜附前立者之図 (近世) 竹谷松平葉小田政弥写 11-紙

39 鹿角之図 (近世) 竹谷松平藩小田政弥写 11-紙

39 n禁之図〕 (近世) 竹谷松平藩小田政弥写 11-紙

39 購蛤切御鎗之函 (近世) 竹谷松平藩小田政弥写 11-紙

包

39 神君御作此簸之図 (近世)2 小田左・右衛門 舟木先生 2紙・

復路

40 
追啓(我等年賀候追相祝不申候得共鏡餅ー飾余分ニ

(近世) 1.12 外記 玉城殿 11-紙
出来につき、他1筆)

41 砲術御用(源内5再博などにつき) (近世)4.7 舟木外記 舟木玉城 11-紙

42 軍用書(御軍役・御名代・御家老などにつき) (近世) 11-紙

の
【
的



薬箱⑫ 「学問武道J
]
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的

通番 表題 年代 差出 宛名 数量 形式 備考

43 日光御留守中落書 天保14.盆夏 11-紙

〔文武方宛て書状) (文武両道は土々家業ニ付御先

44 代以来格別ヲ以思召文武方道場御所建有厚御世話被 (近世)閏5 11-紙

成下11柔義有難泰存につき)

〔害状〕 (御屋形奥御儒者遠藤勝助方相頼年来家来

45 
之者共迄厚学問願取立寵仕合大慶仕候、然ル処於在

(近世)12.14 御名 11-紙
所イ旦馬国豊岡学問所之文世話不行届勝二{卸庫銀ニ付

き此度学政改革をも仕相談申度奉存につき)

口上覚(百田玉中長壱尺弐寸臣方八貫五吉田短街銘

46 威震、右は富春五百自玉御筒御製作之序以御蔭手製 (近世)11.17 舟木外記 11-紙

仕此節出来候ニ付御用之舗は拙者申度奉存につき)

47 
〔覚) (五時迄稽古堂、四時5八時迄御手間、など

(近世) 21-紙
日程につき)

〔学問所〕 (未タ達人ニ達人ニ不問退テ恭考ルニ上

48 古聖人天ノ不測ヲ強テ葬チ玉ハス諸説アリモ過半ハ (近世)8.25 1折紙

后人ノ口臭ニ出ツル鰍)

49 〔漢書〕 (近世) 11-紙

50 〔稽古堂誕生につき賜り物取調書上〕 (近世)申.12.- 学長 11-紙

51 〔薬配合成分ならびに代金書上〕 (近代)9.16 11-紙

52 〔書簡〕 (御内伺書差出につき) (近世)5.12 木下主馬元地?(花押) 猪子左衛太横 11-紙

53 禎蔵書面写( (近世) 外記 玉城殿 11-紙

54 〔十八央署麿徳宗中〕 (近世) 11-紙

55 関名次第不開 (近世) 11-紙
一 …ー



薬箱⑫ 「学問武道J

通番 表題 年代 差出 苑名 数量 形式 備考

〔書状〕 (朱雀天皇御宇天慶二ご年庚子七月北野右近

56 
馬場ニ官霊御鎮座之節一夜二千本之杉生候、天明年

(近世) 舟君蓋下 11-紙
間迄右千株之中二ご株残、一株之杉近年手ニ入奉献に

っき)

57 
〔霞浪軒春悼考J(天水ニ十五種地水四十七種ノ中

(近世) 11:1;斤紙
右=水ハ至テ秘水ニテ御座候由)

58 曇子答景公之語為友人其録〕 天保丙申.夏 世香中田生供手拝 11-紙

59 〔多賀城由緒書) (近世) 1一紙

60 
口上覚(宿南村ニ罷在候池田禎蔵へ入門仕文学修行

(近世) 性名 取次人様 11-紙
イ土度願書下書き)

61 
菊花(沈香・貝甲など合九味、遺遥?院殿御伝授に

(近世) 11-紙
っき)

62 奉賀甘露文 (近世) 11-紙

63 歴代帯王国統相承之国 (近世) 11-紙

64 稽古堂学風大意 (近世) 11-紙

〔書状J (近年領中普請有之候、勝手事差支去亥年
(近世)2.5 東園様 11-紙

端裏書「東醤様へ
65 

5取締倹約につき) 御断之下書j

66 
〔入塾願書J(春冬ノミ御止宿京極・生駒・坂本な

(近世) 1.9 学長 11-紙
ど十八名につき)

口上覚(為文学修行毎度摺南村池田禎蔵方へ入塾之
(近世) 1一紙

後欠
67 

御暇奉願以御程修行仕有難仕合につき) 挟み込み1点

す重要

奉別啓候(万屋忠右衛門義御催御誠御銀預り候義な
長さ約560cm

68 8.13 杉山茂左衛門 舟外記様 l一紙 天保期、京都所司
ど)

代間部との関わり

あり

的
刊
の



薬箱⑫ 「学問武道J
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通番 表題 年代 差出 宛名 数量 形式 舗考

69 
〔覚〕 (大目付へ竹下与助兵隊繰練被申付などにつ

(近世) 11-紙
き)

70 〔書状〕 (奥向之処床張替御機などにつき) (近世) 11-紙 前欠、後欠

〔大坂加番御願) (護食多痛途方ニ暮罷有候、来秋
(近世) 御名 11-紙

合震要
71 

大坂加番被仰付につき) 直混の字?

豊岡極密内状(近来異船沙汰有之処昨年巳来公辺ニ
(近世)2.13 

木下主馬元清(花押)、 谷口十郎左衛門殿、
11-紙

官重要
72 

市も守防御御手配被保付につき) 舟木老之助左一(花押) 田村源五右寄門殿 嘉永年間

73 亀毛集(武具につき) (近世) 1横帳

74 門ヲアクル吉凶之事(門ヲ明ル吉字につき) (近世) 11-紙

75 和歌三ツの種 (近世) 11-紙



薬箱⑬ 「政治J

通番 表題 年次 宛名・筆者 形状 備考

1内密書 包紙

① 内密書(男子なれば幼名別紙云々) 天保突巴二月 舟木外記宛 状 1

② 添書(千枝伊織方へ預け云々) 状 1

③ 幼名城之助 状 1

2天保九年西山久左衛門方内談書井附紙写大田付書抜共 当番外記

① 天保九年十月西山久左衛門方間合害十一月返答、十年再談 成十月~コ月 状 l

② 内状(猪子伊織・西山久左衛門より舟木外記ほか宛) 二月八日 状 1

③ 内調書(吉田過慨怠濫鰐) 状 1 包紙とも

④ (奥向給金扶持方覚) 状 1

⑤ 時疫急救方(大目付江、享保十八年寄付) 天明=年十月 状 1

3症状井に治方 巻紙 1

4宝暦五乙亥年六月在番目記書抜 宝暦五年 舟木外記直儀 冊 1

5生野表御用日記写 宝暦五年七月 舟木直寅蔵 冊 1

6由緒書(初代~外記直温) 天保四年一月七日 舟木外記 冊 1

7童答誼諏(六十年以前今村惣右衛門ト云御旗本云々) 未定稿 冊 1

8結要本(甲陽軍鑑末書結要本) 舟木直温 冊 1

91 (武家規買IJj国持家門作方西番所畳出唐破風之図ほか) 冊 1 綴じはずれ

10 天爵論 猪飼彦博 巻紙 1

11 (本願寺一件願書) 冊 1

12 乍慮外以可一書上候(本願寺一件) 十一月 冊 1

13 (武家記事、槍拝領の衆など) 但豊岡藩舟木蔵書ED 冊 1

14 要霞弁志年中行事 但豊岡藩舟木蔵書印 冊 1

ト
刊
の



薬箱⑬ 「政治」 ∞-的

通番 表題 年次 宛名・筆者 形状 備考

15 (武家記事、東照宮御鎮座図など) 但豊岡藩舟木蔵書印 冊 1

16 鳩巣小説巻之上中 舟木蔵書印罫紙使用 冊 1

17 華さくら勧進帳 文政十一年 春翠蒼呉柳 冊 1

18 舟木外記事績調書 昭和一年=月十七日 文案木村発、補佐平井慶次 封簡

① 舟木外記事績調書 冊 1

② 舟木外記事績調書 行余学文草堂蔵原稿用紙 冊 1

③ 舟木無害宛 高木植漢文書簡 六月十日 冊 1

④ 京極氏系譜抄、政事記抄 附興国寺記 ペン書 冊 1

⑤ 舟木外記良吉氏取調 ペン書豊開町役場罫線 冊 1

19 会員名簿(敬神神楽教会本部) 冊 1

20 (屋敷普請絵図) 一枚

21 池田草案先生之像・写真 一 占



服
部
文
庫
「
伺
手
控
　
二
」
に
つ
い
て

河
　
野
　
未
　
央

服
部
清
三
郎
元
彰
と
尼
崎
藩

　
服
部
轟
轟
を
祖
と
す
る
儒
者
、
服
部
清
三
郎
元
彰
は
、
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
、

二
三
歳
の
と
き
に
尼
崎
藩
主
松
平
忠
栄
に
仕
官
し
た
。

　
祖
・
南
郭
は
柳
沢
吉
保
に
出
仕
、
荻
生
祖
篠
に
学
び
、
の
ち
江
戸
で
芙
蓉
館
を
開

く
。
服
部
家
は
代
々
、
多
く
の
大
名
家
へ
出
講
し
た
が
、
尼
崎
藩
政
平
家
と
の
縁
が

生
ま
れ
た
の
は
四
代
元
雅
の
頃
で
、
元
雅
は
忠
告
・
忠
宝
・
紅
熱
と
い
っ
た
歴
代
藩

主
へ
出
講
し
、
五
代
元
済
も
儒
者
と
し
て
学
問
を
教
授
し
た
と
い
う
。
七
代
を
継
い

だ
元
彰
は
、
仕
官
後
は
藩
主
忠
栄
の
儒
学
者
と
し
て
学
問
を
教
授
し
て
い
た
が
、
安

政
六
年
（
一
八
五
九
）
忠
栄
の
諌
諦
役
と
な
り
、
藩
政
の
中
枢
で
活
躍
す
る
よ
う
に

な
る
。
　
（
『
図
説
尼
崎
の
歴
史
』
、
二
〇
〇
九
年
）
。

　
元
彰
が
仕
え
た
摂
津
国
尼
崎
藩
は
、
大
坂
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
和
泉
国

岸
和
田
藩
と
と
も
に
将
軍
の
直
轄
城
で
あ
る
大
坂
城
の
守
衛
と
い
う
重
要
な
軍
事
的

役
割
を
担
っ
て
い
た
。
い
ず
れ
か
の
藩
が
大
坂
守
衛
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

両
藩
は
参
勤
交
代
を
交
互
に
行
い
、
ま
た
江
戸
に
長
期
間
滞
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
老
中
・
寺
社
奉
行
な
ど
幕
府
の
重
職
を
務
め
な
か
っ
た
。

　
尼
崎
藩
主
に
は
譜
代
大
名
が
配
さ
れ
、
戸
田
・
青
山
に
つ
い
で
宝
永
八
年
（
｝
七

＝
）
よ
り
桜
井
松
平
家
が
藩
主
と
な
り
、
以
後
幕
末
ま
で
続
い
た
。
摂
津
国
川
辺

・
武
庫
・
菟
原
・
八
部
の
四
郡
に
四
万
石
を
領
有
し
た
が
、
明
和
六
年
（
｝
七
六
九
）

の
上
知
で
、
兵
庫
か
ら
今
津
ま
で
の
海
岸
線
は
幕
府
領
と
な
り
、
代
わ
り
に
播
磨
国

に
所
領
を
与
え
ら
れ
た
。
　
（
『
図
説
尼
崎
の
歴
史
』
、
岩
城
卓
二
『
近
世
畿
内
・
近

国
支
配
の
構
造
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
。
こ
う
し
た
尼
崎
藩
領
地
の
飛
び
地
化

が
、
幕
末
期
の
大
阪
湾
守
衛
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
岩
城
著
書
に
て
詳
述
さ
れ

て
い
る
。

　
服
部
家
と
そ
の
文
書
に
つ
い
て
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
『
服
部
文
庫
霞
録
』
の
～

覧
の
内
に
あ
り
、
元
彰
に
よ
る
幕
末
期
尼
崎
藩
政
の
現
状
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
膨

大
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
服
部
文
庫
の
史
料
を
用
い
た
研
究
と
し
て
は
、
上
述

の
『
図
説
尼
崎
の
歴
史
』
の
岩
城
卓
二
執
筆
部
分
及
び
岩
城
著
書
ほ
か
、
辻
野
恵
美

「
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
畿
内
・
近
国
譜
代
藩
の
動
向
－
慶
応
期
の
尼
崎
藩
を
中
心

に
一
」
　
（
『
地
域
史
研
究
』
三
二
ー
二
、
こ
○
〇
三
年
）
、
前
田
結
城
「
幕
末
維
新

期
に
お
け
る
封
建
論
と
そ
の
論
者
－
尼
崎
藩
儒
者
服
部
元
彰
を
題
材
に
一
」
　
（
『
ヒ

ス
ト
リ
ア
』
第
二
四
八
号
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
が
あ
り
、
元
彰
霞
身
、
あ
る
い
は

幕
末
期
尼
崎
藩
の
動
向
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

二
　
　
「
伺
手
控
　
二
」
に
つ
い
て

　
「
伺
手
控
　
二
」
　
（
以
下
、
　
「
伺
」
）
は
、
上
述
の
研
究
で
も
使
用
さ
れ
て
お
り
、

幕
末
期
の
尼
崎
藩
政
の
具
体
像
を
探
る
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
状
況
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を
受
け
、
史
料
の
さ
ら
な
る
利
用
の
便
を
図
る
べ
く
「
伺
手
控
　
二
扁
に
つ
い
て
の

全
文
翻
刻
作
業
を
試
み
た
。
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
市
民
・
大
学
教
員
で
構
成
さ
れ
る

尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
の
「
古
文
書
学
習
会
」
メ
ン
バ
ー
（
松
下
正
和
・
寺
井

正
文
・
島
津
康
郎
・
中
川
允
子
・
木
村
博
｝
）
の
協
力
を
得
た
。
な
お
、
翻
刻
に
あ

た
っ
て
は
、
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
所
蔵
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
服
部
文
庫
』

C
H
版
を
使
用
し
た
。
原
本
の
校
合
が
叶
わ
な
か
っ
た
た
め
、
一
部
省
略
し
て
い
る

が
、
将
来
的
に
は
全
文
を
発
表
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
さ
て
、
　
「
伺
」
は
、
服
部
元
彰
が
忠
栄
・
忠
興
の
両
君
へ
宛
て
た
書
状
、
国
元
の

家
老
・
用
人
等
重
臣
に
宛
て
た
書
状
、
さ
ら
に
主
君
か
ら
の
諮
問
に
対
す
る
答
申
書

誌
の
下
書
き
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
え
る
。
忠
栄
・
忠
興
か
ら
の
返
信
に
つ
い
て

そ
の
内
容
は
知
れ
な
い
が
、
　
「
右
其
夜
御
加
筆
有
之
　
御
下
ケ
」
な
ど
書
状
の
や
り

と
り
に
つ
い
て
は
追
記
さ
れ
て
い
る
。

　
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
三
月
よ
り
翌
元
治
元
年
～
○
月
ま
で
の
や
り
と
り
に
つ

い
て
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
　
「
至
貴
へ
呈
ス
」
と
の
書
状
は
、
当
時
藩
主
の
座
を

子
息
に
譲
り
隠
居
し
て
い
た
忠
栄
に
、
　
「
君
侯
へ
呈
ス
」
は
忠
興
に
宛
て
た
書
状
で

あ
る
。

　
「
伺
扁
の
開
始
は
江
戸
藩
邸
か
ら
国
元
・
尼
崎
へ
の
藩
主
家
族
の
「
引
越
」
か
ら

は
じ
ま
る
。
前
年
の
文
久
二
年
に
妻
子
の
帰
国
を
幕
府
が
認
め
た
こ
と
を
受
け
た
も

の
だ
が
「
引
越
扁
費
用
の
捻
出
に
藩
が
苦
心
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
（
文
久

三
年
三
月
一
四
日
等
）
。

　
そ
の
後
の
記
述
は
、
藩
内
外
の
政
治
等
に
つ
い
て
情
報
を
収
集
し
た
元
彰
が
忠
栄

・
忠
興
に
知
ら
せ
て
お
り
、
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。
藩
主
忠
興
は
い
ま
だ
一
五
、

六
歳
と
年
若
く
、
藩
主
の
座
を
譲
っ
た
も
の
の
、
隠
居
忠
栄
は
藩
政
へ
関
与
し
続
け

た
。
と
り
わ
け
、
対
幕
府
・
朝
廷
、
さ
ら
に
は
長
州
・
水
戸
の
動
向
等
国
内
情
勢
、

藩
内
の
家
中
取
締
・
人
事
考
課
等
難
し
い
局
面
に
つ
い
て
は
、
忠
栄
に
も
伺
い
を
立

て
る
体
制
は
続
い
て
い
た
よ
う
で
、
元
彰
も
詳
し
い
情
報
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
う
し

た
「
二
君
体
制
」
は
反
面
、
忠
栄
の
意
に
染
ま
な
い
決
定
を
行
い
難
く
し
て
お
り
、

元
彰
は
忠
興
へ
藩
政
に
関
し
て
、
忠
栄
へ
一
々
伺
い
を
立
て
る
よ
う
助
言
し
て
い
る

（
元
治
元
年
四
月
八
β
付
）
。

　
　
　
三
　
文
久
三
年
以
降
に
お
け
る
尼
崎
藩
の
領
内
守
衛
体
制
と

　
　
　
　
　
そ
の
構
想
に
つ
い
て

　
さ
て
、
元
彰
が
上
申
し
た
国
内
政
治
情
報
、
及
び
当
該
期
の
尼
崎
藩
の
政
治
的
立

ち
位
置
等
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
辻
野
論
文
等
に
詳
し
い
が
、
以
下
本
章
及
び
四
章

に
つ
い
て
は
、
　
「
伺
」
か
ら
読
み
取
れ
る
範
囲
で
追
記
し
て
お
き
た
い
（
以
下
、
元

治
元
年
七
月
　
隠
避
付
ほ
か
、
某
雪
曇
書
状
）
。

　
当
該
期
元
彰
が
最
も
警
戒
し
て
い
た
の
が
長
州
藩
の
動
向
で
あ
っ
た
（
前
出
『
図

説
尼
崎
の
歴
史
』
等
）
。
そ
の
警
戒
レ
ベ
ル
高
く
、
尼
崎
城
の
乗
っ
取
り
ま
で
も
想

定
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
な
お
、
元
彰
の
軍
事
構
想
に
関
し
て
は
前
出
岩
城
著

書
及
び
前
田
論
文
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
　
「
伺
扁
に
書
き
留
め
ら
れ
た
濫
悪
、
す

な
わ
ち
文
久
三
年
以
降
に
お
け
る
元
彰
の
軍
事
構
想
で
重
要
な
点
は
、
異
国
船
へ
の

対
応
よ
り
も
こ
う
し
た
長
州
藩
か
ら
の
攻
撃
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
幕
府
機
構
上
、
西
国
有
事
の
際
の
陣
頭
指
揮
を
と
る
は
ず
で
あ
る
大
坂
城
代
へ

の
元
彰
の
た
だ
な
ら
ぬ
不
信
感
（
「
此
節
之
御
城
代
ハ
乍
恐
如
何
二
も
腰
抜
二
様
二

奉
察
候
扁
　
門
御
城
代
杯
も
見
識
無
之
」
　
「
籾
々
苦
々
敷
御
城
代
二
御
座
候
」
等
）
に

も
注
意
を
払
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
「
よ
も
や
尼
崎
之
危
急
を
見
捨
二
被
髪
影
野
候
」
と
は
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
「
自

然
事
起
り
候
ハ
＼
尼
崎
早
雪
ヶ
原
御
忌
前
之
伏
見
城
之
心
得
二
君
罷
在
可
申
」
と
、

尼
崎
を
、
関
ケ
原
合
戦
緒
戦
で
孤
立
奮
闘
を
迫
ら
れ
、
つ
い
に
敗
戦
し
た
伏
見
城
に

例
え
て
い
る
の
は
、
尼
崎
が
孤
立
し
、
自
藩
の
み
で
戦
闘
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
事
態
も
あ
り
う
る
と
い
う
強
い
危
…
機
感
を
表
し
て
い
よ
う
。
そ
う
し
た
最
悪
の

事
態
の
想
定
と
い
う
「
前
提
」
が
、
彼
の
防
衛
構
想
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
影
響

し
た
の
か
は
、
今
少
し
丁
寧
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
の
、
元
彰
の
軍
事
構
想

は
、
次
第
に
尼
崎
城
（
な
い
し
自
領
内
の
）
守
衛
に
専
念
す
る
こ
と
へ
と
、
対
象
の

綾
小
化
に
拍
車
を
か
け
た
と
評
価
し
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
元
彰
は
、
尼
崎
城
守
衛
の
た
め
「
形
勢
次
第
大
坂
御
人
数
口
細
引
上
㎏
、
　
「
時
宜

次
第
二
面
一
大
坂
出
勢
不
仕
」
と
す
る
考
え
を
示
し
た
が
、
こ
れ
が
藩
の
意
向
と
し

て
表
わ
れ
た
こ
と
は
、
尼
崎
藩
が
大
坂
城
守
衛
の
免
除
を
願
い
出
た
と
い
う
岩
城
の

指
摘
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
　
「
尼
崎
城
十
分
二
二
こ
た
へ
不
申
事
而
ハ
京
坂
之
御

為
二
不
相
成
」
と
あ
た
か
も
大
坂
、
京
都
の
守
衛
の
た
め
に
と
っ
た
選
択
肢
で
あ
る

よ
う
に
元
彰
は
大
坂
城
代
に
伝
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
危
急
に
際
し
大
坂
へ
駆
け
付

け
る
と
い
う
、
軍
事
に
お
け
る
尼
崎
藩
に
求
め
ら
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
従
来
の
役
割

に
つ
い
て
は
、
事
実
上
放
棄
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な

事
態
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
）
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
（
前
掲
岩
城
著
書
参
照
）
。

三
　
尼
崎
藩
の
海
岸
防
備
に
か
か
る
「
伺
手
控
　
二
四
の
記
述
に
つ
い
て

　
大
坂
湾
海
防
が
本
格
化
す
る
の
は
文
化
六
年
（
一
人
〇
九
）
の
ロ
シ
ア
船
の
侵
攻
、

フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
後
で
あ
る
が
、
全
領
主
階
級
に
よ
る
大
阪
湾
海
防
と
い
う
大
き

な
方
針
転
換
が
図
ら
れ
た
の
は
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
大
阪

湾
侵
入
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
尼
崎
藩
に
と
っ
て
、
海
岸
防
備
と
大
坂
守
衛
の
両
立
が
困
難
と
な
っ
た
と
き
（
前

掲
岩
城
著
書
）
、
尼
崎
藩
が
優
先
さ
せ
た
の
は
、
自
重
の
海
岸
防
備
で
あ
っ
た
。
大

坂
か
ら
引
き
上
げ
た
「
御
人
数
」
は
、
　
「
揚
船
渡
来
」
・
「
内
地
之
賊
」
　
（
1
1
主
と

し
て
長
州
藩
を
想
定
）
へ
の
い
ず
れ
の
対
応
に
お
い
て
も
、
　
「
在
所
海
岸
弥
縫
扁
の

た
め
の
補
填
要
員
と
し
て
想
定
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
元
彰
は
自
首
防
衛
を
優
先
さ
せ
て
い
く
が
、
次
に
問
題
と
な
る
の

は
、
い
ざ
と
い
う
と
き
、
自
裁
の
軍
に
よ
る
実
戦
が
ど
こ
ま
で
可
能
か
、
と
い
う
点

は
次
に
紹
介
す
る
よ
う
な
事
例
と
あ
い
ま
っ
て
、
元
彰
の
頭
を
大
い
に
悩
ま
せ
た
と

思
わ
れ
る
。

　
文
久
三
年
三
月
｝
九
賃
付
書
状
で
は
、
　
「
海
岸
御
用
掛
」
を
命
ぜ
ら
れ
た
塚
本
潔

太
（
近
習
格
）
が
早
速
役
職
の
辞
退
を
願
い
出
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
門
元
来
浅

学
未
熟
之
儀
飼
付
」
と
い
う
も
の
で
、
具
体
的
内
容
は
、
　
「
人
数
割
・
兵
糧
割
渡
方
、

陣
小
屋
取
立
等
二
至
迄
極
々
未
熟
」
と
い
う
、
軍
事
の
実
務
を
担
う
こ
と
が
で
き
な

い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
軍
隊
に
お
い
て
陣
頭
指
揮
を
と
る
総
大
将
・
侍
大
将
の
役
割
こ
そ
肝
要
で
あ
る
と

元
彰
は
繰
り
返
し
述
べ
て
お
り
（
文
久
三
年
三
月
二
六
日
付
、
元
治
元
年
一
〇
月
六

臼
付
［
忠
栄
宛
］
書
状
な
ど
）
、
　
「
隊
将
二
自
身
と
指
揮
さ
セ
候
至
聖
御
座
候
ハ
、
、

隊
二
二
薄
塗
も
自
然
と
人
之
扱
方
習
熟
追
贈
申
候
扁
と
、
実
戦
で
の
軍
事
指
揮
系
統

を
重
視
し
た
軍
事
調
練
の
実
施
を
訴
え
る
な
ど
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
言
動
を
裏
返

せ
ば
、
元
彰
の
眠
に
は
、
尼
崎
藩
の
軍
隊
の
有
り
様
は
、
上
記
の
よ
う
な
知
識
の
面

で
も
、
あ
る
い
は
軍
団
内
の
統
制
と
い
っ
た
面
で
も
、
い
ず
れ
も
実
戦
に
通
用
す
る

レ
ベ
ル
と
し
て
は
映
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
元
彰
は
ま
た
、
　
「
軍
法
（
戦
時
立
法
）
」
の
立
案
・
発
布
が
急
務
で
あ
る
こ
と
を

忠
興
に
進
言
し
て
い
る
。
厳
し
い
軍
法
を
敷
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
軍
隊
統
制
及
び
指

揮
の
円
滑
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
。
元
彰
が
忠
興
に
例
示
し
て
い
る
故
事
（
「
司

馬
穰
芭
可
荘
費
心
遣
致
方
」
）
は
、
主
君
の
命
を
侯
た
ず
に
将
の
判
断
で
軍
規
に
基

づ
き
処
刑
し
た
事
例
で
あ
り
、
軍
隊
行
動
に
お
い
て
「
総
大
将
・
侍
大
将
」
に
大
き

な
権
限
を
持
た
せ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
元
彰
は
、
　
「
平
生
」

の
藩
組
織
と
は
異
な
る
「
軍
隊
」
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
を
、
精
神
論
を
持
ち
出
し
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つ
つ
（
前
田
論
文
参
照
）
、
忠
栄
・
忠
興
そ
れ
ぞ
れ
に
訴
え
て
い
る
が
、
実
戦
に
対

応
し
う
る
軍
隊
の
育
成
を
急
務
と
す
る
認
識
も
ま
た
、
二
章
で
述
べ
た
よ
う
な
危
機

感
、
さ
ら
に
は
自
領
守
衛
と
い
う
具
体
的
な
目
的
か
ら
生
じ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
四
今
後
の
課
題
と
し
て
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こ
の
よ
う
に
「
伺
」
に
見
え
る
元
彰
の
構
想
か
ら
も
、
当
該
期
の
尼
崎
藩
の
内
実

を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
他
の

史
料
も
突
き
合
わ
せ
て
総
合
的
に
検
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
「
尼

崎
長
吏
文
書
」
　
（
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
所
蔵
）
な
ど
、
元
彰
が
重
要
視
し
た

近
隣
へ
の
情
報
収
集
、
探
索
が
い
か
に
し
て
な
さ
れ
た
か
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
史
料
が
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
も
あ
わ
せ
た
分
析
が
必
要
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。



史
料
「
伺
手
拍
　
二
」
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
服
部
文
庫
イ
ー
～
＝
八
七
一
四
七
）

【
凡
例
】

・
欠
字
は
一
宇
あ
け
、
平
出
は
二
字
あ
け
と
し
た
。

・
見
せ
消
ち
部
分
は
二
重
線
、
抹
消
は
璽
、
判
読
不
可
能
の
文
字
は
口
で
示
し
た
。

・
挿
入
文
は
、
本
文
の
該
当
箇
所
に
組
み
入
れ
た
。

（
表
紙
）

文
久
三
年
量
器

　
伺
　
手
　
単

三
月
華

二

三
月
十
四
臼
夜

昨
日
出
坂
仕
候
儀
ハ
、
江
戸
表
諸
御
道
具
二
黒
御
家
中
之
者
共
引
越
被
成
候
二
付
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
ル
が
　
ぬ
ぼ
　
な
　
は
　
　
ぬ
が

者
船
荷
も
格
別
沢
山
二
御
座
候
事
故
、
右
手
都
合
為
相
談
二
騙
　
　
　
　
　
．
　
、

　
ぶ
　
　
り
　
ロ
　
ぴ
ハ
　
　
ぽ

い
　
　

び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
が

豪
者
三
目
御
影
二
＝
’
、
．
　
　
廻
船
方
之
大
家
曝
■
璽
國
　
公
儀
廻
船
御
用
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

勤
居
、
近
年
御
軍
艦
も
大
分
御
預
り
上
世
業
者
轟
借
由
、
庄
兵
衛
兼
而
承
知
罷
在
、

昨
年
右
御
影
之
方
へ
問
星
置
候
処
、
右
次
良
作
出
府
罷
在
野
而
委
細
之
儀
も
不
三
分

其
後
再
応
問
合
点
二
十
、
帰
郷
直
様
大
坂
へ
罷
出
、
小
笠
原
様
へ
御
記
申
大
坂
或
京

都
へ
出
居
候
由
二
付
、
様
子
次
第
大
坂
出
店
へ
罷
越
対
面
可
仕
見
合
居
候
処
、
御
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

多
二
而
寸
暇
無
御
座
彼
是
致
候
内
此
度
之
御
模
様
二
相
成
候
二
三
、
浦
賀
表
舟
運
之

模
様
も
承
度
勢
出
坂
仕
候
二
御
座
候
、
然
ル
処
右
次
良
作
不
在
二
付
留
守
居
之
者
二

面
会
、
様
子
承
候
処
略
相
分
候
得
共
委
細
之
事
ハ
次
良
作
へ
為
申
聞
候
上
二
而
申
越

候
筈
二
御
座
候
、
尤
江
薩
戸
表
去
ル
七
鐸
夜
九
時
仕
立
候
時
廻
し
先
日
着
仕
癖
二
、

廻
船
問
屋
共
申
合
当
分
船
荷
積
見
合
候
様
申
越
候
趣
、
大
坂
表
船
頭
共
ハ
聯
無
構
出

帆
仕
候
存
念
之
由
二
候
顯
、
荷
主
之
方
彌
ハ
道
々
二
而
未
決
着
古
不
仕
由
御
座
候
、

右
・
費
之
咄
二
而
ハ
顯
異
船
艦
十
八
艘
入
津
後
二
六
艘
参
候
由
二
御
座
候

　
ぷ
　
が一

右
次
良
作
儀
、
此
度
大
坂
海
御
台
場
御
築
建
不
才
一
手
二
才
仰
付
候
由
、
唖
者

　
殊
之
外
御
用
多
候
、
日
々
夜
半
頃
な
ら
て
ハ
帰
宅
不
致
由
二
御
座
候
、

　
大
坂
天
保
山
・
今
津
・
西
宮
・
湊
川
尻
・
和
田
岬

　
右
ケ
所
糊
置
取
立
と
申
事
二
御
座
候

一
先
目
盾
江
戸
表
右
申
来
候
御
璽
金
、
十
一
日
二
肥
取
敢
千
両
、
■
昨
十
三
日
二
千

　
五
百
両
、
い
つ
れ
も
四
ツ
半
仕
立
二
て
差
出
し
申
候
、
右
ハ
伊
丹
方
昨
年
調
談
之

　
由
二
御
座
候
、
籾
昨
年
勅
使
御
馳
走
御
役
番
右
此
度
二
至
り
火
急
益
金
廻
金
出
来
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煽
石
も
全
昨
年
御
改
論
調
居
候
三
二
而
殊
引
外
御
都
合
噛
宜
御
座
候
、
然
処
士
ハ

全
江
戸
御
引
越
之
廉
二
上
調
鴻
業
幽
翠
処
、
大
分
別
下
燃
御
入
用
相
蛸
壷
二
付
丁

子
心
配
仕
候
、
且
右
調
談
之
目
も
最
早
大
抵
出
し
尽
終
な
ら
て
ハ
残
り
居
不
申
、

労
以
心
配
罷
在
庫
鼻
血
御
座
候
、

一
千
ル
十
一
目
之
　
御
人
事
、
仲
・
治
左
衛
門
両
人
共
翌
目
帰
宅
之
上
拝
見
為
仕
癖
、

尤
治
左
衛
門
ハ
早
朝
罷
帰
候
故
　
御
城
二
而
拝
見
為
仕
候
、
乍
序
嵐
山
上
通
、

一
別
紙
一
通
境
野
加
左
衛
門
右
私
迄
差
出
申
候
間
奉
入
御
覧
二
候
、
尤
別
紙
相
添
同

役
共
ヘ
ハ
咄
し
呉
不
申
様
頼
症
候
、
何
ぞ
子
細
御
座
山
事
二
候
哉
、
私
事
未
当
地

不
案
内
之
事
由
御
座
候
問
、
御
家
我
事
私
心
幹
候
様
二
同
役
共
江
発
言
仕
盛
事
も

出
来
不
申
、
是
非
難
決
無
識
盤
面
乍
恐
内
々
　
　
尊
慮
奉
伺
候

　
　
　
右
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
名

　
　
　
右
其
夜
御
加
筆
有
之
　
御
下
ケ

三
月
十
七
臼

御
時
節
柄
御
勝
手
御
繰
合
も
御
六
ヶ
敷
御
座
候
得
共
、
此
度
ハ
不
容
易
御
時
勢
二

付
御
家
中
へ
少
々
成
共
御
手
被
付
被
下
候
半
而
者
相
成
申
間
敷
と
兼
而
御
評
議

仕
居
候
処
、
先
達
中
給
人
共
右
両
度
書
取
を
以
拝
借
御
手
古
態
出
候
、
右
ハ
何
分

　
二
も
お
と
な
し
か
ら
さ
る
申
立
方
略
付
押
ヘ
ニ
被
置
候
処
、
此
程
二
至
り
右
願
書

御
下
ケ
願
出
候
、
然
ル
上
ハ
此
処
二
面
右
御
手
宛
被
下
戸
而
者
如
何
御
座
装
甲
、

尤
給
人
共
一
旦
願
下
ヶ
相
願
候
而
又
々
続
々
歎
願
申
出
候
含
も
御
座
曲
調
雨
承

候
旨
思
召
も
不
被
為
在
候
ハ
＼
、
其
願
不
出
前
二
上
下
取
廃
盤
方
瞭
然
哉
と
奉
存

候
　
思
召
も
至
宝
為
在
候
ハ
＼
尚
又
御
触
面
を
河
鱒
奉
伺
上
下
、
此
段
奉
伺
上
候
、

　
右
同
玉
壷
　
御
下

同
目
夜

一
昨
日
炮
術
家
三
人
右
野
田
小
軍
太
儀
二
面
申
立
仕
候
書
取
、
炮
術
家
右
願
下
ヶ
為

致
寝
様
取
斗
候
而
も
　
思
召
不
被
髪
在
候
哉
、
自
然
　
　
思
召
も
不
被
為
丁
丁

　
ハ
＼
右
様
相
成
候
面
取
藤
見
可
申
奉
存
候
、
此
段
乍
恐
　
御
内
慮
奉
伺
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
名

同
十
九
日

一
昨
臼
奉
伺
候
御
家
申
御
手
宛
、
別
帳
之
割
合
二
而
別
紙
之
通
御
取
面
相
成
官
長
も

宜
御
座
候
哉
、
此
段
奉
伺
上
候

○
別
帳

御
家
老
右
御
取
次
迄
人
数
拾
三
人
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壱
人
二
付
　
金
弐
両
弐
分

　
　
合
　
三
拾
弐
両
弐
分

御
用
人
右
給
人
格
迄
人
数
百
五
拾
弐
人

　
　
　
　
壱
人
二
付
　
金
弐
両
壱
分

　
　
合
　
三
百
四
拾
弐
両

大
小
性
右
同
格
迄
人
数
百
四
拾
壱
人

　
　
　
　
壱
人
二
付
　
金
三
分

　
　
合
　
百
五
両
三
分

　
　
　
　
　
　
ハ
に
　

御
徒
目
付
右
御
走
迄
人
数
百
八
拾
壱
人

　
　
　
　
壱
人
二
付
　
壱
分
弐
朱

　
　
合
　
六
拾
七
両
三
分
弐
朱

浪
人
　
　
　
三
拾
六
人

　
　
　
　
壱
人
二
付
金
三
分

　
　
合
　
弐
拾
七
両

勘
定
人
右
小
役
人
迄
人
数
百
三
拾
三
人

　
　
　
　
壱
人
二
付
　
銀
拾
五
匁
壱
分
人
厘

　
　
　
合
　
弐
貫
拾
八
匁
九
分
四
厘

　
御
足
軽
人
数
三
百
拾
人

　
　
　
　
　
壱
人
二
付
銀
七
匁
六
分
四
厘

　
　
　
合
　
弐
貫
三
百
六
拾
八
匁
四
分

　
　
合
　
金
五
百
七
拾
五
両
弐
朱

　
　
　
　
銀
四
貫
三
百
八
拾
七
匁
三
分
四
厘

　
　
　
　
　
　
此
金
五
拾
四
両
三
分
壱
朱

　
　
　
　
都
合
六
百
弐
拾
九
両
三
分
三
朱

　
　
　
　
外
二

　
下
札
二
し
て
入
御
覧

（
省
略
）

　
　
0
別
紙
御
触
面

（
省
略
）

　
右
出
勤
中
昼
過
下
ル

同
日

　
　
書
上
沢
山
有
之
混
雑
い
た
し
候
故
障
下
ヶ
申
候
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塚
本
潔
太
儀
海
岸
御
用
掛
被
　
仰
極
位
節
、
清
三
郎
方
へ
罷
越
、
私
事
此
度
海
岸
御

用
掛
二
面
　
仰
付
難
癖
奉
存
候
へ
共
、
篤
と
勘
考
仕
輪
回
、
元
来
浅
学
未
熟
之
儀
二

付
自
然
　
　
御
上
御
不
都
合
相
成
候
而
ハ
甚
以
奉
恐
入
候
二
付
、
此
上
勤
学
可
仕
様

二
御
座
候
へ
共
御
用
多
二
而
其
儀
相
成
疲
労
以
直
立
仕
掛
口
付
、
何
卒
御
免
被
童
言

様
被
　
四
達
可
被
毛
候
、
一
体
即
刻
二
も
御
辞
退
申
上
度
奉
豆
蔵
へ
共
、
卒
忽
之
様

も
奉
恐
入
窪
田
付
、
一
旦
三
豊
申
上
歯
上
篤
と
勘
考
仕
候
爵
、
前
条
之
仕
合
二
軸
無

拠
内
願
仕
覆
趣
申
聞
候
盛
付
、
格
別
之
以
　
思
召
被
仰
付
候
事
故
何
卒
出
精
相
勤
候

様
、
清
三
郎
右
答
置
、
其
頃
清
三
郎
引
籠
中
二
付
新
三
郎
へ
申
聞
置
候
処
、
潔
太
右

新
三
郎
へ
も
申
立
候
由
、
其
後
清
三
郎
へ
又
々
内
々
申
立
候
二
付
、
役
義
も
殿
様
思

召
潮
嵐
食
盛
付
趣
候
事
故
可
成
丈
出
精
相
勤
皇
様
申
聞
置
候
、
然
ル
処
去
ル
十
六
鐸

又
々
清
三
郎
へ
内
談
仕
当
時
不
容
易
御
斎
三
差
掻
撫
二
三
而
者
、
自
然
　
御
上
御
不

都
合
二
相
成
可
申
哉
と
下
士
心
配
豊
海
二
付
、
急
々
御
免
被
成
下
誌
面
内
談
御
座
候

二
面
、
清
三
郎
右
心
と
趣
意
承
痛
処
、
翌
々
目
人
数
割
兵
糧
割
渡
方
陣
小
屋
取
立
等

二
至
迄
極
々
未
熟
二
業
、
　
御
不
都
合
相
成
可
申
と
奉
恐
入
候
建
付
、
早
々
申
立
藩

候
様
申
聞
候
二
重
、
此
儀
者
江
戸
表
右
被
　
仰
付
越
自
益
故
、
　
御
隠
居
様
へ
奉
伺

候
而
た
と
へ
　
思
召
不
被
伺
立
候
と
も
殿
様
思
召
も
相
伺
候
半
而
者
相
成
不
申
候
間
、

蓮
も
急
密
事
二
者
参
り
不
申
旨
厳
密
候
、
其
体
極
々
決
心
之
霜
融
相
見
へ
候
間
其
侭

二
も
難
差
置
欺
と
奉
迎
候
、
如
何
仕
向
而
宜
御
座
候
哉
、
乍
恐
　
　
輪
差
嫌
疑
成
下

候
様
奉
願
上
候

　
霞
継
加
筆
有
之
、
翌
廿
臼
平
左
衛
門
方
塞
御
下
ヶ

三
月
無
二
臼
　
会
津
右
来
ル
、
京
都
被
　
仰
出
差
上
位
節
　
御
下
錬
成
候
　
御
盛

京
都
被
　
仰
出
墨
付
　
御
卓
見
奉
拝
服
候
、
愚
意
も
右
　
御
疑
心
口
出
候
事
と
奉
裁

縫
、
是
も
乱
を
楽
候
浪
人
共
之
建
言
御
採
用
被
遊
濃
口
起
三
厩
と
奉
存
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
名

同
塵
三
目

江
戸
廻
金
之
儀
、
先
碍
御
璽
明
　
御
書
下
も
御
座
止
処
、
江
戸
表
二
而
専
ら
廿
四
鐸

之
応
接
と
風
聞
有
之
様
子
二
御
座
候
故
　
奥
様
御
発
駕
蓮
も
廿
三
β
過
臨
御
延
引
被

申
事
ハ
有
之
座
敷
、
十
三
日
仕
出
シ
之
御
廻
金
着
次
第
二
　
御
発
駕
被
座
礁
疑
義
と

奉
恐
察
候
、
価
而
昨
今
之
御
廻
金
　
御
発
駕
之
遅
速
二
拘
候
事
ハ
有
之
間
敷
二
間
、

今
少
し
御
古
金
可
仕
奉
存
候
、
尤
御
役
中
二
馬
鞭
成
丈
御
手
支
無
熱
様
御
廻
金
仕
度

候
へ
共
、
何
分
此
表
も
墾
瓢
■
凹
瞠
洗
ツ
五
百
両
も
相
廻
し
可
申
奉
存
候

三
月
廿
五
日

326



宅
右
十
二
日
二
差
出
候
便
昨
日
着
仕
候
、
一
・
二
品
書
手
二
思
議
由
二
而
差
越
候
間
、

写
し
奉
入
　
　
御
覧
候
、
京
都
之
模
様
ハ
大
抵
此
御
用
状
二
壁
土
被
下
薄
様
御
座
候
、

右
二
付
三
奉
行
之
見
込
書
ハ
一
。
W
一
論
／
　
一
．
．
．
桑
　
＼
全
鄙
寛
と
符
合
仕
丁
故
二

　
　
　
　
　
　
ま
は
ニ

哉
、
至
当
之
論
贋
始
愚
存
候
、
　
会
津
侯
上
書
之
趣
と
熟
覧
仕
候
二
　
公
辺
当
時
之

御
見
込
ハ
全
く
此
処
と
御
主
上
被
遊
候
思
召
と
相
見
へ
候
処
、
於
京
都
彼
是
御
指
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
な

故
御
見
込
通
二
も
不
参
欺
と
奉
存
候
、
右
会
津
上
書
ハ
昨
年
秋
歎
冬
之
初
と
推
察
仕

候

一
説
二
一
・
二
申
込
当
事
申
参
法
問
、
撃
発
右
一
同
二
子
記
入
　
　
御
覧
候
、
平
塚

　
勇
吉
書
面
二
て
ハ
十
四
日
丈
ヶ
与
日
延
ハ
異
人
聞
済
候
様
子
、
此
上
之
処
如
何
御

　
座
候
哉
、
右
故
江
戸
二
丁
ハ
廿
四
日
之
応
接
を
恐
れ
候
事
と
愚
察
仕
候

　
一
只
今
松
井
三
左
衛
門
右
別
紙
申
越
候
二
付
奉
遷
　
　
御
覧
候

三
月
一
撃
六
日
↑

軍
師
不
許
調
練
入

不
許
軍
師
入
調
練

尊
命
之
通
次
二
御
会
ノ
方
宜
御
座
候
、
前
文
ニ
チ
ハ
入
ノ
字
顛
倒
ニ
コ
サ
候
、
於
ノ

字
ハ
無
ク
テ
宜
コ
サ
候
、
長
文
中
ナ
ド
ニ
テ
ア
ナ
ト
リ
候
節
留
金
ノ
字
入
レ
候
テ
モ

宜
、
入
レ
候
節
高
御
印
ノ
処
二
言
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
へ
　
　

但
シ
是
ハ
禅
家
輩
酒
鮨
購
入
山
門
ト
云
語
ヲ
モ
ヂ
リ
言
、
‡
御
摩
、
董
酒
ノ
字
ヲ
不

許
ノ
下
二
甘
薯
ト
上
断
書
候
ト
ニ
テ
少
々
主
客
ノ
意
味
カ
ハ
リ
候
、
上
二
塁
着
時
ハ

混
書
ノ
字
重
ク
主
二
相
成
、
董
酒
ノ
ニ
首
ハ
不
許
入
山
門
ト
云
意
二
相
成
候
、
不
許

ノ
下
二
型
候
時
ハ
黒
酒
ノ
字
カ
ロ
ク
相
成
候
ユ
へ
禅
家
ノ
石
墨
ニ
四
壁
酒
不
許
入
山

門
ト
藩
候
方
宜
コ
ト
ニ
コ
サ
候

籾
此
落
書
ノ
御
注
解
御
明
察
通
二
可
有
之
候
、
乍
去
小
軍
太
西
洋
流
調
練
二
携
候
鳥

二
無
之
候
間
、
事
二
二
候
ハ
＼
此
調
練
ノ
文
字
ハ
西
洋
流
ヲ
再
遊
申
矢
張
甲
州
流
調

練
を
指
候
哉
と
愚
察
仕
候
、
小
径
太
事
頗
白
眉
日
御
座
候
、
甚
人
和
無
二
相
見
、
殊

二
調
練
之
節
杯
之
体
大
分
不
様
之
人
有
之
哉
二
見
受
候
、
一
体
惣
躰
調
練
未
習
熟
せ

さ
る
事
二
候
間
小
品
太
・
六
郎
左
衛
門
専
ら
世
話
致
強
剛
勿
論
二
候
所
、
小
三
郎
差

図
可
仕
処
を
も
直
様
小
軍
太
差
図
仕
候
様
成
行
居
候
、
調
練
ハ
尤
雛
形
と
ハ
申
昔
物

也
、
此
節
柄
二
至
候
而
ハ
実
地
之
模
様
見
習
ハ
セ
申
度
事
二
候
間
、
先
ツ
小
三
郎
ヘ

ハ
兼
而
隊
将
ノ
心
得
方
・
指
揮
之
心
得
方
篤
と
咄
し
置
、
旗
奉
行
・
御
物
頭
夫
々
之

　
　
　
　
　
　
ん
ぐ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
が
と
ゆ
　
セ

役
に
て
も
兼
而
㌦
幕
心
得
方
を
圏
贋
、
隊
将
始
役
々
二
至
心
得
さ
セ
置
、
拐
調
練
之

　
　
ゆ
が
ぺ
が
ア
を
　
ケ

節
も
墜
■
璽
璽
隊
将
之
指
難
壁
揮
を
世
話
致
候
而
、
隊
将
二
自
身
と
指
揮
さ
セ
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候
様
二
御
座
候
ハ
＼
、
隊
将
始
役
二
も
自
然
と
人
の
扱
方
習
熟
致
可
申
候
、
然
る
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

雛
形
ト
ハ
乍
申
最
早
物
前
之
場
合
二
相
成
居
候
所
従
市
調
練
二
万
事
小
軍
太
自
身
指

揮
致
候
事
故
、
末
々
主
意
不
存
者
ハ
実
地
之
時
も
小
室
太
指
揮
濃
墨
様
二
心
墨
壷
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
と
め
　
お
み
れ
　
ゆ
　

申
哉
と
奉
黙
思
候
、
三
軍
太
も
↓
木
坐
7
識
、
軍
事
之
碧
羅
ハ
自
分
之
掌
握
申
二
御

　
　
　
　
　
　
　
な
け
な
さ
　
が
と
ん
な
が
　
　
　
　
が
も
　
が
　
れ
と
な
び
　

座
候
様
成
心
受
方
■
■
猶
繍
■
■
薩
薩
■
鋼
仕
候
、
　
即
孝
　
　
　
　
愚
考
仕
貫
目
、

　
　
　
　
　
　
ロ
ゼ
だ
な
キ
ザ
ロ
ロ
ロ
ロ
　
　
　

も
ん
ヲ
　
　

軍
師
と
申
ハ
　
　
　
　
　
　
塗
　
｛
　
ヒ
、
一
　
凹
臓
薩
議
事
御
座
候
、
夫
も
主
意
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

大
将
之
参
謀
二
士
旗
雲
、
尤
大
将
攣
人
才
二
寄
軍
師
也
、
人
才
二
寄
藻
政
之
権
軍
師

二
而
総
而
引
受
候
ハ
勿
論
二
候
得
共
、
其
人
才
を
も
撰
不
遜
二
軍
政
之
権
を
あ
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

候
事
迄
有
之
間
敷
候
、
小
軍
太
事
筆
蓮
も
御
軍
政
之
権
を
編
猶
振
下
訳
ニ
ハ
無
御

座
候
得
共
、
人
和
無
之
人
物
二
候
ハ
＼
不
存
者
ハ
権
を
振
候
御
心
得
二
而
悪
ミ
可
申

出
と
奉
存
候
間
、
御
家
老
・
御
用
人
継
送
御
軍
政
掛
り
被
仰
弓
懸
懸
軍
太
下
之
帰
服

も
可
宜
欺
と
奉
存
、
・
尤
同
役
共
へ
も
過
臼
誌
略
愚
存
を
も
談
し
置
候
事
二
身
愈
愈
、

尤
右
掛
り
と
申
候
得
共
是
又
下
之
帰
服
宜
敷
者
肝
要
二
御
座
候
と
奉
存
候
■
■
候
処

追
而
可
奉
伺
候
得
共
、
何
卒
　
御
勘
考
置
被
成
下
、
尚
又
思
召
之
処
を
以
被
息
出
候

ハ
＼
別
書
垂
垂
欺
と
奉
存
候
、
先
年
熱
熱
御
軍
政
御
宝
立
等
御
用
掛
二
而
専
骨
折
候

様
子
二
当
時
主
令
足
痛
二
而
障
有
之
、
御
軍
図
無
覚
束
奉
存
候
町
有
帰
、
御
出
役
ハ

御
覧
被
成
、
海
防
御
用
掛
頭
取
と
歎
御
軍
務
奉
行
と
歎
申
名
目
二
而
御
煎
立
人
数
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

砲
等
一
式
二
取
懸
立
様
被
仰
付
霊
園
＼
■
西
洋
愚
息
組
入
之
御
都
合
二
も
可
相
成
哉

に
　
　
ニ
が
も
　
　

ハ
た
と
へ
　
　
け
ボ
　
り
　
　
レ
　
イ
リ

潅
、
潔
癖
↑
小
奔
走
権
相
済
候
事
と
豊
本
相
勤
ま
り
可
申
と
奉

存
候
、
　
イ
　
、
小
　
．
■
■
甲
相
歳
内
ニ
ハ
御
用
職
御
用
人
二
而
掛
り
被
仰
付
簸
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
が
ぱ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

御
目
付
ハ
い
つ
れ
も
当
職
之
事
即
応
有
糎
傑
間
、
勿
論
掛
居
候
事
兼
二
主
盛
事
小
雨

太
■
璽
■
■
猶
六
郎
左
衛
門
・
白
太
を
相
手
二
致
し
取
調
さ
せ
候
ハ
＼
、
調
も
行
届

可
申
下
之
帰
服
可
白
玉
と
奉
存
候
、
塾
主
令
之
血
膿
御
用
職
之
方
二
て
聯
之
事
出
来

可
申
、
是
下
墨
　
思
召
二
愚
説
ハ
髪
際
間
敷
哉
と
奉
存
否
、
右
二
様
乍
序
申
上
置
候
、

御
勘
考
被
成
下
継
歯
乍
恐
奉
遠
眺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
名

只
今
別
紙
立
掛
候
内
、
追
而
　
御
筆
御
下
ケ
被
成
下
奉
拝
無
意
処
、
調
練
ハ
矢
張
甲

州
流
を
さ
し
善
処
二
御
盛
被
遊
鳥
密
漁
明
察
奉
恐
入
候
、
別
紙
余
事
も
御
序
二
奉
申

上
候
問
、
其
侭
妻
入
　
　
御
覧
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

三
月
廿
七
目
　
後

御
家
中
之
風
俗
追
々
当
時
世
上
之
悪
風
二
押
移
お
と
な
し
か
ら
さ
る
事
前
有
之
、
腕

立
テ
致
候
を
武
道
之
様
二
心
得
、
中
郡
ハ
我
意
二
募
溢
者
も
有
之
哉
二
雪
踏
候
二
付
、
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一
統
之
心
得
御
軍
し
潮
海
出
有
之
候
而
可
然
与
奉
存
候
、
一
体
　
　
殿
様
御
筆
二
て

厳
重
被
　
仰
出
候
方
可
然
と
奉
存
意
へ
共
、
御
留
守
中
之
儀
故
先
ツ
別
紙
開
通
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む

仰
出
候
振
合
二
認
置
候
、
尤
先
日
幌
糠
家
方
申
立
候
小
軍
太
一
条
相
済
候
処
二
而
間

　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
　

も
無
ク
被
　
仰
出
候
方
可
然
勲
と
奉
存
候
、
此
段
乍
恐
奉
伺
上
候
、
自
然
　
　
思
召

も
不
被
為
在
候
ハ
＼
一
統
呼
出
し
御
家
老
右
及
演
説
候
方
可
然
欺
と
奉
存
候
、
此
段

も
奉
伺
上
候
、
何
分
宜
御
添
削
被
成
下
候
様
伏
而
奉
願
候
　
　
　
連
名

　
別
紙

　
此
節
不
容
易
零
時
勢
之
折
柄
御
家
中
之
輩
無
二
念
　
　
御
上
之
御
為
心
掛
別
而

逐
一
和
弥
文
武
を
励
可
被
申
候
、
文
道
者
勿
論
武
道
二
撃
て
も
礼
義
肝
要
二
置
処
、

礼
義
を
不
知
候
而
者
武
道
湿
雪
立
、
第
｝
御
鋒
も
拘
り
候
事
二
三
問
、
銘
々
武
道
之

心
墨
を
遂
礼
義
を
本
と
し
、
兼
而
被
　
仰
出
候
忠
愛
ハ
申
迄
も
無
之
、
父
兄
ハ
子
弟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
ム
　
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム

を
教
導
し
、
傍
輩
ハ
相
互
二
信
義
を
以
助
合
師
弟
之
礼
を
難
く
し
、
頭
支
配
和
習
を

厚
く
し
、
い
つ
れ
も
恥
を
知
、
武
を
磨
、
逐
～
頼
候
側
管
被
心
掛
候
、
万
～
之
心
得

違
之
向
も
於
有
之
者
急
度
可
被
曝
　
御
沙
汰
旨
被
　
締
出
候

同
日
前

此
頃
御
銀
繰
甚
御
六
ケ
敷
御
座
候
二
付
、
播
州
御
領
聖
上
御
隠
相
成
謬
論
哉
と
相
談

仕
候
間
、
乍
恐
御
伺
上
座
、
思
召
も
不
言
為
在
候
ハ
＼
、
清
三
郎
罷
越
可
申
出
之
候

儀
者
、
明
後
廿
九
臼
二
可
仕
哉
と
無
毒
候
、
此
殺
も
奉
伺
上
覧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
三
郎

同
廿
人
日

昨
揖
奉
伺
候
御
家
中
御
示
諭
之
文
面
、
篤
と
　
御
熟
覧
被
成
下
尊
慮
候
様
、
跡

敷
御
教
諭
被
成
下
、
重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、
早
速
同
役
共
へ
拝
見
為
仕
可
申
候
得

共
、
先
最
三
悪
右
御
匙
左
義
賊
申
上
諭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ァ
　
し

一
尊
慮
之
処
乍
恐
重
々
御
尤
御
儀
愚
存
候
、
伽
　
行
　
　
　
　
ロ
　
イ
、
．
　
一
…

　
　
月
　
　
．
口
　
砲
術
家
と
野
田
と
ハ
聯
師
弟
之
振
合
有
之
間
断
候
問
、
右
一
条

　
ニ
ハ
決
而
ひ
～
き
申
問
敷
と
奉
土
野
、
乍
併
尊
慮
之
様
も
被
為
在
候
事
故
、

　
　
師
弟
之
礼
を
正
く
し
と
申
処
を

　
師
ハ
弟
子
を
懇
二
引
立
、
弟
子
旧
師
を
真
実
二
敬
礼
し
、
と
相
改
訂
事
候
、
又
頭

　
支
配
之
処
重
々
御
尤
奉
存
候
、
則

　
　
頭
支
配
之
恩
を
厚
く
し
と
申
処
を
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頭
側
支
配
を
子
の
如
く
撫
育
し
、
支
配
ハ
頭
を
親
の
如
敬
募
し
と
相
改
可
申
候

一
〇
印
廻
遊
候
粛
軍
太
～
条
相
叢
叢
処
二
菰
被
帯
出
墨
壷
ハ
、
右
　
漏
斗
二
ひ
ゴ
き

可
申
哉
、
是
又
写
恐
　
御
尤
奉
存
候
、
願
下
と
熟
慮
藩
候
様
同
役
共
へ
相
談
可
下

垂一
愚
意
之
処
ハ
、
此
御
磁
極
之
文
面
二
丁
ハ
小
面
太
・
治
左
衛
門
一
条
二
の
ミ
拘
り

疑
ハ
少
か
る
へ
く
与
奉
再
三
、
此
御
忌
諭
二
可
奉
恐
入
ハ
、
第
～
ハ
市
河
四
郎
右

衛
門
、
第
ニ
ハ
智
歯
太
、
第
三
ハ
給
人
共
恥
を
知
候
者
二
候
ヘ
ハ
恐
入
相
改
心
三

皇
筈
幽
遠
存
候
、
劒
術
一
条
若
者
共
を
そ
》
の
か
し
、
事
を
破
り
右
書
二
成
居
候
、

尻
推
い
た
し
候
ハ
、
全
四
郎
右
衛
門
・
竹
野
七
郎
兵
衛
両
人
の
様
子
二
御
座
候
、

奥
山
儀
大
夫
稽
古
初
二
、
久
保
松
友
衛
を
散
々
二
仕
こ
な
し
候
風
闘
も
四
郎
右
衛

門
お
と
な
し
か
ら
ぬ
所
行
之
様
子
二
御
座
候
、
又
此
度
駆
馳
家
申
立
も
専
四
郎
右

衛
門
意
地
強
く
候
二
相
違
無
論
様
子
二
候
、
乍
森
宮
炮
術
家
之
申
立
ハ
書
取
ハ
致

さ
■
■
罐
申
立
候
■
上
ハ
、
経
成
申
上
方
二
御
座
曲
面
、
此
一
条
ハ
大
軍
太
后
方

重
々
不
宜
候
と
奉
歪
曲
、
宣
撫
外
二
も
四
郎
右
衛
門
事
ハ
彼
是
と
人
々
も
有
之
候

　
へ
共
、
未
し
か
と
取
留
メ
篠
懸
候
、
ケ
様
之
事
比
湿
道
之
礼
義
を
不
弁
右
起
り
、

第
一
風
俗
を
凹
し
候
事
也
、
好
二
も
近
／
＼
可
有
之
哉
と
も
存
候
へ
土
ハ
未
取
留
同

慶
ケ
出
所
こ
ね
候
、
次
小
輪
太
事
重
キ
軍
師
之
名
論
モ
人
の
扱
第
一
二
人
和
を
心

掛
二
而
申
処
、
■
膣
雑
言
を
以
人
を
霧
芝
露
農
事
ハ
甚
以
不
心
得
馬
事
二
御
座
候
、

六
郎
左
衛
門
・
幸
蔵
右
異
見
い
た
し
候
而
も
我
意
申
居
候
様
子
実
正
散
々
山
事
と

奉
存
候
、
是
も
全
武
道
之
礼
義
を
不
弁
右
起
り
候
、
軍
学
家
ニ
ハ
不
似
合
と
奉
存

候
、
給
人
共
ハ
張
本
人
杉
山
十
郎
兵
衛
・
藤
田
新
五
兵
衛
、
其
人
豆
槌
を
打
候
ハ

押
鴨
喜
右
衛
門
・
斎
田
清
な
と
の
様
子
二
軸
へ
共
、
い
つ
れ
も
兵
妄
動
返
り
右
起

り
根
脚
無
爵
、
無
分
別
而
已
二
而
差
而
好
曲
ハ
無
之
様
二
相
見
へ
候
、
尤
先
日
給

人
共
願
書
之
願
下
仕
候
ハ
七
郎
兵
衛
骨
折
薫
育
高
承
候
、
是
ハ
七
郎
兵
衛
之
去
来

と
奉
欄
干

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
だ

童
戯
宿
存
念
剛
臆
認
事
事
故
実
ハ
炮
術
家
三
人
之
方
へ
隔
絶
優
等
豆
鹿
申
猶
臓

■
、
□
□
大
間
童
画
教
明
仕
候
、

「
兎
角
御
勝
手
掛
ハ
衆
人
演
目
を
付
下
処
、
別
而
吟
味
役
等
音
信
な
と
い
た
し
候
を

色
々
申
立
候
故
、
治
左
衛
門
も
元
来
悪
ま
れ
候
と
被
　
思
召
恩
間
、
　
　
御
明
察

通
全
右
故
二
相
違
無
之
様
子
二
御
座
候
、
三
二
治
左
衛
門
も
多
言
成
書
に
て
別
丁

之
事
と
奉
存
候
、
右
二
付
治
左
衛
門
右
私
へ
頼
歯
止
哉
と
之
疑
も
可
有
之
哉
と
之

御
懸
念
、
私
身
拝
取
候
盛
者
誠
以
重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、
併
是
ハ
格
別
之
事
も

330



　
有
之
間
敷
と
奉
存
候
、
但
し
小
軍
太
儀
、
弥
兵
衛
近
親
之
儀
二
候
ハ
＼
、
尚
更
抑

　
へ
置
候
無
罪
然
と
奉
存
候

右
ハ
同
役
共
相
談
之
上
二
而
可
申
上
盤
二
御
座
候
着
帯
、
明
日
右
播
州
へ
罷
越
候
二

付
、
篤
と
熟
談
仕
候
間
も
網
謹
有
之
問
敷
と
奉
存
眼
間
、
不
取
敢
｝
応
私
右
翼
申
上

候
、
尚
又
　
御
書
下
之
趣
委
細
為
伺
相
談
仕
候
様
申
置
、
出
立
可
仕
与
奉
存
候

五
月
七
日

御
書
下
構
成
下
難
有
配
拝
見
候
、
嘉
三
郎
右
度
々
奉
歎
願
候
書
上
御
下
ケ
拝
見
被
仰

付
、
右
同
様
之
事
先
頃
右
十
一
・
二
通
も
奉
併
願
善
趣
二
候
得
共
、
御
役
願
も
差
上

不
申
候
而
慢
言
願
候
ハ
甚
御
不
都
合
之
儀
、
翌
旦
御
役
願
差
出
候
二
も
初
願
ハ
御
家

老
差
留
候
事
二
御
座
候
間
、
左
様
二
無
理
、
　
　
御
隠
居
様
右
思
召
を
超
す
か
り
と

御
免
被
　
仰
出
異
事
も
御
随
意
因
由
、
且
此
頃
二
軍
者
、
　
　
殿
様
御
沙
汰
二
而
出

勤
致
居
候
由
も
　
御
三
単
相
成
候
由
、
私
儀
者
嘉
三
郎
と
随
分
懇
意
二
可
有
之
候
間
、

私
朝
餐
与
欺
年
忌
遣
、
私
へ
為
御
盛
被
酒
盛
間
、
可
然
可
申
遣
旨
蒙
　
仰
奉
畏
候

　
ぢ
が
ち
ぼ
ケ
が

此
儀
雍
達
申
瞥
見
可
申
、
猶
其
節
可
奉
伺
奉
存
候
、
圏

　
嘉
三
郎
書
上
暫
時
拝
借
奉
幹
候

　
三
八
臼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ギ
は
　

昨
ほ
蒙
　
仰
候
嘉
三
郎
内
患
之
儀
、
実
ハ
先
ム
騎
士
右
私
信
も
内
願
仕
度
趣
意
私
方

へ
も
申
越
候
事
度
々
有
之
候
処
、
此
儀
ハ
初
発
右
私
存
寄
を
も
度
々
申
聞
宥
メ
鋼
置

候
上
之
儀
二
御
座
候
間
、
最
早
宥
メ
候
事
も
相
成
不
願
望
余
儀
事
二
教
相
・

（
八
行
及
び
行
間
七
行
末
梢
部
分
略
）

以
来
之
続
を
以
私
右
嘉
三
郎
へ
早
々
申
遣
御
役
願
為
差
出
候
手
続
二
可
仕
、
其
内
二

者
私
罷
越
御
家
中
人
気
合
候
処
篤
と
承
り
合
候
上
、
嘉
三
郎
身
分
ハ
如
何
様
と
も
進

退
為
致
薄
様
可
仕
候
、
但
し
栄
左
衛
門
儀
野
駆
表
江
被
召
呼
華
華
、
栄
左
衛
門
二
付

而
之
人
気
ハ
治
り
可
申
、
乍
去
彼
表
弥
以
御
人
少
二
相
成
候
儀
二
尊
座
主
、
尤
此
程

道
中
筋
一
条
神
里
引
越
選
書
二
当
分
見
合
相
成
居
候
様
子
二
業
へ
共
、
是
以
永
キ
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

二
而
ハ
有
之
間
馬
愚
問
、
私
置
綿
候
上
道
中
ゆ
る
み
次
第
栄
左
衛
門
儀
ハ
墜
此
表
へ

引
越
早
言
取
替
可
申
候
、
嘉
三
郎
事
ハ
私
手
口
而
何
と
鰍
押
へ
方
も
可
有
之
奉
存
候

へ
共
、
栄
左
衛
門
事
ハ
中
々
私
手
二
合
申
間
敷
と
奉
存
候
、
無
二
角
江
戸
表
同
役
方

御
人
少
二
御
座
候
二
黒
幽
閉
早
々
罷
越
縫
方
御
都
合
二
も
面
相
成
哉
、
嘉
三
郎
儀

殿
様
御
沙
汰
二
而
出
勤
仕
二
日
も
定
而
御
人
少
故
異
事
と
乍
恐
奉
存
候
、
可
相
成
ハ

擁
夷
御
一
条
西
国
へ
御
談
判
二
不
及
已
前
二
江
戸
表
御
家
中
人
気
折
合
上
様
仕
度
物

御
座
候
、
昨
日
之
書
上
を
以
篤
と
熟
考
仕
候
処
、
大
分
人
気
立
居
候
様
子
二
相
見
へ
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候
、
　
　
殿
様
二
も
座
礁
御
心
配
慮
露
量
候
御
儀
与
野
恐
入
候
、
労
以
早
々
引
込
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
　
を
　
　

糞
壷
為
差
出
候
睡
魔
然
、
栄
左
衛
門
事
も
未
タ
引
越
出
来
不
三
儀
二
候
問
、
兎
も
舶

私
儀
早
々
罷
越
畑
候
丈
力
を
尽
し
見
可
玉
茎
と
奉
迎
候
、
右
之
手
続
二
仕
置
而
も
宜

御
座
候
哉
、
乍
恐
　
御
内
慮
奉
伺
上
候

同
十
八
臼

浅
井
将
監
一
条
尚
又
熟
考
仕
候
処
、
一
応
之
処
相
済
上
京
仕
候
故
差
当
目
二
見
へ
候

引
合
も
無
之
、
外
二
浪
人
共
可
察
模
様
も
相
見
へ
不
申
候
、
此
十
菰
小
　
　
殿
様

そ
一
鐡
　
御
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
候
、
此
後
之
処
ハ
京
師
模
様
闘
下
等
之
事
ハ
浦

廻
二
士
松
田
辺
へ
内
々
被
仰
付
、
又
自
然
国
事
引
合
之
事
も
御
座
候
ハ
、
惣
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え

二
士
可
然
歎
と
奉
存
候
、
乍
併
国
事
引
合
臓
之
儀
も
農
‡
御
家
老
・
御
用
人
‡
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ニ
み
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
が
が
が
ヘ
ロ
て
な
　
と

澗
出
立
ハ
可
成
丈
不
敵
需
、
大
坂
御
留
守
居
二
而
引
合
為
致
候
方
悲
奉

存
候
鋼
、
其
余
者
時
之
御
都
合
次
第
と
奉
存
候
、
　
思
召
も
不
帰
為
在
候
ハ
、
右
回

趣
同
役
共
・
御
家
老
共
へ
も
申
聞
置
可
申
奉
存
候
、
伊
丹
小
西
新
右
衛
門
方
へ
江
戸

表
御
勝
手
之
御
昼
合
意
し
置
申
度
、
明
日
右
罷
越
重
心
得
二
御
座
候
、
且
大
坂
表
も

方
噛
糟
艘
鴻
池
方
へ
も
一
応
虚
し
真
庭
膏
血
候
心
得
二
御
座
候
、
夫
妻
仕
候
内
ニ
ハ

尚
又
将
監
様
子
も
分
重
事
と
奉
斥
候
、
致
方
無
之
趣
申
越
前
垂
処
、
度
々
内
申
書
上

候
由
籾
々
奉
恐
藩
候
、
然
処
私
意
B
播
州
右
罷
帰
江
戸
表
之
様
子
岡
役
共
右
承
知
仕

候
二
甚
以
痛
心
仕
候
、
且
右
二
付
而
ハ
私
儀
帰
府
之
御
暇
被
下
面
候
感
応
御
璽
も
奉

伺
候
、
た
と
ひ
私
帰
府
仕
二
連
も
江
戸
表
出
人
気
治
り
豊
漁
成
働
も
無
之
、
是
以
心

配
仕
候
得
共
、
退
而
愚
考
仕
候
二
御
奉
公
筋
ハ
何
方
二
而
粉
骨
仕
候
も
同
様
繕
事
と

奉
存
候
間
、
罷
越
候
ハ
＼
、
力
之
及
候
丈
バ
カ
を
尽
し
見
可
申
と
奉
存
候
■
■
■
■

東
下

〇
六
月
十
壽
ハ
日
歯

■
書
下
被
成
下
難
有
、
乍
恐
逐
次
拝
復
、
左
脳
奉
申
上
候

一
画
心
右
書
翰
之
儀
袖
付
　
御
見
込
善
処
奉
拝
承
候
、
此
儀
ハ
関
東
ノ
心
腹
二
比
論

　
何
様
曲
事
有
之
候
爵
、
兵
端
御
開
キ
ニ
ハ
相
成
箇
申
御
心
腹
と
奉
察
候
、
既
二
一

　
橋
浦
御
幣
臨
御
辞
退
ハ
全
擁
崩
御
辞
退
之
福
二
而
御
座
候
歎
と
奉
庭
前
、
乍
去
此

　
程
之
変
化
二
御
座
予
診
、
又
如
何
様
二
変
化
可
仕
哉
、
誠
二
難
見
定
御
三
勢
二
御

　
座
候

　
　
右
一
官
公
御
後
見
御
辞
退
隠
事
ハ
豊
田
連
右
奉
申
上
下
と
奉
存
候

一
板
倉
歴
任
家
老
御
暇
乞
と
し
て
罷
越
■
見
候
一
条
ハ
安
五
郎
折
悪
敷
不
快
二
て
面

　
皇
儲
仕
候
二
付
御
書
面
蚕
繭
候
、
右
書
面
下
書
庄
兵
衛
迄
差
遣
候
、
益
々
定
而
御
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覧
二
入
候
事
と
奉
存
候

一
姉
小
路
様
横
死
一
条
浦
廻
右
書
上
之
由
、
私
出
立
前
之
由
二
御
座
候
処
私
ハ
一
見

不
仕
過
、
此
儀
も
浅
井
将
監
6
委
細
承
候
、
定
性
豊
田
連
右
書
取
入
　
御
覧
候
事

と
奉
存
候
、
右
御
横
死
之
一
条
山
根
元
之
処
何
分
未
分
り
不
申
候
、
板
倉
様
と
右

取
合
御
座
候
哉
之
風
説
之
儀
ハ
私
一
向
不
承
認
、
私
承
候
処
二
而
ハ
近
来
姉
小
路

様
開
国
塁
壁
を
御
棚
へ
故
と
申
説
有
之
候
、
此
儀
如
何
可
有
之
哉
警
鐘
信
用
仕
兼

候
、
兎
二
角
例
之
暴
論
家
二
御
座
候
間
、
禍
を
被
取
候
事
と
奉
察
候
、
殺
た
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ハ
如
何
成
人
二
可
有
之
哉
、
何
分
見
当
付
不
申
、
薩
州
田
中
絡
平
召
捕
二
相
成
候

　
一
条
も
連
右
申
上
坦
坦
と
奉
存
候

　
小
笠
原
御
上
京
延
引
警
世
、
三
思
御
子
細
も
御
座
候
処
漸
当
月
二
入
御
出
帆
と
申

事
二
型
十

一
浅
井
将
監
儀
、
私
出
立
後
御
都
合
宜
敷
様
被
遊
度
意
思
石
思
事
荒
野
奉
存
候
、
何

分
構
想
も
存
し
居
候
者
二
御
座
候
問
、
油
断
相
成
不
申
、
　
著
　
脚
コ
一
頃
そ
、

　
2
W
　
　
．
　
　
…
　
、
篤
と
熟
考
藤
豆
ヘ
ハ
、
結
句
私
疑
れ
磁
器
御
都
合
宜
敷
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
　
　
の
　
　
り
　
が
　
　
ユ
　
　
ぽ
　
　
し

も
可
有
之
歎
と
奉
存
候
、
何
卒
先
方
の
　
　
　
　
　
　
　
不
申
姿
馴
致
し
置
、
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ん
が
の
ロ
　
ふ
コ
　

　
二
入
れ
ら
れ
ぬ
様
二
致
し
機
物
と
奉
存
候
、
右
趣
意
ハ
豊
・
申
連
・
江
委
細
暫
し
置
候

事
二
御
座
候

一
私
師
表
二
罷
出
候
後
御
里
無
向
骨
折
出
忌
屋
儀
と
被
思
召
、
御
家
老
共
勘
兵
衛
な

と
へ
も
被
　
仰
下
、
　
　
殿
様
江
も
私
各
別
出
情
之
儀
之
上
婆
様
被
輝
度
被
思
召

候
由
、
冥
加
至
極
中
有
奉
存
候
、
私
儀
元
来
之
不
才
そ
一
　
．
　
、
　
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

候
是
と
申
成
績
も
無
御
座
、
重
々
恐
入
奉
山
野
、
右
ハ
金
園
借
入
■
而
枝
葉
之

斎
蛇
崩
拠
御
急
場
を
救
候
所
業
二
而
御
座
候
処
、
右
様
被
　
仰
下
簗
段
重
々
奉
恐

縮
候

一
私
幣
立
前
臼
御
暇
乞
出
勤
可
仕
処
行
違
候
段
二
等
、
御
懇
之
御
意
三
七
恐
入
興
存

候
、
実
ハ
私
儀
も
前
日
罷
出
候
儀
可
有
之
与
奉
存
問
合
流
処
出
勤
日
前
日
候
ヘ
ハ
、

前
日
二
罷
出
、
前
々
日
之
出
勤
二
候
ヘ
ハ
前
々
臼
二
罷
出
候
御
筆
卓
上
由
二
御
座

候
間
、
廿
五
日
出
勤
仕
候
節
一
応
弥
明
後
日
出
立
と
申
事
、
御
次
へ
申
上
出
勤
退

出
前
腎
為
御
暇
難
事
出
替
儀
二
御
座
候
、
其
節
自
然
御
目
通
二
而
も
被
　
仰
付
候

　
ハ
＼
、
一
寸
為
知
れ
候
様
御
次
迄
申
置
可
然
と
平
様
申
聞
候
得
共
、
左
様
候
而
ハ

何
歎
御
目
通
相
姦
候
無
二
当
り
候
而
も
左
様
不
申
置
と
も
如
何
と
被
離
塁
事
有

之
候
ハ
＼
、
御
次
右
当
来
候
事
と
忘
意
二
奉
呈
候
、
其
日
迄
早
雪
五
塵
儀
二
存
候

処
暑
右
行
違
二
相
累
卵
、
出
立
前
幸
蔵
承
趣
候
御
模
様
奉
伺
、
重
々
奉
射
入
罷
在
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忌
事
二
御
座
候

一
下
先
例
御
勤
中
ハ
御
家
老
井
同
役
共
ヘ
ハ
御
伝
言
被
仰
出
際
事
故
、
只
今
と
て
も

御
同
様
二
可
有
之
、
定
而
撃
つ
も
り
二
取
斗
可
申
と
被
　
思
召
候
得
共
、
尚
又

　
　
　
　
だ
ハ
ハ
ゆ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

殿
様
へ
御
■
御
家
老
同
役
共
へ
も
瓢
伝
二
様
出
石
候
、
　
　
殿
様
へ
小
田
原
二

而
御
目
見
仕
候
処
、
テ
イ
チ
ウ
ニ
　
　
御
意
之
趣
申
上
候
も
重
々
金
手
入
南
町
、

御
意
之
趣
ハ
不
鼻
繋
上
ト
着
旧
■
■
此
度
被
■
薩
■
御
筆
拝
見
仕
候
間
、
御
家
三

共
始
ヘ
ハ
為
伺
候
事
二
御
座
候
、
其
華
表
次
第
暑
気
募
誠
甚
、
且
御
肝
気
重
二
三

至
極
御
難
幽
玄
遊
候
内
、
乍
恐
重
々
奉
恐
縮
至
極
、
折
角
御
自
重
被
為
■
候
様
奉

願
候
、
私
道
中
を
も
御
毛
恕
被
成
下
無
勿
体
御
事
奉
存
候
、
β
々
只
僅
々
と
■
旅

行
仕
、
乍
恐
多
年
　
御
往
来
之
御
国
苦
奉
恐
察
、
且
御
随
筆
事
事
共
存
し
出
も
罷

在
密
事
二
御
座
候
、
大
津
駅
二
軸
不
図
香
山
栄
左
衛
門
二
出
逢
、
是
も
江
戸
へ
下

り
候
而
ハ
駿
府
迄
ハ
轟
々
同
道
仕
、
右
二
而
纏
薩
咄
シ
相
手
も
有
之
、
少
々
ハ
■

繍
ま
き
れ
申
候
事
二
御
座
候
、
掬
又
江
戸
表
二
而
孫
九
郎
其
外
之
御
用
兼
而
御
三

今
回
在
候
処
二
相
運
ひ
御
都
合
も
可
宜
被
　
　
思
召
候
由
、
誠
二
先
日
被
　
仰
回

心
処
二
荷
合
爵
候
偏
奇
と
可
申
事
と
奉
存
候
、
嘉
三
郎
へ
も
記
帳
御
宝
言
為
伺
回

申
露
出
畏
候

一
浅
井
将
監
右
三
左
衛
門
迄
手
紙
到
来
、
京
地
之
機
相
止
申
越
候
由
、
右
ハ
江
戸
表

上
夷
大
旨
三
二
付
将
軍
退
城
憂
節
幕
府
征
伐
御
内
許
有
之
由
、
右
様
機
密
洩
し
候

　
ハ
将
監
存
意
余
り
気
味
悪
敷
様
二
被
思
召
候
、
乍
恐
御
尤
奉
本
草
、
尼
崎
御
越
帰

曲
事
案
内
候
様
門
外
所
々
と
申
上
、
委
細
書
取
二
而
面
心
　
貴
兄
御
入
手
趣
公
武

共
上
々
吉
単
三
評
判
之
由
先
聖
奉
恐
悦
候
、
下
等
二
付
馬
定
而
連
壁
申
上
候
半
、

高
松
三
位
桜
丘
額
之
事
、
弥
山
進
上
相
成
曲
面
、
右
御
額
表
装
い
た
し
、
海
岸
三

役
講
者
へ
拝
見
被
仰
付
、
御
選
等
笹
下
可
然
哉
と
将
監
申
聞
候
得
共
、
此
儀
ハ

幕
府
へ
之
御
壷
へ
如
何
可
有
之
哉
、
先
ツ
御
見
合
之
方
団
座
哉
と
申
上
候
様
連
回

申
聞
置
塵
事
二
御
座
候

一
尾
向
様
御
連
中
右
御
名
帳
二
而
名
古
屋
之
御
達
留
之
由
、
付
議
心
癖
而
三
従
　
条

御
見
込
通
と
も
被
応
問
白
露
思
召
宿
墨
至
極
御
尤
奉
存
立
、
私
事
も
左
様
愚
案
仕

候
、
然
処
小
笠
原
様
償
金
御
渡
、
　
～
言
様
高
踏
夷
之
儀
程
能
御
断
二
付
庸
者
、

公
方
様
御
暇
御
願
被
遊
候
等
只
今
之
無
二
而
ハ
多
分
内
乱
二
様
ひ
録
事
と
愚
察

仕
候
、
尤
此
節
朝
タ
ニ
相
変
り
二
世
之
中
二
御
座
候
問
如
何
様
二
審
農
婦
、
三
日

御
参
内
之
御
模
様
ハ
随
分
御
上
首
尾
悪
様
二
審
存
候
問
、
何
ぞ
御
増
再
三
～
万
弐

千
石
之
事
な
と
二
而
程
能
治
り
候
事
二
御
座
候
哉
、
何
分
当
時
之
世
の
中
只
々
無
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よ

　
油
断
自
身
二
て
圏
嗜
を
心
懸
候
外
無
御
座
と
鍵
盤
候
、
長
州
二
幅
其
後
ア
メ
リ
カ

　
船
参
、
長
州
之
軍
艦
弐
艘
打
沈
メ
台
場
を
荒
し
候
趣
江
戸
二
巴
専
風
聞
仕
候
、
虚

　
実
如
何
可
有
之
哉
、
此
程
　
　
公
方
様
も
又
候
御
下
坂
御
吉
凶
如
何
哉
と
、
乍
恐

　
朝
夕
愚
意
仕
仕
事
二
御
座
候
、
右
二
付
註
者
其
御
表
二
型
守
勢
御
心
配
奉
三
野

　
在
候
御
儀
と
奉
恐
察
候

　
別
段
謹
無
才
申
上
候

　
殿
様
去
八
日
　
御
発
駕
被
遊
、
於
小
田
駅
　
　
御
目
見
申
上
候
処
益
御
機
嫌
能
難

　
有
奉
恐
悦
候
、
其
後
益
御
機
嫌
能
被
遊
　
御
旅
行
候
御
隠
二
て
恐
悦
至
極
奉
存
候
、

　
無
考
上
表
　
御
着
城
御
対
顔
被
為
在
候
御
事
と
誠
以
目
出
度
奉
存
上
候

〇
六
月
十
六
日

嘉
三
郎
～
条
定
而
此
程
ハ
引
籠
罷
在
候
事
と
存
罷
下
候
処
、
小
田
原
二
而
承
候
得
共

其
様
子
も
無
御
座
候
、

鋼
外
二
御
座
候
処
　
　
殿
様
御
忌
通
之
節
江
戸
表
之
総
模
様
御
世
被
遊
、
嘉
三
郎
勤

振
　
御
意
二
相
叶
候
様
子
　
御
沙
汰
有
之
候
、
江
戸
着
之
上
勘
兵
衛
・
市
左
衛
…
門
等

へ
篤
と
承
候
処
、
嘉
三
郎
儀
下
々
之
受
方
格
別
之
事
無
御
霊
由
、
且
是
与
申
廉
も
無

■
由
申
聞
候
、
嘉
三
郎
へ
何
と
無
ク
承
り
居
候
処
、
先
達
引
込
之
節
　
　
殿
様
右
御

沙
汰
二
而
出
勤
仕
候
、
其
後
　
御
蔭
者
御
役
相
願
候
事
不
相
十
三
旨
御
直
二

厳
重
御
沙
汰
御
座
候
由
二
而
進
退
極
り
、
重
々
恐
入
罷
在
興
趣
二
御
座
候
、
既
二
小

鳥
申
事
二
上
私
へ
殿
様
右
御
尋
御
座
箪
食
、
嘉
三
郎
一
条
御
漏
庸
転
売
増
申
上
編
処
、

御
前
ニ
ハ
い
つ
／
＼
迄
も
御
尋
被
網
候
而
、
嘉
三
郎
儀
ハ
其
侭
被
召
仕
度
思
召
之
趣

二
奉
伺
、
江
戸
表
之
模
様
も
右
之
次
第
二
御
座
候
二
付
私
儀
も
当
惑
警
急
在
候
、
尚

又
勘
黒
衛
市
左
衛
門
へ
篤
と
相
談
仕
、
御
家
老
共
へ
も
承
り
何
と
欺
取
斗
可
申
上
奉

存
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
が
だ
が
け

一
●
■
栄
左
衛
門
儀
者
散
々
側
て
受
方
粟
之
拝
謁
殿
様
に
も
殊
之
外
御
立
腹
被

　
為
在
候
、
是
ハ
兎
中
角
其
表
へ
引
越
被
仰
付
候
半
而
ハ
人
気
折
合
網
間
敷
と
輝
輝

　
候
、
然
処
当
人
儀
ハ
い
つ
一
迄
も
引
越
相
免
れ
候
心
得
と
相
見
へ
、
子
役
方
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　

　
儀
二
付
■
圏
■
引
越
相
止
候
霞
■
纈
可
仕
事
存
罷
在
候
事
と
推
察
仕
候
、
此
度
高

　
倉
様
御
使
者
一
条
二
付
、
本
間
壮
太
郎
右
御
留
守
居
迄
差
越
候
書
面
井
隆
蔵
江
申

　
　
　
　
　
　
　
コ
　

　
闘
候
無
口
上
等
■
仕
候
処
轡
型
如
何
敷
御
座
全
智
、
私
事
内
々
其
筋
承
り
欄
干
処
、

　
御
門
人
ハ
兎
も
角
も
御
門
人
並
杯
と
申
事
ハ
決
而
無
之
土
煙
而
御
座
三
隅
髄
二

　
承
り
届
候
、
且
壮
太
郎
書
面
壁
体
高
倉
様
を
い
た
＼
き
当
時
京
都
急
電
模
様
を
附

　
響
い
た
し
お
ど
し
付
蝋
様
成
文
体
、
賢
聖
如
何
敷
儀
と
奉
存
候
、
且
又
外
二
承
り
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合
候
処
、
申
カ
ニ
ハ
■
輿
望
へ
聖
断
二
相
成
候
御
先
キ
も
御
座
候
由
、
又
国
元
右

京
地
へ
為
修
行
差
出
候
と
申
御
挨
拶
二
相
成
候
、
御
先
キ
も
御
座
候
由
二
御
座
候

右
之
模
様
と
只
今
一
盛
委
任
候
、
江
戸
表
へ
被
差
置
栄
左
衛
門
ハ
是
非
其
表
へ
送

二
半
事
醸
二
も
御
不
都
合
可
有
之
、
依
之
高
倉
様
々
使
者
田
村
節
蔵
方
へ
之
御
返

答
之
荒
増
、

　
衣
文
聖
油
門
人
江
戸
表
へ
御
隠
越
度
被
　
思
召
三
二
付
、
墨
絵
使
者
被
仰
出
兵

　
儀
承
知
仕
懸
、
依
之
横
山
邊
儀
、
一
旦
在
所
残
事
申
付
候
へ
共
、
江
戸
表
へ
其

　
侭
差
置
候
様
可
致
候
、

　
　
ホ
　
イ
御
、
燃
舶
ヒ
、
器
儀
、
γ
　
　
　
　
．
　
、
、
一
　
衛
　
儀
、
本
間
壮
太

　
　
　
よ
　
　
　
　
　
を
せ
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
が

三
方
へ
■
大
略
■
■
御
事
訳
被
仰
下
鑓
鑓
致
承
知
候
、
依
之
横
山
邊
儀
ハ

■
■
ロ
鷹
被
差
置
直
様
可
致
候
、
栄
左
衛
門
儀
ハ
そ
一
　
　
　
胤
一
、
イ
　
無

　
が
が
ゴ
　
を
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ま

拠
腫
臓
■
在
所
勝
手
二
軸
之
候
山
気
不
都
合
之
筋
無
・
、
無
高
倉
愚
計
門
人
二
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

無
痛
候
間
、
患
者
ハ
矢
者
り
在
所
勝
手
申
付
候
、
在
所
到
着
之
上
京
地
■
■
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
ぼ
　
　
ロ
　
　
ほ

儀
二
空
間
、
模
様
二
寄
、
高
倉
曲
権
甲
翠
御
門
入
相
願
臆
度
京
地
二
而
修
行
魔
窟

候
事
も
可
有
之
候
問
、
左
様
御
承
知
可
被
下
候
、
是
迄
年
来
隠
居
内
用
向
も
相

伺
♪
†
方
添
仕
合
奉
存
慮
、
尚
此
面
二
も
宜
御
願
申
音
度
奉
存
候
、
自
然
栄
左
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
も
が
　
　
て
も
　
　
　
　
　
　
が
な
ゆ
む

　
　
門
在
所
右
御
門
入
相
願
■
　
■
、
猶
又
瑞
可
申
上
候
間
、
其
節
神
髄
御
三

　
　
持
三
下
様
様
奉
迎
候
、

　
右
之
謹
聴
仕
候
而
ハ
如
何
御
座
候
哉
、
是
ハ
三
極
猶
愚
存
二
御
座
候
、
尤
松
岡
重

　
三
郎
方
へ
■
々
問
合
候
事
も
有
之
、
高
倉
二
方
ハ
豊
島
御
懸
念
被
遊
閥
毒
素
、

　
右
之
段
御
内
慮
奉
伺
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ズ

一
此
度
万
々
～
将
監
見
込
通
　
御
参
　
内
二
運
候
ハ
＼
、
御
装
束
ハ
勿
論
衣
蘇
芳
も

　
高
倉
直
方
御
頼
候
方
骨
都
合
二
而
有
之
⊥
挙
存
像
邊
御
供
不
仕
感
症
ハ
御
不
都
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
　
る
が
ゆ
　
　

　
と
奉
存
候
得
共
、
無
拠
次
第
致
方
無
之
、
腫
乍
然
栄
左
衛
門
罷
爆
撃
↑
小
懸
念
等

　
さ
　
　
　
が

　
■
猶
■
都
合
ハ
如
何
様
と
も
相
成
可
申
と
奉
存
候

〇
六
月
廿
六
日

長
州
戦
争
之
一
条
、
委
細
之
書
附
手
脚
入
候
間
奉
入
　
御
覧
候
、
此
分
多
分
髄
成
書

身
受
様
子
二
御
座
候
、
長
州
右
之
御
届
物
と
雌
蕊
も
御
座
候
得
共
、
是
ハ
疑
ハ
敷
物

二
可
有
之
哉
と
申
風
聞
も
御
座
候
問
、
差
上
不
霊
候
、
此
書
付
外
国
戦
歴
模
様
も
御

座
候
無
心
得
二
も
相
成
隠
蔽
、
　
　
御
覧
後
塵
家
老
共
始
同
役
井
六
郎
左
衛
門
等
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
が
が

者
拝
見
霜
露
付
幅
下
簾
奉
願
候

｝
長
州
之
評
判
甚
不
宜
、
其
上
外
国
亜
米
利
力
・
阿
蘭
陀
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
キ
リ
ス
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四
ヶ
国
章
願
出
、
長
州
ハ
其
侭
二
被
差
置
候
而
ハ
御
国
之
御
大
害
二
可
相
成
候
間
、

御
手
二
而
御
征
討
相
成
候
哉
、
左
も
無
之
ハ
四
ヶ
国
一
同
二
軸
賊
軍
在
韓
願
出
候

由
、
是
ニ
ハ
　
公
辺
二
而
も
御
困
与
申
事
二
御
座
候
、
下
説
ニ
ハ
此
度
ハ
公
辺
二

面
も
是
非
共
長
州
征
伐
被
網
出
品
上
可
有
之
与
申
居
候
、
加
州
始
北
国
大
名
御
相

談
之
柳
樽
二
歩
候
ハ
、
定
而
其
御
相
談
二
可
有
之
与
申
三
二
御
座
候

○長
州
戦
争
一
条
、
猶
又
委
敷
横
揺
新
聞
手
二
入
墨
高
小
差
上
候
、
先
達
弾
入
御
覧
候
、

水
先
庄
蔵
之
咄
与
少
々
相
違
之
処
も
御
座
候

一
五
限
佛
蘭
西
之
戦
争
委
細
之
話
、
未
世
上
二
出
不
申
、
出
側
圧
＼
可
奉
差
上
候

一
長
州
二
而
台
場
へ
致
出
張
戦
争
江
携
候
、
佐
久
間
佐
兵
衛
と
申
者
此
程
江
戸
表
へ

　
罷
出
、
　
勅
命
を
以
擁
夷
致
候
と
自
慢
致
し
居
候
由
二
出
処
、
金
子
与
三
郎
と
申

　
者
へ
有
躰
を
咄
候
処
二
障
ハ
、
其
節
台
場
之
不
始
末
之
尚
又
異
人
砲
発
之
手
際
な

　
る
事
杯
咄
し
、
赤
面
之
事
と
申
居
候
由
二
御
座
候

一
薩
州
二
而
又
々
英
人
と
取
合
申
候
、
庭
竃
六
月
下
旬
薩
州
へ
為
懸
盤
参
候
趣
追
而
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
が

　
七
艘
横
濱
口
出
帆
傑
二
付
、
有
馬
遠
江
守
様
御
応
接
白
磁
此
方
右
言
合
可
遅
穂
、

　
暫
時
相
候
三
吉
仰
聞
候
処
、
如
何
神
宮
哉
致
出
帆
候
二
付
、
公
儀
右
蠕
龍
丸
蒸
気

御
船
江
御
目
付
衆
乗
組
、
尚
又
薩
州
江
戸
詰
家
老
喜
入
摂
津
二
御
内
命
有
之
、
是

又
乗
組
跡
右
出
帆
致
三
四
、
右
ハ
舞
人
間
違
等
有
之
候
而
者
不
宜
旨
二
胆
管
入
参

候
而
、
能
々
自
国
之
興
し
を
調
候
様
二
軍
候
積
出
御
座
候
由
、
然
処
右
蟷
龍
丸
聞

　
二
合
不
申
開
二
野
顎
脚
争
戦
塵
様
子
二
御
座
候
、
不
取
敢
之
新
闘
紙
手
入
潜
函
、

奉
入
　
御
覧
候
、
風
三
隅
ハ
一
応
積
二
応
接
御
座
候
故
異
人
も
安
心
致
候
処
を
不

意
を
討
候
と
も
申
、
又
ハ
英
人
二
極
無
礼
を
働
候
者
有
之
、
為
其
一
同
立
腹
候
二

二
海
変
出
来
致
候
と
も
申
立
、
尚
委
細
之
儀
相
知
候
ハ
＼
可
奉
申
上
等

一
薩
長
右
之
通
二
御
座
候
二
付
而
者
、
天
下
之
形
勢
誠
二
寒
心
仕
亀
戸
二
御
座
候
、

其
後
京
都
之
模
様
も
如
何
御
座
候
哉
、
長
州
へ
下
向
之
勅
使
硬
鱗
目
付
之
為
二
仰

出
与
江
戸
表
二
黒
ハ
評
判
仕
候
、
此
節
二
而
ハ
隣
国
ハ
勿
論
、
世
上
之
虚
実
御
探

索
御
心
得
被
土
候
事
第
皿
与
奉
存
候

一
先
達
主
峯
召
候
北
国
大
名
、
今
以
参
府
相
之
様
子
二
御
座
候
、
是
又
恐
入
県
官
無

之一
面
倉
周
防
温
風
今
以
御
引
籠
此
程
ハ
御
退
役
之
御
含
二
而
松
和
泉
守
様
方
へ
御
役

　
　
　
　
　
ア
　
　

御
願
候
、
燕
口
帳
御
蒲
合
と
申
事
二
御
座
候

一
群
今
関
東
之
御
模
様
、
中
々
懐
剛
胆
決
着
ハ
蓮
も
不
被
為
在
御
様
子
二
御
座
候
、
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只
今
二
而
ハ
全
京
都
と
御
階
盾
之
躰
欺
と
恐
察
仕
、

　
　
七
月
十
四
日

世
之
中
之
変
恐
怖
罷
在
候

○嘉
三
郎
～
条
、
篤
と
熟
考
仕
候
処
、
先
便
申
上
候
次
第
二
而
何
分
致
方
も
無
御
座
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ゑ
な
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ
ぼ
　
い
　
い
　
ハ

御
役
為
願
聖
節
殿
様
御
意
之
一
群
一
も
有
之
、
奉
恐
入
候
、
t
↑
、
御
隠
隠
江
江

度
々
内
訴
奉
申
上
候
儀
二
も
飯
盛
、
奉
対
、
甚
以
奉
恐
入
候
、
乍
去
■
兎
二
角
其
侭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ロ
ロ
ロ
ぬ
ト
ぐ
ロ

ニ
塩
出
置
相
々
三
間
、
一
応
献
本
候
虫
拳
然
程
御
役
願
為
差
出
蝶
、
十
五
日

二
御
寝
留
と
相
成
候
、
再
願
隠
処
ハ
押
へ
置
旧
候
、
右
ハ
全
中
を
取
候
心
得
二
言
隠

慮
難
奉
対
御
座
候
隠
事
、
何
分
霜
取
斗
方
行
難
事
申
処
■
可
有
之
与
重
々
奉
恐
怖

海
曹
候
、
此
上
者
乍
恐
　
　
両
殿
様
　
思
召
二
被
恥
曝
候
御
儀
と
奉
存
候
、
私
儀
も

着
後
中
暑
二
御
座
難
処
、
只
今
以
鵬
翼
二
而
難
儀
仕
精
神
も
慌
惚
と
仕
髄
様
二
而
相

　
カ
　

意
候
二
付
、
先
革
右
聡
悟
相
願
養
生
性
霊
候
、
引
籠
中
素
案
入
候
歯
髄
、
右
之
段
奉

申
上
候
何
卒
御
寛
聴
期
成
黒
星
様
々
願
候

七
月
十
九
日

〇
十
一
月
二
日
　
　
　
十
月
廿
六
目
書

御
前
右
御
筆
被
成
下
候
御
請
十
欄
蕃
書

御
筆
豊
成
下
難
有
再
拝
奉
拝
読
候
、
寒
威
次
第
相
加
候
処
益
御
重
福
被
為
渡
奉
拝
賀

候
、
藤
澤
昌
蔵
御
招
被
遊
折
々
講
釈
　
御
聴
聞
被
遊
候
由
、
難
息
筋
手
躍
候
、
何
卒

無
御
解
怠
御
徳
輝
御
磨
被
遊
候
様
奉
願
候
、
私
不
快
　
御
下
間
被
成
下
、
重
々
難
有

弓
庭
入
候
、
眩
退
部
方
少
々
快
方
二
御
座
候
補
共
、
精
神
洗
惚
者
兎
角
依
然
越
南
心

配
仕
儀
、
御
役
儀
　
御
免
薫
物
候
二
付
　
御
懇
二
之
御
意
被
成
下
誠
髄
様
恐
入
館
、

、
顯
泣
　
養
ト
船
御
、
頃
、
抑
昨
年
末
別
而
御
抜
擢
被
成
下
重
任
被
仰
付
候
儀
二
付
、

力
之
千
三
丈
者
精
勤
仕
度
奉
存
即
処
、
元
来
不
才
之
私
聯
御
為
筋
二
も
相
無
漏
申
、

殊
二
帰
着
以
来
不
快
二
も
心
神
弓
庭
、
隠
事
物
忘
仕
候
故
御
役
様
相
勤
皇
儀
甚
軸
比

覚
束
、
殊
二
食
勝
手
向
者
多
端
之
御
用
向
二
而
記
憶
■
無
之
候
而
者
幽
幽
勤
、
無
惚

々
歎
願
候
処
、
纈
■
膿
イ
　
候
　
　
そ
、
β
　
　
　
　
考
製
イ
　
、
　
　
御
帰
城

後
も
萬
事
御
節
倹
御
守
被
遊
、
御
主
法
も
被
為
附
霜
被
思
召
候
折
柄
故
、
只
今
私
退

役
仕
候
而
ハ
御
不
都
合
之
事
も
被
為
在
候
二
付
、
今
暫
此
侭
勤
早
月
、
願
書
御
差
戻

被
　
仰
付
候
段
、
尤
当
分
其
御
表
も
不
参
候
と
も
不
庭
上
、
如
何
之
御
懇
之
御
意
、

重
畳
奉
恐
入
候
、
感
泣
仕
候
外
他
事
無
御
座
候
、
此
上
者
再
三
奉
願
候
も
、
平
更
奉

恐
入
候
二
付
、
逝
曲
丁
中
願
書
下
ケ
次
第
押
而
も
出
勤
鼻
骨
千
三
候
、
自
然
此
末
奉
歎

　
　
　

願
候
事
も
御
座
候
ハ
、
、
何
分
二
も
御
寛
容
之
御
沙
汰
奉
願
候
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十
一
月
四
日

　
猶
々
真
蔵
儀
も
御
加
筆
被
成
下
難
有
拝
見
為
仕
候
処
、
難
有
奉
存
野
選
、
私
右
脚

　
申
感
度
旨
拳
闘
候
、
頓
首

〇
十
二
月
朔
日

君
公
江
呈

寒
威
殊
掛
外
甚
敷
御
座
候
処
、
　
　
台
侯
益
御
萬
福
被
為
渡
奉
恐
悦
候
、
私
儀
尊
墨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
　
な
が
　
　
　
が
　
が
　
が
　
ル

月
十
九
β
出
勤
仕
候
前
後
顧
慮
仕
候
得
者
、
　
　
、
、
一
門
鷹
番
　
季
候
丈
者
精
勤
仕

積
心
得
二
御
座
候
、
籾
此
程
者
大
坂
出
火
二
付
　
御
出
馬
被
為
在
、
　
御
城
内
へ
御

三
憎
相
成
鎮
火
之
上
、
一
橋
様
御
始
　
御
在
勤
被
為
在
候
由
、
乍
恐
御
苦
労
御
事
奉

上
候
、
何
分
二
も
不
容
易
此
御
時
節
柄
幾
重
二
も
御
勉
励
被
三
尊
様
単
身
候
、
江
戸

御
本
丸
・
二
丸
錐
炎
上
と
申
、
大
坂
大
火
与
申
、
不
穏
事
奉
恐
入
候
、
其
上
生
野
銀

山
兇
徒
叛
乱
後
も
未
折
合
不
興
哉
、
播
州
龍
野
辺
悪
徒
潜
居
之
風
聞
も
有
之
候
、
又

先
頃
羽
州
置
賜
郡
二
而
其
辺
之
悪
徒
共
余
程
騒
立
難
処
、
是
者
上
杉
様
御
手
二
而
御

　
　
　
ぽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
が

取
鎮
静
、
又
此
頃
者
上
州
赤
城
辺
・
泣
浪
士
輩
鑛
世
事
由
、
彼
是
之
形
勢
如
何
二
も

不
容
易
事
と
奉
存
候
、
長
州
之
一
条
未
御
決
議
も
無
御
座
候
思
潮
■
■
翻
候
哉
、
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
　
け

戸
御
膝
元
二
而
浪
士
輩
頻
二
横
行
仕
候
次
第
、
態
々
木
堪
半
獣
ト
奉
存
候
、
ケ
様
之

御
時
節
ハ
何
時
異
変
出
来
候
も
難
測
、
乍
揮
能
々
御
家
来
御
撫
育
被
遊
、
四
方
八
方

へ
御
心
を
被
為
配
、
万
一
之
節
公
辺
江
御
忠
節
被
為
尽
候
様
被
遊
度
、
奉
伏
願
事
事

二
御
座
候
、
兼
而
も
奉
申
上
候
儀
二
御
座
候
得
共
、
御
家
中
之
撫
癩
惰
柔
弱
之
風
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぱ
を
が
　
に
よ
し
ロ

御
座
候
間
、
御
賞
罰
御
正
し
被
為
遊
、
詣
俵
柔
弱
之
　
一
、
，
　
一
　
騨
耳
蝉
諸
倭
成

者
者
能
々
御
用
心
被
遊
候
様
奉
願
候
、

三
者
先
臼
　
御
懇
諭
被
成
下
候
儀
も
御
座
候
二
付
出
勤
仕
候
儀
奉
申
上
度
、
聖
者
御

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

時
節
二
悦
惚
季
候
事
藤
織
漬
　
尊
聴
候

○
老
侯
へ
呈

爾
後
者
　
御
機
嫌
不
奉
伺
奉
恐
入
候
、
私
儀
帰
府
以
来
久
々
不
快
御
座
候
而
彼
是
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぱ
　
は

三
身
候
得
共
、
兎
角
態
々
敷
無
御
座
、
三
塁
再
応
御
役
奉
願
候
処
　
　
御
爺
右
御
懇

之
御
沙
汰
二
而
御
差
留
被
成
下
、
重
々
中
有
仕
合
奉
単
身
、
乍
王
難
恐
入
国
次
第
奉

二
尊
、
一
体
私
不
快
■
神
経
二
相
係
り
候
儀
与
御
座
難
中
、
精
神
半
髪
物
忘
仕
心
配

仕
母
上
、
昨
年
来
不
次
之
御
抜
擢
被
　
仰
付
候
骨
付
、
何
卒
万
分
之
一
成
共
奉
報
恩

度
苦
辛
仕
候
野
選
、
不
オ
之
私
毛
頭
も
御
益
二
も
相
成
不
等
、
御
隠
居
様
御
目
難
二

奉
背
候
儀
与
重
々
奉
恐
入
、
且
又
嘉
三
郎
一
条
二
曹
候
而
も
　
　
御
隠
居
様
　
思
召

通
二
相
運
兼
候
事
、
七
重
不
行
届
之
次
第
二
可
有
御
座
哉
と
是
又
半
挿
恐
入
、
其
外
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ロ
　
ロ
　
ロ
　
の
　
の
　
ほ
　
ほ
　
コ
　
　

前
後
彼
是
顧
慮
仕
候
処
、
何
分
二
も
大
役
相
勤
候
、
　
．
榊
　
　
　
、
’
、
響
無
二
無
御

座
と
奉
藩
候
得
共
、
精
神
も
弥
繍
洗
惚
仕
鴨
脚
見
繕
乍
恐
再
応
古
狸
候
儀
二
御
座
候
、

御
内
慮
も
不
奉
伺
右
之
次
第
二
及
候
段
、
　
　
思
召
之
程
幾
重
二
も
向
鎚
入
候
条
、

御
寛
宥
奉
願
候
■
、
別
二
上
ケ
先
頃
中
京
都
御
変
動
一
条
右
大
和
悪
徒
共
蜂
起
二
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

而
者
御
心
配
被
為
在
候
御
事
と
奉
恐
察
候
、
文
後
往
野
銀
山
一
条
与
申
、
何
レ
も
長

州
之
悪
謀
と
相
見
へ
、
但
州
播
州
之
際
者
今
以
髄
室
静
謡
ニ
ハ
相
成
兼
候
様
子
二
御

　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ
　
　
ね
　
も
　
　
た
な

激
賞
、
扁
螺
月
中
羽
州
重
城
大
分
騒
立
候
処
、
米
沢
手
紙
而
取
鎮
廃
熱
趣
御
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
　
へ

出
候
、
此
節
上
州
赤
城
毒
心
浪
士
輩
同
感
候
哉
二
付
、
秋
元
様
・
蕪
様
へ
追
捕

　
　
　
　
　
　
　
　

被
仰
付
候
由
、
其
仲
二
而
江
戸
　
御
本
丸
・
二
丸
炎
上
、
又
大
坂
大
火
与
申
、
誠
以

恐
入
汐
形
勢
二
御
座
候
、
当
時
惣
屋
職
川
越
侯
ハ
人
々
驚
候
爵
出
演
而
、
一
向
帰
服

ハ
致
不
整
甚
不
評
判
、
三
二
此
度
之
衣
服
御
制
度
呈
上
候
も
惣
裁
職
之
論
と
申
取
沙

汰
潔
白
、
只
今
之
形
勢
こ
て
者
何
時
変
事
出
来
可
仕
哉
と
只
々
恐
ロ
敷
事
と
奉
存
候
、

御
上
洛
も
愈
■
■
中
旬
と
申
御
事
二
御
座
候
、
此
度
ハ
末
々
迄
蒸
気
御
軍
艦
二
而
御

助
と
申
事
二
三
、
加
州
・
阿
州
・
越
前
・
肥
漸
丁
・
豊
前
・
■
州
い
つ
れ
も
壱
艘
、
肥

前
・
薩
州
・
雲
州
い
つ
れ
も
弐
艘
、
御
用
立
候
様
二
先
達
被
仰
付
瞬
間
、
右
身
受
第

二
　
出
発
途
と
申
事
二
御
座
候
、
　
御
上
洛
御
座
候
ハ
＼
、
此
度
ハ
公
武
之
御
篤
志

之
御
一
和
二
可
相
成
、
擁
夷
之
御
沙
汰
も
相
止
ミ
可
申
、
長
州
面
様
も
電
飾
り
可
申
、

左
降
ハ
＼
諸
所
之
浪
士
輩
も
窟
伏
可
三
篶
と
奉
存
候
、
何
卒
　
廟
堂
之
御
決
議
相
定

御
威
光
御
挽
回
被
為
重
候
様
二
と
乍
恐
奉
祈
撫

子
年

〇
四
月
十
一
貨
御
便
二

君
公
江
呈
　
　
遠
藤
二
右
衛
門
・
瀬
野
主
馬
へ
添
状
～
封

近
来
臨
御
稽
古
可
益
々
御
出
精
被
為
様
、
御
家
中
井
市
郷
も
不
相
孫
盲
評
判
御
宜
敷

由
誠
以
御
重
福
之
至
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
尚
一
・
二
ヶ
条
愚
存
之
次
第
左
二
奉
申

上
竪～

撮
蝋
以
来
御
家
中
御
賞
罰
之
儀
二
付
、
御
隠
黙
黙
思
召
二
不
帰
為
叶
御
事
も
被
為

　
在
候
哉
、
已
来
御
口
出
被
遊
間
敷
旨
被
　
　
案
出
候
儀
、
御
家
老
始
右
歯
車
候
而

　
是
迄
之
通
萬
時
御
軍
上
被
成
下
候
様
奉
願
事
得
共
、
御
承
引
も
不
被
為
在
由
此
表

　
右
も
式
部
始
私
共
一
統
同
断
奉
願
三
儀
二
御
座
善
処
、
今
以
何
回
　
御
沙
汰
も
不

　
被
仰
出
汐
、
定
而
　
　
御
前
右
も
御
願
被
遊
候
御
事
と
奉
恐
察
候
、
尤
　
　
御
前

　
二
も
御
家
政
向
い
つ
》
》
　
　
御
隠
結
盟
思
召
御
零
之
上
二
而
被
　
嘉
慶
候
二

　
而
ハ
可
有
御
座
候
得
共
、
乍
恐
未
御
年
も
不
被
為
行
、
中
ニ
ハ
御
伺
落
し
二
而
御
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独
断
解
櫛
候
事
も
可
被
為
在
欺
二
御
座
候
、
兎
角
少
年
者
如
何
様
聡
明
利
発
な
る

人
も
、
老
人
軽
士
慮
深
遠
な
事
理
ハ
及
不
申
事
二
御
座
樹
間
必
老
人
を
師
保
と
仕

生
禅
二
御
座
候
、
ま
し
て
　
　
御
隠
骨
筆
上
隠
勢
為
入
数
十
年
御
家
政
二
御
練
熟

被
為
在
候
御
事
故
、
一
々
御
伺
御
聡
慧
御
願
被
成
候
半
而
ハ
御
過
失
も
出
来
易
可

有
御
座
候
欺
と
乍
恐
忌
避
候
、
但
　
　
御
隠
居
様
二
御
退
隠
謡
初
右
御
家
政
も
直

二
　
　
御
前
へ
御
里
被
遊
鳥
趣
二
御
披
露
被
為
在
候
五
百
、
　
　
御
前
ニ
論
い

つ
㌻
》
迄
も
御
す
り
御
願
群
遊
日
影
、
御
握
達
二
御
座
候
、
　
　
御
隠
居
様
ニ
ハ

追
々
御
老
年
被
為
成
、
多
端
成
御
家
政
を
　
御
聴
被
遊
候
事
ハ
、
定
置
御
う
る
さ

く
も
立
脚
為
在
候
得
者
、
う
る
さ
き
事
ハ
　
強
聴
二
不
被
入
隅
二
と
被
　
　
思
召

候
上
、
夫
二
て
　
　
御
隠
善
様
御
安
心
被
遊
候
得
笹
熊
孝
道
と
も
認
識
巌
窟
共
、

思
召
二
不
被
為
叶
処
右
磁
器
御
口
出
し
不
遠
遊
と
之
　
　
御
趣
意
二
而
ハ
御
安

心
被
遊
候
而
ハ
無
御
座
候
問
、
能
々
御
詫
被
仰
上
、
御
差
図
御
願
被
遊
候
方
御
孝

道
二
相
成
難
壁
候
、
　
　
御
隠
居
様
二
も
御
覧
年
之
上
御
肝
気
被
発
候
節
ニ
ハ
千

二
一
御
無
理
之
事
も
語
聾
為
単
記
得
共
、
夫
々
御
家
老
始
と
御
相
談
悪
遊
、
其
時

　
　
モ
ヤ
ウ

之
御
模
様
二
野
御
伺
直
し
被
愚
筆
様
、
御
心
掛
被
遊
可
然
欺
と
奉
存
候
、
兎
二
角

御
隠
居
様
之
御
心
を
御
安
し
歴
遊
候
ハ
＼
、
御
孝
道
之
第
一
と
奉
存
候

一
江
戸
表
二
て
御
会
読
響
詩
会
始
り
卑
湿
、
蒙
求
御
軽
装
成
、
其
比
　
　
御
隠
居
様

右
先
年
御
骨
折
被
遊
興
踏
絵
を
御
覧
被
遊
撃
様
被
仰
懸
、
御
会
之
都
度
粛
々
御
絵

廻
り
候
三
二
御
座
候
、
此
志
紀
伺
候
へ
者
其
後
壱
品
御
会
始
り
蒙
求
も
終
二
相
止

候
由
、
右
者
　
　
御
隠
居
酒
右
格
別
御
世
話
被
懸
想
御
事
故
、
御
軍
メ
被
楼
閣
而

墨
髭
宜
と
奉
存
候
、
何
卒
　
　
蒙
求
も
不
絶
御
会
読
響
遊
、
十
八
史
略
と
相
互
辛

々
遊
候
様
奉
願
候
、
且
又
御
詩
作
な
と
も
当
時
之
御
急
務
与
申
ニ
田
無
之
候
得
共
、

是
又
御
隠
居
様
右
も
御
世
話
被
為
在
候
御
事
、
且
一
体
志
を
煙
管
物
性
而
御
政
事

之
上
二
期
候
而
も
有
益
贋
物
二
御
座
二
間
、
御
匙
怠
な
く
被
遊
候
様
奉
願
候
、
母

御
稽
古
二
而
御
寸
暇
も
被
為
在
間
敷
候
得
共
、
　
御
心
掛
被
遊
候
ハ
＼
随
分
御
出

来
可
被
成
否
と
奉
恐
察
候
、
後
日
　
御
出
丸
煮
上
者
本
多
様
杯
と
も
御
交
可
土
遊

鴨
脚
二
御
座
塁
間
、
是
節
熟
練
無
之
而
者
御
言
被
遊
指
事
も
可
被
為
在
候

一
御
馬
売
買
之
事
、

御
前
御
自
身
御
世
話
営
為
在
、
代
金
杯
御
手
元
二
而
御
取
扱
被
遊
候
哉
之
様
二
奉

伺
候
、
此
事
者
よ
も
や
実
事
二
者
乳
牛
座
間
敷
、
定
而
風
評
二
も
可
有
之
と
奉
干

網
、
万
一
実
事
二
御
座
候
ハ
＼
以
之
外
之
御
事
と
奉
存
上
県
、
早
々
御
止
メ
廻
遊

被
下
候
様
奉
早
雪
、
何
者
が
右
様
之
事
を
御
世
話
申
上
前
脚
、
兼
理
念
隠
居
棒
鋼

341



　
著
述
二
も
御
載
有
之
候
博
労
風
之
御
所
業
二
相
成
候
而
甚
不
離
候
、
既
二
大
坂
二

　
而
も
其
御
嘩
申
立
候
者
も
御
座
候
哉
二
軸
及
候
、
弥
実
事
二
連
ハ
＼
呉
々
も
早
々

　
御
止
メ
被
遊
被
下
候
様
奉
願
候
、
右
乍
恐
愚
存
奉
申
上
弓
、
篤
と
　
　
御
熟
考
被

　
成
下
候
様
伏
而
奉
願
候
、
是
迄
御
評
判
も
宜
被
為
入
候
処
、
万
「
如
何
敷
奉
評
し

　
人
御
座
候
而
者
甚
以
残
念
奉
存
候
間
、
不
顧
恐
奉
申
上
候
幾
重
二
も
御
講
盤
被
成

　
下
候
様
奉
仰
候

　
　
　
四
月
八
日

〇
四
月
十
六
日
御
留
守
居
御
便
意

重
量
江
呈
　
　
山
田
幸
蔵
・
浅
井
勝
右
衛
門
へ
添
状

御
不
快
後
編
御
室
常
被
為
在
家
萬
福
被
為
渡
三
曲
儀
与
奉
恐
悦
候
、
此
程
臼
光
道
中

宇
都
宮
宿
江
水
戸
浪
士
押
出
、
横
行
之
躰
二
葉
座
候
而
大
分
騒
々
敷
御
座
候
、
髄
成

書
キ
物
少
々
手
機
入
候
間
、
写
取
喜
入
　
　
御
覧
候
、
例
之
通
細
字
二
庭
藤
問
、
歪

軸
被
　
仰
付
、
御
覧
被
遊
可
重
富
候
、
昨
年
来
上
州
一
揆
～
壷
井
春
来
長
州
御
征
伐

之
御
内
意
等
色
々
奉
入
　
　
御
覧
叢
書
キ
物
も
御
座
候
処
、
散
々
口
中
蛙
戦
而
執
筆

甚
難
渋
仕
、
未
写
取
不
申
候
二
付
、
追
而
奉
入
御
覧
度
旨
、
横
山
辺
出
立
前
腎
委

細
申
上
置
呉
候
様
二
瀬
置
穂
並
、
御
聞
上
被
下
候
半
と
奉
麻
垂
、
是
も
追
々
写
取
次

第
可
奉
入
　
　
御
覧
奉
存
候

　
　
書
キ
物
　
御
覧
も
相
済
候
ハ
＼
、
御
家
老
御
用
人
共
へ
も
為
心
得
拝
見
被
仰
付

　
　
被
下
候
様
奉
願
候
、

○
臨
月
十
四
日

君
侯
御
筆
頂
戴
、
右
御
請
幽
月
　
目
発

　
　
　
御
台
所
支
配
遠
藤
二
右
衛
門
・
瀬
野
主
馬
へ
添
書

御
筆
被
成
下
難
有
奉
捧
読
候
、
先
以
益
御
萬
福
被
為
渡
奉
拝
賀
候
、
籾
兼
々
　
　
御

心
掛
被
遊
候
川
柵
入
郎
右
衛
門
儀
、
三
月
廿
三
譲
御
目
付
役
被
成
　
御
免
一
士
三
三
ー
仰

衡
同
役
共
右
申
越
候
、
事
二
被
　
思
召
候
得
共
、
尚
又
委
細
為
白
痢
被
成
下
難
有
塞

出
候
、
八
郎
右
衛
門
儀
御
役
柄
と
申
　
御
供
者
散
々
之
為
躰
、
世
々
奉
恐
藩
候
御
事

奉
存
候
、
此
度
之
御
罰
し
、
只
八
郎
右
衛
門
～
身
而
已
田
無
御
座
候
、
外
々
之
御
示

し
二
相
成
候
儀
と
難
癖
奉
存
候
、
且
御
家
中
彼
是
仕
候
事
も
御
座
候
得
共
先
細
二
相

成
候
由
、
重
畳
之
御
事
二
御
座
候
、
兎
角
事
之
起
り
不
出
内
二
建
制
三
韓
遊
候
事
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

肝
要
と
奉
存
慮
、
毎
度
　
　
御
隠
髄
様
御
意
二
雌
蕊
未
発
を
察
妻
事
二
と
之
　
御
趣

意
其
処
二
御
座
候
、
聖
人
之
道
二
制
治
干
未
乱
保
邦
干
未
危
と
申
候
も
旧
事
二
御
座

候
、
食
事
者
兼
而
六
ヶ
敷
事
と
索
隠
候
、
私
共
も
乍
不
及
朝
夕
心
懸
罷
来
候
中
共
、
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得
出
来
不
興
当
惑
罷
在
旧
事
二
御
座
候
、
乍
去
心
掛
候
而
も
六
ヶ
盛
儀
二
御
座
候
間
、

心
掛
不
申
付
而
者
猶
更
大
事
出
来
可
仕
候
間
、
是
非
共
心
掛
不
断
脚
半
而
者
相
成
不

申
事
と
奉
存
候
、

一
御
前
二
も
右
之
処
　
御
心
掛
被
遊
興
と
相
見
、
前
条
之
儀
被
　
仰
下
候
事
と
呉
々

　
も
重
畳
之
御
事
難
有
半
存
候
、
愚
存
有
之
至
愚
＼
無
伏
蔵
可
奉
申
上
、
毎
々
御
下

　
問
被
成
下
重
々
難
有
奉
恐
入
候
、
猶
存
付
候
事
も
御
座
候
ハ
＼
可
壬
申
上
勝
存
候

一
先
日
止
善
舎
額
面
　
御
揮
筆
御
下
ヶ
相
成
候
由
二
而
奉
拝
見
候
、
至
極
御
見
事
二

　
御
出
来
被
遊
奉
感
候
、

　
右
近
請
可
奉
申
上
候

　
　
五
月
十
八
日

　
御
端
書
重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、
灘
持
病
格
別
相
車
種
儀
も
無
御
座
、
春

　
　
　
　
　
　
の

　
来
口
中
痛
二
而
今
以
透
与
不
仕
難
儀
望
薄
控
壁
、
是
認
弾
語
儀
二
者
無
御
座
候
、

　
乍
恐
入
　
御
薩
念
被
成
下
間
薄
墨

〇
六
月
十
八
日

君
侯
江
呈

四
月
上
旬
乍
恐
狂
妄
之
愚
存
奉
申
上
候
処
、
逐
一
被
　
闘
召
届
　
御
筆
被
成
下
重
々

難
有
奉
存
候
、
御
馬
之
儀
茂
御
数
奇
岩
道
二
而
悪
敷
網
と
乍
　
思
召
荏
蒋
御
坐
過
周

遊
当
盤
共
以
後
　
御
心
半
被
雪
平
殺
、
一
興
奉
感
無
常
、
凡
一
旦
　
思
召
違
被
半
在

候
共
　
御
改
被
遊
候
、
時
二
至
候
而
者
前
之
御
過
ハ
消
失
、
却
而
御
美
徳
二
相
成
軍

事
蕎
古
来
殊
之
外
称
歎
仕
臣
事
二
御
座
候
問
猶
欝
欝
有
現
存
候
、
種
々
申
上
界
事

共
　
御
至
尊
被
成
下
候
段
、
呉
々
も
重
々
難
有
奉
感
泣
候
、
右
謹
而
御
請
奉
申
上
候

　
　
御
端
書
重
々
難
有
奉
存
候

○
同
車

老
侯
へ
呈

先
達
右
一
両
度
奉
申
上
候
、
水
府
小
川
館
諸
生
共
暴
行
一
条
此
程
次
第
二
横
行
相
成

候
、
右
書
類
奉
入
　
御
覧
候
心
得
二
御
座
候
得
共
、
未
認
取
兼
候
問
、
追
而
可
奉
入

御
覧
候
、
外
二
承
込
候
事
共
一
・
二
別
紙
認
奉
入
　
御
覧
候
、
是
者
秘
密
之
事
も
御

座
候
、
其
　
思
召
二
而
　
御
覧
成
下
候
様
奉
願
候
、
何
分
当
御
時
節
油
断
仕
兼
々
御

相
談
之
上
探
索
方
両
人
被
　
仰
付
候
問
、
追
而
申
出
候
事
も
可
有
御
座
、
追
て
達
　
御

聴
候
事
と
奉
存
候
、
且
先
日
右
　
殿
中
殊
之
外
御
混
雑
之
御
様
子
二
而
閣
老
方
御
3
1

込
多
、
既
二
去
ル
七
日
・
八
日
之
両
霞
ハ
御
一
人
も
御
出
仕
無
之
、
七
B
■
■
ニ
ハ

　
　
　
　
が
　

太
田
道
淳
様
閣
老
方
へ
上
使
四
魔
御
出
勤
御
勤
相
山
影
由
、
右
二
而
も
御
出
勤
上
之
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処
蒲
扇
拠
　
上
意
も
被
為
在
候
哉
、
八
臼
蓋
壷
井
上
様
・
牧
野
様
之
御
両
人
御
出
勤

二
相
成
歯
、
牧
野
様
者
兼
而
御
役
瓦
之
思
召
二
三
四
月
十
四
艮
士
庶
引
入
、
合
図
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ポ

国
応
接
間
も
無
事
二
御
座
候
、
其
後
京
都
右
被
仰
下
候
事
有
之
、
五
月
二
日
御
出
勤

翌
日
又
御
三
宝
、
七
日
二
審
出
勤
、
七
日
御
引
籠
夫
右
御
二
曲
盛
祥
所
、
当
月
八
日

　
　
　
　
　
が
ぱ
に
し

夕
右
御
出
勤
　
　
　
　
　
　
　
そ
一
。
宅
、
酒
井
様
ハ
先
月
二
三
御
暇
無
様
御
引

籠
、
今
以
御
出
勤
無
之
、
板
倉
様
も
当
月
二
入
候
而
ハ
御
引
籠
三
二
御
座
候
、
総
裁

職
大
和
守
様
も
御
引
籠
二
御
座
候
、
右
ノ
事
心
付
極
内
承
候
事
も
御
座
候
問
、
是
又

別
紙
認
誌
面
　
　
御
覧
候

別
紙

此
度
於
京
都
水
戸
様
と
松
平
大
和
守
様
へ
雄
鳥
鎖
港
談
判
忍
事
、
別
段
二
出
座
付
候

由
、
大
和
様
ニ
ハ
御
見
込
有
之
候
蓮
　
　
御
所
と
　
公
辺
江
立
派
二
段
請
讃
仰
上
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

帰
瓦
之
内
、
然
処
当
月
こ
臼
殿
中
ニ
テ
川
越
侯
諸
閣
老
以
下
之
御
役
人
と
大
議
論
有

之
候
処
、
板
倉
様
ハ
何
分
当
時
勢
二
而
ハ
強
キ
鎖
港
談
判
ハ
出
来
兼
候
由
之
見
込
、

若
年
寄
ニ
チ
モ
諏
訪
因
幡
様
三
井
大
小
御
目
付
モ
同
意
之
由
ニ
テ
、
御
議
論
合
憲
申

二
付
、
五
日
早
朝
二
川
越
侯
御
登
営
、
書
取
を
以
鎖
港
談
判
ハ
是
非
早
々
運
ヒ
不
二

候
痴
者
京
都
江
被
為
対
不
相
女
皇
処
、
周
防
守
様
不
承
知
二
而
、
右
之
者
共
勤
居
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ニ

而
ハ
蓮
も
相
叶
不
申
二
付
、
右
之
者
共
勤
居
候
二
二
候
ハ
、
、
拙
者
ハ
引
込
可
申
老

テ
夫
ヨ
リ
御
引
込
二
相
成
候
二
付
、
御
老
君
ニ
チ
モ
又
御
引
籠
二
相
成
候
由
、
井
上

　
　
　
　
　
　
ヲ

河
内
様
ハ
両
端
望
持
テ
御
出
被
成
候
由
、
然
処
水
戸
様
ハ
又
右
川
越
ノ
引
込
ヲ
殊
南

外
御
立
腹
被
爆
在
候
由
、
其
訳
ハ
鎖
港
談
判
ハ
大
和
守
一
人
目
モ
無
之
、
此
方
ニ
モ

仰
働
盛
置
候
所
、
大
和
守
～
了
簡
ニ
テ
右
様
凶
事
燭
魚
問
本
筈
と
御
立
腹
之
由
ニ
テ

大
ニ
モ
メ
居
候
由
、

　
　
右
脚
極
内
密
ノ
咄
ヲ
少
々
其
筋
右
承
り
候

一
大
平
山
賊
徒
頭
取
ハ
、
田
丸
稲
之
右
衛
門
二
候
処
、
内
実
ハ
御
家
老
山
野
邊
主
水

　
正
・
武
田
耕
雲
斎
当
時
伊
賀
守
杯
後
楯
二
成
居
候
由
、
且
又
故
前
中
納
言
様
錦
繍

　
御
簾
中
幅
露
悪
物
ニ
テ
、
烈
公
御
存
世
中
右
異
事
二
乗
携
、
烈
霜
葉
挙
動
も
半
睡

　
御
簾
中
様
ノ
肺
肝
六
出
候
事
と
申
風
聞
ハ
承
居
候
処
、
今
以
萬
事
御
指
揮
有
之
候

　
由
、
既
一
二
橋
軸
杯
へ
も
万
事
御
指
図
有
之
候
と
申
事
二
御
座
候
、
水
面
ニ
チ
モ

　
今
以
分
レ
／
＼
ニ
テ
大
網
モ
メ
居
候
故
、
大
平
ノ
方
モ
御
手
附
プ
レ
ス
有
之
態
様

　
子
、
右
大
平
ノ
徒
ハ
激
論
家
ト
唱
へ
所
謂
天
狗
連
二
御
座
候
、
然
処
先
月
末
水
府

　
右
弘
道
館
ノ
書
生
等
五
百
人
程
一
説
千
二
百
人
程
、
奮
御
屋
敷
へ
罷
越
、
画
品

　
論
と
申
趣
意
書
ヲ
中
納
言
様
へ
差
出
シ
候
由
、
右
之
大
意
ハ
御
三
家
御
　
公
辺
御
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輔
翼
ノ
為
二
立
置
レ
候
処
、
公
辺
ヲ
倒
シ
候
様
ナ
ル
書
成
サ
レ
候
テ
ハ
内
々
ヨ
リ

事
ヲ
起
し
候
訳
ニ
テ
、
威
公
・
義
公
ノ
御
神
霊
二
対
セ
ラ
レ
候
テ
モ
御
婆
訳
無
之

ト
申
ヲ
趣
意
ニ
シ
テ
書
上
致
シ
、
大
平
山
ノ
討
手
二
向
ヒ
度
ト
申
を
願
出
候
由
、

且
又
御
家
老
之
内
ニ
モ
水
戸
右
追
々
二
忍
ヒ
テ
江
戸
へ
参
り
、
前
後
四
人
罷
出
、

中
納
言
様
ヲ
諌
メ
、
是
非
宜
御
国
へ
被
豊
艶
、
大
平
山
ノ
賊
共
ヲ
御
手
ニ
テ
御
成

敗
吉
成
候
無
二
と
諌
メ
申
上
、
終
二
型
許
容
二
相
成
候
由
、
且
又
武
田
モ
先
頃
右

　
一
橋
様
二
附
上
京
致
し
居
候
処
、
此
度
召
ニ
テ
下
り
候
処
ヲ
、
右
弘
道
館
書
生
共

武
田
ノ
好
手
ヲ
逐
一
二
言
上
シ
、
五
・
六
目
前
二
蟄
居
隠
居
仰
付
プ
レ
、
水
戸
へ

遣
ハ
サ
レ
候
由
、
山
野
邊
モ
同
様
蟄
居
隠
居
と
申
事
二
御
座
候
、
愚
察
二
是
迄
大

平
山
賊
徒
一
向
御
構
無
之
候
処
、
去
ル
九
日
近
領
ノ
大
小
名
へ
追
捕
仰
付
プ
レ
、

十
一
日
目
笠
間
・
高
崎
二
侯
へ
追
討
仰
付
プ
レ
、
御
目
代
モ
御
使
番
右
両
人
仰
付

ラ
レ
黙
認
、
右
弘
道
館
書
生
之
策
　
公
辺
ニ
チ
モ
御
採
用
相
成
、
夫
右
翼
之
所
帯

運
ヒ
候
哉
と
奉
存
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

一
去
ル
十
二
日
朝
、
太
田
三
井
様
御
願
城
前
二
本
郷
ノ
屋
敷
へ
伝
越
、
右
出
府
致
居

候
水
戸
士
六
十
人
程
談
懸
ヶ
御
門
前
二
曲
、
内
三
人
御
中
之
口
へ
出
、
御
引
返
拝

　
　
　
な

顔
候
申
、
御
話
被
成
候
由
、
御
階
相
成
候
事
承
認
と
御
門
前
下
呂
居
候
者
㎝
同
引

取
候
由
、
其
事
太
田
薫
御
上
屋
敷
へ
注
進
有
之
迄
、
御
上
屋
敷
右
ハ
思
ひ
／
＼
二

得
物
を
携
、
多
人
数
分
付
候
由
、
馨
り
事
モ
仰
山
二
候
故
、
加
州
右
太
田
様
御
留

守
居
へ
闘
合
出
処
、
加
州
ハ
御
雪
中
江
戸
警
衛
御
心
掌
上
テ
御
人
数
詰
合
、
答
二

函
嶺
差
模
様
田
無
之
候
得
共
、
又
今
晩
ニ
モ
参
候
哉
も
相
知
不
申
と
重
扇
二
付
、

加
州
二
字
も
夜
中
超
群
者
出
し
置
候
法
先
其
夜
ハ
無
事
之
由
、
其
夜
昼
市
中
廻
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

之
方
々
太
田
様
御
中
屋
敷
二
譜
を
尽
、
焚
出
し
申
付
候
由
二
尊
大
混
雑
之
様
子
二

候｝
右
太
田
様
へ
言
言
上
之
様
子
内
探
致
置
処
委
細
ハ
相
上
申
候
得
共
、
主
意
ハ
此
度

出
府
候
多
人
数
之
中
脳
モ
両
端
　
　
を
持
し
好
望
之
者
も
有
之
候
問
、
其
者

共
申
上
品
事
ハ
必
御
聞
入
即
下
間
敷
と
申
上
声
由
、

一
水
府
辺
ニ
チ
ハ
中
山
備
後
守
殊
之
外
骨
折
、
只
今
周
旋
最
申
之
由
、
是
ハ
大
平
之

者
共
も
必
死
二
組
居
候
事
故
、
可
成
ハ
追
討
致
墨
金
一
旦
是
非
水
戸
へ
為
引
取
成

敗
可
致
と
之
主
意
之
由
、
度
々
使
者
を
大
平
へ
遣
候
而
も
　
向
入
レ
上
申
由
、
御

用
人
罷
越
候
所
帯
レ
候
二
野
、
段
々
利
害
申
聞
候
得
共
、
一
同
一
向
聞
入
上
申
由
、

弘
道
慰
書
諸
等
正
論
党
之
者
評
決
二
而
一
番
手
千
二
百
人
ニ
テ
追
討
之
事
二
決

し
、
其
内
右
江
戸
ヘ
モ
出
理
由
、
其
事
秘
し
居
候
岬
山
、
大
平
之
者
共
皆
親
類
縁
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者
等
有
之
候
故
忽
チ
洩
レ
大
平
を
退
散
、
只
今
ニ
チ
ハ
所
々
散
乱
致
し
居
候
由
、

　
是
ハ
一
所
二
居
候
テ
ハ
討
手
を
引
受
候
事
不
便
利
故
、
処
々
二
散
り
討
手
を
ハ
＼

　
ミ
、
諸
方
右
京
応
致
し
候
計
略
之
由
、
水
戸
ニ
テ
ハ
ニ
番
手
迄
之
用
意
ハ
出
来
居

　
候
由
、
乍
併
中
山
備
後
守
二
二
骨
折
周
旋
致
し
居
候
と
申
事
二
御
座
候
、

　
　
右
ハ
承
候
処
ヲ
認
申
候
、
中
ニ
ハ
秘
密
ニ
テ
実
事
無
程
事
も
有
之
、
又
虚
実
分

　
　
二
曲
処
も
有
之
候
、

　
　
　
　
　
　
　
せ
ウ

先
便
奉
申
上
面
、
猶
　
御
模
様
井
野
州
表
之
儀
、
探
索
方
右
書
出
影
回
同
役
状
を
以

雇
入
　
御
覧
候
、
尚
私
承
込
候
儀
｝
・
二
別
紙
認
取
奉
入
　
御
覧
候
、
摂
海
之
儀
者

万
事
一
橋
様
御
指
揮
二
御
座
候
処
、
万
一
御
異
心
二
被
為
在
候
而
者
誠
二
致
方
無
之

と
甚
心
配
仕
罷
有
候
、
一
橋
様
専
御
陰
謀
之
取
沙
汰
有
之
、
　
公
方
様
を
奉
押
込
、

一
橋
様
を
御
代
二
奉
立
候
半
と
巧
ミ
候
者
殿
中
二
も
御
役
人
已
下
多
分
有
之
、
既
二

奥
向
二
も
淑
山
有
之
、
大
奥
工
女
中
二
も
其
巧
仕
論
者
有
之
由
、
憩
増
様
板
倉
様
馨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
橋
党
と
申
事
、
川
越
様
癌
も
一
橋
党
と
申
ニ
ハ
無
之
候
雨
雫
、
矢
張
一
橋
御
同
・
意

之
由
、
公
方
様
を
乍
恐
甚
以
御
危
殆
之
御
連
様
御
座
候
、
又
一
説
二
一
雲
量
之
内
意

ハ
関
東
二
而
と
て
も
横
濱
鎖
港
畠
来
申
問
敷
、
左
候
ハ
＼
違
勅
二
相
成
候
鰍
、
其
廉

を
以
　
公
方
様
御
退
隠
二
運
は
せ
御
自
身
御
乗
込
候
巧
ミ
、
板
倉
様
も
御
同
意
二
付
、

今
ハ
と
て
も
横
濱
鎖
港
ハ
出
来
不
申
と
申
立
、
因
循
い
た
し
度
黙
黙
違
勅
之
所
二
三

運
可
申
と
之
巧
ミ
け
る
を
川
越
侯
看
破
セ
ら
れ
候
而
大
二
驚
キ
、
兎
二
部
横
濱
鎖
港

を
急
速
旨
い
た
し
可
申
と
申
候
右
当
月
初
之
大
二
議
論
二
相
成
候
と
も
申
候
、
此
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
け

二
候
ヘ
ハ
川
越
侯
ハ
正
議
と
塞
撫
傑
蹴
転
事
御
座
候
、
尤
氷
炭
前
歯
二
進
故
何
と
も

笹
分
燈
火
候
、

一
大
平
山
賊
徒
共
一
旦
散
乱
、
只
今
二
而
ハ
筑
波
山
賊
と
一
所
二
相
成
候
由
、
水
府

　
右
討
手
井
　
公
辺
右
之
援
兵
、
十
六
日
二
出
候
処
大
坂
右
回
注
進
有
之
、
直
様
後

　
詰
と
し
て
廿
二
日
二
歩
兵
猶
大
隊
御
持
小
筒
高
小
隊
大
砲
六
下
御
差
向
相
成
候

　
由
、
廿
八
賃
御
手
始
と
申
事
受
動
候
処
、
右
後
継
庭
藤
着
候
模
様
二
而
如
何
と
相

　
坤
軸
、
未
ハ
キ
と
相
分
不
申
達
、

先
便
御
座
候

…
水
府
十
作
弘
道
館
之
書
生
沈
論
家
と
唱
候
者
共
五
百
人
出
府
、
大
平
之
討
手
願
出

　
候
、
然
処
又
色
々
と
変
化
い
た
し
、
右
之
沈
論
家
大
平
之
賊
徒
と
合
塩
竃
候
と
申

　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
ズ
ユ
　
ヘ
ハ

　
風
聞
有
之
候
、
簾
、
水
府
七
分
ハ
其
二
党
故
智
波
之
討
手
荒
々
敷
有
之
問

　
敷
畳
と
心
配
仕
候
、

一
此
程
下
総
小
金
二
水
戸
士
・
郷
士
を
合
セ
て
■
人
程
出
張
い
た
し
居
候
由
、
小
金
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東
漸
寺
を
借
度
と
申
出
候
処
、
東
漸
寺
住
持
専
達
と
申
僧
気
性
者
二
願
断
思
置
尤

　
二
候
間
、
寺
中
を
二
・
三
軒
借
受
度
と
申
込
候
二
付
、
無
拠
寺
中
二
∴
二
軒
貸
遣

　
候
由
今
日
館
腰
ヘ
ハ
、
右
人
数
之
大
将
ハ
武
田
伊
賀
立
華
雲
斎
事
之
由
二
御
座

　
候
、
右
武
田
ハ
先
日
蟄
居
隠
居
被
仰
付
、
水
戸
へ
下
候
処
、
水
戸
二
十
壷
其
党
多

　
候
故
、
出
漁
事
二
も
御
座
候
哉
、

　
右
等
之
風
聞
二
而
都
下
禽
々
罷
在
候
、
朝
夕
安
キ
心
も
無
御
座
候
、

〇
七
月
十
八
費
出
御
便
二

老
三
江
呈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

此
程
長
藩
福
原
越
後
干
父
を
動
登
伏
仕
候
斬
付
、
大
坂
御
先
手
御
人
数
被
差
出
候
由
、

嚥
々
　
御
心
配
押
型
幹
候
半
与
乍
恐
奉
推
察
候
、
其
後
之
模
様
如
何
御
座
候
哉
、
承

候
得
者
、
先
御
穏
便
之
御
沙
汰
御
座
可
憐
甘
薯
、
如
何
料
亭
処
置
二
相
成
候
鳥
二
御

座
候
哉
与
奉
懸
念
候
、

一
水
藩
兎
角
折
合
不
申
、
武
田
初
筆
中
納
言
様
を
奉
押
込
候
謀
計
有
之
読
響
、
此
程

　
江
戸
御
覧
へ
多
人
数
入
込
居
、
日
々
之
様
闘
諄
有
之
候
様
二
及
承
候
、

一
野
州
表
二
而
も
当
月
七
日
過
手
合
、
歩
幅
ハ
大
分
勝
利
与
申
事
、
八
日
夜
者
水
戸
之

　
兵
討
手
累
加
り
居
候
者
、
内
応
二
而
も
致
候
哉
、
討
手
之
陣
放
火
、
双
方
死
傷
有

之
候
由
風
聞
仕
候
、
九
臼
二
も
手
合
有
之
照
準
、
去
ル
十
四
B
殿
中
御
退
二
型
候

所
出
掛
、
野
州
表
注
進
入
候
由
ニ
テ
御
退
出
、
殊
之
外
延
引
致
候
由
、
何
等
之
注

進
二
御
座
候
哉
、
下
妻
井
上
様
ニ
チ
ハ
陣
屋
下
焼
失
、
御
陣
屋
も
焼
失
之
由
、
是

ハ
墨
焼
と
申
立
候
得
共
如
何
御
座
候
半
と
申
風
聞
二
御
座
候
、
右
図
手
負
之
者
ハ

十
一
日
・
十
二
日
と
両
騒
二
為
養
生
江
戸
御
屋
敷
へ
着
仕
候
、
三
塁
及
見
之
者
有

之
、
駕
籠
二
而
罷
越
候
よ
し
、

右
等
之
事
委
細
ハ
探
索
方
右
書
取
可
申
、
右
二
而
可
奉
入
　
御
覧
奉
存
候
、

栄
左
衛
門
一
条
二
付
、
先
頃
此
表
御
評
議
御
用
書
を
以
奉
伺
候
処
、
尚
又
其
表
曾

爾
再
応
御
評
議
伺
済
と
御
用
書
二
通
同
役
共
右
差
越
申
候
、
右
御
用
書
善
趣
二
聾

者
御
側
御
用
人
御
免
申
立
、
早
々
其
表
へ
引
越
細
事
厳
重
銀
被
仰
出
候
二
而
於
私

共
誠
嵩
置
恐
入
候
、
右
二
付
篤
と
勘
考
仕
候
処
、
出
立
前
如
何
痛
事
共
有
三
皇
ハ
、

重
々
不
将
之
至
二
者
御
座
候
得
共
、
御
役
御
免
差
相
被
仰
付
註
ハ
＼
、
其
罪
科
賢

哲
可
申
欺
と
奉
存
候
、
且
料
理
数
年
精
勤
仕
栄
左
衛
門
儀
も
　
　
御
｝
隠
思
様
御
側

向
多
年
相
勤
、
其
上
殿
様
御
幼
年
右
■
格
別
■
薩
時
々
苦
諌
等
も
申
上
候
儀
二
付
、

其
辺
患
所
被
　
思
召
、
一
旦
御
免
御
座
候
単
身
遠
又
御
役
被
　
仰
付
母
様
二
型
も

相
成
候
ハ
＼
、
殿
様
御
護
恩
之
御
趣
意
も
面
立
可
申
欺
と
乍
管
掌
存
判
事
二
御
座
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候
、
然
処
此
度
伺
候
通
御
役
御
免
候
上
早
々
其
表
へ
引
越
与
申
二
而
者
如
何
御
座

候
半
、
元
来
其
表
へ
罷
弓
庭
儀
極
々
迷
惑
二
奉
藩
候
所
右
、
昨
年
之
次
第
二
も
及

候
間
、
右
を
是
非
二
も
被
　
仰
出
候
通
二
引
越
被
　
仰
付
下
と
申
ハ
、
一
通
り
普

通
之
人
情
も
有
之
、
且
御
法
相
立
候
様
二
と
申
越
ハ
至
極
可
然
候
身
共
愚
考
仕
候

処
二
而
ハ
、
蓮
も
荒
々
敷
引
越
も
不
仕
欺
と
聖
血
候
、
自
然
右
之
張
合
右
狼
戻
之

致
度
出
来
仕
候
様
而
ハ
上
ヶ
下
し
も
不
相
成
様
二
可
相
成
歎
と
心
配
仕
候
、
尤

御
明
察
繕
事
霞
め
其
辺
之
所
ハ
御
察
被
遊
底
弓
庭
等
迄
　
　
御
教
示
被
成
下
、
且

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
お
が
ル
も

難
有
　
思
召
も
被
為
在
韓
様
弓
庭
振
合
も
御
座
藍
碧
重
々
難
有
奉
存
候
、
得
柔

右
難
有
　
思
召
之
御
重
ハ
如
何
様
善
事
と
ハ
不
奉
皇
室
得
共
、
何
分
二
も
指
当
り
、

右
等
之
処
極
々
心
配
仕
候
、
且
外
二
差
支
二
不
相
成
程
能
歎
願
と
轟
轟
而
ハ
至
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

六
ヶ
敷
、
当
時
栄
左
衛
門
方
二
老
人
等
も
無
之
算
外
々
江
不
差
障
様
之
歎
願
ハ

六
ヶ
敷
可
有
御
座
鰍
と
私
ハ
奉
存
候
、
左
候
ヘ
ハ
万
一
是
非
／
＼
引
越
御
免
願
度

心
願
右
、
又
如
何
様
之
事
二
及
可
申
歎
、
左
候
ヘ
ハ
御
法
之
立
不
申
処
御
同
様
二

可
有
之
哉
と
奉
又
候
問
、
可
融
成
ハ
御
役
御
免
を
塩
二
致
し
、
上
越
引
越
を
蟻
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
が

止
二
相
藩
候
ハ
＼
外
々
之
差
支
二
も
相
成
上
申
、
却
而
御
法
之
立
候
処
二
三
層
道

理
二
可
有
御
座
哉
と
奉
存
候
、
是
迄
諸
家
様
日
照
御
在
所
勝
手
之
行
わ
れ
不
申
事

　
言
　
　
イ
f
　
イ
頑
此
程
市
左
衛
門
散
々
眼
気
二
士
3
1
籠

　
罷
在
任
間
、
少
二
而
も
快
候
ハ
＼
篤
と
了
簡
を
も
相
半
、
御
評
議
之
上
尚
又
奉
伺

　
置
手
事
も
可
動
御
座
と
奉
存
候
、
何
分
不
識
　
　
御
聞
上
置
被
成
下
出
様
伏
而
奉

　
願
候
、
尤
　
　
殿
様
江
も
愚
存
候
処
々
申
上
候
、
乍
恐
　
　
殿
様
二
者
栄
左
衛
門

　
御
側
二
三
在
世
内
、
時
々
苦
諌
等
申
上
童
事
　
御
意
二
不
被
衣
叶
　
被
為
入
重
三

　
と
も
奉
恐
察
京
間
、
有
躰
二
蛸
壷
仰
向
勤
役
中
之
精
勤
之
儀
奉
申
上
訴
心
得
二
．
御

　
座
候
、

　
　
　
七
月
十
七
日

君
挨
同
軸

此
程
長
駆
福
原
越
後
合
鍵
仕
濃
鼠
付
、
御
城
代
右
指
差
三
二
而
大
坂
御
先
手
量
差
出

候
段
、
　
御
配
慮
被
虐
在
候
御
三
与
乍
恐
奉
迫
上
候
、
そ
．
そ
二
様
、
第
　
　
　
そ

　
馬
　
ー
ヒ
　
蹴
游
、
籾
又
栄
左
衛
門
一
条
、
先
頃
此
表
御
評
議
之
処
を
以
奉
伺
出
処
、

ハ
中
々
い
や
か
り
候
者
を
ハ
墨
壷
無
理
二
様
引
越
可
申
と
申
処
右
、
人
気
立
候
事

之
三
二
承
居
候
、
是
ハ
鯨
程
扱
に
く
き
事
と
奉
優
様
、
此
…
条
最
早
伺
済
二
相
成

候
儀
を
右
様
曲
事
上
畳
ハ
、
甚
以
単
管
入
候
得
共
、
御
役
三
二
奉
対
存
意
難
儀
、

不
墨
壷
上
も
奉
恐
入
撰
間
、
一
己
之
愚
案
掻
取
雄
藩
濱
　
御
重
候
、
尤
羅

　
　
一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
　
　
目
ド
人
　
　
　
、
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其
表
二
三
再
応
御
取
調
相
成
、
伺
上
之
上
御
用
書
二
通
巻
樽
越
申
子
、
謄
躍
処
二

二
者
御
役
御
免
之
上
早
々
其
者
引
越
与
厳
重
被
　
仰
出
、
於
私
共
白
市
も
鍵
盤
奉
恐

回
避
、
右
伺
済
二
相
成
候
上
磯
申
上
候
ハ
、
重
々
奉
恐
入
候
得
共
愚
存
之
趣
左
二
三

申
藩
候
、
栄
左
衛
門
儀
昨
年
此
節
出
立
前
軽
々
二
黒
候
様
々
致
方
ハ
重
々
不
山
脚
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
ぱ

御
座
候
得
共
猶
薩
、
　
　
御
前
御
幼
年
養
御
　
　
御
隠
居
様
右
御
附
被
遊
候
、
以
来

多
年
之
間
精
勤
仕
　
思
召
二
奉
逆
候
而
も
御
為
奉
存
御
諌
醤
等
も
奉
申
上
候
者
二
御

座
候
、
其
上
御
隠
居
様
御
側
向
も
多
年
相
勤
候
者
二
御
座
候
間
、
其
罪
を
ハ
御
至
尊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

遊
興
土
日
其
人
を
御
幣
二
不
被
遊
、
可
成
丈
御
三
侍
被
遊
候
様
奉
願
記
事
二
御
座
候
、

右
功
労
之
品
を
被
　
思
召
割
下
候
ハ
＼
先
此
度
之
処
臨
御
役
御
免
差
相
而
巳
二
而
被

仰
三
半
下
候
而
ハ
如
何
可
有
御
座
哉
、
　
　
殿
様
格
別
之
思
召
を
以
右
之
処
被
　
仰

付
候
ハ
＼
、
栄
左
衛
門
も
御
忌
恩
之
程
難
有
奉
存
、
此
上
愈
拗
身
命
可
申
欺
と
上
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
ま

候
、
且
　
御
承
知
二
季
為
在
導
通
栄
左
衛
門
儀
気
性
も
鯉
候
事
故
、
御
役
御
免
之

上
早
々
引
越
と
被
　
仰
出
候
而
ハ
如
何
様
之
所
二
運
ひ
可
申
哉
、
尤
　
　
御
隠
居
様

右
難
有
申
諭
豊
幌
も
御
発
議
被
成
下
候
得
共
、
私
藤
歪
－
＋
面
折
藩
候
処
深
心
配
藩
候
、

其
上
前
文
も
奉
申
上
型
通
　
御
幼
年
右
精
勤
壁
塗
、
広
廻
章
思
召
出
様
二
業
何
共
歎

ヶ
敷
難
事
三
選
候
、
既
二
小
田
原
駅
二
而
も
奉
申
上
黒
星
、
右
墨
譜
ハ
　
御
忘
菰
被

遊
子
奉
願
早
事
二
御
座
候
、
罪
科
ハ
御
役
御
免
之
上
早
々
引
越
与
申
所
相
当
二
も
可

有
御
座
候
鰍
と
堅
塁
弁
難
共
、
右
脚
所
を
御
一
等
御
製
華
華
下
候
ハ
＼
、
於
私
共
も

重
々
難
有
壁
奇
警
、
此
程
市
左
衛
門
前
々
眼
気
二
上
引
攣
罷
在
候
間
三
二
て
も
快
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
談
仕
、
御
評
議
之
上
尚
又
奉
伺
直
二
事
も
可
分
御
座
、
乍
恐
不
悪
　
　
御
聞
上
置

　
　
ぱ
ド
が

可
被
†
様
埋
伏
願
候
、

　
　
　
七
月
十
七
日

時
変
之
儀
二
付
　
御
下
問
豊
成
下
奉
感
銘
樺
謝
候
、
不
肖
之
私
讐
与
可
申
上
昇
も
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

御
座
、
心
附
三
儀
も
御
座
候
ハ
、
、
篤
二
も
可
奉
申
上
盤
二
御
座
運
脚
、
　
　
御
隠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
び

二
様
も
三
皇
在
、
庄
左
衛
門
始
図
鑑
候
儀
二
尊
耶
干
†
得
も
布
部
間
敷
と
奉
存
候
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
け
ハ
　
む
な
ニ
ぬ
も

二
御
座
候
、
乍
去
御
下
問
御
座
幽
翠
驚
不
奉
申
上
も
奉
幣
入
塁
間
、
τ
二
左
二

言
申
上
流
、
尤
定
翌
旦
如
才
上
被
為
在
御
湿
与
奉
存
候
、

第
　
長
州
之
好
謀
次
第
二
発
露
、
　
　
天
朝
公
辺
を
奉
蔑
如
難
事
三
悪
之
甚
々
御
座

羨
、
　
　
、
．
、
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
臥
「
　
畷
　
　
，
、
　
　
　
　
　
陣
　
　
　
、
　
　
　
、
．
　
　
　
、
一

着
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
｛
　
　
’
　
7
ズ
頑
　
　
　
　
1
葉
　
　
　
　
↓
季
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
　
　
　
イ

　
　
＼

案
寿

r

丞
．

ご
　
　
　
　
t
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
1

　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
．
’
　
　
　
＼

　
F
た
　
　
グ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

グ
　
　
　
　
　

㎜
　
、
　
　
　
リ
ノ
川
製
一

分
菓
都
督
此
度
国
司
信
濃
上
京
も
鎮
静
之
為
ト
唱
、

　
　
、

頑
孝

矢
張
福
原
越
後
之
援
兵
与
被
察
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候
、
此
上
ハ
尼
崎
城
を
覗
候
事
定
而
可
有
之
与
奉
察
候
、
京
坂
を
責
農
薬
ニ
ハ
尼
崎

を
根
城
二
虫
垂
事
便
利
二
御
座
候
間
、
急
襲
之
国
育
御
用
心
可
被
為
在
候
、
此
度
西

宮
右
上
海
道
を
通
行
為
論
候
事
、
此
度
ハ
事
故
な
く
通
行
致
候
半
が
右
潮
懸
ラ
セ
候

致
方
二
も
可
有
之
様
此
後
又
多
人
数
上
海
道
通
行
為
致
候
蓮
通
行
之
振
ニ
テ
急
二
御

盆
へ
取
懸
り
候
様
も
難
斗
、
或
ハ
養
護
辞
を
以
御
城
拝
借
蒸
熱
申
出
も
難
斗
、
聯
ニ

チ
モ
御
油
断
不
相
成
与
奉
存
候
、

一
総
意
長
州
之
幽
霊
懸
盤
二
自
身
之
是
を
申
立
、
或
ハ
事
由
ハ
シ
流
布
為
致
人
心
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
　
ヒ

　
惑
ハ
セ
候
十
二
長
し
居
候
間
、
裳
二
因
州
・
備
前
も
遂
二
身
好
謙
二
蟹
長
州
二

　
加
担
仕
重
事
と
相
見
へ
候
、
此
度
廻
状
ニ
テ
差
越
候
書
面
杯
モ
矢
張
其
謀
ニ
テ
則

　
画
歴
と
も
可
申
密
語
相
見
へ
僕
蕪
礼
チ
萬
之
事
二
御
座
候
、
当
時
ノ
処
ニ
チ
ハ
総

　
而
　
　
公
辺
江
御
敵
対
島
式
皇
紀
怨
敵
と
被
思
召
、
飽
迄
御
拒
絶
可
軍
港
在
可
然

　
奉
存
候
、
且
　
御
懸
念
之
通
御
家
中
市
郷
如
何
様
心
得
違
之
富
有
之
候
も
難
経
管

　
二
付
、
御
意
或
ハ
御
筆
を
以
人
心
を
一
致
さ
セ
幽
幽
置
可
然
節
御
座
候
半
鰍
、
左

　
候
ヘ
ハ
凡
左
之
通
り

　
　
　
近
頃
次
第
不
容
易
重
継
勢
二
押
移
影
回
、
重
々
恐
入
園
上
も
無
之
習
得
共
、

　
　
　
当
家
之
儀
者
格
別
之
別
号
二
而
■
鑓
　
　
公
辺
之
御
為
ニ
ハ
粉
骨
砕
身

　
　
に
　
カ
　
を
ぶ
　
し

　
　
墨
礁
数
百
年
之
御
高
恩
二
奉
墨
銀
外
他
事
無
之
熱
間
、
其
方
共
二
三
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
を
た
り
み
　
　
が
に

　
　
も
外
夷
ハ
勿
論
、
仮
令
皇
国
内
蓋
醸
皇
国
之
姦
賊
一
家
之
公
辺
江
奉

　
　
敵
対
候
者
ハ
怨
敵
二
と
相
心
得
一
統
致
一
和
猶
死
力
を
以
相
拒
可
申
候
、
但

　
　
し
緩
急
ハ
慎
瘤
病
取
斗
二
可
有
之
候
、

右
緩
急
ト
申
バ
ー
■
ハ
或
ハ
ナ
ヤ
ミ
、
三
界
タ
ハ
カ
リ
置
候
類
、
急

ハ
有
無
ヲ
イ
ハ
ズ
横
ヒ
ラ
見
ズ
ニ
拒
候
心
二
御
座
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
容
易
御
時
勢
根
成
嫉
闘
、
傍
時
蛉
舞

又
市
郷
之
方
ヘ
ハ
近
頃
颪
そ
蔚
　
口
＼
で
　
　
だ
　
一
言
論
　
様
之
変
事
有

　
之
と
も
難
斗
候
間
、
以
前
末
々
懸
者
二
至
候
迄
兼
而
心
得
罷
在
致
一
和
、
指
図
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
も
　
も

　
得
而
相
働
候
様
垂
球
候
、
■
■
■
魅
無
之
候
得
共
、
京
都
右
萬
事
関
東
へ
御
委
託

　
と
　
む
　
な
　
さ
　
　
し
に

　
雛
事
故
　
公
辺
御
為
二
士
を
棄
曾
孫
、
即
　
皇
国
之
御
為
二
候
問
心

　
　
　
な
　
　
　
ロ

　
得
違
憲
異
国
人
ハ
勿
論
之
事
、
　
御
国
内
之
者
た
り
共
　
　
公
辺
御
法
度
二
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
が
　
ぢ
し
　
せ
　
ま

　
候
者
ハ
矢
張
皇
国
之
賊
二
直
間
怨
敵
と
撫
撫
密
議
義
二
官
事
、

右
回
処
を
御
主
意
二
而
能
々
御
諭
し
置
被
遊
候
而
ハ
如
何
二
御
座
候
哉
、
尚
彦
左
衛

門
初
へ
も
篤
と
相
談
被
為
在
候
様
奉
願
候
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
の
の
の

一
兼
而
急
場
御
盆
候
御
人
数
被
立
置
、
交
番
を
以
昼
夜
之
別
無
之
咄
薩
二
症
候
様
繰

　
出
営
事
出
来
二
様
、
御
用
心
第
十
山
事
被
為
在
■
、
御
城
廻
り
御
事
向
桑
弓
只
今
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二
も
事
之
起
り
候
様
之
御
覚
悟
出
職
、
嵩
置
御
手
配
被
　
仰
付
置
候
様
仕
度
奉
願

候
、
此
度
筑
波
山
之
戦
争
事
二
歩
兵
之
功
第
＝
一
御
座
候
、

○
艶
麗

～
長
州
人
数
多
勢
隠
所
、
御
人
数
少
二
品
御
手
当
御
行
届
兼
　
御
心
配
被
遊
説
趣
、

重
々
御
尤
御
儀
如
何
余
響
と
奉
恐
察
候
、
乍
去
影
家
中
致
｝
致
、
死
を
極
、
カ
を

尽
し
御
防
戦
捧
読
事
二
者
如
何
二
長
州
賊
共
も
強
暴
二
候
共
、
御
手
軽
罪
ハ
勝
得

瞬
間
敷
候
、
鑑
、
　
　
　
一
　
　
恥
．
二
段
翻
墜
■
顯
群
議
候
、
尤
兼
而
大
坂
初
明

石
・
三
田
其
外
悪
難
之
方
々
江
応
援
之
事
被
講
談
置
、
勿
論
形
勢
次
第
大
坂
御
人

数
ハ
御
3
1
上
二
成
可
然
奉
唖
聾
、
此
儀
者
昨
年
私
在
勤
中
板
倉
周
防
守
様
へ
伺
軽

輩
、
時
宜
次
第
二
而
ハ
大
坂
無
勢
不
仕
、
在
所
海
岸
弥
縫
仕
度
趣
二
途
上
、

伺
済
二
相
成
居
候
間
、
模
様
次
第
二
而
ハ
御
勝
手
次
第
と
奉
営
舎
、
但
し
昨
年
伺

候
節
ハ
魚
船
渡
来
之
事
を
主
と
し
て
伺
候
問
、
海
岸
の
手
配
と
申
候
得
共
是
ハ
内

地
之
論
陣
而
も
、
且
尼
崎
ハ
要
地
之
同
様
之
儀
と
奉
存
候
事
故
、
尼
崎
城
十
分
二

野
こ
た
へ
不
掌
記
而
ハ
京
坂
之
御
為
二
不
相
成
趣
と
御
城
代
へ
被
書
置
、
応
援
之

曲
論
仰
立
置
可
然
奉
存
候
、
此
儀
も
昨
年
申
見
込
書
記
能
々
認
差
出
候
間
、
臨
御

奉
行
ニ
ハ
小
笠
原
図
書
頭
殿
へ
達
候
筈
二
候
、
尤
此
節
之
御
城
代
ハ
乍
恐
如
何
二

　
　

も
書
抜
之
様
二
種
察
候
間
、
其
所
意
如
何
御
座
候
哉
不
奉
存
候
へ
共
、
よ
も
や
尼

崎
之
危
急
を
見
捨
二
被
致
鷲
敷
候
、
籾
尼
崎
二
世
有
之
候
時
ハ
慰
籍
上
候
通
御
家

　
　
　
　
　
け

中
上
下
一
死
職
三
相
成
賊
を
手
痛
く
御
防
被
成
候
半
二
者
不
義
之
長
賊
如
何
二

強
暴
二
候
共
、
容
易
ニ
ハ
騰
得
申
間
敷
候
、
又
一
統
死
地
二
陥
候
而
却
而
先
々
事

　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

有
之
候
間
、
尊
影
歳
功
相
田
濡
事
と
樽
詰
候
、
実
学
当
時
之
所
二
而
ハ
大
坂
二
男

巌
壁
味
方
多
御
座
候
問
、
御
進
退
叢
誌
能
御
座
候
、
昨
春
時
分
之
形
勢
二
型
ハ
甚

六
ヶ
敷
、
長
門
益
猫
薇
京
都
ハ
勿
論
長
二
惑
乱
被
致
　
公
辺
御
威
光
有
も
如
無
、

御
城
代
杯
も
見
識
無
之
、
忌
明
京
都
二
男
藩
候
様
二
成
事
故
朝
暮
甚
心
配
仕
、
自

然
事
起
り
忌
門
＼
尼
崎
ハ
関
ヶ
原
御
陣
前
之
伏
見
城
之
心
得
二
三
罷
在
可
申
と
、

庄
左
衛
門
を
以
呉
々
も
其
事
申
合
セ
置
嘉
事
二
御
座
候
、
然
処
其
後
二
至
り
京
都

右
　
不
霞
幕
府
之
示
命
異
船
打
払
候
様
被
仰
出
駕
を
、
御
城
代
右
も
御
触
達
二
相

成
二
様
成
始
末
、
籾
々
苦
々
敷
御
城
代
二
御
座
候
、
青
津
　
　
皇
国
此
之
御
運
目

出
度
遮
々
長
之
好
計
器
顕
候
、
去
年
八
月
十
八
日
之
変
動
後
魑
肥
後
・
薩
等
上
京
、

御
上
洛
之
者
大
分
御
模
様
も
相
変
候
■
稠
長
州
御
意
置
付
不
申
、
寛
大
二
て
と
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
サ
　
　

様
二
言
　
　
天
子
も
未
長
二
者
　
望
遠
念
被
為
在
候
処
、
蓬
栄
影
響
神
之
皇
国
を
守

ら
せ
給
ふ
所
と
相
見
へ
、
此
度
終
二
長
右
手
を
出
し
、
好
悪
全
二
発
露
仕
六
事
二
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而
、
只
今
二
而
ハ
定
事
堂
上
方
之
黒
白
も
二
分
可
申
、
諸
侯
も
引
離
レ
、
長
へ
荷

担
仕
候
者
も
有
之
座
敷
候
問
、
只
今
照
応
ハ
大
二
御
進
退
被
遊
函
丈
、
諸
侯
之
内

　
二
曲
因
州
ハ
長
と
岡
腹
と
憐
察
候
、
注
関
東
ヲ
倒
シ
候
所
存
ハ
如
何
哉
未
察
し

兼
候
間
、
御
油
断
被
遊
間
敷
候
、
備
前
も
御
油
断
ハ
不
相
成
候
、
阿
亀
世
子
も
少
々

惑
被
居
候
哉
之
風
聞
も
御
座
候
、
当
時
第
～
御
た
よ
り
隠
題
遊
ハ
、
会
津
夫
右
次

肥
後
・
彦
根
・
筑
前
等
ハ
確
然
正
論
家
と
被
察
候
、
薩
州
・
土
州
・
久
留
米
も
当

時
二
士
ハ
　
公
辺
を
推
戴
諸
候
様
子
、
肥
前
も
落
成
国
柄
と
奉
存
候
、
御
普
第
衆

　
二
軸
も
奥
平
ハ
少
々
長
二
か
ぶ
れ
候
哉
之
嘩
も
御
座
候
、
注
　
水
戸
様
も
其
聞
へ

有
之
、
明
石
ハ
如
何
哉
、
是
ハ
極
不
見
識
と
被
察
候
、
東
国
二
而
ハ
上
杉
侯
極
正

論
と
相
見
へ
候
、
仙
墓
も
同
様
、
佐
竹
ハ
少
々
長
二
か
ぶ
れ
候
哉
、
御
譜
第
衆
二

二
も
宇
都
宮
戸
田
様
油
断
不
相
成
、
注
大
平
之
賊
と
馴
合
候
哉
、
右
脚
大
抵
之
形

勢
二
御
座
候
、
此
度
長
生
主
恩
敷
ハ
誠
之
御
吉
事
鰍
と
奉
存
暮
雨
、
只
今
之
模
様

　
二
而
ハ
最
早
格
別
絶
景
心
配
ニ
論
及
申
間
論
意
と
奉
存
候
、

～
人
気
御
取
り
被
成
候
儀
二
付
御
尋
被
旗
下
候
儀
奉
燈
候
、
両
惣
門
・
辰
巳
其
外
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頭
之
心
工
有
之
候
事
、
珪
又
雫
生
嵩
も

番
之
者
共
騒
々
敷
　
思
召
二
相
叶
不
請
編
垣
尤
愚
存
候
、
妻
田
．
　
一

御
座
候
事
二
御
座
候
、
　
一
回
番
頭
と
虚
者
有
之
、
君
臨
物
頭
何
人
・
士
何
人
・
足

軽
何
人
合
而
何
人
を
一
組
と
仕
置
、
足
軽
を
ハ
物
頭
右
支
配
致
し
候
鳥
二
而
、
平

生
右
誰
備
之
物
頭
・
誰
備
之
士
と
分
り
居
候
冒
頭
支
配
と
成
居
候
故
、
頭
注
申
付

も
能
行
届
キ
候
問
、
何
方
へ
遣
候
而
も
一
番
頭
遣
候
得
者
其
組
ハ
不
残
立
引
連
参

候
事
、
夫
右
小
わ
り
も
出
来
候
法
の
よ
し
、
　
御
家
之
御
法
ハ
左
様
二
面
之
、
注

御
事
之
大
小
二
も
寄
候
事
と
奉
存
候
、
士
・
御
徒
士
等
頭
と
申
者
無
御
座
候
、
其

時
々
従
者
御
番
頭
之
名
目
二
而
引
連
罷
出
頭
事
故
、
頭
支
配
之
問
之
威
も
恩
も
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　

御
座
醜
聞
、
見
事
二
斎
整
と
申
所
ハ
蓮
も
出
来
申
間
敷
歎
と
奉
存
候
、

■
顧
■
■
鷹
■
■
猶
、
注
　
御
物
頭
と
足
軽
を
組
ニ
ハ
平
生
ノ
仕
成
ニ
テ
如
何
様

と
も
相
成
可
申
、
乍
去
是
ハ
古
来
右
之
御
仕
来
御
座
候
問
、
御
湿
被
成
候
事
ハ
容

易
二
相
成
二
間
敷
候
得
共
、
寝
言
御
心
得
二
而
御
取
扱
被
遊
候
半
而
者
相
石
越
間

敷
歎
と
奉
存
候
、
右
御
人
数
之
射
養
方
ハ
其
内
頭
立
戯
者
へ
漸
々
被
仰
付
、
一
統

静
マ
リ
申
ヘ
ク
ニ
而
差
図
ヲ
待
候
爵
様
二
心
得
サ
セ
、
御
城
下
二
藩
儒
＼
、
折
節

御
自
身
御
見
廻
り
三
盛
、
難
有
漏
詞
と
も
被
為
掛
、
且
ハ
其
怠
を
も
御
督
責
早
成
、

問
軽
口
御
近
習
二
而
も
被
爆
御
意
等
被
成
下
、
或
ハ
食
物
賄
二
而
も
思
召
被
下
候

ハ
＼
、
難
有
も
湿
婆
存
、
其
血
止
も
相
知
レ
可
申
候
問
常
勤
振
も
身
黒
し
ミ
可
丁

丁
と
磁
土
候
、
猶
此
外
二
宜
敷
仕
様
も
可
有
之
、
尚
又
一
統
へ
も
御
召
上
置
被
遊
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翼
然
奉
季
候
、

｝
御
城
内
其
外
口
々
御
手
配
り
等
之
儀
ハ
兼
而
御
定
も
可
有
之
、
且
庄
左
衛
門
・
六

郎
左
衛
門
等
之
見
込
も
可
有
之
奉
存
候
間
、
兼
而
騒
々
御
相
談
置
去
遊
可
然
奉
存

候
、
丁
田
惣
門
を
始
、
辰
巳
・
東
西
・
富
麗
・
本
興
寺
様
華
押
平
城
下
之
御
璽
メ
、

是
ハ
兼
々
一
統
其
御
心
得
も
可
有
之
奉
車
塵
、
一
襲
之
処
を
論
難
ヘ
ハ
、
尼
崎
ハ

四
達
之
乱
丁
御
座
候
而
、
敵
を
御
城
下
二
引
付
論
難
ハ
甚
三
悪
キ
所
鰍
と
奉
存
候
、

此
度
長
賊
之
御
防
禦
ハ
西
ノ
宮
右
内
二
野
サ
セ
二
陣
様
肝
要
と
奉
存
候
、
陸
地
右

播
州
路
を
押
来
候
ハ
＼
、
兵
庫
・
西
ノ
宮
ノ
二
二
而
是
非
と
も
喰
留
申
度
、
影
響

　
二
而
上
り
候
ハ
＼
、
兵
庫
尽
忠
も
西
ノ
宮
二
而
も
着
岸
致
し
、
麹
■
墜
未
ダ
上
陸

不
致
内
二
焼
討
二
仕
候
事
上
策
と
奉
存
命
、
繋
累
元
来
大
坂
御
城
代
之
策
略
二
無

計
器
ハ
不
相
成
事
二
候
処
、
福
原
・
国
司
杯
を
ま
ん
ま
と
通
し
候
様
成
御
城
代
故
、

当
場
ハ
漣
も
御
出
来
翼
成
上
敷
、
歎
ヶ
流
事
二
御
座
候
、
乍
去
御
一
驚
丈
二
野
心

得
ニ
小
謡
々
探
索
ノ
者
を
御
用
ヒ
、
未
発
二
御
聞
込
、
賊
ノ
先
ヲ
取
候
事
肝
要
と

奉
存
候
、
西
ノ
宮
右
着
岸
仕
候
ハ
＼
、
時
宜
次
第
ニ
テ
御
手
ニ
テ
焼
討
候
事
出
来

候
事
も
可
有
之
欺
と
奉
乱
漫
、

一
息
家
中
御
手
宛
埋
土
ハ
右
御
術
循
之
処
二
而
十
統
一
薄
野
仕
哉
と
奉
存
候
、
且
又

在
中
農
兵
を
も
能
々
御
用
二
被
在
候
様
仕
度
奉
存
候
、
時
々
取
候
而
ハ
未
熟
之
農

兵
も
御
用
立
可
申
与
余
呉
候
、

一
物
見
右
も
篤
と
申
蕃
習
、
此
度
筑
波
二
而
実
験
仕
庸
愚
を
承
候
て
、
賊
之
環
流
之

所
へ
者
モ
ル
テ
ー
ル
砲
殊
之
外
用
立
候
由
、
又
峯
立
チ
押
方
へ
者
カ
ラ
ナ
ー
ト
杯

宜
敷
由
二
御
座
候
、
此
度
京
師
鷹
司
殿
爆
撃
長
草
を
引
入
発
砲
致
候
門
付
、
会
津
・

越
前
・
彦
根
右
築
地
を
打
破
鑓
を
入
、
且
モ
ル
チ
…
ル
ニ
而
焼
討
い
た
し
候
由
二

御
座
候
、
モ
ル
テ
ー
ル
者
軽
便
二
野
存
外
用
立
候
趣
二
御
座
候
、
理
論
野
芝
右
賢

聖
ハ
皆
和
砲
二
階
不
残
頭
上
を
越
へ
鳥
撃
一
人
も
怪
我
無
之
、
官
兵
右
ハ
西
洋
ミ

　
ニ
ー
ヘ
ル
ニ
望
遠
て
も
キ
＼
越
候
患
無
之
由
、
香
山
氏
被
咄
候

一
長
評
判
宜
、
会
津
・
薩
等
評
判
悪
敷
藁

次
第
也
、
其
筈
ノ
事
と
奉
存
候
、
愚
案
ニ
ハ
、
元
右
京
師
萬
散
ノ
地
物
御
座
候
所
、

長
州
　
叡
慮
二
型
ひ
擁
夷
を
唱
、
関
東
を
押
付
ヶ
堂
上
方
神
聖
二
富
貴
二
成
天
下

之
諸
侯
京
江
入
込
豊
津
付
山
口
、
町
家
者
商
売
繁
碧
い
た
し
候
右
利
混
林
迷
ひ
候

者
中
鷺
長
を
慕
ひ
候
、
手
玉
之
所
二
号
ハ
関
東
を
倒
し
、
古
昔
之
王
政
二
復
し
候

得
者
、
天
下
之
威
権
堂
上
方
二
帰
候
故
、
夫
を
互
之
煩
二
長
を
援
至
愚
と
工
事
候

鳥
、
い
つ
れ
も
長
を
褒
候
野
川
御
座
候
、
会
津
ハ
極
々
皇
国
之
為
関
東
之
為
御
忠
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誠
二
御
座
無
界
、
好
事
之
為
網
走
ハ
此
上
も
長
ヲ
邪
蔓
物
二
御
座
候
故
、
評
判
悪

趣
筈
二
御
座
候
、
先
年
中
館
水
戸
烈
公
之
説
二
身
惑
ひ
被
遊
、
天
子
終
臼
歯
夷
之

叡
念
被
海
量
候
と
見
込
、
堂
上
方
ハ
其
　
叡
念
を
奉
鼓
動
、
己
之
栄
利
を
謀
り
、

長
を
上
も
無
力
却
と
振
し
長
田
右
之
　
叡
念
二
媚
ひ
、
専
ら
擁
夷
を
名
目
二
致
し

時
勢
難
行
擁
夷
之
事
と
関
東
へ
し
ひ
付
ケ
関
東
無
罪
と
し
、
関
東
を
倒
し
聖
上
者

又
開
国
を
唱
候
主
意
と
被
察
候
、
昨
年
中
大
和
行
幸
等
全
ク
其
心
之
外
無
之
候
、

　
　
　
　
　
の
　
だ
　
　
ハ

三
条
巳
下
も
　
賊
　
　
、
遷
イ
．
　
、
　
矢
張
長
を
欺
キ
関
東
を
倒
し
置
年
上
、

王
政
二
復
し
長
二
権
威
を
与
へ
申
暴
雨
と
之
底
意
二
有
之
候
半
、
矢
張
長
二
欺
か

れ
居
り
候
事
ハ
総
論
申
、
い
つ
れ
も
内
二
好
を
貯
へ
三
条
以
下
中
二
在
而
　
叡
慮

を
鼓
動
し
奉
り
、
長
外
二
在
而
関
東
を
駆
元
畜
是
迄
切
歯
歎
息
罷
在
候
事
二
御
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
を
　
　
い
　
　
　
り

候
、
然
処
昨
年
八
月
已
来
三
条
已
下
長
二
至
迄
そ
　
船
　
イ
．
候
　
　
好
士
を
遂

忌
事
不
相
成
瀬
右
書
二
軽
々
之
好
意
を
以
千
変
万
化
之
流
言
を
い
た
さ
セ
、
当
芋

迄
　
　
公
辺
御
模
様
伺
居
候
処
因
・
書
冊
之
御
座
候
も
救
二
而
長
州
征
伐
藤
葛
月

賦
相
成
、
寛
大
之
御
所
置
と
申
所
を
篤
と
奉
戴
被
済
候
、
悔
悟
素
心
ハ
少
し
も
無

之
、
益
　
　
公
辺
を
奉
軽
蔑
己
之
議
論
を
通
可
申
と
遂
二
丘
ハ
威
を
以
京
師
を
動
し

論
叢
二
相
運
候
雷
雨
候
、
左
も
無
蓋
候
ヘ
ハ
一
手
ハ
ヲ
ロ
出
版
察
候
事
、
二
手
二

而
も
三
手
二
而
も
慎
罷
在
、
殊
勝
二
哀
訴
し
て
御
憐
悪
之
御
沙
汰
可
相
待
候
処
、

畢
寛
ハ
擁
夷
ハ
名
斗
櫨
谷
妊
謀
有
之
証
拠
歴
然
と
相
分
り
候
、
右
故
鼠
賊
ハ
流
言

二
長
し
、
聯
二
而
も
関
東
二
不
利
秘
事
ハ
張
大
二
申
触
さ
セ
、
己
之
無
罪
を
張
大

二
申
飾
り
人
気
を
取
候
故
、
元
ト
奉
　
勅
と
之
磁
区
遠
慮
無
血
者
ハ
皆
長
ヲ
褒
管

毛
二
御
座
候
、
乍
去
春
候
処
宰
相
殿
心
底
右
起
り
密
事
ニ
ハ
有
之
間
敷
、
又
長
門

守
殿
二
も
元
来
其
心
底
二
も
有
之
閥
敷
住
処
、
増
田
弾
正
蜜
時
庭
馬
糞
、
国
を
売

上
之
妊
を
遂
可
重
圏
右
乱
を
な
し
、
悪
少
年
共
へ
入
説
を
悦
ひ
、
遂
二
百
相
殿
父

子
を
転
意
立
町
主
事
と
被
三
富
、
先
年
以
来
無
礼
春
蚕
少
年
国
立
を
な
し
、
浪
士

輩
関
東
を
倒
し
候
一
念
右
ロ
ニ
ハ
紅
夷
を
唱
、
恐
多
も
　
朝
廷
を
奉
対
、
惑
右
脚

二
型
国
憲
と
及
候
、
右
故
長
賊
申
立
二
戦
之
勝
敗
ハ
不
問
、
　
皇
国
固
有
之
、
正

気
立
と
不
立
と
二
有
と
申
事
を
重
々
論
し
、
中
立
ハ
皇
国
は
焦
土
二
成
候
而
も
不

善
様
言
説
も
相
見
へ
候
、
血
温
ハ
匹
夫
之
持
論
二
而
実
意
之
擁
夷
二
無
之
、
只
々

当
時
難
被
行
、
擁
夷
を
関
東
へ
強
候
毒
酒
出
来
さ
る
を
知
り
、
其
を
罪
に
し
て
天

子
を
挟
て
関
東
を
討
可
申
と
之
好
計
二
御
座
候
、
一
昨
年
縞
目
之
神
鏡
破
裂
候
も

　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
ニ
な
ゆ
　

諭
達
狽
獄
之
故
と
皿
気
重
†
－
候
得
共
、
外
夷
渡
来
之
時
二
破
不
申
、
京
師
二
て
暴

論
兵
士
二
起
り
候
時
二
当
り
破
二
心
者
、
畢
寛
暴
論
家
御
取
用
之
為
二
凶
を
御
示
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し
被
成
候
　
神
慮
欺
と
奉
恐
察
候
、
籾
々
軍
隊
敷
事
二
御
座
候
、
右
故
長
賊
ハ
勢

テ
人
気
を
取
種
々
流
言
致
さ
セ
、
又
己
ノ
説
二
合
上
申
物
ハ
一
概
二
好
物
と
唱
へ
、

及
切
望
候
ハ
胸
中
二
三
ア
ル
故
二
御
座
候
、
先
日
回
達
之
撤
文
、
獣
偏
此
度
拝
見

候
歎
願
書
等
、
皆
人
心
を
惑
糊
し
己
ノ
手
二
附
子
致
方
山
脚
、
甚
以
可
悪
事
二
御

座
候

～
築
波
辺
之
取
沙
汰
、
其
様
二
而
ハ
大
造
二
三
沙
汰
幽
艶
様
子
、
二
又
艦
長
賊
之
張

大
二
流
言
為
致
候
単
二
御
座
候
、
委
細
ハ
別
紙
可
申
上
候
、
喪
も
水
府
之
武
田
伊

賀
守
杯
ハ
又
長
と
黙
黙
替
り
、
幕
府
を
奉
倒
、
　
一
橋
公
或
水
府
を
御
立
囲
碁
上
心

底
と
相
見
へ
候
、
水
府
公
を
も
今
以
而
ハ
幽
閉
奉
り
餓
七
麿
殿
を
立
候
心
底
と
相

見
へ
候
、
い
つ
れ
も
名
目
ハ
擁
夷
を
申
立
候
得
共
、
何
方
之
賊
も
真
之
擁
夷
家
有

之
間
敷
、
皆
掛
之
好
を
挟
ミ
居
者
天
子
叡
慮
二
媚
ひ
表
ハ
撰
夷
を
唱
望
事
二
御
座

候
、
真
之
擁
尊
家
ハ
會
津
料
と
奉
存
候
、
乍
去
會
津
ハ
　
公
辺
三
差
図
無
之
内
ハ

會
灘
擁
夷
ハ
仕
間
敷
、
是
真
之
柱
石
之
臣
と
申
者
二
御
座
候
、
当
時
右
故
処
々
金

銭
を
掠
奪
致
候
盗
賊
迄
皆
擁
夷
を
唱
居
候
、

～
川
越
侯
已
下
御
老
若
御
免
候
次
第
、
廟
堂
之
御
内
雨
女
伺
候
事
出
来
不
淑
女
得
共
、

風
聞
二
而
ハ
川
越
侯
ハ
京
都
二
而
横
濱
鎖
港
御
受
合
点
府
二
号
、
是
非
共
鎖
港
可

被
成
、
置
去
立
廻
り
中
々
出
来
兼
候
事
故
、
野
州
大
平
山
流
籠
居
候
賊
共
を
先
鋒

　
二
被
成
、
横
流
鎖
港
可
被
成
と
之
御
議
論
之
由
、
是
ハ
川
越
侯
周
旋
方
之
儀
二
御

座
候
、
誠
二
私
共
ニ
ハ
分
り
不
申
御
盆
歎
と
奉
存
候
、
是
ハ
全
無
謀
之
擁
夷
与
奉

存
候
、
右
を
板
倉
様
御
不
承
知
二
御
座
候
故
、
川
越
華
厳
敷
被
仰
置
、
板
倉
勤
居

候
而
ハ
蓮
も
御
為
メ
不
相
成
与
申
事
二
而
、
終
二
板
倉
侯
御
免
と
申
事
、
然
所
何

分
川
越
見
込
通
二
候
画
品
第
一
　
公
辺
御
法
憲
を
犯
候
賊
徒
共
を
御
遣
被
成
候

も
御
不
都
合
、
且
無
謀
之
南
南
ハ
　
勅
錠
二
も
御
戒
有
之
候
事
故
二
哉
、
舞
戸
連

も
行
フ
単
発
事
二
付
川
越
御
免
二
相
成
軍
事
と
奉
存
候
、
諏
訪
侯
・
松
縫
殿
侯
等

　
樹
上
倉
岡
説
二
而
御
免
二
相
成
業
半
、
然
処
板
倉
侯
ニ
ハ
一
橋
ニ
ハ
心
有
之
と
も

風
評
仕
候
ヘ
ハ
、
諏
訪
・
松
縫
殿
御
再
勤
二
墨
黒
も
板
倉
ハ
御
再
勤
不
相
成
欺
と

奉
存
候
、
井
上
様
ハ
京
都
御
使
一
条
と
申
事
二
御
座
候
、
先
月
五
日
以
来
京
師
物

騒
敷
も
轡
型
伺
　
天
職
井
上
閣
老
へ
上
京
被
　
　
仰
付
候
処
、
私
共
参
候
二
及
申

間
敷
と
被
仰
上
候
二
付
、
　
公
方
様
御
立
腹
二
而
直
　
上
意
野
駆
御
免
被
仰
出
撃

事
と
承
候
、
是
等
実
否
如
何
不
奉
存
候
得
雪
風
至
聖
承
候
翌
翌
上
善
、

一
部
国
之
方
六
ヶ
白
蜜
成
候
之
由
、
是
ハ
未
醤
篤
と
承
不
満
候
、
但
し
内
々
承
候
所

　
二
而
ハ
去
月
十
九
日
英
県
警
艘
長
州
へ
参
書
翰
往
復
仕
候
、
長
州
右
厚
い
つ
れ
開
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国
之
見
込
之
蜘
返
答
有
之
与
申
事
、
又
英
人
申
居
候
ハ
、
当
時
横
濱
鎖
港
之
談
判

及
も
無
キ
事
と
淫
婦
由
、
此
方
右
懸
合
憲
所
期
い
つ
も
人
心
不
折
合
物
価
騰
貴
之

廉
を
以
御
国
し
有
之
候
所
、
英
人
い
つ
も
ノ
答
二
人
心
不
折
合
窺
い
つ
方
二
曲
も

有
之
事
、
右
不
折
合
盛
政
府
被
成
方
二
寄
候
而
折
合
候
事
御
手
伝
申
濡
鼠
宜
敷
三

口
い
つ
一
迄
も
御
手
伝
申
上
折
合
候
孤
露
致
、
物
価
騰
貴
ハ
御
商
法
不
相
応
故

旧
候
、
御
商
法
相
立
候
ヘ
ハ
騰
貴
ハ
不
隣
組
、
其
証
拠
ハ
綿
・
油
等
交
易
之
品
騰

貴
候
ハ
尤
弔
事
二
候
へ
共
、
交
易
二
不
成
品
迄
騰
貴
候
ハ
戯
画
商
之
所
為
二
御
座

候
而
、
此
所
御
取
調
御
商
法
相
立
候
ヘ
ハ
決
而
騰
貴
候
害
ハ
有
之
間
敷
、
又
無
益

三
品
を
以
有
益
之
品
々
易
歯
髄
ニ
墨
壷
候
へ
共
、
カ
ナ
キ
ン
木
綿
・
ゴ
ロ
フ
イ
レ

ン
等
諸
人
用
無
品
と
見
候
ヘ
ハ
、
極
而
便
利
二
相
成
憂
事
と
見
へ
候
之
返
答
之
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ほ
　
が

二
而
い
つ
も
卜
し
届
不
断
藩
論
、
且
此
節
二
至
候
而
群
羊
濱
鎖
港
■
□
■
無
蓮
兵

庫
開
港
致
し
見
セ
可
申
、
其
次
第
ハ
京
都
へ
応
召
合
二
す
れ
ば
兵
庫
開
港
相
成
候

ハ
容
易
二
候
、
乍
去
摂
海
二
入
京
都
へ
直
懸
合
と
申
候
而
ハ
政
府
を
蔑
二
致
候
仕

方
二
而
、
政
府
へ
気
楽
毒
其
上
少
し
ハ
骨
折
候
事
故
其
内
ニ
ハ
政
府
之
英
断
も
可

有
之
と
気
長
二
拍
居
候
所
、
兎
角
政
府
二
而
分
り
不
慮
故
、
最
早
此
上
ハ
直
様
摂

海
へ
行
、
京
都
へ
直
懸
合
二
可
致
、
左
候
ヘ
ハ
兵
庫
開
港
下
直
出
来
可
申
と
申
居

候
由
、
是
ハ
大
鳥
圭
介
懇
意
廃
者
へ
英
人
右
咄
候
由
二
御
座
候
、
去
ル
十
九
嬢
英

　
　
　
　
レ
　
が

豪
気
ノ
船
多
分
出
帆
致
候
処
、
折
節
外
国
使
池
田
筑
後
守
初
帰
朝
二
相
成
、
右
二

而
何
ぞ
事
有
之
候
哉
、
右
ノ
十
A
艘
漕
戻
候
処
、
旧
離
五
B
二
歎
出
帆
致
候
と
申

事
二
曲
竈
馬
、
右
ハ
長
州
へ
行
と
申
候
由
真
偽
如
何
、
摂
海
へ
乗
入
回
申
様
祈
居

候
事
二
御
座
候
、
外
国
使
池
田
筑
後
守
ハ
御
役
被
召
放
、
隠
居
蟄
居
知
行
六
百
被

召
上
、
養
子
へ
六
百
石
被
下
置
畳
、
河
津
伊
豆
守
ハ
御
役
御
免
、
小
普
請
入
閉
門
、

河
内
相
模
守
も
同
断
二
御
座
候
、
余
程
是
ハ
委
細
ハ
探
索
方
要
論
上
重
事
と
温
存

候
、一

松
伯
者
出
様
、
去
ル
十
四
日
夜
連
名
御
奉
書
御
渡
相
成
候
、
御
用
召
と
申
事
、
京

都
御
国
先
キ
へ
遣
候
様
二
と
偽
事
之
由
、
ど
ふ
か
御
老
中
と
申
事
二
御
座
候
、

一
江
戸
長
州
屋
敷
被
爆
上
弓
問
、
大
坂
表
之
屋
敷
も
定
温
御
取
潰
し
二
相
成
候
事
と

奉
察
候
付
強
者
、
昨
今
其
表
二
而
も
少
々
御
心
配
、
御
用
心
云
為
在
銘
御
事
と
奉

拙
詠
、
京
都
伏
見
屋
敷
ハ
不
女
島
佛
候
、

　
な

一
増
田
右
衛
門
介
於
鷹
司
殿
亭
切
腹
と
申
噂
御
座
候
、
華
実
々
候
ハ
＼
以
後
長
州
之

降
も
知
れ
候
物
と
奉
感
温
、
右
益
田
悩
天
下
国
重
三
張
本
人
故
、
首
を
石
女
河
原

　
二
曝
し
不
申
ハ
此
上
も
無
キ
残
念
二
御
座
候
、
右
者
誠
二
愚
存
候
侭
狂
言
を
咄
候
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事
二
御
座
候
、
宜
御
覧
分
ケ
被
成
下
候
様
奉
願
主
、
長
講
敗
走
之
路
を
遮
撃
墜
申

　
事
ハ
誠
二
残
念
之
至
奉
存
候
、

別
段
別
封
ニ
シ
テ
上
ル

別
紙
御
請
条
目
愚
存
之
侭
二
塁
上
候
、
是
母
御
大
事
之
儀
二
御
座
候
間
、
　
御
覧
之

上
　
　
御
隠
居
様
二
も
被
奉
入
　
御
覧
御
入
被
遊
、
尚
又
思
召
之
趣
を
も
御
伺
被
遊

可
然
欺
と
奉
存
候
、

一
謡
講
小
胆
太
事
、
軍
師
ニ
ハ
御
座
肺
臓
共
、
一
躰
粗
暴
之
男
二
而
兎
角
そ
ば
へ
候

　
性
質
有
之
故
、
毎
々
人
和
を
失
ひ
候
、
当
時
軍
学
御
指
南
奉
申
上
菅
買
付
而
ハ
、

　
別
々
そ
ば
へ
無
性
出
不
断
様
、
御
鞭
策
蕃
船
粟
国
奉
存
候
、
是
ハ
兼
而
　
御
承
知

　
二
而
可
被
櫛
歯
候
得
共
、
存
付
候
侭
奉
申
上
浜

　
　
七
月
前
臼

○
八
月
六
日

君
侯
江
呈

　
　
別
紙
ノ
方

此
度
　
公
方
様
為
征
流
蝋
進
発
被
遊
候
所
、
御
職
掌
も
区
立
、
乍
卑
下
尤
御
儀
奉
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

候
、
右
者
定
事
京
都
欺
大
坂
二
而
御
下
制
被
遊
艇
御
儀
与
奉
奉
恐
察
候
、
只
々
御
津

申
時
候
処
者
流
留
守
水
府
激
論
家
之
者
土
ハ
ニ
御
座
候
、
右
京
坂
之
内
二
遷
御
逗
留
被

遊
候
二
付
而
者
其
表
撫
々
御
心
配
被
為
在
候
御
儀
奉
恐
察
候
、
何
分
二
も
ヶ
様
一
大

変
事
之
節
御
座
候
問
、
屹
度
御
奉
公
筋
御
工
風
被
為
在
度
奉
率
土
、
狡
猜
之
長
州
二

御
座
候
間
、
如
何
様
之
策
二
選
奉
季
候
程
も
難
斗
、
且
因
・
備
二
侯
も
只
今
二
而
ハ

致
方
も
有
之
墨
差
候
得
共
、
元
来
長
州
二
惑
居
候
事
二
御
座
候
間
、
如
何
様
之
変
可

有
之
も
難
斗
奉
存
候
、
労
急
変
之
節
之
御
用
意
被
成
置
、
兼
而
申
上
候
通
御
家
来
を

ハ
能
々
御
調
循
被
遊
、
緩
急
壷
掘
屹
度
御
奉
公
筋
被
為
立
候
儲
蓄
願
候
事
二
御
座
候
、

一
異
人
共
去
月
廿
六
日
・
廿
七
型
両
日
二
横
濱
出
帆
、
弐
拾
艘
程
之
軍
艦
只
今
二
而

　
ハ
一
艘
も
横
濱
二
居
不
申
、
外
国
方
狸
掘
之
衆
二
承
候
処
、
書
置
致
し
出
帆
之
由
、

　
其
趣
意
ハ
長
州
御
処
置
、
是
迄
我
々
御
沙
汰
相
待
甘
草
無
其
儀
御
勲
業
成
候
所
と

　
押
而
罷
向
候
も
如
何
二
候
得
共
、
無
余
儀
此
度
罷
向
候
与
申
趣
意
之
由
、
依
之
追

　
手
之
船
被
差
出
候
得
共
、
多
分
間
二
合
申
間
敷
と
申
事
、
外
国
方
二
而
一
統
之
察

　
候
ニ
ハ
、
此
度
之
京
師
之
変
を
聞
最
早
引
候
而
も
可
宜
与
見
込
、
3
1
候
哉
と
被
察

　
候
と
申
事
二
御
座
候
、
右
軍
艦
之
内
フ
ラ
ン
ス
艦
八
艘
・
ヲ
ラ
ン
タ
悪
露
、
其
余

　
ハ
イ
キ
リ
ス
と
申
事
、
ア
メ
リ
カ
者
只
一
艘
参
候
、
是
ハ
何
と
な
く
様
子
を
二
二

　
参
候
と
申
事
二
御
座
候
、
且
又
先
便
も
略
申
上
欄
異
人
共
横
濱
鎖
港
些
事
、
大
不
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承
知
二
而
横
濱
鎖
港
ど
こ
ろ
二
而
ハ
無
之
、
兵
庫
開
港
い
た
し
見
劣
可
申
と
申
居

候
由
二
候
得
者
、
若
長
州
之
方
相
済
候
ハ
＼
其
勢
二
乗
し
摂
海
二
込
入
、
京
師
江

直
応
接
可
致
心
懸
も
難
斗
と
奉
懲
懲
、
此
辺
悪
態
外
国
方
調
役
之
方
二
而
も
ま
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ざ
ら
其
懸
念
無
之
と
も
無
漏
様
子
与
被
存
候
、
万
「
左
様
之
左
様
之
事
二
及
候
得

　
ハ
、
其
表
甚
以
御
心
配
之
御
儀
与
奉
存
候
、
是
ハ
見
越
事
解
無
御
座
候
野
馬
、
御

心
得
迄
二
申
上
置
候
、

一
右
異
船
所
存
如
何
様
二
可
有
御
座
哉
、
愈
征
長
之
沼
目
候
ハ
＼
、
此
度
有
料
征
伐

之
御
邪
魔
二
相
成
候
半
ね
ハ
宜
敷
と
懸
念
仕
候
、
四
国
・
九
州
・
中
国
と
も
出
陣

　
二
少
々
手
間
取
候
御
内
二
異
人
手
帳
而
撃
取
候
ハ
＼
、
鼻
之
明
キ
た
る
事
二
無
異

成
物
二
御
座
候
、
又
万
々
一
長
州
二
而
異
人
と
和
談
致
し
、
異
人
を
語
ら
ひ
共
二

摂
海
二
入
候
ハ
＼
、
是
ハ
　
皇
国
之
御
一
大
事
二
御
座
候
、
是
ハ
多
分
有
之
百
敷

と
奉
存
亡
、

一
此
度
京
都
二
黒
郡
山
様
ハ
大
不
出
来
二
而
山
崎
御
固
御
免
二
相
成
候
、
又
常
州
土

浦
様
二
而
も
御
手
抜
り
二
而
　
公
辺
右
御
索
度
有
之
候
、
声
々
恐
ロ
敷
確
当
御
座

候
、～

此
表
水
戸
之
様
子
甚
以
心
配
仕
候
、
武
田
等
今
以
小
金
辺
3
1
払
不
申
、
何
時
暴
発

有
之
候
哉
も
難
斗
、
甚
以
心
配
罷
在
候
、

残
暑
満
面
御
座
候
得
共
、
　
露
量
益
御
萬
祉
被
為
渡
奉
拝
賀
候
、
籾
別
紙
　
　
御
覧

之
上
、
　
御
隠
居
様
御
覧
二
も
御
入
被
遊
藪
下
候
減
等
候
、
且
庄
左
衛
…
減
等
江
も
心

得
迄
二
　
仰
聞
被
置
被
下
叢
書
伏
而
奉
願
候
、

　
　
八
月
六
臼

○
八
月
廿
五
日
　
　
十
二
日
出
、
廿
三
β
着
ノ
拝
復

藩
侯
江
呈

先
便
栄
左
衛
門
一
条
、
愚
存
奉
申
上
膳
処
、
尤
二
而
　
思
召
候
爵
以
御
書
下
被
仰
山
、

難
有
仕
合
奉
萱
葺
、
乍
併
其
表
御
家
老
始
一
統
是
非
共
馬
宿
江
台
臨
越
可
申
意
気
込

脚
付
、
庄
左
衛
門
方
江
私
右
只
管
申
遣
単
方
可
溶
被
　
　
思
召
候
旨
奉
蒙
　
御
教
例
、

難
有
仕
合
奉
存
候
、
即
今
便
庄
左
衛
門
方
へ
愚
案
之
委
細
申
遣
候
、
右
二
而
承
引
仕

上
得
者
宜
、
自
然
左
も
無
御
座
候
ハ
、
、
乍
恐
両
殿
様
之
御
内
右
何
与
欺
　
御
沙
汰

海
成
下
墨
様
仕
度
、
伏
而
奉
願
上
帯

一
当
月
初
右
外
国
船
長
州
へ
罷
越
、
戦
争
下
ノ
関
台
場
を
撃
破
り
、
大
砲
八
十
七
挺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
　
　
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず

　
奪
取
、
尚
陸
戦
二
打
勝
長
州
勢
二
千
人
掛
下
士
・
、
外
国
人
死
傷
六
人
・
手
負
‡
十
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人
も
有
之
趣
、
依
之
長
州
右
和
を
頼
ミ
込
、
大
膳
大
夫
右
書
翰
を
ア
メ
リ
カ
水
師

　
提
督
へ
贈
候
趣
、
去
ル
十
八
日
右
之
内
軍
艦
　
艘
横
禍
へ
帰
来
偉
跡
由
二
御
座
候
、

　
　
　
　
や

　
尤
半
素
二
置
去
十
二
日
外
国
奉
行
右
達
而
御
談
判
二
而
、
此
程
御
征
伐
二
御
取
懸

　
二
相
成
無
二
付
、
承
知
い
た
し
呉
不
識
様
御
談
候
処
、
漸
承
知
致
し
今
迄
之
処
ハ

　
致
方
無
之
候
問
、
早
々
軍
談
ニ
遣
し
可
申
と
之
墜
及
返
答
候
由
、
依
応
長
右
大
和

　
を
走
候
得
共
、
長
之
心
底
も
不
被
図
攻
取
候
下
関
台
場
ハ
、
　
　
公
辺
へ
3
1
渡
可

　
申
、
夫
迄
長
州
右
台
場
二
手
を
入
不
申
皆
無
番
船
四
艘
附
置
可
幹
候
様
、
水
師
提

　
督
へ
可
差
遣
と
在
留
候
、
ミ
ニ
ス
ト
ル
申
居
候
由
二
御
座
候
、
右
承
候
得
者
、
摂

　
海
へ
繋
船
乗
込
候
褒
ハ
有
理
座
間
敷
と
奉
存
候
、

　
御
書
下
網
返
上
候

　
　
八
月
廿
難
碍

〇
九
月
十
六
臼
　
御
留
守
居
出
御
便
差
出
二
三
差
上

君
侯
露
呈
　
去
月
六
臼
上
書
之
儀
同
廿
八
日
附
ニ
テ
　
御
答
薦
被
成
下
候
、
又
ノ
拝

復
也

御
書
下
妻
成
下
野
拙
奉
拝
見
候
、
先
便
聯
愚
存
奉
申
上
津
処
、
逐
一
　
御
領
承
野
遊

被
下
意
由
、
鷺
山
難
有
仕
合
奉
存
候
、
長
州
江
赴
候
肉
叢
十
一
艘
、
去
月
廿
六
日
豊

海
碇
泊
仕
候
由
二
而
、
｝
時
　
御
心
配
被
為
痛
撃
段
昔
々
奉
浮
上
候
、

乍
去
早
速
退
帆
仕
候
段
奉
恐
悦
候
、
水
府
激
論
家
書
事
、
先
便
奉
申
上
候
明
後
二
承

候
得
者
、
八
月
初
二
武
田
伊
賀
守
初
小
金
引
誉
者
由
二
御
座
候
、
是
ハ
七
月
末
水
戸

様
二
塁
仰
立
、
御
末
家
之
内
松
平
大
炊
溜
塗
水
戸
寒
点
御
名
代
御
領
分
鎮
静
之
為
彼

地
江
下
向
被
　
仰
付
置
、
然
書
芸
大
炊
頭
様
ハ
御
隠
居
主
税
二
様
同
様
歴
訪
ル
暴
論

家
之
御
里
へ
有
之
候
間
、
御
鎮
静
方
如
何
可
有
之
与
案
居
候
処
、
果
し
て
激
論
家
を

御
引
率
被
成
、
漸
時
武
田
初
～
同
小
金
を
引
払
、
大
炊
頭
様
ト
共
二
水
戸
へ
参
候
由

二
御
座
候
、
水
戸
へ
被
導
入
型
処
、
右
激
論
家
御
引
率
之
事
故
水
戸
城
二
而
御
入
レ

　
　
　
　
　
か
よ
ん
ド
　
ハ

不
申
、
御
雛
朝
比
奈
弥
三
郎
と
申
御
家
老
二
御
座
候
、
是
ハ
弘
道
館
諸
生

　
　
　
ニ
　
　
　
な
　
が
　
　

党
之
頭
　
　
　
　
三
雪
膿
、
　
様
一
　
そ
．
．
頃
、
弘
道
館
諸
生
ハ
藩
論
家
ト
唱
へ
先
ツ

正
論
家
ト
相
見
へ
申
候
、
右
御
城
方
之
論
二
而
大
炊
頭
様
御
へ
人
日
候
ヘ
ハ
、
御
入

レ
可
申
候
、
天
狗
派
之
激
論
家
御
下
道
二
而
ハ
御
入
レ
申
事
不
被
成
候
与
拒
ミ
候
由
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
ぶ
へ

只
今
二
而
者
激
論
家
浪
士
輩
之
頭
之
様
成
物
二
而
御
城
外
圏
御
出
被
成
候
由
、
既

二
去
月
十
六
日
御
城
兵
右
湊
館
を
焼
打
候
節
杯
も
館
ハ
焼
候
得
共
、
大
炊
様
之
御
居

所
ハ
先
別
条
無
之
と
申
位
農
事
二
御
座
候
、
右
以
来
激
論
家
も
追
々
勢
焔
影
響
哉
、

其
内
筑
波
之
方
片
付
、
官
兵
も
追
々
水
戸
へ
入
込
松
平
周
防
守
様
御
人
数
椿
粉
骨
二
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而
、
弥
激
論
家
之
鼻
を
ひ
し
き
候
様
子
キ
爾
只
今
二
而
ハ
水
戸
三
方
も
先
御
安
心
二

赴
候
事
と
愚
察
仕
候
事
二
御
座
候
、
激
論
家
と
申
掻
捨
天
狗
派
演
者
共
之
事
二
御
座

候
、

「
先
達
者
　
御
筆
を
以
御
家
中
江
御
諭
示
相
成
候
鳥
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、

右
再
応
之
拝
復
迄
奉
納
上
候
、

老
廃
江
呈
　
A
月
賦
八
目
ノ
御
筆
去
ル
十
皿
臼
拝
受
二
重
奉
復

御
書
下
被
成
下
難
有
奉
拝
見
候
、
栄
左
衛
門
一
条
当
地
出
立
前
二
罪
状
色
々
有
之
、

第
一
本
間
へ
取
留
候
一
条
重
々
不
相
済
富
者
乍
申
、
御
側
御
用
人
御
免
差
掬
二
而
、

右
下
歯
答
樹
相
済
可
申
与
鄙
野
同
様
二
も
被
殿
様
鍛
男
面
も
此
福
江
可
被
差
置
、

思
召
二
而
、
庄
左
衛
門
始
江
被
　
仰
出
、
　
　
御
隠
居
様
二
も
御
駕
趣
意
之
由
二
御

沙
汰
二
黒
在
候
二
付
一
同
奉
畏
候
由
拝
聴
仕
、
重
々
難
有
仕
合
安
心
藩
候
、
底
盤
尚

又
渡
方
丘
上
二
彼
是
異
論
有
之
、
或
ハ
尼
崎
通
て
御
渡
方
二
可
致
与
も
申
、
着
順
御

役
料
を
拾
石
二
仕
、
都
合
百
二
十
石
と
可
被
　
仰
付
与
も
申
候
等
兎
角
ね
つ
過
候
二

付
　
御
歎
息
被
遊
候
由
、
乍
紫
茸
有
　
思
召
与
奉
存
慮
、
一
統
之
存
意
も
定
而
御
為

と
闘
将
候
而
之
議
論
二
可
有
御
座
自
得
共
、
同
人
而
三
盛
刻
二
渉
候
而
者
、
不
善
下

心
附
候
と
相
見
へ
、
弥
通
例
百
四
十
石
之
処
二
論
定
相
成
盛
事
与
被
見
、
此
度
右
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
　
　

所
旧
悪
参
候
型
付
、
難
写
奮
安
心
仕
候
事
二
御
座
候
、
全
不
一
方
　
御
洪
恩
餐
二
面

於
私
共
二
重
も
重
々
難
有
並
存
候
、

〇
十
月
六
日

君
侯
江
呈
　
九
月
五
日
御
壷
御
答
書
ノ
再
復

先
達
中
　
御
尋
二
付
愚
存
之
趣
一
・
二
奉
申
上
候
処
　
御
承
知
被
遊
値
下
事
由
、
猶

又
委
細
御
書
下
被
成
下
、
重
々
難
有
仕
合
手
跡
候
、
横
山
辺
帰
府
肩
付
御
意
之
趣
奉

伺
式
量
奉
細
意
、

一
如
人
数
取
締
方
之
儀
平
生
頭
支
配
与
定
り
不
申
時
二
取
而
一
組
二
相
成
候
儀
故
取

　
締
甚
六
ヶ
敷
御
座
候
段
も
御
承
知
被
遊
、
猶
能
存
附
も
御
座
候
而
、
可
奉
申
上
童

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
へ

　
三
曲
、
尚
又
篤
と
勘
考
仕
候
得
韮
小
平
碍
二
支
配
不
仕
者
を
俄
一
一
3
1
率
致
し
、
我
指

　
揮
之
侭
二
様
ヒ
候
鳥
法
右
外
二
無
御
座
候
、
法
ハ
軍
法
二
而
法
令
を
厳
重
二
■
、

　
カ
リ
ソ
メ
ニ
も
法
を
犯
し
候
者
ハ
軍
律
二
二
テ
死
罪
以
下
二
即
座
二
行
ヒ
候
右

　
外
ニ
ハ
有
之
問
敷
演
、
是
ハ
孫
子
力
美
人
を
斬
麹
蝉
可
荘
賞
を
斬
候
致
方
二
御
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
れ

　
候
、
乍
万
富
ハ
照
応
ニ
テ
噺
準
率
ル
者
之
略
二
有
之
遺
事
二
御
座
候
問
、
他
日
彼

　
是
申
三
儀
間
脳
無
御
座
候
、
兎
も
角
も
威
患
■
■
威
を
以
テ
畏
服
し
恩
を
以
勧
奨

　
仕
密
儀
二
本
膿
を
申
盛
儀
頭
重
ノ
ニ
ツ
と
奉
素
面
、
威
恩
ト
申
ハ
無
量
之
意
味
致
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な
ら
す
し
て
配
信
瀧
様
二
仕
事
．
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
　
頑
そ
　
　
一
ノ

増
惣
而
軍
中
之
賞
器
ハ
時
を
移
さ
ぬ
三
二
御
座
候
而
大
切
成
物
二
御
座
候
、
賞
箭

　
ハ
即
チ
威
恩
之
本
二
御
座
候
、
薄
縁
所
を
御
会
得
被
遊
三
脚
＼
、
御
人
数
御
取
締

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ん
　
ゲ
ハ
あ
へ
が
　
ハ
た
ぶ

之
本
納
相
立
可
申
、
其
上
ハ
前
文
奉
申
上
候
軍
略
と
申
物
二
有
之
問
、
雲
霧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け

た
る
者
之
了
簡
次
第
二
御
座
候
、
簗
た
る
者
ハ
右
様
六
ヶ
敷
大
役
な
る
物
二
御

座
候
間
、
平
生
翠
緑
を
も
被
下
置
世
事
二
御
座
候
、

一
探
索
方
響
儀
、
兎
角
　
思
召
野
選
二
不
相
成
由
、
華
実
多
分
浦
廻
旧
来
之
仕
ク
セ

　
ニ
泥
ミ
官
事
二
哉
と
奉
存
候
、
浦
廻
之
仕
来
ハ
風
聞
聞
込
圏
念
二
念
を
入
、
容
易

　
ニ
中
将
明
不
申
事
二
御
座
候
、
当
今
御
家
中
之
者
之
浮
沈
二
拘
り
候
義
を
申
上
欄

役
二
御
座
候
故
、
如
何
二
も
念
を
入
興
半
解
ハ
相
成
不
堪
候
間
、
左
も
可
有
之
事

　
二
御
座
候
、
当
時
世
上
之
風
聞
二
型
ハ
即
チ
物
闘
之
役
二
御
座
候
間
、
御
家
中
之

人
々
是
非
善
悪
を
申
上
候
と
ハ
少
々
品
替
り
鞭
虫
歎
、
乍
然
暦
博
ク
聞
出
し
候
連

も
却
而
疑
惑
之
種
二
相
成
、
且
ミ
た
り
二
申
不
申
等
仕
候
ハ
懸
盤
と
申
二
相
成
、

方
も
有
之
附
荒
野
一
所
ハ
威
と
真
髄
武
威
厳
重
二
刑
器
モ
能
ク
行
ハ
レ
　
寸
モ

人
二
指
を
指
サ
れ
不
申
事
、
恩
ト
申
ハ
士
卒
を
子
の
如
ク
ニ
愛
し
、
甘
苦
を
士
卒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ロ

と
二
二
致
し
士
卒
二
先
賢
チ
て
骨
を
折
、
士
卒
方
後
二
て
休
息
馨
恩
賞
も
狸
り

　
　
　
　
　
　
　
有
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
碑
致
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
’
で
　
　
　
　
、
　
　
　
、
目
目
一
人
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
↑
』

軍
中
之
乗
物
二
御
座
候
間
、
聞
込
候
事
ハ
窃
二
上
へ
申
上
ヶ
、
決
而
他
書
不
為
早

薬
仕
度
書
冊
候
、
籾
其
聞
出
し
方
ハ
筋
正
し
き
所
二
た
よ
り
実
説
闘
出
し
度
三
二

御
座
候
、
先
ツ
京
都
之
御
模
様
・
大
坂
之
模
様
、
其
外
御
単
三
明
石
・
姫
路
・
高

槻
・
三
田
・
岸
和
田
等
御
隣
嶺
、
或
ハ
阿
叢
叢
迄
も
御
手
廻
り
候
ハ
＼
、
諸
方
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ア
　
り

代
々
二
細
作
二
二
候
、
被
遣
候
間
十
分
二
候
へ
共
、
左
様
田
富
鰻
南
面
敷
候
、

愚
案
ニ
ハ
当
時
右
諸
侯
二
而
ハ
探
索
型
之
外
行
届
候
様
子
御
座
候
、
其
内
會
津
・

肥
後
等
筋
目
正
斜
所
二
た
よ
り
聞
出
し
下
聞
＼
、
京
都
一
方
二
男
、
諸
国
之
愚
説

相
し
れ
罷
申
欺
と
興
野
候
間
竿
と
歎
御
手
を
被
廻
、
右
脚
藩
之
中
、
探
索
方
異
者

へ
懇
意
を
給
ひ
候
ハ
＼
、
秘
密
之
事
迄
も
聞
出
候
事
出
来
可
申
土
牢
候
、
何
卒
人

　
　
　

物
御
撰
ミ
被
遊
、
右
之
御
手
言
言
在
候
ハ
＼
可
然
欺
と
奉
存
候
、
尤
当
節
之
事
故

こ
ま
／
＼
与
附
合
セ
候
而
面
取
不
可
然
候
問
、
此
方
二
し
か
と
ふ
ま
へ
を
取
、

御
家
の
御
不
為
二
も
相
成
候
全
智
勿
論
、
聯
も
大
義
二
闘
ヶ
事
案
櫓
歳
乗
鞍
申
三

二
ふ
ま
へ
主
導
附
合
候
様
二
篤
と
御
内
命
被
為
在
、
人
物
御
選
ヒ
擾
擾
ひ
謬
言
候

ハ
＼
、
急
度
御
用
二
立
二
塁
奉
存
候
、
且
又
例
之
浅
井
将
監
な
る
と
も
尤
御
用
二

立
可
申
と
心
馳
候
、
右
等
出
処
も
庄
左
衛
門
杯
と
も
篤
と
御
相
談
被
遊

の
　
い
へ
お
ニ
ネ
わ
が
み
　
が
ハ
　

丁
、
船
　
　
…
一
悪
、
御
隠
居
館
江
も
御
伺
被
遊
青
垣
奉
存
候
、
江
戸
表
探
索
方
ハ

361



仕
合
二
會
津
等
へ
入
込
候
事
出
来
候
故
聞
込
も
中
々
能
行
届
申
候
、

一
此
度
御
固
御
場
所
替
、
広
キ
御
場
所
二
而
別
而
御
心
配
被
為
在
候
御
儀
与
奉
恐
察

候
、「

御
馬
御
献
上
二
付
、
御
鞍
・
鎧
御
着
被
遊
奉
恐
悦
候
、
殊
之
外
立
派
成
物
二
而
驚

目
候
、
末
永
ク
　
御
家
之
御
重
宝
二
相
成
候
儀
、
是
又
奉
恐
悦
候

　
十
月
六
貨

362



大
坂
湾
海
防



豊
後
岡
藩
の
大
坂
湾
海
防
関
係
史
料
に
つ
い
て

添
田

仁

一
　
豊
後
岡
藩
に
よ
る
大
坂
湾
沿
岸
の
警
備

　
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
三
月
記
数
、
豊
後
岡
藩
（
以
下
、
岡
藩
）
第
十
二

代
当
主
中
川
久
昭
は
、
津
山
藩
（
松
平
慶
倫
）
・
津
和
野
藩
（
亀
井
七
山
）
と

と
も
に
、
　
「
摂
州
湊
川
辺
ヨ
リ
武
庫
川
迄
」
の
警
備
を
命
じ
ら
れ
た
一
。
岡
藩

が
担
当
し
た
の
は
、
東
は
味
泥
川
か
ら
西
は
湊
川
ま
で
、
東
西
約
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
に
わ
た
る
地
域
で
あ
る
2
。
同
五
月
十
七
日
、
第
一
陣
の
総
勢
三
二
〇
人

が
竹
田
を
出
陣
し
、
六
月
五
日
に
は
花
熊
村
・
中
宮
村
（
と
も
に
神
戸
市
中
央

区
）
に
着
陣
し
て
い
る
3
。
そ
の
後
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
五
）
四
月
二
九
日

に
自
ら
解
任
を
願
い
出
て
、
同
六
月
十
三
冒
に
信
濃
飯
田
藩
（
堀
親
義
）
へ
の

交
代
が
認
め
ら
れ
る
ま
で
、
約
三
年
間
を
勤
め
た
。

　
岡
藩
は
、
豊
後
竹
田
（
大
分
県
竹
田
市
）
に
拠
点
を
置
く
、
七
万
石
の
外
様

小
藩
で
あ
る
。
大
坂
湾
警
備
を
担
当
し
た
大
名
の
変
遷
を
分
析
し
た
針
谷
武
志

氏
に
よ
る
と
4
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
六
月
、
そ
れ
ま
で
高
松
・
松
江
藩

な
ど
の
家
門
大
名
が
担
っ
て
い
た
大
坂
湾
の
警
備
は
、
大
坂
の
国
防
的
位
置
の

上
昇
、
朝
廷
の
希
望
、
大
名
役
務
の
飽
和
状
態
な
ど
を
背
景
に
、
萩
・
江
山
・
鳥

取
・
土
佐
藩
な
ど
の
外
様
の
国
持
大
名
に
よ
る
も
の
へ
と
移
る
も
、
文
久
三
年
三

月
か
ら
六
月
の
問
に
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
高
松
・
彦
根
・
姫
路
・
津
山
な
ど
の
家

門
譜
代
藩
に
交
代
し
た
と
い
う
。
背
景
に
は
、
将
軍
家
茂
の
上
洛
を
受
け
て
擁

夷
決
行
が
朝
廷
よ
り
命
じ
ら
れ
、
外
様
諸
藩
が
国
許
に
帰
国
し
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
全
体
の
傾
向
を
ふ
ま
え
た
と
き
、
当
該
期
に
、
外

様
小
藩
で
あ
る
岡
藩
が
大
坂
湾
の
警
備
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
自
体
、
特
殊
な
事

例
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
そ
の
背
景
と
し
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
岡
藩
と
朝
廷
と
の
関
係
で
あ
る
。
文

久
二
年
五
月
、
勤
王
派
の
藩
士
小
河
～
敏
が
、
島
津
久
光
・
岩
倉
具
視
を
介
し

て
提
出
し
た
「
朝
廷
へ
の
建
白
書
」
5
が
朝
廷
内
で
高
く
評
価
さ
れ
て
以
降
、

同
十
一
月
に
同
価
は
朝
廷
に
対
し
て
比
叡
山
掘
割
三
雲
の
普
請
を
提
案
、
ま
た

同
十
二
月
に
は
伝
奏
御
用
番
野
宮
宰
相
中
将
の
屋
敷
に
お
い
て
八
幡
山
崎
台

場
の
新
築
（
後
に
中
止
）
に
つ
い
て
の
書
付
を
受
取
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同

三
年
一
月
に
は
当
主
久
昭
が
京
都
御
所
に
参
内
し
、
同
三
月
に
は
大
坂
湾
沿

岸
、
そ
し
て
同
七
月
に
は
京
都
猿
ヶ
辻
の
警
備
ま
で
命
じ
ら
れ
る
な
ど
、
朝
廷

に
対
し
て
京
都
周
辺
の
環
境
整
備
の
必
要
性
を
説
く
と
と
も
に
、
そ
れ
を
実
践

し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

二
　
熊
田
藤
助
・
清
六
父
子

　
今
回
、
豊
後
岡
藩
の
大
坂
湾
海
防
関
係
史
料
と
し
て
紹
介
す
る
の
は
、
藩
士

熊
田
家
に
伝
来
し
、
現
在
、
竹
田
市
蔵
（
竹
田
市
立
図
書
館
旧
蔵
）
の
「
熊
田

家
文
書
」
の
一
部
で
あ
る
。

　
熊
田
家
は
、
本
称
が
熊
野
田
、
も
と
は
摂
津
国
豊
嶋
郡
熊
野
田
村
の
領
主
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
6
。
永
禄
年
中
（
一
五
五
八
～
一
五
六
九
）
に
、
熊
野
田
隠

岐
守
小
野
資
利
の
息
女
梢
姫
が
藩
祖
中
川
清
秀
の
室
と
な
り
、
熊
田
家
も
中
川

家
の
御
家
人
と
な
っ
た
と
い
う
。
当
初
は
、
二
七
四
〇
石
も
の
知
行
高
を
与
え

ら
れ
、
中
川
姓
を
名
乗
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
た
。

365



　
「
熊
田
家
文
書
」
の
総
点
数
は
、
三
三
〇
点
。
慶
応
二
年
か
ら
三
年
に
か
け

て
、
当
主
清
六
（
資
望
）
に
よ
る
整
理
を
経
て
、
私
製
封
筒
に
丁
寧
に
保
存
さ

れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
八
）
に
郷
土
史
家
に
貸
し

出
し
て
後
、
貴
重
文
書
の
大
半
が
逸
書
し
て
し
ま
い
、
平
成
三
年
（
一
九
九
一
）
、

熊
田
家
に
あ
っ
た
残
余
を
竹
田
市
立
図
書
館
が
調
査
・
整
理
し
た
も
の
が
現
存

し
て
い
る
。

　
熊
田
家
に
注
目
す
る
の
は
、
習
頭
で
述
べ
た
岡
藩
に
よ
る
大
坂
湾
沿
岸
の
警

備
、
す
な
わ
ち
「
摂
州
湊
川
御
固
場
出
役
」
に
お
い
て
、
同
家
が
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
熊
田
藤
助
（
資
俊
、
幼
名
総
之
助
）
は
、
中
川
平
右
衛
門
長
発
の
次
男
と
し

て
生
ま
れ
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
五
月
に
熊
田
家
二
〇
〇
石
の
家
督
を
継

い
だ
7
。
同
十
年
に
組
頭
格
、
同
十
四
年
に
近
習
物
頭
、
天
保
十
三
年
（
一
八

四
二
）
二
月
に
御
用
人
、
嘉
永
元
年
（
～
八
四
八
）
五
月
に
中
小
姓
番
頭
、
安

政
五
年
中
は
大
小
姓
番
頭
を
歴
任
。
同
六
月
に
は
、
軍
制
の
改
革
に
伴
っ
て
藪

洋
法
軍
備
取
調
御
用
掛
、
同
十
一
月
に
は
武
者
奉
行
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
文
久
三
年
四
月
十
七
目
、
出
張
先
の
大
坂
で
「
摂
州
湊
川
御
固
場
躍
層
」

を
命
じ
ら
れ
、
士
大
将
と
し
て
統
括
の
任
に
あ
た
り
、
同
十
二
月
二
一
濤
、
井

上
右
門
ら
に
交
替
す
る
ま
で
の
約
半
年
間
を
勤
め
た
。
同
四
年
二
月
に
は
、
城

代
格
を
命
じ
ら
れ
、
第
一
次
長
州
征
討
で
も
指
揮
を
と
っ
た
。
慶
応
二
年
正
月

に
は
、
再
度
「
摂
州
湊
川
御
冬
場
出
端
」
を
命
じ
ら
れ
、
士
大
将
と
し
て
出
張

し
て
い
る
。
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
人
月
に
三
十
石
、
嘉
永
元
年
五
月
に
は

七
〇
石
を
加
増
さ
れ
る
な
ど
、
藩
主
久
昭
か
ら
の
信
任
も
厚
く
、
特
別
に
粕
家

老
土
ハ
席
へ
罷
出
扁
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
た
。

　
一
方
、
熊
田
清
六
（
資
直
）
は
、
天
保
十
二
年
九
月
、
熊
田
藤
助
の
長
男
と

し
て
生
ま
れ
た
。
文
久
二
年
九
月
に
は
、
金
五
両
二
人
扶
持
で
、
藩
校
由
学
館

定
雇
の
句
読
師
と
な
る
。
そ
し
て
、
同
三
年
五
月
、
父
藤
助
と
と
も
に
「
摂
州

湊
川
御
固
場
出
役
」
を
命
じ
ら
れ
、
御
旗
宰
判
（
御
粘
奉
行
）
と
し
て
旗
足
軽

・
手
捕
な
ど
七
人
を
率
い
て
出
張
し
た
。
こ
の
問
の
記
録
と
し
て
「
日
課
心
覚
」

を
残
し
て
い
る
（
後
述
）
。
同
年
十
二
月
、
父
藤
助
と
と
も
に
持
ち
場
を
離
れ
、

そ
の
後
竹
田
に
引
き
揚
げ
て
い
る
。

三
　
史
料
の
概
要

　
熊
田
家
文
書
に
含
ま
れ
る
大
坂
湾
海
防
関
係
史
料
の
う
ち
、
主
要
な
も
の
に

つ
い
て
概
要
を
紹
介
す
る
。

（
一
）
　
「
喜
々
（
摂
州
固
煮
出
役
心
得
書
）
」
　
（
熊
照
家
文
書
四
－
（
二
）
－
＝
ハ
）

　
文
久
三
年
五
月
、
藩
主
中
川
久
昭
か
ら
現
地
の
熊
田
藤
助
に
宛
て
て
発
給
さ

れ
た
判
物
。
同
六
月
六
臼
、
持
ち
場
の
う
ち
摂
津
国
花
熊
村
（
神
戸
市
中
央
区
）

の
福
徳
寺
に
お
い
て
、
装
備
頭
か
ら
藤
津
へ
渡
さ
れ
て
い
る
（
「
隅
課
心
覚
」
）
。

持
ち
場
で
の
心
構
え
を
ま
と
め
た
も
の
。
藤
助
の
許
可
な
く
、
他
藩
士
と
の
交

流
を
持
つ
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
点
は
、
幕
末
の
混
迷
し
た
政
治
状
況
を
う

か
が
わ
せ
る
。

（
二
）
　
「
演
説
書
」
　
（
熊
田
家
文
書
四
－
（
二
）
二
二
）

　
藩
主
中
川
久
昭
か
ら
出
役
の
面
々
に
宛
て
て
示
さ
れ
た
心
得
書
。
文
久
三
年

六
月
二
九
日
、
熊
田
万
八
を
介
し
て
熊
田
藤
助
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
（
門
β
課
心
覚
」
）
。
異
国
船
の
襲
来
へ
の
備
え
を
怠
ら
な
い
よ
う
指
示
を

し
て
い
る
点
は
、
海
防
の
現
場
の
緊
張
感
を
う
か
が
わ
せ
る
。
一
方
で
、
持
ち

場
に
陣
屋
が
無
く
、
民
家
や
寺
院
を
借
り
上
げ
て
宿
泊
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
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て
慰
労
し
て
い
る
点
、
持
ち
場
を
巡
検
す
る
折
に
町
家
で
飲
酒
す
る
こ
と
を
禁

止
し
て
い
る
点
な
ど
、
出
役
の
面
々
の
生
活
の
実
態
が
垣
間
見
え
て
興
味
深

い
。

（
三
）
　
「
日
課
心
覚
」
　
（
熊
漢
家
文
書
四
－
（
一
…
）
－
…
…
四
）

　
門
摂
州
湊
川
御
固
役
」
に
御
旗
宰
判
と
し
て
参
加
し
た
熊
田
清
六
の
手
記
。

記
述
は
、
文
久
三
年
四
月
十
一
田
、
御
蒲
宰
判
に
任
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
始
ま

り
、
役
目
を
果
た
し
て
持
ち
場
を
離
れ
、
翌
四
年
一
月
三
日
に
三
佐
（
大
分
市
三

佐
）
に
到
着
す
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
表
紙
に
は
「
他
見
無
用
」
と
あ
り
、
本

来
は
、
自
身
の
備
忘
の
た
め
だ
け
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
門
摂

州
湊
川
御
固
役
扁
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
藩
士
た
ち
の
行
動
や
現
地
の
様
子
が
詳

し
く
記
録
し
て
あ
り
、
大
坂
湾
の
沿
岸
警
備
を
支
え
た
人
び
と
の
動
向
を
復
元

し
う
る
好
史
料
と
言
え
る
。

　
詳
細
な
分
析
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
以
下
「
臼
課
心
覚
」
か
ら
う
か

が
え
る
、
岡
藩
に
よ
る
大
坂
湾
の
沿
岸
警
備
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
潔
に
ま
と
め

て
お
く
。

　
ま
ず
、
岡
藩
で
は
、
警
備
の
た
め
に
必
要
な
人
員
や
物
資
の
調
達
、
環
境
の

整
備
に
苦
労
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
武
具
や
道
具
は
も
ち
ろ
ん
、
警
備

に
向
か
う
た
め
の
船
も
不
足
し
て
い
た
。
ま
た
、
現
地
で
は
花
熊
村
・
中
宮
村

の
民
家
の
小
屋
や
蔵
、
付
近
の
寺
院
に
分
宿
し
て
い
た
が
、
飽
和
状
態
だ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

　
次
に
、
京
都
猿
ヶ
辻
の
守
衛
担
当
者
や
大
坂
留
守
居
だ
け
で
な
く
、
兵
庫
の

御
出
入
船
宿
で
あ
る
伊
勢
屋
源
之
助
と
も
連
絡
を
と
り
、
政
治
・
軍
事
情
報
の

収
集
に
余
念
が
な
い
点
で
あ
る
。
熊
田
清
六
は
、
自
ら
も
持
ち
場
を
離
れ
て
舞

子
や
西
宮
な
ど
ま
で
巡
回
・
見
学
し
、
海
防
の
現
場
の
様
子
を
記
録
し
て
い
る
。

六
月
十
五
臼
に
は
、
伊
勢
屋
の
仲
介
で
薩
摩
藩
の
蒸
気
船
内
を
見
学
し
、
そ
の

威
容
に
驚
嘆
し
て
い
る
。

　
最
後
に
、
海
防
と
い
う
重
大
な
任
務
に
従
事
し
て
い
な
が
ら
、
観
光
や
地
元

住
民
と
の
交
際
に
関
わ
る
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
8
。
往

路
・
復
路
と
も
に
金
比
羅
神
社
に
参
詣
し
、
持
ち
場
に
着
陣
し
た
後
も
、
摩
耶

山
天
上
寺
、
再
度
山
、
楠
公
社
、
須
磨
寺
な
ど
を
度
々
参
詣
し
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
高
所
か
ら
大
坂
湾
沿
岸
部
一
帯
の
地
理
・
地
形
を
把
握
す
る
意
味
も
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
大
抵
、
食
事
や
飲
酒
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

地
元
住
民
に
誘
わ
れ
て
、
松
茸
狩
り
や
宴
会
を
重
ね
て
い
る
こ
と
も
注
目
で
き

よ
う
。
た
と
え
ば
、
八
月
十
六
日
、
松
茸
狩
り
の
際
に
は
、
日
が
暮
れ
そ
う
に

な
り
戻
ろ
う
と
す
る
清
六
を
引
き
止
め
る
者
に
対
し
て
「
御
零
出
張
二
而
隠
れ

参
り
」
と
漏
ら
し
て
い
る
。
清
六
に
と
っ
て
住
民
と
の
交
際
は
、
　
「
摂
州
湊
川

御
固
役
」
の
任
務
の
合
閥
に
「
隠
れ
」
て
で
も
行
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

彼
の
な
か
で
は
、
任
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
の
潤
滑
油
と
し
て
必
要
な
も

の
と
認
識
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
一
方
の
住
民
に
と
っ
て
、

海
防
に
従
事
す
る
武
士
と
付
き
合
う
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の

か
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

四
　
そ
の
他
の
史
料
に
つ
い
て

　
「
熊
田
家
文
書
」
に
は
、
以
上
の
史
料
の
ほ
か
に
、
現
地
で
の
藩
士
問
の
や

り
取
り
を
示
す
熊
田
藤
助
・
清
六
宛
て
の
書
簡
・
通
達
類
（
「
摂
州
御
身
出
張

一
件
」
、
二
－
＝
二
）
や
、
現
地
の
住
民
ら
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
贈
答
品
等
を
記

録
し
た
書
付
（
「
饒
別
到
来
覚
（
摂
州
御
明
出
役
）
扁
、
十
一
－
九
）
な
ど
も

含
ま
れ
る
。
ま
た
、
諏
訪
神
社
（
神
戸
市
中
央
区
）
の
前
に
あ
っ
た
と
い
う
遠

367



見
所
か
ら
見
下
ろ
し
て
、
持
場
の
一
部
（
生
田
川
～
湊
川
）
を
描
い
た
絵
図
（
「
摂

州
御
固
御
持
場
之
図
扁
、
四
－
（
二
）
－
一
）
も
あ
り
注
困
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
　
「
日
課
心
覚
」
の
文
久
三
年
八
月
九
日
条
に
、
田
能
村
直
入
の
養
子

順
之
助
（
田
能
村
小
斎
）
が
、
大
坂
か
ら
「
図
面
」
を
持
参
す
る
旨
が
記
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
と
き
熊
田
清
六
の
も
と
へ
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
さ
ら
に
、

鼻
面
岬
砲
台
の
図
面
（
「
摂
州
兵
庫
津
　
和
田
崎
御
台
場
図
」
、
四
－
（
二
）
－

二
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
慶
応
元
年
十
一
月
「
和
田
全
盤
墜
塔
外
冑
壁

之
図
」
　
（
神
戸
市
立
博
物
館
所
蔵
）
9
と
よ
く
似
て
い
る
が
、
外
郭
部
の
出
入
口

の
場
所
な
ど
構
造
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
豊
後
岡
藩
の
大
坂
湾
海
防
関
係
史
料
と
し
て
は
、
　
「
熊
田
家
文
書
漏

以
外
に
も
門
伊
藤
家
文
書
」
　
（
竹
田
市
立
歴
史
資
料
館
所
蔵
）
の
門
京
都
大
坂

其
余
風
聞
書
井
手
紙
之
写
張
紙
之
写
」
が
知
ら
れ
て
い
る
1
0
。
こ
れ
は
、
熊
田

と
同
じ
く
門
摂
州
湊
川
御
固
役
」
と
し
て
出
陣
し
た
戸
伏
宗
親
が
、
現
地
で
見
聞

き
し
た
こ
と
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
情
報
源
は
、
や
は
り
御
出
入
船
宿
の
伊

勢
屋
源
之
助
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
今
回
紹
介
し
た
史
料
と
組
み
合
わ

せ
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
幕
末
大
坂
湾
の
岡
藩
に
よ
る
警
備
の
実
態
に
つ
い
て
、

海
防
を
支
え
た
地
域
社
会
と
の
関
わ
り
も
ふ
ま
え
て
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

3
回
目
の
要
員
は
、
そ
の
後
、
文
久
三
年
十
二
月
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
三

月
と
八
月
、
同
二
年
正
月
と
、
少
な
く
と
も
四
度
交
代
し
て
い
る
。

、
針
谷
武
志
「
安
政
－
文
久
期
の
京
都
・
大
坂
湾
警
衛
問
題
に
つ
い
て
」
　
（
『
明
治

維
新
と
西
洋
国
際
社
会
』
、
吉
川
弘
文
館
、
　
～
九
九
九
年
）
。

．
。
後
藤
重
巴
「
外
様
小
藩
に
お
け
る
勤
皇
動
向
－
豊
後
旧
藩
と
小
河
一
敏
、
」
　
（
『

目
本
歴
史
』
四
四
三
、
　
一
九
八
五
年
）
。

6
熊
田
家
の
由
緒
、
な
ら
び
に
「
熊
田
家
文
書
」
の
来
歴
に
つ
い
て
は
、
帳
締
市
立

図
書
館
『
熊
田
家
文
書
潤
録
』
の
「
は
じ
め
に
」
、
竹
田
市
史
刊
行
会
編
『
竹
田
市

史
中
巻
』
　
（
一
九
八
四
年
）
に
よ
る
。

7
熊
田
藤
助
・
清
六
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
　
門
諸
士
系
譜
五
之
一
熊
田
氏
扁
　
（
中

川
家
文
書
＝
ハ
一
、
竹
田
市
立
歴
史
資
料
館
所
蔵
）
に
よ
る
。

、
高
久
智
広
「
慶
応
三
・
四
年
「
御
上
洛
御
供
中
日
記
」
に
み
る
使
番
京
極
要
之
助

と
そ
の
家
臣
の
動
向
」
　
（
『
口
叩
川
歴
史
館
紀
要
』
二
五
、
二
〇
一
〇
年
）
で
も
、
大

政
奉
還
直
前
の
時
期
、
京
都
詰
め
幕
臣
に
よ
る
交
際
の
事
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。9

兵
庫
県
教
育
委
員
会
編
『
兵
庫
県
の
台
場
・
砲
台
』
　
（
兵
庫
県
教
育
委
員
会
、
二

〇
＝
二
年
）
。

、
。
　
『
伊
藤
家
文
書
W
京
都
大
坂
其
丈
共
風
聞
書
井
手
紙
直
写
張
紙
特
写
』
　
（
竹
田

市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
一
年
）
。
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竹
田
市
教
育
委
員
会
編
『
中
川
氏
御
年
譜
』
　
（
竹
田
市
、
二
〇
〇
七
年
）
、
文
久

三
年
三
月
晦
日
条
◎

2
沿
岸
警
備
の
担
当
地
域
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
原
剛
『
幕
末
海
防
史
の
研
究
』
　
（

名
著
出
版
、
一
九
八
八
年
）
所
収
の
表
「
大
坂
湾
内
防
備
の
変
遷
」
　
（
一
七
九
頁
）

、
新
修
神
戸
市
史
編
集
委
員
会
編
『
薪
修
神
戸
市
史
歴
史
編
璽
近
世
』
　
（
神
戸

市
、
　
一
九
九
二
年
）
に
よ
る
。



史
料
編

凡
例

　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　nd　　　　　u－　　　　一　　　nd　aj一

漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
宇
を
用
い
た
が
、
固
有
名
詞
な
ど
、
一
部
原
文
の
ま
ま
使
用
し
た
。

か
な
は
現
行
の
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
を
用
い
た
が
、
江
（
へ
）
・
右
（
よ
り
）
な
ど
の
一
部
の
助
詞
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。

朱
書
は
、
　
（
朱
書
）
と
傍
注
し
、
　
「
　
」
で
示
し
た
。

読
解
上
、
疑
問
は
残
る
も
の
の
原
文
通
り
と
す
る
部
分
に
は
（
マ
マ
）
、
推
定
判
読
し
た
部
分
に
は
（
　
ヵ
）
を
右
傍
に
付
し
た
。

漢
字
で
示
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
語
に
つ
い
て
は
（
　
）
で
調
乳
に
示
し
た
。

解
読
が
困
難
な
文
宇
は
璽
、
虫
損
・
染
損
に
よ
る
不
明
の
文
字
は
□
で
示
し
た
。

文
字
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
二
重
線
を
重
ね
て
示
し
、
訂
正
さ
れ
た
文
字
を
行
間
等
に
示
し
た
。

翻
刻
に
つ
い
て
は
加
藤
明
恵
（
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
と
添
田
仁
が
、
編
集
は
添
田
仁
が
担
当
し
た
。

（一

j
　
「
輝
々
（
摂
州
置
場
出
役
心
得
書
）
」
　
（
熊
霞
家
文
書
四
－
（
二
〉
－
＝
ハ
）

　
　
　
條
々

此
度
摂
州
固
場
出
役
之
面
々
、
万
事
不
作
法
之
儀
無
難
様
相
嗜
、
末
々
迄

堅
可
申
付
候
事

喧
嘩
口
論
致
し
候
者
は
双
方
可
為
曲
事
条
、
末
々
迄
屹
度
可
幹
骨
候
、
讐

傍
輩
之
内
意
趣
遺
恨
有
之
候
共
令
堪
忍
、
追
而
及
其
沙
汰
候
、
将
又
傍
輩
之

内
難
事
有
之
候
節
ハ
互
二
相
救
可
申
候
、
勿
論
他
所
之
事
二
候
は
一
切
立
交

り
申
問
敷
事

公
儀
衆
は
不
回
申
、
諸
家
通
行
等
量
瑚
、
無
礼
之
筋
無
機
様
可
致
候
、
惣

而
礼
譲
厚
相
心
得
、
往
来
之
妨
無
之
様
可
致
候
事

於
先
元
所
之
者
二
対
し
不
謂
儀
不
申
懸
、
田
畠
井
竹
本
、
野
菜
等
二
至
迄

一
切
手
荒
し
申
間
金
事

在
番
中
、
狸
二
俳
徊
禁
之
、
他
邦
之
参
会
一
円
致
間
敷
候
、
若
無
拠
参
会

候
ハ
、
其
旨
熊
田
藤
助
江
相
達
可
申
事

轟
轟
拒
絶
期
限
葬
儀
御
達
も
有
之
塗
樽
共
、
別
品
昼
夜
無
油
断
申
合
墨
守

可
申
事

　
附
、
火
之
元
用
心
、
忽
之
筋
無
之
様
可
相
心
得
事
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惣
而
進
退
周
旋
之
儀
公
儀
　
御
下
知
次
第
、
熊
田
露
助
受
認
図
可
励
精
忠

候
、
若
一
己
之
オ
覚
ヲ
以
狸
二
相
働
候
共
可
為
不
忠
事

右
之
隠
々
堅
面
相
盛
者
也

　
　
　
　
　
　
　
久
昭
（
花
押
）

文
久
三
年
五
月

熊
田
藤
助
と
の

（
二
）
　
「
演
説
書
」
　
（
熊
国
家
文
書
四
－
（
二
）
－
三
）

　
　
　
演
説
書

此
度
御
固
場
出
役
蒙
仰
候
義
、
各
同
様
武
門
之
面
目
難
有
仕
合
二
存
候
、

就
而
は
別
而
一
和
い
た
し
、
厚
く
信
義
を
守
り
、
諸
事
謹
慎
二
見
二
度
事

御
陣
屋
之
義
は
追
々
勝
地
二
御
造
営
可
相
成
候
得
共
、
差
寄
中
宮
村
井
花

隈
村
之
内
二
而
御
仁
上
相
成
候
処
、
彼
是
故
障
之
筋
有
之
・
別
盤
宿
割

ニ
　
が
　
ぱ

臨
一
、
何
れ
も
手
狭
之
義
二
候
得
共
、
誠
二
無
余
義
次
第
厚
可
被

致
勘
弁
候
、
乍
併
大
暑
之
時
分
、
且
荷
物
等
委
敷
品
分
兼
候
労
以
差
支
之
程

難
計
候
問
、
不
得
止
訳
柄
も
候
ハ
、
可
被
申
聞
候
、
此
上
咄
合
二
も
可
及
候

事
外
夷
之
義
は
軍
艦
を
以
、
昼
夜
・
晴
雨
二
不
拘
襲
来
可
致
も
難
計
二
付
、

兵
器
等
取
揃
置
、
急
変
之
節
不
覚
語
無
之
様
互
二
号
覆
蔵
均
等
怠
之
筋
無
之

様
致
し
度
候
事

御
固
場
専
衛
之
た
め
二
候
得
は
遠
方
江
罷
越
候
義
は
勿
論
、
遠
慮
可
致
義

二
は
候
得
共
地
理
不
案
内
二
而
は
自
然
之
節
不
覚
二
候
間
、
繰
合
巡
見
可
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
　
だ
　
え
　
り
ゐ

致
置
候
、
尤
何
方
辺
二
罷
越
候
段
同
宿
之
人
江
申
置
候
様
有
之
度
事

　
但
、
着
服
ハ
当
時
之
形
勢
も
有
之
事
二
付
、
陣
笠
・
網
代
笠
藁
蕎
、
割
羽

　
織
井
福
高
袴
・
小
袴
立
付
之
類
着
用
可
被
致
候
事

右
巡
見
之
節
町
家
江
立
寄
、
酒
相
用
候
義
は
堅
無
用
面
訴
致
候
、
尤
鋭
気

を
養
ひ
候
為
銘
々
旅
宿
二
而
質
素
二
独
酌
ハ
不
苦
候
事

公
儀
御
役
人
中
は
勿
論
、
諸
藩
士
井
百
姓
・
町
人
等
二
対
し
、
財
宝
之
義

無
之
様
、
尚
又
宿
亭
主
井
家
内
之
者
へ
心
を
用
ひ
、
庭
木
井
菜
園
之
品
等
荒

し
申
間
敷
、
且
買
物
代
・
茶
代
等
不
束
之
義
無
之
様
、
従
者
等
へ
は
別
而
厚

申
示
置
度
事

　
但
、
銘
々
従
者
用
事
無
之
二
念
二
山
窟
い
た
し
候
義
井
他
之
旅
宿
二
罷

　
越
、
長
座
致
問
敷
候
事

（
三
）
　
「
目
課
心
覚
」
　
（
熊
田
家
文
書
四
－
（
二
）
－
二
四
）

文
久
三
年
夏
五
月
蒙
　
　
命
摂
州
御
身
場
出
張

他
見
無
用

日
課
心
覚

文
久
三
年
夏
摂
州
御
練
場
出
張
被

仰
付
候
節
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四
月
十
一
目
朝
早
天
、
辻
平
馬
殿
右
面
談
致
し
度
義
候
間
、

様
申
黒
餅
、
則
参
り
下
構
、
平
馬
殿
口
上

拙
宅
江
罷
掌
骨

昨
夜
月
番
面
談
口
渇
　
御
上
二
も
摂
州
湊
川
右
武
庫
川
迄
之
二
百
警
衛
被

蒙
仰
、
右
二
付
御
人
数
御
指
出
之
儀
、
年
番
藤
四
郎
殿
長
張
之
筈
な
れ
と

も
奉
行
職
も
今
朝
出
立
、
労
御
勝
手
方
、
且
政
府
心
配
之
条
も
有
之
候
間
、

　
み
　
ね

静
衛
殿
御
帰
り
被
仰
進
候
問
、
更
代
二
は
静
衛
殿
・
藤
四
郎
殿
名
代
二
御

　
　
　
　
　

遣
し
可
被
□
、
夫
迄
之
処
藤
助
在
京
之
事
二
付
、
番
下
御
指
登
可
相
遊
、
左

　
　
　
が
　
ぢ

候
ハ
＼
挙
名
代
と
し
て
輩
下
引
纏
出
張
出
仕
御
内
達
也

同
日
、
惣
出
仕
也
、
右
之
節
大
小
姓
二
等
内
達
有

同
夕
、
平
馬
殿
右
左
之
通
申
参
る

同
目
不
覚

一
御
備
帳
草
稿
、
御
月
番
御
下
ケ
ニ
付
、

　
来
る
、
写
別
二
有
、
略
す

一
廿
人
日
、
御
小
姓
人
数
揃
い
た
し
度
、

　
申
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

今
朝
御
内
達
申
置
候
之
儀
、
先
元
二
而
は
御
漏
才
判
被
蒙
仰
二
而
可
有
御
　
　
一

座
候
、
此
段
御
内
達
申
候
、
返
書
遣
す

同
日

　
御
旗
小
頭
多
田
杢
右
衛
門
参
る
、
御
内
達
御
座
候
由
、
粟
生
組
也

　
右
二
付
用
意
事
致
す

　
同
日
、
右
馬
允
殿
御
武
器
拝
借
之
相
談
致
し
候
処
、
表
向
不
被
仰
付
而
は
不

　
相
成
と
答
有

　
物
頭
野
殿
弾
蔵
二
御
内
達
有
之
候
由

　
　
　
　
　
　
ヤ
ク

　
追
々
二
火
術
役
御
内
達
有
之

　
五
郎
太
・
新
太
郎
・
彦
太
郎
等
や
と
ひ
少
々
宛
細
工
物
致
す

　
大
小
引
は
た
、
水
主
増
吉
二
頼
出
来
す

御
廻
し
申
候
と
和
田
庫
之
助
右
廻
り

二
十
出
門
脇
付
、
月
番
藤
四
郎
殿
二

五
月
四
日
、
月
番
静
馬
殿
、
別
紙
之
通
男
参
る

先
月
月
番
へ
被
申
聞
候
御
固
細
雪
人
数
揃
之
儀
、
当
分
人
役
留
中
二
は
候
得

共
、
此
節
之
義
は
承
届
候
、
尤
目
限
は
前
以
可
被
聞
候
、
以
上
、
返
書
遣
ス
、

大
小
姓
二
伝
る
、
十
二
碍
二
出
会
い
た
し
、
目
取
極
候
筈

同
月
八
九
、
御
用
召
二
幅
左
之
通
被
仰
付

五
月
八
臼

中
次

　
其
方
儀
摂
州
御
固
御
旗
宰
判
士
出
張
被

印
更
紗

イ
イ
頑

右
二
付
、
月
番
二
御
礼
二
行

同
九
日
、
別
紙
強
熱
古
田
小
膳
を
人
指
出
ス

　
　
熊
田
清
六

仰
付
候
、
日
限
之
義
ハ
追
而
可
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口
上
之
覚

摂
州
警
固
場
御
壁
宰
判
出
張
被
仰
付
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
出
張
之
節

何
卒
纒
槍
為
持
音
度
、
御
湿
指
揮
仕
候
ハ
＼
第
一
進
退
引
廻
葺
替
目
印
・
諸

軍
引
廻
等
之
目
印
と
も
相
成
候
事
二
付
為
持
申
度
、
依
而
壱
人
持
人
御
渡

愚
母
下
土
様
重
々
奉
願
候
、
此
段
御
賢
慮
被
下
野
様
奉
願
上
半
、
以
上

ハ
　
な
　

「
纒
槍
為
持
候
二
不
及
候
」

　
　
五
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
田
清
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぷ
　

番
指
物
何
格
之
を
用
候
や
　
　
　
　
　
「
其
身
役
之
番
指
物
可
被
相
用
候
」

藤
助
乗
馬
於
愚
直
御
渡
二
相
無
二
ハ
＼
口
捕
も
於
先
元
御
渡
二
相
成
候

や
、
是
表
右
召
連
勢
や
、
是
表
右
召
連
候
ハ
＼
何
某
と
申
事
前
以
御
沙
汰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
　

被
下
候
様
奉
願
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
元
〆
役
再
興
承
合
候
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ぶ
　

上
下
袴
火
事
支
配
持
参
仕
儀
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
不
及
用
意
候
」

　
右
之
段
奉
伺
候
、
尚
追
々
心
付
候
儀
奉
伺
候
、
以
上

　
　
　
五
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
田
清
吉
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同
臼
、
月
番
へ
出
ス

御
旗
組
今
朝
被
仰
付
候
旨
二
而
朝
参
る
、
盃
出
す

」

　
　
　
口
上
之
覚

出
立
之
節
何
時
二
何
方
へ
相
揃
候
や

　
　
　
　
「
（
燃
貼
札
　
当
朝
七
時
七
里
馬
場
へ
相
揃
候
様
可
被
相
心
得
候
」

出
立
之
節
撰
人
御
貸
人
銘
々
宅
二
出
軍
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
ぶ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
銘
々
宅
江
罷
出
候
筈
二
候
」

小
荷
駄
ハ
於
揃
場
二
相
渡
候
や
　
　
　
　
　
「
銘
々
宅
へ
罷
出
候
筈
二
候
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
な
　

用
心
金
何
方
右
御
渡
二
相
成
候
や
　
　
　
　
　
　
「
元
〆
役
可
被
承
合
候
」

御
旗
蔀
は
御
武
具
方
二
而
出
来
、
私
手
二
而
蔀
候
や

　
　
　
　
　
　
　
な
な
レ

　
　
　
　
　
　
「
御
武
具
方
二
而
蔀
、
同
処
右
小
荷
駄
付
立
之
筈
二
候

御
旗
持
人
如
何
や

御
旗
・
具
足
・
小
荷
駄
何
方
へ
御
渡
や

　
　
　
　
　
　
ハ
な
　
ぶ
　

　
　
　
　
　
　
「
御
璽
具
方
二
言
蔀
、
同
処
右
小
荷
駄
付
立
之
筈
二
候
」

貝
太
鼓
ハ
私
受
取
棺
渡
候
や
、
又
次
郎
・
半
蔵
請
取
候
や

　
　
　
　
　
　
ハ
な
み
　

　
　
　
　
　
　
「
又
次
郎
・
半
蔵
手
前
右
御
櫛
具
方
へ
掛
合
請
取
可
申
候
」

　
　
御
旗
組

伊
藤
廣
左
衛
門

璃
田
野
徳
人

矢
野
武
治
太

同
日一

月
番
二
曹
ス

ヂ
　
　
が

三
田
代
寳
十
郎

後
藤
忠
左
衛
門

高
森
菊
之
助

ぷ
　
が多

田
杢
右
衛
門

　
　
　
口
上
醒
覚

私
儀
此
節
摂
州
御
固
場
御
旗
宰
判
出
張
被
仰
付
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
る

処
未
武
器
類
用
意
出
来
不
仕
候
二
付
、
何
卒
左
之
晶
々
御
武
器
拝
借
仕
度
奉

願
候
、
此
段
宜
敷
御
賢
慮
被
付
笹
下
候
様
奉
願
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぷ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
聞
届
二
成
、
御
武
具
方
へ
掛
合
候
様
被
仰
渡
」

山脚

焔
ﾊ
鉄
砲
　
　
士
鴬
挺



　
　
　
　
但
、
雨
袋
共

　
従
者
刀
　
　
　
壱
本

　
同
　
笠
　
　
　
御
貸
人
分

　
同
　
脇
指
　
　
同
断

　
天
幕

　　

@
∀
禦
程

陣
幕

〆
六
口

　
　
　
五
月
九
目

熊
田
清
六

　
　
口
上
書

此
節
湊
川
辺
出
張
罷
出
候
鱗
被
仰
付
候
処
、
私
始
メ
小
荷
駄
口
付
迄
拾
人

二
相
成
申
候
処
、
右
人
数
へ
小
荷
駄
壱
疋
御
渡
被
成
下
候
へ
と
も
、
壱
疋

二
而
は
甚
猶
惑
難
渋
仕
候
問
、
此
上
壱
疋
御
増
御
渡
し
被
成
下
喉
駈
糠
候
ハ

＼
難
有
仕
合
奉
存
候
、
此
段
奉
願
上
腿
、
以
上

　
　
　
　
　
ヘ
ボ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
五
月
　
　

「
聞
届
二
成
」
　
　
　
　
　
　
　
　
多
田
杢
右
衛
門

　
　
覚

御
構

御
旗
竿

同
横
手

く
る
め
き

納
縄

手
捕
縄

弐
流

弐
本
　
三
本
二
被
成
下
度

同
　
同
断

弐弐
筋

弐
筋

〆

拍
縄

矢
木
杖

小
ま
く
ら

大
太
刀
か
ら
み

上
帯

陣
笠

御
旗
具
足

御
旗
具
足
櫃

　
　
但
、
泥
台
共
、

御
旗
わ
く

　
　
　
　
ハ
　
ぷ
　
　
ぶ
　
　
　

　
　
但
、
れ
ん
し
や
く
共
、
是
ハ
御
渡
被
成
下
候
方
御
用
弁
宜
敷
御
座
候

　
五
月

同弐
本

拾六
　
　
〇
丸
四
目
之
分
は
御
回
組
手
捕
共
二
候
所
、
人

六
　
　
　
罷
出
申
候
間
、
御
渡
し
不
被
成
下
而
は
御
用

六
　
　
　
弁
二
悪
・
敷
差
支
申
候

六
両
0
印
四
口
之
分
は
先
達
而
御
旗
奉
行
右
願
候
趣

　
　
　
二
付
、
有
無
之
御
沙
汰
御
旗
奉
行
半
被
成
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ギ
　

　
　
　
候
　
　
　
　
　
　
　
「
○
印
四
口
不
相
成
」

　
　
ハ
ぶ
み
レ

壱
　
　
「
此
は
蔀
」

　
尤
当
所
二
而
行
軍
習
式
之
節
ハ
持
人
受
取
申
候

「
三
通
り
宛
御
武
具
方
二
而
用
意
二
成
と
の
返
答
也
」

　
　
口
上
之
覚

別
紙
之
通
申
出
候
間
、

　
十
一
月
九
日

宜
敷
御
賢
慮
被
付
被
下
候
様
奉
願
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
田
清
六

十
日
朝
六
時
前
、
大
坂
右
差
込
飛
脚
達
ス
、
去
ル
ニ
日
夜
、
御
留
守
居
御
呼

出
二
而
早
々
御
人
数
御
指
出
厳
重
相
守
候
様
御
沙
汰
之
趣
申
言
候
由
、
尊
大
人

様
右
右
之
趣
御
手
紙
参
る

右
二
付
、
外
川
静
之
允
を
呼
御
蕃
伊
極
内
分
伝
ル
、
外
々
へ
も
極
内
分
二
心
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組
伝
候
様
申
聞
置

渡
邊
五
郎
太
、
同
氏
彦
太
郎
雇
武
器
類
集
る

昼
頃
出
殿
、
月
番
月
番
尋
置
候
儀
如
何
や
尋
る
、
返
答
有
、
前
願
書
之
処
朱

書
二
而
書
込
置

森
本
弥
次
兵
衛
出
殿
二
付
、
御
武
器
拝
借
之
武
相
尋
候
処
、
未
御
沙
汰
無
二

候
二
付
今
日
は
出
来
可
致
と
也

大
岩
吉
右
衛
門
出
殿
二
三
、
用
心
金
之
処
相
尋
候
処
、
此
節
は
於
役
所
相
渡

旨
返
答
也
、
渡
方
士
来
い
た
し
候
ハ
＼
通
達
玉
里
間
、
番
下
之
方
二
も
相
伝
候

様
話
也
、
又
組
合
小
荷
駄
は
何
某
宅
二
繊
候
様
申
出
候
様
と
也

御
構
組
下
願
御
返
答
之
趣
御
・
伝
る
、
小
頭
杢
右
衛
門
呼
二
遣
候
処
、
不
快
二

而
名
代
高
森
菊
之
助
来
る
、
申
伝
る
、
又
矢
野
武
治
太
様
子
闘
二
来
る
二
付
、

話
し
置
、
且
又
持
参
物
等
篤
と
相
談
致
し
候
苫
前
置

出
立
転
十
五
・
六
・
七
日
之
内
様
子
也
、
右
は
願
成
院
日
相
撰
候
様
御
沙
汰

之
由十

一
日
、
辻
占
右
別
紙
之
通
草
参
る
、
返
書
遣
ス
、
尚
又
小
嶋
彦
左
衛
門
へ

手
紙
遣
ス

熊
田
藤
助
井
賢
士
、
此
節
出
張
阿
付
用
心
金
来
ル
、
十
三
目
於
御
町
方
相

半
菅
野
、
尚
又
弐
お
方
大
坂
払
代
金
格
別
二
憾
言
、
右
同
日
牛
鯛
渡
渡
二
相

徴
候
間
、
一
同
請
取
善
様
可
三
面
渡
候
、
以
上

　
　
五
月
十
日

　
尚
々
本
文
之
趣
熊
田
清
六
へ
も
可
被
仰
様
候
、
以
上

　
　
　
辻
平
馬
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
西
勝
馬

　
別
紙
感
通
申
参
候
還
御
稟
申
候
、
且
又
御
宮
下
へ
は
小
嶋
彦
左
衛
門
江
別

　
紙
之
趣
相
心
得
、
御
番
下
一
統
へ
も
相
伝
候
様
被
仰
遣
可
被
下
候
補
願

候
、
以
上

　
　
　
五
月
十
目

　
　
熊
田
清
六
様

月
番
右
別
紙
之
罷
申
参
る
、
返
書
遣
ス

辻
平
馬

其
元
摂
州
御
固
場
出
張
、
来
る
十
七
日
暁
七
時
、
七
里
馬
場
へ
相
揃
出
立

可
有
之
候
、
尤
葛
藤
助
番
下
引
纏
可
被
罷
季
候
、
以
上

　
五
月
十
一
賃

熊
田
溝
六
二

右
二
付
小
嶋
彦
左
衛
門
へ
右
之
手
紙
を
添
、
別
紙
て
申
遣
ス

中
川
静
馬

別
紙
之
通
被
仰
付
難
有
奉
存
候
、
右
二
付
万
端
御
世
話
等
二
可
相
成
以
参

可
申
上
候
得
心
、
不
霊
敢
愚
札
を
以
申
上
候
、
早
々
、
以
上

学
館
は
故
障
二
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
が
　

華
氏
右
呼
二
参
十
二
付
単
管
、
大
小
姓
右
拝
借
状
指
出
郷
骨
付
、
元
右
当
番

安
西
江
持
参
い
た
し
頼
呉
候
様
沙
汰
、
自
身
不
快
店
付
相
等
と
也
、
且
又
代
銀

上
納
馬
四
疋
相
濃
願
候
二
本
、
右
も
一
同
二
出
し
呉
無
様
、
拝
借
状
は
取
計
用

二
付
、
添
状
無
之
而
は
相
成
不
申
候
へ
と
も
、
一
応
御
評
議
被
下
出
来
い
た
し

候
得
は
、
早
速
可
差
出
と
話
候
様
沙
汰
也
、
其
侭
安
西
へ
参
話
置
、
御
勝
手
二

而
評
儀
難
出
来
候
へ
は
月
番
へ
御
相
談
被
下
候
様
申
置

碁
澄
仁
右
衛
門
・
応
七
郎
へ
留
守
中
銀
札
等
温
事
御
頼
被
遣
候
二
瀬
来
る
、

相
談
ス
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｝
小
頭
杢
右
衛
門
来
る
、
御
旗
・
手
捕
具
足
之
儀
再
応
襟
章
耳
蝉
上
伊
織
様
・

　
粟
生
九
郎
兵
衛
呈
出
も
御
願
之
二
二
御
座
候
問
、
再
応
御
願
被
下
候
様
申
聞

　
る
、
右
は
古
昔
は
仲
津
御
城
取
二
相
用
、
且
近
年
は
河
内
谷
二
而
藤
四
郎
様
甲

　
冑
調
練
之
節
、
揚
り
屋
敷
二
而
平
右
衛
門
様
御
調
練
之
節
、
中
野
二
而
但
見
様

　
御
調
練
之
節
相
一
興
事
岡
付
、
何
卒
相
用
申
度
、
調
練
よ
り
ハ
此
節
重
き
事
も

　
有
之
、
急
成
之
時
之
御
用
弁
第
一
二
付
、
是
非
共
願
呉
候
様
申
聞
承
知
致
置

○
印
出
処
八
入

一
鶴
市
万
田
右
御
雇
人
来
り
候
由
二
而
学
館
二
澄
之
丞
連
来
る

　
　
具
足
箱
太
右
衛
門
、
槍
文
太
、
雨
具
持
亀
太
郎
、
草
履
取
福
五
郎
、
口
付
熊

　
　
太
郎
、
十
六
・
七
貝
頃
調
練
致
候
間
、
其
節
委
細
申
聞
と
申
、
書
返
ス

一
撰
人
追
々
二
来
る

　
と
也
、
右
人
物
は
至
極
実
躰
、
し
ん
ぼ
う
宜
敷
、
江
戸
口
塞
在
番
仲
間
一
番
と

　
興
言
候
位
、
且
一
軸
も
遊
所
等
二
も
不
参
、
仕
末
宜
敷
者
面
付
、
白
仙
人
物
之

　
所
ハ
請
合
と
也

同
日一

市
万
田
右
雨
具
持
　
　
不
快
二
付
、
私
替
り
二
当
り
黒
馬
、
押
型
二
参
押
脚

　
申
参
る
、
尋
即
処
　
　
不
快
　
す
　
　
一
　
麦
　
匡
【
　
　
二
時
御
供
難
出
来
旨

　
申
上
候
処
、
代
り
之
者
出
し
候
様
御
沙
汰
二
付
、
門
取
候
処
、
私
当
り
候
二
面
、

　
人
役
方
へ
罷
出
軍
処
、
此
方
様
二
罷
出
今
様
沙
汰
二
付
罷
出
候
旨
申
出
る
、
承

　
知
い
た
し
置

一
学
館
出
勤
、
昼
前
引
取
、
前
件
之
義
頼
置

一
別
紙
之
通
、
出
殿
月
番
江
出
ス

十
一
日

一
澄
之
丞
参
り
た
か
る
気
付
、
望
取
は
六
ヶ
敷
可
有
と
申
候
処
、
や
り
持
文
太

　
村
之
者
二
塁
帰
り
話
合
度
と
申
、
右
話
合
出
来
致
候
ハ
＼
連
可
仕
と
申
昨
日
返

　
ス
、
今
日
出
勤
相
談
出
来
い
た
し
候
旨
申
出
る

一
十
二
臼
朝
、
雨
具
持
亀
太
郎
不
快
二
付
、
同
車
丈
助
と
至
正
を
雇
候
間
、
御

　
召
列
被
諸
候
軍
需
出
る
、
相
対
振
替
之
儀
二
付
、
即
刻
二
は
返
答
不
出
来
と
対

　
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
び
　
を
　

　
丈
助
日
、
私
は
近
戸
近
藤
様
御
出
入
帳
付
、
御
願
臨
杉
村
白
仙
様
へ
御
願

　
申
上
、
江
戸
へ
御
供
仕
候
由
申
、
別
条
は
有
間
敷
候
得
と
も
相
対
振
替
二
付
、

　
杉
村
様
へ
御
尋
申
、
返
答
可
致
旨
答
置

同
臼一

杉
村
白
仙
、
お
ら
く
療
治
二
来
る
、
尋
候
処
、
同
氏
君
今
参
り
相
対
振
替
二

　
付
、
御
沙
汰
御
尤
二
候
間
、
宜
敷
御
鱗
被
下
風
様
頼
二
参
候
間
、
宜
敷
御
三
申

　
　
日
上
之
覚

先
達
而
纒
槍
為
持
申
諭
旨
奉
興
野
処
、
不
及
為
持
と
の
御
付
札
被
成
下
奉
畏

候
、
右
は
全
層
願
候
儀
二
無
御
座
早
寒
候
義
二
御
座
候
、
先
達
而
も
愚
挙
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

通
、
進
退
且
諸
軍
入
交
候
段
之
目
印
と
も
相
成
、
且
人
数
集
候
節
之
目
印
と

も
相
成
候
唐
琴
二
上
、
何
卒
為
持
綿
羊
、
持
人
御
渡
難
相
成
候
ハ
＼
草
履
取

二
為
持
番
申
、
尤
掌
側
＼
持
人
御
渡
二
不
相
成
候
而
相
済
申
候
間
、
何
卒
為

持
申
度
、
此
殺
奉
願
候
、
右
之
殺
宜
敷
御
賢
慮
被
付
被
下
候
様
奉
願
候
、
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
　

上
　
　
　
　
　
　
　
「
自
分
家
来
二
為
持
候
義
勝
手
次
第
目
達
」

　
　
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
田
清
六

　
口
上
之
覚

郷
夫
　
　
　
　
　
四
人

右
は
藤
助
武
器
持
人
と
し
て
御
渡
被
下
灘
、

右
は
藤
助
従
者
先
元
二
五
人

375



参
り
候
人
付
、
右
人
不
足
仕
候
川
付
、
何
卒
御
渡
被
下
塵
様
奉
願
候
、
此

段
宜
敷
御
賢
慮
被
付
被
下
候
様
奉
幹
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ぷ
　

　
五
月
　
　
　
　
　
「
此
節
御
薗
届
口
達
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

前
盲
嚢
相
成
候
ハ
＼
代
銀
上
納
二
野
も
宜
敷
、
夫
も
不
相
成
候
ハ
＼
馬
御

渡
被
下
候
様
目
上
二
而
申
置
、
評
議
之
上
返
答
可
致
と
也

今
朝
堅
甲
下
之
面
々
早
々
入
来

牧
達
助
居
残
被
　
仰
付
、
伜
槌
蔵
名
代
と
し
て
被
仰
門

番
下
熱
井
上
俊
蔵
・
馬
渕
小
源
次
外
御
用
二
而
居
残
六
事
付
候
段
、
如
何
成

虫
二
御
座
候
而
御
軍
役
右
重
き
蛸
脚
之
と
相
心
得
居
候
処
、
此
節
両
人
外
御
用

二
而
居
残
量
仰
付
、
外
方
右
彼
是
申
良
農
も
有
之
候
貼
付
、
辻
様
へ
も
申
上
図
、

御
引
纏
細
事
撫
付
、
右
之
段
御
尋
申
と
也
、
小
子
返
答
二
番
何
事
も
不
承

候
喰
付
、
月
番
へ
尋
之
上
返
答
可
致
旨
答
置
、
月
番
江
右
之
段
成
程
尤
二
被
存

置
問
、
御
尋
、
且
両
人
共
外
御
用
と
計
二
而
何
之
御
沙
汰
も
無
畏
候
脇
付
、
何

分
返
答
も
難
出
来
、
電
算
之
処
何
も
不
承
知
・
不
気
伏
之
様
二
見
受
申
候
、
成

程
尤
二
存
候
、
且
右
不
気
伏
二
御
座
候
而
は
重
き
此
節
之
御
役
不
束
之
、
幸
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ホ
が
ニ
も

元
迄
引
纏
候
儀
無
覚
束
、
藤
助
と
違
、
私
嚢
難
無
之
、
不
心
得
之
事
多
有
之
、

存
寄
通
申
候
而
も
気
受
如
何
や
と
心
配
仕
候
、
此
節
は
自
分
興
亡
濤
計
二
無
之

御
上
之
御
外
聞
二
か
》
わ
り
候
儀
二
付
、
其
毅
深
心
配
仕
事
毅
申
上
候
処
、
御

尤
二
被
存
候
と
也
、
俊
蔵
義
は
外
御
用
町
議
は
明
器
難
申
、
小
源
次
は
郡
奉
行

之
御
役
所
差
支
二
付
御
免
二
相
成
申
候
、
右
は
藤
八
郎
居
残
可
申
処
、
是
ハ
藤

四
郎
殿
頭
組
二
付
、
此
方
は
難
指
出
、
外
役
場
と
違
、
郡
奉
行
役
所
は
介
二
十

飛
込
二
而
は
当
時
も
久
々
二
而
、
在
中
御
軍
役
人
夫
出
之
混
雑
中
蓮
も
難
相
勤

可
有
之
、
左
候
爵
、
両
人
之
内
二
丁
は
小
源
次
居
残
之
方
順
々
可
有
之
、
官
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
　

無
摂
筈
ニ
ハ
候
得
と
も
、
太
平
之
余
幣
御
人
は
無
之
、
御
軍
役
不
勤
と
申
二
も

無
之
二
付
、
右
之
通
被
毛
付
候
旨
被
申
聞
、
且
藤
助
様
之
処
二
は
右
難
所
委

敷
可
致
文
通
と
也
、
右
二
付
又
日
、
藤
助
二
候
へ
は
宜
敷
候
得
共
、
私
申
候
而

は
必
定
小
源
次
は
郡
奉
行
二
昇
進
被
仰
付
可
然
と
可
申
、
其
節
私
二
而
は
強

申
候
而
も
気
請
如
何
と
乍
心
外
心
配
仕
脚
下
、
御
月
番
様
右
十
五
隅
出
仕
之
節

御
直
之
御
沙
汰
管
下
候
と
か
、
御
手
紙
被
下
帯
と
か
二
成
下
灘
願
候
処
、
評
議

之
上
返
答
可
致
と
也

一
御
旗
組
右
願
出
之
趣
申
候
処
、
右
は
九
郎
兵
衛
二
申
聞
置
候
、
御
旗
・
手
捕

と
申
ハ
元
役
之
者
、
近
年
中
澤
致
、
右
様
二
相
成
、
一
昨
年
之
頃
御
長
柄
と
同

席
二
相
藩
候
へ
と
も
、
御
長
柄
組
之
方
ハ
古
く
も
有
之
候
、
乍
去
～
昨
年
同
席

と
相
成
歯
事
糊
付
、
御
長
柄
組
同
様
之
晶
相
象
車
様
指
図
致
置
候
、
盛
儀
所
々

　
へ
御
人
数
三
指
出
之
節
、
此
度
相
生
候
へ
は
設
営
二
可
相
成
、
尤
候
ハ
＼
御
武

器
足
り
不
申
、
先
碍
九
郎
兵
衛
右
不
相
成
候
鳥
は
御
長
柄
同
様
之
晶
二
而
も
御

渡
管
下
度
と
の
義
申
出
二
百
、
夫
を
皇
考
候
得
ハ
御
意
用
計
と
も
不
被
考
、
戦

争
之
時
は
始
終
旗
さ
し
候
而
計
り
も
有
之
蜜
蝋
、
戦
乱
等
等
節
其
晶
を
取
着
用

　
　
　
　
　
　
れ
　
え
　
が
　
が
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

致
し
候
様
燕
利
は
宜
敷
可
有
之
也
・
の
沙
汰
也

一
難
右
衛
門
来
る
顔
付
、
右
之
段
話
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
目
薬
入
」

一
静
馬
殿
話
二
会
番
下
之
面
々
惣
人
数
、
鉄
砲
、
胴
乱
等
拝
借
願
出
二
相
成
、

闘
届
置
ハ
候
へ
と
も
如
何
や
と
話
也

一
右
二
付
、
御
面
談
申
度
儀
候
問
、
明
朝
五
時
迄
二
拙
宅
へ
御
来
駕
被
下
士
様

御
願
申
候
と
廻
文
出
し
置

　
ま
な
　

「
一
世
氏
右
別
紙
之
通
申
参
る
、
返
書
遣
ス

別
紙
之
通
御
伝
申
ス
、
且
又
御
馬
下
一
統
へ
も
相
伝
二
様
小
嶋
彦
左
衛
門
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へ
御
伝
達
可
被
下
、
以
上

　
　
　
五
月
十
二
目

清
六
殿

平
馬

五
月
十
二
目

安
西
勝
馬

月
番
右
別
紙
之
通
申
参
る
、
返
書
遣
ス

別
紙
之
趣
熊
田
藤
助
番
下
へ
被
仰
渡
候
様
、

候
、
以
上

　
　
　
五
月
十
六
β

　
辻
平
馬
殿

且
熊
田
清
六
へ
御
伝
可
被
成

安
西
勝
馬

面
談
之
儀
御
座
候
間
明
朝
六
半
時

　
　
　
五
月
十
二
日

　
　
熊
田
清
六
殿

御
殿
へ
可
被
罷
上
候
、
以
上

中
川
静
馬

此
度
御
固
出
張
之
面
々
御
貸
人
井
撰
人
、
出
立
前
日
夕
七
半
時
過
迄
銘
々
宅

へ
相
揃
候
様
人
役
方
右
掛
込
申
渡
誓
事

　
　
　
但
、
留
守
居
仲
間
、
小
荷
駄
も
同
断
難
事

　
　
一
小
荷
駄
井
雨
具
持
骨
組
合
掌
分
は
何
某
宅
出
と
早
手
人
役
方
へ
申

　
　
出
候
様
、
尚
又
御
筒
持
人
何
方
出
と
申
義
挙
出
候
事

一
自
他
共
諸
入
用
運
送
方
右
大
払
之
三

一
御
側
物
頭
右
以
下
御
家
人
迄
、
出
立
当
朝
井
昼
弁
当
迄
自
分
用
意
早
事

　
　
　
但
、
自
分
家
来
も
同
断
之
事

　
撰
人
・
御
貸
人
・
郷
夫
等
之
分
は
出
立
前
夕
右
翌
日
昼
弁
当
迄
焚
出
被

　
下
、
七
里
馬
場
二
而
相
南
扇
問
、
前
夕
七
半
時
、
同
所
二
而
食
事
相
撃
廻
、

　
銘
々
宅
へ
罷
越
、
翌
朝
又
々
七
里
馬
場
二
野
食
事
相
仕
廻
、
弁
当
管
玉
出

　
立
海
事

　
乗
馬
井
小
荷
駄
飼
料
、
出
立
朝
井
昼
迄
之
分
七
里
馬
場
二
而
相
渡
候
事

　
出
張
之
面
々
出
立
、
出
夕
右
元
〆
役
碧
雲
寺
へ
樽
詰
、
諸
事
差
計
薬
事

　
　
　
但
、
人
役
方
も
同
断
之
事

　
　
右
之
趣
御
心
得
可
被
成
候
、
以
上

十
三
臼

　
五
時
頃
揃
、
昨
日
静
馬
殿
咄
之
趣
伝
る
、
大
小
姓
一
統
何
も
口
薬
入
・
胴
乱

　
等
は
拝
借
不
致
、
鉄
砲
十
二
挺
拝
借
、
免
二
角
間
違
二
可
有
之
、
鉄
砲
之
両
袋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
い

　
は
拝
借
、
芝
繋
右
様
不
評
伴
等
有
之
候
ハ
＼
甚
不
慮
、
先
達
而
之
御
酒
頂
戴

　
も
有
之
候
事
、
拝
借
止
之
方
二
話
合
二
成

　
五
半
時
、
出
殿
、
静
馬
殿
二
面
会
ス
、
先
ほ
心
置
候
両
条
聞
届
二
成
、
前
願

　
書
聖
処
二
認
置
通

御
旗
手
捕
着
具
は
御
長
柄
組
同
様
之
晶
相
渡
ス
、
右
誤
診
御
旗
奉
行
二
相
伝

搬
候
間
、
心
得
候
様
と
也

俊
蔵
・
小
源
次
外
御
用
之
義
、
俊
蔵
は
外
御
用
之
条
は

御
上
二
伺
候
処
、
外
御
用
と
計
二
而
御
沙
汰
無
之
、
十
五
騎
臨
御
定
二
候
ハ
＼

壱
人
弐
人
は
少
々
而
も
宜
可
有
之
、
小
源
次
先
日
匙
話
候
通
、
其
段
相
伝
候
様
、

夫
二
而
も
不
承
知
二
候
ハ
、
其
段
申
葉
軸
様
拙
者
存
寄
有
之
と
也
、
乍
去
俊
蔵

之
義
は
憂
目
之
話
と
は
ち
か
う
也

役
所
二
行
、
用
心
金
大
人
之
を
五
両
、
自
分
の
を
壱
両
三
歩
請
取
、
又
大
坂

払
弐
歩
方
之
切
手
請
取
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一
昼
後
、
御
武
具
方
二
行
、
自
分
用
鉄
砲
壱
挺
両
袋
共
、
刀
壱
本
、
脇
指
四
本
、

幕
片
々
天
幕
八
枚
、
唐
人
笠
四
ツ
拝
借
、
受
取
手
形
出
し
置

～
御
旗
組
用
手
形
出
ス
、
戸
伏
織
左
衛
門
組
糸
水
友
之
助
を
面
出
ス
、
両
人
改

　
る
、
手
形
は
杢
右
衛
門
名
前
二
而
拙
者
二
当
る
、
拙
者
名
前
奥
書
胸
壁
武
具
方

　
二
当
る
、
別
紙
掴
杢
右
衛
門
処
二
上
、
七
時
過
引
取
」
　
拙
者
処
二
も
相
置
、

別
帳
有

ハ
　
な
レ

「
一
数
馬
殿
二
暇
乞
二
行
、
雨
乞
二
行
、
酒
出
る
、
夜
二
道
引
取
、
下
木
二
行
、

　
九
時
過
帰
宅

十
四
臼

一
武
器
入
組
致
ス
、
別
紙
品
付
有

一
昼
後
、
井
上
・
阿
坂
・
上
中
崎
・
吉
田
・
朽
木
・
佐
藤
・
高
井
・
菅
・
赤
野
・

　
衣
笠
二
暇
乞
二
行
、
高
山
二
行
、
酒
出
る
、
夜
二
入
帰
宅

　
右
は
野
殿
宗
之
助
を
離
盃
二
呼
候
問
、
一
周
二
参
り
呉
事
様
沙
汰
有
る
也
」

～
今
日
御
武
具
方
へ
小
頭
呼
出
し
、
入
組
致
し
封
印
付
置
候
由
、
少
々
手
形
間

　
違
之
処
有
、
切
継
書
込
候
由

　
バ
ホ
な
　「

十
五
臼

一
出
仕
当
日
御
礼
申
上

　
若
殿
様
御
名
代
也

一
昨
日
、
旗
具
は
　
式
、
織
左
衛
門
出
入
組
候
由

｝
陣
鍋
は
大
坂
渡
之
由

一
御
達
之
儀
候
問
、
今
夕
七
半
時
出
仕
い
た
し
候
様
、
佐
藤
三
郎
左
衛
門
右
申

　
参
る
、
何
れ
も
也

一
市
万
田
組
役
人
御
貸
人
弥
助
大
病
二
付
、
代
り
愛
五
郎
と
申
者
召
連
来
る
」

患
者
御
旗
組
雨
具
持
也

へ
　
な
ソニ

　
槍
印
十
八
人
分
御
蚕
具
方
二
而
請
取
、
壱
人
前
二
枚
宛
、

　
両
人
分
留
置
、
御
番
下
へ
廻
ス
」

一
夕
七
時
刷
出
殿
、
御
目
付
へ
届

一
静
馬
殿
二
参
弊
、
壱
拝
伺
致
置
、
又
十
七
軒
口
壱
人
借
用
致
置

一
夕
、
御
習
書
書
院
へ
何
レ
茂
相
揃
候
様
御
目
付
嶋
之
丞
申
闘
る
、

士
中
子
残
揃
、
以
下
は
た
ま
り
の
間
二
三

一
若
殿
様
御
入
二
而

御
意
　
　
御
父
様
被
仰
候
筈
之
処
、
御
不
揃
二
付
、

大
人
様
・
小
子

弾
蔵
始
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
是
方
申
付
る
、
此
節
は
何

も
大
義
と
之
御
意
有
、
又
出
張
二
付
御
懸
之
御
意
有
、
御
意
之
趣
別
紙
二
写
ス
、

心
得
跡
二
而
月
番
左
之
通
申
聞
有

常
節
出
丁
張
、
急
劇
之
場
合
、
御
手
当
且
下
々
御
世
話
不
測
為
行
届
、
深
々

被
遊
御
心
労
候
、
乍
去
衆
心
い
た
し
、
忠
心
相
勤
候
様
、
留
守
中
老
人
・
病

人
可
有
之
難
渋
之
而
も
可
有
之
候
へ
と
も
、
同
番
親
類
共
右
筋
々
へ
申
出
候
得

は
御
世
話
可
両
為
壷
折
間
、
懸
念
無
筋
様
と
也

御
意
之
写
拝
見
被
仰
付
　
　
若
殿
様
御
代
筆
也

御
用
人
達
し
　
　
此
節
出
張
被
仰
付
候
二
付
、
格
別
之
思
召
を
以
御
酒
頂
戴

被
仰
付

士
中
は
御
居
間
書
院
二
而
一
席
、
以
下
は
溜
の
間
二
士
　
席
、
御
吸
物
・
御

台
・
肴
・
御
さ
し
み
也

若
殿
様
御
入
有
而
御
意
二
弾
蔵
始
何
レ
茂
登
録
之
酒
遣
ス
問
、
く
つ
ろ
き
、

ゆ
る
り
と
之
仰
也
、
両
御
用
人
御
間
二
出
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　

御
肴
以
下
迄
一
様
之
由
　
　
若
殿
様
御
嗣
被
成
下

夜
五
時
半
頃
、
引
取
帰
宅
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十
六
日
晴

一
御
目
付
右
御
達
二
付
、
四
時
出
仕
い
た
し
候
様
申
参
る

一
荷
仕
舞
致
ス

一
四
揃
出
仕
、
九
ツ
時
過

（
空
白
）

二
月
番
右
達
し
、
左
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ヵ
　

下
り
二
藤
四
郎
殿
、
秋
次
郎
殿
、
左
門
殿
、
鶴
次
郎
殿
、
純
法
二
暇
乞
二
行
、

八
過
帰
宅

八
時
半
頃
右
高
上
町
学
館
、
碧
雲
寺
、
御
墓
方
ハ
圓
福
寺
、
赤
松
・
熊
田
・

伊
藤
・
古
田
二
行
、
七
半
前
帰
宅
、
下
膳
二
留
守
世
話
頼
置

届
は
仁
右
衛
門
二
頼
、
御
目
付
届
は
小
憩
二
頼

御
旗
・
雨
具
持
参
る
、
此
内
罷
出
候
折
、
脇
指
持
参
之
義
御
尋
申
上
候
処
、

持
参
二
不
及
と
御
沙
汰
塩
付
持
参
不
仕
、
杢
右
衛
門
様
御
宅
二
塁
出
申
上
弓

処
、
此
方
右
渡
品
無
之
と
御
沙
汰
御
座
候
、
如
何
仕
候
や
申
出
る
、
最
早
夜
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
し
ゆ
が
　
ゆ
が
ぶ
も

時
頃
早
事
帳
付
、
帰
り
而
都
合
・
も
出
来
難
山
御
尋
申
上
候
と
申
出
る
、
右
は
清

六
御
貸
人
と
申
二
付
、
左
様
対
置
候
、
御
旗
と
初
右
申
候
へ
は
持
参
致
候
様
申

聞
候
心
得
即
処
、
何
故
左
様
申
言
や
、
定
而
間
違
可
有
之
、
最
早
夜
二
入
候
事

二
三
、
此
方
三
身
相
渡
と
申
、
拝
借
下
品
壱
本
渡
ス
、
拙
者
御
為
人
定
助
持
参

二
付
、
あ
ま
り
出
来
二
付
而
也

稲
一
介
仁
士
胴
燦
獺
㎜
門
へ
諸
童
マ
繕
桝

段
々
入
来
有
酒
飲

十
七
日
晴
、
風
有

一
朝
八
時
過
出
立
、

七
里
馬
場
二
行
、
　
一
番
也
、
追
々
御
目
付
見
廻
有

人
役
且
運
送
方
之
都
合
出
来
い
た
し
候
旨
申
出
有
て
、
一
番
拍
子
木
打
人
数

揃
、
二
番
二
而
行
列
立
、
三
番
二
而
押
出
ス
、
挟
田
庄
屋
前
二
崩
ス
、
甘
貝
之

筈
に
約
束
い
た
し
置
候
得
共
、
静
馬
殿
拍
子
木
可
然
沙
汰
二
付
、
右
羅
馬

秋
次
郎
殿
、
静
馬
殿
、
藤
四
郎
殿
、
遠
写
允
殿
行
る
㌧
也

見
物
人
多
し

御
備
帳
之
通
り
二
押
、
小
荷
駄
は
銘
々
あ
と
に
為
行
候

挟
田
庄
屋
前
二
而
法
被
・
唐
人
笠
ぬ
か
せ
馬
二
付
る
、
又
長
持
二
も
付
る
、

拙
者
大
股
行
同
断
、
二
野
勝
手
次
第
二
行

田
中
二
九
時
前
着
、
御
番
下
一
同
と
酒
飲
、
宿
右
勝
三
郎
家
来
を
連
、
弁
当

持
参
る
、
手
紙
遣
し
帰
す

八
時
前
田
中
出
立
、
三
木
圓
愚
管
二
よ
り
砂
糖
水
飲

犬
飼
二
七
時
半
頃
着
、
冨
田
や
浦
馬
方
へ
着
、
此
処
熊
田
自
助
着
、
上
下
拾

弐
人
と
宿
札
有
、
荷
物
等
此
処
二
有

毛
槍
・
具
足
・
小
荷
駄
、
急
二
持
人
二
相
成
八
人
持
、
右
人
東
宿
無
之
臨
急
、

右
を
御
屋
敷
と
中
宿
都
合
ス

右
途
中
二
而
熊
田
清
六
宿
、
上
下
六
人
と
有
之
二
付
、
御
屋
敷
二
軍
右
尋
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
ヵ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

処
、
熊
田
藤
助
十
九
人
、
清
六
六
人
と
書
廻
し
二
付
、
　
故
人
人
数
を
を
ニ

ツ
得
分
、
清
六
へ
宿
命
都
合
い
た
し
置
候
旨
隠
里
、
荷
物
等
も
冨
田
や
へ
積
込

候
二
付
、
同
や
へ
泊
り
度
旨
申
立
処
、
十
弐
人
二
候
ハ
、
人
数
も
点
し
事
口
付
、

右
二
而
可
然
、
右
之
都
合
二
可
致
旨
対
る

　
　
此
事
間
違
、
三
佐
二
而
思
付
、
十
三
人
也
、
依
而
運
送
方
二
相
談
し
、
壱

　
　
人
前
小
子
手
前
右
之
手
紙
を
送
る
、
右
送
り
方
林
蔵
二
頼
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宿
右
酒
肴
出
ス
、
汲
物
も
、
肴
、
さ
し
身
、
丼
等
也
、
丁
寧
也
、
め
し
な
と

も
丁
寧
也

大
小
姓
段
々
入
来
有
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御
旗
具
御
屋
敷
二
預
る

御
医
師
之
処
二
而
薬
煎
し
候
間
、

眠
る
、
依
而
は
不
遣

取
二
参
甲
唄
申
聞
、
う
つ
ン
に
聞
、
其
侭

十
八
日
晴

一
朝
、
野
殿
町
二
行
、
話
合
致
す
、
組
下
野
殿
と
同
船
、
屋
形
付
、
荷
物
舟
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ぐ
へ

　
別
也
、
船
頭
昨
夜
参
り
申
干
る
、
影
響
弾
蔵
従
者
不
残
荷
物
は
別
、
清
六
下
人

　
藤
助
荷
物
物
船
壱
艘
、
藤
助
従
者
不
言
、
御
旗
組
釦
御
旗
具
一
式
、
清
六
従
者

　
井
荷
物
と
有
、
乍
去
藤
助
従
者
少
く
有
之
目
付
、
清
六
従
者
一
同
乗
船
二
而
は

　
如
何
や
尋
候
処
、
不
白
癩
趣
二
合
、
左
様
二
致
す

　
槍
・
具
足
・
手
道
具
は
自
分
之
処
二
乗
る

一
酒
は
野
殿
取
計
、
肴
は
小
子
取
計
、
跡
二
而
割
合
之
筈
、
酒
飲
ム
、
船
頭
二

　
両
人
右
酒
価
と
し
て
五
匁
遣
ス

一
九
時
過
頃
、
三
佐
二
着
、
伊
与
や
　
　
へ
宿
、
是
元
二
而
は
宿
一
軒
、
下
宿

　
二
軒
有
之
二
付
、
伊
与
や
は
広
々
も
有
之
二
付
、
野
殿
へ
申
一
軒
二
黒
ス

一
熊
田
藤
作
見
物
二
行

…
井
上
右
門
・
田
近
周
之
助
・
草
刈
敬
輔
下
り
二
而
、
是
葦
逗
宿
屋
二
居
分

　
れ
候
二
付
、
尋
二
行
、
今
夕
乗
船
二
而
帰
り
之
由

一
右
門
殿
、
誠
二
藤
助
杯
二
は
十
日
頃
帰
竹
、
御
同
道
二
而
兵
庫
へ
御
出
之
由

　
二
付
、
定
而
御
出
二
而
可
有
之
、
懐
夷
も
跡
十
日
二
江
戸
表
二
而
被
仰
渡
之
筈
、

　
諸
家
様
御
人
数
悉
登
り
候
、
此
方
杯
御
人
数
は
何
故
二
不
登
や
、
日
々
相
待
候

　
由
、
定
臼
十
二
・
三
日
之
内
二
は
出
立
可
被
仰
付
と
何
も
存
居
候
二
案
外
之
事
、

　
今
回
京
師
杯
二
而
は
陣
笠
計
か
ふ
り
居
候
由
、
今
日
二
茂
戦
争
相
国
候
様
子
之

　
由

周
之
助
話
二
長
州
様
二
而
夷
船
御
打
払
之
由
、
只
今
承
り
候
由

右
門
殿
二
手
紙
頼

松
本
平
学
殿
二
は
川
舟
二
而
出
合
、
行
違

林
蔵
来
る
、
小
松
屋
右
酒
肴
到
来
、
段
々
入
来
有
、
御
霊
下
締
皆
御
出
、
外

も
大
か
い
入
来
、
火
役
レ
術
手
伝
も
入
来
、
火
術
役
は
入
来
な
し

嘉
永
丸
と
云
船
二
乗
船
之
由
、
船
組
は
小
子
井
従
者
、
大
城
道
一
従
者
富
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん

篤
弥
・
野
口
軍
八
・
高
浪
九
郎
次
・
東
平
八
、
雨
具
持
両
人
、
南
撫
七
人
、

都
合
三
十
七
人
　
雨
具
持
点
無
燈
処
、
乗
船
之
上
大
砲
持
人
山
替
間
違
と
見
由

船
頭
来
る
、
明
朝
荷
物
積
込
御
都
合
二
言
成
下
候
由
申

鰻
筒
持
人
不
参
心
得
之
舟
組
目
付
、
船
不
足
致
し
濃
艶
付
、
急
二
一
抽
櫛
方

二
相
成
、
右
二
付
明
目
昼
食
迄
宿
右
焚
出
し
、
夕
飯
は
船
右
焚
出
し
二
面
、
左

様
相
心
得
候
様
武
助
申
聞
る

御
町
具
は
奉
行
二
重
、
御
役
所
二
郷
、
家
来
加
勢
と
し
て
遣
ス
、
杢
右
衛
門

オ
判
二
遣
ス

此
節
乗
船
す
る
嘉
永
丸
船
頭
来
る
、
荷
物
之
事
等
話
し
置
、
亀
や
金
左
衛
門

と
申
楽
之
舟
之
由

夕
、
林
蔵
来
る
、
　
一
盃
飲
、
川
瀞
二
納
涼
出
る
、
林
蔵
茶
を
も
ら
ひ
来
る
、

飲
、
九
郎
次
・
軍
需
・
作
介
・
九
郎
次
納
涼
二
出
る
、
話
し
致
し
、
初
更
過
帰

宿
、
休
息
ス

御
田
入
替
等
致
ス

十
九
日
晴

一
朝
五
時
頃
、
船
算
者
来
る
、
荷
物
遣
ス

一
調
物
腰
ス

一
御
旗
具
は
御
役
所
右
取
下
ケ
、
船
二
積
込
、

昨
霞
之
通
家
来
遣
ス
、
杢
右
衛
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門
二
才
判
申
付

番
下
之
面
々
入
来
有
、
野
殿
氏
二
行
、
又
小
嶋
氏
二
行
、
熊
田
藤
作
入
来

今
日
同
官
船
之
面
、
今
β
沖
二
出
、
御
造
酒
上
ケ
可
馬
添
相
談
す

昼
後
出
立
、
御
屋
敷
二
三
、
御
目
付
藤
作
二
暇
乞
二
行
、
八
坂
山
権
現
参
詣
、

此
処
二
手
家
来
源
次
郎
腹
病
二
付
、
大
城
道
一
参
詣
致
居
候
二
付
診
察
頼
、
富

田
篤
弥
針
立
る
、
薬
服
用
ス
、
大
分
宜
敷
二
付
家
来
丈
助
と
澄
之
允
付
置
、
先

二
行

堂
見
堂
少
シ
手
前
二
而
同
船
々
面
々
一
同
二
御
造
酒
上
る
、
家
来
も
上
る
、

店
二
而
風
呂
借
、
湯
を
わ
か
し
入
湯
ス

　
此
節
同
船
之
面
々
左
之
通

　
　
幽
幽
清
六
・
藤
零
下
共
十
三
人
、
大
城
道
一
上
下
三
人
、
富
田
篤
弥
、
高

　
　
浪
九
郎
次
、
東
平
八
、
野
口
軍
八
、
雨
具
持
両
人
△
大
砲
持
人
七
人
、
合

　
　
三
十
七
人
也
　
　
△
御
忌
組
小
頭
雨
二
一
三
共
八
人

船
は
嘉
永
丸
と
申
て
三
百
四
十
石
積
也
、
此
節
天
恵
丸
・
寿
福
丸
・
鍮
伽
丸

・
徳
寿
丸
・
三
栄
丸
・
来
墨
壷
・
嘉
永
丸
、
都
合
七
艘
也

夕
日
入
頃
乗
船
ス
、
船
中
二
而
御
造
酒
上
る

廿
日
夕
立

　
朝
四
ツ
時
頃
、
東
平
八
之
次
男
三
二
来
る
二
付
、
宿
へ
之
言
伝
致

　
同
時
出
船
、
壱
の
洲
之
単
二
而
洲
二
乗
掛
る
、
乍
去
都
合
宜
敷
追
風
有
、
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ぬ
へ
が
ニ

　
八
時
頃
と
思
頃
、
雨
少
々
降
、
風
立
追
兼
大
雨
と
相
成
、
船
中
も
る

　
野
手
量
ハ
悉
く
ね
る
也
、
舟
二
よ
わ
き
物
は
犬
点
す
る
物
も
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
が
カ
　
　
　
ま
ま
　
　
　
　
　
　
み
ち

　
夜
二
入
、
逆
風
と
成
、
八
時
過
い
か
り
を
下
ス
、
芸
州
カ
ム
ロ
ノ
沖
二
上
船

廿
一
日
行
程
三
十
六
里
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

朝
五
半
頃
出
帆
、
逆
風
二
付
ま
き
る
、
予
州
之
方
二
行
、
五
々
轡
型
二
繁
、

船
行
程
八
里
程

此
節
乗
組
之
面
々
～
同
二
朝
中
夕
酒
飲
有
、
毎
々
は
不
記
、
毎
飼
也

乗
組
之
面
々
相
談
之
上
、
船
頭
井
船
方
之
者
酒
三
升
程
遣
ス

　
　
　
　
　
ニ
　
　
へ
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
れ
　
だ
　
ユ
　
ス
　
る

夜
四
時
頃
、
逆
風
二
而
北
泊
と
申
所
へ
繁
船
・
下
り
宜
敷
見
ゆ
、
下
り
舟
多

く
見
る

廿
二
B
薄
曇
、
晴
交
り
、
夜
雨

一
逆
風
二
付
、
北
泊
二
滞
船
、
度
々
酒
飲
有

一
船
中
枕
引
、
或
ハ
脚
押
・
手
打
等
色
々
遊
す

一
コ
組
船
方
へ
遣
し
三
山
、
小
子
之
調
置
下
酒
遣
し
候
腰
付
、
今
日
富
田
・
大

　
城
・
高
浪
・
東
・
野
口
・
足
軽
七
人
右
九
分
宛
出
札
有
、
又
大
城
と
両
人
、
富

　
田
等
之
酒
五
升
之
組
合
二
入
、
三
匁
四
分
晶
出
ス

一
昼
後
、
四
国
地
方
江
蒸
気
船
一
艘
達
見
ス

一
富
田
・
高
浪
・
東
・
野
口
・
大
城
申
合
、
壱
朱
宛
酒
肴
調
用
と
し
て
出
置

△廿
三
臼
晴
曇
、
夕
小
雨
、
逆
風

一
朝
四
時
頃
、
北
泊
出
船
、
高
濱
へ
繋
船
、
昼
前
也
、
此
処
三
面
丸
・
寿
福
丸

　
・
来
宝
鑑
三
艘
、
此
処
二
繋
船
也
、
熊
本
之
舟
も
有

一
髪
月
代
致
、
宝
十
郎
粗
玉
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
　

一
八
時
後
、
揚
陸
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
札
所
大
山
寺
二
参
詣
、
高
濱
右
十
弐
丁

　
也
、
又
大
山
寺
右
筆
明
寺
と
云
二
参
詣
、
大
山
寺
右
十
八
丁
有
、
○
軍
八
・
道

　
一
・
杢
右
衛
門
・
武
弥
太
、
其
外
段
々
従
者
行
也
　
○
途
中
山
ヲ
越
、
田
有
、

　
道
路
鴻
多
シ
、
延
明
寺
門
前
之
松
二
は
巣
ヲ
掛
、
子
ヲ
生
し
居
ル
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帰
り
三
二
津
濱
云
町
二
行
、
途
中
両
所
塩
鱒
有
、
又
松
山
整
序
船
庫
有
、
三

　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
　
な
　
　
ニ
　
ハ
　
　
ゆ

出
面
町
は
竹
田
町
右
広
し
、
調
物
致
二
鳥
目
一
銭
も
な
し
と
対
自
通
用
之
回

申
ス
、
依
調
物
甚
致
し
に
く
し
、
松
山
嶋
多
し
、
道
～
松
山
嶋
を
量
る
、
夫
右

高
濱
町
頃
来
、
入
湯
し
寿
福
丸
二
行
、
野
殿
・
浦
邊
と
話
し
致
し
、
一
盃
取
替

し
、
来
室
丸
二
小
嶋
始
乗
組
居
候
二
物
申
、
日
暮
前
帰
船

冊
　
　
　
　
」
、
そ
、
7
　
　
、
周
ヒ
．
　
・
夜
皆
々
一
盃
を
傾
く

廿
四
悪
曇
晴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
　
　
　
　
　
　
チ
　

一
四
時
頃
出
帆
、
逆
風
二
付
真
切
、
よ
州
鹿
嶋
明
神
之
嶋
、
北
條
之
鼻
二
繋
船
、

　
行
程
六
里
程

～
申
合
段
々
た
こ
調
る
、
小
子
二
疋
調
る
、
一
疋
従
者
へ
遣
ス

一
夜
月
の
出
八
時
頃
、
出
帆
、
逆
風
間
切
、
斎
宮
灘
を
行

廿
五
日
曇
晴
半
天
、
雨
も
交
る

一
朝
六
半
時
頃
、
斎
宮
灘
中
二
繋
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
　
が
　
　
　
の

一
九
半
頃
出
帆
、
東
風
間
切
、
七
半
頃
御
手
洗
湊
左
二
見
、
一
通

　
船
、
芸
州
大
崎
嶋
弘
法
下
二
繋
船
、
行
程
十
里
程

～
大
崎
嶋
弘
法
下
二
清
水
有
、
舟
之
整
準
、
篤
弥
・
杢
右
衛
門
一
同
て
ん
ま
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
　

　
乗
船
、
弁
四
郎
二
ろ
を
押
せ
、
水
呑
二
行
、
誠
二
明
澄
也
、
猟
船
等
多
く
汲
を

　
見一

今
目
鯛
を
調
る
、
連
中
申
合
也

廿
六
臼
雨
天
、
無
風

一
暁
天
、
潜
艦
出
帆
、
櫓
こ
い
て
通
船
、

　
二
塩
掛
、
此
処
迄
弐
里
半
計

朝
五
時
頃
靴
○
め
ば
る
下
之
問

此
処
二
而
三
佐
舟
之
下
り
一
難
を
見
、
声
を
揚
尋
候
処
、
嶋
田
重
蔵
・
佐
藤

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　

兵
右
衛
門
と
対
、
テ
ン
マ
ニ
乗
船
押
行
候
処
、
右
両
人
二
法
華
津
嘉
五
郎
三
人

乗
也
、
大
坂
之
模
様
尋
痛
処
、
静
衛
殿
一
同
、
十
八
臼
二
乗
船
、
岡
夜
二
出
帆

之
由
、
十
三
貨
二
着
坂
、
其
節
士
人
杯
は
兵
庫
見
分
右
御
帰
り
来
由
、
当
分
在

家
御
詰
上
掛
合
二
清
澄
忠
兵
衛
参
り
居
候
処
、
同
人
帰
り
候
ハ
、
又
々
士
人
杯

御
出
之
御
模
様
二
付
、
当
分
は
定
而
御
出
二
而
可
有
之
由
咄
也
、
大
岩
小
五
郎

一
同
二
着
坂
之
由

八
時
頃
、
碇
を
揚
、
追
手
始
て
少
々
吹
出
ス
、
夜
五
時
過
風
止
、
大
濱
二
塩

懸
、
行
程
九
里
計

廿
七
日
晴
、
暑
気
強

一
暁
八
時
頃
出
帆
、
目
出
頃
火
打
灘
二
朝
開
二
而
通
船
、
昼
頃
風
北
、
金
嶋
と

　
云
嶋
有
、
此
処
二
而
塩
出
合
処
也
、
自
是
引
塩
二
乗
し
、
廿
八
目
暁
七
時
頃
、

　
高
見
嶋
沖
二
塩
懸
、
此
処
右
四
国
富
士
遙
二
見
る

廿
八
目
晴

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

一
四
時
過
出
帆
、
九
時
前
多
渡
津
二
繋
船
、
行
程

一
此
処
馬
脳
力
丸
繋
船
、
何
も
金
比
羅
参
詣
之
由
、
甲
斐
園
平
残
り
也

　
が
ロ
　
ぽ

一
同
船
一
同
、
金
比
羅
参
詣
、
御
旗
組
四
人
、
従
者
之
内
道
一
下
一
人
兵
四
郎
、

　
悦
次
郎
残
、
平
兵
衛
ハ
途
中
右

一
多
渡
津
湊
は
波
戸
有
、
大
船
数
艘
繋
船
也
、
町
屋
随
分
繁
華
也

一
金
比
羅
参
詣
道
路
、
水
茶
菓
子
等
を
売
店
有
、
壱
里
半
と
申
処
二
而
休
憩
、

　
茶
ヲ
飲
、
果
子
を
食
、
夫
右
壱
里
半
有
、
都
合
三
里
也
、
八
時
頃
参
着
、
入
湯

　
ス
、
町
繁
華
也
、
宿
屋
・
茶
屋
随
分
大
造
成
家
造
詣
、
遊
女
屋
も
有
之
、
甲
高

　
之
声
処
々
二
有
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御
宮
大
造
也
、
石
之
玉
垣
、
石
灯
籠
立
波
也
、
石
灯
籠
之
数
不
知
、
御
宮
之

脇
右
一
望
景
色
宜
し
、
喩
伽
丸
連
中
は
と
ら
や
と
云
茶
店
二
写
影
之
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
　
　
あ
　
　
ニ

参
拝
後
大
夕
立
来
る
、
絵
馬
堂
二
丁
ス
、
小
雨
二
成
、
誓
行
御
守
受

る
、
町
二
下
り
候
処
、
又
大
雨
降
、
雷
鳴
有
、
町
家
二
風
雨
を
除
、
小
雨
を
待
、

小
店
二
腰
ヲ
掛
、
　
連
中
御
造
酒
を
上
る
、
雨
止
、
七
半
時
頃
出
立
、
夜
細
入
、

初
更
前
帰
船

金
比
羅
絵
馬
大
造
成
有
、
山
号
を
象
頭
山
と
云
、
山
形
象
頭
二
似
た
る
故
名

付
る
由

道
路
二
堤
多
し
、
百
姓
宜
敷
有
付
、
宜
く
見
る
、
家
は
小
面

廿
九
目
晴

一
早
天
迄
喩
伽
丸
連
中
は
未
タ
帰
り
な
し
、
昨
日
嘉
永
丸
黒
子
共
参
り
雌
馬
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
も

　
舟
子
之
咄
二
遊
女
を
呼
、
鼓
琴
を
降
し
候
由
也
、
朝
五
時
頃
帰
り
候
を
見
る

一
五
時
頃
、
解
艦
出
帆
、
逆
風
間
切
、
八
半
島
大
槌
嶋
之
下
二
塩
懸
、
行
程

一
夜
四
時
頃
出
帆
、
逆
風
間
切

毎
日
青

日
　
　
　
　
　
　
n
澗

一
朝
六
半
頃
、
八
嶋
之
沖
二
塩
懸
、
此
処
二
鍮
伽
丸
・
寿
福
丸
・
来
寳
丸
塩
懸
、

　
寿
福
丸
二
病
人
有
由
二
而
大
城
を
呼
二
来
る
、
同
道
二
而
参
り
、
野
殿
氏
二
先

　
β
嶋
田
氏
右
承
候
由
を
話
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

一
四
三
曲
出
帆
、
逆
風
間
切
、
七
時
頃
讃
州
逆
手
二
塩
懸

需ハ

咩
″
�
ﾚ
［
晴
、
　
尽
二
後
雨

一
暁
八
時
頃
出
帆
、
播
磨
灘
入
ロ
ニ
過
慮
、
行
程

一
四
時
過
出
帆
之
、
夕
立
降
来
り
、
東
風
強
二
付
働
事
引
田
と
申
単
二
繋
船
、

此
処
は
滅
多
二
繋
船
不
致
処
之
由
、
随
分
町
も
広
き
王
事
、
酒
屋
も
四
・
五
軒

有
之
由
、
霊
宝
丸
・
喩
伽
丸
・
寿
福
丸
、
此
処
繋
船
也

七
半
時
頃
揚
陸
、
町
家
二
行
入
湯
し
、
両
三
盛
岡
道
、
酒
・
醤
油
慮
外
少
々

品
物
調
、
入
湯
し
、
誉
田
八
幡
宮
と
云
宮
有
、
参
詣
し
帰
船
、
火
上
役
其
外
段

々
揚
陸
致
し
居
候
に
出
合

此
処
之
役
人
御
見
舞
と
申
来
候
由
、
何
レ
之
船
二
も
参
候
由
、
富
田
御
念
二

潮
候
義
二
対
候
由

二
日
雨
天
、
狂
風
、
暴
雨

一
朝
、
風
立
候
処
、
追
々
大
風
雨
と
相
成
、
波
高
く
舟
ゆ
る
る
、
依
而
滞
船

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

一
誉
田
八
幡
宮
之
坊
之
御
固
人
数
出
張
之
由
、
大
小
姓
番
頭
之
由
、
大
砲
車
台

　
二
仕
懸
候
を
見
懸
る
、
産
か
ふ
せ
有
之
、
委
敷
ハ
不
分

一
昼
頃
、
野
殿
氏
を
騰
る
、
小
嶋
始
大
小
姓
来
る
、
喩
膝
丸
之
従
者
井
鉄
砲
持

　
人
、
去
ル
廿
八
日
朝
右
食
事
二
合
素
立
成
候
旨
、
右
は
空
腹
に
て
鉄
砲
蓮
も
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
リ

　
送
出
来
不
致
旨
申
出
候
噛
相
渡
候
旨
、
右
二
付
痴
愚
丸
も
今
朝
右
相
渡
候
旨
相

談
也
、
右
は
今
日
野
殿
氏
相
談
致
し
置
候
、
嘉
永
丸
従
者
鉄
砲
持
人
等
も
右
様

　
尋
出
候
得
と
も
、
御
定
有
之
事
二
付
不
相
成
と
申
聞
置
候
、
拙
者
従
者
ヘ
ハ
相

　
渡
申
問
敷
と
瀞
対
置
、
鉄
砲
持
人
は
富
田
右
二
合
相
渡
旨
申
聞
有

三
日
曇

一
早
天
、
碇
を
揚
、
六
半
時
過
頃
出
帆
、
開
二
而
通
船
、
淡
路
松
ヶ
嵩
上
雨
風

　
比
、
明
石
湊
二
繋
船
之
心
得
二
而
湊
口
迄
参
り
候
処
、
風
直
り
追
風
二
相
成
、

　
七
半
頃
兵
庫
二
入
船
、
追
々
喩
伽
丸
・
寿
福
丸
・
来
實
丸
入
船

｝
此
処
二
而
大
人
様
御
模
様
御
尋
申
磁
心
得
之
処
、
御
出
入
船
宿
伊
勢
屋
と
申

　
者
船
二
入
来
、
大
人
様
之
御
模
様
、
先
達
而
以
来
委
敷
話
有
、
尚
又
先
達
而
右
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話
相
成
居
候
由
、
入
船
二
相
成
騰
馬
、
神
戸
右
揚
陸
仕
候
様
御
沙
汰
之
処
伝
話

也
、
依
而
野
殿
と
相
談
之
上
、
只
今
右
神
戸
迄
罷
越
候
様
申
闘
候
へ
と
も
、
連

も
只
今
右
は
出
来
難
仕
旨
申
出
る
、
依
而
伊
勢
屋
へ
頼
、
飛
脚
二
而
書
状
差
上

る
昨
日
明
石
港
へ
運
送
方
乗
合
之
船
、
大
小
姓
半
分
乗
合
之
船
入
船
、
武
助
・

作
介
、
同
処
右
揚
陸
相
成
居
候
趣
話
也

夜
今
井
金
兵
衛
・
辰
次
郎
・
重
五
郎
御
遣
し
候
而
、
早
く
御
承
知
被
遊
度
趣

被
為
有
候
間
、
只
今
右
罷
出
脚
本
御
沙
汰
也

右
二
付
揚
陸
、
家
来
千
太
郎
召
連
発
足
、
四
半
頃
中
宮
村
へ
参
着
、
大
人
様

御
宿
へ
同
宿
四
割
な
り

　
　
　
　
も
ロ

御
持
揚
之
中
程
、
中
宮
村
と
花
隈
村
、
上
士
御
借
上
虚
血
宿
割
荒
増
出
来
居

候
也
、
其
後
少
々
替
る

大
人
様
と
一
盃
傾
ケ
、
休
息
ス

四
日
晴

一
早
天
二
神
戸
浜
辺
へ
参
候
約
束
致
居
候
処
、
昼
前
二
は
入
船
有
間
敷
由
二
付

　
見
合
置
候
処
、
四
時
前
篤
弥
始
道
一
・
杢
右
衛
門
入
来
、
余
程
穿
繋
致
し
候
得

　
　
　
ボ
　
ヵ
　

　
共
見
付
、
依
而
此
処
迄
参
候
由
申
出
る
、
其
侭
浜
辺
二
出
る
、
荷
物
上
る
、
追
・

一
荷
物
持
運
は
自
分
仲
間
二
為
持
、
且
人
夫
も
出
る
、
花
隈
・
中
宮
両
庄
屋
、

　
伊
勢
や
も
出
る

一
追
々
外
船
も
入
船
、
荷
物
上
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
メ
　
ヂ
　
れ
　
だ
　
　
な

　
焚
出
御
普
請
等
之
事
ハ
大
坂
右
横
目
高
橋
弥
七
郎
・
渋
屋
章
平
罷
出
都
合
也

～
夕
刻
明
石
二
繋
船
相
成
居
候
両
艘
入
船
也

一
追
々
大
人
様
二
色
々
用
事
有
、
入
来
数
多
有
之

夕
総
七
郎
・
章
平
、
酒
肴
持
来
、
馳
走
二
成

五
日
晴

一
朝
右
段
々
入
来
有
、
小
屋
二
て
廻
勤
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
屋
割

小
屋
割

　
中
宮
村
　
軒

　
　
　
ヒ
§
B
」
、

軒

下
共

ヒ
巳
“
月
H
　
　
篇
＼

ゐ
　
　
　
篇
＼

、
ソ
f
．
、
、

大
城
道
一

下
輩

ド
一
、

花
熊

下
共

蔵

福
徳
寺

　
　
ヲ
キ
火
術
役

五
右
衛
門
宅

　
　
平
尾
火
役
レ
術

利
三
郎
宅

　
　
熊
田
藤
助

　
　
同
　
清
六

　
　
　
　
　
下
累

増
右
衛
門
宅

　
　
大
小
性
給
人

渕
野
半
蔵
、
貝
太
コ
持
人
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下
共

　
　
　
　
し
も
宅

　
　
　
　
　
　
岡
無
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
餅

　
　
　
　
な
や
二
雨
具
持

　
　
　
　
伊
左
衛
門
宅

　
　
　
　
　
　
六
之
助

　
　
　
　
　
　
道
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
と
も

　
　
　
　
庫
々

　
　
　
　
　
　
又
次
郎

　
　
　
　
　
　
半
蔵

　
　
　
　
　
　
貝
太
コ
持
人

　
　
　
　
し
け
宅

　
　
　
　
　
　
弾
蔵

　
　
　
　
　
　
組
共

　
　
　
　
小
屋
二
下
人

一
午
睡
ス
、
且
認
物
有

一
上
二
諏
訪
明
神
之
社
有
、
野
殿
同
道
、
此
処
二
行
、
　
一
望
ス
、
御
持
場
一
眼

二
見
ゆ
る

一
大
岩
小
五
郎
・
吉
田
肇
、
大
坂
右
着

～
運
送
方
右
十
日
、
豊
州
へ
之
飛
脚
差
立
候
間
、
同
臼
七
時
迄
差
出
候
様
廻
文

来
る
、
御
旗
組
二
も
伝
る

六
日
晴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　

今
日
嘉
永
丸
、
大
坂
表
へ
罷
越
候
問
、
帆
破
三
二
付
、
拝
借
被
仰
付
候
様
被

仰
遣
被
下
候
様
、
船
頭
右
願
出
候
二
付
、
手
代
遣
ス
、
且
又
嘉
永
丸
へ
阿
坂
左

司
馬
へ
之
手
紙
も
頼
ム

飯
後
、
花
隈
村
福
徳
寺
へ
行
、
御
備
頭
右
御
條
目
・
達
し
拝
見
有
、
且
又
心

得
方
達
し
有
、
御
旗
組
二
も
伝
る
、
写
別
二
有

畢
而
生
田
川
辺
迄
見
分
二
行
、
生
田
大
神
宮
有
、
其
辺
海
岸
二
火
術
役
同
道

二
而
大
砲
置
場
等
相
談
有

今
臼
総
七
郎
・
章
平
帰
坂
、
出
立

夕
、
野
殿
同
道
、
楠
方
之
墓
参
詣
、
湊
川
辺
見
分
シ
、
日
暮
帰
宅

七
日
格
別
之
事
な
し

じ
　ホ

日
晴

一
朝
、
定
吉
二
家
来
召
連
、
且
御
旗
組
三
人
召
連
、
味
泥
川
南
見
分
二
行
、
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ル
メ

　
り
懸
は
中
道
と
申
て
田
ノ
中
二
小
道
有
、
是
を
行
、
帰
は
海
道
を
帰
る
、
敏
馬

　
柑
と
云
村
有
、
参
詣
、
且
生
田
大
神
宮
二
参
詣
、
簸
の
梅
・
梶
原
竹
・
敦
盛
萩

　
等
有
之
、
九
時
前
帰
宅

一
午
睡
ス

一
筆
墨
や
参
る
、
薫
る

一
夜
、
急
二
明
朝
摩
耶
山
二
登
る
催
立
ス
、
依
而
宗
之
助
、
大
小
姓
之
内
誘
引

致
し
置

七
臼
晴

一
六
時
前
、
大
小
姓
小
屋
二
行
、
新
之
助
・
席
太
・
龍
三
郎
・
肇
・
仁
兵
衛
・

　
専
右
衛
門
・
庫
太
・
松
次
郎
・
槌
蔵
・
光
之
助
・
宍
の
助
同
道
、
六
時
頃
発
足
、
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摩
耶
山
登
行
、
近
道
を
行
、
八
町
下
二
而
休
ム
、
此
処
二
仏
有
、
此
処
右
樹
木

森
二
坊
五
軒
有
、
本
堂
は
先
月
焼
失
二
而
な
し
、
伽
藍
摩
耶
夫
人
堂
、
其
外
小

き
祉
有
、
参
詣
し
、
諸
語
飲
、
皆
々
空
腹
二
型
休
坊
、
乞
一
飯
、
僧
不
居
、
家

来
壱
人
居
承
知
ス
、
弐
升
炊
呉
候
様
頼
、
無
程
茶
出
ス
、
又
飯
出
ス
、
弐
椀
男

食
ス
、
残
を
従
者
二
遣
ス
、
菜
は
愚
子
肩
甲
椎
茸
・
氷
豆
腐
・
ゆ
は
三
品
、
香

物
也
、
仕
舞
茶
代
百
五
十
疋
遣
ス

帰
り
二
布
引
瀧
二
行
催
立
ス
、
段
々
昨
目
似
た
る
人
有
、
依
而
行
た
る
人
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

本
道
を
帰
る
人
有
、
肇
・
瀧
三
郎
・
仁
兵
衛
・
槌
蔵
再
遊
、
小
子
・
庸
太
・
宗

之
助
・
松
次
郎
は
初
而
也

布
引
瀧
二
行
、
茶
屋
有
、
此
処
右
　
見
ス
、
伴
十
郎
見
物
ス
ニ
行
而
也
、
瀧

二
背
打
す
れ
、
百
病
を
治
す
る
と
云
、
男
女
瀧
二
入
打
す
る
物
有
、
肇
・
松
次

郎
・
仁
兵
衛
・
槌
蔵
同
道
、
瀧
繰
入
打
ス
、
又
茶
屋
之
処
二
上
り
、
一
盃
傾
け

引
取
、
松
次
郎
・
槌
蔵
同
道
、
河
原
兄
弟
墓
二
行
、
余
は
生
田
通
行
帰
り
也
、

三
名
同
道
昼
帰
宅

午
睡
ス

大
人
様
、
御
眼
気
二
而
御
不
揃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
あ

衣
笠
氏
、
大
坂
右
着
、
御
馬
も
着
、
又
野
殿
御
馬
舟
も
兵
庫
二
着
、
船
同
処

右
意
馬
は
揚
陸

唐
臼
御
事
母
御
3
1
芝
之
由
也

基
臼
晴
、
夕
立
有

　
朝
、
衣
笠
氏
入
来
、
御
場
所
御
引
渡
之
実
有
、
大
人
様
不
揃
二
選
、
御
名
代

　
と
し
て
野
殿
氏
出
る
、
御
目
付
出
る
、
大
石
村
二
軍
出
会
、
味
泥
川
端
二
而
小

　
休
、
湊
川
迄
岡
道
二
而
参
候
形
二
七
引
渡
済
六
脈

一
馬
手
入
二
行
、
書
見
、
且
又
武
器
類
出
ス

十
一
碍
晴
、
夕
立
有

一
今
霞
仕
舞
、
豊
州
へ
差
込
飛
脚
立
候
二
君
、
影
響
認
、
且
又
十
三
日
仕
舞
飛

　
脚
状
認
置

一
武
骨
弁
取
出
ス
、
昼
後
衣
笠
畢
宿
、
又
福
徳
寺
、
且
平
尾
流
旅
宿
二
行

一
源
之
助
右
一
樽
到
来
、
外
々
二
も
送
候
由

十
二
日
曇
二

一
書
状
認
、
又
北
条
五
代
記
書
見
、

十
三
礒
翠
雨
、
鰻
止

一
書
難
治
、
夕
、
運
送
方
へ
遣
ス
、

夕
、
湊
川
之
出
鼻
無
二
黒
影
発
有
之

今
日
仕
舞
也

十
四
臼
朝
整
曇
、
日
時
々
出
る

一
早
朝
、
千
田
鴎
次
郎
同
道
、
生
田
大
神
営
前
二
而
乗
馬
、
一
鞍
乗
、
千
田
一

　
鞍
口
〆
致
し
、
五
時
前
帰
宅

一
北
條
五
代
記
素
読

～
吉
田
肇
、
今
朝
発
足
、
兵
庫
公
儀
役
人
・
名
主
・
惣
代
井
面
州
侯
へ
御
使
者

　
江
罷
越
候
処
、
昼
前
急
飛
脚
を
以
、
ヲ
ロ
シ
や
船
中
艘
入
津
之
旨
申
越
、
早
速

　
本
陣
右
遠
眼
鏡
を
以
一
見
致
し
候
処
、
成
程
日
本
印
二
無
之
蒸
気
船
壱
艘
碇
泊

　
二
付
、
乍
本
陣
右
見
を
立
人
数
集
る
、
追
々
集
る
、
未
応
接
も
有
之
事
故
、
陣

　
笠
・
陣
羽
織
也
、
武
器
類
取
揃
も
不
耳
蝉
、
混
雑
い
た
し
候
得
共
、
早
速
二
野
、

　
御
肩
付
浦
辺
六
之
助
、
乗
馬
馬
料
兵
庫
迄
問
合
口
参
る
、
其
内
大
坂
差
て
出
帆
、

　
又
々
肇
右
飛
脚
参
ル
、
ヲ
ロ
シ
ヤ
と
申
上
感
得
共
英
吉
利
二
面
、
車
船
、
石
炭

　
払
底
二
所
望
二
参
候
由
、
何
様
帰
之
上
可
申
上
、
一
寸
讃
州
侯
へ
御
使
者
罷
帰
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可
申
上
候
、
右
二
付
皆
々
引
取
、
六
之
助
乗
帰
、
右
之
至
申
聞
る
、
右
二
付
遠

見
所
二
上
り
度
々
見
分
、
大
坂
川
口
辺
二
碇
泊
之
様
子
二
見
請
、
乍
去
遠
方
二

而
し
か
と
不
留
分
、
八
半
官
泉
州
地
近
く
、
紀
州
地
を
さ
し
て
退
帆

吉
田
肇
罷
帰
、
応
接
役
人
榎
並
直
五
郎
江
応
対
い
た
し
候
処
、
別
紙
之
通
申

聞
由
、
別
紙
遣
し
候
由
申
聞
る
、
別
紙
写
糊
之
通

　
　
口
上
覚

今
世
等
比
、
三
本
橿
蒸
気
異
船
壱
艘
、
和
田
外
海
右
当
浦
へ
入
港
、
新

　
ぼ
　三

家
町
右
岸
丁
丁
沖
合
二
碇
泊
仕
候
目
付
、
罷
出
承
隠
処
、
英
国
軍
艦
二

胡
、
去
ル
五
β
横
濱
出
帆
、
外
海
右
長
州
下
ノ
関
へ
入
津
之
処
、
長
州
家

右
何
朝
応
接
有
之
候
二
付
、
瀬
戸
内
右
横
甘
干
引
返
し
候
儀
予
言
、
石
炭

払
底
二
相
成
候
間
、
当
浦
二
而
買
調
、
直
様
横
斜
へ
出
帆
可
仕
旨
、
乗
込

水
先
誉
者
右
承
り
候
処
、
暫
時
碇
泊
之
上
、
上
帯
へ
向
ヶ
出
帆
仕
候
二
付
、

此
段
御
里
申
上
溝
、
以
上

　
文
久
三
亥
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浦
方
惣
代

　
　
　
　
六
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
榎
並
直
五
郎
　
印
判

　
中
川
様
御
内

　
　
　
　
　
吉
田
様

水
先
之
者
と
申
ハ
、

様
畠
田
文
通
有

権
跳
馬
而
乗
組
候
臼
本
人
之
由
、
右
之
趣
大
坂
へ
大
人

今
日
右
飯
ノ
菜
汁
ハ
代
渡
二
成
、
右
は
諸
向
右
願
黒
血
而
也
、

宛
夜
、
右
二
付
海
辺
を
順
見
ス
、
大
小
姓
と
順
見
ス

目
六
十
文

十
五
日
朝
曇
雨
交
、
夕
晴

｝
生
田
二
野
殿
乗
馬
二
行
る
』
二
付
参
候
、
野
殿
へ
壱
鞍
乗
、
昼
前
帰
宅

一
髪
月
代

一
伊
せ
や
源
之
助
参
、
薩
州
蒸
気
船
見
物
二
火
術
役
参
り
度
由
二
而
、
都
合
二

　
相
成
居
候
由
、
右
二
付
参
り
不
申
や
と
申
聞
候
二
付
、
早
速
参
る
、
催
立
致
す
、

　
野
殿
宗
之
助
参
り
度
由
二
付
、
同
道
之
約
束
致
し
置

一
昼
後
、
辰
次
郎
召
連
、
宗
之
助
同
道
発
足
、
又
亭
主
利
三
郎
も
参
り
趣
二
付
、

　
同
道
致
し
、
兵
庫
町
伊
勢
屋
二
行
、
源
之
助
は
留
守
、
右
之
段
話
し
頼
、
手
代

　
嘉
介
と
申
者
薩
摩
や
と
申
薩
州
之
舟
之
問
屋
致
し
候
者
二
引
合
馬
市
、
明
朝
出

　
船
二
付
、
今
日
皆
々
乗
船
二
付
六
ケ
摩
可
有
之
、
余
り
で
之
模
様
致
し
候
様
申

　
聞
候
由
、
又
外
之
者
二
引
合
候
処
、
昨
日
二
二
曲
は
都
合
安
く
出
来
仕
導
管
共
、

　
明
朝
出
船
撫
付
、
船
中
世
話
敷
有
之
、
又
明
石
二
而
乗
、
沈
早
舟
之
役
人
も
｝

　
同
乗
船
二
付
、
多
人
数
乗
組
候
二
付
出
来
難
仕
、
残
念
成
上
之
由
申
駈
る
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
小
姓
之
内
仁
右
衛
・
庸
太
・
専
右
衛
門
・
庫
太
も
参
候
由
、
是
は
船
之
外
廻
り

　
見
物
致
し
候
爵
、
意
解
蕃
者
出
謙
模
様
二
昌
昌
は
出
来
可
仕
間
、
白
衣
二

　
相
成
、
無
刀
二
而
て
ん
ま
二
乗
船
致
し
、
一
艘
乗
廻
り
、
一
見
し
、
又
一
艘
乗

　
廻
り
、
一
見
致
し
居
候
処
、
始
3
1
合
候
薩
摩
屋
船
二
乗
り
居
、
乗
り
候
様
手
よ

　
ふ
致
し
候
間
、
早
速
乗
船
し
見
る
、
蒸
気
之
仕
懸
場
・
ビ
イ
ト
ロ
ノ
屋
根
有
、

　
夫
を
聞
き
て
有
之
、
　
一
見
致
し
平
間
、
総
而
鉄
二
而
作
り
、
石
畳
致
し
有
之
、

　
目
を
驚
し
候
計
二
而
蓮
も
筆
紙
二
尽
し
難
し
、
階
子
段
な
と
も
惣
鉄
二
唐
草
之

　
す
か
し
等
有
之
、
又
士
分
之
居
所
を
見
候
処
、
違
ひ
だ
な
推
込
等
、
誠
二
美
々

　
敷
、
難
尽
筆
紙
、
作
り
方
二
大
造
成
事
美
々
事
難
尽
言
語
、
且
一
見
致
し
候
計

　
二
而
は
訳
も
不
相
分
、
と
も
之
方
二
参
り
見
候
処
、
梶
を
廻
す
車
有
、
さ
し
渡

　
し
四
尺
余
可
有
之
、
美
々
国
事
也
、
又
磁
石
弐
ツ
有
、
息
精
美
也
、
大
砲
ハ
舶
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用
鮫
砲
四
挺
、
台
二
乗
有
之
、
外
二
舶
用
臼
砲
台
有
之
、
飯
を
炊
き
候
処
は
石

炭
煙
出
し
候
鉄
滋
藤
弐
ツ
有
、
か
ま
と
五
ツ
有
之
嘉
定
、
船
町
長
四
十
八
間
之

問
、
外
ハ
惣
鉄
張
也
、
惣
而
唐
の
土
を
以
塗
有
之

右
之
船
は
昨
年
五
月
右
滞
船
之
蒸
気
也
、
竈
損
し
候
由
、
右
下
陽
二
而
直
し

出
来
之
由
、
最
早
出
来
致
し
候
得
共
叢
懸
、
長
崎
迄
参
候
事
難
出
来
、
依

　
　
　
な
　
　

而
壱
艘
参
り
引
出
帆
之
由

引
取
、
伊
勢
や
湯
を
わ
か
す
、
入
湯
ス
、
酒
出
一
盃
飲
、
引
取
、
其
節
平
尾

流
右
四
人
見
二
参
る

帰
之
節
、
源
之
助
参
り
居
る
、
　
～
呈
出
ス
、
又
利
三
郎
も
麟
累
呼

十
六
日
曇
晴
れ

一
北
條
五
代
記
素
読
、
又
午
睡

一
諏
訪
明
神
之
祭
礼
之
曲
二
而
、
亭
主
利
三
郎
右
酒
肴
贈
申
出
ス
、

　
由
二
付
参
詣
、
山
上
二
登
り
｝
見
す
、
松
永
弾
正
之
城
跡
也

右
祭
礼
之

十
七
日
暁
大
雨
、
朝
右
晴

一
去
る
十
三
艮
仕
舞
之
飛
脚
は
大
人
様
御
貸
人
今
井
金
兵
衛
・
阿
南
丈
吉
殿
有
、

　
　
　
　
ニ
　
け
ぶ
る

　
御
帰
し
兼
る
由
、
又
大
砲
持
人
四
十
四
人
御
帰
し
、
京
都
二
居
候
御
馬
屋
目
代

　
壱
人
、
高
浪
九
郎
次
大
病
二
而
御
暇
願
帰
国
、
右
之
船
来
寳
丸
・
天
恵
丸
二
乗

　
組
之
都
合
之
由
、
乍
去
大
坂
迄
参
り
度
願
二
而
罷
越
候
二
付
、
早
速
罷
越
候
様

　
御
沙
汰
之
処
、
逆
風
之
由
二
而
漸
々
今
朝
参
る
、
今
回
乗
船
也
、
右
二
付
、
先

　
日
之
異
説
一
条
、
仁
右
衛
門
迄
申
事
ス
、
又
宿
状
遣
ス
、
金
兵
衛
二
頼

一
作
州
様
右
御
使
者
榊
原
平
次
郎
と
野
人
来
る
、
福
徳
寺
二
而
小
嶋
彦
右
衛
門

　
応
対

～
昨
夜
、
豊
州
五
日
仕
舞
之
差
込
達
ス
、
先
達
而
京
都
二
而
姉
小
路
大
納
言
様

御
参
内
、
御
引
取
、
何
者
か
殺
害
致
し
二
一
条
二
付
、
藤
四
郎
殿
一
手
之
人

数
、
去
ル
八
霞
出
立
陶
冶
上
京
之
磁
、
又
此
等
親
御
用
向
有
之
、
熊
田
万
八
出

立
之
由
、
日
限
は
不
分
由

経
済
問
答
と
云
書
物
、
大
坂
二
而
大
人
様
御
持
下
り
二
付
折
々
見
る

　
　
　
局

夕
、
金
子
出
雲
と
云
人
、
京
都
右
下
り
候
趣
二
而
一
宮
携
入
来
、
右
客
人
は

奥
州
出
生
二
而
諸
国
を
廻
り
、
当
分
出
京
二
而
有
之
由
、
笠
竹
井
墨
記
を
見
る

人
之
由
、
一
盃
傾
、
夜
二
入
帰
り
二
成

し
調
刀
、

、

巨
　
　
　
　
　
珪

十
人
目
晴

一
運
送
方
右
触
来
る

　
　
　
　
　
触
之
者
、
口
上
覚

　
月
並
飛
脚
立
、
定
臼
左
之
通

　
　
　
毎
月

　
　
　
　
　
三
日
　
　
　
十
七
日

　
汁
・
茶
代
、
壱
人
二
付
六
拾
文
宛
渡
り
　
　
毎
月
　
　
十
臼
　
廿
日
　
晦
日

　
重
役
銭
、
毎
月
晦
日
渡
り
、
右
は
家
来
共
運
送
方
へ
日
雇
二
出
面
ヨ
雇
銀
也

　
伊
せ
や
源
之
助
来
り
、
長
州
表
二
半
愈
々
取
合
有
之
候
県
有
、
長
州
大
敗
北

　
之
由
、
色
々
説
有
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兵
庫
へ
御
触
之
写

去
る
十
四
日
、
太
田
備
中
守
殿
事
、
内
願
之
趣
、

役
御
免
被
仰
付
候
条
、
此
旨
兵
庫
津
中
可
触
知
也

　
　
亥
五
月

　
　
　
出
雲

　　

@　

　
　
　
勘
太

小
笠
原
図
書
頭
繕
事
、
明
九
日
思
召
有
之
、

　
　
　
マ
マ
　

種
下
兵
兵
庫
津
中
鐘
楼
知
者
也

　
　
亥
六
月

　
　
　
出
雲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
勘
太
郎

　
　
　
大
隅

　
監
察
使
正
親
町
家
、
長
州
へ
下
向
被
致
、

ノ
宮
昼
休
、
兵
庫
三
二
付
、
左
之
通

無
拠
筋
二
付
、
願
之
通
御

御
役
御
免
之
旨
浜
玉
出
尋
問
、

A
コ
十
六
β
発
途
、
明
後
十
八
日
西

道
筋
町
々
掃
除
致
し
、
手
桶
・
箒
等
差
出
、
無
礼
無
之
様
町
役
入
筆
心

付
可
申
、
尤
表
店
先
罷
在
不
作
法
無
之
様
可
聴
候

火
ノ
元
無
油
断
入
念
、
旅
館
近
辺
ハ
重
々
入
念
火
廻
り
等
可
致
事

道
筋
通
行
之
瑚
、
葬
乱
一
送
其
外
不
浄
之
輩
通
り
申
間
敷
事

　
　
　
も
カ
　

牛
間
往
来
致
問
敷
事

　
　
右
導
爆
不
母
様
可
相
聖
者
也

書
見

十
九
日
晴

一
朝
、
伊
勢
や
右
只
今
御
座
舟
三
艘
入
津
之
旨
申
越
ス
、
早
速
騨
殿
宗
之
助
同

　
道
、
乗
馬
二
而
兵
庫
二
参
る
、
家
来
御
馬
取
ハ
先
二
遣
ス

一
伊
勢
屋
二
参
り
、
馬
之
口
洗
、
夫
右
藤
四
郎
殿
舟
二
行
、
武
助
も
参
る
、
大

　
人
様
右
之
御
口
上
伸
る
、
暫
時
御
繋
船
二
候
ハ
、
、
御
揚
陸
二
色
場
所
御
覧
被

　
下
候
様
申
上
る
、
御
答
二
急
キ
ニ
付
揚
陸
致
し
難
し
、
併
作
左
衛
門
・
平
蔵
呼

　
相
談
可
用
と
て
両
人
御
呼
二
而
御
相
談
有
、
且
又
日
有
、
御
用
向
温
度
義
も
有

　
之
趣
二
付
、
御
揚
陸
難
被
遊
候
ハ
、
、
此
表
へ
罷
出
職
様
罷
帰
可
申
立
申
上
郡

　
処
、
船
頭
御
呼
、
御
尋
之
処
、
此
逆
風
二
而
は
蓮
も
出
船
難
仕
回
申
、
依
而
御

　
揚
陸
二
極
る
、
右
二
付
早
速
乗
帰

一
無
程
平
蔵
・
作
左
衛
門
御
同
道
二
而
御
出
、
大
人
様
、
野
殿
も
馨
、
　
一
岡

　
生
田
川
辺
迄
御
出
、
大
筒
仕
懸
場
御
一
覧
二
而
神
戸
町
店
二
休
、
茶
を
飲
、
別

　
れ
九
時
過
帰
宅

一
書
見

一
七
時
頃
右
六
之
助
・
道
一
・
半
蔵
・
宗
之
助
、
御
料
組
三
人
同
道
二
而
、
生

　
田
宮
宝
物
見
二
行
、
十
人
迄
見
料
五
文
也
、
畢
而
茶
店
二
休
シ
帰
宅

　
宝
物
左
之
通

　
　
　
神
恥
　
　
御
鏡
　
　
同
御
選

（
空
白
）

一
令
甲
此
屋
亭
主
利
三
郎
弟
、

壱
人
御
供

先
日
右
不
快
之
処
、
今
日
病
死
也
、
右
二
付
人
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今
日
藤
四
郎
殿
話
二
、
京
都
へ
は
藤
四
郎
一
手
出
張
、
舟
御
開
舟
三
富
士
は

廻
船
、
合
十
三
艘
之
由
、
又
十
三
臼
出
立
二
而
章
蔵
・
隼
太
出
京
之
由
、
又
稽

古
人
出
京
之
由
、
掌
万
八
殿
も
同
艮
出
之
由
、
又
武
衛
・
繁
之
丞
・
野
尻
半

之
允
、
小
倉
迄
参
り
た
き
と
三
佐
二
而
聞
た
る
と
話
也

井
上
俊
蔵
来
る
、
是
ハ
急
御
用
竹
縁
、
兼
松
貞
人
一
同
六
日
出
立
、
上
京
之

由
廿
臼
晴
時
々
曇
、
昼
後
夕
立
ふ
り
し

一
今
日
、
家
来
壱
人
、
此
屋
へ
脂
躍
貸
、
大
人
様
も
御
貸

一
今
日
、
吉
田
肇
、
有
馬
様
へ
御
使
二
行
、
馬
上
也
、
西
宮
町
屋
二
当
時
止
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
之
由
、
明
後
日
打
出
御
陣
屋
二
出
遷
候
由
咄
六
趣
、
茶
屋
二
而
応
対
、
酒
庫
出

　
候
よ
し

一
十
四
日
右
今
日
迄
、
汁
・
菜
之
代
六
十
文
な
ら
し
、
四
百
三
十
六
文
請
取

…
書
見

廿
一
目
晴

一
朝
、
野
殿
父
子
同
道
、
再
度
山
二
登
山
勅
願
所
と
見
へ
、
下
馬
之
札
有
、
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　

　
国
八
十
八
ヶ
所
有
御
国
神
通
、
寺
め
く
り
廻
り
、
本
堂
行
見
る
、
到
而
小
半
、

　
門
前
二
茶
店
有
、
野
殿
一
同
一
盃
を
傾
ケ
、
昼
頃
帰
宅

一
午
睡
は
霞
々
之
事
故
不
記
、
書
見
も
少
々
宛
日
々
読
る
故
不
落

一
夕
、
宗
之
助
岡
道
、
神
戸
辺
見
分
ス

廿
二
日

一
格
別
記
事
な
し

昨
賃

之

通

甘

日

廿
四
段
晴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ス
ぷ
ム
ロ

一
先
月
廿
八
十
之
飛
脚
延
引
、
当
月
五
濤
仕
舞
、
今
朝
達

一
痛
邪
気
二
付
、
大
城
道
一
二
薬
取
飲
○
讃
州
様
右
大
石
平
内
と
云
人
御
使
者

　
二
入
来
、
於
福
徳
寺
肇
応
対

一
宗
之
助
同
道
、
夕
刻
生
田
二
而
乗
馬
ス

廿
五
日
晴

一
写
物
少
々
、
格
別
之
平
な
し

一
夕
、
御
旗
具
取
出
し
改
、
且
取
立
置

廿
六
日
晴

一
北
條
五
代
記
、
今
碍
二
扁
読
畢

一
β
中
、
甲
留
着
用
致
し
試
る
、
龍
三
郎
・
松
次
郎
も
着
用
ス

廿
七
千
晴

一
昼
後
、
熊
田
万
八
、

一
別
格
之
事
な
し

兵
庫
迄
着
船
之
由
申
参
る

廿
八
日
晴

一
早
天
、
ニ
ツ
茶
屋
海
岸
二
出
、
　
一
見
す

一
飯
後
、
萬
八
着
船
上
陸
致
し
候
由
、
依
家
来
召
連
、

　
宮
源

加
勢
二
出
る
、
宿
は
中
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壷
　
右
衛
門
宅
、
従
者
之
場
畦
介
召
連
也
、
組
之
者
ハ
花
隈
村
也
、
組
十

　
人
身
連
也
、
幾
次
郎
・
新
三
郎
一
同
着
、
両
人
ハ
十
二
日
出
立
、
万
八
ハ
十
三

　
臼
出
立
之
由
、
小
原
・
武
藤
十
二
瞬
出
立
、
同
船
之
処
、
昨
夜
兵
庫
右
早
舟
二

　
而
出
坂
之
由

～
明
黛
、
熊
田
藤
助
殿
右
達
し
論
義
有
之
二
四
、
福
徳
霊
廟
出
置
様
御
目
付
右

　
触
来
る

廿
九
日
晴

一
飯
後
、
福
徳
寺
二
出
る

　
御
意
之
趣
伝
有
　
　
此
度
出
張
之
面
々
厚
　
　
思
召
を
以
御
寺

　
頂
戴
被
仰
付
候
、
難
有
奉
存
候
旨
御
請
申
上

一
熊
田
万
八
右
伝
二
、
出
立
前
、
別
紙
全
通
贈
品
溢
血
、
尚
右
之
趣
何
れ
へ
も

　
相
伝
候
様
と
の
御
沙
汰
二
付
相
心
得
候
様
と
也

　
別
紙
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
田
万
八

此
度
固
場
江
人
数
差
出
候
処
、
初
雪
男
儀
、
殊
二
役
人
共
も
不
揃
、
男
心

配
敷
・
彼
是
心
・
配
慮
致
し
候
間
、
都
而
之
儀
藤
助
へ
可
申
談
候
、
尚
又
出
役
之

面
々
善
悪
見
聞
之
次
第
折
々
可
申
越
候

右
二
付
、
御
旗
組
召
壁
厚
　
思
召
を
以
御
寺
頂
戴
三
曲
付
藤
豆
伝
る
、
何
も

難
有
奉
存
候
旨
申
出
る
、
右
之
段
大
人
様
へ
申
上
る
、
早
速
御
寺
渡
す
、
大
野

　
　
　
　
ヵ
　

寺
、
木
宗
願
成
院
へ
被
仰
付
候
処
、
万
八
人
数
増
方
二
相
成
候
事
故
不
足
二

相
成
、
依
而
小
頭
迄
弐
枚
宛
組
方
、
壱
枚
宛
之
割
二
相
成
候
二
付
、
右
之
段
申

渡
ス
、
且
又
万
八
右
伝
之
趣
申
渡
し
、
別
而
入
念
候
様
、
右
二
付
点
は
折
々
見

廻
も
可
有
之
、
別
而
相
慎
罷
在
常
店
も
渡
、
且
万
八
組
も
参
着
摘
芯
右
之
組
と

も
万
事
相
談
致
し
候
様
申
渡
ス
、
又
萬
八
組
・
小
頭
組
へ
も
頼
入
段
申
置
、
万

八
二
は
勿
論
営
巣

御
旗
組
へ
御
祭
二
付
遣
ス
、
酒
壱
升

昨
β
大
坂
右
中
嶋
左
次
右
衛
門
着
、
右
は
楠
公
江
　
御
寄
附
之
金
灯
籠
持
参

也右
殿
二
三
百
目
筒
弐
挺
持
参
、
且
陣
桶
壱
荷
、
劔
術
稽
古
道
具
持
参
、
右
陣
桶

鍋
共
請
取
、
組
へ
渡
ス

大
人
様
、
鎖
御
製
作
御
手
宛
申
上
る

七
月
朔
日
晴
、
夕
立

｝
記
事
無
之
、
今
目
運
送
方
御
用
向
有
之
、

　
衛
門
帰
坂
出
立

大
坂
へ
五
鱒
之
介
出
立
、
左
次
右

同
二
日
晴
、
昼
後
、
雨
、
夕
立
止

一
朝
、
幾
次
郎
・
新
三
郎
二
行

｝
豊
後
、
宗
之
助
同
道
、
北
野
天
神
参
詣
ス
、

岡
三
臼
晴
曇
、
昼
後
、
雨

｝
朝
、
作
助
、
大
坂
右
帰
る

一
飯
後
、
万
八
殿
、
生
田
二
而
乗
馬

一
飛
脚
仕
舞

同
車
B
曇

｝
飯
後
、
大
人
様
御
同
道
、

雨
二
黒
、
坊
舎
二
休
、
帰
宅

二
付
参
り
、

一
原
審
乗

生
田
二
瀬
乗
馬
、
夫
右
万
八
殿
同
道
、
味
泥
川
瀬
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巡
見
し
、
昼
後
・
帰
宅

、
　
寸
　
　
　
　
、
　
、
攻
認

イ
　
　
　
　
　
　
　
！
T

同
五
β
昨
夜
右
雨
、
今
朝
小
雨
、
追
々
止

一
書
見
、
記
事
な
し

一
夕
、
武
輔
・
作
助
右
木
刀
借
用
し
、
大
人
様
と
手
数
遣

十
B
曇
、
雨

　
記
事
な
し

十
一
日
曇

一
今
日
北
條
太
平
記
貸
本
屋
下
構
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一一 ｱ
を朝曾

晴野
殿
同
道
、
生
田
二
而
乗
馬

万
八
・
畦
介
・
作
男
来
り
、
手
数
遣
、

仕
合
も
致
ス

同
七
日
号

～
記
事
な
し

｝
夕
、
上
伊
織
入
来
、
御
用
向
二
而
去
る
、
十
六
臼
御
在
所
出
立
、
出
京
、

　
元
へ
も
立
寄
候
様
　
　
御
意
二
付
罷
越
候
由
、
逆
風
撫
付
、
室
右
揚
陸
之

　
由
、
夜
出
入
引
取
二
成
、
糟
屋
二
止
宿

是

同
八
臼
晴

一
早
天
、
宗
之
助
・
畦
介
同
道
、
乗
馬
二
而
津
田
界
川
迄
行
、
一
ノ
谷
敦
盛
之

　
墓
有
、
此
処
敦
盛
蕎
麦
と
云
て
商
店
有
、
休
ミ
食
し
猶
奪
之
前
引
取
、
昼
前

　
帰
宅

｝
記
事
な
し

九
日
西
風
強

「
記
事
な
し
、

触
有
、
組
へ
も
触
る

十
二
日
晴
曇
半
天

一
朝
、
飯
後
右
大
人
様
、
野
殿
御
同
道
二
塁
、
和
田
御
崎
へ
御
乗
馬
二
而
御
出

　
二
付
、
宗
之
助
同
道
参
る
、
和
田
明
神
之
社
有
、
浜
辺
二
出
、
新
御
台
場
御
築

　
立
を
一
見
す
、
未
地
結
、
石
こ
し
ら
え
等
也
、
御
筒
も
有
之

一
帰
り
懸
二
作
介
二
出
合
、
大
坂
右
飛
脚
到
来
、
兵
庫
港
二
江
戸
表
右
御
廻
し

　
之
大
砲
を
積
候
舟
着
之
趣
霧
、
且
大
人
等
江
御
状
参
り
候
二
院
、
源
之
助

　
御
立
寄
、
御
状
御
　
見
、
乍
　
下
之
酒
出
す
、
飲
引
取
、
宗
之
助
　
同
築
嶋
寺

　
と
云
二
参
詣
す
、
此
処
二
も
讃
州
御
人
数
居
也
、
昼
後
帰
宅

一
江
府
御
廻
し
之
御
筒
舟
、
神
戸
港
二
着
之
由
、
濱
上
を
見
二
参
る
、
段
々
御

　
筒
参
る
、
浜
蔵
御
貸
上
二
而
入
る
也

十
三
日
曇
時
々
雨
、

一
記
事
な
し

十
四
醸
雨

一
記
事
な
し

十
五
目
雨

且
又
目
出
る



記
事
な
し

十
六
日
雨
天

一
豊
州
へ
之
書
状
認

十
七
目
晴
天

～
飯
後
、
宗
之
助
・
畦
介
同
道
、

　
昼
後
帰
宅

一
豊
州
へ
之
飛
脚
仕
舞

乗
馬
二
而
新
田
辺
迄
行
、
住
吉
町
二
丁
休
ミ
、

十
八
日
晴

一
早
天
、
大
人
様
御
一
同
、
濱
川
崎
新
田
辺
金
比
羅
悪
処
二
、
江
戸
右
並
置
之

　
三
貫
目
鮫
砲
・
六
貫
目
長
忽
砲
置
付
二
相
成
候
野
付
、
見
二
参
る

　
　
　
　
　
　
な
　

一
野
殿
氏
右
棊
盤
借
、
辰
二
郎
二
三
面
打

十
九
日
晴

一
昼
後
、
仲
山
・
鷹
巣
・
熊
介
・
野
宗
・
大
道
同
道
、
熊
内
村
中
西
徳
次
郎
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぽ
　
　

　
申
者
之
宅
二
木
村
長
門
守
所
持
之
太
刀
有
を
見
二
行
、
右
は
先
日
仲
山
∵
鷹
巣

　
等
見
二
行
た
る
二
付
、
同
道
を
頼
也
、
徳
次
郎
二
応
対
し
太
刀
を
見
る
、
来
国

　
俊
作
、
弐
尺
八
寸
也
、
又
文
有
、
右
太
刀
ハ
布
引
山
瀧
勝
寺
二
有
之
候
所
、
僧

　
不
仕
末
之
事
有
之
た
る
二
付
、
右
三
家
二
当
分
所
持
之
由
、
物
語
也
、
見
料
二

　
壱
朱
置

一
布
引
瀧
を
畦
介
・
道
一
見
二
参
り
た
き
由
二
参
り
、
一
見
し
、
一
盃
を
傾
ケ
、

　
又
雌
龍
を
も
一
見
し
、
日
入
前
帰
宅

廿
日
曇
、
雨

一
・
記
童
毒
、
開
石
監
察
使
四
條
侍
従
様
御
通
行
、
軍
艦
繰
練
場
を
も
御
覧
有

　
之
趣
二
付
出
お
、
昼
後
右
左
之
面
々
出
る

　
　
　
出
役
之
面
々

　
　
　
　
熊
田
藤
助
　
　
　
　
　
野
殿
源
蔵
　
　
　
　
熊
田
万
八

　
　
　
　
　
　
　
番
下
五
人
　
　
　
　
　
組
子
十
人
　
　
　
　
組
五
人

　
　
　
　
古
田
武
輔
　
　
　
　

浦
邊
重
助
　
　
　
　
熊
国
清
六

　
　
　
　
　
　
　
手
代
壱
人

　
　
〆
　
火
役
レ
術

　
〆
右
之
通
、
生
田
川
辺
二
出
居
る
御
筒
仕
懸
二
来
る
、
然
る
処
今
日
ハ
軍
艦
繰

　
練
場
御
覧
無
之
、
依
而
七
時
前
頃
帰
宅

一
汁
菜
代
、
四
百
弐
十
文
請
取

一
今
日
、
借
本
屋
右
出
定
笑
語
と
座
本
借

廿
一
臼

一
記
事
な
し

サ
常
日

一
記
事
な
し

1
：
，
r
e

一
朝
、

宗
之
助
岡
道
、
兵
庫
清
盛
墓
所
辺
迄
乗
廻
し
二
行
、
四
時
過
帰
宅
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廿
四
鐸
曇
、
夕
立
有

一
夕
、
熊
田
万
八
三
二
而
従
者
等
揃
昼
仕
度
揃
へ
急
速
二
本
陣
迄
参
り
候
、
稽

　
古
有
之
候
由

一
吉
田
肇
右
松
次
郎
を
以
冑
甲
着
用
致
候
趣
、
尤
両
三
人
申
合
、
早
着
之
由
、

　
依
而
拙
者
も
其
用
意
致
ス
、
無
程
相
図
有
之
候
二
付
着
用
い
た
し
候
処
、
未
タ

　
何
も
支
度
出
来
致
し
不
急
由
、
又
従
者
之
用
意
も
有
之
面
付
、
拙
者
も
従
者
へ

　
用
意
致
し
罷
出
駕
様
申
帰
ス

一
聯
程
松
次
郎
・
龍
三
郎
・
平
蔵
・
肇
仕
度
出
来
、
従
者
も
揃
空
処
、
大
人
様

　
右
折
角
支
度
も
致
し
出
来
候
事
側
付
、
諏
訪
明
神
へ
致
参
詣
候
様
御
沙
汰
二

　
　
　
　
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
ぬ

　
付
、
挑
燈
用
意
致
し
参
詣
ス
、
暫
休
息
、
其
内
浦
邊
六
之
助
、
小
鷺
黒
黒
陣
羽
織

　
二
而
参
着
、
追
々
跡
右
参
二
様
灘
酒
付
、
待
居
候
処
、
野
殿
父
子
組
之
者
七
人
、

　
従
者
・
雨
具
持
・
玉
薬
箱
持
等
迄
参
着
、
又
大
城
道
一
・
熊
田
万
八
参
着
、
何

　
も
甲
冑
也
、
乍
去
指
物
は
大
人
様
相
止
面
様
御
沙
汰
二
心
休
也

一
躍
之
所
二
付
、
明
神
二
参
詣
し
、
勝
闘
を
上
ケ
、
引
取
候
処
、
堤
二
大
小
姓

　
大
岩
・
小
嶋
・
杉
村
・
鷹
巣
・
外
川
・
松
原
・
佐
藤
・
葛
巻
不
霊
人
数
揃
甲
冑

　
二
而
出
廻
也
、
夜
四
時
頃
帰
宅
、
中
々
血
中
勇
々
敷
事
也

廿
五
日
晴
、
夕
著

～
記
事
な
し

廿
七
属
曇
レ
晴

～
昨
夜
、
京
都
飛
脚
達
し
、
有
馬
様
御
持
場
、
武
庫
川
右
横
川
魚
御
免
、
御
代

　
酒
井
様
・
脇
坂
壁
土
仰
付
候
得
共
、
御
人
数
出
候
迄
御
家
二
御
持
候
様
、
於
京

　
都
飛
鳥
井
殿
右
御
留
守
居
井
上
宗
三
郎
御
呼
出
二
而
被
仰
付
候
由
、
乍
去
御
人

　
数
少
二
王
、
一
応
覚
左
衛
門
殿
出
張
聯
帯
二
流
呼
合
之
上
、
隔
地
二
も
有
之
、

　
労
御
漏
被
申
上
瓦
処
、
暫
時
之
間
松
平
三
河
提
唱
と
御
咄
合
取
而
、
御
気
を
被

　
付
課
溶
着
沙
汰
之
趣
申
参
る
、
右
二
付
今
朝
熊
田
万
八
、
三
河
様
へ
被
参
候
也

一
昼
頃
、
万
八
帰
り
二
而
、
三
河
様
は
今
臼
少
々
御
人
数
被
隠
隠
候
鳥
也

　
右
二
付
、
早
速
飛
脚
大
坂
迄
立
、
右
は
暫
と
申
共
、
異
船
雑
事
は
只
今
来
舶
も

　
露
寒
、
右
之
節
如
何
や
撫
歳
・
田
舞
や
、
此
御
人
数
を
双
方
に
分
富
士
は
、
双
方

　
と
も
二
参
届
申
問
敷
、
幸
京
都
二
御
人
数
出
居
候
事
故
、
右
之
内
火
術
役
・
物

　
頭
～
人
、
組
手
少
々
な
り
と
も
御
遣
し
相
成
候
ハ
＼
右
を
西
宮
二
可
差
置
、
左

　
田
偏
＼
蓮
も
実
備
二
懸
り
候
わ
け
二
は
参
り
問
敷
ハ
候
へ
と
も
、
御
気
を
荒
鷲

　
廉
も
立
可
申
、
何
と
申
も
此
表
右
武
庫
川
迄
ハ
六
里
余
も
有
之
、
横
川
迄
も
四

　
里
計
も
有
之
事
晶
群
致
方
無
之
、
来
舶
之
模
様
相
分
掌
右
参
候
而
ハ
建
も
問
二

　
合
不
語
、
右
二
而
は
蓮
も
蒼
空
面
罵
段
、
京
都
二
文
通
二
成

廿
人
臼

｝
今
β
吉
田
肇
、
三
河
様
二
御
頼
と
し
て
参
る

一
堀
志
摩
助
、
今
朝
西
宮
迄
外
聞
と
し
て
参
る
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廿
六
日
晴

～
昼
後
、
上
伊
織
、
京
都
引
取
右
着
、
御
用
向
話
、
大
人
様
井
万
人
と
有
之
、

　
七
時
前
乗
船
、
右
見
送
二
海
岸
迄
行
、
帰
り
二
買
物
致
し
、
日
暮
帰
宅

廿
九
日
雨
曇

一
記
事
な
し
、
井
目
西
宮
志
摩
助
帰
り
、

　
日
も
蚕
纏
趣
申

酒
井
塾
則
人
数
、
綴
目
段
々
着
、
今



晦
日
雨

～
記
事
な
し
、

生
田
大
神
宮
祭
礼
有
、
今
朝
右
志
摩
助
、
又
々
西
宮
へ
参
る

八
朔
晴
・
雨
時
々
晴

一
記
事
な
し

今
夜
京
都
飛
脚
達
ス

同
二
日
曇
晴
、
神
戸
辺
夕
立
有
、
西
宮
辺
ハ
な
し

一
朝
毒
茸
殿
・
熊
田
同
道
、
乗
馬
二
三
西
宮
へ
参
る
、
参
り
懸
、
住
吉
二
而
少

　
々
雨
降
、
已
二
帰
ン
と
催
し
候
得
共
、
折
角
此
迄
参
り
、
帰
る
も
残
念
二
付
、

　
是
非
と
賢
立
参
り
下
記
雨
止
、
四
時
後
と
豊
頃
参
り
付

一
志
摩
助
参
り
候
処
二
着
、
馬
を
繋
ぎ
飼
を
付
休
む
、
皆
一
同
二
軍
を
取
寄
、

　
少
々
飲
食
事
仕
舞

一
九
時
半
頃
出
立
、
町
は
つ
れ
迄
出
、
夫
右
浜
二
出
、
一
見
し
、
又
海
道
二
出
、

　
帰
る
、
神
戸
町
迄
帰
り
た
る
時
、
樋
口
三
次
郎
・
栗
生
村
三
郎
・
吉
田
兵
衛
着

　
之
由
二
付
、
浜
二
出
、
夫
右
帰
宅
、
七
時
過
頃
也

一
西
宮
ハ
酒
井
様
御
人
数
追
々
出
張
、
　
　
一
鷹
一
　
御
　
　
罵
西
宮
辺
寺
院
悉

　
ク
御
借
上
二
相
成
、
残
ハ
町
家
二
居
候
よ
し
、
店
ロ
ニ
幕
打
廻
し
有
之
家
段
々

　
有
之
、
脇
坂
様
右
も
右
轟
御
人
数
出
、
右
之
通
也

～
志
摩
助
咄
二
、
酒
井
様
御
感
役
と
同
宿
二
二
処
、
日
々
夜
々
遊
女
回
廊
由
、

　
又
料
理
屋
な
と
ハ
朝
夕
夜
共
不
言
遊
行
二
参
候
よ
し
、
御
人
数
ハ
六
百
人
と
申

　
事
二
重
得
共
、
三
百
人
少
シ
余
位
、
若
年
五
人
計
、
御
斎
九
疋
参
居
由

一
有
馬
山
も
当
時
御
気
を
付
候
様
御
沙
汰
二
而
、
御
人
数
出
居
候
処
、
昨
隅
引

　
取
候
よ
し

一
三
次
郎
・
村
三
郎
参
り
候
ハ
、
是
許
軍
ハ
御
人
操
二
面
御
返
し
二
相
成
候
様
、

　
右
代
り
、
又
、
兵
衛
ハ
九
郎
次
代
り
也

三
臼
晴

一
記
事
な
し
、
源
之
助
右
時
々
書
物
を
借
写
ス
、
当
時
闘
書
・
禁
書
等
也

一
飛
脚
仕
舞

一
今
暁
右
大
坂
出
火
、
昼
後
迄
煙
見
ゆ
る
、
焼
失
之
所
ハ
別
二
写
ス
ニ
付
略
ス

四
日
晴

一
生
田
二
而
大
砲
試
内
有
之
二
付
参
る
、
壱
貫
目
五
放
、
三
百
目
玉
議
事
、
忽

　
官
邸
烈
玉
五
畜
、
散
玉
壱
砲
、
三
百
目
響
戦
筒
五
放
、
合
弐
十
一
放
、
準
準
ハ

　
古
テ
ン
マ
御
買
上
二
而
十
町
譜
面
懸
る
、
壱
貫
目
壱
放
中
る
、
三
百
目
ハ
四
町

　
位
之
目
印
也

　
披
烈
丸
壱
放
ハ
発
し
方
可
也
、
余
は
海
中
二
入
、
見
物
人
大
勢
参
る

五
日
晴

一
今
朝
、
砲
弾
聞
ゆ
る
、

一
記
事
な
し

何
方
や
不
詳

同
六
日
曇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
レ

一
昼
後
、
宗
之
助
・
魚
介
同
道
、
乗
馬
二
而
須
磨
二
磯
剰
味
噌
買
二
行
、
又
、

　
一
領
谷
二
行
、
そ
ば
食
や
す
む
、
是
処
二
而
、
宗
之
助
是
非
／
＼
舞
子
之
浜
迄

　
参
り
度
よ
し
申
二
付
参
る
、
家
有
之
処
二
而
茶
を
飲
、
馬
の
口
を
洗
、
夫
右
御

　
台
場
を
一
見
す
、
先
達
而
田
嶋
仁
左
衛
門
参
り
、
荻
野
六
兵
衛
先
生
出
役
二
相

　
成
居
候
二
出
合
候
趣
二
付
、
尋
候
処
、
出
役
之
よ
し
二
付
、
士
二
二
上
上
、
先

　
生
浜
辺
被
出
居
候
間
可
申
聞
旨
致
返
答
待
合
切
処
、
被
参
歯
噛
付
、
荻
野
流
古

　
田
佐
右
衛
門
門
人
、
入
門
致
し
候
計
二
候
ヘ
ハ
一
と
も
御
門
弟
之
塾
図
付
、
御
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見
知
置
案
下
候
様
態
願
旨
申
、
向
右
も
挨
拶
有
、
其
侭
行
取
、
門
弟
之
よ
し
二

二
、
世
理
年
之
人
数
十
人
見
懸
る
、
御
台
場
築
立
二
相
成
、
御
普
請
最
中
、
壱

ツ
ハ
出
来
上
り
、
鉄
砲
置
付
有

帰
り
二
兵
庫
之
先
二
而
馬
を
休
ム
、
是
処
二
而
一
盃
飲
、
日
暮
前
帰
宅

同
七
日

一
朝
、

一
夕
、

晴町
家
迄
御
用
之
絵
具
を
買
二
行
、
昼
頃
帰
宅

辰
次
郎
を
連
、
魚
釣
二
浜
二
行
、
日
暮
帰
宅

岡
八
日

　
朝
五
時
過
、
源
之
助
参
り
、
昨
夜
右
讃
州
様
御
騒
き
之
よ
し
、
右
は
開
石
二

　
而
砲
発
有
之
、
右
二
付
早
馬
を
被
立
候
得
共
、
兎
二
角
人
数
用
意
可
致
と
の
事

　
二
而
大
騒
動
之
よ
し
、
右
二
付
、
早
速
吉
照
肇
乗
馬
二
而
兵
庫
迄
参
り
候
処
、

　
其
内
源
　
　
　
黛
一
．
；
　
　
　
　
　
　
、
讃
州
之
物
見
之
人
帰
り
、
明
石
二
而

　
長
州
之
異
船
作
り
之
船
、
夜
中
故
印
も
不
分
二
付
打
候
よ
し
、
右
分
り
候
二
十
、

　
為
知
二
源
之
助
手
代
参
り
居
候
よ
し
、
右
二
出
合
早
速
帰
る

　
今
朝
右
安
威
・
古
田
警
荻
野
六
兵
衛
参
会
致
し
貝
母
願
二
丈
舞
子
算
氏

　
参
候
処
、
夕
帰
り
二
成
、
歳
次
郎
殿
話
二
、
明
石
導
出
役
之
六
兵
衛
先
生
も
昨

　
夜
之
砲
発
～
条
二
而
、
明
石
被
引
取
候
由
、
参
り
候
而
も
出
殿
可
有
之
粛
呈
聞

　
候
由
、
右
二
付
、
門
弟
之
人
二
話
致
し
候
由
、
昨
夜
之
砲
発
ハ
、
夜
中
淡
路
嶋

　
之
御
台
場
右
頻
二
砲
発
二
付
、
出
見
候
へ
と
も
一
向
不
見
、
其
内
帆
影
見
へ
候

　
へ
と
も
、
日
本
船
や
何
や
見
分
出
来
不
申
、
能
々
す
か
し
見
候
処
、
帆
柱
二
本

　
見
へ
候
二
付
、
弐
貫
目
と
七
百
目
之
筒
弐
挺
二
而
六
発
打
候
処
、
テ
ン
マ
打
付
、

　
長
州
之
舟
二
而
、
兵
庫
迄
急
用
有
之
参
候
二
付
、
通
し
候
様
申
聞
候
趣
、
六
町

　
位
も
可
有
之
と
存
、
夜
中
故
矢
倉
畳
目
も
不
知
畳
付
、
小
柄
を
ぬ
き
、
此
二
二

気
之
曲
尺
を
以
矢
倉
と
し
打
直
処
、
六
発
共
皆
中
致
し
候
趣
話
し
之
由

又
咄
二
、
去
る
五
田
、
紀
州
難
船
弐
艘
言
託
、
打
払
候
処
、
早
速
退
帆
之
由

九
日
雨

一
記
事
な
し

　
ト
カ
　□

日
晴

一
飯
後
、
従
者
、
大
人
様
と
も
十
人
召
連
、
生
田
迄
茸
取
二
行
、
昼
帰
宅
、
二

百
三
ツ
有

｝
近
日
、
江
戸
右
御
目
付
御
固
場
見
分
と
し
て
御
出
之
旨
、
御
達
し
有
之
、
依

而
図
面
出
来
と
し
て
田
能
村
伝
太
養
子
順
之
助
、
大
坂
堅
魚
目
来
る
、
大
城
氏

処
二
同
宿

一
今
日
源
之
助
参
り
、
話
し
二
兵
庫
畑
中
二
士
壱
人
切
腹
い
た
し
居
候
由

十
一
日
晴

一
富
田
と
く
や
・
野
口
軍
八
、
御
暇
二
半
下
岡
、
又
野
殿
氏
組
両
人
、
綿
弓
墓

　
参
り
居
候
処
、
手
組
両
人
参
り
四
二
付
、
両
人
近
々
二
成
、
今
目
乗
船
二
付
、

　
手
紙
認
遣
ス

十
二
霞
曇

｝
記
事
な
し

十
三
目
曇
、
少
々
時
雨
有

　
記
事
な
し
、
杢
右
衛
門
右
上
之
山
嵐
詳
密
二
参
呉
候
平
面
聞
る
二
付
参
る
、
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瓢
酒
携
へ
組
之
者
参
る
、
一
盃
傾
ケ
、
揖
暮
帰
宅

十
四
日
雨

一
記
事
な
し
婁

十
五
日
曇

一
朝
、
野
殿
同
道
、
生
田
機
器
取
二
行
、
家
来
五
人
連
、
五
十
取
、
野
殿
ハ
四

　
人
粒
界
四
ツ
取
、
先
二
参
り
鎌
取
候
跡
二
七
止
、
帰
り
二
海
辺
を
一
見
し
、
四

　
時
過
頃
帰
宅

一
去
る
十
一
目
、
兵
庫
二
浪
士
十
十
人
余
り
人
参
り
止
宿
之
処
、
昨
夜
高
札
場

　
張
紙
書
候
よ
し
、
写
別
二
有

一
昼
後
、
乗
廻
二
畠
、
湊
川
迄
参
り
、
帰
る

十
六
日
曇
、
夕
雨

一
朝
五
頃
右
亭
主
利
三
郎
案
内
二
而
松
茸
取
に
行
、
辰
次
郎
・
兵
四
郎
・
千
次

　
郎
・
源
郎
召
連
射
再
度
山
型
登
り
候
処
掛
花
熊
福
徳
寺
和
尚
千
田
松
太
郎
を
連

　
来
る
、
是
も
松
茸
取
之
由
、
夫
右
同
道
致
し
参
候
、
山
道
の
道
を
し
か
と
な
き

　
処
を
行
、
午
の
背
申
処
之
よ
し
、
馬
の
背
を
見
た
る
如
き
峠
あ
り
、
実
二
山
中

　
也
、
右
馬
の
背
を
行
、
谷
二
下
り
、
村
有
所
二
行
、
東
大
部
村
と
申
て
御
料
之

　
　
　
　
　
　
　
　
だ
が
ヵ
レ

　
よ
し
、
神
有
て
し
は
い
有
よ
し
、
参
り
候
処
明
目
郵
相
始
る
と
て
小
道
か
け
な

　
り
、
夫
右
西
小
部
村
と
申
所
二
行
、
中
宮
村
右
弐
里
計
有
よ
し
、
仙
洞
御
料
之

　
由
、
此
処
二
極
楽
寺
と
申
寺
有
、
福
徳
和
尚
と
右
寺
二
行
、
右
寺
二
福
徳
和
尚

　
侮
秋
迄
居
住
二
而
侮
秋
福
徳
寺
遷
り
候
よ
し
也
、
直
様
利
三
郎
親
類
夕
方
へ

　
参
る

　
　
ぬ
　
ニ
　
い

～
利
三
郎
所
持
之
酒
肴
出
ス
、
一
盃
傾
、
昼
食
仕
舞
、
亭
主
右
岸
、
干
菓
子
椀

出
ス
、
菓
子
椀
ハ
氷
豆
腐
・
松
茸
詰
ゆ
は
也
、
飯
は
持
参
致
し
候
を
仕
舞

食
事
仕
舞
、
亭
主
の
山
二
松
茸
取
二
行
、
昨
臼
ぬ
す
ま
れ
候
よ
し
二
而
し
か

と
な
き
よ
し
申
候
へ
共
、
随
分
あ
り
、
十
斤
計
も
あ
り
、
尤
利
三
郎
殿
同
道
、

家
来
共
召
連
る
、
畢
而
帰
る
、
煙
草
飲
、
極
楽
寺
二
参
り
候
処
、
福
徳
和
尚
・

極
楽
和
尚
・
松
太
郎
同
道
、
寺
之
山
二
参
り
候
よ
し
、
只
今
出
足
之
様
子
也
、

福
徳
和
尚
・
小
子
参
り
候
処
、
利
三
郎
親
類
も
福
徳
和
尚
知
己
之
由
二
雪
面
参
、

ぎ
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　

自
分
山
二
参
ら
う
と
被
携
、
寺
右
ハ
酒
肴
持
参
之
様
子
二
候
へ
と
も
、
小
子
ハ

持
参
不
単
二
鐙
摺
へ
と
も
、
是
非
／
＼
参
様
様
里
心
聞
候
故
、
如
何
致
し
候
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

利
三
郎
二
申
候
処
、
親
類
之
亭
主
も
和
尚
二
被
携
参
る
と
の
事
故
、
同
道
致
し

参
り
、
松
茸
取
、
寺
之
山
も
昨
呂
盗
二
逢
干
て
少
々
有
、
取
畢
而
酒
飲
初
む
、

利
三
郎
親
類
右
も
酒
持
参
、
肴
は
松
茸
み
そ
あ
へ
そ
ふ
め
ん
也
、
寺
右
毒
す
し

二
重
、
み
し
め
壱
重
持
参
、
取
候
松
茸
を
其
侭
煮
る
、
又
焼
風
味
ス
、
風
味
格

別
よ
し
、
酒
關
な
る
時
、
雨
頻
二
降
出
し
候
二
付
、
其
侭
3
1
取
、
小
子
ハ
利
三

郎
親
類
宅
二
引
取
、
和
尚
ハ
寺
二
引
取
、
其
内
両
車
軸
を
流
し
蔵
宿
右
食
事
を

出
ス
、
賞
味
ス
、
宿
隠
居
夫
婦
、
是
非
／
＼
泊
り
候
様
申
聞
候
へ
と
も
、
御
固

出
張
二
半
隠
れ
参
り
候
事
故
と
申
3
1
取
、
利
三
郎
も
案
内
故
引
取
、
か
隼
不

是
韮
卿
予
期
様
申
、
み
の
有
之
二
付
、
断
獲
得
共
、
是
非
／
＼
持
候
様
申
二
付
三

本
、
井
遅
く
も
相
成
候
事
故
灯
燈
壱
振
借
用
ス

寺
之
山
山
参
り
た
る
時
、
兵
四
郎
を
宿
二
置
上
、
隠
居
酒
出
し
候
様
、
隠
居

ハ
大
人
様
是
元
へ
御
出
之
飾
、
利
三
郎
不
居
合
故
、
草
あ
ん
内
二
出
姉
者
の
よ

し

β
暮
前
引
取
、
寺
へ
誘
ひ
二
行
候
処
、
極
楽
和
尚
松
茸
奉
上
煙
雨
之
処
、
福

徳
寺
も
御
大
勢
有
之
、
労
何
分
今
臼
御
覧
之
通
り
之
事
故
面
上
候
程
無
之
、
誠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　

二
少
し
な
か
ら
持
帰
り
候
様
壱
す
ぼ
く
れ
る
、
断
候
へ
と
も
福
徳
和
尚
も
持
母

様
申
聞
造
付
持
帰
る
、
福
徳
和
尚
ハ
＝
佼
止
宿
三
衣
、
帰
ら
ね
ハ
な
ら
す
候
へ
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と
も
、
利
三
郎
帰
り
御
案
内
も
之
有
事
故
一
宿
仕
、
明
臼
帰
り
可
申
間
、
御
暇

乞
申
候
旨
申
、
依
而
松
太
郎
同
道
帰
る
、
り
一
匡
一
、
　
灯
懸
・
、
　
　
・

帰
り
二
は
参
り
候
道
と
違
へ
、
大
辛
を
帰
る
、
無
程
暮
れ
候
故
火
を
灯
し
帰

る
、
鳥
原
と
申
所
通
り
也
、
兵
庫
の
奥
の
方
と
思
議
出
、
夫
右
還
付
を
帰
り
、

四
時
頃
と
思
頃
帰
宅

十
七
臼
雨

～
昨
日
借
用
之
灯
燈
、
雨
二
君
損
し
候
故
、
神
戸
町
二
張
替
調
質
ス
、
又
先
元

　
二
而
も
ら
い
候
松
茸
、
半
分
程
利
三
郎
二
遣
候
処
、
震
元
隠
居
も
明
臼
右
同
処

　
用
事
有
、
二
・
三
臼
之
逗
留
二
参
り
候
故
不
入
旨
申
候
へ
と
も
、
強
而
遣
し
候

　
処
少
々
取
、
帰
す
、
依
而
も
ら
い
、
万
八
殿
・
弾
蔵
殿
二
遣
ス

一
飛
脚
仕
舞

十
八
臼
晴

一
昼
、
安
西
勝
馬
入
来
、
去
る
四
日
出
立
之
由
、
豊
州
変
事
な
き
よ
し
、
夕
刻

　
又
乗
船
帳
付
、
海
辺
迄
見
送
り
、
松
茸
遣
ス
、
定
府
婦
人
段
々
同
船
之
由

十
九
日
聖
上
雨

～
安
西
氏
も
天
気
無
二
付
、
昨
臼
揚
陸
二
而
細
野
同
道
、
今
日
登
坂
之
よ
し

～
今
夜
八
時
頃
、
大
坂
右
早
飛
脚
到
来
、
京
師
右
之
書
状
写
し
、
其
侭
送
り
来

　
る
、
十
七
日
夜
半
頃
右
御
所
内
騒
々
敷
、
依
而
御
家
御
人
数
追
々
出

　
が
　
は
　
　
　
ニ
　
が
　
も

　
張
、
覚
左
衛
門
殿
初
皆
々
出
張
相
成
候
、
市
中
は
不
及
申
、
大
騒
動
、
何
之
故

　
や
色
々
風
聞
眼
下
へ
と
も
実
説
更
二
不
相
成
、
十
九
臼
二
も
御
人
数
候
様
無

　
之
、
未
タ
何
故
や
不
相
分
、
昨
夜
以
来
之
騒
動
実
大
変
之
次
第
之
よ
し
申
参
る
、

　
風
説
書
ハ
別
巻
二
尉

廿
目
雨
曇
半
天

一
生
田
祭
礼
な
り
、
町
家
二
店
出
る
、
人
数
数
多
出
る
な
り

一
夕
、
長
州
御
人
数
京
師
右
引
取
候
よ
し
二
而
、
何
れ
も
乱
髪
二
白
の
鉢
巻
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
留
袖
之
衣
服
、
具
足
下
着
緊
之
侭
、
常
服
は
白
の
た
す
き
を
掛
、
小
袴
・
ま
ち

　
高
袴
之
類
着
用
し
、
間
二
者
く
さ
り
帷
子
、
陣
羽
織
等
着
用
い
た
し
た
る
も
有
、

　
自
身
二
槍
・
鉄
砲
を
持
、
剣
筒
数
多
有
、
剣
計
持
た
る
も
有
、
何
之
故
や
不
相

　
分
、
兵
庫
二
着
之
分
清
末
人
数
三
百
入
程
、
岩
国
人
数
三
百
人
程
之
よ
し

一
去
る
廿
七
臼
仕
舞
、
飛
脚
今
夜
達
ス

廿
一
揖
晴

一
今
暁
、
飛
脚
到
着
、
京
都
右
之
書
状
参
る
、
京
師
海
騒
動
未
タ
穏
二
不
相

　
成
、
雨
天
労
大
混
雑
、
未
御
人
数
引
取
候
様
無
之
、
右
之
中
二
長
州
者
御
固
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ぜ

　
免
な
ど
、
何
之
故
や
未
不
相
分
、
半
十
郎
、
右
為
住
進
罷
下
り
候
よ
し
申
参
る

一
今
朝
、
萩
人
数
千
人
計
、
神
戸
町
通
行
、
何
れ
も
昨
日
之
通
り
之
支
度
な
り

　
兵
庫
二
而
之
風
説
は
、
薩
長
大
論
判
捨
処
、
長
州
負
二
付
、
大
払
二
会
ス
、

　
其
内
御
固
御
免
二
付
、
大
払
右
直
二
引
取
候
よ
し
、
兵
庫
二
而
舟
四
十
余
艘
借

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
ゆ
が
だ
ロ
　
　
　

　
用
之
趣
、
又
大
坂
二
而
も
借
用
之
由
、
長
州
御
家
老
ハ
枡
田
段
正
と
申
人
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ゆ
　
ぎ
レ

　
し
、
今
日
楠
公
二
参
り
、
中
川
宮
様
右
御
再
見
之
浮
野
引
落
し
、
又
御
寄
附
札

　
引
落
し
、
土
足
二
掛
重
罪
を
脇
右
断
を
申
止
候
よ
し

廿
二
日
晴

一
大
坂
右
那
須
長
蔵
下
向
、

　
革
参
る

一
大
坂
右
渋
屋
章
平
参
る
、

当
所
着
、
大
坂
二
先
臼
注
文
し
候
面
前
、
大
小
柄

先
日
右
為
見
聞
京
師
へ
参
り
居
候
よ
し
、
右
次
第
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を
申
二
参
る
、
廿
日
二
京
師
引
取
候
よ
し
、
半
十
郎
も
同
日
出
立
、
昨
夜
押
切

二
乗
船
の
よ
し
、
京
師
之
模
様
ハ
大
変
之
次
第
、
蓮
も
難
尽
筆
紙
、
十
七
日
目

御
所
司
代
・
中
川
宮
様
・
会
津
侯
・
備
前
侯
、
御
参
内
二
相
成
候
処
、
長
州
御

　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
ぴ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
ぢ
ぜ
　

固
御
免
3
1
取
候
様
叡
慮
難
処
、
不
引
取
旨
申
出
候
由
、
其
内
上
杉
様
右
　
勅

意
を
叛
候
は
不
霊
、
早
々
引
取
候
様
御
沙
汰
之
由
、
右
二
而
騒
動
発
し
候
由
、

諸
家
之
御
人
数
御
門
伸
々
二
出
張
、
壱
人
も
不
通
、
依
而
議
奏
・
伝
奏
衆
も
参

内
不
相
成
、
十
八
臼
二
到
り
、
関
白
殿
始
議
奏
・
伝
奏
御
参
内
在
之
候
よ
し
、

九
門
之
内
二
大
砲
引
込
、
武
士
内
裏
を
取
巻
、
充
備
致
し
居
候
よ
し
、
乍
併

甲
冑
は
脱
し
候
よ
し
、
廿
日
夜
迄
中
川
宮
様
・
会
津
侯
等
御
出
殿
無
之
由
、
右

趣
一
条
は
残
念
な
か
ら
是
処
二
文
略
ス

兵
庫
之
風
説
ニ
ハ
、
中
川
宮
様
関
東
方
二
相
成
、
長
州
を
ざ
ん
し
候
よ
し
、

右
は
長
州
人
之
話
し
な
る
へ
し
、
公
家
衆
毅
々
長
州
人
二
交
り
居
候
よ
し
、
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
か

平
話
二
も
京
師
二
而
も
公
家
衆
出
奔
之
人
も
有
之
よ
し
、
京
師
二
而
旧
説
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
　
ぷ

申
、
兵
庫
二
而
ハ
殿
方
と
申
、
何
れ
や
不
分
、
何
れ
交
り
居
候
二
は
相
違
な
し

今
日
迄
長
州
兵
庫
二
滞
留
、
何
レ
も
下
着
計
二
付
、
昨
来
日
以
来
古
着
調
理

由
朝
四
時
前
右
宗
之
助
同
道
、
生
田
二
身
乗
馬
し
、
夫
右
馬
上
二
曹
兵
庫
二
庸

之
み
せ
物
有
之
よ
し
二
付
見
二
参
り
、
又
鳥
有
、
蘭
右
舶
来
の
よ
し
、
め
つ
ら

し
き
鳥
十
羽
有
、
鵬
鵡
一
羽
、
黄
イ
ン
コ
、
白
イ
ン
コ
、
五
色
イ
ン
コ
、
達
磨

イ
ン
コ
、
狸
々
イ
ン
コ
、
青
イ
ン
コ
、
紫
イ
ン
コ
、
緋
イ
ン
コ

ん
　
イ
ン
コ
ロ
へ
だ
イ
ン
は

残
一
羽
ハ
名
を
わ
す
る
イ
ン
コ
鳥
也
、
イ
ン
コ
鳥
四
十
八
種
有
と
申
事
也
、
庸

見
す
る
、
六
年
前
天
笠
二
而
子
を
取
候
を
蘭
人
調
、
昨
年
横
濱
二
持
渡
候
を
調

候
よ
し
申
、
芸
致
ス
、
芸
ハ
ね
る
・
座
す
る
・
手
を
出
ス
・
鳴
也
、
終
り
二
食

を
与
る
也
、
九
時
帰
宅

先
日
以
来
、
従
者
笠
張
候
処
、
今
日
迄
五
ツ
張
抜

安
威
幾
次
郎
父
左
門
不
快
、
看
病
願
、
豊
州
二
而
相
済
昼
間
下
し
候
様
、
先

B
急
飛
二
而
申
参
り
候
処
、
舟
無
之
、
長
蔵
舟
二
同
船
二
而
崔
帰
国
、

糊
目
乗
船
、
依
而
宿
手
紙
頼
む

今
夜
四
時
頃
、
小
河
弥
右
衛
門
・
廣
瀬
友
之
允
・
渡
辺
彦
左
衛
門
・
矢
野
勘

三
郎
四
人
入
来
、
悌
三
郎
を
著
党
二
連
候
由
二
而
都
合
五
人
、
源
之
助
案
内
二

而
入
来
、
有
志
之
面
々
出
京
、
十
人
被
仰
儲
蓄
処
、
不
快
労
四
人
出
京
と
の
話

な
り今

夜
長
州
人
、
乗
船
二
面
出
帆
之
由

廿
三
日
晴
曇

一
渋
屋
章
平
、
今
臼
出
立
、
庭
坂

｝
記
事
な
し

一
夕
、
万
八
殿
宿
三
二
而
走
行
す

廿
四
日
晴

一
大
坂
右
元
〆
手
代
壱
人
、
川
御
座
之
者
壱
人
、
京
都
右
大
坂
迄
甲
斐
休
兵
衛

持
参
之
書
翰
を
持
参
す
、
昼
後
出
立

一
夕
、
射
行
す

廿
五
日
晴

一
記
事
な
し

一廿
朝平

野晴
殿

庇
熊
田

、
戸
坂
、
機
密
之
事
之
よ
し

同
、
生
田
二
而
乗
馬
す
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ア

去
る
十
三
日
仕
舞
、
豊
州
之
飛
脚
、
今
朝
到
来

廿
七
日
曇
時
々
目
出
る

一
朝
、
花
熊
福
徳
寺
二
罷
出
候
様
触
有
、
出
候
処
、
先
便
藤
助
殿
二
御
書
被
成

　
下
候
二
付
、
其
趣
伝
有
之
、
尚
長
き
事
二
付
、
御
書
拝
見
仕
共
敬
承
仕
候
爵
達

　
也
、
奉
畏
、
写
ハ
別
二
有
、
組
之
者
、
其
趣
伝
る

一
今
目
以
来
、
従
者
笠
張
掛
置
候
処
、
今
目
五
目
張
揚
出
来
ス

廿
八
隅
晴

一
生
田
二
而
乗
馬

二
鷺
晴
曇
時
々
雨
有

一
朝
辰
次
郎
を
連
れ
、
小
部
村
辺
百
舌
取
二
行
、
其
内
雨
天
と
成
業
、
農
家
二

　
休
息
シ
、
又
店
二
息
シ
、
一
盃
を
傾
ケ
、
天
王
越
と
云
処
通
り
、
日
暮
前
帰
宅
、

　
三
羽
取
、
辰
次
郎
を
九
羽
取
、
目
暮
帰
宅

三
日
晴

一
飛
脚
仕
舞
、
例
之
通

四
目
晴

一
飯
後
右
味
泥
辺
迄
百
舌
取
二
行
候
処
、

～
夕
、
熊
田
宅
二
而
射
行

ヲ
ト
リ
死
候
間
、
昼
前
帰
宅

400

晦
権
廿
九
醸
晴

㎝
庭
の
木
二
雀
取
二
は
こ
を
打
置
候
処
、
「
昨
日
雀
十
三
・
四
ト
百
舌
㎜
羽
取

　
る
、
幽
幽
今
碍
辰
次
郎
を
連
、
飯
後
右
参
る
、
宗
之
助
同
道
ス
、
兵
庫
之
先
迄

　
行
也
、
小
子
四
羽
取
、
昼
後
帰
宅
、
辰
次
郎
は
七
羽
取
、
七
ツ
時
過
帰
る

五
日
南
晴

一
今
日
太
平
年
表
、
見
畢
る

一
宗
助
・
次
郎
工
之
若
党
二
願
出
京
之
処
、

　
下
る

揖
磨
病
死
二
付
、
帰
る
曲
二
弓
取

毎
日
青

臼
　
　
　
　
　
　
駐

一
今
朝
右
辰
次
郎
百
舌
三
二
行
、
人
網
取
、
昼
後
帰
る

　
な
　
ぽ

一
万
八
・
弾
蔵
一
同
、
　
一
谷
迄
行
、
敦
盛
蕎
麦
の
所
二
而
麦
を
食
、
又
一
盃
取

　
替
し
、
七
時
過
帰
宅

九
月
朔
日
晴

一
記
事
な
し
、
夕
時
射
行

六
日
雨
天

一
昨
臼
御
在
所
へ
申
遣
置
警
鐘
術
稽
古
道
具
来
る
由
二
而
、

　
参
る

七
霞
晴

一
記
事
な
し

今
B
松
原
右
槍
届

八
日
晴



今
朝
右
隔
朝
二
是
元
庭
二
而
稽
古
す
る
約
束
出
来
右
初
る
、

六
組
仕
合
有

昼
後
、
熊
田
庭
二
鋤
彫
行
、
二
十
五
立
る

夕
、
六
之
助
来
る
、
手
数
遣
ふ

段
々
出
席
有
、

九
日
晴

一
当
日
之
礼
二
組
之
者
参
る
、
又
熊
閏
氏
二
当
日
礼
二
行

～
昼
後
、
大
人
様
御
見
分
二
御
出
二
付
行
、
城
ヶ
口
村
邑
北
野
へ
行
、

　
参
詣
し
、
小
野
新
田
二
出
須
磨
浦
迄
下
り
、
目
秘
密
時
、
帰
宅

天
神
二

十
二
臼
晴

一
朝
、
福
徳
寺
二
罷
出
候
様
触
二
付
参
る
、
御
備
頭
右
此
度
熊
田
陽
介
御
指
立

　
二
付
、
御
意
被
成
下
候
、
追
々
長
詰
二
相
成
、
何
れ
太
儀
二
御
察
し
野
遊
之
旨

　
之
御
意
也
、
難
有
奉
存
候
旨
申
上
る
、
尚
又
右
之
趣
組
三
者
へ
も
伝
る

一
う
つ
し
物
か
く

十
三
日
曇
晴

一
朝
、
稽
古
、
仕
合
三
組

｝
庭
二
〆
り
出
来
紐
付
、
出
致
ス

十
日
晴
、
朝
稽
古

　
昼
後
、
宗
之
助
・
畦
介
同
道
、

　
暮
帰
宅

一
記
事
な
し

住
吉
迄
行
、
先
元
二
而
少
々
鋭
気
用
ひ
、

日

十
一
目
晴

一
暁
七
ツ
時
頃
、
均
介
殿
・
平
十
郎
入
来
、
半
十
郎
は
先
達
而
京
師
右
急
御
用

　
二
而
下
向
之
処
、
又
々
帰
京
之
由
、
均
介
殿
ハ
御
用
向
二
而
出
京
之
由
、
御
用

　
談
取
、
又
宿
状
来
る

一
均
介
殿
、
六
時
過
帰
り
二
付
、
見
送
り
海
辺
迄
行

一
飯
前
、
武
藤
章
蔵
入
来
、
是
ハ
先
達
而
京
師
出
立
、
帰
岡
懸
守
由
な
り
、
目

　
暮
帰
り
二
成

一
八
時
頃
、
柏
原
孫
左
衛
門
入
来
、
是
ハ
出
坂
之
由
也
、
豊
州
申
遣
し
置
候
冬

　
支
度
来
る

十
四
日
曇

一
記
事
な
し

十
五
β
曇
晴

一
朝
、
稽
古
仕
合
三
、
手
数
弐

一
大
城
道
㎝
、
御
手
医
師
並
被
仰
付
候
、
右
二
付
、
心
祝
い
た
し
候
問
参
り
呉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
候
様
申
量
る
、
依
而
参
る
、
野
殿
・
浦
部
参
る
、
一
盃
を
傾
く
、
又
作
介
・
又

　
次
郎
・
半
蔵
参
る
、
夜
咄
入
、
帰
宅

十
山
ハ
R
〔
朝
暴
試
、
　
尽
二
後
雨

一
朝
右
野
殿
・
浦
邊
・
又
八
郎
・
半
蔵
、

　
送
方
迄
有
を
付
る
、
昼
前
出
来
ス

　
レ
し
き

十
八
日
曇

一
朝
、
稽
古

野
殿
組
一
同
、
源
右
衛
門
宅
前
総
門
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～
昼
後
、
生
田
乗
馬
、
殿
　
野
一
同
、
明
臼
養
生
致
ス
当
付
乗
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

ら
ひ
ヘ
ヵ
レ

十
九
日
晴

一
朝
、
野
殿
一
同
、
生
田
二
乗
馬
、
其
後
千
田
弐
疋
を
連
、
兵
庫
二
行
る
㌻
也
、

　
尤
先
日
右
馬
医
二
頼
置
候
也

一
万
八
殿
、
纂
御
人
操
二
而
帰
国
致
し
候
様
、
豊
州
右
御
沙
汰
有
之
、

　
右
之
船
今
日
参
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～
雨
具
持
返
し
二
成
、
右
は
大
人
様
雨
具
持
一
人
・
浦
部
　
人
・
小
子
一
人
・

　
貝
太
鼓
持
人
二
人
也
、
右
｝
同
乗
船
之
筈
、
夕
、
乗
船
、
熊
田
を
見
立
、
浜
辺

　
迄
行

一
組
聖
者
、
雨
具
持
市
万
コ
組
愛
五
郎
と
申
者
、
先
日
以
鳥
取
詣
り
二
付
、
今

　
便
は
三
差
返
し
一
盛
、
尤
瘡
器
用
二
相
勝
色
申
二
付
、
右
口
申
立
願
返
し
度
候

　
様
、
組
之
者
願
出
、
小
子
添
書
二
而
聞
届
、
昨
臼
申
渡
置
処
、
昨
濤
右
外
出
致

　
し
、
行
方
相
分
不
申
、
穿
難
致
し
候
へ
と
も
手
懸
り
も
無
之
、
依
而
今
便
ハ
不

　
快
叢
市
強
く
、
何
分
乗
船
無
覚
束
、
依
而
暫
養
生
仕
、
少
々
二
而
も
快
気

　
次
第
下
し
可
申
旨
二
而
延
引

一
右
代
損
者
登
り
方
之
義
、
粟
生
二
文
通
、
昨
日
手
紙
三
塁
候
処
、
出
奔
一
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
　

　
二
面
、
又
々
手
紙
認
、
万
八
組
原
田
十
作
二
君
、
尚
又
万
八
殿
二
も
ヒ
書
目
而

　
意
味
合
の
事
、
且
役
所
二
而
内
談
之
都
合
有
之
度
旨
頼
置

　
ト
ハ
ヵ
　

廿
　
晴

一
朝
、
稽
古
四
組
、
剣
、
手
数
壱

　
万
八
、
馬
残
し
置
二
付
、
今
日
両
三
案
内
同
道
、

生
顧
二
而
乗
馬

昼
後
、
福
徳
寺
二
宗
之
助
同
道
、
碁
打
二
行

　
ほ
ヒ
カ
　

廿
二
臼
晴

一
朝
、
稽
古
有
之
候
筈
之
処
、
地
相
悪
敷
二
付
、
延
引

一
四
時
後
右
宗
之
助
同
道
、
福
徳
寺
迄
行
、
昨
日
軸
距
、
昼
帰
宅

　
ハ
を
　
　
へ
　
　
　

一
正
親
町
小
将
様
、
監
察
使
と
し
て
長
州
且
九
州
迄
御
出
之
処
、
帝
都
右
御
呼

　
帰
二
千
御
帰
、
今
日
御
通
行
、
四
日
庫
御
昼
之
処
、
昇
華
京
都
右
御
迎
之
御
人
数

　
御
遣
し
植
付
、
御
行
逢
次
第
、
其
処
二
御
逗
留
有
之
候
様
御
沙
汰
、
兵
庫
編

御
蕪
御
到
来
、
依
而
御
滞
座
、
右
二
付
、
御
機
嫌
窺
と
し
て
七
時
後
月
大
人

　
様
御
出
鵬
、
夜
話
入
御
帰
り
、
男
臼
御
出
之
処
、
半
半
ハ
御
取
込
二
而
御
三

　
御
出
来
兼
二
付
、
遠
く
も
無
二
序
も
候
ハ
＼
明
朝
罷
出
候
ハ
＼
久
々
二
而
御
逢

　
も
可
被
遊
と
の
御
沙
汰
温
血

廿
反
論
雨
、
尤
朝
曇

△

一
朝
、
大
人
様
兵
庫
二
御
機
嫌
伺
二
御
出
、
尤
昨
目
撃
菓
子
御
献
上
也
、
今
日

　
ハ
御
逢
二
年
目
色
々
御
話
も
有
之
候
由
、
即
興
も
今
朝
罷
出
撃
様
御
沙
汰
二
付

　
罷
出
候
処
、
御
逢
有
之
、
御
自
手
早
領
事
有

　
　
　
　
大
人
様
江
　
　
　
　
御
煙
草
道
具
　
　
御
扇
子
五
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
弐
百
疋

　
　
　
　
肇
江
　
　
　
　
　
　
御
煙
草
道
具
　
　
御
盃
弐

　
昼
前
御
帰
り
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に
ヵ
　

廿
一
日
雨

一
記
事
な
し

朝
、
稽
古
有
る

一
『
一
乱
一
痛
少
々
有
之
候
時
二
雨
天
二
相
成
候
間
、

其
侭
早
止
、
小
子
ハ
昨



日
以
来
歯
痛
二
黒
何
分
相
勝
不
申
、
今
日
ハ
別
而
痛
手
難
渋
二
付
、
稽
古
不
為

廿
三
日
曇

一
記
事
な
し
、

歯
痛
快
感
之
、
今
日
組
覇
者
、
雨
具
持
出
奔
届
出
ス

廿
四
日
曇

一
朝
、
稽
古
有
之
、

五
二
付
稽
古
不
為

廿
五
日
曇

一
痛
少
々
宜
敷

一
夕
、
丸
山
氏
到
着
、
源
右
衛
門
宅
二
宿
、
組
之
者
ハ
先
β
万
人
組
編
者
を
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
ム
　
ヰ
　
れ

　
と
て
作
候
小
屋
二
指
置
、
瓦
林
重
蔵
出
京
二
而
、
丸
山
同
家
二
三
、
当
所
二
立

　
寄
二
成
、
面
会
ス

一
正
親
町
様
、
兵
庫
二
御
滞
留
之
処
、
何
之
御
様
子
も
不
分
二
、
去
る
廿
二
臼

　
夕
右
雑
掌
北
村
雅
楽
、
御
様
子
聞
と
し
て
早
追
二
而
上
京
之
処
、
今
日
帰
り
候

　
趣
、
尤
肇
度
々
御
機
嫌
伺
二
罷
出
る
、
雅
楽
話
二
、
自
分
召
連
御
迎
二
罷
出
候

　
御
親
丘
ハ
、
御
暇
被
仰
出
候
様
御
沙
汰
有
之
、
御
迎
と
し
土
州
様
右
十
人
、
其
方

　
様
右
五
人
、
御
遣
し
候
而
、
今
晩
西
の
宮
止
宿
二
付
、
明
朝
五
ツ
ニ
是
方
へ
参

　
着
之
筈
、
右
二
付
明
九
時
　
御
発
輿
之
筈
と
の
は
な
し
の
よ
し

廿
六
日
曇

一
朝
、
俊
蔵
来
、
正
親
町
様
御
迎
二
罷
出
右
様
御
沙
汰
二
付
、
罷
出
掛
二
　
寸

　
罷
出
候
と
の
事
也
、
誰
々
や
戸
毎
処
、
茂
太
郎
・
貞
人
・
左
義
太
・
百
人
、
自

身
五
人
と
の
事
也

一
飯
後
右
大
人
様
御
機
嫌
伺
と
し
て
兵
庫
二
御
出
、
昼
前
御
帰
り

野
石
弾
蔵
組
誉
者
弐
十
人
召
連
、
御
持
場
内
御
警
衛
二
出
る
、
湊
川
二
而
御

待
申
上
、
味
泥
川
辺
二
而
落
る
、
右
之
都
合
申
上
等
ハ
大
人
様
御
出
之
節
、
雑

掌
を
以
て
被
仰
上
、
御
差
支
無
御
座
候
ハ
＼
幸
出
合
居
候
問
、
差
出
可
申
と

被
仰
上
候
処
、
右
ニ
ハ
不
起
出
題
共
差
出
候
義
、
彼
方
様
二
は
御
越
支
は
勿

論
無
之
、
御
念
之
入
候
義
二
思
召
と
の
御
沙
汰
之
由
、
野
殿
氏
組
二
十
人
、
鉄

砲
、
切
火
縄
持
参
、
野
殿
ハ
乗
馬

宗
之
助
同
道
、
御
通
行
拝
見
二
行
、
恵
方
二
御
参
詣
有
之

今
明
日
、
神
戸
浜
二
而
角
力
有
之
二
付
、
見
物
二
不
参
様
と
の
触
有
之
、
組

之
者
へ
伝
る

廿
七
日
晴

一
記
事
雷
、
朝
、
稽
古
、
不
快
二
付
不
為

一
昼
後
、
丸
山
同
道
、
味
泥
川
迄
行
、
夕
刻
帰
宅

廿
八
日
曇

一
記
露
な
し

廿
九
環

一
朝
、

一
夕
、

曇稽
古
、
逸
も
之
通

宗
之
助
同
道
、
丸
山
氏
庭
二
而
射
行
三
十
立
、

十
月
朔
日
曇
、
昼
後
帯
、
夕
方
止
臼
出

　
　
　
あ
ゆ
べ
だ
　

一
嶋
津
三
郎
殿
、
丘
品
玉
止
宿
、
今
日
発
足
之
趣
二
尊
、

　
見
る
也
、
七
千
人
之
同
勢
之
由

丸
山
組
之
者
も
同
射

神
戸
帽
章
二
行
、
行
列
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同
二
日
晴

一
稽
古
有
之

一
翠
煙
、
兵
庫
辺
乗
廻
し
二
宗
之
助
同
道
行

同
三
日
晴

一
飛
脚
仕
舞

一
昼
後
、
鶴
次
郎
殿
井
友
之
允

　
の
よ
し

・
彦
左
衛
門
・
勘
三
郎
入
来
、

京
師
右
下
り
懸

同
九
日
晴

一
朝
、
生
田
二
而
乗
馬
、
夕
、
安
威
幾
次
郎
代
り
火
術
役
亀
治
来
る
、
依
而
海

　
辺
迄
行
、
右
到
着
二
付
、
豊
州
右
御
筒
之
義
申
来
る
、
依
而
昨
β
御
筒
下
し
方

　
と
し
て
乗
せ
置
候
、
舟
留
メ
ニ
成

　
　
、
　
愈
　
　
　
、
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同
四
潤
晴

～
朝
、
稽
古
、
例
之
通

同
五
日
晴

｝
昼
後
、
宗
之
助
同
道
、

同
六
日
大
風
南
、
昼
後
雨

一
大
風
二
付
、
稽
古
止

痛
七
日
曇

～
記
奮
、

住
吉
迄
乗
切
二
行
、
先
元
二
而
…
盃
飲
、
夕
、
帰
宅

今
臼
太
平
記
読
畢
、
昼
後
、
生
田
二
而
乗
馬

岡
十
日
晴

一
朝
、
稽
古
、
例
之
通

一
幾
次
郎
乗
組
之
舟
留
メ
ニ
付
、

同
十
「
目
曇

一
宗
之
助
同
道
、

又
々
手
紙
認
遣
ス

丘
ハ
庫
迄
乗
廻
し
二
行

同
十
二
日
曇

一
朝
、
稽
古
、
例
之
通

一
昼
後
、
宗
之
助
・
肇
・
龍
三
郎
・
槌
蔵
・
光
之
助
同
道
、
具
足
差
用
、
諏
訪

　
明
神
山
二
登
り
、
水
筒
之
一
盃
を
傾
ケ
、
帰
宅

同
人
日
曇

一
大
人
様
御
馬
取
幾
次
郎
代
田
者
参
り
、

　
野
迄
頼

一
稽
古
、
例
之
通

今
臼
出
立
、
帰
国
二
郷
挙
状
認
、
安

岡
十
三
臼
晴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　

一
朝
、
宗
之
助
同
道
、
生
田
出
掛
乗
馬
、
此
時
因
州
侯
御
帰
国
を
見
る

　
　
先
二
乗
馬
之
人
壱
人
、
鉄
砲
三
十
挺
、
弓
弐
拾
挺
　
天
盃
駕
脇
百
人
余

　
鉄
砲
を
持
、
切
棒
の
駕
十
計
乗
る
、
五
人
引
、
馬
弐
疋
、
供
押
、
長
持
駕
也
、



朝
鮮
数
多
通
行
之
由
、
馬
も
弐
十
四
疋
先
二
引
而
行
た
る
な
り
、
又
鉄
砲
車
台

も
巡
行
た
る
よ
し

昼
後
、
丸
山
・
外
川
同
道
、
安
養
寺
二
行
、
濃
州
青
山
侯
御
菩
提
等
之
よ

し
、
先
尼
崎
城
主
之
飾
御
会
所
之
由
、
御
腰
弐
有
、
宝
永
何
年
・
貞
享
何
年

と
御
墓
二
有
、
先
年
ハ
八
十
石
御
寄
附
之
処
、
近
年
金
十
五
両
と
成
、
又
｝

昨
年
右
拾
両
と
青
豆
よ
し
、
夫
右
廣
厳
寺
二
行
、
宝
箱
を
両
度
由
申
候
処
、

警
手
中
二
付
断
、
夫
右
千
鳥
瀧
を
一
見
し
、
平
野
村
牛
頭
天
王
社
二
参
諾

し
、
又
祥
福
寺
禅
寺
・
東
福
寺
浄
土
を
一
見
し
、
日
斜
時
帰
宅

東
福
寺
二
而
ハ
僧
茶
出
ス
、
　
｝
盃
飲
、
祥
福
寺
ハ
近
年
普
請
二
而
新
し
、
大

寺
、
掃
除
万
端
奇
麗
な
り

今
晩
群
盗
屋
新
八
宅
主
人
ハ
留
守
、
下
人
一
人
、
小
忌
両
人
計
二
而
候
三
二

外
右
ち
ょ
い
と
／
＼
と
戸
を
打
候
侭
、
下
男
之
内
入
湯
二
二
候
か
帰
り
た
る
と

心
得
、
明
捨
処
、
小
袴
着
、
福
二
白
鉢
巻
致
し
候
も
の
三
人
来
り
、
自
分
共
は

水
戸
浪
人
二
而
候
処
、
路
銀
払
底
脚
付
借
用
致
し
度
旨
申
聞
候
よ
し
、
下
男
対

　
　
　
は

二
自
分
共
t
は
是
の
正
解
素
量
之
、
亭
主
ハ
先
日
右
登
坂
致
し
、
番
頭
も
入
湯
二

出
、
私
は
船
之
者
二
而
買
用
二
参
り
、
一
宿
致
し
候
者
二
付
、
一
切
相
学
不
申

と
申
候
由
、
其
時
二
小
皆
恐
れ
奥
へ
隠
れ
候
よ
し
、
夫
二
付
、
何
方
行
か
と
声

を
懸
、
表
へ
出
、
裏
戸
溜
出
、
会
所
へ
申
候
よ
し
、
単
二
段
々
人
数
出
、
穿
墾

致
し
候
へ
と
も
不
相
生
よ
し

帰
之
上
、
出
張
之
者
二
は
か
ゆ
を
被
下
二
な
る

同
十
四
臼
曇

～
朝
、
稽
古
、
例
之
通

一
今
日
か
し
本
や
草
茅
危
言
持
参
る
、
留
置
写

同
十
五
日
曇
、
昨
夜
雨

一
思
は
岡
々
二
選
不
平

一
夜
初
夜
頃
、
五
郡
作
介
、
町
方
二
狼
籍
物
と
二
百
餌
付
、
其
侭
支
度
し
、
兼

　
而
御
手
宛
之
通
、
丸
山
・
野
殿
一
同
出
る
、
神
戸
浜
手
柳
屋
新
八
と
申
者
之
宅

　
之
由
、
案
内
之
者
同
道
参
り
候
処
、
最
早
退
散
二
付
、
引
取

～
右
一
条
ハ
、
兼
而
右
様
之
節
二
は
取
押
候
様
御
沙
汰
門
付
、
町
家
へ
も
案
内

　
出
し
候
様
申
置
有
之
候
へ
と
も
、
其
辺
二
而
有
之
候
処
、
四
・
五
日
前
町
家
へ

　
浪
士
参
り
、
廿
両
余
食
取
候
由
、
右
二
而
驚
、
申
出
有
之
候
二
付
、
右
ハ
案
内

　
之
者
出
し
候
ハ
＼
早
速
出
張
可
致
旨
対
有
之
候
処
、
愈
右
之
通
相
談
仕
候
間
、

　
宜
敷
奉
願
旨
、
今
昼
後
申
出
有
之
、
尤
人
数
集
候
為
二
早
鐘
打
身
者
也

十
六
目
晴

一
朝
、
稽
古
、
例
之
通

一
状
書
き

一
昨
日
之
礼
と
し
て
神
戸
庄
屋
生
嶋
四
郎
太
夫
入
来
、
桝
屋
新
八
・
同
親
類
之

　
者
両
人
入
来
、
御
礼
と
し
て
酒
四
斗
樽
・
肴
ぶ
り
壱
本
、
た
こ
五
つ
、
大
人
様

　
へ
献
上
ス
、
右
を
大
人
様
右
出
張
之
者
江
御
配
分
二
成
、
壱
人
前
五
合
宛
な
り
、

　
残
ハ
大
小
姓
・
翼
太
鼓
役
等
へ
被
下
翼

十
七
罠
晴

一
生
田
二
而
宗
之
助
一

一
飛
脚
仕
舞

十
八
B
晴

一
朝
、
稽
古
、
例
之
通 同

乗
馬
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海
岸
御
見
分
、
御
目
付
酒
井
録
四
郎
様
、

田
肇
御
用
向
有
、
今
日
行

十
九
日
曇

一
記
事
な
し

廿
日
晴
曇

一
朝
、
稽
古
、
例
之
通

　　廿

告日

二晴
而

宗
之
助

同
乗
馬

西
宮
二
面
出
精
付
、
大
人
様
右
吉

廿
二
日
晴

㎝
朝
、
稽
古
、
例
開
通
、
風
邪
買
付
稽
古
不
為

一
海
岸
御
見
分
、
御
目
付
様
兵
庫
二
御
着
二
付
、

吉
田
臨
御
使
者
二
参
る

廿
三
臼
晴

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

一
御
持
場
内
、
御
見
付
様
御
見
分
二
付
、
吉
田
肇
・
古
田
武
助
出
る
、
尚
又
砲

　
　
　
ハ
マ
ご

　
台
之
之
処
二
は
火
術
役
壱
人
宛
出
る
、
福
徳
寺
二
御
出
二
而
、
小
銃
御
覧
有

　
之
二
付
、
小
銃
皆
福
徳
寺
二
廻
ス
、
大
人
様
・
野
殿
・
浦
邊
同
寺
迄
出
る
、
九

　
時
過
福
徳
寺
二
御
出
有
、
夫
右
生
田
辺
迄
御
見
分
有
之
、
畢
而
布
引
御
見
物
有

　
之
、
生
田
右
舟
二
而
兵
庫
二
罷
帰
り
、
夕
、
吉
田
肇
、
御
目
付
様
江
百
果
子
、

　
御
徒
士
目
付
五
百
疋
、
御
小
人
目
付
両
人
江
弐
百
疋
之
持
参
二
な
る
、
御
果
子

　
ハ
御
受
納
二
不
成
、
尤
昨
β
参
り
、
伊
勢
屋
を
以
榎
並
直
五
郎
江
相
談
致
し
、

御
冒
付
立
下
役
迄
山
間
合
致
し
置
候
由

廿
四
日
晴

一
稽
古
、
例
之
通
、

一
昨
日
之
通

廿
五
日
晴

一
宗
之
助
同
道
、
生
田
二
而
乗
馬

一
佐
藤
三
郎
右
衛
門
御
用
向
二
而
、
先
達
而
出
京
之
処
、
今
週
下
向
懸
立
寄
二

　
成
、
出
立
前
宿
頼
候
、
状
持
参
し
来
、
同
人
話
二
安
西
六
太
郎
療
瘡
二
而
相
揃

　
不
申
、
追
々
腫
気
二
相
成
、
御
暇
願
候
而
、
岡
船
二
而
下
る
と
の
話
な
り
、
今

　
潤
直
二
乗
船
之
趣
二
付
、
手
紙
認
、
宿
頼
遣
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
ぼ
　
　
だ
　
　
ド

一
伊
勢
屋
源
之
助
右
今
日
橋
本
三
太
夫
別
荘
庭
見
物
二
参
り
候
様
大
人
様
江
申

　
上
、
又
小
子
へ
も
参
り
候
様
申
聞
＼
野
殿
・
浦
邊
等
江
も
申
候
趣
、
大
人
十
目

　
御
断
、
小
子
ハ
佐
藤
氏
、
又
左
衛
門
宅
臨
時
休
憩
二
付
、
暇
乞
二
行
、
夫
右
参

　
る
、
右
荘
ハ
花
熊
と
ニ
ツ
茶
屋
町
の
問
也
、
野
殿
父
子
、
六
之
助
・
道
一
・
小

　
五
郎
・
肇
・
新
之
助
・
龍
三
郎
・
武
助
・
鶴
次
郎
・
志
摩
助
参
る
、
脚
気
麗
な

　
り
、
茶
室
も
有
、
庭
又
同
、
築
山
地
等
有
、
樹
木
植
込
有
、
石
所
々
右
集
候
よ

　
し
、
楓
樹
之
間
二
又
茶
室
有
、
海
へ
出
る
、
皆
傾
杯
、
明
る
移
時
、
夜
六
時
過

　
帰
宅
、
大
人
様
御
出
な
き
二
付
色
々
送
り
来
る

廿
六
日
晴
、
　
A
コ
暁
時
，
雨
有

｝
朝
、
稽
古

　
　
　
　
ハ
ぴ
ま
た
ぼ
　

一
今
日
、
草
茅
危
壱
冊
写
書
る

廿
七
臼
晴
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み
る

夜
、
初
更
頃
、
里
見
荘
二
郎
・
那
須
長
蔵
入
来
、
里
見
氏
は
過
去
る
四
臼
組

頭
格
京
師
御
留
守
居
見
習
被
仰
付
、
十
四
日
出
立
之
由
、
長
蔵
義
ハ
大
坂
当

時
定
詰
被
仰
付
、
家
内
一
同
引
越
之
由
、
伜
團
八
も
参
る

今
夜
飛
脚
達
ス

書
状
書
き

飛　日

脚晴
仕
舞

廿
八
日
晴

一
稽
古
、
四
組
致
ス

一
佐
藤
孫
右
衛
門
、
御
用
向
二
而
出
坂
之
処
、

　
頼
置
候
処
持
帰
る

四
日
晴

一
稽
古
弐
組
、
テ

媛

廿
九
日
曇
、
飯
後
雨

一
記
事
な
し

今
日
帰
る
乗
篤
乗
、
袴
地
～
巻

晦
晴一

稽
古
臼
之
処
、
地
相
悪
敷
二
付
、
稽
古
止

｝
昼
後
、
宗
之
助
同
道
、
須
磨
寺
迄
乗
切
二
行
、
兵
四
郎
先
遣
し
置
、
馬
を
引

　
せ
置
、
一
見
す
、
青
葉
笛
等
開
帳
を
見
る
、
宝
物
附
調
江
、
夫
右
前
店
二
丁
一

　
盃
傾
、
夕
帰
宅

五
ほ
晴

｝
昼
後
、

宗
助
一
同
、
生
田
二
乗
馬
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
　

今
臼
草
茅
危
言
壱
冊
畢
し
を
わ
る

六
日
晴

｝
朝
、
稽
古
弐
組

一
昼
後
、
丸
山
一
同
、
組
之
者
状
見
分
ス
、

　
浦
邊
始
大
小
姓
両
三
人
見
二
参
る

七
B
晴

一
記
事
な
し

大
人
様
御
見
分
を
請
る
、
野
殿
・

十
一
月
朔
晴

一
今
朝
も
地
相
悪
敷
二
付
、
稽
古
止

一
昼
後
兵
庫
築
島
之
辺
を
一
見
す

二
β
晴

一
稽
古
、
例
之
通

八
日
曇
、
時
雨

一
稽
古
、
例
之
通
五
組

九
日
晴

一
朝
、
生
田
二
而
乗
馬
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十
日
晴

一
朝
、
稽
古
三
組

十
～
日
晴

一
五
時
頃
右
兵
庫
迄
筆
紙
調
二
行
、

十
二
臼
晴
、
昼
頃
時
雨
、
風
立

一
八
幡
宮
祭
礼
な
り
、
依
而
稽
古
止

昼
過
帰
宅

右
一
昨
来
の
様
な
る
氷
は
な
し
と
の
話
な
り

十
八
目
晴

」
朝
、
稽
古

十
九
日

一
生
田
二
而
乗
馬
、
豊
州
十
二
月
廿
八
日
仕
舞
、

　
同
道
、
廣
厳
寺
参
詣

飛
脚
達
ス
、
　
山
ハ
之
助
・
道
一

408

十
三
日
晴
、
風
立

｝
今
日
、
面
壁
危
言
～
冊
写
物
る

十
四
臼
晴

｝
今
日
右
寒
威
、

一
朝
、
稽
古

殊
の
外
強
く
覚
、
昨
朝
薄
氷
を
見
掛
処
、
今
日
ハ
氷
も
強
し

十
五
目
晴

一
朝
、
宗
之
助
同
道
、

十
六
日
晴

一
朝
、
稽
古
三
組

生
田
二
而
乗
馬

十
七
日
晴

一
記
事
な
し
、
飛
脚
内
証
延
之
よ
し

一
今
日
、
伊
せ
や
源
之
助
話
二
、
一
昨
日
来
之
寒
気
は
近
年
無
想
由
、
自
身
覚
桁
・

廿
日
晴

　
ハ
に一

　
一
橋
殿
、
兵
庫
御
揚
陸
二
而
御
登
坂
二
心
、
野
殿
・
浦
邊
・
道
・
三
次
郎
・

　
か
め
や
同
道
、
赤
壁
店
借
用
、
御
通
行
拝
見
、
昼
頃
御
通
り
也
、
御
待
申
候
内

　
二
酒
出
し
候
二
付
飲

｝
豊
州
へ
も
飛
脚
、
今
日
仕
舞
な
り

廿
一
目
晴

一
稽
古
、
昨
日
之
筈
な
れ
と
も
御
通
行
二
付
、

延
引
今
日
二
成

廿
二
日
晴
、
風
立

一
生
田
二
而
乗
馬
、
今
暁
右
大
坂
出
火

一
宗
泰
輔
来
る
、
家
督
覚
左
衛
門
殿
、
番
下
被
仰
付
候
二
付
、

　
且
又
京
師
在
番
足
軽
も
来
る

一廿
朝青

稽晴
古

壱
組

上
京
之
よ
し
、

今
暁
迄
大
坂
出
火
、
鎮
火
な
り
、
別
二
出
火
医
書
付
あ
り



廿
四
日
晴

｝
記
事
な
し

廿
五
日
晴

一
稽
古
有
之
、
痛
二
付
稽
古
不
為

廿
六
日
晴

一
朝
、
宗
之
助
同
道
、

廿
七
日
晴

一
朝
、
稽
古
有
之

長
田
二
色
馬
上
二
巴
行
、
四
時
過
帰
宅

一
昨
日
之
通

夕
、
小
原
氏
入
来
有
、
十
三
臼
二
大
坂
乗
船
二
而
、
久
々
川
ロ
ニ
滞
、
漸
今

臼
是
元
迄
参
り
候
へ
と
も
、
漣
も
出
船
難
致
由
船
頭
申
聞
候
間
、
御
用
向
等
直

々
話
し
度
、
依
而
今
夜
～
泊
致
し
候
事
出
来
候
ハ
＼
、
左
様
致
し
度
咄
し
候
回

付
、
是
元
一
二
泊
之
都
合
二
致
、
又
食
事
ハ
運
送
方
二
頼
、
茶
定
右
取
寄
る
、

右
二
付
一
盃
出
ス

同
三
日

｝
朝
、
小
原
氏
、
陣
屋
之
廻
り

一
東
平
八
、
御
人
操
二
而
帰
国

　
日
乗
船
な
り

一
飛
脚
仕
舞

一
夕
、
東
八
二
暇
乞
二
行

二
付
案
内
二
参
る
、
五
ツ
時
過
出
立
、
乗
船

、
又
万
八
馬
残
シ
ニ
成
町
を
一
同
差
帰
し
、
今

廿
八
日
晴

一　

?
一
品
父
子
・
山
ハ
之
助
・
彦
左
衛
…
閏
口
・
肇
・
一
一
同
、

廿
九
日
晴

皿
稽
古
有
之
、
痛
付
稽
古
不
為

池
之
内
二
塁
奉
納
的
射
撃

同
四
日

一
今
暁
、
豊
州
去
月
十
三
日
仕
舞
飛
脚
達
ス
、
黒
八
船
仕
舞
、
差
操
有
也
、

　
朝
乗
船
、
返
事
状
認
頼
む

一
朝
、
稽
古
、
今
朝
迄
二
而
稽
古
休
業
、
右
は
交
代
之
者
、
当
月
十
一
日
、

　
州
出
立
之
由
申
参
候
二
付
而
な
り

今豊

十
二
月
朔
目
晴

｝
朝
、
生
田
二
而
乗
馬

一
圃
合
銀
壱
両
壱
歩
と
銭
七
十
七
文
請
取

同
二
臼
晴

一
朝
、
稽
古
、
痛
二
付
休

　　五
　　日
記

事晴
な

し

組
之
者
、
夜
稽
古
も
今
日
迄
止
候
様
申
渡
ス

六
日
晴
、
昼
後

一
生
田
二
而
乗
馬
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七
臼
雪
、
両
度
一
寸
日
出
る

一
記
事
な
し
、
夕
方
雪
止
、
弐
寸
計
積
な
り

八
日
晴

　
　
　
　
　
う
つ
し

一
草
茅
危
言
畢
終
る

九
日
晴

一
記
事
な
し
、

i
一

十
臼

田

福
徳
寺
二
用
事
有
て
一
寸
行
也

十
二
日
晴

一
今
暁
、
大
坂
差
込
来
る
、

　
器
類
引
継
候
様
申
来
る

其
節
高
山
左
膳
右
之
手
紙
達
ス
、
御
旗
具
・
御
三

十
三
日
晴

一
記
事
な
し
、
楠
公
二
参
詣
ス
、
今
目
、
伊
勢
屋
源
之
助
、
於
鉄
屋
御
振
舞
有

　
之
、
御
備
頭
も
　
寸
御
出
、
運
送
方
行
也

～
今
日
、
大
坂
へ
之
便
あ
り
、
右
二
手
紙
頼
ミ
出
ス
、
右
は
先
達
而
大
坂
右
組

　
之
者
渡
陣
桶
・
鍋
来
り
候
二
付
、
手
形
紙
面
致
し
候
筈
之
処
、
不
心
得
二
而
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
を
　

　
出
打
過
二
付
、
今
便
手
形
認
、
手
紙
添
衣
笠
遣
遣
ス

410

十
一
目

口
　
　
　
　
　
、

＼
、
　
　
　
　
ヒ
臼

1

今
臼
御
備
頭
右
別
紙
写
之
通
被
申
聞
、

な
り

則
組
之
者
江
伝
る
、
野
殿
氏
も
同
様

　
　
十
二
月
十
日

当
所
出
張
追
々
長
詰
二
相
成
、
寒
大
之
折
柄
、
別
而
難
渋
之
者
も
有
之
趣

二
付
、
御
旗
具
手
捕
小
頭
井
足
軽
手
捕
之
者
迄
金
壱
歩
弐
朱
宛
被
曝
申
付
候

十
一
日
晴

一
荷
物
調
致
、

且
又
御
武
器
改
る

　
　
手
形
撫

　
　
　
　
覚

陣
桶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
荷

　
但
、
鍋
弐
ツ
入
、
組
棒
共

右
は
此
度
摂
州
御
固
場
御
用
御
座
候
二
付
、

　
文
久
三
癸
亥
年
六
月
廿
藏

　
　
衣
笠
文
蔵
殿

十
四
日
晴

　
　
　
　
　
　
ま
　
ピ
　
ほ
　
　
ら

一
記
事
　
昼
後
仁
兵
衛
・
松
次
郎
・
槌
蔵
同
道
、

　
　
ハ
た
ゆ
ぢ
ゆ
　

　
・
景
山
公
御
筆
写
し
、
臼
暮
帰
宅

一
直
蔵
・
拾
平
、
御
暇
乞
と
し
て
一
盃
携
来
る

～
夜
、
豊
州
右
之
飛
脚
達
ス
、
十
五
日
暁
な
り

紙
面
之
通
相
渡
候
様
有
之

　
　
　
熊
田
清
六
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
い
お
　
ね

廣
厳
寺
二
参
詣
し
、
西
山
公



十
五
日
晴

一
今
朝
、
浦
邊
六
之
助
入
来
、
咄
二
一
昨
夜
、
兵
庫
二
而
運
送
方
言
者
一
人
、

　
大
岩
小
五
郎
従
者
壱
人
、
少
々
切
れ
候
よ
し
、
委
敷
笹
下
不
存
と
之
咄
な
り

一
大
人
様
右
古
田
武
輔
を
呼
、
御
尋
之
処
、
運
送
方
之
者
之
話
御
調
之
処
文
小

　
五
郎
二
も
相
咄
、
一
同
内
分
取
調
申
出
候
様
御
沙
汰
な
り

｝
古
田
氏
右
申
出
之
趣
、
運
送
方
付
郷
夫
庄
次
郎
、
働
人
栄
五
郎
、
小
五
郎
従

　
者
壱
人
、
内
分
忍
出
、
兵
庫
津
二
参
り
、
柳
原
町
遊
女
を
見
候
処
、
内
二
而
何

　
か
口
論
有
之
、
白
刃
を
以
ふ
り
居
候
処
、
外
二
出
、
小
五
郎
従
者
も
切
懸
候
得

　
共
、
大
酔
二
付
、
小
五
郎
従
者
も
よ
け
居
処
、
終
二
顔
を
少
々
切
れ
、
其
侭
弊

　
れ
申
候
、
其
内
二
女
出
、
庄
次
郎
も
出
、
両
方
二
引
分
居
候
ヘ
ハ
、
又
々
小
五

　
郎
従
者
悪
口
致
し
候
へ
は
立
返
り
切
懸
り
、
終
二
刀
を
取
落
魚
よ
し
、
右
を
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
次
郎
、
足
二
而
脇
二
除
け
候
心
得
二
而
け
候
処
、
返
而
向
之
足
下
二
参
り
候
よ

　
し
、
右
を
又
取
、
な
け
候
処
、
庄
次
郎
之
肩
二
当
り
候
旨
、
夫
右
両
人
逃
掛
参

　
り
候
処
、
家
内
二
立
入
、
夫
右
戸
を
〆
候
二
付
、
亭
主
二
出
し
候
様
申
、
乍
去

　
此
迄
追
懸
参
り
候
事
二
付
、
相
違
無
二
付
出
し
候
様
申
合
候
内
二
脇
之
者
参

　
り
、
右
は
亭
主
申
募
り
候
共
、
間
違
ハ
有
聞
敷
と
申
候
得
土
ハ
、
亭
主
申
募
る
事

　
止
候
集
二
付
、
預
置
と
申
て
、
宿
老
宿
二
参
り
、
医
師
を
呼
、
療
治
致
し

　
帰
り
候
岡
三
出
る
、
又
昨
朝
、
右
を
渕
野
半
蔵
二
廉
し
、
半
蔵
・
三
代
宝
十
郎

　
を
誘
行
、
昨
日
参
り
引
合
、
療
養
金
を
相
闘
、
又
衣
服
二
血
を
付
候
下
付
、
新

　
二
作
、
右
代
相
聞
二
致
し
候
旨
、
宿
老
立
合
二
相
談
し
、
又
不
都
合
之
断
一
札

　
取
候
段
申
置
旨
な
り

一
右
二
付
、
丸
山
氏
二
相
談
し
、
三
十
郎
二
一
己
慎
申
付
置

一
右
～
条
二
付
、
伊
勢
や
、
古
田
右
回
二
塁
、
兵
庫
之
処
を
問
合
頼
二
成
案
処
、

　
向
も
内
済
相
聞
取
調
之
処
二
相
違
な
し

十
六
臼
晴

一
記
事
な
し
、
五
霞
作
介
御
用
向
二
付
幽
坂
、

　
不
快
肌
付
、
同
勤
右
之
願
二
半
出
坂

十
七
日
晴

一
記
事
な
し
、
飛
脚
仕
舞

十
八
日
曇

一
記
事
な
し

十
九
日
雨
雪
交
る

一
記
言
な
し

廿
日
曇
雨

一
記
事
な
し

大
岩
松
二
郎
、
実
父
衣
笠
文
蔵

廿
一
日
雨
時
々
吹
雪

一
記
事
な
し
、
夜
、
植
山
半
兵
衛
・
合
難
戦
毛
・
志
賀
文
平
入
来
、

　
艘
着
船
な
り

交
代
船
町

廿
二
日
晴
、
吹
雪
、
時
々
日
も
出
る

一
昼
前
、
右
門
殿
入
来
、
船
着
晶
出
よ
し
、
旧
臣
、
高
山
左
膳
船
へ
行
、

　
器
農
事
を
相
談
ス
、
皆
引
継
之
筈
な
り
、
碍
暮
帰
宅

御
武
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廿
三
日
晴
、
雪
吹

一
明
臼
昼
迄
善
福
寺
二
引
移
願
書
触
来
る
、

り
色
々
荷
仕
舞
致
す
、
右
門
殿
入
来
有

今
朝
舟
着
揃
之
よ
し

又
明
言
後
一
二
父
代
、
揚
陸
之
露
な

廿
四
日
晴

一
早
朝
右
荷
仕
舞
致
し
、
善
福
寺
二
行
、
荷
物
請
取

一
早
昼
仕
舞
、
善
福
寺
二
移
る
、
本
堂
二
野
殿
組
・
御
旗
組
・
貝
太
鼓
役
、
庫

　
裡
座
敷
弐
問
玄
関
過
大
人
様
登
る
、
太
鼓
堂
二
野
殿
、
鉄
屋
弥
兵
衛
宅
二
御
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
ヵ
　

　
付
・
医
師
・
大
小
姓
、
同
人
御
宅
二
火
術
計
、
町
会
所
二
運
送
役
宿
な
り
、

　
旅
籠
母
御
両
方
牛
王
茶
屋
定
五
郎
丸
な
り

一
昼
後
述
右
門
工
手
揚
陸
、
善
福
寺
大
人
様
へ
届
二
而
、
中
宮
・
花
熊
二
着
込
、

　
即
二
引
渡
、
夕
、
中
宮
二
参
り
、
御
武
器
類
　
通
り
引
継
置

念
達
憂
晴

一
朝
、
，
中
宮
二
行
、
御
武
器
類
頭
左
並
幅
引
継
、
手
形
請
取
置
、
尤
灯
燈
．
雨

　
具
は
持
帰
り
也
、
夫
右
右
門
殿
始
、
何
も
之
厩
熱
慌
し
、
電
磁
帰
宅

一
昼
後
、
野
殿
・
菅
⊥
尚
山
同
道
、
生
田
二
参
詣
し
、
小
野
新
田
黒
旗
、
味
泥

　
川
迄
之
処
申
置
、
神
戸
浦
弁
天
素
面
迄
参
り
、
湊
川
迄
之
地
所
引
渡
、
八
時
過

　
帰
宅

…
夕
、
寺
院
家
金
茶
…
盃
振
舞
申
寸
間
、
一
寸
参
り
候
様
沙
汰
二
成
、
依
三
日

　
暮
右
御
一
同
茶
室
二
行
、
薄
茶
一
盃
出
る
、
尤
も
棲
家
自
分
二
立
候
得
共
、
上

　
右
武
者
小
路
之
宗
順
と
申
者
参
り
居
候
間
、
右
二
為
立
可
申
あ
い
さ
つ
な
り
、

　
薄
茶
一
服
畢
而
あ
ま
り
さ
き
二
付
、
寒
て
吸
物
御
酒
出
る
、
さ
し
み
と
肴
少
々

出
る
、
寺
肝
煎
植
田
屋
左
丘
ハ
衛
と
申
者
出
る
、
又
謡
師
荒
川
又
右
衛
門
と
云
人

　
　
　
　
　
へ
わ
り

出
る
、
又
吸
者
・
煮
も
出
る
、
止
而
、
和
尚
手
前
二
而
薄
茶
へ
盃
飲
、
八
時
過

引
取

廿
山
ハ
日
↑
晴
、
　
風
⊥
並

一
今
日
乗
船
之
筈
之
処
、

　
致
し
候
様
触
来
る

風
強
二
而
、
乗
船
難
出
来
旨
船
頭
右
来
二
付
、
延
引

荷
仕
舞
ス
、

持
参
致
し
、

入
来
致
し
呉
候
様
御
酒
な
り
、

又
童
野
殿
入
来
、
昨
β
和
尚
藍
碧
重
詰
到
来
二
付
、
今
夕
、

　
　
　
　
　
ヵ
　

一
盃
同
断
致
し
度
と
大
人
様
へ
劃
し
二
な
り
、
支
無
き
様
二
付
、

　
　
　
　
　
　
　
羽
マ
T
　
“
　
　
一
　
　
謂
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
潔

院
寺
井
昨
夜
面
会
致
し
候
荒
川
氏
入
来
、
荒
川
果
子
一
折
到
来
、
院
家
右
申

聞
へ
、
今
目
御
乗
船
延
引
之
由
、
左
隔
月
＼
荒
川
鼓
を
打
、
茶
や
太
右
衛
門
謡

を
謡
ひ
可
申
、
御
差
支
無
二
候
ハ
＼
御
慰
如
何
哉
と
之
咄
二
郎
、
今
朝
、
野
殿

氏
二
申
送
物
被
成
下
候
二
更
、
右
を
今
夕
御
院
家
二
二
も
御
出
奉
願
相
開
可
申

相
談
仕
候
間
、
右
之
節
二
候
ハ
、
指
支
ハ
無
之
と
申
置
、
野
殿
へ
も
右
之
事
申

置
、
今
朝
吉
田
肇
右
右
年
驚
一
羽
到
来
二
付
、
右
を
茶
定
二
申
付
持
参
可
致
候

咄
臨
海
、
野
直
訴
二
も
玉
子
到
来
袖
付
、
右
を
一
同
二
少
々
頼
二
付
申
付
置

七
時
頃
、
茶
室
二
参
り
候
様
申
聞
、
大
人
様
・
野
殿
御
出
、
小
子
井
宗
之
助

も
御
支
無
暗
ハ
拝
聴
致
し
度
段
申
候
処
、
参
り
辞
様
申
聞
二
付
則
参
る
、
昨
夜

県
立
順
、
薄
茶
を
立
出
ス
、
一
盃
宛
書
而
酒
一
盃
出
ス
、
野
熱
球
二
郎
送
候
重

詰
、
勝
手
二
宜
敷
時
分
出
し
呉
候
様
頼
置

　
一
通
酒
飲
、
荒
川
之
町
有
、
無
三
富
太
入
来
二
而
、
松
風
湯
屋
之
謡
有
、
荒

川
之
・
謡
鼓
な
り
、
陰
紋
観
世
鼓
幸
流
の
咄
な
り
、
又
御
寺
之
肝
煎
木
屋
平
兵
衛

と
導
者
入
来
、
同
人
伜
も
入
来
、
影
野
荒
川
門
人
之
よ
し
、
一
驚
二
弱
法
師
．

蝉
丸
、
盛
合
段
々
謡
有
、
小
子
も
少
々
謡
也
、
需
、
又
一
遍
酒
肴
を
徴
し
、
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茶
太
右
と
て
重
弐
重
指
出
、

出
二
成
、
夫
右
又
一
盃
飲
、

四
時
頃
な
り

た
ら
の
煮
し
め
、
梅
之
か
す
つ
け
等
也
、
酒
を
平

冠
而
茶
屋
之
手
前
を
頼
、
薄
茶
一
盃
飲
、
引
取
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
が

今
目
ハ
西
風
と
な
る
、
間
切
候
処
通
船
、
昼
前
讃
州
大
槌
の
下
二
塩
懸

昨
夜
右
風
邪
之
気
構
付
、
道
一
右
薬
も
ら
い
の
む

伽
塩
直
り
右
出
帆
、
夜
讃
州
牛
嶋
二
繋
船

廿
七
日
晴

一
今
日
八
時
後
、
乗
船
致
し
候
様
触
来
る
、
依
而
荷
物
遣
ス
、
四
時
前
右
中
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

　
・
淋
毒
暇
乞
二
行
、
諏
防
井
酒
盛
二
参
拝
也
、
昼
後
帰
宅

一
乗
門
前
二
一
寸
茶
室
二
参
心
様
沙
汰
直
付
、
最
早
段
々
入
来
も
候
労
｝
聖
断

　
候
処
、
再
応
之
沙
汰
二
付
、
供
揃
申
付
置
、
一
寸
大
人
様
御
一
同
参
り
、
重
而

　
四
・
五
盃
飲
、
其
侭
引
取
、
直
二
出
宅
、
浜
二
揃
、
乗
船
、
皆
々
暇
乞
二
出
る

　
処
役
人
も
出
る
、
寿
寳
丸
二
乗
船
、
乗
組
之
面
々
、
小
五
郎
・
彦
左
衛
門
・
庸

　
太
・
龍
三
郎
・
専
右
衛
門
・
道
一
な
り
、
此
節
右
門
手
出
張
ニ
ハ
従
者
減
二
相

　
成
候
二
付
、
帰
陣
之
人
数
多
く
、
船
不
足
二
身
、
兵
庫
二
而
伊
勢
や
を
以
一
艘

　
御
雇
二
相
成
候
得
共
、
時
節
柄
勢
数
艘
ハ
出
来
兼
候
得
・
、
右
二
付
御
定
之
通
ニ

　
ハ
蓮
も
不
参
、
何
れ
を
跡
二
残
し
可
申
哉
、
残
之
者
難
渋
二
付
、
何
れ
や
せ
ま

　
く
と
も
帰
り
可
申
や
、
過
日
相
談
之
処
、
何
れ
も
せ
ま
き
こ
と
こ
ら
へ
可
申
と

　
申
出
二
付
、
成
程
せ
ま
し
、
大
人
様
も
御
一
同
、
脇
の
問
居
る
、
番
頭
屋
形
も

　
此
節
ハ
不
参
な
り

一
盛
簾
越
乗
船
、
一
通
り
形
付
宇
角
付
、
直
二
出
帆
、
夜
四
時
前
頃
、
舞
子
之

　
浜
前
二
二
塩
懸
、
九
時
頃
右
出
帆
、
追
風
軽
く
候
へ
と
も
追
風
也

一廿
一一八
イ禦日

小晴
豆
嶋な

下き

二堅

塩付

懸

塩
直
り
て
右
出
帆

毎
日
青

目
　
　
　
　
　
　
n
H
H

　
な
　
ゆ
　
の

　
塩
直
り
右
出
帆
、
多
度
津
二
塩
懸
、
八
幡
丸
・
明
栄
丸
・
天
神
丸
追
々
入
船
、

　
此
船
右
小
五
郎
・
辰
三
郎
・
彦
右
衛
門
・
専
右
衛
門
・
濡
太
・
道
一
、
金
比
羅

　
参
詣
、
従
者
も
段
々
参
詣
、
八
幡
丸
・
天
神
丸
右
も
段
々
参
詣
を
見
る
、
夜
二

　
入
帰
宅
、
舟

甲
子
元
旦
晴

　
暁
七
時
頃
右
船
子
共
元
旦
之
祝
事
有
、
此
処
二
繋
船
之
三
佐
舟
、

　
八
幡
丸
・
明
栄
丸
、
夫
々
廻
る
、
西
風
強
二
付
、
滞
船

二
日
晴

　
滞
船
、

船
子
共
金
比
羅
参
詣
、
野
殿
氏
舟
餌
付
行

天
神
丸
・

三
日
晴
、
夕
曇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
昼
後
、
出
帆
、
火
打
灘
終
り
方
響
日
暮
る
、
鼻
ク
リ
瀬
戸
瀬
船
、
豊
後
灘
半

　
二
而
夜
明
る
、
四
時
前
三
佐
二
着
船
、
萬
歳
丸
帯
□
早
朝
二
着
船
張
由
二
而
達
、

　
右
則
参
る

廿
九
日
晴
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大
坂
湾
防
備
と
絵
図
史
料

高
久
　
智
広

は
じ
め
に

　
大
坂
湾
海
防
研
究
班
で
は
、
幕
府
お
よ
び
諸
藩
に
よ
る
大
春
分
の
海
防
構
想
や
実

態
を
解
明
す
る
上
で
、
面
的
な
把
握
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
一
、
関
連
す

る
絵
図
史
料
の
デ
ー
タ
の
収
集
も
進
め
て
き
た
。

　
表
1
は
、
今
回
、
デ
ー
タ
を
収
集
し
た
【
海
防
図
・
御
固
図
】
八
点
、
　
【
海
図
・

測
量
図
】
八
点
、
　
【
台
場
配
置
図
・
設
計
図
】
五
十
三
点
、
　
【
そ
の
他
】
四
点
、
計

七
十
三
点
の
絵
図
に
つ
い
て
一
覧
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
多
数
を
占
め
る
台
場

配
置
図
・
設
計
図
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
地
域
ご
と
に
再
分
類
し
た
。
こ
こ
に
示
し

た
一
覧
は
、
大
坂
湾
岸
の
海
防
に
関
す
る
絵
図
を
網
羅
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ

れ
ら
の
絵
図
の
分
析
を
重
ね
る
こ
と
で
、
上
記
の
目
的
に
迫
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ

う
。
本
稿
の
目
的
は
、
そ
の
た
め
の
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
。

海
防
図
・
御
固
図

　
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
発
生
し
た
ペ
リ
ー
率
い
る
ア
メ
リ
カ
艦
隊
の
浦
賀
来

航
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
率
い
る
ロ
シ
ア
艦
隊
の
長
崎
来
航
を
契
機
と
し
て
、
大
坂
湾
の

海
防
体
制
に
つ
い
て
も
強
化
す
る
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
坂
湾
の

入
り
口
に
あ
た
る
紀
淡
海
峡
、
明
石
海
峡
に
所
領
を
持
つ
和
歌
山
、
徳
島
、
明
石
の

三
藩
で
は
台
場
築
造
を
は
じ
め
と
す
る
諸
施
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
翌
七
年

九
月
に
発
生
し
た
ロ
シ
ア
軍
艦
の
侵
入
事
件
は
、
重
大
な
対
外
的
危
機
と
し
て
捉
え

ら
れ
、
そ
れ
ま
で
大
坂
湾
の
海
防
強
化
に
は
消
極
的
だ
っ
た
幕
府
に
も
海
防
政
策
の

大
幅
な
見
直
し
を
迫
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
こ
に
分
類
し
た
の
は
、
嘉
永
期
か
ら
文
久
期
の
対
外
的
脅
威
に
対
す
る
幕
府
・

諸
藩
に
よ
る
対
応
の
あ
り
様
を
示
す
図
で
あ
る
。
嘉
永
七
年
の
ロ
シ
ア
軍
艦
侵
入
事

件
に
つ
い
て
は
、
　
「
御
代
静
諦
凱
陣
鑑
　
天
保
山
海
陸
御
寒
雷
」
2
や
「
大
坂
留
口

江
異
国
船
舶
来
之
図
」
3
、
「
摂
州
大
坂
異
國
舩
御
篭
」
4
、
「
大
坂
歯
固
真
蹟
」
．
。
を

は
じ
め
、
数
多
く
の
摺
物
が
流
布
し
て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
記
載
情
報
の
豊

富
さ
や
精
緻
さ
を
念
頭
に
特
に
手
書
き
絵
図
に
注
目
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
1
「
嘉
永
七
年
寅
九
月
魯
西
亜
舶
浪
花
渡
来
二
付
諸
家
御
固
之
図
」
は
、
平
成
二

七
年
（
二
〇
～
五
）
に
そ
の
所
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
絵
図
で
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
6
。
目
印
山
（
天
保
山
）
を
中
心
に
、

大
和
郡
山
思
及
び
土
佐
藩
・
久
留
米
藩
が
陣
取
る
木
津
川
口
南
か
ら
、
神
崎
川
の
西

に
位
置
す
る
尼
崎
藩
の
陣
営
ま
で
を
描
《
、
。
本
図
で
は
、
大
坂
城
代
土
屋
寅
直
の
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軍
勢
以
下
、
八
十
七
藩
・
四
旗
本
が
布
陣
す
る
状
況
を
絵
画
的
描
写
と
あ
わ
せ
て
記

す
が
、
特
に
目
印
山
の
描
写
が
詳
し
く
、
ロ
シ
ア
側
と
の
交
渉
を
担
当
し
た
大
坂
町

奉
行
が
詰
め
る
「
目
印
山
会
所
」
　
（
当
初
は
市
岡
新
田
会
所
、
九
月
二
六
潤
に
目
印

山
会
所
に
移
転
）
も
み
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
天
保
山
よ
り
凡
そ
一
里
半
の
沖
合
に

投
錨
し
た
ロ
シ
ア
軍
艦
に
つ
い
て
は
画
面
左
上
に
小
さ
く
線
描
す
る
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
は
小
さ
な
軸
船
と
の
対
比
で
異
国
船
の
大
き
さ
を
際
立
た
せ
て
描
く
「
天
保
由

魯
船
窓
」
8
と
は
対
照
的
で
あ
り
、
本
図
の
蟹
的
が
異
国
船
の
脅
威
で
は
な
く
、
そ

れ
へ
の
対
応
と
し
て
の
幕
府
・
諸
藩
に
よ
る
派
兵
状
況
を
描
く
こ
と
に
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　
こ
の
事
件
に
関
し
て
、
　
「
天
保
山
難
船
図
」
は
絵
画
的
な
記
録
と
と
も
に
、
大
坂

町
奉
行
ら
に
よ
る
ロ
シ
ア
側
と
の
交
渉
過
程
や
派
兵
状
況
に
関
す
る
詞
書
も
併
せ
て

載
せ
る
。
ま
た
当
時
、
大
坂
西
町
奉
行
の
地
位
に
あ
っ
た
川
村
修
就
が
残
し
た
応
接

記
録
も
現
存
し
て
お
り
、
本
図
と
あ
わ
せ
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
幕
府
や
諸
藩
が
ロ

シ
ア
側
と
ど
の
よ
う
に
対
峙
し
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
9
。

　
安
政
五
年
（
～
八
五
八
）
六
月
二
一
日
、
幕
府
は
大
坂
湾
の
防
備
体
制
を
強
化
す

る
た
め
に
担
当
藩
の
大
幅
な
入
れ
替
え
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
変
更
に
よ
っ
て
、
前

年
四
月
に
安
治
川
口
と
木
津
川
目
に
配
さ
れ
た
松
江
藩
、
高
松
藩
に
替
わ
り
、
摂
津

国
の
西
端
・
境
川
か
ら
武
庫
川
ま
で
を
長
州
藩
、
神
崎
川
か
ら
安
治
川
北
ま
で
を
岡

山
藩
、
安
治
川
か
ら
尻
無
川
南
ま
で
を
鳥
取
藩
、
木
津
川
口
北
よ
り
大
和
川
北
ま
で

を
土
佐
藩
、
大
和
川
北
よ
り
堺
ま
で
を
柳
川
藩
が
警
備
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
摂
州

海
岸
御
固
場
所
絵
図
」
と
題
さ
れ
る
図
6
・
7
の
指
図
は
、
そ
の
新
た
な
海
防
担
当
藩

の
配
置
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
図
で
は
、
各
藩
の
担
当
区
域
を
色
分
け
し
て
示
す
ほ
か
、
各
大
名
が
拠

点
と
し
た
陣
屋
地
を
朱
書
す
る
。
ま
た
安
政
二
年
に
台
場
の
築
造
が
検
討
さ
れ
た
安

治
川
口
・
木
津
川
口
の
河
口
両
岸
に
は
門
御
台
場
元
見
込
之
場
所
」
と
記
す
な
ど
、

幕
府
に
よ
る
大
坂
湾
防
備
の
経
緯
に
関
す
る
情
報
も
含
ん
で
い
る
。

　
6
図
と
7
図
は
、
書
式
・
形
態
・
記
載
内
容
と
も
ほ
ぼ
～
致
す
る
が
、
6
図
は
大

坂
町
奉
行
を
務
め
た
川
村
修
就
の
文
書
群
の
一
つ
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
、
7
図

は
兵
庫
北
浜
惣
会
所
に
由
来
す
る
も
の
と
、
伝
来
の
経
緯
が
異
な
る
。
文
久
三
年
（

一
八
六
三
）
以
前
に
お
い
て
は
、
こ
の
地
を
守
衛
す
る
長
州
藩
が
兵
庫
南
浜
の
浜
本

陣
絵
屋
右
近
右
衛
門
家
を
本
陣
と
し
た
こ
と
で
、
兵
庫
町
方
は
長
州
藩
士
ら
と
密
接

な
つ
な
が
り
を
持
っ
た
。
ま
た
文
久
三
年
以
降
に
は
、
台
揚
築
造
の
目
的
で
出
役
し

た
大
坂
町
奉
行
所
与
力
八
田
五
郎
左
衛
門
が
、
当
時
の
兵
庫
は
「
三
都
井
諸
国
共
～

体
性
の
「
御
変
革
」
の
中
に
あ
る
と
し
て
、
幕
府
へ
の
協
力
を
町
方
に
強
く
要
請
し

て
い
る
よ
う
に
一
。
、
兵
庫
町
方
は
和
田
岬
・
湊
川
崎
台
場
の
築
造
や
軍
艦
方
に
よ
る

大
坂
湾
内
の
測
量
、
兵
庫
港
の
港
湾
機
能
の
整
備
、
長
州
征
討
へ
む
か
う
幕
府
軍
の

輸
送
な
ど
、
幕
府
が
兵
庫
及
び
周
辺
地
域
で
展
開
す
る
諸
施
策
に
深
く
関
与
し
て
い

る
；
。
軍
事
情
報
と
も
い
え
る
御
寿
詞
が
兵
庫
北
浜
惣
会
所
に
ど
の
よ
う
に
も
た
ら

さ
れ
た
の
か
は
注
鼠
さ
れ
る
が
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
ル
ー
ト
は
こ
の
よ
う
に
複
数

存
在
す
る
。

　
ま
た
、
こ
の
旧
盆
に
馬
連
す
る
絵
図
と
し
て
、
岡
山
藩
池
田
文
庫
に
「
摂
海
御
警

衛
場
所
井
御
台
場
御
絵
図
」
等
の
一
群
が
残
さ
れ
て
い
る
i
2
。
参
考
ま
で
に
、
該
当

す
る
絵
図
十
八
点
に
つ
い
て
表
2
に
ま
と
め
、
各
図
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
も
概
略

を
記
し
た
の
で
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

8

「
文
久
年
間
摂
州
海
岸
辺
神
戸
村
附
近
海
防
御
眠
海
図
」
1
3
は
、
尼
崎
城
下
か
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ら
須
磨
に
い
た
る
西
摂
地
域
の
海
防
状
況
を
描
い
た
図
で
あ
る
。
本
図
で
は
、
当
該

地
域
の
守
衛
を
担
当
し
た
姫
路
・
津
・
岡
・
郡
山
の
四
藩
の
守
衛
区
域
が
示
さ
れ
る

が
、
海
防
担
当
藩
と
し
て
上
記
四
藩
が
揃
う
の
は
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
九
月
二

八
日
か
ら
一
二
月
七
目
ま
で
の
二
ヵ
月
余
り
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
に
は
「
文
久
年
間

」
と
あ
る
が
、
情
報
と
し
て
は
こ
う
し
た
元
治
元
年
頃
の
も
の
も
含
ん
で
い
る
。
ま

た
幕
府
が
兵
庫
・
西
宮
で
工
事
を
進
め
る
和
田
岬
、
湊
川
崎
、
西
宮
、
今
津
の
四
台

場
も
描
か
れ
、
そ
れ
ら
の
周
辺
に
は
八
基
の
土
塁
台
場
も
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
仮
台

場
掛
と
し
て
出
役
し
た
大
坂
町
奉
行
所
与
力
八
田
五
郎
左
衛
門
の
指
示
の
下
、
兵
庫

・
西
宮
の
町
方
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
仮
台
場
（
土
塁
台
場
）
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
本
図
は
表
現
技
法
が
稚
拙
で
あ
り
、
上
記
八
基
の
仮
台
場
に
は
本
図
以
外
で
は
未

だ
確
認
で
き
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
ま
た
蛸
取
山
（
高
取
山
）
、
青
黄
村
（
青
木

村
）
、
と
い
っ
た
聞
き
間
違
い
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
地
名
の
誤
記
も
散
見
さ
れ
る
な

ど
史
料
批
判
が
必
要
な
点
も
あ
る
が
、
海
岸
部
の
距
離
や
面
積
、
各
台
場
に
設
置
さ

れ
た
大
砲
数
な
ど
海
防
に
関
す
る
情
報
は
細
か
く
、
　
「
御
台
場
軍
立
御
用
掛
」
や
軍

艦
方
な
ど
、
大
坂
湾
の
防
備
体
制
整
備
の
た
め
に
江
戸
か
ら
出
役
し
た
幕
府
役
人
の

関
与
も
想
定
さ
れ
る
。
管
見
の
限
り
、
類
例
は
な
い
こ
と
か
ら
、
今
後
、
分
析
が
進

む
こ
と
を
期
待
し
た
い
絵
図
の
～
つ
で
あ
る
。

二
　
海
岸
深
浅
図
・
海
図
・
測
量
図

　
近
年
、
幕
末
期
か
ら
明
治
初
頭
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
海
図
へ
の
注
目
が
高
ま
っ

て
い
る
が
1
4
、
次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
未
だ
近
代
的
な
測
量
術
を
持
た
な
い
段
階

で
の
大
坂
湾
海
岸
部
の
深
浅
図
と
、
近
代
的
な
測
量
術
を
身
に
つ
け
た
幕
府
軍
艦
方

の
関
与
が
想
定
さ
れ
る
海
図
お
よ
び
測
量
図
で
、
両
者
の
比
較
を
試
み
た
い
。

　
嘉
永
二
年
九
月
、
老
中
首
座
阿
部
正
弘
は
、
海
防
強
化
を
目
的
と
し
て
日
本
沿
岸

の
地
理
的
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
、
海
岸
付
所
領
を
持
つ
大
名
に
対
し
て
、
領
主

名
・
村
名
、
左
右
の
隣
接
地
の
領
主
名
、
海
岸
線
の
長
さ
、
そ
し
て
村
ご
と
に
沖
に

む
か
っ
て
三
十
間
・
一
丁
・
五
丁
・
十
丁
・
二
十
丁
・
三
十
丁
目
六
地
点
で
の
水
深

を
明
記
し
た
海
岸
深
浅
図
の
提
幽
を
指
示
し
て
い
る
】
5
。

　
全
圏
的
に
は
二
十
藩
の
海
岸
深
浅
絵
図
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
1
6
、
大
坂
湾
周
辺

で
は
徳
島
藩
の
「
淡
州
灘
之
図
」
！
、
が
知
ら
れ
て
い
る
。
沖
に
向
か
っ
て
線
を
引
き

、
そ
の
線
上
の
六
地
点
に
水
深
を
落
と
し
込
む
よ
う
な
描
き
方
（
串
型
）
を
し
て
い

る
の
が
こ
れ
ら
の
海
岸
深
浅
図
の
特
徴
で
あ
る
。

　
1
0
「
大
坂
近
海
面
深
浅
絵
図
」
は
、
隣
接
所
領
と
の
関
係
、
村
名
を
記
し
、
五
十

五
ヵ
所
で
上
記
六
地
点
で
の
水
深
を
計
測
し
て
い
る
。
海
岸
線
の
長
さ
の
記
載
が
な

い
以
外
は
、
嘉
永
二
年
の
幕
命
に
従
っ
た
記
載
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
描
き
方

の
特
徴
も
他
藩
の
事
例
と
共
通
す
る
。
特
に
嘉
永
期
に
お
い
て
は
優
先
度
が
低
か
っ

た
と
さ
れ
る
大
坂
湾
岸
の
海
防
だ
が
、
尼
崎
藩
が
幕
命
に
従
い
、
こ
う
し
た
絵
図
を

作
成
・
提
出
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
政
権
中
枢
の
議
論
と
は
別
の
、
現
地
大
名
の
海

防
に
対
す
る
意
識
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
素
材
と
い
え
る
。
ま
た
、
台
場
の
配
置

を
描
い
た
図
で
あ
る
こ
と
か
ら
門
台
場
配
置
図
・
設
計
図
】
の
項
に
分
類
し
た
が
、
2
4

門
尼
崎
藩
台
場
配
置
図
」
も
海
岸
の
深
浅
に
つ
い
て
は
1
0
図
と
岡
様
の
描
画
法
を
と

る
。
尼
崎
藩
で
は
文
久
三
年
に
台
場
の
整
備
を
は
じ
め
る
が
、
こ
の
毅
階
に
お
い
て

も
岡
藩
で
は
旧
来
の
方
法
を
用
い
て
領
内
海
岸
の
地
理
的
情
報
を
把
握
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
。

　
1
1
「
大
坂
御
船
手
目
論
見
之
図
」
は
、
嘉
永
七
年
の
ロ
シ
ア
軍
艦
来
航
後
、
大
坂
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船
手
方
が
次
の
異
国
船
来
航
に
備
え
て
見
直
し
を
加
え
た
防
備
体
制
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。
本
図
に
お
い
て
も
、
恩
加
島
、
千
歳
、
福
崎
、
池
田
、
人
幡
屋
、
南
、

島
屋
、
葭
島
、
西
島
、
中
島
の
十
ヵ
所
の
新
田
海
岸
か
ら
沖
合
に
向
か
っ
て
線
を
引

き
、
上
記
六
地
点
の
水
深
を
落
と
し
込
む
。
ロ
シ
ア
軍
艦
来
航
時
、
大
坂
町
奉
行
ら

が
そ
れ
ま
で
に
蓄
積
し
た
対
外
的
知
識
や
経
験
を
も
と
に
ロ
シ
ア
側
と
の
交
渉
に
取

り
組
ん
だ
の
に
対
し
、
大
坂
船
手
が
次
の
雰
常
時
に
向
け
て
立
案
し
た
海
防
策
は
、

川
口
に
杭
を
打
っ
た
り
、
民
間
か
ら
徴
用
す
る
廻
船
や
上
荷
船
を
連
結
し
て
川
口
を

封
鎖
す
る
と
い
う
程
度
で
、
配
備
を
検
討
す
る
船
も
戦
国
期
に
由
来
す
る
小
早
船
で

あ
る
な
ど
旧
態
依
然
の
も
の
で
あ
っ
た
i
8
。
嘉
永
六
年
の
ペ
リ
ー
来
航
以
降
、
長
崎

で
の
海
軍
伝
習
を
は
じ
め
、
幕
府
は
海
軍
力
の
強
化
と
近
代
化
を
図
っ
て
い
く
が
、

そ
の
な
か
で
大
坂
船
手
が
神
戸
海
軍
操
練
所
の
開
所
と
と
も
に
解
消
さ
れ
る
理
由
も

旧
来
の
水
軍
的
性
格
を
色
濃
く
残
す
組
織
の
性
格
に
あ
ろ
う
。

　
近
代
的
な
測
量
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
海
図
と
し
て
、
大
坂
湾
に
関
す
る
最
も

古
い
も
の
は
、
嘉
永
七
年
に
来
航
し
た
ロ
シ
ア
海
軍
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
1
2
「
大

阪
湾
海
図
（
『
ロ
シ
ア
海
軍
雑
誌
（
ζ
o
窮
ざ
U
の
び
。
寡
算
）
』
掲
載
）
」
で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
の
時
の
ロ
シ
ア
側
の
主
霊
的
は
通
商
条
約
の
締
結
交
渉
に
あ
り
、
ま
た
日

本
側
が
厳
重
な
海
防
体
制
を
敷
い
た
こ
と
で
、
十
分
な
測
量
を
行
な
い
え
な
か
っ
た

と
い
う
1
9
。

　
よ
り
精
度
の
高
い
も
の
と
し
て
、
幕
府
軍
艦
方
の
測
量
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
1
3
「
大
阪
湾
縮
図
」
、
1
4
「
大
坂
・
兵
庫
・
友
ヶ
島
海
図
」
が
あ

る
2
0
。
幕
府
軍
艦
方
は
、
摂
海
御
台
場
蔓
立
御
用
を
奉
じ
る
老
中
格
小
笠
原
長
行
に

従
っ
て
、
文
久
二
年
＝
一
月
末
に
大
坂
入
り
し
、
兵
庫
港
を
拠
点
と
し
て
大
坂
湾
内

お
よ
び
周
辺
海
域
の
測
量
を
精
力
的
に
進
め
て
い
く
。
翌
三
年
一
月
、
老
中
格
小
笠

原
長
行
は
「
大
坂
内
海
摂
播
女
帝
淡
海
岸
之
測
量
」
を
軍
艦
方
に
指
示
、
軍
艦
方
は

こ
れ
を
受
け
て
皿
○
臼
よ
り
「
播
州
明
石
表
井
最
寄
海
岸
測
量
御
用
」
に
着
手
し
て

い
る
。
ま
た
、
三
月
に
は
軍
艦
方
は
「
大
坂
近
海
測
量
」
御
用
の
た
め
、
　
門
門
津
和

泉
井
播
磨
之
内
明
石
浦
辺
海
岸
付
只
々
新
田
等
」
に
小
船
の
手
配
を
指
示
し
て
い
る

2
1
0

　
こ
の
二
言
の
う
ち
招
図
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
今
井
健
三
氏
や
鈴
木
純
子
氏
に
よ

る
研
究
が
あ
り
、
磁
針
偏
差
、
天
文
測
量
に
基
づ
く
経
緯
度
鼠
径
、
水
深
基
準
面
の

設
定
、
海
図
図
式
（
凡
例
）
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
測
量
さ
れ
た
水
深
の
数

は
少
な
い
も
の
の
、
近
代
的
な
海
図
と
し
て
の
技
術
水
準
を
満
た
し
て
い
る
と
評
さ

れ
て
い
る
，
．
．
一
。
1
3
図
が
大
坂
湾
の
全
体
図
で
あ
る
の
に
対
し
、
1
4
図
は
大
坂
、
兵

庫
、
紀
淡
海
峡
の
部
分
図
を
一
図
に
ま
と
め
た
も
の
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
素
図

と
も
測
定
時
期
を
門
文
久
三
歳
次
癸
亥
五
月
測
定
駄
と
し
、
凡
例
（
海
図
図
式
）
も

ほ
ぼ
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
　
「
海
軍
関
係
之
部
第
七
号
」
と
記
載
の
あ
る
1
4
図
に
も

同
様
の
評
価
を
与
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
近
代
的
な
海
図
の
ほ
か
に
、
近
世
的
な
描
画
法
を
用
い
た
測
量
図
も
存

在
す
る
。
そ
れ
が
1
5
「
岩
屋
浦
明
石
近
海
測
量
之
図
漏
と
1
6
門
津
名
郡
由
良
浦
ヨ

リ
紀
州
友
ヶ
島
迄
海
程
御
仮
図
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
分
間
一
寸
～
丁
、
す
な
わ
ち

一
／
三
六
〇
〇
の
縮
尺
で
あ
る
。

　
1
5
図
は
瀬
戸
内
海
側
か
ら
の
大
坂
湾
へ
の
入
口
と
な
る
明
石
海
峡
を
描
く
測
量

図
で
、
明
石
側
に
西
か
ら
若
宮
神
社
浜
、
明
石
川
口
西
側
、
大
蔵
谷
八
幡
神
社
浜
、

舞
子
浜
の
各
台
場
を
図
示
し
、
そ
の
う
ち
若
宮
神
社
浜
台
場
を
除
く
三
台
場
か
ら
対

岸
の
淡
路
島
岩
屋
浦
松
萩
崎
に
い
た
る
距
離
を
記
す
．
5
。
文
久
三
年
四
月
一
二
臼
、

明
石
藩
は
幕
府
か
ら
既
存
の
四
台
場
の
い
ず
れ
か
の
台
場
を
、
徳
島
藩
が
淡
路
島
北

4i8



岸
に
築
く
松
帆
台
場
と
挟
撃
し
う
る
堅
牢
な
台
場
に
改
築
す
る
よ
う
に
、
と
の
指
示

を
受
け
て
い
る
2
4
。
こ
の
指
示
は
文
久
三
年
～
月
一
〇
日
は
じ
ま
る
軍
艦
方
の
「
播

州
明
石
表
井
最
寄
海
岸
測
量
御
用
」
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
幕
府
か

ら
の
指
示
と
本
図
の
記
載
内
容
は
～
致
す
る
。
こ
の
指
示
を
受
け
て
同
藩
で
は
西
洋

の
築
城
術
に
基
づ
い
た
稜
墜
式
の
舞
子
台
場
（
二
〇
〇
七
年
、
国
指
定
史
跡
）
を
築

造
し
て
お
り
、
本
図
は
そ
の
関
連
資
料
と
し
て
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

　
1
6
図
は
先
述
の
1
図
と
同
様
、
平
成
二
七
年
（
二
〇
一
五
）
に
そ
の
所
在
が
明
ら

か
に
な
っ
た
図
で
、
淡
路
島
津
名
郡
由
良
浦
か
ら
紀
伊
国
庫
友
ヶ
嶋
に
い
た
る
紀
淡

海
峡
を
描
く
。
船
路
、
大
坂
湾
内
各
港
へ
の
里
程
、
潮
の
干
満
、
海
底
の
深
浅
に
関

す
る
情
報
が
細
か
く
記
載
さ
れ
る
。
ま
た
徳
島
藩
が
築
い
た
高
崎
台
場
を
凡
例
に
「

肉
色
　
御
呼
台
」
と
示
す
と
お
り
に
描
き
、
そ
の
北
側
の
海
底
の
出
馬
に
つ
い
て
「

此
所
如
図
海
低
二
趨
洲
有
、
地
方
ヨ
リ
十
町
回
ヲ
沖
早
出
テ
大
船
ハ
不
通
、
単
子
潮

二
不
見
深
浅
下
記
ス
通
り
」
と
記
す
な
ど
、
海
防
や
大
型
艦
船
の
通
行
に
か
か
る
情

報
も
載
せ
る
。
水
深
の
表
示
法
は
嘉
永
期
の
海
岸
深
浅
図
の
よ
う
な
男
呼
の
形
態
は

と
ら
ず
、
　
「
此
処
三
五
間
程
」
と
い
う
よ
う
に
測
量
し
た
ポ
イ
ン
ト
ご
と
に
朱
書
し

て
い
る
。
作
成
時
期
に
つ
い
て
は
「
文
久
三
亥
年
五
月
中
五
目
誌
之
」
と
あ
り
、
軍

艦
方
が
こ
の
海
域
で
測
量
に
あ
た
っ
た
時
期
に
該
当
す
る
。
近
世
的
な
描
画
法
を
と

る
が
、
記
載
内
容
を
み
る
と
、
大
型
艦
船
の
航
行
を
意
識
し
た
海
図
的
性
格
が
強
い

絵
図
と
い
え
る
。

　
文
久
三
年
五
月
一
潤
、
軍
艦
奉
行
並
勝
海
舟
は
姉
小
路
公
知
に
拝
謁
し
、
　
「
友
ヶ

島
近
傍
測
量
の
図
」
を
呈
し
て
海
軍
創
設
や
砲
台
の
築
造
に
つ
い
て
議
論
を
交
わ
し

て
お
り
，
。
。
、
ま
た
本
図
の
裏
書
に
は
門
脇
河
和
紀
四
阿
淡
海
岸
欄
間
と
記
さ
れ
て
い

る
。
先
に
見
た
よ
う
に
軍
艦
方
は
「
大
坂
内
海
摂
播
泉
紀
淡
海
岸
之
測
量
」
に
携
わ

っ
て
お
り
、
明
石
海
峡
や
紀
淡
海
峡
だ
け
で
な
く
太
平
洋
側
の
紀
伊
・
徳
島
の
灘
揖

か
ら
大
坂
湾
に
い
た
る
広
い
海
域
に
お
い
て
岡
様
の
測
量
図
が
作
成
さ
れ
た
可
能
性

が
想
定
さ
れ
よ
う
。

三
　
台
場
配
置
図
・
設
計
図

　
当
時
の
主
要
な
海
防
策
は
、
海
岸
部
に
設
け
た
台
場
群
に
よ
っ
て
防
備
体
制
を
構

築
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
幕
府
や
海
防
担
当
諸
藩
、
お
よ
び
沿
岸
に
所
領

を
持
つ
諸
藩
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
台
場
に
関
す
る
絵
図
は
数
多
く
存
在
す
る
。

　
史
料
の
残
存
状
況
に
は
厚
薄
が
あ
り
、
大
坂
湾
に
お
い
て
は
特
に
幕
府
が
兵
庫
及

び
西
宮
に
築
造
し
た
台
場
群
に
関
す
る
も
の
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由

と
し
て
、
大
正
期
以
降
、
　
『
神
戸
市
史
』
や
『
西
宮
町
誌
』
と
い
っ
た
自
治
体
史
編

纂
事
業
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
2
6
、
誉
田
岬
・
西
宮
両
砲
台
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
大
正
一
〇
・
＝
年
（
～
九
二
一
・
二
二
）
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
る
な
ど

古
く
か
ら
そ
の
文
化
財
的
価
値
が
評
価
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
一
九

九
〇
年
代
に
は
『
西
宮
市
史
隙
2
7
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
梅
渓
華
氏
が
未
紹
介
史
料
の

発
掘
と
そ
の
紹
介
を
精
力
的
に
行
わ
れ
2
8
、
ま
た
平
成
＝
二
年
（
二
〇
〇
～
）
に
は

「
和
田
岬
・
湊
川
砲
台
関
係
史
料
扁
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る
な
ど
、
新
史
料
の
発

見
と
紹
介
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
．
弓
。
特
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
幕
府
が
兵
庫
に

築
造
し
た
和
田
岬
・
湊
川
崎
台
場
の
見
積
書
や
完
成
後
の
嵐
来
早
筆
等
の
文
書
と
と

も
に
、
両
台
場
（
～
部
、
西
宮
砲
台
に
関
連
す
る
も
の
も
含
む
）
の
構
造
を
示
す
九

件
一
〇
点
の
設
計
図
（
2
6
～
3
1
、
3
3
～
3
5
）
も
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
設
計
図

と
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
国
会
図
書
館
所
蔵
の
「
陸
軍
歴
史
」
浄
書
稿
本
に
含
ま

れ
る
2
4
　
「
石
墨
塔
外
郭
砲
激
図
扁
・
2
5
　
「
和
田
螺
較
量
方
之
図
」
・
3
2
　
「
西
宮
石

419



淫
婦
外
郭
縮
図
扁
な
ど
と
の
比
較
に
よ
り
、
築
造
段
階
に
お
い
て
数
度
に
わ
た
る
設

計
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
一
九
年

一
一
月
か
ら
二
六
年
三
月
ま
で
七
力
年
を
か
け
て
実
施
さ
れ
た
国
指
定
史
跡
和
田
岬

砲
台
の
修
理
工
事
事
業
（
「
平
成
の
大
修
理
」
事
業
）
で
は
、
こ
れ
ら
の
設
討
図
や

文
書
類
が
修
理
・
復
元
の
た
め
の
基
礎
文
献
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
2
4
「
尼
崎
藩
台
場
配
置
図
」
は
文
久
三
年
に
尼
崎
藩
が
整
備
を
進
め
た
台
場
の
配

置
図
で
、
同
藩
が
整
備
し
た
五
台
場
の
う
ち
大
高
洲
新
田
、
未
新
圏
、
丸
島
新
田
の

三
台
場
を
描
く
。
本
図
の
海
岸
深
浅
の
描
法
に
つ
い
て
は
【
海
岸
深
浅
図
・
海
図
・

測
量
図
】
の
項
で
も
触
れ
た
が
、
ほ
か
に
も
河
川
や
各
薪
田
の
海
岸
部
の
幅
及
び
深

浅
、
各
台
場
か
ら
尼
崎
城
ま
で
の
距
離
を
注
記
す
る
。
ま
た
二
　
　
尼
崎
ヨ
リ
今
津

村
石
塗
塔
迄
凡
一
里
二
十
町
、
一
　
西
新
田
村
ヨ
リ
今
津
村
石
墜
塔
迄
凡
三
拾
四
町

余
」
と
い
う
但
し
書
が
み
え
、
台
場
の
整
備
に
あ
た
り
、
幕
府
が
今
津
村
で
工
事
を

進
め
る
今
津
台
場
と
の
位
置
関
係
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
3
0
。

　
徳
島
藩
に
よ
っ
て
淡
路
島
に
築
造
さ
れ
た
台
場
に
関
し
て
は
、
築
造
当
時
の
絵
図

で
は
な
い
が
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
、
陸
軍
省
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
懲
淡
路

国
瀬
砲
台
ノ
図
」
等
（
4
6
～
6
8
）
の
一
群
の
絵
図
が
あ
る
3
1
。
淡
路
島
は
明
治
三

年
（
一
八
七
〇
）
に
兵
庫
県
と
徳
島
県
に
分
割
さ
れ
、
そ
の
後
、
名
東
県
を
経
て
、

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
全
島
が
兵
庫
県
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
角
田
誠
氏
に
よ

れ
ば
、
同
年
二
月
に
は
、
名
東
県
廃
止
と
淡
路
国
の
兵
庫
県
編
入
（
八
月
二
一
日
実

施
）
に
あ
わ
せ
、
官
有
地
引
継
ぎ
の
た
め
の
調
査
資
料
と
し
て
「
名
東
塗
下
淡
路
國

旧
砲
基
取
調
帳
」
3
2
が
作
成
さ
れ
た
と
い
う
3
3
。
陸
軍
省
に
よ
る
絵
図
群
も
、
こ

の
動
き
に
連
動
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
堺
台
場
に
つ
い
て
も
、
近
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
継
続
的
に
行
わ
れ
る
な
ど
、

関
心
の
高
ま
り
を
見
せ
て
お
り
、
後
世
の
写
し
が
多
い
が
堺
台
場
に
関
す
る
絵
図
が

紹
介
さ
れ
る
機
会
が
増
え
て
い
る
（
1
8
～
2
2
）
。

　
6
9
「
河
州
交
野
郡
楠
葉
村
関
門
絵
図
一
分
計
」
に
つ
い
て
は
、
楠
葉
台
場
跡
の
保

存
活
動
か
ら
国
史
跡
指
定
に
い
た
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
史
料
と
し
て
重
要
な
意
味

を
も
っ
た
。
本
図
に
つ
い
て
は
、
下
部
隆
弘
氏
に
よ
る
～
連
の
研
究
3
4
、
そ
し
て
史

跡
指
定
に
む
け
て
ま
と
め
ら
れ
た
『
枚
方
市
文
化
財
調
査
報
告
』
第
六
〇
集
「
楠
葉

台
場
跡
」
　
（
本
編
）
　
（
史
料
編
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ

た
い
。

四
　
そ
の
他

　
そ
の
他
の
海
防
関
連
絵
図
と
し
て
、
二
点
の
門
神
戸
海
軍
操
練
所
絵
図
」
　
（
7
0
図

・
7
1
図
）
と
7
2
「
摂
州
矢
部
郡
車
村
妙
法
寺
村
石
炭
磯
之
図
（
海
軍
関
係
之
部
第

六
号
）
」
、
7
3
「
大
石
村
よ
り
西
須
磨
村
ま
で
西
摂
海
岸
図
（
仮
）
扁
を
あ
げ
た
。

　
軍
艦
奉
行
並
勝
海
舟
の
建
言
に
よ
っ
て
設
置
が
決
ま
っ
た
神
戸
海
軍
操
練
所
は
、

摂
津
圏
八
部
郡
ニ
ッ
茶
屋
村
の
網
屋
吉
兵
衛
が
造
成
し
た
船
た
で
場
を
も
と
に
建
設

さ
れ
た
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
五
月
～
四
日
に
開
所
し
た
同
操
練
所
は
惣
坪
数

一
万
七
千
百
三
十
七
坪
、
三
五
・
七
ヘ
ク
タ
…
ル
の
敷
地
を
有
し
、
艦
船
の
繋
留
所

、
艦
船
修
復
の
た
め
の
ド
ッ
ク
を
備
え
、
観
光
丸
、
黒
雷
丸
が
練
習
艦
と
し
て
配
備

さ
れ
て
い
る
。
幕
府
は
、
あ
わ
せ
て
神
戸
村
で
の
造
船
所
建
設
も
計
画
し
て
お
り
、

五
月
に
は
長
崎
製
鉄
所
が
同
操
練
所
の
付
属
施
設
と
さ
れ
、
六
月
に
は
神
戸
で
の
造

船
所
建
設
を
実
施
に
移
す
べ
く
、
造
船
学
や
蒸
気
機
関
に
詳
し
い
人
材
の
選
定
に
も

取
り
掛
か
っ
て
い
る
3
5
。

　
残
念
な
が
ら
こ
の
計
画
は
、
同
操
練
所
が
一
年
足
ら
ず
で
閉
鎖
さ
れ
た
こ
と
も
あ

り
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
大
坂
の
河
川
・
海
上
支
配
を
担
っ
て
き
た
大
坂

船
手
を
廃
止
し
、
こ
れ
に
属
し
た
人
員
・
設
備
を
同
操
練
所
に
移
管
し
て
い
る
点
に

鑑
み
て
も
、
幕
府
が
同
操
練
所
を
中
心
と
し
て
大
型
蒸
気
艦
船
時
代
に
見
合
っ
た
海
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軍
の
構
築
と
港
湾
整
備
を
構
想
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
、
二
図
と
も
に
明

治
期
の
写
し
で
は
あ
る
が
、
同
操
練
所
の
関
連
史
料
は
他
に
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お

ら
ず
、
数
少
な
い
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。

　
文
久
三
年
、
将
軍
徳
川
家
茂
の
蒸
気
艦
隊
で
の
上
洛
が
検
討
さ
れ
る
に
あ
た
り
、

畿
内
に
お
い
て
幕
府
海
軍
の
拠
点
港
と
位
置
づ
け
る
兵
庫
港
に
お
い
て
、
燃
料
と
な

る
石
炭
の
供
給
体
制
を
築
く
こ
と
が
急
務
と
な
っ
た
。
7
2
「
摂
州
矢
部
郡
車
載
妙
法

寺
村
石
炭
磯
之
図
」
は
、
兵
庫
港
の
後
背
地
に
位
置
す
る
摂
津
国
八
部
後
車
村
・
妙

法
寺
村
で
の
炭
鉱
開
発
に
関
す
る
絵
図
で
あ
る
。
こ
の
地
域
で
は
安
政
四
年
に
生
野

銀
山
の
人
々
に
よ
っ
て
石
炭
採
掘
が
始
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
神
戸
海
軍
操
練
所
の
閉

鎖
な
ど
で
～
時
中
断
さ
れ
る
が
、
曲
折
を
経
て
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
八
月
二
六

臼
の
再
許
可
を
得
て
、
再
び
採
掘
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。
　
「
慶
応
二
丙
寅
年
九
月
扁

と
記
載
さ
れ
る
本
図
は
、
こ
の
再
許
可
に
あ
わ
せ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
炭
鉱
の
調
査
に
は
外
国
奉
行
方
や
歩
兵
方
が
関
わ
り
、
京
都
詰
の
勘
定
奉
行
服

部
常
呂
の
指
揮
下
で
運
搬
路
と
石
炭
会
所
の
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
く
3
6
。
ま
た
本

図
外
題
に
は
「
海
軍
関
係
之
部
第
六
号
」
と
の
記
載
も
あ
り
、
1
4
図
と
と
も
に
幕
府

海
軍
（
軍
艦
方
）
の
関
与
も
想
定
さ
れ
る
。

　
7
3
「
大
石
村
よ
り
西
須
磨
村
ま
で
西
摂
海
岸
絵
図
（
仮
）
」
は
、
兵
庫
を
中
心
に

東
は
摂
津
国
言
為
郡
大
石
村
か
ら
摂
津
国
八
部
郡
西
須
磨
村
ま
で
の
海
岸
部
を
描

く
図
で
あ
る
。
兵
庫
部
分
に
多
く
の
付
箋
を
付
す
の
が
本
図
の
特
徴
で
、
新
在
家
町

浜
先
の
付
箋
に
は
「
公
石
炭
会
所
」
・
と
記
さ
れ
て
い
る
。
幕
府
が
同
町
に
石
炭
会
所

を
完
成
さ
せ
る
の
は
慶
応
三
年
三
月
で
あ
り
、
他
の
付
箋
情
報
も
こ
れ
に
近
い
時
期

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
幕
府
は
岡
町
に
±
蔵
十
二
ヵ
所
、
川
崎
町

に
縄
張
り
地
三
百
坪
、
東
出
町
に
石
炭
蔵
を
多
数
取
得
し
て
い
た
こ
と
が
付
箋
情
報

か
ら
読
み
取
れ
る
。

　
幕
府
以
外
に
も
、
会
津
、
彦
根
、
徳
島
、
松
山
、
薩
摩
、
紀
州
、
津
の
各
藩
が
、

兵
庫
に
お
い
て
土
地
や
建
物
を
取
得
し
、
石
炭
蔵
や
国
産
会
所
、
本
草
会
所
を
設
け

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
今
出
在
家
町
の
空
地
は
徳
島
藩
が
人
家
七
軒
を

立
退
か
せ
て
購
入
し
た
土
地
で
あ
る
と
の
情
報
や
、
佐
賀
・
福
岡
・
岡
山
の
三
藩
が

和
田
崎
町
で
土
地
取
得
に
向
け
て
接
触
中
で
あ
る
と
い
う
噂
、
和
歌
山
藩
が
和
田
崎

町
に
材
木
荷
揚
場
と
す
る
土
地
の
取
得
に
む
け
て
交
渉
中
で
あ
る
と
い
っ
た
風
聞

も
あ
わ
せ
て
記
載
す
る
。
表
1
に
は
載
せ
な
か
っ
た
が
、
兵
庫
船
大
工
町
の
「
水
帳

絵
図
」
3
．
、
に
は
「
長
州
持
名
代
　
北
風
荘
右
衛
門
扁
、
　
「
土
州
蔵
屋
敷
　
名
代
　
西

川
富
次
郎
」
　
「
土
州
持
の
名
代
　
堺
屋
吉
兵
衛
」
な
ど
の
記
載
が
見
え
、
長
州
藩
や

土
佐
藩
も
兵
庫
の
町
人
を
名
代
と
し
て
、
こ
の
地
に
土
地
・
建
物
を
取
得
し
て
い
た

様
子
が
伺
え
る
。
こ
れ
ら
の
絵
図
は
特
に
海
防
や
幕
末
の
政
局
に
関
す
る
情
報
を
記

録
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
絵
図
で
は
な
い
。
だ
が
、
付
箋
や
貼
紙
と
し
て
情
報
が

追
加
さ
れ
る
こ
と
で
、
政
治
的
対
立
を
深
め
る
幕
府
方
と
討
幕
方
双
方
の
諸
勢
力
が

、
数
ヵ
月
後
に
開
港
を
控
え
る
兵
庫
に
お
い
て
競
い
合
う
よ
う
に
拠
点
形
成
を
進
め

て
い
た
事
実
を
現
在
に
伝
え
る
に
い
た
っ
た
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
よ
う
な
絵
図
に
内

包
さ
れ
る
情
報
は
、
京
・
大
坂
の
み
な
ら
ず
、
畿
内
・
近
国
の
直
轄
都
市
を
諸
勢
力

が
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
関
係
性
を
築
こ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
は
か
る
手
が
か
り

に
も
な
る
。
幕
末
維
新
期
に
お
い
て
、
兵
庫
・
大
津
・
堺
・
奈
良
・
伏
見
と
い
っ
た

畿
内
・
近
国
の
直
轄
都
市
の
動
向
に
、
幕
藩
領
主
権
力
が
少
な
か
ら
ざ
る
関
心
を
示

し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
絵
図
が

そ
の
有
効
な
分
析
素
材
と
成
り
得
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
紹
介
し
て
お
き
た
い
3
8
。

ま
と
め

　
こ
こ
ま
で
、
個
別
の
史
料
紹
介
に
終
始
し
て
き
た
感
が
あ
る
が
、
最
後
に
、
幕
府

お
よ
び
諸
藩
に
よ
る
大
坂
湾
の
海
防
構
想
や
実
態
を
解
明
す
る
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
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絵
図
史
料
を
素
材
と
す
る
意
義
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
、
ま
と
め
と
し
た
い
。

　
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
絵
図
を
分
析
素
材
と
す
る
こ
と
で
、
海
防
担
当
藩
や
台
場
な
ど

の
海
防
施
設
の
空
間
的
な
位
置
関
係
、
海
岸
の
深
浅
を
は
じ
め
と
す
る
地
理
的
環
境

を
視
覚
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
勿
論
の
こ
と
だ
が
、
個
々
の
絵
図

を
よ
く
み
て
み
る
と
、
隣
接
す
る
区
域
の
警
衛
状
況
と
の
関
係
に
も
意
識
が
向
け
ら

れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
例
え
ば
2
4
「
尼
崎
藩
台
場
配
置
図
」
で
紹

介
し
た
よ
う
に
、
尼
崎
藩
で
は
台
場
の
整
備
に
あ
た
り
、
隣
接
す
る
今
津
村
で
幕
府

が
築
造
を
進
め
る
台
場
と
の
位
置
関
係
を
強
く
意
識
し
て
い
た
。
ま
た
神
崎
川
か
ら

安
治
川
ま
で
の
範
囲
の
守
備
に
つ
い
た
岡
山
藩
で
は
、
自
作
の
担
当
区
域
と
東
側
で

接
す
る
安
治
川
口
台
場
や
西
側
で
接
す
る
尼
崎
藩
の
各
台
場
、
さ
ら
に
西
側
の
西
宮

台
場
の
縄
張
り
に
関
す
る
絵
図
を
作
成
し
て
お
り
、
個
々
の
台
場
の
構
造
や
「
仮
小

屋
扁
　
「
土
階
」
　
（
↓
一
ト
⊃
1
一
〇
A
ト
ー
b
の
日
山
）
、
　
「
鐘
」
　
「
番
所
」
　
（
ご
㌣
一
〇
†
鱒
。
。
山
）
な
ど

の
付
属
施
設
、
　
門
古
流
大
砲
漏
　
門
西
洋
流
」
　
（
↓
一
ト
り
－
一
〇
醸
一
外
⊃
①
！
｝
）
な
ど
備
砲
の
情
報

に
つ
い
て
も
記
載
す
る
（
表
2
参
照
）
。
ま
た
「
尼
ヶ
崎
東
方
ノ
台
場
扁
に
つ
い
て

は
、
　
「
布
屋
新
田
対
岸
ノ
処
」
と
自
藩
の
警
衛
地
と
の
位
置
関
係
を
示
す
。
こ
れ
ら

は
視
察
し
た
際
な
ど
に
覚
書
と
し
て
線
描
し
、
そ
の
傍
ら
に
情
報
を
走
り
書
き
し
た

程
度
の
簡
易
な
絵
図
で
あ
る
。
他
方
、
岡
山
藩
池
田
文
庫
に
は
、
徳
島
藩
が
淡
路
由

良
浦
に
築
い
た
高
崎
台
場
の
詳
細
図
「
由
良
浦
高
崎
砲
台
之
図
」
　
（
↓
這
1
①
刈
）
も
含

ま
れ
る
。
大
坂
湾
の
広
域
的
な
海
防
は
、
幕
府
お
よ
び
諸
藩
に
よ
っ
て
分
担
さ
れ
て

い
た
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
て
み
て
み
る
と
分
担
諸
藩
の
問
に
お
い
て
は
、
備
え
場
や

台
場
を
視
察
し
あ
い
、
情
報
を
提
供
し
あ
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
警
衛
状
況
を
共

有
し
、
自
藩
の
担
当
区
域
の
警
衛
策
に
反
映
さ
せ
て
い
た
よ
う
だ
。
現
時
点
で
は
推

論
の
域
を
出
な
い
の
だ
が
、
こ
う
し
た
絵
図
情
報
を
蓄
積
し
、
相
互
に
関
連
付
け
て

検
討
す
る
こ
と
で
、
各
藩
の
現
場
レ
ベ
ル
で
の
海
防
が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
て
い

た
の
か
を
浮
か
び
上
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
本
稿
で
は
軍
艦
方
の
関
与
が
想
定
さ
れ
る
海
図
や
測
量
図
に
つ
い
て
も
、
四

点
を
紹
介
し
た
が
、
文
久
三
年
に
軍
艦
方
が
実
施
し
た
大
坂
湾
内
の
測
量
に
よ
り
、

多
く
の
海
図
や
測
量
図
が
生
み
出
さ
れ
、
当
時
、
大
坂
湾
内
の
地
理
的
環
境
に
関
す

る
理
解
は
飛
躍
的
に
進
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
嗣
出
硯
池
田
文
鷹
に
も
大
坂
湾
全

体
を
環
状
に
描
き
、
町
在
、
川
筋
、
里
程
、
宿
場
に
関
す
る
情
報
や
、
各
港
・
平
等

の
距
離
、
海
岸
部
の
深
浅
（
六
型
）
等
の
情
報
を
記
載
す
る
絵
図
（
↓
§
i
δ
ヤ
嵩
）

が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
大
坂
湾
全
域
を
範
囲
と
す
る
測
量
図
で
あ
る
1
3
図
の
精
度
は

前
者
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。

　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
1
3
図
、
1
4
図
の
よ
う
な
幕
末
期
か
ら
開
治
初
頭
に
か

け
て
作
成
さ
れ
た
海
図
へ
の
注
目
が
近
年
高
ま
り
を
見
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
議

論
の
焦
点
は
近
代
的
な
測
量
術
に
基
づ
く
科
学
的
成
果
と
し
て
の
海
図
と
い
う
点

に
集
中
す
る
。
し
か
し
文
久
三
年
に
は
じ
ま
る
軍
艦
方
の
測
量
目
的
が
、
大
坂
湾
防

備
の
強
化
と
将
軍
徳
川
家
茂
の
上
洛
の
た
め
の
艦
隊
の
安
全
な
航
行
の
確
保
で
あ

っ
た
こ
と
に
立
ち
戻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
海
図
や
測
量
図
の
軍
事
的
意

味
や
政
治
的
意
味
を
も
う
～
度
考
え
て
見
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
1
3
・
1
4
図

の
凡
例
に
は
洲
・
隠
洲
・
暗
礁
と
い
っ
た
地
理
的
情
報
や
灯
明
台
・
碇
泊
所
な
ど
航

行
に
要
す
る
情
報
と
と
も
に
、
砲
台
に
関
す
る
記
載
も
あ
る
。
特
に
1
4
図
の
う
ち
「

兵
庫
海
図
」
に
は
、
文
久
三
年
五
月
に
工
事
が
始
ま
る
、
つ
ま
り
作
図
時
点
で
は
未

だ
存
在
し
な
い
和
田
岬
・
湊
川
聖
血
台
場
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
湊
州
崎
台
場

に
つ
い
て
は
、
実
際
の
円
形
外
郭
と
は
異
な
る
、
和
田
岬
台
場
と
岡
じ
五
稜
郭
型
の

外
郭
を
描
く
。
ま
た
1
6
図
で
は
由
良
浦
の
高
崎
台
場
が
精
緻
に
描
か
れ
、
婚
図
が

明
石
側
で
の
近
代
的
な
台
場
の
整
備
と
関
連
す
る
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ま
た
、
当
時
軍
艦
方
を
指
揮
し
た
軍
艦
奉
行
並
勝
海
舟
の
聞
記
に
は
、
文
久
三
年

五
月
七
目
の
夕
刻
に
二
条
城
に
登
城
し
て
「
大
坂
内
海
の
測
量
図
」
を
献
上
し
た
こ

と
や
、
五
月
二
三
日
に
尊
撰
派
の
公
卿
姉
小
路
公
知
に
献
上
す
る
予
定
の
「
内
海
測
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量
の
図
」
が
手
許
に
届
い
た
こ
と
、
た
だ
し
後
者
に
つ
い
て
は
、
姉
小
路
が
五
月
二

〇
瞬
に
江
平
門
外
で
暗
殺
さ
れ
た
た
め
、
老
中
を
通
じ
て
御
所
へ
進
呈
し
て
も
ら
え

る
よ
う
勘
定
奉
行
の
川
勝
広
運
に
依
頼
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
3
9
。
勝
海
舟
の

こ
う
し
た
一
連
の
行
動
を
み
る
と
、
海
図
は
機
密
情
報
を
含
む
政
治
的
道
具
と
し
て

の
性
格
も
併
せ
持
っ
て
い
た
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
4
0
。

　
本
稿
で
掲
げ
た
よ
う
な
海
防
関
係
絵
図
は
、
こ
れ
ま
で
歴
史
研
究
の
捌
髪
に
載
せ

ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
。
史
料
批
判
が
必
要
な
点
も
少
な
く
な
い

が
、
関
連
す
る
史
料
と
突
合
せ
て
分
析
・
検
討
し
、
そ
の
成
果
を
蓄
積
す
る
こ
と
で

新
し
い
事
実
の
発
見
に
寄
与
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
り
、
幕
末
期
の
大
坂
湾
に

お
け
る
海
防
構
想
や
実
態
を
探
る
上
で
の
良
質
な
資
料
群
た
り
う
る
と
考
え
る
。

今
後
、
こ
う
し
た
絵
図
を
用
い
た
研
究
も
大
い
に
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

－
大
坂
湾
に
お
け
る
海
防
体
制
の
面
的
な
把
握
を
試
み
た
研
究
と
し
て
は
、
原
鉱
『
幕

　
宋
海
防
史
の
概
究
』
（
名
著
出
版
、
一
九
八
九
年
）
や
、
針
谷
武
志
「
安
政
－
文
久
期
の

　
京
都
・
大
坂
湾
警
衛
問
題
に
つ
い
て
」
（
明
治
維
新
史
学
会
編
『
明
治
維
新
と
西
洋
国

　
際
社
会
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
、
大
阪
歴
史
学
会
企
画
委
員
会
門
大
阪
湾
岸

　
の
台
場
跡
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
｝
七
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

　
先
行
研
究
は
絵
図
史
料
の
分
析
を
伴
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
平
成
二
二
年
度
か
ら
二
四

　
年
度
に
か
け
て
兵
庫
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
「
兵
庫
県
に
お
け
る
台
場
・
砲
台
跡

　
等
調
査
研
究
検
討
会
」
は
兵
庫
県
域
と
い
う
限
定
は
あ
る
が
、
遺
構
、
文
献
史
料
、
絵

　
図
史
料
を
も
と
に
、
で
き
る
限
り
そ
の
分
布
を
網
羅
し
、
面
的
な
把
握
を
目
指
し
て
い

　
る
点
で
貴
重
な
取
り
組
み
で
あ
っ
た
（
『
兵
庫
県
の
台
場
・
砲
台
』
（
兵
庫
県
教
育
委
員

　
会
、
二
〇
＝
二
年
）
お
よ
び
『
幕
末
・
明
治
の
海
防
関
連
文
化
財
群
の
調
査
研
究
一
広

　
域
に
所
在
す
る
文
化
財
群
の
調
査
と
活
用
一
』
（
兵
庫
県
歴
史
文
化
遺
産
活
用
活
性
化

　
実
行
委
員
会
、
二
〇
｝
五
年
）
）
。

。
．
　
「
御
代
静
諦
凱
陣
鑑
　
天
保
山
海
陸
昏
昏
付
」
（
年
不
詳
）
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書

　
館
所
蔵
。

3
　
「
大
坂
湊
口
江
異
船
舶
来
三
図
扁
　
（
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
）
、
大
阪
府
立
中
之

　
島
図
書
館
所
蔵
。

4
　
「
摂
州
大
坂
異
國
舩
御
壁
」
（
嘉
永
七
年
頃
）
、
神
戸
市
立
博
物
館
所
蔵
。

．
。
　
「
大
坂
御
固
真
図
」
（
嘉
永
七
年
頃
）
、
神
戸
市
立
博
物
館
所
蔵
。

6
本
図
は
平
成
二
七
年
（
二
〇
一
五
）
に
古
書
店
か
ら
の
購
入
に
よ
り
、
神
戸
市
立
網

　
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

一
、
本
図
画
像
に
つ
い
て
は
、
神
戸
開
港
一
五
〇
年
記
念
特
別
展
図
録
『
開
国
へ
の
潮
流
』

　
（
神
戸
市
立
博
物
館
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

8
　
「
天
保
山
魯
船
図
」
、
嘉
永
七
年
頃
、
神
戸
市
立
博
物
館
所
蔵
。

9
高
久
智
広
「
ロ
シ
ア
船
来
航
時
に
お
け
る
応
接
と
大
坂
町
奉
行
の
役
割
」
（
品
川
区
立

　
品
川
歴
史
館
編
『
江
戸
湾
防
備
と
晶
川
御
台
場
』
、
岩
田
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
。

－
o
　
「
文
久
二
・
三
年
北
浜
会
所
臼
記
偏
（
『
兵
庫
岡
方
文
書
』
第
三
登
第
二
巻
、
神
戸
市

　
教
育
委
員
会
、
　
一
九
八
五
年
）
。

－
－
高
久
智
広
「
幕
末
期
の
幕
府
の
艦
船
運
用
と
兵
庫
津
1
「
御
軍
艦
御
碇
泊
」
御
用
を

　
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
日
本
史
研
究
』
六
〇
三
、
二
〇
＝
一
年
）
。

一
．
．
岡
山
大
学
池
田
文
庫
絵
園
公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム

　
（
耳
痛
”
＼
＼
。
器
舞
＝
ぴ
．
・
冨
《
鋤
舞
碁
。
。
ρ
智
＼
欝
①
器
冨
＼
Φ
N
ミ
）
。

－
3
高
久
智
広
讐
「
文
久
年
間
摂
州
海
岸
辺
神
戸
村
付
近
近
海
海
防
御
霊
之
図
」
に
つ
い

　
て
」
（
『
維
新
の
道
』
＝
二
三
、
霊
山
顕
彰
会
、
二
〇
〇
九
年
）
。

1
4
二
〇
＝
二
年
三
月
一
日
に
は
公
開
研
究
集
会
門
海
図
と
歴
史
扁
が
開
催
さ
れ
、
そ
の

　
成
果
が
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
第
二
四
号
で
報
告
さ
れ
て
い
る
（
杉
本

　
史
子
「
近
世
か
ら
近
代
へ
1
海
図
が
語
る
歴
史
1
」
、
今
井
健
三
「
明
治
初
期
海
図
の

　
製
閣
法
に
つ
い
て
…
西
洋
地
図
学
と
の
出
会
い
と
そ
の
導
入
を
め
ぐ
っ
て
一
」
、
鈴
木

　
純
子
「
幕
府
海
軍
か
ら
海
軍
水
路
部
へ
赤
門
書
庫
久
蔵
地
蒔
に
残
る
初
期
海
図
の
航

　
跡
」
）
、
鈴
木
純
子
「
目
本
の
近
代
地
図
測
量
前
史
と
オ
ラ
ン
ダ
恥
（
日
蘭
交
流
四
〇
〇

　
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
江
戸
時
代
の
臼
本
と
オ
ラ
ン
ダ
』
、
洋
学
史
学
会
、
二
〇
〇

　
一
年
）
、
北
澤
法
隆
「
幕
末
来
航
プ
ゥ
チ
ャ
ー
チ
ン
艦
隊
の
日
本
沿
岸
水
路
調
査
　
そ

　
の
一
～
4
」
（
『
水
路
』
＝
二
一
～
＝
二
四
、
筆
答
水
路
協
会
、
二
〇
〇
四
～
二
〇
〇
五

　
年
）
、
横
山
伊
徳
「
幕
末
維
新
期
の
目
本
沿
海
測
量
と
海
際
作
成
」
（
『
地
図
中
心
』
三

　
九
五
「
特
集
　
海
の
地
図
」
、
日
本
地
図
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
五
年
）
、
菊
池
虞
一
「
幕
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末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
の
日
本
近
海
英
国
海
図
」
（
『
海
洋
情
報
部
研
究
報
告
』
四

　
三
、
海
上
保
安
庁
、
二
〇
〇
七
年
）
、
今
井
健
三
「
臼
本
海
図
誕
生
に
果
た
し
た
英
国

　
測
量
艦
の
技
術
支
援
1
「
読
流
諸
島
憶
測
原
圏
」
の
作
成
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
外
邦
図

　
研
究
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
』
八
、
外
邦
図
研
究
グ
ル
ー
プ
、
二
〇
一
一
年
）
、
後
藤
敦
史

　
「
ア
メ
リ
カ
北
太
平
洋
測
量
艦
隊
（
一
八
五
三
～
～
八
五
六
）
に
よ
る
海
図
と
そ
の
潤

　
録
」
（
『
外
邦
園
研
究
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
』
「
○
、
外
邦
図
研
究
グ
ル
ー
プ
、
二
〇
＝
二

　
年
）
、
同
『
忘
れ
ら
れ
た
黒
船
　
ア
メ
リ
カ
北
太
平
洋
戦
略
と
芝
煮
開
国
』
（
講
談
社
、

　
二
〇
～
七
年
）
。

！
。
州
村
博
忠
「
幕
府
命
令
で
作
成
さ
れ
た
嘉
永
年
間
の
沿
岸
浅
深
絵
図
」
（
『
地
図
』

　
三
七
、
　
一
九
九
九
年
）
。

1
6
前
掲
注
1
4
　
川
村
「
幕
府
命
令
で
作
成
さ
れ
た
嘉
永
年
問
の
沿
岸
浅
深
絵
図
」
。

－
．
、
　
「
淡
州
灘
之
図
」
（
徳
島
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）
。

－
8
高
久
智
広
「
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
の
ロ
シ
ア
船
来
航
と
大
坂
船
手
頭
の
役
割
i

　
「
大
坂
御
船
手
目
論
見
之
図
」
に
み
る
大
坂
船
手
頭
の
機
能
的
限
界
ー
ズ
『
研
究
紀
要
』

　
二
八
、
神
戸
市
立
博
物
館
、
二
〇
＝
一
年
）
。

1
9
後
藤
敦
史
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

2
0
1
3
図
に
は
「
陸
軍
文
庫
」
の
印
、
ま
た
1
4
図
外
題
に
は
「
海
軍
関
係
之
部
第
七
号
」

　
の
記
載
が
あ
り
、
両
懸
と
も
幕
府
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
の
軍
部
の
管
理
下
に
あ
っ
た
海

　
図
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

2
1
前
掲
注
1
0
　
　
「
文
久
二
・
三
年
北
浜
会
所
目
時
扁
。

2
2
前
掲
注
1
4
　
今
井
「
明
治
初
期
海
図
の
製
関
法
に
つ
い
て
…
西
洋
地
図
学
と
の
出
会

　
い
と
そ
の
導
入
を
め
ぐ
っ
て
一
」
、
鈴
木
「
日
本
の
近
代
地
図
測
量
前
史
と
オ
ラ
ン
ダ
」
。

2
3
　
『
舞
子
砲
台
跡
…
第
！
～
4
次
発
掘
調
査
報
告
書
…
』
（
神
戸
市
教
育
委
員
会
、
二

　
〇
〇
六
年
）
。

・
・
4
文
久
三
年
四
月
二
一
碍
「
幕
府
、
明
石
藩
主
松
平
慶
憲
「
兵
部
大
輔
」
に
領
内

　
所
在
の
砲
台
改
築
を
命
じ
、
特
に
～
万
両
を
貸
与
す
」
（
『
明
石
藩
江
戸
転
記
』
、
東

　
京
大
学
史
料
編
纂
所
維
薪
史
料
綱
要
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
　
G
。
8
寒
－
O
O
ω
㎝
）

．
。
．
。
勝
部
真
長
・
松
本
三
之
介
・
大
口
勇
次
郎
編
『
勝
海
舟
全
集
』
～
八
（
勤
草
書
虜
、

　
～
九
七
二
年
）
。

2
6
　
『
神
戸
市
史
』
資
料
三
（
神
戸
市
役
断
、
一
九
二
四
年
）
、
『
西
宮
町
誌
』
（
西
宮
町
、

　
一
九
二
六
年
）
。

2
．
、
『
西
宮
市
史
』
第
二
巻
（
酉
宮
市
役
所
、
㎜
九
六
〇
年
）
、
『
同
』
第
六
巻
資
料
編
（
同
、

　
一
九
六
四
年
）
。

2
8
梅
渓
昇
「
西
宮
・
今
津
砲
台
築
造
関
係
史
料
に
つ
い
て
（
一
）
～
（
三
）
」
（
『
研
究

　
報
告
』
第
一
～
三
十
、
西
宮
市
立
郷
土
資
料
館
、
　
一
九
九
〇
・
一
九
九
三
・
一
九
九
六

　
年
）
。

2
9
高
久
智
広
「
稲
田
岬
・
湊
川
崎
砲
台
関
係
史
料
　
｝
～
三
㎏
（
『
研
究
紀
要
』
二
〇
・

　
一
ご
一
・
二
五
、
　
早
目
一
戸
市
⊥
晃
…
博
物
館
叩
、
　
二
〇
〇
四
・
二
〇
〇
六
・
二
〇
〇
九
年
目
。

3
。
高
久
智
広
「
幕
末
期
台
場
の
研
究
状
況
と
兵
庫
県
の
台
場
扁
（
『
兵
庫
県
の
台
場
・
砲

　
台
』
、
兵
庫
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
＝
二
年
）
。

3
－
前
掲
注
1
『
兵
塵
県
の
台
場
・
砲
台
』
、
お
よ
び
『
史
跡
徳
島
藩
松
帆
台
場
跡
保

　
存
管
理
計
画
書
』
（
淡
路
市
、
二
〇
〇
九
年
）
。
あ
わ
せ
て
洲
本
市
教
育
委
員
会
の

　
金
田
匡
史
氏
よ
り
ご
教
示
を
賜
っ
た
。

3
2
　
「
明
治
九
年
二
月
名
東
縣
下
淡
路
國
細
砲
蔓
取
調
帳
扁
（
洲
本
市
立
淡
路
文
化
資
料

　
館
）
。

3
3
角
田
誠
「
明
治
初
年
に
お
け
る
大
坂
湾
の
防
備
と
屯
田
岬
砲
台
漏
（
『
明
治
町
に
お
け

　
る
和
田
岬
砲
台
』
、
神
戸
市
教
育
委
員
会
・
神
戸
市
兵
庫
区
役
所
、
二
〇
＝
年
）
。

3
4
馬
部
隆
弘
「
京
都
守
護
職
会
津
藩
の
京
都
防
衛
構
想
と
楠
葉
台
場
扁
　
（
『
ヒ
ス
ト
リ

　
ア
』
二
〇
六
、
二
〇
〇
七
年
）
、
同
「
京
都
守
護
職
会
津
藩
の
京
都
防
衛
構
想
と
そ
の

　
実
現
過
程
」
『
城
館
史
料
学
』
第
六
号
、
二
〇
〇
八
年
）
、
同
「
淀
川
警
衛
体
制
と
京

　
都
守
護
職
会
津
藩
の
関
門
構
想
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
一
一
七
、
二
〇
〇
九
年
）
、
お
よ

　
び
『
枚
方
市
文
化
財
調
査
報
告
』
第
六
〇
集
「
楠
葉
台
場
跡
」
　
（
史
料
編
）
　
（
枚
方
市

　
教
育
委
員
会
、
枚
方
市
文
化
財
研
究
調
査
会
、
二
〇
一
〇
年
）
掲
載
の
諸
論
文
。

3
．
、
勝
部
真
長
・
松
本
三
之
介
・
大
匠
勇
次
郎
編
『
勝
海
舟
全
集
』
＝
二
（
勤
草
書
房
、

　
一
九
七
四
年
）
。

3
6
　
『
新
修
神
戸
市
史
』
歴
史
編
鎖
近
世
（
神
戸
市
、
～
九
九
二
年
目
。

3
．
、
　
「
船
大
工
町
水
帳
絵
図
」
（
個
人
蔵
・
神
戸
市
立
博
物
館
寄
託
）
。

3
8
畿
内
・
近
国
の
直
轄
都
市
か
ら
、
幕
末
維
新
期
の
社
会
を
問
う
意
義
に
つ
い
て
は
、

　
日
本
史
研
究
会
が
開
催
し
た
二
〇
一
二
年
七
月
例
会
に
お
い
て
議
論
さ
れ
、
そ
の
成
果

　
は
門
特
集
　
畿
内
か
ら
見
た
幕
末
維
新
期
の
社
会
一
直
轄
都
市
を
中
心
に
一
」
（
『
二
本

　
史
研
究
』
六
〇
三
、
二
〇
＝
～
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

3
9
前
傾
注
三
四
。
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4
。
高
久
智
広
門
「
北
浜
惣
会
所
臼
記
」
に
み
る
開
港
前
夜
」
（
神
戸
開
港
～
五
〇
年
記
念

　
特
別
展
図
録
『
開
圏
へ
の
潮
流
－
開
港
前
夜
の
兵
庵
と
神
戸
1
』
、
神
戸
市
立
博
物
館

　
・
開
国
へ
の
潮
流
展
実
行
委
員
会
、
二
〇
一
七
年
）
。
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表1大阪湾岸における海防関係図
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資料名 年代 作成者 撰蔵 備考

【海防図・御固図】

嘉永．．ヒ年寅九♪1魯灘距掬白浪花渡来二付諸家御1劇之
P悪

慕永7年（1854）頃力 神戸市立博物館

尼崎地先ヘヲロシヤ船渡来につき尼崎藩その他海

､瞥備の図
嘉永7年（1854）頃 尼崎償立地域研究史料館 内田繁氏文書（D

海防図
（慕う｝＜7二三（1854＞10ノ蓬～安

ｭ2年（1855）9月）
鵜灘1市立博物館

和申家文書、ヂ従加多浦筆幽良御藩

ｭ中隔術家受持記名」の朱裏書

紀藩海防図
（嘉永7年（185贋）10」窪～安

ｭ2年（1855）9月）
和歌山市立博物館 巽家文書

榔辮毎爆御麟場所凹凹 安政期 柳珂市立博物館 川村家文書

娯幽幽羅凹凹揚所願会偲 安政期 飼人蔵・神戸市立搏物食螺舞 鷲尾家文書

文久年間摂州海燦辺隅戸村附近海防籍i園之麟 文久3年G863）凹凹 霊iii歴史館

友ク・羅海防灘 鐵永7年G854）カ 和歌山市黛博物館

【海岸深浅図・凹凹・測量園】

大坂近海欄深浅絵函 嘉永期以降力 尼崎市立地域研究史料嚢宮

大坂御麟予｝羅論兇之図 安政元年（185の頃力 神戸市立博物館 ノ綱家文書

大阪湾海図（『ロシア海軍雑誌（Morskoj　sbomik）』掲

ﾚ）
互854年 ロシア海軍 1棚立国会図書館 講求番号YA4－F1

大阪湾之翻 文久3年G863）5月測定 （陸軍文庫） 圃烹鵬会図誰館 野趣番号YG4－Z－L－6174

大坂・兵庫・友ケ島海隈α毎軍縫係之部第七｝｝） 文久3年（1863）5月測定 石瓢斎調製 神戸市窺博物館

岩∫塁浦明署近海灘量之麟 文久3年（1863）頃 神戸市立博物餓

津名郡由良浦ヨリ紀タ・il友ヶ島迄海穆御仮爵 文久3年（1663）5月 孝中戸甲立博物館

【台場配麗園・設計國】

墜和歌山

碑城ド近海御引揚之図 万延元年G860）？月頃 手；1歌由市立博物館

編堺

堺新御台場函 安政2年（1855）9月 請求証号シ忽、大正哲年5月1日写

堺御台揚之図（塚） 堺継立ゆ央図書館
講求記曇シ100、宿院大通鹿隔円
沽Y所蔵、大正15年朔30霞写

元治元年国債海岸砲台築造灘絵（写〉
（原図は元治元年
i1864）ヵ） 堺継立申央図書館

詰求記号シ73、少林寺大道平野利
ｺ蓄撃〒隊ヨノ穂～・ブ（II三13脅三7」弓　10…：i写

元治元年堺浦海嗣1山台築造図絵（写） 堺市立中央i翼！書館

請求記号シ151、少林轡陽大道平野
?兵1籟隣蔵・樹院大通鹿、闘彗次郎所
?、大！1三13年6月25口写

堺台場設ii巨強
（慶応光年（1865）〉乙灘4

?261ユ
堺儲位中央園書館

奈良県磯城郡二宅村藤本虎雄【［ヨ

?
纏尼崎

摂擢総ケ崎大高洲新i到砲台閣 幕末期 桜井神社醗蔵・尼償摂拝物餓寄託

尼崎藩台場葭己置i烈 幕末期 桜井神禰聯測尼1霞博物館寄託

匿兵庫・西宮

石墨塔外郭砲轍図 （文久3年（i863）以降） 国立国会図書館 浄潜稿本「陸辱礎史」

秘岡岬汀；ド方之漂1 （文久3年（1863）以降〉 開立国会医i警館 浄書稿承「陸軍歴史」

羅継塔外観及び内構造絵図（2点） （文久3年（至863＞以降〉 神タ噺市立博物館 神戸翻＝三二文化財

石爆塔潰1レ分・之1悪 （文久3年（1863）以降） 神戸市立博物館 神戸市指定文化財

石儀塔：立薗1麟 （文久3年（1863）以降） 神戸ri了立博物館 神戸市指定文化財

際f爆塔内構架部分図 （文久3年（1863）以降） 神戸南立簿物館 神戸資潴定文化財

石爆塔火薬農之園 （文久3年（重863）以降） 神ノ婿市立縛物館 神戸市指蜜文化財
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（着催塔敷盤）築堅五卜歩・之図 （文久3年G863）以降） 神戸市立博物館 神戸市指憲叉化財

蒲宮石イ1．塔外郭縮図 （文久3年（1863）以降） 匡紬畷会図非館 浄霧稿本「陸軍歴勤

酉宮・II縣鐸∫儂塔外郭縮図 冗治2年目865）3月 神戸市立博物館 神戸ll脂定文化財

酉宮リ珂崎石饗塔外郭絵図 慶応元年（1865）12月 神戸市立博物館 神タ剣了指定文化財

和日網iイざ儀潜タト冑壁之図 慶応光年G865）12刃再：改 神戸市立博物館 神戸市指定文化財

児取区】（西宮砲台μ「、塔〉 （明治以降力〉 川宮翠黛郷土資料館 賦庫郡郷二i二史料展覧会」出品資料

（砲≠躍イτ塔見取図）
（「勇治八｛ザ感月1毒『バ「：！［凶会

c覆、出張先へ掛ス」とあり 西紹泣郷土資料餓 賦庫郡郷土麟1膿覧会」出品資料

ぐ遜堪御成功図 （明治以降ヵ） 預宮市立郷土資料館 「武庫郡郷土史料展覧套」出「資料

石塁塔および外部・門口平1爺閃（rl♪｛粥武庫郡西窟

�緖囃z洲医事予死御禽場」）
（明治以降力） 四脚市立郷土資才；｝館 「武庫郡郷土丈料展覧会」患品資料

西’当職塔外郭胸壁土クルミこ1二切断之図 （明治以降力） 11職耀泣郷土資料館 ヂ武庫郡郷」史料展覧会∫出品資料

瀕宮石爆塔外郭門1＝1横塘一霞骸リ見タル網 （明治以降力） 薇宮山立郷土資料館 「武庫郡郷土贈…隈覧会」出縣資料

西宮石儀塔外郭鮒門之図 σ男治以降力） 西宮市立郷土資料館 敏庫霧～郷土史料展覧会」出1資料

イ趨墜塔外郭砲徽面白尉面一躍 （明治以降力） 蒲宮｝位郷土資料館 「武庫郡郷L丈粍展覧会」出品資料

石下塔建設地予定付近図 （明治以降ヵ〉 酉宮山立郷士資料館 「武庫郡郷土隻料展膨葱会」1婦讃料

猶淡路

名東高下淡瞥瞬第十二大猟第一小本津名郡
F本海律見取園

明治9年（1876） 洲本市立淡路文化史料館

名東県下淡路国第1一二大区第二小区津名郡
R良浦海区見取園

明治9年（i876） 灘本市立淡路文化史料館

名東県下淡路園第十二灘区第八小区津4郡
哩ｮ浦湖≠見取図

明治9年（1876） 洲本市立淡路文化史料館

慶応2丑年築造富有地第3桑田名東県下淡路圏
謠¥二大区第八小罪津名郡岩屋浦上古城下
hB砲台ノ図、其他兇散図

明治9年（1876） 洲本市立淡路文化史料館

文久3亥年築辻嘗有地銀3種名東県一ド淡路国
謠¥＿二大【X第八小区津名郡岩屋清士松尾旧
C台ノ図、其他兇取図

明治9ノ嶽二876） 洲本市煮淡路文化史料館

慶応2丑年築造官有地第3種4束嬢下墨路上
謔P一二大区解離小野津名郡蝦藻浦’封弗川1日

C台ノ図、其他兇取園

明治9年（1876） 洲本市立淡路文化丈料館

慶応晃子イ1嚢関宮有地第3種4東漿下淡路国
謠¥r大輪第八小区涯名郡幽屋滑i｝：松西旧
C台ノ図、其他晃取図

明治9年（1876） 洲本市立淡路文化史料館

慶応弾幕年築造官有馳第3種名東県下淡路国
I｛一二二大区第八小1ヌ：津名郡岩屋浦宇松東旧

C台ノ麟、其他見取図

明治9年（1876＞ 洲本市立淡路文化史料館

文久元旧年築造官有地第3種4東賊下淡路国
謠¥二大区第一小区津名郡畑コ哺学中濱il≡i

C台ノ図、其他見取図

明で、了9年G876） 洲本市立淡路文化史料館

文久冗酉年築造官有地第3種4矛県下淡路瞬
謠¥二大隅第一小蘇津名郡津田1・亨字波戸旧

C台ノ圏、其他細口図

明治9年（18？6＞ 洲本市立淡路文化隻料館

明治元糊口築造官有地第3種を烹県1ぐ淡路国
�¥二猟区第二小区津名郡由艮油字丸山1日
C台ノ図、其他見調女園

明治9年（三876） 灘本市立淡路文化史料館

文久元酉年築造省有地層3種名東県下淡路国
謠¥二大区第二小区津名郡由良浦宇薗1！1瀦ヨ

C台ノ図、其他児取図

明治9年（1876） 洲本帯立淡路文化史料館

淡路擬津名郡磯上1｝｝千七百隠隠番字三崎砲

艫m図
明治9年（1876） 洲本市立淡路文化史料黛ヤ

文久元酉年築造官有地第3種名來柵下淡路国
?十二漁区第慌灘区津名郡由良1甫’」1講崎IB

C台ノ図、其他見取図

明治9年（至876） 沸本布立淡路文化史料館

由良脚高崎御砲台剛胆 明治9年（1876＞ 洲オr拠∠淡路文化史料館
菊舞兼男「i三蔵・灘バく市乙隈書館受

?、丈繕館に移管力

明治光展年築造官有地第3種名東県下淡路園
謠¥二大区第二小区津名郡由良浦学四闇闇
N｝1砲台ノ図、其他晃取図

明治9年（1876） 淡闇市：五淡路文化史料館

明治元辰年築造官有地第3種名東柵下淡路国
ｶ∫十．大鷺第二小区ぎ1，名郡「ヨ…ヨ良浦宇小山IEl

C台ノ図、其他見取國
明治9乍G876＞ 脚本市立淡路文化史料館
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64
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66

67

68

69

70

71

72

73

文久元酉年築造官有地第3種名葉県下淡路国
謠¥二大区第二小区津名郡由良浦宇生石旧
蝠?台ノ図、其ぜ也見耳文【翼

明治9年（至876） 洲本市立淡路文化史料館 欠損あり

淡路国津名郡由良浦弐千六擬九番学生石砲
艫m図

明治9年（1876） 洲本市立淡路文化史料館

文久元西年築造官有地第3種名東眼下淡路国
謖l一二大区第二小区津名岩隙踏F捺掌生鞠鍵
C台ノ図、其他見取図

明治9年（1876） 洲本市堂淡路文化史料館

安政麗午年築造官有地第3種名棄照下淡路国
謠¥二大区第二小i5く津名郡縫i良浦掌六本松
P篶i砲台ノ國、其他晃取図

明治9年（1876） 洲本市立淡路文化史料館

淡路国灘名郡由良浦千七百十三番宇穴本松
C台ノ図

明治9年（1876） 洲本市立淡路文化史料館

安政五午年築造官有地第3種名東鼠下淡路国
謠¥二大区第二小区緯名郡由良浴｝宇六本松
ﾆ砲台ノ魍、其f也見数1渕

明治9年（1876） 洲本市立淡路文化史料館

■楠葉

lll∫州交野郡捕葉村関門絵図一分計 京都麻黛二総合資料館
£川々郷普請定法書匪（請求記｝｝麹

T8H＞巻諸ぐ付麟

【その他】

神戸海軍操練漢絵［巽
σリ「費台43壬手三（1910）写、房薙雲i

ﾍ元治元年（186の頃力）
神戸第立博物館 桃木文庫跨ヨ蔵。

神戸海軍操練瓶絵図
（明治期の写しカ、原図は元

｡元年（1864＞頃ヵ）
神戸市立串央図書館 桃木文庫1臼蔵。

摂州矢部郡車村妙法寺村石炭麟之越i（海軍騰係之
泊譏Z号）

慶応2年（1866）9月 神戸市立博物館

大石村より濁須磨村まで西摂海ノ奉絵図（仮〉 慶応3年（1867）頃 神荊寸位博物館

※『穐歌由市文書調査目録画第2集（和歌由市史編纂委鰻会、ig73）、武内善信ゼ『海防拠』を読む一幕宋和歌由藩の御台場と海防一g（郵研究糸己要』3、駐撒由布立博物
館、ユ988年）、瞬f文献批職・史料撹判についての一総察バ『濁』27、嗣、2013年）、高橋．克紳「御台揚普騨ξに溺する史料について一友ヶ嶋の卿毒揚を環」心に一パ澤周∫

26、糊、2011年）、「特集幕末∫賭i鴇の開凹一枚方・楠葉台場跡」（窪ヒストリア』217、大阪歴史学会、2009年〉、梅渓昇晒営・今津砲台築造関1系史料について」（D～（3）

（『研究報告旗～3、醐窟帯立郷土資料館、19．　91・至993・1996年）、品川歴史館椿別展畷録『品川御禽揚一薯末期ij＝戸湾防備の拠点一一』（品川煮立品11il｛歪史館、20H
年）、神戸尋∫立中央1璽1書館「貴窺資料デジタルアーカイブズ」（hup：／／www．city．koi〕e．igJp加lbrmation／il］stituti（）n／institutiom／iit）r農ry／arc／index．htInl）、高久智広f「漁1照

岬・湊川崎砲台関係史料」についてil～3（『概究紀要勲0・22・25、神戸市点博物館、2004・2006・2009年）、「醸「文久年開摂州海1華辺神戸村付近近海海防御麟之園」
について」（解維薪の道諏33、霊山顕彰会、2009年4月）、岡「嘉永七年←・八fi．11M）のcrシア船来航と大坂齢手頭の役割一f大坂御船予i；1論見之図Gにみる大坂紛乎頭の

機能的限界一」（『研究糸己要S28、神戸市立博物館、2012年）、神戸洲港150年紀念特懸展図録賦開灘への潮流塞神戸南黛博物館、2017年）、『舞・子砲台跡駆神戸南教
育委員会、2006年）、窪史跡徳鵬藩松帆台場跡ξ呆存管理計画轡』（淡路市、2009年）、窪共庵県の台場・砲台』（兵庫県教育委員会、20B年）、『枚方窺文化財調査報告』

60「楠葉台場跡」（枚方市教育委頓会、2010年）など参照。あわせて淡路の各台場については洲本市教青委頓会金田匡史氏よりご教示を賜った。
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表2岡山大学附属図書館池田文庫戦略絵図
資料番号 資料名 内容

戦略絵図TI2－65 安治州目台揚側面之図 安治川q台場の断面図。1問6歩の積り。

戦略絵図「r】2－66 安治川潤台場之図
毬来は幅2間、砲壇は幅4聞、高さ徒来より4尺Q護胸壁は幡4闘、高さ砲壇よ
閧U尺。砲壇は8問、16間、8問の台形状。4間に1基の大砲を据える（計8門）。

戦略絵園T12－67 由良浦高崎砲台之図
徳島藩が由良浦に築造した高崎台場の絵図。最大で大砲40門の設置が可
¥。本図において朱丸で示された備砲数は15遡。

戦略絵図Ti2一玉04彗 島島御警衛場所井御高場御絵図
天保山から神崎川まで、岡山藩が安致5年（1858）6月に守備についた範囲
�`く絵図で、この区域に設置された砲台場、萩砲台を描く。既存の砲台揚
ﾉは備砲の大きさ・数、薪砲台には噺砲台出来∬曲言｝i沖」の貼り紙をイ・ナす。

戦略絵図T12一王04－2 摂海御警衛場所井御台場御絵図
天保山から神崎川まで、岡山藩が安致5年（1858）6月に守備についた範囲
ﾉ崎戸された砲台場、新砲台を描く園。既存砲台からの射出方向を朱線で、
d砲台からの射出方向を黒線で示す。

戦略絵図丁ユ2－10を3
摂二二警衛場所二二台場御絵図
i端裏書「嶋屋新霞新道」）

嶋屋新顯内の新遜を白線で示し、各地点間の距離を示す。

戦略絵園T12－104－4
摂二二警衛場所井御台場御三図
i端裏書鴫屋新隠道D

嶋屋新田内の台場、告地点間の道の長さ、台場からの躍離などを記した貼り
?を付す。

戦略絵図丁12－104－5
摂海御警衛場所井上台揚御三図
i端裏書r嶋屋新田道」）

文字の記載はなし。砲台場の位置を示す。

戦略絵図T12－io4－6
摂二二警衛四所井御台揚御三園
i端裏書「布屡薪閏砲台之図」）

白山薪韻に設置された砲台の図。土塁や犬走等の規模等を記す。

戦略絵図T12－104－7
摂二二警山陽所井御台場御｝絵図
i端裏書「矢倉新段砲台之園」）

矢倉新田に設置された砲台の図。火薬庫、人溜、矢倉新閏面海士堤を記
ｷ。ヂ八十斤迦農煩」が配備されていたことを記す。

戦略絵図T12－104－9
摂海蘭警衛場所井御台場御絵図
i端裏書「常吉新田新道」）

常吉新閏の砲台場の認、および「武者野」2ヵ所、ギ火薬蔵」を記す。

戦略絵図丁12－104－10
摂海御警衛揚所井御台場御絵図
i端裏書「布屋新田鳥道」）

布屋新口に網鳥された砲台場3ヵ所を示す図。犬走の規模等を記す。欄外
ﾉ「橋拾二ヶ所」樋拾六開宛二ヵ駈」「武者判断」2ヵ所の規模、「中嶋炮台」

ﾌ略図を示す。また山田弥太郎、藍川源五左衛門、成瀬九右衛罰の名記載
?り。

戦略絵図丁12－io4－n 学海御警衛場所井御台場御絵園
矢倉新曲の砲台揚新設予定園ヵ。「新砲台印」とあり。新田の規模に関する
L載もあり。

戦略絵図T12擁04－17 学海御触衛場所井御台場御絵図
大坂湾を環状に描き、自在、四二、里程、宿場に関する情報や、各港・岬等
ﾔの距離、海岸部の深浅伸型）などの情報を記載する。

戦略絵図丁玉2－104－25
摂二二警衛場所井御台場御1絵図
ﾐ酒ノ宮御台場縄張之火略」）

幽宮台場の縄張り閣。

戦略絵図T12－104－26－1
摂二二警衛二二二二台場御絵図
i「尼ケ崎台場酋方ノ領分界」）

備砲の情報記載あり（「古流大砲」「西洋流」吐憎憎」「藤細流藤）。

戦略絵図　T12－104－27－i
摂海御警衛場所井御台場御絵図
i「尼ケ崎中ノ台場」）

尼崎藩中ノ台揚の略図。土塁を方形に築く傭易な構造。砲座は罫二間四方」
ﾅ「底二板ヲシク」「深サニ尺ヲ堀下ゲ中央二土俵五六ヲ置必構造のものが
Sヵ所。他に「仮小や」「土階」あり。

戦鶏条糸会図　丁玉2－104－28－1

摂海御警衛揚所井御台場御絵図
i「尼ケi【奇：東方ノ台場布屋新田対岸ノ

?」）

布屋新瞬の対岸に設置された尼1四十の東方の台場の略図。砲座は3ヵ所
ｩ。他に「鐘葦「番所」を描く。また設置されている大砲は絵画的に表現する。

※岡lil大学池幽文庫絵図公開データベースシステム（http：／／ousar」1b．okayama－u．ac．jp／ikedake／ezu／）より作成。
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高
取
山
石
炭
関
係
史
料
に
つ
い
て
－
生
野
銀
山
「
石
川
家
文
書
」
の
紹
介
－

添
田

仁

一
　
大
坂
上
海
防
と
石
炭

　
幕
末
の
大
坂
湾
海
防
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
幕
府
軍
艦
や
外
国
船
な
ど
、
蒸

気
船
の
燃
料
と
な
る
石
炭
の
問
題
は
重
要
な
論
点
に
な
る
。
と
り
わ
け
軍
艦
に

使
用
す
る
良
質
な
石
炭
の
確
保
は
、
海
防
の
実
効
性
に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、

政
治
動
向
を
左
右
し
か
ね
な
い
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
大
坂
湾
内
の
港
の
な

か
で
も
、
兵
庫
は
、
将
軍
の
上
洛
艦
隊
の
駐
留
や
西
国
諸
藩
と
の
戦
争
を
支
え

る
拠
点
港
で
あ
り
、
さ
ら
に
安
政
五
力
感
条
約
で
指
定
さ
れ
た
開
港
場
（
予
定

地
）
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
非
常
時
・
揖
常
時
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
石
炭

を
安
定
的
に
供
給
し
う
る
し
く
み
の
整
備
が
急
が
れ
た
。

　
幕
末
兵
庫
の
石
炭
供
給
に
つ
い
て
は
、
高
久
智
広
氏
が
廻
送
に
よ
る
調
達
を

指
摘
し
て
い
る
－
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
二
月
に
は
、
神
崎
屋
仁
兵
衛
・

大
文
字
屋
由
兵
衛
が
門
御
軍
艦
へ
御
遣
用
桐
成
ル
石
炭
買
集
方
」
に
任
じ
ら
れ
、

大
坂
や
長
州
元
山
産
・
筑
前
三
池
産
の
石
炭
を
調
達
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
翌
四

月
に
は
、
大
坂
町
奉
行
所
地
方
役
が
門
蒸
気
御
軍
艦
御
粘
川
蝉
の
石
炭
を
大
坂
で

購
入
し
て
丘
ハ
庫
津
へ
廻
し
て
い
る
こ
と
、
廻
送
し
た
石
炭
は
兵
庫
島
上
町
山
濁
屋

與
三
左
衛
門
の
城
米
蔵
を
仮
石
炭
囲
蔵
と
し
て
保
管
し
、
兵
庫
町
方
で
管
理
し
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　
一
方
で
、
政
治
的
局
面
の
悪
化
を
背
景
に
、
幕
府
が
石
炭
を
安
定
的
に
供
給
し

う
る
方
法
、
す
な
わ
ち
海
上
輸
送
に
頼
ら
な
い
自
前
の
石
炭
山
開
発
を
模
索
し
、

兵
庫
北
部
の
高
取
山
（
神
戸
市
須
磨
区
）
周
辺
で
採
掘
に
着
手
し
た
こ
と
も
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
2
。
平
成
二
八
年
（
二
〇
一
六
）
に
開
催
さ
れ
た
神
戸
市
立
博

物
館
特
別
展
「
須
磨
の
歴
史
と
文
化
展
」
で
は
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
九
月

の
石
炭
山
を
描
い
た
絵
図
で
、
幕
府
海
軍
（
軍
艦
方
）
に
よ
る
も
の
と
思
し
き
「

摂
州
八
部
郡
町
村
妙
法
寺
村
石
炭
磯
之
図
」
や
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
八

月
の
開
坑
願
を
含
む
「
車
村
石
炭
借
区
関
係
文
書
」
（
と
も
に
神
戸
市
立
博
物
館

所
蔵
）
な
ど
が
示
さ
れ
、
　
『
神
戸
市
史
』
で
は
「
長
続
き
し
な
か
っ
た
」
と
断
じ

ら
れ
た
高
取
山
で
の
石
炭
山
開
発
が
、
実
は
、
幕
府
に
よ
る
大
坂
湾
海
防
と
の
関

わ
り
で
重
視
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
こ
と
、
さ
ら
に
神
戸
開
港
以
降
も
採
掘

が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
、
幕
末
兵
庫
へ
の
石
炭
供

給
を
支
え
た
高
取
山
（
神
戸
市
須
磨
区
）
で
、
石
炭
採
掘
に
従
事
し
た
、
生
野

銀
山
石
川
家
に
伝
わ
る
史
料
を
紹
介
し
た
い
。

二
　
石
州
家
文
書
の
概
要

　
石
川
家
は
、
生
野
銀
山
に
隣
接
す
る
播
磨
国
神
西
郡
部
垣
村
（
朝
来
市
生
野

町
）
で
、
大
地
主
と
し
て
主
に
農
業
、
酒
造
業
、
林
業
で
財
を
な
し
た
。
当
主

は
代
々
伊
兵
衛
を
名
乗
り
、
屋
号
は
龍
野
屋
。
清
和
源
氏
を
祖
と
し
、
戦
国
期
は

播
磨
国
龍
野
（
た
つ
の
市
）
に
あ
っ
た
と
い
う
。
初
代
石
川
庄
左
衛
門
布
尭
の
記

録
に
よ
る
と
、
一
八
世
紀
半
ば
に
は
森
垣
村
に
あ
り
、
商
売
を
始
め
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
後
、
亀
山
（
京
都
府
亀
岡
市
）
に
家
屋
敷
を
購
入
す
る
も
、
安
永

八
年
（
一
七
七
九
）
に
は
姫
路
俵
町
（
姫
路
市
西
二
階
町
・
福
中
町
）
に
移
っ
て

い
る
。
姫
路
か
ら
薬
種
商
と
し
て
生
野
に
出
入
り
し
、
そ
の
う
ち
に
生
野
の
有
力
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者
と
親
交
を
結
び
、
森
垣
村
に
定
住
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
銀
山
開
発
と
の
関
わ
り
も
深
く
、
採
掘
と
精
錬
を
手
が
け
る
山
師
や
地
役
人
の

パ
ト
ロ
ン
、
産
出
さ
れ
た
金
属
の
大
坂
へ
の
輸
送
業
、
町
に
出
入
り
す
る
要
人
を

泊
め
る
宿
泊
業
（
本
陣
）
、
鉱
害
対
策
の
た
め
の
薬
種
業
（
龍
榮
堂
）
な
ど
、
多

彩
な
家
業
を
持
っ
て
い
た
。
と
く
に
、
銀
山
町
内
の
掛
屋
津
田
家
、
太
盛
山
の
山

師
足
立
家
、
森
垣
村
の
庄
屋
市
橋
家
（
亀
屋
）
と
は
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
。
ま
た
、

豊
富
な
資
金
を
元
手
に
し
て
、
美
術
品
や
蔵
書
を
揃
え
る
な
ど
文
化
的
な
素
養
も

備
え
、
そ
れ
ら
を
利
用
し
て
幕
府
役
人
や
都
市
部
の
商
人
・
文
人
と
も
関
係
を
取

り
結
び
、
政
治
・
文
化
の
両
面
で
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
石
川
家
文
書
は
、
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
）
三
月
、
大
学
・
地
元
住
民
・
自

治
体
が
協
力
し
た
地
域
史
研
究
の
な
か
で
発
見
さ
れ
た
。
　
万
点
を
超
え
る
巨
大

な
文
書
群
で
あ
る
。
個
人
所
蔵
で
は
あ
る
が
、
発
見
当
初
か
ら
所
蔵
者
に
よ
る
保

存
・
管
理
が
難
し
い
状
態
に
あ
っ
た
た
め
、
緊
急
避
難
的
に
生
野
書
院
に
移
管
し
、

朝
来
市
教
育
委
員
会
や
地
元
住
民
と
も
協
力
し
て
概
要
調
査
を
始
め
た
。
同
二
三

年
三
月
に
は
、
生
野
書
院
で
企
画
展
「
再
発
見
銀
山
の
遺
産
－
森
垣
村
石
並
家

に
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
－
漏
を
開
催
す
る
な
ど
、
地
域
の
貴
重
な
歴
史
遺
産

の
存
在
と
重
要
性
を
地
元
に
広
く
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
取
り
組
み
を
進
め
て

き
た
3
。
同
二
七
年
三
月
に
は
、
地
元
の
有
志
が
集
ま
っ
て
「
生
野
銀
山
石
川
家

文
書
の
魅
力
を
語
る
会
」
を
組
織
し
、
現
在
も
整
理
と
研
究
を
続
け
て
い
る
4
。

三
　
石
川
八
左
衛
門
魚
連

　
石
川
家
文
書
は
、
こ
れ
ま
で
も
同
家
の
縁
者
で
あ
る
石
川
準
吉
が
進
め
た
生
野

代
官
研
究
や
、
自
治
体
史
『
生
野
史
』
の
編
纂
の
な
か
で
活
用
さ
れ
て
き
た
5
。

し
か
し
、
近
年
の
調
査
に
よ
っ
て
、
高
取
山
で
の
石
炭
採
掘
に
関
わ
る
史
料
（
四

八
七
点
）
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
6
。

　
石
川
家
文
書
に
高
取
山
の
石
炭
関
係
史
料
が
含
ま
れ
る
理
由
は
、
石
川
家
四

代
当
主
の
石
川
八
左
衛
門
魚
連
（
以
下
、
八
左
衛
門
）
が
、
幕
末
に
高
取
山
で

の
石
炭
採
掘
に
携
わ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
八
左
衛
…
門
は
、
石
川
家
二
代
当
主
の
石
川
庄
左
衛
門
長
英
と
生
野
銀
山
の
山

師
・
足
立
嘉
右
衛
門
綿
胤
の
長
女
マ
ツ
と
の
間
に
生
ま
れ
た
（
生
年
は
不
明
）
。

伯
父
で
二
代
当
主
の
石
川
（
津
田
）
甚
九
郎
毒
中
を
挟
ん
で
家
督
を
継
ぎ
、
安

政
・
明
治
初
期
に
は
村
役
人
も
務
め
て
い
る
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
八
月

十
七
賃
に
没
し
た
。
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
は
、
当
時
の
生
野
代
官
・
白

石
忠
太
夫
を
菖
蒲
沢
（
朝
来
市
生
野
町
栃
原
）
に
迎
え
、
山
師
や
地
役
人
な
ど

生
野
の
名
家
を
集
め
て
遊
興
し
て
お
り
、
そ
の
交
際
の
広
さ
は
注
目
に
値
す

る
。
ま
た
、
文
人
と
し
て
の
活
躍
も
見
逃
せ
な
い
。
と
く
に
竹
の
画
の
名
手
と

し
て
知
ら
れ
、
そ
の
名
声
は
江
戸
に
ま
で
届
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
の
墓

石
に
も
竹
の
絵
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
彼
の
肖
像
画
の
賛
は
、
日
田

（
大
分
県
日
田
市
）
の
儒
学
者
・
漢
詩
人
と
し
て
も
著
名
な
廣
瀬
旭
荘
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。四

　
石
炭
事
業
に
着
手
し
た
経
緯

　
石
川
家
の
石
炭
事
業
は
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
五
月
、
八
左
衛
門
が
大

坂
谷
町
代
宮
白
石
忠
太
夫
に
対
し
て
、
高
取
山
で
の
石
炭
の
試
掘
を
願
い
出
た

と
こ
ろ
が
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
次
の
史
料
は
、
そ
の
際
の
願
書
で
あ
る
7
。

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

出
御
支
配
所
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播
州
八
部
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
車
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
妙
法
寺
村
　
地
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
條
平
次
郎
御
代
官
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
播
州
神
西
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
垣
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
龍
野
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
願
人
　
　
伊
兵
衛

　
石
炭
問
堀
弐
ヶ
所
　
但
日
数
二
百
日

　
　
此
御
冥
加
銀
百
弐
拾
目

右
伊
兵
衛
虫
垂
上
意
、
石
炭
之
義
二
付
而
は
兼
々
御
触
も
有
之
、
当
時
御

国
用
豊
富
三
物
二
付
稼
方
試
御
用
途
二
相
再
度
兼
々
志
願
二
御
座
候
処
、
当

御
支
配
所
車
村
外
壱
ヵ
村
地
内
山
添
二
石
炭
之
気
有
之
趣
承
り
候
置
付
、
早

速
罷
越
見
届
百
八
、
当
時
薄
気
二
は
候
得
共
、
往
々
丹
誠
仕
堀
込
候
ハ
＼
曝

露
可
申
哉
之
見
込
も
御
座
候
二
付
、
地
元
村
々
江
及
掛
合
留
処
、
何
分
二
も

故
障
無
御
座
候
二
付
、
書
面
之
通
御
冥
加
置
上
捻
出
野
間
、
日
数
弐
百
目
之

間
道
堀
被
仰
付
藤
蔓
二
心
上
候
、
塗
薬
堀
中
二
四
も
出
盛
御
用
途
相
成
下
義

二
候
ハ
・
被
仰
付
次
第
違
背
仕
間
敷
候
間
、
何
卒
右
願
之
通
御
聞
済
被
成
下

候
ハ
＼
難
有
仕
合
奉
存
候
、
依
之
軽
量
此
段
以
書
付
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
安
政
四
巳
年
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
條
平
次
郎
御
支
配
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
播
州
神
西
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
垣
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
兵
衛
　
印

谷
町
御
役
所

同
人
煩
二
付
代

　
　
　
　
　
元
次
郎
　
印

差
添

　
　
　
　
庄
屋

　
　
　
　
　
重
助
　
印

　
こ
の
願
書
に
よ
る
と
、
石
炭
山
の
開
発
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
幕
府

に
よ
る
働
き
か
け
が
あ
り
、
八
左
衛
門
は
「
御
国
用
之
御
演
物
扁
の
確
保
の
た

め
に
採
掘
を
「
志
願
」
し
た
と
い
う
8
。
彼
は
、
車
村
・
妙
法
寺
村
（
と
も
に

神
戸
市
須
磨
区
）
に
門
石
炭
霊
気
」
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
現
地
を
調
査
し
た
。

そ
の
結
果
、
石
炭
の
埋
蔵
状
況
は
「
薄
気
」
で
は
あ
る
も
の
の
、
丹
念
に
採
掘

す
れ
ば
問
題
な
い
と
判
断
し
て
、
地
元
の
了
承
も
取
り
付
け
た
。
そ
の
上
で
、

幕
府
に
対
し
て
冥
加
銀
＝
一
〇
目
を
納
め
、
ま
ず
は
二
〇
〇
目
間
の
試
掘
を
願

い
出
た
の
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
勘
定
奉
行
兼
長
崎
奉
行
の
水
野
忠
徳

が
石
炭
山
を
視
察
し
、
試
み
に
幕
府
が
一
〇
万
慮
（
約
六
〇
ト
ン
）
を
購
入
す

る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
9
、
こ
れ
を
受
け
て
の
「
志
願
」
で
あ
っ
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。

　
直
後
の
六
月
、
嘉
左
衛
門
は
、
住
吉
村
（
神
戸
市
東
灘
区
）
の
民
五
郎
と
の

問
で
、
次
の
規
定
書
を
取
り
交
わ
し
て
い
る
一
。
。

　
　
　
為
取
為
替
規
定
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
入
組

白
石
忠
太
夫
様
御
支
配
所
摂
州
八
部
郡
東
尻
池
村
・
西
尻
池
村
、
土
井
大
炊

頭
甲
山
領
分
長
田
村
、
蒔
田
驚
介
様
御
知
行
池
田
村
入
会
宇
壱
里
山
二
而
石
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炭
之
気
配
候
二
付
、
試
掘
仕
之
段
谷
町
御
役
所
江
願
書
候
処
、
御
地
頭
江
夫

々
御
掛
中
之
上
、
今
般
場
所
御
見
分
、
馬
堀
御
聞
済
被
成
下
難
詰
仕
合
奉
存

候
、
然
ル
上
帯
稼
方
都
墨
型
師
之
義
二
付
、
互
二
気
侭
録
取
計
無
能
様
可
仕

丁
之
ケ
條
双
方
堅
相
守
、
永
続
致
身
様
可
仕
事

随
所
之
義
は
立
会
之
上
見
定
、
問
直
直
可
仕
、
入
用
輪
留
、
昏
晦
弐
ツ
割

二
而
時
々
勘
定
出
銀
致
、
正
路
二
可
致
事

追
々
新
見
立
身
所
出
来
候
共
、
相
師
之
義
二
付
、
不
依
何
事
一
己
之
存
寄

を
以
稼
所
相
立
不
申
、
談
之
上
相
稼
可
申
事

石
炭
御
買
上
井
塩
聖
上
出
し
之
分
共
、
談
之
上
売
捌
、
不
取
締
之
温
帯
坊

様
可
仕
事

明
り
取
締
差
配
人
、
双
方
右
壱
人
ツ
＼
付
置
、
万
事
山
師
江
談
之
上
取
計

可
申
事

前
書
堅
相
守
、
石
炭
追
々
出
盛
候
様
出
精
相
稼
可
申
、
依
規
定
為
取
替
置

処
如
件

　
　
安
政
四
丁
巴
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
石
忠
太
夫
様
御
支
配
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摂
州
八
部
郡
住
吉
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
炭
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
條
平
次
郎
様
御
支
配
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
播
州
神
西
郡
森
垣
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
炭
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
兵
衛

こ
の
規
定
書
に
あ
る
通
り
、
高
取
山
で
の
石
炭
採
掘
は
、
当
初
、
住
吉
村
の

民
五
郎
と
伊
兵
衛
（
八
左
衛
門
）
の
二
人
に
許
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
二

人
の
「
石
炭
師
扁
と
い
う
肩
書
き
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
た
だ
、
文
中
に
「
相
師
」

と
あ
る
よ
う
に
、
採
掘
に
際
し
て
は
、
何
事
も
両
者
が
協
力
・
分
担
し
て
進
め

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
①
今
回
の
採
掘
場
所
に
つ
い
て
は
両

者
で
確
認
し
て
決
め
、
費
用
も
半
分
ず
つ
負
担
す
る
こ
と
、
②
他
所
を
採
掘
す

る
際
に
は
、
相
手
に
相
談
な
く
勝
手
に
進
め
な
い
こ
と
、
③
産
出
し
た
石
炭
の

幕
府
へ
の
上
納
や
塩
釜
燃
料
と
し
て
の
販
売
に
つ
い
て
は
、
両
者
が
相
談
し
た

上
で
行
う
こ
と
な
ど
が
申
し
合
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
住
吉
村
民
五
郎
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
降
、
史
料
上
で
確
認
で
き
て
い
な
い
。

詳
細
は
不
明
だ
が
、
当
初
二
人
に
任
さ
れ
た
採
掘
は
、
そ
の
後
、
八
左
衛
門
が

単
独
で
担
う
も
の
へ
と
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
、
な

ぜ
人
左
衛
門
が
生
き
残
っ
た
の
か
、
史
料
的
な
制
約
も
あ
り
、
現
段
階
で
確
た

る
答
え
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
近
世
を
通
し
て
生
野
銀
面
で
培
わ
れ
た
鉱
山
技

術
や
資
金
力
と
、
燃
料
と
い
う
対
象
の
性
格
上
、
幕
府
の
政
策
を
実
現
し
う
る

者
と
し
て
の
信
用
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
担
保
す
る
人
脈
が
重
視
さ
れ
た
も
の
と

考
え
て
お
き
た
い
。

五
　
採
掘
の
風
景

　
石
炭
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
掘
り
出
さ
れ
て
い
た
の
か
。
石
川
家
文
書
を
用

い
な
が
ら
、
そ
の
概
要
だ
け
で
も
示
し
て
お
き
た
い
。
慶
応
三
年
六
月
七
日
、

イ
ギ
リ
ス
公
使
館
書
記
ロ
ー
コ
ッ
ク
の
商
業
報
告
書
に
は
、
高
取
石
炭
山
の
概
況

に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
・
－
。

　
発
見
は
一
〇
～
二
〇
年
前
、
場
所
は
兵
庫
か
ら
四
マ
イ
ル
（
六
・
四
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
）
の
山
の
中
、
坑
道
は
水
平
で
、
長
さ
は
二
五
ブ
イ
ー
ト
（
七
・
六
ニ
メ
ー
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ト
ル
）
以
内
で
、
大
半
は
一
〇
～
＝
一
ブ
イ
ー
ト
、
工
～
三
人
の
男
が
地
面
に
し

ゃ
が
み
こ
ん
で
尖
っ
た
ハ
ン
マ
…
で
掘
る
作
業
を
し
て
い
た
。
坑
道
の
入
り
口
付

近
で
は
、
裸
同
然
の
数
人
が
、
石
炭
を
手
で
選
別
し
、
積
み
出
し
場
ま
で
運
ん
で

い
た
。
そ
こ
か
ら
兵
庫
の
市
場
ま
で
、
三
輪
車
か
、
牛
か
、
背
中
に
か
つ
い
で
運

ぶ
。
石
炭
の
品
質
は
、
大
半
が
劣
っ
て
い
た
が
、
中
に
は
無
煙
炭
の
よ
う
な
良
い

種
類
の
物
が
含
ま
れ
て
い
た
、
等
々
で
あ
る
。

　
坑
道
の
長
さ
や
掘
り
子
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
時
期
ご
と
に
変
化
も
あ
っ
て
正

確
さ
を
欠
く
が
、
坑
道
や
問
歩
付
近
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
お
お
よ
そ
こ
の
通
り

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
当
時
の
石
炭
採
掘
は
、
「
た
ぬ
き
掘
り
扁
と
呼
ば
れ
る
水
平
掘
り
が
一
般
的
で

あ
っ
た
。
『
薫
葭
堂
雑
録
』
に
も
「
石
炭
掘
之
図
」
と
し
て
、
木
枠
が
組
ま
れ
た

坑
道
か
ら
石
炭
を
曳
き
な
が
ら
出
て
く
る
堀
子
（
手
子
）
の
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。
掘
り
出
さ
れ
た
石
炭
は
、
　
一
六
貫
目
（
六
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
鐸
一
〇
〇
斤
の

俵
に
詰
め
ら
れ
、
二
歳
ず
つ
牛
馬
の
背
に
乗
せ
て
駒
ヶ
林
村
（
神
戸
市
長
田
区
）

ま
で
運
送
、
船
で
兵
庫
に
廻
送
さ
れ
、
兵
庫
島
上
町
の
山
国
屋
與
三
左
衛
門
の
城

米
蔵
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
幕
府
か
ら
の
買
上
げ
が
あ
れ
ば
、
そ
の
代

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
し
く
み
で
あ
っ
た
。

　
【
表
】
は
、
八
左
衛
門
が
谷
町
代
官
に
宛
て
て
提
出
し
た
、
安
政
四
年
六
月

と
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
二
月
置
見
積
書
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
見
積
書
は
、
石
炭
皿
○
○
斤
あ
た
り
に
要
す
る
経
費
を
費
目
ご
と
に
計
算

し
た
も
の
で
、
A
左
衛
門
は
、
こ
れ
ら
を
根
拠
に
し
て
石
炭
の
買
い
取
り
額
を

上
げ
る
よ
う
大
坂
代
官
に
働
き
か
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
金
額
を
も
っ

て
、
実
際
の
必
要
経
費
と
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
費
目
に
注
目
し
た
い
。
ま
ず
、
　
「
石
炭
掘
立
入
用
扁
と

し
て
給
銀
を
支
給
さ
れ
て
い
る
、
支
配
人
、
山
留
（
落
盤
を
防
ぐ
た
め
の
普
請

担
当
者
）
、
下
財
（
二
子
）
、
手
子
（
二
子
の
下
働
き
）
、
飯
炊
き
と
い
っ
た

人
び
と
の
存
在
と
、
お
お
よ
そ
の
人
数
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
漁
村
か
ら
駒

ヶ
林
村
ま
で
の
運
賃
や
、
駒
ケ
林
村
で
石
炭
を
船
に
積
み
替
え
る
際
の
一
時
保

管
場
所
の
料
金
も
必
要
で
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
給
銀
と
比
較
し
て
も
少

な
い
と
は
言
え
な
い
額
が
、
　
門
村
方
益
分
」
　
「
掘
立
場
所
入
用
」
と
い
う
名
目

で
、
石
炭
山
を
擁
す
る
地
元
の
村
々
に
渡
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
点

で
あ
る
。
石
炭
山
の
開
発
を
受
け
入
れ
る
地
域
の
側
も
、
石
炭
が
生
み
出
す
富

の
恩
恵
に
預
か
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
【
表
】
で
は
、
安
政
四
年
六
月
と
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
二
月
の
も
の
を

並
べ
て
示
し
て
お
い
た
。
両
者
を
比
べ
る
と
、
油
代
に
顕
著
な
よ
う
に
、
わ
ず

か
五
年
半
の
間
に
経
費
が
高
騰
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
八
左
衛
門
の
石
炭

山
開
発
は
、
苦
難
の
船
出
で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
石
川
家
文
書
に
含
ま
れ
る
高
取
山
石
炭
関
係
史
料
の
一
端
を
紹
介
し

て
き
た
。
た
だ
、
大
坂
湾
海
防
の
な
か
で
高
取
山
の
石
炭
が
果
た
し
た
役
割
の

問
題
に
ま
で
書
及
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

－
高
久
智
広
「
幕
末
期
の
幕
府
の
艦
船
運
用
と
兵
庫
津
－
「
御
軍
艦
御
碇
泊
」
御
用

を
め
ぐ
っ
て
－
扁
　
（
『
日
本
史
研
究
』
六
〇
三
、
二
〇
～
二
年
）
。

2
新
修
神
戸
市
史
編
集
委
員
会
『
新
修
神
戸
市
史
産
業
経
済
編
－
第
一
次
産
業
』

（
神
戸
市
、
一
九
九
〇
年
）
、
同
『
新
修
神
戸
市
史
歴
史
三
三
近
世
』
　
（
神
戸
市

、
一
九
九
二
年
）
。

3
　
『
生
野
書
院
企
画
展
再
発
見
銀
山
の
遺
産
玉
垣
村
石
墨
家
に
受
け
継
が
れ
て

き
た
も
の
』
　
（
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一

年
）
。
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4
こ
の
闇
の
詳
細
な
経
緯
に
つ
い
て
は
、
添
田
仁
「
郷
土
史
の
裾
野
を
広
げ
る
た
め

に
－
朝
来
市
と
の
連
携
事
業
を
ふ
り
か
え
っ
て
－
」
　
（
『
ピ
ヨ
緊
【
地
域
・
大
学
・
文

化
】
』
五
、
二
〇
…
三
年
）
、
三
菱
財
団
人
文
科
学
研
究
助
成
門
鉱
山
地
域
社
会
史

確
立
の
た
め
の
基
礎
的
研
究
」
　
（
二
〇
一
〇
－
二
〇
一
二
年
度
、
代
表
・
奥
村
弘
）

の
報
告
書
『
鉱
山
地
域
社
会
史
確
立
の
た
め
の
基
礎
的
研
究
』
　
（
二
〇
一
四
年
）
を

参
照
の
こ
と
。

5
石
川
準
沓
『
生
野
銀
山
と
生
野
代
官
』
　
（
日
本
工
業
新
闘
社
、
　
～
九
五
九
年
）
、

太
田
虎
一
『
生
野
史
』
　
（
生
野
町
、
　
｝
九
六
二
－
七
四
年
）
。

6
そ
の
う
ち
一
部
は
、
す
で
に
前
掲
『
生
野
書
院
企
画
展
再
発
見
銀
山
の
遺
産
』

や
報
告
書
『
鉱
山
地
域
社
会
史
確
立
の
た
め
の
基
礎
的
研
究
』
で
報
告
し
た
。
ま
た

、
平
成
二
九
年
（
二
〇
～
七
）
に
神
戸
市
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
、
神
戸
開
港
一

五
〇
年
記
念
特
別
展
『
開
国
へ
の
潮
流
－
開
港
前
夜
の
兵
庫
と
神
戸
－
』
で
展
示
さ

れ
、
同
図
録
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

7
石
川
家
文
書
四
六
－
二
四
－
七
。

8
こ
れ
以
前
、
安
政
三
年
六
月
段
階
で
、
兵
庫
宮
内
村
の
筏
屋
平
次
郎
と
大
坂
南
堀

江
の
升
屋
喜
助
が
、
奥
妙
法
寺
村
の
山
本
茂
右
衛
門
か
ら
石
炭
採
掘
の
た
め
の
閏
地

（
三
畝
）
を
借
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
石
川
家
文
書
四

六
－
二
〇
－
三
－
　
～
。

9
石
川
家
文
書
四
六
－
三
九
－
五
。

－
o
石
川
家
文
書
四
六
－
三
九
－
一
－
二
。

1
1
前
掲
『
新
修
神
戸
市
史
歴
史
編
盟
近
世
』
、
七
八
七
頁
。
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【表】石炭（100斤）値段見積り額の推移

安政4年（1857）6月 （匁分厘毛） 文久3年（1863）2月 （匁分厘毛）

陸付運賃（車村～駒ヶ林村） 0．8 陸付運賃（車村～駒ケ林村） 1，547

縄・俵代 0．3 縄・俵代 0，387

石炭荷扱方

l置場出入外敷入用
0．2

縄・俵持方

o入取扱入用
0317

村方益分（1駄5厘） 0．02 村方益分 0，026

掘立場所入用（土屑捨場田地

ﾘ用中年貢・地直し入用）
0，095

掘立場所入用（土屑捨場田地

ﾘ用中年貢・地直し入用）
0，516

石炭掘立入用 2，265 石炭掘立入用 9，203

支配人給銀（2人） 0，095 差配人給銀（2人）
0，412

山留給銀（2人） 0ユ5 山留給銀（2人）

三軍給銀（10人） 0．68 掘手給銀（32人） 3，442

手子給銀（5人） 0．16 手伝給銀（11人） 0，773

飯炊き給銀（2人） 0．08 飯炊き給銀（2人） 0，155

飯岡（25人分） 0．4 飯米菜類（49人分） 1，895

油代 0，081 油代 0，851

道具直し賃 0ユ8 道具直し賃 0，144

鋪内普請、留木代 0，439 鋪内普請、松木入用 0，277

居小家（49人賄入用） 1，263

合計 3．68 ＊ユ2．000

【典拠】　「石炭二段書上ヶ」（石川46－3）、　「覚」（石」］］46－48）より作成。

【註1】費目については、史料中の記載を参照してまとめた。

【註2】文久3年2月の冤積りは概数。150斤の額の2／3に、銭と銀の換算比率をかけて算出。

　　換算比率は、史料末尾の「銭壱貫三百九拾六文、此銀十八匁也」を参照し、

　　銀1匁＝銭77．5文で換算。ただし、＊は史料中の金額を記載。
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二
〇
一
四
年
度
～
二
〇
一
八
年
度

科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
B
（
課
題
番
号
鱒
爵
G
。
A
O
⑩
窃
）

研
究
成
果
報
告
書

幕
末
期
に
お
け
る
大
坂
・
大
坂
城
の
軍
事
的
役
割
と
畿
内
・
近
国
藩

　
　
　
研
究
代
表
者
　
岩
城
　
卓
二
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）

　
　
　
発
　
行
　
　
　
二
〇
一
九
年
三
月
一
目

　
　
　
発
行
者
　
　
　
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
【
エ
ハ
〇
六
一
八
五
〇
一
　
京
都
市
左
京
区
吉
田
本
町

　
　
印
　
綱
　
　
　
株
式
会
社
図
書
印
刷
嗣
朋
舎

　
　
　
　
　
　
　
　
〒
六
〇
〇
i
八
八
〇
五
　
京
都
市
下
京
区
中
堂
寺
鍵
田
町
2
番
地
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